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序  章  

 

 
1． 今 日 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引  

 

消 費 者 信 用 ( 1 ) ― ― 個 人 の 消 費 生 活 の た め の 信 用 供 与 ― ― は 、「販 売

信 用 」と「 消 費 者 金 融 」に 大 別 さ れ 、「 販 売 信 用 」と 呼 ば れ る ク レ ジ

ッ ト 取 引 に は 、 売 主 が 信 用 供 与 す る タ イ プ （ 二 当 事 者 型 ） と 、 売 主

以 外 の 者 が 信 用 供 与 す る タ イ プ （ 多 数 当 事 者 型 ） の 2 種 類 が あ る 。

更 に こ れ ら は 、 カ ー ド 等 を 使 用 し た 継 続 的 取 引 タ イ プ と 利 用 ご と に

審 査 を 行 い 信 用 供 与 す る 個 別 取 引 タ イ プ に 分 か れ る 。  

こ の う ち 、 現 在 の 「 販 売 信 用 」 の 主 流 と な っ て い る の は 、 カ ー ド

等 を 使 用 す る タ イ プ で あ り 、 取 扱 高 （ 新 規 信 用 供 与 額 ） が 販 売 信 用

取 引 全 体 の 約 8 6 . 2 %を 占 め る 4 0 兆 6 , 8 6 3 億 円 （ 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 )年 度

推 定 ） と な っ て い る ( 2 ) 。 し か も 、 カ ー ド 取 引 の 大 部 分 を 多 数 当 事 者

型 取 引 が 占 め て い る と い っ て よ い ( 3 ) 。  

こ の よ う な 多 数 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が 近 年 大 き く 拡

大 し て い る 背 景 に は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 者 の 利 用 メ リ ッ ト が 増

加 し て い る こ と の ほ か 、 ① 国 際 ブ ラ ン ド を 管 理 ・ 保 有 す る V I S A、

M a s t e r C a r d と い っ た 機 関 （ 以 下 「 国 際 ブ ラ ン ド 」 と い う ） の 介 在

の 下 で 加 盟 店 相 互 開 放 が 行 わ れ 、 カ ー ド 発 行 会 社 以 外 の カ ー ド 会 社

と 提 携 す る 加 盟 店 で も ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 使 え る よ う に な っ た こ と 、

② 銀 行 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 分 割 払 方 式 及 び リ ボ ル ビ ン グ 方 式

の 採 用 が 認 め ら れ た こ と 、 ③ 電 子 商 取 引 に お い て 本 人 認 証 機 能 と 決

済 機 能 を 持 つ ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 有 力 な 決 済 手 段 と し て 多 用 さ れ て

い る こ と 、 ④ カ ー ド に よ る 決 済 分 野 が 拡 大 し た こ と な ど が あ げ ら れ

る ( 4 ) 。  

ま た 、 わ が 国 か ら 海 外 へ の 渡 航 者 数 が 平 成 2 ( 1 9 9 0 )年 に は 1 , 0 0 0

万 人 だ っ た も の が 、 平 成 7 ( 1 9 9 5 )年 に 1 , 5 0 0 万 人 を 初 め て 超 え 、 平

成 2 4 ( 2 0 1 2 )年 に は 1 , 8 4 9 万 人 を 記 録 す る な ど ( 5 ) 、海 外 旅 行 者 が 飛 躍
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的 に 増 加 し て い る が 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 外 貨 で の シ ョ ッ ピ ン グ

や 宿 泊 代 な ど の 決 済 な ど の 場 合 に 必 須 と な っ て い る た め 、 海 外 で の

利 用 が 拡 大 し て い る 面 も あ る 。  

こ の よ う な ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 の 拡 大 に 伴 っ て 、 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 取 引 を め ぐ る ト ラ ブ ル が 増 加 傾 向 に あ る 。 人 の 移 動 の 容 易 性 、

経 済 活 動 の 世 界 的 な 広 が り 、 通 信 技 術 の 発 達 等 に よ り 、 昭 和

5 9 ( 1 9 8 4 )年 の 割 賦 販 売 法 改 正 当 時 に は 存 在 し な か っ た 、 イ ン タ ー ネ

ッ ト 取 引 を は じ め 多 様 な 取 引 形 態 が 出 現 し て い る こ と に も 一 因 が あ

る ( 6 ) 。 こ れ ら の 取 引 で は 、 海 外 の 事 業 者 や こ れ に 介 在 す る ネ ッ ト モ

ー ル 事 業 者 、 決 済 代 行 会 社 な ど 多 数 の 取 引 関 係 者 が 関 与 す る こ と が

多 く 、 い っ た ん ト ラ ブ ル が 生 じ る と 、 責 任 の 所 在 や 交 渉 先 が 不 明 確

で ク レ ー ム の 解 決 が 難 し く な っ た こ と が 指 摘 さ れ て い る ( 7 ) 。  

 

2． ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る 利 用 者 保 護  

 

 だ が 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る 利 用 者 保 護 に 関 し て 、 わ が

国 の 対 応 は 、 以 下 の 点 に お い て 立 ち 後 れ て い る 。  

そ の 第 1 は 、 消 費 者 法 全 般 に 関 し て 一 般 論 と し て い え る 事 柄 で あ

る が 、整 合 性 の と れ た 一 貫 性 の あ る 規 制 が さ れ て い な い 点 で あ る ( 8 ) 。

こ の 点 に 関 し て 、 わ が 国 に は 、 一 般 的 な 理 念 の 限 り で は 、 消 費 者 基

本 法 （ 昭 和 4 3 ( 1 9 6 8 )年 法 律 第 7 8 号 ） ( 9 ) が 存 在 す る も の の 、 消 費 者

信 用 の 領 域 の う ち 、販 売 信 用 に 関 し て は 、割 賦 販 売 法（ 昭 和 3 6 ( 1 9 6 1 )

年 法 律 第 1 5 9 号 ） が 存 在 す る の み で 、 本 論 文 第 2 章 ・ 第 3 章 で 検 討

す る イ ギ リ ス や ア メ リ カ の よ う な 統 一 的 な 消 費 者 信 用 法 典 は 存 在 し

な い ( 1 0 ) 。  

問 題 点 の 第 2 は 、 販 売 信 用 の 領 域 に 関 す る 唯 一 の 立 法 で あ る 割 賦

販 売 法 の 規 制 の 内 容 で あ る 。 割 賦 販 売 法 に お い て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 会 社 と の 関 係 で の カ ー ド 利 用 者 の 保 護 を 定 め た 規 定 は 、「包 括 信 用

購 入 あ っ せ ん 業 者 に 対 す る 抗 弁 」 を 定 め た 法 3 0 条 の 4 で あ る 。 同

条 は 、 販 売 業 者 ・ 役 務 提 供 事 業 者 以 外 の 第 三 者 が カ ー ド 等 を 利 用 し
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て 販 売 信 用 を 行 う 形 態 （ 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 。 法 2 条 3 項 ） に つ

き 、 商 品 販 売 ・ 役 務 提 供 契 約 の 当 事 者 間 で 購 入 者 が 有 し て い る 抗 弁

を 、 第 三 者 た る カ ー ド 会 社 （ 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 ） と の 関 係

に も 延 長 す る も の で あ っ て 、 同 様 の 規 定 は 、 カ ー ド 等 を 利 用 せ ず に

第 三 者 が 行 う 販 売 信 用 （ 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん 。 法 2 条 4 項 ） に 関

し て も 存 在 す る （ 法 3 5 条 の 3 の 1 9）。  

こ れ ら 割 賦 販 売 法 に お け る 「 抗 弁 の 接 続 」 な い し 「 抗 弁 の 対 抗 」

規 定 は 、 手 形 法 （ 1 7 条 ・ 7 7 条 ） や 小 切 手 法 （ 2 2 条 ） の 悪 意 の 抗 弁

と 異 な り 、 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 が 善 意 の 場 合 に も 主 張 す る こ と が

で き る ( 1 1 ) 。だ が 、問 題 は 、そ の 理 由 づ け で あ っ て 、こ の 制 度 の 導 入

当 初 は ( 1 2 ) 、同 制 度 の 根 拠 は 、信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 が 購 入 契 約 の 当

事 者 と 同 一 視 で き る 密 接 な 関 係 に あ る 点 に 求 め ら れ て い た （ 不 可 分

一 体 説 ）。し か し 、こ の よ う な 理 解 は 、信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 が 販 売

業 者 の 系 列 会 社 で あ る よ う な 場 合 に は 妥 当 視 で き る も の の 、 両 者 の

関 係 が 独 立 的 で あ る 場 合 に は 成 り 立 た な い こ と か ら 、今 日 の 学 説 は 、

信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 に 対 抗 が 認 め ら れ る 責 任 根 拠 を 、 信 用 供 与 契

約 に 基 づ く 固 有 の 義 務 で あ る 加 盟 店 に つ い て の 調 査 監 督 義 務 に 求 め

る よ う に な っ て い る ( 1 3 ) 。  

し か し な が ら 、 こ の よ う な 信 用 供 与 契 約 に 基 づ く 加 盟 店 の 管 理 責

任 と い う 独 自 の 責 任 根 拠 は 、 二 当 事 者 型 の 複 合 契 約 に お け る 抗 弁 事

由 を 三 当 事 者 型 に 延 長 す る 割 賦 販 売 法 の 規 定 の 法 構 造 と 、 そ も そ も

整 合 し て い な い よ う に も 思 わ れ る と こ ろ 、 今 日 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド

取 引 は 、 三 当 事 者 型 か ら さ ら に 多 数 当 事 者 型 へ と 移 行 し て い る こ と

か ら 、 過 去 の 時 代 の 二 当 事 者 型 を 三 当 事 者 型 に 単 純 に 引 き 直 し た 割

賦 販 売 法 の 歪 み は 、 よ り 一 層 大 き な も の と な っ て い る 。  

一 方 、 こ う し た 「 抗 弁 の 接 続 」 を 含 む 割 賦 販 売 法 の 消 費 者 保 護 規

定 に 関 し て は 、 同 法 の 適 用 範 囲 と の 関 係 で も 限 界 が 存 在 し て い る 。

第 1 に 、カ ー ド 取 引 の 圧 倒 的 多 数 を 占 め る 1 回 払 取 引 に つ い て は ( 1 4 ) 、

当 然 の こ と な が ら 同 法 の 適 用 は な い 。 第 2 に 、 リ ボ ル ビ ン グ 取 引 の

う ち 、3 8 , 0 0 0 円 未 満 の 取 引 に つ い て も 、消 費 者 保 護 規 定 が 適 用 さ れ
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な い（ 法 3 0 条 の 4 第 4 項 、3 0 条 の 5 第 1 項 、割 賦 販 売 法 施 行 令 2 1

条 2 項 ）。 第 3 に 、 近 年 普 及 し つ つ あ る 「 あ と リ ボ 払 い 」 ( 1 5 ) に つ い

て 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 の 有 無 に 関 し て も 争 い が あ る ( 1 6 ) 。  

の み な ら ず 、 近 年 に お い て は 、 取 引 環 境 の 変 化 ・ 多 様 化 に 伴 い 、

割 賦 販 売 法 の 定 め る 消 費 者 保 護 規 定 で は 救 済 す る こ と の で き な い 紛

争 が 、新 た に 生 起 し て い る 。そ の 典 型 が 、 2 1 世 紀 に な っ て 急 激 に 拡

大 し た イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 を め ぐ る 消 費 者 問 題 で あ る 。 イ ン タ ー ネ

ッ ト を 通 じ た 取 引 で は 、 取 引 相 手 の 実 店 舗 が 明 確 に 認 識 で き な い こ

と に 加 え て 、 相 手 方 は 、 国 内 の 業 者 以 外 に 、 海 外 の 事 業 者 、 全 く の

個 人 、 あ る い は 商 人 と の 境 界 線 が 不 明 確 な 個 人 事 業 主 に ま で 拡 大 し

て い る 。 ま た 、 取 引 内 容 に 関 し て も 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 秘 匿 性 と 取

引 主 体 の 多 様 性 か ら 、 実 店 舗 で の 対 面 取 引 で は 生 じ に く い 、 公 序 良

俗 に 反 す る 取 引 、 詐 欺 的 な 取 引 や 、 景 品 表 示 法 や 特 定 商 取 引 法 な ど

の 法 規 に 違 反 ・ 抵 触 す る 取 引 が 生 じ て い る 。 し か も 、 イ ン タ ー ネ ッ

ト 取 引 に 関 し て は 、 契 約 の 締 結 そ れ 自 体 を 直 接 に 規 制 す る こ と が 困

難 で あ る 。 そ こ で 、 次 善 の 策 と し て 、 取 引 の 決 済 つ い て 一 般 的 な ク

レ ジ ッ ト カ ー ド の 側 で 歯 止 め を か け る こ と に よ り 消 費 者 を 保 護 す る

方 法 が 考 え ら れ る が 、 多 数 当 事 者 型 取 引 で は 、 抗 弁 を 受 け る 立 場 の

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 と 実 際 の 販 売 店 の 間 に 多 数 の 当 事 者 が 関 係 し

て お り 、 三 当 事 者 型 取 引 の よ う に ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 加 盟 店 を

必 ず し も 管 理 し て い な い 点 が 問 題 の 解 決 を さ ら に 困 難 に し て い る 。  

 

3． 考 察 の 対 象 と 方 法  

 

上 に 述 べ た よ う な 問 題 意 識 に 基 づ き 、 本 論 文 で は 、 と く に 今 日 一

般 的 で あ る 多 数 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る カ ー ド 利

用 者 （ 消 費 者 ） 保 護 な ら び に 事 業 者 間 の 適 切 な 責 任 分 配 の あ り 方 に

つ い て 検 討 を 加 え る 。  

先 に 触 れ た よ う に 、 わ が 国 に お い て は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 全

般 を 包 括 的 に 規 律 す る 法 制 度 が 存 在 し て い な い 。 割 賦 販 売 法 に お い
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て は 、 昭 和 4 7 ( 1 9 7 2 )年 改 正 で 、 そ れ ま で の 「 証 票 等 」 に 代 え て 「 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 」 と い う 言 葉 が 用 い ら れ る よ う に な り 、 そ の 後 、 昭

和 5 9 ( 1 9 8 4 )年 改 正 で 支 払 停 止 の 抗 弁 権 が 導 入 さ れ た 。さ ら に 、平 成

期 に 入 っ て か ら は 、平 成 2 0 ( 2 0 0 8 )年 に 大 き な 改 正 が 行 わ れ た が 、し

か し 、 同 改 正 の 中 心 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等 の 管 理 に 関 す る 事

項 に と ど ま り（「 第 3 章 の 4  ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等 の 適 切 な 管 理

等 」（ 法 3 5 条 の 1 6～ 3 5 条 の 1 7）新 設 ） ( 1 7 ) 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引

（ 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん ） に 関 し て 、 消 費 者 （ カ ー ド 利 用 者 ） 保 護

あ る い は 各 事 業 者 の 責 任 （ 責 任 分 配 ） を 定 め た 実 体 法 規 定 は 明 定 さ

れ な か っ た 。そ の 一 方 で 、平 成 2 1 ( 2 0 0 9 )年 に 開 始 さ れ た 民 法（ 債 権

関 係 ） 改 正 の 検 討 作 業 に お い て は 、 複 合 契 約 や 抗 弁 の 接 続 に 関 す る

規 定 の 設 置 が 検 討 さ れ 、 終 的 に は 規 定 創 設 は 見 送 ら れ た も の の 、

現 在 消 費 者 庁 消 費 者 委 員 会 で 検 討 が な さ れ て い る 消 費 者 契 約 法 の 見

直 し に お い て も 改 め て 検 討 の 俎 上 に の ぼ っ て お り 、 今 後 の 検 討 次 第

で は 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 の な い ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 を 含 め て 、 そ

の 射 程 に 含 ま れ る 可 能 性 が あ る 。 本 論 文 第 1 章 で は 、 ま ず 、 こ う し

た 今 日 の わ が 国 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 実 態 と 利 用 者 保 護

法 制 の 問 題 個 所 を 摘 示 す る 。  

一 方 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 す る 法 制 度 の 整 備 に つ い て は 、

諸 外 国 の 対 応 が 大 い に 参 考 に な る 。 多 数 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー

ド に お い て は 、 国 際 ブ ラ ン ド が 関 係 当 事 者 に 含 ま れ て お り 、 カ ー ド

利 用 の 相 手 方 （ 加 盟 店 ） に つ い て も 、 海 外 旅 行 に 限 ら ず 、 イ ン タ ー

ネ ッ ト 取 引 に よ っ て 、海 外 の 事 業 者 等 が 当 然 に 予 定 さ れ る こ と か ら 、

国 際 ブ ラ ン ド の 決 済 ル ー ル 等 や 諸 外 国 で 一 般 的 な 利 用 者 保 護 法 理 が

普 遍 的 に 妥 当 す る 場 合 が 多 い か ら で あ る 。 そ こ で 、 本 論 文 第 2 章 ・

第 3 章 で は 、 諸 外 国 の 中 で も イ ギ リ ス お よ び ア メ リ カ に お け る ク レ

ジ ッ ト カ ー ド 取 引 を 取 り 上 げ て 、消 費 者 保 護 法 制 の 歴 史 的 な 展 開 と 、

今 日 に お け る 運 用 の 実 態 を 概 観 す る 。  

こ の う ち 、 イ ギ リ ス に つ い て は 、 ヨ ー ロ ッ パ で も ク レ ジ ッ ト カ

ー ド が 利 用 さ れ て い る と い わ れ 、 ま た 、 消 費 者 信 用 法 に 基 づ く 利 用
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者 に 対 す る 手 厚 い 保 護 制 度 が 存 在 し て お り 、 さ ら に 、 わ が 国 の 割 賦

販 売 法 が 昭 和 5 9 ( 1 9 8 4 )年 改 正 前 に 、イ ギ リ ス の 法 制 度 の 導 入 を 検 討

し た 時 期 が あ っ た か ら で あ る ( 1 8 ) 。  

一 方 、 ア メ リ カ は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 祥 の 地 で あ っ て 、 か つ 、

国 際 ブ ラ ン ド の 発 祥 の 地 で も あ る こ と か ら 、 四 当 事 者 型 ・ 多 数 当 事

者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が 古 く か ら 発 展 し て お り 、 利 用 者 保 護 に

関 し て も 、 貸 付 真 実 法 ・ 統 一 消 費 者 信 用 法 典 や 州 法 あ る い は 判 例 法

に よ る 規 律 が 発 展 し て い る 。 ま た 、 ア メ リ カ に お け る 貸 付 真 実 法 と

一 部 の 州 法 に 規 定 の あ る 「 抗 弁 の 接 続 」 規 定 は 、 こ れ ら の 規 定 を 参

照 し て 、 そ の 主 要 部 分 が わ が 国 割 賦 販 売 法 に 導 入 さ れ た と い う 経 緯

が あ る ( 1 9 ) 。  

こ れ ら 諸 外 国 に お け る 知 見 を 踏 ま え た う え で 、 続 く 本 論 文 第 4 章

で は 、 多 数 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で あ る 国 際 カ ー ド 取 引

に 関 す る 実 状 お よ び 今 日 の わ が 国 に お け る 議 論 を 概 観 し 、 取 引 関 係

当 事 者 が 複 雑 に 関 与 す る 中 に お い て 、 消 費 者 （ カ ー ド 利 用 者 ） の 保

護 と 関 係 各 事 業 者 の 責 任 内 容 な い し 責 任 分 配 の あ り 方 に つ い て 、 解

決 の 方 向 性 を 検 討 す る こ と に し た い 。  

 

 

                                                  
( 1 )  消 費 者 法 お よ び 消 費 者 信 用 の 側 面 か ら 、 販 売 信 用 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド

取 引 を 取 り 扱 う も の と し て 、 加 藤 良 三 『 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド ― ― 基 本 問 題 と そ

の 法 理 論 ― ― 消 費 者 取 引 法 シ リ ー ズ Ⅰ（ 増 補 版 ）』（ 千 倉 書 房 、1 9 7 7 年 ） 4 1 頁 、

北 川 善 太 郎 『 消 費 者 法 の シ ス テ ム 』（ 岩 波 書 店 、 1 9 8 0 年 ） 4 2 頁 、 長 尾 治 助 『 消

費 者 法 の す す め ― ― 消 費 者 の 権 利 と 企 業 の 責 任 』 （ 三 省 堂 、 1 9 8 1 年 ） 2 3 6 頁 、

加 藤 一 郎 ＝ 竹 内 昭 夫 編『 消 費 者 法 講 座（ 第 5 巻 ・ 消 費 者 信 用 ）』（ 日 本 評 論 社 、

1 9 8 5 年 ） 1 頁 、 1 0 1 頁 、 植 木 哲 『 消 費 者 信 用 法 の 研 究 』 （ 日 本 評 論 社 、 1 9 8 7
年 ） 1 3 5 頁 、 長 尾 治 助 『 ク レ ジ ッ ト 社 会 と 法 ― ― 消 費 者 信 用 時 代 の 法 律 問 題 ―

― 』 7 3 頁 、 8 8 頁 （ 法 律 文 化 社 、 1 9 8 8 年 ） 、 加 藤 良 三 『 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 法

の 研 究 』 （ 千 倉 書 房 、 1 9 8 9 年 ） 1 頁 、 今 岡 毅 「 割 賦 販 売 」 佐 藤 歳 二 編 『 現 代 民

事 裁 判 の 課 題 ④ 〔 動 産 取 引 〕 』 （ 新 日 本 法 規 、 1 9 9 0 年 ） 5 4 1 頁 、 大 村 敦 志 『 判

例 ・ 法 令 消 費 者 法 』 （ 有 斐 閣 、 1 9 9 4 年 ） 3 頁 、 竹 内 昭 夫 『 消 費 者 信 用 法 の 理 論

（ 総 論 ・ 各 論 ） （ 消 費 者 法 研 究 ・ 第 2 巻 ） 』 （ 有 斐 閣 、 1 9 9 5 年 ） 2 6 9 頁 、 佐 藤

一 雄 『 新 講 ・ 現 代 消 費 者 法 』 （ 商 事 法 務 研 究 会 、 1 9 9 6 年 ） 2 3 9 頁 、 平 松 毅 ＝ 井

上 善 雄 ＝ 田 上 富 信 『 判 例 ・ 事 例 で ま な ぶ 消 費 者 法 （ 補 訂 版 ） 』 （ 有 斐 閣 、 1 9 9 6
年 ） 、 大 河 澄 夫 「 日 本 に お け る 消 費 者 信 用 取 引 の 法 規 制 」 長 尾 治 助 ＝ 中 坊 公 平

編 集 代 表 『 消 費 者 法 の 国 際 化 』 （ 日 本 評 論 社 、 1 9 9 6 年 ） 2 4 4 頁 、 本 田 純 一 「 消

費 者 信 用 と そ の 問 題 点 」 岩 村 正 彦 ほ か 編 『 岩 波 講 座 ・ 現 代 の 法 1 3 消 費 生 活 と

法 』（ 岩 波 書 店 、 1 9 9 7 年 ） 1 5 9 頁 、長 尾 治 助『 消 費 者 法 講 話 』（ 民 事 法 研 究 会 、

1 9 9 8 年 ） 7 4 頁 、 1 9 2 頁 、 国 民 生 活 セ ン タ ー 『 サ ー ビ ス 比 較 情 報 ・ 選 ぶ 、 使 う

「 国 際 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 」 』 （ 国 民 生 活 セ ン タ ー 、 1 9 9 9 年 ） 1 頁 、 若 原 紀 代 子

『 民 法 と 消 費 者 法 の 交 錯 』 （ 成 文 堂 、 1 9 9 9 年 ） 1 8 頁 、 1 0 9 頁 、 伊 藤 進 ＝ 村 千
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鶴 子 ＝ 高 橋 岩 和 ＝ 鈴 木 深 雪 『 テ キ ス ト ブ ッ ク 消 費 者 法 （ 第 2 版 ） 』 （ 日 本 評 論

社 、 2 0 0 0 年 ） 7 7 頁 、 1 0 6 頁 、 国 民 生 活 セ ン タ ー 編 『 新 し い 時 代 の 消 費 者 法 』

（ 中 央 法 規 出 版 、 2 0 0 1 年 ） 、 松 村 晴 路 編 著 『 消 費 者 主 権 と 消 費 者 法 』 （ 嵯 峨 野

書 院 、 2 0 0 1 年 ）、山 口 康 夫『 カ ー ド 利 用 関 係 法 の 解 説（ 新 訂 版 ）』（ 一 橋 出 版 、

2 0 0 2 年 ） 1 頁 、 5 6 頁 、 中 村 年 春 ＝ 永 田 均 編 著 『 企 業 行 動 と 現 代 消 費 者 法 の シ

ス テ ム 』 （ 中 央 法 規 出 版 、 2 0 0 3 年 ） 1 1 6 頁 、 平 野 鷹 子 『 私 た ち の 消 費 者 法 （ 4
訂 版 ） 』 （ 法 律 文 化 社 、 2 0 0 5 年 ） 9 1 頁 、 日 本 弁 護 士 連 合 会 消 費 者 問 題 対 策 委

員 会 編 『 キ ー ワ ー ド 式 消 費 者 法 事 典 （ 日 本 弁 護 士 連 合 会 消 費 者 問 題 対 策 委 員 会

2 0 周 年 記 念 出 版 ） 』 （ 民 事 法 研 究 会 、 2 0 0 6 年 ） 、 後 藤 巻 則 ＝ 村 千 鶴 子 ＝ 齋 藤

雅 弘 『 ア ク セ ス 消 費 者 法 （ 第 2 版 ） 』 （ 日 本 評 論 社 、 2 0 0 7 年 ） 第 4 章 、 日 本

弁 護 士 連 合 会 『 消 費 者 法 講 義 （ 第 2 版 ） 』 （ 日 本 評 論 社 、 2 0 0 7 年 ） 1 7 1 頁 、 近

藤 充 代 「 消 費 者 取 引 法 の 現 状 と 課 題 （ 特 集 ） 2 1 世 紀 の 消 費 者 法 と 消 費 者 政 策 」

日 本 経 済 法 学 会 年 報 2 9 号 （ 2 0 0 8 年 ） 1 5 頁 、 山 岸 憲 司 ＝ 片 岡 義 広 ＝ 内 山 義 隆 編

『 リ ー ス ・ ク レ ジ ッ ト の 法 律 相 談 （ 第 3 版 ）』（ 青 林 書 院 、 2 0 1 0 年 ） 3 2 4 頁 、 大

村 敦 志 『 消 費 者 法 （ 第 4 版 ） 』 （ 有 斐 閣 、 2 0 1 1 年 ） 8 頁 、 1 4 8 頁 1 5 4 頁 、 2 1 4
頁 、 2 3 9 頁 、 3 6 4 頁 、 長 尾 治 助 ＝ 中 田 邦 博 ＝ 鹿 野 菜 穂 子 編 『 レ ク チ ャ ー 消 費 者

法 （ 第 5 版 ） 』 （ 法 律 文 化 社 、 2 0 1 1 年 ） 第 2 編 9 章 、 島 川 勝 ＝ 坂 東 俊 矢 編 『 判

例 か ら 学 ぶ 消 費 者 法 』 （ 民 事 法 研 究 会 、 2 0 1 1 年 ） 1 0 3 頁 、 後 藤 巻 則 ＝ 池 本 誠 司

『 ク レ サ ラ 叢 書 解 説 編 割 賦 販 売 法 』 （ 勁 草 書 房 、 2 0 1 1 年 ） 1 0 3 頁 、 日 本 司 法 書

士 会 連 合 会 消 費 者 問 題 対 策 委 員 会 編『 こ こ が ポ イ ン ト ! 消 費 者 法 』（ 民 事 法 研 究

会 、 2 0 1 2 年 ） 、 宮 下 修 一 「 中 小 事 業 者 と 消 費 者 法 を め ぐ る 裁 判 例 の 動 向 」 （ 特

集 ） 中 小 事 業 者 の 保 護 と 消 費 者 法 」 現 代 消 費 者 法 1 7 号 （ 2 0 1 2 年 ） 4 頁 、 日 本

弁 護 士 連 合 会 編 『 消 費 者 法 講 義 （ 第 4 版 ） 』 （ 日 本 評 論 社 、 2 0 1 3 年 ） 1 6 4 頁 、

中 田 邦 博 ＝ 鹿 野 菜 穂 子 編 『 基 本 講 義 消 費 者 法 』（ 日 本 評 論 社 、 2 0 1 3 年 ） 等 が あ

る 。  
一 方 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 し て 、 そ の 仕 組 み ・ 構 造 お よ び 消 費 者 保 護

の 法 的 課 題 等 に つ い て 論 じ た 論 稿 と し て は 、 上 田 昭 三 「 米 国 に お け る バ ン ク ・

ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド ( 1 ) ～ （ 2 ・ 完 ）」 関 西 大 学 経 済 論 集 1 8 巻 1 号 （ 1 9 6 8 年 ） 4 7
頁 、2 号 4 5 頁 、吉 原 省 三「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 現 状 と 法 律 関 係 」ジ ュ リ 4 2 8
号 （ 1 9 6 9 年 ） 1 1 1 頁 、 竹 内 昭 夫 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド と 消 費 者 保 護 」 ジ ュ リ 4 7 5
号 （ 1 9 7 1 年 ） 5 5 頁 、 清 水 巌 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 取 引 の 法 構 造 ( 1 ) ～ ( 6 ) 」 法 時

4 5 巻 1 4 号 （ 1 9 7 3 年 ） 1 7 7 頁 、 4 6 巻 6 号 （ 1 9 7 4 年 ） 3 0 4 頁 、 4 8 巻 2 号 （ 1 9 7 6
年 ）1 8 8 頁 、4 8 巻 3 号 1 9 4 頁 、4 9 巻 1 号（ 1 9 7 7 年 ）1 6 0 頁 、4 9 巻 2 号 1 2 4 頁 、

椎 名 誠 『 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 実 務 知 識 』 （ 日 本 実 業 出 版 、 1 9 7 9 年 ） 、 長 尾 治 助

『 消 費 者 法 の す す め ― ― 消 費 者 の 権 利 と 企 業 の 責 任 』 （ 三 省 堂 、 1 9 8 4 年 ） 2 3 8
∼ 2 4 0 頁 、 磯 貝 英 男 ＝ 武 山 信 良 ほ か 連 載 座 談 会 「 カ ー ド 利 用 代 金 の 法 的 性 質 ( 1 )
債 権 譲 渡 説 、 立 替 払 説 を 検 討 す る 」 消 費 者 信 用 1 巻 2 号 （ 1 9 8 3 年 ） 8 0 頁 、 小

坂 信 隆 ほ か 「 （ 特 集 ・ ク レ ジ ッ ト 取 引 の 法 的 課 題 4 ） ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 一

問 一 答 」 金 法 3 1 巻 1 1 号 （ 1 0 2 3 号 、 1 9 8 3 年 ） 5 0 頁 、 長 尾 治 助 「 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド の 性 格 と 消 費 者 保 護 の 緊 張 関 係 」 N B L 3 1 3 号（ 1 9 8 4 年 ） 6 頁 、沢 野 直 紀「 ク

レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 」 加 藤 一 郎 ＝ 竹 内 昭 夫 編 『 消 費 者 法 講 座 （ 第 5 巻 ） 消 費 者 信

用 』（ 日 本 評 論 社 、 1 9 8 5 年 ） 1 0 1 頁 、 沢 井 裕 「 ク レ ジ ッ ト を 巡 る 法 と 裁 判 」『 関

西 大 学 法 学 部 百 周 年 記 念 論 文 集 （ 下 巻 ） 』 （ 関 西 大 学 法 学 部 、 1 9 8 6 年 ） 8 0 頁 、

千 葉 恵 美 子 「 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 巡 る 法 律 上 の 問 題 点 」 ジ ュ

リ 8 9 3 号 （ 1 9 8 7 年 ） 1 8 頁 、 松 本 恒 雄 「 ク レ ジ ッ ト 契 約 と 消 費 者 保 護 」 ジ ュ リ

9 7 9 号 （ 1 9 9 1 年 ） 2 3 頁 、 吉 原 省 三 「 カ ー ド 取 引 」 塩 崎 勤 編 『 裁 判 実 務 体 系 （ 第

2 2 巻 ） 金 融 信 用 供 与 取 引 訴 訟 法 』 （ 青 林 書 院 、 1 9 9 3 年 ） 4 0 5 頁 、 金 谷 重 樹 『 消

費 者 法 の 基 礎 』 （ 晃 洋 書 房 、 1 9 9 3 年 ） 8 9 - 9 8 頁 、 佐 藤 一 雄 ・ 前 掲 書 2 9 3 頁 、 長

尾 治 助 編『 レ ン ダ ー ・ ラ イ ア ビ リ テ ィ ― ― 金 融 業 者 の 法 的 責 任 』（ 悠 々 社 、 1 9 9 6
年 ）1 1 5 頁 、伊 藤 進『 消 費 者 私 法 論 ― ― 私 法 研 究 著 作 集 第 1 0 巻 』（ 信 山 社 、1 9 9 8
年 ） 1 7 5 頁 、 末 藤 高 義 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 入 門 ( 1 ) ～ ( 2 0 )（ 特 別 編 ） ( 2 1 ) ～ （ 3 7 ・

完 ）」 消 費 者 信 用 1 7 巻 2 号 （ 1 9 9 9 年 ） 7 4 頁 、 3 号 7 0 頁 、 5 号 7 6 頁 、 6 号 1 0 2
頁 、 7 号 9 4 頁 、 8 号 1 0 0 頁 、 1 0 号 9 2 頁 、 1 1 号 9 6 頁 、 1 2 号 5 0 頁 、 1 8 巻 1 号

（ 2 0 0 0 年 ） 1 1 2 頁 、 2 号 7 0 頁 、 3 号 8 0 頁 、 6 号 9 2 頁 、 7 号 8 8 頁 、 8 号 7 4 頁 、

1 0 号 7 4 頁 、 1 1 号 7 4 頁 、 1 2 号 9 2 頁 、 1 9 巻 1 号（ 2 0 0 1 年 ） 7 4 頁 、 2 号 8 8 頁 、

3 号 9 4 頁 、 4 号 7 4 頁 、 5 号 7 8 頁 、 6 号 6 6 頁 、 7 号 8 4 頁 、 8 号 6 8 頁 、 1 2 号

6 6 頁 、 2 0 巻 3 号 （ 2 0 0 2 年 ） 7 8 頁 、 4 号 7 8 頁 、 5 号 7 9 頁 、 6 号 6 8 頁 、 7 号 7 4
頁 、 8 号 7 0 頁 、 1 0 号 5 8 頁 、 坂 東 俊 夫 「 比 較 法 と し て の 消 費 者 信 用 法 」 鹿 野 菜

穂 子 ＝ 谷 本 圭 子 編 『 国 境 を 越 え る 消 費 者 法 （ 立 命 館 大 学 人 文 科 学 研 究 所 研 究 叢

書 1 2 ） 』 （ 日 本 評 論 社 、 2 0 0 0 年 ） 2 3 3 頁 、 片 岡 義 広 編 『 ク レ ジ ッ ト 取 引 ・ リ ー

ス 取 引 の 法 律 知 識 と Q ＆ A 』 （ 法 学 書 院 、 2 0 0 1 年 ） 2 頁 、 梶 原 太 市 ＝ 深 澤 利 一

＝ 石 田 賢 一 編 『 （ 全 訂 版 ） 割 賦 販 売 法 』（ 青 林 書 院 、 2 0 0 4 年 ） 1 8 2 頁 、 4 4 7 頁 、
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6 0 7 頁 、 小 塚 荘 一 郎 ＝ 森 田 果 『 支 払 決 済 法 ― ― 手 形 小 切 手 か ら 電 子 マ ネ ー ま で

― ― （ 第 2 版 ） 』 （ 商 事 法 務 、 2 0 1 4 年 ） 1 7 2 頁 、 五 味 廣 文 ＝ 中 務 嗣 治 郎 ほ か 監

修 『 銀 行 窓 口 の 法 務 対 策 3 8 0 0 講 （ Ⅱ ） 為 替 ・ 手 形 小 切 手 ・ 付 随 業 務 ・ 周 辺 業 務

編 』 （ き ん ざ い 、 2 0 0 9 年 ） 1 0 8 0 頁 、 経 済 産 業 省 商 務 情 報 政 策 局 取 引 信 用 課 編

『 平 成 2 0 年 版 割 賦 販 売 法 の 解 説 』 （ 日 本 ク レ ジ ッ ト 協 会 、 2 0 0 9 年 ） 3 8 頁 、 中

崎 隆 『 詳 説 改 正 割 賦 販 売 法 』 （ き ん ざ い 、 2 0 1 0 年 ） 1 7 2 頁 、 山 岸 憲 司 ＝ 片 岡 義

広 ＝ 内 山 義 隆 「 リ ー ス ・ ク レ ジ ッ ト の 法 律 相 談 （ 第 3 版 ） 」 （ 青 林 書 院 、 2 0 1 0
年 ） 3 2 4 頁 、 3 3 3 頁 、 4 2 7 頁 、 村 千 鶴 子 「 法 キ ャ ン パ ス  誌 上 法 学 講 座  特 商 法 ・

割 販 法 を 学 ぶ ( 第 2 1 回 )包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん ( 1 ) ～ ( 3 ) 」 国 民 生 活 3 3 号 （ 2 0 1 1
年 ） 4 0 頁 、 3 4 号 3 4 頁 、 3 5 号 3 2 頁 、 山 本 正 行 編 著 『 カ ー ド 決 済 業 務 の す べ て

― ― ペ イ メ ン ト サ ー ビ ス の 仕 組 み と ル ー ル 』（ 金 融 財 政 事 情 研 究 会 、 2 0 1 2 年 ）、

村 千 鶴 子 『 誌 上 法 学 講 座 ― ― 割 賦 販 売 法 を 学 ぶ 』（ 国 民 生 活 セ ン タ ー 、 2 0 1 2 年 ）

3 2 - 5 5 頁 、 本 田 元 『 新 技 術 で 決 済 が 変 わ る ！ 図 解 カ ー ド ビ ジ ネ ス の 仕 組 み 」（ 中

央 経 済 社 、 2 0 1 3 年 ）、 池 本 誠 司 「 割 賦 販 売 法 後 の 販 売 信 用 ・ 決 裁 に 関 す る 論 点 」

鹿 野 菜 穂 子 ＝ 中 田 邦 博 ＝ 松 本 克 美 編 『 消 費 者 法 と 民 法 （ 長 尾 治 助 先 生 追 悼 論 文

集 ） 』 （ 法 律 文 化 社 、 2 0 1 3 年 ） 1 8 8 頁 な ど が あ る 。  
( 2 )   個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん （ 提 携 ロ ー ン 含 む ） の 取 扱 高 は 、 平 成 8 ( 1 9 9 6 ) 年 の 9

兆 5 , 9 2 9 億 円 を ピ ー ク に 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 は 、 4 兆 2 6 2 億 円 に 半 減 し て い る 。 一

方 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の う ち 、 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん （ 分 割 払 い ・ リ ボ ル

ビ ン グ 払 い に 限 る ） は 、 上 記 と 同 一 期 間 に 1 兆 8 , 0 9 0 億 円 か ら 3 兆 3 , 0 4 3 億 円

と 約 1 . 8 倍 に 増 加 し 、 多 数 当 事 者 型 の ほ と ん ど を 占 め る マ ン ス リ ー ク リ ア 方 式

は 、 1 2 兆 4 , 3 6 1 億 円 か ら 、 3 0 兆 6 , 7 3 5 億 円 （ 約 2 . 5 倍 ） と 、 包 括 信 用 購 入 あ

っ せ ん の 伸 び を 大 き く 上 回 っ て い る 。  
一 方 、 二 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 取 扱 高 は 、 割 賦 ・ 非 割 賦 合 計 で 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年

は 、 6 兆 7 , 0 8 5 億 円 と な っ て い る （ h t t p : / / w w w . j - c r e d i t .  o r . j p /  i n f o r m a t i o n /  s
t a t i s t i c s / d o w n l o a d / i n v _ 0 1 _ 0 1 _ 1 4 1 2 2 6 . p d f 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 7 ( 2 0 1 5 ) 年 9 月 2
0 日 〕）。  

な お 、 以 上 の 数 字 は 、 日 本 ク レ ジ ッ ト 協 会 『 日 本 の 消 費 者 信 用 統 計 2 5 年 版 』

（ 日 本 ク レ ジ ッ ト 協 会 、 2 0 1 4 年 ） 4 9 - 5 0 頁 に 掲 載 さ れ て い る 数 字 と 異 な る が 、

こ れ は 、 日 本 ク レ ジ ッ ト 協 会 が 、「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 信 用 供 与 額 」「 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 発 行 枚 数 ・ 会 員 契 約 数 」 に つ い て 一 部 調 査 対 象 事 業 者 に お い て 報 告 す べ

き 数 値 の 解 釈 に 誤 解 が あ り 、 そ の 結 果 過 大 な 数 値 に よ り 報 告 が な さ れ て い た こ

と が 判 明 し た こ と に よ る 。 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 1 2 月 2 6 日 付 け で 訂 正 し て お り 、 本

稿 は 訂 正 後 の 数 字 を 使 用 し た 。  
( 3 )   ク レ 協 ・ 前 掲 注 ( 1 ) 4 9 - 5 0 頁 に は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に つ い て 、 二 当 事 者

型 で あ る 割 賦 販 売 方 式 と マ ン ス リ ー ク リ ア 方 式 を 含 む 信 用 購 入 あ っ せ ん 方 式

の 区 分 で の 統 計 デ ー タ し か 存 在 し な い 。 V I S A お よ び M a s t e r C a r d に お け る ノ

ン ・ オ ン ア ス 取 引 を 狭 義 の 多 数 当 事 者 型 取 引 、 V I S A  n e t お よ び M a s t e r C a r d の

B a n k n e t 経 由 の 取 引 を 多 数 当 事 者 型 取 引 と す る と 三 当 事 者 型 以 上 の 取 引 に お

い て ど の よ う な 内 訳 に な っ て い る か は 、 明 示 さ れ て い な い 。 ま た 国 際 ブ ラ ン ド

も 、 日 本 に お け る 取 扱 高 を 公 開 し て い な い 。 し か し 、 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 度 ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 主 要 2 5 社 の 取 扱 い ラ ン キ ン グ 等 を 掲 載 し て い る 消 費 者 信 用 3 2 巻 9
号 （ 2 0 1 4 年 ） 1 1 頁 、 2 3 頁 に よ れ ば 、 キ ャ ッ シ ン グ 取 扱 額 や オ ン ア ス 取 引 額 を

含 む も の の J C B が 日 本 で 1 , 3 0 2 億 ド ル（ 1 ド ル 1 0 5 円 換 算 で 1 3 兆 6 , 7 1 0 億 円 。

F C と の 重 複 額 は 除 外 ）、 ビ ザ ジ ャ パ ン グ ル ー プ が 1 2 兆 1 , 8 4 2 億 円 、 U C グ ル ー

プ が 3 兆 7 , 2 0 8 億 円 あ り 、 3 グ ル ー プ だ け で 概 算 2 9 兆 円 あ る 。ま た 、三 菱 U F J
ニ コ ス グ ル ー プ の 取 扱 い は 、 1 0 兆 5 , 0 2 6 億 円 で あ る が 、 銀 行 本 体 発 行 、 F C 社

発 行 、 T P P / B P O 先 、加 盟 店 開 放 先 な ど を 含 む も の の 、い ず れ も ほ と ん ど が 国 際

カ ー ド に よ る 取 引 で あ る と 考 え ら れ る 。 こ れ を 日 本 ク レ ジ ッ ト 協 会 が 公 表 し て

い る 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 度 カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 新 規 信 用 供 与 額 4 0 兆 6 , 8 6 3 億 円 と

比 較 す る と 、 大 部 分 が 国 際 カ ー ド に お け る 取 引 と 考 え ら れ る 。  
( 4 )   第 1 章 第 3 節 参 照 。  
( 5 )   海 外 渡 航 者 数 に つ い て は 、 法 務 省 出 入 国 管 理 局 「 出 入 国 管 理 統 計 表 」 に よ る

（ h t t p : / / w w w . m o j . g o . j p / h o u s e i / t o u k e i / t o u k e i _ i c h i r a n _ n y u k a n .  h t m l〔 終 閲

覧 ： 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 1 1 月 1 5 日 〕）。  
( 6 )   国 民 生 活 セ ン タ ー の 集 計 に よ る と 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 通 販 で は 、 2 0 1 2 年 度 は 、

1 7 万 4 , 8 7 4 件 、 イ ン タ ー ネ ッ ト オ ー ク シ ョ ン で は 、 6 , 8 5 7 件 が ト ラ ブ ル と し て

計 上 さ れ て い る 。 す べ て の ト ラ ブ ル に ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が 絡 ん で い る わ

け で は な い が 、 か な り の 割 合 を 占 め る こ と が 考 え ら れ る 。 な お 、 そ れ と は 別

に 、 出 会 い 系 サ イ ト 全 体 の 苦 情 ・ 相 談 件 数 は 平 成 2 4 ( 2 0 1 2 ) 年 度 に は 2 万 1 , 0 3 3
件 と な っ て い る（ イ ン タ ー ネ ッ ト 通 販 に つ き 、 h t t p : / / w w w .  k o k u s e n . g o . j p / s o u
d a n _ t o p i c s / d a t a / i n t e r n e t 2 . h t m l〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 2 9 日 〕。 イ
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ン タ ー ネ ッ ト オ ー ク シ ョ ン に つ き 、 h t t p : / / w w w . k o k u s e n . g o . j p / s o u d a n _ t o p i c s
/ d a t a / i n t e r n e t 3 . h t m l 〔 終 閲 覧 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 2 9 日 〕） 。   

( 7 )   消 費 者 委 員 会 平 成 2 2 ( 2 0 1 0 ) 年 1 0 月 2 2 日 付「 決 済 代 行 業 者 を 利 用 し た ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 決 済 に よ る イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 の 被 害 対 策 に 関 す る 提 言 」 2 - 4 頁 。

な お 、 国 際 カ ー ド の 利 用 に よ る ト ラ ブ ル 事 例 と し て 、 田 中 雅 代 「 決 済 代 行 会 社

が 関 与 す る 被 害 事 例 の 報 告 」 消 費 者 法 ニ ュ ー ス 8 3 号 （ 2 0 1 0 年 ） 1 7 7 頁 、 田 中

雅 代 「 決 済 代 行 会 社 の 関 与 す る 決 済 手 段 と ネ ッ ト ト ラ ブ ル に つ い て 」 消 費 者 法

ニ ュ ー ス 8 8 号 （ 2 0 1 1 年 ） 2 1 6 頁 、 澤 田 登 志 子 「 ク ロ ス ボ ー ダ ー 化 す る 消 費 者

取 引 」 消 費 者 法 ニ ュ ー ス 9 3 号 （ 2 0 1 2 年 ） 1 9 2 頁 、 岡 本 和 子 「『 決 済 代 行 業 者 が

介 在 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 』 の 仕 組 み が 引 き 起 こ す 問 題 に つ い て 」 消 費 者

法 ニ ュ ー ス 9 8 号 （ 2 0 1 4 年 ） 1 0 5 頁 、 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 1 0 月 7 日 開 催 の 第 2 回

産 業 構 造 審 議 会 商 務 流 通 情 報 分 科 会 割 賦 販 売 小 委 員 会 に お け る 鈴 木 委 員 （ 独 立

行 政 法 人 国 民 生 活 セ ン タ ー ）説 明 資 料 3 - 5 頁 参 照 。鈴 木 委 員 資 料 3 頁 に は 、「 ト

ラ ブ ル の 実 態 を 把 握 し な い （ で き な い ） ア ク ワ イ ア ラ 」 と し て 事 例 が 2 件 （ プ

ロ バ イ ダ 契 約 変 更 の 勧 誘 と 美 容 ク リ ニ ッ ク の 施 術 ト ラ ブ ル ）、 同 4 頁 に は 、「 イ

シ ュ ア や 決 済 代 行 業 者 に お け る 対 応（ 調 査 等 ）の 違 い ― ― ク ロ ス ボ ー ダ ー 取 引 」

が 3 事 例（ ア ダ ル ト 情 報 サ イ ト と の ト ラ ブ ル 、出 会 い 系 サ イ ト（ サ ク ラ サ イ ト ）

と の ト ラ ブ ル 、 海 外 の 偽 物 販 売 業 者 と の ト ラ ブ ル ） の 紹 介 が な さ れ 、 消 費 者 が

契 約 の 相 手 先 、 決 済 代 行 業 者 を 知 る こ と が で き ず 、 解 約 の 交 渉 す ら 困 難 で あ る

と の 報 告 が あ る（ h t t p : / / w w w . m e t i . g o . j p / c o m m i t t e e / s a n k o u s h i n / s h o j o / k a p p u h
a n b a i / p d f / 0 0 2 _ 0 2 _ 0 0 . p d f 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 1 0 月 1 1 日 〕）。  

( 8 )  包 括 的 な 消 費 者 信 用 法 制 の 必 要 性 を 説 く 論 稿 と し て 、 浜 上 則 雄 「 い わ ゆ る ク

レ ジ ッ ト 販 売 と 消 費 者 保 護 ( 1 ) 」 N B L 2 3 8 号 （ 1 9 8 1 年 ） 1 1 頁 、 横 山 二 郎 「 横 山

二 郎 の 単 言 直 言 『 消 費 者 信 用 行 政 が 問 わ れ る 時 』」 消 費 者 信 用 2 巻 6 号 （ 1 9 8 4
年 ）2 1 頁 、植 木 哲 ＝ 坂 東 俊 夫「 研 究 報 告 ク レ ジ ッ ト ト ラ ブ ル の 現 状 と 課 題（ 中 ）

― ― 新 裁 判 例 の 検 討 を 通 し て ― ― 」 消 費 者 信 用 7 巻 7 号 （ 1 9 8 9 年 ） 7 5 頁 、

中 坊 公 平 ＝ 木 村 達 也 ほ か 編 著 『 ク レ ジ ッ ト 法 の 理 論 と 実 際 ― ― 消 費 者 信 用 法 制

と 消 費 者 信 用 情 報 ― ― 』（ 信 山 社 、 1 9 9 0 年 ） 2 2 7 頁 、 長 尾 治 助 「 統 一 消 費 者 信

用 法 (提 案 )の 規 制 対 象  (消 費 者 問 題 と 法 の 変 動 )― ―  ( 消 費 者 信 用 と 法 ) 」 立 命

館 大 学 人 文 科 学 研 究 所 紀 要 7 1 号 （ 1 9 9 8 年 ） 1 2 7 頁 、 松 本 恒 雄 「 特 集 消 費 者 信

用 法 制 整 備 へ の 提 言 ／ 包 括 的 消 費 者 信 用 法 ― ― 販 売 信 用 規 制 と 消 費 者 金 融 規

制 の 融 合 が 必 要 ／ 現 状 に そ ぐ わ な い 断 片 的 法 規 制 ― ― 」 消 費 者 信 用 1 2 巻 2 号

（ 1 9 9 4 年 ） 1 4 頁 、 村 千 鶴 子 「 統 一 的 な 消 費 者 信 用 法 を 制 定 し 、 多 様 化 す る 取

引 に 対 応 せ よ  ( 特 集 ・ 割 賦 販 売 法 の 「 問 題 点 」 ) 」 消 費 者 信 用 1 6 巻 1 2 号 （ 1 9 9 8
年 ） 1 6 頁 、 岡 小 夜 子 「 統 一 消 費 者 信 用 法 の 制 定 を 求 め て ― ― 日 本 弁 護 士 連 合 会

消 費 者 問 題 対 策 委 員 会 の 構 想 （ 特 集  ロ ー ン ・ ク レ ジ ッ ト 被 害 の 新 し い 法 的 救

済 ） 」 国 民 生 活 3 1 巻 3 号 （ 2 0 0 1 年 ） 1 8 頁 、 後 藤 巻 則 『 消 費 者 契 約 の 法 理 論 』

（ 弘 文 堂 、 2 0 0 2 年 ） 3 1 4 頁 な ど が あ る 。  
ま た 、 立 法 の 具 体 的 な 検 討 例 と し て 、 た と え ば 、 植 木 哲 ＝ 島 川 勝 ＝ 坂 東 俊 夫

「 包 括 的『 消 費 者 信 用 法 要 綱 試 案 』の 概 説 ― ― 比 較 法 的 視 点 か ら の 立 法 提 案 ①

～ ⑤ 消 費 者 信 用 7 巻 1 1 号 （ 1 9 8 9 年 ） 7 0 頁 、 7 巻 1 2 号 （ 1 9 8 9 年 ） 6 4 頁 、 8
巻 1 号 （ 1 9 9 0 年 ） 5 9 頁 、 8 巻 2 号 （ 1 9 9 0 年 ） 7 4 頁 、 8 巻 3 号 （ 1 9 9 0 年 ） 7 4
頁 、 近 畿 弁 護 士 会 連 合 会 消 費 者 保 護 委 員 会 平 成 2 2 年 度 夏 期 研 修 実 行 委 員 会 編

『 消 費 者 取 引 法 試 案 ― ― 統 一 消 費 者 法 典 の 実 現 を め ざ し て 』（ 消 費 者 法 ニ ュ ー

ス 別 冊 、 2 0 1 0 年 ） 、 村 千 鶴 子 「『 統 一 消 費 者 信 用 法 要 綱 案 』 の 検 討 （ 上 ）（ 下 ）」

現 代 法 学 1 3 号 （ 2 0 0 7 年 ） 1 7 1 頁 、 1 5 号 （ 2 0 0 8 年 ） 2 7 頁 な ど が あ る 。  
( 9 )  制 定 時 の 法 律 名 は 「 消 費 者 保 護 基 本 法 」 で あ っ た が 、 平 成 1 6 ( 2 0 0 4 ) 年 （ 平 成

1 6 年 法 律 第 7 0 号 ）改 正 の 際 に 、現 在 の「 消 費 者 基 本 法 」の 名 称 に 改 め ら れ た 。  
( 1 0 )  こ の 点 は 、 消 費 者 金 融 の 領 域 に お い て も 同 様 で あ り 、 利 息 制 限 法 （ 昭 和 2 9

年 法 律 第 1 0 0 号 ）、 出 資 の 受 入 れ 、 預 り 金 お よ び 金 利 等 の 取 締 り に 関 す る 法 律

（ 昭 和 2 9 年 法 律 第 1 9 5 号 ）、 貸 金 業 法 （ 昭 和 5 8 年 法 律 第 3 2 号 ） と い っ た 個 別

立 法 に よ る 対 応 の た め 、 規 制 の 内 容 に は 精 粗 の 差 が あ り 、 ま た 、 そ の 法 律 構 成

も 区 々 に 分 か れ て 統 一 性 が な い 。  
( 1 1 )  周 知 の よ う に 、手 形 法・小 切 手 法 の 悪 意 の 抗 弁 は 、ロ ー マ 法 の《 e x c e p t i o  d o l i 》

を 具 体 化 し た 規 定 で あ る 。 手 形 法 ・ 小 切 手 法 に お け る 抗 弁 の 接 続 （ 対 抗 ） に 関

し て は 、 須 藤 裕 久 「 原 因 関 係 の 二 重 消 滅 に よ る 人 的 抗 弁 の 対 抗 」 高 崎 経 済 大 学

論 集 1 3 号（ 1 9 6 4 年 ）3 9 頁 参 照 。善 意 者 の 介 在 す る 場 合 に つ い て 、小 島 康 裕「 期

限 後 裏 書 の 被 裏 書 人 が 悪 意 者 で あ っ て も 裏 書 人 が 善 意 者 で あ っ て 完 全 な 手 形

上 の 権 利 を 取 得 し た 以 上 、 被 裏 書 人 は 悪 意 の 抗 弁 に よ る 対 抗 を 受 け な い と さ れ

た 事 例 」 法 学 2 8 巻 2 号 （ 1 9 6 4 年 ） 1 1 3 頁 、  田 中 大 介 「 悪 意 の 抗 弁 と 善 意 者 の

介 在 ― ― 善 意 者 の 地 位 承 継 と 戻 裏 書 の 例 外 」法 学 雑 誌 t â t o n n e m e n t  4 号（ 2 0 0 0
年 ） 3 6 4 頁 、 川 又 克 成 「 善 意 者 介 在 後 の 人 的 抗 弁 と 戻 裏 書 の 場 合 に お け る 人 的
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抗 弁 の 再 対 抗 の 例 外 」 法 学 雑 誌 t â t o n n e m e n t  5 号 （ 2 0 0 1 年 ） 2 2 5 頁 な ど が あ

る 。  
( 1 2 )  法 3 0 条 の 4 の 規 定 は 、割 賦 販 売 法（ 昭 和 3 6 年 法 律 第 1 5 9 号 ）の 制 定

後 2 3 年 を 経 た 昭 和 5 9 ( 1 9 8 4 ) 年 改 正 で 追 加 さ れ た も の で あ る 。  
( 1 3 )  割 賦 販 売 法 の 抗 弁 の 接 続（ 対 抗 ）を 認 め る 根 拠 や ク レ ジ ッ ト 業 者 の 責 任 に 関

し て は 、 以 下 の よ う な 文 献 が あ る 。 石 田 喜 久 夫 「 信 用 取 引 と 消 費 者 ― ― 『 抗 弁

権 の 切 断 』 を 巡 る 一 考 察 ― ― 」 金 法 1 0 2 3 号 （ 1 9 8 3 年 ） 6 頁 、 植 木 哲 「 （ 特 集 ）

消 費 者 信 用 取 引 と 抗 弁 の 対 抗 特 集 ① 消 費 者 信 用 取 引 を 巡 る 抗 弁 権 対 抗 の 理 論 」

金 法 1 0 4 1 号 （ 1 9 8 3 年 ） 7 頁 、 本 田 純 一 「 特 集 立 体 解 説 割 賦 販 売 法 改 正 ― ― 改

正 法 に 見 る 抗 弁 権 接 続 と 指 定 商 品 に 関 す る 考 察 」 月 刊 ク レ ジ ッ ト 産 業 5 9 年 6
月 号 （ 1 9 8 4 年 ） 3 4 頁 、 島 田 禮 介 「 （ 展 望 判 例 法 ） 購 入 商 品 の 瑕 疵 と ク レ ジ ッ

ト 会 社 に 対 す る 買 主 の 抗 弁 権 」 判 タ 5 1 3 号 （ 1 9 8 4 年 ） 6 9 頁 、 長 尾 治 助 「 ク レ

ジ ッ ト カ ー ド の 正 確 と 消 費 者 保 護 の 緊 張 関 係 ・ 購 入 あ っ せ ん の 抗 弁 対 抗 規 定 を

中 心 と し て 」 N B L 3 1 3 号 （ 1 9 8 4 年 ） 6 頁 、 伊 藤 進 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド を 巡 る

諸 問 題 ― ― 特 集 カ ー ド 社 会 の 今 後 の 法 的 課 題 」 法 律 の ひ ろ ば 3 7 巻 3 号 （ 1 9 8 4
年 ） 3 8 頁 、 木 村 晋 介 「 ク レ ジ ッ ト ・ ト ラ ブ ル 、 現 状 と 課 題 ― ― ク レ ジ ッ ト ・ カ

ー ド を 中 心 と し て ― ― 」 同 3 2 頁 、 佐 藤 歳 二 ＝ 小 池 裕 「 改 正 割 賦 販 売 法 の 民 事

実 体 規 定 に つ い て ― ― 抗 弁 の 対 抗 、 損 害 賠 償 額 の 制 限 を 中 心 と し て 」 判 タ 5 4 9
号 （ 1 9 8 5 年 ） 1 1 頁 、 清 水 巌 「 ク レ ジ ッ ト 契 約 と 消 費 者 の 抗 弁 権 」 遠 藤 浩 ＝ 林

良 平 ＝ 水 本 浩 監 修 『 現 代 契 約 法 体 系 （ 第 4 巻 ） 商 品 売 買 ・ 消 費 者 契 約 ・ 区 分 所

有 建 物 』（ 有 斐 閣 、 1 9 8 5 年 ） 2 6 0 頁 、 宮 武 和 也 『 消 費 者 保 護 法 の 研 究 』（ 学 芸 書

林 、 1 9 8 6 年 ） 3 9 0 - 3 9 9 頁 、 執 行 秀 行 「 第 三 者 与 信 型 消 費 者 信 用 取 引 に お け る 提

携 契 約 関 係 の 法 的 意 義 」 国 士 舘 法 学 1 9 号 （ 1 9 8 6 年 ） 3 7 頁 、 執 行 秀 行 「 第 三 者

与 信 型 消 費 者 信 用 取 引 に お け る 提 携 契 約 関 係 の 法 的 意 義 （ 下 ）」 ジ ュ リ 8 8 0 号

（ 1 9 8 7 年 ） 1 3 4 頁 、 千 葉 恵 美 子 「 割 賦 販 売 法 上 の 抗 弁 接 続 規 定 と 民 法 」『（ 民 商

法 雑 誌 創 刊 5 0 周 年 記 年 論 集 2 ） 特 別 法 か ら み た 民 法 』 民 商 9 3 巻 臨 増 2 号 （ 有

斐 閣 、 1 9 8 6 年 ） 2 8 0 頁 、 石 川 正 美 「（ 判 批 ） 割 賦 購 入 あ っ せ ん に お け る 抗 弁 の

接 続 と 切 断 ― ― 東 京 高 裁 昭 和 6 1 年 9 月 1 8 日 判 決 」 ジ ュ リ 8 9 1 号 （ 1 9 8 7 年 ）

1 2 0 頁 、 大 西 武 士 「 提 携 ロ ー ン に お け る 消 費 者 の 抗 弁 権 」 金 法 1 1 5 8 号 （ 1 9 8 7
年 ） 4 頁 、 佐 藤 歳 二 「 割 賦 購 入 あ っ せ ん と 抗 弁 の 対 抗 」 佐 藤 歳 二 編 『 現 代 民 事

裁 判 の 課 題 ④ 〔 動 産 取 引 〕 』 （ 新 日 本 法 規 、 1 9 9 0 年 ） 6 0 2 頁 、 半 田 吉 信 「 ロ ー

ン 提 携 販 売 と 抗 弁 権 の 切 断 条 項 ― ― 西 ド イ ツ 法 を 手 掛 か り と し て （ 上 ）」 判 タ

7 2 4 号 （ 1 9 9 0 年 ） 4 8 頁 、 千 葉 恵 美 子 「 抗 弁 の 接 続 」 梶 村 太 市 ほ か 編 『 改 正 割

賦 販 売 法 （ 現 代 実 務 法 律 講 座 ）』（ 青 林 書 院 、 1 9 9 0 年 ） 6 7 頁 、 長 尾 治 助 「 商 品

購 入 代 金 の 立 替 払 契 約 上 の 抗 弁 問 題 と 信 義 則 ― ― 高 裁 平 成 2 年 2 月 2 0 日 判

決 へ の 反 論 」 ジ ュ リ ス ト 9 7 3 号 （ 1 9 9 1 年 ） 4 6 頁 、 沼 尾 均 「 提 携 住 宅 ロ ー ン へ

の 抗 弁 権 接 続 法 理 の 適 用 と 実 務 対 応 」 金 法 1 2 8 1 号 （ 1 9 9 1 年 ） 4 頁 、 中 田 裕 康

「 提 携 住 宅 ロ ー ン に お け る 抗 弁 権 の 対 抗 」 金 法 1 3 0 4 号 （ 1 9 9 1 年 ） 2 9 頁 、 松 本

恒 雄 「 特 集 ・ 近 の ロ ー ン ・ ク レ ジ ッ ト 問 題  ク レ ジ ッ ト 契 約 と 消 費 者 保 護 」

ジ ュ リ 9 7 9 号 （ 1 9 9 1 年 ） 1 9 頁 、 鈴 木 正 和 「 提 携 ロ ー ン と 抗 弁 権 の 接 続 」 銀 行

法 務 4 5 2 号（ 1 9 9 1 年 ）3 0 頁 、鈴 木 正 和「 提 携 ロ ー ン と 抗 弁 権 の 接 続 」金 法 1 2 8 3
号 （ 1 9 9 1 年 ） 2 頁 、 篠 塚 昭 次 ＝ 前 田 達 明 『 新 ・ 判 例 コ ン メ ン タ ー ル 民 法 7 契 約

( 2 ) 』（ 三 省 堂 、 1 9 9 2 年 ） 1 3 5 頁 、 植 木 ・ 前 掲 注 ( 1 ) 1 8 7 頁 、 松 本 恒 雄 「（ ト ピ ッ

ク ス 消 費 者 法 6 ）ク レ ジ ッ ト 取 引 と 抗 弁 の 対 抗 」法 セ 4 6 6 号（ 1 9 9 3 年 ） 8 6 頁 、

中 務 嗣 治 郎「 提 携 ロ ー ン と 抗 弁 権 」金 法 1 3 6 2 号（ 1 9 9 3 年 ）1 1 頁 、山 本 忠 弘「 割

賦 販 売 法 に お け る 抗 弁 権 の 接 続 に つ い て 」名 城 法 学 4 3 巻 4 号（ 1 9 9 4 年 ）1 頁 、

楠 本 く に 代『 金 融 機 関 の 貸 し 手 責 任 と 消 費 者 保 護 』（ 東 洋 経 済 新 報 社 、 1 9 9 5 年 ）

1 7 0 頁 、 長 尾 治 助 『 レ ン ダ ー ・ ラ イ ア ビ リ テ ィ ― ― 金 融 業 者 の 法 的 責 任 』（ 悠 々

社 、 1 9 9 6 年 ） 1 1 5 頁 、 千 葉 肇 「 コ コ 山 岡 商 法 と 割 賦 販 売 法 に お け る 『 抗 弁 権 』」

消 費 者 信 用 1 5 巻 7 号 （ 1 9 9 7 年 ） 4 0 頁 、 栗 田 哲 男 『 不 動 産 法 ・ 消 費 者 法 （ 現 代

民 法 研 究 2 ） 』 （ 信 山 社 、 1 9 9 7 年 ） 4 5 0 頁 、 滝 田 裕 「 抗 弁 権 の 接 続 と は 何 か 」

金 法 1 4 7 8 号 （ 1 9 9 7 年 ） 4 0 頁 、 二 村 浩 一 「 消 費 者 信 用 取 引 と 抗 弁 権 対 抗 を 巡 る

諸 問 題 」 金 法 1 4 7 7 号 （ 1 9 9 7 年 ） 2 2 頁 、 川 地 宏 行 「 融 資 付 投 資 取 引 に お け る 抗

弁 の 接 続 ( 1 ) ～（ 2・完 ）」三 重 大 学 法 経 論 叢 1 5 巻 1 号（ 1 9 9 7 年 ）1 頁 、2 号（ 1 9 9 8
年 ） 2 5 頁 、 宮 本 健 蔵 「 ク レ ジ ッ ト 契 約 と 民 法 理 論 ― ― い わ ゆ る 抗 弁 の 接 続 を 中

心 と し て 」 明 治 学 院 論 叢 6 1 0 号 （ 1 9 9 8 年 ） 8 3 頁 、 千 葉 恵 美 子 「 抗 弁 の 接 続 問

題 と 消 費 者 契 約 法（ 仮 称 ）お よ び 債 権 流 動 化 関 連 法 と の 関 係（ 上 ）（下 ）」N B L 6 4 6
号 （ 1 9 9 8 年 ） 6 頁 、 6 4 9 号 3 1 頁 、 清 水 裕 「 ク レ ジ ッ ト 契 約 に お け る 抗 弁 の 対

抗 （ 手 形 法 ・ 小 切 手 法 研 究 ）」 法 学 雑 誌 t â t o n n e m e n t  2 号 （ 1 9 9 8 年 ） 2 8 4 頁 、

李 致 泳 「 韓 国 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド に よ る 割 賦 取 引 と 抗 弁 の 対 抗 （ 消 費 者

問 題 と 法 の 変 動 ）（ 消 費 者 信 用 と 法 ）」 立 命 館 大 学 人 文 科 学 研 究 所 紀 要 7 1 号



11 

                                                                                                                                                  
（ 1 9 9 8 年 ） 1 1 3 頁 、 倉 沢 資 成 「 ク レ ジ ッ ト 販 売 に お け る 『 抗 弁 の 接 続 』 の 経 済

効 果 （ 特 集 ・ 市 場 取 引 の 法 と 経 済 学 ）」 フ ィ ナ ン シ ャ ル ・ レ ビ ュ ー 4 9 号 （ 1 9 9 9
年 ） 1 頁 、 大 澄 正 人 「 C o n s u m e r s ,  b y  d e f i n i t i o n  i n  i n c l u d e  u s  a l l ( 1 1 ) 抗 弁 の 接

続 ( 1 ) ～ ( 2 ) 」月 報 司 法 書 士 3 4 5 号（ 2 0 0 0 年 ） 1 4 頁 、 3 4 6 号 2 0 頁 、渡 辺 達 徳「 金

銭 消 費 貸 借 契 約 に お け る 第 三 者 与 信 と 抗 弁 の 対 抗 ― ― ド イ ツ 消 費 者 信 用 法 に

お け る 『 結 合 取 引 』 か ら の 示 唆 」 好 美 清 光 先 生 古 稀 記 念 論 文 集 刊 行 委 員 会 『 好

美 清 光 先 生 古 稀 記 念 論 文 集 現 代 契 約 法 の 展 開 』（ 経 済 法 令 研 究 会 、 2 0 0 0 年 ） 3 3 7
頁 、 千 葉 恵 美 子 「（ 判 批 ） 預 託 金 会 員 制 ゴ ル フ ク ラ ブ 入 会 契 約 を 目 的 と す る 保

証 委 託 型 ク レ ジ ッ ト 契 約 と 抗 弁 の 接 続（ 判 平 成 1 3 . 1 1 . 2 2 ）」法 教 2 6 3 号（ 2 0 0 2
年 ） 1 9 2 頁 、 潮 見 佳 男 「 預 託 金 会 員 制 ゴ ル フ 場 の 未 開 場 と ク レ ジ ッ ト 契 約 に お

け る 抗 弁 権 」 銀 行 法 務 6 0 0 号 （ 2 0 0 2 年 ） 4 頁 、 永 田 均 「 抗 弁 の 接 続 （ 割 賦 販 売

法 3 0 条 の 4 ）と 消 費 者 取 引 の 適 正 化 」法 学 新 報 1 0 9 巻 9 ＝ 1 0 号（ 2 0 0 3 年 ） 4 1 9
頁 、 千 葉 恵 美 子 「 ゴ ル フ 場 会 員 権 ロ ー ン 訴 訟 に お け る 抗 弁 権 接 続 ― ― 近 の 裁

判 例 を 素 材 に ― ― 」 金 判 1 1 6 4 号 （ 2 0 0 3 年 ） 2 頁 、 都 筑 満 雄 「 抗 弁 の 接 続 と 複

合 契 約 論 ― ― 我 が 国 に お け る 抗 弁 の 接 続 の 再 定 位 と 複 合 契 約 法 理 の 構 築 に 関

す る 一 考 察 ( 1 ) ～ （ 3 ・ 完 ）」 早 稲 田 法 学 7 9 巻 4 号 （ 2 0 0 4 年 ） 1 0 7 頁 、 8 0 巻 1
号 1 3 1 頁 、 2 号 （ 2 0 0 5 年 ） 7 5 頁 、 三 輪 方 大 「 5 0 講 ― ― 裁 判 例 の 分 析 と そ の 展

開 （ 金 融 判 例 編 5 信 用 取 引 第 2 0 講 ） 抗 弁 接 続 規 定 の 適 用 範 囲 」、 澤 井 真 一 「 2 1
講 ― ― 抗 弁 権 接 続 規 定 の 適 用 効 果 」 金 商 1 2 1 1 号 （ 2 0 0 5 年 ） 7 2 頁 、 7 6 頁 、 都

筑 満 雄 「（ 判 批 ） モ ニ タ ー 商 法 と 抗 弁 の 接 続 ― ― 抗 弁 の 接 続 の 新 た な 限 界 に つ

い て 」 三 重 大 学 法 経 論 叢 2 4 巻 1 号 （ 2 0 0 6 年 ） 1 4 3 頁 、 坂 東 俊 矢 「（ 展 開 講 座 ・

実 践 消 費 者 法 1 3 ） 割 賦 販 売 法 と 『 抗 弁 の 対 抗 』 ― ― 不 可 分 一 体 説 か ら 加 盟 店 調

査 監 督 義 務 へ 」 法 教 3 1 9 号 （ 2 0 0 7 年 ） 1 4 2 頁 、 栗 田 晶 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 契 約

に お け る 抗 弁 対 抗 の リ ス ク 分 配 構 造 ― ― ド イ ツ に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 契

約 論 を 素 材 と し て 」 法 学 政 治 学 論 究 7 5 号 （ 2 0 0 7 年 ） 1 7 1 頁 、 都 筑 満 雄 『 複 合

取 引 の 法 的 構 造 』（ 成 文 堂 、 2 0 0 7 年 ） 2 4 1 頁 … … 〔 書 評 〕 森 山 浩 江 ・ 法 時 8 0
巻 6 号 （ 2 0 0 8 年 ） 9 9 頁 、 川 地 宏 行 「 第 三 者 与 信 型 販 売 に お け る 抗 弁 の 接 続 と

与 信 業 者 に 対 す る 既 払 金 返 還 請 求 （ 特 集 ・ 割 賦 販 売 法 改 正 の 課 題 と 展 望 ）」 ク

レ ジ ッ ト 研 究 4 0 号 （ 2 0 0 8 年 ） 6 2 頁 、 鳥 谷 部 茂 ＝ 山 田 延 廣 編 著 『 消 費 者 法 （ 第

2 版 ）』（ 大 学 教 育 出 版 、 2 0 1 0 年 ） 1 2 5 頁 〔 岡 野 浩 巳 〕、 伊 藤 進 『 消 費 者 法 ・ 学

校 事 故 法 （ 私 法 研 究 論 集 ・ 第 1 7 巻 ・ 私 法 論 2 ） 』 （ 信 山 社 、 2 0 1 0 年 ） 1 0 1 頁 、

渡 辺 達 徳 「 改 正 割 賦 販 売 法 に お け る 行 政 取 締 規 定 と 私 法 上 の 効 果 」 小 林 一 俊 ＝

岡 孝 ＝ 高 須 順 一 編 『（ 下 森 定 先 生 傘 寿 記 念 論 文 集 ） 債 権 法 の 近 未 来 像 』（ 酒 井 書

店 、 2 0 1 0 年 ） 1 頁 、 川 地 宏 行 「 第 三 者 与 信 型 販 売 と 多 角 的 法 律 関 係 」 椿 寿 夫 ＝

中 舎 寛 樹 編 『 多 角 的 法 律 関 係 の 研 究 』（ 日 本 評 論 社 、 2 0 1 2 年 ） 3 5 9 頁 、 古 久 根

章 典 「 割 賦 販 売 法 ― ― 抗 弁 権 接 続 規 定 の 軌 跡 か ら み る 既 払 金 返 還 ル ー ル の 検 討

と 課 題 ― ― 適 用 除 外 取 引 救 済 へ の 試 論 （ 創 設 的 ド グ マ テ ィ ズ ム の 克 服 ）」

N B L 9 6 4 号 （ 2 0 1 1 年 ） 8 4 頁 、 橋 田 浩 「（ 債 権 法 改 正 の 争 点 1 2・ 消 費 貸 借 ） 要 物

性 の 見 直 し ・ 抗 弁 の 接 続 ― ― 弁 護 士 の 視 点 か ら 」 ジ ュ リ 1 4 3 9 号 （ 2 0 1 2 年 ） 8 7
頁 、 中 里 真 「 平 成 2 0 年 割 賦 販 売 法 改 正 に よ る 抗 弁 の 対 抗 規 定 （ 割 賦 販 売 法 3 0
条 の 4 ） の 解 釈 へ の 影 響 」 秋 田 法 学 5 3 号 （ 2 0 1 2 年 ） 5 3 頁 、 潮 見 佳 男 「 中 小 事

業 者 の 被 害 救 済 の 視 点 か ら み る 民 法 （ 債 権 法 ） 改 正 と 消 費 者 法 （ 特 集 ） 中 小 事

業 者 の 保 護 と 消 費 者 法 」 現 代 消 費 者 法 1 7 号 （ 2 0 1 2 年 ） 2 9 頁 。  
( 1 4 )   平 成 2 4 年 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の う ち 、 実 質 1 回 払 い を 意 味 す る

非 割 賦 購 入 あ っ せ ん 方 式 に よ る 新 規 取 扱 高 3 0 兆 6 , 7 3 5 億 円 で あ り 、 包 括 信 用

購 入 あ っ せ ん に 該 当 す る 新 規 取 扱 高 3 兆 3 , 0 4 3 億 円 の 約 1 0 倍 近 く に な っ て い

る （ 日 本 ク レ ジ ッ ト 協 会 の 信 用 供 与 額 総 括 時 系 列 表 ( 推 計 )  h t t p : / / w w w . j - c r e d i
t . o r . j p / i n f o r m a t i o n / s t a t i s t i c s / d o w n l o a d / t o u k e i _ 0 4 _ a . p d f [ 終 確 認 平 成 2 7 年

1 1 月 2 0 日 ] ）。  
( 1 5 )  1 回 払 い や ボ ー ナ ス 一 括 払 い な ど を 指 定 し て 購 入 し た 後 に 、カ ー ド 会 社 の 認

め る 期 間 内 で あ れ ば 、 個 別 利 用 ご と に 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 で き る 制 度 を

い う 。「 あ と か ら リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 で き る 」 こ と か ら 、「 あ と リ ボ 」 と 略

称 す る の が 、 各 社 の サ ー ビ ス 名 の 中 で も 多 い 呼 称 で あ る 。 ク レ ジ ッ ト カ ー ド

各 社 ご と に 呼 称 が 異 な る と と も に 、 そ の 制 度 の 内 容 も 統 一 さ れ た も の で は な い

が 、 本 稿 で は 、 そ の 主 要 な 機 能 を 持 つ も の を 「 あ と リ ボ 」 と し て 第 4 章 に て 扱

う 予 定 で あ る 。 村 ・ 前 掲 注 ( 1 ) 3 8 頁 参 照 。  
( 1 6 )  後 藤 ＝ 池 本 ・ 前 掲 注 ( 1 ) 8 8 頁 、 2 0 3 頁 は 、 一 枚 の カ ー ド で 、 マ ン ス リ ー ク リ

ア 方 式 、 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 、 分 割 払 い 方 式 を 選 択 で き る カ ー ド の 場 合 で 、 マ ン

ス リ ー ク リ ア 方 式 か ら 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い 方 式 に 変 更 し た 場 合 に は 、 ど の よ う

な や り 取 り が あ っ た か に 拘 ら ず 、 適 用 さ れ る と す る 「 当 然 適 用 説 」 に 立 ち 、 あ

と リ ボ 変 更 後 に 抗 弁 を 主 張 で き る と 解 す る と す る 。 村 ・ 前 掲 注 ( 1 ) 3 8 頁 、 番 井

菊 世「 改 正 特 商 法 ・ 割 販 法 5 」司 法 書 士 2 0 1 0 年 8 月 号（ 2 0 1 0 年 ）5 4 頁 な ど も 、
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当 然 適 用 説 に 立 つ 。 一 方 、「 あ と リ ボ 」 を 採 用 し て い る 場 合 に は 、 包 括 信 用 購

入 あ っ せ ん の 登 録 義 務 、 包 括 支 払 可 能 見 込 額 の 調 査 義 務 、 業 務 の 運 営 に 関 す る

措 置 等 、 取 引 条 件 や 書 面 交 付 に 関 す る 義 務 に つ い て 適 用 が あ る と す る 。 抗 弁 の

接 続 に つ い て は 適 用 が な い が 、 類 推 適 用 が 考 え ら れ る と す る 類 推 適 用 説 な ど が

あ る 。 経 済 産 業 省 商 務 情 報 政 策 局 取 引 信 用 課 編 『 平 成 2 0 年 版 割 賦 販 売 法 の 解

説 』（ 日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 、 2 0 0 9 年 ） 5 0 頁 、 中 崎 ・ 前 掲 注 ( 1 ) 1 8 4 頁 な ど 。

こ の 問 題 に つ い て は 、 筆 者 は 、 自 動 的 に リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 さ れ る 場 合 を

除 き 、 原 則 と し 不 適 用 説 に 立 つ が 、 詳 細 は 、 第 4 章 に て 検 討 す る 。  
( 1 7 )  中 崎 ・ 前 掲 注 ( 1 ) 1 8 8 頁 、 4 7 8 頁 。 片 岡 義 広 ＝ 田 中 貴 一 ＝ 高 松 志 直 「 金 融 規 制

法 制 」 金 法 6 2 巻 1 6 号 ( 2 0 0 0 号 、 2 0 1 4 年 ） 1 0 2 頁 な ど 。  
( 1 8 )  F . R . オ リ バ ー 著 ・ 小 峯 勝 美 訳 『 割 賦 信 用 論 』（ 世 界 書 院 、 1 9 6 1 年 ） 1 6 頁 、 1 1 8

頁 、 2 4 2 頁 、 設 備 機 械 割 賦 販 売 金 融 委 員 会 編 「 欧 州 に お け る 割 賦 金 融 状 勢 」（ 日

本 機 械 工 業 連 合 会 ・ 機 械 工 業 基 礎 調 査 報 告 書 昭 和 3 7 年 度 3 7 - N 6 5 、 1 9 6 4 年 ）、

日 本 機 械 工 業 連 合 会 編 『 ヨ ー ロ ッ パ の 割 賦 金 融 （ 設 備 機 械 割 賦 販 売 金 融 委 員 会

報 告 書 ・ 海 外 機 械 類 割 賦 金 融 調 査 団 報 告 ）」（ 日 本 機 械 工 業 連 合 会 ・ 機 械 工 業 基

礎 調 査 報 告 書  3 8 - N 6 3 - 1 、 1 9 6 4 年 ）、 機 械 振 興 協 会 設 備 機 械 割 賦 販 売 金 融 委 員

会 編 「 欧 州 の 割 賦 金 融 情 勢 ( 2 )（ 設 備 機 械 割 賦 販 売 金 融 委 員 会 報 告 書 ）」（ 機 械 振

興 協 会 経 済 研 究 所 ・ 機 械 工 業 基 礎 調 査 報 告 書  3 9 - K 1 1 5 、 1 9 6 5 年 ）、「 ク レ ジ ッ

ト ・ カ ー ド 業 務 に 進 出 し た 英 国 商 業 銀 行 」 第 一 銀 行 調 査 月 報 1 8 巻 6 号 （ 1 9 6 6
年 ） 2 頁 、 人 見 康 子 「 H i r e  -  P u r c h a s e の 若 干 の 問 題 ― ― と く に 三 者 間 の 契 約 を

中 心 と し て ― ― 」 慶 院 4 2 巻 第 3 号 （ 1 9 6 9 年 ） 1 9 2 頁 、 加 藤 良 三 「 英 国 消 費 者

信 用 法 に お け る 信 用 概 念 と 信 用 契 約 の 種 類 に つ い て 」 公 正 取 引 3 0 1 号 （ 1 9 7 5
年 ） 2 頁 、 加 藤 良 三 「 英 国 消 費 者 信 用 法 に お け る 予 備 交 渉 の 制 度 化 と 交 渉 者 の

地 位 に つ い て ― ― 撤 回 と 解 除 を 中 心 に ― ― 」 公 取 3 0 2 号 （ 1 9 7 5 年 ） 1 8 頁 、 加

藤 良 三「 英 国 消 費 者 信 用 法 に お け る 供 給 者 の 違 反 行 為 と 債 権 者 の 連 帯 責 任（ 上 ）

（ 下 ）」 公 正 取 引 3 0 4 号 （ 1 9 7 6 年 ） 1 6 頁 、 3 0 5 号 1 5 頁 、 加 藤 良 三 「 英 国 消 費

者 信 用 法 に お け る 債 権 者 の 強 制 履 行 ― ― 債 権 者 の 権 利 行 使 の 制 限 と 消 費 者 の

保 護 ― ― （ 上 ）（ 下 ）」 公 正 取 引 3 0 7 号 （ 1 9 7 6 年 ） 1 7 頁 、 3 1 0 号 2 2 頁 、 長 尾 治

助 『 イ ギ リ ス 消 費 者 私 法 の 研 究 』（ 成 文 堂 、 1 9 7 4 年 ） 1 3 5 頁 、「 ヨ ー ロ ッ パ の 消

費 者 信 用 」 通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費 経 済 課 監 修 『 消 費 者 信 用 統 計 ’ 7 8 』（ 日 本

割 賦 協 会 、 1 9 7 8 年 ） 3 1 9 頁 、 長 尾 治 助 「 イ ギ リ ス に お け る 消 費 者 金 融 法 制 」 塩

田 親 文 ＝ 長 尾 治 助 編 著 『 消 費 者 金 融 の 比 較 法 的 研 究 』（ 有 斐 閣 、 1 9 8 4 年 ） 1 7 4
頁 、金 子 武 嗣 ＝ 坂 東 俊 矢「 欧 州 の 消 費 者 信 用 法 制 の 研 究 ( 3 ) イ ギ リ ス ( 1 ) 」N B L 3 2 2
号 （ 1 9 8 5 年 ） 3 8 頁 、 長 尾 治 助 「 諸 外 国 の 消 費 者 信 用 法 ( 2 ) ― ― イ ギ リ ス 」 加 藤

＝ 竹 内 ・ 前 掲 注 ( 1 ) 3 0 7 - 3 3 6 頁 、 G o r d o n  B O R R I E ,  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  C o n s u m e r  
L a w  a n d  P o l i c y  :  B o l d  S p i r i t s  a n d  T i m o r o u s  S o u l s  ( H a m l y n  L e c t u r e  S e r i e s ) ,  
S t e v e n s  &  S o n s  L t d . ,  1 9 8 4 , 7 8 . … … 〔 邦 訳 〕 ゴ ー ド ン ・ ボ ー リ ー 著 ・ 砂 田 卓 士

訳 『 イ ギ リ ス 消 費 者 保 護 政 策 と 法 ― ― そ の 細 心 に し て 大 胆 な 構 図 』（ 日 本 評 論

社 、 1 9 8 7 年 ） 9 8 頁 、 G o r d o n ,  B O R R I E  a n d  A u b r e y  L .  D I A M O N D ,  T h e  c o n s u m e r ,  
s o c i e t y  a n d  t h e  l a w ,  A l l e n  L a n e  t h e  P e n g u i n  P r e s s  L t d . ,  1 9 8 1 , ⅰ . … … 〔 邦 訳 〕

ゴ ー ド ン ・ ボ ー リ ー 著 ・ 新 井 正 男 ＝ 池 上 俊 雄 訳 『（ 新 版 〕 消 費 者 保 護 ― ― イ ギ

リ ス 法 の 歩 み ― ― 』（ 中 央 大 学 出 版 部 、 1 9 9 0 年 ） 1 頁 以 下 、 中 坊 ＝ 木 村 ほ か ・

前 掲 注 ( 2 ) 3 0 頁 、 4 2 頁 、 2 0 3 頁 、 小 峰 勝 美 「 イ ギ リ ス の 消 費 者 信 用 社 会 と 法 制

度 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 5 号 （ 1 9 9 1 年 ） 3 9 頁 … … 〔 所 収 〕『 ク レ ジ ッ ト 法 研 究 』（ 第

一 法 規 、 1 9 9 8 年 ） 1 4 5 頁 、曽 田 修 吉「 英 国 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 市 場 」（ 全

国 信 販 協 会 1 9 9 2 年 ） 4 頁 、 竹 内 昭 夫 『 消 費 者 信 用 法 の 理 論 』（ 有 斐 閣 、 1 9 9 5
年 ） 8 7 頁 。砂 田 卓 士『 イ ギ リ ス 契 約 法 研 究 』 9 1 頁（ 信 山 社 、 1 9 9 5 年 ）、 F.  J .  ラ

ブ リ ュ イ エ ー ル ＝ R .  M .  ヘ ル ピ 共 著 ・ ア コ ム プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム 訳 ・ 木 下 恭 輔

監 修 『 消 費 者 ク レ ジ ッ ト の 世 界 史 』（ き ん ざ い 、 1 9 9 7 年 ）、 田 作 朋 雄 『 イ ギ リ ス

の ワ ー ク ア ウ ト ― ― 債 権 回 収 と 倒 産 処 理 』（ 近 代 文 芸 社 、 1 9 9 8 年 ） 1 5 2 頁 、 下

田 雅「 英 国 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 市 場 」ク レ ジ ッ ト 研 究 1 9 号（ 1 9 9 8 年 ）1 1 7 頁 、

青 島 幹 朗「 欧 米 に お け る 電 子 決 済・電 子 マ ネ ー シ ス テ ム の 新 動 向 ― ― ( 5 ) V I S A
イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル の E C 戦 略 」 消 費 者 信 用 1 8 巻 6 号 （ 2 0 0 0 年 ） 5 4 頁 、 鹿 野

菜 穂 子 「 消 費 者 信 用 取 引 に お け る 提 携 貸 主 の 責 任 ― ― 英 国 消 費 者 信 用 法 を め ぐ

る 議 論 の 展 開 ― ― 」立 命 2 0 0 0 年 3・ 4 号 上 巻（ 2 7 1・ 2 7 2 号 、 2 0 0 0 年 ） 9 0 1 ( 2 8 1 )
頁 、 斉 藤 美 彦 「 英 国 リ テ ー ル バ ン キ ン グ の 現 状 ① ∼⑤ （ 完 ）」 消 費 者 信 用 1 7 巻 3
号 （ 1 9 9 9 年 ） 4 6 頁 、 4 号 5 6 頁 、 5 号 5 4 頁 、 6 号 8 1 頁 、 7 号 7 4 頁 、「 海 外 ク

レ ジ ッ ト ニ ュ ー ス （ イ ギ リ ス ） 増 加 す る デ ビ ッ ト カ ー ド の 利 用 」 消 費 者 信 用 1 9
巻 1 1 号 （ 2 0 0 1 年 ） 6 3 頁 、 同 「 銀 行 カ ー ド I C 化 伸 展 と 期 待 さ れ る 効 果 」 2 0 巻

1 2 号 （ 2 0 0 2 年 ） 7 1 頁 、 同 「 ヴ ァ ー ジ ン ・ グ ル ー プ の カ ー ド 新 戦 略 」 2 0 巻 4
号 （ 2 0 0 2 年 ） 8 3 頁 、「 海 外 ク レ ジ ッ ト ニ ュ ー ス （ ヨ ー ロ ッ パ ） ― ― ヨ ー ロ ッ パ

の ク レ ジ ッ ト カ ー ド と デ ビ ッ ト カ ー ド 」 消 費 者 信 用 2 0 巻 2 号 （ 2 0 0 2 年 ） 8 3
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頁 、 我 妻 学 「 イ ギ リ ス に お け る 消 費 者 信 用 取 引 と 債 務 整 理 手 続 」 ク レ ジ ッ ト 研

究 2 7 号 （ 2 0 0 2 年 ） 1 5 4 頁 、 坂 野 友 昭 「 英 国 貿 易 産 業 省 が 目 指 す 2 1 世 紀 の 消 費

者 信 用 ― ― 公 正 、透 明 か つ 競 争 的 な 市 場 を 求 め て 」消 費 者 信 用 2 2 巻 3 号（ 2 0 0 4
年 ） 3 2 頁 、 和 田 文 明 「（ 海 外 情 報 ） イ ギ リ ス の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の I C カ ー ド の

移 行 状 況 に つ い て 」カ ー ド・ウ ェ ー ブ 1 7 巻 3 号（ 2 0 0 4 年 ）1 0 0 頁 、T h e  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e  f o r  T r a d e  a n d  I n d u s t r y ,  F a i r ,  C l e a r  a n d  C o m p e t i t i v e  :  A  C o n s u m e r  
C r e d i t  M a r k e t  i n  t h e  2 1 s t  c e n t u r y,  T h e  S t a t i o n e r y  O f f i c e ,  2 0 0 3 ,  1 . … … 〔 邦

訳 〕 江 夏 健 一 ＝ 坂 野 友 昭 監 訳 『 2 1 世 紀 の 消 費 者 信 用 市 場 ― ― 公 正 、 透 明 か つ 競

争 的 な 市 場 を 求 め て 』（ 東 洋 経 済 新 報 社 、 2 0 0 5 年 ） 1 頁 、 野 村 美 明 「 イ ギ リ ス

消 費 者 信 用 法 制 の 改 革 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 3 4 号 （ 2 0 0 5 年 ） 6 頁 、 尾 島 茂 樹 「 イ

ギ リ ス 消 費 者 信 用 法 の 現 在 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 3 4 号 （ 2 0 0 5 年 ） 1 2 頁 、 和 田 文 明

「（ 海 外 情 報 ） イ ギ リ ス の マ ル チ リ テ イ ル カ ス タ マ ー ロ イ ヤ ル テ ィ プ ロ グ ラ ム

『 n e c t a r 』」カ ー ド ・ ウ ェ ー ブ 1 9 巻 1 1 号 ( 2 3 0 号 、2 0 0 6 年 ) 5 0 頁 、野 村 美 明「 英

国 消 費 者 信 用 法 の 域 外 適 用 と E U 域 内 市 場 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 3 7 号 （ 2 0 0 6 年 ）

1 1 7 頁 、 和 田 文 明 「（ 海 外 情 報 ） イ ギ リ ス の ぺ イ メ ン ト カ ー ド 」 カ ー ド ・ ウ ェ ー

ブ 2 0 巻 4 号 ( 2 3 5 号 、 2 0 0 7 年 ) 6 6 頁 、 鹿 野 菜 穂 子 「 第 7 章  E U 消 費 者 法 」 庄

司 克 宏 編 『 E U 法 実 務 編 』（ 岩 波 書 店 、 2 0 0 8 年 ） 2 0 6 頁 、 G i u s e p p e  B E R T O L A  =  

R i c h a r d  D I S N E Y  =  C h a r i e s  G R A N T ,  T h e  E c o n o m i c s  o f  C o n s u m e r  C r e d i t ,  M I T  
p r e s s ,  2 0 0 6 , 1 8 1 - 2 2 6 ． … … 〔 邦 訳 〕 江 夏 健 一 ＝ 坂 野 友 昭 監 訳 『 消 費 者 信 用 の 経

済 学 』（東 洋 経 済 新 報 社 、2 0 0 8 年 ）1 8 7 - 2 4 3 頁 、C .  J .  M I L L E R  =  B r i a n  W.  H A R V E Y  

=  D e b o r a h  L .  P A R R Y ,  C o n s u m e r  a n d  T r a d i n g  L a w  Te x t  C a s e s  a n d  M a t e r i a l s ,  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  2 0 1 0 ,  2 9 4 .  

( 1 9 )  市 場 調 査 研 究 会 ・ 割 賦 販 売 調 査 委 員 会 報 告 書 「 ア メ リ カ に お け る 販 売 金 融 会

社 の 実 態 」（ 日 本 機 械 工 業 連 合 会 ・ 機 械 工 業 基 礎 調 査 報 告 書 、 昭 和 3 6 年 度

3 6 - N 1 1 4 、 1 9 6 3 年 ）、 土 屋 栄 一 郎 「 ア メ リ カ に お け る 消 費 者 信 用 の 発 展 と ク レ

ジ ッ ト ・ カ ー ド 」 富 士 銀 行 調 査 時 報 1 8 0 号 （ 1 9 6 7 年 ） 3 8 頁 、「 発 展 す る 米 国 の

ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 制 度 」 経 済 月 報 2 1 4 号 （ 1 9 6 7 年 ） 4 5 頁 、「 米 国 商 業 銀 行 の

ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 業 務 に つ い て 」 三 菱 銀 行 調 査 1 6 0 号 （ 1 9 6 8 年 ） 2 2 頁 、 上

田 ・ 前 掲 注 ( 1 ) 1 8 巻 1 号 4 7 頁 、 2 号 4 5 頁 、 加 藤 ・ 前 掲 注 ( 1 ) 『 ク レ ジ ッ ト ・ カ

ー ド ― ― 基 本 問 題 と そ の 法 理 論 ― ― 消 費 者 取 引 法 シ リ ー ズ Ⅰ（ 増 補 版 ）』6 7 頁 、

堤 田 克 彦 「 ア メ リ カ 銀 行 系 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド の 諸 問 題 」 西 南 学 院 大 学 法 学 論

集 1 0 巻 2 - 4 号 （ 1 9 7 8 年 ） 5 9 頁 、「 波 紋 呼 ぶ シ テ ィ バ ン ク の ク レ ジ ッ ト ・ カ ー

ド 作 戦 （ 海 外 駐 在 員 報 告 ・ ニ ュ ー ヨ ー ク ）」 三 菱 銀 行 調 査 2 8 1 号 （ 1 9 7 8 年 ） 2 7
頁 、 通 産 省 産 政 局 消 費 経 済 課 ・ 前 掲 注 ( 1 0 )  「 ア メ リ カ の 消 費 者 信 用 」 2 4 5 頁 、

中 坊 ＝ 木 村 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 ) 3 9 1 頁 、 望 月 礼 二 郎 「 諸 外 国 の 消 費 者 信 用 法 （ 2 ）

― ― ア メ リ カ 」 加 藤 ＝ 竹 内 ・ 前 掲 注 ( 1 ) 2 6 9 頁 、「 過 熱 す る 米 国 の ク レ ジ ッ ト ・

カ ー ド 業 務 を 巡 る 競 争 （ 海 外 の 銀 行 の 話 題 ）」 三 菱 銀 行 調 査 3 6 9 号 （ 1 9 8 6 年 ）

4 2 頁 、「 ア メ リ カ ― ― 『 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 保 有 者 法 案 』 提 出 へ 」 消 費 者 信 用 4
巻 2 号 （ 1 9 8 6 年 ） 7 4 頁 、 加 藤 ・ 前 掲 注 ( 1 )『 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 法 の 研 究 』 4 1
頁 、 R .  H .  コ ー ル 著 ＝ 日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 ク レ ジ ッ ト 研 究 所 訳 『 コ ン シ ュ

ー マ ー ・ ク レ ジ ッ ト （ 米 国 の ク レ ジ ッ ト ・ マ ネ ジ メ ン ト ・ 上 ）』（ 文 眞 堂 、 1 9 9 1
年 ） 3 5 頁 、 1 5 8 頁 、 三 輪 信 司 「 ア メ リ カ に お け る 消 費 者 信 用 の 動 向 ― ― 金 融 機

関 、 家 計 双 方 の 要 因 か ら 調 整 局 面 に ― ― 」 消 費 者 信 用 1 0 巻 4 号 （ 1 9 9 2 年 ） 6 0
頁 、 高 橋 公 男 「 米 銀 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務 の 現 状 と 動 向 」 た く ぎ ん 調 査 4 5 1
号 （ 1 9 9 3 年 ） 1 5 頁 、 加 藤 良 三 『 消 費 者 信 用 法 の 研 究 ― ― 消 費 者 保 護 の 法 理 論

― ―（ 消 費 者 信 用 取 引 シ リ ー ズ Ⅲ ）』（ 千 倉 書 房 、 1 9 9 3 年 ） 1 8 7 頁 、ジ ョ セ フ ・

ノ セ ラ 著 ＝ 野 村 総 合 研 究 所 訳 『 ア メ リ カ 金 融 革 命 の 群 像 』（ 野 村 総 合 研 究 所 情

報 リ ソ ー ス 部 、 1 9 9 7 年 ）、 蓑 輪 靖 博 「 ア メ リ カ に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 不 正

使 用 の 民 事 責 任 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 1 7 号 （ 1 9 9 7 年 ） 1 4 2 頁 、 坂 野 友 昭 ＝ 竹 之 内

秀 行 「（ 新 ・ ア メ リ カ 消 費 者 金 融 事 情 1 4 ） カ ー ド を 即 時 発 行 す る オ ン ラ イ ン ・

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 、 ネ ク ス ト カ ー ド 」 消 費 者 信 用 1 7 巻 8 号 （ 1 9 9 9 年 ） 9 2
頁 、 下 田 雅 「 米 国 消 費 者 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 実 態 調 査 ― ― 1 9 7 0 年 ～ 2 0 0 0
年 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 2 4 号 （ 2 0 0 0 年 ） 4 6 頁 、 桶 舎 典 哲 「 ア メ リ カ 統 一 消 費 者 信

用 法 典 （ U n i f o r m  C o n s u m e r  C r e d i t  C o d e ） の 目 的 と 規 制 の 構 造 」 ク レ ジ ッ ト

研 究 2 3 号（ 2 0 0 0 年 ） 1 1 4 頁 、大 寺 廣 幸 「 米 国 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 過 去 ・ 現 在 ・

未 来 」 郵 政 研 究 所 月 報 1 4 巻 7 号 （ 2 0 0 1 年 ） 9 2 頁 、 蓑 輪 靖 博 「『 市 場 の 保 護 』

と ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 法 ― ― ア メ リ カ の 加 盟 店 契 約 規 制 を 参 考 と し て 」 九 州

産 業 大 学 商 経 論 叢 4 2 巻 4 号 （ 2 0 0 2 年 ） 8 7 頁 、 マ ン ・ ロ ナ ル ド ＝ 柏 木 昇 「（ 特

別 講 義 概 要 ・ 企 業 法 サ ロ ン ） デ ビ ッ ト カ ー ド と ク レ ジ ッ ト カ ー ド 日 本 と ア メ リ

カ の 比 較 」 企 業 法 学 9 号 （ 2 0 0 2 年 ） 2 7 5 頁 、「 海 外 ク レ ジ ッ ト ニ ュ ー ス （ ア メ

リ カ ) ― ― ア メ リ カ の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 規 制 」消 費 者 信 用 2 0 巻 1 0 号（ 2 0 0 2 年 ）
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6 4 頁 、 尾 島 茂 樹 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 使 用 手 数 料 の 上 乗 せ と 現 金 割 引 ― ― ア メ

リ カ に お け る 立 法 を 参 考 と し て 」 金 沢 法 学 4 5 巻 2 号 （ 2 0 0 3 年 ） 1 8 1 頁 、 尾 島

茂 樹 「 ア メ リ カ に お け る ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド の 他 人 使 用 と ホ ル ダ ー の 責 任 ・ 前

史 ― ― 貸 付 真 実 法 改 正 ま で の 判 例 法 の 展 開 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 2 9 号 （ 2 0 0 3 年 ）

1 6 5 頁 、 岩 崎 薫 里 「 ア メ リ カ ・ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 界 の 近 の 動 向 」 国 際 金 融

1 1 0 3 号 （ 2 0 0 3 年 ） 1 8 頁 、 岩 崎 薫 里 「 米 銀 の ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 戦 略 ― ― 近 年

の 動 向 と 成 果 」 J a p a n  R e s e a r c h  R e v i e w  1 3 巻 5 号 （ 2 0 0 3 年 ） 5 0 頁 、 阪 本 安 廣

「 米 国 に お け る カ ー ド ビ ジ ネ ス の 現 状 ― ― 米 国 の 銀 行 に お け る ク レ ジ ッ ト カ

ー ド ビ ジ ネ ス の 位 置 づ け と そ の 取 組 状 況 （ 特 集 ・ カ ー ド ビ ジ ネ ス 再 考 ）」 地 銀

協 月 報 5 2 5 号 （ 2 0 0 4 年 ） 2 頁 、 加 藤 広 亮 「 米 国 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 界 か ら 学 ぶ

― ― 日 本 の 業 界 進 化 へ の ヒ ン ト （ 総 特 集 ・ 消 費 者 信 用 業 務 の 未 来 像 P a r t 2 カ ー

ド ビ ジ ネ ス の 収 益 強 化 策 ）」 月 刊 金 融 ジ ャ ー ナ ル 4 5 巻 7 号 （ 2 0 0 4 年 ） 6 8 頁 、

岩 崎 薫 里 「 ア メ リ カ で 急 拡 大 す る ス モ ー ル ・ ビ ジ ネ ス ・ ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 」

B u s i n e s s  &  E c o n o m i c  R e v i e w  1 6 巻 2 号 （ 2 0 0 6 年 ） 8 6 頁 、 岩 崎 薫 里 「 ( R e p o r t )
リ ボ ・ 分 割 返 済 拡 大 の 可 能 性 が 高 ま る ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 市 場 ― ― ア メ リ カ の

経 験 を 踏 ま え て 」 B u s i n e s s  &  E c o n o m i c  R e v i e w  1 6 巻 6 号 （ 2 0 0 6 年 ） 1 0 0 頁 、

岩 崎 薫 里「 ( S t u d i e s ) ア メ リ カ ・ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 界 に お け る 会 員 維 持 お よ び

メ イ ン ・ カ ー ド 化 策 」 B u s i n e s s  &  E c o n o m i c  R e v i e w  1 6 巻 8 号 （ 2 0 0 6 年 ） 6 7
頁 、 鈴 木 博 「（ 今 月 の 焦 点 ・ 国 内 経 済 金 融 ） 米 銀 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務 の 展

開 と 日 本 へ の 示 唆 」 金 融 市 場 1 7 巻 1 0 号 （ 2 0 0 6 年 ） 2 3 頁 、 岩 崎 薫 里 「 ア メ リ

カ の ス モ ー ル ・ ビ ジ ネ ス ・ ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 急 成 長 の 背 景 と 近 の 動 向 」 ク

レ ジ ッ ト 研 究 3 7 号 （ 2 0 0 6 年 ） 6 6 頁 、 和 田 文 明 「 海 外 情 報 ― ― ア メ リ カ の マ ー

チ ャ ン ト ア ク ワ イ ア リ ン グ と チ ェ ー ス ペ イ メ ン テ ッ ク ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 」 カ ー

ド ・ ウ ェ ー ブ 2 0 巻 5 号 （ 2 3 6 号 、 2 0 0 7 年 ） 6 0 頁 、 和 田 文 明 「 海 外 情 報 ― ― 米

国 に お け る ノ ン キ ャ ッ シ ュ ぺ イ メ ン ト の ト レ ン ド 」 カ ー ド ・ ウ ェ ー ブ 2 1 巻 8
号 （ 2 5 1 号 、 2 0 0 8 年 ） 6 2 頁 、 岩 崎 薫 里 「 融 資 絞 り 込 み ・ ク レ ジ ッ ト カ ー ド で

も 顕 著 に（ 米 国 リ テ ー ル ビ ジ ネ ス の い ま ）」金 融 財 政 事 情 6 0 巻 1 6 号（ 2 0 0 9 年 ）

2 3 頁 、 岩 崎 薫 里 「 米 国 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 不 良 債 権 危 機 の 実 態 （ 世 界 の 危 機 は 去

っ た の か ・ 偽 り の 金 融 再 生 ）（ 海 外 編 ・ 世 界 金 融 危 機 い ま だ 去 ら ず ）」 週 刊 東 洋

経 済 6 2 0 4 号 （ 2 0 0 9 年 ） 4 6 頁 、 岩 崎 薫 里 「 金 融 危 機 後 の ア メ リ カ ・ ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 市 場 の 動 向 」 B u s i n e s s  &  E c o n o m i c  R e v i e w  1 9 巻 7 号 （ 2 0 0 9 年 ） 1 4 6
頁 、 岩 崎 薫 里 「 米 国 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 規 制 強 化 と 日 本 へ の 示 唆 「 消 費 者 信 用

2 7 巻 8 号 （ 2 0 0 9 年 ） 2 8 頁 、 岩 崎 薫 里 「 米 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 規 制 の 衝 撃 」 金 融

財 政 事 情 6 0 巻 3 6 号 （ 2 0 0 9 年 ） 6 4 頁 、 前 田 真 一 郎 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 出 現

と 消 費 者 信 用 の 変 化 ― ― 戦 後 ア メ リ カ の 消 費 者 信 用 」名 城 論 叢 1 0 巻 1 号（ 2 0 0 9
年 ） 6 3 頁 、 井 樋 三 枝 子 「（ 立 法 情 報 ） ア メ リ カ ・ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 規 制 法 」 外

国 の 立 法 月 刊 版 2 4 0 - 1 号 （ 2 0 0 9 年 ） 4 頁 。  
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第 1 章  

わが国におけるクレジットカード取引  
 

 

第１節  クレジットカード取引の法構造  

 

1．「 複 合 契 約 」 論 か ら の ア プ ロ ー チ  

 

 本 論 文 の 考 察 対 象 で あ る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 を め ぐ る 法 律 問 題

の 理 解 に 関 し て は 、従 来 、「 複 合 契 約 」論 な い し「 複 合 取 引 」論 か ら

の ア プ ロ ー チ が 一 般 的 で あ っ た 。  

「 複 合 契 約 」 な い し 「 複 合 取 引 」 と は 、 2 個 の 契 約 な い し 取 引 関

係 が 相 互 に 緊 密 な 関 係 に あ る た め に 、 一 方 契 約 （ 取 引 ） に つ い て 生

じ た 事 由 が 、 他 方 契 約 （ 取 引 ） の 効 力 に 影 響 を 及 ぼ す も の を い う 。

古 く は 「 混 合 契 約 」 と 区 別 さ れ ず に 論 じ ら れ て き た が 、 現 在 で は 、

複 数 の 典 型 契 約 が 結 合 し て 1 個 の 契 約 と 認 定 さ れ る 場 合 を「 混 合 契

約 」 と 呼 び ( 1 )、 契 約 が 複 数 個 認 定 で き る 場 合 を 「 複 合 契 約 」 と 呼 ぶ

の が 一 般 的 で あ る ( 2 )。 複 合 契 約 に は 、 温 泉 権 付 別 荘 ・ ス ポ ー ツ ク ラ

ブ 会 員 権 付 リ ゾ ー ト マ ン シ ョ ン ・ 高 齢 者 用 ケ ア 付 マ ン シ ョ ン の 売 買

契 約 な ど が あ る が ( 3 )、 そ の 他 、 元 請 負 契 約 と 下 請 負 契 約 ( 4 )、 フ ラ ン

チ ャ イ ズ 契 約 ( 5 )な ど と と も に 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 も 複 合 契 約 に

当 た る と さ れ て い る ( 6 )。  

 商 品 販 売 ・ 役 務 提 供 契 約 の 当 事 者 間 に お い て 、 代 金 後 払 い （ 一 括

払 い あ る い は 分 割 払 い ） の 約 定 が 存 在 す る 場 合 、 こ れ を 単 に 商 品 販

売・役 務 提 供 契 約 に 付 さ れ た 特 約 に す ぎ な い と 解 す る か 、商 品 販 売・

役 務 提 供 契 約 と 信 用 供 与 契 約 の 混 合 契 約（ 1 個 契 約 ）と 解 す る か 、2

個 の 独 立 し た 複 合 契 約 と 解 す る か に よ っ て 、 当 事 者 間 の 利 益 状 況 に

大 き な 変 化 は 生 じ な い 。 販 売 業 者 ・ 役 務 提 供 事 業 者 が ク レ ジ ッ ト カ

ー ド を 発 行 し て 継 続 的 な 信 用 供 与 契 約 を 締 結 し た 場 合 、 商 品 販 売 ・

役 務 提 供 契 約 と の 関 係 は 複 合 契 約 と な る が 、 そ の 後 も 反 覆 ・ 継 続 し
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て 商 品 ・ 役 務 を 購 入 す る の で な け れ ば 、 購 入 者 （ 消 費 者 ） に は 、 継

続 的 な 信 用 供 与 契 約 を 締 結 す る メ リ ッ ト は な い 。 こ れ に 対 し て 、 当

該 販 売 業 者 ・ 役 務 提 供 事 業 者 と の 間 で 反 覆 ・ 継 続 し て 購 入 契 約 を 締

結 す る 場 合 に は 、 継 続 的 な 信 用 供 与 契 約 を 結 ぶ こ と で 、 ① 現 金 を 持

ち 歩 く 危 険 か ら 解 放 さ れ 、 ま た 、 ② 購 入 契 約 の た び に 支 払 猶 予 の 審

査 を 受 け る 煩 雑 さ か ら も 免 れ る 。  

 一 方 、 一 回 的 な 信 用 供 与 契 約 に 関 し て は 、 そ の 当 事 者 が 、 販 売 業

者 ・ 役 務 提 供 事 業 者 で あ る 場 合 と 、 そ れ 以 外 の 第 三 者 （ 信 用 購 入 あ

っ せ ん 業 者 ） で あ る 場 合 と で は 、 購 入 者 の メ リ ッ ト に 格 別 の 差 異 は

生 じ な い 。  

こ れ に 対 し て 、 継 続 的 な 信 用 供 与 契 約 に 関 し て は 、 三 当 事 者 型 な

い し 多 数 当 事 者 型 の 場 合 、 上 記 ① ・ ② の 点 （ こ れ ら は 二 当 事 者 型 ・

多 数 当 事 者 型 に 共 通 の メ リ ッ ト で あ る ） に 加 え て 、 ③ 各 販 売 店 の 与

信 判 断 に 左 右 さ れ る こ と な く 、 あ ら か じ め カ ー ド 発 行 会 社 が 設 定 し

た 与 信 限 度 の 範 囲 内 で 自 由 に 利 用 で き る 、 ④ 返 済 方 法 が 個 々 の 販 売

店 に よ る 指 定 条 件 で は な く 、 カ ー ド 発 行 者 の 設 定 す る 一 括 払 い ・ ボ

ー ナ ス 払 い ・ 分 割 払 い ・ リ ボ ル ビ ン グ 払 い の 中 か ら 自 由 に 選 択 で き

る 、 ⑤ 通 常 な ら 後 払 い や 分 割 返 済 が 認 め ら れ な い 取 引 （ 食 事 代 、 交

通 費 、 公 共 料 金 、 自 動 車 税 な ど の 一 部 の 税 金 、 一 見 の 客 な ど ） で あ

っ て も 後 払 い ・ 分 割 払 い が で き る と い っ た 、 二 当 事 者 型 に は 認 め ら

れ な い メ リ ッ ト が 利 用 者 側 に 生 じ る 。 さ ら に 、 国 際 ブ ラ ン ド と 提 携

し た 多 数 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て は 、 ⑥ 海 外 の 販

売 店 と の 取 引 に も 、 外 貨 で そ の ま ま 決 済 が で き 、 円 貨 で 返 済 す る こ

と が で き る の で 、 為 替 手 数 料 の 負 担 が 軽 減 さ れ る 、 ⑦ 個 人 認 証 が 容

易 で あ り 、 世 界 中 で 一 定 の 信 用 力 が 認 定 さ れ 、 デ ポ ジ ッ ト 等 の 負 担

が な い こ と か ら 、 海 外 旅 行 や イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 に お け る 利 便 性 が

高 い 、 と い っ た 点 が 利 用 者 側 の メ リ ッ ト と し て 挙 げ ら れ る ( 7 )。  

 し か し な が ら 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 登 場 し た 初 期 の 時 代 に お い て

は 、 多 数 当 事 者 型 に 固 有 の ③ 以 下 の メ リ ッ ト は い ま だ 発 達 し て お ら

ず 、そ の た め 、信 用 供 与 契 約 が 一 回 的 で あ ろ う と 継 続 的 で あ ろ う と 、
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ま た 、 契 約 当 事 者 が 二 当 事 者 型 で あ ろ う と 三 当 事 者 型 で あ ろ う と 、

商 品 ・ 役 務 の 購 入 者 （ 消 費 者 ） の メ リ ッ ト に 違 い は 生 じ な い と す る

見 方 が 一 般 的 で あ っ た ( 8 )。 ま た 、 本 章 第 2 節 で 触 れ る よ う に 、 わ が

国 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 淵 源 は 、 百 貨 店 が 発 行 す る 「 チ

ケ ッ ト 」 や 「 ク ー ポ ン 」 に よ る 商 品 販 売 に 、 信 販 会 社 が 代 行 業 務 と

し て 参 入 し た も の で あ っ た こ と か ら 、 信 販 会 社 等 に よ る 三 当 事 者 型

（ 信 販 会 社 ・ 加 盟 店 ・ 購 入 者 ） の 法 律 関 係 の 理 解 に 関 し て も 、 百 貨

店 の 各 営 業 者 と 購 入 者 の 二 当 事 者 型 の 法 構 造 を 延 長 ・ 類 推 す る 発 想

が と ら れ た ( 9 )。割 賦 販 売 法 が 昭 和 59(1984)年 改 正 に よ り「 抗 弁 の 接

続 」 規 定 を 導 入 し た 当 時 、 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 と 販 売 業 者 の 不 可

分 一 体 説 が 一 般 的 で あ っ た の も 、 そ の た め で あ る 。  

だ が 、 そ の 後 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 発 展 と と も に 、 不 可 分 一

体 説 は 妥 当 性 を 失 い 、 こ れ に 代 わ っ て 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 の 加 盟

店 に 対 す る 管 理 責 任 を 「 抗 弁 の 接 続 」 規 定 の 根 拠 に 求 め る 見 解 が 通

説 化 す る 。 す な わ ち 、 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 は 、 一 方 で は 、 販 売 業

者 ・ 役 務 提 供 事 業 者 か ら 加 盟 店 手 数 料 を 徴 求 し 、 他 方 、 消 費 者 （ 商

品 ・ 役 務 の 購 入 者 ） か ら は 分 割 払 い の 手 数 料 （ カ ー ド 利 用 の 場 合 に

は カ ー ド 会 費 も ） を 得 る こ と で 、 双 方 か ら 経 済 的 利 益 を 得 る こ と が

で き る 。 こ の よ う な 地 位 に あ る 以 上 、 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 は 、 信

用 供 与 契 約 の 相 手 方 で あ る 消 費 者 （ 購 入 者 ） に 対 し て 、 加 盟 店 の 販

売 態 様 に 関 す る 管 理 責 任 を 負 い 、 加 盟 店 に 対 し て 購 入 者 が 有 し て い

る 抗 弁 事 由 に つ き 危 険 を 引 き 受 け る べ き で あ る 、 と い う の で あ る 。  

し か し な が ら 、 以 上 の よ う な 論 理 は 、 三 当 事 者 型 の 取 引 に つ い て

は 成 り 立 っ て も 、 今 日 多 数 を 占 め る 四 当 事 者 以 上 の 多 数 当 事 者 型 の

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に は 当 ら な い 。 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 取 引 で は 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 、 カ ー ド 会 員 の 利 用 し た 販 売 店 と 自

社 と の 間 に 加 盟 店 契 約 が 存 在 す る こ と は 稀 で あ り 、 し た が っ て 、 三

当 事 者 型 の よ う に 、 加 盟 店 の 勧 誘 ・ 販 売 方 法 に 関 す る 監 督 義 務 を 想

定 す る こ と が で き な い 。 ま た 、 国 際 カ ー ド の 場 合 、 カ ー ド 発 行 会 社

は 、 加 盟 店 か ら ク レ ジ ッ ト 取 扱 い に 関 す る 手 数 料 を 徴 求 す る こ と は
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な い 。 そ れ ゆ え 、 カ ー ド 利 用 者 の 保 護 に 関 し て は 、 二 当 事 者 型 と 三

当 事 者 型 が 当 事 者 性 と 法 律 構 成 を 異 に す る の と 同 様 、 三 当 事 者 型 と

四 当 事 者 以 上 の 多 数 当 事 者 型 と で は 、 当 事 者 関 与 と そ の 関 係 性 が 希

薄 と な り 、 二 当 事 者 型 と 同 様 の 責 任 根 拠 に 基 づ く 救 済 方 法 と は 異 な

る 方 法 を 考 え る べ き で あ る ( 1 0 )。  

 

2．「 多 角 的 法 律 関 係 」 論 か ら の ア プ ロ ー チ  

 

な お 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 法 構 造 の 理 解 に 関 し て は 、 上 記 の

よ う な 「 複 合 契 約 」 論 ― ― す な わ ち 契 約 の 個 数 に 着 眼 し た ア プ ロ ー

チ の ほ か に 、「 多 角 的 法 律 関 係 」論 ― ― す な わ ち 契 約 当 事 者 の 人 数 の

側 に 着 眼 し た ア プ ロ ー チ も 行 わ れ て い る ( 1 1 )。  

こ の 視 角 か ら の 分 析 は 、「 複 合 契 約 」 論 か ら は 導 か れ な い 、 ま っ

た く 新 た な 知 見 を 提 供 し た 。上 記 の よ う に 、「 複 合 契 約 」論 は 、二 当

事 者 間 で 複 数 個 の 契 約 が 存 在 す る 場 合 を 典 型 に 据 え た う え 、 こ れ を

複 数 個 の 契 約 の 当 事 者 が 異 な る 場 合 に 類 推 ・ 拡 張 す る 発 想 に 立 っ て

い る た め 、 理 論 の 延 長 範 囲 は 三 当 事 者 型 に と ど ま っ て い た 。 こ れ に

対 し て 、「 多 角 的 法 律 関 係 」論 は 、当 初 よ り 四 当 事 者 以 上 の 多 数 当 事

者 の 法 律 関 係 を も 視 野 に 入 れ て 横 断 的 ・ 総 合 的 な 検 討 を 行 っ て い る

こ と か ら 、 そ の 中 に 、 三 当 事 者 型 あ る い は 二 当 事 者 型 に 還 元 す る こ

と の で き な い 法 律 関 係 が 存 在 す る こ と を 明 ら か に し た 。  

今 日 一 般 的 で あ る 四 当 事 者 型 以 上 の 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 取 引 も 、 こ の 類 型 に 属 す る も の で あ っ て 、 商 品 ・ 役 務 の 購 入 者

や 加 盟 店 と 直 接 の 契 約 関 係 で 結 ば れ て い な い 者 に つ い て は 、 二 当 事

者 型 の 責 任 原 理 を 延 長 し た 不 可 分 一 体 説 や 、 三 当 事 者 型 に 固 有 の 責

任 原 理 で あ る 加 盟 店 の 管 理 責 任 論 と は 、 ま っ た く 異 な る 責 任 原 理 が

妥 当 す る 。  

こ の 点 と の 関 係 で 、 以 下 で は 、 三 当 事 者 型 な ら び に 四 当 事 者 以 上

の 多 数 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る 契 約 内 容 と 商 品 ・

金 銭 ・ 情 報 等 の 流 れ を 整 理 し て お く 。  
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（ 1）  三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引  

ま ず 、 三 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 流 れ を チ ャ ー ト で 示

す と 、〔 図 表 1〕 の よ う に な る 。  

 

三 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 根 幹 部 分 は 、 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 会 社 が 、 カ ー ド 会 員 と 加 盟 店 の 双 方 と の 間 に 、 直 接 の 契 約 関 係

を 結 ん で い る 点 で あ り 、 こ の 点 が 、 カ ー ド 会 員 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド

会 社 に 対 す る 責 任 追 及 の 根 拠 を 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の 加 盟 店 に

対 す る 監 督 義 務 に 求 め る 今 日 の 通 説 の 基 礎 と な っ て い る 。  

一 方 、 資 金 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 （ 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 ）

→ 加 盟 店（ 販 売 業 者 ）、カ ー ド 会 員（ 購 入 者 ）→ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会

社 （ 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 ） と 流 れ る の で 、 結 局 、 カ ー ド 会 員 は 、

代 金 を ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 経 由 で 販 売 業 者 に 払 っ て い る こ と に な

る が 、 販 売 業 者 に は 、 自 社 割 賦 の 場 合 と 異 な り 、 代 金 を 即 時 全 額 受

領 で き る メ リ ッ ト が あ る こ と か ら 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 加 盟 店

手 数 料 を 支 払 っ て で も 加 盟 店 契 約 を 締 結 す る こ と を 考 え る 。 一 方 、

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社  

カ ー ド 会 員  加 盟 店  

商 品 ・ 役 務 提 供  

カ ー ド の 提 示  

加 盟 店 契 約  

会 員 契 約

立 替 払  

（ カ ー ド 交 付 ）

 

〔 図 表 1〕  三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引  

代 金 支 払  
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カ ー ド 会 員 の 側 で は 、 代 金 支 払 を 一 定 期 間 猶 予 し て も ら う メ リ ッ ト

と 引 換 え に 、 原 則 と し て 年 会 費 や 据 置 期 間 に 対 応 す る 手 数 料 を 支 払

う こ と に な る ( 1 2 )。  

 

（ 2）  多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引  

一 方 、 四 当 事 者 以 上 の 多 数 当 事 者 間 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 と 三

当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 と の 違 い は 、 ① 2 種 類 の ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 会 社 が 登 場 す る （ 国 際 カ ー ド 発 行 権 を 持 た な い カ ー ド 発 行 会

社 が 介 在 す る 場 合 は 3 種 類 ）こ と 、② カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店 管 理

カ ー ド 会 社 に は 、 直 接 の 契 約 関 係 が な く 、 国 際 ブ ラ ン ド の 運 営 す る

決 済 機 構 に 互 い に 加 盟 し て い る 関 係 に あ る こ と 、 ③ カ ー ド 会 員 が 取

引 可 能 な 販 売 店 は 、 会 員 の 所 属 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 と 加 盟 店

契 約 を 締 結 し て お ら ず 、 し た が っ て 、 直 接 の 資 金 交 付 が な さ れ な い

こ と が あ げ ら れ る 。  

な お 、カ ー ド 会 員 が 取 引 可 能 な 販 売 店 に は 、 ( i )三 当 事 者 型 に お け

る の と 同 様 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 と の 間 に 直 接 加 盟 店 契 約 が あ る

場 合 と 、( i i )加 盟 店 契 約 が 存 在 せ ず 、他 の プ リ ン シ パ ル メ ン バ ー の 加

盟 店 で あ る 場 合 が あ り ( 1 3 )、さ ら に 、 ( i i i )自 社 や 他 の プ リ ン シ パ ル メ

ン バ ー と の 直 接 の 加 盟 店 契 約 も な く 、「 決 済 代 行 会 社 」や「 包 括 加 盟

店 」を 通 じ て ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 が 可 能 と な っ て い る 場 合 も あ る 。 

同 じ 多 数 当 事 者 型 の 法 律 関 係 で は あ る が 、( i i )の 四 当 事 者 型 と ( i i i )

の 五 当 事 者 以 上 の 多 数 当 事 者 の 法 律 関 係 も 大 き く 異 な っ て い る こ と

か ら 、 以 下 で は 、 ( i i )の 場 合 と ( i i i )の 場 合 を 区 別 す る た め に 、 ( i i )に

つ い て は 「 四 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 」 と 呼 び 、 ( i i i )の 場 合

を 指 し て 「 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 」 と 呼 称 す る こ と に

す る 。  
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以 下 、 ( i i i )多 数 当 事 者 型 を 念 頭 に 話 を 進 め る な ら ば 、 こ の 場 合 に

お け る 決 済 代 行 会 社 や 包 括 加 盟 店 は 、自 身 が 加 盟 店 契 約 を 締 結 し て 、

加 盟 店 管 理 会 社 か ら カ ー ド 利 用 代 金 を 受 領 す る 一 方 で 、 個 々 の 販 売

業 者 と の 関 係 で は 、 あ た か も 加 盟 店 管 理 会 社 の よ う に 、 カ ー ド 利 用

代 金 の 支 払 機 能 を 果 た す 。  

さ ら に 、 国 際 ブ ラ ン ド を 搭 載 し た ク レ ジ ッ ト カ ー ド （ 以 下 「 国 際

カ ー ド 」 と い う ） の 場 合 に は 、 金 融 機 関 と 国 際 ブ ラ ン ド が 加 わ る ほ

か 、二 次 カ ー ド 会 社 ( 1 4 )が カ ー ド を 発 行 し た 場 合 や 、実 際 の 取 引 の 販

売 店 に 決 済 代 行 会 社 や 包 括 加 盟 店 が 加 わ っ た 場 合 に は 、 六 当 事 者 以

国 際 ブ ラ ン ド  

国 内 カ ー ド 会 員  国 内 事 業 者 （ 店 子 加 盟 店 ） 

国 際 ブ ラ ン ド 規 約  国 際 ブ ラ ン ド 規 約  

〔 図 表 2〕  多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 （ そ の １ ）  

（ 国 内 の 場 合 は 、  
国 内 シ ス テ ム に よ る 清 算 ）

二 次 カ ー ド 会 社  

国 内 カ ー ド 発 行 会 社  

決 済 代 行 会 社  包 括 加 盟 店  

国 内 ・ 国 外 加 盟 店 管 理 会 社  

（ 国 内 の 場 合 は 、  
提 携 関 係 が あ る  
場 合 が 多 い ）  

包 括  
加 盟 店

契 約  

会 員 規 約  会 員 契 約

提 携 契 約  

加 盟 店  
契 約  

加 盟 店

契 約  

売 買 ・ 役 務 提 供

カ ー ド の 提 示  
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上 の 関 係 者 が 関 与 す る こ と に な る 。  

一 方 、 決 済 の 流 れ は 、 購 入 者 と 販 売 業 者 の 間 の 購 入 契 約 が 国 内 取

引 か 海 外 取 引 か で 若 干 異 な り 、 国 内 取 引 に つ い て は 、 国 内 カ ー ド 会

社 が 共 同 で 利 用 す る 情 報 処 理 セ ン タ ー を 利 用 し て 清 算 さ れ る の が 原

則 で あ る が ( 1 5 )、海 外 加 盟 店 管 理 会 社 を 経 由 し て 、国 際 ブ ラ ン ド の 決

済 シ ス テ ム が 用 い ら れ る 場 合 も あ り 、 こ の 場 合 に は 、 加 盟 店 管 理 会

社 か ら 直 接 的 ま た は 間 接 的 に 販 売 店 に 代 金 が 支 払 わ れ 、 一 方 、 国 際

ブ ラ ン ド の 決 済 シ ス テ ム を 経 由 し て 利 用 代 金 債 権 を 取 得 し た カ ー ド

発 行 会 社 は 、 国 際 カ ー ド を 利 用 し た カ ー ド 会 員 に 対 し て 代 金 請 求 を

す る こ と が で き る 仕 組 み と な っ て い る ( 1 6 )。た だ し 、国 際 ブ ラ ン ド お

よ び 加 盟 店 管 理 会 社 を 介 在 し た 決 済 で あ る こ と か ら 、 カ ー ド 会 員 は

三 当 事 者 型 の よ う に 加 盟 店 に 対 し て 分 割 払 い や リ ボ ル ビ ン グ 払 い を

指 定 す る こ と は で き ず 、会 員 の 利 用 は 、全 て 25 日 か ら 60 日 後 の マ

ン ス リ ー ク リ ア（ 一 括 払 い ）で 処 理 さ れ て い る ( 1 7 )。な お 、会 員 の 実

際 の 支 払 方 法 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 会 社 と の 契 約 に 従 い 、 こ の

点 に 関 し て 、 国 際 ブ ラ ン ド 、 加 盟 店 管 理 会 社 、 販 売 業 者 は 一 切 関 係

を も た な い 。 こ の よ う に 、 会 員 が 分 割 払 い や リ ボ ル ビ ン グ 払 い を 選

択 し て 割 賦 販 売 法 の 適 用 の あ る 信 用 供 与 を 受 け る か 、 割 賦 販 売 法 の

適 用 の な い 1 回 払 い の ま ま か は 、 国 際 ブ ラ ン ド 、 加 盟 店 管 理 会 社 、

販 売 業 者 の 取 引 実 務 や 手 数 料 負 担 に 何 ら の 影 響 を 与 え な い 点 が 、 こ

れ ら が 加 盟 店 手 数 料 の 料 率 、 立 替 サ イ ト に 影 響 す る 三 当 事 者 型 取 引

と 大 き く 異 な っ て い る 。  
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（ 太 線 ＝ 金 の 流 れ 。 破 線 ＝ 情 報 ・ モ ノ の 流 れ ）  

 

①  会 員 が カ ー ド 券 面 の 提 示 ま た は カ ー ド 番 号 の 通 知 並 び に 署 名 ま た

は 暗 証 番 号 の 入 力 に よ り 、 代 金 の カ ー ド 決 済 の 申 し 込 み を 行 う 。  

②  加 盟 店 は 、 カ ー ド が 有 効 な カ ー ド か 、 与 信 限 度 枠 内 か 等 の 点 に つ

き 、加 盟 カ ー ド 会 社（ 加 盟 店 管 理 会 社 ）を 通 じ た 確 認 が 必 要 で あ り 、

カ ー ド 発 行 会 社 （ 二 次 カ ー ド 会 社 を 含 む 。 以 下 同 じ ） の 承 認 を う け

る 。  

カ ー ド 会 員  

〔 図 表 3〕  多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 （ そ の 2）  

加 盟 店  

金 融 機 関  

⑪ 入 金

① カ ー ド の 提 示  

③ 商 品 ・ 役 務 提 供  

カ ー ド 発 行 会 社  

二 次 カ ー ド 会 社  

② 売 上 の  
承 認 依 頼  

金 融 機 関  決済代行会社等

⑫ 口 座 引 落  
入 金  

⑩ 請 求 書 の

送 付  
⑤ 利 用 金 額

の 支 払  
④ 代 金 の  

請 求  

加 盟 店 管 理 会 社  

国 際 ブ ラ ン ド  

⑨ 支 払  
⑦ 支 払

② 承 認 依 頼  
⑥ 請 求 デ ー タ  

② 承 認 依 頼  
⑧ 請 求 デ ー タ  

⑤ 利 用 金 額

の 入 金  
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③  承 認 結 果 に 基 づ き 、 商 品 の 引 渡 し 、 サ ー ビ ス の 提 供 を 行 う 。  

④  加 盟 店 は 、 掛 売 り し た 売 上 伝 票 や 売 上 デ ー タ を 自 分 が 加 盟 す る カ

ー ド 会 社 に 送 付 し 、 代 金 相 当 額 の 支 払 を 請 求 す る 。  

⑤  加 盟 店 管 理 会 社 は 、 加 盟 契 約 に 基 づ く 所 定 の 支 払 期 日 に 、 代 金 相

当 額 か ら 加 盟 店 手 数 料 を 控 除 し た 金 額 が 金 融 機 関 を 通 じ て 、 加 盟 店

の 届 け 出 た 預 金 口 座 の あ る 金 融 機 関 に 送 金 に よ り 支 払 わ れ る 。  

⑥  加 盟 店 管 理 会 社 は 、 国 際 ブ ラ ン ド に 対 し て カ ー ド 会 員 の 利 用 代 金

を 請 求 す る 。  

⑦  国 際 ブ ラ ン ド は 、 利 用 代 金 か ら イ ン タ ー チ ャ ー ジ ・ フ ィ ー ( 1 8 ） と

ブ ラ ン ド ・ フ ィ ー ( 1 9 ） を 控 除 し た 残 額 を 加 盟 店 管 理 会 社 に 支 払 う 。  

⑧  国 際 ブ ラ ン ド は 、 カ ー ド 発 行 会 社 に 対 し て 会 員 の 利 用 代 金 に 係 る

請 求 デ ー タ を 送 り 、 国 際 ブ ラ ン ド へ の 支 払 を 請 求 す る 。  

⑨  カ ー ド 発 行 会 社 は 、 イ ン タ ー チ ャ ー ジ ・ フ ィ ー を 控 除 し 、 ブ ラ ン

ド・フ ィ ー を 加 算 し て 国 際 ブ ラ ン ド に 支 払 う 。（ 二 次 カ ー ド 会 社 分 は 、

二 次 カ ー ド 会 社 に 手 数 料 と と も に 請 求 す る ）。  

⑩  カ ー ド 発 行 会 社 は 、 会 員 が 利 用 し た カ ー ド 利 用 の 明 細 書 を 毎 月 1

回 作 成 し 、 カ ー ド 会 員 の 指 定 す る 住 所 （ ま た は 、 電 子 メ ー ル ア ド レ

ス ） に 送 付 す る 。  

⑪  会 員 は 、 利 用 代 金 を 所 定 期 日 ま で に 全 額 、 ま た は カ ー ド 発 行 会 社

と の 約 定 に よ る 金 額 を 銀 行 口 座 に 入 金 す る 。  

⑫  口 座 振 替 の 方 法 に よ り カ ー ド 発 行 会 社 に 所 定 の 代 金 が 支 払 わ れ る 。 
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第 2 節  クレジットカード取引をめぐる法規制の歴史  

 

以 上 の よ う に 、 同 じ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で あ っ て も 、 そ の 取 引

構 造 は 、 二 当 事 者 型 あ る い は 三 当 事 者 型 と 、 四 当 事 者 型 あ る い は そ

れ 以 上 の 多 数 当 事 者 型 と で 大 き く 異 な っ て い る が 、に も か か わ ら ず 、

割 賦 販 売 法 が 、 二 当 事 者 型 あ る い は 三 当 事 者 型 に し か 妥 当 し な い 法

制 度 で あ る 「 抗 弁 の 接 続 」 規 定 を 導 入 し た の は 、 こ の 規 定 が 導 入 さ

れ た 昭 和 59(1984)年 改 正 当 時 の 時 代 背 景 と 関 係 し て い る 。  

わ が 国 に お い て ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 今 日 の よ う に 一 般 化 し た の

は 、 VISA、MasterCard と い っ た 国 際 カ ー ド の 利 用 が 本 格 的 に 可 能

に な り 、 カ ー ド 会 社 の 間 で 加 盟 店 の 相 互 開 放 が 行 わ れ る よ う に な る

平 成 元 (1989)年 以 降 で あ る ( 2 0 )。  

一 方 、 割 賦 販 売 法 に お い て 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 」 あ る い は 「 カ ー

ド 」と い う 言 葉 が 用 い ら れ る よ う に な る の は 、昭 和 47(1972)年 改 正

以 降 の こ と で あ っ て 、そ れ 以 前 は 、「 チ ケ ッ ト 」や「 ク ー ポ ン 」等 を

念 頭 に 置 く 「 証 票 」 と い う 用 語 が 用 い ら れ て い た ( 2 1 )。「 チ ケ ッ ト 」

や 「 ク ー ポ ン 」 と い う の は 、 戦 後 チ ケ ッ ト 団 体 や 信 販 会 社 が 発 行 し

て い た も の で 、 会 員 証 を 提 示 し て 購 入 金 額 相 当 分 の 「 チ ケ ッ ト 」 や

「 ク ー ポ ン 」 券 を 渡 す こ と に よ り 、 代 金 の 分 割 払 い が で き る も の で

あ っ た が 、後 述 す る よ う に 、平 成 4(1992)年 6 月 19 日 に 廃 止 さ れ る

ま で 、 異 な っ た 都 道 府 県 に 所 在 す る 百 貨 店 の 店 舗 に 共 通 し て 使 用 で

き る「 チ ケ ッ ト 」や「 ク ー ポ ン 」を 発 行 す る こ と が 禁 じ ら れ て お り 、

こ れ が 信 販 会 社 等 の 発 行 す る 分 割 払 い の ク レ ジ ッ ト カ ー ド に と っ て

大 き な 制 約 と な っ て い た ( 2 2 )。し た が っ て 、割 賦 販 売 法 の 適 用 の な い

マ ン ス リ ー ク リ ア 方 式 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 し か 、 全 国 的 に は 取

り 扱 わ れ て い な か っ た と い う 事 情 が あ る 。  

本 章 第 1 節 で も 触 れ た よ う に 、わ が 国 に お け る 販 売 信 用 に 関 す る

法 制 度 整 備 は 立 ち 遅 れ て お り 、 唯 一 存 在 す る 割 賦 販 売 法 も 、 平 成

20(2008)年 改 正 ま で そ の 適 用 範 囲 が 、特 定 の 商 品・権 利・役 務（「 指

定 商 品 」「 指 定 権 利 」「 指 定 役 務 」。 旧 割 賦 販 売 法 2 条 5 項 ） を 、 分
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割 払 い の 方 法 で 購 入 す る 場 合 に 限 ら れ る な ど 、 日 々 進 化 ・ 発 展 す る

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 後 追 い を し て い る 状 況 で あ る 。 消 費 者 保 護

の た め の 法 制 度 で あ る 「 抗 弁 の 接 続 」 に つ い て も 同 様 で あ る 。  

わ が 国 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 歴 史 的 な 発 展 過 程 と 、 販

売 信 用 に 関 す る 規 制 を 年 表 の 形 で 対 応 さ せ れ ば 〔 図 表 4〕 の よ う に

な る 。 以 下 、 本 節 で は 、 こ れ ら 各 時 代 に お い て 、 ど の よ う な 販 売 信

用 の 形 態 を タ ー ゲ ッ ト と し て 法 規 制 が 行 わ れ て き た か 、 ま た 、 そ こ

に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 へ の 対 応 は ど の よ う な も の で あ っ た

か に つ き 概 観 す る ( 2 3 )。  

〔 図 表 4〕  日 本 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド お よ び 法 規 制 の 歴 史 的 展 開  

 ク レ ジ ッ ト カ ー ド  法 規 制 等  

昭 和 2 6 ( 1 9 5 1 )  
6 . 7  日 本 信 販 が デ パ ー ト で 使 え

る 「 ク ー ポ ン 」 券 発 行 開 始

 

昭 和 3 4 ( 1 9 5 9 )  
 1 0 . 2 4 通 産 大 臣 通 達 （ 3 4 企 局

2 1 9 5 号 ）「百 貨 店 業 者 の 割

賦 販 売 自 粛 に つ い て 」  

昭 和 3 5 ( 1 9 6 0 )  
1 2 . 2 2 日 本 ダ イ ナ ー ス ク ラ ブ 設

立 （ J T B と 契 約 )  
1 .   丸 井 が 紙 製 の ク レ ジ ッ ト

カ ー ド を 発 行  

 

昭 和 3 6 ( 1 9 6 1 )  
1 . 2 5  J C B 設 立  

初 の 国 内 カ ー ド 発 行  
7 .  1  割 賦 販 売 法 （ 法 律 第 1 5 9

号 ） 制 定  

昭 和 4 1 ( 1 9 6 6 )  
1 0 .    日 本 信 販 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 発 行 開 始  
 

昭 和 4 2 ( 1 9 6 7 )  
4 . 1 4 日 本 割 賦 協 会（ 現 日 本 ク レ

ジ ッ ト 協 会 ） 設 立  
8．  J C B ア メ ッ ク ス カ ー ド（ 国

際 カ ー ド ） 発 行 取 次 開 始

1 2．  ダ イ ヤ モ ン ド ク レ ジ ッ ト

( D C )設 立 。  
1 2． 住 友 ク レ ジ ッ ト サ ー ビ ス 設 立

 

昭 和 4 3 ( 1 9 6 8 )  
３ ． ミ リ オ ン カ ー ド サ ー ビ ス

( M C )設 立  
1 0．  住 友 カ ー ド 国 際 カ ー ド

( V I S A )国 内 初 発 行  
日 本 信 販 が 高 島 屋 と 提 携

し て 提 携 （ 代 行 ） カ ー ド 発

行 を 開 始  

5 . 2 9  割 賦 販 売 法 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 （ 法 律 第 7 2 号 ）

5 . 3 0  消 費 者 保 護 基 本 法 の 制 定

昭 和 4 4 ( 1 9 6 9 )  
6．  ユ ニ オ ン ク レ ジ ッ ト ( U C )

設 立  
6． 日 専 連 が 全 国 共 通 ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 発 行 を 決 議  
D C 国 際 カ ー ド ( M a s t e r  
C h a r g e )発 行  

3 . 2 5  地 方 自 治 法 の 改 正 。固 有

業 務 に 「 消 費 者 保 護 」 追

加 。  
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昭 和 4 7 ( 1 9 7 2 )  
   三 菱 銀 行 「 総 合 口 座 」 導 入

日 本 信 販 と 鹿 児 島 信 販 が

相 互 交 流 の 共 通 ク レ ジ ッ

ト カ ー ド を 発 行  

6 . 1 6  割 賦 販 売 法 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 （ ク レ ジ ッ ト カ

ー ド の 追 加 ）  

昭 和 4 8 ( 1 9 7 3 )  
日 本 信 販 国 際 カ ー ド

( M a s t e r  C h a r g e )発 行  
4 . 2  通 産 大 臣 通 達 （ 4 8 企 局

2 7 4 号 ）「 割 賦 購 入 あ っ せ

ん 契 約 約 款 の 作 成 基 準 等

に つ い て 」  

昭 和 5 1 ( 1 9 7 6 )  
 6 .  4  訪 問 販 売 等 に 関 す る 法 律

附 則 3 条 に よ る 改 正  

昭 和 5 2 ( 1 9 7 7 )  
7 .   オ リ エ ン ト フ ァ イ ナ ン ス

が 「 広 域 カ ー ド 」 発 行  
1 0．  東 武 百 貨 店 が P O S 連 動 に

よ る リ ボ ル ビ ン グ 方 式 の

ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行  

 

昭 和 5 5 ( 1 9 8 0 )  
2．  住 友 V I S A カ ー ド （ 国 内 外

共 通 カ ー ド ） 発 行 開 始  
5．  V I S A ジ ャ パ ン を 設 立  

 

昭 和 5 6 ( 1 9 8 1 )  
2． D C , M C , U C が マ ス タ ー カ ー

ド ロ ゴ の 国 内 外 共 通 カ ー ド

発 行 開 始  
  J C B 初 の 国 際 カ ー ド 発 行  

5．  銀 行 法 改 正 （ ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 業 務 が 付 随 業 務 に ）  
8 . 1 2  通 達 （ 5 6 産 局 7 3 4 号 「 信

用 販 売 に 係 る 分 割 払 手 数

料 の 徴 収 に つ い て 」  

昭 和 5 7 ( 1 9 8 2 )  
 8 .  西 武 百 貨 店 グ ル ー プ 統 一 自

社 カ ー ド 「 セ ゾ ン 」 発 行  
  以 降 流 通 系 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 会 社 の 設 立 相 次 ぐ  

 

昭 和 5 8 ( 1 9 8 3 )  
1 0 . 1 7 地 銀 バ ン ク カ ー ド の 誕 生  
11 . 1  銀 行 系 カ ー ド 会 社 7 社 で 共

同 シ ス テ ム と し て の C AT
利 用 開 始  

4 . 2 8  貸 金 業 規 制 法 が 成 立  
7 . 2 7  通 達（ 5 8 産 局 4 5 6 号 )「 個

人 信 用 情 報 機 関 の 整 備 に

つ い て 」  

昭 和 5 9 ( 1 9 8 4 )  
 5 .  信 販 系 銀 行 系 で 共 同 C AT が

ス タ ー ト    
8 .  家 電 系 ク レ ジ ッ ト 会 社 4 社

が 「 カ ー ド ジ ャ パ ン 」 を 設

立  
 8 .  郵 政 省 「 日 本 信 販 ・ 郵 便 貯

金 ジ ョ イ ン ト カ ー ド 」 発 行

1 0． 日 本 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 協 会

( J C C A )結 成  

6 .  2  割 賦 販 売 法 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 （ 抗 弁 権 規 定 を

創 設 ）  
11 . 2 6  標 準 カ ー ド 会 員 規 約・モ デ

ル 書 面 に つ い て の 通 達  

昭 和 6 0 ( 1 9 8 5 )  
4 . 1  ㈱ 信 用 情 報 セ ン タ ー（ 現 シ

ー ・ ア イ ・ シ ー ） 営 業 開 始

 4 .   J A L カ ー ド 設 立  
 4 .   大 協 石 油 が ダ ブ ル カ ー ド 方

式 で「 ア イ デ ス カ ー ド 」発 行

 9 .   国 鉄 が J N R カ ー ド 発 行  
1 0 .  日 本 生 命 が ニ ッ セ イ カ ー ド

サ ー ビ ス 設 立  

 

昭 和 6 1 ( 1 9 8 6 )  
1 .  共 同 石 油 が 日 本 信 販 と ツ イ

ン 方 式 で 「 共 石 カ ー ド 」 を

発 行  
 4 .   出 光 興 産 が 出 光 ク レ ジ ッ ト

設 立  
 9 . 1  日 本 信 販 が ノ ン バ ン ク 初 の

V I S A ス ペ シ ャ ル ラ イ セ ン

3 . 4  通 達 「 消 費 者 信 用 情 報 機

関 等 に お け る 消 費 者 信 用

情 報 の 管 理 等 に つ い て 」
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シ ー 獲 得   

昭 和 6 2 ( 1 9 8 7 )  
3 . 2 0 三 信 用 情 報 機 関 に よ る 信  

用 情 報 交 換 制 度 ( C R I N )開
始  

 3 . 3 1 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 枚

数 １ 億 枚 突 破 （ 1 億 1 0 3 6
万 枚 ）  

 

昭 和 6 3 ( 1 9 8 8 )  
 7 .   日 本 信 販 が 「 国 際 カ ー ド ビ

ジ ネ ス 協 会 」 を 設 立  
1 0．  銀 行 系 で D C が 初 め て デ ュ

ア ル（ マ ス タ ー ・ V I S A）発

行 を 開 始  

5 . 1 7  訪 問 販 売 等 に 関 す る 法 律

の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 法 律 第 4 3 号 ）附 則 5 条

に よ る 改 正  

平 成 元 ( 1 9 8 9 )  
1 .  「 オ ム ニ カ ー ド 協 会 」 を 設

立 し 、 ビ ザ ・ ジ ャ パ ン グ ル

ー プ 各 社 が マ ス タ ー カ ー ド

発 行 を 開 始  
2 .  「 マ ス タ ー カ ー ド ジ ャ パ

ン 」 設 立  

 7 . 7  大 臣 告 示 「 個 人 情 報 保 護 措

置 登 録 簿 制 度 」  
1 0 . 2 0 販 売 信 用 取 引 に お け る 電

子 計 算 機 処 理 に 係 る 個 人

信 用 情 報 保 護 の た め の ガ

イ ド ラ イ ン （ 案 ） の 策 定 、

平 成 4 ( 1 9 9 2 )  
9 . 1 銀 行 系 カ ー ド 会 社 に リ ボ ル

ビ ン グ 方 式 が 解 禁    
J C B リ ボ 払 い 取 扱 い 開 始

6 . 1 9  3 4 年 通 達 の 廃 止  
 5 . 2 6  通 達「 加 盟 店 情 報 交 換 制 度

の 創 設 ・ 運 営 に つ い て 」  
 6 . 5   特 定 債 権 の 譲 渡 等 の 規 制

に 関 す る 法 律 制 定  

平 成 8 ( 1 9 9 6 )  
1 0   日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会

「 E C（ 電 子 商 取 引 ） ク レ

ジ ッ ト 取 引 調 査 研 究 委 員

会 」 報 告 書 公 表  

5 . 2 2  訪 問 販 売 等 に 関 す る 法 律

お よ び 通 商 産 業 省 設 置 法

の 一 部 を 改 正 す る 法 律 附

則 3 条 に よ る 改 正  

平 成 11 ( 1 9 9 9 )  
 4 . 2 3  訪 問 販 売 等 に 関 す る 法 律

お よ び 割 賦 販 売 法 の 一 部

を 改 正 す る 法 律 2 条 に よ

る 改 正  

平 成 1 2 ( 2 0 0 0 )  
9 .  警 察 庁 と の 連 携 を 目 的 に

「 全 国 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 犯

罪 対 策 連 絡 協 議 会 」 を 設 置

  
J C B 加 盟 店 獲 得 業 務 受 託 会

社 設 立  

1 1 . 1 7  訪 問 販 売 等 に 関 す る 法 律

お よ び 割 賦 販 売 法 の 一 部

を 改 正 す る 法 律 2 条 に よ

る 改 正  
1 1 . 2 7  書 面 の 交 付 等 に 関 す る 情

報 通 信 の 技 術 の 利 用 の た

め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関

す る 法 律 3 8 条 に よ る 改 正

平 成 1 3 ( 2 0 0 1 )  
6 . 1  銀 行 系・流 通 系 カ ー ド 社 に

総 合 割 賦（ 分 割 払 方 式 の カ

ー ド 発 行 ） を 解 禁  
3 . 2 8  「 ク レ ジ ッ ト 産 業 に お け

る 個 人 信 用 情 報 の 保 護・利

用 に 関 す る 自 主 ル ー ル 」策

定  

 6 . 2 6  刑 法 改 正 に よ り 、カ ー ド の

電 磁 情 報 の 窃 取 、 偽 造 カ

ー ド の 保 持 な ど を 刑 罰 化  

平 成 1 4 ( 2 0 0 2 )  
 9 .  ク レ ジ ッ ト 端 末 機 約 9 0 万 台

（ C AT 約 4 4 万 台 、 C C T 約

5 4 万 台 ） 設 置  
 
  ク レ ジ ッ ト カ ー ド 不 正 利 用

額 が 平 成 1 2 年 度 の 3 0 8 億 円

を ピ ー ク に 減 少 傾 向 明 確 化

6 . 1 2  証 券 決 済 制 度 等 の 改 革 に

よ る 証 券 市 場 の 整 備 の た

め の 関 係 法 律 の 整 備 等 に

関 す る 法 律 附 則 3 7 条 に よ

る 改 正  
1 2 . 1 3  行 政 手 続 等 に お け る 情 報

通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す

る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係

法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法
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律 6 4 条 に よ る 改 正  

平 成 1 6 ( 2 0 0 4 )  
  I C カ ー ド 発 行 が 本 格 化  5 . 1 2  特 定 商 取 引 に 関 す る 法 律

お よ び 割 賦 販 売 法 の 一 部

を 改 正 す る 法 律 2 条 に よ

る 改 正  
1 2 .  3  信 託 業 法 附 則 5 4 条 に よ る

改 正  

平 成 2 0 ( 2 0 0 8 )  
  6 . 1 8  特 定 商 取 引 に 関 す る 法 律

お よ び 割 賦 販 売 法 の 一 部

を 改 正 す る 法 律 （ 法 律 第

7 4 号 ） 3 条 ・ 4 条 に よ る

改 正  

平 成 2 1 ( 2 0 0 9 )  
 4 . 1  自 主 規 制 機 関 と し て の 日 本

ク レ ジ ッ ト 協 会 設 立 認 可  
1 2 . 1  包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん に

係 る 自 主 規 制 規 則 施 行  
1 2 . 1  ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等

の 適 切 な 管 理 等 に 関 す る 自

主 規 制 規 則 施 行  

6 .  5  消 費 者 庁 お よ び 消 費 者 委

員 会 設 置 法 の 施 行 に 伴 う

関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る

法 律 （ 法 律 第 4 9 号 ） 1 0
条 ・ 2 9 条 に よ る 改 正  

平 成 2 3 ( 2 0 11 )  
 6 . 2 4  情 報 処 理 の 高 度 化 等 に 対

処 す る た め の 刑 法 等 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 （ 法 律

第 7 4 号 ） 附 則 3 2 条 に よ

る 改 正  

平 成 2 4 ( 2 0 1 2 )  
 3 . 3 1  不 正 ア ク セ ス 行 為 の 禁 止

等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を

改 正 す る 法 律 （ 法 律 第 1 2
号 ） 附 則 2 条 に よ る 改 正

8 .  1  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行

為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律

の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 法 律 第 5 3 号 ） 附 則 1 5
条 ・ 1 6 条 に よ る 改 正  

平 成 2 6 ( 2 0 1 4 )  
5 . 3 1  I C カ ー ド 対 応 端 末 機 が

1 0 0 万 台 を 突 破  
6 . 2 4   「 日 本 再 興 戦 略 改 訂 2 0 1 4」

（ 海 外 発 行 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 等 で の 現 金 引 出 が 可

能 な AT M の 普 及 を 目 指

す ）  

1 1 . 2 1 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防

止 に 関 す る 法 律 の 一 部 を

改 正 す る 法 律  

平 成 2 7  ( 2 0 1 5 )  
7 . 3   産 業 構 造 審 議 会 商 務 流 通

情 報 分 科 会 割 賦 販 売 小 委

員 会 報 告 書  

9 . 9   個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る

法 律 及 び 行 政 手 続 に お け

る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る

た め の 番 号 の 利 用 等 に 関

す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 案  
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1． ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 原 型  

 

わ が 国 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド に は 、返 済 方 法 に よ っ て (a )分 割 払 い が

で き る 方 式 、(b )リ ボ ル ビ ン グ 払 い が で き る 方 式 、( c )ボ ー ナ ス 払 な ど

3 回 未 満 の 分 割 で 、二 月 を 超 え る 支 払 猶 予 が 認 め ら れ る 方 式 、 (d )二

月 以 内 に 一 括 で 支 払 う 方 式 の 4 種 類 が あ る 。  

こ れ ら は 、 平 成 20 年 (2008 )年 割 賦 販 売 法 に お い て 、 そ れ ぞ れ (a )

が 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん （ 通 常 分 割 方 式 : 2 条 3 項 1 号 ）、 (b )が 包 括

信 用 購 入 あ っ せ ん （ リ ボ ル ビ ン グ 方 式 : 2 条 3 項 2 号 ）、 ( c )が 包 括 信

用 購 入 あ っ せ ん （ ボ ー ナ ス 払 い な ど ： 2 条 3 項 1 号 )、 (d )が 二 月 払

購 入 あ っ せ ん（ マ ン ス リ ー ク リ ア 方 式：35 条 の 16 第 2 項 )と し て 規

定 さ れ て お り ( 2 4 )、全 て の 方 式 に 対 し て 何 ら か の 業 務 規 制 が 行 わ れ る

よ う に な っ た 。   

し か し 、昭 和 36(1961)年 割 賦 販 売 法 制 定 の 時 点 で 規 制 の 対 象 と な

っ て い た の は 、 (a )の 通 常 分 割 方 式（ 当 時 は「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 」と

呼 称 さ れ た ）の み で あ っ た 。そ の 後 の 昭 和 59(1984)年 の 割 賦 販 売 法

改 正 に よ り 、 (a )の 通 常 分 割 方 式 に 加 え 、 (b )を「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 」

リ ボ ル ビ ン グ 方 式 と し て 規 制 対 象 と し 、そ れ ま で 規 制 の な か っ た「 個

別 信 用 購 入 あ っ せ ん 」 と 併 せ て 消 費 者 保 護 規 定 が 設 け た が 、 ( c ) (d )

に つ い て は 、 規 制 の 対 象 外 で あ っ た 。  

そ も そ も 、 割 賦 販 売 法 の 原 始 規 定 は 、「 割 賦 販 売 」 ( 2 5 )に 関 し て 、

割 賦 販 売 条 件 の 表 示 、 書 面 の 交 付 、 契 約 の 解 除 等 の 制 限 、 契 約 の 解

除 等 に 伴 う 損 害 賠 償 等 の 制 限 な ど 「 購 入 者 等 の 利 益 保 護 」 と な る 規

定 を 定 め て い た が 、「 チ ケ ッ ト 」や「 ク ー ポ ン 」を 利 用 す る「 割 賦 購

入 あ っ せ ん 」に 関 し て 、同 法 の 原 始 規 定 に は 、「 チ ケ ッ ト 」や「 ク ー

ポ ン 」（「 証 票 等 」 と 呼 称 さ れ た ） に つ き 、 不 正 使 用 防 止 の た め の ①

証 票 等 の 譲 受 け や 質 入 れ の 禁 止 と 、 加 盟 店 に 対 す る 支 払 保 証 の た め

の ② 営 業 保 証 金 の 供 託 義 務 が 定 め ら れ て い た に 過 ぎ ず 、 購 入 者 保 護

の た め の 規 定 は 定 め ら れ て い な か っ た ( 2 6 )。  

こ こ で 、割 賦 販 売 法 が 制 定 さ れ た 昭 和 36(1961)年 当 時 の 販 売 信 用
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の 実 態 か ら 概 観 し て お こ う ( 2 7 )。  

こ の 時 代 に は 、 古 く か ら 存 在 す る 掛 売 り 等 の 支 払 繰 延 で あ る （ 後

払 式 ）割 賦 販 売 、積 立 方 式 や 予 約 式 の 前 払 式 割 賦 販 売 の ほ か ( 2 8 )、戦

後 に な っ て 再 登 場 し た 小 売 団 体 で の 利 用 が 中 心 の 「 チ ケ ッ ト 」 や 日

本 信 販 に よ り 新 し く 採 用 さ れ 、 百 貨 店 な ど で も 利 用 で き 、 高 額 な 電

化 製 品 に も 対 応 で き る 「 ク ー ポ ン 」 に よ る 信 用 取 引 が 盛 ん に 行 わ れ

て い た ( 2 9 )。こ の「 チ ケ ッ ト 」や「 ク ー ポ ン 」が 、わ が 国 に お け る ク

レ ジ ッ ト カ ー ド の 前 身 と も い わ れ る こ と が あ る が 、 チ ケ ッ ト は 店 舗

台 帳 で の 印 鑑 照 合 が 行 わ れ 、「 ク ー ポ ン 」で は 、会 員 証 に お け る 印 鑑

照 合 が 行 わ れ る な ど 、「 一 種 の 金 券 」で あ っ て 、サ イ ン の み で 売 掛 が

で き る ク レ ジ ッ ト カ ー ド と は 、 似 て 非 な る も の で あ っ た と い え よ う

( 3 0 )。ま た 、日 本 信 販 の「 ク ー ポ ン 」は 、官 公 庁 や 一 流 企 業 に 所 属 し

て い る 給 与 所 得 者 が 会 社 に 依 頼 し て 厚 生 課 長 や 総 務 部 長 が 管 理 し て

い る 「 ク ー ポ ン 」 券 を 発 行 し て も ら い 、 利 用 後 は 、 代 金 を 給 与 か ら

天 引 き し て 支 払 う と い う シ ス テ ム で あ り 、 チ ケ ッ ト 団 体 の よ う な 集

金 人 が 不 要 で あ り 、企 業 の 福 利 厚 生 の 一 環 と も い え る 制 度 で あ っ て 、

純 粋 な 「 消 費 者 信 用 」 と は 言 い 難 い 面 が あ っ た ( 3 1 )。  

こ の 日 本 信 販 の シ ス テ ム は 、 大 企 業 に 勤 務 す る 優 良 顧 客 を 囲 い 込

み 、 大 資 本 を 持 つ 百 貨 店 と 提 携 す る た め 、 地 域 の 小 売 商 を ひ ど く 刺

激 し 、こ れ を 規 制 す べ き と い う 問 題 に 発 展 し た た め 、昭 和 34(1959)

年 10 月 に 通 商 産 業 〔 現 ・ 経 済 産 業 〕 大 臣 通 達 （ い わ ゆ る 「 34 年 通

達 」） ( 3 2 )が 発 出 さ れ 、 1,000 円 以 下 の 「 チ ケ ッ ト 」 や 「 ク ー ポ ン 」

の 利 用 に よ る 販 売 が 自 粛 さ せ ら れ 、 異 な っ た 地 域 に 所 在 す る 百 貨 店

に 共 通 し て 使 用 で き る 信 販 会 社 の 「 チ ケ ッ ト 」 や 「 ク ー ポ ン 」 類 の

販 売 や 小 売 商 チ ケ ッ ト 発 行 機 関 の 「 ホ ー ム ・ チ ケ ッ ト 」 の 発 行 が 禁

止 さ れ た 。 こ れ に よ り 、 共 通 チ ケ ッ ト な ど の 発 行 は 、 発 行 者 で あ る

信 販 会 社 の 所 在 す る 地 区 を 除 い て 認 め ら れ な く な り 、 そ の 利 用 に つ

い て も 金 額 制 限 と サ ー ビ ス や 食 料 品 な ど に 使 え な い と い う 品 目 制 限

が 行 わ れ る よ う に な っ た ( 3 3 )。  

一 方 で 、 昭 和 35(1960)年 に は 、 ア メ リ カ の Dinners  Club の フ ラ



32 

ン チ ャ イ ズ と し て 富 士 銀 行 （ 現 み ず ほ 銀 行 ） が 日 本 ダ イ ナ ー ス ク ラ

ブ（ 現 シ テ ィ カ ー ド ジ ャ パ ン ㈱ ）を 設 立 し 、翌 昭 和 36(1961)年 1 月

に は 、日 本 信 用 販 売 ㈱（ 現 三 菱 UFJ ニ コ ス ）と 三 和 銀 行 ㈱（ 現 三 菱

東 京 UFJ 銀 行 ）の 折 半 出 資 で ㈱ 日 本 ク レ ジ ッ ト ビ ュ ー ロ ー（ 現 JCB）

を 設 立 し て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 を 開 始 し て い る ( 3 4 )。  

銀 行 は 、 ア メ リ カ の よ う に 銀 行 本 体 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 す

る こ と を 希 望 し て い た が 、 当 時 の 銀 行 法 に は 、 付 随 業 務 と し て ク レ

ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 が 認 め ら れ て い る わ け で は な く 、 ま た 、 当 時 の

大 蔵 省 が 銀 行 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 に 難 色 を 示 し て い た た め 、 銀

行 は 、 関 連 会 社 で ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 せ ざ る を 得 な か っ た ( 3 5 )。 

し か し 、 こ れ ら 資 本 力 が あ っ て 大 量 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 す

る 能 力 の あ る 銀 行 系 カ ー ド 会 社 に 対 し て は 、 中 小 商 業 者 振 興 と 保 護

の 観 点 か ら 、 (a )通 常 分 割 方 式 や (b )リ ボ ル ビ ン グ 方 式 の ク レ ジ ッ ト

カ ー ド の 発 行 が 認 め ら れ ず 、 3 回 払 い 未 満 の 支 払 し か 利 用 で き な い

上 記 ( c )方 式 お よ び (d )方 式 の 利 用 に と ど ま っ た ( 3 6 )。  

一 方 、 信 販 会 社 は 、 銀 行 系 カ ー ド 会 社 の 出 現 に と も な い 、「 チ ケ

ッ ト 」 や 「 ク ー ポ ン 」 制 度 を 順 次 廃 止 し て 、 近 代 的 な ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 制 度 に 切 り 替 え る 必 要 に 迫 ら れ 、 次 々 に 信 販 会 社 は ク レ ジ ッ ト

カ ー ド を 発 行 す る よ う に な っ た ( 3 7 )。し か し な が ら 、信 販 会 社 は 、「 チ

ケ ッ ト 」や「 ク ー ポ ン 」制 度 の 延 長 と し て 、 (a )分 割 払 方 式 の ク レ ジ

ッ ト カ ー ド を 発 行 で き た の が 特 徴 で あ っ た ( 3 8 )。こ の よ う に 信 販 会 社

の ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、「 チ ケ ッ ト 」や「 ク ー ポ ン 」か ら 形 状 が カ ー

ド に 切 り 替 わ っ た に す ぎ ず 、34 年 通 達 の 課 し た 地 理 的 な 制 約 に つ い

て は 依 然 と し て 存 在 し た 。し た が っ て 、割 賦 販 売 法 が 制 定 さ れ て も 、

全 国 で 汎 用 的 に 通 用 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 割 賦 販 売 法 の 総 合 割

賦 購 入 あ っ せ ん に 該 当 し な い 銀 行 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド で あ り 、 分 割

払 方 式 の 信 販 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 普 及 し て い な か っ た の で あ る

( 3 9 )。  

こ の よ う な 状 況 で あ っ た か ら 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 、 年 々 取

扱 高 が 増 加 し て い た も の の 、信 販 系 や 流 通 系 の (a )分 割 払 方 式 を 中 心



33 

と す る 信 用 供 与 額 は 、昭 和 55(1980)年 当 時 5,647 億 円 と 販 売 信 用 全

体 の わ ず か 5.25％ の 規 模 で し か な か っ た ( 4 0 )。  

し か し な が ら 、1970 年 代 頃 ま で は 、ま だ コ ン ピ ュ ー タ 取 引 が 一 般

的 で な か っ た た め 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 有 効 か ど う か は 「 無 効 番 号

一 覧 表 」 で 照 合 さ れ 、 ま た 、 利 用 限 度 範 囲 内 か ど う か は カ ー ド に 貼

付 さ れ る か 、 別 途 発 行 さ れ た お 買 物 帳 に 記 載 さ れ て い る 利 用 記 録 を

も と に 確 認 す る し か な か っ た 。 こ の よ う に 、 現 在 と 比 較 す る と セ キ

ュ リ テ ィ レ ベ ル が き わ め て 低 か っ た 当 時 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で

は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 紛 失 や 盗 難 等 に 伴 う 第 三 者 に よ る 不 正 使 用

と 、 そ の 場 合 の 損 害 賠 償 責 任 の 問 題 が 、 大 き な 問 題 点 で あ っ た ( 4 1 )。 

 

2． カ ー ド を 使 用 し な い 取 引 の 拡 大  

 

上 記 の よ う に 、「 チ ケ ッ ト 」 や 「 ク ー ポ ン 」 に は 、 営 業 地 域 の 制

約 や 支 払 方 法 に つ い て の 制 約 が あ っ た こ と か ら 、 そ の 後 、 金 融 機 関

と 信 販 会 社 は 、「 チ ケ ッ ト 」 や 「 ク ー ポ ン 」、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド な ど

の 証 票 を 使 用 し な い 消 費 者 信 用 取 引 へ と 向 か う こ と に な る 。  

ま ず 取 扱 高 が 増 加 し た の は 、 ① 家 電 製 品 な ど の 購 入 に 利 用 さ れ る

積 立 式 の 前 払 式 割 賦 販 売 、 ② 金 融 機 関 が 提 供 す る 電 化 ロ ー ン ・ ピ ア

ノ ロ ー ン と い っ た「 ロ ー ン 提 携 販 売 」、お よ び 、③ 銀 行 の 発 行 す る マ

ル 専 手 形 と 呼 ば れ る 割 賦 販 売 専 用 の 約 束 手 形 を 利 用 し た 自 動 車 ロ ー

ン で あ っ た ( 4 2 )。  

こ れ を 受 け て 、昭 和 47(1972)年 5 月 に 行 わ れ た 割 賦 販 売 法 改 正 は 、

① 前 払 式 割 賦 販 売 に つ い て は 、 前 受 金 保 全 措 置 を 強 化 す る 目 的 で 、

前 受 金 の 2 分 の 1 相 当 額 の 供 託 が 義 務 化 さ れ 、「 前 払 式 特 定 取 引 」

に 前 払 式 割 賦 販 売 と 同 様 の 規 制 を 導 入 し 、 ② 「 ロ ー ン 提 携 販 売 」 に

つ い て も 、 購 入 者 の 側 か ら み る と 割 賦 販 売 と 同 様 の 経 済 機 能 が あ る

と の 理 由 か ら 、③ 割 賦 販 売 と 同 様 の 規 制 が 導 入 さ れ た ( 4 3 )。ま た 、同

改 正 で は 、割 賦 購 入 あ っ せ ん の 定 義 に つ き 、「 チ ケ ッ ト 」や「 ク ー ポ

ン 」に 加 え 、「 カ ー ド そ の 他 の 媒 体 の 如 何 を 問 わ ず 」と の 文 言 が 追 加
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さ れ た 結 果 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が 「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 」 に 含 ま

れ る こ と が 明 確 に な っ た ( 4 4 )。  

さ ら に 、 同 改 正 で は 、「 購 入 者 等 の 利 益 の 保 護 」 が 割 賦 販 売 法 の

目 的 の 一 つ に 加 え ら れ 、 割 賦 販 売 （ 二 当 事 者 間 の ク レ ジ ッ ト 取 引 ）

に 関 し て は 、割 賦 販 売 条 件 の 表 示 、書 面 の 交 付 義 務 等 の 規 制 が 拡 充・

強 化 さ れ 、「 開 示 ル ー ル 」の 徹 底 と「 ク ー リ ン グ・オ フ 」制 度 が 創 設

さ れ た 結 果 ( 4 5 )、割 賦 販 売 法 は「 消 費 者 保 護 法 」と し て の 性 格 を 併 せ

持 つ 法 律 と な っ た が 、し か し な が ら 、「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 」に 関 し て

は 、 依 然 と し て 消 費 者 保 護 規 定 が 導 入 さ れ る こ と は な か っ た ( 4 6 )。  

だ が 、 上 記 の う ち ② ロ ー ン 提 携 販 売 に 関 し て は 、 上 記 昭 和

47(1972)年 改 正 で 新 た に 規 制 対 象 と な っ た こ と か ら 、 そ の 後 、 こ れ

に 代 わ っ て 、 信 販 会 社 の 扱 う シ ョ ッ ピ ン グ ・ ク レ ジ ッ ト の 取 扱 が 拡

大 し た 。 後 に 「 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん 」 と 呼 ば れ る よ う に な る わ が

国 独 自 の ク レ ジ ッ ト シ ス テ ム ( 4 7 )で あ る 。シ ョ ッ ピ ン グ・ク レ ジ ッ ト

は 、 前 記 34 年 通 達 の 規 制 対 象 と な る 証 票 を 利 用 す る 取 引 で な い た

め 、 取 扱 営 業 地 域 に 地 理 的 な 制 限 が な く 、 営 業 網 を 全 国 に 拡 大 す る

こ と が で き た 。こ の こ と か ら 、シ ョ ッ ピ ン グ・ク レ ジ ッ ト は 、「 チ ケ

ッ ト 」 や 「 ク ー ポ ン 」 に 代 わ っ て 、 衣 料 品 や 日 用 品 か ら 、 ミ シ ン や

ピ ア ノ 、 自 動 車 、 電 機 家 電 商 品 の よ う な 高 額 な 耐 久 消 費 財 の 販 売 に

利 用 さ れ 、 以 降 急 速 に そ の 取 扱 高 を 伸 ば し て い っ た ( 4 8 )。  

 

（ 1) シ ョ ッ ピ ン グ ・ ク レ ジ ッ ト に お け る 問 題  

シ ョ ッ ピ ン グ ・ ク レ ジ ッ ト （ 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん ） は 、 高 額 耐

久 消 費 財 の 販 売 以 外 に は 、 百 科 事 典 や 自 動 販 売 機 な ど の 訪 問 販 売 に

も 利 用 さ れ た 。 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 、 当 時 百 貨 店 や 大 規 模 流 通

小 売 業 者 、 専 門 店 な ど 資 金 力 や 販 売 力 の あ る 業 者 、 地 域 密 着 の 専 門

店 な ど が 加 盟 店 で あ っ た が 、 シ ョ ッ ピ ン グ ・ ク レ ジ ッ ト の 加 盟 店 に

は 、 こ れ ら の 業 者 の ほ か に 、 中 小 事 業 者 が 数 多 く 含 ま れ て お り 、 そ

の 中 に は 資 金 力 に 問 題 を 抱 え る 事 業 者 も い た 。 そ の 結 果 、 信 販 会 社

か ら 立 替 金 を 受 領 し た も の の 、 購 入 者 に は 商 品 を 引 き 渡 さ な い ま ま
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倒 産 す る 販 売 店 や 、 商 品 の 瑕 疵 担 保 責 任 を 負 わ （ え ） な い 販 売 店 の

問 題 が 発 生 す る よ う に な っ て 、 購 入 者 か ら の 商 品 購 入 に 係 る 苦 情 が

増 加 し て 社 会 問 題 化 し た ( 4 9 )。  

商 品 の 未 納 や 瑕 疵 、 修 補 請 求 の 放 置 な ど の 問 題 は 、 買 主 ・ 売 主 の

二 当 事 者 間 で あ れ ば 、 買 主 は 、 そ の 支 払 を 止 め る こ と で 売 主 に 解 決

を 促 す こ と が で き た 。 し か し 、 商 品 の 売 買 と 支 払 関 係 が 別 々 の 契 約

関 係 と な る 三 者 間 取 引 で は 、 シ ョ ッ ピ ン グ ・ ク レ ジ ッ ト の 契 約 書 に

「 売 主 に 対 す る 抗 弁 が あ っ て も 、 当 事 者 間 で 解 決 す る も の と し 、 支

払 は 継 続 し ま す 」 と い っ た 抗 弁 の 切 断 条 項 が 設 け て あ り 、 そ の 有 効

性 を 肯 定 す る 裁 判 例 も 存 在 す る た め 、 問 題 の 解 決 を 困 難 と し て い た

( 5 0 )。  

そ こ で 、 こ の よ う な シ ョ ッ ピ ン グ ・ ク レ ジ ッ ト 取 引 に つ い て は 、

割 賦 販 売 法 の 規 制 対 象 と な っ て い な か っ た こ と の 問 題 点 が 広 く 認 識

さ れ 、 規 制 の 対 象 と す べ き こ と 、 購 入 者 を 二 当 事 者 取 引 と 同 様 に 保

護 す べ き こ と が 検 討 さ れ る よ う に な っ て い く ( 5 1 )。  

な お 、 シ ョ ッ ピ ン グ ・ ク レ ジ ッ ト を め ぐ る 問 題 が 、 以 上 の よ う な

形 で 顕 在 化 す る 一 方 で 、 発 展 途 上 で あ っ た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 を

め ぐ る 批 判 は 少 な く 、 商 品 未 納 や 商 品 瑕 疵 に 起 因 し た 抗 弁 切 断 条 項

に 関 す る 訴 訟 事 例 も 認 め ら れ な い ( 5 2 )。 た だ し 、 こ の 時 代 に は 、「 チ

ケ ッ ト 」 や 「 ク ー ポ ン 」 を 使 用 し た 取 引 が 依 然 と し て 残 っ て お り 、

こ れ を 利 用 し た 取 引 に 関 し て は 、 シ ョ ッ ピ ン グ ・ ク レ ジ ッ ト と 同 様

な 問 題 が 生 ず る 可 能 性 は あ っ た ( 5 3 )。そ も そ も「 チ ケ ッ ト 」や「 ク ー

ポ ン 」 が 形 態 上 カ ー ド に 変 わ っ た だ け で あ り 、 い ず れ の 方 式 に 関 し

て も 「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 」 と し て 、 両 者 が ほ と ん ど 区 別 さ れ ず 、 両

者 は 実 質 的 に 同 様 な も の と し て 議 論 が さ れ て い た よ う に 見 受 け ら れ

る ( 5 4 ) ( 5 5 )。  

 

（ 2）  昭 和 59(1984)年 割 賦 販 売 法 改 正  

昭 和 59(1984)年 の 割 賦 販 売 法 改 正 は 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 消

費 者 保 護 規 定 を 本 格 的 に 導 入 し た ( 5 6 )。 す な わ ち 、 改 正 法 は 、「 シ ョ
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ッ ピ ン グ ・ ク レ ジ ッ ト 等 」 と 呼 称 さ れ る 個 別 与 信 型 ク レ ジ ッ ト （ 三

当 事 者 間 の ク レ ジ ッ ト 取 引 ）を「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 」に 追 加 し 、「 割

賦 購 入 あ っ せ ん 」 取 引 に 、 二 当 事 者 間 の ク レ ジ ッ ト 取 引 で あ る 割 賦

販 売 と 同 様 の 効 果 を 認 め 、 割 賦 販 売 取 引 や 前 払 式 割 賦 販 売 取 引 の 規

定 を 準 用 し た ( 5 7 )。  

同 改 正 は 、 ク ー リ ン グ ・ オ フ 制 度 の 行 使 可 能 期 間 を 4 日 間 か ら 8

日 間 に 延 長 し 、「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 」の 定 義 に 、「 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 」

の 定 義 を 追 加 し た 結 果 、 上 記 (a )方 式 に 加 え 、 (b )方 式 の ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 取 引 が 割 賦 販 売 法 の 適 用 対 象 取 引 に な っ た 。  

ま た 、 同 改 正 は 、 割 賦 購 入 あ っ せ ん に 、 ク ー リ ン グ ・ オ フ 制 度 の

適 用 を 認 め る と と も に 、「 抗 弁 の 接 続 」規 定 を 導 入 し た ( 5 8 )。「 抗 弁 の

接 続 」 規 定 の 設 置 は 、 改 正 前 に 有 力 で あ っ た 「 消 費 者 信 用 産 業 懇 談

会 」 の 基 本 的 な 制 度 設 計 ― ― あ っ せ ん 業 者 に つ い て 、 販 売 業 者 と の

「 共 同 責 任 」 を 認 め る も の ― ― を 変 更 ・ 転 換 し た 点 に お い て 、 き わ

め て 重 要 な 意 味 を も つ ( 5 9 )。  

さ ら に 、そ の 後 の 平 成 11(1999)年 の 改 正 で は 、「 金 銭 消 費 貸 借 型 」

の 信 用 供 与 取 引 も 割 賦 購 入 あ っ せ ん 取 引 に 該 当 す る こ と が 明 確 に さ

れ 、「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 」 の 対 象 と な る 商 品 が 拡 充 さ れ る と と も に 、

指 定 役 務 や 指 定 権 利 も 保 護 対 象 取 引 に 加 え ら れ る な ど 、「 抗 弁 の 接

続 」 の 対 象 と な る 取 引 が 拡 大 さ れ 、 ま た 、 ロ ー ン 提 携 販 売 に も 適 用

さ れ る な ど し て 、 消 費 者 保 護 の 範 囲 も 拡 充 さ れ て き た ( 6 0 )。  

さ ら に 、 平 成 12(2000)年 訪 問 販 売 法 ・ 割 賦 販 売 法 改 正 ( 6 1 )で は 、

番 号 ・ 記 号 等 の 符 号 を 用 い た 「 カ ー ド レ ス 」 取 引 に つ い て も 、 規 制

対 象 に 取 り 込 ま れ た 。ま た 、契 約 者 に と っ て 商 行 為 で あ る 場 合 で も 、

「 業 務 提 供 誘 因 販 売 取 引 個 人 」 に つ い て は 、 消 費 者 と 同 様 の 保 護 を

与 え る こ と と さ れ 、そ の 後 、平 成 16(2004)年 特 定 商 取 引 法・割 賦 販

売 法 改 正 に よ り ( 6 2 )、「 連 鎖 販 売 個 人 契 約 」 に も 拡 充 さ れ る こ と と な

っ た 。  

以 上 の 昭 和 59(1984)年 以 降 の 改 正 は 、い ず れ も 、原 則 と し て 割 賦

購 入 あ っ せ ん （ 個 別 与 信 型 ク レ ジ ッ ト ） に お け る 消 費 者 問 題 に 対 応
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し た も の で あ る 。 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 し て は 、 以 下 の 理 由 な

ど が あ り 、 法 改 正 が な さ れ る こ と は な か っ た 。 そ の 理 由 の 第 一 と し

て は 、 コ ン ピ ュ ー タ 技 術 の 発 達 と 普 及 に よ っ て 磁 気 ス ト ラ イ プ の 採

用 と 通 信 手 段 が 発 展 し 、 1980 年 代 以 降 CAT (Cred i t  Author izat io n  

Terminal ) ( 6 3 )を 利 用 し た 有 効 カ ー ド と 与 信 限 度 の 判 定 が 即 時 に で き

る よ う に な る こ と で 、 限 度 額 を 超 え た 利 用 や 盗 難 カ ー ド を 大 幅 に 抑

止 す る こ と が で き る よ う に な り ( 6 4 )、適 正 な 利 用 環 境 が 整 備 さ れ た こ

と が あ げ ら れ る 。 第 二 に 、 そ の 後 の IT  ( In format ion  Techno logy)

の 発 展 に 伴 い 「 不 正 検 知 シ ス テ ム 」 が 開 発 さ れ  ( 6 5 )、 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 各 社 に 導 入 さ れ る と と も に 、 磁 気 カ ー ド に 代 わ っ て 、 偽 造 が 困

難 な IC ( Integrated  Circu i t )カ ー ド が 導 入 さ れ る な ど に よ り 、 盗 難

や 偽 造 カ ー ド に よ る 不 正 使 用 を 防 止 で き る よ う に な り 、 磁 気 カ ー ド

の 第 三 者 の 不 正 使 用 や 紛 失 ・ 盗 難 カ ー ド に つ い て も 、 早 期 発 見 と 迅

速 な 被 害 防 止 対 策 が 可 能 に な り 、 不 正 使 用 に 伴 う カ ー ド 会 員 救 済 の

問 題 に 対 応 で き る よ う に な っ た こ と が 挙 げ ら れ る ( 6 6 )。  

 

（ 3）  平 成 20(2008） 年 割 賦 販 売 法 改 正  

平 成 20(2008)年 の 改 正 に お い て 、「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 」 は 、 割 賦

要 件 が 撤 廃 さ れ て 「 信 用 購 入 あ っ せ ん 」 に 改 め ら れ 、 ま た 、 分 割 払

い や リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 加 え て 、 分 割 払 い で な く と も 二 月 以 上 の 支

払 猶 予 の あ る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が す べ て 「 包 括 信 用 購 入 あ っ せ

ん 」と 定 義 さ れ た ( 6 7 )。そ の 結 果 、上 記 (a ) (b )方 式 に 加 え て 、 ( c )方 式

の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が 割 賦 販 売 法 の 適 用 対 象 取 引 に な っ た 。 つ

ま り 、 従 来 適 用 対 象 外 で あ っ た ボ ー ナ ス 一 括 払 い 、 二 括 払 い な ど 3

回 払 い 未 満 の 支 払 方 法 に つ い て も 割 賦 販 売 法 の 消 費 者 保 護 規 制 が 適

用 さ れ る よ う に な っ た だ け で は な く 、(d )方 式 の 1 回 払 い の マ ン ス リ

ー ク リ ア 方 式 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て も 、 二 月 払 購 入 あ っ

せ ん と 定 義 さ れ 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等 の 不 正 利 用 防 止 の 観 点 か

ら 、 加 盟 店 や カ ー ド 番 号 等 に つ き 取 扱 い 委 託 先 を 含 む 安 全 管 理 義 務

が 導 入 さ れ た の で あ る ( 6 8 )。  
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個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん（ 以 下「 個 別 ク レ ジ ッ ト 契 約 」と い う ）は 、

主 と し て 自 動 車 や 家 電 製 品 等 の よ う な 高 額 な 耐 久 財 の 購 入 等 に 利 用

さ れ る ほ か 、特 定 商 取 引 法 の 規 定 す る 5 類 型 の 取 引 に 利 用 さ れ る こ

と が 多 か っ た 。こ れ ら 5 類 型 の 取 引 に お い て は 、事 業 者 が 積 極 的 に

勧 誘 を 行 う た め 、 過 剰 な 与 信 契 約 と な っ た り 、 過 量 な 販 売 契 約 に 用

い ら れ た り す る な ど の 問 題 が 生 じ 、 ま た 、 勧 誘 に 際 し て 不 実 告 知 や

不 利 益 事 実 の 不 告 知 な ど が 行 わ れ る な ど の 危 険 が あ っ た 。 そ こ で 、

改 正 法 は 、特 定 商 取 引 法 の 5 類 型 に 限 っ て 、支 払 停 止 の 抗 弁 に 加 え

て 、 一 定 の 場 合 に 個 別 ク レ ジ ッ ト 契 約 の 解 除 を 認 め 、 既 払 金 返 還 請

求 を 認 め る こ と と し た の で あ る ( 6 9 )。  

一 方 、 新 た に 問 題 と な っ て き た の が 、 通 常 の 店 舗 販 売 や テ レ ビ や

イ ン タ ー ネ ッ ト な ど の 通 信 手 段 を 利 用 し た 通 信 販 売 で あ っ た 。 通 信

販 売 は 、 事 業 者 が 様 々 な 方 法 で 広 告 宣 伝 を 行 い 、 購 入 者 を 勧 誘 す る

も の の 、 原 則 と し て 個 別 購 入 者 に 具 体 的 契 約 締 結 交 渉 を 行 う も の で

は な く 、店 舗 側 が 待 ち の 販 売 姿 勢 と な る 販 売 で あ る こ と か ら ( 7 0 )、店

舗 販 売 や 通 信 販 売 に は 、 個 別 ク レ ジ ッ ト 契 約 に 対 す る 新 た な 民 事 ル

ー ル は 適 用 さ れ な い 。 個 別 ク レ ジ ッ ト 契 約 の 解 除 権 を 創 設 す る 政 策

的 立 法 は 、 購 入 者 へ の ア プ ロ ー チ の 積 極 性 や 売 買 契 約 の 勧 誘 や 契 約

締 結 の 一 体 性 を 前 提 と す る 、特 定 商 取 引 法 5 類 型 の 契 約 に つ い て の

契 約 の 解 消 問 題 を 念 頭 に 置 い た も の で あ っ た と い え る ( 7 1 )。  

 

3． ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 変 化  

 

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 前 身 と も い え る 「「 チ ケ ッ ト 」 や 「 ク ー

ポ ン 」を 利 用 し た「 購 入 あ っ せ ん 」に つ い て は 、昭 和 36(1961)年 の

割 賦 販 売 法 制 定 当 時 に お い て は 、「 割 賦 販 売 」の よ う に 消 費 者 を 念 頭

に 置 い た 買 主 の 保 護 を 図 る 規 制 の 対 象 に な っ て い な か っ た ( 7 2 )。  

一 方 、こ れ ら を 規 制 対 象 と し た の は 昭 和 59(1984)年 改 正 で あ っ た

が 、そ の 法 律 構 成 は 、「 購 入 あ っ せ ん 」に 個 別 ク レ ジ ッ ト を 包 摂 す る

も の で あ っ た 。  
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し か し 、そ の 後 の 平 成 20(2008)年 改 正 に お い て 、ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 取 引 は 、 個 別 ク レ ジ ッ ト と は 別 個 独 立 の 規 制 の 枠 組 み で 論 じ ら れ

て い る ( 7 3 )。  

こ の よ う な 変 化 の 背 景 に は 、 わ が 国 の ク レ ジ ッ ト 取 引 の 歴 史 、 ク

レ ジ ッ ト 取 引 に お け る 与 信 業 者 の 変 化 と そ れ に 伴 う ク レ ジ ッ ト 取 引

形 態 の 変 遷 、 経 済 ・ 社 会 環 境 な ど が 影 響 し て い る ( 7 4 )。  

 

（ 1）  国 際 ブ ラ ン ド と の 提 携 に よ る 加 盟 店 の 相 互 開 放  

昭 和 59(1984)年 改 正 以 降 に 生 じ た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 を 巡 る

大 き な 変 化 の 第 1 は 、国 内 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 や そ の グ ル ー プ 間

で 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 加 盟 店 の 相 互 開 放 が 行 わ れ 、 ま た 、 国 内 ク レ

ジ ッ ト カ ー ド 会 社 と 国 際 ブ ラ ン ド と の 提 携 が 進 み 、 一 つ の ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 会 社 が 異 な る 国 際 ブ ラ ン ド マ ー ク が 搭 載 さ れ た ク レ ジ ッ ト

カ ー ド を 発 行 で き る よ う に な っ た 点 で あ る ( 7 5 )。  

加 盟 店 相 互 開 放 と は 、 当 初 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 同 士 が 提 携

に よ り 、 相 互 に 自 社 加 盟 店 に お い て 提 携 先 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が

発 行 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 員 （ 以 下 「 カ ー ド 会 員 」 と い う ） が 買

い 物 に 利 用 で き る よ う に す る こ と で あ っ た 。し か し 、現 在 で は 、VISA、

MasterCard、 JCB な ど の 国 際 ブ ラ ン ド と の 提 携 に よ り 、 個 別 の ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 相 互 の 提 携 な し に 、 国 際 ブ ラ ン ド の 提 供 す る 決

済 業 務 を 介 し て 、 他 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 提 携 す る 加 盟 店 を 利

用 す る こ と が で き る こ と を い う 。 VISA、 MasterCard、 JCB な ど の

国 際 ブ ラ ン ド と 提 携 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に お い て は 、 他 の ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 管 理 す る 加 盟 店 で あ っ て も 、 自 社 の ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 会 員 が 自 社 の 加 盟 店 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 利 用 で き る よ う

に な っ た ( 7 6 )。  

そ の 結 果 、 従 来 の 総 合 割 賦 購 入 あ っ せ ん が 、 ① ク レ ジ ッ ト カ ー ド

会 社 、 ② カ ー ド 会 員 、 ③ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 加 盟 店 で あ る 販 売 業 者 や

役 務 提 供 事 業 者 （ 以 下 「 販 売 業 者 等 」 と い う ） と い う 三 当 事 者 の 相

互 間 の 契 約 に よ る 取 引 で あ っ た の に 対 し 、 現 在 で は 、 ① ク レ ジ ッ ト
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カ ー ド 会 社 に つ き 、次 の 2 種 類 が 存 在 す る の が 一 般 的 に な っ て い る 。

そ の 一 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 す る 金 融 機 関 ・ ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 会 社（「 カ ー ド 発 行 会 社 」 ( 7 7 )と い う ）、そ の 二 は 、カ ー ド 会 員 が 利

用 で き る 加 盟 店 を 獲 得 し 、 加 盟 店 業 務 を 行 う 金 融 機 関 ・ ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 会 社 （「 加 盟 店 管 理 会 社 」 ( 7 8 )と い う ） で あ る 。 し た が っ て カ

ー ド 会 員 ・ 加 盟 店 を 加 え た 四 当 事 者 が 参 加 す る 取 引 が 一 般 的 に な っ

て い る ( 7 9 )。従 来 は 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 一 軒 一 軒 販 売 業 者 に 加

盟 を 勧 誘 し 、 個 別 に 審 査 の う え 加 盟 店 契 約 を 締 結 し て い く の で 、 各

カ ー ド 会 社 の 営 業 地 域 や 営 業 店 網 な ど に よ り 、 提 携 加 盟 店 の 数 に 大

き な 差 が 生 じ て い た 。 し か し 、 加 盟 店 相 互 開 放 に よ り 、 同 じ 国 際 ブ

ラ ン ド で あ れ ば 、 ど こ の 国 の 販 売 店 で も 利 用 で き る の で 、 カ ー ド 会

社 の 規 模 の 大 小 に か か わ ら ず 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 の 利 便 性 を さ

ら に 高 め る 結 果 と な っ た ( 8 0 )。  

 

（ 2）  銀 行 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 普 及  

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 変 化 の 第 2 の 要 因 と し て は 、銀 行 系 ク レ

ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 割 賦 販 売 法 の 登 録 業 者 に な る こ と が 認 め ら れ た

点 を 挙 げ る こ と が で き る 。  

平 成 4(1992)年 に 、 ま ず リ ボ ル ビ ン グ 方 式 が 、 平 成 13(2001)年 6

月 に は 分 割 払 方 式 が 銀 行 系 や 流 通 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 認 め ら

れ 、 銀 行 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 総 合 割 賦 購 入 あ っ せ ん の ク レ ジ ッ ト

カ ー ド を 発 行 で き る よ う に な っ た 。さ ら に 、平 成 20(2008)年 の 割 賦

販 売 法 改 正 で は 、 銀 行 に も 割 賦 購 入 あ っ せ ん 業 者 の 登 録 が 認 め ら れ

る よ う に な り 、 銀 行 本 体 に よ る ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 が 可 能 に な

っ た ( 8 1 )。  

そ の 結 果 、 そ れ ま で ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て 、 カ ー ド 会 員

か ら の 入 会 金 と 年 会 費 、 加 盟 店 か ら の 加 盟 店 手 数 料 と い う 収 益 の み

を 得 て い た 銀 行 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 は 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い や 分

割 払 い の 手 数 料 と い う 金 融 収 益 を カ ー ド 会 員 か ら 得 る こ と が で き る

よ う に な っ た 。ま た 、 近 で は 、利 用 時 に は 1 回 払 い を 指 定 し て い



41 

て も 、 自 動 的 に リ ボ ル ビ ン グ 払 い に で き る リ ボ ル ビ ン グ 払 専 用 ク レ

ジ ッ ト カ ー ド（ 以 下「 リ ボ 専 用 カ ー ド 」と い う ）が 発 行 さ れ て お り 、

さ ら に 、 通 常 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド で あ っ て も 、 会 社 に 申 し 出 て 承 認

を 受 け る こ と で 後 か ら 1 回 払 い な ど を リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 で き

る サ ー ビ ス も 始 ま る な ど 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 支 払 方 法 が 1 回

払 い 偏 重 か ら 変 化 が 生 じ て い る ( 8 2 )。  

 

（ 3）  電 子 商 取 引 の 発 展  

第 三 の 要 因 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 発 展 に 伴 う 電 子 商 取 引 の 利 用 拡

大 な ら び に 取 引 の ク ロ ス ボ ー ダ ー 化 に よ っ て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の

利 用 場 面 が 飛 躍 的 に 増 加 し て い る こ と で あ る 。  

イ ン タ ー ネ ッ ト を 使 っ た 電 子 商 取 引 (E lec tr i c  Commerce )で は 、取

引 の 安 全 の た め に は 、 利 用 者 の 本 人 認 証 が 不 可 欠 と い え る が 、 ク レ

ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に は 、 そ の 発 行 時 に 本 人 特 定 事 項 の 法 的 な 確 認 義

務 が あ る た め ( 8 3 )、ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 本 人 認 証 手 段 と し て 優 れ て い

る う え 、 売 主 買 主 双 方 に と っ て 安 全 な 代 金 決 済 機 能 を 備 え て い る の

で 、 ク ロ ス ボ ー ダ ー （ 越 境 ） 取 引 を 含 む イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 で 多 用

さ れ て い る 。  

し か し 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 件 数 が 大 幅 に 増 加 す る 一 方 で 、

低 単 価 取 引 が 増 加 し て い る た め 、 1 件 あ た り の 平 均 取 引 額 の 低 下 を

も た ら し て お り 、 割 賦 販 売 法 の 購 入 者 保 護 の 民 事 ル ー ル の 適 用 外 取

引 の 割 合 が 増 加 し て い る と い う 傾 向 が 生 じ て い る ( 8 4 )。  

 

（ 4）  カ ー ド 決 済 分 野 の 拡 大  

第 4 に 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 取 り 扱 わ れ る 取 引 の 範 囲 が 私 的 決 済

分 野 か ら 、 公 共 料 金 、 税 金 な ど 公 的 決 済 分 野 に ま で 拡 大 し 、 近 年 で

は 被 災 地 へ の 寄 付 金 や 政 治 家 向 け 寄 付 金 な ど 債 権 以 外 の 決 済 分 野 ま

で 拡 大 し て い る 状 況 に あ る ( 8 5 )。  

カ ー ド 決 済 分 野 の 拡 大 は 、 販 売 信 用 分 野 に お け る 購 入 者 保 護 の 問

題 に と ど ま ら ず 、 資 金 移 動 分 野 で の 新 た な 法 規 制 の 検 討 に も 影 響 を
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与 え て お り ( 8 6 )、従 っ て 、今 日 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 、信

用 供 与 取 引 と い う 側 面 だ け で な く 、 資 金 移 動 や 為 替 と い っ た 決 済 取

引 の 側 面 も 含 め た 多 角 的 な 観 点 か ら 捉 え る 必 要 が 生 じ て い る 。  

以 上 の ほ か 、平 成 20(2008)年 改 正 で は 、新 た に 立 替 払 取 次 業 者（ こ

れ は 、 加 盟 店 管 理 会 社 に 相 当 す る ） や カ ー ド 加 盟 店 お よ び そ れ ら の

委 託 業 者 も 含 め て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等 の 安 全 管 理 義 務 が 定 め

ら れ て い る が 、 関 係 当 事 者 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る

安 全 性 の 確 保 と 購 入 者 保 護 の 在 り 方 に つ い て も 、 評 価 し 直 す 時 期 に

来 て い る と 考 え ら れ る ( 8 7 )。  
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第 3 節  検討の視点  

 

 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 、 二 当 事 者 型 か ら 多 数 当 事 者 型 に 変 化 し

て 行 く 過 程 で 、 利 用 が 想 定 さ れ る 場 面 が 拡 大 し 、 カ ー ド 発 行 会 社 の

国 内 加 盟 店 だ け で な く 、 国 際 ブ ラ ン ド を 掲 げ る 販 売 店 で あ れ ば 、 国

内 で も 国 外 で も カ ー ド 決 済 が す べ て 可 能 に な っ て い る 。 ま た 、 こ れ

ら の 多 数 当 事 者 型 取 引 で は 、国 際 ブ ラ ン ド を 経 由 し た 1 回 払 い で あ

り 、 銀 行 振 込 や 口 座 振 替 、 コ ン ビ ニ 送 金 の よ う に 為 替 取 引 と 同 じ 感

覚 で 利 用 さ れ 、 ま た デ ビ ッ ト カ ー ド 、 プ リ ペ イ ド カ ー ド 、 電 子 マ ネ

ー に よ る 決 済 と 同 様 に 、 電 子 的 な 決 済 の 一 方 法 と し て 利 用 さ れ て い

る 側 面 が あ る 。 プ リ ペ イ ド カ ー ド 、 電 子 マ ネ ー に よ る 決 済 は 、 割 賦

販 売 法 の 保 護 の な い 少 額 取 引 に 利 用 さ れ る こ と が 顕 著 で あ る が 、 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は 、 終 的 な 清 算 ま で 2 か 月 弱 の 猶 予 期 間 が

あ る た め 、 や や 高 額 な 取 引 に も 利 用 さ れ る こ と が 当 然 に 想 定 さ れ 、

利 用 者 保 護 の 在 り 方 を 検 討 し て お く 必 要 が あ る 。  

 そ の 検 討 に あ た っ て は 、 多 数 当 事 者 が 関 係 す る 取 引 で あ る こ と 、

国 際 的 、 か つ 迅 速 な 決 済 手 段 と な っ た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 を 利 用

し た 取 引 の 安 定 性 を 維 持 す べ き こ と 、 契 約 関 係 の な い 他 当 事 者 の 期

待 や 利 益 の 保 護 を 図 る こ と 、 カ ー ド 発 行 者 の 行 使 で き る 権 限 の 範 囲

と 行 使 に 係 る コ ス ト な ど に 考 慮 す る こ と が 必 要 で あ ろ う 。  

 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 、 カ ー ド の 利 用 者 と カ ー ド の 発 行 者 の 契

約 関 係 に 基 づ い て い る も の の 、 そ の 取 引 は 、 同 じ 国 際 ブ ラ ン ド に 属

す る 世 界 中 の 他 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 、 そ の 加 盟 店 と は ほ ぼ 同 様

な ル ー ル の 下 に 行 わ れ て い る と い う 特 性 が あ る 。 類 似 す る 取 引 と し

て 国 際 条 約 に 基 づ く 手 形 取 引 や 外 国 為 替 取 引 な ど が あ る が 、 こ れ ら

は 、取 引 の 安 定 性 に 配 慮 し て 取 引 は 無 因 取 引 と な っ て い る 。し か し 、

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 、 二 当 事 者 型 取 引 か ら 発 展 し た 経 緯 か ら 有

因 取 引 で あ る と さ れ る 点 で 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 と 代 替 関 係 に あ

る 為 替 取 引 等 と 異 な っ て い る 。  
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ま た 、 国 を ま た ぐ 取 引 な ど 、 関 係 当 事 者 に 異 な る 法 律 が 適 用 さ れ

る こ と が あ り 、 利 用 者 の 属 す る 国 の 民 事 ル ー ル を 適 用 す る 場 合 も 、

国 内 外 の 関 連 す る 他 当 事 者 の 利 益 や 与 え る 影 響 を 考 慮 す る 必 要 が あ

る 。  

し た が っ て 、 国 際 的 な ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が 早 く か ら 始 ま っ て

い る 英 米 に お け る 国 際 ブ ラ ン ド カ ー ド の 利 用 者 保 護 に 関 す る 法 制 度

と そ の 保 護 の 実 態 を 見 て 、 そ の 課 題 と わ が 国 に 与 え る 示 唆 を 検 討 す

る こ と は 、 わ が 国 に お け る 今 後 の 多 数 当 事 者 型 取 引 に お け る 消 費 者

保 護 の 在 り 方 、 と り わ け 加 盟 店 問 題 等 を 検 討 す る に 当 た り 、 意 義 深

い も の と 考 え る 。  

 

 

                                                  
( 1 )  判 例 に 現 れ た 事 案 に は 、 定 期 傭 船 契 約 （ 船 舶 賃 貸 借 と 船 員 の 労 務 供 給 契 約 の 混

合 契 約 。 大 判 昭 和 3 年 6 月 2 8 日 民 集 7 巻 5 1 9 頁 ）、 営 業 用 建 物 の 賃 貸 借 契 約 と

営 業 利 益 の 分 配 契 約 の 混 合 契 約 （ （ 3 小 ） 判 昭 和 3 1 年 5 月 1 5 日 民 集 1 0 巻 5
号 4 9 6 頁 、 （ 1 小 ） 判 昭 和 4 6 年 1 0 月 1 4 日 判 時 6 4 8 号 6 3 頁 ） 、 サ ブ リ ー ス

（ （ 3 小 ）判 平 成 1 5 年 1 0 月 2 1 日 民 集 5 7 巻 9 号 1 2 1 3 頁 ）、地 方 自 治 体 の「 管

理 委 託 」 （ 委 任 お よ び 寄 託 類 似 の 混 合 契 約 。 （ 2 小 ） 判 平 成 1 5 年 1 1 月 1 4 日

裁 判 所 時 報 1 3 5 2 号 3 頁 ） な ど が あ る 。  
( 2 )  混 合 契 約 な い し 複 合 契 約 に 関 す る 文 献 と し て は 、 以 下 の も の が あ る 。 石 田 文 次

郎 「 混 合 契 約 ノ 解 説 ( 1 )～ ( 2 )」 経 済 学 商 業 学 国 民 経 済 雑 誌 3 1 巻 3 号 ( 1 9 2 1 ) 3 3 9
頁 、 4 号 5 2 6 頁 、 山 田 誠 一 「 『 複 合 契 約 取 引 』 に つ い て の 覚 書 ( 1 )～ （ 2・ 完 ） 」

N B L 4 8 5 号 （ 1 9 9 1 年 ） 3 0 頁 、 4 8 6 号 5 2 頁 、 河 上 正 二 「 『 混 合 契 約 論 』 に つ い

て の 覚 書 」 法 学 5 6 巻 5 号 （ 1 9 9 2 年 ） 4 0 9 頁 、 河 上 正 二 「 民 法 ト ラ イ ア ル 教 室

2 2 複 合 的 給 付 ・ 複 合 的 契 約 関 係 お よ び 多 数 当 事 者 の 契 約 関 係 」 法 学 教 室 1 7 2 号

（ 1 9 9 5 年 ） 4 8 頁 、 池 田 真 朗 「 『 複 合 契 約 』 あ る い は 『 ハ イ ブ リ ッ ド 契 約 』 論 」

N B L 6 3 3 号 （ 1 9 9 8 年 ） 6 頁 、 宮 本 健 蔵 「 複 合 契 約 論 の 基 礎 的 考 察 」 明 治 学 院 大

学 法 律 科 学 研 究 所 年 報 1 5 号（ 1 9 9 9 年 ） 1 6 5 頁 、千 葉 恵 美 子「『 多 数 当 事 者 の 取

引 関 係 』 を 見 る 視 点 」 椿 先 生 古 希 記 念 論 文 集 『 現 代 取 引 法 の 基 礎 的 課 題 』 （ 有

斐 閣 、 1 9 9 9 年 ） 1 6 1 頁 、 橋 本 恭 弘 「 シ ス テ ム （ ネ ッ ト ） 契 約 論 序 説 」 椿 先 生 古

希 記 念 論 文 集 『 現 代 取 引 法 の 基 礎 的 課 題 』 （ 有 斐 閣 、 1 9 9 9 年 ） 3 1 7 頁 、 本 田 純

一「『 抗 弁 対 抗 』理 論 を 巡 る 近 の 動 向 と 法 的 課 題 」ク レ ジ ッ ト 研 究 2 1 号（ 1 9 9 9
年 ） 7 4 頁 、 本 田 純 一 『 契 約 規 範 の 成 立 と 範 囲 』 （ 一 粒 社 、 1 9 9 9 年 ） 1 9 7 頁 、 宮

本 健 蔵 「 混 合 契 約 お よ び 複 合 契 約 と 契 約 の 解 除 」 法 学 志 林 9 9 巻 1 号 （ 2 0 0 1 年 ）

3 頁 、都 筑 満 雄「 抗 弁 の 接 続 と 複 合 契 約 論 ― ― 我 が 国 に お け る 抗 弁 の 接 続 の 再 定

位 と 複 合 契 約 法 理 の 構 築 に 関 す る 一 考 察 ( 1 )～ （ 3・ 完 ） 」 早 稲 田 法 学 7 9 巻 4 号

（ 2 0 0 4 年 ） 1 0 7 頁 、 8 0 巻 1 号 （ 2 0 0 5 年 ） 1 3 1 頁 、 2 号 7 5 頁 、 曽 野 裕 夫 ＝ 吉 川

吉 樹 共 訳 「 （ 資 料 と 紹 介 ） C I S G - A C 意 見 第 4 号 『 製 造 ま た は 生 産 さ れ る 物 品 の

売 買 契 約 お よ び 混 合 契 約 （ C I S G 第 3 条 ） 』 」 民 商 1 3 5 巻 1 号 （ 2 0 0 6 年 ） 2 6 3
頁 、岡 崎 一 浩「 複 合 契 約 に か か る 会 計 上 の 収 益 認 識 」国 際 商 事 法 務 3 5 巻 1 号（ 2 0 0 7
年 ） 5 9 頁 、寺 川 永 ①「 複 合 的 契 約 関 係 の 判 断 構 造 に 関 す る 一 考 察 ― ―  『 契 約 関

係 の 継 続 性 』 と 『 契 約 関 係 の 多 数 当 事 者 性 』 に 着 目 し て 」 大 阪 府 立 大 学 経 済 研

究 叢 書 第 9 8 冊 （ 大 阪 府 立 大 学 経 済 学 部 、 2 0 0 6 年 ） 1 頁 、 都 筑 満 雄 「 複 合 契 約 の

法 理 」私 法 6 9 号（ 2 0 0 7 年 ） 1 5 6 頁 、都 筑 満 雄「 複 合 契 約 と 公 序 良 俗 ― ― 無 効 判

断 枠 組 み の 解 明 に 関 す る 一 考 察 （ 上 ） （ 下 ） 」 国 民 生 活 研 究 4 7 巻 2 号 （ 2 0 0 7
年 ） 2 0 頁 、 3 号 1 8 頁 、都 筑 満 雄『 複 合 取 引 の 法 的 構 造 』（ 成 文 堂 、 2 0 0 7 年 ）、

中 舎 寛 樹 ① 「 多 角 的 法 律 関 係 の 研 究 ( 2 )多 角 的 法 律 関 係 の 法 的 構 造 に 関 す る 研 究

序 説 ― ― 複 合 取 引 に 関 す る 従 来 の 見 解 の 限 界 と 今 後 の 課 題 」法 時 8 0 巻 9 号（ 2 0 0 8
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年 ） 1 0 0 頁 、 中 舎 寛 樹 ② 「 多 角 的 法 律 関 係 の 法 的 構 造 に 関 す る 覚 書 」 法 政 論 集

2 2 7 号 （ 2 0 0 8 年 ） 1 8 5 頁 、 酒 井 克 彦 「 複 合 契 約 と 課 税 の 基 礎 と な る 『 真 の 法 律

関 係 』 ― ― 複 合 契 約 と 契 約 に 内 在 す る 法 律 関 係 の 分 析 を 中 心 と し て 」 法 学 新 報

1 1 4 巻 1 1＝ 1 2 号（ 2 0 0 8 年 ） 2 2 7 頁 、都 筑 満 雄「 複 合 契 約 中 の 契 約 の 消 滅 の 判 断

枠 組 み と 法 的 根 拠 に 関 す る 一 考 察 ― ― 複 合 契 約 論 考 （ そ の 2） 」 南 山 法 学 3 3 巻

1 号 （ 2 0 0 9 年 ） 1 頁 、 都 筑 満 雄 「 複 合 契 約 と し て の 第 三 者 与 信 型 消 費 者 信 用 取

引 （ 特 集 ・ ク レ ジ ッ ト 被 害 救 済 の た め の 法 改 正 ） 」 月 報 司 法 書 士 4 3 6 号 （ 2 0 0 8
年 ）3 1 頁 、都 筑 満 雄「 複 合 契 約 と し て の ク レ ジ ッ ト 契 約 」南 山 法 学 3 3 巻 2 号（ 2 0 0 9
年 ） 1 2 5 頁 、山 本 哲 生「 遺 言 に よ る 保 険 金 受 取 人 変 更 を め ぐ る 法 律 関 係 ― ― 複 合

取 引 の 一 局 面 」北 大 法 学 論 集 6 1 巻 1 号（ 2 0 1 0 年 ） 3 7 8 頁 、千 葉 恵 美 子「 複 合 契

約 と し て の モ ニ タ ー 商 法 の 効 力 と 抗 弁 接 続 の 可 否 （ 広 島 高 岡 山 支 判 平 成

1 8 . 1 . 3 1）（金 融・消 費 者 取 引 判 例 の 分 析 と 展 開 ― ― ク レ ジ ッ ト 取 引 ）」金 判 1 3 3 6
号 （ 2 0 1 0 年 ） 1 4 8 頁 、 都 筑 満 雄 「 複 合 契 約 と 錯 誤 ― ― 錯 誤 論 を 通 じ た 複 合 契 約

論 の 考 察 」 南 山 法 学 3 4 巻 1 号 （ 2 0 1 0 年 ） 9 3 頁 、 大 村 敦 志 『 判 例 ・ 法 令 消 費 者

法 』 （ 有 斐 閣 、 1 9 9 4 年 ） 2 1 4 頁 、 奈 良 輝 久 「 企 業 間 取 引 訴 訟 の 現 代 的 展 開 ( 2 )現
代 企 業 法 研 究 会  企 業 間 取 引 に お け る 複 合 契 約 の 解 除 ― ― 主 と し て 二 当 事 者 間

の 場 合 （ 上 ） （ 下 ） 」 判 タ 1 3 3 9 号 （ 2 0 1 1 年 ） 3 4 頁 、 1 3 4 2 号 （ 6 2 巻 9 号 ） 3 5
頁 、 中 込 一 洋 「 継 続 的 契 約 ・ 複 合 契 約 の 特 殊 性 （ 債 権 法 改 正 の 争 点 ( 4 )継 続 的 契

約 ・ 複 合 的 契 約 ） 」 ジ ュ リ 1 4 2 5 号 （ 2 0 1 1 年 ） 1 0 1 頁 、 小 林 和 子 「 複 数 の 契 約 の

消 滅 時 効 ― ― フ ラ ン ス 法 と の 比 較 」 小 野 秀 誠 ほ か 『 松 本 恒 雄 先 生 還 暦 記 念 民 事

法 の 現 代 的 課 題 』 （ 商 事 法 務 、 2 0 1 2 年 ） 7 5 3 頁 、 平 山 陽 一 「 契 約 目 的 概 念 に 関

す る 序 論 的 考 察 ― ― 日 本 法 に お け る 契 約 目 的 概 念 と 契 約 解 除 の 関 係 に 関 す る 史

的 変 遷 」法 学 研 究 論 集 3 9 号（ 2 0 1 3 年 ）2 3 7 頁 、寺 川 永 ②「 消 費 者 法 の 前 線 ( 1 5 )
消 費 者 紛 争 の 個 別 類 型 と 消 費 者 法 ( 6 )複 合 契 約 と 消 費 者 」 法 セ 6 9 6 号 （ 2 0 1 3 年 ）

9 4 頁 、 湯 川 益 英 「 複 合 契 約 の 法 的 意 味 に 関 す る 一 試 論 ― ― 『 契 約 規 範 と 契 約 の

動 機 』 補 遺 （ 特 集 ・ 民 法 改 正 ） 」 獨 協 ロ ー ・ ジ ャ ー ナ ル 8 号 （ 2 0 1 3 年 ） 3 3 頁 、

北 居 功 「 民 法 改 正 と 契 約 法 （ 第 2 0 回 ） 複 合 契 約 の 免 除 」 法 セ 7 0 6 号 （ 5 8 巻 1 1
号 、 2 0 1 3 年 ） 7 8 頁 、 北 居 功 「 民 法 改 正 と 契 約 法 （ 第 2 1 回 ） 複 合 契 約 の 無 効 」

法 セ 7 0 7 号（ 2 0 1 3 年 ） 8 1 頁 、都 筑 満 雄「 混 合 契 約 論 を 見 る 視 点 ― ― 各 種 契 約 の

一 般 理 論 か ら の 視 座 」 民 事 研 修 6 8 2 号 （ 2 0 1 4 年 ） 2 頁 。  
( 3 )  ス ポ ー ツ 会 員 権 付 リ ゾ ー ト マ ン シ ョ ン に つ き 、 （ 3 小 ） 判 平 成 8 年 1 1 月 1 2

日 民 集 5 0 巻 1 0 号 2 6 7 3 頁 、 判 タ 9 2 5 号 1 7 1 頁 ほ か 、 高 齢 者 用 ケ ア 付 マ ン シ ョ

ン に つ き 東 京 高 判 平 成 1 0 年 7 月 2 9 日 判 時 1 6 7 6 号 5 5 頁・判 タ 1 0 4 2 号 1 6 0 頁 。

な お 、 玉 田 弘 毅 「 高 齢 者 向 け ケ ア 付 き 分 譲 マ ン シ ョ ン の 法 律 関 係 に 関 す る 一 考

察 ― ― い わ ゆ る 複 合 契 約 の 問 題 を 中 心 と し て 」清 和 法 学 研 究 6 巻 2 号（ 1 9 9 9 年 ）

2 9 頁 、 矢 田 尚 子 「 高 齢 者 専 用 賃 貸 住 宅 （ 高 専 賃 ） を め ぐ る 法 的 構 造 と 複 合 取 引

に 関 す る 一 考 察 」 民 事 法 情 報 2 7 6 号 （ 2 0 0 9 年 ） 1 0 8 頁 。  
( 4 )  大 村 敦 志「 論 点 講 座・も う ひ と つ の 基 本 民 法 ( 2 8 )債 権 各 論 編 ( 1 0 )複 合 契 約 ― ― 下

請 負 の 検 討 を 兼 ね て 」 法 教 2 9 8 号 （ 2 0 0 5 年 ） 3 2 頁 … … 〔 所 収 〕『 も う ひ と つ の

基 本 民 法 Ⅱ 』 （ 有 斐 閣 、 2 0 0 7 年 ） 1 1 3 頁 。  
( 5 )  中 山 実 郎 「 フ ラ ン チ ャ イ ズ 契 約 に お け る 本 部 の 加 盟 店 に 対 す る 報 告 義 務 」 国 際

研 究 論 叢 （ 大 阪 国 際 大 学 紀 要 ） 2 3 巻 3 号 （ 2 0 1 0 年 ） 7 5 頁 。  
( 6 )大 村 敦 志『 消 費 者 法（ 第 4 版 ）』（ 有 斐 閣 、 2 0 1 1） 2 1 0 頁 。寺 川 ① ・ 前 掲 注 ( 2 )  9 4

頁 、 中 舎 ② ・ 前 掲 注 ( 2 ) 1 8 6 頁 な ど 。 な お 、 小 林 和 子 「 複 数 契 約 と 相 互 依 存 関 係

の 再 構 成 ― ― 契 約 ア プ ロ ー チ と 全 体 ア プ ロ ー チ の 相 違 を 中 心 に ― ― 」 一 橋 法 学

2 2 号 ( 8 巻 1 号 、 2 0 0 9 年 ) 1 3 5 頁 、 小 林 和 子 「 複 数 契 約 の 解 除 ― ― 『 結 び 目 』 と

い う 視 点 ― ― 」消 費 者 法 ニ ュ ー ス 9 1 号（ 2 0 1 2 年 ） 2 9 6 頁 、小 林 和 子「 ク レ ジ ッ

ト 契 約 に お け る 複 数 契 約 の 考 え 方 と 実 務 ( 1 ) ( 2 )」 市 民 と 法 7 8 号 （ 2 0 1 3 年 ） 1 0
頁 、 7 9 号 9 頁 で は 、契 約 ア プ ロ ー チ と 全 体 ア プ ロ ー チ の 視 点 か ら 、「 複 数 契 約 」

と し て と ら え て い る 例 も あ る 。  
( 7 )  さ ら に 、 現 金 取 引 と 比 較 し た 場 合 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 利 用 者 側 の メ リ ッ

ト と し て は 、 ⑧ 海 外 に お い て ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 購 入 し た 商 品 に は 自 動 的 に 損

害 補 償 保 険 な ど が 付 与 さ れ て い る の で 、 輸 送 中 の 事 故 な ど で 破 損 し た 場 合 に お

い て 購 入 額 の 補 償 が 受 け ら れ る 、 ⑨ 一 般 に 値 引 き が 行 わ れ な い 書 籍 、 新 聞 代 、

税 金 、 公 共 料 金 、 家 賃 と い っ た も の の 決 済 に 利 用 す る と 、 利 用 額 に 応 じ た ポ イ

ン ト が 付 与 さ れ る こ と で 、 結 果 と し て 実 質 的 に 割 引 を 受 け る こ と が で き る と い

っ た 点 が 別 途 挙 げ ら れ る 。  
( 8 )  本 田 純 一 「 ク レ ジ ッ ト 業 者 の 加 盟 店 管 理 義 務 違 反 と 顧 客 へ の 責 任 」 川 井 健 先 生

傘 寿 記 念 論 文 集 刊 行 委 員 会 編 『 取 引 法 の 変 容 と 新 た な 展 開 （ 川 井 健 先 生 傘 寿 記

念 論 文 集 ）』（ 日 本 評 論 社 、 2 0 0 7 年 ） 2 8 7 頁 は 、 ク レ ジ ッ ト 契 約 が 、 代 金 後 払 い
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ま た は 分 割 払 い の 手 段 で あ る 点 に お い て 、 二 当 事 者 型 ・ 三 当 事 者 者 型 の い ず れ

に 関 し て も 、 購 入 者 （ 消 費 者 ） の メ リ ッ ト に は 変 わ り が な い と す る 。 ま た 、 清

水 巌 「 ク レ ジ ッ ト 契 約 と 消 費 者 の 抗 弁 権 ― ― 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん を 中 心 と し

て 」 遠 藤 浩 ＝ 林 良 平 ＝ 水 本 浩 監 修 『 現 代 契 約 法 体 系 ・ 第 4 巻 （ 商 品 売 買 ・ 消 費

者 契 約 ・ 区 分 所 有 建 物 ）』（ 有 斐 閣 、 1 9 8 8 年 ） 2 6 7 頁 は 、 個 品 購 入 に つ い て い え

ば 、 二 当 事 者 型 と 比 較 し て 、 三 当 事 者 型 が 購 入 者 （ 消 費 者 ） に と っ て 有 利 と な

る 点 は 存 在 し な い 。 む し ろ 複 雑 な 契 約 関 係 か ら 大 き な 不 利 益 を 受 け る こ と が 多

い と ま で 述 べ て い る が 、 個 品 取 引 で あ っ て も ③ の 販 売 店 の 信 用 供 与 能 力 に 左 右

さ れ な い 点 、 ④ の 返 済 の 多 様 性 、 特 に 長 期 返 済 が 可 能 な ど 販 売 店 の 資 金 調 達 能

力 に 左 右 さ れ な い で 与 信 供 与 を 受 け ら れ る 点 は 、 二 当 事 者 型 と の 大 き な 違 い と

い え よ う 。  
( 9 )  割 賦 販 売 法 の 制 定 以 前 に は 、 百 貨 店 は 、 自 社 で 分 割 払 い が で き る 「 チ ケ ッ ト 」

や「 ク ー ポ ン 」を 得 意 先 に 発 行 し て お り 、ま た 、百 貨 店 は 、一 部 信 販 会 社 の「 チ

ケ ッ ト 」や「 ク ー ポ ン 」を 代 行 業 務 と し て 受 け 入 れ て い た 。こ れ が 後 述 の 通 り 、

昭 和 3 4 ( 1 9 5 9 )年 に 通 産 大 臣 通 達 に よ り 、 双 方 と も 地 域 限 定 で し か 利 用 で き な い

よ う に 規 制 さ れ た 。 昭 和 3 6 ( 1 9 6 1 )年 に 制 定 さ れ た 割 賦 販 売 法 の 規 制 の あ る 割 賦

購 入 あ っ せ ん は 、 こ の よ う な 取 引 実 態 の あ っ た 「 チ ケ ッ ト 」 や 「 ク ー ポ ン 」 取

引 を 念 頭 に 規 定 さ れ て い る 。 矢 島 保 男 『 消 費 者 信 用 ― ― ク レ ジ ッ ト 社 会 の 進 展

と 新 し い 対 応 』（ ダ イ ヤ モ ン ド 社 、 1 9 8 3 年 ） 9 0 頁 、 風 間 眞 一 「 誌 上 C A R D  
G A L L E RY・ 日 本 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 足 跡 を た ど る （ 第 2 回 ） カ ー ド 会 社 が 相

次 い で 誕 生 し た 黎 明 期 」消 費 者 信 用 2 5 巻 7 号（ 2 0 0 7 年 ） 5 5 頁 、（ 社 ）日 本 ク レ

ジ ッ ト 産 業 協 会 設 立 2 5 周 年 記 念 『 わ が 国 ク レ ジ ッ ト の 半 世 紀 』（ 日 本 ク レ ジ ッ

ト 産 業 協 会 、 1 9 9 2 年 ） 1 9 6 - 2 11 頁 、 2 3 7 - 2 3 9 頁 。    
( 1 0 )  多 数 当 事 者 型 が 普 及 す る に つ れ 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 者 が 銀 行 や ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 会 社 だ け で な く 、 流 通 ・ 販 売 業 者 、 サ ー ビ ス 業 、 製 造 業 、 通 信 業 、 ネ

ッ ト 企 業 な ど 多 様 化 し て お り 、 様 々 な 事 業 戦 略 や 顧 客 戦 略 お よ び 新 た な ビ ジ ネ

ス モ デ ル と し て 戦 略 的 に 発 行 さ れ て お り 、 一 言 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド と い っ て も 、

そ の 金 融 機 能 さ え 多 種 多 様 で あ り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 員 規 約 も 、 一 部 異 な る

な ど 、 法 的 構 成 、 取 引 構 造 や 仕 組 み が 異 な る 状 況 に あ り 、 カ ー ド 取 引 に 絡 ん で

販 売 業 者 か ら 生 じ る リ ス ク の 配 分 を ど う お こ な う べ き か 、 新 た な 問 題 が 生 じ て

い る と い え る 。 箕 輪 靖 博 「 カ ー ド 会 員 規 約 の 解 釈 と 法 規 制 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 4 1
号 （ 2 0 0 9 年 ） 2 1 6 頁 も 同 趣 旨 と 考 え る 。 し た が っ て 、 損 失 配 分 は 、 与 信 業 者 と

顧 客 の 間 に お い て 行 わ れ る と 考 え る 従 来 型 （ た と え ば 、 長 尾 治 助 「 与 信 契 約 者

の 義 務 違 反 と 債 権 関 係 ― ― 購 入 あ っ せ ん を 中 心 と し て ― ― 」 判 タ 6 7 0 号 （ 1 9 8 8
年 ） 3 8 頁 以 下 )で は な く 、 国 際 カ ー ド 取 引 に お け る 関 与 当 事 者 内 で の 損 失 分 担 、

リ ス ク 配 分 が 必 要 に な っ て い る と 考 え る 。  
( 1 1 )  「 多 角 的 法 律 関 係 」一 般 に 関 し て 、椿 寿 夫「 民 法 学 に お け る 幾 つ か の 課 題 ( 7 ) ~ ( 8 )

多 角 的 法 律 関 係 （ そ の 1） ～ （ そ の 2） 」 法 教 2 3 1 号 （ 1 9 9 9 年 ） 3 1 頁 、 2 3 2 号

（ 2 0 0 0 年 ） 5 5 頁 、 椿 寿 夫 ＝ 中 舎 寛 樹 ほ か 「 多 角 的 法 律 関 係 の 研 究 ( 1 )～ （ 2 4・

完 ）」法 時 8 0 巻 8 号（ 2 0 0 8 年 ）9 6 頁 、9 号 1 0 0 頁 、1 0 号 1 1 8 頁 、1 1 号 8 5 頁 、

1 2 号 9 1 頁 、1 3 号 3 5 5 頁 、8 1 巻 1 号（ 2 0 0 9 年 ）8 8 頁 、2 号 1 0 6 頁 、3 号 9 4 頁 、

4 号 1 0 5 頁 、 5 号 1 4 0 頁 、 6 号 1 0 8 頁 、 8 号 1 1 2 頁 、 9 号 9 9 頁 、 1 0 号 1 1 5 頁 、

1 1 号 1 1 2 頁 、 1 2 号 9 2 頁 、 1 3 号 3 5 8 頁 、 8 2 巻 1 号 （ 2 0 1 0 年 ） 3 頁 、 2 号 1 1 1
頁 、 4 号 9 9 頁 、 5 号 1 0 8 頁 、 7 号 8 8 頁 、 8 号 9 4 頁 … … 〔 所 収 〕 椿 寿 夫 ＝ 中 舎

寛 樹 編 『 多 角 的 法 律 関 係 の 研 究 』 （ 日 本 評 論 社 、 2 0 1 2 年 ） 、 中 舎 寛 樹 「 多 角 的

法 律 関 係 の 法 的 構 造 に 関 す る 覚 書 」 名 古 屋 大 学 法 政 論 集 2 2 7 号 （ 2 0 0 8 年 ） 1 8 5
頁 、 と く に マ ン シ ョ ン 分 譲 契 約 に 関 し て 、 西 島 良 尚 「 マ ン シ ョ ン 分 譲 契 約 を め

ぐ る 法 律 関 係 の 素 描 ― ― 『 マ ン シ ョ ン 分 譲 契 約 と 多 角 的 法 律 関 係 』 序 論 」 流 経

法 学 8 巻 1 号 （ 2 0 0 8 年 ） 1 頁 、 西 島 良 尚 「 『 マ ン シ ョ ン 分 譲 取 引 』 と 多 角 的 法

律 関 係 に 関 す る 覚 書 」 流 経 法 学 9 巻 2 号 （ 2 0 1 0 年 ） 1 4 7 頁 。 な お 、 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 取 引 に 関 し て は 、 古 く は 人 見 康 子 「 三 者 間 の 契 約 （ ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド

に よ る 売 買 ） の 法 的 性 質 に つ い て 」 法 学 研 究 3 6 巻 8 号 （ 1 9 6 3 年 ） 5 4 頁 が あ る

ほ か 、上 記 共 同 研 究 中 に 、川 地 宏 行「 多 角 的 法 律 関 係 の 研 究 ( 1 5 )第 三 者 与 信 型 販

売 と 多 角 的 法 律 関 係 」 法 時 8 1 巻 1 0 号 （ 2 0 0 9 年 ） 1 1 5 頁 … … 〔 所 収 〕 『 多 角 的

法 律 関 係 の 研 究 』 3 5 9 頁 が あ る 。  
( 1 2 )  「 消 費 者 信 用 産 業 の 基 礎 知 識 」 消 費 者 信 用 1 5 巻 4 号 （ 1 9 9 7 年 ） 所 収 の 「（ ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務 編 ）加 盟 店 手 数 料 と キ ャ ッ シ ン グ 手 数 料 が 収 益 の 柱 」2 3 頁 。  
( 1 3 )  こ れ を 実 務 で は 、オ ン ア ス 取 引 と 呼 び 、加 盟 店 が 他 の プ リ ン シ パ ル メ ン バ ー の

加 盟 店 で あ る 場 合 を ノ ン ・ オ ン ア ス 取 引 と 呼 ん で い る 。  
( 1 4 )  国 際 ブ ラ ン ド と 直 接 契 約 関 係 が あ り 、国 際 ブ ラ ン ド の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行
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や 加 盟 店 契 約 の 締 結 を 行 う こ と の で き る プ リ ン シ パ ル メ ン バ ー （ 一 次 カ ー ド 会

社 ） と い う 。 こ れ に 対 し て 、 プ リ ン シ パ ル メ ン バ ー を 介 し て 、 カ ー ド 事 業 を 行

う カ ー ド 会 社 を ア ソ シ エ ー ト メ ン バ ー ま た は 二 次 カ ー ド 会 社 と い う 。 山 本 正 行

編 著 『 カ ー ド 決 済 業 務 の す べ て ― ― ペ イ メ ン ト サ ー ビ ス の 仕 組 み と ル ー ル 』（ 金

融 財 政 事 情 研 究 会 、 2 0 1 2 年 ）  6 4 頁 。  
( 1 5 )  山 本 正 行 ・ 前 掲 注 ( 1 4 ) 11 4 - 1 7 頁 。 国 内 の 情 報 処 理 セ ン タ ー に は も 古 い N T T

デ ー タ の 運 営 す る C A F I S を は じ め 、 日 本 カ ー ド 別 途 ワ ー ク の 運 営 す る

C A R D N E T な ど 合 計 9 の ネ ッ ト ワ ー ク が あ る 。  
( 1 6 )  山 本 正 行 ・ 前 掲 注 ( 1 4 ) 8 6 - 9 0 頁 参 照 。  
( 1 7 )  山 本 正 行 ・ 前 掲 注 ( 1 4 ) 9 8 - 9 9 頁 参 照 。   
( 1 8 )  売 上 交 換 手 数 料 、イ シ ュ ア フ ィ ー と も 呼 ば れ る 。加 盟 店 に お い て カ ー ド 取 引 が

行 わ れ た 際 に 、 加 盟 店 管 理 会 社 が 獲 得 す る 加 盟 店 手 数 料 か ら 、 カ ー ド 発 行 会 社

に 一 定 の 割 合 で 支 払 わ れ る 手 数 料 の こ と 。 山 本 正 行 ・ 前 掲 注 ( 1 4 ) 1 0 2 - 1 0 3 頁 。  
( 1 9 )  国 際 ブ ラ ン ド が 受 け 取 る 取 引 ご と の 手 数 料 の こ と を い う 。取 扱 高 に 課 さ れ る ボ

リ ュ ー ム フ ィ ー と 1 件 あ た り に 課 さ れ る ス イ ッ チ ン グ フ ィ ー が あ る 。山 本 正 行 ・

前 掲 注 ( 1 4 ) 1 0 2 - 1 0 3 頁 。  
( 2 0 )  そ れ ま で に 、国 際 ブ ラ ン ド カ ー ド が 発 行 さ れ て い た が 、国 内 の カ ー ド 取 引 に つ

い て は 、 銀 行 系 大 手 カ ー ド 会 社 数 社 を 中 心 と す る オ ン ア ス 取 引 、 す な わ ち カ ー

ド 発 行 者 と 加 盟 店 管 理 会 社 が 同 一 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 で あ る 三 当 事 者 型 の

取 引 で あ っ た 。 加 盟 店 相 互 開 放 に よ り 、 カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店 管 理 会 社 で カ

ー ド 取 引 に 関 す る 情 報 を や り 取 り す る ノ ン ・ オ ン ア ス 取 引 つ ま り 、 四 当 事 者 型

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が 開 始 さ れ た の が 平 成 元 ( 1 9 8 9 )年 頃 か ら で あ る 。末 藤 高 義

「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 入 門 2 4 チ ャ ー ジ バ ッ ク（ そ の 3）」消 費 者 信 用 1 9 巻 6 号（ 2 0 0 1
年 ） 6 6 頁 。  

( 2 1 )  な お 、 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 )年 現 在 に お い て も 、「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 」 と い う 言 葉 を 用

い る 法 律 は 、 割 賦 販 売 法 の ほ か 、 刑 法 ( 1 6 3 条 の 2 )、 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止

に 関 す る 法 律（ 2 条 2 項 3 8 号 ）、国 際 観 光 ホ テ ル 整 備 法（ 1 3 条 4 項 ）に す ぎ ず 、

そ の 他 政 令 ( 4 )・ 府 省 令 ( 1 8 )を 加 え て も 、 合 計 2 6 法 令 に す ぎ な い 。  
( 2 2 )  昭 和 3 4 ( 1 9 5 9 )年 1 0 月 の 経 済 産 業 大 臣 通 達 （ い わ ゆ る 「 3 4 年 通 達 」） に よ り 、

中 小 規 模 の 小 売 商 を 守 る 目 的 で そ れ ま で 利 用 地 域 に 制 限 の な か っ た 共 通 チ ケ ッ

ト や ク ー ポ ン の 発 行 と 利 用 が 発 行 者 で あ る 信 販 会 社 の 所 在 す る 地 区 を 除 い て 、

認 め ら れ な い 状 況 で あ っ た 。昭 和 3 4 ( 1 9 5 9 )年 1 0 月 2 4 日 3 4 企 第 2 1 9 5 号 通 商 大

臣 発 百 貨 店 業 者 お よ び 信 用 販 売 会 社 宛「 百 貨 店 業 者 の 割 賦 販 売 自 粛 に つ い て（ 別

添 ）」 と 題 す る 通 達 に よ り 1 , 0 0 0 円 以 下 の 「 チ ケ ッ ト 」 や 「 ク ー ポ ン 」 の 利 用 に

よ る 販 売 が 自 粛 さ せ ら れ 、 異 な っ た 地 域 に 所 在 す る 百 貨 店 に 共 通 し て 使 用 で き

る 信 販 会 社 の チ ケ ッ ト の 販 売 や 小 売 商 チ ケ ッ ト 発 行 機 関 の 「 ホ ー ム ・ チ ケ ッ ト 」

の 発 行 が 禁 止 さ れ た 。 通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 取 引 信 用 室 監 修 『 ク レ ジ ッ ト 関 連

通 達 集 』 1 - 8 頁 （ 日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 、 1 9 9 4 年 ）。 そ の 結 果 、 百 貨 店 の 発 行

す る 共 通 チ ケ ッ ト に つ い て は 、 小 売 商 と の 対 立 を 受 け て 、 地 域 ご と に 一 定 価 額

以 上 の も の し か 販 売 で き な い と す る な ど 、販 売 品 目 の 絞 り 込 み 、東 京 、名 古 屋 、

大 阪 と い う 地 域 を 異 に し て い る 百 貨 店 に 共 通 し て 使 用 で き る チ ケ ッ ト を 発 行 し

な い こ と な ど が 要 請 さ れ た 。 通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費 経 済 課 編 『 昭 和 5 9 年 改

正 に よ る 新 割 賦 販 売 法 の 改 正 』「 産 業 合 理 化 審 ・ 答 申 」（ 日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業

協 会 、 1 9 8 6 年 ） 7 2 4 頁 、 7 2 6 頁 。従 っ て 、当 時 唯 一 東 京 、名 古 屋 、京 都 、大 阪 、

姫 路 の 百 貨 店 を 加 盟 店 と し て い た 日 本 信 用 販 売 は 、 営 業 範 囲 を 静 岡 以 東 の 関 東

ブ ロ ッ ク で の 営 業 し か で き な く な っ た 。 山 田 光 成 『 幾 山 河 こ え て は 越 え て 』（ 日

本 経 済 新 聞 社 、 1 9 8 6 年 ） 8 0 頁 、 風 間 眞 一 「 誌 上 C A R D  G A L L E RY・ 日 本 の ク レ

ジ ッ ト カ ー ド の 足 跡 を た ど る (第 1 回 )ク レ ジ ッ ト カ ー ド の さ き が け 」消 費 者 信 用

2 5 巻 6 号 （ 2 0 0 7 年 ） 6 2 頁 。  
( 2 3 )  わ が 国 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 歴 史 に 関 す る 文 献 と し て は 、以 下 の も の が あ

る 。第 一 川 崎 専 門 店 会 1 5 周 年 誌 編 集 委 員 会 編『 1 5 年 の あ ゆ み ― ― 川 崎 に 誕 生 し

た 割 賦 販 売 の 歴 史 』（ 第 一 川 崎 専 門 店 会 1 5 周 年 誌 編 集 委 員 会 、 1 9 6 7 年 ）、 鳥 羽

欽 一 郎 ＝ 田 中 政 治 『 日 本 月 賦 産 業 の 歴 史 と 展 望 1 伊 予 商 人 と ク レ ジ ッ ト 』（ 東 洋

経 済 新 報 社 、1 9 8 1 年 ）、鳥 羽 欽 一 郎 ＝ 富 士 ケ 根 靖 雄『 日 本 月 賦 産 業 の 歴 史 と 展 望

2 小 売 業 と ク レ ジ ッ ト 革 新 』（ 東 洋 経 済 新 報 社 、 1 9 8 1 年 ）、 鳥 羽 欽 一 郎 ＝ 田 中 淑

生 『 日 本 月 賦 産 業 の 歴 史 と 展 望 3 ク レ ジ ッ ト 商 法 に 生 き る 』（ 東 洋 経 済 新 報 社 、

1 9 8 1 年 ）、『住 友 ク レ ジ ッ ト サ ー ビ ス 2 0 年 の あ ゆ み 』（住 友 ク レ ジ ッ ト サ ー ビ ス 、

1 9 8 9 年 ）、 日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 設 立 2 5 周 年 記 念 『 わ が 国 ク レ ジ ッ ト の 半 世

紀 （ 本 編 ）（ 別 冊 ）』（ 日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 、 1 9 9 2 年 ）、 三 信 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 株 式 会 社 編 『 三 井 T. B .カ ー ド 1 0 年 史 』（ 三 信 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 、 1 9 9 3 年 ）、
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長 尾 晃「 ク レ ジ ッ ト 随 想 録（ 第 1 話 ）～（ 第 7 話 ）」消 費 者 信 用 1 7 巻 11 号（ 1 9 9 9
年 ） 2 2 頁 、 1 7 巻 1 2 号 5 0 頁 、 1 8 巻 1 号 （ 2 0 0 0 年 ） 4 6 頁 、 2 号 4 6 頁 、 4 号 4 4
頁 、 5 号 4 2 頁 、 6 号 5 8 頁 、 末 藤 高 義 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 入 門 3 5 国 際 ブ ラ ン ド

誕 生 小 史 3 6 わ が 国 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 国 際 化 の 歩 み 』 消 費 者 信 用 2 0 巻 7 号

（ 2 0 0 2 年 ） 7 4 頁 、 2 0 巻 8 号 7 0 頁 、 森 芳 久 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 誕 生 物 語 」 経 営

教 育 1 6 2 号 （ 2 0 0 3 年 ） 1 7 頁 、 櫻 井 澄 夫 「 叢 談 ・ カ ー ド の 世 紀 （ 第 1 回 ） ～ （ 第

1 0 9 回 ）」 消 費 者 信 用 2 2 巻 5 号 （ 2 0 0 4 年 ） 6 8 頁 、 6 号 8 2 頁 、 7 号 7 3 頁 、 8 号

7 6 頁 、 1 0 号 5 8 頁 、 2 3 巻 1 号 （ 2 0 0 5 年 ） 6 6 頁 、 2 号 7 4 頁 、 3 号 6 6 頁 、 4 号

5 6 頁 、 6 号 7 2 頁 、 7 号 7 0 頁 、 8 号 7 0 頁 、 1 0 号 7 6 頁 、 2 4 巻 1 号 （ 2 0 0 6 年 ）

4 4 頁 、 2 号 5 8 頁 、 3 号 6 6 頁 、 2 5 巻 1 号 （ 2 0 0 7 年 ） 6 3 頁 、 2 号 7 6 頁 、 3 号 8 0
頁 、 4 号 6 6 頁 、 5 号 6 2 頁 、 7 号 7 2 頁 、 8 号 6 4 頁 、  2 6 巻 4 号 （ 2 0 0 8 年 ） 5 4
頁 、6 号 6 2 頁 、7 号 7 4 頁 、2 7 巻 3 号（ 2 0 0 9 年 ）7 4 頁 、6 号 6 4 頁 、8 号 6 0 頁 、

2 8 巻 5 号 （ 2 0 1 0 年 ） 6 6 頁 、 2 9 巻 1 号 （ 2 0 11 年 ） 4 3 頁 、 3 0 巻 6 号 （ 2 0 1 2 年 ）

5 4 頁 、 3 1 巻 1 0 号（ 2 0 1 3 年 ） 6 2 頁 、 3 2 巻 3 号（ 2 0 1 4 年 ） 5 6 頁 、風 間 眞 一「 誌

上 C A R D  G A L L E RY・ 日 本 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 足 跡 を た ど る（ 第 1 回 ）～（ 第

1 0 回 ・ 完 ）」 消 費 者 信 用 2 5 巻 6 号 （ 2 0 0 7 年 ） 5 6 頁 、 7 号 5 4 頁 、 8 号 4 6 頁 、

1 0 号 5 4 頁 、 11 号 5 4 頁 、 1 2 号 6 2 頁 、 2 6 巻 1 号（ 2 0 0 8 年 ） 6 4 頁 、 2 号 7 4 頁 、

3 号 6 6 頁 、 4 号 6 2 頁 、 J C B 社 史 制 作 委 員 会 編 纂 『 J C B カ ー ド の 半 世 紀 ― ― 日

本 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 社 会 の 軌 跡 』（ ジ ェ ー シ ー ビ ー 、 2 0 11 年 ）、 本 田 元 「 加 盟

店 か く 戦 え り （ 第 1 回 ） ～ （ 第 2 2 回 ・ 完 ）」 消 費 者 信 用 3 0 巻 4 号 （ 2 0 1 2 年 ）

4 6 頁 、 1 0 号 5 2 頁 、 3 1 巻 4 号 （ 2 0 1 3 年 ） 11 7 頁 、 6 号 4 4 頁 、「（ 月 刊 消 費 者 信

用 創 刊 3 0 周 年 記 念 ・ 第 1 弾 ） 回 顧 ・ 3 0 年 の 軌 跡 ・ 歴 史 を 捉 え た 記 事 3 0 本 を 一

挙 掲 載 ― ― 過 去 記 事 で た ど る 消 費 者 信 用 年 代 記 （ ク ロ ニ ク ル ）」 消 費 者 信 用 3 1
巻 4 号（ 2 0 1 3 年 ）所 収 の「 割 賦 販 売 法 改 正 案 の 主 要 ポ イ ン ト と 課 題 」2 8 頁 、「産

業 構 造 審 議 会 割 賦 販 売 分 科 会 中 間 報 告 ― ― ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 制 度 的 制 約 の 解

決 の 在 り 方 に つ い て（ 平 成 1 4 年 1 2 月 ）」 8 0 頁 、「 割 賦 販 売 法  改 正 法 案 の 核 心 ・

業 界 は カ ー ド に 対 す る 調 査 義 務 規 定 に 警 戒 感 ― ― 自 主 規 制 団 体 設 立 に 向 け て の

準 備 も 進 む 」 1 0 6 頁 。  
( 2 4 )村 千 鶴 子『 誌 上 法 学 講 座 ― ― 割 賦 販 売 法 を 学 ぶ 』（ 国 民 生 活 セ ン タ ー 、 2 0 1 2 年 ）

3 5 頁 参 照 。 従 来 は 、 ( d )二 月 払 購 入 あ っ せ ん に つ い て は 、「 マ ン ス リ ー ク リ ア 方

式 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 」 と 呼 び 、 規 制 の 対 象 外 で あ っ た が 、 平 成 2 0 年 改 正 に よ

り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等 の 安 全 管 理 義 務 が 課 せ ら れ た 。 な お 、 マ ン ス リ ー

ク リ ア 方 式 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 類 似 し た も の と し て 、 英 米 で は 、「 チ ャ ー

ジ カ ー ド 」 と い う 1 回 払 い の 取 引 が あ り 、 か つ て は 消 費 者 信 用 取 引 と し て の 規

制 の 対 象 外 と な っ て い た が 、 今 日 で は 取 引 条 件 等 の 表 示 規 制 の 対 象 に な っ て い

る 。  
( 2 5 )  当 時 の 割 賦 販 売 に は 、 販 売 形 態 か ら み て 、「 純 粋 割 賦 販 売 、 積 立 式 割 賦 販 売 、

チ ケ ッ ト 式 割 賦 販 売 、 金 融 機 関 と 提 携 し た 割 賦 等 幾 つ か の 方 法 」 が あ っ た 。「 純

粋 割 賦 販 売 の 中 に も 、 一 般 小 売 店 や 月 賦 専 門 店 が 行 っ て い る よ う に 自 己 の 計 算

と 金 融 負 担 に 基 づ く 独 立 方 式 と メ ー カ ー か ら 小 売 店 に 足 る 販 売 系 列 が 一 体 と な

っ て 実 施 し て い る 系 列 方 式 」 と が あ っ た 。 藤 田 正 次 「 わ が 国 に お け る 割 賦 販 売

の 現 状 と 諸 問 題 」 ジ ュ リ 1 9 1 号 ( 1 9 5 9 ) 1 8 頁 。 こ の う ち 、 独 立 方 式 ・ 系 列 方 式 の

よ う な 直 接 信 用 に よ る も の が 割 賦 販 売 と し て 規 制 さ れ た 。 な お 、 割 賦 販 売 は 、

頼 母 子 講 ・ 無 尽 講 を ル ー ツ と し て 、「 月 掛 売 り 」「 月 賦 」「 つ け 」 な ど の 形 で 、 明

治 時 代 以 前 か ら 行 わ れ て い た 。 一 方 、 外 資 系 ・ メ ー カ ー 系 の 導 入 し た 月 賦 販 売

と し て は 、 す で に 明 治 1 0 ( 1 8 7 7 )年 に は 、 洋 服 の 割 賦 販 売 の 記 録 が あ る 。 ク レ 産

協 ・ 前 掲 注 ( 9 )   2 - 3 頁 、 1 7 頁 参 照 。  
( 2 6 )  証 票 の 譲 受 や 質 入 れ を 禁 止 し た の は 、証 票 類 が 紙 幣 類 似 証 券 に 該 当 す る お そ れ

が あ る な ど 、 国 民 経 済 に 好 ま し く な い 影 響 を 与 え る こ と が 懸 念 さ れ た か ら で あ

る 。（昭 和 3 4 ( 1 9 5 9 )年 9 月 5 日 産 業 合 理 化 審 議 会 流 通 部 会「 総 合 割 賦 販 売 に つ い

て（ 答 申 )」通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費 経 済 課 編『 昭 和 5 9 年 改 正 に よ る 新 割 賦

販 売 法 の 改 正 』（ 日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 、 1 9 8 6 年 ） 7 2 4 頁 。  
そ の 背 景 に は 、当 時 、証 票 が 転 々 流 通 し 、チ ケ ッ ト 類 が 一 部 民 間 金 融 業 者 に 利 用

さ れ 、質 入 れ に よ り 不 健 全 な 金 融 が 行 わ れ て い た 事 情 が 反 映 し て い る よ う で あ る 。

ま た 、登 録 制 と し た の は 、加 盟 店 と な っ た 小 売 店 に 立 替 金 が 確 実 に 支 払 わ れ る べ

く 、財 務 の 健 全 性 を チ ェ ッ ク す る 意 図 が あ っ た 。ク レ 産 協・前 掲 注 ( 9 )   8 8 - 8 9 頁 、

1 0 5 頁 。 山 田 ・ 前 掲 注 ( 2 2 ) 7 0 頁 。 な お 、 チ ケ ッ ト 担 保 の 融 資 に 関 し て 幾 代 通 「 チ

ケ ッ ト を 利 用 す る サ ラ リ ー マ ン 金 融 の 法 律 問 題 」 ジ ュ リ 1 9 1 号 （ 1 9 5 9 年 ） 3 1 頁

が あ る 。  
( 2 7 )  割 賦 販 売 法 制 定 当 時 の 文 献 と し て は 、以 下 の も の が あ る 。山 東 茂 一 郎「 割 賦 販
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売 の 理 論 と 実 際 」 産 業 経 済 研 究 5 巻 2 号（ 1 9 5 2 年 ） 5 3 頁 、西 川 良 一 「 近 の 割

賦 販 売 の 実 態 と 理 論 」同 志 社 大 学 経 済 学 論 叢 7 巻 4 号（ 1 9 5 7 年 ） 7 2 頁 、林 久 吉

「 割 賦 販 売 制 度 の 発 達 」明 治 大 学 商 学 研 究 所 年 報 2 号（ 1 9 5 7 年 ） 6 5 頁 、林 久 吉

「 代 行 割 賦 販 売 制 度 の 研 究 」 明 大 商 学 論 叢 4 0 巻 1 0 号 （ 1 9 5 7 年 ） 1 頁 、 日 本 商

工 会 議 所 『 わ が 国 に お け る 割 賦 販 売 の 現 状 』（ 日 本 商 工 会 議 所 、 1 9 5 8 年 ）、 白 柳

夏 男「 わ が 国 に お け る 割 賦 販 売 の 現 状 と 問 題 点 」月 刊 中 小 企 業 1 0 巻 1 0 号（ 1 9 5 8
年 ） 2 - 6 頁 、 今 井 祐 之 介 「 百 貨 店 の 割 賦 販 売 と 小 売 商 へ の 影 響 」 月 刊 中 小 企 業

1 0 巻 1 0 号 （ 1 9 5 8 年 ） 6 - 7 頁 、「 イ ギ リ ス の 割 賦 販 売 金 融 に つ い て 」 富 士 銀 行 調

査 時 報 1 2 7 号（ 1 9 5 8 年 ） 5 4 頁 、国 立 国 会 図 書 館『 わ が 国 割 賦 販 売 に 関 す る 立 法

の あ り 方 』（ 国 立 国 会 図 書 館 、 1 9 5 9 年 ）、 小 西 清 治 「 割 賦 販 売 の 諸 問 題 」 綜 合 法

学 2 巻 4 号 （ 1 9 5 9 年 ） 5 1 頁 、長 沢 義 忠「 百 貨 店 等 の 割 賦 販 売 に 自 粛 を 要 望 」 時

の 法 令 3 3 4 号 （ 1 9 5 9 年 ） 1 6 頁 、 田 中 実 ほ か 「 割 賦 販 売 制 度 の 諸 形 態 」 ジ ュ リ

1 9 1 号 （ 1 9 5 9 年 ） 2 - 1 0 頁 、 田 中 実 「 割 賦 販 売 に お け る 法 律 問 題 」 ジ ュ リ 1 9 1 号

( 1 9 5 9 年 )  11 - 1 2 頁 、 小 西 清 治 「 割 賦 販 売 法 と そ の 問 題 点 」 ジ ュ リ 1 9 1 号 ( 1 9 5 9
年 )  1 3 - 1 6 頁 、加 藤 一 郎 ほ か「（ 座 談 会 ）割 賦 販 売 の 現 状 と そ の 規 制 」ジ ュ リ 1 9 1
号 ( 1 9 5 9 年 )  3 6 - 6 2 頁 、藤 田 正 次 ・ 前 掲 注 ( 2 5 ) 1 7 - 2 3 頁 、西 川 良 一「 割 賦 販 売 の

近 の 諸 問 題 に つ い て 」 同 志 社 大 学 経 済 学 論 叢 1 0 巻 2 号 （ 1 9 5 9 年 ） 6 6 頁 、 三 津

田 松 吉 「 わ が 国 割 賦 販 売 に 関 す る 立 法 の あ り 方 ― ― 西 ド イ ツ 割 賦 販 売 法 そ の 他

と 比 較 し て 」 レ フ ァ レ ン ス 1 0 巻 3 号 （ 1 9 6 0 年 ） 2 9 頁 、 藤 田 正 次 「 割 賦 販 売 法

案 に つ い て 」ジ ュ リ 2 0 2 号（ 1 9 6 0 年 ） 5 2 頁 、通 商 産 業 省 企 業 局 商 務 課 編『 割 賦

販 売 法 の 解 説 』（ 野 田 経 済 社 、 1 9 6 1 年 ）、稲 村 良 平『 割 賦 販 売 』（ 青 林 書 院 、 1 9 6 1
年 ）、 後 藤 義 則 「 特 集 新 の 経 済 事 情 と 法 律 問 題 割 賦 販 売 法 の 法 律 問 題 」 法 律 の

ひ ろ ば 2 4 巻 1 2 号 （ 1 9 7 1 年 ） 3 3 - 3 8 頁 、 品 田 誠 平 編 『 割 賦 販 売 の 法 律 ・ 会 計 ・

税 務 』（ ダ イ ヤ モ ン ド 社 、 1 9 6 1 年 ）、加 藤 一 郎 ほ か「（ 座 談 会 ）割 賦 販 売 法 と は ど

ん な 法 律 か 」 法 時 3 3 巻 8 号 （ 1 9 6 1 年 ） 4 0 頁 、 小 西 清 治 「 割 賦 販 売 法 と そ の 問

題 点 」ジ ュ リ 2 3 1 号（ 1 9 6 1 年 ） 1 3 頁 、野 村 正 幸「 割 賦 販 売 秩 序 の 確 立 ― ― 割 賦

販 売 条 件 の 適 正 化 、 前 払 式 割 賦 販 売 業 者 お よ び 割 賦 購 入 あ っ せ ん 業 者 の 登 録 等 」

時 の 法 令 4 0 0 号（ 1 9 6 1 年 ） 1 2 頁 、新 倉 隆「 割 賦 販 売 法 の 施 行 に つ い て 」月 刊 中

小 企 業 1 3 巻 1 2 号 （ 1 9 6 1 年 ） 1 2 頁 。  
( 2 8 )  白 柳 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 4 頁 。 な お 、 戦 前 に お け る 割 賦 販 売 に 関 す る 文 献 と し て は 、

向 井 鹿 松「 割 賦 販 売 制 度 と 消 費 金 融（ 割 賦 販 売 制 度 の 新 意 義 ）」三 田 学 会 雑 誌 2 1
巻 6 号（ 1 9 2 7 年 ） 2 6 ( 7 4 8 )頁 な ど が あ り 、 近 で は 、満 薗 勇『 日 本 型 大 衆 消 費 社

会 へ の 胎 動 ― ― 戦 前 期 日 本 の 通 信 販 売 と 月 賦 販 売 』（ 東 京 大 学 出 版 会 、 2 0 1 4 年 ）

な ど が あ る 。  
 ( 2 9 )  「 チ ケ ッ ト 」 と は 、 一 定 の 金 額 が 印 刷 さ れ た 何 枚 か つ な が っ た 切 り 取 り 式 の

も の を い う 。 商 品 を 購 入 す る と き に 、 販 売 価 格 に 見 合 う 金 券 を 切 り 取 り 、 そ こ

に あ ら か じ め 登 録 済 み の 印 鑑 で 押 印 し て 交 付 す る 。 販 売 店 は 、 台 帳 で 届 け 出 印

と 照 合 し て 、 一 致 し た 場 合 に チ ケ ッ ト で の 分 割 払 い を 認 め 、 チ ケ ッ ト 販 売 会 社

は 、 締 切 日 ご と に こ れ を 集 め て 集 計 し 、 会 員 に 請 求 す る と い う も の で あ っ た 。

京 都 専 門 店 会 が 1 9 5 0（ 昭 和 2 5）年 か ら 発 行 を 開 始 し 、全 国 の 専 門 店 会 が 主 に 採

用 し て い た 。 加 藤 一 郎 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 3 9 頁 〔 三 浦 正 義 発 言 〕 参 照 。  
一 方 、「 ク ー ポ ン 」 は 、 通 帳 や 小 切 手 帳 の よ う に つ づ ら れ て お り 、 こ れ に 金 額

を 記 入 し て 使 用 す る も の で 、 会 員 証 に 押 印 さ れ た も の と 同 じ 印 を 押 印 し て 引 き

渡 す 方 式 で あ り 、昭 和 2 6 ( 1 9 5 1 )年 日 本 信 用 販 売（ の ち の 日 本 信 販 ： 現 三 菱 U F J
ニ コ ス ） が 初 め て 発 行 し 、 主 に 百 貨 店 で 当 初 利 用 さ れ て い た 。 風 間 ・ 前 掲 注

( 2 2 ) 5 7 - 5 8 頁 、ク レ 産 協 ・ 前 掲 注 ( 9 )  4 9 頁 、 6 5 頁 、加 藤 一 郎 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 4 0
頁 〔 吉 田 清 貫 発 言 〕 参 照 。  
「 チ ケ ッ ト 」 は 、 商 店 が 自 社 の 台 帳 で 本 人 確 認 す る 方 式 で あ る の に 対 し 、「 ク

ー ポ ン 」制 度 に は 、印 鑑 の 押 印 が あ る 会 員 証 が あ っ て 、「 ク ー ポ ン 」の 押 印 と 会

員 証 の 印 鑑 の 照 合 を 行 え ば よ い の で 、 販 売 店 の 負 荷 は チ ケ ッ ト の ほ う が 負 荷 も

小 さ く 、 会 員 数 の 増 大 に 対 応 す る こ と が で き た 。  
な お 、そ の 後 、「 チ ケ ッ ト 」や「 ク ー ポ ン 」を 発 行 す る 会 社 が 次 々 に 設 立 さ れ

て い る 。 昭 和 2 7 ( 1 9 5 2 )年 1 0 月 に 広 島 で 設 立 さ れ た 「 全 職 域 指 定 店 会 」（ 現 ラ イ

フ )、 昭 和 2 9 ( 1 9 5 4 )年 1 2 月 設 立 の 「 協 同 組 合 広 島 ク ー ポ ン 」（ 現 オ リ エ ン ト コ

ー ポ レ ー シ ョ ン )、 昭 和 2 9 ( 1 9 5 4 )年 6 月 函 館 で 設 立 さ れ た 「 デ パ ー ト 信 用 販 売

株 式 会 社 」（ 現 ジ ャ ッ ク ス )、 昭 和 3 1 ( 1 9 5 6 )年 1 0 月 に 大 阪 で 設 立 さ れ た 「 大 阪

信 用 販 売 株 式 会 社 」（ 現 ア プ ラ ス カ ー ド )な ど で あ る 。 ま た 、 日 本 信 販 の 名 古 屋

支 店 の 業 務 継 続 目 的 で 、 昭 和 3 5 ( 1 9 6 0 )年 1 月 に 「 中 部 日 本 信 販 株 式 会 社 」 が 設

立 さ れ 、 日 本 信 販 大 阪 支 店 の 営 業 権 は 、 大 阪 信 用 販 売 株 式 会 社 に 譲 渡 さ れ て い

る 。 ク レ 産 協 ・ 前 掲 注 ( 9 )  6 8 - 7 3 頁 。  
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( 3 0 )  櫻 井 澄 夫 「 2 つ の 署 名 を 持 つ 幻 の 『 フ ァ ミ リ ー カ ー ド 』 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 巡

る 日 米 文 化 比 較 論（ 叢 談 カ ー ド の 歴 史 ・ 第 3 5 回 ）」消 費 者 信 用 2 5 巻 6 号（ 2 0 0 7
年 ） 9 1 頁 ）、水 島 章 雄「 連 載 日 本 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 達 史（ 第 6 回 ）『 ク ー ポ ン 』

と 『 カ ー ド 』、 風 間 ・ 前 掲 注 ( 2 2 ) 4 6 - 4 8 頁 参 照 。  
( 3 1 )  日 本 信 販 が 行 っ て い た「 ク ー ポ ン 」事 業 で は 、百 貨 店 を 主 要 加 盟 店 に し て い た

が（ 株 ）セ メ ダ イ ン を 皮 切 り に 、衆 参 両 院 事 務 局 、通 産 省 、大 蔵 省 、東 京 瓦 斯 、

N H K 等 と 大 口 契 約 を 行 い 、 職 域 で は 、 厚 生 課 長 や 総 務 部 長 に 依 頼 し て 「 ク ー ポ

ン 」 券 の 管 理 と 利 用 代 金 の 給 与 か ら 天 引 き し て お り （ 風 間 ・ 前 掲 注 ( 2 2 ) 5 8 - 5 9 頁

参 照 ）、 大 手 官 庁 ・ 企 業 の 信 用 を も 利 用 し た 信 用 シ ス テ ム を 構 築 し て い た 。 加 藤

一 郎 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 3 9 頁 〔 吉 田 発 言 〕。 櫻 井 ・ 前 掲 注 ( 3 0 ) 9 1 頁 、 水 島 ・ 前 掲 注

( 3 0 )  6 7 頁 な ど 参 照 。  
( 3 2 )  昭 和 3 4 ( 1 9 5 9 )年 1 0 月 2 4 日 3 4 企 第 2 1 9 5 号 通 商 大 臣 発 百 貨 店 業 者 お よ び 信 用

販 売 会 社 宛 「 百 貨 店 業 者 の 割 賦 販 売 自 粛 に つ い て （ 別 添 ）」。 通 産 省 産 政 局 取 引

信 用 室 ・ 前 掲 注 ( 2 2 ) 1 - 8 頁 参 照 。  
  本 通 達 が 発 出 さ れ た き っ か け は 、 中 小 小 売 業 者 と 百 貨 店 の 大 手 信 販 会 社 と の

提 携 に よ る 「 ク ー ポ ン 」 制 度 の 拡 大 に 対 す る 摩 擦 が 生 じ て い た 背 景 が あ り 、 昭

和 3 1 ( 1 9 5 6 )年 5 月 に 公 布 さ れ た 百 貨 店 の 売 り 場 面 積 を 規 制 す る 「 百 貨 店 法 」 を

制 定 す る 過 程 で 、 百 貨 店 の 割 賦 販 売 も 小 売 商 の 分 野 を 侵 害 す る 越 権 行 為 で あ る

と の 理 由 で 、 規 制 を 求 め る 声 が 上 が っ た こ と に よ る 。 そ の 後 昭 和 3 3 ( 1 9 5 8 )年 の

6 月 か ら 8 月 に か け て 、信 販 会 社 が 京 都 、大 阪 、名 古 屋 に 進 出 し 、百 貨 店 と 提 携

し て チ ケ ッ ト を 発 行 す る こ と と な っ た こ と で 、 小 売 商 側 か ら 激 し い 反 発 が 起 き 、

同 年 9 月 5 日 付 で 通 産 省 か ら 全 国 1 0 3 の 百 貨 店 に 対 し 、 割 賦 販 売 を 行 っ て い な

い 百 貨 店 は 開 始 し な い こ と 、 既 に 行 っ て い る と こ ろ は 極 力 自 粛 す る よ う に と い

う 自 粛 通 達 が 出 さ れ て い た 。 藤 田 正 次 ・ 前 掲 注 ( 2 5 ) 2 0 頁 参 照 。  
  な お 、 3 4 年 通 達 は 、 平 成 4 ( 1 9 9 2 )年 6 月 1 9 日 付 で 廃 止 さ れ て い る 。  
( 3 3 )  加 藤 一 郎 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 7 )  9 4 5 頁 （ 藤 田 正 次 発 言 ） 参 照 。  
( 3 4 )  鳥 羽 欽 一 郎 ＝ 富 士 ヶ 根 靖 雄『 小 売 業 と ク レ ジ ッ ト 革 新 』（東 洋 経 済 新 報 社 、1 9 8 1

年 ） 2 1 頁 参 照 。  
( 3 5 )  長 尾 晃「 ク レ ジ ッ ト と は 何 か ?ク レ ジ ッ ト 随 想 録 (第 1 話 )」消 費 者 信 用 1 7 巻 11

号 （ 1 9 9 9 年 ） 2 2 - 2 4 頁 参 照 。  
( 3 6 )  割 賦 販 売 法 は 、 制 定 当 初 か ら 、 1 条 2 項 に 「 こ の 法 律 の 運 用 に あ た っ て は 、 割

賦 販 売 等 を 行 う 中 小 商 業 者 の 事 業 の 安 定 お よ び 振 興 に 留 意 し な け れ ば な ら な

い 。」 と の 規 定 が 設 け て あ り 、 中 小 商 業 者 保 護 の 観 点 で 、 銀 行 資 本 、 大 流 通 資 本

に よ る カ ー ド 事 業 が 制 限 さ れ て き た 。 ま た 、 昭 和 5 2 ( 1 9 7 7 )年 に 制 定 さ れ た 大 企

業 が 中 小 事 業 分 野 に 進 出 す る の を 抑 制 す る 「 中 小 企 業 事 業 活 動 機 会 の 確 保 の た

め の 大 企 業 者 事 業 活 動 の 調 整 に 関 す る 法 律 」（ 昭 和 5 2 ( 1 9 7 7 )年 法 律 第 7 4 号 。 通

称 「 分 野 調 整 法 」） の 制 定 に 関 連 し て 、 衆 参 両 院 の 商 工 委 員 会 の 付 帯 決 議 に お い

て 、 銀 行 系 カ ー ド の 割 賦 機 能 付 与 が 制 限 さ れ て い た 。 横 山 二 郎 「 横 山 二 郎 の 単

言 直 言 『 消 費 者 信 用 行 政 が 問 わ れ る 時 』」 消 費 者 信 用 2 巻 6 号 2 1 頁 （ 1 9 8 4 年 ）

2 4 頁 参 照 。 ま た 、 三 和 銀 行 と 日 本 信 販 が 折 半 出 資 で 設 立 し た J C B に つ い て は 、

昭 和 4 0 ( 1 9 6 5 )年 頃 日 本 信 販 が そ の 保 有 株 式 の 一 部 を 手 放 す と き に 、 譲 渡 の 条 件

と し て 、 J C B は 、 チ ャ ー ジ ア カ ウ ン ト の み で マ ン ス リ ー ペ イ メ ン ト （ 月 賦 ） は

や ら な い と の 約 束 が あ っ た と い う 。 山 田 ・ 前 掲 注 ( 2 2 ) 1 0 2 頁 参 照 。  
( 3 7 )  そ れ ま で「 チ ケ ッ ト 」や「 ク ー ポ ン 」を 扱 っ て き た 信 販 会 社 等 で は 、昭 和 4 1 ( 1 9 6 6 )

年 1 0 月 に 日 本 信 販 が そ れ ま で の 「 ク ー ポ ン 」 制 度 を ク レ ジ ッ ト カ ー ド 制 度 に 移

行 さ せ は じ め 、昭 和 4 2 ( 1 9 6 7 )年 1 2 月 に は「 ク ー ポ ン 」券 か ら ラ ミ ネ ー ト カ ー ド

に 切 り 替 え 、 昭 和 4 4 ( 1 9 6 9 )年 2 月 に 全 会 員 の カ ー ド 化 が 完 了 し て い る 。 ま た 、

昭 和 4 5 ( 1 9 7 0 )年 4 月 に は 日 専 連 が 全 国 共 通 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 取 り 扱 い を 開 始

す る な ど 、「 ク ー ポ ン 」か ら ク レ ジ ッ ト カ ー ド へ の 切 り 替 え を 進 め 、昭 和 4 4 ( 1 9 6 9 )
年 以 降 、 他 の 信 販 会 社 ・ 中 小 小 売 商 団 体 も ク レ ジ ッ ト カ ー ド 事 業 に 進 出 す る よ

う に な っ た 。 い ず れ も 、 分 割 払 機 能 が あ る ク レ ジ ッ ト カ ー ド で あ る 。 風 間 ・ 前

掲 注 ( 2 3 )第 2 回 5 9 - 6 0 頁 、 風 間 ・ 前 掲 注 ( 2 3 )第 4 回 5 6 頁 、 ク レ 産 協 ・ 前 掲 注 ( 9 )   
3 4 9 - 5 3 頁 な ど 参 照 。  

( 3 8 )  風 間 ・ 前 掲 注 ( 2 3 )第 4 回 5 7 頁 参 照 。  
な お 、 信 販 系 カ ー ド と と も に 、 3 4 年 通 達 規 制 を 受 け て い た 百 貨 店 な ど 流 通 系

会 社 は 、昭 和 4 2 ( 1 9 6 7 )年 に 銀 行 の 消 費 者 ロ ー ン を 利 用 し た「 伊 勢 丹 ロ イ ヤ ル サ ー

ク ル カ ー ド 」を 発 行 し 、昭 和 4 3 ( 1 9 6 8 )年 に は 三 越 が わ が 国 初 の リ ボ ル ビ ン グ 方 式

の 「 三 越 フ ァ ミ リ ー ・ シ ョ ッ ピ ン グ カ ー ド 」 を 発 行 し た が 、 銀 行 の 審 査 を 経 る た

め 、利 用 者 は 信 用 度 の 比 較 的 高 い 人 に 限 ら れ て い た 。し た が っ て 、そ の 後 の 百 貨

店 の カ ー ド 発 行 は 、信 販 会 社 と 提 携 し 、百 貨 店 と 信 販 会 社 の 提 携 カ ー ド（ 信 販 サ
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イ ド で は 、「代 行 カ ー ド 」と 呼 ば れ た ）を 取 り 扱 う よ う に な る 。代 行 カ ー ド と は 、

百 貨 店 が 申 込 み の 勧 誘 ・ 受 付 を 行 う が 、 信 用 調 査 、 カ ー ド 発 行 、 代 金 回 収 を 信 販

会 社 が 行 う も の で あ る 。 風 間 ・ 前 掲 注 ( 2 3 )第 4 回 5 6 頁 、 矢 島 保 男 「（ 日 経 産 業 シ

リ ー ズ ） ク レ ジ ッ ト 」（ 日 本 経 済 新 聞 社 、 1 9 8 6 年 ） 1 5 - 1 6 頁 参 照 。  
( 3 9 )  二 当 事 者 型 の 分 割 払 い の ク レ ジ ッ ト カ ー ド と し て は 、 昭 和 3 5 ( 1 9 6 0 )年 に 丸 井

が 紙 製 の も の を 発 行 し 、 同 年 8 月 に は ビ ニ ー ル 樹 脂 製 の 「 ク レ ジ ッ ト ・ プ レ ー

ト 」（ 住 所 、 氏 名 、 顧 客 番 号 が エ ン ボ ス さ れ て お り 、 有 効 期 間 が 記 さ れ て い た ）

を 発 行 し て い た 。 ク レ 産 協 ・ 前 掲 注 ( 9 )   『 わ が 国 ク レ ジ ッ ト の 半 世 紀 』 1 2 9 - 3 0
頁 参 照 。 し か し 、 三 当 事 者 型 の ダ イ ナ ー ス カ ー ド 、 J C B カ ー ド に つ い て は 、 厳

し い 外 貨 管 理 政 策 の 下 で 国 際 カ ー ド の 発 行 は 認 め ら れ て い な か っ た 。 風 間 ・ 前

掲 注 ( 2 3 )第 2 回 5 6 頁 参 照 。  
( 4 0 )  『 消 費 者 信 用 統 計 ’ 8 2 年 版 』（ 日 本 割 賦 協 会 、 1 9 8 2 年 ） 4 9 頁 。 な お 、 割 賦 販 売

法 の 適 用 の な い 非 割 賦 方 式 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 取 扱 高 は 8 , 0 6 4 億 円 で あ っ た 。  
( 4 1 )  加 藤 良 三「 ク レ ジ ッ ト・カ ー ド 制 度 に お け る 損 失 分 担 の 法 理 ― 発 行 者 責 任 主 義

の 法 的 根 拠 に つ い て 」ア カ デ ミ ア 1 9 6 9 年 9 月 号（ 1 9 6 9 年 ） 5 9 - 7 5 頁 、竹 内 昭 夫

「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド と 消 費 者 保 護 ― ― 信 用 取 引 に お け る 消 費 者 問 題 の 一 側 面

― ― 」 ジ ュ リ 4 7 5 号 （ 1 9 7 1 年 ） 5 5 - 6 0 頁 参 照 。  

そ の 他 、当 時 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 紛 失 ・ 盗 難 、そ の 他 不 正 使 用 問 題 を 扱 っ た 文

献 と し て 、清 水 巌「 ク レ ジ ッ ト・カ ー ド 取 引 の 法 構 造 ( 1 )」法 時 4 5 巻 11 号（ 1 9 7 3
年 ） 1 6 7 頁 、兼 元 俊 徳「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド を め ぐ る 法 律 問 題 」警 察 研 究 4 6 巻 3
号（ 1 9 7 5 年 ） 6 1 - 6 5 頁 、清 水 巌「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 販 売 の 実 態 と 問 題 点 ― ― 消

費 者 保 護 の 側 面 か ら ― ― 」 ジ ュ リ 6 4 5 号 （ 1 9 7 7 年 ） 5 5 - 6 0 頁 、 西 本 昭 男 ＝ 内 田

和 久「 マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ を 利 用 し た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 照 合 機 」電 子 技 術 総 合

研 究 所 彙 報 4 3 巻 6 号 （ 1 9 7 9 年 ） 3 9 5 - 9 7 頁 参 照 。  
( 4 2 )  総 合 割 賦 購 入 あ っ せ ん の 新 規 信 用 供 与 は 、 昭 和 4 7 ( 1 9 7 2 )年 に は 2 , 0 6 0 億 円 に

過 ぎ ず 、 非 割 賦 の 銀 行 系 、 百 貨 店 系 カ ー ド は 、 そ れ ぞ れ 1 , 9 9 0 億 円 、 1 , 2 2 0 億 円

で あ っ た 。 一 方 、 独 立 方 式 と 系 列 方 式 に よ る 賦 払 方 式 （ 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん

に 該 当 )は 、そ れ ぞ れ 、 1 兆 1 , 0 2 0 億 円 、 1 兆 3 , 5 8 0 億 円 で あ り 、銀 行 に よ る 提 携

ロ ー ン も 4 , 9 9 0 億 円 と な っ て お り 、 カ ー ド を 使 わ な い 個 別 契 約 を 行 う 方 式 が 圧

倒 的 な ボ リ ュ ー ム を 占 め て い た 。日 本 割 賦 協 会『 消 費 者 信 用 統 計 ’ 8 2 年 版 』（ 1 9 8 2
年 ） 4 9 頁 参 照 。  

( 4 3 )  昭 和 4 7 ( 1 9 7 2 )年 割 賦 販 売 法 改 正 当 時 の 状 況 と 法 改 正 を め ぐ る 議 論 に 関 し て は 、

林 久 吉「 消 費 者 信 用 の 一 形 態 と し て の 割 賦 販 売 」中 央 学 院 大 学 論 叢 商 学 関 係 輯 1
巻 1 号 （ 1 9 6 6 年 ） 1 3 3 頁 、 石 原 純 徳 「 割 賦 販 売 金 融 の 現 状 と 方 向 」 通 商 産 業 研

究 1 4 巻 6 号（ 1 9 6 6 年 ） 1 3 7 頁 、中 尾 舜 一「 前 払 式 割 賦 販 売 に お け る 消 費 者 保 護

対 策 に つ い て ― ― 割 賦 販 売 審 議 会 の 答 申 案 」 時 の 法 令 5 9 9 号 （ 1 9 6 7 年 ） 3 0 頁 、

「（ 特 集 ） 割 賦 販 売 ― ― そ の 実 態 と 分 析 」 ジ ュ リ 3 8 2 号 （ 1 9 6 7 年 ） 所 収 の 宮 内

竹 和 「 割 賦 販 売 の 実 態 と 法 律 問 題 」 2 3 頁 、 淡 路 剛 久 「 割 賦 販 売 約 款 の 紹 介 と 法

律 問 題 」 3 3 頁 、 前 田 稔 「 自 動 車 の 割 賦 販 売 形 態 と 不 払 事 故 な ど の 処 理 状 況 」 5 2
頁 、 中 島 浩 一 郎 「 家 庭 電 機 器 具 の 割 賦 販 売 形 態 と 取 引 状 況 （ 不 払 い の 処 理 等 ）」

5 5 頁 、 川 本 暉 夫 「 ミ シ ン の 前 払 式 割 賦 販 売 形 態 と 当 面 す る 問 題 」 5 7 頁 、 鈴 木 茂

夫 「 楽 器 の 割 賦 販 売 形 態 と 具 体 的 事 故 の 処 理 状 況 」 6 0 頁 、 金 津 孝 「 建 設 機 械 の

割 賦 販 売 形 態 」 7 0 頁 、 西 脇 敏 彦 「 前 払 式 割 賦 販 売 の 現 状 と 問 題 点 」 7 2 頁 、 森 岡

敞 「 所 有 権 留 保 割 賦 販 売 と 税 ― ― 判 例 と 現 行 法 の 解 釈 」 8 0 頁 、 坂 田 暉 男 「 所 有

権 留 保 割 賦 販 売 と 税 ― ― 建 設 機 械 と 固 定 資 産 税 - -課 税 処 分 取 消 請 求 事 件 を め ぐ

っ て 」 8 1 頁 、 大 内 剛 「 改 正 割 賦 販 売 法 の 概 要 ― ― 許 可 制 の 採 用 、 供 託 義 務 ・ 監

督 体 制 の 強 化 」財 政 経 済 弘 報 1 2 5 8 号（ 1 9 6 8 年 ） 4 頁 、谷 村 昭 一「 割 賦 販 売 法 の

一 部 改 正 に つ い て ― ― 前 払 式 割 賦 販 売 に 関 す る 監 督 の 強 化 」 通 産 ジ ャ ー ナ ル 2
巻 1 号 （ 1 9 6 8 年 ） 1 6 頁 、 谷 村 昭 一 「 前 払 式 割 賦 販 売 に 対 す る 監 督 の 強 化 」 時 の

法 令 6 5 1 号（ 1 9 6 8 年 ）1 3 頁 、矢 島 保 男「 わ が 国 に お け る 割 賦 販 売 金 融 の 問 題 点 」

早 稲 田 商 学 2 0 4 号（ 1 9 6 8 年 ） 6 7 頁 、中 小 企 業 庁 商 業 第 2 課「 チ ケ ッ ト 割 賦 販 売

事 業 の 今 後 の あ り 方 に つ い て 」 月 刊 中 小 企 業 2 0 巻 1 2 号 （ 1 9 6 8 年 ） 5 頁 、 大 内

剛 「 割 賦 販 売 審 議 会 金 融 部 会 の 審 議 経 過 概 要 ― ― 割 賦 金 融 制 度 の 整 備 に つ い て 」

財 経 詳 報 8 0 8 号 （ 1 9 6 9 年 ） 1 5 頁 、 後 藤 義 典 「 割 賦 販 売 の 法 律 問 題 （ 特 集 ・ 近

の 経 済 事 情 と 法 律 問 題 ）」 法 律 の ひ ろ ば 2 4 巻 1 2 号 （ 1 9 7 1 年 ） 3 3 頁 、 通 商 産 業

省 企 業 局 消 費 経 済 課 編 『 新 割 賦 販 売 法 の 解 説 』（ 通 商 産 業 調 査 会 、 1 9 7 2 年 ）、 山

田 和 彦「 割 賦 販 売 法 の 改 正（ 1 9 7 2 年 商 事 法 立 法 の 動 向 ）」旬 刊 商 事 法 務 研 究 5 8 3
号 （ 1 9 7 2 年 ） 4 4 頁 、 竹 内 直 一 「 割 賦 販 売 法 の 改 正 に つ い て （ 特 集 ・ 主 要 法 案 の

動 向 と 検 討 ）」 ジ ュ リ 5 0 3 号 （ 1 9 7 2 年 ） 4 7 頁 、 後 藤 義 典 「 割 賦 販 売 法 の 改 正 に

つ い て ― ― 流 通 秩 序 法 か ら 消 費 者 保 護 法 へ （ 第 6 8 国 会 成 立 法 律 の 解 説 1 2）」 財
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政 経 済 弘 報 1 4 7 0 号 （ 1 9 7 2 年 ） 11 頁 、 谷 口 知 平 「 割 賦 販 売 ・ ク レ ジ ッ ト カ ー ド

な ど （ 財 産 法 講 話 4 1）」 法 セ 2 0 0 号 （ 1 9 7 2 年 ） 4 3 頁 、 村 岡 茂 生 「 割 賦 販 売 等 に

お け る 消 費 者 保 護 の 強 化 」 時 の 法 令 8 11 号 （ 1 9 7 3 年 ） 8 頁 。  
( 4 4 )  通 産 省 企 業 局 消 費 経 済 課 編 ・ 前 掲 注 ( 4 3 ) 3 6 - 3 8 頁 。  
( 4 5 )  通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費 経 済 課 編 『 新 版 新 割 賦 販 売 法 の 解 説 』（ 通 商 産 業

調 査 会 、 1 9 7 6 年 ） 1 8 頁 。  
( 4 6 )  消 費 者 保 護 規 定 は 導 入 さ れ な か っ た が 、「 チ ケ ッ ト 」 や 「 ク ー ポ ン 」 と 同 様 に

扱 わ れ る こ と に な っ た の で 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 譲 渡 、 質 入 れ の 禁 止 が 適 用 さ

れ る こ と に な っ た 。 通 産 省 企 業 局 消 費 経 済 課 編 ・ 前 掲 注 ( 4 3 ) 3 8 頁 。  
( 4 7 )  日 本 割 賦 協 会『 1 5 年 の 歩 み 』（ 日 本 割 賦 協 会 、 1 9 8 2 年 ） 1 4 7 頁 。ク レ 産 協 ・ 前

掲 注 ( 9 )   1 7 0 頁 。  
( 4 8 )  地 理 的 規 制 が な い ほ か 、① 会 員 組 織 化 の 必 要 が な い ② カ ー ド の よ う に 限 度 額 が

な い の で 高 額 商 品 に 対 応 で き る と い う メ リ ッ ト が あ っ た こ と で 全 国 的 展 開 が 容

易 で あ っ た 。 ま た 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務 で は 、 資 本 力 の あ る 銀 行 系 ク レ ジ ッ

ト カ ー ド に 競 合 し 、 拡 大 す る こ と が 困 難 で あ っ た こ と が 指 摘 さ れ て い る 。 矢 島

保 男 『 消 費 者 信 用 ― ― ク レ ジ ッ ト 社 会 の 進 展 と 新 し い 対 応 』（ ダ イ ヤ モ ン ド 社 、

1 9 8 3 年 ） 9 0 - 9 3 頁 。 ク レ 産 協 ・ 前 掲 注 ( 9 )  1 6 9 - 7 3 頁 参 照 。  
( 4 9 )  通 産 省 産 政 局 消 費 経 済 課 ・ 前 掲 注 ( 4 5 ) 1 5 1 - 5 3 頁 。 ク レ 産 協 ・ 前 掲 注 ( 9 )  4 1 9 頁

参 照 。  
( 5 0 )  東 京 高 判 昭 和 5 7 年 1 2 月 2 7 日 お よ び 東 京 高 判 昭 和 5 8 年 5 月 2 5 日 が あ る 。池

田 道 夫 ほ か 『 判 例 ・ 信 用 供 与 取 引 法 』（ 経 済 法 令 研 究 会 、 1 9 8 4 年 ） 1 2 5 頁 お よ び

7 6 頁 収 録 。  
( 5 1 )  割 賦 販 売 法 の 所 管 官 庁 で あ る 通 商 産 業 省 は 、「 消 費 者 信 用 産 業 懇 談 会 」（ 座 長 ・

矢 島 保 男 早 稲 田 大 学 教 授 ） を 開 催 し て 、 昭 和 5 3 ( 1 9 7 8 )年 7 月 に 報 告 書 を 取 り ま

と め た が 、 こ こ で 現 行 法 の 規 制 の ア ン バ ラ ン ス が 指 摘 さ れ 、 特 に 、 個 品 割 賦 購

入 あ っ せ ん に つ い て の 消 費 者 保 護 が 不 十 分 だ と の 指 摘 が あ り 、 割 賦 購 入 あ っ せ

ん 取 引 に 係 る 多 数 当 事 者 間 の 取 引 に 関 し て ト ラ ブ ル が 増 大 し て い る こ と に 対 し 、

「 消 費 者 保 護 に よ り 一 層 の 強 化 を 図 る た め に は 、 今 後 、 判 例 、 学 説 等 の 動 向 を

踏 ま え 、 信 販 会 社 と 加 盟 店 は 、 共 同 責 任 を 明 確 化 す る 方 向 で そ の 具 体 的 処 置 に

つ い て 検 討 す べ き で あ る 」（ 通 産 省 産 政 局 消 費 経 済 課 ・ 前 掲 注 ( 2 2 ) 7 5 6 頁 ） と の

取 り 纏 め が な さ れ た 。石 川 正 美「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 等 に 関 す る 裁 判 例 の 検 討 ( 1 )」
N B L 2 9 0 号 （ 1 9 8 3 年 ） 6 - 7 頁 に も 引 用 さ れ 、 業 界 委 員 が 参 加 し た 懇 談 会 で 共 同

責 任 に 言 及 す る 結 論 が ま と め ら れ た こ と が 注 目 さ れ て い る 。  
( 5 2 )  村 田 憲 寿 「（ シ リ ー ズ ・ ク レ ジ ッ ト 行 政 3） ト ラ ブ ル の 大 半 は 、 訪 販 、 個 品 割

賦 ― 国 生 審 『 取 引 多 様 化 問 題 委 員 会 』 が 調 査 」 消 費 者 信 用 1 巻 5 号 （ 1 9 8 3 年 ）

7 5 頁 、 香 川 達 夫 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 巡 る 諸 問 題 （ 特 集 ・ ク レ ジ ッ ト カ ー ド の

法 律 上 の 性 格 ）」 法 律 の ひ ろ ば 3 7 巻 3 号 （ 1 9 8 4 年 ） 5 頁 、 石 川 正 美 「 ク レ ジ ッ

ト・カ ー ド 取 引 」北 川 善 太 郎「 約 款 ― ― 法 と 現 実 ( 3 )」N B L 2 4 1 号（ 1 9 8 1 年 ）4 1 - 4 3
頁 参 照 。 な お 、 木 村 達 也 「（ 特 集 ・ 消 費 者 信 用 ・ 未 来 へ の 指 針 ） 繰 り 返 さ れ る 議

論 進 ま ぬ 対 策 」 消 費 者 信 用 11 巻 4 号 （ 1 9 9 3 年 ） 3 9 頁 に よ れ ば 、 昭 和 5 8 ( 1 9 8 3 )
年 当 時 の カ ー ド 累 計 発 行 枚 数 は 5 , 7 0 0 万 枚 で あ り 、 関 係 者 の 間 で は 、 過 剰 与 信

問 題 が 指 摘 さ れ て い た が 、 サ ラ 金 の 過 剰 融 資 批 判 の 陰 に あ っ て 名 指 し の 批 判 は

少 な か っ た と さ れ る 。  
( 5 3 )  ク レ ジ ッ ト カ ー ド に つ い て は 、前 述 の 通 り 、全 国 的 に 分 割 方 式 に よ る 利 用 が 制

限 さ れ て い た こ と か ら 、 こ の よ う な ト ラ ブ ル は ほ と ん ど み ら れ な い 。 ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 関 係 の 判 例 で は 、 昭 和 6 0 ( 1 9 8 5 )年 ま で の 間 で 商 品 未 納 、 商 品 瑕 疵 に 係

る 裁 判 例 を 見 つ け る こ と は で き な か っ た 。 長 谷 川 成 海 「 三 者 間 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 取 引 ― ― 銀 行 系 カ ー ド の 法 的 問 題 ― ― 」 早 法 6 4 巻 3 号 （ 1 9 8 9 年 ） 4 頁 。  
  ま た 、 太 田 幸 夫 「 立 替 払 契 約 を め ぐ る 若 干 の 問 題 」 判 タ 4 5 7 号 （ 1 9 8 2 年 ） 3 1

頁 に よ れ ば 、 昭 和 5 6 ( 1 9 8 1 )年 の 全 国 簡 易 裁 判 所 の 金 銭 訴 訟 事 件 中 約 8 7 %が 立 替

金 ・ 求 償 金 請 求 事 件 で あ り 、 そ の 大 部 分 は 、 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん で あ っ た と

さ れ る 。  
な お 、チ ケ ッ ト 販 売 に 関 し て 、割 賦 販 売 法 5 条 の 期 限 の 利 益 喪 失 お よ び 6 条 の

損 害 賠 償 額 の 制 限 に 関 す る 判 例 は 、 石 川 ・ 前 掲 注 ( 5 1 )に 3 件 紹 介 さ れ て い る ほ か

に 、 係 争 案 件 は 存 在 し た よ う で あ る 。 ま た 、 商 品 の 引 渡 ・ 瑕 疵 そ の 他 の 抗 弁 に 関

し て は 、 協 同 組 合 の 「 チ ケ ッ ト 」 や 「 ク ー ポ ン 」 を 利 用 し て 自 動 車 を 購 入 し た 消

費 者 が 販 売 店 の 倒 産 に よ り 名 義 変 更 が 受 け ら れ な い と し て 、割 賦 金 の 支 払 と 自 動

車 の 登 録 名 義 の 移 転 と は 同 時 履 行 の 関 係 に あ る と 主 張 し 、認 め ら れ た 仙 台 高 裁 昭

和 4 7 年 8 月 3 0 日 判 決 （ 判 時 6 8 9 号 7 9 頁 ） を 見 出 し た の み で あ る 。 し か し 、 こ

の 案 件 は 、自 動 車 の 購 入 事 例 で あ り 、一 般 的 に は 個 別 購 入 あ っ せ ん で 扱 わ れ 、ク
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レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で 起 き る と は 考 え ら れ な い が 、当 時 は 、個 品 割 賦 購 入 あ っ せ

ん 規 制 を 中 心 に 論 じ ら れ て い た 多 数 当 事 者 関 係 の 問 題 が 総 合 割 賦 購 入 あ っ せ ん

に も 取 り 込 む 必 要 が あ る べ き と し て 、そ の 象 徴 的 な 判 例 と さ れ た よ う で あ る 。石

川 正 美 「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 等 に 関 す る 裁 判 例 の 検 討 ( 3 )」 N B L 2 9 4 号 （ 1 9 8 3 年 ）

3 5 - 3 7 頁 参 照 。  
( 5 4 )  そ の 他 、 1 9 6 0 年 代 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド に 関 す る 文 献 と し て は 、 以 下 の

も の が あ る 。斉 藤 太 一『 割 賦 販 売 法 の 解 説 』（日 本 商 工 会 議 所・日 商 シ リ ー ズ  3 3、

1 9 6 1 年 ）、 桑 原 幹 夫 『 割 賦 販 売 の 会 計 （ 経 営 学 選 書 3）』（ ミ ネ ル ヴ ァ 書 房 経 営 学

選 書 3、 1 9 6 2 年 ）、 佐 藤 定 勝 『 割 賦 販 売 の 経 営 戦 略 （ 文 化 社 経 営 シ リ ー ズ 1 4）』

（ 文 化 社 、 1 9 6 3 年 ）、三 森 茂 郎 ＝ 我 妻 悟『 割 賦 販 売 の 理 論 と 実 務（ 会 計 実 務 叢 書

4）』（ 文 雅 堂 、 1 9 6 3 年 ）、 林 久 吉 『 割 賦 販 売 』（ 同 文 館 出 版 、 1 9 6 4 年 ）、 品 田 誠 平

＝ 中 村 清 ＝ 鍛 冶 良 道 『 割 賦 販 売 の 実 務 ― ― 経 理 の 問 題 を 中 心 と し て 』（ 中 央 経 済

社 、 1 9 6 4 年 ）、割 賦 制 度 協 議 会 訳 編『 自 由 社 会 に 於 け る 割 賦 販 売 情 況（ 割 賦 販 売

協 議 会 資 料 ）』（ 割 賦 制 度 協 議 会 、 1 9 6 4 年 ）、深 見 義 一 ほ か 編『 販 売 金 融（ マ ー ケ

テ ィ ン グ 講 座 ・ 第 6 巻 ）』（ 有 斐 閣 、 1 9 6 7 年 ）、 北 島 忠 男 『 割 賦 販 売 と 信 用 調 査 』

（ 同 文 館 出 版 、1 9 6 7 年 ）、品 田 誠 平 ＝ 中 村 清 ＝ 鍛 冶 良 道『 割 賦 販 売 の 実 務（ 新 版 ）』

（ 中 央 経 済 社 、1 9 6 8 年 ）、通 商 産 業 省 企 業 局 消 費 経 済 課 編『 改 正 割 賦 販 売 法 の 解

説 』（ 通 商 産 業 調 査 会 、 1 9 6 8 年 ）、「 国 内 ・ 国 際 の 提 携 盛 ん ― ― 整 備 進 む『 ク レ ジ

ッ ト ・ カ ー ド 』 業 務 （ 時 事 解 説 ）」 財 経 詳 報 7 6 0 号 （ 1 9 6 8 年 ） 2 0 頁 、「 ク レ ジ ッ

ト カ ー ド の 仕 組 み と 業 界 の 現 況 」 北 海 道 拓 殖 銀 行 調 査 月 報 2 0 0 号 （ 1 9 6 8 年 ） 1 8
頁 、 割 賦 販 売 審 議 会 金 融 部 会 「 チ ケ ッ ト 割 賦 販 売 事 業 の 今 後 の あ り 方 に つ い て

（ 報 告 ）」（ 1 9 6 9 年 1 月 ）、割 賦 販 売 審 議 会 金 融 部 会 中 小 企 業 分 科 会「 信 販 会 社 の

今 後 の あ り 方 に つ い て（ 報 告 ）」（ 1 9 6 9 年 3 月 ）、割 賦 販 売 審 議 会 金 融 部 会「 家 庭

電 気 製 品 等 の 割 賦 金 融 体 制 の 今 後 の あ り 方 に つ い て（ 報 告 ）」（ 1 9 6 9 年 4 月 ）、割

賦 販 売 審 議 会 金 融 部 会 「 自 動 車 の 割 賦 金 融 体 制 の 今 後 の 方 向 に つ い て （ 報 告 ）」

（ 1 9 6 9 年 1 0 月 ）、 割 賦 販 売 審 議 会 金 融 部 会 「 割 賦 金 融 体 制 の 今 後 の 方 向 に つ い

て （ 報 告 ）」（ 1 9 6 9 年 11 月 ）、 黒 住 武 市 『 割 賦 販 売 の 戦 略 ― ― 消 費 者 信 用 の 未 来

像 （ 商 業 界 経 営 ラ イ ブ ラ リ ー  1 6）』（ 商 業 界 、 1 9 6 9 年 ）、 吉 原 省 三 「 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 取 引 の 現 状 と 法 律 関 係 」 ジ ュ リ 4 2 8 号 （ 1 9 6 9 年 ） 111 頁 、 加 藤 良 三 「 ク

レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 制 度 に お け る 損 失 分 担 の 法 理 ― ― 発 行 者 責 任 主 義 の 法 的 根 拠

に つ い て 」 ア カ デ ミ ア 7 3 号 （ 1 9 6 9 年 ） 5 9 頁 、「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 動 向 」 経 済

調 査 2 6 1 号 （ 1 9 6 9 年 ） 1 6 頁 。  
( 5 5 )  そ の 他 、 1 9 7 0 年 代 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド に 関 す る 文 献 と し て は 、 以 下 の

も の が あ る 。 竹 内 昭 夫 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド と 消 費 者 保 護 ― ― 信 用 取 引 に お け

る 消 費 者 問 題 の 一 側 面 （ 特 集 ・ 消 費 者 保 護 ）」 ジ ュ リ 4 7 5 号 （ 1 9 7 1 年 ） 5 5 頁 、

谷 口 知 平「 割 賦 販 売・ク レ ジ ッ ト カ ー ド な ど（ 財 産 法 講 話 4 1）」法 セ 2 0 0 号（ 1 9 7 2
年 ） 4 3 頁 、 原 田 甫 『 新 割 賦 販 売 契 約 の 実 務 』（ 商 事 法 務 研 究 会 、 1 9 7 3 年 ）、 原 慎

一 『 割 賦 ・ ロ ー ン 販 売 業 』（ 帝 国 地 方 行 政 学 会 、 1 9 7 3 年 ）、 吉 原 省 三 ほ か 「 ク レ

ジ ッ ト カ ー ド シ ス テ ム の 実 情 と 法 律 問 題 （ 特 集 ・ 新 し い 商 取 引 と 無 名 契 約 ）」 自

由 と 正 義 2 4 巻 4 号 （ 1 9 7 3 年 ） 2 4 頁 、 清 水 巌 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 取 引 の 法 構

造 ( 1 )～ ( 6 )」 法 時 4 5 巻 1 4 号 （ 1 9 7 3 年 ） 1 6 6 頁 、 4 6 巻 6 号 （ 1 9 7 4 年 ） 2 9 5 頁 、

4 8 巻 2 号 （ 1 9 7 6 年 ） 1 8 8 頁 、 3 号 1 9 4 頁 、 4 9 巻 1 号 （ 1 9 7 7 年 ） 1 6 0 頁 、 2 号

1 2 4 頁 、打 田 畯 一 ＝ 稲 村 良 平『（ 特 別 法 コ ン メ ン タ ー ル ）割 賦 販 売 法 』（ 第 一 法 規

出 版 、 1 9 7 4 年 ）、日 本 ク レ ジ ッ ト ビ ュ ー ロ ー 株 式 会 社「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド（ 産 業

展 望 ）」経 済 人 2 8 巻 7 号（ 1 9 7 4 年 ） 6 7 頁 、兼 元 ・ 前 掲 注 ( 4 1 ) 6 1 頁 、清 水 巌「 ク

レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 販 売 の 実 態 と 問 題 ― ― 消 費 者 保 護 の 側 面 か ら （ 特 集 ・ 特 殊 販

売 の 実 態 と 法 規 制 ）」ジ ュ リ 6 4 5 号（ 1 9 7 7 年 ） 5 5 頁 、加 藤 良 三『（ 消 費 者 信 用 取

引 法 シ リ ー ズ 1）ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 基 本 問 題 と そ の 法 理 論（ 増 補 版 ）』（ 千 倉 書

房 、 1 9 7 7 年 ）、通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費 経 済 課 編『 新 割 賦 販 売 法 の 解 説（ 新

版 ）』（通 商 産 業 調 査 会 、1 9 7 9 年 ）、『ク レ ジ ッ ト カ ー ド 』（国 民 生 活 セ ン タ ー 、1 9 7 9
年 ）。  

( 5 6 )  昭 和 5 9 ( 1 9 8 4 )年 割 賦 販 売 法 改 正 前 後 の 文 献 と し て は 、 以 下 の も の が あ る 。 山

口 康 夫 「 割 賦 販 売 法 の 形 成 と 問 題 点 ― ― 消 費 者 信 用 と の 関 連 を 中 心 と し て 」 札

幌 商 科 大 学 学 会 論 集 商 経 編 3 2 号（ 1 9 8 2 年 ） 1 8 1 頁 、長 尾 治 助「 売 主 信 用 法 の 成

立 過 程 ― ― 割 賦 販 売 法 の 制 定 と 昭 和 4 7 年 の 改 正 を 中 心 と し て 」 立 命 館 法 学 1 7 2
号 （ 1 9 8 3 年 ） 7 2 1 頁 、 島 川 勝 「 割 賦 販 売 法 改 正 の 経 緯 と 問 題 点 （ 特 集 ・ 消 費 者

信 用 立 法 の 動 向 ）」法 時 5 6 巻 8 号（ 1 9 8 4 年 ）2 0 頁 、「（ 特 集 ）割 賦 販 売 法 の 改 正 」

ジ ュ リ 8 1 8 号（ 1 9 8 4 年 ）所 収 の 竹 内 昭 夫「 割 賦 販 売 法 の 改 正 ― ― 5 9 年 改 正 と 今

後 の 課 題 」 6 頁 、 稲 葉 健 次 「 割 販 法 改 正 の 概 要 と 運 用 上 の 問 題 点 （ 含 ・ 法 文 ）」

1 7 頁 、 羽 田 満 雄 「 消 費 者 相 談 か ら み た 実 態 と 問 題 点 」 2 8 頁 、「 全 国 消 費 生 活 セ
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ン タ ー 一 覧 （ 資 料 ）」 3 2 頁 、 籏 野 寿 雄 「 消 費 の 潮 流 変 化 と 割 販 法 改 正 」 3 8 頁 、

清 水 鳩 子 「 割 賦 販 売 法 の 改 正 に つ い て の 意 見 」 4 0 頁 、「（ 特 集 ） ク レ ジ ッ ト ・ カ

ー ド を め ぐ る 諸 問 題 」 法 律 の ひ ろ ば 3 7 巻 3 号 （ 1 9 8 4 年 ） 所 収 の 香 川 達 夫 「 ク

レ ジ ッ ト ・ カ ー ド の 法 律 上 の 性 格 4 頁 、 小 谷 文 夫 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド を め ぐ

る 犯 罪 」 11 頁 、 三 枝 守 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 犯 罪 の 実 態 と 対 策 」 1 9 頁 、 下 村 康

正 「 カ ー ド 犯 罪 の 刑 法 上 の 問 題 点 」 2 5 頁 、 木 村 晋 介 「 ク レ ジ ッ ト ・ ト ラ ブ ル 、

現 状 と 課 題 ― ― ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド を 中 心 と し て 」 3 2 頁 、 井 清 宏 隆 「 改 正 割 賦

販 売 法 の 概 要（ 特 集 ・ 消 費 者 行 政 を め ぐ る 近 の 諸 問 題 ）」法 律 の ひ ろ ば 3 7 巻 9
号 （ 1 9 8 4 年 ） 2 0 頁 、 杉 本 勝 則 「 割 賦 販 売 法 改 正 案 の 成 立 （ 1 0 1 国 会 回 顧 特 集 ）」

立 法 と 調 査 1 2 4 号（ 1 9 8 4 年 ） 5 0 頁 、井 清 宏 隆「 信 販 会 社 等 を 利 用 し た 取 引 に 消

費 者 保 護 ― ― 本 格 的 な ク レ ジ ッ ト 時 代 を 迎 え 、 取 引 形 態 に 応 じ て 法 整 備 ― ― 割

賦 販 売 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（ 昭 和 5 9 . 6 . 2 公 布 、法 律 第 4 9 号 ）」時 の 法 令 1 2 3 3
号 （ 1 9 8 4 年 ） 5 頁 。  

( 5 7 )  そ の 他 、 1 9 8 0 年 代 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド に 関 す る 文 献 と し て は 、 以 下 の

も の が あ る 。 日 本 割 賦 協 会 『 日 本 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 百 科 』（ 日 本 割 賦 協 会 、 1 9 8 3
年 ）、 高 裁 判 所 事 務 総 局 編『 信 販 関 係 事 件 に 関 す る 執 務 資 料 』民 事 裁 判 資 料 1 5 2
号 （ 法 曹 会 、 1 9 8 4 年 ）、 伊 藤 進 「 カ ー ド 社 会 の 今 後 の 法 的 課 題 」 法 律 の ひ ろ ば

3 7 巻 3 号（ 1 9 8 4 年 ）3 8 頁 、竹 内 昭 夫 編 著『 改 正 割 賦 販 売 法 』（商 事 法 務 研 究 会 、

1 9 8 5 年 ）、 高 裁 判 所 事 務 総 局 編『 割 賦 販 売 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 概 要 』民

事 裁 判 資 料 1 6 0 号 （ 法 曹 会 、 1 9 8 5 年 ）、 藤 田 光 弘 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務 と 信

託 銀 行 」信 託 1 4 1 号（ 1 9 8 5 年 ）4 頁 、永 淵 泰 清『 割 賦 販 売 の 法 律 実 務（ 第 2 版 ）』

（ 日 経 文 庫 、 1 9 8 6 年 ）、商 品 販 売 法 律 実 務 研 究 会 編『 商 品 販 売 の 法 律 実 務 ・ 問 答

式 』（ 新 日 本 法 規 出 版 、 1 9 8 6 年 ）、吉 原 省 三 、  岡 部 眞 純 編『 判 例 リ ー ス ・ ク レ ジ

ッ ト 取 引 法 』（ 金 融 財 政 事 情 研 究 会 、 1 9 8 6 年 ）、 通 産 省 産 政 局 消 費 経 済 課 ・ 前 掲

注 ( 2 2 )、小 峰 隆 夫「 消 費 者 信 用 産 業 の 現 状 に つ い て ― ― ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド を 中

心 に 」公 正 取 引 4 2 3 号（ 1 9 8 6 年 ） 4 3 頁 、矢 島 保 男「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 近 の

動 向 」 早 稲 田 商 学 3 2 1 号 （ 1 9 8 7 年 ） 1 0 0 9 頁 、「（ 特 集 ） ク レ ジ ッ ト カ ー ド 紛 争 」

ジ ュ リ 8 9 3 号 （ 1 9 8 7 年 ） 所 収 の 角 田 真 理 子 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を め ぐ る 消 費 者

ト ラ ブ ル の 実 態 と 問 題 点 」 4 頁 、吉 村 彰「 多 重 債 務 問 題 解 決 の 一 方 策 ― ― 現 実 の

相 談 例 か ら 」 11 頁 、 千 葉 恵 美 子 「 リ ボ ル ビ ン グ 式 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を め ぐ る 法

律 上 の 問 題 点（ 含 ・ 資 料 ）」 1 8 頁 、堀 部 政 男「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド と 個 人 情 報 」 3 0
頁 、 加 藤 良 三 『 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 法 の 研 究 』 （ 千 倉 書 房 、 1 9 8 9 年 ） 1 頁 、 消

費 者 法 研 究 会 『 ク レ ジ ッ ト 販 売 関 係 法 の 解 説 』（ 一 橋 出 版 、 1 9 8 9 年 ） 1 頁 、 長 谷

川 成 海 「 三 者 間 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 取 引 ― ― 銀 行 系 カ ー ド の 法 的 問 題 」 早 稲 田

法 学 6 4 巻 3 号 （ 1 9 8 9 年 ） 1 頁 、「 新 た な 局 面 を 迎 え る 世 界 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド

産 業 」 三 菱 銀 行 調 査 4 0 6 号 （ 1 9 8 9 年 ） 1 頁 。  
( 5 8 )  篠 原 勝 美 「（ 判 批 ） 割 賦 販 売 法 3 0 条 の 4 第 1 項 新 設 前 の 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ

ん に お け る 売 買 契 約 上 の 抗 弁 と あ っ せ ん 業 者 に 対 す る 対 抗 の 可 否 （ 判 平 成

2 . 2 . 2 0）」 ジ ュ リ 9 6 4 号 （ 1 9 9 0 年 ） 7 3 頁 、 池 田 文 子 「（ 判 批 ） 割 賦 販 売 法 3 0 条

の 4 規 定 の 抗 弁 対 抗 を 主 張 す る こ と が 信 義 に 反 す る 」 と し て 制 限 さ れ る 場 合 と

は 、 消 費 者 に 悪 意 の 積 極 的 加 担 が あ る 場 合 で あ り 、 信 販 会 社 が 加 盟 店 調 査 ・ 管

理 の 義 務 を 尽 く し た か ど う か も 重 要 な 考 慮 要 素 と さ れ る と し た 事 例 」 法 学 新 報

11 2 巻 9＝ 1 0 号 （ 2 0 0 6 年 ） 4 3 9 頁 、 城 内 明 「（ 判 批 ） 既 払 金 返 還 の 前 提 と し て 信

販 会 社 が 負 う 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん （ 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん ） 取 引 上 の 法 的 義

務 ― ― 裁 判 例 の 到 達 点 と 割 賦 販 売 法 改 正 後 の 展 望 （ 大 阪 地 裁 平 成 2 0 . 4 . 2 3 判 決 、

高 松 高 裁 平 成 2 0 . 1 . 2 9 判 決 ）」 国 民 生 活 研 究 4 8 巻 1 号 （ 2 0 0 8 年 ） 3 2 頁 。  
( 5 9 )「 消 費 者 信 用 産 業 懇 談 会 」 の 報 告 を 受 け て 開 催 さ れ た 割 賦 販 売 審 議 会 消 費 経 済

部 会 で は 、昭 和 5 9 ( 1 9 8 4 )年 2 月 に ま と め ら れ た 報 告 書 に お い て ｢法 的 、経 済 的 に

弱 い 立 場 に あ る 購 入 者 等 の 保 護 を 図 る た め … … 〔 中 略 〕 … … 購 入 者 等 は 、 商 品

等 に 係 る 支 払 停 止 の 抗 弁 権 を 割 賦 購 入 あ っ せ ん 業 者 等 に 対 し て も 主 張 し う る よ

う に す る （ 抗 弁 を 接 続 さ せ る ） 必 要 が あ る ｣と の 提 言 が な さ れ 、 先 の 「 消 費 者 信

用 産 業 懇 談 会 」 に お い て ま と め ら れ た 共 同 責 任 に つ い て は 、 報 告 に 盛 り 込 ま れ

る こ と は な か っ た 。 共 同 責 任 の 実 現 に つ い て 、「 通 産 省 で ま だ コ ン セ ン サ ス を 得

て い る わ け で は な い 」と の 当 時 の 消 費 経 済 課 長 の 牧 野 力 氏 が 消 費 者 信 用 1 9 8 3 年

8 月 号 で イ ン タ ビ ュ ー に 答 え て い る 。石 田 喜 久 夫「 信 用 取 引 と 消 費 者 ― ―『 抗 弁

権 の 切 断 』 を 巡 る 一 考 察 ― ― 」 金 法 1 0 3 6 号 （ 1 9 8 3 年 ） 6 頁 参 照 。  
( 6 0 )  平 成 11 ( 1 9 9 9 )年 割 賦 販 売 法 改 正 前 後 の 文 献 と し て は 、 以 下 の も の が あ る 。 横

田 貫 一「 割 賦 販 売 形 態 の 実 勢 と 法 規 制 の 行 方 」山 口 経 済 学 雜 誌 3 9 巻 1＝ 2 号（ 1 9 9 0
年 ） 1 4 7 頁 、「（ 資 料 ）割 賦 販 売 審 議 会『 ク レ ジ ッ ト 産 業 部 会 中 間 報 告 』― ― ク レ

ジ ッ ト カ ー ド の 制 度 的 制 約 の 解 決 の 在 り 方 と ク レ ジ ッ ト 産 業 に 共 通 す る 課 題 へ
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の 取 組 に 関 す る 報 告 」 消 費 者 信 用 1 6 巻 7 号 （ 1 9 9 8 年 ） 6 0 頁 、「（ 特 集 ） 割 賦 販

売 法 の 『 問 題 点 』」 消 費 者 信 用 1 6 巻 1 2 号 （ 1 9 9 8 年 ） 所 収 の 「 割 販 法 上 は 規 制

対 象 と な ら な い『 役 務 』取 引 に 基 づ く ク レ ジ ッ ト 契 約（ 上 ）」6 頁 、北 川 慎 介「（ イ

ン タ ビ ュ ー ） 継 続 的 役 務 自 体 の ル ー ル 整 備 を 待 っ て な お 必 要 が あ れ ば 割 賦 販 売

法 関 連 規 制 の 見 直 し を 検 討 す る 」 1 0 頁 、 村 千 鶴 子 「 統 一 的 な 消 費 者 信 用 法 を 制

定 し 、 多 様 化 す る 取 引 に 対 応 せ よ 」 1 6 頁 、 福 原 紀 彦 「 電 子 商 取 引 の 展 開 と 割 賦

販 売 法 の 射 程 ( 1 )」 ク レ ジ ッ ト 研 究 2 1 号 （ 1 9 9 9 年 ） 2 0 7 頁 、「（ 資 料 ） 割 賦 販 売

審 議 会 ク レ ジ ッ ト 産 業 部 会 中 間 報 告 『 割 賦 販 売 を 巡 る 消 費 者 取 引 の 適 正 化 に つ

い て （ 継 続 的 役 務 取 引 を 中 心 に ）』」 消 費 者 信 用 1 7 巻 4 号 （ 1 9 9 9 年 ） 4 0 頁 。  
( 6 1 )  平 成 1 2 ( 2 0 0 0 )年 訪 問 販 売 法 ・ 割 賦 販 売 法 改 正 に 関 す る 文 献 と し て は 、 以 下 の

も の が あ る 。 加 藤 庸 之 「 訪 問 販 売 法 、 割 賦 販 売 法 の 一 部 改 正 ― ― そ の 目 的 と ポ

イ ン ト 」月 刊 消 費 者 5 3 2 号（ 1 9 9 9 年 ） 2 2 頁 、加 藤 庸 之 ＝ 小 泉 秀 親「 改 正 訪 問 販

売 法 お よ び 改 正 割 賦 販 売 法 の 概 要 ( 1 )～ ( 3 )」 N B L 6 6 7 号 （ 1 9 9 9 年 ） 1 7 頁 、 6 6 8
号 2 4 頁 、 6 6 9 号 2 6 頁 、 近 藤 智 洋 ＝ 宮 崎 貴 哉 「 改 正 訪 問 販 売 法 お よ び 改 正 割 賦

販 売 法 の 概 要 （ 4・ 完 ）」 N B L 6 7 1 号 （ 1 9 9 9 年 ） 4 1 頁 、 宮 崎 貴 哉 ＝ 小 泉 秀 親 「 訪

問 販 売 法 お よ び 割 賦 販 売 法 の 一 部 改 正 に つ い て 」金 法 1 5 4 9 号  ( 4 7 巻 1 5 号 、1 9 9 9
年 )  1 4 頁 、 宮 崎 貴 哉 ＝ 小 泉 秀 親 「 改 正 訪 問 販 売 法 お よ び 改 正 割 賦 販 売 法 」 ひ ろ

ば 5 2 巻 11 号（ 1 9 9 9 年 ） 4 4 頁 、加 藤 庸 之「 訪 問 販 売 等 に 関 す る 法 律 お よ び 割 賦

販 売 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（ 特 集・第 1 4 5 回 国 会 主 要 成 立 法 律 ）」ジ ュ リ 11 6 0
号（ 1 9 9 9 年 ） 6 9 頁 、加 藤 庸 之「 継 続 的 役 務 取 引（ エ ス テ 、外 国 語 会 話 教 室 な ど ）

を め ぐ る ト ラ ブ ル に 対 処 ― ― 中 途 解 約 制 度 の 創 設 等 ― ― 訪 問 販 売 等 に 関 す る 法

律 お よ び 割 賦 販 売 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 11 . 4 . 2 3 公 布 、 法 律 第 3 4 号 ）」

時 の 法 令 1 5 9 9 号 （ 1 9 9 9 年 ） 1 9 頁 、 村 千 鶴 子 「 特 定 継 続 的 役 務 取 引 の 適 正 化 ―

― 訪 問 販 売 法 と 割 賦 販 売 法 の 改 正 」 月 刊 国 民 生 活 2 9 巻 9 号 （ 1 9 9 9 年 ） 4 2 頁 、

衆 議 院 法 制 局 「（ 弁 護 士 の た め の 新 法 令 紹 介 2 0 7） 訪 問 販 売 等 に 関 す る 法 律 お よ

び 割 賦 販 売 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 11 年 法 律 第 3 4 号 ）」 自 由 と 正 義 5 0
巻 1 0 号 （ 1 9 9 9 年 ） 1 3 4 頁 、 後 藤 巻 則 「 割 賦 販 売 の 基 本 判 例 ( 1 )」 独 協 法 学 5 0 号

（ 2 0 0 0 年 ） 1 6 9 頁 、「（ 特 集 ） わ が 国 の 消 費 者 信 用 法 制 の 課 題 と 展 望 ― ― 改 正 割

賦 販 売 法 を 中 心 に 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 2 3 号 （ 2 0 0 0 年 ） 所 収 の 森 島 昭 夫 ＝ 野 村 豊

弘 ＝ 鎌 田 薫 ほ か「（ 座 談 会 ）消 費 者 信 用 法 制 の 今 後 ― ― 改 正 割 賦 販 売 法 を 中 心 に 」

6 頁 、中 田 裕 康「 特 定 継 続 的 役 務 提 供 契 約 の 解 除 に つ い て 」 3 8 頁 、蓑 輪 靖 博「 ク

レ ジ ッ ト 販 売 の 多 様 化 と 割 賦 販 売 法 改 正 」 5 0 頁 、 神 作 裕 之 「 割 賦 購 入 あ っ せ ん

に お け る 抗 弁 権 の 接 続 と 既 払 金 の 返 還 」 7 7 頁 、 根 本 伸 一 「 改 正 訪 問 販 売 法 ・ 割

賦 販 売 法 に お け る 中 途 解 約 権 の 行 使 と 諸 契 約 関 係 の 清 算 」 8 8 頁 、 尾 島 茂 樹 「 訪

問 販 売 法 ・ 割 賦 販 売 法 改 正 に 残 さ れ た 課 題 ・ 覚 書 」 1 0 2 頁 、 齋 藤 雅 弘 「（ 時 点 ・

論 点 ） ネ ッ ト 取 引 へ の 対 応 強 化 ― ― 訪 問 販 売 法 、 割 賦 販 売 法 改 正 」 月 刊 国 民 生

活 3 1 巻 2 号 （ 2 0 0 1 年 ） 2 6 頁 、 西 口 竜 也 「 訪 問 販 売 法 等 に 関 す る 法 律 お よ び 割

賦 販 売 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に つ い て （ 特 集 2・ 第 1 5 0 回 国 会 主 要 成 立 法 案

( 2 )）」 ジ ュ リ 11 9 7 号 （ 2 0 0 1 年 ） 4 8 頁 、 原 英 史 「（ 法 令 解 説 ） 内 職 ・ モ ニ タ ー 商

法 、 マ ル チ 商 法 お よ び イ ン タ ー ネ ッ ト 通 販 を め ぐ る ト ラ ブ ル に 対 応 ― ― 訪 問 販

売 等 に 関 す る 法 律 お よ び 割 賦 販 売 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」 時 の 法 令 1 6 3 9 号

（ 2 0 0 1 年 ） 6 頁 、 千 葉 恵 美 子 「 消 費 者 契 約 法 と 割 賦 販 売 法 ・ 特 定 商 取 引 法 （ 特

集 ・ 消 費 者 契 約 法 と 消 費 者 の 2 1 世 紀 ）」 ジ ュ リ 1 2 0 0 号 （ 2 0 0 1 年 ） 2 9 頁 。  
( 6 2 )  平 成 1 6 ( 2 0 0 4 )年 特 定 商 取 引 法 ・ 割 賦 販 売 法 改 正 に 関 す る 文 献 と し て 、 齋 藤 雅

弘 「（ 法 改 正 の 解 説 ・ 新 法 解 説 ） 特 定 商 取 引 法 ・ 割 賦 販 売 法 の 2 0 0 4 年 改 正 」 消

費 者 法 ニ ュ ー ス 6 0 号（ 2 0 0 4 年 ） 2 2 1 頁 、「（ 特 集 ）特 定 商 取 引 に 関 す る 法 律 お よ

び 割 賦 販 売 法 の 一 部 改 正 に つ い て 」 月 刊 消 費 者 6 2 4 号 （ 2 0 0 4 年 ） 所 収 の 橋 本 泰

輔 「 特 定 商 取 引 に 関 す る 法 律 お よ び 割 賦 販 売 法 の 一 部 改 正 に つ い て 」 6 頁 、「 悪

徳 商 法 は あ な た を ね ら う ― ― 改 正 さ れ た 特 商 法 で 悪 質 業 者 を 撃 退 」 11 頁 。  
( 6 3 )  信 用 照 会 端 末 機 。通 信 回 線 を 利 用 し て ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の 会 員 情 報 を 管 理

し て い る コ ン ピ ュ ー タ に 接 続 し 、 カ ー ド の 有 効 ・ 無 効 、 利 用 限 度 額 を 判 定 し 、

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 加 盟 店 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド に よ る 信 用 販 売 の 承 認 を 行 う 。 そ

れ ま で は 、 販 売 店 は 、 無 効 カ ー ド 一 覧 表 で カ ー ド 番 号 の チ ェ ッ ク を す る な ど 、

一 定 金 額 を 超 え る 額 に つ い て は 、 電 話 で 販 売 承 認 を 採 る 必 要 が あ っ た 。 1 9 8 0 年

代 に N T T の 提 供 す る C A F I S が 電 話 回 線 を 利 用 し て 行 わ れ る よ う に な り 、現 在 は

イ ン タ ー ネ ッ ト 回 線 を 利 用 し た シ ス テ ム も 採 用 さ れ て い る 。  
( 6 4 )  ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 紛 失・盗 難 と 偽 造 に よ る 不 正 使 用 被 害 額 は 、平 成 1 2 ( 2 0 0 0 )

年 の 3 0 8 億 7 千 万 円 が ピ ー ク で あ り 、平 成 2 3 ( 2 0 11 )年 に は 、7 8 億 1 千 万 円 と 大

幅 に 減 少 し て い る 。 経 済 産 業 省 商 取 引 ・ 消 費 経 済 政 策 課 編 『 消 費 者 信 用 統 計 ・

平 成 2 0 年 版 』（ 日 本 ク レ ジ ッ ト 協 会 、 2 0 0 8 年 ） 11 0 頁 お よ び 同 『 平 成 2 5 年 版 』
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（ 2 0 1 3 年 ） 11 0 頁 。 現 在 は 偽 造 対 策 と し て 、 I C カ ー ド 化 （ E M V 仕 様 の カ ー ド

の 発 行 ）と E M V カ ー ド 対 応 端 末 機 の 導 入 が 急 が れ て い る が 、平 成 2 6 ( 2 0 1 4 )年 2
月 2 8 日 現 在 E M V カ ー ド は 、 発 行 総 数 の 6 1 . 3 %と な っ て い る （ 日 本 ク レ ジ ッ ト

協 会 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 )年 2 月 2 8 日 リ リ ー ス （ h t t p : / / w w w. j - c r e d i t . o r. j p / d o w n l o a d /  
n e w s  2 0 1 4 0 2 2 8 a .  p d f [ 終 閲 覧 2 0 1 5 年 9 月 2 0 日 ]）。 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 )年 7 月 に 経

済 産 業 省 が 発 表 し た 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 の 健 全 な 発 展 に 向 け た 研 究 会  中 間

報 告 書 」 で キ ャ ッ シ ュ レ ス 化 を 推 進 す る 社 会 イ ン フ ラ と し て 、 平 成 3 2 ( 2 0 2 0 )年
の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 1 0 0 % E M V 化 推 進 が 掲 げ ら れ て お り 、 日 本 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 協 会 で は 、 2 0 2 0 年 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク の 決 定 を 機 に 急 増 す る

外 国 人 観 光 客 を 受 け 入 れ る た め 、2 0 2 0 年 ま で に E M V カ ー ド 化 率 1 0 0 %を 達 成 す

る と と も に 、地 方 の 観 光 都 市 を 含 め て E M V カ ー ド 対 応 端 末 機 の 普 及 を 目 指 し て

い る 。  
( 6 5 )  人 工 知 能 に 利 用 者 の カ ー ド 利 用 パ タ ー ン な ど を 記 憶 さ せ る と と も に 、ク レ ジ ッ

ト カ ー ド の 不 正 使 用 の パ タ ー ン を 分 析 し 、 会 員 以 外 の 第 三 者 に よ る 不 正 使 用 が

疑 わ れ る パ タ ー ン に 該 当 し た と き に 警 告 を 発 す る シ ス テ ム 。 換 金 性 の 高 い 商 品

の 買 い 回 り な ど 、「 シ ョ ッ ピ ン グ 枠 の 現 金 化 」 な ど の 不 適 正 な 利 用 を 抑 止 す る 機

能 が あ る 。 山 本 正 行 ・ 前 掲 注 ( 1 4 ) 1 8 - 2 0 頁 。  
( 6 6 )  山 本 豊 「（ 判 批 ） 重 過 失 に よ っ て 家 族 に 盗 ま れ た ク レ ジ ッ ト カ ー ド が カ ー ド 会

社 へ の 盗 難 通 知 後 に 不 正 使 用 さ れ た 場 合 の カ ー ド 会 社 の 責 任 （ 大 阪 地 判 平 成

5 . 1 0 . 1 8）」 判 タ 8 6 3 号 （ 4 6 巻 4 号 、 1 9 9 5 年 ） 2 5 頁 、 執 行 秀 幸 「（ 判 批 ） ク レ ジ

ッ ト カ ー ド の 不 正 使 用 に よ る 会 員 の 代 金 支 払 義 務 と 利 用 限 度 額 ― ― 大 阪 地 裁 平

成 5 年 1 0 月 1 8 日 判 決 」 ジ ュ リ 1 0 6 2 号 （ 1 9 9 5 年 ） 1 0 9 頁 、 渡 辺 達 徳 「（ 判 批 ）

夫 に よ る 妻 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 不 正 使 用 と 、 信 販 会 社 の 立 替 金 請 求 に お け る 過

失 相 殺（ 札 幌 地 裁 判 決 平 成 7 . 8 . 3 0）」ク レ ジ ッ ト 研 究 1 6 号（ 1 9 9 6 年 ） 9 7 頁 、尾

島 茂 樹 「（ 判 批 ） ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド の 不 正 使 用 と 会 員 の 責 任 （ 大 阪 地 裁 判 決 平

成 6 . 1 0 . 1 4）」 ク レ ジ ッ ト 研 究 1 6 号 （ 1 9 9 6 年 ） 1 0 9 頁 、 門 廣 乃 里 子 「 家 族 に よ

る ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド の 不 正 使 用 に 関 す る 判 例 の 紹 介 」 実 践 女 子 大 学 生 活 科 学

部 紀 要 3 4 号 （ 1 9 9 7 年 ） 1 0 8 頁 、 土 田 亮 「（ 判 批 ） 家 族 に よ る ク レ ジ ッ ト カ ー ド

の 無 断 使 用 と 支 払 義 務 ― ― 大 阪 地 裁 判 決 平 成 5 . 1 0 . 1 8」ジ ュ リ 11 2 5 号（ 1 9 9 7 年 ）

1 4 4 頁 、尾 島 茂 樹「 信 販 会 社 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド 契 約 に 基 づ き 交 付 し た カ ー ド の

不 正 使 用 を 主 張 す る 会 員 に 対 し て 当 該 カ ー ド の 使 用 に 係 る 立 替 金 を 請 求 す る 場

合 の 主 張 立 証 責 任 の 分 配（ 浦 和 地 判 平 成 11 . 1 0 . 2 9）」判 例 評 論 5 0 5 号（ 判 時 1 7 3 4
号 、 2 0 0 1 年 ） 1 6 8 頁 。  

( 6 7 )  通 常 分 割 方 式 と 二 月 以 上 の 支 払 猶 予 の あ る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に つ い て 割

賦 販 売 法 2 条 3 項 1 号 、 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 に つ き 、 同 条 同 項 2 号 。  
( 6 8 )  マ ン ス リ ー ク リ ア 方 式 ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 割 賦 販 売 法 3 5 条 の 1 6 第 2 項 に

規 定 す る 「 二 月 払 購 入 あ っ せ ん 」 と さ れ 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 基 準 に 従 い 、

そ の 取 り 扱 う ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等 の 漏 え い 、 滅 失 又 は き 損 の 防 止 そ の 他 の

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等 の 適 切 な 管 理 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら

ず 、 ま た 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等 保 有 業 者 （ 加 盟 店 や そ の 委 託 先 ） の 取 り 扱

う ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等 の 適 切 な 管 理 が 図 ら れ る よ う 、 経 済 産 業 省 令 で 定 め

る 基 準 に 従 い 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等 保 有 業 者 に 対 す る 必 要 な 指 導 そ の 他 の

措 置 を 講 じ る 義 務 が 課 せ ら れ た 。  
( 6 9 )  特 定 商 取 引 法 に 規 定 す る 「 訪 問 販 売 」、「 電 話 勧 誘 販 売 」、「 継 続 的 役 務 提 供 」、

「 業 務 提 供 誘 因 販 売 」、「 連 鎖 販 売 取 引 」 と い う 5 類 型 の 特 別 な 勧 誘 販 売 形 態 の

場 合 に 関 し て は 、 売 買 契 約 等 の 取 消 と 同 時 に 個 別 ク レ ジ ッ ト 契 約 の 取 消 制 度 を

導 入 し 、 支 払 停 止 に 加 え 、 既 払 金 の 返 還 請 求 も 可 能 と な っ て い る （ 割 賦 販 売 法

3 5 条 の 3 の 1 3～ 同 3 5 条 の 3 の 1 6。 特 定 商 取 引 法 の ク ー リ ン グ ・ オ フ に つ き 、

同 法 3 5 条 の 3 の 1 0～ 3 5 条 の 3 の 1 2。過 量 の 販 売 契 約 に 対 す る 申 し 込 み の 撤 回

等 に つ き 同 法 3 5 条 の 3 の 1 2）。 こ れ は 、 こ れ ら の 勧 誘 販 売 形 態 を 採 用 す る 販 売

業 者 等 が ク レ ジ ッ ト 会 社 と 提 携 が な け れ ば 、 消 費 者 と の 契 約 が 困 難 で あ る と の

実 態 に 基 づ き 、 支 払 停 止 の 抗 弁 を 認 め る 根 拠 と な っ た 販 売 業 者 等 と ク レ ジ ッ ト

会 社 の 「 経 済 的 に 密 接 な 牽 連 関 係 」 が 、 よ り 強 力 で あ る こ と を 根 拠 に お い た も

の と 考 え る こ と が で き る 。  
( 7 0 )  広 告 の 一 環 と し て 、メ ー ル や ダ イ レ ク ト メ ー ル な ど で 顧 客 を 店 舗 や ネ ッ ト 上 の

自 社 サ イ ト に 誘 導 を 行 う こ と は あ る が 、 訪 問 販 売 な ど と 異 な り 、 こ れ に 応 じ る

か 否 か の 顧 客 の 任 意 性 が 確 保 さ れ て お り 、 通 信 手 段 を 使 っ た 勧 誘 の う ち 、 い わ

ゆ る 「 不 意 打 ち 性 」 が あ る も の は 別 途 「 電 話 勧 誘 販 売 」 と 定 義 さ れ て 、 通 信 販

売 か ら は 除 か れ て い る 。  
( 7 1 )  山 本 豊 ＝ 渡 辺 達 則 ＝ 神 作 裕 之 =丸 山 絵 美 子 ＝ 船 矢 祐 二 =吉 村 直 泰 座 談 会 「 割 賦
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販 売 法 の 大 改 正 ― ― 産 業 構 造 審 議 会 割 賦 販 売 分 科 会 基 本 問 題 小 委 員 会 報 告 を 受

け て ― ― 」『 ク レ ジ ッ ト 研 究 4 0 号 （ 2 0 0 8 年 ） 2 4 頁〔 船 矢 祐 二（ 経 済 産 業 省 商 務

情 報 政 策 局 取 引 信 用 課 長 ） 発 言 〕。 ま た 、 高 裁 平 成 2 3 年 1 0 月 2 5 日 判 決 （ 民

集 6 5 巻 7 号 3 11 4 頁 ） に お い て も 、 売 買 契 約 が 公 序 良 俗 に よ り 、 無 効 と な っ た

場 合 に 、 立 替 払 契 約 が 無 効 と な る か に つ い て 、 特 段 の 事 情 が あ る 場 合 に 無 効 と

な る 場 合 が あ り 得 る こ と を 示 し た も の の 、 特 別 の 事 情 が あ る と は 言 え な い と し

て 、 否 定 し て お り 、 個 別 ク レ ジ ッ ト 取 引 に つ い て の 一 般 法 化 に は 否 定 的 で あ る

と い え よ う 。 新 堂 明 子 「 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん に お け る 売 買 契 約 の 公 序 良 俗 違

反 と 立 替 払 契 約 の 効 力 」 ジ ュ リ 1 4 4 0 号 （ 2 0 1 2 年 ） 6 3 頁 、 三 崎 高 治 「 購 入 者 と

販 売 業 者 間 の 売 買 契 約 が 無 効 で あ る 場 合 と ク レ ジ ッ ト 契 約 の 効 力 」 学 習 院 法 務

研 究 6 号 （ 2 0 1 2 年 ） 1 3 0 - 3 1 頁 。 な お 、 信 義 則 を 根 拠 と し て 、 一 般 法 化 す る 余 地

が あ る と の 見 解 も 多 数 存 在 す る 。 白 井 幸 夫 「 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん に お け る 購

入 者 と 販 売 業 者 と の 間 の 売 買 契 約 の 無 効 と 購 入 者 と あ っ せ ん 業 者 と の 立 替 払 契

約 の 効 力 」 金 法 1 9 7 2 号 （ 6 1 巻 1 2 号 、 2 0 1 3 年 ） 3 6 頁 、 鎌 野 邦 樹 「 個 品 割 賦 購

入 あ っ せ ん に お け る 売 買 契 約 の 公 序 良 俗 違 反 を 理 由 と す る 無 効 と 立 替 払 の 効

力 」 金 法 1 9 5 3 号 （ 6 0 巻 1 7 号 、 2 0 1 2 年 ） 6 6 頁 な ど 。 ま た 、 抗 弁 接 続 に よ り 立

替 払 契 約 も 効 力 を 失 い 、 不 当 利 得 に 基 づ く 取 戻 し が 可 能 と す る 鹿 野 菜 穂 子 「 金

融 ・ 消 費 者 取 引 判 例 の 分 析 と 展 開 」 金 判 1 3 3 6 号 ( 2 0 1 3 ) 1 5 8 頁 、 千 葉 恵 美 子 「 抗

弁 接 続 の 要 件 ・ 効 果 」 梶 村 太 市 ほ か 編 『 全 訂 版 割 賦 販 売 法 』（ 青 林 書 院 、 2 0 0 4
年 ） 1 2 2 - 2 5 頁 、 執 行 秀 行 「 第 三 者 与 信 型 消 費 者 信 用 取 引 に お け る 提 携 契 約 関 係

の 法 的 意 義 」 国 士 舘 法 学 1 9 号 ( 1 9 8 6 年 ) 5 8 - 8 3 頁 の 「 効 力 喪 失 説 」 も あ る 。  
( 7 2 )  二 当 事 者 間 の「 割 賦 販 売 」に つ い て は 、（ イ )現 金 販 売 価 格 と 割 賦 販 売 価 格 の 明

示 （ ロ )契 約 の 内 容 を 明 ら か に す る 書 面 の 作 成 （ ハ ） 契 約 の 解 除 、 期 限 の 利 益 喪

失 の 制 限 （ 二 ） 契 約 解 除 に 伴 う 損 害 賠 償 の 額 の 制 限 （ ホ ） 自 力 救 済 の 禁 止 （ へ ）

契 約 解 除 後 の 商 品 の 使 用 、 移 動 の 禁 止 （ ト ） 所 有 権 留 保 の 推 定 （ チ ） 代 金 前 払

式 割 賦 販 売 業 者 の 登 録 （ リ ） 割 賦 販 売 条 件 の 基 準 の 公 示 が 定 め ら れ て い た が 、

チ ケ ッ ト ・ ク ー ポ ン を 使 っ た 「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 」 に つ い て は 、（ ヌ ） チ ケ ッ ト

の 譲 渡 お よ び 質 入 れ の 禁 止（ ル ）割 賦 販 売 あ っ せ ん 業 者 の 登 録 し か 規 定 が な く 、

三 当 事 者 型 に 関 し て は 、 む し ろ 登 録 制 度 に よ り 加 盟 店 保 護 に 重 き が 置 か れ て い

た 。 通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費 経 済 課 編 『 新 版 新 割 賦 販 売 法 の 解 説 』（ 通 商 産

業 調 査 会 1 9 7 6 年 ） 5 頁 参 照 。 な お 、 デ パ ー ト な ど の 発 行 す る チ ケ ッ ト や ク ー ポ

ン は 、 二 当 事 者 型 で あ り 、 そ の 場 合 は 、「 割 賦 販 売 」 と し て 、 割 賦 販 売 法 の 適 用

が あ っ た 。  
( 7 3 )  平 成 2 0 ( 2 0 0 8 )年 割 賦 販 売 法 改 正 前 後 の 文 献 と し て は 、 以 下 の も の が あ る 。 村

千 鶴 子 「 ク レ ジ ッ ト 契 約 に 関 す る 法 律 規 制 ― ― 割 賦 販 売 法 の 概 要 （ 特 集 ・ ク レ

ジ ッ ト 契 約 に 関 す る 諸 問 題 ）」月 報 司 法 書 士 4 1 0 号（ 2 0 0 6 年 ）2 頁 、山 崎 省 吾「 ク

レ ジ ッ ト 関 連 被 害 の 実 態 と 救 済 へ の 課 題 ― ― 割 賦 販 売 法 改 正 の 動 き の 中 で （ 特

集・消 費 者 被 害 を 深 刻 化 さ せ る ク レ ジ ッ ト 問 題 ）」月 刊 国 民 生 活 3 6 巻 8 号（ 2 0 0 6
年 ） 11 頁 、 経 済 産 業 省 商 務 情 報 政 策 局 取 引 信 用 課 「 ク レ ジ ッ ト 取 引 に 係 る 課 題

と 論 点 整 理 に つ い て ― ― 産 業 構 造 審 議 会 割 賦 販 売 分 科 会 基 本 問 題 小 委 員 会 報 告

書 の 概 要（ 特 集 ・ 消 費 者 被 害 を 深 刻 化 さ せ る ク レ ジ ッ ト 問 題 ）」月 刊 国 民 生 活 3 6
巻 8 号 （ 2 0 0 6 年 ） 1 6 頁 、「（ 特 集 1） 割 賦 販 売 法 の 改 正 」 消 費 者 法 ニ ュ ー ス 7 0
号 （ 2 0 0 7 年 ） 所 収 の 渡 辺 達 徳 「 割 賦 販 売 法 改 正 の 論 点 ― ― ク レ ジ ッ ト 事 業 者 の

『 適 正 与 信 』 義 務 と 『 信 義 則 』」 4 頁 、 池 本 誠 司 「 割 賦 販 売 法 か ら 販 売 信 用 法 へ 」

7 頁 、村 本 武 志「 ク レ ジ ッ ト 契 約 に お け る 信 販 事 業 者 の 加 盟 店 管 理 責 任 ― ― O F T
対 ロ イ ズ T S B 外 二 名 間 の 事 件 判 決 を 素 材 に し て 」 1 3 頁 、釜 井 英 法「 ク レ ジ ッ ト

過 剰 与 信 対 策 全 国 会 議 の 活 動 ― ― 創 立 か ら 東 京 シ ン ポ ま で 」2 6 頁 、「埼 玉 県 が 信

販 会 社 に 勧 告 ― ― 全 国 で 初 め て 」 3 5 頁 、 大 久 保 育 子 「 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん 業

の モ デ ル 自 主 行 動 基 準 」 4 3 頁 、船 矢 祐 二「（ イ ン タ ビ ュ ー ）ク レ ジ ッ ト 取 引 規 制

の あ り 方 を 割 賦 販 売 分 科 会 で 検 討 再 開 ― ― ク レ ジ ッ ト 会 社 と 消 費 者 の リ ス ク 分

担 の 公 平 性 確 保 も 必 要 （ 特 集 ・ 貸 金 業 ・ ク レ ジ ッ ト 制 度 改 革 の 行 方 ）」 消 費 者 信

用 2 5 巻 2 号 （ 2 0 0 7 年 ） 3 8 頁 、 船 矢 祐 二 「 割 賦 販 売 法 改 正 ・ 行 政 ― ― 割 賦 販 売

法 改 正 に つ い て ― ― 産 業 構 造 審 議 会 割 賦 販 売 分 科 会 基 本 問 題 小 委 員 会 中 間 整 理

の 概 要 ― ― 」消 費 者 法 ニ ュ ー ス 7 3 号（ 2 0 0 7 年 ） 11 0 頁 、「（ 特 集 ） 割 賦 販 売 法 改

正 に 向 け て 」 市 民 と 法 4 7 号 （ 2 0 0 7 年 ） 所 収 の 池 本 誠 司 「 不 適 正 与 信 の 防 止 ・

救 済 に 向 け て 」2 6 頁 、小 野 寺 友 宏「 ク レ ジ ッ ト 過 剰 与 信 の 防 止 に 向 け て 」3 5 頁 、

拝 師 徳 彦 「 販 売 信 用 の 適 正 な 規 制 に 向 け て 」 4 2 頁 、 堀 泰 夫 「 ク レ ジ ッ ト 被 害 と

司 法 書 士 の 救 済 実 務 」 4 9 頁 、 山 田 茂 樹 「 ク レ ジ ッ ト 被 害 事 件 の 現 場 か ら み る 現

行 法 の 問 題 点 ― ― 被 害 救 済 方 法 へ の 言 及 も 含 め て 」5 8 頁 、野 々 山 宏「（ 展 開 講 座・

実 践 消 費 者 法 2 2） 消 費 者 法 と 制 度 を め ぐ る 動 向 ― ― 消 費 者 契 約 法 ・ 特 定 商 取 引
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法 ・ 割 賦 販 売 法 の 改 正 の 方 向 性 」 法 教 3 2 8 号 （ 2 0 0 8 年 ） 1 0 2 頁 、 上 将 倫 「 割 賦

販 売 法 改 正 問 題 （ ク レ ジ ッ ト ・ リ ー ス （ 割 販 法 ・ 特 商 法 ） 被 害 ）」 消 費 者 法 ニ ュ

ー ス 7 4 号（ 2 0 0 8 年 ） 1 5 5 頁 、池 本 誠 司「 割 賦 販 売 法 ・ 特 定 商 取 引 法 改 正 の 動 向

（ ク レ ジ ッ ト ・ リ ー ス（ 割 販 法 ・ 特 商 法 ）被 害 ）」消 費 者 法 ニ ュ ー ス 7 4 号（ 2 0 0 8
年 ） 1 6 5 頁 、「（ 特 集 ） 割 賦 販 売 法 改 正 の 課 題 と 展 望 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 4 0 号 別 冊

（ 2 0 0 8 年 ）所 収 の 山 本 豊 ＝ 渡 辺 達 徳 ＝ 神 作 裕 之 ほ か「（ 座 談 会 ）割 賦 販 売 法 の 大

改 正 ― ― 産 業 構 造 審 議 会 割 賦 販 売 分 科 会 基 本 問 題 小 委 員 会 報 告 を 受 け て 」 6 頁 、

蓑 輪 靖 博「 割 賦 販 売 法 改 正 論 議 と ク レ ジ ッ ト 取 引 法 の 課 題 」4 7 頁 、川 地 宏 行「 第

三 者 与 信 型 販 売 に お け る 抗 弁 の 接 続 と 与 信 業 者 に 対 す る 既 払 金 返 還 請 求 」6 2 頁 、

廣 瀬 孝 壽 「 ド イ ツ 民 法 に お け る 結 合 さ れ た 契 約 の 主 観 的 要 件 に 関 す る 一 考 察 ―

― 判 例 の 展 開 お よ び 学 説 状 況 の 紹 介 を 中 心 と し て 」 1 0 0 頁 、ゲ ル ト ・ ノ ッ ベ ＝ 角

田 美 穂 子 訳「（ 翻 訳 ）不 動 産 投 資 取 引 に お け る 銀 行 の 責 任 ― ― 2 0 0 6 年 以 降 の 連 邦

通 常 裁 判 所 判 例 法 理 」 11 4 頁 、 特 集  割 賦 販 売 法  改 正 法 案 の 核 心 ）」 消 費 者 信 用

2 6 巻 4 号 （ 2 0 0 8 年 ） 1 2 頁 所 収 の 船 矢 祐 二 「（ イ ン タ ビ ュ ー ） 割 賦 販 売 法 改 正 法

案 の 正 し い 読 み 方 「 業 界 は カ ー ド に 対 す る 調 査 義 務 規 定 に 警 戒 感 」、「 改 正 割 賦

販 売 法 の ク レ ジ ッ ト 与 信 規 制 は 、利 用 者 の 視 点 で（ リ テ ー ル ）」金 融 財 政 事 情 5 9
巻 1 7 号 （ 2 0 0 8 年 ） 5 9 頁 、 平 田 元 秀 「 問 わ れ る ク レ ジ ッ ト 会 社 の 不 適 正 与 信 ・

過 剰 与 信 責 任 ― ― 特 定 商 取 引 法 ・ 割 賦 販 売 法 改 正 の 動 向 と 求 め ら れ る 管 理 強 化 」

フ ァ イ ナ ン シ ャ ル コ ン プ ラ イ ア ン ス 3 8 巻 6 号 （ 2 0 0 8 年 ） 3 8 頁 、「（ 貸 金 ・ ク レ

ジ ッ ト 関 連 報 道 を 検 証 す る ・ 第 6 回 ） 割 賦 販 売 法 改 正 を 巡 っ て は メ デ ィ ア も 冷

静 に 対 応 」 消 費 者 信 用 2 6 巻 6 号 （ 2 0 0 8 年 ） 5 0 頁 、 澤 田 仁 史 ＝ 森 哲 也 「 近 の

特 定 商 取 引 法 お よ び 割 賦 販 売 法 の 動 向 （ 特 集 ・ 近 の 消 費 者 問 題 と 消 費 者 関 連

法 の 動 向 ）」自 由 と 正 義 5 9 巻 6 号（ 2 0 0 8 年 ） 1 3 頁 、船 矢 祐 二「 割 賦 販 売 法 の 改

正 に つ い て （ 特 集 ・ ク レ ジ ッ ト 被 害 救 済 の た め の 法 改 正 ）」 月 報 司 法 書 士 4 3 6 号

（ 2 0 0 8 年 ） 2 頁 、 茂 木 昌 子 「 割 賦 販 売 法 改 正 に 向 け た 地 方 議 会 請 願 活 動 の 取 組

み （ 特 集 ・ ク レ ジ ッ ト 被 害 救 済 の た め の 法 改 正 ）」 月 報 司 法 書 士 4 3 6 号 （ 2 0 0 8
年 ） 2 2 頁 、 石 川 和 男 「 割 賦 販 売 法 改 正 で 大 幅 な 信 用 収 縮 も 」 週 刊 東 洋 経 済 6 1 4 7
号 （ 2 0 0 8 年 ） 9 2 頁 、「（ 貸 金 ・ ク レ ジ ッ ト 関 連 報 道 を 検 証 す る ・ 第 7 回 ） 改 正 割

賦 販 売 法 に 潜 む 『 ク レ ジ ッ ト 総 量 規 制 』 の 功 罪 」 消 費 者 信 用 2 6 巻 7 号 （ 2 0 0 8
年 ） 5 9 頁 、 池 本 誠 司 「 特 定 商 取 引 法 ・ 割 賦 販 売 法 改 正 の ポ イ ン ト （ 特 集 ・ 消 費

者 法 フ ァ イ ル 2 0 0 8）」 消 費 者 情 報 3 9 3 号 （ 2 0 0 8 年 ） 8 頁 、 島 川 勝 「 特 定 商 取 引

法 ・ 割 賦 販 売 法 改 正 法 案 の 問 題 点 （ ク レ ジ ッ ト ・ リ ー ス （ 割 販 法 ・ 特 商 法 ） 被

害 ）」 消 費 者 法 ニ ュ ー ス 7 6 号 （ 2 0 0 8 年 ） 2 0 8 頁 、「（ 特 集 ） 割 賦 販 売 法 の 改 正 と

金 融 実 務 」銀 行 法 務 6 9 1 号（ 5 2 巻 9 号 、 2 0 0 8 年 ）所 収 の 小 山 綾 子「 割 賦 販 売 法

の 改 正 の 概 要（ 特 集  割 賦 販 売 法 の 改 正 と 金 融 実 務 ）」 5 頁 、吉 元 利 行「 割 賦 販 売

法 の 改 正 が 金 融 実 務 に 与 え る 影 響（ 特 集・割 賦 販 売 法 の 改 正 と 金 融 実 務 ）」1 2 頁 、

吉 元 利 行 「（ オ ピ ニ オ ン ） ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 包 括 支 払 可 能 見 込 額 の 調 査 」 金 法

1 8 3 7 号（ 5 6 巻 1 5 号 、 2 0 0 8 年 ） 1 頁 、松 田 洋 平 ＝ 乃 田 昌 幸 ＝ 戸 塚 悠 二 ほ か「（ 法

務 の 話 題 ）『 割 賦 販 売 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 』の 概 要 」金 法 1 8 4 2 号（ 5 6 巻 2 0
号 、 2 0 0 8 年 ） 1 0 頁 、 松 田 洋 平 ＝ 乃 田 昌 幸 ＝ 戸 塚 悠 二 ほ か 「『 割 賦 販 売 法 』 改 正

の 概 要 」N B L 8 8 7 号（ 2 0 0 8 年 ）1 5 頁 、渡 辺 真 幸 ＝ 松 田 洋 平 ＝ 乃 田 昌 幸 ほ か「『 特

定 商 取 引 に 関 す る 法 律 』・『 割 賦 販 売 法 』 の 改 正 の 概 要 （ 特 集 ・ 第 1 6 9 回 国 会 主

要 成 立 法 律 ）」ジ ュ リ 1 3 6 4 号（ 2 0 0 8 年 ） 8 6 頁 、渡 辺 真 幸 ＝ 松 田 洋 平 ＝ 乃 田 昌 幸

ほ か 「（ 法 令 解 説 ） 悪 質 商 法 へ の 抜 本 的 対 策 ― ― 規 制 の 抜 け 穴 の 解 消 、 訪 問 販 売

規 制 ・ ク レ ジ ッ ト 規 制 ・ イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 等 の 規 制 の 強 化 ― ― 特 定 商 取 引 に

関 す る 法 律 お よ び 割 賦 販 売 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」 時 の 法 令 1 8 2 4 号 （ 2 0 0 8
年 ） 6 頁 、 島 川 勝 「（ 取 引 法 研 究 会 レ ポ ー ト ） 特 定 商 取 引 法 ・ 割 賦 販 売 法 改 正 法

の 問 題 点 ― ― 特 に ク レ ジ ッ ト 会 社 と 販 売 店 の 責 任 に つ い て 」 法 時 8 0 巻 1 0 号

（ 2 0 0 8 年 ） 1 2 3 頁 、 池 本 誠 司 「 改 正 割 賦 販 売 法 に お け る 民 事 規 定 の 活 用 」 現 代

消 費 者 法 1 号 （ 2 0 0 8 年 ） 111 頁 、「（ 特 集 ） 改 正 割 賦 販 売 法 は ど う 運 用 さ れ る の

か 」 消 費 者 信 用 2 6 巻 11 号 （ 2 0 0 8 年 ） 所 収 の 「 割 賦 販 売 部 会 で 事 務 局 が 政 省 令

の 基 本 的 枠 組 み を 提 示 」 8 頁 、乃 田 昌 幸 ＝ 中 崎 隆「 ク レ ジ ッ ト 番 号 等 不 正 取 得 等

に 関 す る 罪 ― ― ク レ ジ ッ ト カ ー ド に 係 る 情 報 保 護 」 金 法 1 8 5 1 号 （ 5 6 巻 2 9 号 、

2 0 0 8 年 ） 3 0 頁 、 池 本 誠 司 「（ イ ン タ ビ ュ ー ） 過 剰 与 信 禁 止 は 与 信 の ブ ラ ッ ク ボ

ッ ク ス 化 を 防 ぐ こ と に 主 眼 が あ る 」 1 4 頁 、 池 本 誠 司 「 悪 質 商 法 被 害 と ク レ ジ ッ

ト 被 害 の 防 止 ・ 救 済 ― ― 割 賦 販 売 法 ・ 特 定 商 取 引 法 の 大 改 正 （ 特 集 ・ ス ト ッ プ  
ザ ・ 悪 質 商 法 ）」 月 刊 消 費 者 6 8 4 号 （ 2 0 0 8 年 ） 3 頁 、 村 千 鶴 子 「（ 法 キ ャ ン パ ス ）

改 正 特 定 商 取 引 法 ・ 割 賦 販 売 法 の 概 要 」 国 民 生 活 7 号 （ 2 0 0 8 年 ） 5 1 頁 、 加 賀 山

茂 「 ク レ ジ ッ ト 契 約 の 典 型 契 約 と し て の 位 置 づ け ― ― ク レ ジ ッ ト 契 約 を 『 割 賦

販 売 の 基 本 ユ ニ ッ ト 』（売 買 と 準 消 費 貸 借 の 結 合 ）の 展 開 過 程 と し て 位 置 づ け る 」
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国 民 生 活 研 究 4 8 巻 3 号 （ 2 0 0 9 年 ） 2 7 頁 、 村 千 鶴 子 「 特 定 商 取 引 法 ・ 割 賦 販 売

法 の 改 正 と 消 費 者 保 護 」 現 代 法 学 1 7 号 （ 2 0 0 9 年 ） 3 頁 、 神 作 裕 之 「 過 剰 与 信 の

防 止 と 改 正 割 賦 販 売 法 」ジ ュ リ 1 3 7 2 号（ 2 0 0 9 年 ） 1 2 7 頁 、中 崎 隆「 改 正 割 賦 販

売 法 に お け る ク ー リ ン グ ・ オ フ ・ 取 消 し と 三 者 間 清 算 ル ー ル 」 消 費 者 信 用 2 7 巻

3 号 （ 2 0 0 9 年 ） 3 6 頁 、 渡 辺 達 徳 「 改 正 割 賦 販 売 法 に お け る 行 政 規 制 ル ー ル と 民

事 効 果 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 4 1 号 （ 2 0 0 9 年 ） 1 7 6 頁 、 村 千 鶴 子 「 特 定 商 取 引 法 ・ 割

賦 販 売 法 改 正 の 経 緯 と 概 要（ 特 集・改 正 特 商 法・割 販 法 ）」現 代 消 費 者 法 2 号（ 2 0 0 9
年 ） 4 頁 、千 葉 恵 美 子「 改 正 特 定 商 取 引 法 ・ 割 賦 販 売 法 の 適 用 範 囲 の 拡 大 と 今 後

の 課 題 （ 特 集 ・ 改 正 特 商 法 ・ 割 販 法 ― ― 規 制 の 抜 け 穴 へ の 対 処 ）」 現 代 消 費 者 法

2 号 （ 2 0 0 9 年 ） 1 4 頁 、 都 筑 満 雄 「 割 賦 販 売 法 改 正 の 意 義 と 課 題 ― ― 民 事 規 定 を

中 心 に （ 特 集 ・ 改 正 特 商 法 ・ 割 販 法 ― ― ク レ ジ ッ ト 規 制 の 強 化 ）」 現 代 消 費 者 法

2 号（ 2 0 0 9 年 ） 3 9 頁 、小 山 綾 子『 図 解 で わ か る 割 賦 販 売 法 の 実 務 』（ 経 済 法 令 、

2 0 0 9 年 ）2 頁 、拝 師 徳 彦「 既 払 金 返 還 の た め の 改 正 割 賦 販 売 法 の 実 践 的 活 用（ 特

集・  改 正 特 商 法・割 販 法 ― ― ク レ ジ ッ ト 規 制 の 強 化 ）」現 代 消 費 者 法 2 号（ 2 0 0 9
年 ） 5 0 頁 、平 田 元 秀「 改 正 割 賦 販 売 法 省 令 案 に 見 る ク レ ジ ッ ト 会 社 の 調 査 義 務 」

フ ァ イ ナ ン シ ャ ル コ ン プ ラ イ ア ン ス 3 9 巻 4 号 （ 2 0 0 9 年 ） 4 0 頁 、 平 田 元 秀 「 事

例 で 考 え る 『 特 定 商 取 引 法 』『 割 賦 販 売 法 』 改 正 の ポ イ ン ト （ 特 集 ・ 消 費 者 法 フ

ァ イ ル 2 0 0 9）」 消 費 者 情 報 4 0 3 号 （ 2 0 0 9 年 ） 8 頁 、 吉 元 利 行 「 改 正 割 賦 販 売 法

が 金 融 機 関 の 『 提 携 ロ ー ン 』 に 与 え る 影 響 」 金 融 財 政 事 6 0 巻 3 1 号 （ 2 0 0 9 年 ）

2 3 頁 、 乃 田 昌 幸 「 割 賦 販 売 法 施 行 規 則 の 改 正 の 概 要 」 現 代 消 費 者 法 4 号 （ 2 0 0 9
年 ） 1 0 6 頁 、平 田 元 秀「 割 賦 販 売 法 の 改 正 と 銀 行 業 務 へ の 影 響 」フ ァ イ ナ ン シ ャ

ル コ ン プ ラ イ ア ン ス 3 9 巻 1 0 号（ 2 0 0 9 年 ） 3 8 頁 、カ ー ド 会 社 法 務 担 当 者「 改 正

割 賦 販 売 法 が 与 信 関 連 業 者 に 求 め る 義 務 と 対 応 策 （ 特 集 ・ 販 売 、 勧 誘 の ル ー ル

が 大 き く 変 わ る !改 正 特 商 法 ・ 割 販 法 が 求 め る 実 務 対 応 ）」ビ ジ ネ ス ロ ー ・ ジ ャ ー

ナ ル 2 巻 11 号 （ 2 0 0 9 年 ） 3 6 頁 、「（ 2 0 0 9 年 1 2 月 施 行 直 前 ） 緊 急 特 集 ・ 改 正 割

賦 販 売 法 と 金 融 実 務 」 金 法 1 8 8 2 号 （ 5 7 巻 2 8 号 、 2 0 0 9 年 ） 所 収 の 中 崎 隆 「 提

携 ロ ー ン の 取 扱 い に 関 す る 留 意 点 」 6 頁 、 伊 藤 亜 紀 ＝ 片 岡 義 広 ＝ 神 作 裕 之 ほ か

「（ 座 談 会 ）割 賦 販 売 法 の 適 用 と 規 制 へ の 対 応 」 1 9 頁 、右 崎 大 輔「 改 正 割 賦 販 売

法 ・ 実 務 対 応 Q & A 事 前 準 備 ・ 契 約 締 結 ・ 顧 客 対 応 ・ 苦 情 処 理 体 制 」 4 7 頁 、「（ 特

集 ・ 改 正 割 賦 販 売 法 ― ― 1 2 月 1 日 施 行 ）」 消 費 者 信 用 2 7 巻 1 2 号 （ 2 0 0 9 年 ） 所

収 の 「 業 法 対 応 の 正 念 場 は 、 終 施 行 ま で の 今 後 1 年 間 ― ― 極 度 額 の 名 寄 せ 管

理 が 大 の 課 題 」 6 頁 、「 包 括 ・ 個 別 ク レ ジ ッ ト の 自 主 規 制 の 中 身 ― ― 政 令 を 踏

ま え 、事 業 者 の 視 点 で ル ー ル 化 」 1 4 頁 、「 カ ー ド 会 社 が 直 面 す る 改 正 割 賦 販 売 法

に 続 く 課 題 （ ノ ン バ ン ク ）」 金 融 財 政 事 情 6 0 巻 4 6 号 （ 2 0 0 9 年 ） 7 5 頁 、 経 済 産

業 省 商 務 情 報 政 策 局 取 引 信 用 課 「 改 正 割 賦 販 売 法 完 全 施 行 に つ い て ― ― 過 剰 与

信 防 止 義 務 を 中 心 に 」 N B L 9 4 3 号 （ 2 0 1 0 年 ） 5 頁 、 片 岡 義 広 ＝ 吉 元 利 行 編 『 ク

レ ジ ッ ト 取 引 ― ― 改 正 割 賦 販 売 法 の 概 要 と 実 務 対 応 』（ 青 林 書 院 、 2 0 1 0 年 ）

1 2 4 - 2 0 0 頁 、 渡 邉 雅 之 ＝ 井 上 真 一 郎 『 Q & A 資 金 決 済 法 ・ 改 正 割 賦 販 売 法 ― ― 新

し い 決 済 サ ー ビ ス に 関 す る 法 制 の 横 断 的 解 説 』（金 融 財 政 事 情 研 究 会  、2 0 1 0 年 ）

3 1 6 - 4 1 0 頁 、 右 崎 大 輔 『 改 正 割 賦 販 売 法 の 要 点 解 説 Q & A』（ 中 央 経 済 社 、 2 0 1 0
年 ）、河 上 正 二「 ( K E Y  W O R D )特 定 商 取 引 法・割 賦 販 売 法 の 改 正 」法 教 3 5 4 号（ 2 0 1 0
年 ） 2 頁 、「（ 特 集 ） 改 正 割 賦 販 売 法 ・ 第 2 段 階 施 行 へ 」 消 費 者 信 用 2 8 巻 1 2 号

（ 2 0 1 0 年 ） 所 収 の 「 支 払 可 能 見 込 額 調 査 が 〔 2 0 1 0 年 〕 1 2 月 1 7 日 か ら 法 的 義 務

へ 」6 頁 、「 シ ス テ ム 開 発 、名 寄 せ の 整 備 に 苦 心 し た ク レ ジ ッ ト 業 界 」 1 2 頁 、「 シ

ョ ッ ピ ン グ 枠 現 金 化 撲 滅 へ 知 恵 絞 る 官 と 民 」1 8 頁 、「ネ ッ ト 取 引 ト ラ ブ ル 続 出 で

急 浮 上 し た カ ー ド 決 済 巡 る 規 制 論 議 」 2 2 頁 、 園 部 厚 「 平 成 2 0 年 法 律 第 7 4 号 特

定 商 取 引 法 お よ び 割 賦 販 売 法 の 一 部 改 正 等 と 実 務 ( 1 )～ （ 3 ・ 完 ）」 市 民 と 法 7 3
号 （ 2 0 1 2 年 ） 1 4 頁 、 7 4 号 11 頁 、 7 5 号 1 4 頁 。  

( 7 4 )  清 水 巌 は 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 短 期 間 に 急 激 に 発 展 し た た め 、法 律 的 側 面 か ら

の 対 応 が 完 全 に 立 ち 遅 れ 、様 々 な 問 題 を 生 じ さ せ て い る と 指 摘 す る 。清 水 巌「 ク

レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 販 売 の 実 態 と 問 題 点 ― ― 消 費 者 保 護 の 側 面 か ら ― ― 」 ジ ュ リ

6 4 5 号 （ 1 9 7 7 年 ） 5 5 頁 。  
( 7 5 )  V I S A の 前 身 で あ る N B I の メ ン バ ー だ っ た ワ ー セ ン 信 託 銀 行 が M a s t e r C a r d の

前 身 で あ っ た イ ン タ ー チ ャ ー ジ に 加 盟 し 、 V I S A カ ー ド と M a s t e r C a r d カ ー ド の

2 つ の ブ ラ ン ド カ ー ド を 発 行 し た の に 対 し 、N B I が こ の 並 行 発 行 ( d u a l i t y )を 防 ぐ

た め に 会 則 を 変 更 し た と こ ろ 、 こ の 会 則 修 正 に 対 し ワ ー セ ン 信 託 銀 行 が N B I の

新 会 則 は 、シ ャ ー マ ン 独 占 禁 止 法 に 違 反 す る と し て 1 9 7 1 年 裁 判 所 に 提 訴 し 、こ

れ が 認 め ら れ た こ と で 、 1 9 7 6 年 終 的 に は 並 行 発 行 が 許 さ れ 、 加 盟 店 競 争 が 激

し く な っ た 。 L e w i s  M a n d e l l ,  T h e  C r e d i t  C a r d  I n d u s t r y :  A H i s t o r y  ( Tw a y n e ' s  
E v o l u t i o n  o f  M o d e r n  B u s i n e s s  S e r i e s ) ,  Tw a y n e  p u b .  1 9 9 0 , 4 0 .… … 〔 翻 訳 〕 根



60 

                                                                                                                                        
本 忠 明 ＝ 荒 川 隆 訳 『 ア メ リ カ ク レ ジ ッ ト 産 業 の 歴 史 』（ 日 本 経 済 評 論 社 、 2 0 0 0
年 ） 8 8 - 9 0 頁 。  

わ が 国 で は 、 昭 和 5 5 ( 1 9 8 0 )年 2 月 に 住 友 ク レ ジ ッ ト が 国 内 外 共 通 の V I S A カ

ー ド を 発 行 し 、 系 列 カ ー ド 会 社 と の 間 で 、 加 盟 店 の 相 互 開 放 が 進 ん だ が 、 日 本

信 販 な ど V I S A カ ー ド 発 行 ラ イ セ ン ス を 持 つ 3 社 へ の 加 盟 店 開 放 は 、 昭 和

6 3 ( 1 9 8 8 )年 7 月 で あ る 。 こ れ に よ っ て 、 M a s t e r C a r d 陣 営 の D C カ ー ド に よ る

V I S A 発 行 を 皮 切 り に 、 M a s t e r C a r d と V I S A カ ー ド の 並 行 発 行 が 始 ま っ た が 、

M a s t e r C a r d 陣 営 が 平 成 元 ( 1 9 8 9 )年 3 月 （ 株 ） マ ス タ ー カ ー ド ジ ャ パ ン を 設 立

し 、 同 年 9 月 か ら マ ス タ ー カ ー ド 加 盟 各 社 で 加 盟 店 相 互 開 放 が で き る よ う に な

り 、V I S A 陣 営 も マ ス タ ー カ ー ド の 発 行 目 的 で オ ム ニ カ ー ド 協 会 を 発 足 さ せ 、平

成 元 ( 1 9 8 9 )年 4 月 か ら マ ス タ ー カ ー ド が 発 行 で き る よ う に な っ た 。 風 間 ・ 前 掲

注 ( 2 3 )（ 第 3 回 ） 4 8 - 5 2 頁 。月 刊 消 費 者 信 用「 特 別 レ ポ ー ト 激 震 !『 D C ビ ザ 』参

入 の 衝 撃 度 ！ ― 複 数 ブ ラ ン ド 発 行 が “ 時 代 の 流 れ ” に 」 6 巻 11 号 （ 1 9 8 8 年 ）

2 8 - 3 1 頁 。  
( 7 6 )  当 初 国 際 カ ー ド は 、国 際 ブ ラ ン ド の 提 携 す る 海 外 で の み 使 用 で き る も の で あ っ

た 。ま た 、マ ス タ ー カ ー ド で は 、海 外 で は M a s t e r C a r d ブ ラ ン ド 、国 内 で は 各 カ

ー ド 会 社 の ブ ラ ン ド を 使 い 分 け て お り 、 加 盟 店 の 相 互 開 放 は 行 わ れ て い な か っ

た 。 し か し 、 M a s t e r C a r d と V I S A カ ー ド の 並 行 発 行 が 始 ま り 加 盟 各 社 で 加 盟 店

相 互 開 放 さ れ た た め 、 加 盟 店 で は ど ち ら か の 国 際 ブ ラ ン ド の 加 盟 店 と な り 、 各

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に よ る 加 盟 店 の 差 が な く な っ た 。 風 間 ・ 前 掲 注 ( 2 3 )（ 第 3
回 ） 5 2 頁 。  

( 7 7 )  経 済 産 業 省 に 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 登 録 簿 に 登 録 す れ ば 、ク レ ジ ッ ト カ ー

ド を 発 行 す る こ と が で き る 。 し か し 、 こ こ で i s s u e r と 呼 ぶ の は 、 原 則 と し て 国

際 ブ ラ ン ド と 提 携 し 、 国 際 ブ ラ ン ド の 所 定 の ロ ゴ マ ー ク を 付 与 し た 国 際 ク レ ジ

ッ ト カ ー ド を 発 行 す る こ と の で き る 機 関 ・ 会 社 （ こ れ を 「 プ リ ン シ パ ル メ ン バ

ー 」 と 呼 ぶ ） と す る 。 国 際 ブ ラ ン ド に 直 接 加 盟 せ ず 、 プ リ ン シ パ ル メ ン バ ー と

提 携 し て 、 国 際 カ ー ド を 発 行 す る 機 関 ・ 会 社 を 「 二 次 カ ー ド 会 社 」（ ア ソ シ エ ー

ト メ ン バ ー ） と 呼 ん で い る 。 山 本 正 行 ・ 前 掲 注 ( 1 4 ) 6 4 - 6 5 頁 。 こ の カ ー ド 発 行 者

を 含 め て 、 本 稿 で は 、 i s s u e r＝ カ ー ド 発 行 会 社 と す る 。 な お 、 国 際 ブ ラ ン ド は 、

国 際 カ ー ド の 発 行 権 を 原 則 と し て 銀 行 な ど の 金 融 機 関 に し か 認 め て い な い 。 し

か し 、 わ が 国 に お い て は 、 信 販 会 社 な ど ノ ン バ ン ク に も 発 行 権 を 認 め て い る と

こ ろ か ら 、 わ が 国 で は 、「 カ ー ド 発 行 会 社 」 と い う が 、 外 国 の 場 合 は 、「 カ ー ド

発 行 銀 行 」 と 呼 ぶ こ と と し 、 両 方 を 含 め る 場 合 に は 、「 カ ー ド 発 行 会 社 」 を 原 則

と し て 使 用 す る こ と と す る 。  
( 7 8 )  カ ー ド 会 員 が 利 用 で き る 加 盟 店 を 獲 得 し 、加 盟 店 業 務 を 行 う 場 合 は 、ク レ ジ ッ

ト カ ー ド の 発 行 の 場 合 と 異 な り 、 経 済 産 業 省 に 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 登 録

簿 に 登 録 す る 必 要 が な い 。 割 賦 販 売 法 で は 、 こ の ア ク ワ イ ア リ ン グ 業 務 を 行 う

会 社 を 「 立 替 払 取 次 業 者 」 と 定 義 し ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 な ど の 安 全 管 理 責 任

を 課 し て い る 。 な お 、 国 際 ブ ラ ン ド と 提 携 し て ア ク ワ イ ア リ ン グ 業 務 を 行 う 会

社 を 「 加 盟 店 管 理 会 社 」 と よ び 、 ア ク ワ イ ア リ ン グ を 行 う カ ー ド 会 社 と 提 携 し

て そ の 業 務 を 一 部 代 行 す る 者 を 「 決 済 代 行 会 社 」 と 呼 ぶ こ と に す る 。  
( 7 9 )  M a s t e r C a r d ,  A c h i e v i n g  O u r  Vi s i o n  A Wo r l d  B e y o n d  C a s h ,  M a s t e r C a r d  

A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 3 ,  4 - 5 .  
( 8 0 )  1 9 9 0 年 代 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 関 係 の 文 献 と し て は 、以 下 の も の が あ る 。

千 葉 恵 美 子 「 抗 弁 の 接 続 」 梶 村 太 市 ほ か 編 『 改 正 割 賦 販 売 法 （ 現 代 実 務 法 律 講

座 ）』（ 青 林 書 院 、 1 9 9 0 年 ） 6 7 - 8 3 頁 、『 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 規 制 法 案 ― ― 過 剰 融 資

カ ー ド ト ラ ブ ル を 防 止 す る た め に 』（ 全 国 ク レ ジ ッ ト ・ サ ラ 金 問 題 対 策 協 議 会 、

1 9 9 2 年 ）、松 本 恒 雄「 ク レ ジ ッ ト 社 会 と 消 費 者 問 題 ― ― ク レ ジ ッ ト カ ー ド・パ ニ

ッ ク の 到 来 （ 特 集 ・ 都 市 と 消 費 者 ）」 都 市 問 題 研 究 4 4 巻 1 0 号 （ 1 9 9 2 年 ） 3 頁 、

「（ 特 集 ） ク レ ジ ッ ト カ ー ド の こ こ が 知 り た い 」 法 セ 4 5 4 号 （ 1 9 9 2 年 ） 所 収 の

松 本 恒 雄 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 契 約 っ て 何 ？ 」 3 0 頁 、 宇 都 宮 健 児 「 利 息 制 限 法 に

違 反 す る 利 息 が な ぜ 存 在 す る の か 」 3 6 頁 、 執 行 秀 幸 「 他 人 使 用 に よ っ て ど ん な

ト ラ ブ ル が 起 こ る か 」4 1 頁 、長 尾 治 助「 与 信 情 報 管 理 と は 何 か 」4 6 頁 、宮 川  知
法 「 カ ー ド 破 産 は な ぜ お こ る の か ― ― 予 防 と 救 済 の 法 理 」 5 0 頁 、 木 村 達 也 「 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 契 約 の 将 来 ― ― カ ー ド 規 制 法 案 を 素 材 と し て 」5 5 頁 、『ク レ ジ ッ

ト 産 業 部 会 中 間 報 告 ― ― 多 重 債 務 者 発 生 防 止 の た め に 』（ 日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協

会 、 1 9 9 3 年 ）、 ク レ ジ ッ ト 判 例 研 究 会 編 『 ク レ ジ ッ ト 判 例 ハ ン ド ブ ッ ク 』（ 日 本

ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 ・ ク レ ジ ッ ト 研 究 所 双 書 、 1 9 9 3 年 ）、八 尾 晃「 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 国 際 取 引 に 関 す る 諸 問 題 に つ い て （ 会 員 と 加 盟 店 の 紛 議 ）」 大 阪 明 浄 女 子 短

期 大 学 紀 要 7 号 （ 1 9 9 3 年 ） 1 0 1 頁 、 牧 野 一 雄 「 岐 路 に 立 つ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業
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界 の 動 向 」 経 済 調 査 5 4 3 号 （ 1 9 9 3 年 ） 3 頁 、 長 尾 治 助 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 法 試

論 （ ク レ ジ ッ ト 債 権 の 確 保 と 消 費 者 保 護 ）」 立 命 館 大 学 人 文 科 学 研 究 所 紀 要 6 1
号 （ 1 9 9 4 年 ） 1 5 3 頁 、 木 村 晋 介 ＝ 野 口 昌 宏 ＝ 荻 原 貞 正 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 破

産 を 考 え る （ 第 3 回 大 東 文 化 大 学 ・ 公 開 法 律 シ ン ポ ジ ウ ム 『 現 代 の 法 律 問 題 を

考 え る 』）」 大 東 文 化 大 学 法 学 研 究 所 報 別 冊 3 号 （ 1 9 9 4 年 ） 1 頁 、 木 村 達 也 「 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 規 制 法 案 が 想 定 す る 被 害 者 像 ― ― あ る べ き 法 規 制 を 求 め て （ 特

集 ・ ク レ ジ ッ ト 多 重 債 務 の 諸 問 題 ）」ジ ュ リ 1 0 4 7 号（ 1 9 9 4 年 ） 4 9 頁 、市 川 千 秋

「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド ト ラ ブ ル の 法 的 性 質 と 経 済 学 的 接 近 」 白 鴎 大 学 論 集 9 巻 1
号 （ 1 9 9 4 年 ） 8 5 頁 、 松 本 恒 雄 「（ ト ピ ッ ク ス 消 費 者 法 1 5） ク レ ジ ッ ト カ ー ド の

不 正 使 用 と 利 用 限 度 額 」法 セ 4 7 8 号（ 1 9 9 4 年 ） 7 2 頁 、長 尾 治 助『 判 例 ク レ ジ ッ

ト 法 』（ 法 律 文 化 社 、 1 9 9 5 年 ）、 長 尾 治 助 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 契 約 の 名 義 貸 し 」

立 命 館 法 学 2 3 7 号 （ 1 9 9 5 年 ） 9 5 9 頁 、 中 島 豊 四 郎 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド に よ る 取

引 に お け る 多 重 債 務 の 原 因 と そ の 対 策 」 椙 山 女 学 園 大 学 研 究 論 集 社 会 科 学 篇 2 7
号 （ 1 9 9 6 年 ） 2 2 1 頁 、 秋 山 貞 雄 ＝ 海 老 江 茂 和 ＝ 小 泉 史 憲 ほ か 「（ 特 集 ・ ク レ ジ ッ

ト カ ー ド の 将 来 を 徹 底 議 論 ― ― 銀 行 系 カ ー ド 6 社 企 画 部 長 座 談 会 ） 業 績 が 好 調

な い ま だ か ら こ そ 次 代 に 向 け た 環 境 整 備 を 行 な う 必 要 が あ る 」消 費 者 信 用 1 4 巻

1 0 号 （ 1 9 9 6 年 ） 1 6 頁 、 水 島 章 雄 「（ シ リ ー ズ 決 断 1） 日 本 信 販 の 全 国 展 開 ― ―

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 普 及 の 素 地 を つ く る 」 消 費 者 信 用 1 4 巻 1 0 号 （ 1 9 9 6 年 ） 1 0
頁 、「（ シ リ ー ズ 決 断 8）日 専 連〔 日 本 専 門 店 会 連 盟 〕の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 ―

― チ ケ ッ ト 割 賦 か ら カ ー ド へ 移 行 、 そ し て J C B と 提 携 へ 」 消 費 者 信 用 1 5 巻 1 2
号（ 1 9 9 7 年 ） 3 8 頁 、 末 藤 高 義 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 事 件 簿 ( 1 )～ ( 11 )」 消 費 者 信 用

1 4 巻 1 0 号 （ 1 9 9 6 年 ） 5 4 頁 、 11 号 6 0 頁 、 1 2 号 6 8 頁 、 1 5 巻 1 号 （ 1 9 9 7 年 ）

6 2 頁 、 2 号 6 2 頁 、 3 号 5 8 頁 、 4 号 6 2 頁 、 5 号 5 8 頁 、 6 号 6 6 頁 、 7 号 5 8 頁 、

8 号 5 4 頁 、「（ 特 集 ） 消 費 者 信 用 産 業 の 基 礎 知 識 」 消 費 者 信 用 1 5 巻 4 号 （ 1 9 9 7
年 ） 所 収 の 「（ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 構 造 編 ） 型 押 し さ れ た プ ラ ス チ ッ ク 板 に 磁 気 ス

ト ラ イ プ を 搭 載 」 1 8 頁 、「（ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務 編 ） 加 盟 店 手 数 料 と キ ャ ッ シ

ン グ 手 数 料 が 収 益 の 柱 」 2 2 頁 、「（ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 市 場 規 模 ・ 発 行 企 業 編 ） 発

行 枚 数 は 2 億 2 0 0 0 万 枚 を 突 破 」 2 6 頁 、 潮 見 佳 男 「（ 民 法 実 戦 ゼ ミ ナ ー ル 3） ク

レ ジ ッ ト カ ー ド を 盗 ま れ た 」 法 教 2 0 2 号 （ 1 9 9 7 年 ） 8 1 頁 、「 銀 行 系 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド の 分 割 払 い が 3 年 後 に 実 現 へ （ フ ラ ッ シ ュ ）」 金 融 財 政 事 情 4 9 巻 2 3 号

（ 1 9 9 8 年 ） 1 6 頁 、 通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費 経 済 課 ・ 取 引 信 用 室 編 『 消 費 者 問

題 へ の 基 本 提 言 ' 9 9― ― 訪 問 販 売 法 、 割 賦 販 売 法 改 正 の ポ イ ン ト （ 速 報 ）』（ 日 本

消 費 者 協 会 、1 9 9 9 年 ）、角 田 真 理 子「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 を め ぐ る 消 費 者 紛 争

と そ の 処 理 に 関 す る 考 察 ― ― 海 外 取 引 と チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 を 中 心 に 」 国 民

生 活 研 究 3 9 巻 1 号（ 1 9 9 9 年 ） 1 頁 、伊 藤 隆 敏 ＝ 川 本 卓 司 ＝ 谷 口 文 一「 ク レ ジ ッ

ト カ ー ド と 電 子 マ ネ ー の 将 来 」 消 費 者 信 用 1 7 巻 11 号 （ 1 9 9 9 年 ） 5 2 頁 。  
( 8 1 )  2 0 0 0 年 代 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 関 係 の 文 献 と し て は 、以 下 の も の が あ る 。

通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 取 引 信 用 課 編 『 平 成 11 年 改 正 に よ る 割 賦 販 売 法 の 解 説 』

（ 日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 、2 0 0 0 年 ）、経 済 産 業 省 商 務 情 報 政 策 局 取 引 信 用 課 編

『 割 賦 販 売 法 の 解 説 ― ― 平 成 1 2 年 改 正 に よ る 』（日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 、2 0 0 1
年 ）、 尾 島 茂 樹 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド の 利 用 代 金 請 求 と 紛 失 ・ 盗 難 の 事 実 の 立 証

責 任 」ク レ ジ ッ ト 研 究 2 6 号（ 2 0 0 1 年 ） 1 3 7 頁 、関 武 志「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用

契 約 に お け る 名 義 貸 主 の 責 任 」 上 智 法 学 論 集 4 5 巻 4 号 （ 2 0 0 2 年 ） 7 5 頁 、「（ 資

料 ） 産 業 構 造 審 議 会 割 賦 販 売 分 科 会 中 間 報 告 ― ― ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 制 度 的 制

約 の 解 決 の 在 り 方 に つ い て（ 平 成 1 4 年 1 2 月 ）」消 費 者 信 用 2 1 巻 3 号（ 2 0 0 3 年 ）

5 2 頁 、深 浦 厚 之「 高 度 情 報 化 社 会 と ク レ ジ ッ ト カ ー ド 個 人 破 産 が 意 味 す る も の 」

ク レ ジ ッ ト 研 究 2 9 号（ 2 0 0 3 年 ） 6 頁 、梶 村 太 市 ＝ 深 澤 利 一 ＝ 石 田 賢 一 編『 割 賦

販 売 法（ 全 訂 版 ）』（ 青 林 書 院 、 2 0 0 4 年 ）、細 川 幸 一「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の 対

応 （ シ リ ー ズ 2 サ ラ 金 ・ 商 工 ロ ー ン ） ク レ ジ ッ ト 会 社 と 利 息 制 限 法 ・ 金 銭 消 費

貸 借 の 貸 し 出 し 金 利 と 利 息 制 限 法 ― ― 上 限 金 利 を 超 え る 利 息 に 対 す る ク レ ジ ッ

ト 会 社 の 対 応 実 例 を も と に 」 消 費 者 法 ニ ュ ー ス 5 9 号 （ 2 0 0 4 年 ） 4 8 頁 、 江 口 政

宏「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 不 良 債 務 者 問 題 ― ― そ の 発 生 経 緯 と 現 状 」国 際 金 融 11 2 4
号 （ 2 0 0 4 年 ） 2 8 頁 、 宮 川 不 可 止 「 預 金 お よ び ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る 署

名 （ 筆 跡 ） 照 合 の 有 用 性 ― ― 注 意 義 務 基 準 の 定 立 の 検 討 を 中 心 に 」 京 都 学 園 法

学 4 4 号（ 2 0 0 4 年 ）1 頁 、山 口 康 夫『 ク レ ジ ッ ト 販 売 関 係 法 の 解 説（ 4 訂 版 ）』（一

橋 出 版 、 2 0 0 5 年 ）、 山 口 康 夫 『 カ ー ド 利 用 関 係 法 の 解 説 （ 4 訂 版 ）』（ 一 橋 出 版 、

2 0 0 5 年 ） 1 頁 、「（ 特 集 ） ク レ ジ ッ ト カ ー ド ビ ジ ネ ス の 仕 組 み 」 カ ー ド ・ ウ ェ ー

ブ 1 9 巻 8 号 （ 2 0 0 6 年 ） 所 収 の 「 ( P a r t  1 )ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務 の 基 本 要 素 」 1 4
頁 、「 ( P a r t  2 )根 幹 を 支 え る 『 基 幹 系 シ ス テ ム 』」 2 4 頁 、「 ( P a r t 3 )ク レ ジ ッ ト カ ー

ド の 不 正 利 用 を 防 止 せ よ 」2 8 頁 、水 上 宏 明『 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 知 識（ 第 3 版 ）』
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（ 日 経 文 庫 11 4 3、 2 0 0 7 年 ）、 御 竿 健 太 郎 「 大 転 換 期 に 突 入 し た ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 市 場 （ 特 集 ・ 決 済 ビ ジ ネ ス の 展 望 ）」 地 銀 協 月 報 5 5 9 号 （ 2 0 0 7 年 ） 1 0 頁 、 水

上 宏 明 「（ 市 場 展 望 ） 変 革 期 に 立 つ ク レ ジ ッ ト カ ー ド ビ ジ ネ ス ― ― キ ャ ッ シ ン グ

依 存 か ら 脱 却 す る ビ ジ ネ ス モ デ ル を 問 う 」 消 費 者 信 用 2 5 巻 3 号 （ 2 0 0 7 年 ） 5 4
頁 、経 済 産 業 省 商 務 情 報 政 策 局 取 引 信 用 課 編『 割 賦 販 売 法 の 解 説（ 平 成 2 0 年 版 ）』

（ 日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 、 2 0 0 9 年 ）、 I T ビ ジ ネ ス 研 究 所 編 『 カ ー ド 事 典 』（ シ

ー メ デ ィ ア 、2 0 0 8 年 ）、蓑 輪 靖 博「 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 員

外 使 用 の 民 事 責 任 ( 1 )～ （ 2・ 完 ）」 福 岡 大 学 法 学 論 叢 5 3 巻 3 号 （ 2 0 0 8 年 ） 1 4 1
頁 、 4 号 （ 2 0 0 9 年 ） 3 9 9 頁 、 日 本 弁 護 士 連 合 会 消 費 者 問 題 対 策 委 員 会 編 『 改 正

特 商 法 ・ 割 販 法 の 解 説 』（ 民 事 法 研 究 会 、 2 0 0 9 年 ）、 河 上 正 二 編 『 実 践 消 費 者 相

談 ― ― 改 正 特 商 法 ・ 割 販 法 対 応 』（ 商 事 法 務 、 2 0 0 9 年 ）、 経 済 産 業 省 経 済 産 業 政

策 局 調 査 統 計 部 編 『 特 定 サ ー ビ ス 産 業 実 態 調 査 報 告 書 （ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 ・

割 賦 金 融 業 編 ）』（ 経 済 産 業 統 計 協 会 、 2 0 0 9 年 ）、日 本 司 法 書 士 会 連 合 会 編『 ク レ

サ ラ・ヤ ミ 金 事 件 処 理 の 手 引（ 第 3 版 ）』（民 事 法 研 究 会 、2 0 0 9 年 ）、末 藤 高 義『 イ

ン タ ー ネ ッ ト &ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 犯 罪・ト ラ ブ ル 対 処 法 』（民 事 法 研 究 会 、2 0 0 9
年 ）、「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド（ 大 特 集・カ ー ド 決 済・パ ー フ ェ ク ト ガ イ ド ）」カ ー ド ・

ウ ェ ー ブ 2 2 巻 1 号 （ 2 0 0 9 年 ） 4 2 頁 、「（ ミ ニ 特 集 ） 現 在 の ク レ ジ ッ ト ・ そ の 抱

え る 問 題 」 消 費 者 法 ニ ュ ー ス 7 8 号 （ 2 0 0 9 年 ） 所 収 の 田 中 雅 代 「 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド を 利 用 す る 新 た な 消 費 者 被 害 （ ク レ ジ ッ ト ・ リ ー ス （ 割 販 法 ・ 特 商 法 ））」

111 頁 、 高 橋  映 次 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 決 済 代 行 業 者 に つ い て （ ク レ ジ ッ ト ・

リ ー ス （ 割 販 法 ・ 特 商 法 ））」 11 8 頁 、「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 本 体 発 行 は 本 来 の 意 義

を あ ら わ し て い な い（ 地 方 銀 行 ）」金 融 財 政 事 情 6 0 巻 7 号（ 2 0 0 9 年 ） 5 9 頁 、松

原 英 二 「 電 子 社 会 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 役 割 」 北 海 商 科 大 学 論 集 1 巻 1
号（ 2 0 0 9 年 ） 4 7 頁 、村 ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 3 2 - 5 5 頁 、村 千 鶴 子「 役 立 つ 消 費 者 法 講 座 ・

割 賦 販 売 法 ( 1 )～ ( 9 )」 月 刊 国 民 生 活 3 4 巻 5 号 （ 2 0 0 4 年 ） 2 6 頁 、 6 号 2 8 頁 、 7
号 3 6 頁 、 8 号 2 6 頁 、 9 号 3 0 頁 、 1 0 号 3 0 頁 、 11 号 2 6 頁 、 1 2 号 2 6 頁 、 3 5 巻

1 号 （ 2 0 0 5 年 ） 2 6 頁 。  
( 8 2 )  ク レ ジ ッ ト カ ー ド 主 要 1 0 社（ ク レ デ ィ セ ゾ ン 、三 菱 U F J ニ コ ス 、三 井 住 友 カ

ー ド 、セ デ ィ ナ 、イ オ ン フ ァ イ ナ ン シ ャ ル 、楽 天 カ ー ド 、オ リ コ 、ジ ャ ッ ク ス 、

ポ ケ ッ ト カ ー ド 、U C S）の シ ョ ッ ピ ン グ リ ボ・分 割 残 高 を み る と 、平 成 2 4 ( 2 0 1 2 )
年 3 月 末 実 績 1 兆 4 , 0 0 5 億 円 に 対 し 、 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 )年 3 月 末 は 1 兆 5 , 5 6 3 億 円

で あ り 、シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 の 伸 び を 大 き く 上 回 る 11 . 1 %の 伸 び を 示 し て い る 。消

費 者 信 用 3 1 巻 9 号（ 2 0 1 3 年 ） 9 - 1 0 頁 。ま た 、「 カ ー ド ビ ジ ネ ス に 好 循 環 を 生 み

出 せ る か ― ― 過 払 い 問 題 沈 静 化 、 リ ボ 推 進 の 巧 拙 が 問 わ れ る ― ― 」 住 友 信 託 銀

行 調 査 月 報 2 0 11 年 7 月 号 3 頁 に お い て も 平 成 2 2 ( 2 0 1 0 )年 以 降 の リ ボ 残 高 の 急 伸

が 見 て 取 れ る 。  
( 8 3 )  ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 は 、「 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 の 防 止 に 関 す る 法 律 」 第

4 条 に 規 定 す る 特 定 取 引 の 一 つ で あ り 、個 人 が 相 手 方 の 場 合 は 、氏 名 、居 所 、生

年 月 日 、 法 人 の 場 合 も 名 称 、 事 務 所 の 所 在 地 、 事 業 目 的 と い っ た 本 人 特 定 事 項

や 取 引 の 目 的 等 を 取 引 時 に 確 認 す る 義 務 が 定 め ら れ て お り 、 そ の 確 認 記 録 の 保

存 が 義 務 付 け ら れ て い る の で 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 正 当 な 所 持 人 で あ れ ば 、 本

人 確 認 済 み と い う こ と に な る 。  
( 8 4 )  ク レ ジ ッ ト 会 社 等 与 信 業 者 に お け る 平 成 2 0 ( 2 0 0 8 )年 度 の 割 賦 方 式 の 契 約 件 数

は 、 8 8 , 9 1 5 , 0 0 6 件 （ 単 価 11 , 7 7 6 円 ) で あ る が 、 平 成 2 3 ( 2 0 11 ) 年 に は 、

1 6 2 , 8 6 9 , 1 0 0 件（ 単 価 7 , 2 7 5 円 ）と 3 年 間 で ほ ぼ 倍 増 す る 一 方 、平 均 単 価 が 1 万

円 を 切 り 、 割 賦 販 売 法 の 抗 弁 権 適 用 低 額 の 3 8 , 0 0 0 円 を 大 幅 に 下 回 っ て い る 。  
な お 、非 割 賦 方 式 は 、平 成 2 0 ( 2 0 0 8 )年 は 1 , 8 2 5 , 0 9 3 , 3 6 4 件（ 単 価 5 , 8 4 1 円 ）だ

っ た の が 、 平 成 2 3 ( 2 0 11 )年 に は 、 2 , 11 7 , 7 9 7 , 0 1 7 件 と な っ て お り 、 件 数 で み る と

割 賦 販 売 の 対 象 と な る 契 約 件 数 は 、 全 体 の 7 . 1 4 %に 過 ぎ な い 。な お 総 合 方 式 （ 回

数 分 割 ） の 単 価 は 平 成 2 3 ( 2 0 11 )年 度 で 6 9 , 9 6 1 円 と な っ て お り 、 適 用 対 象 と な る

場 合 が ほ と ん ど と 考 え ら れ る が 、リ ボ 払 い は 、単 価 1 0 , 7 8 6 円 、ボ ー ナ ス 払 い は 、

2 2 , 8 2 1 円 と 割 賦 販 売 法 の 民 事 ル ー ル が 適 用 さ れ る 下 限 を 下 回 っ て い る 。 経 済 産

業 省 商 取 引 ・ 消 費 経 済 政 策 課 編『 消 費 者 信 用 統 計 ・ 平 成 2 3 年 版 』（ 日 本 ク レ ジ ッ

ト 協 会 、 2 0 11 年 ） 11 0 頁 。  

(注 )日 本 ク レ ジ ッ ト 協 会 で は 、「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 信 用 供 与 額 」「 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 発 行 枚 数 ・ 会 員 契 約 数 」に つ い て は 、一 部 調 査 対 象 事 業 者 に お い て 報 告 す

べ き 数 値 の 解 釈 に 誤 解 が あ り 、そ の 結 果 過 大 な 数 値 に よ り 報 告 が な さ れ て い た こ

と が 判 明 し た と し て こ れ ら を 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 )年 1 2 月 2 6 日 付 け で 訂 正 し て い る が 、

契 約 件 数 等 に つ い て は 訂 正 が な い の で そ の ま ま 使 用 し て い る 。  
( 8 5 )  ク レ ジ ッ ト カ ー ド に よ る 公 共 料 金 等 の 支 払 に 関 し て 、「（ 特 集 ）こ ん な と こ ろ で
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も 使 わ れ 始 め た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 ― ― 電 気 ・ ガ ス ・ 鉄 道 乗 車 券 ・ 生 命 保 険

ほ か 、 カ ー ド の 新 市 場 を 一 挙 紹 介 」 カ ー ド ・ ウ ェ ー ブ 1 7 巻 8 号 （ 2 0 0 4 年 ） 1 6
頁 、 金 融 情 報 シ ス テ ム セ ン タ ー 調 査 部 「 税 金 ・ 料 金 等 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 収 納

に 関 す る 新 た な 動 き 」金 融 情 報 シ ス テ ム 2 8 5 号（ 2 0 0 6 年 ）1 2 2 頁 、末 藤 高 義「 キ

ー ワ ー ド で 読 み 解 く ク レ ジ ッ ト カ ー ド の A B C ( 1 )～（ 7・完 ）」消 費 者 信 用 2 4 巻 1
号（ 2 0 0 6 年 ）6 4 頁 、2 号 7 6 頁 、3 号 8 6 頁 、4 号 8 1 頁 、5 号 8 1 頁 、6 号 7 0 頁 、

7 号 7 4 頁 、「（ 特 集 1） イ ン タ ー ネ ッ ト 決 済 と ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 親 和 性 」 カ ー

ド ・ ウ ェ ー ブ 1 9 巻 2 号 （ 2 0 0 6 年 ） 所 収 の 「 イ ン タ ー ネ ッ ト 決 済 と ク レ ジ ッ ト

カ ー ド の 親 和 性 」 1 0 頁 、「 P a r t  1： 売 れ て い る E C サ イ ト に 聞 く 、 B  t o  C ビ ジ ネ

ス の 現 在 」 1 3 頁 、「 P a r t  2： 健 全 な ネ ッ ト 取 引 環 境 を 確 保 せ よ !行 政 ・ 関 連 団 体

の 動 向 」 2 3 頁 、田 中 大 介「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 し た 地 方 税 の 納 付 に つ い て 」

地 方 税 5 7 巻 7 号 （ 2 0 0 6 年 ） 5 3 頁 、 持 丸 伸 吾 ＝ 若 菜 高 博 ＝ 福 田 隆 之 ほ か 「 ク レ

ジ ッ ト カ ー ド 決 済 の 導 入 に よ る 公 金 収 納 の サ ー ビ ス 向 上 （ 特 集 ・ 地 方 自 治 体 の

経 営 改 革 ）」 知 的 資 産 創 造 1 4 巻 1 2 号 （ 2 0 0 6 年 ） 1 8 頁 、「（ 相 談 室 ） 地 方 公 営 企

業 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 納 付 に つ い て 」 公 営 企 業 3 8 巻 1 2 号 （ 2 0 0 7 年 ） 6 0
頁 、「（ 特 集 ） 市 場 拡 大 !公 金 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 」 カ ー ド ・ ウ ェ ー ブ 2 0 巻 4
号 （ 2 0 0 7 年 ） 1 4 頁 、 佐 藤 哲 士 「 公 金 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 で 変 わ る 金 融 機 関

の マ ー ケ テ ィ ン グ 戦 略 」金 融 財 政 事 情 5 8 巻 4 6 号（ 2 0 0 7 年 ）3 0 頁 、藤 山 光 雄「 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 市 場 の 新 た な 展 開 （ 特 集 ・ 個 人 の 支 払 ・ 決 済 手 段 ）」 個 人 金 融 2
巻 1 号 （ 2 0 0 7 年 ） 8 頁 、 濱 田 裕 介 「 損 害 保 険 料 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド に よ る 支 払

い に つ い て ― ― 保 険 料 支 払 方 法 に お け る 普 遍 的 要 素 と の 適 合 性 」保 険 学 雑 誌 6 0 4
号 （ 2 0 0 9 年 ） 1 0 7 頁 。  

( 8 6 )  平 成 2 1 ( 2 0 0 9 )年 に 成 立 し た 「 資 金 決 済 に 関 す る 法 律 」（ 平 成 2 1 ( 2 0 0 9 )年 6 月

2 4 日 法 律 第 5 9 号 ）の 制 定 に あ た っ て は 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 を 為 替 取 引 の 一

種 と し て 、 コ ン ビ ニ 収 納 や 代 引 き 制 度 と 共 に 「 資 金 移 動 業 」 と し て 金 融 庁 の 監

督 下 に 置 く べ き か ど う か 金 融 審 議 会 等 で 議 論 と な っ た が 、 終 的 に は 、 業 界 団

体 等 か ら の 強 い 反 論 も あ り 、 適 用 は 見 送 り な っ た 経 緯 が あ る 。 中 崎 隆 「 新 し い

決 済 サ ー ビ ス に 係 る 法 的 規 制 の あ り 方 」 金 法 1 8 4 7 号 （ 5 6 巻 2 5 号 、 2 0 0 8 年 ）

3 2 頁 以 下 、 片 岡 義 広 「 決 済 と 銀 行 法 の 『 為 替 取 引 』 の 概 念 に つ い て の 試 論 」 金

法 1 8 4 1 号 （ 5 6 巻 1 9 号 、 2 0 0 8 年 ） 3 5 頁 以 下 な ど 。  
( 8 7 )） 経 済 産 業 省 商 務 情 報 政 策 局 取 引 信 用 課 編 ・ 前 掲 注 ( 8 1 ) 3 8 頁 に は 、 三 当 事 者 型

に 関 す る 記 述 の み が 行 わ れ て お り 、 多 数 当 事 者 型 取 引 に 関 す る 記 述 は 見 ら れ な

い 。ま た 、後 藤 巻 則 ＝ 池 本 誠 司『 ク レ サ ラ 叢 書 解 説 編 割 賦 販 売 法 』（ 勁 草 書 房 、

2 0 1 1 年 ） 1 0 2 頁 、 3 7 2 頁 は 、 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト 取 引 に つ い て 、 二 当 事 者 型

取 引 と 同 様 の 抗 弁 権 の 接 続 に つ い て 論 じ て い る の み で あ り 、 現 状 発 生 し て い る

問 題 や 課 題 の 根 本 に は 、 現 在 の 主 流 取 引 で あ る 多 数 当 事 者 型 取 引 に あ る こ と は

明 ら か で あ る に も か か わ ら ず 、 三 当 事 者 型 を 前 提 に 議 論 さ れ て い る 状 況 に あ る 。 
 多 数 当 事 者 型 取 引 で あ る こ と を 前 提 に 、 問 題 点 ・ 課 題 等 を 指 摘 す る 文 献 と し

て 以 下 の も の が あ る 。 ク レ ジ ッ ト 被 害 対 策 ・ 地 方 消 費 者 行 政 充 実 会 議 編 著 『 改

正 割 販 法 特 商 法 活 用 の 手 引 き （ 新 版 ）』（ ク レ ジ ッ ト 被 害 対 策 ・ 地 方 消 費 者 行

政 充 実 会 議 、 2 0 1 0 年 ）、 国 民 生 活 セ ン タ ー 相 談 部 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の リ ボ ル

ビ ン グ 払 い に 関 す る 相 談 の 概 要 」 消 費 者 信 用 2 8 巻 2 号 （ 2 0 1 0 年 ） 4 0 頁 、「（ チ

ェ ッ ク チ ェ ッ ク !  暮 ら し 注 意 報 ） ク レ ジ ッ ト カ ー ド の リ ボ ル ビ ン グ 払 い 」 国 民

生 活 2 4 号 （ 2 0 1 0 年 ） 4 0 頁 、「（ 特 集 ） ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 ト ラ ブ ル 」 消 費 者

情 報 4 1 0 号（ 2 0 1 0 年 ）所 収 の 平 尾 嘉 晃「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 の 仕 組 み を 知 ろ

う 」 1 4 頁 、 高 橋 映 次 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 代 行 業 者 に 対 す る 立 法 的 手 当 （ ク

レ ジ ッ ト・リ ー ス（ 割 販 法・特 商 法 ）被 害 ）」消 費 者 法 ニ ュ ー ス 8 3 号（ 2 0 1 0 年 ）

1 8 0 頁 、 鈴 木 尉 久 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 使 用 時 の 本 人 認 証 義 務 に つ い て （ ク レ

ジ ッ ト ・ リ ー ス （ 割 販 法 ・ 特 商 法 ） 被 害 」 消 費 者 法 ニ ュ ー ス 8 3 号 （ 2 0 1 0 年 ）

1 8 5 頁 、福 崎 博 孝 ＝ 永 岡 亜 也 子「『 出 会 え な い 系 サ イ ト 』国 際 ク レ ジ ッ ト カ ー ド

決 済 に 潜 む 問 題 点 （ ク レ ジ ッ ト ・ リ ー ス （ 割 販 法 ・ 特 商 法 ） 被 害 ）」 消 費 者 法 ニ

ュ ー ス 8 5 号 （ 2 0 1 0 年 ） 1 4 4 頁 、 福 崎 博 孝 編 著 『 カ ー ド 被 害 救 済 の 法 理 と 実 務 』

（ 民 事 法 研 究 会 、 2 0 11 年 ）、『 ク レ ジ ッ ト ・ サ ラ 金 処 理 の 手 引 （ 5 訂 版 ）』（ 東 京

弁 護 士 会 ・ 第 一 東 京 弁 護 士 会 ・ 第 2 東 京 弁 護 士 会 、 2 0 11 年 ）、『 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 産 業 に 関 す る 海 外 法 規 制 ・ 市 場 動 向 研 究 会 報 告 書 』 ク レ ジ ッ ト 研 究 所 レ ポ ー

ト 別 冊 （ ク レ ジ ッ ト 研 究 所 、 2 0 11 年 ）、 大 久 保 育 子 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド シ ョ ッ

ピ ン グ 枠 現 金 化 問 題 （ ク レ ジ ッ ト ・ リ ー ス （ 割 販 法 ・ 特 商 法 ） 被 害 ）」 消 費 者 法

ニ ュ ー ス 8 7 号 （ 2 0 11 年 ） 1 5 6 頁 、 岡 山 正 雄 「（ 国 内 経 済 金 融 ） 地 域 銀 行 に お け

る ク レ ジ ッ ト カ ー ド ビ ジ ネ ス の 変 遷 」 金 融 市 場 2 1 巻 1 2 号 （ 2 0 1 0 年 ） 3 6 頁 、

岡 山 正 雄「（ 分 析 レ ポ ー ト ・ 国 内 経 済 金 融 ）地 域 銀 行 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド 本 体 発
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行 を す る 要 因 に つ い て 」 金 融 市 場 2 2 巻 1 号 （ 2 0 11 年 ） 1 8 頁 、 岡 山 正 雄 「 地 域

銀 行 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務 の 変 遷 ― ― 一 体 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 を

め ぐ る 動 向 に つ い て（ 地 域 金 融 の 現 状 と 方 向 性 ）」農 林 金 融 6 4 巻 5 号（ 2 0 11 年 ）

2 7 5 頁 、 岡 山 正 雄 「 地 域 銀 行 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 戦 略 の 現 状 と そ の 方 向 性 （ 特

集 ・ 検 証 ・ 地 域 銀 行 の 『 カ ー ド 戦 略 』）」 月 刊 金 融 ジ ャ － ナ ル 5 2 巻 11 号 （ 2 0 11
年 ） 5 2 頁 、「（ 特 集 ） ク レ ジ ッ ト カ ー ド の セ キ ュ リ テ ィ を 考 え る 」 カ ー ド ・ ウ ェ

ー ブ 2 3 巻 5 号 （ 2 0 11 年 ） 所 収 の 「 成 長 を 続 け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 市 場 を 守 る

― ― セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 主 戦 場 は リ ア ル 店 舗 か ら ネ ッ ト へ 」 8 頁 、 梶 村 太 市 ＝

石 田 賢 一 ＝ 西 村 博 一 編『 新 ・ 割 賦 販 売 法 』（ 青 林 書 院 、 2 0 1 2 年 ）、後 藤 巻 則「（ 消

費 者 法 の 前 線 8） 消 費 者 信 用 取 引 ( 1 )総 論 ・ 割 賦 販 売 法 」 法 セ 6 8 9 号 （ 5 7 巻 6
号 、 2 0 1 2 年 ） 8 8 頁 、 山 本 正 行 ・ 前 掲 注 ( 1 4 ) 7 4 - 7 7 頁 、 全 国 ク レ ジ ッ ト ・ サ ラ 金

問 題 対 策 協 議 会 出 版 部 編 著 『 知 っ て お き た い ク レ ジ ッ ト ・ サ ラ 金 事 件 処 理 の

新 論 点 』（全 国 ク レ ジ ッ ト・サ ラ 金 問 題 対 策 協 議 会 出 版 部 、2 0 1 2 年 ）、緒 方 剛「 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 現 金 化 の 現 状 と 今 後 の 対 応 」 現 代 消 費 者 法 1 5 号 （ 2 0 1 2 年 ） 5 6
頁 、 小 田 典 靖 「 悪 質 業 者 に 利 用 さ れ る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 等 の 責 任 に つ い て

（ ク レ ジ ッ ト・リ ー ス（ 割 販 法・特 商 法 ）被 害 ）」消 費 者 法 ニ ュ ー ス 9 3 号（ 2 0 1 2
年 ） 1 7 1 頁 、浅 井 弘 章 「 債 権 法 改 正 と リ テ ー ル フ ァ イ ナ ン ス へ の 影 響（ 第 2 回 ）

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務 編 （ そ の 1）『 約 款 規 制 』『 役 務 提 供 型 契 約 』」 の 導 入 案 と

会 員 規 約 の 見 直 し 」 消 費 者 信 用 3 0 巻 1 号 （ 2 0 1 2 年 ） 3 6 頁 、 浅 井 弘 章 「 債 権 法

改 正 と リ テ ー ル フ ァ イ ナ ン ス へ の 影 響 （ 第 3 回 ） ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務 編 （ そ

の 2） 債 権 譲 渡 の 債 務 者 対 抗 要 件 の 見 直 し 、『 多 数 当 事 者 型 継 続 的 契 約 』 導 入 の

影 響 」 消 費 者 信 用 3 0 巻 2 号 （ 2 0 1 2 年 ） 4 4 頁 、 水 上 宏 明 『 ク レ ジ ッ ト の 基 本 』

（ 日 経 文 庫 1 2 8 6、 2 0 1 3 年 ）、「（ 特 集 ） 地 銀 が 挑 む コ ン シ ュ ー マ ー ビ ジ ネ ス 」 金

融 財 政 事 情 6 4 巻 9 号 （ 2 0 1 3 年 ） 所 収 の 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 地 域 を 活 性 化 ―

― 加 盟 店 売 上 げ 、 銀 行 収 益 の 拡 大 図 る 仕 組 み づ く り 」 1 6 頁 。  
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第 2 章  

イ ギ リ ス 消 費 者 信 用 法 75 条 と ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引  
 

 

 第 1 節   本 章 の 課 題  

 

1 9 7 4 年 イ ギ リ ス 消 費 者 信 用 法 （ C o n s u m e r  C r e d i t  A c t  1 9 7 4： 以

下 「 C C A」 と い う ） ( 1 ) は 、 7 5 条 ( 1 )に お い て 、 銀 行 や ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 発 行 機 関 な ど の 与 信 機 関 が 供 給 者 （ 販 売 業 者 ・ 役 務 提 供 者 ） と

提 携 し て 行 う 融 資 契 約 や ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 し た 契 約 で あ る

「 債 務 者 － 債 権 者 － 供 給 者 契 約 ( D e b t o r - C r e d i t o r - S u p p l i e r  

A g r e e m e n t )」（ 以 下 「 D - C - S 契 約 」 と 略 記 す る ） に お け る 供 給 者 の

「 不 実 表 示 」 や 「 契 約 違 反 」 を 原 因 と す る 債 務 者 の 損 害 に つ き 、 債

権 者 （ 融 資 会 社 ・ 貸 主 ） が 供 給 者 と 共 に 「 共 同 責 任 ( J o i n t l y  a n d  

S e v e r a l l y  L i a b i l i t y )」 を 負 う 旨 を 定 め る 。  

【 C C A 7 5 条 ( 1 )】  

( 1 )  債 務 者 が C C A 1 2 条  ( b )ま た は ( c )に 規 定 す る 債 務 者 － 債 権 者 －

供 給 者 契 約 ( D e b t o r - C r e d i t o r - S u p p l i e r  A g r e e m e n t )の 下 で 、そ の

契 約 に よ っ て 融 資 さ れ た 取 引 に 関 連 し て 、 供 給 者 の 不 実 表 示

( M i s r e p r e s e n t a t i o n ) ま た は 契 約 違 反 ( B r e a c h  o f  C o n t r a c t ) に 対

し て 請 求 権 を 有 す る と き は 、債 務 者 は 、供 給 者 に 対 す る の と 同 じ

請 求 権 を 債 権 者 に 対 し て 行 使 す る こ と が で き 、債 権 者 は 債 務 者 に

対 し て 、 供 給 者 と 共 同 し て 責 任 を 負 う 。  

販 売 業 者 と 購 入 者 の 売 買 契 約 、 与 信 業 者 と 購 入 者 の ク レ ジ ッ ト 契

約 と い う 三 当 事 者 間 に 関 連 す る 複 数 の 契 約 関 係 を 「 債 務 者 － 債 権 者

－ 供 給 者 契 約 」 と し て 一 体 的 に 把 握 し た こ の 条 項 は 、 日 本 の 割 賦 販

売 法 制 に 大 き な 影 響 を 与 え て い る 。  

す な わ ち 、 わ が 国 の 割 賦 販 売 法 （ 昭 和 3 6 ( 1 9 6 1 )年 法 律 第 1 5 9 号 ）

で は 、 割 賦 購 入 あ っ せ ん ( 2 ) 業 者 と 提 携 す る 販 売 業 者 等 が 商 品 の 未 納

や 瑕 疵 修 補 要 求 を 放 置 す る 場 合 な ど 、 三 者 間 取 引 に 起 因 す る 特 有 の
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問 題 に 対 処 す る た め 、 昭 和 5 9 ( 1 9 8 4 ) 年 改 正 に お い て 、 割 賦 購 入 あ

っ せ ん 業 者 に 対 す る 購 入 者 の 「 支 払 停 止 の 抗 弁 権 」 を 創 設 し た が 、

そ の 制 定 に あ た っ て 、 当 初 は 、 イ ギ リ ス C C A 7 5 条 ( 1 )と 同 様 の 、 供

給 者 の 責 任 を ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 機 関 に 負 わ せ る 「 共 同 責 任 」 論

に よ る 解 決 が 検 討 さ れ て い た ( 3 ) 。 昭 和 5 9 ( 1 9 8 4 )年 改 正 で は 、買 主 の

支 払 の 拒 絶 を 認 め る ア メ リ カ 型 ( 4 ) に 類 似 し た 「 支 払 停 止 の 抗 弁 権 」

の 制 度 が 採 用 さ れ た が ( 5 ) 、 既 払 い 金 の 返 還 を 認 め る べ き か ど う か の

課 題 は 残 さ れ た 。  

そ の 後 、 既 払 い 金 問 題 は 、 割 賦 販 売 法 平 成 2 0 ( 2 0 0 8 ) 年 改 正 に お

い て 、 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん 取 引 に 限 定 す る も の で は あ る が 、 販 売

店 の 重 要 事 項 の 不 実 告 知 な ど を 理 由 に 売 買 契 約 等 を 取 消 す こ と が で

き る 場 合 に 、 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん 受 領 契 約（ 個 別 ク レ ジ ッ ト 契 約 ）

を 同 時 に 取 消 し を 認 め る 民 事 ル ー ル を 導 入 す る こ と に よ っ て 一 応 の

解 決 を み た ( 6 ) 。 こ の 改 正 議 論 の 過 程 で も 、 再 び 個 別 信 用 購 入 あ っ せ

ん 業 者 の 販 売 業 者 と の 「 共 同 責 任 論 」 が 議 論 さ れ た ( 7 ) 。 ま た 、 平 成

2 1 ( 2 0 0 9 )年 11 月 か ら 設 け ら れ た 民 法 （ 債 権 関 係 ） 改 正 を 議 論 す る

法 制 審 議 会 民 法 （ 債 権 関 係 ） 部 会 に お い て 、 ク レ ジ ッ ト 契 約 な ど の

よ う に 多 数 当 事 者 の 関 与 す る 複 数 契 約 に つ い て 、 契 約 相 互 間 の 効 力

に 関 す る 新 た な 規 律 を 設 け る べ き か ど う か の 提 案 が な さ れ 、 抗 弁 権

の 創 設 や 複 数 契 約 の 解 除 権 が 論 点 の 一 つ と し て 扱 わ れ た ( 8 ) 。  

多 数 当 事 者 間 の 取 引 に お け る 抗 弁 権 を め ぐ る 問 題 に つ い て は 、 先

行 研 究 と し て 、 既 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 用 い な い 割 賦 購 入 あ っ せ ん

取 引 を 中 心 に 、 昭 和 5 9 ( 1 9 8 4 ) 年 改 正 前 後 に 多 数 の 論 稿 が み ら れ る

( 9 ) 。 し か し 、 こ れ ら の 論 稿 の 多 く は 、 決 済 の 都 度 に 個 別 の 審 査 を 必

要 と し な い 包 括 的 な 与 信 取 引 で あ る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 を 同 じ 三

当 事 者 間 取 引 で あ る と し て 、 個 別 ク レ ジ ッ ト 取 引 と 同 様 に 扱 っ た 検

討 が な さ れ て お り ( 1 0 ) 、そ の 後 取 引 形 態 が 大 き く 変 化 し て い く ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 取 引 と の 相 違 点 を 適 切 に 反 映 し た も の と は い え ず 、 国 際

ブ ラ ン ド が 介 在 す る こ と で 与 信 業 者 が 関 与 し な い 販 売 店 と の 取 引 が

可 能 と な っ て い る 現 在 の 多 数 当 事 者 の 関 与 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取
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引 の 今 日 的 特 徴 ( 1 1 ) を 踏 ま た 分 析 の あ る 論 稿 は 、 多 く な い ( 1 2 ) 。  

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 、 一 般 消 費 財 や 耐 久 消 費 財 の 購 入 や 飲

食・旅 行 関 係 代 金 の 決 済 だ け で な く 、医 療 費 や 公 的 サ ー ビ ス の 決 済 、

通 信 販 売 や イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 そ の 他 電 磁 的 サ ー ビ ス に な く て は な

ら な い 存 在 と な り 、C C A の 立 法 時 と は 比 べ も の に な ら な い く ら い 利

用 可 能 領 域 が 飛 躍 的 に 拡 大 し て い る 。 ま た 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引

自 体 も 、 国 際 ブ ラ ン ド の 介 在 だ け で な く 、 関 係 当 事 者 の 介 在 に よ り

複 雑 な 取 引 に 変 化 し て い る こ と 、 グ ロ ー バ ル な 取 引 が 日 常 的 に な っ

た こ と か ら 、 C C A 7 5 条 や 割 賦 販 売 法 3 0 条 の 4 の 制 定 時 期 に は 、想

定 で き な か っ た 問 題 が 生 じ て い る 。  

そ れ ゆ え 、 こ の 多 数 の 当 事 者 が 介 在 す る 取 引 に お い て は 、 供 給 者

の 契 約 違 反 な ど の 問 題 が 生 じ た 場 合 の 解 決 に つ き 、 従 来 と は 異 な る

観 点 か ら の 検 討 が 求 め ら れ る 。 す な わ ち 、 各 国 に 共 通 な イ ン フ ラ の

下 で 機 能 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 対 す る 利 用 者 保 護 制 度 の 現 状

を 調 査 し た う え 、 新 の 取 引 環 境 に お け る カ ー ド 利 用 者 の 保 護 と カ

ー ド 取 引 の 拡 大 に と っ て の 問 題 点 や 課 題 を 整 理 し 、 関 連 す る 複 数 当

事 者 関 係 取 引 に お け る リ ス ク 分 担 の 在 り 方 を 検 討 す る 必 要 が あ る と

考 え る 。  

本 章 で は 、 こ う し た 検 討 の 端 緒 と し て 、 わ が 国 の 割 賦 販 売 法 に 大

き な 影 響 を 与 え た イ ギ リ ス の 法 制 度 を 、 立 法 経 緯 と 社 会 的 背 景 を 含

め て 概 観 し 、 そ の 改 訂 状 況 を 踏 ま え て 、 現 在 主 流 で あ る 四 当 事 者 以

上 の 当 事 者 が 関 与 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る リ ス ク 配 分 に

つ き 、 問 題 点 ・ 課 題 点 を 抽 出 す る こ と を 通 じ て 、 わ が 国 に お け る ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 法 制 を 検 討 す る 素 材 と し た い 。  
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第 2 節  イ ギ リ ス に お け る 消 費 者 信 用 取 引 関 連 法 の 制 定 経 緯  

 

1． イ ギ リ ス に お け る 消 費 者 信 用 取 引 の 発 展  

 

イ ギ リ ス は 、 欧 州 で も 古 く か ら 消 費 者 信 用 が 発 達 し た 国 と い わ

れ て い る ( 1 3 ) 。イ ギ リ ス に お い て 、消 費 者 信 用 法 制 が 整 備 さ れ る ま で

の 割 賦 信 用 残 高 を み る と 、 1 9 6 8 年 に は 1 3 億 1 , 9 0 0 万 ポ ン ド （ 当 時

の 為 替 レ ー ト で 1 兆 3 , 1 9 0 億 円 ） で あ っ た が 、 C C A 制 定 時 の 1 9 7 4

年 に は 2 3 億 8 , 6 0 0 万 ポ ン ド（ 約 2 兆 3 , 8 6 0 億 円 ）、施 行 直 前 の 1 9 7 6

年 に は 3 8 億 5 , 6 0 0 万 ポ ン ド（ 約 3 兆 8 , 5 6 0 億 円 ）と 8 年 間 で 約 2 . 9

倍 と な り 、 新 規 信 用 供 与 量 は 、 1 9 6 8 年 の 1 6 億 4 , 3 0 0 万 ポ ン ド か ら

1 9 7 6 年 に は 3 6 億 8 , 8 0 0 万 ポ ン ド と 約 2 . 2 倍 ま で 増 加 し て い る（〔 図

表 1〕 参 照 ）。 こ の 割 賦 信 用 残 高 に つ い て 、 1 9 7 6 年 時 点 で の 商 品 別

与 信 の 内 訳 を み る と 、乗 用 車・商 業 用 自 動 車 な ど の 自 動 車 向 け が 1 0

億 3 , 6 0 0 万 ポ ン ド と も 多 く 、 次 い で 産 業 用 ・ 建 設 用 機 械 装 置 と 設

備 が 1 億 9 , 9 0 0 万 ポ ン ド 、 家 具 や テ レ ビ な ど の 家 庭 用 品 が 6 , 9 0 0 万

ポ ン ド 、 ト ラ ク タ ー な ど の 農 業 用 機 械 が 2 , 4 0 0 万 ポ ン ド と な っ て い

る ( 1 4 ) 。「 消 費 者 信 用 」 と い い な が ら 、 こ の 時 点 の 統 計 に 企 業 向 け の

与 信 が か な り 含 ま れ て い る こ と と ( 1 5 ) 、自 動 車 関 係 の 割 賦 販 売 の シ ェ

ア が 圧 倒 的 に 大 き い こ と が わ か る 。  

こ れ に 対 し て 、当 時 の わ が 国 の 状 況 を み る と 、1 9 6 8 年 の 新 規 信 用

供 与 額 が 1 兆 4 , 3 1 0 億 円 、残 高 が 7 , 3 9 0 億 円 、1 9 7 6 年 が 新 規 信 用 供

与 額 6 兆 1 , 0 2 0 億 円 、 残 高 3 兆 2 , 1 0 8 億 円 で あ っ た 。 し た が っ て 、

イ ギ リ ス の 与 信 残 高 は 、1 9 6 8 年 で 日 本 の 約 1 . 7 倍 、1 9 7 6 年 で 約 1 . 2

倍 で あ っ た こ と に な る 。ま た 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 市 場 で 比 較 す る と 、

1 9 7 7 年 時 点 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 枚 数 は 、わ が 国 の 2 , 2 4 2 万 枚

に 対 し て 、イ ギ リ ス は 2 , 8 0 9 万 枚 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 売 上 高 も 、1 9 8 1

年 時 点 で 、わ が 国 の 2 兆 7 , 9 1 7 億 円 に 対 し て 、イ ギ リ ス は 3 3 億 1 , 6 0 0

万 ポ ン ド（ 約 3 兆 3 , 1 6 0 億 円 ）で あ っ た ( 1 6 ) 。イ ギ リ ス の 人 口 が わ が

国 の 約 半 分 で あ る こ と を 考 え る と 、C C A 制 定 の 前 後 の 期 間 を 通 じ て 、
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消 費 者 信 用 の 市 場 規 模 は 、 商 品 ク レ ジ ッ ト 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド と も

に 、 イ ギ リ ス の ほ う が 、 わ が 国 の 約 2 倍 か ら 3 倍 の 大 き な 市 場 規 模

で あ っ た こ と が 判 る 。  

と こ ろ で 、イ ギ リ ス で は 、C C A 制 定 前 後 に 国 民 の 消 費 者 信 用 に つ

い て の 意 識 と 利 用 実 態 の 調 査 が 行 わ れ て い る 。 し か し な が ら 、 準 備

段 階 に お け る 1 9 6 9 年 の 調 査 で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド に 関 す る 調 査

は 行 わ れ て お ら ず 、1 9 7 7 年 の 調 査 に お い て 初 め て 取 り 上 げ ら れ て い

る 。こ の こ と か ら 推 測 す る に 、 C C A 制 定 前 の 時 点 で は 、ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 取 引 の 利 用 実 態 は 、 発 行 枚 数 の 割 に は 、 重 要 視 さ れ て い な か

っ た と 考 え ら れ る ( 1 7 ) 。  

 

〔 図 表 1〕  販 売 信 用 残 高 と 新 規 供 与 額  

 イ ギ リ ス （ 百 万 ポ ン ド ）  日  本 （ 億 円 ）  

 新 規 供 与 額  残 高 （ 年 末 ）  新 規 供 与 額  残 高 （ 年 末 ）  

1 9 6 8 年  1 ,643    (－ )  1 ,319  14 ,310   (1 ,590 )  7 ,930   (590 )  

1 9 7 1 年  2 ,036    (－ )  1 ,623  24 ,240   (3 ,300 )  14 ,500   (970 )  

1 9 7 4 年  2 ,508    (－ )  2 ,386  43 ,170   (8 ,790 )  21 ,310   (2 ,330 )  

1 9 7 6 年  3 ,688    (－ )  3 ,856  61 ,020   (12 ,570 )  32 ,108   (3 ,760 )  

1 9 8 1 年  7 ,861    ( 3 ,316)  8 ,666  120 ,813   (27 ,915)  73 ,138   (9 ,662 )  

1 9 8 8 年  27 ,488    (－ )  27 ,456  211 ,986   (78 ,066)  132 ,269   (19 ,163)  

 
【 出 典 】 通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費 経 済 課 監 修 『 日 本 の 消 費 者 信 用 統 計 ’ 8 1 年 版 』

（ 日 本 割 賦 協 会 、 1 9 8 1 年 ） 2 5 - 2 6 頁 、 通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 取 引 信 用 室 監

修 『 日 本 の 消 費 者 信 用 統 計 ‘ 9 1 年 版 』（ 日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 、 1 9 9 1 年 ）

3 0 - 3 8 頁 。 イ ギ リ ス に 関 す る デ ー タ は 『 8 1 年 版 』 2 9 4 頁 、『 9 1 年 版 』 2 7 8 頁

に 収 録 さ れ た 日 本 銀 行 統 計 局 『 外 国 経 済 統 計 年 表 』 出 典 の 資 料 に よ る 。 な

お 、 (  ) 内 は カ ー ド 取 引 。  
 

 1 9 7 4 年 C C A 7 5 条 は 、上 記 の よ う な 状 況 の 下 で 制 定 さ れ た も の と

い う こ と が 判 っ た が 、 日 本 法 と の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 す る 比

較 研 究 を 行 う 際 に は 、 さ ら に 、 同 条 制 定 に 至 る ま で の 歴 史 的 経 緯 に

ま で 踏 み 込 ん で 検 討 を 加 え る 必 要 が あ ろ う ( 1 8 ) 。  
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2． 消 費 者 信 用 取 引 の 形 態 と 法 形 式 の 変 遷  

 

（ 1）  初 期 の 消 費 者 信 用 取 引 の 形 態  

 イ ギ リ ス に お け る 消 費 者 信 用 の 始 ま り は 、1 7 世 紀 頃 、ス コ ッ ト ラ

ン ド の 織 物 工 が イ ン グ ラ ン ド 北 部 に 行 商 に 赴 い た 際 、 服 地 一 着 を 信

用 で 販 売 し た の が 初 と さ れ て い る が ( 1 9 ) 、そ の 後 の 大 き な 発 展 は な

か っ た よ う で あ る 。  

 し か し 、 1 8 世 紀 後 半 に な る と 、Wa g o n  C o m p a n y（ F i n a n c e  H o u s e  

の 前 身 ( 2 0 ) ）と 呼 ば れ る 金 融 会 社 が 、産 業 革 命 に よ っ て 大 量 に 必 要 に

な っ た 石 炭 運 送 用 の 貨 車 ( w a g o n )の 調 達 ニ ー ズ に 対 応 し て 、 貨 車 を

製 造 業 者 か ら 買 い 取 っ て 炭 鉱 業 者 に 貸 し 出 す H i r e - p u r c h a s e（ 以 下

「 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 」と い う ）の 制 度 を 始 め た ( 2 1 ) 。ハ イ ヤ ー パ ー

チ ェ ス の 仕 組 み は 、 購 入 権 を 付 与 さ れ た 受 寄 者 ま た は 賃 借 人 に 対 し

て 、 希 望 す る 物 品 が 金 融 会 社 か ら 寄 託 さ れ 、 ま た は 賃 貸 さ れ 、 そ れ

に 対 し 、 受 寄 者 ま た は 賃 借 人 が 賃 料 を 定 期 的 に 支 払 い な が ら 使 用 を

続 け 、 契 約 の 諸 条 項 が 遵 守 （ 賃 貸 料 の す べ て の 支 払 い を 含 む ） さ れ

た と き に 、 買 取 権 を 行 使 す る こ と に よ り 、 物 品 の 所 有 権 が 受 寄 者 ま

た は 賃 借 人 に 移 転 す る 、と い う も の で あ り 、「 買 取 の 選 択 権 ( o p t i o n )

が つ い た 賃 貸 借 契 約 」 で あ っ た ( 2 2 ) 。  

 1 9 世 紀 に な る と 、こ の ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス は 、消 費 者 向 け に 家 庭

器 具 の 販 売 方 法 と し て 普 及 し は じ め 、 や が て 、 自 動 車 、 ピ ア ノ 、 家

具 と い っ た 耐 久 消 費 財 の 販 売 の た め に も 活 用 さ れ た ( 2 3 ) 。そ の 典 型 と

し て 、 シ ン ガ ー ミ シ ン の 例 を 挙 げ る こ と が で き る 。 ア メ リ カ の 会 社

で あ る 同 社 は 、米 国 内 で 割 賦 販 売 を 採 用 し て 販 売 を 伸 ば し て い た が 、

1 8 5 5 年 よ り 海 外 に 進 出 し て 、 イ ギ リ ス で は 、 1 8 6 7 年 に ス コ ッ ト ラ

ン ド の グ ラ ス ゴ ー で ミ シ ン の 製 造 を 開 始 し 、1 8 8 3 年 に は グ ラ ス ゴ ー

郊 外 の ク ラ イ ド バ ン ク 市 に 巨 大 な 製 造 工 場 を 建 設 し て い る ( 2 4 ) 。同 社

は 、 当 初 は 、 ① 購 入 代 金 の 全 部 ま た は 一 部 が 割 賦 払 い で 支 払 う 信 用

販 売 ( C r e d i t  S a l e )の 方 法 か ( 2 5 ) 、あ る い は ② 購 入 代 金 の 全 部 ま た は 一
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部 を 割 賦 で 支 払 う 売 買 で あ り 、 契 約 で 定 め る 割 賦 支 払 そ の 他 の 条 件

が 成 就 す る ま で 物 品 の 所 有 権 が 売 主 に 留 保 さ れ る と い う 特 約 付 き の

条 件 付 販 売 ( C o n d i t i o n a l  s a l e ) ( 2 6 ) を 利 用 し て 、 ミ シ ン を 販 売 し て い

た 。そ の 後 、1 8 9 0 年 の 自 転 車 ブ ー ム を 経 て 、第 一 次 大 戦 前 後 か ら 電

気 機 械 器 具 関 係 の 取 引 が 多 く な り 、 こ の よ う な 高 額 な 耐 久 消 費 財 の

販 売 に つ い て は 、 次 第 に ③ ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス を 用 い て 販 売 す る よ

う に な っ て い っ た ( 2 7 ) 。  

な お 、 こ の 頃 、 イ ギ リ ス で は 、 初 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 発 行 さ

れ た が ( 2 8 ) 、本 格 的 な 現 在 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 出 現 は 、ア メ リ カ の

ダ イ ナ ー ス カ ー ド が イ ギ リ ス に 進 出 す る 1 9 5 0 年 頃 か ら で あ る 。  

 

（ 2）  ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス が 活 用 さ れ た 理 由  

イ ギ リ ス で は 、高 額 な 商 品 の 売 買 に 関 し て は 、「 信 用 販 売 」や「 条

件 付 販 売 」 よ り も 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 制 度 が 多 く 利 用 さ れ た 。 ハ

イ ヤ ー パ ー チ ェ ス が 分 割 払 い で の 販 売 方 法 の 主 流 と な っ た 理 由 は 、

い く つ か 考 え ら れ る が 、 法 律 的 な 理 由 と し て は 、 第 1 に 、 買 主 が 代

金 完 済 前 に 商 品 を 第 三 者 に 売 却 し た 場 合 に お け る 売 主 の 権 利 保 護 の

問 題 と 関 係 し て い る 。  

売 買 に お い て 、 一 般 的 に 債 権 者 が 売 買 代 金 の 回 収 を 確 実 に す る 方

法 と し て は 、執 行 可 能 な 有 効 な 契 約 を 締 結 す る こ と 、お よ び 買 主（ 借

主 ） が 債 務 を 履 行 し な い 場 合 に 販 売 し た 物 品 の 取 戻 し を 可 能 と す る

こ と （ た と え ば 譲 渡 担 保 契 約 ） が 考 え ら れ る が 、 こ れ を 行 う に は 、

当 時 の イ ギ リ ス で は 、 大 き な 制 約 が 存 在 し て い た 。 す な わ ち 、 1 8 5 4

年 売 買 証 書 法 ( B i l l s  o f  S a l e  A c t  1 8 5 4 )は 、 売 買 証 書 に よ る 取 引 に つ

い て 取 引 額 が 3 0 ポ ン ド ( 2 9 ) を 超 え る 必 要 が あ り 、3 0 ポ ン ド 未 満 の 額

を 約 因 と し て 作 成 さ れ た 売 買 証 書 や 設 定 時 に 債 権 額 が 確 定 し て い な

い 売 買 証 書 、 あ る い は 将 来 の 貸 付 け の 担 保 と す る 売 買 証 書 は 無 効 と

さ れ て い た 。 ま た 、 1 8 8 2 年 売 買 証 書 法 改 正 法 ( B i l l s  o f  S a l e  A c t  

( 1 8 7 8 )  A m e n d m e n t  A c t  1 8 8 2 )で は 、適 式 な 様 式 を も っ て 作 成 し た 動

産 の 譲 渡 抵 当 証 書 を 、 ロ ン ド ン の 国 王 裁 判 所 ( L a w  C o u r t )に 登 録 す
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る こ と を 要 求 し て い た ( 3 0 ) 。し た が っ て 、多 数 の 消 費 者 と 取 引 す る こ

と の 多 い 消 費 者 信 用 取 引 に お い て は 、こ う し た 要 式 性 を 満 た し た り 、

登 録 制 度 を 利 用 す る こ と は 、 費 用 と 手 数 の 面 で 大 き な 障 害 が あ っ た

( 3 1 ) 。  

ま た 、 通 常 の 割 賦 販 売 代 金 債 権 は 、 こ れ を 金 融 会 社 に 譲 渡 し て 、

金 融 会 社 が 代 金 を 取 立 て る こ と が コ モ ン ・ ロ ー 時 代 に は 認 め ら れ て

い な か っ た ( 3 2 ) 。ま た 、金 融 会 社 が 割 賦 販 売 す る 形 に な れ ば 、動 産 売

買 法 の 売 主 と し て の 黙 示 的 保 証 の 問 題 が 生 じ る な ど の 課 題 が あ っ た 。 

さ ら に 、「信 用 販 売 」で 販 売 し た 場 合 に は 、商 品 の 所 有 権 は 契 約 と

同 時 に 買 主 に 移 転 し て し ま う の で 、 売 主 は 、 買 主 が 代 金 を 支 払 わ な

い な ど の 契 約 違 反 を 起 こ し た と き に 商 品 を 取 り 戻 そ う と し て も 、 買

主 や 商 品 が 転 売 さ れ て い る と き に は 、 そ の 商 品 を 占 有 し て い る 第 三

者 に 対 し て 商 品 の 引 き 渡 し を 求 め る こ と は で き な か っ た 。  

ま た 、「 条 件 付 販 売 」の 場 合 は 、代 金 完 済 ま で 商 品 の 所 有 権 を 留 保

し て い た の で 、 買 主 が 代 金 を 支 払 わ な い な ど の 契 約 違 反 を 起 こ し た

時 に は 、 買 主 か ら 商 品 を 引 き 上 げ る こ と は で き た 。 し か し 、 1 8 8 9

年 問 屋 法 ( F a c t o r  A c t  1 8 8 9 )や 1 8 9 3 年 動 産 売 買 法 ( S a l e  o f  G o o d s  A c t  

1 8 9 3 )の 下 で は 、「 条 件 付 販 売 」 で 購 入 し た 買 主 か ら 当 該 商 品 を 善 意

で 購 入 す る （ 転 売 を 受 け る ） 第 三 者 は 有 効 に そ の 所 有 権 を 取 得 で き

る と さ れ て い た の で 、 商 品 が 転 売 さ れ て い る と き に は 、 売 主 は 、 そ

の 第 三 者 か ら 商 品 を 取 戻 す こ と が で き な か っ た 。 こ れ は 、 売 買 の み

な ら ず 、 た と え 賃 貸 借 を 目 的 と す る 契 約 の 場 合 で あ っ て も 、 顧 客 に

代 金 の 全 額 を 支 払 う 義 務 が 課 せ ら れ て い る と き は 、 当 該 契 約 を 購 入

す る 契 約 と み な さ れ た た め 、 商 品 の 善 意 取 得 者 は 問 屋 法 の 保 護 を 受

け 、 売 主 や 賃 貸 人 は 、 商 品 の 取 戻 し が で き な か っ た ( 3 3 ) 。  

こ の よ う に 「 信 用 販 売 」 や 「 条 件 付 販 売 」 で 販 売 、 あ る い は 、 賃

料 で 商 品 代 金 の 全 額 を 回 収 し よ う と す る 場 合 に も 、 買 主 が 債 務 不 履

行 の 場 合 に 、 損 害 の 回 復 手 段 と し て 、 商 品 を 取 戻 す こ と が で き な い

リ ス ク が 存 在 し た 。  

こ れ に 対 し 、「 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 」で は 、賃 貸 借 と い う 法 形 式 を
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採 用 し て い る 限 り 、1 8 9 3 年 の 動 産 売 買 法 の 適 用 を 免 れ た 。ま た 、ハ

イ ヤ ー パ ー チ ェ ス は 、 売 主 が 商 品 の 所 有 権 を 保 持 し た ま ま 賃 借 人 に

貸 し 出 し 、 賃 料 を 毎 月 受 け 取 る 内 容 で は あ る が 、 商 品 代 金 の 全 額 を

支 払 う 契 約 で は な か っ た 。 し か し な が ら 、 賃 借 人 に は 、 将 来 そ の 商

品 を 少 額 の 金 銭 を 支 払 う こ と で 買 い 取 る 選 択 権 が 与 え ら れ て い た た

め 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス は 、 代 金 全 額 を フ ル ペ イ ア ウ ト す る 物 品 の

信 用 販 売 と は 明 確 に 区 別 さ れ 、1 8 8 9 年 問 屋 法 な ど の 判 例 の 影 響 を 受

け ず 、 商 品 の 取 戻 し が 可 能 で あ る と さ れ た の で あ る ( 3 4 ) 。  

な お 、 わ が 国 で は 、 売 り 渡 し た 商 品 の 代 金 が 未 払 い の 場 合 で も 、

所 有 権 留 保 の 特 約 が な い 限 り 、所 有 権 は 直 ち に 買 主 に 移 転 す る し ( 3 5 ) 、

売 買 代 金 債 務 の 不 履 行 を 理 由 に 売 買 契 約 を 解 除 し て 商 品 を 取 り 戻 そ

う と し て も （ 民 法 5 4 5 条 1 項 ）、 買 主 が 転 売 を し て い る と き は 、 当

該 譲 受 人 が 善 意 ・ 無 過 失 な ら 即 時 取 得 （ 民 法 1 9 2 条 ） す る こ と に な

る の で ( 3 6 ) 、 売 主 は 当 該 商 品 を 取 戻 し す る こ と は で き な い 。 し か し 、

代 金 完 済 ま で 売 主 が 所 有 権 留 保 を し て い る 場 合 は 、 買 主 の 一 般 債 権

者 に よ る 強 制 執 行 に 対 し て は 、 第 三 者 異 議 の 訴 え （ 民 事 執 行 法 3 8

条 ） を 提 起 で き 、 ま た 、 買 主 が 倒 産 し た 場 合 に は 、 取 戻 権 （ 破 産 法

6 2 条 、 民 事 再 生 法 5 2 条 な ど ） を 行 使 で き る 。  

し か し な が ら 、 イ ギ リ ス に お い て は 、 所 有 権 留 保 の 場 合 で あ っ て

も 、 判 例 に よ り 動 産 の 譲 受 人 の 権 利 が 保 護 さ れ て い た た め 、 よ り 確

実 に 商 品 の 取 戻 権 を 確 保 す る た め に 、 賃 貸 借 形 式 を 借 り た 実 質 は 分

割 払 い の 売 買 契 約 で あ る ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス が 利 用 さ れ た と い え る 。

そ の た め 、ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス は 、わ が 国 で は「 割 賦 販 売 」「 月 賦 販

売 」 な ど と 訳 さ れ て い る 例 も 多 い ( 3 7 ) 。  

ま た 、 第 2 の 理 由 と し て 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス は 賃 貸 借 と い う 法

形 式 を 採 用 し て い る こ と か ら 、1 9 0 0 年 貸 金 業 法 ( M o n e y - l e n d e r s  A c t  

1 9 0 0 )の 規 制 を 免 れ る こ と が で き た こ と も 、 そ の 活 用 が 促 進 さ れ た

重 要 な 理 由 の 一 つ で あ ろ う 。 金 融 会 社 と し て は 、 売 買 代 金 を 貸 付 け

し て 、 売 買 の 目 的 物 を 貸 付 金 の 譲 渡 担 保 と す る 方 法 を 採 用 す る こ と

も 考 え ら れ る が 、 金 銭 の 貸 付 け に は 貸 金 業 法 が 適 用 さ れ る こ と に な
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る 。 特 に 1 9 0 0 年 貸 金 業 法 は 登 録 制 を 採 用 し て お り 、 同 法 は 消 費 者

向 け だ け で な く 商 業 ロ ー ン に も 適 用 さ れ ( 3 8 ) 、 1 9 11 年 お よ び 1 9 2 7

年 の 同 法 改 正 に よ り 、 貸 金 業 者 に は 貸 付 勧 誘 の チ ラ シ の 送 付 が 禁 じ

ら れ る な ど 広 告 に 制 限 が 設 け ら れ （ 同 法 5 条 1 項 ）、 ま た 代 理 人 や

勧 誘 員 の 雇 用 が 認 め ら な い （ 同 法 5 条 3 項 ） な ど 、 貸 金 業 法 の 適 用

を 受 け る 場 合 は 、 法 人 向 け 個 人 向 け 双 方 の ビ ジ ネ ス を 展 開 す る う え

で 大 き な 制 約 と な る 規 制 が 存 在 し た ( 3 9 ) 。そ れ ゆ え 、ハ イ ヤ ー パ ー チ

ェ ス は 、 貸 金 業 法 の 規 制 を 避 け る た め の 有 用 な 手 段 で あ っ た ( 4 0 ) 。  

こ の よ う に 、 金 融 会 社 や 販 売 業 者 は 、 当 時 の 判 例 や 制 定 法 に よ る

規 制 や 制 約 を 避 け 、 債 権 の 回 収 を よ り 確 実 に す る 目 的 で 、 売 買 で は

な く 賃 貸 借 契 約 と す る こ と で 所 有 権 を 絶 対 的 な 形 で 留 保 し 、 賃 料 の

総 額 の 支 払 終 了 時 に 、 付 与 さ れ た 選 択 権 に 従 い 買 取 を 選 択 し た 者 か

ら 名 目 的 な 買 取 代 金 を 追 加 的 に 受 け 取 っ て ( 4 1 ) 、当 該 物 品 を 借 主 に 引

渡 す 二 段 階 方 式 が 、ま す ま す 有 用 と 考 え た の で あ る 。こ の 方 式 な ら 、

債 権 者 は 、 法 律 の 規 定 や 判 例 に か か わ ら ず 、 簡 便 な 方 式 に よ っ て 、

完 全 な 所 有 権 に 基 づ い て 商 品 の 取 戻 し な ど の 権 利 行 使 が 可 能 で あ り 、

万 一 借 主 が 商 品 を 質 入 れ す る な ど 他 に 占 有 を 移 転 さ せ た 場 合 で あ っ

て も 対 抗 が 認 め ら れ 、 有 利 な 営 業 が 可 能 で あ っ た か ら で あ る ( 4 2 ) 。  

 

3． ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス に 対 す る 規 制 立 法 と そ の 背 景  

 

（ 1）  規 制 立 法 の 契 機  

 イ ギ リ ス は 、2 0 世 紀 初 頭 に お い て 、 も 産 業 と 経 済 の 発 展 し た 国

で あ り 、 そ の 経 済 成 長 と 共 に 、 消 費 者 は 耐 久 消 費 財 で あ る 家 具 、 家

庭 用 器 具 、 ラ ジ オ ま た は テ レ ビ 、 自 動 車 や モ ー タ ー サ イ ク ル な ど を

欲 す る よ う に な り 、 そ の 結 果 、 1 9 2 8 年 以 降 に は 、 自 動 車 金 融 会 社 、

ピ ア ノ 金 融 会 社 、 家 電 金 融 会 社 な ど ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス を 取 り 扱 う

会 社 が 次 々 と 設 立 さ れ ( 4 3 ) 、当 局 の 積 極 的 な 奨 励 も あ り 、家 庭 用 器 具

の 消 費 が 一 層 刺 激 さ れ て い っ た ( 4 4 ) 。  

し か し 、 そ の 一 方 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス に お け る 貸 主 の 有 す る 絶
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対 的 な 所 有 権 が 濫 用 さ れ る 弊 害 も 生 じ た 。 た と え ば 、 借 主 が 分 割 賃

料 総 額 の 大 部 分 を す で に 支 払 っ て い る に も か か わ ら ず 、 残 っ た わ ず

か な 賃 料 支 払 い の 遅 延 を 理 由 に 貸 主 が 商 品 を 引 揚 げ ( s n a t c h  b a c k )、

そ の う え 支 払 済 み の 代 金 ま で も 取 り 上 げ て し ま う と い っ た 事 案 が た

び た び 発 生 し た の で あ る ( 4 5 ) 。  

こ の よ う な 買 主 に 対 し て は 、 借 主 が 権 利 の 濫 用 と し て 裁 判 で 対 抗

す る こ と が で き た が 、 社 会 問 題 化 し て い た の で 、 早 急 に 悪 質 な 行 為

を 制 限 す る 必 要 性 が あ る と し て 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス に 対 す る 立 法

的 な 規 制 が 加 え ら れ る よ う に な っ て い く ( 4 6 ) 。  

消 費 者 信 用 の 主 た る 利 用 者 は 、 産 業 革 命 以 降 に 増 大 し た 勤 労 者 層

で あ っ た 。彼 ら は 自 ら の 政 党（ 労 働 党 ）を 持 ち 、 1 9 0 6 年 か ら は 代 表

を 国 会 に 送 り 込 ん で お り 、1 9 1 0 年 、労 働 党 は 自 由 党 へ の 閣 外 協 力 の

形 で は じ め て 政 権 に 参 加 し 、 さ ら に 1 9 2 4 年 に は ラ ム ゼ イ ・ マ ク ド

ナ ル ド 労 働 党 政 権 を 誕 生 さ せ て い た 。 判 例 法 国 で あ る イ ギ リ ス に お

い て 、 消 費 者 信 用 取 引 に お い て 早 期 よ り 立 法 的 な 手 当 て を 行 う 流 れ

が 形 成 さ れ た 背 景 に は 、 こ の よ う に 議 会 に お い て 一 大 勢 力 を 形 成 す

る に 至 っ た 勤 労 者 層 に 配 慮 し 、 一 方 、 異 な る 政 治 色 を 持 つ 政 府 は 、

信 用 取 引 を は じ め と す る 消 費 者 問 題 に 対 し て 、 判 例 法 の 形 成 を 待 た

ず に 、 民 事 法 や 刑 事 法 の 条 文 に 変 更 を 求 め る よ う に な り 、 立 法 を 通

じ て 、 新 し い 制 度 や 手 続 の 創 設 と い う 形 で 、 問 題 の 解 決 を 図 ろ う と

し た ( 4 7 ) 。  

 

（ 2）  判 例 法 の 限 界  

も ち ろ ん 、 そ れ 以 前 に お い て も 、 買 主 保 護 の た め の 立 法 が 、 王 会

( c u r i a  r e g i s ) ( 4 8 ) に よ り な さ れ る こ と が あ っ た 。ま た 、国 会 で は 、c o d e

と 称 す る 立 法 形 式 が あ り 、 過 去 の 判 例 を 制 定 法 化 し た 立 法 が 行 わ れ

て い た ( 4 9 ) 。し か し な が ら 、そ れ ら の 国 会 制 定 法 は 、あ く ま で も コ モ

ン・ロ ー を 中 心 と し た 判 例 法 の 下 位 に 位 置 す る も の で あ る ( 5 0 ) 。判 例

法 国 イ ギ リ ス に お い て は 、 当 時 、 判 例 法 を 超 え る 立 法 権 限 が 国 会 に

存 在 し な か っ た た め 、 従 前 の 判 例 を 条 文 化 し て 、 判 例 法 を 体 系 化 す
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る と い う 法 整 備 の 権 限 し か な か っ た ( 5 1 ) 。  

 こ う し た 事 情 か ら 、 終 的 に 買 取 代 金 を 支 払 う ま で は 、 賃 貸 借 物

と し て 売 主 に 商 品 の 所 有 権 が 保 持 さ れ て い る ハ ー ヤ ー パ ー チ ェ ス は 、

代 金 不 払 の 場 合 に お け る 売 主 の 目 的 物 の 取 戻 し が 動 産 売 買 証 書 法 の

適 用 に 関 す る 過 去 の 判 例 を 乗 り 越 え る 形 で 活 用 さ れ た の で あ っ た 。  

さ ら に 、 こ こ で は 、 売 買 契 約 に お け る 免 責 特 約 の 濫 用 の 問 題 を 挙

げ る こ と が で き る 。  

イ ギ リ ス に は 、「 買 主 を し て 警 戒 せ し め よ ( c a v e a t  e m p t o r )」 と い

う 法 諺 が あ る ( 5 2 ) 。し か し 、自 己 責 任 に よ る 十 分 な 注 意 と 判 断 を も っ

て 契 約 を す る と い う 動 産 売 買 の 原 則 の 下 で は 、 情 報 が 不 足 す る 買 主

に 不 利 と な る た め 、「 売 主 の 処 分 権 限 に つ い て の 黙 示 的 条 件 が あ る こ

と 」 や 、 使 用 目 的 を 売 主 が 知 っ て い る 場 合 の 「 商 品 の 品 質 」 や 「 利

用 目 的 と の 合 致 」 な ど が 、 黙 示 の 条 件 と な っ て い る こ と な ど を 推 定

し て 、 そ の 解 釈 と 適 用 で 買 主 の 解 除 権 を 認 め る 判 例 法 理 を 構 築 し 、

「 買 主 を し て 警 戒 せ し め よ 」 の 法 理 に 例 外 を 認 め る 「 開 示 義 務 」 の

法 理 と し て 形 成 さ れ て い く よ う に な り 、 買 主 を 保 護 し て き た 歴 史 が

あ る ( 5 3 ) 。  

だ が 、こ の「 開 示 義 務 」の 法 理 に 対 し て は 、「 契 約 自 由 の 原 則 」の

下 で 、 商 品 に 関 す る 売 主 の 責 任 を 明 示 的 に す べ て 排 除 す る 契 約 条 項

（ 免 責 条 項 ： E x e m p t i o n  C l a u s e）や 明 示 さ れ た 責 任 以 外 の 責 任 を す

べ て 排 除 す る 契 約 条 項 （ 責 任 排 除 条 項 ： E x c l u s i o n  C l a u s e） を 売 買

契 約 に 盛 り 込 む こ と が 行 わ れ 、 判 例 は 、 こ れ ら の 免 責 条 項 や 責 任 排

除 条 項 の 有 効 性 を 承 認 し て い た こ と か ら 、 裁 判 で 買 主 が 常 に 保 護 さ

れ て い る わ け で は な か っ た ( 5 4 ) 。  

こ の よ う な 中 、 1 8 9 3 年 に 制 定 さ れ た 動 産 売 買 法 ( S a l e  o f  G o o d s  

A c t  1 8 9 3 )は 、過 去 の 判 例 を も と に 、動 産 売 買 に 関 す る 法 制 を 法 典 化

し て 、 制 定 さ れ た 。 同 法 で は 、 売 主 が 物 品 の 売 却 権 限 に つ い て の 黙

示 的 担 保 ま た は 条 件 を 課 さ れ （ 同 法 1 2 条 ）、 説 明 売 買 に お い て は 商

品 の 品 質 が 説 明 に 一 致 す る 黙 示 的 条 件 を 課 さ れ る こ と（ 同 法 1 3 条 ）、

買 主 が 売 主 に 動 産 を 必 要 と す る 特 定 の 目 的 を 告 げ た と き は 、 品 質 や
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商 品 の 使 用 目 的 と の 適 性 に 合 致 す る も の で あ る こ と が 契 約 の 黙 示 的

条 件 に な る こ と （ 同 法 1 4 条 ）、 見 本 品 売 買 に お い て は 、 見 本 品 と 売

り 渡 し た 商 品 の 品 質 が 一 致 す る こ と が 契 約 の 黙 示 的 な 条 件 で あ る こ

と な ど が 規 定 さ れ て い る ( 5 5 ) 。し た が っ て 、売 主 が こ れ ら の 黙 示 的 条

件 に 反 し た 場 合 に は 、 買 主 は 契 約 違 反 を 主 張 し て 契 約 の 目 的 物 の 受

領 を 拒 否 し 、 支 払 い 済 み の 代 金 の 返 還 を 求 め て 提 訴 す る こ と が 容 易

に な っ た 。  

し か し な が ら 、 同 法 に は 、 明 示 的 に 免 責 条 項 を 有 効 と 認 め る 判 例

の 立 場 を 反 映 す る 形 で 、 明 示 的 な 合 意 が あ れ ば 、 法 律 が 認 め る こ れ

ら の 権 利 義 務・責 任 を 拒 否 ま た は 変 更 す る こ と が で き る 旨 の 規 定（ 同

法 5 5 条 ） が あ っ た 。 し た が っ て 、 買 主 保 護 の た め の 同 法 の 1 2 条 か

ら 1 4 条 の 買 主 保 護 の 規 定 は 、そ の 不 適 用 に 関 す る 明 示 的 な 特 約（ 免

責 条 項 等 ）を 締 結 す る こ と に よ り 、適 用 を 除 外 す る こ と が で き た ( 5 6 ) 。

結 局 、従 前 の 判 例 が 抱 え て い た 問 題 点 は 、1 8 9 3 年 動 産 売 買 法 制 定 後

も 、 そ の ま ま 残 っ た の で あ る ( 5 7 ) 。  

そ の 結 果 、 同 法 制 定 後 も 、 取 引 に 伴 う 契 約 書 や 申 込 書 、 受 取 証 な

ど の 書 面 に 免 責 条 項 を 明 記 し て 買 主 等 の 署 名 を 受 け る こ と に よ り 、

売 主 の 担 保 責 任 や 賠 償 責 任 を 免 責 す る 事 案 が ま す ま す 増 加 し て い っ

た 。  

 

（ 3）  免 責 条 項 の 排 除 を め ぐ る 問 題  

免 責 条 項 の 濫 用 問 題 に 対 し て は 、 裁 判 所 に よ っ て 契 約 条 項 を 厳 格

に 解 釈 す る な ど 、 売 主 不 利 に 解 釈 す る こ と に よ り 、 個 別 的 な 効 果 と

の 関 係 で 免 責 条 項 の 不 適 用 を 導 く こ と で 、 買 主 を 救 済 す る ケ ー ス も

あ っ た ( 5 8 ) 。し か し 、そ の た び に 売 主 は 、こ れ ら の 判 例 を 乗 り 越 え る

べ く 新 た な 免 責 条 項 を 考 案 す る な ど し て 対 抗 す る よ う に な り 、1 9 3 4

年 の 外 交 員 憲 章 事 件 判 決 ( L ’ e s t r a n g e  v.  F.  G r a u c o b .  L i m i t e d )  ( 5 9 ) に

お い て 、 契 約 書 に あ ら か じ め 小 さ な 文 字 で 印 刷 さ れ た 「 明 示 た る と

黙 示 た る と を 問 わ ず 一 切 の 条 件 、 陳 述 、 ま た は 担 保 を 排 除 す る 」 旨

の 免 責 条 項 の 有 効 性 が 確 認 さ れ た こ と か ら 、 以 後 こ の よ う な 免 責 条
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項 が さ ら に 利 用 さ れ る よ う に な る 。  

 し か し な が ら 、 売 買 の 目 的 物 に 対 す る 十 分 な 知 識 や 情 報 を 有 し な

い 買 主（ 消 費 者 ）に 対 し て ま で 、こ う し た 免 責 条 項 の 有 効 性 を 認 め 、

売 主 の 責 任 を 免 責 と す る こ と に は 、 い か に も 問 題 が あ っ た 。  

そ の よ う な 中 で 、1 9 5 1 年 C u r t i s  v.  C h e m i c a l  c l e a n i n g  a n d  D y e i n g  

C o  L t d 判 決 は 、ク リ ー ニ ン グ 店 の 店 員 が 契 約 約 款（ 免 責 条 項 ）の 説

明 に お い て 不 真 正 な 表 示 を 行 い 、 客 が 誤 認 し た 状 態 で 署 名 を さ せ た

と し て 、不 実 表 示 ( M i s r e p r e s e n t a t i o n )の 法 理 を 活 用 し て 、明 文 に よ

る 免 責 条 項 の 援 用 を 認 め な い と の 判 断 を 示 し た ( 6 0 ) 。  

ま た 、1 9 5 0 年 代 に な る と 、不 公 正 で 一 方 的 な 契 約 約 款 の 効 力 を 認

め な い 判 例 か ら 「 契 約 の 基 本 的 違 反 の 法 理 ( F u n d a m e n t a l  B r e a c h  o f  

C o n t r a c t )」 ( 6 1 ) が 発 展 し て 、 広 範 す ぎ る 免 責 条 項 か ら 消 費 者 を 救 済

す る こ と が 行 わ れ る よ う に な っ た 。 ダ ブ リ ン （ の ち の ダ ブ リ ン 卿

L o r d  D e v l i n） 判 事 ( 6 2 ) や 後 に 記 録 長 官 ( M a s t e r  o f  t h e  R o l l s )と な る

デ ニ ン グ ( A .  T.  D e n n i n g )（ の ち の デ ニ ン グ 卿 ( L o r d  D e n n i n g )） 判 事

は 、 契 約 の 各 条 項 を 点 検 し 、 契 約 の 基 本 的 な 債 務 の 内 容 を 決 定 し 、

契 約 の 基 本 的 な 約 款 を 売 主 等 が 履 行 し な い 場 合 に は 、 そ の 場 合 の 債

務 を 免 責 さ せ る 、 印 刷 さ れ た 細 か い 文 字 で 書 か れ た 免 責 条 項 等 の 適

用 を 排 除 す る 法 理 で あ る 「 契 約 の 基 本 的 違 反 」 を 理 由 に 、 売 主 の 免

責 を 認 め な か っ た ( 6 3 ) 。  

だ が 、 そ の 後 、 1 9 6 6 年 に リ ー ド 卿 ( L o r d  R e i d )が 、 同 法 理 は 契 約

の 自 由 を 制 限 し 、 契 約 当 事 者 が 平 等 の 立 場 に あ る か 否 か を 考 慮 せ ず

一 律 に 免 責 条 項 の 適 用 を 否 定 す る も の で あ っ て 、 認 め る べ き で は な

い と の 判 決 を 下 し た た め ( 6 4 ) 、基 本 的 違 反 が あ れ ば 、免 責 条 項 は 内 容

の 如 何 を 問 わ ず 否 定 さ れ る と の 法 原 則 は 、 否 定 さ れ る こ と と な っ た

( 6 5 ) 。  

 こ の 貴 族 院 判 決 後 に お い て も 、 基 本 的 違 反 に 対 す る 免 責 条 項 の 適

用 を 否 定 す る 判 決 が 出 さ れ た が ( 6 6 ) 、 貴 族 院 は 、 1 9 8 0 年 、 改 め て 、

基 本 的 違 反 が あ れ ば 免 責 条 項 は 否 定 さ れ る と の 法 原 則 を 否 定 す る 旨

の 判 決 を 下 し ( 6 7 ) 、コ モ ン ・ ロ ー 上 の 基 本 的 法 理 違 反 法 理 原 則 は 、法
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原 則 と し て 存 在 し な い 旨 を 確 認 し た ( 6 8 ) 。  

以 上 の よ う な 判 例 の 混 乱 は 、 判 例 法 体 系 に 基 づ く 裁 判 所 の 過 度 な

当 事 者 意 思 尊 重 主 義 、あ る い は 先 例 拘 束 性 の 準 則 ( D o c t r i n e  o f  S t a r e  

D e c i s i s )の 硬 直 性 の 悪 弊 が 影 響 し て い る 。 す な わ ち 、 こ こ に は 、 先

例 拘 束 に よ り 、下 級 審 裁 判 所 は 、上 級 裁 判 所 の 判 例 に 拘 束 さ れ る が 、

貴 族 院 の 判 決 に つ い て は 、 貴 族 院 自 ら 判 例 変 更 が で き な く な る 、 と

い う ジ レ ン マ が 存 し 、 結 局 、 こ の 問 題 は 、 制 定 法 に よ っ て の み 覆 し

う る と い う こ と に な る ( 6 9 ) 。  

し た が っ て 、 免 責 条 項 の 効 力 の 制 限 に 関 し て も 、 立 法 的 な 解 決 が

必 要 と な っ た の で あ る が 、 こ れ を 実 現 し た の が 1 9 7 7 年 不 公 正 契 約

約 款 法 ( U n f a i r  C o n t r a c t  Te r m s  A c t  1 9 7 7 )で あ っ た ( 7 0 ) 。  

 

（ 4）  国 会 に よ る 立 法 的 規 制 の 開 始  

こ こ で 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス に 関 す る 立 法 的 な 規 制 の 歴 史 を 概 観

し て お く 。  

ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス に 対 す る 初 の 規 制 的 立 法 は 、1 9 3 2 年 ハ イ ヤ

ー パ ー チ ェ ス お よ び 少 額 債 務（ ス コ ッ ト ラ ン ド ）法 ( H i r e -  p u r c h a s e  

a n d  S m a l l  D e b t  ( S c o t l a n d )  A c t  1 9 3 2 )で あ る ( 7 1 ) 。 同 法 は 、 ス コ ッ ト

ラ ン ド だ け に 適 用 さ れ た 法 律 で は あ る が 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス を 行

う 際 に 書 面 の 作 成 を 要 求 し 、借 主 が 総 賃 貸 料 の 3 分 の 1 を 支 払 う こ

と で 借 主 か ら の 契 約 の 解 約 請 求 を 認 め た 点 に お い て 、 ハ イ ヤ ー パ ー

チ ェ ス の 規 制 の 端 緒 と な る 立 法 で あ っ た 。  

そ の 後 、 1 9 3 8 年 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 法 ( H i r e - P u r c h a s e  A c t  1 9 3 8 )

が 制 定 さ れ 、 価 格 が 1 0 0 ポ ン ド （ 自 動 車 の 場 合 は 5 0 ポ ン ド ） を 超

え な い ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス な ら び に 条 件 付 信 用 販 売 を 対 象 と し て 規

制 が 設 け ら れ た 。 す な わ ち 、 対 象 取 引 に 関 し て は 、 一 定 事 項 を 記 載

し た 書 面 の 作 成 が 義 務 づ け ら れ（ 同 法 2 条 、 3 条 ）、ま た 、ハ イ ヤ ー

パ ー チ ェ ス の 貸 主 に 対 し て 取 戻 権 の 制 限 と し て 、 賃 料 総 額 の 3 分 の

1 を 超 え る 支 払 い が さ れ た 以 降 は 、 裁 判 所 の 関 与 な し に 借 主 か ら 物

品 を 引 き 揚 げ る こ と が 禁 止 さ れ （ 同 法 11 条 、 1 2 条 、 1 3 条 ）、 裁 判
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所 は 、 訴 願 に よ り 売 主 に 商 品 を 返 還 さ せ る ほ か 、 支 払 方 法 を 変 更 す

る な ど を 命 ず る こ と が で き る な ど 、 買 主 の 保 護 規 定 が 設 け ら れ た の

で あ る ( 7 2 ) 。  

 同 法 に よ る 本 格 的 な 買 主 保 護 が 実 現 し た の は 、1 9 3 4 年 に 設 置 さ れ

た 法 律 改 正 委 員 会 ( L a w  R e v i s i o n  C o m m i t t e e )が 、 コ モ ン ・ ロ ー に よ

る 法 則 を 議 会 制 定 法 に よ っ て 修 正 す る こ と を 勧 告 す る こ と が で き る

と さ れ 、コ モ ン ・ ロ ー 原 則 の 修 正 が 可 能 と な っ た た め で あ る ( 7 3 ) 。な

お 、そ の 後 も 、制 定 法 に よ る コ モ ン・ロ ー の 修 正 可 能 性 に 関 し て は 、

1 9 5 2 年 設 置 の 法 改 革 委 員 会 ( L a w  R e f o r m  C o m m i t t e e )を 経 て ( 7 4 ) 、

1 9 6 5 年 法 律 委 員 会 法 ( L a w  C o m m i s s i o n s  A c t  1 9 6 5 )が 制 定 さ れ 、 法

律 委 員 会 ( L a w  C o m m i s s i o n ) を 通 じ て 判 例 法 の 法 典 化 な ど の 作 業 が

行 わ れ 、 必 要 に 応 じ て 主 務 大 臣 に 法 改 革 の 提 案 を 行 う な ど し て 、 法

体 系 の 整 備 が 行 わ れ 、 国 会 に お い て 判 例 法 と は 別 に 議 会 制 定 法 が 大

陸 法 の 国 と 同 様 に 法 源 と し て 認 め ら れ る よ う に な っ た ( 7 5 ) 。 そ し て 、

法 律 委 員 会 の 勧 告 に 基 づ き 、 特 に 消 費 者 取 引 に 関 す る 立 法 が 次 々 に

行 わ れ る よ う に な っ て い く 。  

 一 方 、ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス に 関 す る 立 法 は 、1 9 6 2 年 モ ロ ニ ー 委 員

会 ( M o l o n y  C o m m i t t e e ) の 勧 告 に 基 づ く 消 費 者 保 護 の た め の 法 改 正

の 一 環 と し て 行 わ れ 、 そ の 後 、 議 論 は 、 上 記 法 律 委 員 会 ( L a w  

C o m m i s s i o n )に 受 け 継 が れ て 、 1 9 7 4 年 C C A 7 5 条 の 売 主 の 責 任 に 関

す る 規 定 を 設 け る な ど 債 権 者 の 責 任 範 囲 に 関 し て 大 き な 影 響 を 与 え

た 。  

 

（ 5）  C C A と 同 時 期 の 消 費 者 保 護 立 法  

上 記 の よ う な 経 緯 か ら 、 C C A の 制 定 と 前 後 し て 、 イ ギ リ ス で は 、

供 給 者 の 不 実 表 示 や 契 約 違 反 に よ る 債 権 者 の 責 任 に 関 連 す る 種 々 の

消 費 者 保 護 立 法 が 制 定 さ れ て い る 。  

不 実 表 示 に つ い て は 、 1 9 6 7 年 不 実 表 示 法 ( M i s r e p r e s e n t a t i o n  A c t  

1 9 6 7 )が 制 定 さ れ た 。 同 法 は 、 そ れ ま で の 判 例 が 、 詐 欺 的 な 不 実 表

示 の 場 合 に 限 っ て 契 約 の 取 消 権 と 損 害 賠 償 請 求 を 認 め て い た の を 改
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め ( 7 6 ) 、詐 欺 的 な 不 実 表 示 で は な い が 、表 示 の 内 容 を 真 実 と 信 じ る に

つ い て 合 理 的 な 理 由 が あ り 、 か つ そ う 信 じ て い た こ と を 証 明 で き な

い 場 合 に つ い て も 、 過 失 的 不 実 表 示 ( N e g l i g e n t  M i s r e p r e s e n t a t i o n )

と し て 取 消 権 と 損 害 賠 償 請 求 を 認 め た （ 同 法 2 条 1 項 ）。 さ ら に 、

同 法 は 、 表 示 内 容 を 信 じ る に つ い て 、 合 理 的 な 理 由 が あ っ た こ と を

証 明 で き る 場 合 に は 、 善 意 不 実 表 示 ( I n n o c e n t  M i s r e p r e s e n t a t i o n )

と し て 、 取 消 権 の み を 行 使 で き る 原 則 に 対 し て 、 裁 判 所 の 裁 量 に よ

り 、 取 消 権 に 代 え て 損 害 賠 償 が 行 え る 例 外 を 設 け て い る （ 同 法 2 条

2 項 ） ( 7 7 ) 。  

一 方 、 契 約 違 反 の 問 題 に 関 し て は 、 動 産 売 買 法 の 1 9 7 9 年 改 正 法

( S a l e  o f  G o o d s  A c t  1 9 7 9 )に お い て 、 事 業 の 過 程 に お い て 販 売 さ れ る

動 産 は 「 満 足 な 品 質 ( S a t i s f a c t o r y  Q u a l i t y )」 を 有 し て い る こ と 、 買

主 の 「 特 定 の 購 入 目 的 に 適 う ( F i t n e s s  f o r  P u r p o s e )」 こ と が 「 黙 示

的 条 件 ( I m p l i e d  C o n d i t i o n )」 と さ れ （ 同 法 1 4 条 2 項 、 3 項 ）、 そ れ

が 契 約 の 内 容 た る 条 件 と さ れ る 結 果 （ 同 法 1 4 条 6 項 ）、 こ の 条 件 に

違 反 す る と き は 契 約 違 反 と な り 、 動 産 の 引 渡 し を 拒 絶 し 、 代 金 の 返

還 を 求 め 、 あ る い は 損 害 が あ る と き に は 、 損 害 賠 償 が 可 能 と な る こ

と が 明 確 に さ れ た 。ま た 、役 務 提 供 契 約 に 関 し て も 、1 9 7 9 年 動 産 売

買 法 の 規 定 が 適 用 さ れ る よ う に な り 、 さ ら に 1 9 8 2 年 動 産 お よ び 役

務 提 供 法 ( S u p p l y  o f  G o o d s  a n d  S e r v i c e s  A c t  1 9 8 2 )に お い て 、 役 務

提 供 契 約 に つ い て も 動 産 売 買 法 と 同 様 の 黙 示 条 件 に つ い て の 規 定 が

設 け ら れ る に 至 り 、 商 品 や 役 務 の 提 供 が な い 場 合 だ け で な く 、 不 完

全 な 商 品 や 役 務 の 提 供 な ど 不 完 全 履 行 や 商 品 や 役 務 提 供 に 瑕 疵 が あ

る 場 合 に も 、 買 主 等 が 契 約 違 反 と し て 損 害 賠 償 請 求 で き る こ と が 明

確 に な っ た 。  

な お 、 免 責 条 項 に つ い て は 、 1 9 7 7 年 不 公 正 契 約 約 款 法 ( U n f a i r  

C o n t r a c t  Te r m s  A c t  1 9 7 7 )が 、 売 主 等 の 過 失 か ら 生 じ る 死 亡 や 身 体

障 害 に 対 す る 責 任 を 排 除 ま た は 制 限 す る 免 責 条 項 を 無 効 と し （ 同 法

1 条 ）、契 約 当 事 者 の 一 方 が 消 費 者 で あ る 場 合 や 約 款 取 引 で あ る 場 合

に 、 自 己 が 契 約 違 反 し た 場 合 の 自 己 の 責 任 を 免 除 ま た は 制 限 す る こ
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と を 禁 止 し た （ 同 法 3 条 ）。 こ れ に よ り 、 動 産 や 役 務 提 供 に 関 す る

「 十 分 な 品 質 」 や 「 特 定 目 的 に 対 す る 適 合 」 に つ い て の 契 約 違 反 に

つ い て の 責 任 を 免 責 す る 規 定 は 、1 9 7 7 年 不 公 正 契 約 約 款 法 3 条 に よ

り 、 消 費 者 と の 間 の 取 引 に 関 し て は 原 則 と し て 無 効 と な り 、 消 費 者

の 権 利 が 保 護 さ れ る よ う に な っ た ( 7 8 ) 。  

 

（ 6）  1 9 6 4 年 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 法 ・ 1 9 6 5 年 改 正 法  

一 方 、ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス へ の 規 制 に つ い て は 、1 9 3 8 年 ハ イ ヤ ー

パ ー チ ェ ス 法 の 後 継 法 と し て 、 1 9 6 4 年 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 法

( H i r e - P u r c h a s e  A c t  1 9 6 4 )が 制 定 さ れ た 。  

同 法 で は 、 営 業 所 以 外 の 場 所 に お い て 契 約 を 締 結 し た 借 主 に 対 し

て 、 一 定 期 間 内 に よ る 解 除 権 が 認 め ら れ た （ こ れ が い わ ゆ る ク ー リ

ン グ ・ オ フ ( C o o l i n g - o f f )制 度 の 嚆 矢 で あ る ） ( 7 9 ) ほ か 、賃 貸 借 を 受 け

る こ と を 顧 客 （ 借 主 ） が 希 望 し た 物 品 を 売 主 か ら 購 入 し た 貸 主 （ 金

融 会 社 ） と の 間 の 取 引 に 関 し て 、 売 主 は 金 融 会 社 の 代 理 人 ( A g e n t )

で あ り （ 同 法 1 0 条 ）、 ま た 解 除 の 通 知 を 受 け る 代 理 人 で あ る 旨 の 規

定 な さ れ た （ 同 法 11 条 ）。 さ ら に 、 借 主 の 債 務 不 履 行 を 理 由 に 貸 主

が 借 主 と の 間 の 契 約 を 解 除 す る か 物 品 を 引 き 揚 げ よ う と す る 場 合 に

は 、貸 主 は あ ら か じ め 借 主 に 対 し て 解 除 通 知 ( n o t i c e  o f  d e f a u l t )を 行

う こ と と さ れ 、 少 な く と も 7 日 間 の 支 払 い の た め の 猶 予 期 間 を 置 く

必 要 が あ る と 規 定 し た 。  

 ま た 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス が 盛 ん に 利 用 さ れ た 第 1 の 理 由 で あ っ

た と こ ろ の 商 品 の 所 有 権 留 保 に 関 し て も 、 同 法 に お い て 大 き な 改 正

が な さ れ た 。 す な わ ち 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス で 購 入 し た 商 品 が 金 融

会 社 ( F i n a n c e  C o m p a n y )の 所 有 物 で あ る と は 知 ら な い 善 意 の 第 三 者

が 適 切 な 手 続 の 下 で 取 得 し た 場 合 に は 、 所 有 者 で あ る 金 融 会 社 は 、

第 三 者 の 所 有 権 取 得 が 無 効 で あ る こ と を 主 張 し 得 な い と さ れ た の で

あ る （ 同 法 第 3 章 3 7 条 な ど ）。 そ の 結 果 、 同 法 の 規 制 の 対 象 と な っ

た 2 , 0 0 0 ポ ン ド 以 下 ( 8 0 ) の ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス に 関 し て は 、ハ イ ヤ ー

パ ー チ ェ ス の 貸 主 の 優 位 性 は 消 滅 し た ( 8 1 ) 。  
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し か も 、 そ の 翌 年 に は 、 1 9 6 5 年 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 法 ( H i r e -  

P u r c h a s e  A c t  1 9 6 5 )が 制 定 さ れ 、 保 護 の 対 象 額 が 5 , 0 0 0 ポ ン ド ま で

引 き 上 げ ら れ た 。  

そ の 後 の 1 9 7 4 年 C C A 制 定 の 際 に 、 1 9 6 4 年 ・ 1 9 6 5 年 ハ イ ヤ ー パ

ー チ ェ ス 法 は 廃 止 さ れ た 。 し か し 、 売 主 を 金 融 会 社 の 代 理 人 と す る

旨 の 規 定 は 、 C C A 5 6 条 の 「 予 備 交 渉 ( A n t e c e d e n t  N e g o t i a t i o n s )」

の 規 定 に 継 承 さ れ る な ど 、1 9 6 5 年 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 法 の 主 な 規 制

内 容 は 、 1 9 7 4 年 C C A に 原 則 と し て す べ て 取 り 込 ま れ て い る ( 8 2 ) 。  

な お 、 1 9 6 4 年 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 法 3 7 条 の 定 め る 善 意 の 第 三 取

得 者 の 保 護 規 定 は 、 1 9 7 4 年 C C A 制 定 に 伴 う 法 令 の 廃 止 と 統 合 の 際

に も 統 合 か ら 除 外 さ れ 、 単 行 法 と し て 存 続 し て お り ( 8 3 ) 、 C C A の 規

制 対 象 を 除 外 さ れ た 個 人 向 け の 高 額 ま た は 低 額 の ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ

ス お よ び 法 人 に 対 す る ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス の 場 合 を 含 め た 善 意 の 第

三 取 得 者 保 護 の 規 定 と し て 機 能 し て い る 。  

 

4． ク ロ ー ザ ー ・ レ ポ ー ト  

 

（ 1）  ク ロ ー ザ ー 委 員 会 の 設 置  

 1 9 6 5 年 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 法 は 、金 融 会 社 と の 契 約 に 先 行 す る 商

品 の 売 買 契 約 の 売 主 を 予 備 交 渉 ( A n t e c e d e n t  N e g o t i a t i o n s ) を 行 う

者 と 位 置 づ け た う え で ( 5 8 条 ( 3 ) )、商 品 の 販 売 者 や そ の 従 業 員 な ど を

金 融 会 社 の 代 理 人 と 規 定 し ( 8 4 ) 、予 備 交 渉 者 お よ び そ の 代 理 人 の 行 う

商 品 に つ い て の 説 明 や 約 束 が 表 示（ 説 明 ）内 容 と な る と 規 定 し た（ 1 6

条 ）。 そ の 結 果 、 同 法 に お い て は 、 1 8 9 3 年 動 産 売 買 法 と 同 様 に 、 表

示 （ 説 明 ） や 商 品 と し て の 品 質 、 特 定 の 目 的 に 対 す る 適 合 性 に 関 す

る 黙 示 の 条 項 に つ い て の 契 約 違 反 が あ っ た 場 合 の 買 主 の 救 済 が 可 能

と な っ て い た 。  

だ が 、 そ れ で も 、 金 融 会 社 に 有 利 な 特 約 条 項 が 設 け ら れ る な ど 、

購 入 者 は 不 利 な 状 況 に 置 か れ て い た ( 8 5 ) 。た と え ば 、売 買 代 金 決 済 の

た め に 金 融 会 社 の 融 資 契 約 な ど を 利 用 す る 三 当 事 者 間 の 消 費 者 信 用
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の 場 合 に は 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス で は な い こ と か ら 法 律 の 規 定 が な

く 、 売 主 が 金 融 会 社 の 代 理 人 で は な い 旨 の 明 示 的 な 約 款 が 設 け ら れ

る の が 一 般 的 で あ り 、 デ ィ ー ラ ー が 売 買 契 約 に 関 し て な し た 不 実 表

示 や 契 約 違 反 に つ い て 貸 主 で あ る 金 融 会 社 に 対 す る 責 任 を 追 及 す る

こ と は 、 借 主 に は 一 般 的 に 困 難 で あ っ た ( 8 6 ) 。  

ま た 、 消 費 者 が セ ン ト ラ ル ヒ ー テ ィ ン グ の 設 置 契 約 を 締 結 し 、 金

融 機 関 か ら そ の 代 金 を 借 入 れ て い た と こ ろ 、業 者 が 商 品 を 納 品 せ ず 、

あ る い は 効 果 の な い ヒ ー テ ィ ン グ シ ス テ ム し か 供 給 し な か っ た 場 合

に は 、消 費 者 が 設 置 契 約 を 解 除 ま た は 業 者 に 賠 償 請 求 を し よ う に も 、

買 主 は 業 者 と 提 携 し て い る 金 融 会 社 に 契 約 に 基 づ く 支 払 い を 継 続 し

な が ら 業 者 と 争 う 必 要 が あ り 、 業 者 が 破 産 し て い れ ば そ の 実 効 性 が

な か っ た ( 8 7 ) 。  

さ ら に 、 従 前 の 消 費 者 信 用 取 引 に 関 す る 個 別 立 法 に お い て は 、 事

業 者 と 消 費 者 を 保 護 の 対 象 と し て 区 別 し て い な い こ と 、 消 費 者 の 利

用 す る 種 々 の 法 形 式 ( S a l e ,  H i r e - P u r c h a s e ,  R e n t ,  L e a s e ,  L o a n )に つ

き 、 従 前 の 法 律 に よ る 規 制 や 判 例 に よ る 救 済 の 内 容 に 一 貫 性 が な い

こ と な ど が 問 題 視 さ れ て い た ( 8 8 ) 。  

 そ し て 、こ う し た 問 題 点 が 、労 働 党 ウ ィ ル ソ ン 政 権 下 の 1 9 6 8 年 7

月 2 日 の 国 会 質 問 に お い て 指 摘 さ れ た 結 果 、 前 記 1 9 6 5 年 法 律 委 員

会 法 に 基 づ い て 、 1 9 6 8 年 9 月 2 5 日 に 設 置 さ れ た の が 、 ク ロ ー ザ ー

卿 ( L o r d  C r o w t h e r )を 委 員 長 と す る 合 計 9 名 か ら な る 「 消 費 者 問 題

委 員 会 （ 以 下 ｢ク ロ ー ザ ー 委 員 会 ｣と い う ） で あ っ た 。  

 

（ 2）  ク ロ ー ザ ー ・ レ ポ ー ト の 内 容  

 ク ロ ー ザ ー 委 員 会 は 、 約 2 年 半 に わ た っ て 消 費 者 信 用 産 業 の 現 状

と 立 法 状 況 に 関 す る 詳 細 な 分 析 を 行 っ た 末 、 1 9 7 1 年 3 月 、 9 章 4 0 0

枚 を 超 え る 本 文 と 2 0 0 枚 を 超 え る 統 計 や 資 料 等 か ら な る 報 告 書 ( 8 9 )

を 取 り ま と め て 国 会 に 提 出 し た 。  

委 員 会 の メ ン バ ー の 一 人 で あ っ た グ ー ド 教 授 ( R o y.  M .  G o o d e )は 、

そ の 著 書『 消 費 者 信 用 法 入 門 ( I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  C o n s u m e r  C r e d i t  
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A c t ,  1 9 7 4 )』 に お い て 、 委 員 会 に お け る 広 汎 な 調 査 に 基 づ き 、 従 前

の 法 規 制 の 欠 陥 と し て 、 以 下 の 点 を 指 摘 し て い る ( 9 0 ) 。  

①  実 質 と 機 能 に 着 目 し な い 、 形 式 的 な 取 引 規 制 の 問 題  

②  商 業 的 取 引 か ら 消 費 者 を 区 別 す る こ と の 失 敗  

③  ロ ー ン の 担 保 に 関 す る 法 律 と 貸 付 関 係 の 法 律 の 不 整 合 の 問 題  

④  第 三 者 の 権 利 に 関 す る 合 理 的 な 方 針 の 不 存 在  

⑤  過 度 の 技 術 的 な 処 理  

⑥  ク レ ジ ッ ト 取 引 に お け る 消 費 者 に 対 す る 保 護 の 不 十 分 さ  

⑦  そ の 他 今 日 求 め ら れ る 信 用 法 と し て の 時 代 遅 れ 、 共 通 問 題 に

適 切 な 解 決 を 提 供 で き な い 合 成 的 誤 謬  

 以 上 の よ う な 問 題 認 識 に 基 づ き 、 委 員 会 は 、 報 告 書 に お い て 、 新

た な 規 制 の 法 的 枠 組 み と し て 「 貸 付 け お よ び 担 保 に 関 す る 法 律

( L e n d i n g  a n d  S e c u r i t y  A c t )」 お よ び 「 消 費 者 の 売 買 お よ び 貸 付 け

に 関 す る 法 律 ( C o n s u m e r  S a l e  a n d  L o a n  A c t )」 の 2 つ の 法 案 を 提 案

し た ( 9 1 ) 。  

1 9 7 4 年 C C A の 基 礎 と な っ た の は 、 こ の う ち の 後 者 で あ る 。 こ の

法 律 案 に お い て は 、 債 権 者 と 債 務 者 の 間 の バ ラ ン ス 維 持 の た め 、 ①

取 引 の 不 平 等 の 再 調 整 、 ② 取 引 過 誤 の 管 理 、 ③ 債 務 不 履 行 か ら の 救

済 に つ き 、立 法 的 な 解 決 が 必 要 で あ る と し ( 9 2 ) 、消 費 者 信 用 を 行 う あ

ら ゆ る 業 務 を 許 可 制 度 に し て 、 規 制 内 容 と ク レ ジ ッ ト 取 引 条 件 の 立

法 的 管 理 な ど を 具 体 的 に 規 定 し て い る 。ま た 、規 制 対 象 と し て 、 ( 1 )

動 産 の 売 買 だ け で な く 、サ ー ビ ス 取 引 を 含 め る こ と 、 ( 2 )代 金 の 一 部

ま た は 全 部 が 関 連 し た 貸 付 け と し て 、 ① 2 , 0 0 0 ポ ン ド を 超 え な い 額

が 前 払 い さ れ 、 ② 3 か 月 以 上 か け て 分 割 払 い さ れ る ケ ー ス を 規 制 対

象 と す る こ と 、 ( 3 )買 主 が 法 人 の 場 合 を 保 護 対 象 か ら 除 外 す る こ と 、

の 大 枠 が 示 さ れ て い た ( 9 3 ) 。  

そ れ ま で の 立 法 に お い て は 、 取 引 の 保 護 の 対 象 と し て 主 に 動 産 売

買 が 念 頭 に 置 か れ て い た が 、 こ れ が サ ー ビ ス 取 引 に も 拡 大 さ れ て い

る こ と ( 9 4 ) 、 ま た 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 法 で は 、 5 回 以 上 の 分 割 払 い

が 規 制 対 象 と さ れ て い た が 、 新 法 案 で は 規 制 対 象 を 頭 金 の 支 払 い を
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除 い て 3 回 以 上 の 支 払 い と し て い る こ と な ど 、 規 制 の 対 象 と な る 信

用 取 引 を 拡 大 し 、 保 護 さ れ る べ き 消 費 者 の 信 用 取 引 の 範 囲 を 拡 張 し

て い る 点 が 新 し い 。  

ク ロ ー ザ ー ・ レ ポ ー ト で は 、 対 象 取 引 に つ い て は 、 貸 主 信 用

( L e n d e r  C r e d i t )と 供 給 者 信 用 ( Ve n d e r  C r e d i t )に 分 け 、 貸 主 に つ い

て は 、 関 連 貸 主 ( C o n n e c t e d  L e n d e r ) と 独 立 貸 主 ( I n d e p e n d e n t  

L e n d e r ) を 区 分 し 、 信 用 目 的 に つ い て 、 購 入 資 金 信 用

( P u r c h a s e - M o n e y  C r e d i t ) と 非 購 入 信 用 直 接 貸 付 ( N o n - P u r c h a s e  

C r e d i t  S t r a i g h t  L o a n )の 区 別 を し た う え で 、 そ れ ぞ れ に つ い て 、 具

体 的 な 規 制 内 容 の 提 案 が 行 わ れ て い る 。  

こ の う ち 本 稿 の テ ー マ で あ る 売 主 と の 共 同 責 任 が 適 用 さ れ る 「 関

連 貸 主 」に つ い て は 、「 一 人 ま た は 複 数 の 売 主 と の 一 定 の ビ ジ ネ ス 関

係 に し た が っ て 、 そ の 売 主 か ら 商 品 ま た は サ ー ビ ス を 購 入 す る た め

に 使 用 さ れ る ロ ー ン を 用 意 す る 者 」と 定 義 し ( 9 5 ) 、原 則 と し て「 関 連

貸 主 」が「 購 入 資 金 信 用 」を 提 供 す る と し た 。「 独 立 貸 主 」は「 非 購

入 信 用 直 接 貸 付 」 を 行 う と す る 。 な お 、 銀 行 か ら 自 動 車 代 金 を 支 払

う た め に お 金 を 借 り た 顧 客 が 売 主 に 送 金 す る よ う な 場 合 は 「 購 入 資

金 信 用 」 と な る も の の 、 銀 行 は 「 関 連 貸 主 」 に は な ら な い ( 9 6 ) 。  

ま た 、「 売 主 と 関 連 貸 主 は 同 一 人 で は な い が 、相 互 に 利 点 が あ る 共

同 事 業 ( J o i n t  Ve n t u r e )に 従 事 し て お り 、 決 し て 各 自 の 役 割 を 分 離 し

て 取 り 扱 う こ と が で き な い 」と し ( 9 7 ) 、関 連 貸 主 と 売 主 の 一 体 性 を 認

め 、関 連 貸 付 に よ り 商 品 や サ ー ビ ス の 売 買 の 代 金 が 支 払 わ れ た 場 合 、

そ の 売 買 は 、 法 律 上 は 、 現 金 で な さ れ た も の と 扱 う 旨 の 提 案 が な さ

れ て い る ( 9 8 ) 。  

な お 、 関 連 貸 主 と 認 め ら れ る 者 の 範 囲 と の 関 係 で は 、 第 三 者 型 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 す る こ と に よ り 運 営 さ れ る 事 業 が 、 こ の カ テ

ゴ リ ー に 属 す る と さ れ て い る 。 ク ロ ー ザ ー 委 員 会 は 、 特 定 商 品 の 購

入 資 金 を 融 資 す る 銀 行 だ け で な く 、 売 主 と の 関 連 が 強 い ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 発 行 機 関 に つ い て も 、 一 定 の ビ ジ ネ ス 関 係 の 下 で 売 主 と 共 同

事 業 を 営 ん で い る 貸 主 と し て 、 売 買 契 約 ・ サ ー ビ ス 供 給 契 約 上 の 共
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同 責 任 が あ る と 考 え た 。  

こ れ に 対 し て 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス に お け る 金 融 会 社 は 、 売 主 で

あ っ て 関 連 貸 主 で は な い 旨 が 注 記 さ れ て い る ( 9 9 ) 。こ の よ う に 、ハ イ

ヤ ー パ ー チ ェ ス が 規 定 さ れ た の は 、 判 例 が ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス を 売

買 契 約 と 同 一 と み な し て 法 律 上 の 貸 主 で あ る 金 融 会 社 を 売 主 と し て

い る こ と ( 1 0 0 ) 、1 8 9 3 年 動 産 売 買 法 の 諸 規 定 も ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス の

貸 主 に 適 用 さ れ て お り 、 1 9 6 4 年 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 法 に お い て も 、

ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス が 条 件 付 販 売 と 同 視 さ れ て 貸 主 が 売 主 と し て 扱

わ れ て い た こ と か ら 当 然 で あ ろ う 。 し か し 、 関 連 貸 主 が 、 売 主 と 共

同 の 責 任 を 負 う 地 位 に 立 つ と 規 定 さ れ た の は 、 サ ー ビ ス の 供 給 契 約

に 関 す る ク レ ジ ッ ト 取 引 に 立 法 上 の 規 制 が な か っ た こ と か ら す れ ば

( 1 0 1 ) 、 特 定 の 業 務 を 行 う 貸 主 の 責 任 を 新 た に 肯 定 し た 特 別 立 法 に よ

る 創 設 的 規 定 と い え る 。  

す で に 触 れ た よ う に 、 こ の 当 時 は 、 欠 陥 の あ る 商 品 を 販 売 す る 業

者 、 不 実 表 示 を 行 う 評 判 の 悪 い 売 主 や ( 1 0 2 ) 、 効 果 の 少 な い セ ン ト ラ

ル ヒ ー テ ィ ン グ の 取 付 業 者 と い っ た 問 題 事 例 が 頻 繁 に 発 生 し て い た 。

こ れ ら の 業 者 が そ れ で も 事 業 を 継 続 で き る の は 、 金 融 会 社 に よ る 財

政 的 な 支 援 が あ る か ら こ そ で あ り 、 関 連 貸 主 と し て 金 融 会 社 が 供 給

者 の 営 業 を 可 能 な ら し め て い る 以 上 、 契 約 の 別 個 性 や 免 責 条 項 な ど

を 根 拠 に し て 金 融 会 社 が ロ ー ン の 支 払 請 求 を 継 続 す る こ と は 妥 当 で

は な い と 、 ク ロ ー ザ ー 委 員 会 は 考 え た の で あ る ( 1 0 3 ) 。  

 

5． 1 9 7 4 年 消 費 者 信 用 法 ( C C A )の 成 立  

 

（ 1）  保 守 党 ヒ ー ス 政 権 下 で の 法 案 審 議  

だ が 、 ク ロ ー ザ ー ・ レ ポ ー ト が 提 出 さ れ た 時 に は 、 労 働 党 の ウ ィ

ル ソ ン 政 権 は 、 保 守 党 の ヒ ー ス 政 権 に 代 わ っ て い た 。 そ の た め ク ロ

ー ザ ー 委 員 会 の 提 言 に 対 す る 政 府 の 反 応 は 鈍 く 、 1 9 7 2 年 6 月 2 6 日

に 下 院 で 、6 月 2 8 日 に 貴 族 院 で レ ポ ー ト に つ い て の 検 討 が 開 始 さ れ

る ま で に は 1 5 か 月 も の 期 間 を 要 し ( 1 0 4 ) 、そ の 時 に は す で に ク ロ ー ザ



88 

ー 委 員 長 は 死 亡 し て い た ( 1 0 5 ) 。  

そ の 後 の 1 9 7 3 年 9 月 に な っ て 政 府 ・ 通 商 産 業 省 は 「 消 費 者 信 用

に お け る 法 律 の 改 革 ( R e f o r m  o f  t h e  l a w  o n  c o n s u m e r  c r e d i t )」 と 題

す る 白 書 ( W h i t e  P a p e r )を 取 り ま と め た 。同 白 書 は 、保 護 す べ き 消 費

者 信 用 取 引 額 の 上 限 に つ き 、 ク ロ ー ザ ー 委 員 会 が 2 , 0 0 0 ポ ン ド と し

て い た の を 5 , 0 0 0 ポ ン ド に 引 き 上 げ た こ と と 、 賃 貸 借 契 約 に お け る

賃 借 人 の 保 護 を 強 化 し た こ と を 除 け ば 、 ク ロ ー ザ ー 委 員 会 の 提 案 と

ほ ぼ 同 様 の 内 容 で あ っ た ( 1 0 6 ) 。 ま た 、 3 回 未 満 の ク レ ジ ッ ト 取 引 お

よ び 低 い 手 数 料 率 の カ ー ド に つ い て は 、ク ロ ー ザ ー・レ ポ ー ト 同 様 、

法 律 の 除 外 契 約 と す る 趣 旨 で あ る 旨 が 説 明 さ れ て い る ( 1 0 7 ) 。  

 同 白 書 に 基 づ き 、 消 費 者 信 用 法 ( C C A )の 法 律 案 が 策 定 さ れ 、 1 9 7 3

年 11 月 1 4 日 下 院 に 提 出 さ れ た 。 そ の 際 に 貿 易 産 業 大 臣 は 、 法 案 は

あ ら ゆ る タ イ プ の 信 用 取 引 を カ バ ー す る 基 本 的 枠 組 み を 提 供 す る も

の で あ り 、2 0 年 先 の 消 費 者 信 用 取 引 を 見 据 え た 対 応 を 行 う も の と 説

明 し て い る 。  

国 会 に お け る 法 案 審 議 の た め の 委 員 会 に お い て 、 議 員 か ら は 、 法

律 の 適 用 の 下 限 が な ぜ 3 0 ポ ン ド 以 下 で 1 0 ポ ン ド 以 下 で は な い の か

な ど 、 適 用 さ れ る 規 制 契 約 の 範 囲 に つ い て の 意 見 が 提 出 さ れ た が 、

議 員 の 主 な 関 心 は 、 広 告 表 示 の 問 題 、 高 金 利 の 制 限 、 手 数 料 率 の 適

正 な 表 示 と い っ た 点 に 向 け ら れ て い た ( 1 0 8 ) 。 ま た 、 関 連 貸 主 の 責 任

に つ い て 規 定 し た 法 案 7 1 条（ 現 C C A 7 5 条 に 相 当 ）に 関 し て は 、割

賦 金 融 協 会 が 、 保 護 の 対 象 者 に 小 企 業 経 営 者 や 個 人 商 店 主 が 含 ま れ

て い る 点 に 反 対 し て い た が ( 1 0 9 ) 、 そ れ 以 外 に 大 き な 反 対 は な く 、 翌

1 9 7 4 年 2 月 、 法 案 は 全 政 党 の 賛 成 で 委 員 会 を 通 過 し た 。  

た だ 、 当 時 の イ ギ リ ス は 、 第 一 次 オ イ ル シ ョ ッ ク の 発 生 と 労 働 組

合 の 賃 上 げ 要 求 と ス ト の 影 響 で 、 経 済 が 混 乱 に 陥 っ て お り 、 こ れ に

対 し て 、保 守 党 ヒ ー ス 政 権 は 解 散・総 選 挙 に 打 っ て 出 た た め 、結 局 、

法 案 は 廃 案 に な っ た 。  
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（ 2）  労 働 党 ウ ィ ル ソ ン 政 権 下 で の 法 案 審 議  

 だ が 、 総 選 挙 に よ っ て 政 権 に 復 帰 し た 労 働 党 第 2 期 ウ ィ ル ソ ン 政

権 は 、 保 守 党 の 作 成 し た 法 案 と ほ ぼ 同 じ 内 容 の 法 案 を 再 提 出 し 、

1 9 7 4 年 7 月 3 1 日 消 費 者 信 用 法 ( C C A )は つ い に 成 立 に 至 る ( 1 1 0 ) 。  

当 時 の 議 論 の 状 況 を 、 国 会 議 事 録 か ら 見 て み よ う 。  

1 9 7 4 年 4 月 9 日 貴 族 院 委 員 会 に お け る 議 論 で は 、 マ ー ス 卿 ( L o r d  

M a i s )が 、「 個 人 取 引 に お い て 当 座 貸 越 が 大 幅 に 減 少 し 、 ロ ー ン に と

っ て 代 わ ら れ る 傾 向 が 生 じ る 可 能 性 」 や 「 当 座 貸 越 と デ パ ー ト の 口

座 勘 定 と が 同 視 さ れ る 」 こ と に 対 し て 問 題 を 投 げ か け て い る 。 こ こ

で は 、 カ ー ド 保 有 者 に よ る 物 品 の 購 入 に 関 連 し て 、 供 給 者 の 不 実 表

示 や 契 約 違 反 の 場 合 に カ ー ド 発 行 者 が 責 任 を 負 担 す る C C A 7 5 条 の

適 用 が 議 論 さ れ て お り 、 マ ー ス 卿 は 「 も し そ れ が バ ン ク カ ー ド に 適

用 さ れ る と し た ら 、近 い 将 来 約 6 0 0 万 人 が カ ー ド を 持 て な く な る の

で は な い か と 危 惧 す る 」 と し て 、 適 用 範 囲 に つ き 、 口 座 信 用 や 当 座

貸 越 へ の 適 用 排 除 や 、 バ ン ク カ ー ド へ の C C A 7 5 条 の 不 適 用 を 求 め

て い る 点 が 注 目 さ れ る ( 1 1 1 ) 。  

ま た 、 同 年 5 月 2 日 に は 、 C C A 7 5 条 の 創 設 の 目 的 等 に 議 論 が 及

ん だ 際 に 、 小 売 商 の 経 験 を 有 す る ジ ャ ッ ク 卿 ( L o r d  J a c q u e s )が 、 カ

ー ド 取 引 で は 、 カ ー ド 債 権 者 が 債 務 者 か ら 手 数 料 を 受 け 取 る だ け で

な く 、 小 売 商 の 利 益 の 2 分 の １ を 得 て お り 、 ま た 有 名 な 全 国 組 織 は

小 売 商 か ら 1 2 . 5 %を 取 得 し て い る こ と を 挙 げ 、 利 益 の 半 分 を 取 得 し

て い る 以 上 は 共 同 事 業 で あ る と し て ( 1 1 2 ) 、 同 条 項 の 創 設 に 支 持 を 表

明 し て い る ( 1 1 3 ) 。 な お 、 こ の 時 、 ジ ャ ッ ク 卿 は 、 銀 行 の 発 行 す る ク

レ ジ ッ ト カ ー ド も ま た 小 売 商 と の 共 同 事 業 で あ り 、 し た が っ て 共 同

責 任 を 負 う べ き と し な が ら も 、 そ の 一 方 で 、 毎 月 の 銀 行 勘 定

( M o n t h l y  A c c o u n t )と し て 、月 末 に 決 済 す る バ ー ク レ ー ズ カ ー ド ( 1 1 4 )

や ア ク セ ス カ ー ド ( 1 1 5 ) を 適 用 除 外 す る こ と に つ い て は 、 責 任 の 免 除

に 同 意 し て い る 。 こ の 点 に 関 し て 、 ジ ャ ッ ク 卿 は 、 月 内 清 算 の 短 期

信 用 の い わ ゆ る チ ャ ー ジ カ ー ド を 除 き 、 長 期 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 払

い に つ い て は C C A 7 5 条 が 適 用 さ れ る べ き で あ る と し 、 そ の 理 由 と
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し て 、 銀 行 は 、 自 行 に 迷 惑 を か け な い （ 自 行 に 義 務 の 履 行 を 負 わ せ

る 危 険 の な い ） 供 給 者 を 選 ぶ こ と が で き る こ と を 挙 げ て い る 。  

ま た 、同 年 6 月 1 7 日 の 下 院 で は 、ウ ィ リ ア ム ズ ( W i l l i a m s )議 員 が 、

新 聞 で 取 り 上 げ ら れ た 2 つ の 事 例 ― ― フ リ ー ザ ー を 買 っ た 労 働 者 が 、

商 品 が 納 入 さ れ て い な い の に 支 払 い を 請 求 さ れ た 事 例 と 、 シ ャ ワ ー

設 備 を 購 入 し た 女 性 が 、 シ ャ ワ ー が き ち ん と 作 動 し な か っ た の で 修

理 を し て も ら お う と 思 っ た と こ ろ 、 会 社 が 清 算 さ れ て い た 事 例 ― ―

を 取 り 上 げ 、 た ち の 悪 い 供 給 業 者 で あ っ て も 、 銀 行 や 金 融 会 社 の 名

声 に 隠 れ て 消 費 者 に 安 心 感 を 与 え て い る 事 実 を 指 摘 し た う え 、 金 融

会 社 が 自 己 の 名 で ク レ ジ ッ ト 取 引 を 進 め る 場 合 に は 、 そ れ を 信 じ て

受 け 入 れ る 善 意 者 に 対 し て 供 給 者 を チ ェ ッ ク す る 責 任 を 引 き 受 け る

べ き で あ る と し て ( 1 1 6 ) 、C C A 7 5 条 の 規 定 を 設 け る こ と を 支 持 し て い

る 。  

 

（ 3）  成 立 の 背 景 等  

こ の よ う に 、 国 会 に お け る 各 議 員 は 、 立 場 に よ り 、 適 用 さ れ る 信

用 取 引 の 範 囲 に つ い て は 種 々 の 意 見 が あ っ た も の の 、 C C A 7 5 条 に

よ る 関 連 貸 主 の 共 同 責 任 制 度 の 創 設 そ れ 自 体 に つ い て は 、 強 い 反 対

は 唱 え て い な い ( 1 1 7 ) 。 ま た 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 対 象 取 引 に 含 む も

の の 、 チ ャ ー ジ カ ー ド や こ れ と 同 様 な 機 能 を 持 つ 銀 行 の 発 行 す る カ

ー ド へ の 適 用 除 外 を 求 め る 意 見 が あ っ た ほ か 、 海 外 と の 取 引 に お け

る 適 用 範 囲 の 問 題 に つ い て の 意 見 が あ っ た が ( 1 1 8 ) 、 ほ か に 大 き な 議

論 と な る 問 題 点 の 指 摘 は な か っ た 。  

こ れ は 、 C C A 7 5 条 ( 3 )で 、 営 業 外 契 約 や 少 額 契 約 も し く は 高 額 契

約 に つ い て は 同 条 1 項 の 共 同 責 任 の 適 用 が 除 外 さ れ 、 ま た C C A 1 6

条 5 項 で 、 主 務 大 臣 が 適 用 の な い 分 割 回 数 や 信 用 手 数 料 の 率 を 命 令

( O r d e r ) ( 1 1 9 ) で 定 め る こ と が で き る と さ れ た た め で あ る 。実 際 に 利 用

さ れ て い た ク レ ジ ッ ト カ ー ド に つ い て は 無 利 子 1 回 払 い が 中 心 で 、

他 は 4 か 月 程 度 の 短 期 の 信 用 供 与 が 中 心 で あ っ て ( 1 2 0 ) 、 こ れ ら 非 適

用 取 引 の 利 用 が 中 心 で あ っ た こ と か ら 、 大 き な 影 響 が あ る と は 考 え
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ら れ な か っ た ( 1 2 1 ) 。 と も あ れ 、 め ま ぐ る し い 政 権 交 代 の 中 で あ っ た

こ の 時 代 に 、 大 き な 反 対 も な く 比 較 的 円 滑 に 成 立 し た こ と は 、 イ ギ

リ ス の 消 費 者 信 用 全 体 に と っ て 、 画 期 的 な 出 来 事 で あ っ た 。  

一 方 、 E U 諸 国 で は 、 現 在 で こ そ 消 費 者 信 用 に 関 す る 指 令 に 基 づ

き 消 費 者 取 引 に 関 す る 域 内 の 法 整 備 が 次 々 と 行 わ れ て い る が 、 E C

の 基 本 条 約 で あ る ロ ー マ 条 約 が 1 9 5 7 年 に 結 ば れ た 当 時 に お い て は 、

消 費 者 保 護 に 関 す る 明 文 の 規 定 は 存 在 し て い な か っ た ( 1 2 2 ) 。  

E U に お い て 消 費 者 問 題 に 関 す る 検 討 が 始 ま っ た の は 、 1 9 6 5 年 頃

か ら で あ り 、 1 9 6 8 年 、 競 争 総 局 ( D G I V ) に 消 費 者 保 護 ユ ニ ッ ト

( C o n s u m e r  P r o t e c t i o n  U n i t )が 設 置 さ れ た 際 に は 、 イ ギ リ ス の C C A

の 初 の 草 案 が 当 時 の E C 事 務 局 に 取 り 寄 せ ら れ 、 草 案 条 文 が 消 費

者 信 用 に 関 す る 指 令 案 の 議 論 の た め の 基 礎 的 な 提 案 と し て 、 1 9 7 4

年 に 出 さ れ た ワ ー キ ン グ ペ ー パ ー に お い て 使 用 さ れ て い る ( 1 2 3 ) 。  

当 時 の イ ギ リ ス で は 、 労 働 党 が 採 用 し た 福 祉 国 家 政 策 の 影 響 で 、

1 9 6 0 年 代 以 降「 英 国 病 」と 呼 ば れ る 経 済 不 振 が 続 い て お り 、労 働 組

合 に よ る ス ト ラ イ キ 、 オ イ ル シ ョ ッ ク 、 高 失 業 率 な ど の 大 き な 問 題

を 抱 え る 中 で 、 経 済 の 建 て 直 し 策 を 掲 げ て 労 働 党 ・ 保 守 党 が 国 民 の

支 持 を 得 よ う と 競 っ て い た 。 ま た 、 1 9 6 3 年 設 置 の 「 消 費 者 審 議 会

( C o n s u m e r  C o u n c i l )」 を 保 守 党 が 廃 止 し た こ と が 世 論 の 批 判 を 浴 び 、

1 9 7 2 年 11 月 に は 消 費 者 問 題 担 当 大 臣 が 新 設 さ れ て お り ( 1 2 4 ) 、 一 定

の 消 費 者 保 護 を 図 ら な け れ ば 、 福 祉 国 家 政 策 に 慣 れ た 国 民 の 支 持 を

得 ら れ な い と い う 特 殊 事 情 が あ っ た ( 1 2 5 ) 。 こ の よ う な 中 、 政 権 交 代

直 後 短 期 間 の う ち に 、 C C A の 成 立 に 漕 ぎ 着 け る こ と が で き た の は 、

イ ギ リ ス の ｢影 の 内 閣 ( S h a d o w  C a b i n e t )」 制 度 の 存 在 も 幸 い し た と

思 わ れ る ( 1 2 6 ) 。  
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第 3 節  1 9 7 4 年 消 費 者 信 用 法 ( C C A )  7 5 条 の 内 容  

 

1． 対 象 と な る 契 約 類 型 と 適 用 除 外  

 

（ 1）  対 象 と な る 契 約 の 類 型  

1 9 7 4 年 消 費 者 信 用 法 ( C C A )  7 5 条 ( 1 )は 、 債 権 者 は 供 給 者 と の 間 で

取 引 の 保 証 に 関 す る 何 ら か の 合 意 を 行 っ た か ど う か に か か わ ら ず 、

ま た 、 債 務 者 と の 間 で 保 証 の 引 受 を 行 う こ と の 意 思 表 示 も 行 う こ と

な く 、 債 務 者 の 供 給 者 に 対 す る 請 求 権 に 対 し て 共 同 責 任 ( J o i n t l y  

a n d  S e v e r a l l y  L i a b i l i t y )を 負 う 旨 を 規 定 し て い る 。  

た だ し 、こ の 関 連 貸 主 と し て の 共 同 責 任 は 、C C A の 規 制 対 象 と な

る す べ て の 消 費 者 信 用 契 約 に 適 用 さ れ る の で は な く 、 C C A 1 2 条 に

規 定 す る 以 下 の 「 債 務 者 － 債 権 者 － 供 給 者 契 約 ( D e b t o r - C r e d i t o r -  

S u p p l i e r  A g r e e m e n t： D - C - S 契 約 )」に の み 適 用 さ れ る 。す な わ ち 、  

①   債 権 者 ( c r e d i t o r ) 以 外 の 者 （ ＝ 供 給 者 ( s u p p l i e r ) ） と 債 務 者

( d e b t o r ) の 取 引 に 融 資 を す る 「 使 途 限 定 信 用 契 約 ( R e s t r i c t e d -  

U s e  C r e d i t  A g r e e m e n t )」 ( C C A 11 条 ( 1 ) ( b ) )で あ っ て 、 債 権 者 と

供 給 者 と の 間 の 「 事 前 の 取 決 め ( P r e - E x i s t i n g  A r r a n g e m e n t s )」

に 基 づ き 、 ま た は 「 将 来 の 取 決 め ( F u t u r e  A r r a n g e m e n t s )」 を 予

定 し て 債 権 者 が 作 成 す る 契 約 ( C C A 1 2 条 ( b ) )  

②   「 使 途 無 限 定 信 用 契 約 ( U n r e s t r i c t e d  U s e )」 ( C C A 11 条  ( 2 ) 2 )

で あ っ て 、 債 権 者 と 債 務 者 以 外 の 者 （ ＝ 供 給 者 ） と の 間 の 「 事 前

の 取 決 め 」に 基 づ き 、そ の 信 用 が 債 務 者 と 供 給 者 と の 間 の 取 引 に

融 資 を す る た め に 使 用 さ れ る こ と を 知 っ て 行 う 契 約 と な る

D - C - S 契 約 ( C C A 1 2 条 ( c ) )  

の 2 種 類 で あ る 。  

 こ れ ら C C A 7 5 条 の 具 体 的 対 象 と な る 上 記 2 種 類 の D - C - S 契 約 に

該 当 す る か ど う か の 判 断 の 際 に 、 き わ め て 重 要 な 要 素 と な る の が 、

「 使 途 限 定 信 用 契 約 」 の 概 念 と 、 債 権 者 と 供 給 者 間 で 行 わ れ る 「 取
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決 め ( A r r a n g e m e n t )」 の 存 在 で あ る 。  

「 使 途 限 定 」 と は 、 C C A S c h e d u l e  2  P a r t  2  E x a m p l e  8 お よ び

E x a m p l e  1 6 に よ れ ば 、 融 資 金 が 物 品 の 購 入 な ど 債 務 者 が 供 給 者 と

の 取 引 に 基 づ き 発 生 す る 債 務 を 弁 済 す る 使 途 に 限 定 し て 利 用 さ れ る

こ と を い う 。 代 金 の 決 済 目 的 が あ り 、 そ れ 以 外 の 用 途 で 融 資 金 を 使

用 す る こ と が 禁 じ ら れ て い る と し て も 、 供 給 者 の 口 座 で は な く 、 債

務 者 の 口 座 に 振 り 込 ま れ 、 自 己 の 判 断 で 資 金 が 利 用 で き る と き は 、

「 使 途 無 限 定 信 用 契 約 」 と な る 。  

ま た 、 信 用 を 供 与 す る 債 権 者 と 債 務 者 間 の 《 A r r a n g e m e n t》 の 有

無 と そ の 内 容 は 、 C C A 1 8 7 条 に 規 定 す る 内 容 に 含 ま れ る か ど う か で

判 断 さ れ 、 こ の 内 容 を 満 た し た 場 合 に は 、 当 該 D - C - S 契 約 は 、 使 途

限 定 信 用 契 約 で も 、 使 途 無 限 定 信 用 契 約 で も 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 対 象

と な る 契 約 と な る 。  

こ の《 A r r a n g e m e n t》と は 、 C C A 1 8 7 条 の 定 義 に よ れ ば 、 ( a )債 権

者 と 供 給 者 の 間 で 過 去 に な さ れ た 取 決 め に 従 う 場 合 が 該 当 す る が 、

こ の ほ か に 、 過 去 の 取 決 め を 発 展 さ せ て 消 費 者 信 用 契 約 が 締 結 さ れ

た 場 合 は 事 前 の 取 決 め と し て 取 り 扱 わ れ る ( 1 8 7 条  ( 1 ) )。 ( b )ま た 、

物 品 の 購 入 や 役 務 の 供 給 の た め に 融 資 が な さ れ る よ う 債 権 者 と 供 給

者 と の 間 で 後 か ら 取 決 め が 結 ば れ る こ と を 期 待 し て 締 結 さ れ た 場 合

は 、 将 来 の 取 決 め を 前 提 と し て 消 費 者 信 用 契 約 が 結 ば れ た も の と み

な さ れ て 《 A r r a n g e m e n t》 と な る ( 1 8 7 条  ( 2 ) )。  

ま た 、《 A r r a n g e m e n t 》 に は 、 債 権 者 と 供 給 者 の 間 で 直 接 結 ば れ

取 決 め だ け で は な く 、 債 権 者 と 供 給 者 の 提 携 者 ( A s s o c i a t e )、 ま た は

債 権 者 の 提 携 者 と 供 給 者 の 間 で 結 ば れ た 取 決 め 、 債 権 者 の 提 携 者 と

供 給 者 の 提 携 者 と の 間 で 締 結 さ れ る 取 決 め も 、 反 対 の 立 証 が な い 限

り 、既 存 の 取 決 め に 基 づ い て な さ れ た も の と み な さ れ る ( 1 8 7 条  ( 4 ) ,  

( 5 ) )。 な お 、《 A r r a n g e m e n t》 が 認 め ら れ る の は 、 必 ず し も 書 面 に よ

る 契 約 が 成 立 し て い る 場 合 に 限 ら れ て い な い 。 し た が っ て 、 契 約 を

表 す 《 A g r e e m e n t》 の 語 句 が 用 い ら れ ず 、 取 決 め や 合 意 の 意 味 の あ

る 《 A r r a n g e m e n t》 の 語 句 が 用 い ら れ て い る ( 1 2 7 ）。  
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こ の よ う に 「 債 権 者 と 供 給 者 間 の 取 決 め 」 は 、 債 権 者 （ お よ び そ

の 提 携 者 ） と 供 給 者 （ お よ び そ の 提 携 者 ） 間 の 供 給 契 約 と 信 用 供 与

契 約 を 関 連 付 け て 、 債 権 者 を 「 関 連 貸 主 」 と 位 置 づ け 、 C C A 7 5 条

の 適 用 を 左 右 す る 重 要 な 要 素 と な る 。  

 

（ 2）  適 用 が 除 外 さ れ る 契 約  

 な お 、C C A 7 5 条 ( 3 )お よ び 1 6 条 ( 5 )の 定 め る 契 約 に つ い て は 、C C A 

7 5 条 ( 1 )の 規 制 の 対 象 外 と な る 。  

 

1）  C C A 7 5 条 ( 3 )に よ る 適 用 除 外  

C C A 7 5 条 ( 3 )が 定 め る 契 約 に つ い て は 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用 が な

い 。 す な わ ち 、 第 1 に 、 C C A 7 5 条 ( 1 )を 設 け た 根 拠 が 債 権 者 と 供 給

者 の 共 同 事 業 で あ る こ と と し て い る 関 係 か ら 、 営 業 外 の 契 約 ( N o n -  

C o m m e r c i a l  A g r e e m e n t )に 基 づ く も の が 適 用 除 外 と な っ て い る 。 第

2 に 、供 給 者 が 一 つ の 商 品 に 付 け た 現 金 価 格 が 3 0 ポ ン ド 以 下 も し く

は 、 1 万 ポ ン ド を 超 え る 場 合（ 1 9 8 3 年 以 降 は 1 0 0 ポ ン ド 以 下 、も し

く は 、 3 万 ポ ン ド を 超 え る 場 合 ） ( 1 2 8 ) 場 合 に は 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 規

定 す る は 、 適 用 が な い ( 1 2 9 ) 。  

と こ ろ で 、イ ギ リ ス に お け る 全 産 業 の 男 子 の 週 間 平 均 労 働 賃 金 は 、

1 9 7 1 年 1 0 月 当 時 に は 3 0 . 9 3 ポ ン ド で あ っ た が 、 1 9 8 0 年 1 0 月 に は

11 3 . 0 6 ポ ン ド に な っ て い る ( 1 3 0 ) 。す な わ ち 、C C A の 制 定 時 お よ び 改

正 時 に お い て は 、 一 般 消 費 者 が 週 給 で 購 入 で き る 程 度 以 上 の 商 品 購

入 に つ い て 問 題 が 生 じ た 場 合 が 、保 護 対 象 と な っ て い た と い え よ う 。 

 

2）  C C A 1 6 条 （ 5） に よ る 適 用 除 外  

C C A 1 6 条  ( 5 )は 、規 制 消 費 者 信 用 契 約 に 関 し て 、主 務 大 臣 の 命 令

に お い て 、 一 定 の 支 払 回 数 以 内 の 、 も し く は 、 一 定 の ト ー タ ル チ ャ

ー ジ 率 以 内 の 適 用 除 外 契 約 を 定 め る こ と が で き る 旨 を 定 め て い る 。

こ の 適 用 除 外 要 件 に 該 当 す る 取 引 は 、 法 律 全 体 の 適 用 が な い た め 、

当 然 に C C A 7 5 条 ( 1 )の 規 定 の 対 象 に は な ら な い 。  
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以 下 の 条 件 を 満 た す 契 約 が 命 令 に よ り 適 用 除 外 と さ れ て い る ( 1 3 1 ) 。 

①   定 額 信 用 ( F i x e d  S u m  C r e d i t )契 約  

・ 支 払 回 数 が 4 回 に 満 た な い 契 約 で あ り 、1 2 か 月 以 内 に 支 払

い が 終 了 す る  

・  信 用 が 利 息 そ の 他 手 数 料 な し で 提 供 さ れ て い る こ と 。  

（ た だ し 、 条 件 付 販 売 契 約 と ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス に つ い て は 対

象 外 で あ る 。）  

②   口 座 信 用 ( R u n n i n g  A c c o u n t  C r e d i t )契 約  

･  3 か 月 を 超 え な い 特 定 の 期 間 に 提 供 さ れ る も の で あ る こ と  

・  各 期 間 で 提 供 さ れ る ク レ ジ ッ ト の 全 額 の 返 済 が 1 回 払 い で

あ る こ と  

・  金 融 料 が ま っ た く な い か 、 些 少 な 手 数 料 の 支 払 い で あ る こ

と  

 し た が っ て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 金 融 料 を 支 払 っ た 場 合 に 、 支 払

猶 予 期 間 が 3 月 を 超 え る リ ボ ル ビ ン グ 払 い で あ れ ば 、 商 品 等 の 現 金

価 格 が 上 限 の 3 0 , 0 0 0 ポ ン ド の 供 給 契 約 を 締 結 し た と き に は 、 た と

え 与 信 額 が 1 0 1 ポ ン ド と 少 額 で あ っ て も 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用 が あ

り 、3 0 , 0 0 0 ポ ン ド 相 当 の 商 品 ・ サ ー ビ ス の 提 供 に 関 す る ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 発 行 機 関 の 共 同 責 任 が 発 生 す る 。 だ が 、 そ の 一 方 に お い て 、

3 0 , 0 0 0 ポ ン ド 以 下 の 与 信 額 で あ っ て も 、こ れ を 条 件 付 販 売 契 約 と ハ

イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 以 外 の 定 額 信 用 の 場 合 に は 、 3 回 払 い で 支 払 う 場

合 、 ま た は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド な ら 3 か 月 以 内 に 無 金 利 1 回 払 い で

支 払 っ た 場 合 に は 、 C C A 7 5 条 ( 1 )に よ る 救 済 の 対 象 と は な ら な い と

い う こ と に な る 。「 金 融 料 が ま っ た く な い か 、些 少 な 手 数 料 の 支 払 い

で あ る こ と 」 と い う 条 文 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 年 会 費 は 、 金 融 料

に 含 ま れ な い こ と を 示 し て い る 。  

 

 （ 3）  C C A 7 5 条  が 適 用 さ れ る 消 費 者 信 用 契 約  

し た が っ て 、 関 連 貸 主 が C C A 7 5 条 ( 1 )の 特 別 の 共 同 責 任 を 負 う

D - C - S 契 約 に 該 当 す る に は 、 そ の 消 費 者 信 用 契 約 が C C A 1 6 条 に 規
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定 す る 除 外 契 約 ( E x e m p t  A g r e e m e n t s )に 該 当 し な い こ と 、 ま た 、 商

品 等 の 購 入 が 営 業 外 契 約 で な い こ と 、 一 定 の 現 金 価 格 内 に 収 ま る 取

引 で あ る こ と ( 1 3 2 ) 、 そ し て 、 規 制 消 費 者 信 用 契 約 と さ れ る 一 定 の 与

信 枠 の 範 囲 内 の 取 引 に 収 ま る こ と ( 1 3 3 ) が 要 件 に な る 。  

で は 、 実 際 に ど の よ う な 消 費 者 信 用 契 約 が 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用

を 受 け る 契 約 に 該 当 す る の か 。  

使 途 限 定 信 用 契 約 型 の D - C - S 契 約 に 該 当 す る 典 型 例 の 第 1 は 、銀

行 や 金 融 会 社 に よ り あ ら か じ め 融 資 取 扱 要 領 な ど に よ る 取 決 め が 存

在 す る 特 定 の 供 給 者 か ら 債 務 者 が 物 品 等 を 購 入 し た と き に 実 行 さ れ

る 融 資 取 引 で あ る 。 し た が っ て 、 わ が 国 で い え ば 、 銀 行 や ノ ン バ ン

ク が 扱 う 自 動 車 ロ ー ン 、 リ フ ォ ー ム 工 事 ロ ー ン 、 シ ョ ッ ピ ン グ ・ ク

レ ジ ッ ト な ど が 該 当 す る 。 な お 、 供 給 者 の 扱 う 商 品 や サ ー ビ ス に つ

い て 、 C C A 7 5 条 に は 特 に 制 限 規 定 が 置 か れ て い な い の で 、 す べ て

の 商 品 や サ ー ビ ス に 適 用 さ れ る こ と に な る が 、 C C A 1 6 条 に 定 め る

C C A の 適 用 除 外 契 約 ( 1 3 4 ) に 掲 げ る 金 融 商 品 取 引 な ど の 取 引 は 除 か れ

る 。し た が っ て 、銀 行 等 の 住 宅 ロ ー ン や 不 動 産 購 入 ロ ー ン な ど ( 1 3 5 ) 、

わ が 国 の 割 賦 販 売 法 に お い て は 適 用 除 外 と さ れ る 種 類 の ロ ー ン も

C C A 7 5 条 ( 1 )の 対 象 に な る が 、 7 5 条 ( 3 )に お い て 3 万 ポ ン ド を 超 え

る 現 金 価 格 に は 、 適 用 さ れ な い の で 、 実 際 適 用 さ れ る こ と は 稀 だ と

考 え ら れ る 。  

C C A 7 5 条 ( 1 )の 対 象 と な る 第 2 の 典 型 例 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発

行 金 融 機 関 と 提 携 し 、 ク レ ジ ッ ト 加 盟 店 の 表 示 を 行 っ た 供 給 者 か ら

物 品 等 の 購 入 や サ ー ビ ス の 提 供 を 受 け る 場 合 に 、 そ の 対 価 の 支 払 い

に 利 用 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 契 約 で あ る ( 1 3 6 ) 。  

た だ し 、 大 手 流 通 業 者 や 小 売 店 が 発 行 し 、 自 己 の 店 舗 で の み 利 用

で き る ク レ ジ ッ ト カ ー ド ( R e t a i l e r s  C r e d i t  C a r d )は 、 債 務 者 － 債 権

者 契 約 ( D e b t o r - C r e d i t o r  A g r e e m e n t :  D - C 契 約 、C C A 1 3 条 )に 該 当 す

る た め 、 適 用 対 象 外 で あ る 。  

ま た 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 し た 消 費 者 信 用 契 約 で あ っ て も 、

現 金 の 貸 付 け を 受 け る も の （ わ が 国 の キ ャ ッ シ ン グ サ ー ビ ス に あ た
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る も の ） や 、 加 盟 店 か ら の 現 金 の 引 出 し ( C a s h  D r a w i n g )は 、 D - C 契

約 に 該 当 す る た め 、 C C A 7 5 条 ( 1 ) の 適 用 は な い ( C C A S c h e d u l e  2  

P a r t  2  E x a m p l e  1 6 )。  

な お 、 信 用 販 売 ・ 条 件 付 売 買 ・ ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス は 、 債 権 者 と

供 給 者 が 同 一 で あ る C C A 11 条  ( 1 ) ( a )の 規 定 す る 二 者 間 の D - C - S 契

約 で あ る た め 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 規 制 の 対 象 に は な ら な い 。 し か し 、

信 用 販 売 ・ 条 件 付 売 買 で あ っ て も 、 f i n a n c e を 提 供 す る 債 権 者 が 供

給 者 の 金 融 子 会 社 で あ る 場 合 は 、 権 者 と 供 給 者 が 同 一 と は 言 え な い

の で 、 C C A 1 8 7 条  ( 5 )に よ り 、 C C A 7 5 条 の 適 用 対 象 に 入 る と 考 え

ら れ る 。 そ の ほ か 、 貸 金 業 者 が 行 う 特 定 商 品 購 入 の た め の 貸 付

( M o n e y l e n d e r  L o a n )な ど も C C A 7 5 条 ( 1 )の 対 象 取 引 と な る と 考 え ら

れ る 。  

 

2  共 同 責 任 の 意 義  

 

 債 権 者 と 債 務 者 間 の 貸 付 契 約 と 、 債 務 者 と 供 給 者 間 の 物 品 供 給 契

約 は 、 本 来 的 に は 、 契 約 当 事 者 を 異 に す る 別 個 の 目 的 ・ 内 容 を も っ

た 契 約 で あ る 。 し か し 、 C C A 7 5 条 ( 1 )は 、 債 権 者 と 供 給 者 間 の 事 前

の 取 決 め 、 な い し 将 来 の 取 決 め が 存 在 す る D - C - S 契 約 の 場 合 に は 、

信 用 仲 介 者 、 ま た は 取 決 め の 相 手 方 を 通 じ て 、 融 資 金 の 利 用 目 的 と

供 給 契 約 の 内 容 の 関 係 を 十 分 把 握 し て い る と し て 、 金 融 機 関 等 の 貸

付 契 約 と 供 給 者 の 売 買 契 約 等 を 一 体 的 に 関 連 し た 契 約 と し て 捉 え て

い る 。 そ の う え で 、 同 条 は 、 供 給 者 と 債 務 者 が 締 結 し た 売 買 契 約 ま

た は 役 務 提 供 契 約 に お い て 、 供 給 者 の 不 実 表 示 と 契 約 違 反 に つ き 供

給 者 が 責 任 を 負 う 場 合 に は 、 共 同 事 業 を 営 む と さ れ る 債 権 者 は 「 関

連 貸 主 ( C o n n e c t e d  L e n d e r )」 と し て の 地 位 ゆ え に 、 供 給 者 と 共 に 共

同 責 任 ( J o i n t l y  a n d  S e v e r a l l y  L i a b i l i t y )を 負 う 旨 を 規 定 し て い る 。

こ の こ と か ら 、 C C A 7 5 条 ( 1 )は 、 債 権 者 に 対 し て 、 供 給 者 と の 取 決

め に お い て 、 ま た は 取 決 め を 行 う か ど う か を 決 定 す る に 際 し て 、 不

実 表 示 を 行 う ま た は 欠 陥 商 品 を 販 売 す る 供 給 者 を 排 除 し 、 供 給 契 約
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の 適 切 な 履 行 を 促 さ せ る 効 果 を 有 す る も の と 考 え ら れ る ( 1 3 7 ) 。  

 な お 、 契 約 の 締 結 前 の 予 備 ま た は 事 前 交 渉 段 階 に お い て 、 二 契 約

当 事 者 の 法 的 地 位 を 明 確 に し て 、 紛 争 を 解 決 さ せ る 目 的 で 規 定 さ れ

て い る の が 、 C C A 5 6 条 で あ る ( 1 3 8 ) 。 C C A 5 6 条 は 、 C C A 7 5 条 が 適 用

さ れ る C C A 1 2 条 ( b ) ( c )に 規 定 す る D - C - S 契 約 に つ い て 、 そ の 締 結

前 に 供 給 者 が な し た 行 為 を 予 備 交 渉 ( A n t e c e d e n t  N e g o t i a t i o n )と 定

義 し ( C C A 5 6 条 ( 1 ) ( c ) )、 そ の 交 渉 は 、 債 権 者 の 代 理 人 が な し た も の

と み な し た う え ( C C A 5 6 条 ( 2 ) )、 交 渉 人 を 債 務 者 の 代 理 人 と し て 扱

い 、 交 渉 人 の 作 為 ま た は 不 作 為 に つ い て の 債 権 者 等 の 責 任 を 免 責 す

る 条 項 を 無 効 と し て い る ( C C A 5 6 条 ( 3 ) ( a ) ( b ) )。そ の 結 果 、債 権 者 で

あ る 金 融 機 関 等 は 、本 規 定 お よ び 1 9 7 7 年 不 公 正 契 約 約 款 法 ( U n f a i r  

C o n t r a c t  Te r m s  A c t  1 9 7 7 ) 2 条 ・ 3 条 に 基 づ き 、自 ら が 債 務 者 と 契 約

を 締 結 す る 以 前 に お い て 供 給 者 や そ の 従 業 員 、 ブ ロ ー カ ー 等 が 行 う

予 備 交 渉 に お け る 広 告 や 条 件 提 示 、 勧 誘 内 容 に つ い て 責 任 を 負 う こ

と と な り 、 免 責 条 項 あ る い は 責 任 制 限 条 項 な ど を 設 け た と し て も 、

無 効 と な る 。  

な お 、 C C A 5 6 条 が 、代 理 人 で あ る 供 給 者 側 の 契 約 締 結 過 程（ 予 備

交 渉 段 階 ） に お け る 不 実 表 示 が あ る 場 合 に 、 債 権 者 に 対 抗 で き る 規

定 と な っ て い る の に 対 し 、 C C A 7 5 条 ( 1 )で は 、 供 給 者 等 の 不 実 表 示

に 加 え 、 契 約 締 結 後 に お い て 供 給 者 の 契 約 違 反 の 結 果 、 債 務 者 に 損

害 が 生 じ た 場 合 に 、 供 給 者 と 同 じ 責 任 を 債 権 者 に 負 わ せ 、 被 害 救 済

を 可 能 に し て い る 点 に 特 徴 が あ る 。 売 主 の 明 示 的 ・ 黙 示 的 な 保 証 や

契 約 の 条 件 に つ い て の 不 実 表 示 や 契 約 違 反 に つ き 、 買 主 は 、 そ の 責

任 を 売 主 に 追 及 で き る だ け で な く 、 C C A 7 5 条 ( 2 )に 基 づ い て 、 信 用

供 与 者 で あ る 金 融 機 関 に も 売 主 と 同 一 の 責 任 を 追 及 で き る の で あ っ

て 、 金 融 機 関 に 売 主 と 同 じ 債 務 を 負 担 さ せ る も の で あ る 。  

な お 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 規 定 す る 供 給 者 の 不 実 表 示 の 時 期 に 関 し て

は 、 供 給 者 に お け る 債 務 者 と の 初 の 連 絡 （ 連 絡 に は 広 告 が 含 ま れ

る と さ れ る の で 、 広 告 内 容 の 不 実 表 示 が 含 ま れ る ） 以 降 に お い て 、

供 給 者 や そ の 従 業 員 等 の 不 実 表 示 が あ れ ば 、そ の 違 反 を 原 因 と し て 、
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契 約 を 解 除 し た 場 合 の 損 害 賠 償 責 任 を 負 う 。 実 際 に 連 絡 が 開 始 さ れ

た 以 降 に お い て 、 契 約 の 目 的 が 供 給 者 や そ の 従 業 員 等 に 明 ら か に さ

れ て い れ ば 、 そ の 目 的 に 対 す る 商 品 の 適 合 性 の 違 反 に よ る 解 除 等 に

伴 う 損 害 賠 償 責 任 を 負 う 。  

さ ら に 、 契 約 締 結 後 に 供 給 者 に よ る 目 的 物 の 引 き 渡 し 、 役 務 の 履

行 が な さ れ な い な ら ば 、 債 務 不 履 行 に 伴 う 損 害 賠 償 責 任 を 負 い 、 ま

た 合 意 し た 契 約 の 目 的 物 が 商 品 と し て の 「 十 分 な 品 質 」 に 欠 け て い

る 場 合 や 、 役 務 の 提 供 が 合 理 的 な 注 意 義 務 と 技 術 を も っ て 提 供 さ れ

な か っ た 場 合 に つ い て も 、 黙 示 的 条 件 違 反 と し て 解 除 に 伴 う 損 害 賠

償 責 任 を 負 う こ と に な る 。  

以 上 の 責 任 は 、 供 給 者 と の 売 主 と 同 じ 債 務 な の で 、 供 給 者 が 先 に

金 銭 的 補 償 を 行 う こ と が 認 め ら れ る ほ か 、 場 合 に よ っ て は 、 修 理 ・

交 換 等 を 行 う こ と で 債 務 者 の 満 足 を 得 て 、 債 務 者 が c l a i m を 取 り 下

げ る 場 合 も あ り 得 る 。 し か し 、 供 給 者 が 倒 産 し 、 清 算 手 続 に 入 っ て

い る よ う な 場 合 は 、 供 給 者 に 対 す る 責 任 追 及 に は 限 度 が あ る の で

( 1 3 9 ) 、 金 融 機 関 は 、 受 取 済 み の 金 銭 の 返 還 だ け で は 終 わ ら ず 、 供 給

者 が 受 け 取 っ た 頭 金 の 返 還 や 債 務 者 の 受 け た 損 害 に つ い て の 損 害 賠

償 の 責 任 を 追 及 さ れ る こ と と な ろ う 。  

な お 、 債 権 者 で あ る 金 融 機 関 に は 免 許 制 が 取 ら れ て お り 、 一 般 的

な 供 給 者 よ り も 相 対 的 に 規 模 が 大 き く 、 経 済 基 盤 が 確 立 し て い る と

考 え ら れ る こ と か ら 、 供 給 者 に 補 償 能 力 が 乏 し い 場 合 や 倒 産 し て い

る 場 合 に は 、き わ め て 有 効 な 債 務 者 ＝ 消 費 者 の 救 済 手 段 と い え よ う 。

一 方 、 金 融 機 関 等 の リ ス ク は 、 一 般 の 貸 付 契 約 に 比 べ る と 大 き な も

の に な る が 、 こ の 点 に 関 し て は 、 立 法 時 に は 損 害 保 険 等 で カ バ ー す

れ ば よ い と 考 え ら れ て い た よ う で あ る ( 1 4 0 ) 。  

 

3． 共 同 責 任 の 対 象 と な る 不 実 表 示 ・ 契 約 違 反  

 

（ 1）  C C A 7 5 条  の 対 象 と な る 責 任  

 と こ ろ で 、 C C A 7 5 条 ( 1 )に お い て 、 債 務 者 が 供 給 者 の ど の よ う な
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種 類 の 「 不 実 表 示 」 や ｢契 約 違 反 ｣に つ き 債 権 者 の 責 任 を 追 及 で き る

か に つ い て 、 直 接 具 体 的 に 言 及 す る 規 定 は 設 置 さ れ て い な い ( 1 4 1 ) 。

定 義 関 係 を 定 め る C C A 1 8 9 条 に お い て も 、S c h e d u l e  2 に お け る「 新

し い 専 門 用 語 の 使 用 例 」に お い て も 、ど の よ う な も の が「 不 実 表 示 」

で あ り 「 契 約 違 反 」 で あ る か に つ い て の 具 体 例 も 示 さ れ て い な い 。

ま た 、 不 実 表 示 ・ 契 約 違 反 か ら 生 ず る 責 任 の 内 容 ・ 範 囲 ・ 程 度 に つ

い て も 、 特 別 の 規 定 は 存 在 し な い 。  

こ れ は 、C C A が 、従 前 の 判 例 や 制 定 法 の 立 場 に 準 拠 し て い る こ と

に よ る 。 供 給 者 の 債 務 者 に 対 す る 不 実 表 示 や 契 約 違 反 に つ い て は 、

C C A 制 定 以 前 に お い て も 、判 例 法 に よ る 一 定 の 解 決 が 図 ら れ て き た 。

ま た 、 制 定 法 に あ っ て も 、 1 9 6 1 年 消 費 者 保 護 法 、 1 9 6 7 年 不 実 表 示

法 、 1 9 7 3 年 動 産 供 給 （ 黙 示 条 件 ） 法 、 1 9 7 9 年 動 産 売 買 法 な ど に よ

っ て 、 不 実 表 示 や 契 約 違 反 と 評 価 さ れ る 行 為 と そ の 効 果 は 明 ら か に

さ れ て い る こ と か ら ( 1 4 2 ) 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 不 実 表 示 や 契 約 違 反 の 判

断 も 、 こ れ ら に 準 拠 し て 行 わ れ る 。  

 

（ 2）  「 不 実 表 示 」 の 責 任  

イ ギ リ ス に お い て 、契 約 の 成 立 に は 約 因 ( C o n s i d e r a t i o n )が 必 要 で

あ り 、 申 込 み ( O f f e r )と 承 諾 ( A c c e p t a n c e )に よ る 意 思 表 示 の 合 致 、 す

な わ ち 合 意 ( A g r e e m e n t ) が あ っ て 、 当 事 者 が 法 的 関 係 に 入 る 意 思

( I n t e n t i o n  t o  C r e a t e  L e g a l  R e l a t i o n s h i p )を も っ て い る こ と が 必 要

で あ る ( 1 4 3 ) 。 契 約 は 文 書 も し く は 口 頭 で 行 わ れ 、 前 提 と な る 条 件 や

契 約 条 項 た る 条 件 ( C o n d i t i o n )が 定 め ら れ 、契 約 の 条 件 に 違 反 が あ れ

ば 将 来 に 向 か っ て 契 約 は 解 除 さ れ る ( 1 4 4 ) 。 ま た 、 契 約 の 締 結 に 当 た

っ て は 、 契 約 の 締 結 を 誘 引 す る た め に 売 主 側 か ら 契 約 に 関 連 す る 事

実 の 表 明 ( R e p r e s e n t a t i o n )が な さ れ る こ と が あ る 。 ど の よ う な 文 言

や 発 言 が 契 約 の 内 容 ・ 契 約 の 条 件 に な る か も 重 要 で あ る が 、 契 約 の

前 提 条 件 に 関 す る も の 、 契 約 の 内 容 で あ る 将 来 の 約 束 、 現 在 の 事 実

に つ い て の 担 保 （ 保 証 ： Wa r r a n t y） な ど も 重 要 で あ る 。  

し た が っ て 、 も し 、 こ れ ら の 表 明 事 実 が 虚 偽 で あ る 場 合 に は 、 不



101 

実 表 示 ( M i s r e p r e s e n t a t i o n )と な り ( 1 4 5 ) 、 相 手 方 は 、 保 証 違 反 の 詐 欺

の 訴 え 、 契 約 の 取 消 し ま た は 損 害 の 賠 償 の 請 求 が 認 め ら れ る ( 1 4 6 ) 。  

「 不 実 表 示 ( M i s r e p r e s e n t a t i o n )」 と は 、「 相 手 方 に 誤 解 を 生 じ さ

せ る 虚 偽 の 表 示 で あ り 、言 葉 に よ る と 行 為 に よ る と を 問 わ な い 」( 1 4 7 )

と さ れ て お り 、 こ れ に は 、 ① 表 示 者 自 身 が 虚 偽 で あ る こ と を 知 っ て

す る 表 示 、 ② 真 実 か 否 か を 顧 慮 し な い ( r e c k l e s s ) で 行 う 表 示 、 ③ 表

示 を 真 実 と は 信 じ て お ら ず 行 う 表 示 、 ④ 表 示 の 内 容 を 真 実 と 信 じ て

行 う 表 示 が あ る 。  

こ の う ち ① ② ③ は 、 コ モ ン ・ ロ ー 上 は 「 詐 欺 的 不 実 表 示

( F r a u d u l e n t  M i s r e p r e s e n t a t i o n )」 と さ れ ( 1 4 8 ) 、 当 該 不 実 表 示 が 契

約 の 内 容 に 係 る 場 合 に は 、 契 約 の 取 消 し ( R e s c i s s i o n ) 事 由 に な る ほ

か 、 不 法 行 為 ( To r t ) と し て 損 害 賠 償 ( D a m a g e s ) 責 任 が 発 生 す る こ と

に な る ( 1 4 9 ) 。 一 方 、 ④ の よ う に 、 表 示 者 は 表 示 内 容 が 真 実 と 信 じ て

行 っ た が 、 結 果 と し て 不 実 な 表 示 に 該 当 す る 場 合 を 「 善 意 の 不 実 表

示 ( I n n o c e n t  M i s r e p r e s e n t a t i o n )」 と い い 、 そ れ が 契 約 の 内 容 に 係

る 場 合 に は 契 約 の 取 消 事 由 と な る が 、 コ モ ン ・ ロ ー 上 は 損 害 賠 償 請

求 権 ま で は 認 め ら れ て い な い ( 1 5 0 ) 。  

以 上 に 対 し て 、1 9 6 7 年 不 実 表 示 法 で は 、④ の「 表 示 の 内 容 を 真 実

と 信 じ て 行 う も の 」を 、さ ら に 、「 そ う 信 じ る に つ き 、合 理 的 根 拠 が

あ る 場 合 」 と 「 合 理 的 根 拠 が な い 場 合 」 と に 分 け 、 後 者 を 「 過 失 に

よ る 不 実 表 示 ( N e g l i g e n t  M i s r e p r e s e n t a t i o n )」 と し て 、 詐 欺 的 不 実

表 示 と 同 様 の 責 任 を 認 め て い る 。  

な お 、1 9 6 7 年 不 実 表 示 法 で は 、④ 善 意 の 不 実 表 示 に つ き 、取 消 権

が 認 め ら れ る 場 合 で あ っ て も 、裁 判 所 は 、「 不 実 表 示 の 性 質 、契 約 が

維 持 さ れ た 場 合 に 生 じ る 損 失 お よ び 取 消 し が 相 手 方 に 引 き 起 こ す 損

失 を 考 慮 し て 」、取 消 し に 代 え て 損 害 賠 償 を 与 え る べ き 旨 を 命 ず る こ

と が で き る こ と と さ れ て い る 。  

以 上 の よ う に 、 イ ギ リ ス で は 、 不 実 表 示 を 行 っ た 表 意 者 の 認 識 に

応 じ て 、 損 害 賠 償 が 認 め ら れ る こ と に な る の で 、 ど の よ う な 種 類 の

不 実 表 示 で あ ろ う と 、 そ の 表 示 が 契 約 の 締 結 の た め の 誘 引 と な ら な
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い よ う な 軽 微 な も の 、意 見 や 単 な る 吹 聴 ( m e r e  p u f f )で な い 限 り ( 1 5 1 ) 、

金 融 機 関 は 、 不 実 表 示 に よ る 損 害 賠 償 責 任 を 実 行 為 者 で あ る 供 給 者

と 共 に 負 担 す る こ と に な る 。  

 

（ 3）  「 契 約 違 反 」 の 責 任  

一 方 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 供 給 者 の 「 契 約 違 反 ( B r e a c h  o f  C o n t r a c t )」

に つ い て い え ば 、 以 下 の 通 り で あ る 。  

イ ギ リ ス に お い て は 、1 6 7 7 年 詐 欺 法 に よ り 、契 約 を 構 成 す る 約 束

は 通 常 書 面 に 記 載 さ れ て い な け れ ば な ら ず 、 こ の 「 契 約 を 構 成 す る

約 束 を 、 一 部 で あ る と 全 部 で あ る と を 問 わ ず 、 履 行 義 務 の 履 行 期 が

到 来 し て い る の に も か か わ ら ず 正 当 な 理 由 な く し て 履 行 し な い こ

と 」 こ と が 「 契 約 違 反 」 と さ れ て い る ( 1 5 2 ) 。 約 束 の 履 行 が な い 「 債

務 不 履 行 」 に 加 え て 、 履 行 期 到 来 前 に お け る 履 行 拒 絶 も ま た 、 履 行

期 前 の 契 約 違 反 ( A n t i c i p a t o r y  B r e a c h  o f  C o n t r a c t )と し て 、 契 約 違

反 の 一 つ と さ れ る ( 1 5 3 ) 。  

違 反 さ れ た 契 約 約 款 ( Te r m )が 、条 件 ( C o n d i t i o n )に つ い て の 違 反 の

場 合 は 、 契 約 を 解 消 ( r e s c i n d )し て 損 害 賠 償 を 請 求 す る か 、 契 約 を 追

認 ( a f f i r m )し て 損 害 賠 償 の の み を 請 求 す る か 選 択 す る ( 1 5 4 ) 。  

債 務 不 履 行 は 、 契 約 の 重 要 事 項 に 関 す る 約 定 の 違 反 で あ っ て 、 相

手 方 に 解 除 権 を 生 ぜ し め る 契 約 条 項 た る 条 件 ( C o n d i t i o n ) ( 1 5 5 ) が 守

ら れ て い な い 場 合 で あ る 。  

1 9 7 9 年 動 産 売 買 法 ( S a l e  o f  G o o d s  A c t  1 9 7 9 )で は 、 重 要 と さ れ る

「 契 約 の 条 件 」 が 法 定 さ れ て お り 、 ① 売 主 が 動 産 を 売 却 す る 権 利 を

有 し て い る こ と （ 同 法 1 2 条 1 項 、 5 A 項 ）、 ② 動 産 が 販 売 時 の 説 明

に 一 致 す る こ と（ 1 3 条 1 項 、 1 A 項 ）、③ 満 足 な 品 質 を 有 し て い る こ

と ( 1 4 条 ( 2 ) , ( 6 ) )、 ④ 使 用 目 的 に 適 合 し て い る こ と ( 1 4 条 ( 3 ) , ( 6 ) )が 遵

守 さ れ な い 場 合 に は 、 契 約 違 反 と な る 。  

一 方 、サ ー ビ ス の 供 給 に 関 す る 1 9 8 2 年 動 産 役 務 提 供 法 ( S u p p l y  o f  

G o o d s  a n d  S e r v i c e s  A c t  1 9 8 2 )で は 、 提 供 さ れ る 動 産 に つ い て 、 ①

契 約 の 条 件 と し て 、 動 産 売 買 契 約 法 の 規 定 が 適 用 さ れ る こ と 、 お よ
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び 、 ② 黙 示 の 契 約 の 条 件 と し て 「 通 常 期 待 さ れ る 技 能 と 注 意 義 務 を

も っ た ( w i t h  R e a s o n a b l e  S k i l l  a n d  C a r e )」 作 業 が な さ れ る こ と が 、

「 契 約 の 条 件 」 と さ れ て い る 。  

ま た 、1 9 7 9 年 動 産 売 買 法 で は 、① 商 品 が「 十 分 な 品 質 ( S a t i s f a c t o r y  

Q u a l i t y )」 を 有 し て い る こ と 、 ま た 、 ② 買 主 の 「 特 定 の 購 入 目 的 に

適 う ( F i t n e s s  f o r  P u r p o s e )」 こ と が 、 契 約 の 内 容 た る 「 黙 示 的 条 件

( I m p l i e d  C o n d i t i o n )」 と さ れ 、 品 質 や 目 的 に 適 わ な い と き は も ち ろ

ん 、 商 品 に 瑕 疵 が あ る 場 合 も 含 め て 、 こ の 保 証 に 反 す る 場 合 に は 契

約 違 反 と な る 。 サ ー ビ ス に つ い て も 同 様 で あ る 。  

な お 、 契 約 を 解 除 さ せ る ほ ど の 重 要 で な い 条 項 は 「 付 随 的 条 項 」

ま た は 「 保 証 条 項 ( Wa r r a n t y )」 と さ れ る が 、 保 証 条 項 に つ い て の 違

反 の 場 合 は 、契 約 解 消 は で き ず 、損 害 賠 償 請 求 だ け に な る ( 1 5 6 ) 。C C A 

7 5 条 ( 1 )に お け る 債 権 者 の 共 同 責 任 の 対 象 で あ る 契 約 違 反 に つ い て

も 、 供 給 者 の 「 保 証 条 項 ( Wa r r a n t y )」 違 反 が 含 ま れ 、 し た が っ て 損

害 賠 償 責 任 が 生 じ る 可 能 性 が あ る 。  

ま た 、 契 約 の 条 項 に は 、 Te r m に も 、 Wa r r a n t y に も 属 さ な い 無 名

条 項 ( I n n o m i n a t e  Te r m )が あ る 。 こ の 条 項 は 、 契 約 の 目 的 そ の も の

が 達 成 不 能 と な り 、 契 約 締 結 自 体 が 無 意 味 と な る な ど の 売 主 の 「 基

本 的 違 反 ( F u n d a m e n t a l  B r e a c h )」 が 生 じ た 場 合 ( 1 5 7 ) に 、 B r e a c h  o f  

C o n d i t i o n と 同 じ 扱 い と な る ( 1 5 8 ) 。  

 

4． 損 害 賠 償 の 責 任 範 囲  

 

（ 1）  「 不 実 表 示 」 に お け る 損 害 賠 償 の 範 囲  

供 給 者 の 不 実 表 示 の 場 合 に お け る 損 害 賠 償 に 関 し て は 、 コ モ ン ・

ロ ー に よ る ほ か 、 1 9 6 7 年 不 実 表 示 法 に よ り 規 律 さ れ る 。  

こ の う ち 、コ モ ン・ロ ー 上 の 処 理 に つ い て い え ば 、「 悪 意 の 不 実 表

示 ( F r a u d u l e n t  M i s r e p r e s e n t a t i o n )」 ― ― こ れ は 、 ① 表 示 者 自 身 が

表 示 を 虚 偽 の 表 示 で あ る こ と を 知 っ て い る 場 合 の ほ か に 、 ② 表 示 を

真 実 と は 信 じ て い な い で 行 う 表 示 、 ③ 真 実 か 否 か を 顧 慮 し な い
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( r e c k l e s s )で す る 表 示 が 含 ま れ る ( 1 5 9 ) ― ― に 関 し て は 、当 該 不 実 表 示

が 重 要 な 事 実 に 係 る 場 合 に は 、 契 約 違 反 と し て 契 約 の 取 消 し

( R e s c i s s i o n ) 事 由 に な る ほ か 、 不 法 行 為 ( To r t ) と し て 損 害 賠 償

( D a m a g e s )責 任 が 発 生 す る ( 1 6 0 ) 。 だ が 、 コ モ ン ・ ロ ー で は 、「 善 意 の

不 実 表 示 ( I n n o c e n t  M i s r e p r e s e n t a t i o n )」（ 表 示 者 自 身 は 真 実 と 信 じ

て 行 っ た 表 示 が 、 結 果 と し て 不 実 な 表 示 に 該 当 す る 場 合 ） に つ い て

は 、 契 約 の 取 消 事 由 に な る が 、 損 害 賠 償 請 求 ま で は 認 め ら れ て い な

か っ た ( 1 6 1 ) 。  

し か し 、1 9 6 7 年 不 実 表 示 法 は 、コ モ ン・ロ ー の 立 場 を 修 正 し ( 1 6 2 ) 、

不 実 の 表 示 を し た 者 が 、 契 約 締 結 時 ま で 表 示 さ れ た 事 実 が 真 実 で あ

る と 信 じ る に つ き 合 理 的 な 理 由 を 持 ち 、 か つ 、 現 実 に そ う 信 じ て い

た こ と を 証 明 で き な い 場 合 は 、「 悪 意 の 不 実 表 示 」の 場 合 と 同 様 の 責

任 を 負 う 旨 を 規 定 し た（ 同 法 2 条 1 項 ） ( 1 6 3 ) 。こ れ に 対 し て 、「 過 失

に よ る 不 実 表 示 」（ 不 注 意 に 、ま た は 合 理 的 な 理 由 な く 不 実 表 示 し た

場 合 を い う ） に つ い て は 、 契 約 の 取 消 し ・ 損 害 賠 償 の い ず れ か が 認

め ら れ る が 、契 約 の 取 消 し に つ い て は 、裁 判 所 ま た は 仲 裁 人 に よ り 、

契 約 の 取 消 し に よ る 損 失 や 第 三 者 へ の 損 失 な ど を 考 慮 し た う え で 、

契 約 の 存 続 を 認 め る か 、 取 消 し す る か 検 討 し 、 契 約 は 存 続 さ せ て 損

害 賠 償 だ け を 請 求 す る こ と も で き る （ 同 法 2 条 2 項 ）。  

ま た 、「 悪 意 の 不 実 表 示 」 の 場 合 の 取 消 し ( R e s c i s s i o n )の 効 果 は 、

意 思 表 示 の な か っ た 状 態 、 す な わ ち 、 契 約 締 結 以 前 に 遡 及 し 、 契 約

が 当 初 か ら な か っ た 状 態 に な っ て 消 滅 す る 。 そ の 結 果 、 買 主 は 、 売

主 に 契 約 に 基 づ い て 支 払 済 み の 金 員 が あ れ ば そ の 返 金 を 受 け る こ と

が で き 、 売 主 に 対 し て は 購 入 し た 商 品 を 返 還 す る 必 要 が 生 じ 、 契 約

前 の 状 態 に 戻 さ れ る こ と に な る 。 な お 、 こ の 場 合 に 、 契 約 上 の 義 務

の 履 行 に 伴 い 何 ら か の 負 担 （ た と え ば 修 理 費 用 ） が 生 じ た 場 合 、 契

約 が な か っ た な ら ば 、 買 主 は 負 担 す べ き で は な か っ た わ け で あ る か

ら 、原 状 回 復 の 一 環 と し て 、損 失 補 填 ( I n d e m n i t y )が 行 わ れ る 。ま た 、

不 実 表 示 に 係 る 義 務 が 履 行 さ れ て い た な ら 得 ら れ た で あ ろ う 利 益 、

も し く は 回 避 で き た 損 害 に つ い て も 、 逸 失 利 益 ま た は 原 状 回 復 と し
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て 、 損 害 賠 償 の 対 象 と な る 。 以 上 の ほ か 、 契 約 の 取 消 し に よ っ て 損

害 が 生 じ た 場 合 に は 、 結 果 損 害 の 予 見 可 能 性 に か か わ ら ず 、 す べ て

の 損 害 の 賠 償 義 務 が あ る ( 1 6 4 ) 。  

こ れ に 対 し て 、 売 主 の 「 過 失 に よ る 不 実 表 示 」 の 場 合 に は 、 裁 判

所 の 認 定 に よ り 、 契 約 の 解 除 に よ る 原 状 回 復 と 損 失 補 填 、 ま た は 損

害 賠 償 の い ず れ か が 認 め ら れ る（ 同 法 2 条 1 項 ・ 2 項 ）。な お 、売 主

の 「 善 意 の 不 実 表 示 」 に つ い て は 、 裁 判 所 の 裁 量 に よ る 契 約 の 取 消

し を 求 め る こ と が で き る が （ 同 法 2 条 2 項 ）、 損 害 賠 償 請 求 で き な

い の が 原 則 で あ る （ 同 法 2 条 1 項 ）。 し か し 、 裁 判 所 は 、 裁 量 に よ

り 、 契 約 を 取 り 消 さ ず に 損 害 賠 償 の み の 請 求 が 認 め る こ と も で き る

（ 同 法 2 条 3 項 ） ( 1 6 5 ) 。  

と こ ろ で 、 わ が 国 に お い て は 、 特 別 法 の 規 定 が 存 在 し な い 場 合 に

は 、 私 法 の 一 般 法 で あ る 民 法 の 規 定 に し た が っ て 解 釈 と 運 用 が な さ

れ る が 、 成 文 化 さ れ た 一 般 私 法 が な い 英 国 で は 、「 不 実 表 示 」 や ｢契

約 違 反 ｣に つ い て 制 定 法 が 存 在 し な い 場 合 の 処 理 は 、従 前 の 判 例 法 理

に 従 う こ と と な る 。 だ が 、 以 上 に 述 べ た よ う に 、 今 日 の イ ギ リ ス で

は 、 不 実 表 示 法 や 動 産 売 買 法 と い っ た 成 文 法 の 制 定 が 進 ん だ た め 、

現 在 で は 法 律 に 規 定 す る 典 型 的 な 契 約 類 型 に つ い て は 、 制 定 法 の 適

用 を 通 じ て 、 責 任 の 範 囲 が 画 さ れ る こ と に な る ( 1 6 6 ) 。  

こ の よ う に し て 、 債 権 者 で あ る 金 融 機 関 は 、 供 給 者 が 過 失 に よ る

不 実 表 示 を 行 っ た と き だ け で な く 、 善 意 で 不 実 表 示 し た 場 合 で あ っ

て も 、 C C A 7 5 条 ( 1 )に 基 づ き 売 主 の 損 害 賠 償 請 求 に つ い て 、 裁 判 に

よ り 、 供 給 者 と 共 同 責 任 を 負 う こ と と な る 。  

 

（ 2）  「 契 約 違 反 」 に お け る 損 害 賠 償 の 範 囲  

一 方 、契 約 の 条 件 の 違 反 に つ い て は 、1 9 7 9 年 動 産 売 買 法 お よ び そ

の 改 正 法 で あ る 1 9 9 4 年 動 産 売 買 お よ び 供 給 法 ( S a l e  a n d  S u p p l y  o f  

G o o d s  A c t  1 9 9 4 )の 規 定 す る 黙 示 の 担 保 ( I m p l i e d  Wa r r a n t y )に 関 す

る 売 主 の 黙 示 的 条 件 の 違 反 が 特 に 重 要 で あ る 。  

1 9 7 9 年 動 産 売 買 法 1 3 条 は 、 説 明 に よ る 動 産 売 買 契 約 が な さ れ た
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と き に は ( 1 6 7 ) 、 当 該 動 産 が そ の 説 明 に 一 致 す べ き 旨 の 条 項 が 黙 示 に

担 保 さ れ る 旨 を 規 定 し て い る （ 同 条 1 項 ）。 そ し て 、 同 条 項 は 、 契

約 の 条 件 ( C o n d i t i o n )と さ れ て い る の で （ 同 条 2 項 ）、 そ の 不 一 致 は

原 則 と し て 契 約 の 条 件 の 違 反 と な り 、買 主 は 動 産 の 受 領 を 拒 絶 し て 、

代 金 の 返 還 と 損 害 賠 償 が で き る 。  

一 方 、 1 9 9 4 年 動 産 売 買 お よ び 供 給 法 に よ っ て 一 部 修 正 さ れ た

1 9 7 9 年 動 産 売 買 法 1 4 条 は 、 動 産 等 の 品 質 が 、 そ の 動 産 に つ い て の

あ ら ゆ る 説 明 、 価 格 お よ び そ の 他 の す べ て の 関 連 す る 状 況 を 考 慮 し

て 、通 常 人 ( R e a s o n a b l e  P e r s o n )が 満 足 す べ き も の と 考 え る で あ ろ う

基 準 に 照 ら し て （ 同 条 2 A 項 ）、 こ れ を 満 た す 程 度 の 「 十 分 な 品 質

( S a t i s f a c t o r y  Q u a l i t y )」を 有 す る こ と が 、黙 示 的 条 件 と さ れ て い る

（ 同 条 2 項 ） ( 1 6 8 ) 。さ ら に 、同 法 1 4 条 3 項 は 、買 主 が 明 示 ま た は 黙

示 に 売 主 に 動 産 購 入 の 特 定 目 的 を 知 ら せ た 場 合 に は 、 契 約 に 基 づ き

給 付 さ れ た 動 産 が そ の 目 的 に 合 理 的 に 適 合 す る 旨 の 黙 示 の 保 証 が な

さ れ て い る と す る 。  

し た が っ て 、 商 品 や サ ー ビ ス が あ ら か じ め 告 げ た 特 定 目 的 に 使 用

す る の に 、 そ の た め の 品 質 基 準 を 満 た さ な い 場 合 、 買 主 は 、 動 産 等

の 受 領 を 拒 絶 し て 、「 契 約 違 反 」を 理 由 に 、代 金 の 返 還 と 損 害 賠 償 が

で き る こ と に な る 。  

な お 、 イ ギ リ ス に お い て は 、 損 害 賠 償 の 予 定 額 の 合 意 が あ る 場 合

を 除 き 、実 際 に 被 っ た 損 害 を 金 額 を 限 度 と し 、損 害 賠 償 が で き る が 、

そ の た め に は 、 契 約 の 違 反 ( B r e a c h  o f  C o n t r a c t )と 損 害 ( D a m a g e )の

間 に B r e a c h が 原 因 と し て の 相 当 な 関 連 性 ( P r o p e r  C a u s a l  L i n k )が

必 要 と さ れ る ( 1 6 9 ) 。  

ま た 、 契 約 違 反 と 有 効 な 因 果 関 係 ( E f f e c t i v e  C a u s a t i o n )に あ る 損

害 の う ち 、 契 約 違 反 に よ り 、 通 常 発 生 す る と 正 当 か つ 合 理 的 に 考 え

ら れ る 損 害（ 通 常 損 害 ）と 契 約 締 結 時 に 両 当 事 者 が 契 約 違 反 の 結 果 、

発 生 す る で あ る こ と を 合 理 的 に 予 測 で き た 損 害 （ 特 別 損 害 ） に 限 ら

れ る ( 1 7 0 ) 。  

し た が っ て 、「通 常 損 害 」と し て 、相 手 が 債 務 を 履 行 す る と 信 じ て
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目 的 物 の 引 き 渡 し の 準 備 の た め に 要 し た 費 用 な ど の 「 信 頼 利 益

( R e l i a n c e  I n t e r e s t )」 ( 1 7 1 ) 、 相 手 方 に 交 付 し た 頭 金 ・ 保 証 金 ・ 支 払

済 代 金 な ど の 取 戻 し と し て の 「 原 状 回 復 利 益 ( R e s t i t u t i o n  

I n t e r e s t )」 ( 1 7 2 ) を 請 求 す る か 、 あ る い は 、 契 約 が 通 常 通 り 適 切 に 履

行 さ れ て お れ ば 当 事 者 が 得 ら れ た で あ ろ う 「 履 行 利 益 ( E x p e c t a t i o n  

I n t e r e s t )」 の ほ う が 大 き け れ ば 、 減 価 額 、 是 正 費 用 、 逸 失 利 益 な ど

の 賠 償 の 請 求 が 供 給 者 に 対 し て 行 わ れ る ( 1 7 3 ) 。 さ ら に 、 供 給 契 約 の

締 結 時 に お い て 違 反 し た 当 事 者 が 予 見 し 得 た「 特 別 損 害 」が あ れ ば 、

こ れ も 金 融 機 関 に 対 す る 損 害 賠 償 の 範 囲 に 含 め る こ と で き る ( 1 7 4 ) 。  

商 品 の 受 取 拒 絶 と 支 払 済 み 代 金 の 返 還 の 要 求 が で き る ほ か 、 損 害

賠 償 請 求 が 可 能 と さ れ 、 給 付 物 の 修 補 請 求 、 交 換 、 代 替 物 の 供 給 、

代 金 減 額 と い っ た 請 求 は 認 め ら れ な い 。 こ の 点 に 関 し て 、 金 融 機 関

で あ る 債 権 者 は 、 そ も そ も 修 補 や 交 換 、 代 替 物 の 供 給 は で き な い の

で あ る か ら 、 契 約 の 解 除 に 伴 う 受 領 済 み 金 銭 の 返 金 等 に 関 し て 、 金

銭 賠 償 を 受 け る こ と に 違 和 感 は な か ろ う ( 1 7 5 ) 。 し か し 、 供 給 者 に 関

し て は 、 合 意 に よ り 修 補 や 交 換 、 代 替 物 の 供 給 を 選 択 す る こ と が で

き る か ら 、 供 給 者 の 負 担 は 、 金 融 機 関 が 金 銭 的 負 担 を 行 う 場 合 に 比

較 し て 軽 く な る と 考 え ら れ る ( 1 7 6 ) 。そ の た め 、金 融 機 関 に と っ て は 、

供 給 者 の 倒 産 な ど の 場 合 に は 、 供 給 者 が 負 担 す る 場 合 よ り も 、 実 質

的 に 重 い 責 任 を 負 担 し な け れ ば な ら な い と い う 問 題 が 生 ず る 。  

さ ら に 、 イ ギ リ ス に お い て は 、 契 約 違 反 に 伴 う 損 害 賠 償 請 求 の 内

容 と し て 、 契 約 違 反 に 伴 う 「 苦 痛 ( P a i n  a n d  S u f f e r i n g )」 や 「 娯 楽

の 喪 失 ( L o s s  o f  A m e n i t y )」 等 に 対 す る 慰 謝 料 ( G e n e r a l  D a m a g e s )も

含 ま れ る こ と が あ る ( 1 7 7 ) 。  

こ れ に 対 し て 、 C C A 7 5 条 ( 1 )は 、 損 害 賠 償 請 求 の 範 囲 や 額 に つ い

て は 何 ら の 制 限 を 設 け て い な い 。 そ の た め 、 金 融 機 関 は 、 共 同 責 任

を 追 及 さ れ る と 、 供 給 者 が 受 領 し た 頭 金 や 保 証 金 や 供 給 者 が 予 見 し

得 た 特 別 損 害 に つ い て 、 金 融 機 関 に 利 得 が な く 、 直 接 の 売 買 契 約 等

の 当 事 者 で は な い こ と か ら 、 た と え 予 見 不 可 能 な 場 合 で あ っ て も 、

債 務 者 の 供 給 者 に 対 し て 有 す る 請 求 権 と 「 同 一 の 請 求 権 」 ( a  L i k e  



108 

C l a i m )か ら 生 じ る 責 任 と し て 、派 生 的 な 損 害 ま で 含 め る こ と に な り

( 1 7 8 ) 、 金 融 機 関 が 負 う 供 給 者 と の 共 同 責 任 の 範 囲 は 、 わ が 国 に お け

る 損 害 賠 償 の 責 任 と 比 較 す る と 、 広 範 囲 か つ 高 額 な も の に な る と 考

え ら れ る 。  
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第 4 節  消 費 者 信 用 法 ( C C A )  7 5 条 に 関 す る 裁 判 と A D R  

 

1． 問 題 の 所 在  

 

（ 1）  消 費 者 信 用 法 ( C C A )の 今 日 的 問 題  

C C A は 1 9 7 4 年 の 制 定 後 、 順 次 施 行 さ れ 、 終 的 な 施 行 ま で に は

1 0 年 以 上 を 要 し た が ( 1 7 9 ) 、C C A が 制 定 さ れ た 当 時 に お い て は 、同 法

規 制 の 対 象 と な っ た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 機 関 は 、 わ ず か 1 社 に 過

ぎ な か っ た 。 し か し 、 そ の 後 、 C C A 制 定 か ら 4 0 年 の 歳 月 が 経 過 し

た 現 在 に お い て は 、 規 制 対 象 と な る 企 業 は 1 , 3 0 0 社 以 上 に 増 加 し て

い る ( 1 8 0 ) 。  

ま た 、 経 済 の ソ フ ト 化 が 進 展 し 、 ク レ ジ ッ ト 取 引 の 対 象 は 商 品 か

ら 様 々 な サ ー ビ ス 、 そ れ も 複 合 的 な サ ー ビ ス の 提 供 に 拡 大 し て き て

い る ( 1 8 1 ) 。 さ ら に 、 消 費 者 の 国 際 間 の 移 動 が 容 易 に な り 、 か つ 日 常

的 に な っ て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 海 外 で も 頻 繁 に 使 用 さ れ る よ う に

な り 、 ま た イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 の 拡 大 や E U 市 場 に お け る ユ ー ロ の

一 層 の 普 及 な ど に よ り ( 1 8 2 ) 、海 外 の 供 給 者 と の 取 引 が 拡 大 し て い る 。 

こ の よ う に 、 イ ギ リ ス で は 、 わ が 国 と 同 様 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発

行 金 融 機 関 の 増 大 、 取 引 対 象 の 拡 大 、 決 済 の 対 象 と な る 取 引 の 多 様

化 、 取 引 の 地 理 的 範 囲 の 拡 大 な ど が 生 じ て い る が 、 こ れ ら に 対 応 し

て 多 数 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 移 行 し て い る 現 在 、 C C A 

7 5 条 ( 1 )に よ る カ ー ド 会 社 に よ る 共 同 責 任 の 規 定 は 、 現 在 で も 有 効

に 、 ま た 経 済 合 理 性 を も っ て 機 能 し て い る の だ ろ う か 。  

第 1 に 、 国 際 的 な ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が 隆 盛 と な り 、 イ ギ リ ス

の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 は 、 海 外 の 販 売 店 と 提 携 関 係 が な い ま ま 、

カ ー ド 会 員 の 海 外 利 用 を 可 能 に し て い る が 、 D - C - S 契 約 は ど の よ う

に 解 釈 さ れ て 運 用 さ れ て い る か が 重 要 な 問 題 で あ る 。こ の 問 題 で は 、

D - C - S 契 約 を 基 礎 付 け る 「 取 決 め ( A r r a n g e m e n t )」 ( 1 8 3 ) の 解 釈 が 重

要 な ポ イ ン ト と な る と 思 わ れ る 。  
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第 2 の 問 題 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引

が 終 了 し た 後 で も 、 共 同 責 任 を 負 担 し な け れ ば な ら な い の か 、 と い

う 点 で あ る 。 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 は 、 取 引 を 行 っ て い る 期 間 中 、

カ ー ド 会 員 が 継 続 し て 利 用 す る こ と を 期 待 し て い る 。 し か し 、 カ ー

ド 会 員 契 約 が 解 除 さ れ た 後 に 、 過 去 の カ ー ド を 利 用 し た 取 引 に 関 連

し て 供 給 者 が カ ー ド 会 員 に 与 え た 損 害 に つ い て は 、 そ の 賠 償 の 共 同

責 任 は ど う な る の で あ ろ う か 。  

第 3 の 問 題 は 、 共 同 責 任 に 、 上 限 額 を 制 限 す る 規 定 が 見 当 た ら な

い 点 で あ る 。 不 当 表 示 ・ 契 約 違 反 を 行 っ た 直 接 当 事 者 は 供 給 者 で あ

り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 契 約 に 基 づ く も の で は な い か ら 、 そ の 額 の 制

限 は 、 な い も の と 考 え ら れ る 。 と す る と 、 共 同 責 任 を 負 う 金 融 機 関

も 、 制 限 な く 、 賠 償 責 任 を 負 う 可 能 性 が あ る 。 こ の 点 は 、 消 費 者 か

ら す れ ば 有 利 な 救 済 を 受 け ら れ る の で 問 題 は な い が 、 金 融 機 関 の リ

ス ク は 与 信 額 に 限 ら れ な く な る で は な い か 。  

第 4 に 、 多 数 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に お い て は 、 同 一 供 給 者 と の 間

の 単 一 の 取 引 ま た は 連 続 ・ 関 連 し た 取 引 が 行 わ れ 、 そ の 決 済 方 法 と

し て 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用 の あ る 異 な る 複 数 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド や

銀 行 提 携 ロ ー ン が 利 用 さ れ る 場 合 が あ る が 、 こ の と き に 、 こ の 決 済

に 関 与 し た 関 係 各 金 融 機 関 の 責 任 は 、 ど の よ う に 分 担 さ れ る の か 。  

そ こ で 、 以 下 で は 、 こ れ ら 新 た に 生 じ た 問 題 に つ い て 、 1 9 7 4 年

C C A 制 定 後 の 裁 判 例 が ど の よ う に 解 決 し て い る か を 概 観 す る こ と

に し た い 。  

 

（ 2）  考 察 の 対 象  

と こ ろ で 、 イ ギ リ ス の 判 例 集 に 掲 載 さ れ て い る 裁 判 例 は 、 判 例 と

し て 拘 束 性 の あ る 貴 族 院 ( H o u s e  o f  L o r d )（ 現 在 は 連 合 王 国 高 裁 判

所 ( S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ) や 控 訴 院 ( C o u r t  o f  

A p p e a l )） の 判 決 が 中 心 で あ り 、 高 等 法 院 ( H i - C o u r t  o f  J u s t i c e )よ り

上 位 の 上 級 裁 判 所 の 判 例 に 限 ら れ て い る ( 1 8 4 ) 。  

し か し な が ら 、 C C A 1 4 1 条  ( 1 )の 消 費 者 信 用 に 関 す る 規 制 契 約 に
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つ い て の 訴 訟 は 、 下 位 裁 判 所 ( I n f e r i o r  C o u r t s ) で あ る 県 裁 判 所

( C o u n t y  C o u r t )が 専 属 管 轄 と さ れ て い る た め ( 1 8 5 ) 、 判 例 集 に は ほ と

ん ど 掲 載 さ れ な い 。 ま た 、 わ が 国 な ら 、 判 決 に 不 服 の 場 合 、 控 訴 す

る こ と で 上 位 裁 判 所 に 係 属 す る こ と に な る か ら 、 上 級 審 の 判 例 集 を

通 し て 、 紛 争 実 態 を あ る 程 度 統 計 学 的 ・ 法 社 会 学 的 に 把 握 す る こ と

が で き る 。 し か し 、 イ ギ リ ス で は 、 訴 訟 費 用 を 敗 訴 者 が 負 担 す る 制

度 が 存 在 す る こ と か ら ( 1 8 6 ) 、 県 裁 判 所 で の 紛 争 事 例 に 関 し て は 、 和

解 等 に よ る 取 下 げ が 多 く 、 上 級 審 へ 控 訴 す る 例 は 少 な い ( 1 8 7 ) 。  

こ の 点 に 関 し て 、消 費 者 信 用 法 ( C C A )制 定 後 1 0 年 を 経 過 し た 1 9 8 4

年 時 点 に お け る イ ギ リ ス の 金 銭 請 求 訴 訟 2 , 0 11 , 8 6 3 件 の 内 訳 を み る

と 、 貸 金 業 者 の 請 求 が 6 4 , 4 4 0 件 、 銀 行 や 金 融 機 関 に よ る 銀 行 ロ ー

ン が 1 6 6 , 0 1 0 件 、 分 割 払 い 購 入 ・ ク レ ジ ッ ト 売 買 ・ 条 件 付 売 買 契 約

が 1 0 2 , 8 2 0 件 と な っ て お り 、 規 制 消 費 者 信 用 契 約 の 合 計 事 件 数 は

3 3 3 , 2 3 0 件 で 全 体 の 事 件 数 の 1 6 . 5 %を 占 め て い る ( 1 8 8 ) 。 し か し 、 同

時 期 に 県 裁 判 所 で 処 理 さ れ た 1 , 3 1 8 , 0 1 4 件 の 内 訳 で は 、 大 半 が 過 怠

判 決 、 認 諾 、 和 解 に よ り 解 決 し て お り 、 正 式 審 理 ( Tr i a l )を 経 て 下 さ

れ た 判 決 は 、 判 事 ま た は 補 助 裁 判 官 に よ る 審 理 後 の も の で 2 2 , 2 6 2

件 、 仲 裁 後 の も の で 4 3 , 4 8 6 件 と 、 両 者 あ わ せ て も 、 訴 訟 件 数 の わ

ず か 4 . 9 %に 過 ぎ な い ( 1 8 9 ) 。し た が っ て 、規 制 消 費 者 信 用 契 約 に 関 す

る 判 決 も 、 事 件 数 に 比 べ る と か な り 少 な い こ と が 推 測 さ れ 、 実 際 に

も 、 先 例 的 意 味 を 持 つ 判 例 と し て デ ー タ ベ ー ス に 登 録 さ れ て い る 事

件 数 は き わ め て 少 な い 。  

そ こ で 、 以 下 で は 、 こ う し た 判 例 の 不 足 を 補 う た め 、 個 人 と 個 別

金 融 機 関 と の 紛 争 解 決 機 関 で あ る 金 融 オ ン ブ ズ マ ン 機 構 ( F i n a n c i a l  

O m b u d s m a n  S e r v i c e )（ 以 下 「 F O S」 と い う ） ( 1 9 0 ) に お け る 解 決 例

を 、検 討 対 象 に 加 え る こ と と す る 。F O S  の H P 上 に 公 表 さ れ て い る

O m b u d s m a n  N e w s に 掲 載 さ れ た 紛 争 解 決 事 例 は 、 判 例 で は な く 、

ま た 、 F O S の 下 し た あ り の ま ま の 裁 定 で も な い が 、現 実 の ケ ー ス に

広 く 基 づ い て い る と の 説 明 が 付 さ れ て お り ( 1 9 1 ) 、 こ の 裁 定 は 金 融 機

関 を 拘 束 す る こ と か ら 、 そ の 判 断 お よ び 処 理 結 果 は 、 現 実 の 解 決 事
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例 に 立 脚 し た 判 例 に 近 い 内 容 と 考 え ら れ る か ら で あ る 。  

 

2． C C A 制 定 初 期 に お け る 裁 判 所 の 判 断  

 

（ 1）  初 の 裁 判 例  

【 判 例 1】 U n i t e d  D o m i n i o n s  Tr u s t  v  Ta y l o r  [ 1 9 8 0 ]  S LT  ( S h  C t )  

2 8 ; [ 1 9 8 0 ]  C . C . L . R .  2 9  S h  P r  2 3 - 0 0 6 ,  2 3 - 0 0 7 .  

1 9 7 4 年 制 定 の C C A 7 5 条 ( 1 )に 関 す る 初 の 裁 判 例 と 思 わ れ る の

は 、 1 9 8 0 年 【 判 例 1】 で あ る 。  

〔 事 案 の 概 要 〕  金 融 会 社 の 融 資 金 で 自 動 車 を 購 入 し た 際 、 販 売

デ ィ ー ラ ー の 説 明 で は 、「公 道 で 使 用 す る の に 適 し た 良 い 車 」と の こ

と で あ っ た 。 と こ ろ が 、 実 際 に は 故 障 が 多 く 、 不 実 表 示 で あ っ た と

し て 、 購 入 者 は 自 動 車 売 買 契 約 の 無 効 、 解 除 を 主 張 し 、 金 融 会 社 に

よ る 融 資 契 約 が 使 途 限 定 信 用・定 額 信 用 で あ る D - C - S 契 約 に 該 当 す

る と し て 、 融 資 契 約 に も 無 効 ま た は 解 除 が 適 用 さ れ る 旨 主 張 し た 。

争 点 は 、 C C A 7 5 条 ( 1 )に い う ｢供 給 者 に 対 す る の と 同 じ 請 求 権 ｣の 文

言 が 、 供 給 者 と の 契 約 の 無 効 に 基 づ く 請 求 権 を 含 む か ど う か と い う

点 に あ っ た 。  

〔 判 旨 〕  消 費 者 契 約 法 C C A 7 5 条 ( 1 )に お け る 「 同 様 な 請 求 権 」

の 語 句 は 、 債 権 者 が ロ ー ン 契 約 の 無 効 に 関 す る 根 拠 を 与 え な く と も

無 効 に 対 す る 請 求 権 を 含 む 十 分 な 広 い 意 味 を 持 つ 。  

ク レ ジ ッ ト （ 信 用 ） 契 約 の 取 消 し は 、 売 買 契 約 の 取 消 し と し て 扱

わ れ 、 ク レ ジ ッ ト 契 約 の 取 消 し は 売 買 契 約 に 同 様 な 効 果 を 生 じ る 。

C C A 7 5 条 ( 1 )は 売 買 契 約 の 取 消 し が 債 務 者 ― 債 権 者 ― 供 給 者 契 約 で

あ る こ と か ら 、 双 方 が そ れ に 関 連 付 け ら れ た ク レ ジ ッ ト 契 約 の 取 消

し と し て 取 り 扱 わ れ る こ と を 保 証 し て い る 。  

〔 検 討 〕  本 件 で は 、 そ も そ も 自 動 車 の 売 買 契 約 前 に お け る 販 売

デ ィ ー ラ ー の 中 古 車 の 性 能 ・ 品 質 に つ い て の 不 実 告 知 が 問 題 で あ っ

て 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 連 帯 責 任 の 問 題 で は な く 、 売 買 契 約 に 関 す る 無

効 の 効 果 が ク レ ジ ッ ト の 無 効 を も た ら す か ど う か が 争 わ れ た 事 案 で
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あ る 。 D - C - S 契 約 で あ れ ば 、 供 給 者 が 融 資 さ れ よ う と し て い る 取 引

に 関 し て 行 う 交 渉 は 予 備 交 渉 と さ れ ( C C A 5 6 条 ( 1 ) ( c ) )、 債 務 者 と の

交 渉 は 、 交 渉 人 （ こ の 場 合 は 販 売 デ ィ ー ラ ー ） が 債 権 者 の 代 理 人 と

し て の 資 格 で 行 う と み な す と の 規 定 が あ る ( C C A 5 6 条 ( 2 ) )。 本 件 で

は 、 性 能 ・ 品 質 の 不 実 表 示 が あ る た め 、 1 9 7 9 年 動 産 売 買 法 ま た は

1 9 6 7 年 不 実 表 示 法 に よ り 、中 古 自 動 車 売 買 契 約 の 取 消 し が 可 能 と 考

え ら れ る が 、 中 古 自 動 車 の 融 資 契 約 に お い て も 、 借 入 の 目 的 で あ る

中 古 自 動 車 の 品 質 ・ 性 能 に つ い て 債 権 者 の 代 理 人 と し て 販 売 デ ィ ー

ラ ー が 不 実 表 示 を 行 っ た 結 果 、 誤 認 し て 借 入 契 約 を し た と し て 、 取

消 し が 認 め ら れ る と す る こ と が 可 能 で あ っ た と 考 え ら れ る ( 1 9 2 ) 。  

 

（ 2）  「 不 実 表 示 」 関 す る 裁 判 ・ A D R  

 

1）  裁 判 所 の 判 断  

【 判 例 2】  P o r t e r  v  G e n e r a l  G u a r a n t e e  c o r p o r a t i o n  L t d  H o w a r d  

B a u g h  &  S o n s  L t d .  [ Q u e e n ’ s  B e n c h  D i v i s i o n ]  [ 1 9 8 2 ]  

R T R  3 8 4 ,  [ 1 9 8 2 ]  C L R  1 .  

〔 事 案 の 概 要 〕  原 告 は 、 エ ン ジ ニ ア で あ っ た が 、 仕 事 を 失 い 、

1 9 8 0 年 1 月 に 、小 型 タ ク シ ー 用 に と F o r d  G r a n a d a（ 4 , 3 7 5 ポ ン ド ）

を 、 自 分 が 保 有 し て い た ス ポ ー ツ カ ー を 下 取 り に 出 し て （ 下 取 価 格

3 , 3 7 5 ポ ン ド ）、 差 額 の 1 , 0 0 0 ポ ン ド を ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス （ 1 2 回

払 い 、 金 利 1 6％ 、 月 9 6 . 6 7 ポ ン ド ） で 購 入 し た 。 セ ー ル ス は 、「 状

態 が 良 い 車 」 と 説 明 し て い た が 、 実 際 に は 当 初 か ら 不 具 合 が 存 在 し

た 。 そ の 結 果 、 納 品 後 も 故 障 が あ り 、 債 権 者 （ 貸 主 ） は 、 供 給 者 に

検 査 を さ せ た が 、 数 か 所 の 欠 陥 が 指 摘 さ れ た た め 、 借 主 は 、 3 月 初

め に 解 約 を 申 し 出 、 解 約 の 結 果 、 こ の 車 は 、 オ ー ク シ ョ ン に お い て

2 , 6 0 0 ポ ン ド で 売 却 さ れ た 。 借 主 は 、 自 動 車 の 使 用 目 的 を タ ク シ ー

に 使 用 す る こ と を セ ー ル ス に 告 げ て い る こ と 、8 か 月 間 で 修 理 に 7 7 3

ポ ン ド 支 払 っ て お り 、下 取 車 と 購 入 し た 車 の 2 台 の 車 を 失 っ た こ と 、

車 に は 適 正 な 品 質 が な く 、 ま た 目 的 適 合 性 も な く 、 基 本 的 な 条 件 違
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反 が あ っ た と し て 、債 権 者 に 対 し 、「契 約 違 反 」を 理 由 と す る 損 害 賠

償 を 請 求 し た 。 一 方 、 債 権 者 も 、 供 給 者 に 対 し て 、 C C A 7 5 条 ( 2 )に

基 づ き 負 担 す る 損 失 の 補 償 を 請 求 し た 。  

〔 判 旨 〕  第 三 者 （ 自 動 車 販 売 店 ） の セ ー ル ス マ ン が 自 動 車 の 状

態 は 優 良 で あ る と 表 明 し た こ と が 両 当 事 者 の 契 約 の 条 件 と 基 礎 的 な

条 件 に な っ た 場 合 に 、 基 礎 的 な 条 件 に 関 す る 表 明 違 反 は C C A 7 5 条

( 1 )に よ り 原 告 に 契 約 の 履 行 を 拒 否 で き る 権 限 を 与 え る こ と に な る 。 

第 三 者 （ 自 動 車 販 売 店 ） の 従 業 員 は 、 第 三 者 に お け る 使 用 人 や 代

理 人 と し て 、 第 三 者 の 利 益 創 造 の た め と 原 告 に 車 を 売 却 す る 契 約 の

目 的 の た め に 行 動 す る が 、 原 告 と 被 告 が 関 連 し あ う こ と か ら 、 原 告

と 被 告 の 代 理 人 と し て 活 動 す る も の で あ る の で 、 供 給 者 と 購 入 者 間

の 取 引 に 類 似 す る 取 引 に お い て と 被 告 と 第 三 者 間 の 契 約 に お い て は

彼 が 第 三 者 の 代 表 者 と し て 活 動 す る と い う こ と を 議 論 す べ き で あ る 。 

ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 契 約 が 消 費 者 信 用 契 約 と い う こ と に な れ ば 、

1 9 7 4 年 消 費 者 信 用 法 の 適 用 が あ り 、第 三 者 の 契 約 の 不 履 行 と そ の 行

動 が 結 果 と し て 被 告 に 責 任 を 負 わ せ 、損 害 が 生 じ れ ば 、被 告 は 、C C A 

7 5 条 ( 2 )に よ り 、そ の 損 害 を 債 権 者 (被 告 )に 対 す る 供 給 者 と し て の 第

三 者 に 対 し て 継 承 さ せ る こ と が で き る 。  

原 状 回 復 に 関 す る 損 害 と し て 、 下 取 り し て 売 却 し た ス ポ ー ツ カ ー

の 下 取 り 額 は 3 , 3 7 5 ポ ン ド で あ っ た が 、 こ の う ち 、 市 場 価 値 と し て

の 価 格 3 , 0 0 0 ポ ン ド の 損 害 を 認 め た 。 こ れ に 加 え て 、 間 接 損 害 と し

て 、 自 動 車 保 険 料 2 0 0 ポ ン ド の う ち の 5 0 ポ ン ド と 付 随 的 な 費 用 と

し て 8 4 ポ ン ド を 認 め た 。 ま た 、 タ ク シ ー 運 転 手 と し て の 逸 失 利 益

と し て 2 5 0 ポ ン ド を 認 め 、合 計 で 3 , 3 8 4 ポ ン ド と 訴 訟 費 用 の 支 払 い

を 債 権 者 (被 告 )に 命 じ た 。 ま た 、 供 給 者 に 対 し 、 債 権 者 (被 告 ) に 訴

訟 費 用 の 支 払 い を 命 じ た 。  

 

【 判 例 3】  L u t t o n  v  S a v i l l e  Tr a c t o r s  ( B e l f a s t )  L t d .  a n d  A n o t h e r.  

[ Q u e e n ’ s  B e n c h  D i v i s i o n ]  [ 1 9 8 6 ]  N I  3 2 7 .  

〔 事 案 の 概 要 〕  本 件 は 、 試 運 転 や エ ン ジ ン テ ス ト を 行 わ な い ま
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ま 、 よ く 走 る と の 説 明 を 受 け 、 ま た デ ィ ー ラ ー か ら 3 か 月 間 の 修 理

保 証 を 得 て 、下 取 車 と 引 換 え に 、被 告 の 融 資 契 約（ 3 6 回 払 い ）で 購

入 し た 自 動 車 が 「 商 品 と し て の 品 質 」 を 有 し な い と し て 、 黙 示 の 条

件 違 反 に よ る 取 消 し を 主 張 す る と と も に 、 追 加 主 張 と し て こ の 車 が

事 故 車 で あ る の に 、 事 故 に よ る 損 傷 は な い と 表 明 し た こ と が 不 実 表

示 と し て 契 約 の 解 除 と 下 取 車 を 含 む 損 害 賠 償 を 請 求 し た 事 例 で あ る 。 

〔 判 旨 〕  判 旨 は 、 試 運 転 な ど を 行 わ な い で 購 入 す る 場 合 に は 、

1 9 7 9 年 動 産 売 買 法 1 4 条 2 項 に お け る 商 品 の 通 常 の 使 用 目 的 に か な

う 性 能 の 黙 示 的 保 証 が あ り 、 こ れ を 満 た さ な い 場 合 に 損 害 賠 償 の 責

任 が あ る が （ 同 法 1 4 条 6 項 ）、 新 品 と 違 い 中 古 車 の 場 合 は 、 買 手 に

知 ら れ て い な い 欠 陥 が 含 ま れ て お り 、 一 般 的 な 基 準 と す る こ と は 難

し く 、 事 実 と 程 度 の 問 題 で 判 断 す べ き で あ る と し た ( 1 9 3 ) 。 ま た 、 本

件 自 動 車 に つ い て は 、 契 約 の 取 消 し を 求 め た 時 点 で 、 原 告 が 事 故 に

つ い て の 不 実 告 知 を 知 ら な か っ た と い う 事 実 は 、 正 当 事 由 が あ り 、

取 消 訴 訟 中 に 追 加 的 に 主 張 す る こ と を 認 め た 。  

ま た 、 判 旨 は 、 こ の 不 実 告 知 が 購 入 意 思 に 重 大 な 影 響 を 与 え た こ

と が 考 え ら れ る う え 、 自 動 車 の 価 格 と 年 式 、 タ イ プ 、 走 行 距 離 に 対

し て 期 待 さ れ る「 商 品 と し て の 品 質 」を 有 し て い な い こ と か ら ( 1 9 4 ) 、

数 か 月 、 4 , 0 0 0 マ イ ル に わ た り 自 動 車 を 使 用 し た 後 で は あ る が 、 数

回 に わ た り 修 理 を 求 め る な ど 本 件 事 情 の 下 で は 、 買 い 手 が 自 動 車 の

完 全 な 受 領 を 行 っ た と は 評 価 で き ず 、 取 消 権 を 喪 失 し な か っ た と 考

え ら れ る と し て 解 約 を 認 め 、ま た 、損 害 賠 償 と し て 、下 取 車 の 1 , 5 5 0

ポ ン ド 、 支 払 い 済 み の 11 9 . 6 1 ポ ン ド 、 牽 引 費 用 と し て の 1 0 ポ ン ド

の 請 求 を 認 め た 。 な お 、 車 の 使 用 を で き な い 「 迷 惑 に 対 す る 補 償 」

に つ い て は 、 終 的 に 故 障 す る ま で の 車 を 使 用 し た こ と の 使 用 料 と

相 殺 す る も の と さ れ て い る 。  

 

 

【 判 例 4 】 F a l s o n  v  B o w m a k e r  L t d .  [ C o u r t  o f  A p p e a l  ( C i v i l  

D i v i s i o n ) ]  5  F e b r u a r y  1 9 9 6 .  
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〔 事 案 の 概 要 〕  本 件 は 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス で デ ィ ー ラ ー に 自

動 車 の 購 入 を 申 込 ん で 1 , 8 0 0 ポ ン ド の 頭 金 を 支 払 っ て い た が 、 別 の

デ ィ ー ラ ー か ら も 同 じ 金 融 会 社 に 契 約 の 取 次 ぎ が な さ れ た た め 、 二

重 契 約 と し て ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス が 取 り 消 さ れ 、 自 動 車 の 取 戻 し が

な さ れ た こ と に よ る 金 融 会 社 に 対 す る 損 害 賠 償 を 請 求 し た 事 案 で あ

る 。 小 型 タ ク シ ー の 運 転 手 だ っ た 原 告 は 、 週 に 6 0 0 ポ ン ド の 稼 ぎ が

あ り 、 金 融 会 社 は ミ ス を 認 め 損 害 賠 償 （ 逸 失 利 益 ） と し て 1 , 8 0 0 ポ

ン ド の 保 証 金 に 9 5 ポ ン ド の 利 息 を つ け て 原 告 に 返 還 し て い た 。 し

か し 、原 告 は タ ク シ ー 運 転 手 と し て の 逸 失 利 益 を 含 め 1 0 8 , 7 0 4 ポ ン

ド の 支 払 い を 求 め て 提 訴 し て お り 、原 審 で は 、金 融 機 関 の 交 渉 人（ 代

理 人 ） と さ れ る セ ー ル ス マ ン に 対 し て 、 原 告 が タ ク シ ー 運 転 手 で あ

る こ と を 告 げ て い た こ と か ら 、 当 事 者 の 予 測 に よ り 合 理 的 に 想 定 し

う る と い う 判 例 に 基 づ き 、 4 週 間 分 の 損 害 を 2 , 0 0 0 ポ ン ド 、 利 息 を

1 , 2 0 0 ポ ン ド と し て 、 合 計 3 , 2 0 0 ポ ン ド の 支 払 い を 命 じ た 。  

〔 判 旨 〕 契 約 を 締 結 し た と き に 契 約 違 反 の 予 想 さ れ る 結 果 と し て 、

収 益 の い く ら か の 損 失 を 含 み 、 被 告 は そ の 損 失 が 継 続 す る 限 り 責 任

を 持 た な け れ ば な ら な い と い う 予 測 を 含 ん で い る と 合 理 的 に 推 測 さ

れ る と い う 法 の ル ー ル は な い 。  

車 を 使 用 で き な い こ と の 不 便 さ 、 不 快 さ の よ う な 非 金 銭 的 損 失 に

対 す る 損 害 賠 償 は 、契 約 違 反 に 基 づ く 損 害 賠 償 の 対 象 と は な ら な い 。

小 型 タ ク シ ー を ビ ジ ネ ス に 使 用 す る た め の 自 動 車 供 給 に つ い て は 商

業 用 の 契 約 に 該 当 す る の で 本 件 の 下 で ど の よ う な 賠 償 も 適 切 で な か

っ た と し て 、 控 訴 審 は 、 原 告 の 商 業 的 利 用 と し て 逸 失 利 益 の 請 求 を

棄 却 し た 。  

 

【 判 例 5】 C a r l i s l e  v  L a n e  ( t / a  B r o m y a r d  F o u r w h e e l  D r i v e  C e n t r e )  

a n d  A n o t h e r.  [ C o u r t  o f  A p p e a l  ( C i v i l  D i v i s i o n ) ]  1 8  

J u l y  1 9 9 6 .  

〔 事 案 の 概 要 〕  本 件 は 、 車 の 購 入 契 約 時 に デ ィ ー ラ ー の 購 入 自

動 車 に か か る 製 造 年 と 走 行 距 離 に 関 す る 不 実 表 示 が あ っ た と 購 入 者
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が 主 張 し た 事 例 で あ る 。  

〔 判 旨 〕  購 入 者 は 不 実 表 示 の 立 証 が で き な か っ た た め 、 裁 判 所

は 、 解 除 と 損 害 賠 償 請 求 を 認 め な か っ た 。  

 

【 判 例 6】 J a r r e t t  a n d  A n o t h e r  v  B a r c l a y s  B a n k  P l c .  a n d  A n o t h e r．

J o n e s  a n d  A n o t h e r  v  F i r s t  N a t i o n a l  B a n k  P l c .．P e a c o c k  

a n d  A n o t h e r  v  F i r s t  N a t i o n a l  B a n k  P l c .  [ C o u r t  o f  

A p p e a l  ( C i v i l  D i v i s i o n ) ]  [ 1 9 9 9 ]  Q B  1 .  

〔 事 案 の 概 要 〕  こ の 3 件 の 裁 判 は 、 ス ペ イ ン お よ び ポ ル ト ガ ル

の リ ゾ ー ト 地 に 所 在 す る 休 暇 用 の 住 居 に つ い て の タ イ ム シ ェ ア

( t i m e s h a r e )（ 毎 年 の 特 定 時 期 に 排 他 的 に 住 居 を 利 用 で き る 権 限 ）を 、

ク レ ジ ッ ト カ ー ド と 銀 行 の 融 資 契 約 で 購 入 し た 夫 婦 ら が 、 販 売 代 理

人 ( A g e n t )か ら 、利 用 権 の 登 録 と 期 間 利 用 権 の 交 換 制 度 に も 参 加 で き 、

ま た 、 複 合 し て 利 用 で き る 施 設 と ス タ ッ フ の 存 在 に つ い て 説 明 を 受

け て い た が 、 い ず れ の 説 明 に つ い て も 事 実 で は な っ た と し て 、 不 実

表 示 お よ び 契 約 違 反 を 理 由 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド 契 約 の 解 除 と 供 給 者

に 支 払 っ た 総 額 の 損 害 賠 償 を 求 め て 、 カ ー ド 会 社 お よ び 銀 行 を イ ギ

リ ス の 県 裁 判 所 に 提 訴 し た 事 件 の 控 訴 審 で あ る 。  

争 点 は 、 E U の 欧 州 裁 判 条 約 1 6 条 に は 、不 動 産 の 権 利 に 関 す る 争

い は 、 当 該 不 動 産 の 所 在 地 を 管 轄 す る 契 約 地 の 裁 判 所 で あ る と の 特

別 規 定 が あ る と こ ろ ( 1 9 5 ）、 本 件 に 関 し て C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用 が 受 け

ら れ る イ ギ リ ス 裁 判 所 に 管 轄 権 が あ る か ど う か の 点 に あ っ た ( 1 9 6 ) 。  

 〔 判 旨 〕  控 訴 審 判 決 は 、 本 件 は 不 動 産 に 対 す る 対 物 的 権 利 そ の

も の に つ い て の 争 い で は な く 、 タ イ ム シ ェ ア に よ る 使 用 期 間 の 問 題

と 権 利 の 補 助 金 に 関 す る 紛 議 で あ る と 認 定 し た う え 、欧 州 条 約 で は 、

第 三 者 か ら 賃 借 し た 不 動 産 に 付 さ れ た 用 益 権 リ ー ス は こ の 専 属 管 轄

の 対 象 と は な ら な い こ と 、 ま た 、 短 期 間 の 休 暇 使 用 の 場 合 も 例 外 と

さ れ て い る こ と か ら 、欧 州 裁 判 所 管 轄 条 約 1 6 条 1 項 の 適 用 は な く 、

イ ギ リ ス に 裁 判 管 轄 が あ る と し 、 C C A 7 5 条 の 適 用 に 関 す る 県 裁 判

所 に よ る 正 式 審 理 に 回 さ れ た 。  
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2）  金 融 オ ン ブ ズ マ ン 機 構 （ F O S） の 裁 定  

 金 融 オ ン ブ ズ マ ン 機 構 ( F i n a n c i a l  O m b u d s m a n  S e r v i c e :  F O S )

の ホ ー ム ペ ー ジ 掲 載 の  O m b u d s m a n  N e w s に 取 り 上 げ ら れ た C a s e  

S t u d y で は 、「 不 実 表 示 」に 関 す る 裁 定 に 関 し て は 、以 下 の も の が あ

る 。  

 

【 裁 定 1】  O m b u d s m a n  N e w s ,  D e c e m b e r  2 0 0 1 ;  c a s e  s t u d i e s - u s i n g  

a  c r e d i t  c a r d  a b r o a d ,  1 2 / 1 4  i m p o r t i n g  c a r p e t s .  

〔 事 案 の 概 要 〕  イ ン ド で 2 組 の 絹 の カ ー ペ ッ ト を 2 , 0 0 0 ポ ン ド

で 購 入 し て ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 支 払 っ た P 氏 が 、空 港 で 荷 物 を 受 け

取 ろ う と す る と 、輸 入 税 と 付 加 価 値 税 合 わ せ て 6 0 0 ポ ン ド の 支 払 い

が な い 限 り 引 き 渡 せ な い と い わ れ た 。 イ ン ド の 店 で 購 入 す る 際 に は

貨 物 代 金 だ け が 必 要 で 輸 入 税 や 付 加 価 値 税 の 支 払 い は 不 要 だ と 言 わ

れ た と 抗 弁 し た が 、 カ ー ペ ッ ト が 欲 し か っ た の で 、 結 局 P 氏 は 支 払

っ た 。 そ の 後 、 P 氏 は 、 カ ー ド 会 社 に C C A 7 5 条 に 基 づ き 補 償 を 求

め た が 、カ ー ド 会 社 は 、ま ず 供 給 者 を 加 え て 訴 訟 を す べ き と 主 張 し 、

請 求 を 拒 絶 し た 。  

 〔 裁 定 〕  F O S は 、ま ず C C A 7 5 条 ( 1 )を 利 用 し て ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 会 社 に 請 求 す る 前 に 供 給 者 向 け に 訴 訟 を 提 起 す る 必 要 は な い こ と

を 指 摘 し た 。 C C A 7 5 条 は 不 実 表 示 ま た は 契 約 違 反 に 関 し て ど ん な

請 求 権 も カ バ ー す る 。 カ ー ド 会 社 の 自 主 協 定 と し て 1 9 9 5 年 か ら 海

外 取 引 に つ い て も C C A 7 5 条 が 適 用 さ れ て い る こ と を 指 摘 し た う え

( 1 9 7 ) 、 供 給 者 は ヒ ー ス ロ ー ま で の 貨 物 料 金 を （ ヒ ー ス ロ ー 空 港 独 自

の 重 量 税 3 0 ポ ン ド を 除 い て ） 支 払 っ た こ と 、 付 加 価 値 税 は 負 担 す

る と 告 げ て い な い こ と 、 輸 入 税 の 支 払 い の 必 要 は な い と 告 げ た こ と

を 認 定 し 、 F O S は 、 2 6 0 ポ ン ド の 輸 入 税 を ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が

支 払 う べ き 旨 の 裁 定 を 行 っ た ( 1 9 8 ) 。  

 

【 裁 定 2】 O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  8 6 ,  J u n e / J u l y  2 0 1 0 ;  8 6 / 1 ,  c a r d  
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p r o v i d e r  r e f u s e s  c l a i m  m a d e  u n d e r  s e c t i o n  7 5  

f o r  ” m i s r e p r e s e n t a t i o n ” .  

 〔 事 案 の 概 要 〕  J 夫 人 は 、 夫 と 共 に 数 年 前 に 購 入 し た 別 荘 の タ

イ ム シ ェ ア を 売 ろ う と 専 門 会 社 に 接 触 し た と こ ろ 、 長 時 間 の 電 話 勧

誘 が あ り 、 物 件 を 購 入 し た い と い う 買 主 を 確 保 し て い る と し て 何 度

も 「 保 証 さ れ た 売 買 」 で あ る 旨 の 説 明 を 受 け 、 そ の コ ス ト が 7 0 0 ポ

ン ド と 説 明 さ れ た の で 、 彼 女 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 支 払 っ た 。 し か

し 、そ の 後 に 受 領 し た 契 約 書 は 、電 話 で 同 意 し た 内 容 と は 違 い 、「保

証 さ れ た 売 買 」 と い う 言 葉 は な く 、 タ イ ム シ ェ ア を 売 る こ と に 「 努

力 す る 」 と い う 文 書 で あ っ た 。 彼 女 は 購 入 者 が 確 保 さ れ て い な い の

な ら 、 取 引 を キ ャ ン セ ル し 、 返 金 を す る よ う 文 書 で 求 め た が 、 契 約

条 項 を 根 拠 に 拒 否 さ れ た 。そ こ で 、J 夫 人 は 、カ ー ド 会 社 を 相 手 に 、

C C A 7 5 条 ( 1 )に 基 づ き 返 金 を 請 求 し た 。 こ れ に 対 し て 、 カ ー ド 会 社

は 、 C C A 7 5 条 は 、 書 面 に 記 載 さ れ た 不 実 表 示 し か カ バ ー さ れ て い

な い と し て 、 こ れ を 拒 ん だ 。  

 〔 裁 定 〕  カ ー ド 会 社 は 、 C C A 7 5 条 ( 1 )に 基 づ く 請 求 権 が 書 面 上

の 不 実 表 示 に 限 っ て カ バ ー さ れ る と い う 法 的 根 拠 を 見 つ け ら れ な か

っ た 。逆 に 彼 女 が 提 出 し た 電 話 の 際 に 手 書 き し た ノ ー ト を 証 拠 に「 買

主 を 保 証 す る 」と い う 言 葉 を 信 じ て 7 0 0 ポ ン ド を 払 う こ と に 彼 女 が

同 意 し た と い う こ と を 疑 う 理 由 が な い こ と か ら 、 F O S は 、カ ー ド 会

社 に 対 し 、 C C A 7 5 条 に 基 づ き 、 J 夫 人 に 対 し て 7 0 0 ポ ン ド の 払 戻

し と 不 適 切 な 取 扱 い に 対 す る 迷 惑 に 対 す る 補 償 1 0 0 ポ ン ド の 追 加 支

払 を 提 示 し た 。  

 

【 裁 定 3 】  O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  6 2 ;  J u n e / J u l y  2 0 0 7 c a s e  

s t u d i e s ,  6 2 / 4 ,  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  e l e c t r o n i c  g o o d s  

b o u g h t  a b r o a d  u s i n g  c r e d i t  c a r d .  

〔 事 案 の 概 要 〕  ス ペ イ ン で の 休 日 の 初 日 に J 氏 は 、 カ ー ド を 使

っ て 小 売 商 か ら 電 子 付 属 品 付 デ ジ タ ル カ メ ラ を 購 入 し た 。 し か し 、

期 待 し た ほ ど 良 く な か っ た の で 、 休 日 終 日 に 返 品 し て 返 金 す る よ
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う 求 め た が 、断 ら れ た 。 J 氏 は 、帰 国 後 、不 実 表 示 を 理 由 に C C A 7 5

条 ( 1 )に 基 づ い て カ ー ド 会 社 に 返 金 を 要 請 し た が 、 断 ら れ た た め 、 J

氏 は 、 2 0 0 6 年 の 控 訴 院 の 判 決 で 、海 外 取 引 に も C C A 7 5 条 の 適 用 が

あ る と 主 張 し た 。  

〔 裁 定 〕  調 査 の 結 果 、 J 氏 は 、 2 回 目 に 同 じ 小 売 商 を 訪 問 し て

別 の 大 き な カ メ ラ を 買 っ て い た こ と を し ぶ し ぶ 認 め た 。 同 じ 小 売 店

か ら 後 日 さ ら に 高 価 な カ メ ラ を 購 入 し た こ と が 判 明 し た こ と か ら 、

F O S は 、 初 の カ メ ラ の 売 買 に つ き 、小 売 商 に 不 実 表 示 が あ っ た と

は 思 え な い と し て 、 J 氏 の 申 立 て を 拒 絶 し た 。  

 

【 裁 定 4】  O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  8 6 ,  J u n e / J u l y  2 0 1 0 ;  8 6 / 4 ,  

c o n s u m e r  c l a i m s  r e f u n d  o n  g r o u n d s  o f  

m i s r e p r e s e n t a t i o n  b y  c a r p e t  s a l e s m a n .  

〔 事 案 の 概 要 〕  B 夫 人 は 、 サ ン プ ル を 見 て 購 入 し た カ ー ペ ッ ト

が 部 屋 に ま っ た く フ ィ ッ ト せ ず 、 寄 せ 集 め の よ う に 見 え る こ と に 失

望 し た た め 、 カ ー ド 会 社 に 対 し て 5 7 0 ポ ン ド の 払 戻 し を 要 求 し た 。

彼 女 は シ ョ ー ル ー ム で 見 た サ ン プ ル と は 著 し く 異 な っ て お り 、 実 際

の カ ー ペ ッ ト と は 違 う と セ ー ル ス マ ン が 警 告 し な か っ た こ と に つ い

て 明 確 な 「 不 実 表 示 」 で あ る と 主 張 し た 。  

〔 裁 定 〕  B 夫 人 か ら 提 出 さ れ た 証 拠 か ら 、 カ ー ペ ッ ト に 瑕 疵 が

あ る と は 思 え ず 、 カ ー ペ ッ ト は 通 常 の も の で あ り 、 パ イ ル に つ い て

も 、 特 に 腰 、 輝 き 、 感 触 の ほ か 問 題 な か っ た 。 法 律 上 「 不 実 表 示 」

と は 、 契 約 関 係 に 入 ろ う と す る こ と に 影 響 を 与 え る （ 言 葉 で あ れ 、

行 動 で あ れ ） 事 実 に 反 す る 正 し く な い 表 明 を い う 。 シ ョ ー ル ー ム の

カ ー ペ ッ ト サ ン プ ル を 見 る 限 り 、 B 夫 人 が 自 分 の 家 で 実 際 に 敷 い た

と き に フ ィ ッ ト す る か ど う か を 十 分 に 考 え な か っ た の で は な い か 。

セ ー ル ス マ ン が こ の よ う な 不 実 表 示 に 警 告 を す る こ と を 怠 っ た と は

思 え な い 。 し た が っ て 、 カ ー ド 会 社 に は カ ー ペ ッ ト の コ ス ト に 関 す

る 責 任 は な い と 裁 定 し た 。  
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3）  検 討  

（ a）  「 不 実 表 示 」 の 認 定 基 準  

ま ず 、ど の よ う な 態 様 の 不 実 表 示 が C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用 の あ る 不

実 表 示 が 対 象 と な る か に 関 し て 、【 裁 定 2】は 、供 給 者 の 書 面 に よ る

不 実 表 示 だ け で な く 、 口 頭 に よ る 不 実 表 示 、 す な わ ち 不 実 告 知 に つ

い て も 対 象 で あ る と す る 。  

【 判 例 3】【 判 例 6】 も 、 同 様 に 、 口 頭 に よ る 表 明 さ れ た 不 実 告 知

を 対 象 に し て お り 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 不 実 表 示 に は 不 実 告 知 が 含 ま れ

る と す る 。  

（ b）  「 不 実 表 示 」 の 効 果  

一 方 、 不 実 表 示 の 効 果 に 関 し て 、【 判 例 3】 は 、 解 除 の ほ か 、 損 害

賠 償 も 認 め て い る 。同 判 決 は 、「 商 品 と し て の 品 質 」に 欠 け「 購 入 目

的 に 適 合 」 し な い こ と を 理 由 と す る 契 約 違 反 が 初 に 主 張 さ れ 、 そ

の 後 、 事 故 車 で な い と の 「 悪 意 の 不 実 表 示 」 が 事 後 的 に 判 明 し た 事

案 で あ る 。 中 古 自 動 車 を 購 入 し た 時 の 事 実 関 係 の 調 査 に 基 づ い て 、

購 入 当 時 に 当 該 自 動 車 が 有 し た と さ れ る 機 能 や 品 質 の 実 態 と 、 買 主

が 購 入 時 に 販 売 員 等 の 説 明 か ら 期 待 し た 品 質 内 容 と に 乖 離 が 大 き い

こ と に 、 判 定 の 基 準 を 置 い て 事 実 と の 相 違 が ど の 程 度 あ っ た か と い

う 判 定 を 行 っ て い る 。 実 際 に 「 商 品 と し て の 品 質 」 す な わ ち 、 購 入

金 額 か ら 期 待 さ れ る 一 般 的 な 商 品 と し て の 品 質 に 適 合 し て い た か 、

お よ び 購 入 目 的 で あ る 「 車 両 を タ ク シ ー の 利 用 に 供 す る こ と が で き

る 」 こ と を 満 た し て い る か ど う か で 、 契 約 の 解 除 の 可 否 を 認 定 し た

も の で あ る 。  

さ ら に 、 同 判 決 は 、 解 除 に よ る 原 状 回 復 に 伴 う 損 害 賠 償 と し て 、

下 取 車 の 返 還 に 代 え て 、 下 取 価 格 相 当 額 と 支 払 済 み の 金 員 の 支 払 い

の ほ か 、 現 実 に 原 告 が 支 出 し た 牽 引 費 用 の 請 求 を 認 め た が 、 車 を 使

用 で き な い と い う 「 迷 惑 に 対 す る 補 償 」 の 賠 償 請 求 に 関 し て は 、 車

の 使 用 利 益 と 相 殺 さ れ る と し て 、 損 害 賠 償 を 認 め な か っ た 。  

だ が 、 こ れ に 対 し て 、【 裁 定 2】 は 、「 迷 惑 に 対 す る 補 償 」 の 賠 償

請 求 を 認 め る 。【 判 例 2】 と 【 判 例 3】 は 、 と も に 自 動 車 の 購 入 契 約
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に 関 す る も の で あ る が 、 購 入 し た 物 品 を 利 用 し て 何 ら か の 継 続 的 な

業 務 を 行 う こ と を 予 定 し て い る と き は 、 そ の 購 入 目 的 が 明 確 で あ れ

ば 、「 迷 惑 に 対 す る 補 償 」や「 逸 失 利 益 」が 大 き な 金 額 と な り 、ケ ー

ス に よ っ て は 、 金 融 機 関 は 、 与 信 額 を 大 幅 に 上 回 る 損 害 賠 償 額 を 負

担 さ せ ら れ て い る 。  

供 給 者 に 対 し て は 、 商 品 の 品 質 や 目 的 適 合 性 の 保 証 に つ き 不 実 表

示 が あ っ た 場 合 に 関 し て は 1 9 6 7 年 不 実 表 示 法 や 1 9 7 3 年 動 産 供 給

（ 黙 示 条 件 ） 法 な ど で 、 ま た 、 黙 示 に よ る 不 実 表 示 が あ っ た 場 合 に

関 し て は 1 8 9 3 年 動 産 売 買 販 売 法 に 基 づ き 、 善 意 の 不 実 表 示 で な い

限 り 、 契 約 を 解 除 し て 、 損 害 賠 償 の 請 求 が で き る 。 D - C - S 契 約 の 場

合 に は 、 供 給 者 が 広 告 や 表 示 に 関 し て は C C A 5 6 条 で 、 金 融 機 関 の

交 渉 人 と さ れ る の で 、 上 記 2 つ の 判 例 に よ れ ば 、 金 融 機 関 は 、 債 務

者 の 真 実 の 職 業 や 商 品 の 特 定 の 使 用 目 的 を 知 ら な く て も 、 不 実 表 示

や 契 約 違 反 の 場 合 に 逸 失 利 益 の 損 害 賠 償 リ ス ク を 含 め た 与 信 リ ス ク

を 負 っ て い る こ と に な る 。  

な お 、【 判 例 2】 に お い て は 、金 融 機 関 が 個 人 で あ っ て も 、タ ク シ

ー 運 転 者 は 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス の 対 象 と し な い と い う 扱 い を し つ

つ 、 申 込 書 面 に 旧 職 業 が 記 載 さ れ 、 セ ー ル ス の 際 に タ ク シ ー 事 業 の

開 始 を 告 げ て い た こ と を 理 由 に 、 結 局 営 業 上 の 逸 失 利 益 を 認 め て い

る 。 原 告 の 請 求 は 、 や や 権 利 濫 用 的 な 請 求 に も 思 え る が 、 金 融 機 関

に は C C A 7 5 条 ( 2 )で 供 給 者 に 対 す る 求 償 権 が 認 め ら れ て お り 、問 題

の あ る 業 者 は ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス の 取 引 先 か ら 排 除 す る こ と が で き

る の で あ る か ら 、 ハ イ ヤ ー 運 転 手 も 個 人 で あ り 、 消 費 者 と し て 保 護

さ れ て い る 。  

し か し 、 購 入 自 動 車 が 4 , 3 7 5 ポ ン ド 、 下 取 車 が 3 , 3 7 5 ポ ン ド で あ

り 、差 額 の 1 , 0 0 0 ポ ン ド（ 年 利 1 6％ ）が 与 信 額 で あ っ た 。こ れ に 対

し て 、 金 融 会 社 は 、 下 取 車 の 市 場 価 格 3 , 0 0 0 ポ ン ド 、 自 動 車 の 特 別

保 証 5 0 ポ ン ド 、雑 費 8 4 ポ ン ド 、逸 失 利 益 と し て 2 5 0 ポ ン ド の 合 計

3 , 3 8 4 ポ ン ド と 訴 訟 費 用 の 支 払 い を 命 じ ら れ 、 与 信 額 の 実 に 3 . 3 倍

を 超 え る 負 担 と な っ て い る 。 こ の よ う な 結 果 に 至 る の は 、 融 資 契 約
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の 対 象 と な る 自 動 車 の 売 買 契 約 だ け で な く 、 同 時 的 に 締 結 さ れ る 下

取 契 約 に つ い て も 供 給 者 と の 契 約 で あ る こ と か ら 、 金 融 機 関 に 共 同

責 任 と し て の 賠 償 責 任 が 生 じ る か ら で あ ろ う 。  

供 給 者 に 対 す る の と 同 様 な 請 求 権 を 債 権 者 に も 認 め る 場 合 、 供 給

者 に 求 償 で き な い ケ ー ス で は 、【 判 例 2】の よ う に 与 信 額 を 上 回 る こ

と に な れ ば 、 共 同 責 任 は 、 債 権 者 に と っ て 非 常 に 酷 な 結 果 と な る 。

し た が っ て 、 そ の よ う な 可 能 性 の あ る 販 売 事 業 者 は 加 盟 店 と し て 排

除 さ れ る ケ ー ス が 増 加 し 、 別 途 事 業 者 と の 間 で 紛 争 を 生 じ る こ と が

考 え ら れ る ( 1 9 9 ) 。  

（ c）  「 不 実 表 示 」 の 適 用 範 囲  

わ が 国 に お い て は 、購 入 者 が 個 人 で あ っ て も 、｢営 業（ 事 業 ）の た

め ｣ま た は ｢営 業（ 事 業 ）と し て ｣行 っ た 契 約 に つ い て は 、割 賦 販 売 法

や 消 費 者 契 約 法 の 消 費 者 と し て の 救 済 を 受 け る こ と は で き な い と さ

れ て い る の で ( 2 0 0 ) 、 個 人 事 業 者 に 関 す る 逸 失 利 益 の 割 賦 販 売 業 者 等

の 責 任 は も ち ろ ん 、 支 払 停 止 の 抗 弁 の 問 題 も 原 則 と し て 生 じ な い 。  

し か し 、 イ ギ リ ス で は 、 C C A の 適 用 対 象 は 「 個 人 」（ 制 定 時 に お

い て は 《 P e r s o n a l》、 そ の 後 の 改 正 規 定 で は 《 I n d i v i d u a l》） と さ れ

て い る も の の 、 必 ず し も 自 然 人 に は 限 定 さ れ て い な い 。 そ の 結 果 、

保 護 の 対 象 に は 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ が 含 ま れ 、 個 人 商 店 や 弁 護 士 事

務 所 等 な ど 、2～ 3 名 以 内 の 少 人 数 組 織 な ら C C A 7 5 条 ( 1 )の 保 護 の 対

象 と な っ て い る 。す な わ ち 、消 費 者 信 用 法 と い う 名 称 で あ り な が ら 、

わ が 国 の 保 護 対 象 と か な り 異 な っ て い る の で あ り ( 2 0 1 ) 、 こ の 点 が 高

額 な 損 害 賠 償 請 求 を 認 め る 事 例 と な っ て 現 れ て い る と い え よ う 。  

し か し な が ら 、 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て は 、

他 の 加 盟 店 管 理 会 社 （ ア ク ワ イ ア ラ ） の 提 携 す る 加 盟 店 を 除 外 す る

こ と は で き な い 仕 組 み に な っ て い る 。 し た が っ て 、 上 記 の よ う な 判

例 が ク レ ジ ッ ト 取 引 に お い て 続 出 し た 場 合 に は 、 イ ギ リ ス の 金 融 機

関 と し て は 、 貸 付 け の 対 象 と す る 取 引 か ら 、 高 額 な 逸 失 利 益 が 懸 念

さ れ る 商 品 や 、 プ ラ イ バ シ ー 侵 害 や 身 体 ・ 財 産 的 損 害 に 直 結 し や す

い 商 品 の 供 給 契 約 を 除 外 す る 方 向 に 働 く こ と と な り 、そ の 結 果 、C C A 
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7 5 条 ( 1 )に よ り 一 定 の 消 費 者 信 用 取 引 類 型 に お い て 一 種 の 取 引 保 険

的 な 機 能 が 得 ら れ て い る 消 費 者 に と っ て 、 不 利 益 が 生 じ る 可 能 性 も

考 え ら れ る 。  

な お 、 2 0 0 6 年 消 費 者 信 用 法 の 改 正 で は 、「 個 人 （ I n d i v i d u a l）」 の

定 義 か ら 事 業 主 が 除 外 さ れ ( 2 0 2 ) 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ も 3 人 以 下 の 場

合 に 限 定 さ れ た 。 こ れ は 、 上 記 の よ う な 小 規 模 事 業 者 と の 契 約 に お

け る 問 題 点 に 対 す る 立 法 的 対 応 の 一 つ と 評 価 で き よ う 。 ま た 、 同 改

正 法 で は 、 消 費 者 信 用 契 約 の 定 義 に お け る 総 与 信 額 の 上 限 額 の 制 限

も 撤 廃 さ れ た が ( 2 0 3 ) 、 し か し 、 C C A 7 5 条 ( 1 )に 関 し て は 、 3 0 , 0 0 0 ポ

ン ド の 現 金 販 売 価 格 を 上 限 と す る 規 制 が 存 続 し て い る 。 こ の 点 も 、

損 失 補 償 が 多 額 と な り 、 債 権 額 を 上 回 る と い う 不 合 理 に 対 す る 一 定

の 歯 止 め を 維 持 し た も の と 考 え る こ と が で き よ う 。  

 

（ 3）  「 契 約 違 反 」 に 関 す る 裁 判 ・ A D R  

 

1）  裁 判 所 の 判 断  

【 判 例 7】 F o r t h r i g h t  F i n a n c e  L t d .  v  P a t e l  [ C o u r t  o f  A p p e a l  ( C i v i l  

D i v i s i o n ) ]  3  A p r i l  1 9 9 5  

〔 事 案 の 概 要 〕  本 件 は 、 条 件 付 販 売 ( c o n d i t i o n a l  s a l e )で 1 9 8 4

年 6 月 に 自 動 車 を 購 入 し た 被 告 が 、 自 動 車 に 多 数 欠 陥 が 生 じ て い る

と し て 、 同 年 1 0 月 に 車 を 返 却 し 、 解 約 を 主 張 し た の に 対 し て 、 金

融 会 社 が 契 約 に 基 づ く 代 金 の 支 払 い を 求 め て 、 購 入 者 と 保 証 人 を 被

告 と し て 県 裁 判 所 に 提 訴 し た 。こ れ に 対 し て 購 入 者 が 、自 動 車 が「 商

品 と し て の 品 質 」が 欠 乏 し 、「契 約 の 目 的 」に 合 致 し な い こ と を 主 張

し て 、 解 約 を 求 め て 反 訴 を 提 起 し た 。 こ の 訴 訟 に つ き 、 原 告 は 、 販

売 業 者 の 訴 訟 参 加 の 許 可 を 得 た が 、 手 続 は 実 施 さ れ ず 、 原 告 と 被 告

お よ び 保 証 人 で 責 任 分 担 の 審 理 が な さ れ た 際 に も 、 販 売 業 者 は 欠 席

し 、 反 対 尋 問 が な い ま ま 商 品 と し て の 品 質 の 欠 落 に 関 す る 本 訴 被 告

（ 購 入 者 ） の 証 言 が 採 用 さ れ て 結 審 し 、 原 告 （ 金 融 会 社 ） の 本 訴 請

求 は 棄 却 さ れ 、損 害 賠 償 額 と し て 2 , 4 9 0 . 6 8 ポ ン ド の 支 払 い を 命 ず る
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反 訴 請 求 が 認 容 さ れ た 。  

そ こ で 金 融 会 社 は 、 販 売 業 者 が 欠 席 し 、 そ の 関 与 な し に な さ れ た

損 害 賠 償 の 判 決 に つ い て 、 法 の 適 用 の 誤 り が あ る と し て 、 控 訴 し た

の が 本 件 事 案 で あ る 。  

〔 判 旨 〕  判 旨 は 、 原 審 に お け る 自 動 車 の 欠 陥 に つ い て の 調 査 レ

ポ ー ト に は 問 題 が あ り 、 販 売 業 者 に 反 論 の 機 会 等 が な か っ た こ と が

重 要 証 拠 法 の 手 続 等 に 違 反 し て お り 、「商 品 と し て の 品 質 」に つ い て

の 証 拠 調 べ の 手 続 や 内 容 が 十 分 で な か っ た と し て 、 こ れ ら の 点 を 再

審 理 さ せ る た め 、 事 件 を 県 裁 判 所 に 差 し 戻 し た 。  

 

【 判 例 8】  F i a t  A u t o  F i n a n c i a l  S e r v i c e s  v  M r.  L a u r e n c e  C o n n e l l y  

S n r.  [ 2 0 0 6 ]  S c o t S C  1 0 4 .  

〔 事 案 の 概 要 〕  被 告 は 、 2 0 0 3 年 1 0 月 2 7 日 に フ ィ ア ッ ト を 販

売 店 か ら 購 入 し 、 総 額 1 8 , 0 5 0 . 6 0 ポ ン ド の ク レ ジ ッ ト 契 約 を 締 結 し

て 、 2 0 0 3 年 1 0 月 か ら 2 0 0 4 年 6 月 ま で 各 月 2 7 日 支 払 っ た も の の 、

そ れ 以 降 の 支 払 い を し な か っ た 。 そ こ で 原 告 か ら 、 2 0 0 4 年 1 0 月 に

債 務 不 履 行 通 知 を 受 け 、 そ の 後 、 2 0 0 5 年 2 月 1 0 日 付 で 残 額 の

1 5 , 5 7 5 . 5 2 ポ ン ド 全 額 返 還 請 求 を 受 け た 後 に 、 本 件 訴 訟 を 提 起 さ れ

た 。  

被 告 は 、 訴 訟 に お い て 自 動 車 購 入 に 際 し ハ イ ヤ ー タ ク シ ー と し て

使 う つ も り と 従 業 員 に 告 げ て お り 、 従 業 員 か ら 購 入 の 特 定 の 目 的 に

適 し て い る と の 説 明 を 受 け た が 、 装 備 さ れ て い る は ず の エ ア コ ン 、

C D プ レ ー ヤ ー 、 冷 蔵 庫 は 取 り 付 け ら れ て お ら ず 、 結 局 有 料 と い わ

れ た 。 ま た 、 自 動 車 に は 、 納 品 当 初 か ら エ ン ジ ン 管 理 シ ス テ ム と の

不 調 が あ り 、 運 転 は で き た け れ ど も 、 時 々 不 具 合 が 生 じ 、 何 度 も 修

理 、 部 品 交 換 を 行 っ た が 改 善 は さ れ な か っ た た め に 、 支 払 い を 停 止

し た と の 抗 弁 し 、契 約 の 解 除 を 主 張 し た 。こ の 間 走 行 距 離 は 、4 0 , 0 0 0

マ イ ル 以 上 に な っ て い た 。  

〔 判 旨 〕  本 件 で は 、 潜 在 的 欠 陥 が あ る 車 を い っ た ん 受 領 し 、 解

除 権 を 行 使 せ ず に 、 修 理 を 重 ね 、 結 局 長 期 間 に わ た り 自 動 車 を 使 用



126 

し 、 そ の 走 行 距 離 が 4 0 , 0 0 0 マ イ ル に も 達 し て い た こ と で 解 除 権 行

使 が で き る か ど う か が 争 点 に な っ た が 、 裁 判 所 は 、 購 入 者 は 解 除 権

を 放 棄 し て い な い と 認 定 し た 。 そ の う え で 、 販 売 店 側 の 修 理 に 対 す

る 過 失 や 契 約 違 反 を 認 定 し 、 購 入 者 が 終 的 に 車 両 を 拒 絶 し て 、 販

売 契 約 の 取 消 し を 認 め 、 C C A 7 5 条 ( 1 )に 基 づ き 、 ク レ ジ ッ ト 契 約 に

つ い て も 取 消 し の 請 求 権 が 認 め ら れ た 。  

 

2）  金 融 オ ン ブ ズ マ ン 機 構 （ F O S） の 裁 定  

【 裁 定 5 】  O m b u d s m a n  N e w s ,  M a r c h  2 0 0 1 ;  p l a s t i c  c a r d ,  c a s e  

s t u d y.  

〔 事 案 の 概 要 〕  商 品 を ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 購 入 し た J 氏 は 、 品

物 が 届 か な か っ た の で 、 カ ー ド 会 社 に チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 申 し 入 れ

た と こ ろ 、 供 給 者 は す で に 廃 業 し て い た 。 そ の た め 、 本 件 に お い て

は 、カ ー ド 会 社 は 適 切 な 期 間 に チ ャ ー ジ・バ ッ ク を す べ き か 、ま た 、

カ ー ド 会 員 に は チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク に つ い て の 契 約 上 の 権 限 が な い の

か が 争 い と な っ た 。  

 〔 裁 定 〕  チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク に 関 し て は 、 カ ー ド 会 員 側 に 契 約 上

の 権 限 は な い 。 し か し 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク シ ス テ ム は 公 知 の 制 度 で

あ り 、本 件 に 関 し て カ ー ド 会 社 は そ の 運 用 を 誤 っ た と し て 、F O S は 、

品 物 代 金 に 迷 惑 に 対 す る 補 償 を 加 算 し た も の が J 氏 の 損 害 賠 償 額 と

し て 補 償 さ れ る べ き と 裁 定 し た 。  

 

【 裁 定 6】  O m b u d s m a n  N e w s ,  D e c e m b e r  2 0 0 1 ;  c a s e  s t u d i e s - u s i n g  

a  c r e d i t  c a r d  a b r o a d ,  1 2 / 1 5  b r o k e n  d o w n  c a m p e r - v a n .  

〔 事 案 の 概 要 〕  R 氏 は 休 暇 を 利 用 し て ア メ リ カ へ 旅 行 し た が 、

そ の 際 に レ ン タ ル し た キ ャ ン ピ ン グ バ ン が 期 待 に 反 し て 狭 く て 快 適

で は な く 、 故 障 続 き で あ り 、 散 々 で あ っ た 。 R 氏 は 、 イ ギ リ ス で 保

証 金 を 払 い 、 米 国 で 追 加 金 を 各 々 ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 支 払 い 、 残 り

の レ ン タ ル 料 を ト ラ ベ ラ ー ズ チ ェ ッ ク で 支 払 っ た 。 レ ン タ カ ー 会 社

は 1 , 4 0 0 ド ル を 払 い 戻 す 旨 を 約 束 し た が 、 カ ー ド の 口 座 に 金 は 戻 ら
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な か っ た 。 そ こ で 、 R 氏 は 、 保 証 金 の 信 用 証 を カ ー ド 会 社 に 提 示 し

て 9 0 0 ポ ン ド が 戻 さ れ る こ と に な っ た が 、 こ れ に 対 し て 、 ア ク ワ イ

ア ラ で あ る ア メ リ カ の 銀 行 が 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 争 っ た 。  

〔 裁 定 〕  F O S は 、本 件 は ア メ リ カ に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド の

利 用 で は あ る が 、 銀 行 業 界 の 海 外 利 用 に 関 す る 1 9 9 5 年 自 主 協 定 に

基 づ き 請 求 が 可 能 と 考 え た 。 そ の 結 果 、 R 氏 は 、 当 初 の レ ン タ ル 料

の う ち い く ら か を 支 払 う 必 要 が あ る と す る 一 方 、 カ ー ド 会 社 に 7 5 0

ド ル （ 5 0 0 ポ ン ド ） を 除 い た 金 額 を 返 却 す べ き と の 裁 定 を し た 。  

 

【 裁 定 7】   O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  3 1 ,  S e p t e m b e r  2 0 0 3 ;  3 1 / 6 ,  

h o l i d a y  p a c k a g e  -  a i r l i n e  f l i g h t s  c a n c e l l e d  -  p r e  -  

e x i s t i n g  a r r a n g e m e n t  b e t w e e n  t r a v e l  a g e n t  a n d  

c u s t o m e r  -  w h e t h e r  s e c t i o n  7 5  a p p l i e d .   

〔 事 案 の 概 要 〕  B 夫 人 は 、 旅 行 代 理 店 が 組 成 し た ホ リ デ ー 包 括

旅 行 契 約 を 締 結 し 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 支 払 っ た 。 そ の 包 括 旅 行 の

一 部 に は 、エ ア ラ イ ン と ア レ ン ジ し た 2 つ の フ ラ イ ト が 入 っ て い た 。

不 幸 に も そ の エ ア ラ イ ン が 彼 女 の 休 暇 前 に 廃 業 し た た め 、 彼 女 は 別

の 新 し い 2 つ の チ ケ ッ ト を 購 入 す る 羽 目 に な っ た 。  

〔 裁 定 〕  F O S は 、 本 件 に 関 し て 、 B 夫 人 と 旅 行 代 理 店 と の 間 に

ホ リ デ ー 包 括 旅 行 契 約 が あ る と の 見 解 を 採 用 し 、 旅 行 代 理 店 は 、 パ

ッ ケ ー ジ の 一 部 を 構 成 す る チ ケ ッ ト の 供 給 に 失 敗 し 、 契 約 に 違 反 し

た と 判 断 し た 。 一 方 、 本 件 に お い て は 、 パ ッ ケ ー ジ の 供 給 者 （ 旅 行

代 理 店 ） と ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 を し て い る 銀 行 と の 間 の 事 前 取

り 決 め の 下 で の フ ァ イ ナ ン ス 関 係 が 存 在 す る 。 し た が っ て 、 銀 行 は

C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用 が あ る 請 求 と し て 扱 う 必 要 が あ る と さ れ 、結 局 、

銀 行 は 新 し い 2 つ の チ ケ ッ ト 代 金 の 請 求 に 同 意 し た 。  

 

 

【 裁 定 8】   O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  3 1 ,  S e p t e m b e r  2 0 0 3 ;  3 1 / 7 ,  

d i g i t a l  T V  p a c k a g e  c u s t o m e r  a l l e g e d  b r e a c h  o f  
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c o n t r a c t  w i t h  c r e d i t  c a r d  c o m p a n y   -  w h e t h e r  

s e c t i o n  7 5  a p p l i e d .  

 〔 事 案 の 概 要 〕  T 氏 は 、 デ ジ タ ル テ レ ビ パ ッ ケ ー ジ を 購 入 し 、

そ の 支 払 い に ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 し た 。 こ の パ ッ ケ ー ジ に は 、

有 料 テ レ ビ 会 社 の 1 2 か 月 分 の 視 聴 券 が 付 い て い た 。 し か し 2 か 月

後 に そ の テ レ ビ 局 は 放 送 を 停 止 し た 。 T 氏 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会

社 に 契 約 違 反 で あ る こ と の 苦 情 を 申 し 立 て た 。 彼 の 苦 情 は 、 カ ー ド

会 社 に 拒 否 さ れ た 。  

〔 裁 定 〕  F O S は 、 本 件 契 約 の 供 給 者 は 、 テ レ ビ の 設 備 と 視 聴 券

を 引 渡 し 済 み で あ り 、 契 約 は 満 た さ れ て い る と 考 え た 。 供 給 者 は テ

レ ビ の プ ロ グ ラ ム の 提 供 ま で 契 約 し て お ら ず 、 契 約 違 反 は な く 、 T

氏 の 請 求 権 は 認 め ら れ な い 。 放 送 会 社 と の 事 前 の 取 決 め は ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 会 社 と の 間 に 存 在 し な い か ら で あ る 。 有 料 テ レ ビ 局 の 契 約

違 反 は C C A 7 5 条 ( 1 )で カ バ ー さ れ な い 。  

 

【 裁 定 9】   O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  3 1 ,  S e p t e m b e r  2 0 0 3 ;  3 1 / 8 ,  

c u s t o m e r  a s k s  b a n k  t o  s t o p  c r e d i t  c a r d  t r a n s a c t i o n  -  

w h e t h e r  b a n k  a c t e d  p r o p e r l y  p a y i n g  t h e  r e t a i l e r.  

〔 事 案 の 概 要 〕  C 氏 は 、 家 具 会 社 に カ ス タ ム メ イ ド の ド ア を 2

つ 注 文 し 、取 付 け を 依 頼 し て 、代 金 は ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 支 払 っ た 。

2 週 間 後 、 そ の う ち の 一 つ の ド ア を 解 約 し 、 銀 行 に 対 し て カ ー ド 口

座 か ら 全 費 用 を 引 き 落 と さ な い よ う に 頼 ん だ 。 し か し 、 販 売 店 は 、

C 氏 が 署 名 し た 契 約 を 引 用 し て こ れ を 拒 絶 し 、 銀 行 は 2 つ の ド ア 全

部 の 代 金 を 販 売 店 に 支 払 っ た 。  

〔 裁 定 〕  顧 客 に よ っ て は カ ー ド 取 引 を 、 個 人 小 切 手 の よ う に 電

話 で 銀 行 に 指 示 し て 支 払 い を 止 め ら れ る と 勘 違 い す る 者 が い る 。 カ

ー ド 取 引 の 場 合 、 一 度 承 認 す る と そ の 支 払 い は 停 止 で き な い 。 C 氏

は ク レ ジ ッ ト カ ー ド で の 支 払 い を 承 認 し て お り 、 一 方 、 銀 行 は 適 切

に 販 売 店 に 支 払 い を 行 っ た 。 C 氏 は 心 変 わ り を し た だ け で あ っ て 、

販 売 店 は 契 約 を 違 反 し た わ け で は な い の で 、全 額 を C 氏 に 請 求 で き
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る と さ れ た 。  

 

【 裁 定 1 0】  O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  3 1 ,  S e p t e m b e r  2 0 0 3 ;  3 1 / 9 ,  

c u s t o m e r  c l a i m s  t h e  w a t c h  h e  b o u g h t  w h i l e  a b r o a d  

h a d  b e e n  m i s r e p r e s e n t e d  a s  a  d e s i g n e r - m a k e -  

w h e t h e r  c u s t o m e r  e n t i t l e d  t o  r e f u n d  f r o m  c r e d i t  

c a r d  c o m p a n y.  

〔 事 案 の 概 要 〕  J 氏 は 、 休 日 に ト ル コ に 旅 行 し 、 そ こ で 金 時 計

を 購 入 し た 。 彼 曰 く 、 高 価 な デ ザ イ ナ ー ブ ラ ン ド の 時 計 で あ り 、

1 , 0 0 0 ポ ン ド を ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 支 払 っ た 。 し か し な が ら 、 帰 国

後 に 時 計 は 止 ま り 、 修 理 に 6 5 ポ ン ド を 要 し た 。 修 理 屋 は 、 こ れ は

偽 物 な の で 、も っ と 安 い と い う こ と を 彼 に 教 え た 。そ こ で 、J 氏 は 、

銀 行 に 支 払 っ た 額 の 差 額 と 修 理 代 を 返 還 す る よ う に 請 求 し た が 、 銀

行 は 拒 絶 し た の で 、 J 氏 は C C A 7 5 条 ( 1 )に 基 づ き ク レ ジ ッ ト カ ー ド

会 社 か ら の 金 銭 返 還 を 主 張 し た 。  

〔 裁 定 〕  J 氏 の 主 張 す る ト ル コ の 小 売 商 の 不 実 表 示 に は 、 根 拠

が な く 、 証 拠 が な い 。 デ ザ イ ナ ー 制 作 の 時 計 で あ る と の 説 明 が あ っ

て 購 入 し た と す る 彼 の 主 張 を 裏 付 け る 書 類 は 何 も な か っ た 。 イ ギ リ

ス の 修 理 屋 は 、 こ の 時 計 が 1 8 カ ラ ッ ト の 金 で で き て い る こ と お よ

び 特 殊 な 製 作 で あ る こ と は 確 約 し て い る 。 そ こ に は 何 ら 契 約 違 反 は

な い 。 も し 同 じ 事 件 が イ ギ リ ス で 起 き た と し て も C C A 7 5 条 の 適 用

は な い 。 カ ー ド 会 社 は 修 理 代 の 支 払 い に は 同 意 し た 。  

 

【 裁 定 11】  O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  6 2 ,  J u n e / J u l y  2 0 0 7 ;  c a s e  

s t u d i e s ,  6 2 / 0 1 ,  d i s p u t e  o v e r  t h e  r e t u r n  o f  a  d e p o s i t  

f o r  a  c a r  h i r e  c o n t r a c t .  

〔 事 案 の 概 要 〕  M 氏 は 、 高 級 自 動 車 を 予 約 し た 際 、 車 に 損 傷 な

く 返 還 さ れ た と き に 払 い 戻 さ れ る 保 証 金 を 1 , 0 0 0 ポ ン ド 支 払 っ た 。

彼 は 問 題 の な い 状 態 で 賃 借 期 間 の 終 日 に 車 を 返 還 し た が 、 1 月 内

に 戻 る は ず だ っ た 保 証 金 1 , 0 0 0 ポ ン ド は 没 収 さ れ た 。 彼 は 仮 に 1 日
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遅 れ て 返 却 し て も 契 約 に 基 づ き 1 日 当 た り 11 5 ポ ン ド の 延 滞 料 を 払

え ば よ く 、 1 , 0 0 0 ポ ン ド も 負 担 す る 必 要 が な い と 争 っ た 。 し か し 、

貸 主 は 保 証 金 の 返 却 を 拒 絶 し た の で 、 M 氏 は カ ー ド 発 行 者 と 交 渉 し

た が 、カ ー ド 会 社 は M 氏 の 請 求 す る C C A 7 5 条 ( 1 )に 基 づ く 責 任 を 受

け る こ と は で き な い と 主 張 し た 。  

〔 裁 定 〕  本 件 の 契 約 書 に は 、 も し 車 の 返 却 が 遅 れ た と し て も

1 , 0 0 0 ポ ン ド を 没 収 す る こ と を 推 測 さ せ る 条 項 は 存 在 し て お ら ず 、

契 約 内 容 は 、 車 の 返 却 が 遅 れ た 場 合 に 、 1 日 に つ き 11 5 ポ ン ド を 支

払 わ せ る こ と を 内 容 と し て い た 。 そ こ で 、 F O S は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 発 行 会 社（ 以 下「 イ シ ュ ア（ I s s u e r）」と い う ）に 対 し て 、C C A 7 5

条 ( 1 )に 基 づ き 1 , 0 0 0 ポ ン ド の 払 戻 し を す る よ う に 提 言 し 、ま た 、保

証 金 の 返 還 が 遅 れ た 点 に 関 し て 、 カ ー ド 口 座 の 利 息 を 調 整 す る よ う

求 め た 。  

 

【 裁 定 1 2】 O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  6 2 ,  J u n e / J u l y  2 0 0 7 ;  6 2 / 3 ,  

d i s p u t e  i n v o l v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  w o r k m a n s h i p  i n  

k i t c h e n  r e f u r b i s h m e n t  p a i d  f o r  b y  c r e d i t  c a r d .  

 〔 事 案 の 概 要 〕  H 氏 は 、 磨 き あ げ ら れ た 御 影 石 で で き た 高 価 な

調 理 台 （ デ ザ イ ナ ー ズ キ ッ チ ン ） を 専 門 店 か ら 購 入 し た 。 し か し 、

そ の 調 理 台 は 切 断 が 貧 弱 で 仕 上 げ が 悪 い と 感 じ た H 氏 は 、調 理 台 の

購 入 費 と 設 置 料 を ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 支 払 っ て い た こ と か ら 、 C C A 

7 5 条 ( 1 )に 基 づ き 返 還 を 請 求 し た 。 こ れ に 対 し て 、 カ ー ド 会 社 は 、

調 理 台 の 貧 弱 さ は 、契 約 の 違 反 を 構 成 し な い と し て 請 求 を 拒 絶 し た 。 

〔 裁 定 〕  調 理 台 は 、 適 切 な カ ッ ト が な さ れ ず 、 ス ペ ー ス に 収 ま

ら ず に 、 一 般 的 な 標 準 に 達 し て い な か っ た 。 職 人 が 取 付 け る 時 に 付

け た 溝 や 引 っ か き 傷 も つ い て い た 。 F O S は 、 法 的 に は 、 価 格 と 説 明

に 応 じ た 満 足 す べ き 標 準 を 満 た し た 調 理 品 が 供 給 さ れ る べ き で あ り 、

契 約 違 反 が あ る と し て 、 カ ー ド 会 社 に 対 し 、 調 理 台 を 適 切 に す る コ

ス ト と し て 1 , 2 0 0 ポ ン ド を H 氏 に 支 払 う 案 を 提 示 し た 。  
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【 裁 定 1 3】 O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  7 5 ,  J a n u a r y / F e b r u a r y  2 0 0 9 ;  

7 5 / 3 ,  c o m p l a i n t  a b o u t  f u r n i t u r e  b o u g h t  w i t h  

‘ p o i n t - o f - s a l e ’  l o a n  i s  r e f e r r e d  t o  t h e  l e n d e r  w h e n  

f u r n i t u r e  s t o r e  r e f u s e s  t o  h e l p .  

〔 事 案 の 概 要 〕  D 夫 人 は 家 具 量 販 店 で 「 販 売 時 点 貸 付 」 の 方 法

で 、 ソ フ ァ の 三 点 セ ッ ト を 購 入 し た 。 販 売 時 点 貸 付 と い う タ イ プ の

ロ ー ン に も C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用 が あ る 。 1 年 後 、 D 夫 人 は 、 シ ー ト

と ア ー ム 部 分 の ク ッ シ ョ ン が 平 ら に な っ て い て 、 ソ フ ァ の 座 り 心 地

が 悪 い と 苦 情 を 言 っ た が 、 販 売 店 が 取 り 合 わ な か っ た た め 、 ロ ー ン

会 社 に 接 触 し た 。 ロ ー ン 会 社 は 、 家 具 会 社 に 応 接 セ ッ ト の 調 査 と レ

ポ ー ト の 作 成 を 要 請 し た と こ ろ 、問 題 は D 夫 人 の 利 用 状 況 や ソ フ ァ

の ケ ア の 環 境 に 関 係 す る と 報 告 し て き た の で 、 こ れ 以 上 対 応 で き な

い と 拒 絶 し た 。  

〔 裁 定 〕  販 売 店 の レ ポ ー ト は 客 観 的 に 独 立 し た レ ポ ー ト と 評 価

で き な い と さ れ 、 ロ ー ン 会 社 は 、 独 立 し た 専 門 家 に 新 た に レ ポ ー ト

を 依 頼 し そ の 費 用 を 払 う こ と に 同 意 し た 。 そ の 結 果 提 出 さ れ た レ ポ

ー ト で は 、 夫 人 の ソ フ ァ セ ッ ト の 品 質 に 対 す る 苦 情 に は 是 認 で き る

も の が あ り 、 ま た 、 彼 女 の 家 具 の 管 理 状 態 も 非 常 に 良 好 で あ る と さ

れ て い た 。 F O S は 、 こ の レ ポ ー ト に 基 づ き 、 ロ ー ン 会 社 に 対 し 、 彼

女 が 支 払 っ た 額 を 払 い 戻 し 、追 加 的 に 1 0 0 ポ ン ド を 迷 惑 に 対 す る 補

償 と し て 払 う こ と を 示 し た と こ ろ 、 双 方 が 合 意 し た 。  

 

【 裁 定 1 4】  O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  7 8 ,  J u l y / A u g u s t  2 0 0 9 ;  7 8 / 1 ,  

c r e d i t  c a r d  p r o v i d e r  t e l l s  c o n s u m e r  t o  t a k e  l e g a l  

a c t i o n  w h e n  r e t a i l e r  f a i l s  t o  d e l i v e r  a  p u r c h a s e  

m a d e  b y  c r e d i t  c a r d .  

〔 事 案 の 概 要 〕  M 氏 は 、 新 し い ベ ッ ド を シ ョ ー ル ー ム で 見 か け

て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 使 っ て 4 5 0 ポ ン ド で 購 入 し た 。 ベ ッ ド は 4

週 間 以 内 に 配 達 さ れ る は ず が 、 延 期 さ れ 、 6 か 月 待 た さ れ た と こ ろ

で 、 M 氏 は 隣 人 か ら そ の シ ョ ー ル ー ム が 閉 鎖 さ れ て い る こ と を 教 え
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ら れ た 。 連 絡 が つ か な い た め 、 カ ー ド 会 社 に 連 絡 し て 4 5 0 ポ ン ド の

払 戻 し を 要 求 し た が 、 カ ー ド 会 社 は 、 取 り 戻 す た め に は ま ず そ の 家

具 会 社 に 対 し て 訴 訟 を 行 い 、 判 決 を 得 る 必 要 が あ る と い っ て 、 少 額

請 求 裁 判 所 に 提 訴 す る こ と を 勧 め た 。 M 氏 は 、 す ぐ に そ の 手 続 を 行

お う と し た が 、 会 社 の 名 前 や 住 所 が わ か ら ず 、 で き な か っ た 。 そ こ

で 、 義 理 の 妹 が 、 再 度 ク レ ジ ッ ト 会 社 に 交 渉 し た が 、 家 具 店 に 対 し

て 承 継 さ れ る べ き 請 求 の 証 明 が な い と し て 受 け 付 け ら れ な か っ た 。  

〔 裁 定 〕  本 件 で は 、 シ ョ ー ル ー ム が 閉 鎖 さ れ て お り 、 ベ ッ ド を

M 氏 が 受 け 取 っ て い な い の は 明 ら か で あ っ て 、こ れ は 契 約 違 反 で あ

る 。 C C A 7 5 条 ( 1 )で は 、 小 売 店 に 対 し て も カ ー ド 会 社 に 対 し て も M

氏 は 請 求 権 が あ る 。 一 方 、 C C A 7 5 条 に 基 づ く 請 求 の 前 に M 氏 が シ

ョ ー ル ー ム を 訴 え る べ き 法 的 義 務 は な く 、 ク レ ジ ッ ト 会 社 の 悪 い 指

示 で 迷 惑 と コ ス ト が 発 生 し て い る 。し た が っ て 、カ ー ド 会 社 は 、4 5 0

ポ ン ド の 返 還 と 支 払 日 に さ か の ぼ っ た 利 息 の 請 求 、 お よ び 支 出 し た

訴 訟 的 の た め の 経 費 の 払 い 戻 す べ き で あ り 、 さ ら に 、 カ ー ド 会 社 の

不 適 切 な ア ド バ イ ス に よ っ て 、 M 氏 が 迷 惑 を 蒙 っ た 補 償 と し て 3 5 0

ポ ン ド の 支 払 い を す べ き と し た 。  

 

【 裁 定 1 5】 O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  7 9 ,  S e p t e m b e r / O c t o b e r  2 0 0 9 ;  

7 9 / 1 ,  c o n s u m e r  a t t e m p t s  t o  c a n c e l  a g r e e m e n t  w h e n  

c a r  b o u g h t  o n  h i r e  p u r c h a s e  t u r n s  o u t  t o  b e  f a u l t y.  

〔 事 案 の 概 要 〕  Q 夫 人 は 、 新 ブ ラ ン ド の ハ ッ チ バ ッ ク 車 を ハ イ

ヤ ー パ ー チ ェ ス で 購 入 し た が 、 2 週 間 も し な い う ち に 車 の 屋 根 か ら

雨 水 の 漏 れ る の を 発 見 し 、 こ れ を 修 理 さ せ た 。 し か し 、 そ の 後 も 問

題 は 収 ま ら ず 3 か 月 の 間 に 5 回 の 修 理 を 重 ね た た め 、賃 貸 会 社 に 対

し て 、 契 約 の 解 除 を 通 知 し た 。 こ れ に 対 し て 、 賃 貸 会 社 は 、 デ ィ ー

ラ ー と の 間 を 取 り 持 ち 重 ね て 修 理 さ せ る と 申 し 出 た が 、 対 応 は 進 ま

な か っ た 。  

〔 裁 定 〕  デ ィ ー ラ ー か ら 提 供 さ れ た 報 告 書 か ら は 、 車 の 屋 根 に

は 修 理 で き な い 重 大 な 問 題 が あ る こ と が 判 明 し た 。 こ れ は 、 新 ブ ラ
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ン ド の 車 と し て は 、 受 け 入 れ る こ と が で き な い 欠 陥 で あ っ た 。 F O S

は 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス に お い て は 、 車 の 品 質 に 関 し て は 、 デ ィ ー

ラ ー よ り む し ろ 賃 貸 会 社 に 責 任 が あ る 旨 を 指 摘 し 、 契 約 の 解 除 を 認

め 、 利 息 を 付 け て 支 払 済 み の 金 銭 を 返 還 す る と と も に 、 Q 夫 人 が 支

払 っ た 修 理 そ の 他 の 費 用 に つ き 、 2 0 0 ポ ン ド を 支 払 う べ き と の 提 示

を 行 っ た 。  

 

【 裁 定 1 6】 O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  7 9 ,  S e p t e m b e r / O c t o b e r  2 0 0 9 ;  

7 9 / 2 ,  c o n s u m e r  a s k s  t o  c a n c e l  l o a n  a g r e e m e n t  a f t e r  

d i s c o v e r i n g  m a j o r  f a u l t s  i n  c a r  b o u g h t  w i t h  t h e  l o a n .  

〔 事 案 の 概 要 〕  B 氏 は 、 6 年 落 ち の 中 古 車 を 定 額 支 払 ロ ー ン で

購 入 し た が 、 2 日 目 に 、 燃 料 ゲ ー ジ と ス ピ ー ド メ ー タ ー が う ま く 働

か ず 、 空 冷 フ ァ ン は ま っ た く 動 か な い こ と を 発 見 し た 。 す ぐ に デ ィ

ー ラ ー に 持 ち 込 ん で 修 理 し た が 、 以 降 も 水 漏 れ が 起 こ り 、 燃 料 ゲ ー

ジ な ど が 壊 れ 、 ブ レ ー キ デ ィ ス ク や シ ー ト の 問 題 、 燃 料 の 漏 れ な ど

修 理 す る の に 牽 引 を 必 要 と す る ほ ど 危 険 な 状 態 で あ り 、 6 月 後 に は

M O T（ 車 検 ） 証 明 も で き な い 状 態 に な っ た 。 デ ィ ー ラ ー は 別 の 同 様

な 価 値 の 車 と の 交 換 を 申 し 出 た が 、 B 氏 は こ れ を 断 り 、 貸 主 に 車 の

解 約 を 申 し 出 た 。  

〔 裁 定 〕  B 氏 か ら 提 供 さ れ た 証 拠 に よ れ ば 、 車 に は 重 大 な 欠 陥

が あ り 、 デ ィ ー ラ ー は 合 理 的 期 間 内 に こ れ を 解 消 す る こ と が で き な

か っ た 。 こ の よ う な 事 情 の 下 で は 車 の 交 換 を 断 っ た こ と は 合 理 的 で

あ る 。 貸 主 は 、 こ の 車 齢 の 中 古 車 と も な れ ば 、 い く つ か の 問 題 点 は

あ る と 主 張 す る が 、 こ の 価 格 で こ の 車 齢 の 自 動 車 に 期 待 す る 合 理 的

な 期 待 を 超 え る 問 題 点 が あ る 。定 額 支 払 ロ ー ン に も C C A 7 5 条 ( 1 )の

適 用 が あ る の で 、貸 主 は B 氏 の 解 約 を 認 め 、車 を 使 用 で き な か っ た

不 利 益 に 対 し て は 、 そ の 支 払 部 分 を 払 い 戻 し す る こ と と し 、 さ ら に

申 し 出 に 対 す る 不 適 切 な 対 応 に よ る 迷 惑 に 対 す る 補 償 を 2 0 0 ポ ン ド

と 評 価 す べ き で あ る 。  
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【 裁 定 1 7】 O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  7 9 ,  S e p t e m b e r / O c t o b e r  2 0 0 9 ;  

7 9 / 4 ,  c o n s u m e r  a s k s  l e n d e r  t o  p a y  f o r  r e p a i r s  w h e n  

t h e  u s e d  c a r  b o u g h t  w i t h  a  l o a n  i s  f o u n d  t o  b e  f a u l t y.  

〔 事 案 の 概 要 〕  W 夫 人 は 、定 額 支 払 ロ ー ン で 3 年 落 ち の 中 古 車

を 購 入 し た が 、購 入 し た と き か ら エ ン ジ ン ノ イ ズ と 黒 煙 が 出 て お り 、

す ぐ に 燃 料 イ ン ジ ケ ー タ ー の 整 備 を 要 請 し た 。 そ の 数 週 間 後 に 車 が

壊 れ 、 地 方 で 修 理 を 行 い 、 燃 料 イ ン ジ ケ ー タ ー の 交 換 な ど で 合 計

1 , 5 0 0 ポ ン ド を 要 し た 。 貸 主 に は 、 も し 修 理 代 を 支 払 う と き は あ ら

か じ め 貸 主 の 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い と い わ れ て い た が 、 数 か

月 後 に 新 し い 燃 料 イ ン ジ ェ ク タ ー が 必 要 と な っ た 時 に 、 貸 主 か ら 電

話 し て も デ ィ ー ラ ー の 返 事 は な く 、 自 身 で 何 度 か デ ィ ー ラ ー に 接 触

を し よ う と し て も 電 話 が 返 っ て こ な か っ た 。 そ の 後 も 、 車 を 使 え な

い と 大 変 不 便 で 、 も は や 修 理 を 遅 ら す こ と が で き な い 、 少 な く と も

貸 主 に 修 理 代 を 払 っ て く れ る よ う に 手 紙 で 苦 情 を 申 し 述 べ た が 、 し

か し 、 貸 主 は 対 応 せ ず 、 デ ィ ー ラ ー か ら 、 同 程 度 の 車 齢 で 同 価 値 の

車 と 交 換 す る と の 電 話 が あ っ た だ け で あ っ た 。 彼 女 は 今 の 車 に 修 理

し て 乗 り 続 け た か っ た が 、 選 択 肢 は な く 、 貸 主 も 車 の 交 換 に 応 じ る

以 上 は 修 理 代 の 支 払 い の 用 意 は な い と い う 。  

〔 裁 定 〕  本 件 は 、 ク レ ジ ッ ト 仲 介 に よ り 行 わ れ た が 、 W 夫 人 が

車 を 購 入 す る た め に 、 こ の タ イ プ の ロ ー ン を 利 用 し た と き は 、 彼 女

の 貸 主 に 対 す る 苦 情 は C C A 7 5 条 ( 1 )で カ バ ー さ れ る 。双 方 の 申 し 出

に よ る と 車 に は 多 数 の 欠 陥 が あ っ て 売 ら れ た こ と は 明 確 で あ る 。

F O S は 、貸 主 に 対 し て 、こ の よ う な 事 情 の 下 で は 、 W 夫 人 に 修 理 費

用 を 支 払 う べ き 旨 説 明 し 、 貸 主 は 、 W 夫 人 に 修 理 費 用 お よ び 迷 惑 に

対 す る 補 償 と し て 5 0 0 ポ ン ド を 支 払 う こ と に 同 意 し た  

 

【 裁 定 1 8】  O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  8 6 ,  J u n e / J u l y  2 0 1 0 ;  8 6 / 0 3 ,  

c r e d i t  c a r d  p r o v i d e r  m i s i n t e r p r e t s  t h e  f i n a n c i a l  

l i m i t s  t h a t  a p p l y  t o  c l a i m s  m a d e  u n d e r  s e c t i o n  7 5 .  

〔 事 案 の 概 要 〕  M 氏 は 、 海 峡 フ ェ リ ー の 1 0 回 分 の バ ウ チ ャ ー
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を 2 2 0 ポ ン ド で 購 入 し た 。 だ が 、 3 回 分 使 っ た と こ ろ で フ ェ リ ー 会

社 が 廃 業 し た た め 、4 回 目 に は 1 0 2 . 3 1 ポ ン ド を 払 っ て 帰 国 し た 。そ

の 後 残 り 6 回 分 に 相 当 す る 別 の 乗 船 券 を 1 9 2 ポ ン ド で 購 入 し た の で 、

合 計 2 9 4 . 3 1 ポ ン ド が 当 初 の バ ウ チ ャ ー に 加 え て 必 要 に な っ た 。 バ

ウ チ ャ ー は ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 購 入 し て い た の で 、 M 氏 は C C A 7 5

条 ( 1 )に 基 づ き カ ー ド 会 社 に 請 求 権 を 行 使 し 、カ ー ド 会 社 は 8 回 分 に

相 当 す る 額 （ 1 7 4 ポ ン ド ） を 払 い 戻 し た 。 し か し 、 M 氏 は 2 9 4 . 3 1

ポ ン ド を 出 費 し て い た の で 、 少 な い 払 戻 し に は 納 得 せ ず 増 額 を 要 求

し た 。  

〔 裁 定 〕  M 氏 が 請 求 に 関 連 し て カ ー ド 会 社 に 提 出 し た 書 面 の コ

ピ ー に よ る と 、フ ェ リ ー 会 社 か ら バ ウ チ ャ ー を 2 2 0 ポ ン ド で 購 入 し

た の で あ っ て 、 2 2 ポ ン ド の 個 別 の 券 を 1 0 枚 買 っ た の で は な い こ と

が 判 る 。し た が っ て 、フ ェ リ ー 会 社 は M 氏 と の 契 約 に 違 反 し て い る 。

一 方 、カ ー ド 会 社 は 、C C A 7 5 条 ( 1 )の 下 で 2 9 4 . 3 1 ポ ン ド の 損 失 の 責

任 が あ る こ と に 同 意 し た の で あ る か ら 、 同 条 の 正 し い 適 用 が な か っ

た 迷 惑 に 対 す る 補 償 と し て 1 0 0 ポ ン ド を 支 払 う べ き で あ る 。  

 

【 裁 定 1 9】  O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  8 6 ,  J u n e / J u l y  2 0 1 0 ;  8 6 / 5 ,  

c r e d i t  c a r d  p r o v i d e r  m i s u n d e r s t a n d s  t h e  e x t e n t  o f  

i t s  l i a b i l i t y  u n d e r  s e c t i o n  7 5 .  

〔 事 案 の 概 要 〕  K 夫 人 は 、 親 の 結 婚 記 念 日 に 、 彼 女 と 夫 、 2 人

の 子 供 も 加 わ っ て 、 記 念 旅 行 と し て フ ロ リ ダ に 旅 行 し た 。 6 回 の フ

ラ イ ト に つ い て 合 計 2 , 8 9 0 . 5 0 ポ ン ド を ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 支 払 っ

た 。 だ が 、 帰 国 す る と い う 時 に 、 乗 る べ き 飛 行 機 が 管 財 人 の 管 理 下

に 入 っ た た め 、 彼 女 は 、 追 加 で 1 , 9 8 0 ポ ン ド を 支 払 わ な け れ ば な ら

な か っ た 。帰 国 後 ク レ ジ ッ ト 会 社 は 手 続 に し た が っ て 1 , 3 4 9 . 2 5 ポ ン

ド を 払 い 戻 し た が 、 彼 女 は 、 エ ア ラ イ ン の 倒 産 に よ っ て 払 い 戻 さ れ

た 額 が 、帰 国 フ ラ イ ト の た め に 必 要 と さ れ た 額 よ り 少 な か っ た た め 、

未 使 用 金 額 に 対 す る 割 合 で は な く 、 全 部 が 払 い 戻 さ れ る べ き と し て

カ ー ド 会 社 と 交 渉 し た 。  
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〔 裁 定 〕  エ ア ラ イ ン の 倒 産 に よ り 、 帰 国 便 に 関 し て 、 別 の エ ア

ラ イ ン か ら 家 族 が 帰 る た め の チ ケ ッ ト を 購 入 す る 必 要 が 生 じ た 。 購

入 し た チ ケ ッ ト は リ ー ズ ナ ブ ル な も の で あ っ た が 、 C C A 7 5 条 ( 1 )に

基 づ く カ ー ド 会 社 の 責 任 は 、 そ の エ ア ラ イ ン か ら 払 い 戻 さ れ る 額 に

は 限 定 さ れ な い 。 カ ー ド 会 社 は エ ア ラ イ ン の 契 約 違 反 に よ り 、 カ ー

ド 利 用 者 が 合 理 的 に 必 要 と な っ た 追 加 的 費 用 に 責 任 が あ る か ら 、 差

額 の 6 3 1 . 3 5 ポ ン ド を 支 払 う べ き で あ る 。  

 

【 裁 定 2 0】  O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  8 6 ,  J u n e / J u l y  2 0 1 0 ;  8 6 / 6 ,  

c o n s u m e r  c o m p l a i n s  t h a t  c r e d i t  c a r d  p r o v i d e r  o n l y  

p a r t i a l l y  m e t  a  c l a i m  m a d e  u n d e r  s e c t i o n  7 5 .  

〔 事 案 の 概 要 〕  A 氏 夫 妻 は 、 ア メ リ カ 訪 問 中 に 帰 国 の た め 予 約

し て い た エ ア ラ イ ン が 、 重 大 な 財 政 危 機 に よ り 全 面 的 な 運 航 停 止 を

す る こ と を 知 っ た 。 彼 ら は 初 の チ ケ ッ ト を 合 計 9 5 4 . 4 0 ポ ン ド で

購 入 し て い た が 、C C A 7 5 条 ( 1 )に よ り 1 , 1 3 0 . 5 0 ポ ン ド を カ ー ド 会 社

に 請 求 し た 。 彼 ら は 、 エ ア ラ イ ン の 倒 産 の た め 、 追 加 的 な 宿 泊 費 用

も 含 め て 、 必 要 的 費 用 が 生 じ た と 説 明 し て い る 。 カ ー ド 会 社 は 帰 国

費 用 に 関 連 す る 一 部 費 用 の 払 戻 し に は 同 意 し た が 、 残 額 の 請 求 は 拒

絶 し た 。  

〔 裁 定 〕   F O S は 、当 初 の 予 定 よ り 2 週 間 余 分 に 宿 泊 し た 必 要 に

つ き 、 宿 泊 に 伴 う 証 拠 等 を 要 求 し た が 、 A 氏 夫 妻 は エ ア ラ イ ン の 倒

産 に よ る 合 理 的 な 範 囲 内 の 期 間 の 延 長 で あ る こ と 、 お よ び 宿 泊 費 に

つ い て は 妻 の 友 人 の 親 の 所 有 す る 個 人 宅 の 使 用 で あ っ て 、 宿 泊 費 は

支 払 っ た が 領 収 書 は も ら え な か っ た と 主 張 し た 。 し か し 、 エ ア ラ イ

ン の 倒 産 は 旅 行 の 初 期 に 起 こ り 、 2 週 間 も 余 分 に ア メ リ カ 滞 在 す る

理 由 が な く 、 当 初 の 帰 国 日 に 別 の エ ア ラ イ ン で 帰 国 で き な い 明 白 な

理 由 が な い 。 追 加 的 な 宿 泊 費 用 や 関 連 費 用 は エ ア ラ イ ン の 契 約 違 反

と は 関 係 な い 。 カ ー ド 会 社 は 追 加 的 な フ ラ イ ト 費 用 を 支 払 う こ と か

ら 、 追 加 的 な 費 用 の 支 払 い の 責 任 は な い 。  
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【 裁 定 2 1】  O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  8 6 ,  J u n e / J u l y  2 0 1 0 ;  8 6 / 8 ,  

c a r d  p r o v i d e r  r e f u s e s  t o  c o n s i d e r  c l a i m  u n d e r  

s e c t i o n  7 5  u n t i l  c o n s u m e r  h a s  f i r s t  p u r s u e d  t h e  

m a t t e r  d i r e c t  w i t h  t h e  s u p p l i e r.   

〔 事 案 の 概 要 〕 V 夫 人 は 、食 器 会 社 の ウ ェ ブ サ イ ト を 利 用 し て 、

デ ィ ナ ー 用 の 食 器 セ ッ ト を 申 し 込 み 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 決 済 し た 。

し か し 、 そ の 中 の 2 つ の プ レ ー ト が 、 全 体 と し て は ど こ か 違 和 感 が

あ っ た た め 、 e メ ー ル で 供 給 者 に ア イ テ ム が マ ッ チ し た 別 の も の へ

の 交 換 を 頼 ん だ が 、 売 り 切 れ で あ っ た 。 供 給 者 は w e b s i t e に あ る 別

な も の を 同 じ 価 格 の 範 囲 で 交 換 す る こ と を 提 案 し た が 、 返 金 の 要 求

は 拒 絶 し た 。 そ こ で 、 彼 女 は カ ー ド 会 社 に 対 し て 供 給 者 と の や り 取

り を 示 し た e メ ー ル の 写 し と 、 マ ッ チ し な い デ ィ ナ ー 用 の お 皿 の 写

真 を 送 っ て 、 返 金 を 要 求 し た 。 し か し な が ら 、 カ ー ド 会 社 は 、 夫 人

が 供 給 者 と 十 分 な 段 階 を 踏 ん だ 交 渉 に 失 敗 し た だ け で あ る と し て 、

C C A 7 5 条 ( 1 )に 基 づ く 責 任 を 認 め な か っ た 。  

〔 裁 定 〕  F O S は 、カ ー ド 会 社 に 送 ら れ た e メ ー ル の 写 し と デ ィ

ナ ー セ ッ ト 用 の プ レ ー ト の 写 真 か ら 、 供 給 者 な い し ク レ ジ ッ ト 会 社

に 対 す る 請 求 が 認 め ら れ る と し 、 ま た 、 V 夫 人 は 、 供 給 者 と 問 題 解

決 の た め の 合 理 的 な 段 階 を 踏 ん だ と 判 断 し 、 カ ー ド 会 社 に 対 し て 、

デ ィ ナ ー セ ッ ト 用 品 の 代 金 を 払 い 戻 す べ き こ と を 提 示 し た う え 、 食

器 の 回 収 を 望 む な ら 、 配 達 費 用 を 支 払 っ て 、 適 切 な 時 間 に 手 配 す べ

き と し た 。  

 

3）  検 討  

（ a）  「 契 約 違 反 」 の 認 定 基 準  

（ ア ）  商 品 の 引 渡 し の 未 了  

【 裁 定 5】 で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 購 入 し た 商 品 が 納 品 さ れ な

い と し て キ ャ ン セ ル を 要 求 し た も の 。 ク レ ジ ッ ト 会 社 は チ ャ ー ジ ・

バ ッ ク が で き る こ と を 理 由 に 代 金 と 迷 惑 に 対 す る 補 償 の 支 払 い が 決

定 さ れ た 。 一 方 、【 裁 定 1 4】 で は 、 倒 産 に よ り ベ ッ ド が 納 品 さ れ な



138 

か っ た が 、 ま ず 供 給 者 を 提 訴 す る よ う に 誤 っ た 指 導 を カ ー ド 会 社 が

行 っ た た め 、 4 5 0 ポ ン ド の 返 金 以 外 に 利 息 と 3 5 0 ポ ン ド と い う 高 額

の 迷 惑 に 対 す る 補 償 の 支 払 い が 求 め ら れ て い る 。  

い ず れ も 、 商 品 未 納 の 段 階 で 状 況 を 把 握 し 、 素 早 い 請 求 停 止 や 返

金 を 行 わ な い と 迷 惑 に 対 す る 補 償 の 支 払 負 担 や 利 息 負 担 が ク レ ジ ッ

ト 会 社 に か か り 、 与 信 額 を 超 え る 負 担 と な る 可 能 性 が 示 唆 さ れ て い

る 。 早 期 解 決 の イ ン セ ン テ ィ ブ と な る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。  

（ イ ）  商 品 瑕 疵  

商 品 瑕 疵 に 関 す る 事 案 は 、 ① 契 約 を 解 除 し て 支 払 済 み の 代 金 お よ

び 修 理 費 や 迷 惑 に 対 す る 補 償 の 支 払 い を 受 け て い る 場 合（【 裁 定 1 3】

【 裁 定 1 5】【 裁 定 1 6】【 裁 定 1 7】）と 、② 契 約 を 解 除 し て 支 払 済 み の

代 金 の み の 返 還 を 受 け て い る 場 合【 判 例 8】（【 裁 定 2 1】に 分 か れ る 。  

1 9 9 4 年 動 産 売 買 お よ び 供 給 法 で は 、 1 8 9 3 年 法 に お け る 買 主 よ り

知 り 得 た 目 的 に 合 理 的 に 適 合 す る ( R e a s o n a b l e  F i t  o f  P u r p o s e )か 、

ま た 商 品 と し て の 適 正 な 品 質 ( M e r c h a n t a b l e  Q u a l i t y )を 備 え て い る

か と い う 基 準 に 基 づ き 、 動 産 等 の 品 質 が 、 そ の 動 産 に つ い て の あ ら

ゆ る 説 明 、 価 格 そ の 他 の す べ て の 関 連 す る 状 況 を 考 慮 し て 、 通 常 人

( R e a s o n a b l e  P e r s o n ) が 満 足 す べ き も の と 考 え ら れ る 基 準 に 照 ら し

て「 十 分 な 品 質 ( S a t i s f a c t o r y  Q u a l i t y )」を 有 す る こ と が 黙 示 的 条 件

と さ れ て い る 。さ ら に 、1 9 9 4 年 法 で は 、① 問 題 と な る 種 類 の 動 産 が

通 常 そ の た め に 給 付 さ れ る と こ ろ の あ ら ゆ る 目 的 に 対 す る 適 合 性 、

② 外 観 お よ び 仕 上 が り 、 ③ 小 さ な 欠 陥 が な い こ と 、 ④ 安 全 性 、 ⑤ 耐

久 性 を 有 す る こ と が 判 断 基 準 と し て 明 示 さ れ て い る 点 が （ 同 法 1 4

条 2 B 項 ）、 消 費 者 に と っ て も 、 金 融 機 関 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 機

関 に と っ て も 、 重 要 と 解 さ れ る 。 た と え ば ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で

利 用 さ れ る こ と の 多 い 中 古 品 の 通 信 販 売 に お い て は 、 商 品 の 塗 装 面

で の 傷 や 部 品 の 一 部 の 欠 陥 な ど が 、 ③ の 小 さ な 欠 陥 の な い こ と に 抵

触 し な い か 、 あ る い は 、 薬 品 や 子 供 用 玩 具 な ど 使 用 方 法 の 説 明 が 十

分 で な く 、 ④ 安 全 性 を 欠 く こ と な ど が 黙 示 の 契 約 の 条 件 違 反 と さ れ

る こ と は な い か な ど の 点 が 、 問 題 と な っ て こ よ う ( 2 0 4 ) 。  
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中 古 品 の 小 さ な 欠 陥 の 存 在 や 製 品 の 安 全 性 に つ い て の 試 験 結 果 な

ど の 情 報 を 有 す る と は 通 常 考 え ら れ な い 金 融 機 関 に と っ て は 、 常 に

契 約 の 取 消 し の リ ス ク や 予 想 外 の 責 任 が 生 じ る 可 能 性 が あ る 。  

な お 、 商 品 の 品 質 を め ぐ る 争 い に つ い て は 、 事 案 内 容 の 説 明 か ら

当 事 者 間 で 事 前 に 数 度 の 交 渉 が 行 わ れ た 後 に 、F O S に 案 件 が 持 ち 込

ま れ る の が 通 常 で あ る 。 F O S に 案 件 が 持 ち 込 ま れ た 場 合 に は 、オ ン

ブ ズ マ ン 規 則 に 基 づ き 、紛 争 申 し 立 て を 受 け た 金 融 機 関 が F O S サ ー

ビ ス の 利 用 料 ( c a s e  f e e s )を 負 担 す る こ と に な る こ と か ら ( 2 0 5 ) 、 県 裁

判 所 の 少 額 訴 訟 手 続 を 利 用 す る こ と な く 早 い 段 階 で 苦 情 申 立 て が な

さ れ て お り 、 一 方 、 金 融 機 関 側 も 、 裁 定 前 に 調 停 案 に 同 意 し て い る

例 が 多 い 。 そ も そ も 債 務 不 履 行 は 、 商 品 の 未 納 や 役 務 提 供 が な い な

ど 、事 実 関 係 が 当 事 者 に お い て 明 確 で あ る こ と か ら 、 F O S の 判 断 も

容 易 と 考 え ら れ る が 、 和 解 が 途 中 で 成 立 し な い 限 り 、 金 融 機 関 は 裁

定 案 を 受 諾 す る し か 途 が な く ( 2 0 6 ) 、 ま た 、 金 融 機 関 の 利 息 や 迷 惑 に

対 す る 補 償 等 の 損 害 賠 償 額 が 付 さ れ た 提 示 が な さ れ る こ と が あ る た

め で あ ろ う 。 2 0 0 4 年 度 の F O S の 処 理 状 況 を み る と 、 裁 定 前 ま で に

約 9 4 %が 解 決 に 至 っ て い る ( 2 0 7 ) 。  

（ ウ ）  役 務 提 供 の 不 履 行  

役 務 提 供 契 約 に つ い て は 、 い ず れ の ケ ー ス も 旅 客 運 送 契 約 に 関 す

る も の で あ り 、 旅 行 の 途 中 で そ の 後 の 役 務 提 供 が 見 込 め な く な っ た

場 合 の 代 替 的 な 役 務 提 供 料 を ク レ ジ ッ ト 会 社 が 負 担 す べ き と さ れ て

い る （【 裁 定 7】【 裁 定 1 8】【 裁 定 1 9】【 裁 定 2 0】）。  

旅 客 運 送 に は 、 ① 供 給 者 が フ ェ リ ー 会 社 や 航 空 会 社 の よ う に 旅 客

運 送 契 約 の 直 接 の 当 事 者 で あ る 場 合 と 、 ② 旅 行 代 理 店 が 仲 介 し て 旅

客 運 送 契 約 を 締 結 す る 場 合 が あ り 、 ② の 場 合 は 、 本 来 は 【 裁 定 8】

（ 販 売 業 者 と は 提 携 関 係 に な い 別 事 業 者 の 実 施 す る 有 料 テ レ ビ 放 送

の 実 施 保 証 や 責 任 を 負 わ な い ） 場 合 と 同 様 、 旅 行 代 理 店 は 旅 客 運 送

の 直 接 の 責 任 を 負 わ な い の が 通 常 と 考 え て よ い 。 し か し 、 イ ギ リ ス

で は 、 パ ッ ケ ー ジ 旅 行 、 パ ッ ケ ー ジ ホ リ デ イ 、 パ ッ ケ ー ジ ツ ア ー 規

則 ( t h e  P a c k a g e  Tr a v e l ,  P a c k a g e  H o l i d a y s  a n d  P a c k a g e  To u r s  
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R e g u l a t i o n s  1 9 9 2 ,  S I .  1 9 9 2 1 9 9 2 / 3 2 8 8 )が あ り 、 旅 行 代 理 店 が パ ッ

ケ ー ジ 旅 行 等 を 販 売 し た と き に ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 責 任 を 負 う

こ と が 明 確 化 さ れ て お り 、 こ れ を 背 景 に 、 ① ・ ② ど ち ら の ケ ー ス で

も イ シ ュ ア の 責 任 が 認 め ら れ て い る 。  

往 復 航 空 券 や 回 数 券 の 購 入 は 、 片 道 航 空 券 や 1 回 分 の 乗 船 券 と し

て 、 個 別 に 利 用 が 可 能 で 、 か つ 、 す で に 利 用 に よ る 個 別 の 目 的 は 達

し て い る も の の 、 契 約 全 体 の 目 的 を 達 し て い な い た め で あ ろ う か 、

残 余 の 履 行 に 代 わ る 追 加 的 な 発 生 費 用 が 全 額 購 入 者 の 損 害 と し て 認

め ら れ て い る 。 裁 定 例 で は い ず れ も 、 割 安 な 乗 船 回 数 券 や 格 安 航 空

券 を 購 入 し た に も か か わ ら ず 、 ま た 利 用 し た か ら こ そ 倒 産 等 が 発 生

し て 役 務 提 供 を 受 け ら れ な く な っ た の に 、 そ の 履 行 に 代 わ り 、 正 規

の 高 額 な 乗 船 券 や 航 空 券 の 購 入 代 金 の 補 償 が 認 め ら れ て い る 。ま た 、

い ず れ の 事 例 に お い て も 、 カ ー ド 会 社 は 未 提 供 役 務 に 相 当 す る と 考

え た 差 額 部 分 の 払 戻 し を 速 や か に 行 っ て い る が 、 F O S の 判 断 で は 、

追 加 費 用 全 額 が 未 提 供 部 分 の 対 価 と 考 え ら れ て 支 払 い を 要 求 さ れ て

い る 。 緊 急 的 な 事 態 で あ り 、 時 間 的 な 制 約 が あ る こ と か ら 、 新 た な

乗 船 券 や 航 空 券 の 購 入 に お い て 選 択 肢 が 少 な く 、 追 加 的 費 用 が 高 額

と な る 側 面 は あ る と 考 え ら れ る が 、 格 安 航 空 券 、 割 引 回 数 券 に 代 わ

る 代 替 的 な 取 引 で あ る こ と を 考 慮 す る と 初 に 購 入 し た も の と 価 格

面 や サ ー ビ ス 面 で 同 一 レ ベ ル の サ ー ビ ス 事 業 者 の 提 供 す る サ ー ビ ス

を 選 択 す べ き 利 用 者 の 基 本 的 な 義 務 と 考 え る こ と は 許 さ れ な い の だ

ろ う か 。  

役 務 提 供 の 未 提 供 に 関 す る 債 権 者 の 選 択 す る 代 替 サ ー ビ ス 代 金 の

弁 償 に よ る 解 決 は 、 債 務 不 履 行 が あ る 場 合 は 、 ま ず は 、 履 行 を 求 め

う る と す る わ が 国 の 民 法 と 異 な り 、 第 一 次 的 救 済 が 損 害 賠 償

( D a m a g e s )と さ れ る イ ギ リ ス と の 違 い に 起 因 す る 発 想 の 差 異 に あ る

も の で あ ろ う ( 2 0 8 ) 。 し か し な が ら 、 事 案 に お い て は 、 同 一 路 線 に お

い て 、 他 に 事 業 者 が 存 在 し な い な ど 、 合 理 的 な 理 由 が な い ま ま 、 高

価 格 な サ ー ビ ス 供 給 者 と 代 替 的 な 取 引 を す る こ と は 権 利 の 濫 用 と も

評 価 さ れ か ね な い 。 し た が っ て 、 契 約 価 格 と 債 務 不 履 行 に よ っ て 代
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替 的 契 約 を 履 行 し な け れ ば な ら な く な っ た 時 の 市 場 価 格 と の 差 額 を

損 害 と す る の が 妥 当 と 思 わ れ る 。  

こ れ に 関 し て 、【 裁 定 2 0】 の 事 例 の よ う に 、 エ ア ラ イ ン の 倒 産 に

よ る 代 替 的 な 航 空 券 と 共 に 宿 泊 日 数 を 延 長 し た 請 求 の よ う な 濫 用 請

求 が F O S の 査 定 に よ り 拒 絶 さ れ て い る が 、特 別 損 害 を 認 定 す る に 当

た っ て は 、 原 告 に は 損 害 拡 大 を 可 能 な 限 り 防 止 （ 損 害 回 避 ） す る こ

と が 求 め ら れ て い る ( 2 0 9 ) 。 こ の ケ ー ス 以 外 に も 、 損 害 賠 償 の 拒 絶 事

例 が 多 数 掲 示 さ れ て い る こ と を 見 る と 、 F O S は 、特 別 損 害 の 拡 大 を

回 避 す べ き と こ ろ を 果 た さ な か っ た 点 よ り 、 権 利 濫 用 を 懸 念 し て い

る の か も し れ な い 。  

（ エ ）  付 帯 役 務 ・ 権 利 の 不 履 行  

供 給 者 の 付 帯 的 な 債 務 不 履 行 に 関 し て は 、 棄 却 事 例 で あ る 【 裁 定

8】 が 注 目 に 価 す る 。 こ の ケ ー ス で は 、 供 給 者 の テ レ ビ の 販 売 契 約

に お け る 債 務 は 、 テ レ ビ ジ ョ ン 設 備 と 有 料 テ レ ビ 視 聴 券 の 交 付 に よ

り 履 行 が 完 了 し て お り 、 有 料 テ レ ビ 放 送 に つ い て 販 売 業 者 が 供 給 を

約 束 し た も の で は な い と し て 、 損 害 に 関 す る 主 張 が 認 め ら れ な か っ

た 。 わ が 国 に お い て は 、 こ の よ う な 視 聴 券 の 交 付 と 視 聴 サ ー ビ ス の

提 供 は 、 商 品 の 販 売 に 「 付 帯 す る 役 務 」 ま た は 「 付 帯 す る 権 利 」 に

関 す る 債 務 不 履 行 と し て 支 払 停 止 の 抗 弁 の 対 象 と 扱 わ れ る 可 能 性 が

あ る ( 2 1 0 ) 。  

商 品 の 契 約 時 に 「 販 売 の 条 件 と な っ て い る 」 役 務 や 付 随 す る 権 利

が 存 在 す る 場 合 に は 、 書 面 に 記 載 し て 交 付 す べ き 義 務 が 課 せ ら れ て

い る こ と か ら ( 2 1 1 ) 、 い わ ゆ る 「 お ま け 」 で な い 限 り 、 販 売 の 条 件 と

な っ て い る 場 合 は 、 記 載 が 必 要 に な り 、 記 載 さ れ て い れ ば 抗 弁 の 対

象 と な り う る 。 そ し て 、 こ の 付 帯 役 務 ・ 権 利 の 価 値 の 程 度 に よ っ て

は 、 未 提 供 役 務 相 当 額 の 請 求 金 額 の 減 額 ま た は 代 替 的 サ ー ビ ス の 提

供 を 求 め ら れ る 可 能 性 が あ る ( 2 1 2 ) 。  

し か し 、「販 売 の 条 件 と な っ て い る 」と い う の は 、供 給 者 と 購 入 者

間 の 売 買 契 約 等 に 関 連 し て 取 り 交 わ さ れ た 別 の 契 約 で あ っ て も 、 売

買 契 約 等 の 契 約 と 密 接 な 関 係 が あ り 、 別 の 契 約 （ 条 件 ） が な か っ た
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ら 、 売 買 契 約 等 も 締 結 し な か っ た と い う 関 係 に な け れ ば な ら な い 。

す な わ ち 、 当 該 視 聴 券 が 特 別 な 価 値 を 持 つ 有 料 テ レ ビ の チ ャ ン ネ ル

に 関 す る も の で あ る と か 、 テ レ ビ の 購 入 の 大 幅 な 値 引 き 代 わ り に 交

付 さ れ る 価 値 の 高 い 金 券 に 相 当 す る な ど の 事 情 が あ れ ば 格 別 、 そ う

で な い 場 合 は 、「お ま け 」と し て の 価 値 し か な く 、売 買 契 約 等 の 締 結

に 影 響 が な い と し て 、 抗 弁 を 認 め る こ と は な い と 考 え ら れ る 。  

イ ギ リ ス に お い て は 、 供 給 者 と 異 な る 他 の 供 給 者 （ 有 料 テ レ ビ 放

送 業 者 ） と 購 入 者 間 の 取 引 の 問 題 で あ り 、 供 給 者 の 契 約 上 の 義 務 と

は 無 関 係 で あ る と の 判 断 が さ れ て い る が 、わ が 国 で は 、「権 利 」も 対

象 と し て い る こ と か ら 、 権 利 の 実 現 が 売 買 契 約 の 締 結 と の 関 係 で ど

の よ う な 役 割 を 持 っ て い た か に よ っ て 判 定 さ れ る と い う 違 い が あ る

と い う こ と に な ろ う 。  

F O S の 裁 定 は 、供 給 者 は 債 権 者 の 代 理 人 で あ る と し て 、供 給 者 の

契 約 の 条 件 や 表 示 等 の 不 実 表 示 や 契 約 違 反 に 関 す る 厳 格 な 責 任 を 求

め る が 、 供 給 者 自 身 が 供 給 や 履 行 に 関 与 で き な い （ 事 前 の 取 決 め の

存 在 し な い ） 者 と 契 約 し た 場 合 な ど 、 供 給 者 の コ ン ト ロ ー ル 下 に な

い 付 帯 的 な サ ー ビ ス に つ い て は 、 契 約 の 内 容 や 条 件 と し て 認 め ら れ

て い な い 。 こ の 点 は 、 わ が 国 に お い て 支 払 停 止 の 抗 弁 の 認 め ら れ る

基 準 と な る 「 関 連 す る 取 引 」 の 内 容 を め ぐ る 議 論 の 、 一 つ の 参 考 に

な る よ う に 思 わ れ る 。  

（ b）  「 契 約 違 反 」 の 効 果  

イ ギ リ ス に お け る 「 契 約 違 反 」 の 場 合 の 損 害 賠 償 の 種 類 に 関 し て

は 、 以 下 の よ う な も の が あ る と い わ れ て き た 。 す な わ ち 、 ① 契 約 の

目 的 達 成 に 利 用 で き る 他 の 同 種 の 供 給 物 が あ る 場 合 の 「 再 調 達 価 格

の 賠 償 」（ フ ェ リ ー 回 数 券 の 残 回 数 相 当 分 の 運 賃 、倒 産 し た 格 安 航 空

運 賃 に 代 わ る 適 正 に 調 達 さ れ た 航 空 運 賃 な ど の 請 求 ）、② 他 か ら の 調

達 が 難 し い 場 合 の「 価 値 の 差 額 の 補 て ん 」（ 商 品 の 矯 正・回 復・復 元 、

置 換 え ・ 設 置 、再 建 設 ・ 完 成 、供 給 に 関 す る 費 用 の 請 求 ）、③ 債 務 者

が 実 際 に「 支 出（ 負 担 ）し た 費 用 の 返 金 」（ 債 務 者 自 身 が 欠 陥 を 修 補

し た 費 用 、 補 正 し た 費 用 、 修 繕 費 用 や 修 繕 の 施 行 の た め の 費 用 の 請
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求 ）、 ④ 違 反 に よ る 「 迷 惑 に 対 す る 補 償 」、 ⑤ 「 返 還 さ れ る べ き 金 銭

に 対 す る 利 息 」 で あ る ( 2 1 3 ) 。  

一 方 、こ の 点 に 関 す る 、上 記 裁 判 例 な ら び に F O S の 裁 定 の 立 場 を

見 て み る と 、（ i） 代 替 的 な 商 品 ・ サ ー ビ ス の 提 供 が 可 能 な 場 合 に つ

い て は 、上 記 ①「 再 調 達 価 格 の 賠 償 」の 請 求 が 認 め ら れ る ほ か（【 裁

定 1 8】【 裁 定 1 9】）、 こ れ に 加 え て 上 記 ④ 「 迷 惑 に 対 す る 補 償 」 が 認

め ら れ る こ と が あ る （【 裁 定 1 8】）。 ② の 差 額 の 補 て ん は な く 、 ① 再

調 達 価 格 に よ る 補 て ん と な っ て い る 。  

こ れ に 対 し て 、（ i i）製 品 欠 陥 の 解 消 が 困 難 な 契 約 違 反 の 場 合 に つ

い て は 、 契 約 解 除 に よ り 、 ① の 再 調 達 価 格 の 補 償 、 ② の 差 額 の 補 て

ん は な く 、 ③ 支 出 し た 修 理 費 の 支 払 が 認 め ら れ る 【 裁 定 1 7】。 解 除

に 伴 う 支 払 済 み 金 員 の 返 金 に 加 え て 上 記 ④「 迷 惑 に 対 す る 補 償 」（【 裁

定 5】【 裁 定 1 3】【 裁 定 1 6】【 裁 定 1 7】 ⑤ 「 返 金 額 へ の 利 息 の 付 加 」

（【 裁 定 1 5】） が 認 め ら れ る こ と が あ る 。（ i i i） 返 品 に 至 ら な い 場 合

に つ い て は 、 上 記 ③ 修 理 費 用 な ど 、 購 入 者 の 支 出 し た 関 連 費 用 の 返

金 と 、 上 記 ④ 迷 惑 に 対 す る 補 償 が 認 め ら れ て い る （【 裁 定 1 2】）。  

な お 、 動 産 売 買 法 は 、 購 入 者 が 点 検 の う え 物 品 を 受 領 し た 場 合 に

は 、 商 品 の 不 適 合 を 理 由 と す る 解 約 を 原 則 的 に 認 め て い な い 。 こ の

こ と か ら 、 た と え ば 中 古 自 動 車 の 事 案 で あ る 【 判 例 8】 は 、 品 質 の

経 年 劣 化 が 考 え ら れ る 商 品 で あ り 、 か つ 、 数 か 月 に わ た っ て 自 動 車

が そ れ な り に 使 用 で き た 点 を 顧 慮 し て 、 供 給 者 側 の 主 張 を 認 め 、 金

融 会 社 の 損 害 賠 償 済 み 金 額 の 求 償 請 求 を 差 し 戻 し て い る 。他 方 、F O S

の 裁 定 に お い て は 、 商 品 が 実 質 的 に 必 要 な 品 質 を 満 た さ ず 、 あ る い

は 購 入 目 的 に 適 合 し な い た め 、 使 用 が 不 能 で あ る か 、 そ れ と も 、 修

理 等 に よ り 使 用 が 継 続 で き る か に 関 す る 現 実 的 な 判 断 を し て い る 。

こ れ は 、 法 的 な 判 断 よ り も 、 柔 軟 性 を 持 っ た 個 別 的 な 解 決 を 志 向 す

る も の で あ っ て 、A D R 制 度 の 良 い 面 が あ ら わ れ て い る よ う に 思 わ れ

る 。  

そ の 一 方 で 、 イ ギ リ ス に お い て は 、 前 記 ④ 「 迷 惑 に 対 す る 補 償 」

が 、 と く に A D R に お い て 比 較 的 に 簡 単 に 認 め ら れ て い る 印 象 を 受
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け る 。 た と え ば 、 解 約 に 伴 い 返 品 が 行 わ れ て い る 事 例 で も 、 苦 情 申

し 出 に 至 る ま で の 間 購 入 し た 自 動 車 や ソ フ ァ を 使 用 す る こ と が で き

て い る に も か か わ ら ず 、使 用 期 間 に 対 す る 対 価 の 請 求 が 認 め ら れ ず 、

逆 に 車 を 使 用 で き な か っ た 不 利 益 と し て 既 払 い 金 の 返 還 や 迷 惑 に 対

す る 補 償 の 支 払 い が 決 定 さ れ て い る 。 し か も 、 そ の 額 は 、 わ が 国 の

慰 謝 料 と 比 較 す る と 、 か な り 高 額 で あ る よ う に 見 え る  

（ c）  賠 償 額 の 高 額 化  

な お 、す で に 見 た よ う に 、「 不 実 表 示 」の 事 案 に お い て も 、逸 失 利

益 の 認 定 に よ っ て は 、賠 償 額 が 高 額 化 す る 点 が 懸 念 さ れ た が 、「 契 約

違 反 」 の 事 案 に 関 し て も 、 C C A 7 5 条  に 特 有 の リ ス ク と し て 、 同 様

の 問 題 が 生 ず る 。 判 例 お よ び 裁 定 例 で は 、 金 融 機 関 に 対 し 修 理 関 係

費 用 、 自 動 車 保 管 費 用 、 自 動 車 保 険 料 の 負 担 が 命 じ ら れ て い る 例 が

あ り 、 さ ら に 、 契 約 違 反 に 関 連 し て 支 出 し た 修 理 費 用 や 牽 引 費 用 な

ど の 諸 費 用 と そ の 利 息 、 迷 惑 に 対 す る 補 償 が 認 め ら れ て い る 例 も あ

る 。  

わ が 国 に お け る ク レ ジ ッ ト 会 社 や 金 融 機 関 の 負 担 額 は 、 支 払 停 止

の 抗 弁 に よ り 、 与 信 額 を 上 限 と し て お り 、 訪 問 販 売 な ど 特 定 商 取 引

法 に 規 定 す る 販 売 に よ り 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん 契 約 を 締 結 し た 場 合

の 取 消 し に 関 し て も 、 発 生 す る 金 融 機 関 等 の 負 担 額 の 上 限 は 与 信 額

で あ る ( 2 1 4 ) 。 ま た 、 わ が 国 の 場 合 、 契 約 の 不 履 行 等 に 伴 う 遡 及 的 な

解 除 で あ れ ば 、 原 状 回 復 と し て 購 入 し た 商 品 や 受 け 取 っ た 代 金 の 返

還 に 伴 い 商 品 の 使 用 に 伴 う 利 得 が 認 め ら れ る 場 合 は 、 そ れ を 調 整 し

な い と な る と 「 不 当 利 得 」 が 生 じ る こ と に な る 。 ソ フ ァ の 事 例 【 裁

定 1 3】で は 、ソ フ ァ の 品 質 に 問 題 が 生 じ た の は 、約 1 年 間 使 用 し た

の ち の こ と で あ る の で 、 そ の 間 の 使 用 の 利 益 が 生 じ て い る と 思 わ れ

る 。 し か し 、 詳 細 な 調 査 の 下 、 返 還 さ れ る べ き 金 銭 か ら 1 年 分 の 使

用 料 が 控 除 さ れ る こ と な く 、 既 払 い 金 が 全 額 戻 さ れ た 。 初 か ら 適

切 な 品 質 に 欠 け 、 商 品 の 目 的 に 適 合 し た 使 用 が で き な か っ た 場 合 の

処 理 と し て な ら ば 妥 当 で あ る が 、約 1 年 間 使 用 し た 後 の 話 と し て は 、

わ が 国 で は 使 用 収 益 の 部 分 の 解 決 な し に 、 全 額 の 返 還 は 認 め ら れ な
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い の で は な い か 。 ま た 、 中 古 自 動 車 の 解 除 に 伴 う 損 害 賠 償 の 場 合 で

は 「 使 用 で き た 期 間 」 や 実 際 の 「 走 行 距 離 」 と い う 実 益 と 「 使 用 で

き な か っ た 期 間 」 の 損 害 を 購 入 者 の 使 用 目 的 に 当 て は め て 通 算 し 、

利 得 の 程 度 を 判 定 し て 、 購 入 者 に 利 得 が あ れ ば こ れ を 控 除 し な け れ

ば 、 妥 当 性 を 欠 く よ う に も 考 え る 。 取 引 の 当 事 者 で あ る 供 給 者 で あ

れ ば と も か く 、 与 信 し た 銀 行 に 損 害 賠 償 額 の 上 限 が な く 、 与 信 額 を

上 回 る 賠 償 額 を 負 担 す る こ と に な る が 、 共 同 責 任 で あ る こ と 、 供 給

者 に 求 償 が 可 能 な こ と か ら 問 題 と さ れ て い な い が 、 多 数 当 事 者 型 取

引 で 求 償 が 困 難 な 場 合 に 関 し て は 、 検 討 さ れ る べ き 論 点 で は な い か

と 考 え ら れ る 。  

 

（ 4）  適 用 除 外 に 関 す る 裁 判 ・ A D R  

 

1）  裁 判 所 の 判 断  

【 判 例 9 】  R e  a  D e b t o r  ( N o  7 8  o f  2 0 0 0 )  [ C h a n c e r y  D i v i s i o n ]   

[ 2 0 0 1 ]  A l l  E R  ( D )  1 7 3  ( J u l ) .  

〔 事 案 の 概 要 〕  カ ー ド 保 有 者 夫 婦 が C h a r g e  C a r d の S w i t c h  

C a r d ( 2 1 5 ) で あ る A M E X の G o l d  C a r d を 使 用 し て 、 1 9 9 7 年 1 2 月 に

2 , 3 0 0 ポ ン ド で 商 店 か ら カ ー ペ ッ ト そ の 他 の 敷 物 を 購 入 し 、 期 日 に

そ の 請 求 を 決 済 し た 。 し か し 、 新 年 に な っ て も カ ー ペ ッ ト は 配 送 さ

れ な か っ た の で 、 配 送 さ れ な い 品 物 の 代 金 は 支 払 わ な く て よ い と 考

え て 、県 裁 判 所 に カ ー ド 会 社 へ 返 還 請 求 を 求 め る 訴 え を 提 起 し た が 、

D e b i t  C a r d ( 2 1 6 ) の 発 行 者 に C C A 7 5 条 ( 1 )の 責 任 は な い と ア メ ッ ク ス

側 が 主 張 し 、 却 下 さ れ た 。 県 裁 判 所 で は 、 ア メ ッ ク ス と の 取 引 は 、

ク レ ジ ッ ト カ ー ド と し て で は な く 、C C A の 適 用 除 外 と さ れ る チ ャ ー

ジ カ ー ド ( 2 1 7 ) と し て の 使 用 で あ り 、 請 求 書 到 達 時 点 で 支 払 い を 拒 絶

す る か 、 そ の 請 求 額 を ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 支 払 え ば よ か っ た が 、 そ

う し て い な い 以 上 C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用 は な く 、ア メ ッ ク ス に 対 し て 、

商 品 の 未 納 に よ り 対 抗 で き な い と し て 却 下 さ れ た 。そ こ で 、「受 け 取

っ て い な い 品 物 の 代 金 は 支 払 う 必 要 が な い 」 と し て エ ク イ テ ィ 裁 判
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所 に 控 訴 し た の が 、 本 件 で あ る ( 2 1 8 ) 。  

〔 判 旨 〕  カ ー ペ ッ ト を 注 文 し た 夫 は 、 購 入 の 際 に カ ー ド を 所 持

し て お ら ず 、 後 か ら カ ー ド 保 有 者 で あ る 妻 の カ ー ド 番 号 を 商 店 に 通

知 し て ア メ ッ ク ス の 承 認 を 得 て 決 済 を し て い た こ と か ら 、 デ ビ ッ ト

カ ー ド 、 チ ャ ー ジ カ ー ド 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の い ず れ の 使 用 か と い

う 問 題 点 が 考 え ら れ た が 、 会 員 規 約 に は 、 カ ー ド の 使 用 を 承 認 し た

者 に 係 る 請 求 の 支 払 義 務 の 規 定 が あ り 、 利 用 し た 1 2 月 に い っ た ん

は 支 払 い を 完 了 し て い る こ と 、 承 認 し た 覚 え の な い 代 金 が 請 求 書 に

記 載 し て あ れ ば カ ー ド 保 有 者 が 直 ち に 支 払 い を 拒 否 す る は ず で あ る

が 、 拒 絶 は な く 、 商 品 が 納 入 さ れ な い と の 不 満 は 、 翌 年 3 月 ま で 表

明 さ れ な か っ た こ と な ど か ら 、 判 旨 は 、 本 件 カ ー ド 決 済 に C C A 7 5

条  の 適 用 が な い と し て 棄 却 し た 原 審 に 問 題 は な い と し て 請 求 を 棄

却 し た 。  

〔 検 討 〕  商 品 の 未 納 が 供 給 者 の 契 約 違 反 で あ る こ と は 明 確 で あ

る が 、 ほ と ん ど 猶 予 期 限 の な い デ ビ ッ ト カ ー ド は も ち ろ ん 、 短 期 利

用 分 を 一 度 に 決 済 す る チ ャ ー ジ カ ー ド に つ い て は 、C C A の 適 用 が 排

除 さ れ て い る ( 2 1 9 ) 。 本 件 で は 、 こ れ を エ ク イ テ ィ の 法 理 に よ っ て 救

済 す る こ と が で き な い か が 争 わ れ た が 、 し か し 、 判 旨 は 、 す で に 異

議 な く 支 払 済 み の 場 合 は 、 後 か ら そ の 資 金 を 取 り 戻 す こ と は で き な

い と す る 。 し た が っ て 、 こ の 場 合 に は 、 支 払 済 み の 資 金 の 取 戻 し に

つ い て は 、 C C A 7 5 条 ( 1 )に よ る 救 済 の 方 法 し か な く ( 2 2 0 ) 、 そ の 適 用

取 引 に は 、 デ ビ ッ ト カ ー ド や チ ャ ー ジ カ ー ド は 含 ま れ な い と い う こ

と に な る 。  

 

2）  金 融 オ ン ブ ズ マ ン 機 構 （ F O S） の 裁 定  

【 裁 定 2 2 】 O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  6 2 .  J u n e / J u l y  2 0 0 7 ;  c a s e  

s t u d i e s ,  6 2 / 2  c o n s u m e r  m a k e s  p u r c h a s e  o f  l a n d  i n  h e r  

s o l e  n a m e  b u t  u s i n g  t h e  a d d i t i o n a l  c a r d  s h e  w a s  

g i v e n  o n  h e r  h u s b a n d ' s  c r e d i t  c a r d  a c c o u n t .  

〔 事 案 の 概 要 〕  L 夫 人 は 、 不 動 産 保 有 会 社 か ら 小 区 画 地 を 購 入
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し た 。 開 発 可 能 地 で あ る と の 説 明 を 聞 い て 、 こ れ を 信 頼 し て 購 入 し

た と の こ と で あ る 。 だ が 、 購 入 手 続 完 了 後 に 、 地 方 政 府 か ら 、 そ の

土 地 開 発 計 画 の 許 可 が 得 ら れ な い と い う こ と を 知 っ た 。 彼 女 は ク レ

ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 し て 申 込 金 を 支 払 っ て い た の で 、 価 値 の な い 土

地 の 購 入 コ ス ト に つ い て カ ー ド 会 社 に は C C A 7 5 条 ( 1 )に 基 づ く 責 任

が あ る と 考 え た 。 し か し 、 カ ー ド 会 社 は そ れ を 認 め な か っ た 。  

〔 裁 定 〕  L 夫 人 は 、 土 地 を 彼 女 の 単 独 名 義 で 購 入 契 約 を し 、 彼

女 自 身 の 計 画 で 開 発 し よ う と し て い た 。 し か し 、 彼 女 は 申 込 金 を 彼

女 の 夫 名 義 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 支 払 っ て い た 。 し た が っ て 、 C C A 

7 5 条 で 必 要 と さ れ る 貸 主 ・ 借 主 ・ 供 給 者 ( D - C - S )の つ な が り が 存 在

し な い と の 理 由 で 、 F O S は 、 L 夫 人 の カ ー ド 会 社 に 対 す る 主 張 を 排

除 し た 。  

 

【 裁 定 2 3】 O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  8 6 ,  J u n e / J u l y  2 0 1 0 ;  8 6 / 2 ,  

c o n s u m e r  m i s i n t e r p r e t s  t h e  f i n a n c i a l  l i m i t s  t h a t  

a p p l y  t o  c l a i m s  m a d e  u n d e r  s e c t i o n  7 5 .  

〔 事 案 の 概 要 〕  L 夫 人 は 、 サ イ プ リ オ ッ ト の 新 興 開 発 地 に あ る

1 2 5 , 0 0 0 ユ ー ロ の 別 荘 を 購 入 す る こ と と し 、 5 , 0 0 0 ユ ー ロ の 頭 金 を

2 , 0 0 0 ユ ー ロ と 3 , 0 0 0 ユ ー ロ に 分 け て ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 使 っ て 開

発 業 者 に 支 払 っ た 。 一 方 、 残 額 の 1 2 0 , 0 0 0 ユ ー ロ に つ い て は 、 金 融

会 社 が 一 定 条 件 で 融 資 す る こ と に な っ て い た が 、 契 約 に サ イ ン し 、

頭 金 を 支 払 っ た 後 に 、金 融 会 社 が 購 入 価 格 の 6 0％ し か 融 資 で き な い

と 言 っ て き た た め 、 手 続 を 続 け る こ と が で き な く な り 、 頭 金 を 失 っ

た 。 L 夫 人 は 、 開 発 業 者 が 頭 金 を 得 る た め に 、 金 融 会 社 と 結 託 し て

虚 偽 の 約 束 を し た の で は な い か と 思 い 、 2 つ の カ ー ド 会 社 に 対 し て

概 要 を 話 し 、 開 発 業 者 に 支 払 っ た 頭 金 の 払 戻 し を 求 め て C C A 7 5 条

( 1 )に 基 づ く 請 求 を 行 っ た 。 し か し 、 2 つ の カ ー ド 会 社 と も 、 別 荘 の

ト ー タ ル コ ス ト が 、 C C A 7 5 条 ( 3 ) ( b )に 規 定 す る 上 限 の 3 0 , 0 0 0 ポ ン

ド を 超 え て い る こ と を 理 由 に 、 支 払 を 拒 絶 し た 。  

〔 裁 定 〕  本 件 で は 、 頭 金 と し て 支 払 わ れ た 5 , 0 0 0 ユ ー ロ の 払 戻
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し が 争 点 と な っ て い る 。 し か し な が ら 、 L 夫 人 は 、 頭 金 相 当 の 何 ら

か の 商 品 を 買 っ た の で は な く 、 別 荘 を 買 っ た の で あ っ て 、 そ の 別 荘

の 1 2 5 , 0 0 0 ユ ー ロ の う ち 5 , 0 0 0 ユ ー ロ を 払 っ た の で あ る 。 C C A 7 5

条  は 商 品 や サ ー ビ ス の 現 金 価 格 が 1 0 0 ポ ン ド か ら 3 0 , 0 0 0 ポ ン ド の

取 引 に 適 用 さ れ る 。し た が っ て 、1 2 5 , 0 0 0 ユ ー ロ の 本 件 取 引 に は C C A 

7 5 条 は 適 用 さ れ な い 。  

 

3）  検 討  

C C A 7 5 条  に 関 し て は 、 い く つ か の 適 用 除 外 規 定 が 存 在 す る 。  

（ a）  C C A 7 5 条 ( 3 )に よ る 適 用 除 外  

C C A 7 5 条  で は 、C C A そ れ 自 体 の 適 用 対 象 と な る 取 引 額 の 規 制 と

は 別 に 、 ( 3 ) ( b )に お い て 、 同 条 の 適 用 を 、 決 済 の 対 象 と な る 商 品 や

サ ー ビ ス 等 の 現 金 価 格 が 1 0 0 ポ ン ド か ら 3 0 , 0 0 0 ポ ン ド の 範 囲 内 の

場 合 に 限 定 し て い る 。 た だ し 、 そ の 運 用 は 厳 格 で あ る 。 司 法 は 、 制

定 法 を で き る だ け 狭 く 、 か つ 厳 格 に 解 釈 す る 基 本 的 態 度 で 臨 ん で い

る と い わ れ て い る が ( 2 2 1 ) 、 こ の 点 は 、 A D R に お い て も 同 様 で あ る こ

と が 知 ら れ る （【 裁 定 2 3】 参 照 ）。  

（ b）  C C A 1 6 条 5 項 に よ る 適 用 除 外  

一 方 、C C A 1 6 条 5 項 の 法 律 の 委 任 に 基 づ く 命 令 に よ れ ば 、① 定 額

信 用 ( F i x e d  S u m  C r e d i t )の 場 合 に は 、 支 払 回 数 が 4 回 に 満 た な い 契

約 で あ っ て 1 2 か 月 以 内 に 支 払 い が 終 了 す る 契 約 の う ち 、 利 息 そ の

他 の 手 数 料 の 負 担 が な い 契 約 は 、 C C A 7 5 条  の 適 用 さ れ な い 契 約 と

な る 。 ま た 、 ② 口 座 信 用 ( R u n n i n g  A c c o u n t  C r e d i t )の 場 合 に は 、 3

月 を 超 え な い 特 定 の 期 間 に 提 供 さ れ る も の で あ っ て 、 各 機 関 で 提 供

さ れ る 信 用 を 1 回 で 支 払 う 、 利 子 が ま っ た く な い か 、 ほ ん の 僅 か の

手 数 料 の 負 担 し か な い 契 約 に つ い て は 、 C C A 7 5 条 の 適 用 除 外 契 約

と な る ( 2 2 2 ) 。【 判 例 9】 で 問 題 と な っ た ア メ ッ ク ス や ダ イ ナ ー ス カ ー

ド の よ う に 、 原 則 と し て 一 定 期 間 内 に カ ー ド 利 用 額 の 全 額 の 返 済 が

予 定 さ れ て い る カ ー ド は チ ャ ー ジ カ ー ド と 呼 ば れ 、 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド で は な い 。 こ れ ら の カ ー ド に つ い て は 、 商 品 の 未 納 と い う 明 確 な
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債 務 不 履 行 の 場 合 で も 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に は （ エ ク イ テ ィ 上

も 含 め て ） 責 任 が な い と さ れ て い る 。  

（ c）  い わ ゆ る 「 家 族 会 員 」 を め ぐ る 問 題  

適 用 除 外 を め ぐ る 判 断 で 注 目 さ れ る の が 、 夫 名 義 の ク レ ジ ッ ト カ

ー ド を 使 用 し て 、 配 偶 者 が 供 給 者 と 不 動 産 売 買 契 約 の 代 金 決 済 を 行

っ た ケ ー ス で あ る 。上 記【 裁 定 2 2】で は 、カ ー ド 取 引 と 不 動 産 売 買

契 約 は 、そ れ ぞ れ 債 務 者 が 異 な る か ら 、D - C - S 契 約 に な ら な い た め 、

C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用 を 認 め な か っ た 。  

わ が 国 で は 、「 家 族 会 員 」と し て 会 員 が 指 名 し た 家 族 で カ ー ド 会 社

が 承 認 し た 者 が 、 カ ー ド 会 社 か ら ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 貸 与 を 受 け た

場 合 、そ の 利 用 代 金 は 本 人 会 員 が 支 払 う こ と と さ れ て い る こ と か ら 、

家 族 会 員 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 使 用 し た 場 合 に 、 購 入 し た 商 品 等 に

つ い て 売 主 に 対 し て 有 効 な 抗 弁 が あ れ ば 、 会 員 自 身 が 抗 弁 権 を 主 張

で き る ( 2 2 3 ) 。 し か し 、【 裁 定 2 2】 の よ う に 、 土 地 の 売 買 契 約 が 、 夫

人 名 義 で 行 わ れ た た め 、 夫 人 が 夫 を 代 理 し て 土 地 の 売 買 契 約 を 行 っ

て い な い 限 り 、 夫 婦 別 産 制 と の 関 係 で ( 2 2 4 ) 、 当 該 契 約 に 夫 が 責 任 を

負 担 す る こ と と は な ら な い と さ れ 、C C A 7 5 条 ( 1 )  に 基 づ く 請 求 権 が

否 定 さ れ た 例 が あ る 。  

な お 、 イ ギ リ ス で は 、 1 9 9 5 年 の O F T 報 告 書 に お い て 「 関 連 貸 主

責 任 ― ― 1 9 7 4 年 C C A 7 5 条 に 関 す る 公 正 取 引 長 官 に よ る レ ビ ュ ー 」

に お い て 二 次 会 員 （ わ が 国 に い う 「 家 族 会 員 」 に 相 当 す る ） は 、 一

次 会 員 （ わ が 国 の 会 員 本 人 ） の 代 理 人 と し て 契 約 行 為 を 行 っ て い る

も の と 解 釈 さ れ る の で 、 一 般 の 代 理 に 関 す る 理 論 を 適 用 し 、 一 次 会

員 が 二 次 会 員 の 行 っ た 購 入 に 関 し て C C A 7 5 条 ( 1 )に 基 づ く 請 求 権 を

行 使 し う る ( 2 2 5 ) と し て い る 。こ の 見 解 に よ れ ば 、二 次 会 員 は 、D - C - S

契 約 に お け る 債 務 者 で は な い か ら 、 C C A 7 5 条 に 基 づ く 債 務 者 で は

な く 、 そ の 請 求 権 は 認 め ら れ な い が 債 務 者 で あ る 一 次 会 員 が 請 求 を

な す こ と が で き る の で 、 わ が 国 と 同 じ 結 論 と な る ( 2 2 6 ) 。  

結 局 、 イ ギ リ ス に お い て は 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用 対 象 取 引 と さ れ

た 場 合 に は 、 消 費 者 の 逸 失 利 益 を 含 め て 保 護 対 象 と す る な ど 、 十 分
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保 護 が 認 め ら れ る 一 方 で 、 適 用 対 象 外 取 引 と 認 定 さ れ た 場 合 に は 、

保 護 が 認 め ら れ な い と い う 厳 格 な 運 用 が な さ れ て お り 、A D R に お い

て も 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 類 推 適 用 と い っ た 柔 軟 な 判 定 を す る も の は 裁

定 例 を 見 る 限 り 皆 無 で あ る 。 C C A 7 5 条 ( 1 )の 定 め る 共 同 責 任 と い う

効 果 が 、支 払 停 止 の 抗 弁 に と ど ま る わ が 国 と は 比 較 に な ら な い ほ ど 、

債 権 者 に と っ て 非 常 に 重 い 負 担 で あ る 点 が 、 厳 格 な 峻 別 論 の 背 後 に

控 え て い る と 考 え ら れ る 。  

 

（ 5）  C C A 7 5 条 ( 1 )の 請 求 権 の 消 滅 時 効  

 な お 、 上 記 の ほ か 、 C C A 7 5 条  を め ぐ っ て は 、 請 求 権 の 時 効 消 滅

に 関 す る 論 点 も あ る 。  

 

【 判 例 1 0】 B o n d  v  L i v i n g s t o n e  &  C o . , [ Q u e e n ’ s  B e n c h  D i v i s i o n ] ,  

[ 2 0 0 1 ]  P N L R  3 0 ,  Q B D .  

〔 事 案 の 概 要 〕  本 件 は 、 弁 護 士 に 対 す る 過 失 ま た は 契 約 違 反 に

つ い て の 損 害 賠 償 事 件 の 控 訴 審 判 決 で あ る 。原 告 は 、1 9 9 0 年 7 月 末

H T C ク リ ニ ッ ク を 訪 れ 、 M R L と 契 約 し て 、 人 工 毛 髪 の 植 毛 施 術 を

受 け た 。 M R L は 、 ク リ ニ ッ ク を 運 営 す る 会 社 N S H T C L の エ ー ジ ェ

ン ト で あ っ た 。 原 告 は 、 8 月 と 9 月 の 施 術 料 を 2 つ の 銀 行 の ク レ ジ

ッ ト カ ー ド で 支 払 っ た 。 し か し 、 施 術 の 状 態 が 悪 く 、 何 度 か 再 施 術

し た が 、 失 敗 し 、 あ き ら め て 、 1 9 9 3 年 6 月 2 1 日 に 被 告 で あ る 弁 護

士 ( s o l i c i t o r )の 法 律 事 務 所 に 相 談 し た 。 弁 護 士 は 、 相 手 方 と の 交 渉

を 行 っ た う え 、翌 年 提 訴 し た が ( 2 2 7 ) 、M R L が 解 散 し 、N S H T C L に 対

す る 訴 訟 も 清 算 手 続 に 入 っ て し ま い 不 能 と な っ た た め 、 原 告 は 、 弁

護 士 に 対 し て 本 件 訴 訟 を 提 起 し た 。  

〔 判 旨 〕  裁 判 所 は 、 原 告 は 、 少 な く と も 上 記 清 算 手 続 が 判 明 し

た 1 9 9 5 年 1 0 月 1 9 日 に は 、 C C A 7 5 条 ( 1 )に 基 づ く 請 求 権 に 基 づ き

提 訴 す べ き で あ っ た と し 、 1 9 9 6 年 7 月 の 原 告 の 本 件 訴 訟 の 提 起 は 、

人 体 に 対 す る 損 害 賠 償 の 請 求 に つ い て の 3 年 の 時 効 を 経 過 し て い る

と さ れ た 。 だ が 、 略 式 判 決 で は 弁 護 士 事 務 所 の 過 失 が 認 定 さ れ 、 本
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件 で も 人 身 傷 害 の 損 害 賠 償 請 求 の 時 効 期 間 に つ い て の 勘 違 い は 基 本

的 な ミ ス で あ る と さ れ 、 一 般 損 害 賠 償 請 求 に つ い て の 専 門 家 責 任 を

判 例 に よ り 検 討 し 、 そ の 責 任 を 認 め て い る ( 2 2 8 ) 。  

〔 検 討 〕  本 件 の 弁 護 士 に 関 し て は 、 医 療 も し く は そ の 類 似 行 為

で あ る 植 毛 の 失 敗 に 関 す る 医 療 機 関 の 責 任 追 及 の あ ま り 、 C C A 7 5

条 ( 1 )の 適 用 可 能 性 に つ い て の 目 配 り が 欠 け て い た よ う で あ る 。こ の

分 野 に お け る 契 約 違 反 の 立 証 が 難 し い こ と も 影 響 し て い る か も し れ

な い ( 2 2 9 ) 。  

一 方 、 時 効 に 関 し て い え ば 、 C C A 7 5 条 ( 1 )に 基 づ く ク レ ジ ッ ト 会

社 に 対 す る 請 求 権 の 消 滅 時 効 は 、 供 給 者 に 対 し て 損 害 賠 償 の 請 求 が

可 能 と な っ た 時 点 か ら 進 行 し 、 原 請 求 権 の 請 求 権 に お け る 消 滅 時 効

と 同 一 に 扱 わ れ て い る 。 イ ギ リ ス で は 、 一 般 的 な 債 権 の 請 求 権 の 消

滅 時 効 ( n e g a t i v e  p r e s c r i p t i o n )が 6 年 と さ れ ( 2 3 0 ) 、 当 該 契 約 行 為 を

行 っ た 供 給 者 で も な い カ ー ド 発 行 機 関 が 、 わ が 国 の 商 法 の 消 滅 時 効

期 間 よ り 長 期 間 そ の 責 任 と 負 担 を 負 う こ と と な っ て い る 。 こ れ は 、

供 給 者 が 清 算 す る な ど 、 支 払 能 力 が な い 場 合 の 買 主 の 救 済 と し て 手

厚 い も の で あ る が 、 反 面 、 金 融 機 関 に と っ て は 、 負 担 が 重 す ぎ る よ

う に も 思 わ れ る 。 本 件 事 案 の よ う な 役 務 提 供 の 場 合 に は 、 効 果 ・ 効

能 の 判 定 や 人 体 へ の 侵 害 が 明 ら か に な る ま で 一 定 の 年 月 を 要 す る こ

と が 考 え ら れ 、 不 法 行 為 に よ る 場 合 消 費 者 の 権 利 は 、 そ の 損 害 を 知

っ た 時 か ら 権 利 行 使 さ れ る の で 、 利 用 時 か ら 比 較 的 長 期 間 が 経 過 し

た 後 に 係 争 と な る 場 合 が あ り 、 供 給 者 が 清 算 さ れ て い る 場 合 、 病 院

の カ ル テ な ど の 保 存 が 行 わ れ て い な い ケ ー ス 、 取 引 に 関 す る 記 録 が

散 逸 し 、 従 業 員 も 解 雇 さ れ 、 連 絡 が 取 れ な い よ う な ケ ー ス で は 、 契

約 違 反 等 の 主 張 が 供 給 者 の 倒 産 後 時 間 を お い て 主 張 さ れ る と 、 金 融

機 関 は 反 証 す る 手 段 が な い 点 に 懸 念 が あ る 。 立 証 の 面 で 消 費 者 も 難

し い 面 が あ り 、 結 局 裁 判 が 長 期 化 し 、 係 争 コ ス ト が 大 き く な る 懸 念

が 考 え ら れ る 。  

2 0 0 8 年 に 採 択 さ れ た「 消 費 者 の 権 利 に 関 す る 欧 州 議 会 お よ び 理 事

会 指 令 」 2 8 条 で は 、商 品 の 占 有 が 購 入 者 に 移 転（ 危 険 負 担 が 購 入 者
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に 移 転 ） さ れ て か ら 2 年 以 内 の 契 約 の 不 適 合 に つ い て 事 業 者 は 担 保

責 任 を 負 う と し 、 契 約 の 不 適 合 を 確 定 し た 時 点 か ら 2 月 以 内 に 債 権

者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い と す る ( C C A 2 8 条 ( 4 ) )規 定 を 設 け て い

る 。  

除 籍 期 間 と 合 わ せ て 、 請 求 権 の 行 使 期 限 を こ の 指 令 に 基 づ き 、 動 産

売 買 法 等 に 規 定 を 設 け れ ば ( 2 3 1 ) 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 権 利 行 使 可 能 期 間

に つ い て 明 確 に な ろ う 。 役 務 提 供 契 約 に つ い て も 、 役 務 提 供 の 性 質

に 合 わ せ 、 同 様 の 規 定 が 設 け ら れ る こ と が 検 討 さ れ る べ き で は な い

か と 考 え ら れ る 。  
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第 5 節  イ ギ リ ス に お け る 多 数 当 事 者 型 カ ー ド 取 引  

 

1． 問 題 の 所 在 ― ― 2 0 0 7 年 貴 族 院 判 決  

 

イ ギ リ ス に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 歴 史 的 な 展 開 過 程 は 、

① 従 来 の 三 当 事 者 型 に 、 ② ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 取 扱 う 供 給 者 を 募 集

す る 業 務 を 行 う 加 盟 店 管 理 カ ー ド 会 社 （ ア ク ワ イ ア ラ ： A c q u i r e r）

が 加 わ り 、 そ の 後 、 ③ 国 際 ブ ラ ン ド の V I S A、 M a s t e r C a r d  の 介 在

に よ っ て 、 数 千 万 に 及 ぶ 外 国 の 供 給 者 に お い て カ ー ド の 使 用 が 可 能

に な り 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 構 成 す る 国 際 的 な ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が

出 現 し た 。 そ し て 、 現 在 で は 、 ④ V I S A、 M a s t e r C a r d  の イ ン タ ー チ

ェ ン ジ 方 式 に よ り 、 ネ ッ ト ワ ー ク の メ ン バ ー に よ る 四 当 事 者 以 上 の

多 数 当 事 者 間 取 引 に よ り 、 カ ー ド 会 社 を 問 わ ず 、 カ ー ド の 利 用 を 受

け 入 れ る 供 給 者 が 大 幅 に 増 加 し て き た こ と で 、 カ ー ド 発 行 会 社 （ イ

シ ュ ア ： I s s u e r） と 国 内 ・ 国 外 の 供 給 者 と は 、 直 接 的 な 加 盟 店 契 約

関 係 が な い ま ま 、 海 外 で の カ ー ド 取 引 が 可 能 と な っ て い る ( 2 3 2 ) 。  

以 上 の イ ギ リ ス の 発 展 過 程 は 、 日 本 と 共 通 す る 部 分 も 多 い が 、 わ

が 国 と 同 様 、 国 際 ブ ラ ン ド の 介 在 す る 四 当 事 者 以 上 の 多 数 当 事 者 型

カ ー ド 取 引 が 主 流 と な っ て い る 今 日 の イ ギ リ ス に お い て 、 議 論 の 対

象 と な っ た の が 、 ① 従 来 か ら の 三 当 事 者 型 取 引 を 念 頭 に 置 く 1 9 7 4

年 消 費 者 信 用 法 ( C C A )  7 5 条 ( 1 )の 貸 主 の 共 同 責 任 の 規 定 が 、 四 当 事

者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に も 適 用 さ れ る の か 、 ま た 、 ② イ ギ リ ス

国 外 の 販 売 店 と の 間 で カ ー ド 取 引 を 行 っ た 場 合 に 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の

規 定 が 適 用 さ れ る の か 、 と い う 点 で あ っ た ( 2 3 3 ) 。  

こ の う ち 、 ① の 問 題 は 、 従 来 か ら の 三 当 事 者 型 取 引 を 念 頭 に 置 く

わ が 国 の 割 賦 販 売 法 の 抗 弁 の 対 抗 と い う 法 律 構 成 は 、 多 数 当 事 者 型

カ ー ド 取 引 に つ い て も 適 合 的 な の か と い う 論 点 と 共 通 す る が 、 こ れ

に 対 し て 、 ② の 問 題 は 、 わ が 国 に お い て は 、 議 論 の 対 象 と な っ て い

な い 論 点 で あ る 。  
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 上 記 ① ・ ② の 論 点 に 関 し て は 、 債 権 者 と 供 給 者 と の 間 に 直 接 的 な

事 前 の 取 決 め が な い 海 外 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 加 盟 店 管 理 会 社 （ ア ク

ワ イ ア ラ ） が 介 在 し て い る 四 当 事 者 型 取 引 に お い て 、 イ ギ リ ス 国 外

に 所 在 の 供 給 者 に 「 不 実 表 示 」 ま た は 「 契 約 違 反 」 が あ っ た 場 合 、

債 務 者 は 債 権 者 に 対 し て C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用 を 主 張 で き る か が 争 わ

れ た 判 例 が あ る ( 2 3 4 ) 。  

 

（ 1）  第 1 審  

【 判 例 11】 O f f i c e  o f  F a i r  Tr a d i n g  v  L l o y d s  T S B  B a n k  p l c .  a n d  

o t h e r s .  [ Q u e e n ’ s  B e n c h  D i v i s i o n  C o m m e r c i a l  C o u r t ]  

[ 2 0 0 4 ]  E W H C  2 6 0 0  ( C o m m ) .   

〔 事 案 の 概 要 〕  事 柄 の 発 端 は 、 2 0 0 1 年 5 月 と 6 月 に イ ギ リ ス

公 正 取 引 庁 ( O f f i c e  o f  F a i r  Tr a d i n g :  O F T )が 、 ① 四 当 事 者 型 取 引 お

よ び ② 海 外 取 引 に 関 し て C C A 7 5 条  の 適 用 が な い 旨 と 表 明 し た 金

融 会 社 ( T E S C O  P e r s o n a l  F i n a n c e  L i m i t e d )（ 本 件 第 二 被 告 ） に 対 し

て 、 か か る 解 釈 は 、 E U 指 令 の 違 反 と な り 、 差 し 止 め の 対 象 と な る

旨 を 通 知 し た こ と に 始 ま る ( 2 3 5 ) ( 2 3 6 ) 。  

こ れ に 対 し て 、①・② に C C A 7 5 条  は 適 用 さ れ な い と す る L l o y d s  

T S B  B a n k  p l c . （ 本 件 第 一 被 告 ） が 、 法 律 問 題 に 関 す る 確 認 訴 訟

( d e c l a r a t o r y  p r o c e e d i n g ) ( 2 3 7 ) を 申 し 入 れ た こ と を 受 け て 、O F T は 本

件 訴 訟 を 提 起 し 、 そ の 後 A m e r i c a n  E x p r e s s  S e r v i c e s  E u r o p e  

L i m i t e d（ 本 件 第 三 被 告 ） が 訴 訟 参 加 し た 。  

第 1 審 の 高 等 法 院 商 事 法 廷 は 、 争 点 ① 四 当 事 者 型 取 引 へ の 適 用 の

肯 否 に 関 し て は 、 シ ス テ ム 参 加 者 当 事 者 間 に は 密 接 な 相 互 関 係 が 存

在 し 、 そ れ が イ シ ュ ア で あ る 債 権 者 と 供 給 者 と の 間 の 実 質 的 な 「 取

決 め 」 が 存 在 す る こ と を 推 認 さ せ る と し て 、 C C A 7 5 条  の 適 用 を 肯

定 し た ( 2 3 8 ) 。  

だ が 、争 点 ② の 海 外 取 引 へ の 適 用 の 肯 否 に 関 し て は 、C C A 7 5 条 ( 1 )

の 適 用 範 囲 の 問 題 は 、 国 内 取 引 に 焦 点 を あ て た ク ロ ー ザ ー ・ レ ポ ー

ト に よ っ て 解 釈 さ れ る べ き で あ り 、 C C A 7 5 条 ( 2 )の 供 給 者 に 対 す る
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求 償 権 行 使 が 国 内 供 給 者 に 限 ら れ る こ と 、 海 外 の 供 給 者 に C C A 7 5

条 を 適 用 す る こ と は 、 英 国 法 の 域 外 適 用 と な り 、 管 轄 外 の 供 給 者 を

出 廷 さ せ る こ と は 困 難 で あ る と の 理 由 で 、 適 用 を 否 定 し た ( 2 3 9 ) 。  

 

〔 図 表 2〕  C C A 7 5 条  の 海 外 取 引 へ の 適 用 問 題  

 

 

（ 2）  控 訴 審  

 【 判 例 11】 O f f i c e  o f  F a i r  Tr a d i n g  v  L l o y d s  T S B  B a n k  p l c .  a n d  

o t h e r s .  [ C o u r t  o f  A p p e a l ]  [ 2 0 0 6 ]  E W C A C i v.  2 6 8 ,  

[ 2 0 0 7 ]  Q B  1 .  

〔 判 旨 〕  こ れ に 対 し て 、 2 0 0 6 年 、控 訴 院 は 、上 記 ① 、② の 論 点

の い ず れ に 関 し て も 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用 を 肯 定 し た 。  

①   多 数 当 事 者 型 取 引 へ の C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用  

ま ず 、 ① の 問 題 に 関 し て 、 判 旨 は 、 次 の よ う に 説 示 す る 。 す な わ

ち 、 接 続 さ れ た 貸 手 責 任 は 四 当 事 者 型 取 引 の 下 で 実 行 さ れ た 取 引 に

も 適 用 さ れ る か の 問 題 は 、 ク レ ジ ッ ト が 、 顧 客 が 四 当 事 者 型 取 引 の

下 で 取 引 に 入 る こ と を 可 能 に す る た め 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 者 に

よ っ て 提 供 さ れ る 場 合 、 ク レ ジ ッ ト 契 約 は 、 ( i ) C C A 11 条  ( 1 ) ( b )の

国 際 ブ ラ ン ド  

カ ー ド 発 行 会 社  
（ i s s u e r ）  加 盟 店 契 約 カ ー ド 会 社

（ a c q u i r e r ）  

カ ー ド 加 盟 店  
（ m e r c h a n t ）  

カ ー ド 会 員  
（ c a r d  h o l d e r ）  

提 携 関 係  提 携 関 係  

加 盟 店 契 約

売 買 契 約

カ ー ド 発 行

不 実 表 示・契 約 違 反

契 約 関 係 不 存 在

（ イ ギ リ ス 国 内 ）



156 

意 味 で 「 使 途 限 定 信 用 契 約 」 と な る か 、 ( i i ) C C A 1 2 条  ( b )の 「 会 員

と 供 給 者 間 の 既 存 の 取 決 め ま た は 将 来 を 予 想 し て 行 う 取 決 め 」 と な

る 。 ク ロ ー ザ ー ・ レ ポ ー ト に は 四 当 事 者 間 取 引 に 関 す る 言 及 は な か

っ た が 、 か か る 取 引 を 予 想 し て い な か っ た わ け で な く 、 今 後 の 開 発

に よ る も の も 含 む こ と を 予 定 し て い た と 考 え ら れ る 。 ま た 、 実 際 に

も 、四 当 事 者 型 取 引 に お い て も 、C C A の 規 制 の 根 拠 と さ れ る 共 同 事

業 と 似 た よ う な 関 係 の 中 で 利 益 が 生 み 出 さ れ て お り 、 そ の 構 造 に 違

い は な い 。 し た が っ て 、 O F T の 主 張 は 支 持 さ れ る 。  

仮 に 当 事 者 間 の 契 約 関 係 が 四 当 事 者 間 、 五 当 事 者 間 に わ た る も の

で あ っ て も 、 取 引 の 仕 組 み ・ ネ ッ ト ワ ー ク の 全 体 か ら み て 、 国 内 取

引 は も ち ろ ん 、仮 に 海 外 の 供 給 者 を 含 む も の で あ っ て も C C A の 適 用

の あ る D - C - S 契 約 と 判 断 さ れ る 。 そ う す る と 、 ク レ ジ ッ ト 会 社 は 、

当 該 ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 供 給 業 者 に お け る 代 金 決 済 に 利 用 で き る 仕

組 み と な っ て い る 以 上 、 仮 に 当 該 供 給 業 者 と の 直 接 的 な 契 約 関 係 が

な く と も 、 C C A 7 5 条 の 責 任 を 負 担 す る こ と に な る 。  

な お 、 ( i )四 当 事 者 間 取 引 が 「 使 途 限 定 信 用 契 約 」 に 当 た る か ど う

か の 問 題 に つ い て は 、 ク レ ジ ッ ト 契 約 の 目 的 が 、 顧 客 の 物 品 ま た は

サ ー ビ ス の 購 入 に 代 金 を 支 払 う 手 段 を 提 供 す る 点 に あ り 、 間 に ア ク

ワ イ ア ラ が 介 在 し た と し て も 、 カ ー ド の ロ ゴ や マ ー ク が つ い た 供 給

者 の と こ ろ に 限 定 し て 利 用 が で き る の で あ っ て そ の 本 質 は 変 わ ら な

い 。  

一 方 、 ( i i )四 当 事 者 間 取 引 が「 カ ー ド 会 社 と 供 給 者 の 取 決 め 」に 当

た る か の 問 題 に つ い て は 、両 者 の 間 に 事 前 の 取 決 め は な い け れ ど も 、

結 局 ロ ゴ な ど を 表 示 し て 受 入 を 用 意 し て い る 旨 が 表 示 さ れ て い な け

れ ば カ ー ド は 使 わ れ な い の で 、 C C A 1 8 7 条  ( 4 )に よ り 、 債 権 者 ま た

は 供 給 者 自 身 で な く と も 、 そ の 一 方 の 提 携 者 （ こ の 場 合 に は ア ク ワ

イ ア ラ ） に よ っ て 用 意 さ れ た 取 決 め が な さ れ て い る と い え る 。  

②  海 外 取 引 へ の C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用  

一 方 、 ② 海 外 取 引 へ の 適 用 問 題 に 関 し て 、 判 旨 は 、 第 1 審 の 判 決

の 援 用 す る ク ロ ー ザ ー ・ レ ポ ー ト が 、 主 と し て 国 内 で の 適 用 を 念 頭
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に 置 い て い た こ と を 認 め つ つ も 、 し か し 、 海 外 利 用 な ど の 、 そ の 後

の 利 用 状 況 の 変 化 は 、 C C A 7 5 条  の 適 用 を 否 定 す る 事 情 変 化 に は 該

当 し な い と し 、 ま た 、 求 償 権 に 関 す る C C A 7 5 条 ( 2 )は 副 次 的 な 規 定

に す ぎ な い か ら 、 求 償 権 の 行 使 が 困 難 で あ る と の 理 由 で C C A 7 5 条

( 1 )の 適 用 を 制 限 す る 解 釈 は 、立 法 者 の 意 思 に 反 す る と し て 、イ ギ リ

ス 国 外 で の カ ー ド 利 用 に 関 し て 、 C C A 7 5 条  の 適 用 を 肯 定 し た 。  

 

（ 3）  上 告 審  

【 判 例 1 2】 O f f i c e  o f  F a i r  Tr a d i n g  v  L l o y d s  T S B  B a n k  p l c .  a n d  

o t h e r s .  [ H o u s e  o f  L o r d s ]  [ 2 0 0 7 ]  U K H L  4 8 ;  [ 2 0 0 8 ]  A C  

3 1 6 .  

〔 判 旨 〕  上 告 審 で は 、 C C A 7 5 条  の ① 四 当 事 者 間 取 引 へ の 適 用

問 題 は 、 も は や 争 わ れ ず 、 争 点 は も っ ぱ ら ② 海 外 取 引 へ の 適 用 問 題

と な っ た 。  

こ の 点 に 関 し て 、 ク レ ジ ッ ト 会 社 は 、 海 外 適 用 に 関 し て 、 ( i ) C C A

の 制 定 時 に お い て 、 海 外 取 引 に 対 す る 適 用 が 明 確 に 予 定 さ れ て い な

か っ た こ と 、 ( i i )海 外 の 供 給 者 と の 間 に 直 接 の《 A r r a n g e m e n t》が 存

在 し な い こ と 、 ( i i i ) C C A 7 5 条 ( 1 )の 責 任 が 認 め ら れ た 場 合 C C A 7 5

条 ( 2 ) , ( 5 )は 、 管 轄 権 の 関 係 で 外 国 の 供 給 者 に 対 し て 適 用 さ れ ず 、 立

法 府 は 外 国 人 に 立 法 的 責 任 を 加 え る こ と を 予 定 し て い な か っ た こ と

か ら 、 債 権 者 は 英 国 の 訴 訟 手 続 を も っ て 外 国 の 供 給 者 に 対 し て 損 害

賠 償 請 求 が で き な い こ と を 理 由 に 、 C C A 7 5 条 ( 1 )は 適 用 さ れ な い と

主 張 し た ( 2 4 0 ）。  

し か し 、 2 0 0 7 年 、 貴 族 院 は 、 ク レ ジ ッ ト 会 社 の 主 張 を 退 け 、 5 名

の 裁 判 官 が す べ て 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 責 任 は 国 内 取 引 に 限 定 さ れ な い

と し た 。 そ の 理 由 と し て は 、 ク ロ ー ザ ー ・ レ ポ ー ト や C C A 7 5 条 ( 1 )

の 立 法 時 に お け る 議 会 で の 議 論 か ら は 、 外 国 取 引 を 除 外 す る 趣 旨 が

読 み 取 れ な い こ と 、 C C A 7 5 条 ( 1 )は イ ギ リ ス 債 務 者 の 保 護 を 目 的 と

す る 法 律 で あ っ て 、 法 と 領 土 の 届 く 範 囲 で 守 ら れ る べ き で あ り 、 カ

ー ド 会 社 が 外 国 の 供 給 者 で 、 カ ー ド 利 用 を 認 め る か カ ー ド シ ス テ ム
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に 参 加 す る 場 合 に は 、 自 ら C C A 7 5 条 ( 2 )に つ い て 対 応 す る か 、 あ る

い は こ の よ う な リ ス ク を 抱 え た ビ ジ ネ ス で あ る こ と を 認 識 し た う え

で 行 動 す べ き で あ る こ と 等 が 挙 げ ら れ て い る 。  

こ の ほ か 、 マ ン ス 卿 ( L o r d  M a n c e )は 、 C C A 7 5 条 の 適 用 に つ い て

適 用 の 制 限 が あ る と す れ ば 、 解 釈 や 適 用 に つ い て の 何 ら か の 原 則 が

存 在 す べ き と こ ろ 、 C C A 11 条 ,  1 2 条 及 び C C A 7 5 条 ( 1 )に は 、 域 外

適 用 を 否 定 す る 趣 旨 が 認 め ら れ な い と す る O F T の 見 解 は 首 肯 で き

る と し 、ま た 、カ ー ド 会 社 が C C A 7 5 条 ( 1 )の 責 任 を 免 れ た い の な ら 、

今 か ら で も V I S A や M a s t e r C a r d  の ネ ッ ト ワ ー ク を 直 接 的 な 契 約 関

係 に 作 り 替 え る こ と は 可 能 な の で あ る か ら 、 C C A 7 5 条 ( 1 )に 制 限 が

存 在 す る と の 主 張 に は 根 拠 が な い と す る 。 一 方 、 ホ フ マ ン 卿 ( L o r d  

H o f f m a n n )は 、 カ ー ド 発 行 者 の 側 で は 、 責 任 が 免 除 さ れ る か 、 海 外

使 用 が 認 め ら れ る か の 選 択 肢 を 有 し て い る と し 、 海 外 適 用 が 肯 定 さ

れ た 場 合 に は C C A 7 5 条 ( 2 )の 求 償 権 の 行 使 が 困 難 で あ る と の カ ー ド

会 社 の 主 張 に 対 し て 、 C C A 7 5 条 ( 2 ) 2 の 規 定 は C C A 7 5 条 ( 1 )に よ っ

て 債 権 者 に 与 え ら れ た リ コ ー ス の 権 利 の 裏 返 し と 見 る べ き で な い と

す る 。 ま た 、 ホ ー プ ・ オ ブ ・ ク レ イ グ ヘ ッ ド 卿 ( L o r d  H o p e  o f  

C r a i g h e a d )は 、 債 権 者 は 、 外 国 の 供 給 者 に 関 す る 問 題 に 関 し て は 、

債 務 者 よ り 有 利 な 位 置 に あ る こ と を 指 摘 す る 。  

 

2． 海 外 取 引 へ の C C A 7 5 条  の 適 用 の 可 否  

 

（ 1）  C C A 立 法 時 の 議 論  

上 記 判 例 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 側 の 主 張 に も あ っ た よ う

に 、 C C A の 制 定 さ れ た 1 9 7 1 年 当 時 は 、 消 費 者 信 用 取 引 と し て は 、

銀 行 等 が 販 売 店 と 提 携 し た 三 当 事 者 型 取 引 が ほ と ん ど で あ り 、 国 内

取 引 に ほ ぼ 限 定 さ れ て い た 状 態 で あ っ た 。 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 額

は 、 現 在 か ら 比 較 す る と 僅 少 な 取 扱 い で あ り 、 海 外 で も 利 用 で き る

ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 イ ギ リ ス に は バ ー ク レ ー ズ カ ー ド し か 存 在 し

て い な い 状 況 に お い て 、 ク ロ ー ザ ー ・ レ ポ ー ト や 議 会 が 、 海 外 の ク
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レ ジ ッ ト カ ー ド 加 盟 店 を 通 じ た 取 引 に ま で C C A 7 5 条 を 適 用 す る と

い う 明 確 な 意 図 を 有 し て い た か は 、 大 い に 疑 問 で あ る ( 2 4 1 ) 。  

C C A の 制 定 時 に お け る 議 会 で の 論 議 を 確 認 す る と 、動 産 の 供 給 者

が 外 国 の 商 社 な ど 海 外 に 所 在 す る 場 合 に つ い て の 議 論 は あ っ た が 、

そ の 内 容 は 、 外 国 の 取 引 業 者 が 行 っ た 取 引 に つ き 、 イ ギ リ ス の 金 融

機 関 か ら 資 金 調 達 を し た 場 合 等 で あ り 、 主 務 大 臣 で あ る 通 商 産 業 大

は 、 割 賦 販 売 協 会 か ら 意 見 書 が 届 い て い る こ と を 明 ら か に し た う え

で 、 真 の ク ロ ス ボ ー ダ ー 契 約 を 妨 げ な い よ う に す る だ け で な く 、 法

案 に よ っ て 与 え ら れ た 保 護 を 回 避 す る こ と が で き な い こ と を 明 確 に

す る こ と も 考 慮 す る 必 要 が あ る と 答 弁 し 、 海 外 取 引 に お け る イ ギ リ

ス 消 費 者 保 護 の 必 要 性 の 認 識 を 示 し て い る ( 2 4 2 ) 。  

し か し 、そ の 一 方 で 、 1 9 8 9 年 に C C A 1 6 条  ( 5 ) ( c )に 基 づ き 主 務 大

臣 が 発 出 し た 命 令 ( R e g u l a t i o n )で は 、 海 外 の 供 給 者 と の 取 引 、 お よ

び 海 外 に お け る 取 引 事 業 と し て の 動 産 ま た は サ ー ビ ス に 関 す る 取 引

に 関 連 し て 、 彼 ら の 運 営 す る 事 業 に つ き 債 務 者 に 信 用 を 供 与 す る 契

約 に つ い て は 、 C C A の 適 用 除 外 契 約 と さ れ て い る ( 2 4 3 ) 。 ま た 、 こ の

時 期 に は 、 外 国 に あ る リ ゾ ー ト マ ン シ ョ ン の タ イ ム シ ェ ア 契 約 に 関

し て 契 約 違 反 等 が あ っ た 事 案 に つ き 、 C C A 7 5 条  の 適 用 の 可 否 に 関

し て 長 い 間 裁 判 所 が 判 断 で き な か っ た 問 題 も 発 生 し て い る ( 2 4 4 ) 。  

な お 、 こ う し た 問 題 に は 、 対 象 取 引 お よ び 係 争 物 に 関 す る 準 拠 法

や 国 際 裁 判 管 轄 の 論 点 が 深 く 関 わ っ て お り ( 2 4 5 ) 、 当 時 は 、 こ の 点 に

関 す る 法 整 備 が 行 わ れ て い な か っ た こ と も 、 C C A 7 5 条  の 責 任 に つ

い て 、 イ ギ リ ス 国 外 の 供 給 者 に つ い て ま で 適 用 さ せ る こ と が 想 定 さ

れ て い な か っ た こ と を 示 す 一 つ の 例 で あ る と い え な い だ ろ う か 。  

さ ら に 、 C C A の 立 法 者 は 、金 融 機 関 の 責 任 回 避 は 、悪 質 な 供 給 者

を 排 除 す る こ と で 可 能 で あ る と い う 前 提 に 立 っ て い た が 、 海 外 の 供

給 者 が 、 国 内 の 金 融 機 関 と 直 接 的 に 契 約 を し な く て も ク レ ジ ッ ト カ

ー ド が 利 用 で き る 多 数 当 事 者 型 の カ ー ド 取 引 の 場 合 、 国 内 金 融 機 関

は 、 海 外 の 供 給 者 を 国 際 ブ ラ ン ド の 構 築 し た 決 済 シ ス テ ム か ら 直 接

排 除 す る こ と は で き な い 点 も 、 想 定 外 で あ っ た と 考 え ら れ る 。  
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（ 2）  従 前 の A D R に お け る 解 決 状 況  

な お 、 前 節 （ 第 4 節 ） で 参 照 し た F O S の 裁 定 の う ち 、【 裁 定 1】

お よ び 【 裁 定 3】 は 、 上 記 2 0 0 7 年 貴 族 院 判 決 が 出 る 以 前 の 2 0 0 0 年

時 点 に お け る 、海 外 で の カ ー ド 利 用 に 関 す る 事 案 で あ る が 、F O S は 、

当 時 す で に 無 効 と な っ て い た 1 9 9 5 年 の 銀 行 業 界 の 自 主 協 定 に 基 づ

き ( 2 4 6 ）、 C C A 7 5 条  の 適 用 を 肯 定 し て い る 。 こ れ は 、 A D R だ っ た だ

か ら こ そ 可 能 な 解 決 と い え る が 、 し か し 、 一 方 に お い て こ う し た 解

決 が 図 ら れ て い る 状 況 下 に お い て 、判 例 が 、海 外 取 引 に 関 し て C C A 

7 5 条  の 適 用 を 肯 定 す る 素 地 は 、 あ る 程 度 醸 成 さ れ て い た と も 考 え

ら れ る 。  

 

（ 3）  2 0 0 7 年 貴 族 院 判 決 の 評 価  

2 0 0 7 年 貴 族 院 判 決（【 判 例 1 2】）が 、海 外 取 引 に つ き C C A 7 5 条 ( 1 )

の 適 用 を 肯 定 し た 結 果 、 ① 海 外 に あ る 動 産 や サ ー ビ ス を イ ギ リ ス の

ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 使 用 し て 購 入 す る 消 費 者 、 ② 海 外 に あ る 間 に 海

外 の 供 給 者 か ら 動 産 を 購 入 し イ ギ リ ス の 自 宅 等 に 配 送 さ せ る 消 費 者 、

③ 電 話 、 通 信 販 売 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ っ て イ ギ リ ス の 住 所 に 配 達

さ れ る よ う に 海 外 か ら 動 産 や サ ー ビ ス を 購 入 す る イ ギ リ ス 国 内 の 消

費 者 、 ④ イ ギ リ ス に お い て 、 外 国 の 供 給 者 ま た は そ の エ ー ジ ェ ン ト

と 一 時 的 な 対 面 ま た は 事 前 の 取 引 が あ る が 、 イ ギ リ ス 国 内 で 取 引 が

完 結 し て い な い 取 引 を 行 う 消 費 者 の 取 引 に つ い て 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の

共 同 責 任 の 対 象 で あ る こ と が 明 確 化 さ れ た 。  

だ が 、 2 0 0 7 年 貴 族 院 判 決 （【 判 例 1 2】） の 説 示 は 、 説 得 力 の あ る

も の に は 思 わ れ な い 。 先 に 見 た 貴 族 院 裁 判 官 の 所 見 は 、 イ ギ リ ス の

金 融 機 関 に 国 際 的 な ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の イ ニ シ ア テ ィ ブ が あ る

場 合 に 成 り 立 つ 。 し か し な が ら 、 イ ギ リ ス の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社

は 、 国 際 ブ ラ ン ド の フ ラ ン チ ャ イ ジ ー の 一 つ に 過 ぎ ず 、 国 際 ブ ラ ン

ド が カ ー ド 利 用 代 金 の 清 算 シ ス テ ム に す ぎ な い こ と 、 イ ギ リ ス の 銀

行 や ク レ ジ ッ ト 会 社 の 置 か れ た 受 動 的 な 立 場 か ら す れ ば ( 2 4 7 ) 、 か な
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り の 難 題 を 突 き 付 け た 判 決 と 評 価 さ れ る ( 2 4 8 ) 。  

お そ ら く 、 貴 族 院 裁 判 官 は 、 イ ギ リ ス の 金 融 機 関 と し て は 、 イ ギ

リ ス の 判 例 法 理 が 適 用 も し く は 準 用 さ れ る （ 可 能 性 の 高 い ） ア メ リ

カ 、 カ ナ ダ や オ ー ス ト リ ア な ど の 国 の ア ク ワ イ ア ラ や 供 給 者 で あ れ

ば 、 イ ギ リ ス 法 に 基 づ く 求 償 権 を 行 使 す る こ と が 可 能 で あ る と 考 え

て い る の で あ ろ う 。 あ る い は 、 そ れ 以 外 の 国 々 で あ っ て も 、 イ ギ リ

ス 法 に 準 拠 し た 契 約 を ア ク ワ イ ア ラ ま た は 供 給 者 と 締 結 す る こ と は 、

ビ ジ ネ ス の 継 続 を 望 む 以 上 、 コ ス ト と 労 力 を か け て も 行 う べ き で あ

ろ う と 考 え て い る の で あ ろ う 。  

し か し な が ら 、 こ の よ う な 想 定 は 、 イ ギ リ ス の ク レ ジ ッ ト カ ー ド

会 社 が イ ギ リ ス 国 外 の 供 給 者 と 直 接 提 携 関 係 を 結 ぶ こ と が 、 V I S A

や M a s t e r C a r d  の ブ ラ ン ド ル ー ル 上 禁 止 さ れ て い る こ と を 看 過 し

て い る ( 2 4 9 ) 。 ま た 、 イ ギ リ ス の イ シ ュ ア は 、 国 際 ブ ラ ン ド の マ ー ク

を 付 与 し た ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 す る 限 り 、 海 外 の ア ク ワ イ ア ラ

の 提 携 す る 加 盟 店 が 行 っ た 取 引 を 排 除 す る こ と が で き な い 点 も ( 2 5 0 ) 、

見 過 ご さ れ て い る の で は な い か 。  

イ ギ リ ス の イ シ ュ ア の 参 加 す る 国 際 ブ ラ ン ド は 、 イ シ ュ ア が 自 国

以 外 の カ ー ド 会 社（ ア ク ワ イ ア ラ ）や 供 給 者 に 対 し て 、C C A 7 5 条 ( 1 )

に 基 づ く 共 同 責 任 の 負 担 に 関 す る イ ギ リ ス 独 自 の 負 担 を 要 求 す る こ

と を 、 認 め て い な い 。 他 国 の ア ク ワ イ ア ラ や 供 給 者 が 、 イ ギ リ ス の

貴 族 院 判 決 を 受 け 入 れ る こ と は 、 供 給 者 や ア ク ワ イ ア ラ が イ ギ リ ス

法 の 規 定 を 根 拠 と し て 共 同 責 任 を 受 け 入 れ る の と 同 様 の 結 果 を も た

ら す こ と か ら 、自 国 と の 法 制 度 と 整 合 し て い な い 限 り 、C C A 7 5 条 ( 1 )

の 責 任 を 認 め て 、 イ ギ リ ス の カ ー ド 会 社 と ア ク ワ イ ア ラ と の 契 約 等

を 締 結 す る イ ン セ ン テ ィ ブ に は な ら ず 、 か え っ て 取 引 を 排 除 す る 方

向 に し か 作 用 し な い と 考 え ら れ る 。 こ の 点 に お い て 、 貴 族 院 裁 判 官

の 目 算 は 、 見 当 違 い と い わ ざ る を 得 な い 。  

 

（ 4）  今 後 の 展 望 と 課 題  

航 空 機 網 の 充 実 や 格 安 旅 行 券 等 の 流 通 に よ り 、 国 民 の 海 外 へ の 移
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動 が 極 め て 容 易 に な り 、ま た 、 I T の 進 展 に よ る イ ン タ ー ネ ッ ト を 初

め と す る 通 信 を 媒 介 と し た 国 際 取 引 も 日 常 的 な も の と な っ て い る 。

し た が っ て 、 海 外 の 業 者 と の 取 引 に 伴 う 紛 議 も 国 内 と 同 じ よ う に 発

生 す る 可 能 性 が 高 ま っ て い る 。  

そ こ で 、 欧 州 連 合 ( E U )で は 、 早 い 段 階 か ら 消 費 者 取 引 に 関 す る 政

策 と 保 護 指 令 を 取 り ま と め 、E U 域 内 の 国 内 法 の 整 備 を 促 す こ と で 、

ル ー ル の 統 一 に 乗 り 出 し て い る ( 2 5 1 ) 。  

1 9 8 7 年 消 費 者 信 用 指 令 ( C o u n c i l  D i r e c t i v e  8 7 / 1 0 2 / E E C )も そ の 一

つ で あ る 。 同 指 令 は 、 域 内 の 取 引 ル ー ル に つ い て の 「 低 限 の 平 準

化 」を 目 指 し て 提 案 さ れ た も の で あ っ た が 、2 0 0 2 年 9 月 改 訂 の 提 案

内 容 は 、消 費 者 信 用 取 引 に お け る ① 実 効 年 率 の 統 一 、② 1 4 日 間 の 無

償 か つ 無 条 件 の 信 用 契 約 の 解 除 権 、 ③ 責 任 あ る 信 用 供 与 ～ 信 用 情 報

の 利 用 と 分 析 に よ る 与 信 、 目 的 外 利 用 の 禁 止 、 ④ 支 払 催 告 の 必 要 性

と 期 限 の 利 益 喪 失 条 項 、 ⑤ 不 当 な 債 務 取 立 て の 禁 止 、 ⑥ 訪 問 販 売 取

引 に お け る 信 用 契 約・担 保 契 約 の 交 渉 の 禁 止 と な っ て い る 。つ ま り 、

取 引 ル ー ル の「 完 全 平 準 化 」を 目 的 と し た も の に 変 化 し て い る ( 2 5 2 ) 。

同 指 令 は 、 E U 加 盟 国 に 対 し て 、 以 上 の 点 に つ き 、 加 盟 国 に お け る

国 内 法 の 整 備 を 求 め る も の で あ り 、提 案 内 容 は 、2 0 0 4 年 に 更 に 一 部

修 正 さ れ た 後 、 2 0 0 8 年 に 「 消 費 者 の た め の 信 用 契 約 に 関 す る 指 令

( C o u n c i l  D i r e c t i v e  8 7 / 1 0 2 / E E C )」と し て 発 令 さ れ 、そ こ で は 、C C A 

7 5 条  に 類 似 し た 供 給 者 の 債 務 不 履 行 等 に 対 す る 債 権 者 に 供 給 者 の

二 次 的 責 任 を 負 担 さ せ る 提 案 も 行 わ れ て い る 。し か し 、こ の 指 令 は 、

当 然 な が ら 、 E U 加 盟 国 以 外 の 国 内 法 整 備 に 対 す る 強 制 力 は も た な

い 。  

人 々 の 地 理 的 な 移 動 が 簡 易 か つ 日 常 的 に な っ た 現 在 、 カ ー ド 会 員

を 保 有 す る カ ー ド 会 社 （ イ シ ュ ア ） は 、 会 員 が 自 国 で カ ー ド 利 用 を

行 っ て い る の か 、 自 国 で 外 国 の 事 業 者 と 取 引 し て い る の か 、 海 外 で

カ ー ド を 利 用 し て い る の か 、 あ る い は イ ン タ ー ネ ッ ト を 使 っ て 外 国

の 業 者 と 取 引 を し て い る の か を 、 直 ち に 把 握 す る こ と は で き な い 。

ま た 消 費 者 の ほ う も 、 こ れ ら の 取 引 に お け る 準 拠 法 を す べ て 把 握 し
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た う え で 、 取 引 を 行 う こ と も 困 難 と い っ て よ い 。  

そ れ ゆ え 、 今 後 も 不 実 表 示 や 契 約 違 反 に 関 し て 消 費 者 の 救 済 を 必

要 と す る ケ ー ス は 一 定 量 発 生 す る も の と 考 え ら れ る の で 、 管 轄 や 準

拠 法 の 規 定 の 整 備 だ け で な く 、 消 費 者 保 護 規 定 そ れ 自 体 の 国 際 的 な

平 準 化 が 、 今 後 も 重 要 な 課 題 と な っ て こ よ う 。  

 

3． 多 数 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 へ の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク の 適 用 の 可 否  

 

前 記 2 0 0 7 年 貴 族 院 判 決 （【 判 例 1 2】） の 説 示 す る 、 金 融 機 関 が 権

利 を 守 る 方 策 の 中 に は 、 国 際 ブ ラ ン ド が 構 築 す る ク レ ジ ッ ト シ ス テ

ム に お け る「 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク ( C h a r g e  B a c k )制 度 」 ( 2 5 3 ) に よ る 対 応

が 可 能 な こ と が 、そ の 考 慮 の 背 景 に あ る と 考 え ら れ な く も な い  ( 2 5 4 ) 。 

【 判 例 1 2】の 事 案 は 、と も に イ ギ リ ス 国 内 に 存 在 す る イ シ ュ ア と

ア ク ワ イ ア ラ の 争 い で あ っ た の で 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 行 う か 、 も

し で き な く て も 、 C C A 7 5 条 ( 2 )の 求 償 権 の 行 使 は 容 易 で あ っ た 。 し

か し 、 ア ク ワ イ ア ラ が 海 外 に 所 在 す る 場 合 は 、 先 に 見 た よ う に 求 償

権 の 行 使 が 困 難 で あ る と す れ ば 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 行 う し か な い

が 、「 不 実 表 示 」や「 契 約 違 反 」の 内 容 が チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 に 該

当 し な い こ と が 考 え ら れ ( 2 5 5 ) 、そ の 場 合 は 、イ ギ リ ス の イ シ ュ ア は 、

単 独 で 責 任 を 負 担 せ ざ る を 得 な く な る 。  

ま た 、 海 外 取 引 に お い て 、 債 務 不 履 行 や 瑕 疵 な ど の 契 約 違 反 が チ

ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 に 該 当 し た と し て も 、 そ の 効 果 は 、 ク レ ジ ッ ト

取 引 （ 売 上 処 理 ） の 取 消 し に 過 ぎ ず ( 2 5 6 ) 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク は 損 害

賠 償 請 求 に は 機 能 し な い 。  

な お 、上 記【 判 例 1 2】の 事 案 は 、ア ク ワ イ ア ラ が 正 式 に 認 め た 供

給 者 （ 正 規 加 盟 店 ） の 場 合 で あ っ た が 、 そ の 傘 下 に 実 際 に 債 務 者 と

契 約 す る 締 結 す る 別 の 種 類 の 供 給 者 （ 実 供 給 者 ） が 存 在 し て い る と

き は 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク や 求 償 問 題 は 一 層 複 雑 に な る ( 2 5 7 ) 。  

わ が 国 で は 、 印 紙 ・ 金 券 な ど 換 金 性 の 高 い 商 品 や 公 序 良 俗 に 反 す

る 商 品 に つ い て は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 加 盟 店 契 約 で 、 取 扱 い が 原 則



164 

と し て 禁 止 さ れ て い る が ( 2 5 8 ) 、 イ ギ リ ス で は 、 C C A 7 5 条  の 適 用 に

よ り 損 害 賠 償 請 求 が 膨 大 と な る リ ス ク が 存 在 す る た め 、 わ が 国 よ り

厳 格 に 取 扱 禁 止 商 品 等 が 定 め ら れ る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。  

し か し 、 ア ク ワ イ ア ラ が 正 式 に 認 め た 正 規 加 盟 店 の 傘 下 に 実 際 に

債 務 者 と 契 約 す る 締 結 す る 別 の 種 類 の 供 給 者 が 存 在 す る と し た ら 、

ア ク ワ イ ア ラ（ 金 融 機 関 ）が 有 効 に 、「 悪 い 供 給 者 」を 排 除 で き る か

疑 問 で あ る 。 上 記 の よ う な 多 数 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に お い て は 、 金

融 機 関 の 知 ら な い と こ ろ で 、 供 給 者 と 債 務 者 と の 間 で 供 給 契 約 が 締

結 さ れ た 正 規 加 盟 店 を 通 じ て 実 供 給 者 が 資 金 を 受 け 取 る こ と が で き

る が 、 正 規 加 盟 店 と し て 認 め ら れ な い 種 類 の 取 引 を 行 っ て い る 販 売

業 者 で あ れ ば 、 当 該 事 業 者 も 正 規 加 盟 店 も ア ク ワ イ ア ラ に 対 し て そ

の 存 在 を 秘 匿 す る 方 向 に イ ン セ ン テ ィ ブ が 働 く か ら で あ る 。  

た だ し 、 会 員 の ク レ ー ム に 基 づ く チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 契 機 に 、 そ

の 存 在 が 明 ら か に な る 可 能 性 が あ る の で 、加 盟 店 契 約 違 反 等 に よ り 、

事 後 的 な 排 除 の 効 果 が 期 待 で き な い わ け で は な い 。  

 

（ 1）  判 例  

【 判 例 1 3】 T h e  G o v e r n o r  a n d  C o m p a n y  o f  T h e  B a n k  o f  S c o t l a n d  v  

Tr u m a n  [ Q u e e n ’ s  B e n c h  D i v i s i o n ]  [ 2 0 0 5 ]  E W H C  5 8 3  

( Q B ) .  

 〔 事 案 の 概 要 〕  本 件 は 、 自 動 車 の 海 外 輸 入 業 者 か ら 頭 金 を ク レ

ジ ッ ト カ ー ド で 支 払 っ て 自 動 車 を 購 入 し た 11 名 の 会 員 が 納 車 を 受

け ら れ な か っ た と し て C C A 7 5 条  に 基 づ き 、支 払 済 み の 金 額 の 払 戻

し を 要 求 し 、11 名 に 対 す る イ シ ュ ア が こ れ に 応 じ て そ の 取 引 に お い

て 加 盟 店 契 約 カ ー ド 会 社 ( m e r c h a n t  a c q u i r e r ) ( 2 5 9 ) で あ る 銀 行 に チ

ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 行 っ た 結 果 、 そ の 後 に 生 じ た 加 盟 店 契 約 カ ー ド 会

社 と カ ー ド 加 盟 店 と の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク の 清 算 を め ぐ る 紛 争 事 例 で

あ る 。  

 加 盟 店 管 理 カ ー ド 会 社 は 、 カ ー ド 加 盟 店 契 約 ( M e r c h a n t  S e r v i c e  

A g r e e m e n t )に 基 づ き 、実 際 の 売 主 で あ る 自 動 車 輸 入 会 社 に よ る カ ー
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ド 決 済 を 認 め て い た カ ー ド 加 盟 店 に 支 払 済 金 銭 の 返 還 を 請 求 し た 。

こ れ に 対 し 、 実 際 に 供 給 契 約 を 締 結 し た 者 が 加 盟 店 の 関 係 者 と し て

存 在 す る 5 者 間 の 契 約 と な る 場 合 に も C C A 7 5 条 ( 2 )の 適 用 が あ る か

が 争 点 に な っ た 。  

〔 判 旨 〕  判 旨 は 、 加 盟 店 契 約 が カ ー ド 会 社 と 事 業 者 の 間 の 「 取

決 め ( a r r a n g e m e n t )」 と し て 存 在 す る こ と 、 加 盟 店 と 実 際 の 販 売 会

社 と の 間 に a g e n t の 関 係 に あ る こ と 、 会 員 と の 契 約 が 使 途 限 定 契 約

で あ る こ と を 認 定 し 、 カ ー ド 利 用 の 実 態 と 銀 行 の 認 識 か ら 取 引 の ネ

ッ ト ワ ー ク の 全 体 を 見 て 判 断 す べ き と し た う え 、 実 際 の 販 売 会 社 と

カ ー ド 会 社 の 間 に も 「 取 決 め 」 が 存 在 す る と し て 、 銀 行 の 請 求 を 認

容 し た 。  

 

〔 図 表 3〕  【 判 例 1 3】 の 当 事 者 関 係 図  

 

「 取 決 め ( A r r a n g e m e n t )」 は 、 債 権 者 と 供 給 者 の 間 だ け で な く 、

供 給 者 の 提 携 者 と の 間 に も 成 立 す る （ C C A 1 8 7 条  ( 4 ) ( b ) ( c )）。 す で

に 触 れ た よ う に 、《 A r r a n g e m e n t》 は 、《 A g r e e m e n t》 よ り も 緩 や か

な 結 合 関 係 で あ っ て ( 2 6 0 ) 、 こ の 点 が 、 本 件 事 案 に お い て 、 供 給 者 と

提 携 者 の 間 の 「 取 決 め 」 の 存 在 が 認 定 さ れ た 背 景 に あ る 。 さ ら に 、

（ 実 際 の 売 主 ）  
カ ー ド 会 員  

（ c a r d  h o l d e r ）  

カ ー ド 発 行 会 社  
（ i s s u e r ）  

カ ー ド 加 盟 店  
（ m e r c h a n t ）  

加 盟 店 契 約 カ ー ド 会 社  
（ a c q u i r e r ）  

カ ー ド 発 行  

加 盟 店 契 約  

a g e n t 関 係 を 認 定  

提 携 関 係

チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク



166 

提 携 者 と 更 に 関 係 す る 者 （ 代 理 人 な ど ） が 事 後 的 に 出 現 し た ケ ー ス

で あ っ て も 、 ｢事 前 の 取 決 め ｣に よ る 供 給 者 の 提 携 者 と さ れ る 。 そ し

て 、 そ れ が ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 そ れ 自 体 の 許 容 ・ 予 定 し て い る ス

キ ー ム で あ る 以 上 、 カ ー ド 決 済 に か か る 供 給 契 約 に つ い て 、 国 内 取

引 に つ い て は も ち ろ ん 、 海 外 取 引 に お い て も 、 C C A 7 5 条  の 適 用 が

肯 定 さ れ る こ と に な る 。  

 

【 判 例 1 4】 L a n c o r e  S e r v i c e s  L t d  v  B a r c l a y s  B a n k  p l c .  [ C o u r t  o f  

A p p e a l  ( C i v i l  D i v i s i o n ) ]  [ 2 0 0 9 ]  E W C A C i v.  7 5 2 ;  

[ 2 0 0 9 ]  A l l  E R  ( D )  2 4 1  ( J u l ) .  

〔 事 案 の 概 要 〕 本 件 は 、バ ー ク レ ー 銀 行 ( B a r c l a y s  B a n k )の 発 行

す る カ ー ド の 加 盟 店 ( L a n c o r e )が 、ア ク ワ イ ア リ ン グ 業 務 を 行 う 資 格

が な い に も か か わ ら ず 、 第 三 者 の 取 引 を 仲 介 し ( 2 6 1 ) 、 台 所 用 品 の 販

売 と 申 告 し な が ら 、 実 際 は 取 扱 が 承 認 さ れ な い バ イ ア グ ラ な ど 禁 止

医 薬 品 や ポ ル ノ の ダ ウ ン ロ ー ド 販 売 を 行 っ て 報 酬 を 得 て い た こ と が 、

チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 契 機 に 判 明 し た 。 こ れ に 対 し て 、 バ ー ク レ ー カ

ー ド は 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク に 応 じ る と と も に 、 カ ー ド 加 盟 店 契 約 を

終 了 さ せ た の で 、 終 的 に 加 盟 店 ( L a n c o r e )に 対 し 1 9 0 万 ド ル の 未

払 い が 残 っ た ま ま と な り 、銀 行 が 加 盟 店 ( L a n c o r e )か ら 支 払 請 求 を 受

け る こ と と な っ た 事 案 で あ る 。  

 加 盟 店 ( L a n c o r e )は 、現 時 点 で チ ャ ー ジ・バ ッ ク さ れ て い な い 残 り

の カ ー ド 利 用 に 係 る 代 金 を カ ー ド 加 盟 店 契 約 に 基 づ い て 銀 行 に 支 払

を 要 求 し 、 も し 自 社 に 非 が あ っ た と し て も 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク は 、

カ ー ド 会 社 に 現 実 の 損 害 が 生 じ た よ う な 合 理 的 な 時 期 に 限 定 さ れ る

べ き あ る と 主 張 し た 。  

〔 判 旨 〕 加 盟 店 ( L a n c o r e )の 本 件 カ ー ド 代 金 の 支 払 請 求 は 、加 盟

店 契 約 に 基 づ い て 加 盟 店 ( L a n c o r e ) 自 身 が 提 供 す る 動 産 や サ ー ビ ス

の 提 供 で は な い こ と か ら 認 め ら れ ず 、 ま た 、 こ れ は 、 銀 行 が 違 法 な

取 引 で あ る と 知 っ て い た な ら 引 き 受 け な か っ た 危 険 で あ る と し て 、

銀 行 に 契 約 違 反 に 基 づ く 恒 久 的 な 金 銭 の 保 持 を 認 め た 。  
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〔 検 討 〕  同 判 決 の 立 場 は 、 C C A 7 5 条 ( 1 )に 基 づ く イ シ ュ ア の 責

任 、 ひ い て は 権 利 行 使 し て く る カ ー ド 利 用 者 へ の 返 金 等 の フ ァ ン ド

と し て 取 り 扱 う こ と を 見 越 し た 判 断 と 考 え ら れ 、 債 権 者 が 関 知 し な

い 四 当 事 者 型 取 引 に つ い て の ア ク ワ イ ア ラ と し て の チ ャ ー ジ ・ バ ッ

ク に 備 え る 目 的 で 、 事 前 求 償 権 を 認 め る も の と 評 価 で き る 。  

し か し 、判 旨 が 述 べ る よ う に 、加 盟 店 ( L a n c o r e )が「 口 座 貸 」も し

く は「 包 括 代 理 店 」と し た 場 合 に 、わ が 国 で は 、「 違 法 な 取 引 で あ る

と 知 っ て い た な ら 引 き 受 け な か っ た 危 険 」と し て 、「契 約 違 反 」に よ

り 、 事 前 求 償 が 未 払 い 額 の 全 額 に つ い て 、 支 払 い 拒 否 が 認 め ら れ る

か 、 論 議 を 呼 ぶ と こ ろ で あ る ( 2 6 2 ) 。  

 

（ 2）  検 討  

チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 と ( 2 6 3 ) 、 裁 定 ( A r b i t r a t i o n )制 度 は ( 2 6 4 ) 、 国

に よ る 契 約 法 の 違 い や 、 ク レ ジ ッ ト 取 引 に お け る 私 法 的 な 救 済 手 段

が 異 な る 中 で 、 国 際 ブ ラ ン ド の ル ー ル と し て 規 定 さ れ て い る と こ ろ

の 、 供 給 者 の 問 題 販 売 か ら 生 じ た ク レ ー ム 処 理 に 関 す る 、 イ シ ュ ア

と ア ク ワ イ ア ラ の 間 の 調 整 制 度 で あ る 。 し か し 、 こ の 制 度 は 、 結 果

と し て 、 消 費 者 の 救 済 制 度 と し て も 機 能 し て い る 。  

 M a s t e r C a r d な ど は 、 イ シ ュ ア と ア ク ワ イ ア ラ が 米 国 内 に 存 在 す

る と き に 限 っ て 、 連 邦 法 や 州 法 に 定 め る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 対

す る 「 請 求 と 抗 弁 」 を 満 た す 場 合 に ( 2 6 5 ) 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 認 め

て い る ( 2 6 6 ) 。 一 方 、 州 法 や 連 邦 法 で も 、 ブ ラ ン ド が 加 盟 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 会 社 に 遵 守 を 要 求 し て い る チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 を も と に 、

カ ー ド 利 用 者 の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク の 権 利 ( C r e d i t  C a r d  C h a r g e b a c k  

R i g h t )を 制 定 し て い る ( 2 6 7 ) 。  

だ が 、 こ れ は 、 国 際 ブ ラ ン ド が ア メ リ カ 国 内 に 存 在 し 、 イ シ ュ ア

も ア ク ワ イ ア ラ に も 連 邦 法 や 州 法 が 適 用 さ れ る こ と が 前 提 と な っ て

い る 。 し か し 、 イ ギ リ ス の イ シ ュ ア は 、 わ が 国 に お け る イ シ ュ ア と

同 様 、 加 盟 店 を 抱 え る ア ク ワ イ ア ラ に 対 し て 、 ブ ラ ン ド の 制 定 し た

C h a r g e b a c k  G u i d e l i n e の 定 め る ル ー ル に 従 っ て 対 応 す る し か な い 。
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M a s t e r C a r d  の C h a r g e b a c k  G u i d e  2 0 0 9 年 版 に は 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ

ク 制 度 で は 、 ア ク ワ イ ア ラ の 提 供 し た 取 引 額 を 超 え て 、 チ ャ ー ジ ・

バ ッ ク す る こ と は で き な い 旨 が 明 記 さ れ て お り ( 2 6 8 ) 、 仮 に チ ャ ー

ジ ・ バ ッ ク が 認 め ら れ て も 、 与 信 額 を 取 り 戻 す こ と で 満 足 し な け れ

ば な ら な い 。 取 引 額 を 超 え る チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク で は 想 定 さ れ て お ら

ず 、 ま た 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 理 由 以 外 で の 理 由 で 損 害 額 を 求 償 す る

こ と も 、 カ ー ド 会 社 間 で 特 別 な 契 約 を 締 結 し て い な い 限 り 、 で き な

い か ら で あ る 。こ れ ら の 点 に 関 し て 、前 記 イ ギ リ ス の 貴 族 院 判 決（【 判

例 1 2】） は 、 ど こ ま で 考 慮 さ れ て い た の で あ ろ う か 。  

と こ ろ で 、 M a s t e r C a r d  の C h a r g e b a c k  G u i d e は 、 カ ー ド 会 員 が

国 外 で 取 引 を 行 っ た 場 合 、 イ シ ュ ア に 対 し て 、 ア ク ワ イ ア ラ と 交 渉

し 、 会 員 の た め に 行 動 し な け れ ば な ら な い 旨 を 定 め て い る ( 2 6 9 ) 。 通

常 な ら ば 、 カ ー ド 会 員 に 対 し て 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 前 に カ ー ド を 受

領 し た 商 人 と の 接 触 、 交 渉 し て 、 そ の 状 況 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 す

る こ と が 要 求 さ れ て い る の で あ る が 、こ れ は 海 外 の 取 引 の 場 合 に は 、

地 理 的 そ の 他 の 障 害 が あ っ て 、 カ ー ド 会 員 に 直 接 紛 議 の 解 決 を 求 め

る こ と が 困 難 で あ る か ら で あ る 。  

典 型 的 に は 、 海 外 に お い て 紛 失 ・ 盗 難 に あ っ た ク レ ジ ッ ト カ ー ド

を 利 用 し て 、 本 人 に 成 り す ま し て 不 正 使 用 さ れ た よ う な ケ ー ス で 検

討 し て み よ う 。 こ の 場 合 、 不 正 利 用 に 遭 っ た 会 員 は 、 売 り 上 げ を 承

認 し て い な い た め 、 紛 失 盗 難 の 届 け 出 を カ ー ド 会 社 に 、 所 定 の 期 日

内 に 行 っ て さ え す れ ば 、 支 払 い を す る 必 要 は な く 、 イ シ ュ ア は 、 ア

ク ワ イ ア ラ に チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 請 求 で き る 。 し か し 、 非 対 面 取 引

の 場 合 に 関 し て は 、 国 際 ブ ラ ン ド が 共 同 策 定 し た セ キ ュ リ テ ィ 基 準

で あ る P C I D S S  ( P a y m e n t  C a r d  I n d u s t r y  D a t a  S e c u r i t y  S t a n d a r d )

に 準 拠 し た カ ー ド 番 号 管 理 を 行 い 、3 D セ キ ュ ア に 対 応 し た 本 人 確 認

を 行 っ て い た な ら 、 ア ク ワ イ ア ラ お よ び 加 盟 店 に は 責 任 は な い と の

扱 い が な さ れ て い る ( 2 7 0 ) 。  

こ の よ う な 協 力 が 、 世 界 中 の 加 盟 店 に お い て 実 現 で き て い る の な

ら 、 リ ス ク コ ン ト ロ ー ル は 可 能 で あ る 。 し か し 、 ヨ ー ロ ッ パ で は 、
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す べ て の ク レ ジ ッ ト カ ー ド が I C カ ー ド 化 さ れ 、 こ れ を 読 み 取 る 端

末 機 が 整 備 さ れ て い る の に 対 し て 、ア メ リ カ や わ が 国 で は 、I C カ ー

ド 化 が 進 ん で お ら ず 、 し た が っ て I C チ ッ プ を 読 み 取 る 端 末 の 整 備

が 遅 れ て い る ( 2 7 1 ) 。 こ れ ら の イ ン フ ラ が 未 整 備 の 段 階 で は 、 外 国 の

供 給 者 と の 取 引 に は 、 リ ス ク を 抱 え た ビ ジ ネ ス と し て の メ リ ッ ト を

見 出 す べ き で あ る と す る 前 記 イ ギ リ ス の 貴 族 院 判 決（【 判 例 1 2】）は

成 り 立 た な い よ う に 思 わ れ る 。 か か る 主 張 は 、 海 外 で の カ ー ド 利 用

に つ い て は 、C C A の 適 用 の な い チ ャ ー ジ カ ー ド 、も し く は デ ビ ッ ト

カ ー ド に 限 定 し 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 利 用 を 控 え る 方 向 へ 導 く こ と

に な ら な い だ ろ う か ( 2 7 2 ) 。 い ず れ に し ろ 、 イ ギ リ ス の ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 会 社 は 、 C C A 7 5 条  の 責 任 問 題 に つ き 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度

だ け で は 対 応 で き な い よ う に 思 わ れ る 。  
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第 6 節  小 括 ― ― イ ギ リ ス 消 費 者 信 用 法 か ら の 示 唆  

 

1． イ ギ リ ス の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 将 来  

 

（ 1）  近 時 の 動 向  

イ ギ リ ス の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 抱 え る 問 題 点 の う ち 、C C A 7 5

条  に 関 す る 、損 害 賠 償 額 の 上 限 の 不 存 在 等 の 問 題 に つ い て は 、1 9 9 4

年 か ら 1 9 9 6 年 に か け て 、 O F T に よ り C o n n e c t e d  L e n d e r  L i a b i l i t y

と 題 す る 報 告 書 が 取 り ま と め ら れ 、 ① 賠 償 上 限 の 規 定 を 新 設 す る こ

と 、 ② 適 用 対 象 金 額 を 引 下 げ る こ と 、 ③ 債 務 者 (カ ー ド 会 員 )の 供 給

者 の 債 務 不 履 行 に 基 づ い て 取 得 し た 保 険 会 社 に 対 す る 請 求 権 に カ ー

ド 会 社 が 代 位 す る こ と の 改 正 提 案 が な さ れ た ( 2 7 3 ) 。 し か し 、 こ の 案

に 関 し て は 、 全 国 消 費 者 協 会 ( N a t i o n a l  C o n s u m e r  C o u n c i l :  N C C )

な ど の 反 対 も あ っ て 、 イ ギ リ ス 通 商 産 業 省 ( D e p a r t m e n t  o f  Tr a d e  

a n d  I n d u s t r y : D T I )は 、 法 改 正 は 見 送 り 、 C C A 7 5 条 の 共 同 責 任 を め

ぐ る ク レ ジ ッ ト 会 社 サ イ ド か ら の 問 題 点 は 解 消 さ れ な い ま ま に 終 わ

っ た ( 2 7 4 ) 。  

一 方 、 1 9 8 6 年 1 2 月 2 2 日 、 欧 州 委 員 会 ( E u r o p e  U n i o n :  E U )は 、

加 盟 国 の 消 費 者 信 用 法 制 の 低 限 の 調 和 を 図 る 目 的 で 、「 消 費 者 信 用

に 関 す る 加 盟 国 の 法 規 定 、 規 則 お よ び 行 政 既 定 の 近 代 化 の た め の 理

事 会 指 令 ( C o u n c i l  D i r e c t i v e  8 7 / 1 0 2 / E E C )」を 採 択 し た ( 2 7 5 ) 。同 指 令

11 条 ( 2 )は 、 消 費 者 信 用 取 引 に お い て 、「 消 費 者 が 供 給 者 に 対 し て 請

求 を 行 っ た が 、 自 己 の 権 利 の 満 足 を 得 る こ と が で き な か っ た 」 と き

に は 、 消 費 者 に 信 用 供 与 者 に 対 す る 請 求 権 を 与 え る べ き と す る 内 容

で あ っ た 。 こ れ に 対 し て 、 イ ギ リ ス 規 制 緩 和 特 別 委 員 会 は 、 こ の 指

令 の 内 容 に 合 わ せ る べ く 、C C A 7 5 条 の 共 同 責 任 を 二 次 的 責 任 に 変 更

す る こ と を 主 張 し た ( 2 7 6 ) 。 し か し 、 こ の 主 張 に 対 し て は 、 O F T は 共

同 責 任 を 二 次 的 責 任 に 変 更 す る と 消 費 者 の 立 証 の 負 担 が 増 加 す る ほ

か 、 消 費 者 の C C A 7 5 条 に 基 づ く 請 求 が 供 給 者 の 倒 産 に よ る も の が

圧 倒 的 で あ り 、 債 権 者 で あ る カ ー ド 会 社 に あ ま り 意 味 が な い こ と な
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ど を 理 由 に 反 対 し 、 Ｄ Ｔ Ｉ も こ れ に 同 調 し た の で C C A 7 5 条 は 見 直

し が な さ れ る こ と は な か っ た ( 2 7 7 ) 。 そ の 後 1 9 9 0 年 理 事 会 指 令

( 9 0 / 8 8 / E E C ) ( 2 7 8 ) 、 1 9 9 8 年 ヨ ー ロ ッ パ 議 会 お よ び 理 事 会 指 令

( 9 8 / 7 / E C )に よ る 改 正 が 行 わ れ て い る ( 2 7 9 ) 。 し か し 、 同 指 令 は 、 広 告

規 制 や 書 面 の 記 載 、 繰 上 げ 返 済 、 年 利 率 表 示 等 に 関 す る 低 限 の 基

準 に つ い て 定 め た も の で あ り 、イ ギ リ ス の C C A 7 5 条 ( 1 )の 見 直 し に

関 係 す る 内 容 で は な か っ た ( 2 8 0 ) 。  

イ ギ リ ス で は 、2 0 0 6 年 消 費 者 信 用 法 を 制 定 し て 、法 律 全 体 の 規 制

対 象 金 額 の 上 限 が 撤 廃 さ れ 、 適 用 除 外 契 約 の 内 容 や 行 為 規 制 等 に 関

す る 変 更 を 行 っ た が 、 C C A 7 5 条 （ 1） に 関 す る 見 直 し は な さ れ て い

な い ( 2 8 1 ) 。  

だ が 、そ の 後 、 2 0 0 8 年 に E U は「 消 費 者 信 用 契 約 お よ び 理 事 会 指

令 8 7 / 1 0 2 / E E C 廃 止 に 関 す る 2 0 0 8 年 4 月 2 3 日 ヨ ー ロ ッ パ 議 会 お よ

び 理 事 会 指 令 ( 2 0 0 8 / 4 8 / E C )」 を 採 択 し ( 2 8 2 ) 、 こ れ を 受 け て 、 2 0 1 0 年

3 月 2 8 日 、イ ギ リ ス は《 C o n s u m e r  C r e d i t  ( E U  D i r e c t i v e )  R e g u l a t i o n  

2 0 1 0  ( S I 2 0 1 0 / 1 0 1 0 ) 》 を 公 布 し た 。 こ の 見 直 し に お い て 、 C C A 7 5

条  に は じ め て 手 が 加 え ら れ 、C C A 7 5 条 ( 3 ) ( c )が 新 設 さ れ て 、3 か 月

以 内 の 期 間 の 支 払 い で あ っ て 、 利 用 額 の 全 額 が 1 回 で 支 払 わ れ る 当

座 信 用 が C C A 7 5 条 の 保 護 の 対 象 か ら 除 外 さ れ た 。 ま た 、 C C A 7 5

条 A 条 の 規 定 が 新 設 さ れ 、特 定 の 動 産 や サ ー ビ ス の た め の 融 資（ 関

連 信 用 契 約 ( L i n k e d  C r e d i t  A g r e e m e n t )） ( 2 8 3 ) で あ れ ば 、 C C A 7 5 条

( 1 )の 対 象 外 で あ る 現 金 価 格 が 3 万 ポ ン ド を 超 え る 取 引 で あ っ て も 、

与 信 額 が 6 9 , 2 6 0 ポ ン ド 以 内 で あ れ ば 、 債 務 者 が 供 給 者 の 違 反 に つ

い て 債 権 者 の 責 任 を 請 求 で き る こ と に な っ た ( 2 8 4 ) 。  

た だ 、C C A 7 5 条 ( 1 )が 、供 給 者 の 状 態 や 交 渉 の 状 況 に か か わ ら ず 、

債 権 者 へ の 請 求 が 可 能 で あ る 「 共 同 責 任 」 を 定 め た 規 定 で あ る の に

対 し て 、 C C A 7 5  条 ( 1 A )の 関 連 信 用 契 約 に つ い て は 、 供 給 者 が 行 方

不 明 や 倒 産 等 で 支 払 で き な い と き な ど に 適 用 さ れ る 「 二 次 的 な 請 求

権 」 で あ る 点 が 異 な る 。 ま た 、 こ の 規 定 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引

に は 、 適 用 が な い と さ れ て い る 。  
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以 上 の よ う に 、い く つ か の 見 直 し が 行 わ れ た も の の 、C C A 7 5 条 ( 1 )

に お け る 関 連 貸 主 の 共 同 責 任 規 定 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 し

て は 、 立 法 か ら 4 0 年 を 経 過 し て も な お 、 制 定 当 時 の ま ま 存 続 し て

い る 状 態 に 変 わ り は な い 。  

 

（ 2）  今 後 の 展 望  

 

 1）  E U 域 内 の 法 統 一 問 題  

E U で は 、域 内 に お け る「 完 全 な 調 和 」を 目 標 と し て い る も の の 、

イ ギ リ ス の よ う に 、 販 売 業 者 等 と 与 信 業 者 が 共 同 責 任 を 負 う 旨 の 国

内 法 を 制 定 し て い る 加 盟 国 は 存 在 し な い 。 現 状 で は 、 先 の 2 0 0 8 年

ヨ ー ロ ッ パ 議 会 お よ び 理 事 会 指 令 ( 2 0 0 8 / 4 8 / E C ) と 異 な る 国 内 規 定

を 維 持 す る こ と が 容 認 さ れ て い る と こ ろ 、 よ り 厳 格 な 強 行 規 定 を 採

用 し て い る イ ギ リ ス に つ い て は 、 域 内 に 市 場 に 障 害 を 生 む こ と に な

る こ と が 指 摘 さ れ て い る ( 2 8 5 ) 。  

今 日 に お い て は 、消 費 者 の 国 際 間 の 移 動 が 容 易 か つ 日 常 的 に な り 、

イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 の 拡 大 な ど に よ り 、 消 費 者 が 契 約 す る 供 給 契 約

の 相 手 方 は 、イ ギ リ ス 国 内 に と ど ま ら な い 状 況 に あ る 。C C A 7 5 条  の

共 同 責 任 の 対 象 と な る 供 給 者 の 範 囲 は 、そ の 供 給 者 の 提 携 先 を 含 み 、

か つ 、 債 権 者 の 提 携 者 が 提 携 し た 供 給 者 と そ の 提 携 者 も 対 象 と さ れ

て お り 、先 述 し た 貴 族 院 判 決 に よ り 、海 外 取 引 に も C C A 7 5 条  の 適

用 が 肯 定 さ れ て い る か ら 、 イ ギ リ ス の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 保 有 者 は 、

世 界 中 の ど こ で ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 し よ う が 、 国 内 同 様 に 保 護

を 受 け る こ と が で き る 。  

し た が っ て 、 ヨ ー ロ ッ パ の 消 費 者 と し て は 、 イ ギ リ ス 法 の 適 用 を

受 け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 す る こ と が も 有 利 な 保 護 を 享 受 で

き る 一 方 、 イ ギ リ ス の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 機 関 は 、 世 界 の ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 機 関 が ク レ ジ ッ ト 対 象 取 引 を 拡 大 し 、 海 外 と の イ ン タ ー

ネ ッ ト 取 引 、海 外 で の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 利 用 を 拡 大 す る 限 り 、C C A 

7 5 条 の 適 用 の あ る 供 給 者 の 範 囲 に 伴 い 、想 定 外 の 損 害 賠 償 の 負 担 が
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生 じ る 可 能 性 が あ る 。  

近 で は 、P a y P a l な ど ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 媒 体 と し て 利 用 す る 決

済 会 社 の 登 場 や ス マ ー ト フ ォ ン を 利 用 し た 決 済 ア プ リ を 使 用 す る 決

済 代 行 会 社 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 に 介 入 す る ケ ー ス が 増 え て き て

お り ( 2 8 6 ) 、 ま た 、 個 人 事 業 主 や 個 人 間 決 済 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 利

用 も 拡 大 し て い る 。 一 方 で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 機 関 か ら は 想

定 で き な い さ ま ざ ま な 種 類 の 商 品 や 新 し い サ ー ビ ス を 提 供 す る 供 給

者 が 、 国 際 ブ ラ ン ド を 利 用 す る 新 た な 種 類 の 決 済 代 行 会 社 等 に よ っ

て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド シ ス テ ム に 参 加 し て き て い る 。  

し か し 、 決 済 代 行 会 社 を 経 由 す る と 、 そ の 提 携 先 を 確 認 す る こ と

が 難 し く な り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 加 盟 店 と は 認 め ら れ な い 公 序 良 俗

に 反 す る 取 引 を 行 う 店 舗 な ど を 完 全 に 排 除 す る こ と が 困 難 に な る 可

能 性 が 強 い ( 2 8 7 ) 。  

そ う す る と 、 カ ー ド 会 員 が 利 用 し た サ ー ビ ス の 不 実 表 示 や 契 約 違

反 に 関 し て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 機 関 が 取 引 の 種 類 自 体 を 予 見 で

き ず 、 し た が っ て 予 見 が で き な い 損 害 が 発 生 す る 可 能 が あ る 場 合 に

も C C A 7 5 条 ( 1 )の 原 則 通 り イ シ ュ ア の 責 任 と し て 扱 わ れ る と い う 悩

ま し い 問 題 が 生 ず る こ と と な る ( 2 8 8 ) 。  

こ の 点 に 関 し て は 、 消 費 者 と 供 給 者 間 で の 決 済 を 仲 介 す る シ ョ ッ

ピ ン グ サ イ ト な ど が 決 済 代 行 会 社 を 利 用 し て ク レ ジ ッ ト カ ー ド に よ

る 決 済 を 取 扱 っ た と き に 、 供 給 者 の 不 実 表 示 や 製 品 の 欠 陥 、 債 務 不

履 行 の 責 任 を 終 的 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 機 関 に 負 わ せ る の は 、

カ ー ド 発 行 機 関 と 供 給 者 間 の 取 決 め の 不 存 在 も し く は 、 共 同 事 業 と

し て の 稀 薄 性 か ら し て 妥 当 で な く 、 利 用 で き る 供 給 者 を 管 理 し て 利

益 を 得 て い る 決 済 代 行 会 社 が 負 担 す べ き で あ る 、 と い う 考 え 方 も あ

り 得 る 。  

そ も そ も 、 終 的 な 供 給 者 に と っ て ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 が 可 能

な の は 、 イ シ ュ ア と 提 携 し た た め で は な く 、 決 済 代 行 会 社 と 提 携 し

た 、 も し く は 直 接 加 盟 店 契 約 を 行 っ て い る 加 盟 店 管 理 す る ア ク ワ イ

ア ラ と 提 携 で き た か ら で あ る 。 既 存 の ク レ ジ ッ ト シ ス テ ム に 供 給 者
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側 の 委 託 や ニ ー ズ に 基 づ い て 付 加 的 に 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 機 関

の 意 思 に 反 し て 介 入 す る 決 済 代 行 会 社 を 経 由 し た 場 合 に も 、 イ シ ュ

ア に の み 責 任 が 生 じ 、 介 在 す る 関 係 当 事 者 が 一 切 の 責 任 を 負 担 し な

い こ と が 妥 当 と は 考 え ら れ な い 。 そ の よ う な ケ ー ス で も 、 イ シ ュ ア

単 独 の 責 任 と な る の で あ れ ば 、 イ ギ リ ス に お い て は 、 カ ー ド 発 行 者

の リ ス ク が 高 ま る こ と に よ り 、 供 給 者 を 選 別 す る よ り も 、 そ の コ ス

ト を 会 員 や 加 盟 店 に 負 担 さ せ る こ と も 考 え ら れ 、 健 全 な 供 給 者 や 一

般 の 会 員 が そ の 影 響 を 受 け る こ と が 予 想 さ れ る ( 2 8 9 ) 。  

 

2）  共 同 責 任 の 適 用 問 題  

C C A 7 5 条  の 共 同 責 任 に つ い て は 、 同 一 供 給 者 に よ る 連 続 し た 、

ま た は 関 連 す る 取 引 に つ い て 、 C C A 7 5 条 ( 1 )の 適 用 の あ る 複 数 金 融

機 関 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド や 銀 行 提 携 ロ ー ン が 利 用 さ れ た 場 合 に 、 関

係 す る 各 金 融 機 関 の 責 任 は 、 ど の よ う に 分 担 さ れ る の か と い う 問 題

に つ い て は 、 判 例 の 立 場 は 不 明 で あ っ た 。  

例 え ば 、複 数 の 供 給 者 に よ る 健 康 食 品 や 薬 剤 の 長 期 間 提 供 、植 毛・

脱 毛 、 エ ス テ テ ィ ッ ク サ ー ビ ス な ど の 複 数 の 施 術 が 実 施 さ れ て い る

よ う な 場 合 に お い て 、 そ の 期 間 内 に 複 数 の 金 融 機 関 の ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 等 が そ の サ ー ビ ス 等 の 代 金 決 済 に 利 用 さ れ て い た と き に 、 複 雑

な 問 題 が 生 じ る 。 供 給 者 に 不 実 表 示 や 契 約 違 反 が あ っ て 、 供 給 者 へ

の 責 任 追 及 が で き る 場 合 に 、 ど の 与 信 行 為 が 実 行 さ れ た 時 の 契 約 や

行 為 が 具 体 的 損 害 を 生 じ さ せ た か を 厳 密 に 区 分 で き な い ケ ー ス が 多

い と 思 わ れ る か ら で あ る 。 ま た 、 供 給 者 が 倒 産 し て い る 場 合 な ど 、

金 融 機 関 相 互 で 、 そ の 期 間 ・ 施 術 等 を 特 定 し て 、 ど の よ う な 基 準 で

責 任 を 分 担 す る か の 決 定 が 困 難 に な る 。  

交 通 事 故 の 被 害 者 が そ の 後 に 自 殺 し た よ う な 例 で は 、 わ が 国 に お

い て も 、 被 害 者 に 事 故 前 か ら の 心 因 的 な 要 因 が あ る 場 合 は 、 こ の 点

が 考 慮 さ れ 、 損 害 賠 償 額 の 算 定 に 当 た っ て 割 合 的 認 定 が な さ れ る 場

合 が あ る が ( 2 9 0 ) 、 こ の 問 題 は 、 供 給 者 サ イ ド の 責 任 の 内 部 的 な 負 担

の 問 題 で あ る 。 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の 責 任 に つ い て は 、 ど う 考 え
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る べ き で あ ろ う か ( 2 9 1 )。  

ま た 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 等 だ け で な く 、 供 給 者 し か 責 任 を 負 う こ

と が な い 現 金 や 小 切 手 な ど 他 の 決 済 手 段 と 合 算 で 決 済 し て い る 場 合

が 含 ま れ て い る 場 合 、 関 与 し た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 は 、 他 の 決 済

に 係 る 部 分 に つ い て も 供 給 者 と 同 じ 責 任 を 負 う か が 問 題 に な る 。 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の 責 任 の 範 囲 は 、 供 給 者 が 負 担 す る 責 任 の 全 て

に つ い て 共 同 責 任 を 負 う と 考 え る か 、 自 己 の 決 済 に 係 る 部 分 に 限 定

さ れ て 発 生 し た 供 給 者 の 責 任 に つ い て の 連 帯 責 任 と な る か が ま ず 問

題 と な り 、 さ ら に 、 C C A 7 5 条  に 基 づ く 金 融 機 関 全 体 で の 共 同 責 任

な の か 、 与 信 額 に 基 づ く 割 合 的 負 担 に と ど ま る の か 、 判 断 は 分 か れ

よ う 。こ の 責 任 割 合 に 関 し て は 、C C A 7 5 条  に 基 づ く 処 理 の 過 程 で 、

関 係 供 給 者 の 一 部 が 破 産 ・ 清 算 さ れ て い る と き に 、 特 に 求 償 権 の 関

係 で 困 難 な 問 題 が 生 じ る ( 2 9 2 ) 。 不 実 表 示 や 契 約 違 反 を 行 う 供 給 者 と

提 携 し た 金 融 機 関 の 責 任 で あ る と す る C C A 7 5 条  自 体 の 問 題 で は

な い も の の 、 信 用 供 与 額 を 超 え る 負 担 と と も に 、 証 明 ・ 反 証 責 任 を

負 担 さ せ ら れ て い る 点 は 、 大 き な 課 題 が あ る と い わ ざ る を 得 な い 。  

本 件 に つ い て は 、 今 後 の 研 究 課 題 と し た い 。  

 

3）  請 求 可 能 額 の 制 限 問 題  

次 に 、 イ ギ リ ス に お い て は 、 与 信 額 を 超 え る 損 害 賠 償 請 求 が 可 能

で あ る が 、 現 金 や デ ビ ッ ト カ ー ド 、 小 切 手 で 購 入 し た 場 合 と 比 較 し

て 、 消 費 者 が 有 利 な 救 済 を 受 け ら れ る 点 に つ い て 検 討 す る 。  

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 員 は 、 現 金 の 利 用 者 と 異 な り 、 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 会 社 に 年 会 費 を 支 払 っ て い る こ と に 加 え 、 C C A 7 5 条 ( 1 )適 用 の

条 件 と し て 定 額 以 上 の 会 員 手 数 料 を 負 担 し て い る こ と に 、 そ の 救 済

に 有 利 性 が あ る 合 理 性 を 見 出 す こ と が で き る か も し れ な い 。 ま た 、

三 当 事 者 間 取 引 で あ れ ば 、1 9 9 0 年 ク レ ジ ッ ト カ ー ド（ 価 格 差 別 ）令

( C r e d i t  C a r d s  ( P r i c e  D i s c r i m i n a t i o n )  O r d e r  1 9 9 0 ) 3 条 、 4 条 に よ

り 、 加 盟 店 は 、 そ の 表 示 を す る こ と で 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド で の 購 入

価 格 と 現 金 購 入 価 格 に 差 を 設 け 、 手 数 料 の 上 乗 せ (サ ー チ ャ ー ジ )が
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認 め ら れ て い る 。 そ こ で 、 現 金 購 入 者 よ り 不 利 な 値 段 で 購 入 し て い

る と 説 明 さ れ る か も し れ な い 。 あ る い は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 機

関 は 、 供 給 者 か ら ク レ ジ ッ ト 取 扱 い の 対 価 と し て 加 盟 店 手 数 料 を 収

受 し て お り 、こ れ ら の 収 入 の 一 部 が 損 害 賠 償 請 求 に 関 す る「 保 険 料 」

と し て 機 能 し て い る と み る こ と が で き る の か も し れ な い 。  

し か し な が ら 、 四 当 事 者 間 取 引 で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 機 関

の 収 入 は 、 年 会 費 と 会 員 の 支 払 う 3 か 月 を 超 え る 支 払 猶 予 の 対 価 た

る 手 数 料 （ 利 息 ） に ア ク ワ イ ア ラ の 支 払 う イ ン タ ー チ ェ ン ジ フ ィ ー

で あ り 、 加 盟 店 手 数 料 の 収 入 は な い 。 C C A 7 5 条  に お い て 供 給 者 と

契 約 関 係 が 存 在 せ ず 、 関 係 が 希 薄 な 供 給 者 で あ っ て も 、 供 給 者 の 不

実 表 示 と 契 約 の 責 任 か ら 金 融 機 関 は 責 任 を 免 れ る こ と は で き な い 。

し か も 、 1 9 9 5 年 に O F T が 賠 償 請 求 額 を 現 金 価 格 ・ 与 信 額 以 内 に 制

限 す る 旨 の 改 正 提 案 を 提 示 し た 際 の N C C の レ ポ ー ト に お け る ア ド

バ イ ザ ー へ の ア ン ケ ー ト 内 容 を 見 る と 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 代 金 の 請

求 書 を 超 え る 損 害 賠 償 請 求 権 が 生 じ て い る こ と は 珍 し く な い こ と が

窺 わ れ る ( 2 9 3 ) 。  

そ う す る と 、か つ て C C A の 立 法 過 程 に お い て マ ー ス 卿 が 懸 念 し て

い た よ う に 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 を 受 け ら れ る 者 へ の 制 限 、 さ

ら な る 手 数 料 面 で の 現 金 客 と の 差 が 生 じ 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 か

ら 与 信 を 受 け ら れ る 対 象 者 の 範 囲 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 利 用 で き る

範 囲 ・ 加 盟 店 の 選 別 な ど に 影 響 が 生 じ る の で は な い だ ろ う か 。 さ ら

に 、 同 じ キ ャ ッ シ ュ レ ス の 決 済 手 段 で あ る も の の C C A 7 5 条 の 適 用

を 受 け な い チ ャ ー ジ カ ー ド 、 デ ビ ッ ト カ ー ド と の 差 異 が 手 数 料 ・ 利

用 範 囲 の 面 で 生 じ 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 を さ け る こ と が 考 え ら れ

る の で は な い か 2 9 4。  

 

2． わ が 国 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 へ の 示 唆  

 

さ て 、 以 上 の よ う な イ ギ リ ス C C A 7 5 条 の 構 造 ・ 問 題 あ る い は 今

後 の 課 題 は 、 わ が 国 の 今 後 の 消 費 者 保 護 ・ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に
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関 す る 法 制 度 の 構 築 に 、 ど の よ う な 示 唆 を 与 え る で あ ろ う か 。  

 

（ 1）  保 護 の 対 象 取 引  

第 1 に 、 イ ギ リ ス で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の 共 同 責 任 を 引 き

受 け る こ と に な る 条 件 と し て 、 保 護 内 容 と の 対 価 性 が 明 確 で あ る 点

が 注 目 さ れ る 。  

C C A 7 5 条  の 適 用 の 対 象 取 引 は 、 D - C - S 契 約 と さ れ る が 、 年 会 費

の ほ か 、 3 か 月 を 超 え る 支 払 猶 予 に 対 応 す る 金 融 料 の 支 払 い を 行 う

取 引 に 限 定 さ れ て い る 。 金 利 ・ 手 数 料 の 負 担 が な く 、 3 か 月 以 内 に

支 払 い を 終 え る カ ー ド に つ い て は 、 C C A 7 5 条 の 適 用 が な い こ と が

明 確 に な っ て お り 、 裁 判 所 の 裁 判 や 金 融 オ ン ブ ズ マ ン 機 構

( F i n a n c i a l  O m b u d s m a n  S e r v i c e :  F O S )の 実 施 す る A D R に お け る 対

応 で も 、 こ の 区 別 は 厳 格 に 行 わ れ て い る ( 2 9 5 ) 。  

一 方 、 わ が 国 で は 、 1 回 払 い 、 2 回 払 い 、 ボ ー ナ ス 一 括 払 い 、 ボ

ー ナ ス 二 括 払 い は 、 金 利 ・ 手 数 料 な し が 一 般 的 で あ る が 、 現 在 、 2

月 以 内 の 1 回 払 い を 除 い て 割 賦 販 売 法 の 適 用 が あ り 、 な ん ら の 対 価

を 負 担 す る こ と な く 、 販 売 店 に 対 す る 抗 弁 に よ り 、 支 払 停 止 が 認 め

ら れ る 。 わ が 国 で は 、 一 定 期 間 の 支 払 猶 予 、 す な わ ち 消 費 者 に 信 用

が 供 与 さ れ 、 そ れ が あ る か ら こ そ 売 買 契 約 を 締 結 す る と い う 誘 因 性

が あ る と い う 視 点 か ら 、 割 賦 払 い と 同 様 に 保 護 す べ き で あ る と し て

評 価 さ れ た も の と 考 え ら れ る 。  

し か し 、 わ が 国 の 割 賦 販 売 法 規 制 の 整 理 に よ れ ば 、 2 月 以 内 の 1

回 払 い に 関 し て も 、 お な じ シ ス テ ム イ ン フ ラ を 利 用 し て 、 一 定 期 間

の 信 用 供 与 が 行 わ れ て お り 、 支 払 期 間 に か か わ ら ず 同 様 の 問 題 が 生

じ る な ら ば 、 更 に 短 期 な 支 払 方 法 で あ っ て も 、 割 賦 販 売 法 を 適 用 し

て 、 保 護 す べ き と の 考 え に つ な が り や す い 。 事 実 、 そ の よ う な 意 見

は 、消 費 者 団 体 に 限 ら ず 、学 説 の 一 部 に も 以 前 か ら 散 見 さ れ る ( 2 9 6 ) 。   

し か し 、 そ う す る と 、 マ ン ス リ ー ク リ ア 専 用 の カ ー ド （ ア メ ッ ク

ス カ ー ド 、 ダ イ ナ ー ス カ ー ド な ど 海 外 で は チ ャ ー ジ カ ー ド と 呼 ば れ

る カ ー ド ） だ け で な く 、 短 期 な が ら も 支 払 猶 予 が 認 め ら れ る ポ ス ト
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ペ イ 型 の 電 子 マ ネ ー ( 2 9 7 ) 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド に 紐 つ い て チ ャ ー ジ で

き る 電 子 マ ネ ー ( 2 9 8 ) 、 貸 越 機 能 の 付 い た キ ャ ッ シ ュ カ ー ド に よ る デ

ビ ッ ト カ ー ド を 利 用 す る 場 合 と ( 2 9 9 ) 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 す る

場 合 の 法 的 保 護 の 格 差 を 肯 定 す る 根 拠 が 曖 昧 に な っ て し ま う の で は

な い だ ろ う か 。  

共 同 責 任 を 負 う 場 合 と 支 払 停 止 の 抗 弁 を 受 け る 場 合 と で 、 そ の 保

護 の 範 囲 が 異 な る か ら 、 日 英 の 制 度 を 同 じ ス テ ー ジ で 論 じ る こ と は

で き な い が 、 イ ギ リ ス で は 、 3 か 月 弱 に わ た っ て 支 払 猶 予 を 受 け て

い て も 、 金 融 料 の 負 担 が な い 1 回 払 い の 取 引 の 場 合 は 、 共 同 責 任 だ

け で な く 、 そ の 他 の 抗 弁 も 認 め ら れ て い な い の で あ る か ら 、 1 回 払

い が 消 費 者 保 護 の 対 象 外 と い う 取 扱 い は わ が 国 と 同 じ で あ る 。  

イ ギ リ ス で は 、 年 会 費 と 加 盟 店 手 数 料 の み に 依 拠 し た カ ー ド ビ ジ

ネ ス に つ い て は 、 そ の 決 済 性 に 着 目 し て 、 取 引 の 安 定 を 優 先 し て い

る も の と 考 え ら れ る 。  

わ が 国 で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 一 回 払 取 引 は 、 従 来 か ら 決 済 手 段

と し て 用 い ら れ 、 現 金 と 同 様 と 考 え ら れ て い る も の の 、 1 回 払 い で

も 、 2 月 を 超 え る 与 信 期 間 が あ る も の は 、 信 用 供 与 と い う 観 点 か ら

保 護 の 対 象 に 加 え て い る 。 わ が 国 で も 、 消 費 者 保 護 と 取 引 の 安 定 性

の 保 護 の 切 り 分 け の 基 準 と し て 、 消 費 者 利 益 と 対 価 性 と い う 視 点 を

加 え て 判 定 す る こ と を 検 討 す る 必 要 が あ る の で は な い か 。  

 

（ 2）  第 三 者 型 取 引 と 多 数 当 事 者 型 取 引 の 相 違  

第 2 に 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て 三 当 事 者 型 取 引 の 場 合 と

多 数 当 事 者 型 取 引 で 信 用 供 与 者 の 責 任 に 差 を 設 け る こ と が 必 要 で は

な い か が 問 題 と な る 。  

イ ギ リ ス で は 、2 0 0 7 年 貴 族 院 判 決 に よ り 、四 当 事 者 型 が 、三 当 事

者 型 と 同 じ D - C - S 契 約 と し て 取 り 扱 う も の と さ れ た こ と か ら 、ク レ

ジ ッ ト 産 業 は 大 き な 問 題 に 直 面 し た と 考 え ら れ る 。 四 当 事 者 型 の 典

型 例 は 、 国 際 ブ ラ ン ド の 介 在 に よ る 海 外 供 給 者 を 当 事 者 に 含 む 取 引

で あ る 。 現 在 、 わ が 国 で は 、 海 外 で の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 は 割 賦
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販 売 法 の 適 用 除 外 で あ り 、 ク レ ジ ッ ト シ ス テ ム 上 も 1 回 払 い で あ る

た め 、 海 外 に お け る 決 済 取 引 と し て 扱 わ れ て い る 。 詳 し く は 、 第 4

章 に お い て 扱 う が 、 今 日 に お い て は 、 四 当 事 者 型 取 引 で も 、 国 内 に

居 住 す る カ ー ド 保 有 者 が 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し て 海 外 の 加 盟 店

と 取 引 す る 例 が 増 加 し て い る 。 一 方 、 今 日 多 く の ト ラ ブ ル が 発 生 し

て い る の は 、 海 外 の ア ク ワ イ ア ラ と 提 携 し た 国 内 不 良 加 盟 店 や 、 海

外 の 悪 質 加 盟 店 と の 取 引 が 混 入 し た 多 数 当 事 者 型 取 引 で あ り 、 こ れ

は 一 種 の 国 際 取 引 （ ク ロ ス ボ ー ダ ー 取 引 ） で あ る 。  

わ が 国 の イ シ ュ ア は 、 国 内 の 不 良 加 盟 店 に つ い て は 、 割 賦 販 売 法

で 利 用 が 義 務 づ け ら れ て い る 加 盟 店 情 報 交 換 制 度 （ 割 賦 販 売 法 3 5

条 の 2 0 お よ び 3 5 条 の 2 1）を 利 用 し て 、国 内 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社

の 加 盟 店 か ら 排 除 す る こ と が で き る 。 し か し な が ら 、 海 外 ア ク ワ イ

ア ラ と 提 携 す る 決 済 代 行 会 社 に つ い て は 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 を 受 け

な い の で 、 排 除 さ れ る べ き 加 盟 店 を 確 知 で き ず 、 こ れ を 加 盟 店 と し

て し ま う こ と が 考 え ら れ 、 そ う な る と 、 国 内 加 盟 店 か ら 排 除 し た は

ず の 不 良 販 売 店 と 知 ら な い ま ま 、 わ が 国 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 保 有 者

が 代 金 決 済 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 す る 可 能 性 が あ る 。 ま た 、 わ

が 国 の イ シ ュ ア は 、 海 外 の 販 売 店 の 取 引 状 況 を 知 る こ と は で き ず 、

加 盟 店 契 約 も 存 在 し な い 以 上 、 海 外 販 売 店 と の 取 引 を 選 別 す る こ と

は で き な い 状 態 に あ る 。  

ト ラ ブ ル の 原 因 が 、 商 品 未 納 、 サ ー ビ ス の 不 提 供 、 契 約 不 存 在 、

詐 欺 、 商 品 瑕 疵 、 請 求 金 額 相 違 な ど の 理 由 で あ れ ば 、 国 際 ブ ラ ン ド

が 設 け て い る チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 に よ り 、 ア ク ワ イ ア ラ の 責 任 を

追 及 す る こ と が 可 能 で あ り 、 ほ と ん ど は 、 原 則 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク に

よ り 解 決 す る と 考 え ら れ る 。 し か し 、 こ れ ら の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 理

由 に 該 当 し な い 理 由 に よ る 抗 弁 や 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 可 能 期 間 経 過

後 の 抗 弁 で は 、 海 外 ア ク ワ イ ア ラ 経 由 の 取 引 で あ り 、 加 盟 店 契 約 が

な い の で 対 処 で き な い こ と 、 1 回 払 い し か 利 用 が で き な い た め 、 割

賦 販 売 法 の 適 用 が な い こ と な ど の 理 由 で 、 通 常 の 決 済 と し て 、 現 金

利 用 と 同 様 の 扱 い を せ ざ る を 得 な い と 考 え ら れ る 。  
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し か し 、 近 で は 、 い わ ゆ る 「 あ と リ ボ 」 ― ― 支 払 期 日 到 来 前 の

所 定 の 期 間 ま で に 手 続 を す れ ば 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 す る こ と

が 可 能 と な る 支 払 方 法 ― ― が 存 在 す る 。 リ ボ ル ビ ン グ 払 い は 、 割 賦

販 売 法 の 適 用 取 引 で あ り 、 国 内 取 引 で あ る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は

日 本 法 の 適 用 が あ る か ら 、「 あ と リ ボ 」に 変 更 し た 場 合 に も 、割 賦 販

売 法 の 支 払 停 止 の 抗 弁 が 主 張 で き る と い う 考 え 方 も あ る ( 3 0 0 ) 。 し か

し 、 そ う な る と 、 四 当 事 者 間 取 引 を 決 済 と し て 単 純 に 処 理 す る こ と

が 妥 当 で な い 部 分 も 生 じ て く る 。 こ の 場 合 に 抗 弁 の 主 張 が 認 め ら れ

た 場 合 に は 、 責 任 を 負 う の は 、 加 盟 店 管 理 が で き て い な い イ シ ュ ア

と い う こ と に な ろ う 。 し か し 、 決 済 代 行 会 社 が 介 在 す る 多 数 当 事 者

間 取 引 に お い て は 、 決 済 代 行 会 社 は ク レ ジ ッ ト シ ス テ ム に 関 与 す る

当 事 者 で あ り 、 ア ク ワ イ ア ラ と 同 様 に 、 そ の 提 携 す る 加 盟 店 か ら 手

数 料 を 徴 収 し て 利 益 を 享 受 し て お り 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 の あ る 取 引

に 関 与 し て い る 以 上 は 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 以 外 の 責 任 を ま っ た く 負

わ な い と い う の は 許 さ れ な い よ う に 思 わ れ る 。  

こ の 点 に 関 し て は 、 イ シ ュ ア に 対 し て ク レ ジ ッ ト カ ー ド 保 有 者 か

ら 正 当 な 支 払 停 止 の 抗 弁 事 由 が 提 供 さ れ た 場 合 に は 、 そ の ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 保 有 者 の 取 引 を 可 能 に し た 決 済 代 行 会 社 を イ シ ュ ア が 契 約

関 係 で コ ン ト ロ ー ル で き て い な い 場 合 で あ っ て も 、 利 得 者 と し て 契

約 関 係 を 擬 制 し て 、 支 払 停 止 の 抗 弁 事 由 の 解 消 義 務 を 負 担 さ せ 、 一

定 期 間 内 に 解 消 で き な い 場 合 に は 、 支 払 済 み の 立 替 金 等 の 返 還 義 務

を 負 担 さ せ る こ と 、 も し く は 2 0 0 9 年 L a n c o r e 判 決 （【 判 例 1 4】） の

よ う に 、 以 後 の 支 払 い を 留 保 す る 権 利 を 認 め る こ と な ど の 立 法 的 解

決 が 考 え ら れ て よ い だ ろ う 。  

 

（ 3）  消 費 者 保 護 の 方 法  

第 3 に 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る 消 費 者 保 護 と な る 取 引 対

象 を 拡 大 す べ き か 、 ま た 支 払 停 止 の 抗 弁 だ け で な く 、 イ ギ リ ス の よ

う に 消 費 者 の 被 害 の 賠 償 に ま で 拡 大 す べ き か の 問 題 が あ る 。  

わ が 国 で は 、平 成 2 0 ( 2 0 0 8 )年 に 割 賦 販 売 法 を 改 正 し 、個 別 信 用 購
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入 あ っ せ ん 取 引 に お い て 、 特 定 商 取 引 法 に 規 定 す る 一 部 類 型 の 販 売

方 法 を 採 用 す る 販 売 業 者 に つ き 、 重 要 事 項 の 不 実 告 知 と 故 意 の 不 告

知 等 を 理 由 に 、 購 入 者 か ら の ク レ ジ ッ ト 契 約 の 解 除 を 認 め る 民 事 規

定 が 創 設 さ れ 、 契 約 の 取 消 し に よ る 既 払 金 の 返 還 が 認 め ら れ る 改 正

を 行 っ た ( 3 0 1 ) 。 こ れ は 、 ① 消 費 者 を 保 護 す る 必 要 の あ る 特 殊 な 販 売

形 態 を と る 販 売 業 者 と 加 盟 店 契 約 が 締 結 さ れ て い る こ と 、 ② 当 該 加

盟 店 と 消 費 者 の 売 買 契 約 等 の 都 度 審 査 が 行 わ れ る こ と 、 ③ 割 賦 販 売

法 に お い て 審 査 の 際 の 契 約 内 容 や 加 盟 店 の 勧 誘 方 法 等 の 調 査 義 務 と

販 売 店 の 調 査 協 力 義 務 が 定 め ら れ て い る こ と か ら 、 個 別 信 用 購 入 あ

っ せ ん 業 者 の リ ス ク コ ン ト ロ ー ル が 可 能 で あ り 、 立 法 と し て は 基 本

的 に 妥 当 と い え る 。  

し か し 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て は 、 あ ら か じ め ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 保 有 者 に 一 定 額 の 与 信 枠 が 供 与 さ れ て い る た め 、 利 用 の 都

度 の 与 信 は 、 与 信 枠 内 か ど う か 、 無 権 限 利 用 で は な い か の チ ェ ッ ク

に と ど ま り 、 三 当 事 者 型 で あ っ て も 、 個 別 に 審 査 す る こ と は 、 実 際

的 に も 、 シ ス テ ム 的 に も 、 困 難 で あ り 、 多 数 当 事 者 型 で は 、 さ ら に

不 可 能 と い っ て い い で あ ろ う 。 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は 、 ど こ の

販 売 店 と ど の よ う な 種 類 の 契 約 が 締 結 さ れ る か あ ら か じ め 知 る こ と

は で き ず 、 当 該 消 費 者 の 意 思 に 従 う し か な く 、 さ ら に 、 多 数 当 事 者

間 取 引 で は 、 加 盟 店 契 約 が 存 在 し な い こ と か ら 、 イ シ ュ ア と し て 、

販 売 業 者 の 統 制 を 行 う ど こ ろ か 、 把 握 す る こ と さ え も 困 難 で あ る 。

に も か か わ ら ず 、 当 該 取 引 の 結 果 責 任 を イ シ ュ ア に 課 す こ と は 妥 当

で は な い と 考 え ら れ る 。  

イ ギ リ ス で は 、 三 当 事 者 間 取 引 で あ れ ば 、 加 盟 店 契 約 で 対 処 は 可

能 で あ り 、 ま た 、 問 題 の あ る 供 給 者 を 排 除 す る こ と も 可 能 で あ る と

し て 、 共 同 責 任 の 規 定 を 創 設 し た が 、 し か し 、 多 数 当 事 者 間 取 引 が

増 加 し た 現 在 に お い て は 、 カ ー ド 発 行 者 に と っ て 過 大 な 責 任 が 発 生

す る 危 険 性 が 生 じ て い る 。  

四 当 事 者 間 取 引 で は 、 イ ギ リ ス の カ ー ド 保 有 者 が 、 供 給 者 の 不 当

表 示 ・ 契 約 違 反 を 追 及 し て 損 害 賠 償 請 求 を し よ う と し て も 、 海 外 や
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遠 隔 地 の 供 給 者 の 場 合 に は 、 勝 訴 し て ど の 程 度 の 補 償 を 得 ら れ る か

が 明 確 で な い 場 合 が あ り 、 ま た 、 訴 訟 を 行 う に は 弁 護 士 等 に 委 任 せ

ざ る を 得 な い た め 、 コ ス ト も か か る 。 そ の た め 、 イ ギ リ ス に お い て

は 、 面 倒 な 手 間 も 不 要 で 、 コ ス ト も か か ら な い イ シ ュ ア へ の 請 求 で

済 ま せ る こ と と な る 。 一 方 、 イ シ ュ ア の 側 で は 、 そ の 結 果 生 ず る 負

担 を 、 結 局 、 加 盟 店 と 会 員 に 転 嫁 す る こ と と な る 。 こ れ で は 、 イ ギ

リ ス 国 内 の 加 盟 店 が 本 来 は 海 外 の 供 給 者 が 負 担 す べ き 責 任 を 反 映 し

た 加 盟 店 手 数 料 を 負 担 さ せ ら れ て し ま う の で は な い か 。 ま た 、 ク レ

ジ ッ ト カ ー ド 保 有 者 も 、 契 約 違 反 し た 国 内 外 の 供 給 者 と 取 引 し た 他

の 保 有 者 の た め に 、 高 額 な リ ボ ル ビ ン グ 手 数 料 を 負 担 さ せ ら れ て い

る 可 能 性 が 高 く な り ( 3 0 2 ) 、 結 局 、 高 率 な 金 融 料 、 加 盟 店 手 数 料 の 負

担 な ど と な っ て 、 関 係 当 事 者 に は ね 返 る こ と に な る の で は な い だ ろ

う か ( 3 0 3 ) 。  

こ の 問 題 点 は 、 イ ギ リ ス に お い て 、 C C A が 立 法 さ れ て か ら 4 0 年

に な ろ う と し て い る 今 日 ま で 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 し て は 、

C C A 7 5 条 ( 1 )と 同 様 の 共 同 責 任 や ク レ ジ ッ ト 残 高 を 超 え る 請 求 を 認

め る 立 法 が 、ヨ ー ロ ッ パ で も ア メ リ カ で も 採 用 さ れ て い な い こ と に 、

現 れ て い る の で は な い か 。  

こ の 問 題 は 、 と か く 個 別 ク レ ジ ッ ト と 同 様 な 態 様 の 、 同 種 の 取 引

で あ る 点 を も っ て 判 断 さ れ て き た 面 が あ る が 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取

引 の 持 つ 決 済 機 能 と 対 価 性 、 お よ び 、 三 当 事 者 型 と 多 数 当 事 者 型 の

本 質 的 な 違 い を 踏 ま え た 議 論 が 改 め て 行 わ れ る べ き も の と 考 え る 。  

 

 

                                                  
( 1 )   C o n s u m e r  C r e d i t  A c t  1 9 7 4 ,  1 9 7 4  C h a p t e r  3 9 .  
( 2 )   平 成 2 0 ( 2 0 0 8 ) 年 に 改 正 さ れ た 割 賦 販 売 法 で は 、「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 」 は 、 従

来 の 分 割 払 い に 加 え て 、 信 用 供 与 期 間 が 2 月 を 超 え る 期 間 を お い た 支 払 を 含 む

こ と に な り 、「 信 用 購 入 あ っ せ ん 」 と 改 称 さ れ た の で 、 以 下 で は 施 行 時 期 に 応

じ て 用 語 を 使 い 分 け る 。  
( 3 )   昭 和 5 8 ( 1 9 8 3 ) 年 7 月 公 表 の 消 費 者 信 用 産 業 懇 談 会 の 報 告 書 に お い て は 、「 消

費 者 保 護 に よ り 一 層 の 強 化 を 図 る た め に は 、 今 後 、 判 例 、 学 説 等 の 動 向 を 踏 ま

え 、 信 販 会 社 と 加 盟 店 は 、 共 同 責 任 を 明 確 化 す る 方 向 で そ の 具 体 的 処 置 に つ い

て 検 討 す べ き で あ る 」 と さ れ 、 支 払 停 止 の 抗 弁 だ け で な く 、 損 害 の 賠 償 や 既 払

金 の 返 還 を 視 野 に 入 れ た 検 討 が な さ れ て い た 。 通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費 経 済

課 編 『 新 版 新 割 賦 販 売 法 の 解 説 』（ 通 商 産 業 調 査 会 、 1 9 7 6 年 ） 7 5 6 頁 。  
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( 4 )   ア メ リ カ の 連 邦 消 費 者 信 用 法（ C o n s u m e r  P r o t e c t i o n  A c t ）（貸 付 真 実 法 T r u t h  

i n  L e n d i n g  A c t ） 1 7 0 条 の 「 請 求 と 抗 弁 」 の 規 定 に よ る 。 こ の ほ か 、 立 法 の 際

に は 、ア メ リ カ 1 9 6 8 年 統 一 信 用 法（ U n i f o r m  C o n s u m e r  C r e d i t  A c t  1 9 6 8 ）や 、

連 邦 取 引 委 員 会 （ F T C ） の R e g u l a t i o n  Z 、 1 9 7 1 年 カ ル フ ォ ニ ア 州 法 等 が 参 照

さ れ て い る 。 通 商 産 業 省 企 業 局 消 費 経 済 課 編 『 新 割 賦 販 売 法 の 解 説 』（ 通 商 産

業 調 査 会 、1 9 7 2 年 ）4 2 頁 、長 尾 治 助『 消 費 者 信 用 法 の 形 成 と 課 題 』（ 商 事 法 務 、

1 9 8 4 年 ） 5 3 5 - 5 4 0 頁 、 竹 内 昭 夫 編 『 割 賦 販 売 法 の 改 正 』（ 商 事 法 務 、 1 9 8 5 年 ）

1 5 5 頁 〔 稲 葉 威 雄 発 言 〕、 1 5 6 頁 〔 竹 内 昭 夫 発 言 〕、 経 済 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費

経 済 課 監 修 『 昭 和 5 9 年 改 正 に よ る 新 割 賦 販 売 法 の 解 説 』（ 日 本 ク レ ジ ッ ト 産

業 協 会 、 1 9 8 6 年 ） 1 9 0 頁 、 竹 内 昭 夫 『 消 費 者 信 用 法 の 理 論 』（ 有 斐 閣 、 1 9 9 6 年 ）

2 5 8 - 2 6 0 頁 、 2 9 2 - 3 0 9 頁 参 照 。 な お 、 昭 和 5 8 ( 1 9 8 3 ) 年 1 0 月 に は 「 消 費 者 信 用

問 題 研 究 会 」（ 植 木 哲 代 表 ） に よ る イ ギ リ ス 視 察 調 査 が 行 わ れ た 。 金 子 武 嗣 ＝

坂 東 俊 矢 「 欧 州 の 消 費 者 信 用 法 制 の 研 究 （ 3 ） イ ギ リ ス （ 1 ）」 N B L 3 2 2 号 （ 1 9 8 5
年 ） 3 8 頁 。  

( 5 )   昭 和 5 9 ( 1 9 8 4 ) 年 2 月 の 報 告 書 に お い て 、 ｢法 的 、 経 済 的 に 弱 い 立 場 に あ る 購

入 者 等 の 保 護 を 図 る た め … … 〔 中 略 〕 … … 購 入 者 等 は 、 商 品 等 に 係 る 支 払 停 止

の 抗 弁 権 を 割 賦 購 入 あ っ せ ん 業 者 等 に 対 し て も 主 張 し う る よ う に す る （ 抗 弁 を

接 続 さ せ る ） 必 要 が あ る ｣ と の 提 言 が な さ れ た こ と で 、 信 用 供 与 者 の 責 任 に つ

い て 、 イ ギ リ ス 型 の 「 共 同 責 任 」 に つ い て は 、 見 送 ら れ る こ と と な っ た 。 経 産

省 編 ・ 前 掲 注 ( 3 ) 7 7 5 - 7 7 6 頁 。  
( 6 )   既 払 い 金 返 還 の 根 拠 と し て は 、  終 的 に は「 ク レ ジ ッ ト 契 約 の 媒 介 者 で あ る

販 売 店 が 与 信 契 約 締 結 の 勧 誘 を 行 っ て い る 点 に 着 目 し 」 て 、「 媒 介 を 委 託 し た

者 本 人 が 民 事 上 の 責 任 を 負 っ て 契 約 の 取 消 の 対 象 と な る 」 と さ れ て い る （ 山 本

豊 ほ か 「（ 座 談 会 ） 割 賦 販 売 法 の 大 改 正 ― ― 産 業 構 造 審 議 会 割 賦 販 売 分 科 会 基

本 問 題 小 委 員 会 報 告 を 受 け て 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 4 0 号 （ 2 0 0 8 年 ） 2 2 - 2 3 頁 〔 山

本 豊 発 言 〕、〔 吉 村 直 泰 発 言 〕。 一 方 、 平 成 2 0 ( 2 0 0 8 ） 年 の 割 賦 販 売 法 の 改 正 に お

い て は 、 特 定 商 取 引 法 に 規 定 の あ る 取 引 類 型 （ 通 信 販 売 を 除 く 5 類 型 ） の 取 引

に 個 別 ク レ ジ ッ ト 契 約 が 用 い ら れ た 場 合 に つ き 、 特 定 商 取 引 事 業 者 の 重 要 事 項

の 不 実 告 知 な ど の 不 適 切 な 契 約 締 結 の 勧 誘 を 理 由 と し て 、 売 買 契 約 等 の 取 消 し

が 認 め ら れ る と き に は 、 そ の 取 消 し の 効 果 が 個 別 ク レ ジ ッ ト 契 約 に 及 ぶ と す る

規 定 が 新 設 さ れ た （ 割 賦 販 売 法 3 5 条 の 3 の 1 3 、 3 5 条 の 3 の 1 4 ， 3 5 条 の 3 の

1 5 、 3 5 条 の 3 の 1 6 ）。  
( 7 )   割 賦 販 売 審 議 会 に お け る 平 成 1 8 ( 2 0 0 6 ) 年 6 月 の 論 点 整 理 の 際 に は 、密 接 な 牽

連 性 等 を 根 拠 に 売 買 契 約 の 効 力 を 否 定 す る こ と で 与 信 契 約 も 否 定 さ れ る と す

る 「 共 同 責 任 論 」 と 、 信 義 則 の 違 反 を 根 拠 と す る 「 損 害 賠 償 責 任 論 」 の 双 方 の

見 解 が 示 さ れ た 。 箕 輪 靖 博 「 割 賦 販 売 法 改 正 論 議 と ク レ ジ ッ ト 取 引 法 の 課 題 」

ク レ ジ ッ ト 研 究 4 0 号 （ 2 0 0 8 年 ） 5 3 頁 、 吉 元 利 行 「 割 賦 販 売 法 の 改 正 内 容 に つ

い て 」『（ 第 3 版 ） リ ー ス ・ ク レ ジ ッ ト の 法 律 相 談 』（ 青 林 書 院 、 2 0 1 0 年 ） 4 9 1
頁 な ど 。 し か し 、 翌 平 成 1 9 ( 2 0 0 7 ) 年 の 終 報 告 書 に お い て は 、「 共 同 責 任 論 」

は 排 除 さ れ 、割 賦 販 売 法 3 5 条 の 3 の 1 3 に お い て 限 定 的 に 責 任 が 連 動 す る 仕 組

み が 導 入 さ れ る こ と と な っ た 。 さ ら に 、 そ の 後 、 判 平 成 2 3 年 1 0 月 2 5 日 民

集 6 5 巻 7 号 3 1 1 4 頁 に よ り 、こ の 規 定 は 創 設 的 規 定 と し て 適 用 範 囲 が 限 定 さ れ

て い る 旨 が 確 認 さ れ た 。〔 本 件 評 釈 〕新 堂 明 子『 平 成 2 3 年 度 重 要 判 例 解 説 』（ ジ

ュ リ 臨 増 1 4 4 0 号 、 2 0 1 2 年 ） 6 2 頁 、 鎌 野 邦 樹 ・ 金 融 判 研 2 2 号 （ 1 9 5 3 号 、 2 0 1 2
年 ） 6 3 頁 、 白 井 幸 夫 ・ 金 法 1 9 7 2 号 （ 6 1 巻 1 2 号 、 2 0 1 3 年 ） 2 9 頁 。  

( 8 )   法 務 省 法 制 審 議 会 民 法 （ 債 権 関 係 ） 部 会 に お い て 平 成 2 3 ( 2 0 1 1 ) 年 4 月 1 2 日

に 決 定 さ れ た 「 民 法 （ 債 権 関 係 ） の 改 正 に 関 す る 中 間 的 な 論 点 」 で は 、「 第 5 . 5
複 数 契 約 の 解 除 」、「 第 3 2 . 2（ 3 ）複 数 の 法 律 行 為 の 無 効 」、「 第 4 4 . 5 抗 弁 の 接 続 」

と し て 、 同 一 当 事 者 間 の 複 数 契 約 に 加 え 、 異 な る 当 事 者 間 に お け る 複 数 契 約 に

つ い て も 、 片 方 の 契 約 の 解 除 や 無 効 が 他 の 契 約 に 影 響 を 与 え る べ き 点 に つ い て

検 討 さ れ た 。 し か し 、 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 4 月 に 公 表 さ れ た 中 間 試 案 で は 、 異 な る

当 事 者 間 の 複 数 契 約 に 関 す る 検 討 は 、 い ま だ 学 説 の 議 論 が 成 熟 し て お ら ず 、

判 平 成 8 年 1 1 月 1 2 日 民 集 5 0 巻 1 0 号 2 6 7 3 頁 以 降 具 体 的 な 立 法 提 案 も 認 め ら

れ な い と い う 理 由 で 、 取 り 上 げ ら れ な か っ た 。 商 事 法 務 編 『 民 法 （ 債 権 関 係 ）

の 改 正 に 関 す る 中 間 試 案 の 補 足 説 明 』（ 商 事 法 務 、 2 0 1 3 年 ） 1 3 7 頁 。  
( 9 )   昭 和 5 9 ( 1 9 8 4 ) 年 改 正 前 後 の 割 賦 購 入 あ っ せ ん に 関 す る 論 稿 と し て 代 表 的 な

も の と し て 、 石 田 喜 久 夫 「 信 用 取 引 と 消 費 者 ― ― 『 抗 弁 権 の 切 断 』 を 巡 る 一 考

察 」 金 法 1 0 2 3 号 （ 3 1 巻 1 1 号 、 1 9 8 3 年 ） 6 頁 、 植 木 哲 「 （ 特 集 ） 消 費 者 信 用

取 引 と 抗 弁 の 対 抗 特 集 ① 消 費 者 信 用 取 引 を 巡 る 抗 弁 権 対 抗 の 理 論 」 金 法 1 0 4 1
号 （ 3 1 巻 2 9 号 、 1 9 8 3 年 ） 7 - 2 1 頁 、 本 田 純 一 「 （ 特 集 ・ 立 体 解 説 ・ 割 賦 販 売

法 改 正 ） 改 正 法 に み る 抗 弁 権 接 続 と 指 定 商 品 に 関 す る 考 察 」 月 刊 ク レ ジ ッ ト 産

業 5 9 年 6 月 号 （ 1 9 8 4 年 ） 3 4 頁 、 島 田 禮 介 「 展 望 判 例 法 ・ 購 入 商 品 の 瑕 疵 と ク
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レ ジ ッ ト 会 社 に 対 す る 買 主 の 抗 弁 権 」 判 タ 5 1 3 号 （ 1 9 8 4 年 ） 6 9 頁 、 長 尾 治 助

『 消 費 者 信 用 法 の 形 成 と 課 題 』（ 商 事 法 務 、 1 9 8 4 年 ） 3 1 頁 、 加 藤 一 郎 ＝ 竹 内 昭

夫 編 『 消 費 者 法 講 座 （ 第 5 巻 ・ 消 費 者 信 用 ） 』 （ 日 本 評 論 社 、 1 9 8 5 年 ） 1 - 3 0
頁 、 1 0 1 - 1 2 5 頁 、 清 水 誠 「 割 賦 販 売 」『 消 費 者 法 講 座 （ 第 5 巻 ・ 消 費 者 信 用 ）』

（ 日 本 評 論 社 、 1 9 8 5 年 ）、 島 川 勝 ＝ 金 子 武 嗣 「 立 替 払 契 約 の 抗 弁 権 の 切 断 ― ―

高 松 高 判 昭 5 7・ 9・ 1 3 を 契 機 と し て （ 上 ）（ 下 ）」 N B L 2 7 1 号 （ 1 9 8 2 年 ） 1 6 頁 、

2 7 4 号 3 7 頁 、福 永 有 利 ＝ 千 葉 恵 美 子「 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん と 倒 産 法（ 上 ）（下 ）」

判 タ 5 2 2 号 （ 1 9 8 4 年 ） 2 1 頁 、 5 2 9 号 4 8 頁 、 千 葉 恵 美 子 「 割 賦 販 売 法 上 の 抗 弁

接 続 規 定 と 民 法 」 民 商 法 雑 誌 創 刊 5 0 周 年 記 念 論 集 Ⅱ 『 特 別 法 か ら み た 民 法 』

民 商 9 3 巻 臨 時 増 刊 号 （ 2 ）（ 1 9 8 6 年 ） 2 8 0 頁 、 船 越 隆 司 「 ク レ ジ ッ ト 契 約 の 法

的 性 質 」 吉 原 省 三 ＝ 岡 部 眞 純 編 『 判 例 リ ー ス ・ ク レ ジ ッ ト 取 引 法 』（ 金 融 財 政

事 情 、1 9 8 6 年 ）5 0 1 頁 、山 下 俊 六「 連 載 シ ョ ッ ピ ン グ ・ ク レ ジ ッ ト の 法 理 論（ 2 ）

立 替 払 型 ク レ ジ ッ ト の 法 理 論 」 消 費 者 信 用 1 9 8 3 年 6 月 号 （ 1 9 8 3 年 ） 7 5 頁 、 浜

上 則 雄「 い わ ゆ る ク レ ジ ッ ト 販 売 と 消 費 者 保 護（ 1 ）～（ 3・完 ）」N B L 2 3 8 号（ 1 9 8 1
年 ） 6 頁 、 2 4 0 号 3 0 頁 、 2 4 3 号 1 4 頁 、 執 行 秀 行 「 第 三 者 与 信 型 消 費 者 信 用 取

引 に お け る 提 携 契 約 関 係 の 法 的 意 義 （ 上 ）（ 下 ）」 ジ ュ リ 8 7 8 号 （ 1 9 8 7 年 ） 9 4
頁 、 8 8 0 号 1 3 4 頁 な ど 。   

( 1 0 )  分 割 払 い の で き る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 法 律 関 係 を 分 析 し た 業 績 と し て は 、

吉 原 省 三 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 現 状 と 法 律 関 係 」 ジ ュ リ 4 2 8 号 （ 1 9 6 9 年 ） 
1 1 1 頁 が 、 公 刊 さ れ た も の と し て は 初 と 思 わ れ る 。 な お 、 分 割 払 い の で き な

い ク レ ジ ッ ト カ ー ド に つ い て い え ば 、銀 行 系 で は 、昭 和 3 5 ( 1 9 6 0 ) 年 に 富 士 銀 行

が ダ イ ナ ー ス カ ー ド 、 昭 和 3 6 ( 1 9 6 1 ) 年 に 三 和 銀 行 が J C B を 、 昭 和 4 2 ( 1 9 6 7 ) 年
に 三 菱 銀 行 が ダ イ ヤ モ ン ド ク レ ジ ッ ト 、 住 友 銀 行 が 住 友 ク レ ジ ッ ト を 、 昭 和

4 3 ( 1 9 6 8 ) 年 に 東 海 銀 行 が ミ リ オ ン カ ー ド サ ー ビ ス を 設 立 し 、富 士 、三 菱 、第 一 、

勧 業 、太 陽 、埼 玉 の 各 都 銀 が ユ ニ オ ン ク レ ジ ッ ト を 発 足 さ せ た（ 吉 原 ・ 前 掲 書 ・

第 1 章 第 1 節 参 照 ）。 こ れ に 対 し て 、 分 割 払 い の で き る ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、

日 本 信 販 が ク ー ポ ン か ら 切 り 替 え を 昭 和 4 1 ( 1 9 6 6 ) 年 1 0 月 か ら 開 始 し 、 昭 和

4 4 ( 1 9 6 9 ) 年 2 月 に 切 り 替 え を 完 了 し て い る 。風 間 眞 一「 誌 上 C A R D  G A L L E R Y ・

日 本 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 足 跡 を た ど る（ 第 2 回 ）」消 費 者 信 用 2 5 巻 7 号（ 2 0 0 7
年 ） 5 9 頁 。  

一 方 、 そ の 後 の 学 説 に お い て は 、 竹 内 昭 夫 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 取 引 と 消 費

者 保 護 ― ― 信 用 取 引 に お け る 消 費 者 保 護 の 一 側 面 ― ― 」 ジ ュ リ 4 7 5 号 （ 1 9 7 1
年 ） 5 5 頁 、 清 水 巌 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 販 売 の 実 態 と 問 題 点 ― ― 消 費 者 保 護

の 側 面 か ら ― ― 」 ジ ュ リ 6 4 5 号 （ 1 9 7 7 年 ） 5 5 頁 な ど の 論 稿 が み ら れ る が 、 い

ず れ も 紛 失・盗 難 等 の 不 正 使 用 に 伴 う 会 員 の 責 任 の 問 題 と 不 正 使 用 防 止 に つ い

て の カ ー ド 会 社 の 責 任 問 題 が 、 問 題 関 心 の 中 心 に あ る 。 ま た 、 佐 藤 一 雄 『 新 講

現 代 消 費 者 法 』（ 商 事 法 務 、 1 9 8 6 年 ） 2 9 3 - 2 9 4 頁 で は 、 二 当 事 者 カ ー ド と 三 当

事 者 型 カ ー ド の 紹 介 し か な い 。  
こ れ に 対 し て 、三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド に 関 す る 分 析 と し て 、堤 克 彦「 ア

メ リ カ 銀 行 系 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド の 諸 問 題 」 西 南 学 院 大 学 法 学 論 集 1 0 巻 2 - 4
合 併 号 （ 1 9 7 8 年 ） 5 9 頁 、 長 尾 治 助 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 性 格 と 消 費 者 保 護 の

緊 張 関 係 ― ― 購 入 あ っ せ ん の 抗 弁 対 抗 規 定 を 中 心 と し て 」 N B L 3 1 3 号 （ 1 9 8 4
年 ） 6 頁 、 千 葉 恵 美 子 「 リ ボ ル ビ ン グ 式 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 巡 る 法 律 上 の 問 題

点 」 ジ ュ リ 8 9 3 号 （ 1 9 8 7 年 ） 1 8 頁 、 加 藤 良 三 『 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 法 の 研 究 』

（ 千 倉 書 房 、 1 9 8 9 年 ）、 桶 舎 典 哲 「 第 三 者 与 信 型 消 費 者 信 用 取 引 に お け る 抗 弁

権 の 対 抗 （ 1 ）」 志 林 9 0 巻 1 号 （ 1 9 9 2 年 ） 1 1 5 頁 、 長 谷 川 成 海 「 三 当 事 者 ク レ

ジ ッ ト ・ カ ー ド 取 引 ― ― 銀 行 系 カ ー ド の 法 的 問 題 」 早 法 6 4 巻 3 号 （ 1 9 8 9 年 ）

1 頁 、 吉 原 省 三 「（ Ⅲ カ ー ド 取 引 ） 3 2 取 引 の 仕 組 み 」 塩 崎 勉 編 『 裁 判 実 務 体 系

（ 第 2 2 巻 ・ 金 融 信 用 供 与 取 引 訴 訟 法 ）』  ( 青 林 書 院 、 1 9 9 3 年 ）  4 0 5 頁 な ど が

あ る 。  
さ ら に 、四 当 事 者 が 介 在 す る 銀 行 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 仕 組 み に 言 及 す る も の

と し て 、 沢 野 直 樹 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド と ア メ リ カ 法 の 展 開 ― ― ク レ ジ ッ ト ・

カ ー ド と 抗 弁 の 切 断 （ 上 ）」 消 費 者 信 用 1 巻 2 号 （ 1 9 8 3 年 ） 1 0 3 頁 、 沢 野 直 樹

「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド と ア メ リ カ 法 の 展 開 （ 上 ）」 金 法 3 1 巻 2 号 （ 1 9 8 3 年 ）

4 9 頁 、 中 崎 隆 『 詳 説 改 正 割 賦 販 売 法 』 （ き ん ざ い 、 2 0 1 0 年 ） 1 7 4 - 1 7 5 頁 、 後

藤 巻 則 ＝ 池 本 誠 司 『 ク レ サ ラ 叢 書 解 説 編 割 賦 販 売 法 』 （ 勁 草 書 房 、 2 0 1 1 年 ）

7 4 頁 、寺 川 永「 消 費 者 法 の 前 線（ 1 5 ）消 費 者 紛 争 の 個 別 類 型 と 消 費 者 法（ 6 ）

複 合 契 約 と 消 費 者 」 法 セ 6 9 6 号 （ 5 8 巻 1 号 、 2 0 1 3 年 ） 9 5 頁 、 日 本 弁 護 士 連

合 会 編 『 消 費 者 法 講 義 （ 第 4 版 ）』（ 日 本 評 論 社 、 2 0 1 3 年 ） 1 7 4 頁 、 中 村 肇 「 日

本 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 契 約 の 法 的 性 質 論 ― ― 多 数 当 事 者 間 取 引 の 一 例

と し て ― ― 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 所 レ ポ ー ト 3 号 （ 2 0 1 4 年 ） 1 3 0 頁 、 吉 元 利 行 「 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 者 の 保 護 と そ の 限 界 ― ― 海 外 で の 利 用 や 関 係 当 事 者 の 増
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加 に 着 目 し て ― ― 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 所 レ ポ ー ト 3 号 （ 2 0 1 4 年 ） 5 0 頁 な ど が あ

る 。   
( 1 1 )  三 当 事 者 取 引 で あ れ ば 、 消 費 者 と ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 、 販 売 店 と ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 会 社 と 各 当 事 者 間 に 契 約 関 係 が あ り 、 こ の 枠 組 み の 下 で 、 消 費 者 と 販

売 店 と の 間 で 売 買 契 約 等 が 締 結 さ れ 、 あ ら か じ め の 消 費 者 と ク レ ジ ッ ト カ ー ド

会 社 と の 約 定 に 基 づ い て 信 用 供 与 が 行 わ れ る こ と に な る 。 し か し 、 四 当 事 者 以

上 の 取 引 で は 、 消 費 者 と 契 約 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 と 、 販 売 店 と 契 約 す る

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 は 別 々 の 会 社 で あ り 、 国 際 ブ ラ ン ド の 介 在 が あ っ て は じ

め て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 ど う し の 取 引 の 清 算 が 可 能 と な っ て い る 。 国 内 の

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 会 社 は 、 海 外 の 販 売 店 と の 間 に 直 接 の 加 盟 店 契 約 は な く 、

V I S A ・ M a s t e r C a r d ・ A M E X ・ D i n n e r s  c a r d ・ J C B と い っ た 国 際 ブ ラ ン ド と 提

携 し て 、 自 社 カ ー ド 会 員 が 海 外 の 販 売 店 で 利 用 し た 場 合 に 利 用 代 金 の 清 算 が 可

能 な シ ス テ ム を 利 用 し て い る だ け で あ る 。 つ ま り 、 国 内 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行

機 関 は 、海 外 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 会 社 と 何 ら の 提 携 契 約 は 存 在 せ ず 、ま た 、

海 外 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 が 可 能 な 販 売 店 と 、 ま っ た く 契 約 関 係 が 存 在 し な

い 。 な お 、 国 内 の 他 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 機 関 と の 間 に は 提 携 関 係 が 存 在 す る

が 、 そ の 加 盟 店 と の 間 に は 加 盟 店 契 約 が 存 在 せ ず 、 さ ら に 加 盟 店 と の 間 に 決 済

代 行 会 社 が 介 入 し て い る 場 合 （ 五 当 事 者 型 ） も あ る 。  
( 1 2 )  長 谷 川 ・ 前 掲 注 ( 1 0 ) 5 頁 も 、 清 水 巌 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 法 的 構 造 （ 1 ）」 法

時 4 5 巻 1 1 号 （ 1 9 7 3 年 ） 1 7 4 頁 を 引 用 し 、 ガ ソ リ ン ・ ス タ ン ド の 発 行 す る 石 油

カ ー ド を 「 四 者 間 型 」 と し て 紹 介 し て い る 。 ま た 、 清 水 巌 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド

の 法 的 構 造 （ 5 ）」 法 時 4 9 巻 1 号 （ 1 9 7 7 年 ） 1 5 1 - 1 5 7 頁 は 、 国 際 カ ー ド を 四 者

間 ま た は 五 者 間 の 取 引 と し て 分 析 し て い る が 、 し か し 、 経 済 的 機 能 に つ い て は

三 当 事 者 間 カ ー ド が 一 般 的 に 果 た し て い る も の と 同 じ と し た う え 、 国 際 取 引 に

お け る 代 金 支 払 い 手 段 機 能 を 持 つ 点 に お い て 、 外 国 為 替 の 一 手 段 と す る な ど 、

当 時 国 内 で 利 用 が で き な か っ た 点 を 反 映 し た 分 析 と な っ て い る 。 ま た 、 千 葉 恵

美 子 「『 多 数 当 事 者 の 取 引 関 係 』 を 見 る 視 点 ― ― 契 約 構 造 の 法 的 評 価 の た め の

新 た な 枠 組 み 』椿 寿 夫 先 生 古 稀 記 念『 現 代 取 引 法 の 基 礎 的 課 題 』（ 有 斐 閣 、 1 9 9 9
年 ） 1 6 1 頁 も 、 多 数 当 事 者 の 関 与 す る 第 三 者 与 信 型 消 費 者 信 用 取 引 を 分 析 の 対

象 と し て い る が 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 特 有 の 問 題 に は 言 及 し て い な い 。  
こ の ほ か 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 し て 、 多 数 当 事 者 が 存 在 し 、 一 部 の 当

事 者 間 に 個 別 の 独 立 し た 契 約 関 係 が 複 数 存 在 す る こ と に 着 目 し て 、 全 体 を 一 つ

の シ ス テ ム と 捉 え 、 シ ス テ ム 運 営 者 の 付 随 的 義 務 と し て 捉 え る 論 稿 と し て 、 松

本 恒 雄 「 電 子 商 取 引 シ ス テ ム の 自 己 と シ ス テ ム 責 任 論 の 展 開 」 N B L 3 8 5 号 （ 1 9 8
年 ） 6 頁 や 、 独 立 し た 主 体 に よ る 複 数 契 約 を 複 合 的 な 契 約 と 捉 え 、 そ の 相 互 依

存 関 係 に 着 目 す る 以 下 の 諸 論 稿 が 存 在 す る 。北 川 善 太 郎「 約 款 ─ ― 法 と 現 実（ 4・
完 ）」 N B L  2 4 2 号 （ 1 9 8 1 年 ） 8 3 頁 、 椿 寿 夫 「 提 携 契 約 論 序 説 （ 上 ）（ 下 ）」 ジ ュ

リ 8 4 6  号 （ 1 9 8 5 年 ） 1 1 7 頁 、 8 4 9 号 1 0 1  頁 、 山 田 誠 一 「『 複 合 契 約 取 引 』 に つ

い て の 覚 書 （ 1 ）（ 2 ）」 N B L  4 8 5  号 （ 1 9 9 1 年 ） 3 0  頁 、 4 8 6  号 5 2  頁 、 河 上 正 二

「 複 合 的 給 付 ・ 複 合 的 契 約 お よ び 多 数 当 事 者 の 契 約 関 係 」 磯 村 保 ほ か 『 民 法 ト

ラ イ ア ル 教 室 』（ 有 斐 閣 、 1 9 9 9 年 ） 2 9 1  頁 、 都 築 満 雄 「 抗 弁 の 接 続 と 複 合 契 約

論 ― ― わ が 国 に お け る 抗 弁 の 接 続 の 再 定 位 と 複 合 契 約 法 理 の 構 築 に 関 す る 一 考

察 （ 1 ） ～ （ 3 ・ 完 ）」 早 法 7 9 巻 4 号 （ 2 0 0 4 年 ） 1 0 7 頁 、 8 0 巻 1 号 1 3 1 頁 、 2
号（ 2 0 0 5 年 ）7 5 頁 、寺 川 永「 複 合 的 契 約 関 係 の 判 断 構 造 に 関 す る 一 考 察 ― ―  『 契

約 関 係 の 継 続 性 』 と 『 契 約 関 係 の 多 数 当 事 者 性 』 に 着 目 し て 」 大 阪 府 立 大 学 経

済 研 究 叢 書 9 8 冊 （ 2 0 0 6 年 ） 6 頁 、 小 林 和 子 「 複 数 の 契 約 と 相 互 依 存 関 係 の 再

構 成 ― ― 契 約 ア プ ロ ー チ と 全 体 ア プ ロ ー チ の 相 違 を 中 心 に 」 一 橋 法 学 8 巻 1 号

（ 2 0 0 9 年 ） 1 3 5 頁 な ど 。 し か し な が ら 、 こ れ ら の 文 献 は 、 四 当 事 者 を 超 え る 多

数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に つ い て は 、直 接 の 分 析 対 象 と は し て い な い 。 

( 1 3 )  イ ギ リ ス で は 、 1 7 3 0 年 に 、バ ー レ ー 卿 が 輸 入 商 品 の 信 用 販 売 に 関 す る 制 限 を

し た と の 記 録 や 、 家 具 等 の 週 毎 の 分 割 払 い で の 販 売 の 広 告 記 事 が 残 さ れ て お り 、

1 8 世 紀 後 半 の 産 業 革 命 に よ り 、生 産 の た め の 道 具 の 信 用 販 売 が 認 知 ・ 利 用 さ れ

て い た こ と が 知 ら れ る 。 通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費 経 済 課 監 修 『 消 費 者 信 用 統

計 ’ 7 8 』（ 日 本 割 賦 協 会 、 1 9 7 8 年 ） 2 4 5 頁 。  
一 方 、 イ ギ リ ス の 国 民 所 得 に 対 す る 消 費 者 信 用 残 高 の 比 率 は 、 1 9 5 0 年 代 後

半 に お い て 、 ア メ リ カ の 約 8 % に 次 ぐ 3 % を 占 め て お り 、 西 ド イ ツ 、 ベ ル ギ ー 、

オ ラ ン ダ の 約 2 % 、 フ ラ ン ス の 約 0 . 5 % を 上 回 っ て い た 。 藤 田 正 次 「 わ が 国 に お

け る 割 賦 販 売 の 現 状 と 諸 問 題 」 ジ ュ リ 1 9 1 号 （ 1 9 5 9 年 ） 1 9 頁 。 ま た 、 第 2 次

世 界 大 戦 後 に 消 費 者 信 用 の 利 用 の 増 大 が 景 気 過 熱 に よ る イ ン フ レ を 引 き 起 こ

す な ど の 懸 念 が 生 じ 、金 融 引 き 締 め の 観 点 か ら 、1 9 6 1 年 ま で 数 次 に わ た っ て 、

自 動 車 ・ 家 電 用 品 ・ 家 具 な ど の 耐 久 消 費 財 に 対 す る 頭 金 の 必 要 割 合 と 賦 払 信 用

の 返 済 期 間 の 制 限 （ 賦 払 信 用 条 件 の 規 制 ）、 借 入 と 株 式 発 行 に よ る 資 金 調 達 規
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制 が 行 わ れ て お り 、 そ の 結 果 、 消 費 者 信 用 の 利 用 は 抑 制 さ れ て い た 。 今 井 信 二

「 英 国 に お け る 消 費 者 信 用 規 制 」 同 志 社 商 学 1 3 巻 3 号 （ 1 9 6 1 年 ）  3 0 7 頁 。  
( 1 4 )  通 産 省 産 政 局 消 費 経 済 課 監 修 ・ 前 掲 注 ( 1 3 ) 1 1 8 頁 「 第 1 4 表 」「 第 1 5 表 」「 第

1 6 表 」（ 日 本 割 賦 協 会 、 1 9 7 9 ） に よ る 。 円 貨 換 算 に は 当 時 の 為 替 相 場 の 固 定 レ

ー ト 1 , 0 0 0 円 を 採 用 し た 。  
( 1 5 )  も っ と も 、 わ が 国 に お い て も 、 個 人 事 業 者 と 中 小 零 細 法 人 向 け の 販 売 信 用 、

法 人 カ ー ド の 利 用 状 況 美 も 消 費 者 信 用 統 計 の 取 扱 高 や 残 高 に 含 ま れ て い る （ た

と え ば 通 産 省 産 政 局 消 費 経 済 課 監 修 ・ 前 掲 注 ( 1 3 ) な ど ）。 し か し 、 わ が 国 で は 事

業 者 向 け 販 売 信 用 の 多 く は リ ー ス 会 社 の 割 賦 販 売 と し て 扱 わ れ 、 販 売 信 用 統 計

で は そ の 区 別 が な さ れ て い る こ と が 多 い 。  
( 1 6 )  ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 枚 数 に つ い て は 、 N i l s s o n  R e p o r t  A p r .  1 9 7 8 参 照 。

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 売 上 高 に 関 す る イ ギ リ ス の デ ー タ に つ い て は 、『 イ ギ リ ス に

お け る ク レ ジ ッ ト 市 場 』（ 全 国 信 販 協 会 、 1 9 9 2 年 ） 6 4 頁 掲 載 の イ ギ リ ス 中 央 統

計 局 「 月 刊 統 計 ダ イ ジ ェ ス ト 」「 ロ ン ド ン ・ ス コ ッ ト ラ ン ド 銀 行 委 員 会 資 料 」

参 照 。 な お 、 消 費 者 信 用 編 集 部 編 『 欧 米 に 見 る カ ー ド リ テ ー ル 業 務 の 革 新 ― ―

1 9 8 8 年 欧 米 リ テ ー ル 金 融 視 察 団 報 告 』（ き ん ざ い 、 1 9 8 8 年 ） 1 5 6 - 1 5 8 頁 に よ れ

ば 、 1 9 8 8 年 時 点 で は 、ア ク セ ス カ ー ド（ 大 手 の バ ー ク レ イ ズ 銀 行 に 次 い で 業

界 第 2 位 ） の 1 9 8 7 年 実 績 は 、 カ ー ド 会 員 数 1 1 , 5 6 2 , 0 0 0 人 、 カ ー ド 売 上 8 2 億

8 , 5 0 0 万 ポ ン ド で あ り 、 マ ー ケ ッ ト シ ェ ア の 約 4 5 % を 占 め て い る と さ れ て い る

の で 、 1 9 8 7 年 当 時 約 1 8 ４ 億 1 , 0 0 0 万 ポ ン ド 程 度 の 取 り 扱 い が あ っ た も の と 推

測 さ れ る 。 当 時 の 為 替 レ ー ト を 1 ポ ン ド ＝ 2 4 0 円 と す る と 4 兆 4 , 1 8 4 億 円 で あ

る 。  
( 1 7 )  長 尾 治 助 「 諸 外 国 の 消 費 者 信 用 法 （ 2 ） ― ― イ ギ リ ス 」 加 藤 一 郎 ＝ 竹 内 昭 夫 編

『 消 費 者 法 講 座 （ 第 5 巻 ・ 消 費 者 信 用 ）』（ 日 本 評 論 社 、 1 9 8 5 年 ） 3 1 0 頁 に 、

O f f i c e  o f  F a i r  T r a d i n g [ h e r e i n a f t e r  O F T ] ,  C o n s u m e r  C r e d i t  S u r v e y  1 9 7 7 , N O P  
M a r k e t  R e s e a r c h  l i m i t e d ,  1 9 7 9 の 調 査 が 紹 介 さ れ て お り 、 信 用 形 態 の 利 用 調

査 で は 、1 9 6 9 年 に は ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス が 4 9 % と も 利 用 さ れ て い た が 、1 9 7 7
年 の 調 査 で は 3 8 % に 減 少 し て い る 。 一 方 、 こ の 時 点 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド

取 引 は 、 テ レ ビ レ ン タ ル （ 4 5 % ）、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス （ 3 8 % ）、 メ ー ル オ ー ダ

ー （ 3 8 % ）、 銀 行 個 人 ロ ー ン （ 1 7 % ） に 次 い で 5 番 目 （ 1 4 % ） で 、 銀 行 当 座 貸 越

（ 1 0 % ）、 小 売 店 予 算 勘 定 （ 1 0 % ） よ り わ ず か に 利 用 度 が 高 い 程 度 で あ っ た 。  
( 1 8 )  ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス は 、 わ が 国 の 「 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん 」 と 経 済 的 に は 類

似 す る が 、 法 的 構 成 は 大 き く 異 な っ て い る た め 、 以 下 で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド

取 引 と 関 連 す る 部 分 に つ い て の み 取 り 上 げ る こ と と す る 。  
( 1 9 )  F . R . オ リ バ ー 著 ・ 小 峯 勝 美 訳 『 割 賦 信 用 論 』（ 世 界 書 院 、 1 9 6 1 年 ） 1 2 4 頁 、 矢

島 保 男 『 消 費 者 金 融 論 』（ 東 洋 経 済 社 、 1 9 6 3 年 ） 2 6 5 頁 参 照 。 な お 、 月 賦 販 売

に つ い て は 、 早 く か ら パ リ の デ ュ フ ァ イ エ ル 商 会 が 採 用 し て い た よ う で あ る 。

佐 野 豊 ＝ 藤 本 具 興『 割 賦 販 売 契 約 の 仕 方 活 用 の 仕 方 の 法 律 知 識 』（ 育 英 堂 、1 9 6 3
年 ） 1 5 頁 。 こ れ が フ ラ ン ス に 留 学 し た 一 女 史 に よ っ て ア メ リ カ に も た ら さ れ 、

1 8 0 7 年 ニ ュ ー ヨ ー ク の C o w p e r t h w a i t e  a n d  S o n s 商 会 が 、家 具 に 月 賦 販 売 方 式

を 採 用 し た 。 小 西 清 治 「 欧 米 に お け る 割 賦 販 売 制 度 と 法 律 上 の 問 題 点 」 ジ ュ リ

1 9 1 号 （ 1 9 5 9 年 ） 2 6 頁 。 C f .  L e w i s  M a n d e l l ,  T h e  C r e d i t  C a r d  I n d u s t r y :  A  
H i s t o r y ,  ( T w a y n e ' s  E v o l u t i o n  o f  M o d e r n  B u s i n e s s  S e r i e s ) ,  T w a y n e  p u b . ,  
1 9 9 0 ,  1 4 . … … 〔 邦 訳 〕 根 本 忠 明 = 荒 川 隆 訳 『 ア メ リ カ ク レ ジ ッ ト 産 業 の 歴 史 』

（ 日 本 経 済 評 論 社 、 2 0 0 0 年 ） 5 0 頁 。 た だ し 、 割 賦 販 売 の 起 源 に 関 し て は 、 異

説 も 存 在 す る 。 オ リ バ ー ( 小 峯 訳 ) ・ 前 掲 書 ・ 1 1 9 頁 参 照 。  
( 2 0 )  《 W a g o n  C o m p a n y 》 と は 、 金 融 会 社 ( F i n a n c e  C o m p a n y ) の 一 種 で あ り 、 自 ら

を 割 賦 金 融 会 社 （ f i n a n c e  h o u s e ） と か 、 興 業 銀 行 （ i n d u s t r i a l  b a n k ） と 称 し

て い た 。C f .  G o r d o n  B O R R I E  &  A u b r e y  L .  D I A M O N D ,  T h e  C o n s u m e r ,  S o c i e t y  a n d  
t h e  L a w ,  A l l e n  L a n e  t h e  P e n g u i n  P r e s s  L T D . ,  1 9 8 1  1 6 1 - 1 6 2 . … … 〔 邦 訳 〕 G .
ボ ー リ ー ＝ A . L . ダ イ ヤ モ ン ド 著 ・ 新 井 正 男 ＝ 池 上 俊 雄 訳 『〔 新 版 〕 消 費 者 保 護

― ― イ ギ リ ス 法 の 歩 み 』（ 中 央 大 学 出 版 部 、 1 9 9 0 年 ） 1 6 6 - 1 6 7 頁 。 こ れ ら の 金

融 会 社 は 、銀 行 と は 密 接 な 関 係 が あ る が 、国 の 銀 行 シ ス テ ム に は 属 し て お ら ず 、

割 賦 販 売 に よ る 信 用 供 与 の 大 部 分 を 担 っ て い た 。 通 産 省 産 政 局 消 費 経 済 課 監

修・前 掲 注 ( 1 3 ) 3 2 8 頁 。1 8 6 0 年 代 に 設 立 さ れ た N o r t h  C e n t r a l  C o m p a n y,  B r i t i s h  
W a g o n  C o m p a n y な ど に 倣 い 、 小 売 商 、 卸 商 、 製 造 業 者 な ど が 設 立 し た と さ れ

る 。オ リ バ ー ( 小 峯 訳 )・ 前 掲 注 ( 1 9 ) 3 0 頁 。ま た 、一 般 の 割 賦 金 融 機 関 で は 、1 8 7 7
年 の 市 職 員 相 互 家 具 購 買 組 合 ( C i v i l  S e r v i c e  M u t u a l  F u r n i s h i n g  A s s e n t ) が
初 と さ れ る 。 通 産 省 産 政 局 消 費 経 済 課 監 修 ・ 前 掲 注 ( 1 3 ) 2 4 5 頁 。  

( 2 1 )  A .  P.  D O B S O N ,  S a l e  o f  G o o d s  a n d  C o n s u m e r  C r e d i t ,  4 t h  e d .  S w e e t  &  M a x w e l ,  
1 9 8 9 , 3 2 7 .  小 峰 勝 美 「 イ ギ リ ス の 消 費 者 信 用 社 会 と 法 制 度 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 5
号 （ 1 9 9 1 年 ） 5 2 頁 以 下 … … 〔 所 収 〕『 ク レ ジ ッ ト 法 研 究 』（ 第 一 法 規 、 1 9 9 8 年 ）
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1 6 6 - 1 6 8 頁 。 な お 、 当 時 の ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス に は 、 金 融 会 社 が 融 資 す る 方 法

と し て 当 事 者 の 振 り 出 し た 約 束 手 形 の 裏 書 譲 渡 に よ り 行 う も の 、 売 主 の 契 約 上

の 債 権 の 譲 渡 を 受 け る も の 、 小 売 商 と の 間 に 在 庫 を 買 い 受 け て 行 う も の な ど の

方 法 も 存 在 し た よ う で あ る が 、 も 一 般 的 な の が こ の 方 法 で あ っ た 。 人 見 康 子

「 H i r e ‐ P u r c h a s e の 若 干 の 問 題 ― ― 特 に 三 者 間 の 契 約 を 中 心 と し て 」 慶 院 4 2
巻 3 号 （ 1 9 6 9 年 ） 1 9 2 頁 。  

( 2 2 )  商 品 等 の 賃 借 人 が 賃 料 を 何 回 か 支 払 っ た 後 、 そ の 商 品 を 買 い 取 る 選 択 権 を 行

使 す る と 所 有 権 が 賃 貸 人 か ら 賃 借 人 に 移 転 す る 形 態 の 取 引 。 法 律 構 成 の 違 い は

あ る が 、 所 有 権 留 保 条 件 付 売 買 や 割 賦 販 売 と 同 様 の 経 済 的 効 果 が あ る 。 田 作 朋

雄『 イ ギ リ ス の ワ ー ク ア ウ ト ― ― 債 権 回 収 と 倒 産 処 理 』（ 近 代 文 芸 社 、 1 9 9 8 年 ）

1 5 2 頁 。 こ の 法 形 式 に 関 す る も 古 い 資 料 と し て 、 1 8 2 1 年 の 「 購 入 を 前 提 と す

る 物 品 借 受 け 契 約 書 」 が あ る 。 通 産 省 産 政 局 消 費 経 済 課 監 修 ・ 前 掲 注 ( 1 3 ) 2 4 5
頁 。 こ の 法 形 式 は 、 終 的 に は 売 買 と な る が 、 取 引 が 完 結 す る ま で は 未 払 い の

危 険 を 物 品 の 引 揚 げ に よ り 担 保 す る こ と が で き る よ う 、 賃 貸 借 の 形 式 が 取 ら れ

て お り 、 賃 借 料 は 、 物 品 価 格 を 上 回 る よ う に 設 定 さ れ て い る 。 な お 、 返 済 期 間

は 様 々 で あ り 、 6 か 月 か ら 4 年 程 度 ま で 設 け ら れ て い た 。 支 払 い は 月 払 い が 通

常 と さ れ る が 、 週 払 い も あ る 。 C f .  O F T ,  s u p r a  n o t e  ( 1 7 ) ,  a t  4 1 - 4 3 .  な お 、 こ

の よ う な 迂 遠 な 割 賦 販 売 契 約 が 採 用 さ れ た 背 景 に は 、 金 利 付 の 貸 付 が 、 古 代 ギ

リ シ ャ 時 代 か ら 宗 教 的 な 理 由 で 原 則 と し て 禁 止 さ れ て お り 、 例 外 的 に 許 さ れ る

場 合 で あ っ て も 、高 利 の 貸 付 が 長 い 間 禁 止 さ れ て き た 歴 史 も 影 響 し て い る 。F. J .
ラ ブ リ ュ イ エ ー ル ＝ R . M . ヘ ル ピ 共 著 ・ ア コ ム プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム 訳 ・ 木 下 恭 輔

監 修 『 消 費 者 ク レ ジ ッ ト の 世 界 史 』（ き ん ざ い 、 1 9 9 7 年 ） 6 5 頁 - 7 3 頁 。  
( 2 3 )  矢 島 ・ 前 掲 注 ( 1 9 ) 2 6 5 頁 、曽 田 修 吉「 英 国 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 市 場 」（ 全

国 信 販 協 会 、 1 9 9 2 年 ） 4  頁 、 ラ ブ リ ュ イ エ ー ル ＝ ヘ ル ピ ( 木 下 監 修 ) ・ 前 掲 注

( 2 2 ) 1 6 5 - 1 6 6 頁 参 照 。  
( 2 4 ) ラ ブ リ ュ イ エ ー ル ＝ ヘ ル ピ ( 木 下 監 修 ) ・ 前 掲 注 ( 2 2 ) 1 2 6 頁 参 照 。 C f .  

( h t t p : / / w w w . s i n g e r h a p p y. c o . j p / s e w i n g / n a r u h o d o / i n d e x . h t m l〔 終 閲 覧 ： 平 成

2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 8 月 1 8 日 〕）。 な お 、 同 社 の 日 本 へ の 進 出 は 1 9 0 1 年 （ 明 治 3 4 ） で

あ る 。 シ ン ガ ー 社 は 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス の 元 祖 と 主 張 し て い る 。 C f .  B O R R I E  

&  D I A M O N D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 0 ) ,  a t  1 5 5 - 1 5 6 . ボ ー リ ー （ 新 井 ＝ 池 上 訳 ）・ 前 掲 注  
( 2 0 ) 1 5 9 頁 。 ま た 、 ピ ー タ ー  F ． ド ラ ッ カ ー は 、 過 去 1 5 0 年 の 歴 史 で も 成

功 し た 発 明 と し て ミ シ ン を 挙 げ 、 そ の 背 後 に 「 割 賦 販 売 方 式 」 と い う 金 融 販 売

上 の 革 新 が あ っ た こ と を 指 摘 し て い る 。 酒 井 綱 一 郎 『 ド ラ ッ ガ ー さ ん が 教 え て

く れ た 経 営 の ウ ソ と ホ ン ト 』（ 日 本 経 済 新 聞 社 、 2 0 0 8 年 ） 6 5 - 6 6 頁 。  
( 2 5 )  売 主 が 売 買 に 基 づ き 物 品 を 買 主 に 引 き 渡 し 、 買 主 の 頭 金 の 支 払 い と 引 き 換 え

に 、 物 品 の 所 有 権 お よ び 占 有 権 を 買 主 に 移 転 さ せ 、 買 主 は 、 物 品 代 金 を 分 割 し

て 返 済 す る 契 約 。 買 主 の 支 払 い が な い 場 合 に も 、 売 主 は 、 契 約 の 目 的 物 に 対 す

る 特 別 な 請 求 権 は な い 。「 割 賦 購 買 」 以 外 の 一 般 的 な 割 賦 販 売 形 式 で あ る と さ

れ て い る 。 オ リ バ ー ( 小 峯 訳 ) ・ 前 掲 注 ( 1 9 ) 2 7 頁  
( 2 6 )  C C A  1 8 9 条 の 定 義 に よ る 。 ア メ リ カ で は 1 8 0 0 年 代 初 期 か ら 、 契 約 書 で 、 商

品 の 購 入 代 金 が す べ て 支 払 わ れ る ま で 、 売 り 手 の 業 者 が 商 品 の 権 利 を 保 持 す る

こ と を う た っ て い た 。 C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 1 9 ) ,  a t  1 4 - 1 5 . , マ ン デ ル （ 根

本 = 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注  ( 1 9 ) 5 0 - 5 1 頁 参 照 。  
( 2 7 )  第 一 次 大 戦 中 ( 1 9 1 4 - 1 9 1 8 ) 頃 は 、ミ シ ン の 販 売 の 4 分 の 3 は 、条 件 付 販 売 で 扱

わ れ て い た が 、1 9 2 0 年 代 に な る と 、電 気 機 械 器 具 関 係 で ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス が

多 用 さ れ る よ う に な り 、 1 9 3 0 年 代 に は 、 4 分 の 3 以 上 が ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス に

な っ て い た と 推 定 さ れ て い る 。 オ リ バ ー ( 小 峯 訳 ) ・ 前 掲 注 ( 1 9 ) 1 2 4 - 1 2 5 頁 。 こ

の 現 象 は 、 当 時 、 次 々 と 耐 久 消 費 財 が 登 場 し 、 人 々 が こ れ を 欲 し 、 直 接 の 信 用

販 売 で は 、 資 金 力 に 乏 し い 中 小 事 業 者 は 、 対 応 で き ず 、 百 貨 店 は 、 現 金 客 を 相

手 に し て い た た め 、 中 産 階 級 向 け に 金 融 機 関 や 金 融 会 社 の 提 供 す る 買 取 条 件 付

賃 貸 借 が 利 用 さ れ た と い う 経 済 的 な 側 面 が 大 き い よ う で あ る 。  
( 2 8 ) イ ギ リ ス ・ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ に よ れ ば 、 1 8 8 0 年 に

P r o v i d e n t  C l o t h i n g  G r o u p （ 現 在 の P r o v i d e n t  F i n a n c i a l  G r o u p ） が 、 衣 服 の

販 売 に つ き ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 し た と さ れ て い る 。 ( h t t p : / / w w w .  
t h e u k c a r d s a s s o c i a t i o n .  o r g . u k / h i s t o r y _ o f _ c a r d s / i n d e x . a s p 〔 終 閲 覧 ： 平 成

2 7 ( 2 0 1 5 ) 年 8 月 1 6 日 〕 ) 。  
( 2 9 )  ヴ ィ ク ト リ ア 朝 （ 1 8 3 7 - 1 9 0 1 ） 後 期 に お い て は 、 男 性 使 用 人 を 賄 い 付 き で 1

人 雇 う と 年 3 0 ポ ン ド 程 度 と さ れ て お り 、ま た 、シ ャ ー ロ ッ ク ・ ホ ー ム ズ の「 唇

の 捩 れ た 男 」（ 1 8 8 7 ） に 登 場 す る 夕 刊 紙 記 者 の 年 収 が 1 0 0 ポ ン ド と さ れ て い た

こ と か ら 、3 0 ポ ン ド は 、現 在 価 値 で 2 0 0 万 円 か ら 3 0 0 万 円 程 度 と 考 え ら れ る 。  
( 3 0 )  C f .  R .  M .  G O O D E ,  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  C o n s u m e r  C r e d i t  A c t  1 9 7 4 ,  

B u t t e r w o r t h  &  C o  P u b l i s h e r s  L t d . , 1 9 7 4 ,  1 ,  [ 1 - 2 ]  .  長 尾 治 助 「 イ ギ リ ス に お
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け る 消 費 者 金 融 法 制 」 塩 田 親 文 ＝ 長 尾 治 助 編 著 『 消 費 者 金 融 の 比 較 法 的 研 究 』

（ 有 斐 閣 、 1 9 8 4 年 ） 1 5 6 頁 参 照 。  
( 3 1 )  一 定 の 方 式 に 従 っ た 登 録 が な さ れ な い と き は 、 契 約 は 無 効 に な り 、 担 保 と し

て も 無 効 に な る 。 人 見 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 8 6 頁 参 照 。  
( 3 2 )  大 木 雅 夫 「 大 陸 法 と コ モ ン ・ ロ ー ― ― 隣 接 の 相 の 下 に お け る 」 大 木 雅 夫 ＝ 中

村 民 雄 編 『 多 層 的 ヨ ー ロ ッ パ 統 合 と 法 』（ 聖 学 院 大 学 出 版 会 、 2 0 0 8 年 ） 5 5 頁 参

照 。  
( 3 3 )  1 8 8 9 年 問 屋 法 9 条 お よ び 1 8 9 3 年 動 産 売 買 法 2 5 条 2 項 は 、ま だ 完 全 な 所 有 者

で は な い c o n d i t i o n a l  s a l e の 購 入 者 か ら 当 該 動 産 を 善 意 で 購 入 し た 場 合 、 当 該

買 主 に 権 限 が 移 転 す る 効 果 を 認 め て い る 。 こ の ほ か 、 L a w  o f  D i s t r e s s  
A m e n d m e n t  A c t ,  1 9 0 8 ,  S e c t i o n  4 に も 同 様 の 規 定 が あ る 。 C f .  C h a i r m a n  L O R D  

C R O W T H E R ,  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  C o n s u m e r  C r e d i t ,  c m n d .  4 5 9 6 ,  
1 9 7 0 - 7 1  [ h e r e i n a f t e r  C r o w t h e r  R e p o r t ] ,  H M S O , 1 9 7 1 , 1 6 7 ;  B O R R I E  &  D I A M O N D ,  
s u p r a  n o t e  ( 2 0 ) ,  a t  1 5 6 , ボ ー リ ー （ 新 井 ＝ 池 上 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 1 6 0 頁 参 照 。  

( 3 4 )  C f .  B O R R I E  &  D I A M O N D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 0 ) ,  a t  1 5 8 ;  H e l b y  v  M a t t h e w s  a n d  
O t h e r s ,  ( H o u s e  o f  L o r d s )  3 0  M a y  1 8 9 5  : A l l  E R  R e p  8 2 1 .  

( 3 5 )  判 昭 和 3 3 年 6 月 1 0 日 裁 判 集 民 事 1 号 7 3 頁 … …〔 本 件 評 釈 〕石 田 喜 久 夫 ・

ジ ュ リ 2 0 0 号 （ 1 9 6 0 年 ） 1 5 6 頁 、 原 島 重 義 『 民 法 の 判 例 ( 第 2 版 ) 』 ( 1 9 7 1 ) 4 1
頁 、 鈴 木 禄 彌 『 民 法 判 例 百 選 Ⅰ 』（ 1 9 7 4 年 ） 1 0 4 頁 、 滝 沢 聿 代 『 民 法 判 例 百 選

Ⅰ （ 第 3 版 ）』（ 1 9 8 9 年 ） 1 0 6 頁 、 奥 田 昌 道 『 不 動 産 取 引 判 例 百 選 （ 第 2 版 ）』

（ 1 9 9 1 年 ） 1 2 4 頁 な ど 参 照 。  
( 3 6 )  判 昭 和 4 2 年 4 月 2 7 日 判 時 4 9 2 号 5 5 頁 。  
( 3 7 )  C f .  B O R R I E  &  D I A M O N D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 0 ) ,  a t  1 5 5 . ,  ボ ー リ ー  ( 新 井 ＝ 池 上

訳 )  ・ 前 掲 注  ( 2 0 ) 1 5 8 頁 な ど 参 照 。 な お 、 菊 池 義 明 『 契 約 ・ 法 律 用 語 英 和 辞 典 』

（ I B C パ ブ リ ッ シ ン グ 、 2 0 0 8 年 ） 2 2 7 頁 に は 「 分 割 払 い 購 入 」「 月 賦 販 売 」 の

訳 も 見 ら れ る 。  
( 3 8 )  C f .  G O O D E ,  s u p r a  n o t e  ( 3 0 ) ,  a t  2 ,  p a r a .  [ 1 - 4 ] .  
( 3 9 )  C f .  G O O D E ,  s u p r a  n o t e  ( 3 0 ) ,  a t  2 ,  p a r a .  [ 1 - 4 ] ,  [ 1 - 5 ] .  長 尾 治 助 『 イ ギ リ ス 消

費 者 私 法 の 研 究 』（ 成 文 堂 、 1 9 7 4 年 ） 1 5 6 頁 参 照 。  
( 4 0 )  C f .  G O O D E ,  s u p r a  n o t e  ( 3 0 ) ,  a t  2 ,  p a r a .  [ 1 - 6 ] .   
( 4 1 )  買 取 代 金 は 、 1 0 ポ ン ド 程 度 と 安 く 、 形 式 的 な 権 利 行 使 料 で あ っ た ら し い 。 小

峰 勝 美 「 イ ギ リ ス の ク レ ジ ッ ト 契 約 書 と わ が 国 の ク レ ジ ッ ト 契 約 書 」 ク レ ジ ッ

ト 研 究 1 0 号（ 1 9 9 3 年 ） 1 5 頁 。小 峰 ・ 前 掲 注 ( 2 1 )『 ク レ ジ ッ ト 法 研 究 』 2 0 3 頁 。

オ リ バ ー ( 小 峯 訳 ) ・ 前 掲 注 ( 1 9 ) 2 7 頁 参 照 。  
( 4 2 )  前 掲 H e l b y  v  M a t t h e w s  a n d  O t h e r s ,  H o u s e  o f  L o r d s .  3 0  M a y  1 8 9 5  :  A l l  E R  

R e p  8 2 1 判 決 は 、 借 主 が 貸 主 （ 所 有 者 で あ る 金 融 会 社 ） に 無 断 で 質 入 し た ピ ア

ノ を 、 貸 主 が 質 屋 に 対 す る 借 主 の 借 入 金 を 弁 済 す る こ と な く 質 屋 か ら 取 り 戻 す

こ と が で き る 旨 を 判 示 し て い る 。 ま た 、 初 期 の 控 訴 院 の 判 例 と し て 、 1 8 8 3 年

C r a m e r  v  G i l e s 事 件 で 裁 判 所 は 、 1 6 0 ギ ニ ー を 1 2 回 分 割 で 購 入 し 、 5 0 ギ ニ ー

を 支 払 っ た と こ ろ で 延 滞 し た 場 合 に 、 ピ ア ノ の 引 き 上 げ 前 に 残 り 1 0 ギ ニ ー の

支 払 い を 申 し 出 た 買 主 （ 借 主 ） に 取 戻 し を 認 め て い る 。 再 販 売 が 可 能 な 商 品 な

の で 、 販 売 業 者 は 、 取 り 戻 し た 商 品 を ま た 販 売 で き る な ど 有 利 だ っ た と さ れ て

い る 。 C f .  B O R R I E  &  D I A M O N D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 0 ) ,  a t  1 5 8 - 1 6 1 ,  ボ ー リ ー  ( 新 井

＝ 池 上 訳 )  ・ 前 掲 注  ( 2 0 ) 1 6 1 - 1 6 4 頁 、 小 峰 ・ 前 掲 注  ( 2 1 ) 1 6 9 頁 、 長 尾 ・ 前 掲 注  
( 3 0 ) 1 6 4 頁 参 照 。  

( 4 3 )  オ リ バ ー ( 小 峯 訳 ) ・ 前 掲 注 ( 1 9 ) 2 9 - 3 0 頁 。 ラ ブ リ ュ イ エ ー ル ＝ ヘ ル ピ ( 木 下 監

修 ) ・ 前 掲 注 ( 2 2 ) 1 6 7 頁 参 照 。  
( 4 4 )  曽 田 ・ 前 掲 注 ( 2 3 ) 4 頁 は 、 ケ イ ン ズ も 委 員 と し て 参 加 し た こ と で 有 名 な マ ク

ミ ラ ン 委 員 会（ 正 式 名 称 は「 金 融 お よ び 産 業 に 関 す る 調 査 委 員 会  C o m m i t t e e  o n  
F i n a n c e  a n d  I n d u s t r y ）」） の 1 9 3 1 年 報 告 書 の 指 摘 を 取 り 上 げ て い る 。  

( 4 5 )  C f .  B o r r i e  & D I A M O N D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 0 ) ,  a t  1 5 8 - 1 5 9 . ,  ボ ー リ ー （ 新 井 ＝ 池 上

訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 1 6 2 - 1 6 3 頁 参 照 。  
( 4 6 )  C f .  B O R R I E  & D I A M O N D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 0 ) ,  a t  1 5 7 - 1 6 1 . 小 峰 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 6 9

頁 、 ボ ー リ ー （ 新 井 ＝ 池 上 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 1 6 2 - 1 6 5 頁 。 オ リ バ ー ( 小 峯 訳 ) ・ 前

掲 注 ( 1 9 ) 4 2 - 4 3 頁 参 照 。  
( 4 7 )  G O R D O N  B O R R I E ,  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  C o n s u m e r  L a w  a n d  P o l i c y  -  B o l d  

S p r i t s  a n d  T i m o r o u s  S o u l s ,  S t e v e n s  &  S o n s ,  1 9 8 4 , 2 . … …〔 邦 訳 〕ボ ー リ ー 著 、

砂 田 卓 士 訳『 イ ギ リ ス 消 費 者 保 護 政 策 と 法 ― ― そ の 細 心 に し て 大 胆 な 構 図 』（日

本 評 論 社 、 1 9 8 7 年 ） 2 頁 。  
( 4 8 )  ノ ル マ ン 王 朝 の 下 で 貴 族 に よ っ て 構 成 さ れ た 大 会 議 ( m a g n a  c u r i a ) と 国 王 側

近 の 高 官 に よ っ て 構 成 さ れ る 小 会 議 ( l e s s e r  c u r i a ) が あ り 、そ の 後 前 者 か ら 上 院

と 下 院 と が 分 化 し 、後 者 か ら 司 法 ・ 行 政 的 な 政 治 機 関 が 分 化 す る 。林 屋 礼 二『 民
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事 訴 訟 の 比 較 統 計 的 考 察 』（ 有 斐 閣 、 1 9 9 4 年 ） 2 8 4 頁 、 新 井 正 男 『 イ ギ リ ス 法

の 基 礎 』（ 文 久 書 林 、 1 9 7 3 年 ） 4 4 頁 、 5 2 頁 。  
( 4 9 )  大 木 ・ 大 木 ＝ 中 村 編 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 3 頁 。  
( 5 0 )  新 井 ・ 前 掲 注 ( 4 8 ) 6 5 頁 、 大 木 ・ 大 木 ＝ 中 村 編 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 4 頁 参 照 。  
( 5 1 )  伊 藤 正 巳 ・ 木 下 毅 『 ア メ リ カ 法 入 門 （ 第 5 版 ）』（ 日 本 評 論 社 、 2 0 1 2 年 ） 9 2

頁 、 大 木 ・ 大 木 ＝ 中 村 編 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 4 頁 参 照 。  
( 5 2 )  木 下 毅『 英 米 契 約 法 の 理 論（ 第 2 版 ）』（ 東 大 出 版 会 、1 9 8 5 年 ）3 2 4 頁 、3 3 0 - 3 3 1

頁 、 長 尾 治 助 『 消 費 者 保 護 法 の 理 論 』（ 信 山 社 、 1 9 9 2 年 ） 1 2 0 - 2 3 頁 、 ボ ー リ ー

（ 新 井 ＝ 池 上 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 0 )  3 頁 、田 中 英 夫『 英 米 法 辞 典 』（ 東 京 大 学 出 版 会 、

2 0 1 0 年 ） 1 3 0 頁 、 田 島 裕 『 イ ギ リ ス 法 入 門 （ 第 2 版 ）』（ 信 山 社 、 2 0 0 9 年 ） 5 0
頁 参 照 。 C f .  B O R R I E  &  D I A M O N D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 0 ) ,  a t  3 .  

( 5 3 )  木 下 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 7 頁 参 照 。 し か し 、 こ の 法 理 に 対 し て は 、 現 在 で は 、 黙 示

の 担 保 責 任 、 明 示 の 担 保 責 任 が 課 せ ら れ 、 不 実 表 示 の 場 合 の 救 済 が な さ れ る な

ど 、 大 幅 に 制 限 が 加 え ら れ て い る 。 田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 1 3 0 頁 。 長 尾 ・ 前 掲

注 ( 5 2 ) 1 2 5 - 1 2 6 頁 、 田 島 ・ 前 掲 注 ( 5 2 )  5 0 頁 、 田 島 裕 「 法 律 学 講 座 ア メ リ カ 契 約

法 」（ 信 山 社 、 2 0 1 3 年 ） 7 0 頁 参 照 。  
( 5 4 )  C f .  B O R R I E  &  D I A M O N D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 0 ) ,  a t  2 7 - 3 3 . , ボ ー リ ー （ 新 井 ＝ 池 上

訳 ）・前 掲 注 ( 2 0 ) 1 2 - 1 5 頁 、1 9 頁 、長 尾 ・ 前 掲 注 ( 3 9 ) 1 2 6 頁 、木 下 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 3 3 9
頁 参 照 。  

( 5 5 )  木 下 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 3 3 0 - 3 3 1 頁 参 照 。  
( 5 6 ) 1 8 9 3 年 動 産 売 買 法 5 5 条 は 、そ の 後 も 改 正 さ れ る こ と が な く 、長 い 期 間 の 動 産

売 買 法 改 革 運 動 を 経 て 1 9 7 3 年 に 免 責 条 項 お よ び そ れ と 同 一 の 効 果 を 生 む 約 款

を 禁 止 さ れ る 改 正 法 ( T h e  S u p p l y  o f  G o o d s  ( I m p l i e d  Te r m s )  A c t  1 9 7 3 ) が 成 立 す

る ま で 存 続 し た 。  
( 5 7 )  起 草 者 で あ る バ ー ミ ン ガ ム 県 裁 判 所 ( B i r m i n g h a m  c o u n t y  c o u r t ) の 裁 判 官 s i r  

M a c k e n z i e  C h a l m e r s は 、「 現 行 法 を で き る だ け 正 確 に 再 現 す る こ と に 努 め た 」

と 記 し て い る 。 ボ ー リ ー （ 新 井 ＝ 池 上 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 頁 参 照 。  
( 5 8 )  免 責 条 項 の 厳 格 な 解 釈 に よ り 、 明 示 的 合 意 内 容 に よ る 債 務 不 履 行 責 任 を 認 め

な か っ た 例 と し て A n d r e w s  B r o t h e r s  ( B o u r n e m o u t h )  L t d  v  S i n g e r  a n d  C o  L t d .  
[ 1 9 3 3 ]  A l l  E R  R e p  4 7 9 ,  A l s o  r e p o r t e d  [ 1 9 3 4 ]  1  K B  1 7 ,  1 0 3  L J K B  9 0 ,  1 5 0  L T  
1 7 2 , 5 0  T L R  3 3  が あ る 。 C f .  B O R R I E  &  D I A M O N D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 0 ) ,  a t  4 2 - 5 . ,
ボ ー リ ー （ 新 井 ＝ 池 上 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 3 2 - 4 7 頁 参 照 。  

( 5 9 )  L ’ e s t r a n g e  v  F  G r a u c o b ,  L t d ,  K i n g s  B e n c h  D i v i s i o n ,  [ 1 9 3 4 ]  A l l  E R  R e p  1 6 ,  
A l s o  r e p o r t e d  [ 1 9 3 4 ]  2  K B  3 9 4 ,  1 0 3  L J K B  7 3 0 ,  1 5 2  L T  1 6 4 .   

( 6 0 ) C u r t i s  v  C h e m i c a l  C l e a n i n g  a n d  D y e i n g  C o  L t d . ( C o u r t  o f  A p p e a l ) ,  [ 1 9 5 1 ]  1  
K B  8 0 5 , [ 1 9 5 1 ]  1  A l l  E R  6 3 1 ,  2 1 2  L T  6 0 ,  [ 1 9 5 1 ]  W N  1 4 8 ,  1 5 ,  1 6  F E B R U A R Y  
1 9 5 1 .  C f .  B O R R I E  &  D I A M O N D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 0 ) ,  a t  5 1 - 5 2 . 、 ボ ー リ ー （ 新 井 ＝

池 上 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 4 2 - 4 3 頁 参 照 。  
( 6 1 )  こ の 法 理 の 名 付 け 親 は 、 P h o t o  P r o d u c t i o n  L t d  v  S e c u r i c o r  T r a n s p o r t  L t d  

[ 1 9 8 0 ]  U K H L  2 事 件 の デ ィ ッ プ ロ ッ ク 卿 （ L o r d  D i p l o c k ） と い わ れ る 。  
こ の 「 契 約 の 基 本 的 違 反 の 法 理 」 を 扱 っ た 文 献 と し て 、 佐 藤 正 滋 ① 「 契 約 の

基 本 的 違 反 （ F u n d a m e n t a l  B r e a c h  o f  C o n t r a c t ） の 原 則 （ 1 ）（ 2 ・ 完 ）」 学 習 院

大 学 法 学 部 研 究 年 報 5 号 （ 1 9 6 9 年 ） 2 0 3 頁 、 6 号 （ 1 9 7 0 年 ） 6 1 頁 、 佐 藤 正 滋

② 「 契 約 の 基 本 的 違 反 （ 1 ）（ 2 ・ 完 ）」 神 奈 川 法 学 9 巻 3 号 （ 1 9 7 3 年 ） 1 9 5 頁 、

1 2 巻 1 号 （ 1 9 7 6 年 ） 4 3 頁 、 佐 藤 正 滋 ③ 「 契 約 の 基 本 的 違 反 の 原 則 ― ― S u i s s e  
A t l a n t i q u e  C a s e 以 降 の 判 例 に つ い て 」 比 較 法 研 究 3 6 号 （ 1 9 7 4 年 ） 1 6 4 頁 、 佐

藤 正 滋 ④ 「『 契 約 の 基 本 的 違 反 』 に 関 す る イ ギ リ ス の P h o t o  P r o d u c t i o n  C a s e  
（ 1 9 8 0 年 ） ― ― 免 責 条 項 は 常 に 適 用 さ れ る べ き か 」 ジ ュ リ 7 9 3 号 （ 1 9 8 3 年 ）

6 0 頁 、 望 月 礼 二 郎 「 イ ギ リ ス 法 に お け る 『 基 本 的 違 反 の 法 理 』 に つ い て 」 社 会

科 学 研 究 2 0 巻 3 - 4 号 （ 1 9 6 9 年 ） 7 4 頁 、 清 河 雅 孝 「 英 米 法 に お け る 離 路 法 理 の

展 開 ― ―『 基 本 的 違 反 の 原 則 』の 生 成 に 関 連 し て（ 1 ）」産 大 法 学  1 5 巻 1 号（ 1 9 8 1
年 ） 1 5 頁 、 佐 野 彰 「 基 本 的 違 反 法 理 論 ― ― ス イ ス ・ ア ト ラ ン テ ィ ッ ク 事 件 か ら

セ キ ュ リ コ ー 事 件 ま で 」 法 と 政 治 3 9 巻 1 号 （ 1 9 8 8 年 ） 1 頁 、 ボ ー リ ー （ 新 井

＝ 池 上 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 3 4 - 4 2 頁 な ど が あ る 。  
( 6 2 )  ダ ブ リ ン 判 事 の 判 決 に A l e x a n d e r  v  R a i l w a y  E x e c u t i v e  [ 1 9 5 1 ]  2  K . B .  8 8 2 .  

S m e a t o n  H a n s c o m b  &  C o .  v  S a s s o n  I .  S e t t e y  S o n  &  C o . [ 1 9 5 3 ]  2  A l l  E .  R .  
1 4 7 1 .  佐 藤 正 滋 ② ・ 前 掲 注 ( 6 1 )  1 9 9 - 2 0 5 頁 、 佐 野 ・ 前 掲 注 ( 6 1 ) 5 - 6 頁 、 ボ ー リ

ー （ 新 井 ＝ 池 上 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 3 0 - 3 1 頁 、 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 1 2 7 頁 参 照 。  
( 6 3 )  e . g . , S p u r l i n g  L t d  v  B r a d s h a w  ( 1 9 5 6 )  1  W.  L .  R  4 6 1 ,  K a r s a l e s  [ H a r r o w ]  L t d .  

v  W a l l i s ,  (  C o u r t  o f  A p p e a l )  [ 1 9 5 6 ]  2  A l l  E R  8 6 6 ,  [ 1 9 5 6 ]  1  W.  L .  R  9 3 6 .  
な お 、こ の 論 点 に 関 す る 初 の 言 及 は 、C h a n d r i s  v  I s b r a n d t s e n - M o l l e r  C o .  I n c .  
( 1 9 5 1 )  1  K .  B .  2 4 0 . に お け る ダ ブ リ ン 判 事 の 説 示 が あ り 、さ ら に さ か の ぼ れ ば 、
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運 送 契 約 に 関 す る 免 責 条 項 に 関 す る 1 9 2 2 年 の 貴 族 院 判 決 （ L o n d o n  a n d  N o r t h  
W e s t e r n  R a i l w a y  C o .  v  N e i l s o n  ( H o u s e  o f  L o r d s )  [ 1 9 2 2 ]  2  A C  2 6 3 . ） が あ る 。 

( 6 4 )  S u i s s e  A t l a n t i q u e  S o c i é t é  d ’ A r m e m e n t  M a r i t i m e  S .  A .  v  N .  V.  
R o t t e r d a m c h e  K o l e n  C e n t r a l e , ( H o u s e  o f  L o r d s )  [ 1 9 6 7 ]  1  A . C  3 6 1 ,  [ 1 9 6 6 ]  2  W .  
L .  R .  9 4 4 ,  [ 1 9 6 6 ]  2  A l l  E . R . 6 1 .  

( 6 5 )  こ の 法 理 は 、 終 的 に は 、 1 9 8 0 年 の P h o t o  P r o d u c t i o n  L t d  v  S e c u r i c o r  
T r a n s p o r t  L t d .  [ 1 9 8 0 ]  U K H L  2 , [ 1 9 8 0 ]  A C  8 2 7 ,  [ 1 9 8 0 ]  2  W L R  2 8 3 , [ 1 9 8 0 ]  1  A l l  
E R  5 5 6 . に よ り 否 定 さ れ た 。 e . g . ,  L .  S .  S E A LY,  T h e  R i s e  a n d  D e c l i n e  o f  t h e  
D o c t r i n e  o f  F u n d a m e n t a l  B r e a c h  i n  E n g l a n d  L a w  o f  C o n t r a c t  : T h e  
C a m b r i d g e  T i l b u r g  L a w  L e c t u r e s ,  K l u w e r ,  4 t h  s e r i e s ,  1 9 8 1 ,  4 3 .  佐 藤 正 滋「 批

判 」『英 米 判 例 百 選（ 第 3 版 ）』（ 別 冊 ジ ュ リ 1 3 9 号 ）2 1 6 頁 、2 1 6 頁 、（ 1 9 9 6 年 ）。

田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 3 7 0 頁 、 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 1 2 7 頁 、 ボ ー リ ー （ 砂 田 訳 ）・

前 掲 ( 4 7 ) 8 頁 、 佐 野 ・ 前 掲 注 ( 6 1 ) 2 頁 参 照 。  
( 6 6 ) E . g . , H a r b u t t ’ s  ” P l a s t i c i n e ” ,  L T D  v  W a y n e  T a n k  &  P u m p  C o .  L t d .  [ 1 9 7 0 ]  1  Q .  

B .  4 4 7 , M e n d e l s s o h n  v  N o r m a n d ,  L t d . [ 1 9 7 0 ]  1  Q .  B .  1 7 7 ,  F a r n w o r t h  F i n a n c e  
F a c i l i t i e s ,  L t d .  v  A t t y d e  [ 1 9 7 0 ]  1  W.  L .  R .  1 0 5 3 . 佐 野 ・ 前 掲 注 ( 6 1 ) 7 9 - 9 9 頁 。  

( 6 7 )  1 9 8 0 年 貴 族 院 判 決 ( P h o t o  P r o d u c t i o n  L t d .  v  S e c u r i c o r  T r a n s p o r t  L t d .  
[ 1 9 8 0 ]  A .  C .  8 2 7 ,  [ 1 9 8 0 ]  1  A l l  E R  5 5 6 ） は 、 「 契 約 の 基 本 的 違 反 の 法 理 」 な る

も の は 単 な る 契 約 解 釈 の 問 題 に 過 ぎ な い と し て 、 基 本 的 違 反 が あ れ ば 免 責 条

項 は 否 定 さ れ る と の 法 原 則 を 改 め て 否 定 し た 。  
( 6 8 )  佐 野 ・ 前 掲 注 ( 6 1 ) 2 頁 参 照 。  
( 6 9 )  C f .  B O R R I E ,  s u p r a  n o t e  ( 4 7 ) ,  a t  8 ,  1 0 . ,  ボ ー リ ー （ 砂 田 訳 ）・ 前 掲 ( 4 7 ) 8 頁 、

1 0 頁 、 高 窪 貞 人 『 イ ギ リ ス 法 入 門 』（ 中 大 出 版 会 、 1 9 9 9 年 ） 1 8 6 - 1 8 7 頁 参 照 。 
( 7 0 )  高 窪 ・ 前 掲 注 ( 6 9 ) 1 8 6 - 1 8 7 頁 参 照 。 な お 、 そ の 後 、 イ ギ リ ス で は 、 E C 不 公 正

約 款 指 令 （ 9 3 / 1 3 / E E C ） を 受 け て 、 1 9 9 4 年 に 「 消 費 者 契 約 に お け る 不 公 正 約 款

規 則（ U n f a i r  Te r m s  i n  C o n s u m e r  C o n t r a c t s  R e g u l a t i o n s  1 9 9 4  ( S I  1 9 9 4 / 3 1 5 9 ) ）
が 制 定 さ れ た 。1 9 7 7 年 不 公 正 契 約 約 款 法 が 、い わ ゆ る 免 責 約 款 の み を 規 制 対 象

と し て い た の に 対 し 、 1 9 9 4 年 不 公 正 約 款 規 則 は 、よ り 一 般 的 に 、あ ら ゆ る 種 類

の 不 公 正 な 約 款 を 規 制 対 象 と す る 点 で 適 用 範 囲 が 広 い 。  
( 7 1 )  C f .  G O O D E ,  s u p r a  n o t e  ( 3 0 ) ,  a t  3 ,  p a r a .  [ 1 - 9 ] .  
( 7 2 )  オ リ バ ー ( 小 峯 訳 ) ・ 前 掲 注 ( 1 9 ) 4 3 頁 参 照 。  
( 7 3 )  新 井 正 男『 判 例 の 権 威 ― ― イ ギ リ ス 判 例 法 理 論 の 研 究 』  （ 中 大 出 版 会 、 1 9 8 7

年 ）  2 2 7 頁 参 照 。  
( 7 4 )  新 井 ・ 前 掲 注 ( 4 8 ) 3 6 9 頁 参 照 。  
( 7 5 )  新 井 ・ 前 掲 注 ( 4 8 ) 3 8 9 - 3 9 0 頁 、 新 井 ・ 前 掲 注 ( 7 3 ) 2 5 6 - 2 5 8 頁 参 照 。  
( 7 6 )  売 買 契 約 の 締 結 前 に な さ れ た 売 主 の 不 実 表 示 が あ り 、 こ れ を 解 除 し よ う と 望

ん で も 、 売 主 の 積 極 的 な 不 実 表 示 が あ る 場 合 に し か 訴 因 が 認 め ら れ ず 、 仮 に 売

主 が 知 っ て い る 瑕 疵 を 買 主 に 黙 っ て い た と し て も 、 そ れ は 不 実 表 示 と は な ら な

い と さ れ て い た 。 C f .  W a r d  v  H o b b s  [ 1 8 7 8 ] ,  4  A P P.  C A S .  1 3 .  矢 頭 敏 也 監 訳 『 イ

ギ リ ス 法（ 下 ）私 法 』（三 省 堂 、1 9 8 5 ）5 7 頁 参 照 。ま た 、詐 欺 的 不 実 表 示（ f r a u d u l e n t  
m i s r e p r e s e n t a t i o n ） で な い 不 実 表 示 は 、 そ れ が 売 主 の 過 失 の な い 善 意 の 不 実

表 示 （ i n n o c e n t  m i s r e p r e s e n t a t i o n ） の 場 合 に は 、 ひ と た び 契 約 が 履 行 さ れ る

と コ モ ン ・ ロ ー 上 は 契 約 の 取 消 権 の 取 得 も 損 害 賠 償 金 の 取 得 も で き な い と さ れ 、

エ ク イ テ ィ に よ る 救 済 し か 認 め ら れ な か っ た 。 C f .  P h i l i p  S .  J A M E S ,  
I N T R O D U C T I O N  T O  E N G L I S H  L A W ,  B u t t e r w o r t h ,  1 0 t h  e d . , 1 9 7 9 , 6 0 .  そ の 後 、

H e l d l e y  B y r n e  C o .  L t d .  v  H e l l e r  &  P a r t n e r s  L t d ,  H o u s e  o f  L o r d s ,  [ 1 9 6 4 ]  A C  
4 6 5 は 、 売 主 に 過 失 の な い 不 実 表 示 で あ っ て も 、 買 主 か ら の 損 害 賠 償 請 求 が 認

め ら れ る 旨 を 判 示 し た が 、1 9 6 7 年 不 実 表 示 法 が 制 定 さ れ る ま で は 、不 実 表 示 か

ら 常 に 損 害 賠 償 請 求 が 認 め ら れ る と は 限 ら な か っ た 。  
( 7 7 )  1 9 6 7 年 不 実 表 示 法 （ 正 式 名 称 ( l o n g  t i t l e ) は 「 非 詐 欺 性 の 不 実 表 示 に 関 す る 法

を 改 正 す る 法 律 」） は 、 従 来 の 詐 欺 訴 訟 に 関 す る 判 例 構 造 を 維 持 し た ま ま 、 す

で に 買 主 が 契 約 を 履 行 し て い て も 取 消 権 の 行 使 の 障 害 と な ら な い こ と （ 同 法 1
条 ）、 売 主 の 過 失 に よ る 不 実 表 示 の 場 合 は 買 主 の 損 害 賠 償 請 求 が 可 能 と な る こ

と （ 2 条 1 項 ）、 無 過 失 不 実 表 示 の 場 合 に も 契 約 の 取 消 し が 認 め ら れ る こ と （ 2
条 2 項 ） 等 の 規 定 を 設 け る こ と で 、 救 済 範 囲 を 拡 大 し て い る 。 幡 新 大 実 『 イ ギ

リ ス 債 権 法 』（ 東 信 堂 、 2 0 1 0 年 ） 2 3 6 頁 参 照 。  
( 7 8 )  動 産 売 買 法 に お け る 「 満 足 な 品 質 」 に 対 す る 考 慮 す べ き 基 準 が 同 法 1 4 条 2 B

に 示 さ れ て い る が 、 実 際 に は 同 条 ( c ) の 「 小 さ な 欠 陥 が な い こ と 」 要 件 が 、 自 動

車 販 売 に 際 し て 争 わ れ る こ と が 多 い 。 B e r n s t e i n  v  P a m s o n  M o t o r s  ( G o l d e r s  
G r e e n )  L T D . ( Q u e e n ' ｓ  B e n c h  D i v i s i o n )  [ 1 9 8 7 ]  2  A l l  E R  2 2 0 , [ 1 9 8 7 ]  R T R  3 8 4 ,  
[ 1 9 8 7 ]  B T L C  3 7 . な ど 。 こ の 点 に 関 し て 、 本 稿 で は C C A  7 5 条 の 債 権 者 の 責 任 範

囲 と の 関 連 で 言 及 す る に と ど め る 。  
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( 7 9 )  ア メ リ カ で は 、 1 9 6 8 年 貸 付 真 実 法 に お い て 、 5 回 以 上 の 割 賦 期 間 の あ る 売 買

契 約 に つ き 、 3 営 業 日 以 内 の ク ー リ ン グ ・ オ フ を 認 め て い る 。 一 方 、 わ が 国 で

は 、昭 和 4 6 ( 1 9 7 1 ) 年 の 割 賦 販 売 法 に お い て 、訪 問 販 売 に お け る 割 賦 販 売 を 対 象

に は じ め て 導 入 さ れ 、 昭 和 5 1 ( 1 9 7 6 ) 年 訪 問 販 売 法 （ 現 ・ 特 定 商 取 引 法 ） に お い

て 指 定 商 品 の 訪 問 販 売 に 採 用 さ れ た 。  
( 8 0 )  1 9 6 4  A C T  s  1 ( 1 ) .  な お 、 1 9 6 4 年 法 の 前 に 1 9 5 4 年 法 で 3 0 0 ポ ン ド が 上 限 と な

っ て い た 。  
( 8 1 )  消 費 者 に と っ て は 、 利 用 の 容 易 性 は 増 し た が 、 し か し 、 信 用 料 率 が 高 く な っ

た こ と か ら 、 1 9 8 0 年 頃 に は 信 用 手 段 と し て の 魅 力 が 失 わ れ て い る よ う で あ る 。

長 尾 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 3 1 3 - 3 1 4 頁 。  
( 8 2 )  H e r  M a j e s t y ’ s  S t a t i o n e r y  O f f i c e  [ h e r e i n a f t e r  H M S O ] ,  C o n s u m e r  C r e d i t  A c t  

1 9 7 4 ,  1 7 2 ,  C h a p t e r  3 9 , H M S O ,  1 9 9 4 .  な お 、 消 費 者 信 用 関 連 の 規 制 法 律 に は 、

以 上 の 諸 法 以 外 に も 、 1 8 7 2 年 質 屋 営 業 法 （ P a w n b r o k e r s  A c t  1 8 7 2 ）、 1 9 6 0 年

質 屋 営 業 法 ( P a w n b r o k e r s  A c t  1 9 6 0 ) 、 1 9 0 0 年 貸 金 業 法 ( M o n e y l e n d e r s  A c t  
1 9 0 0 ) 、 1 9 2 7 年 貸 金 業 法 ( M o n e y l e n d e r s  A c t  1 9 2 7 ) 、 1 9 6 7 年 広 告 （ ハ イ ヤ ー パ

ー チ ェ ス ） 法 ( A d v e r t i s e m e n t  ( H i r e - p u r c h a s e )  A c t  1 9 6 7 ) な ど が あ っ た が 、 こ

れ ら は 、 い ず れ も 1 9 7 4 年 C C A の 制 定 時 に 統 合 さ れ 、 廃 止 さ れ た 。  
( 8 3 )  I d .  a t  1 7 2 .  S c h e d u l e  5 に よ り 法 律 は 廃 止 さ れ た が 、 P a r t  I I I ,  S e c t i o n  3 7 は

除 外 さ れ て い る 。  
( 8 4 )  ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 契 約 に お い て 、 デ ィ ー ラ ー を 金 融 会 社 の 代 理 人 と し た 判

例 が 反 映 さ れ た も の で あ る 。 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 3 2 8 頁 参 照 。  
( 8 5 )  人 見 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 2 0 2 頁 参 照 。  
( 8 6 )  コ モ ン ・ ロ ー 上 は 、 契 約 違 反 の 責 め を 負 う の は 契 約 当 事 者 に 限 ら れ て い る た

め 、 貸 金 業 者 の 責 任 は 認 め ら れ な い 。 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 3 2 1 頁 。 ま た 、 1 9 6 4 年

ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 法 で は 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 契 約 の 売 主 を 、 金 融 会 社 の 代

理 人 と す る 旨 の 規 定 が 設 置 さ れ て い た が 、 同 規 定 は 融 資 契 約 に つ い て は 適 用 が

な か っ た 。C f .  B O R R I E  &  D I A M O N D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 0 ) ,  a t  1 6 6 - 1 6 7 . ,  ボ ー リ ー（ 新

井 ＝ 池 上 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 1 7 4 - 1 7 5 頁 。 一 方 、 コ モ ン ・ ロ ー 上 の 原 則 で は 、 明 示

の 授 権 が な い 限 り 、売 主 は 金 融 会 社 の 代 理 人 で は な い と 解 さ れ た 。加 藤 良 三「 英

国 消 費 者 信 用 法 に お け る 予 備 交 渉 の 制 度 化 と 交 渉 者 の 地 位 に つ い て ― ― 撤 回

と 解 除 を 中 心 に 」 公 正 取 引 3 0 2 号 （ 1 9 7 5 年 ） 1 8 頁 、 鹿 野 菜 穂 子 「（ 割 販 法 ・ 論

説 ） 三 者 間 ク レ ジ ッ ト 取 引 に お け る 与 信 業 者 の 既 払 金 返 還 義 務 ― ― イ ギ リ ス 消

費 者 信 用 法 の 規 律 」 消 費 者 法 ニ ュ ー ス 7 3 号 （ 2 0 0 7 年 ） 1 0 1 - 1 0 2 頁 。  
( 8 7 )  C f .  C R O W T H E R  R E P O R T ,  s u p r a  n o t e  ( 3 3 ) ,  a t  2 8 1 ,  p a r a .  [ 6 .  6 .  2 5 ] .  
( 8 8 )  ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス や 条 件 売 買 に お い て は 金 額 や 対 象 物 に よ っ て 、 ま た 信 用

売 買 に お い て は 支 払 回 数 に よ っ て 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 法 の 適 用 の 有 無 が 決 ま

り 、 貸 金 業 法 に お い て は 金 利 に よ っ て 適 用 の 有 無 も 変 わ る な ど 、 適 用 条 件 は 複

雑 で あ る 。 な お 、 リ ー ス や 三 者 間 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 な ど に は 、 こ れ ら の

法 律 の 適 用 が な い 。 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 3 2 1 頁 、 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 3 9 ) 1 5 6 - 1 6 0 頁 。  
( 8 9 )  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  c o n s u m e r  c r e d i t  ( C h a i r m a n :  L o r d  C r o w t h e r ) ,  H .  

M .  S .  O .  1 9 7 1 ,  c m n d  4 5 9 6 .  
( 9 0 )  C f .  G O O D E ,  s u p r a  n o t e  ( 3 0 ) ,  a t  4 ,  p a r a .  [ 1 - 1 4 ] ； C R O W T H E R  R E P O R T ,  s u p r a  

n o t e  ( 3 3 ) ,  a t  2 0 ,  p a r a .  [ 1 . 3 . 8 ] ;  C .  J .  M I L L E R  &  B r i a n  W.  H A R V E Y ,  D e b o r a h  L .  
P A R R Y ,  C o n s u m e r  A n d  T r a d i n g  L a w  T e x t  C a s e s  a n d  M a t e r i a l s ,  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  2 0 1 0 , 2 7 8 .  

( 9 1 )  こ の 報 告 書 を 取 り ま と め る に あ た り 、 グ ー ド 教 授 は 、 イ ギ リ ス 国 内 に 非 合 法

の 貸 金 業 者 が 多 数 存 在 し て お り 、1 9 2 7 年 の 貸 金 業 法 が 機 能 し て い な い こ と 、高

圧 的 な 販 売 技 術 を 持 ち 、 不 適 切 な 契 約 前 情 報 の 提 供 や 圧 迫 的 で 不 公 正 な 契 約 約

款 、 繰 上 げ 弁 済 へ ま っ た く 割 引 が な い こ と 、 信 用 販 売 の 強 要 な ど 不 適 正 な 販 売

が 散 見 さ れ 、 新 し い 監 督 官 庁 の 下 で の 免 許 制 度 を 運 用 す る こ と で 、 違 法 な 業 者

か ら 消 費 者 を 守 ろ う と 企 図 し た こ と が 窺 え る 。 C f .  B O R R I E ,  s u p r a  n o t e  ( 4 7 ) ,  a t  
8 1 - 8 1 ,  C R O W T H E R  R E P O R T ,  s u p r a  n o t e  ( 3 3 ) ,  a t  2 5 5 ,  p a r a .  [ 6 . 3 . 3 ]  

( 9 2 )  C f .  C R O W T H E R  R E P O R T ,  s u p r a  n o t e  ( 3 3 ) ,  a t  2 3 4 - 2 3 5 ,  p a r a .  [ 6 . 1 . 1 5 ]  [ 6 . 1 . 1 6 ] .  
( 9 3 )  C f .  C R O W T H E R  R E P O R T ,  s u p r a  n o t e  ( 3 3 ) ,  a t  2 5 0 - 2 5 1 ,  p a r a .  [ 6 . 2 . 4 9 ] .  
( 9 4 )  セ ン ト ラ ル ヒ ー テ ィ ン グ の 設 置 契 約 な ど で の 紛 争 が 多 か っ た た め 、 役 務 提 供

契 約 全 般 が 対 象 と な っ た も の と 考 え ら れ る が 、 こ の 時 点 で は 、 商 品 の 購 入 に 付

帯 す る そ の 据 え 付 け と い う 付 随 的 な 役 務 提 供 契 約 が 念 頭 に 置 か れ て い た よ う

に 思 わ れ る 。  
( 9 5 )  C f .  C R O W T H E R  R E P O R T ,  s u p r a  n o t e  ( 3 3 ) ,  a t  2 4 2 ,  p a r a .  [ 6 . 2 . 2 2 ] .  
( 9 6 )  C f .  C R O W T H E R  R E P O R T ,  s u p r a  n o t e  ( 3 3 ) ,  a t  2 4 2 ,  p a r a .  [ 6 . 2 . 2 3 ] .  
( 9 7 )  C f .  C R O W T H E R  R E P O R T ,  s u p r a  n o t e  ( 3 3 ) ,  a t  2 4 3 ,  p a r a .  [ 6 . 2 . 2 4 ] .  
( 9 8 )  C f .  C R O W T H E R  R E P O R T ,  s u p r a  n o t e  ( 3 3 ) ,  a t  2 4 3 ,  p a r a .  [ 6 . 2 . 2 5 ] .  
( 9 9 )  C f .  C R O W T H E R  R E P O R T ,  s u p r a  n o t e  ( 3 3 ) ,  a t  2 4 2 ,  p a r a .  [ 6 . 2 . 2 2 ] .  
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( 1 0 0 )  C f .  C R O W T H E R  R E P O R T ,  s u p r a  n o t e  ( 3 3 ) ,  a t  1 6 7 ,  p a r a .  [ 4 . 1 . 4 4 ] .  
( 1 0 1 )  C f .  C R O W T H E R  R E P O R T ,  s u p r a  n o t e  ( 3 3 ) ,  a t  1 8 ,  p a r a .  [ 1 . 2 . 1 4 ] .  
( 1 0 2 )  1 9 6 7 年 に 不 実 表 示 法 が 、 1 9 7 3 年 に 動 産 供 給 法 が 制 定 さ れ て い る 。  
( 1 0 3 )  C f .  C R O W T H E R  R E P O R T ,  s u p r a  n o t e  ( 3 3 ) ,  a t  2 8 1  [ 6 . 6 . 2 4 ]  [ 6 . 6 . 2 5 ] .  
( 1 0 4 )  C f .  G O O D E ,  s u p r a  n o t e  ( 3 0 ) ,  a t  7 ,  p a r a .  [ 1 . 1 6 ] .  C f .  H A N S A R D ,  C o n s u m e r  

C r e d i t :  C o n s u m e r  C r e d i t  R e p o r t ,  H L  D e b  2 8  J u n e  1 9 7 2  v o l . 3 3 2 ,  c c  9 7 3 .
（ h t t p : / / h a n s a r d . m i l l b a n k s y s t e m s . c o m / l o r d s / 1 9 7 2 / j u n / 2 8 / 〔 終 閲 覧 ： 平 成

2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 8 月 1 8 日 〕）  

( 1 0 5 )  I d .  a t  9 4 8 .  
( 1 0 6 )  C f .  G O O D E ,  s u p r a  n o t e  ( 3 0 ) ,  a t  7 ,  p a r a .  [ 1 - 1 8 ] ,  [ 1 - 1 9 ] . ,  竹 内 ・ 前 掲 注 ( 4 )

『 消 費 者 信 用 法 の 理 論 』 9 2 頁 。  
( 1 0 7 )  C f .  H A N S A R D ,  C o n s u m e r  C r e d i t  B i l l ,  H C  D e b  1 4  N o v e m b e r  1 9 7 3  v o l .

8 6 4 ,  c c  5 1 2 （ h t t p : / / h a n s a r d . m i l l b a n k s y s t e m s . c o m / c o m m o n s / 1 9 7 3 / n o v / 1 4 / c o n s u
m e r -   c r e d i t - b i l l # S 5 C V 0 8 6 4 P 0 _ 1 9 7 3 1 1 1 4 _ H O C _ 2 0 0 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1
3 ) 年 8 月 1 8 日 〕）  

( 1 0 8 )  I d .  a t  5 9 0 .  
( 1 0 9 )  C f .  H A N S A R D ,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 7 ) ,  a t  5 1 6 - 5 5 7 .  な お 、 1 9 7 1 年 当 時 の イ ギ リ ス

に は 、 ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス 取 引 協 会 （ H i r e  P u r c h a s e  T r a d e  A s s o c i a t i o n ） 、 信

用 業 協 会 （ F i n a n c e  H o u s e  A s s o c i a t i o n ） ・ 割 賦 販 売 協 会 の 三 つ が 存 在 し て い

た 。 オ リ バ ー ( 小 峯 訳 ) ・ 前 掲 注 ( 1 9 ) 3 5 - 3 6 頁 参 照 。  
( 1 1 0 )  C f .  G O O D E ,  s u p r a  n o t e  ( 3 0 ) ,  a t  8 ,  p a r a .  [ 1 - 2 0 ] .  
( 1 1 1 )  C f .  H A N S A R D ,  C o n s u m e r  C r e d i t  B i l l ,  H C  D e b  0 9  A p r i l  1 9 7 4  v o l . 3 5 0 ,  

c c  1 1 8 3 ( h t t p : / / h a n s a r d . m i l l b a n k s y s t e m s . c o m / l o r d s / 1 9 7 4 / a p r / 0 9 / c o n s u m e r - c r e d i t  -
b i l l -  h l # S 5 LV 0 3 5 0 P 0 _ 1 9 7 4 0 4 0 9 _ H O L _ 1 0 3 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 8 月 1
8 日 〕 ) .  

( 1 1 2 )  当 時 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 加 盟 店 手 数 料 率 は 不 明 で あ る が 、ダ イ ナ ー ス カ ー

ド に 関 し て 1 9 4 9 年 の 創 立 時 か ら 数 十 年 間 業 界 の 水 準 値 と し て 5 ~ 7 % が 維 持 さ れ

て い た と の 記 録 が あ る こ と か ら 、 当 時 は 現 在 よ り 相 当 高 水 準 に あ り 、 加 盟 店 か

ら は 、そ の 手 数 料 負 担 に 相 当 な 反 発 が あ っ た よ う で あ る 。C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  
n o t e  ( 1 9 ) ,  a t  ⅹ ⅲ ,  8 . ,  マ ン デ ル ( 根 本 = 荒 川 訳 ) ・ 前 掲 注 ( 1 9 ) 5 頁 、 3 0 - 3 1 頁 。

こ れ に 対 し 、 V I S A を 創 設 し た デ ィ ー ・ ホ ッ ク は 、 消 費 者 が 現 金 の 場 合 よ り 、

プ ラ ス チ ッ ク の カ ー ド を 利 用 す る 方 が 、 通 常 3 0 % 余 計 に お 金 を 使 う こ と を 証 明

し て 、小 売 商 を 納 得 さ せ た と い わ れ て い る 。ジ ェ ー ム ズ ・ D・ ス カ ー ロ ッ ク 著 、

中 谷 和 夫 訳 『 借 り ま く る 人 々 ― ― ク レ ジ ッ ト 依 存 社 会 の 真 実 』（ 朝 日 新 聞 社 、

2 0 0 7 ） 6 6 頁 。  
( 1 1 3 )  C f .  H A N S A R D ,  C o n s u m e r  C r e d i t  B i l l ,  H L  D e b  0 2  M a y  1 9 7 4  v o l . 3 5 1 ,  c c   2 4 8 .

（ h t t p : / / h a n s a r d . m i l l b a n k s y s t e m s . c o m / l o r d s / 1 9 7 4 / m a y / 0 2 / c o n s u m e r - c r e d i t - b i l
l - h l 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 8 月 1 8 日 〕）。 1 9 7 0 年 当 時 、 大 手 小 売 商 は 、

自 社 の 発 行 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 販 売 促 進 手 段 と し て 利 用 し て い た た め 、 銀

行 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 参 入 す る の を 好 ま な い 点 が あ り 、 ま た 、 銀 行 系 ク レ ジ

ッ ト カ ー ド に 対 し て は 、 高 率 な 加 盟 店 手 数 料 を 徴 求 さ れ る こ と な ど を 理 由 に 防

衛 的 な カ ー ド 組 織 を 作 る な ど し て 抵 抗 し て い た こ と が 、 そ の 背 景 と し て 考 え ら

れ る 。 C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 1 9 ) ,  a t  4 4 - 4 5 ,  9 3 - 9 5 . ,  マ ン デ ル （ 根 本 = 荒

川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 1 9 ) 9 3 - 9 5 頁 、 1 7 3 - 1 7 5 頁 参 照 ．  

( 1 1 4 )  1 9 6 6 年 6 月 に バ ー ク レ ー 銀 行 に よ り イ ギ リ ス 初 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド （ の

ち に V I S A カ ー ド と な る バ ン ク ・ オ ブ ・ ア メ リ カ の 提 携 カ ー ド ） と し て 発 行 さ

れ た 。 な お 、 イ ギ リ ス で は 、 チ ャ ー ジ カ ー ド と し て 、 1 9 6 3 年 に ア メ リ カ ン ・ エ

ク ス プ レ ス カ ー ド が 進 出 し て き て い る 。 和 田 文 明 「（ 海 外 事 情 ） イ ギ リ ス の ペ

イ メ ン ト カ ー ド 」カ ー ド ウ ェ ー ブ 2 0 巻 4 号（ 2 0 0 7 年 ）6 6 頁 。曽 田・前 掲 注 ( 2 3 ) 6
頁 。 ジ ャ ッ ク 卿 の い う 毎 月 の 銀 行 勘 定 ( M o n t h l y  A c c o u n t ) と し て 、 月 末 に 決 済

す る バ ー ク レ ー ズ カ ー ド ・ ア ク セ ス は 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い で は な く 、 チ ャ ー ジ

カ ー ド と し て の 銀 行 カ ー ド を 指 す 。  
( 1 1 5 )  ロ イ ズ 銀 行（ 現 ロ イ ズ T S B ）と ロ イ ヤ ル バ ン ク オ ブ ス コ ッ ト ラ ン ド 銀 行 が 、

バ ー ク レ ー ズ カ ー ド に 対 抗 し て 、1 9 7 0 年 に そ れ ぞ れ ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 し

た が 、 そ の 後 3 行 が 共 同 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 （ J o i n t  C r e d i t  C a r d  C o m p a n y ）

を 設 立 し 、 1 9 7 2 年 に 発 行 し た カ ー ド で あ り 、 1 9 7 4 年 に イ ン タ ー バ ン ク （ 現

M a s t e r C a r d ） に 加 盟 し た 頃 は 、 3 2 0 万 人 の カ ー ド 会 員 、 8 万 4 , 0 0 0 店 の 加 盟 店

を 有 し て い た 。 C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 1 9 ) ,  a t  4 4 . ,  マ ン デ ル （ 根 本 = 荒 川

訳 ）・ 前 掲 注 ( 1 9 ) 9 4 頁 、 曽 田 ・ 前 掲 注 ( 2 3 ) 6 頁 、 和 田 ・ 前 掲 注 ( 1 1 4 ) 6 6 頁 参 照 。 
( 1 1 6 )  C f .  H A N S A R D ,  C o n s u m e r  C r e d i t  B i l l ,  H C  D e b  1 7  J u n e  1 9 7 4  v o l . 8 7 5 ,  c

c  5 4 - 5 5 . （ h t t p : / / h a n s a r d . m i l l b a n k s y s t e m s . c o m / c o m m o n s / 1 9 7 4 / j u n / 1 7  / c o n s u
m e r - c r e d i t - b i l l - l o r d s  〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 8 月 1 8 日 〕 ）  

( 1 1 7 )  ク ロ ー ザ ー ・ レ ポ ー ト に 対 し て は 、消 費 者 団 体 だ け で な く 、業 界 団 体 も 歓 迎
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し て い た と い う 背 景 も あ っ た の だ ろ う 。 C f .  H A N S A R D ,  s u p r a  n o t e  ( 1 1 1 ) ,  a t  
1 1 7 0 .  

( 1 1 8 )  C f .  H A N S A R D ,  C o n s u m e r  C r e d i t  B i l l ,  H L  D e b  3 0  A p r i l  1 9 7 4  v o l . 3 5 1 ,  c c  
4 1 - 4 2 . ( h t t p : / / h a n s a r d . m i l l b a n k s y s t e m s . c o m / l o r d s / 1 9 7 4 / a p r / 3 0 / c o n s u m e r - c r
e d i t - b i l l - h l - 1 # S 5 L V  0 3 5 1 P 0 _ 1 9 7 4 0 4 3 0 _ H O L _ 2 9 6 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 )
年 8 月 1 8 日 〕 ）  

( 1 1 9 )  イ ギ リ ス の 《 O r d e r 》 は 、「 政 令 」 と 訳 さ れ る こ と も あ る が 、 主 務 大 臣 に 制

定 権 限 は あ る も の の 、国 会 の い ず れ か の 院 が 無 効 と す れ ば , 効 力 を 失 う の で 、実

質 的 に 法 律 と し て 扱 わ れ る 「 制 定 法 的 文 書 ( S t a t u t o r y  I n s t r u m e n t ) 」 と さ れ て

お り 、わ が 国 で は 一 般 に「 命 令 」と 訳 さ れ る こ と が 多 い 。参 考 ： グ ラ ン ヴ ィ ル ・

ウ イ リ ア ム ズ 著 ・ 庭 山 秀 雄 ＝ 戒 能 通 厚 ＝ 松 浦 好 治 訳 『 イ ギ リ ス 法 入 門 』（ 日 本

評 論 社 、 1 9 8 5 年 ） 3 8 （ 2 4 ） 頁 な ど 。  
( 1 2 0 )  当 時 は 、 T  &  E カ ー ド と 同 様 、 3 0 日 以 内 の 無 利 子 一 括 返 済 を 利 用 す る 顧 客

が 圧 倒 的 で 、 分 割 払 い や リ ボ ル ビ ン グ 払 い に つ い て も 4 か 月 程 度 の 短 期 間 の 返

済 期 間 が 用 意 さ れ て い た が 、 利 用 者 は 多 く な か っ た よ う で あ る 。 C f .  M A N D E L L ,  

S U P R A  N O T E  ( 1 9 ) ,  a t  2 5 . ,  マ ン デ ル （ 根 本 = 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 1 9 ) 6 5 頁 参 照 。 な

お 、イ ギ リ ス に お い て 現 金 の 重 要 性 が 著 し く 減 少 し た の は 、1 9 7 0 年 代 半 ば 以 降

と い わ れ て い る 。 江 夏 健 一 監 修 ・ 小 林 真 理 編 著 『 消 費 者 信 用 ビ ジ ネ ス と 消 費 者

保 護 ― ― グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン へ の 対 応 』（ 敬 文 堂 、 1 9 9 6 年 ） 3 8 頁 参 照 。  
( 1 2 1 )  法 案 の 検 討 時 期 に お い て 発 行 さ れ て い た ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 1 9 6 6 年 1 月

か ら ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 す る バ ー ク レ ー ズ カ ー ド 一 つ だ け で あ り 、 1 9 7 2
年 に 、 現 在 は マ ス タ ー カ ー ド と 提 携 す る ア ク セ ス が 設 け ら れ て い る が 、 多 く の

銀 行 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 に 参 入 す る の は 、1 9 7 8 年 の ト ラ ス テ ィ ・ セ ー ビ ン

グ バ ン ク 、 1 9 7 9 年 ア ラ イ ド ・ ア イ リ ッ シ ュ ・ バ ン ク な ど が バ ー ク レ イ ズ と 提 携

す る な ど 、 法 案 が 成 立 し て 以 降 の こ と で あ り 、 例 え ば イ ギ リ ス の リ テ ー ル バ ン

キ ン グ 業 務 の シ ェ ア 5 割 前 後 を 占 め る 住 宅 建 築 組 合 ( B u i l d i n g  S o c i e t y ) は 、1 9 8 7
年 1 0 月 の 法 改 正 ま で 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 が で き な か っ た 。 B u i l d i n g  
S o c i e t y の V I S A カ ー ド の 発 行 、 小 売 業 者 の ス ト ア カ ー ド の 発 行 や ア ク セ ス ・

グ ル ー プ の 加 盟 銀 行 と の 提 携 な ど 、カ ー ド 発 行 が 急 速 に 伸 び る の は 、1 9 8 0 年 代

後 半 に な っ て か ら で あ る 。 曽 田 ・ 前 掲 注 ( 2 3 ) 6 - 7 頁 、 清 水 ・ 前 掲 注 ( 9 ) 1 0 4 頁 参

照 。  
( 1 2 2 )  鹿 野 菜 穂 子 「 第 7 章 E U 消 費 者 法 」 庄 司 克 宏 編 『 E U 法 実 務 編 』（ 岩 波 書 店 、

2 0 0 8 年 ） 2 0 6 頁 参 照 。  
( 1 2 3 )  C f .  N u r i a  D i e z  G U A R D I A ,  C o n s u m e r  C r e d i t  i n  T h e  E u r o p e a n  U n i o n ,  

E C R I  R e s e a r c h  R e p o r t  N O . 1 ,  F e b r u a r y ,  1 7 ,  2 0 0 2 , 2 0 0 2 , 1 （ h t t p : / / a e i . p i t t .
e d u / 9 4 3 4 / [ 終 閲 覧 平 成 1 6 ( 2 0 1 4 ) 年 9 月 3 0 日 ] ） .  

( 1 2 4 )  C f .  B O R R I E  &  D I A M O N D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 0 ) ,  a t  1 1 . ,  ボ ー リ ー（ 新 井 ＝ 池 上 訳 ）・

前 掲 注 ( 2 0 ) v i i 頁 。  
( 1 2 5 )  村 岡 憲 次 ＝ 木 畑 洋 一 編『 世 界 歴 史 体 系・イ ギ リ ス 史 3 近 現 代 』（ 山 川 出 版 社 、

1 9 9 1 年 ）3 8 9 - 4 1 5 頁 参 照 。な お B O R R I E  &  D I A M O N D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 0 ) ,  a t  6 1 .  ボ

ー リ ー（ 新 井 ＝ 池 上 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 5 1 頁 は 、免 責 条 項 に 関 す る も の で あ る が 、

イ ギ リ ス の 消 費 者 運 動 が 成 功 し て い る の は 世 論 の 力 が 働 い て い る か ら で あ る

と す る 。 ま た 、 1 9 7 0 - 1 9 7 4 年 に か け て は 、 総 選 挙 が 3 回 行 わ れ た た め 、 各 政 党

が 労 働 者 や 組 合 に 配 慮 し て い た こ と も 影 響 し て い る と 思 わ れ る 。 成 廣 孝 「 第 5
章 U タ ー ン ― ― ヒ ー ス 政 権 1 9 7 0 年 - 1 9 7 4 年 」梅 川 正 美 ＝ 坂 野 智 一 = 力 久 昌 幸 編

著 『 イ ギ リ ス 現 代 政 治 史 』（ ミ ネ ル ヴ ァ 書 房 、 2 0 1 0 年 ） 1 1 0 - 1 2 5 頁 。  
( 1 2 6 )  《 S h a d o w  C a b i n e t 》 は 、 1 9 3 7 年 国 王 の 大 臣 法 ( M i n i s t e r  o f  t h e  C r o w n  A c t  

1 9 3 7 ) に 基 づ く 正 規 の 法 律 上 の 制 度 で あ っ て 、 第 一 野 党 党 首 ( T h e  L e a d e r  o f  t h e  
O p p o s i t i o n ) に 特 別 な 地 位 を 与 え 、 正 規 の 省 庁 ご と に 影 の 大 臣 を 正 式 に 任 命 し

「 代 替 可 能 な 政 府 」 を 意 識 し て 、 常 に 専 門 的 な 問 題 に 取 り 組 み 、 政 権 交 代 時 に

は 、 直 ち に 権 力 を 継 承 す る 制 度 で あ る 。 斉 藤 憲 司 「 英 国 に お け る 政 権 交 代 」 レ

フ ァ レ ン ス 7 0 7 号 （ 2 0 0 9 年 ） 8 頁 以 下 参 照 。  
( 1 2 7 )  C f .  J o n a t h a n  G I D N E Y ,  C o n n e c t e d  L e n d e r  L i a b i l i t y  -  a  D o m e s t i c  R e m e d y  

O n l y  ?  1 4 6  N e w  L a w  J o u r n a l ,  N o  1 7 4 5 ,  ( B u t t e r w o r t h ,  1 9 9 6 )  7 6 2 .  
( 1 2 8 )  C f .  C o n s u m e r  C r e d i t  ( I n c r e a s e  o f  M o n e y  L i m i t s )  O r d e r  1 9 8 3 :  S I  1 9 8 3 / 1 8 7 8  

A r t .  3 .  
( 1 2 9 ) な お 、 C C A  1 6 条 は 、 2 0 0 6 年 消 費 者 信 用 法 が 制 定 さ れ る ま で は 、 法 律 の 適 用

範 囲 を 信 用 供 与 額 が 2 5 , 0 0 0 ポ ン ド 以 下 の 契 約 に 限 定 さ れ て い た が 、 こ の 限 定

は 現 在 撤 廃 さ れ て お り 、法 律 の 適 用 と な る D - C - S 契 約 に つ い て の 与 信 額 に は 上

限 は な く な っ た 。 し か し な が ら 、 上 記 C C A  7 5 条 ( 3 ) の 供 給 契 約 に お け る 現 金 価

格 の 3 万 ポ ン ド の 上 限 は 維 持 さ れ て い る の で 、 C C A  7 5 条 ( 1 ) は 、 依 然 と し て 、

与 信 額 に 関 係 な く 、 現 金 価 格 3 万 ポ ン ド 以 内 の 取 引 に の み 適 用 が 限 定 さ れ 、 こ
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れ を 超 え る 取 引 に つ い て は 、与 信 額 が 3 万 ポ ン ド 以 内 で あ っ て も 適 用 さ れ な い 。

一 方 、 下 限 に つ い て い え ば 、 現 金 価 格 が 1 0 0 ポ ン ド 以 下 の 少 額 取 引 に C C A  7 5
条 ( 1 ) は 適 用 さ れ な い 。  

( 1 3 0 )  日 本 銀 行 統 計 局 「 外 国 経 済 統 計 年 表 」『 日 本 の 消 費 者 信 用 統 計 ’ 8 2 年 版 』 第

2 6 表 （ 日 本 割 賦 協 会 、 1 9 8 2 年 ） 3 0 7 頁 参 照 。  
( 1 3 1 )  C o n s u m e r  C r e d i t  ( E x e m p t  A g r e e m e n t s )  ( A m e n d m e n t )  O r d e r  1 9 8 9 ,  S I  

1 9 8 9 / 8 6 9 . 3 条 1 項 ( a ) ( i ) ( i i ) 、 2 項 ( b ) 。 な お 、 こ の 命 令 は 、 C o n s u m e r  C r e d i t  
( E x e m p t  A g r e e m e n t s )  ( A m e n d m e n t )  O r d e r  1 9 9 9 ,  T h e  C o n s u m e r  C r e d i t   
( E x e m p t  A g r e e m e n t s )  O r d e r  2 0 0 7 に よ り 修 正 さ れ て い る が 、 2 0 0 6 年 消 費 者 信

用 法 に 1 6 A 条 が 設 け ら れ 、富 裕 層 に 対 す る 適 用 除 外 の 追 加 の 規 定 が 設 け ら れ た

ほ か は 、 3 条 1 項 に 関 し て の 修 正 は な い 。 な お 、 こ の ほ か に は 、 土 地 の 購 入 ・

担 保 の 場 合 の D e b t o r - C r e d i t o r  A g r e e m e n t 、 土 地 を 購 入 す る た め の D e b t o r -  
C r e d i t o r -  S u p p l i e r  A g r e e m e n t 、 連 合 王 国 以 外 の 国 と 関 連 を も っ て い る 場 合 等

に つ き 、 命 令 に よ る 適 用 除 外 が あ る 。  
( 1 3 2 )  2 0 1 0 年 公 布 の C o n s u m e r  C r e d i t  ( E U  D i r e c t i v e )  R e g u l a t i o n  2 0 1 0  

( S I 2 0 1 0 / 1 0 1 0 ) に よ り 、 現 金 価 格 が 3 0 , 0 0 0 ポ ン ド 以 上 で あ っ て も 、 関 連 信 用 契

約 L i n k e d  C r e d i t  A g r e e m e n t の 場 合 は 、 7 5 A 条 ( 2 ) に よ り 、 販 売 店 に 責 任 追 及

を し て も 困 難 な 時 に 限 り 、債 権 者 に 請 求 権 の 行 使 が 可 能 に な っ て い る 。し か し 、

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 関 連 信 用 契 約 に 当 た ら な い の で 、 C C A 7 5 A 条  ( 2 ) の 適

用 は な い （ 後 述 ）。  
( 1 3 3 )  C C A の 対 象 と な る 消 費 者 信 用 契 約 は 、 当 初 5 , 0 0 0 ポ ン ド 以 下 と さ れ た が 、

そ の 後 の 改 訂 に よ り 2 5 , 0 0 0 ポ ン ド に 引 き 上 げ ら れ 、現 在 は 2 0 0 6 年 法 に よ り 上

限 が 撤 廃 さ れ て い る 。  
( 1 3 4 )  そ の 後 、金 融 サ ー ビ ス 市 場 法 の 対 象 と な る 一 部 の 金 融 商 品 の 取 り 扱 い に 係 る

も の が 追 加 さ れ 、 2 0 0 6 年 消 費 者 信 用 法 で 1 6 A 条 （ 富 裕 層 の 債 務 者 と 関 連 す る

免 除 契 約 ）、 1 6 B 条 （ 事 業 に 関 連 す る 免 除 契 約 ）、 そ の 命 令 で あ る S I 2 0 0 8 / 2 8 2 6
に よ り 1 6 C 条（ 投 資 不 動 産 に 関 す る 免 除 契 約 ）の 新 た な 除 外 契 約 が 設 け ら れ て

い る 。  
( 1 3 5 ） わ が 国 で は 、 不 動 産 の 販 売 に 係 る 信 用 購 入 あ っ せ ん に は 、 割 賦 販 売 法 の 適

用 が 除 外 さ れ て い る 。割 賦 販 売 法 3 5 条 の 3 の 6 0 第 1 項 6 号 、第  6 号 。な お 、

建 物 の 改 築 、 増 築 等 に は 適 用 さ れ る 。  
( 1 3 6 )  チ ャ ー ジ カ ー ド も 、ヨ ー ロ ッ パ で は 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド と 呼 ば れ る 場 合 が あ

る が 、 対 象 外 で あ る 。 ま た 、 そ の 支 払 猶 予 期 間 が 4 か 月 未 満 の も の 、 年 会 費 以

外 に 金 融 料 等 の 手 数 料 を 徴 収 し な い も の は 、 C C A  1 6 条 ( 5 ) に 基 づ く 命 令 に よ り

除 外 さ れ て お り 、 対 象 外 と な る ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 支 払 猶 予 期 間 は わ が 国 の 場

合 （ 2 か 月 以 内 ） よ り 広 い 。 わ が 国 で は 、 割 賦 販 売 法 の 民 事 ル ー ル の 規 制 対 象

と な る 2 か 月 を 超 え る 支 払 猶 予 後 の 一 回 払 い 、 手 数 料 が 付 与 さ れ な い ボ ー ナ ス

一 括 払 い 、 ボ ー ナ ス 二 括 払 い に つ い て も 、 イ ギ リ ス で は 、 規 制 の 対 象 外 と な っ

て い る 。  
( 1 3 7 )  わ が 国 で も 、 平 成 2 0 ( 2 0 0 8 ) 年 の 割 賦 販 売 法 改 正 に お い て 、 与 信 契 約 の 解 除

の 制 度 が 導 入 さ れ た 。  
( 1 3 8 )  加 藤 ・ 前 掲 注 ( 9 0 ) 1 7 頁 。  
( 1 3 9 )  C f .  O F T ,  E q u a l  L i a b i l i t y  -  S e c t i o n  7 5  o f  t h e  C o n s u m e r  C r e d i t  A c t  1

9 7 4 ,  O F T,  2 0 0 0 , 4 .  ( h t t p : / / w w w .  p a r k e r a n d r e w s . c o . u k / w p - c o n t e n t / u p l o a d s /
2 0 1 2 / 0 8 / o f t 3 0 3 . p d f 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 2 3 日 〕 ) .  

( 1 4 0 )  I d .  a t  3 .  
( 1 4 1 )  C f .  M I L L E R  =  H A R V E Y  =  P A R R Y ,  s u p r a  n o t e  ( 9 0 ) ,  a t  3 0 1 . ,  鹿 野 菜 穂 子 「 消

費 者 信 用 取 引 に お け る 提 携 貸 主 の 責 任 ― ― 英 国 消 費 者 信 用 法 を め ぐ る 議 論 の

展 開 」 立 命 館 法 学 2 0 0 0 年 3 - 4 号 上 巻 （ 2 7 1・ 2 7 2 号 、 2 0 0 0 年 ） 9 0 1（ 2 8 1 ） 頁 。  
( 1 4 2 )  C f .  G O O D E ,  s u p r a  n o t e  ( 3 0 ) ,  1 0 5 ,  p a r a .  [ 9 - 1 ] . ,  加 藤 良 三 「 英 国 消 費 者 信 用

法 に お け る 供 給 者 の 違 反 行 為 と 債 権 者 の 連 帯 責 任（ 上 ）」公 正 取 引 3 0 4 号（ 1 9 7 6
年 ） 1 7 頁 。  

( 1 4 3 )  イ ギ リ ス に お け る 契 約 の 成 立 を 扱 っ た 文 献 と し て 、 S I M P S O N ,  A  H I S T O R Y  O F  
t h e  C o m m o n  L a w  o f  C o n t r a c t ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s , 1 9 8 7 , 1 ;  D a v i d  
I B B E T S O N ,  A  H i s t o r i c a l  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  L a w  o f  O b l i g a t i o n ,  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 9 ,  C h a p t e r  1 2 ;  P.  S .  A T I Y A H  &  S t e p h e n  A .  S M I T H ,  
A t i y a h ’ s  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  L a w  o f  C o n t r a c t ,  C l a r e d o n  P r e s s ･ O x f o r d ,  6 t h  
e d .  , 2 0 0 5 , 1 - 2 7 ;  J a c k  B E A T S O N  e t  a l ,  A n s o n ’ s  L a w  o f  C o n t r a c t ,  O x f o r d  U n i v  
P r . ,  2 9 t h  e d . , 2 0 1 0 , 1 ;  S i r  J o h n  B A K E R ,  C o l l e c t e d  P a p e r s  o n  E n g l i s h  L e g a l  
H i s t o r y ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  2 0 1 3 , 1 1 9 0 - 1 2 2 1 ;  J i l l  P O O L E ,  Te x t b o o k  
o n  C o n t r a c t  L a w ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 0 t h  e d . ,  2 0 1 0 , 1 - 3 0 .  

( 1 4 4 )  B e h n  v  B u r n e s s  [ 1 8 6 2 ]  3  B  &  S . 7 5 1 ,  1 2 2  E R  2 8 1 ;  P h o t o  P r o d u c t i o n  L t d  v  
S e c u r i c o r  T r a n s p o r t  L t d  [ 1 9 8 0 ]  U K H L  2 ,  [ 1 9 8 0 ]  A C  8 2 7 , [ 1 9 8 0 ]  2  W L R  
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2 8 3 , [ 1 9 8 0 ]  1  A l l  E R  5 5 6 ．  

( 1 4 5 )  不 実 表 示 は 、 コ モ ン ・ ロ ー 上 の 詐 欺 ( d e c e i t ) の 訴 え を 起 源 と し て お り 、 1 9 6 7
年 詐 欺 法 ( M i s r e p r e s e n t a t i o n  A c t  1 9 6 7 ) お い て 、 f r a u d の 立 証 責 任 を 緩 和 し 、そ

の 適 用 範 囲 を 拡 大 し て き た も の で あ る 。幡 新 ・ 前 掲 注 ( 7 7 ) 2 3 3 - 2 3 4 頁 、2 3 6 頁 。  
( 1 4 6 )  e . g . ,  J o h n  H a m i l t o n  B A K E R ,  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  E n g l a n d  L e g a l  S t o r y ,    

O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s , 4 t h  e d . ,  2 0 0 2 ,  3 3 1 - 3 3 3 .  
( 1 4 7 )  田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 5 6 0 頁 参 照 。  
( 1 4 8 )  新 井 正 男 『 訳 注 ・ イ ギ リ ス 契 約 判 例 選 （ 第 5 改 訂 版 ）』（ 蒼 文 社 、 1 9 9 1 年 ）

1 3 2 頁 参 照 。  
( 1 4 9 )  売 主 の 虚 偽 的 な 表 示 に よ る 責 任 に 関 し て は 、詐 欺 訴 訟 に よ る 判 例 な ど を 基 に

1 8 8 7 年 広 告 表 示 法 ( M e r c h a n d i s e  M a r k s  A c t  1 8 8 7 ) が 制 定 さ れ 、 解 除 権 と 損 害

賠 償 請 求 権 が 認 め ら れ て い る 。  
( 1 5 0 )  田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 5 6 0 頁 参 照 。  
( 1 5 1 )  《 S i m p l e x  c o m m e n d a t i o n  n o n  o b l i g a t （ 単 な る 称 揚 は 義 務 を 負 わ し め ず ）》

と い う 法 諺 で 表 さ れ る 。  
( 1 5 2 )  田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 1 0 9 頁 参 照 。  
( 1 5 3 )  e . g . ,  H o c h s t e r  v  D e l a  T o u r  [ 1 8 5 3 ]  2  E  &  B  6 7 8 ,  O m n i u m  D ’ E n t e r p r i s e s  a n d  

o t h e r s  v  S u t h e r l a n d  [ 1 9 1 9 ]  1  K B  6 1 8 .  田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 1 0 9 頁 。  
( 1 5 4 )  e . g . , P o u s s a r d  v  S p e i r s  a n d  P o n d  [ 1 8 7 6 ]  1 Q B D  4 1 0 .  
( 1 5 5 )  田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 1 7 8 頁 、砂 田 卓 士『 イ ギ リ ス 消 費 者 法 研 究 』 ( 信 山 社 、

1 9 9 5 年 ）  9 7 頁 、 幡 新 ・ 前 掲 注 ( 7 7 ) 2 6 3 頁 参 照 。  
( 1 5 6 )  1 9 7 9 年 動 産 売 買 法 1 1 条 3 項 。 e . g . ,  B e t t i n i  v  G y e  [ 1 9 7 6 ]  1  Q B D  1 8 3 .  
( 1 5 7 )  田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 3 7 0 頁 。 幡 新 ・ 前 掲 注 ( 7 7 ) 6 4 頁 、 2 8 6 頁 参 照 。  
( 1 5 8 )  e . g . , C e h a v e  N V  v  B r e m e r  H a n d e l s g e s e l l s c h f t  m b H ,  [ 1 9 7 5 ]  3  A l l  E R  7 3 9 ,  

[ 1 9 7 6 ]  1  Q B  4 4 .  
( 1 5 9 )  田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 5 6 0 頁 参 照 。  
( 1 6 0 )  売 主 の 虚 偽 的 な 表 示 に よ る 責 任 に 関 し て は 、詐 欺 訴 訟 に よ る 判 例 な ど を 基 に

1 8 8 7 年 広 告 表 示 法 （ M e r c h a n d i s e  M a r k s  A c t  1 8 8 7 ） が 制 定 さ れ 、 解 除 と 損 害

賠 償 請 求 が 認 め ら れ て い る 。  
( 1 6 1 )  田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 5 6 0 頁 参 照 。  
( 1 6 2 )  1 9 6 7 年 不 実 表 示 法 の ロ ン グ タ イ ト ル に は 、 善 意 の 不 実 表 示 に 関 連 す る 修 正

法 で あ る 旨 が 織 り 込 ま れ て い る 。  
( 1 6 3 )  善 意 無 過 失 の 不 実 表 示 に つ い て 、契 約 の 取 消 し が 認 め ら れ る こ と に 対 し 、そ

の 強 い 効 果 を 疑 問 と す る 意 見 も あ る 。 C f .  B E A T S O N  e t  a l ,  s u p r a  n o t e  ( 1 4 3 ) , a t  
3 1 7 - 3 1 8 .  

( 1 6 4 )  幡 新 ・ 前 掲 注 ( 7 7 ) 2 4 0 - 2 4 1 頁 参 照 。 判 例 に よ り 、 付 随 的 損 害 賠 償 や 結 果 的 損

害 賠 償 が 認 め ら れ て い る 。樋 口 範 雄『 ア メ リ カ 契 約 法（ 第 2 版 ）』（ 弘 文 堂 、2 0 1 0
年 ） 1 9 6 頁 参 照 。  

( 1 6 5 )  e . g . ,  R o y s c o t  T r u s t  L t d .  v  R o g e r s o n  [ 1 9 9 2 ]  2  A l l  E R  2 9 4  ( C A ) .  
( 1 6 6 )  供 給 者 の 債 務 者 に 対 す る 「 不 実 表 示 」 や 「 契 約 違 反 」 の 責 任 に つ い て は 、 そ

れ ま で も 判 例 法 に よ る 解 決 が 図 ら れ て き た 。 ま た 、 制 定 法 に あ っ て も 、 1 9 6 1
年 消 費 者 保 護 法 、 1 9 6 7 年 不 実 表 示 法 、 1 9 7 3 年 動 産 供 給 （ 黙 示 条 件 ） 法 、 1 9 7 9
動 産 売 買 法 、 1 9 9 4 年 動 産 売 買 お よ び 供 給 法 な ど に よ っ て 、「 不 実 表 示 」 や 「 契

約 違 反 」と 評 価 さ れ る 行 為 と そ の 効 果 は 明 ら か に さ れ て い る 。C f .  G O O D E ,  s u p r a  
n o t e  ( 3 0 ) ,  a t  1 0 5 ,  [ 9 - 1 ] .  加 藤 良 三 「 英 国 消 費 者 信 用 法 に お け る 供 給 者 の 違 反

行 為 と 債 権 者 の 連 帯 責 任 ( 上 ) 」 公 正 取 引 3 0 4 号  （ 1 9 7 6 年 ） 1 7 頁 、 田 島 ・ 前

掲 注 ( 5 2 ) 4 8 - 5 1 頁 参 照 。  
( 1 6 7 )  「 説 明 」 に は 、 契 約 書 や パ ン フ レ ッ ト 、 カ タ ロ グ な ど は も ち ろ ん 、 商 品 の 表

示 用 の ラ ベ ル な ど の 説 明 文 や 、 売 主 の 口 頭 に よ る 説 明 も 該 当 す る 。  
( 1 6 8 )  1 9 7 9 年 年 動 産 売 買 法 ( S a l e  o f  G o o d s  A c t  1 9 7 9 ) で は 、 売 主 が 営 業 の 過 程 で 動

産 を 販 売 す る 場 合 、「 買 主 の 購 入 目 的 に 適 う ( f i t n e s s  f o r  p u r p o s e ) 商 品 」 や 「 商

品 と し て 適 正 な 品 質 ( m e r c h a n t a b l e  q u a l i t y ) 」 を 有 し て い る こ と が 黙 示 的 な 条

件 と さ れ て い た が （ 同 法 1 4 条 ）、 新 の 1 9 9 4 年 法 で は 、「 満 足 な 品 質 を 有 す る

こ と ( s a t i s f a c t o r y  q u a l i t y ) 」（ 同 法 1 4 条 2 項 ( 2 A ) ）、「 質 を 不 満 足 と す る よ う な

( m a k i n g  t h e i r  q u a l i t y  u n s a t i s f a c t o r y ) 瑕 疵 が な い こ と 」（ 同 法 1 5 条 2 項 ( C ) ）
と さ れ て い る 。  

( 1 6 9 )  e . g . ,  C h a p l i n  v  H i c k s  [ 1 9 1 1 ]  2  K B  7 8 6 ( C A ) .  
( 1 7 0 )  e . g . ,  H a d l e y  v  b a x e n d a l e  ( 1 8 5 4 )  9  E x c h  3 4 1 ,  V i c t o r i a  L a u n d r y  ( W i n d s o r )  

L t d .  v  N e w m a n  I n d u s t r i e s  L t d .  [ 1 9 4 9 ]  2  K B  5 2 8  ( C A ) .  
( 1 7 1 )  e . g . ,  A n g l i a  Te l e v i s i o n  L t d .  v  R e e d  [ 1 9 7 2 ]  1  Q B  6 0  ( C A ) .  
( 1 7 2 )  e . g . ,  U n i t e d  A u s t r a l i a  L t d .  v  B a r c l a y s  B a n k  L t d .  [ 1 9 4 1 ]  A C  1  H L .  F i b r o s a  

S p o l k a  A k c y j n a  v  F a i r b a i r n , L a w s o n , C o m b e  B a r b o u r  L t d .  [ 1 9 4 2 ]  U K H L  4  ,  
[ 1 9 4 3 ] A C  3 2 .  
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( 1 7 3 ) T h e  S a l e  o f  G o o d s  A c t  1 9 7 9  s 5 0 ( 3 ) ,  s 5 1 ( 3 ) .  

 e . g . ,  P h i l i p s  v  W a r d  [ 1 9 5 6 ]  1  W L R  4 7 1 ( C A ) ,  F o r d  v  W h i t e  [ 1 9 6 4 ]  1  W L R  
8 8 5 , L a z e n b y  G a r a g e s  v  W r i g h t  [ 1 9 7 6 ]  1  W L R  4 5 9  ( C A ) ,  W a t t s  v  M o r r o w  
[ 1 9 9 1 ]  4  A l l  E R  9 3 7  ( C A ) , H a r b u t t ’ s  p l a s t i c i n e  L t d .  v  W a y n e  T a n k  &  P u m p  
C o . L t d .  [ 1 9 7 0 ]  1  Q B  4 4 7  ( C A ) .  

( 1 7 4 )  損 害 賠 償 範 囲 の 詳 細 に つ い て は 、幡 新・前 掲 注 ( 7 7 ) 2 7 1 - 2 8 5 頁 、加 藤 良 三「 英

国 消 費 者 信 用 法 に お け る 供 給 者 の 違 反 行 為 と 債 権 者 の 連 帯 責 任 （ 下 ）」 公 正 取

引 3 0 5 号 （ 1 9 7 6 年 ） 2 2 頁 、 島 田 真 琴 『 国 際 取 引 の た め の イ ギ リ ス 法 』（ 慶 大 出

版 会 、 2 0 0 6 年 ） 2 0 1 - 2 0 8 頁 参 照 。  
( 1 7 5 )  わ が 国 の 民 法 に 当 て は め て い え ば 、D - C - S 契 約 に お い て 、債 務 者 と 供 給 者 間

の 売 買 契 約 は 、 特 定 物 売 買 で あ る か ら 、 売 買 目 的 物 に 隠 れ た 瑕 疵 が あ れ ば 、 民

法 5 7 0 条 お よ び 5 6 6 条 に よ り 、契 約 を 解 除 し 、ま た は 損 害 賠 償 請 求 を 行 う こ と

が で き る の と 同 様 で あ る 。 た だ し 、 わ が 国 に お い て は 、 損 害 賠 償 の 内 容 は 、 信

頼 利 益 の 請 求 、 ま た は 売 買 代 金 と 瑕 疵 あ る 商 品 の 客 観 的 価 値 の 差 額 に つ き 賠 償

が 認 め ら れ る と す る の が 通 説 （ 法 定 責 任 説 ） で あ り 、 修 補 請 求 等 は 認 め ら れ て

い な い 。 た だ し 、 債 務 不 履 行 説 に 立 っ た 場 合 に は 、 特 定 物 で あ っ て も 修 補 請 求

や 交 換 を 観 念 で き 、 債 権 法 見 直 し の 中 で 議 論 が 進 め ら れ て い る 。 法 務 省 法 制 審

議 会 債 権 法 関 係 部 会 資 料 1 5 - 2 参 照 。  
( 1 7 6 )  供 給 者 の 製 品 の 調 達 価 格 と 一 般 消 費 者 の 調 達 価 格 の 差 を 考 え る と 、金 融 機 関

は 消 費 者 の 満 足 を 得 る 必 要 が あ り 、 よ り 負 担 が 大 き い と 考 え ら れ る 。  
( 1 7 7 )  e . g . ,  J a r v i s  v  S w a n s  T o u r s  L t d .  [ 1 9 7 3 ]  Q B  2 3 3  ( C A ) ,  J a c k s o n  v  H o r i z o n  

H o l i d a y  L t d .  [ 1 9 7 5 ]  A l l  E R 9 2  ( C A ) ,  R u x l e y  E l e c t r o n i c s   a n d  C o n s t r u c t i o n  
L t d .  v  F o r s y t h  [ 1 9 9 5 ]  3  W L R  1 1 8  ( H L ) , F a r l e y  v  S k i n n e r  ( N o . 2 )  [ 2 0 0 1 ]  U K H L  
4 9 .  

( 1 7 8 )  C f .  B E A T S O N  e t  a l ,  s u p r a  n o t e  ( 1 4 3 ) ,  a t  5 3 4 .  
( 1 7 9 )  1 9 8 3 年 時 点 で 、 ま だ す べ て の 施 行 が 完 了 し て い な い 。 な お 、 C C A に 関 し て

は C o m m e n c e m e n t （ 施 行 開 始 ） に 関 し て 1 0 の 命 令 が 発 令 さ れ て お り 、 こ れ ら

は 順 次 施 行 さ れ て い る 。 金 子 ＝ 坂 東 前 掲 注 ( 4 ) 4 1 頁 参 照 。  
( 1 8 0 ) T h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  T r a d e  a n d  I n d u s t r y ,  F a i r ,  C l e a r  a n d  C o m p

e t i t i v e  :  A  C o n s u m e r  C r e d i t  M a r k e t  i n  t h e  2 1 s t  C e n t u r y, T h e  S t a t i o n e r y
 O f f i c e ,  2 0 0 3 , 1 . … … 〔 邦 訳 〕 江 夏 健 一 ＝ 坂 野 友 昭 監 著 『 2 1 世 紀 の 消 費 者 信 用

市 場 ― ― 公 正 、 透 明 か つ 競 争 的 な 市 場 を 求 め て 』（ 東 洋 経 済 新 報 社 、 2 0 0 5 年 ）

1 頁 。  な お 、 現 在 は イ ギ リ ス ・ ク レ ジ ッ ト 協 会 の 会 員 に よ り 、 5 , 6 0 0 万 枚 の

ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 発 行 さ れ て い る 。 な お 、 デ ビ ッ ト カ ー ド は 、 9 , 5 0 0 万 枚 ト

ン あ っ て い る 。（ h t t p : / / w w w . t h e u k c a r d s a s s o c i a t i o n . o r g . u k / a i m s _  o b j e c t i v e s /
i n d e x . a s p 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 7 ( 2 0 1 5 ) 年 8 月 1 6 日 〕）。  

( 1 8 1 )  従 来 の 暖 房 設 備 の 設 置 な ど 「 モ ノ 」 を 含 む 役 務 提 供 か ら 、 輸 送 サ ー ビ ス 、 医

療 サ ー ビ ス 、 知 的 財 産 権 の 複 写 、 上 演 等 の サ ー ビ ス な ど 「 モ ノ 」 が 介 在 し な い

取 引 が 増 加 し て い る う え 、 こ れ ら の サ ー ビ ス が 複 数 の 事 業 者 の サ ー ビ ス と し て

組 み 合 わ さ れ て 提 供 さ れ る よ う に な っ た ほ か 、 も と も と 一 つ の 企 業 体 が 行 っ て

い た 提 供 行 為 を 、 イ ン フ ラ 部 分 と 販 売 部 門 や 管 理 ・ 企 画 部 門 な ど に 分 離 し て 効

率 的 な サ ー ビ ス を 提 供 す る ア ン バ ン ド リ ン グ 化 が 進 展 し て い る 。 参 考 ： 野 村 宗

訓「 イ ギ リ ス 鉄 道 事 業 の 規 制 改 革 ― ―『 ア ン バ ン ド リ ン グ 』の 評 価 を め ぐ っ て 」

経 済 学 論 究 5 8 巻 3 号 （ 関 西 学 院 大 学 、 2 0 0 4 年 ） 4 0 4 - 4 0 7 頁 。  
( 1 8 2 )  U K  C a r d s  A s s o c i a t i o n （ 英 国 カ ー ド 協 会 ） に よ れ ば 、 非 ユ ー ロ 国 で あ る イ

ギ リ ス 、 ノ ル ウ エ ー 、 ア イ ス ラ ン ド 、 リ ヒ テ ン シ ュ タ イ ン 、 ス イ ス 、 モ ナ コ を

含 め て 単 一 ユ ー ロ 決 済 地 域 （ S i n g l e  E u r o  P a y m e n t  A r e a :  S E P A ） に つ き 、 英

国 の 送 金 ・ 口 座 決 済 市 場 の 8 5 % を 占 め る サ ー ビ ス プ ロ バ イ ダ ー に よ っ て 、 ユ ー

ロ で カ ー ド や 電 子 マ ネ ー 決 済 が さ れ る よ う に な っ て い る ( h t t p : / / w w w .  u k p a y m
e n t s . o r g . u k / p a y m e n t _ o p t i o n s / c r o s s _ b o r d e r _ p a y m e n t s / s i n g l e _ e u r o _ p a y m e n t
s _ a r e  a _ ( s e p a ) / 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 2 3 日 〕）。  

( 1 8 3 )  B r i t i s h  B a s i c  S l a g  v  R e g i s t r a r  o f  R e s t r i c t i v e  T r a d i n g  P r a c t i c e s  , ( C o u r t  o f  
A p p e a l ) [ 1 9 6 3 ]  2  A l l  E R  8 0 7 , [ 1 9 6 3 ]  1  W. L . R  7 2 7 , L R  4  R P  1 1 6 . で は 、

《 a r r a n g e m e n t 》は《 a g r e e m e n t 》よ り も 広 い 概 念 と さ れ て い る 。C f .  C h r i s t o p h e r  

B I S P I N G ,  T h e  C a s e  a g a i n s t  S e c t i o n  7 5  o f  t h e  C o n s u m e r  C r e d i t  A c t  1 9 7 4  i n  
C r e d i t  C a r d  t r a n s a c t i o n s ,  J o u r n a l  o f  B u s i n e s s  l a w ,  m a y,  2 0 1 1 , 2 0 1 1 , 4 6 4 .  

( 1 8 4 )  幡 新 大 実 『 イ ギ リ ス の 司 法 制 度 』（ 東 新 堂 、 2 0 0 9 年 ） 3 4 - 3 5 頁 参 照 。  
( 1 8 5 )  C C A  1 4 1 条  ( 2 ) に よ り 、 高 等 法 院 に 提 起 さ れ た 場 合 に は 不 適 切 な 提 起 と は 扱

わ れ ず 、 県 裁 判 所 に 移 送 す る こ と と さ れ て い る 。  
( 1 8 6 ) 日 本 弁 護 士 連 合 会 『 イ ギ リ ス 調 査 報 告 書 （ 2 0 0 3 ・ 9 / 2 2 - 2 3 、 1 0 / 7 追 加 調 査 ）』

2 - 4 項 ( h t t p : / / w w w. k a n t e i . g o . j p / j p / s i n g i / s i h o u / k e n t o u k a i / a c c e s s / d a i 2 1 / 2 1  s i r y o
u 2 .  p d f . 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 8 月 1 8 日 〕）、 小 林 明 彦 「 世 界 の 司 法 制

度 （ 1 ） イ ギ リ ス の 司 法 制 度 」 N B L 5 1 2 号 （ 1 9 9 2 年 ） 2 4 頁 参 照 。  
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( 1 8 7 )  イ ギ リ ス の 訴 訟 費 用 の 敗 訴 者 負 担 制 度 に お い て は 、 訴 訟 で 敗 訴 し た 者 に は 、

訴 訟 費 用 や 自 己 の 弁 護 士 等 の 費 用 負 担 に 加 え て 、 相 手 方 の 雇 用 し た 弁 護 士 費 用

で 裁 判 所 の 認 定 す る 合 理 的 範 囲 内 と さ れ る 費 用 の 支 払 い が 強 制 さ れ る こ と か

ら 、 敗 訴 者 に は 大 き な 負 担 と な る 。 一 方 、 弁 護 士 の 側 に お い て も 、 負 け た 場 合

に 何 ら 得 る も の が な い か ら 、 訴 訟 引 き 受 け 率 が 低 下 す る 一 方 で 、 敗 訴 の リ ス ク

を 避 け る た め 和 解 を 勧 め る と い う 傾 向 が あ る こ と が 指 摘 さ れ て い る 。 日 弁 連 ・

前 掲 注 ( 1 7 3 ) 1 2 頁 参 照 。  
( 1 8 8 )  林 屋 ・ 前 掲 注 ( 4 8 ) 2 9 9 頁 参 照 。  
( 1 8 9 )  林 屋 ・ 前 掲 注 ( 4 8 ) 3 0 2 頁 参 照 。 同 様 に 、 ト ラ イ ア ル （ 本 格 審 理 ） 前 の 準 備 段

階 で 9 割 以 上 が 和 解 等 に よ っ て 終 了 し て い る と の 報 告 も あ る 。 小 林 明 彦 ・ 前 掲

注 ( 1 8 6 )  2 3 頁 参 照 。  

( 1 9 0 )  C f .  h t t p : / / w w w . f i n a n c i a l - o m b u d s m a n . o r g . u k / a b o u t / i n d e x . h t m l 〔 終 閲

覧 ： 平 成 2 7 ( 2 0 1 5 )年 8 月 1 5 日 〕。 ( h t t p : / / w w w. f i n a n c i a l - o m b u d s m a n . o r g . u k / p u b l i c
a t i o n s /  f i r s t - a n n u a l - r e p o r t / a r - 1 9 9 9 - 2 0 0 0 . p d f〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 7 ( 2 0 1 5 ) 年 8
月 1 5 日 〕）。 な お 、 F O S は 、 2 0 0 0 年 の 金 融 サ ー ビ ス 市 場 法 （ F i n a n c i a l  S e r v i c
e s  a n d  M a r k e t  A c t :  F M S A ） 制 定 を 受 け 、 紛 争 解 決 に 関 し て 、 そ れ ま で 金 融

界 に お い て 業 界 団 体 ご と に 自 主 的 に 設 け ら れ て い た 8 つ の 仲 裁 機 関 や オ ン ブ ズ

マ ン 制 度 を 統 合 し て で き た 組 織 で あ る 。 横 井 眞 美 子 ＝ 川 名 剛 『 ア ジ ア の 資 本 市

場 育 成 と 消 費 者 保 護 制 度 に 対 す る 法 的 考 察 』「 第 2 章  先 進 国 の 事 例 ： 欧 州 、

英 国 、 米 国 」 日 本 貿 易 振 興 機 構 ア ジ ア 経 済 研 究 所 平 成 1 9 年 度 金 融 庁 委 託 研 究

（ 2 0 0 8 年 ） 3 1 頁 、 7 0 頁 参 照 。  
F O S に お け る 苦 情 処 理 は 、 F M S A の 付 属 規 定 1 7 お よ び こ れ に 基 づ い て 策 定

さ れ た F O S の 制 度 運 営 規 則 に 基 づ い て 実 施 さ れ る 。 手 続 は 、 ま ず 、 事 前 に 相

談 者 か ら 事 情 を 聞 き 、該 当 の 金 融 機 関 に 連 絡 し て 、双 方 で 解 決 に 向 け た 交 渉 を

開 始 し て も ら い 、苦 情 申 立 か ら 8 週 間 経 過 し て も 紛 議 が 未 解 決 の 場 合 に 、相 談

者 は F O S に 対 し て 解 決 処 理 の 申 立 て を 行 う こ と が で き る と さ れ る 。 解 決 処 理

の 申 立 内 容 が 法 律 に よ る 強 制 管 轄 に 該 当 す る 場 合 は 、 F O S が 和 解 に 向 け た 助

言 を 行 い 、調 停 案 を 提 示 し 、そ れ で も 解 決 に 至 ら な い と き は オ ン ブ ズ マ ン が 裁

定 を 下 す こ と で 解 決 を 図 る 。 F O S の こ の 裁 定 に は 法 的 拘 束 力 が あ る が 、 消 費

者 に 関 し て は 、こ の 提 案 内 容 を 受 け る か ど う か の 自 由 な 選 択 権 が あ り 、不 服 が

あ れ ば 、 裁 判 所 に 提 訴 で き る 。 だ が 、 こ れ に 対 し て 、 相 手 方 金 融 機 関 に 関 し て

は 、 F O S の 下 し た 裁 定 に 従 う 義 務 が あ る の で （ 裁 定 の 片 面 的 効 力 ）、 裁 定 を 不

服 と し て 金 融 機 関 の ほ う か ら 提 訴 す る こ と は で き な い 。 な お 、 こ の F O S の 裁

定 に つ い て は 、 イ ギ リ ス に お い て 執 行 が 可 能 と さ れ て い る 。 春 井 久 志 「 金 融 グ

ロ ー バ ル 化 の 下 に お け る 消 費 者 保 護 ― ― 訴 訟 外 紛 争 処 理 と オ ン ブ ズ マ ン 制 度 」

経 済 学 論 究 6 3 巻 2 号 （ 関 西 学 院 大 学 、 2 0 0 9 年 ） 7 0 頁 。（ 財 ） 日 本 証 券 経 済 研

究 所 編 『 外 国 証 券 関 係 法 令 集 （ イ ギ リ ス ・ 金 融 サ ー ビ ス 市 場 法 ）』（ 日 本 証 券 経

済 研 究 所 、 2 0 1 1 年 ） 3 6 7 頁 以 下 参 照 。  
( 1 9 1 )  T h e  i l l u s t r a t i v e  c a s e  s t u d i e s  a r e  b a s e d  b r o a d l y  o n  r e a l - l i f e  c a s e s ,  b u t  a r e  

n o t  p r e c e d e n t s .  
( 1 9 2 )  同 判 決 は 、 ” H a l s b u r y ’ s  S t a t u t e s  o f  E n g l a n d  a n d  W a l e s ” ,  B u t t e r w o r t h s , 4 t h  

e d . ,  2 0 0 6 , 1 3 1 . に C C A  7 5 条 ( 1 ) に 関 す る 判 例 と し て 収 録 さ れ て い る 。 し か し 、

7 5 条 に よ る 信 用 契 約 の 解 除 を 認 め な い 否 定 説 は 、 5 6 条 に よ り 、 解 除 が で き る

と し 、 そ の う え 絵 7 5 条 1 項 に よ る 請 求 を 認 め る べ き と す る 。 鹿 野 ・ 前 掲 注

( 1 4 1 ) 9 0 1 ( 2 8 1 ) 頁 参 照 。  
( 1 9 3 )  1 9 9 4 年 改 正 後 の 1 9 7 9 年 動 産 売 買 法 1 3 条 ( 2 B ) に は 、 満 足 す べ き 品 質 と し て

の 適 合 性 評 価 基 準 が 定 め ら れ て お り 、 外 観 及 び 仕 上 が り な ど と と も に 、 小 さ な

欠 陥 が な い こ と の 規 定 が 存 在 す る（ 同 条 ( c ) ）。【 判 例 3 】は 、中 古 車 に つ い て は 、

個 別 の 自 動 車 に よ り 、 ま た 価 格 に よ り 求 め ら れ る 品 質 が 異 な る と 考 え る の で あ

ろ う 。  
( 1 9 4 )  中 古 車 の 商 品 性 に 関 す る 担 保 責 任 に つ い て 判 断 し た 判 例 と し て 、 B a r t l e t t  v  

S i d n e y  M a r c u s  L t d .  [ 1 9 6 5 ]  1  W.  l .  R .  1 0 1 3 . が あ る 。 同 判 決 で は 、 ク ラ ッ チ に

故 障 が あ り 、修 理 し て 購 入 す る な ら 9 7 5 ポ ン ド 、そ の ま ま な ら 9 5 0 ポ ン ド で 購

入 で き る と こ ろ 、 購 入 者 は 自 分 で 修 理 す る こ と を 選 択 し た 。 と こ ろ が 、 他 に も

重 大 な 欠 陥 が あ り 、 8 4 ポ ン ド も 修 理 代 が か か っ た た め 、こ の 中 古 車 の 商 品 性 が

争 わ れ た が 、裁 判 所 は 、製 造 後 の 年 数 、価 格 、そ の 他 の 状 況 か ら 商 品 性 を 認 め 、

契 約 違 反 を 認 定 し な か っ た 。  
( 1 9 5 )  ブ ラ ッ セ ル 条 約 す な わ ち「 民 事 お よ び 商 事 事 件 に お け る 裁 判 管 轄 及 び 裁 判 の

執 行 に 関 す る 条 約 ( C o n v e n t i o n  o n  j u r i s d i c t i o n  a n d  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  
j u d g m e n t s  i n  c i v i l  a n d  c o m m e r c i a l  m a t t e r s ) 」 に よ り 、 不 動 産 を 巡 る 紛 争 に つ

い て の 管 轄 に つ い て は 、 当 該 不 動 産 の 所 在 地 と す る 旨 の 特 別 裁 判 管 轄 が 定 め ら

れ て い る 。  
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( 1 9 6 )  本 判 決 以 前 に は 、 同 様 の 争 点 に 関 し て 、 T r e v o r  &  E l i z a b e t h  J a r r e t t  v  

B a r c l a y s  B a n k  t / a  B a r c l a y c a r d  &  R o y a l  B a n k  o f  S c o t l a n d  ( u n r e p o r t e d  
d e c i s i o n  o f  C o l c h e s t e r  C o u n t y  C o u r t ,  A p r i l  1 9 ,  1 9 9 5 ) と 、 J o h n  v  B a r c l a y s  
B a n k  t / a  B a r c l a y c a r d  ( u n r e p o r t e d  d e c i s i o n  o f  M a y o r ` s  a n d  C i t y  o f  L o n d o n  
C o u n t y  C o u r t ,  3 0 / 0 4 / 9 6 )  の 消 費 者 敗 訴 事 例 が あ る 。 C f .  G I D N E Y ,  s u p r a  n o t e  
( 1 2 7 ) ,  a t  7 6 2 .  

( 1 9 7 )  1 9 8 9 年 ジ ャ ッ ク 委 員 会 報 告 書 が 、 銀 行 取 引 に 関 す る 消 費 者 保 護 が コ モ ン ・

ロ ー だ け で は 十 分 に 図 ら れ て い な い と し 、 銀 行 界 が 自 主 規 制 を 整 備 し な い 限 り

消 費 者 保 護 立 法 を す べ き と の 報 告 を 行 い 、こ れ を 受 け て 、 1 9 9 1 年 に「 銀 行 取 引

に 関 す る 顧 客 に 対 す る 情 報 提 供 お よ び 契 約 内 容 に 関 わ る 銀 行 等 の 金 融 機 関 の

自 主 規 制 （ T h e  B a n k i n g  C o d e ）」 と し て 整 備 さ れ た 。 山 下 友 信 『 金 融 法 務 研 究

会 報 告 書 （ 4 ） 消 費 者 と 銀 行 取 引 に お け る 法 律 問 題 に つ い て （ イ ギ リ ス ）』（ 全

銀 協 、 2 0 0 2 年 ） 2 0 - 2 1 頁 。 そ の 後 、 イ ギ リ ス 銀 行 協 会 は 、 1 9 9 5 年 の O F T の 報

告 書 を 受 け て 、 1 9 9 6 年 1 2 月 末 ま で の 期 間 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 海 外 で 利 用 し

た 場 合 に 、 決 済 額 を 限 度 と し て C C A  7 5 条 ( 1 ) の 請 求 に 応 じ る こ と を 、 法 的 義 務

の な い 自 主 協 定 （ V o l u n t a r y  A g r e e m e n t ） と し た う え 、 T h e  B a n k i n g  C o d e に

参 加 し た 。 野 村 美 明 「 英 国 消 費 者 法 の 域 外 適 用 と E U 域 内 市 場 」 ク レ ジ ッ ト 研

究 3 7 号 （ 2 0 0 6 年 ） 1 1 9 頁 参 照 。 な お 、 こ の 自 主 規 制 は 、 そ の 後 、 公 正 取 引 庁

の C C A  7 5 条 の 適 用 範 囲 の 見 直 し が 見 送 ら れ た こ と に よ り 、 撤 廃 さ れ た 。  
( 1 9 8 )  金 融 オ ン ブ ズ マ ン ・ サ ー ビ ス で は 、裁 定 に あ た っ て 、法 や 規 則 の 他 業 界 の 自

主 規 約 な ど も 参 照 の う え 、 何 が 公 正 で 合 理 的 か を 判 断 す る も の と さ れ て い る の

で 、 T h e  B a n k i n g  C o d e も 参 照 の 対 象 で あ る 。 小 倉 康 介 「 英 国 銀 行 サ ー ビ ス に

お け る 近 の 消 費 者 保 護 の 動 向 に つ い て ― ― バ ン キ ン グ ・ コ ー ド の 改 正 を 中 心

に 」 み ず ほ 欧 州 リ サ ー チ N o . 0 0 1（ み ず ほ 総 合 研 究 所 ロ ン ド ン 、 2 0 0 2 年 6 月 1 0
日 号 ） 3 頁 参 照 。  

( 1 9 9 )  イ ギ リ ス に お い て も 、わ が 国 の 加 盟 店 情 報 交 換 制 度（ 割 賦 販 売 法 3 5 条 の 2 0
等 ） と 同 様 に 問 題 の あ る 加 盟 店 に つ い て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 等 の 加 盟 店 か ら 排

除 す る 全 国 小 売 店 警 告 サ ー ビ ス 制 度 を 運 営 し て い る 。 そ の 制 度 を 運 用 す る こ と

で 不 正 や 問 題 の あ る 販 売 店 を 排 除 し て い る と 考 え ら れ る 。 な お 、 登 録 さ れ て い

た 販 売 店 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 対 し て 、 紛 争 解 決 を 申 し 出 た 例 が F O S の

C a s e と し て 2 件 あ る の で 紹 介 す る 。  
【 裁 定 i 】 O m b u d s m a n  n e w s  i s s u e  1 2 :  c a s e  s t u d i e s  -  w i t h d r a w a l  o f  m e r c h a n t  

a c q u i r i n g  f a c i l i t i e s  1 2 / 1 2  
〔 事 案 の 概 要 〕 S 社 は 女 性 向 け フ ァ ッ シ ョ ン 衣 料 店 で あ っ た が 、2 0 0 0 年 1

月 1 5 日 ア ク ワ イ ア ラ で あ る カ ー ド 会 社 か ら 1 か 月 前 に 行 わ れ た 1 4 取 引 （ 総

計 3 , 0 0 0 ポ ン ド ）の 売 上 票 に つ い て 質 問 を 受 け た 。高 額 の 詐 欺 的 な 取 引 が あ っ

た こ と を 理 由 に 、 6 , 0 0 0 ポ ン ド が チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク さ れ る こ と に な る か ら で あ

る 。 終 的 に S 社 と そ の 代 表 者 が 全 国 小 売 店 警 告 サ ー ビ ス に 登 録 さ れ 、 4 , 0 0 0
ポ ン ド が チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク さ れ 、 他 の 会 社 に も 通 知 さ れ た 。 こ れ に 対 し て 、 S
社 の 代 表 者 は 、会 社 お よ び 代 表 者 名 の 登 録 は 名 誉 棄 損 で あ り 、カ ー ド 会 社 の 取

引 口 座 の 処 理 に よ り 会 社 が 別 途 損 害 を 受 け た と 主 張 し た 。  
〔 裁 定 〕 S 社 に お い て 相 当 数 の ク レ ジ ッ ト 売 り 上 げ が 増 加 し た の は 事 実 で

あ り 、カ ー ド 会 社 は 適 切 な 警 告 を 発 し た 。カ ー ド 会 社 に は 加 盟 店 契 約 に 基 づ い

て 、 通 知 な く 取 り 扱 い を 停 止 し 6 , 0 0 0 ポ ン ド を 取 得 す る 権 限 が あ る 。 し か し 、

同 社 も 詐 欺 の 犠 牲 者 で あ る こ と か ら 、 F O S は 、 代 表 取 締 役 に 2 0 0 0 ポ ン ド の 支

払 い を 伝 え た 。 ま た 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク ル ー ル の 厳 格 な 期 限 に 従 え ば 、 S 社 は

適 切 な 時 期 に 売 上 票 の コ ピ ー を 与 え て い る こ と か ら 、 F O S は 、 6 , 0 0 0 ポ ン ド を

戻 し 、追 加 し て 遅 延 損 害 金 と 逸 失 利 益 、迷 惑 料 と し て 1 , 7 5 0 ポ ン ド の 支 払 い を

提 案 し た 。  
【 裁 定 i i 】O m b u d s m a n  n e w s  i s s u e  1 2 :  c a s e  s t u d i e s  -  w i t h d r a w a l  o f  m e r c h a n t  

a c q u i r i n g  f a c i l i t i e s  1 2 / 1 3 r e g i s t e r i n g  f r a u d  w i t h  t h e  N a t i o n a l  
M e r c h a n t  A l e r t  S e r v i c e  

〔 事 案 の 概 要 〕  車 の 修 理 と 改 造 を 行 う 個 人 商 人 「 A エ ン ジ ニ ア リ ン グ 」 は

父 の 代 か ら ク レ ジ ッ ト カ ー ド 加 盟 店 で あ っ た 。 1 9 9 7 年 に 加 盟 店 契 約 は 改 訂 さ

れ 、新 条 件 と し て 、詐 欺 の 場 合 は 通 知 な し で 加 盟 店 契 約 が 解 除 さ れ る こ と と な

っ た 。 そ の 後 、 同 年 の 遅 い 時 期 に 、 こ の 店 が 詐 欺 の タ ー ゲ ッ ト と さ れ 、 1 9 , 0 0 0
ポ ン ド の 詐 欺 が 判 明 し た 後 、 さ ら に 7 4 , 0 0 0 ポ ン ド の 別 の 詐 欺 も 判 明 し た 。 そ

こ で 、カ ー ド 会 社 は 加 盟 店 契 約 を 終 了 さ せ た う え 、 A エ ン ジ ニ ア リ ン グ を 全 英

小 売 商 警 告 サ ー ビ ス に 登 録 し た 。  
〔 裁 定 〕 A は 、3 年 前 か ら 別 の カ ー ド 会 社 と 提 携 す る こ と を 考 え て い た が 、

取 り 扱 い が で き ず 、本 件 登 録 に よ り 莫 大 な 損 害 を 受 け た 。カ ー ド 会 社 が 選 択 し

た 登 録 と い う オ プ シ ョ ン は 、 あ た か も A を 悪 人 扱 い し て い る よ う に 見 え る と
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し て 、 F O S は 、 2 , 0 0 0 ド ル を 慰 謝 料 と し て 払 う こ と を 提 案 し た 。   

( 2 0 0 )  わ が 国 で は 、 当 初 「 購 入 者 の た め に 商 行 為 と な る も の に 係 る 販 売 」 が 、 割 賦

販 売 法 、 訪 問 販 売 法 共 通 の 適 用 除 外 と さ れ て い た 。 し か し 、 こ れ に 対 し て は 、

金 地 金 の 購 入 な ど 購 入 の 際 に 、 資 産 形 成 的 （ 投 機 ） 的 意 思 が あ れ ば 形 式 的 に 商

行 為 （ 商 法 5 0 1 条 1 号 ） に 該 当 し 、 保 護 が 受 け ら れ な い と の 批 判 が あ っ て 、 昭

和 6 3 ( 1 9 8 8 ) 年 改 正 の 際 に 、「 商 行 為 」 か ら 「 営 業 の た め に も し く は 営 業 と し て 」

行 っ た 契 約 に 変 更 さ れ 、 割 賦 販 売 法 も 、 そ の 後 同 様 の 改 正 を 受 け た 。 割 賦 販 売

法 3 5 条 の 3 の 6 0 第 1 項 1 号 、 第 2 項 1 号 、 消 費 者 契 約 法 第 2 条 1 項 。  
( 2 0 1 )  C C A  1 8 7 条 の 定 義 に よ れ ば 、《 I n d i v i d u a l 》 に は 、《 P a r t n e r s h i p 》 と

《 U n i n c o r p o r a t e d  B o d y （ 法 人 格 の な い 団 体 ）》 を 含 む と さ れ て い た 。 そ の 後 、

2 0 0 6 年 C C A 改 正 に 伴 う E x e m p t i o n  A g r e e m e n t の 改 訂 に よ り 、 法 人 格 の な い

団 体 に つ い て は 、 3 名 以 内 の 構 成 員 に よ る 団 体 に 制 限 さ れ て い る 。  
( 2 0 2 )  2 0 0 6 年 消 費 者 信 用 法 第 1 8 9 条 1 項 。 小 出 篤 「 英 国 に お け る 消 費 者 信 用 法 制

改 革 ― ― 2 0 0 6 年 消 費 者 信 用 法 を 中 心 に 」ジ ュ リ 1 3 7 2 号（ 2 0 0 9 年 ）1 4 0 頁 参 照 。  
( 2 0 3 )  当 初 の 5 , 0 0 0 ポ ン ド か ら 2 5 , 0 0 0 ポ ン ド に 引 き 上 げ ら れ 、2 0 0 6 年 に 上 限 規 制

は 撤 廃 さ れ た 。 C f .  C o n s u m e r  C r e d i t  A c t  2 0 0 6 ,  C h .  1 4 ,  s .  2  ( E n g . ) ( 1 ) ( b ) .  小

出 ・ 前 掲 注 ( 2 0 2 ) 1 4 0 頁 参 照 。  
( 2 0 4 )  古 く か ら 、商 品 瑕 疵 の 問 題 は 、中 古 車 の 販 売 に 関 し て 争 わ れ て き た 。B a r t l e t t  

v  S i d n e y  M a r c u s  L T D .  [ 1 9 6 5 ]  1  W.  L .  R .  1 0 1 3 .  砂 田 ・ 前 掲 注 ( 1 5 5 )  9 1 頁 参 照 。  
( 2 0 5 )  春 井 ・ 前 掲 注 ( 1 9 0 ) 7 4 頁 参 照 。  
( 2 0 6 )  横 井 ＝ 川 名 ・ 前 掲 注 ( 1 9 0 ) 3 2 頁 参 照 。  
( 2 0 7 )  春 井 ・ 前 掲 注 ( 1 9 0 ) 7 5 - 7 6 頁 参 照 。  
( 2 0 8 )  木 下 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 3 9 6 頁 参 照 。  
( 2 0 9 )  「 回 避 可 能 な 結 果 の ル ー ル ( A v o i d a b l e  C o n s e q u e n c e s  R u l e ) 」「 損 害 軽 減 義 務

( D u t y  o f  M i t i g a t i n g  D a m a g e ) 」 と 呼 ば れ る 。 樋 口 ・ 前 掲 注 ( 1 6 4 ) 3 0 2 頁 、 楪 博

行 『 ア メ リ カ 民 事 法 入 門 』（ 勁 草 書 房 、 2 0 1 3 年 ） 1 1 0 - 1 1 1 頁 参 照 。  
( 2 1 0 )  昭 和 5 9 ( 1 9 8 4 ) 年 割 賦 販 売 法 の 施 行 に 際 し て は 、 抗 弁 事 由 に つ き 、「 購 入 者 保

護 の 観 点 か ら 、 で き る だ け 広 く 解 す べ き で あ り 、 原 則 と し て 商 品 の 販 売 に つ い

て 販 売 業 者 に 対 し て 主 張 し う る 事 由 は 、 お よ そ こ れ を も っ て あ っ せ ん 業 者 に 対

抗 す る こ と が で き る 事 由 に な る と 解 す る 」 と の 通 達 が 発 出 さ れ た 。 通 商 産 業 省

産 業 政 策 局 取 引 信 用 室 監 修 『 ク レ ジ ッ ト 関 連 通 達 集 』（ 日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協

会 、 1 9 9 4 年 ） 8 0 頁 。  
( 2 1 1 )  現 行 割 賦 販 売 法 3 5 条 の 3 の 8 第 9 号 、 同 施 行 規 則 7 9 条 1 5 - 1 7 号 に よ り 、

供 給 者 の 契 約 時 に 、 商 品 ・ 指 定 権 利 の 販 売 の 条 件 と な る 役 務 、 指 定 権 利 の 販 売

ま た は 役 務 の 提 供 の 条 件 と な る 商 品 、 商 品 の 販 売 ま た は 指 定 権 利 の 販 売 の 条 件

と な る 権 利 に つ い て 、 そ の 内 容 を 書 面 に 記 載 し て 交 付 す べ き こ と が 定 め ら れ て

い る 。  
( 2 1 2 )  判 例 で は 、具 体 的 に ど の 程 度 の 抗 弁 を 認 め る か を 判 断 し た も の は 見 出 せ な か

っ た が 、 し か し 、 抗 弁 事 由 は 「 で き る だ け 広 く 解 す べ き 」 と さ れ て い る こ と か

ら（ 前 掲 注 ( 2 1 0 ) 参 照 ）、契 約 の 目 的 の 達 成 に か か わ る 付 帯 役 務 の 提 供 で は な い 、

軽 微 な 「 お ま け 」 的 な 約 束 で あ っ て も 、 そ の 不 履 行 に よ り 、 一 定 額 の 減 額 対 応

を 余 儀 な く さ れ る 場 合 も 、 筆 者 の 実 務 経 験 上 多 く 見 ら れ る 。  
( 2 1 3 )  田 中 亘 「 契 約 違 反 に 関 す る 法 の 経 済 分 析 ― ― 強 制 履 行 を 認 め る 法 体 系 の 意

義 」 社 会 科 学 研 究 6 2 巻 2 号 （ 2 0 1 1 年 ） 3 頁 、 安 藤 誠 二 「 契 約 違 反 と 瑕 疵 治 癒

費 用 ― ― ラ ッ ク ス レ イ 電 工 社 事 件 貴 族 院 判 決 を 主 題 に 」海 事 法 研 究 会 誌 1 3 1 号

（ 1 9 9 6 年 ） 4 1 頁 。 そ の 他 、 幡 新 ・ 前 掲 注 ( 7 7 ) 、 樋 口 ・ 前 掲 注 ( 1 6 4 ) 、 田 島 ・ 前

掲 注 ( 5 2 )  、 島 田 真 琴 ・ 前 掲 注 ( 1 7 4 ) な ど 参 照 。  
( 2 1 4 )  支 払 停 止 の 抗 弁 権 に つ き 、 割 賦 販 売 法 3 0 条 の 4 、 同 3 5 条 の 3 の 1 9 。 個 別

信 用 購 入 あ っ せ ん 契 約 の 解 除 に つ き 、割 賦 販 売 法 3 5 条 の 3 の 1 3 、 3 5 条 の 3 の

1 4 ， 3 5 条 の 3 の 1 5 、 3 5 条 の 3 の 1 6 。 過 量 販 売 に お け る 立 替 金 の 返 還 義 務 に

つ き 、 割 賦 販 売 法 3 5 条 の 3 の 1 2 。  
( 2 1 5 )  一 般 に は 、カ ー ド 会 社 と 小 売 店 な ど 複 数 の 会 社 が 提 携 し て 一 枚 の カ ー ド を 発

行 し た 場 合 を 指 し 、 ダ ブ ル カ ー ド と も い わ れ る が （ 岩 崎 和 夫 編 著 『 ク レ ジ ッ ト

用 語 辞 典 』（ 近 代 セ ー ル ス 社 、 1 9 8 5 年 ） 1 1 8 頁 、 1 3 2 頁 ）、 こ の 場 合 は 、 チ ャ ー

ジ カ ー ド と デ ビ ッ ト カ ー ド と い う 複 数 の 機 能 を 使 い 分 け る こ と が で き る カ ー

ド を 指 し て い る 。  
( 2 1 6 )  デ ビ ッ ト カ ー ド は 、① 銀 行 と オ ン ラ イ ン で 利 用 時 に 即 時 に 銀 行 口 座 か ら 、引

落 が 行 わ れ る オ ン ラ イ ン デ ビ ッ ト が 原 則 で あ る が 、 か つ て は ② V I S A 、

M a s t e r C a r d  の よ う な 国 際 ク レ ジ ッ ト ネ ッ ト ワ ー ク と 接 続 し 、 オ ン ラ イ ン の ほ

か 、 数 日 後 に 銀 行 口 座 か ら 引 落 が さ れ る オ フ ラ イ ン デ ビ ッ ト が あ っ た 。 こ の う

ち ② の オ フ ラ イ ン デ ビ ッ ト カ ー ド は 、 国 際 ブ ラ ン ド の 決 済 ネ ッ ト ワ ー ク を 使 用

し 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 ・ チ ャ ー ジ カ ー ド 取 引 と 同 様 会 員 の サ イ ン が 必 要 で
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あ る 。 し か し 、 イ ギ リ ス で は 、 2 0 0 2 年 以 降 E M V カ ー ド （ I C チ ッ プ 搭 載 ） が 導

入 さ れ 、 現 在 は オ ン ラ イ ン で P I N （ 暗 証 番 号 ） の 入 力 が 必 要 と な っ て い る 。 和

田 ・ 前 掲 注 ( 1 1 4 )  6 9 頁 、 和 田 文 明 「（ 海 外 事 情 ） ア メ リ カ の デ ビ ッ ト カ ー ド の

新 動 向 」 カ ー ド ウ ェ ー ブ 1 9 巻 2 号 （ 2 2 1 号 、 2 0 0 6 年 ） 4 6 頁 参 照 。 本 件 は 、

② オ フ ラ イ ン デ ビ ッ ト の 事 案 の よ う で あ る 。  
( 2 1 7 )  こ れ は 、ア メ リ カ の フ ラ ン ク リ ン ・ ナ シ ョ ナ ル 銀 行 が 初 に 発 行 し た カ ー ド

の 名 称 で あ る が 、 一 般 に は 、 翌 月 ま た は 翌 々 月 に 一 括 払 い す る 専 用 の ク レ ジ ッ

ト カ ー ド を 指 す 。末 藤 高 義『 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 辞 典（ 第 3 版 ）』（ 民 事 法 研 究 会 、

2 0 1 1 年 ） 2 2 頁 、 岩 崎 ・ 前 掲 注 ( 2 1 5 ) 1 3 8 頁 参 照 。  
( 2 1 8 )  エ ク イ テ ィ 裁 判 所 に 提 訴 し た の は 、コ モ ン ・ ロ ー の 規 範 と エ ク イ テ ィ の 規 範

が 接 触 す る 場 合 は 、 制 定 法 に 定 め に な い 限 り 、 エ ク イ テ ィ が 優 先 す る と さ れ て

い る か ら で あ る 。 C f .  S u p r e m e  C o u r t  o f  J u d i c a t u r e  A c t  1 8 7 3 ,  s  2 5 ,  S u p r e m e  
C o u r t  A c t  1 9 8 1 ,  s  4 9 .  な お 、 大 法 官 府 裁 判 所 ( C o u r t  o f  C h a n c e r y ) は 、 1 8 7 3 年

高 裁 判 所 法 （ t h e  J u d i c a t u r e  A c t  1 8 7 3 ） で 廃 止 さ れ た が 、 そ の 他 の 古 い 裁 判

所 と と も に 、 高 等 法 院 （ H i g h  C o u r t ） の 衡 平 法 部 （ C h a n c e r y  D i v i s i o n ） に 設

置 さ れ 、 エ ク イ テ ィ と コ モ ン ・ ロ ー の 双 方 の 案 件 を 扱 う 。 な お 、 双 方 の 準 則 に

「 抵 触 と 相 違 ( c o n f l i c t  o r  v a r i a n c e ) 」 が あ る 場 合 に は 、 高 裁 判 所 法 2 5 条 に

よ り 、 エ ク イ テ ィ の 優 先 適 用 に よ る 救 済 を 求 め る こ と が で き る 。 ウ イ リ ア ム ズ

( 庭 山 ＝ 戒 能 ＝ 松 浦 訳 )・ 前 掲 注 ( 1 1 9 ) 9 - 1 2 頁 、 4 1 - 4 6 頁 。 戒 能 通 厚 編 『 現 代 イ ギ

リ ス 法 辞 典 』（ 新 世 社 、 2 0 0 3 年 ） 4 6 頁 参 照 。  
( 2 1 9 )  C o n s u m e r  C r e d i t  A c t  2 0 0 6 ,  O r d e r  2 0 1 0 ,  S I  2 0 1 0 / 1 0 1 0 ,  R e g  2  2 , 2 4 C に よ

り 、 現 在 は 3 か 月 以 内 の 一 回 払 い で 支 払 う 口 座 信 用 は 、 C C A  7 5 条 ( 3 ) ( c ) に よ り

適 用 除 外 で あ る 旨 が 明 記 さ れ た 。  
( 2 2 0 )  法 律 の 適 用 に お い て は 、制 定 法 は 、常 に コ モ ン ・ ロ ー と エ ク イ テ ィ に 優 先 す

る 。 C f .  S u p r e m e  C o u r t  A c t  1 9 8 1 ,  s  4 9 ( 1 ) .  高 窪 ・ 前 掲 注 ( 6 9 ) 6 1 - 6 2 頁 。 し た が

っ て 、 コ モ ン ・ ロ ー の ル ー ル と エ ク イ テ ィ の ル ー ル を 比 較 し て も 、 そ れ ら の ル

ー ル が 制 定 法 上 に 改 正 と し て 見 直 し が な さ れ て い れ ば 、 制 定 法 が 優 先 し て 適 用

さ れ る こ と に な る 。  
( 2 2 1 )  高 窪 ・ 前 掲 注 ( 6 9 ) 2 0 0 頁 参 照 。  
( 2 2 2 )  C o n s u m e r  C r e d i t  ( E x e m p t  A g r e e m e n t )  O r d e r  1 9 8 9 :  S I  1 9 8 9 / 8 6 9  A r t .  3  

( 1 ) ( a ) ( b ) .  
( 2 2 3 )  売 主 と 売 買 契 約 を 締 結 し た の は 家 族 で あ る が 、一 般 的 な カ ー ド で は 、本 人 会

員 が そ の 支 払 義 務 負 担 し て お り 、 割 賦 販 売 法 3 0 条 の 4 は 、 ｢購 入 者 ま た は 役 務

の 提 供 を 受 け る 者 は … … 支 払 い 分 の 請 求 を 受 け た と き は … … 割 賦 購 入 あ っ せ

ん 業 者 に 対 抗 で き る ｣ と さ れ て い る の で 、 本 人 会 員 は 購 入 者 で は な い が 請 求 を

受 け る の で 、 そ の と き に 家 族 会 員 の 購 入 商 品 等 の 瑕 疵 を 援 用 し て 、 支 払 停 止 が

可 能 に な る 。 な お 、 連 帯 保 証 人 に 関 し て は 、 主 債 務 者 と 同 様 に 、 支 払 い 抗 弁 を

援 用 で き る と す る 判 決 が あ る 。 大 判 昭 和 5 年 1 0 月 3 1 日 民 集 9 巻 1 0 1 8 頁 。 芳

田 圭 一 「 連 帯 保 証 人 か ら の 引 渡 未 了 の 抗 弁 ｣ 梶 村 ＝ 深 澤 ＝ 石 田 『 全 訂 版 割 賦 販

売 法 』（ 青 林 書 院 、 2 0 0 4 年 ） 4 9 1 頁 。  
( 2 2 4 )  イ ギ リ ス で は 、 1 8 7 0 年 及 び 1 8 8 2 年 の 既 婚 女 性 財 産 法 ( M a r r i e d  W o m e n ' s  

P r o p e r t y  A c t  1 8 7 0 ,  1 8 8 2 ) に よ り 夫 婦 別 産 制 の 原 則 が 明 確 化 さ れ 、 1 9 3 5 年 の 法

律 改 革 （ 既 婚 女 性 お よ び 不 法 行 為 者 ） 法 ( L a w  R e f o r m  ( M a r r i e d  W o m e n  a n d  
To r t f e a s o r s )  A c t  1 9 3 5 ) に よ っ て 、夫 婦 別 産 制 が 確 立 し た と さ れ る 。浅 見 公 子「 イ

ギ リ ス の 夫 婦 財 産 制 の 諸 問 題 ― ― 戦 後 の 判 例 の 発 展 」 北 法 1 0 巻 1 - 4 号 （ 1 9 6 0
年 ） 1 6 5 頁 。 三 宅 篤 子 「 現 行 夫 婦 別 産 制 の 問 題 点 」 熊 本 学 園 社 会 関 係 研 究 1 巻

1 号 （ 1 9 9 5 年 ） 1 5 0 頁 参 照 。  
( 2 2 5 )  C f .  O F T , “ C o n n e c t e d  L e n d e r  L i a b i l i t y ,  A  R e v i e w  b y  t h e  D i r e c t o r  G e n e r a l  

o f  F a i r  T r a d i n g  o n  s e c t i o n  7 5  o f  C o n s u m e r  C r e d i t  A c t  1 9 7 4 ” ,  M a r c h  
1 9 9 4 , O F T, 1 9 9 4 , 3 0 - 3 1 .  

( 2 2 6 ) 鹿 野 ・ 前 掲 注 ( 1 4 1 ) 9 0 9 ( 2 8 9 ) 頁 参 照 。  
( 2 2 7 )   《 S o l i c i t o r 》 は 、 一 般 に 「 事 務 弁 護 士 」 と 訳 さ れ て お り 、 訴 訟 準 備 の 事 務

を 負 う 弁 護 士 で あ り 、 裁 判 所 の 弁 論 は 、《 B a r r i s t e r 》 が 担 当 す る と さ れ る が 、

県 裁 判 所 な ど 下 位 裁 判 所 に お い て は 、《 S o l i c i t o r 》で あ っ て も 弁 論 権 を 有 す る 。

大 木 ・ 大 木 ＝ 中 村 編 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 3 2 頁 参 照 。  
( 2 2 8 )  専 門 家 責 任 お よ び C C A  7 5 条 ( 1 ) の 請 求 を 怠 っ た と し て 提 訴 さ れ た 類 似 事 件

と し て T h o m s o n  S n e l l  &  P a s s m o r e  ( A  F i r m )  v  R o s a  ( C A )  [ 2 0 0 0 ]  P N L R  3 7 8 .  
( 2 2 9 )  「 通 常 期 待 さ れ る 技 能 と 注 意 義 務 を も っ た ( w i t h  r e a s o n a b l e  s k i l l  a n d  

c a r e ) 」 作 業 が な さ れ る こ と が 、 黙 示 の 「 契 約 条 件 」 と な る こ と が 、 制 定 法 で 明

確 に さ れ た の は 、 1 9 8 2 年 動 産 役 務 提 供 法 ( S u p p l y  o f  G o o d s  a n d  S e r v i c e s  A c t  
1 9 8 2 ) 以 降 で あ る 。  

( 2 3 0 )  L i m i t a t i o n  A c t  1 9 8 0 で は 、 製 品 欠 陥 に よ る 人 身 へ の 侵 害 に つ き 3 年 （ 同 法
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1 1 A 条 ） で あ る が 、 不 法 行 為 に 基 づ く も の 、 簡 易 な 契 約 に 基 づ く も の 、 回 復 可

能 な 損 害 賠 償 に つ い て は 、訴 訟 原 因 発 生 日 か ら 原 則 と し て 6 年 と さ れ て い る（ 同

法 2 条 、 5 条 、 9 条 ）。  
( 2 3 1 )  同 指 令 は 、 E U 加 盟 国 の 低 限 の 調 和 を 目 指 す も の で あ り 、 加 盟 国 の 法 制 度

は 維 持 さ れ て い る の で 法 改 正 し な い 限 り 6 年 間 の ま ま と な る 。 北 居 功 「 第 8 章

E U 契 約 法 」 庄 司 克 宏 編 『 E U 法 ・ 実 務 編 』（ 岩 波 書 店 、 2 0 0 8 年 ） 2 3 9 頁 参 照 。 
( 2 3 2 ) 鹿 野 ・ 前 掲 注 ( 1 4 1 ) 9 0 5 ( 2 8 5 ) 頁 参 照 。  

な お 、【 判 例 1 3 】 の 判 旨 中 に は 、 海 外 取 引 の 割 合 が 1 0 % を 超 え て い る と の 記 述

が あ る 。  
( 2 3 3 ) 鹿 野 ・ 前 掲 注 ( 1 4 1 ) 9 0 9 ( 2 8 9 ) 頁 参 照 。 な お 、  F O S の 裁 定 （【 裁 定 1 】） に も あ

る よ う に 、 銀 行 協 会 が 一 時 期 自 主 協 定 と し て 海 外 適 用 を 認 め て い た 。 し か し 、

こ れ を 法 的 な 義 務 と し た 場 合 に は 、 特 に 供 給 者 の 損 害 賠 償 責 任 が 大 き い 事 案 や 、

多 数 の 犠 牲 者 の 出 た 事 故 な ど の 場 合 に 特 に 大 き な 問 題 と な る と 考 え ら れ た 。C f .  
G I D N E Y ,  s u p r a  n o t e  ( 1 2 7 ) ,  a t  7 6 2 .  

  一 方 、 O F T は 、 海 外 で の カ ー ド 取 引 で も 国 内 取 引 と 同 様 に 「 取 決 め 」 が 存 在

す る こ と を 理 由 に 7 5 条 の 適 用 を 肯 定 し て い た 。 ま た 、 実 質 的 な 衡 量 面 か ら も

妥 当 と し て い た 。 C f .  O F T ,  s u p r a  n o t e  ( 2 2 5 ) ,  a t  2 7 - 2 8 .  
( 2 3 4 )  本 件 の 判 決 内 容 に つ い て は 、 野 村 美 明 ・ 前 掲 注 ( 1 9 7 ) 1 2 0 - 1 2 5 頁 に 詳 細 な 分

析 が あ る 。 控 訴 審 判 決 （【 判 例 1 2 】） に つ い て は 、 村 本 武 志 「 ク レ ジ ッ ト 契 約 に

お け る 審 判 業 者 の 加 盟 店 管 理 責 任 ― ― O F T 対 ロ イ ズ T S B ほ か 2 名 間 の 事 件 判

決 を 素 材 に し て 」消 費 者 法 ニ ュ ー ス 7 0 号（ 2 0 0 7 年 ）1 3 - 2 5 頁 、貴 族 院 判 決（【 判

例 1 3 】） に つ い て は 、 岡 小 夜 子 「 重 要 裁 判 例 紹 介 （ 英 国 高 裁 ） カ ー ド 会 社 の

決 済 代 行 業 者 に よ る 消 費 者 被 害 の 責 任 」消 費 者 法 ニ ュ ー ス 9 0 号（ 2 0 1 2 年 ）3 3 3
頁 参 照 。  

( 2 3 5 )  O F T が C C A  7 5 条 の 関 連 貸 主 の 責 任 範 囲 の 見 直 し 論 議 を 行 っ て い た 1 9 9 6 年

頃 、銀 行 協 会 は 、海 外 取 引 に C C A  7 5 条 の 適 用 を 認 め て い た 。な お 、こ の 時 期 、

消 費 者 団 体 な ど は 、 C C A  7 5 条 の 見 直 し に 反 対 し 、 四 当 事 者 間 取 引 ・ 海 外 取 引

に も C C A  7 5 条 の 適 用 が あ る と の 見 解 を 示 し て い た 。 当 時 は 、 海 外 へ の メ ー ル

オ ー ダ ー と 、 フ ラ ン ス な ど へ の 日 帰 り の 買 い 物 観 光 で の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 使 用

の 例 が あ っ た が 、 電 子 商 取 引 の 利 用 で 徐 々 に 海 外 利 用 件 数 が 増 え つ つ あ っ た 時

期 で あ り 、 ク レ ー ム 件 数 の 全 体 に 占 め る 割 合 は ほ ん の わ ず か で あ っ た 。 C f .  
N A T I O N A L  C O N S U M E R  C O U N C I L  [ h e r e i n a f t e r  N C C ] ,  C r e d i t  C a r d s  a n d  
C o n n e c t e d  L e n d e r  L i a b i l i t y :  N a t i o n a l  C o n s u m e r  C o u n c i l ' s  R e s p o n s e  t o  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  T r a d e  a n d  I n d u s t r y ' s  C o n s u l t a t i o n  D o c u m e n t , ” 1 ,  J u n e ,  1 9 9 6 ,  
N C C ,  1 9 9 6 , 9 - 1 1 .  

( 2 3 6 )  こ れ は 、 1 9 9 8 年 5 月 1 9 日 E U 指 令 （ I n j u n c t i o n  D i r e c t i v e ） に 対 応 し て 発

出 さ れ た イ ギ リ ス T h e  S t o p  N o w  O r d e r  ( E . C .  D i r e c t i v e )  R e g u l a t i o n  2 0 0 1 が

適 用 さ れ る 結 果 、 E U の 消 費 者 信 用 指 令 違 反 を 理 由 に 差 止 手 続 を 求 め ざ る を 得

な い と い う 立 場 で あ っ た 。 村 本 ・ 前 掲 注 ( 2 3 4 ) 1 6 - 1 7 頁  
( 2 3 7 )  田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 2 3 2 頁 参 照 。 わ が 国 で も 、 公 法 上 の 法 律 関 係 に 関 す る

訴 え は 、 行 政 事 件 訴 訟 法 4 条 に 基 づ く ｢公 法 上 の 法 律 関 係 に 関 す る 訴 訟 ｣の 一 つ

と 考 え ら れ て い る 。  
( 2 3 8 )  村 本 ・ 前 掲 注 ( 2 3 4 ) 1 8 - 1 9 頁 参 照 。  
( 2 3 9 )  村 本 ・ 前 掲 注 ( 2 3 4 ) 1 7 頁 、 2 0 頁 参 照 。  
( 2 4 0 )  C f .  O F T ,  s u p r a  n o t e  ( 2 2 5 ) ,  a t 2 6 ;  G I D N E Y ,  s u p r a  n o t e  ( 1 2 7 ) ,  a t  7 6 2 - 7 6 3 .  な

お 、 そ の 他 、 C C A  7 5 条 ( 1 ) が 、 海 外 供 給 者 へ の 適 用 を 意 図 し て い な い こ と を 示

す 根 拠 と し て 、 6 7 条 か ら 7 4 条 に お け る 解 約 権 や ク ー リ ン グ ・ オ フ の 権 利 、 解

約 の 通 知 や 返 金 に つ い て の 規 定 は 、 イ ギ リ ス 国 内 で し か 実 質 機 能 し な い こ と が

主 張 さ れ て い る 。  
( 2 4 1 )  イ ギ リ ス に お い て カ ー ド 発 行 が 急 速 に 伸 び る の は 、 1 9 8 0 年 代 後 半 に な っ て

か ら で あ る 。 ま た 、 ジ ャ ッ ク 卿 は 、 銀 行 の 発 行 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド も 同 様 に

小 売 商 と の 共 同 事 業 で あ る と 述 べ て い る が 、 こ れ は 、 明 確 な 提 携 関 係 が あ る 三

当 事 者 型 を 念 頭 に 置 い た 発 言 で あ る と 考 え ら れ 、 当 時 は ま だ M a s t e r C a r d が イ

ギ リ ス で 、 発 行 さ れ て い な い 時 点 で あ っ た こ と か ら も 、 ほ と ん ど 念 頭 に な か っ

た の で は な い か と 考 え ら れ る 。  
( 2 4 2 )  C f .  H A N S A R D , C o n s u m e r  C r e d i t  B i l l ,  H L  D e b  3 0  A p r i l  1 9 7 4  V o l . 3 5 1  c c

 3 3 - 8 2 ,  4 1 - 4 2 . ( h t t p : / / h a n s a r d . m i l l b a n k s y s t e m s . c o m / l o r d s / 1 9 7 4 / a p r / 3 0 / c o n s u m
e r - c r e d i t -  b i l l - h l - 1 # S 5 LV  0 3 5 1 P 0 _ 1 9 7 4 0 4 3 0 _ H O L _ 2 9 6 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2
0 1 3 ) 年 9 月 2 3 日 〕）  

( 2 4 3 )  C f .  C o n s u m e r  C r e d i t  ( E x e m p t  A g r e e m e n t )  O r d e r  1 9 8 9 ,  S I  1 9 8 9 / 8 6 9 ,  a s  
a m e n d e d  b y  S I  1 9 8 9 / 1 8 4 1 ,  S I  1 9 8 9 / 2 3 3 7 。  

( 2 4 4 )  B a l d r y  a n d  a n o t h e r  v  F i r s t  N a t i o n a l  B a n k  P l c .  [ C o u r t  o f  A p p e a l  ( C i v i l  
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D i v i s i o n )  5  O c t o b e r  1 9 9 8 .  本 件 は 、 不 動 産 に 関 連 す る 権 利 の 管 轄 裁 判 所 が 、

欧 州 裁 判 所 管 轄 条 約 1 6 条 1 項 に よ り 、不 動 産 の 所 在 地 で あ る こ と か ら 、C C A  7 5
条 の 請 求 が イ ギ リ ス の 裁 判 所 で 可 能 か が 争 わ れ 、 9 年 余 り 判 断 さ れ ず 裁 判 は 、

放 置 さ れ て い た 。 し か し 、 そ の 後 、 1 9 9 9 年 に な っ て 、 本 文 【 判 例 6 】 J a r r e t t
事 件 判 決 に よ り 解 決 を 見 た 。 ま た 、 ド イ ツ で は 、 1 9 8 0 年 代 か ら 9 0 年 代 初 め に

か け て 、 ス ペ イ ン の グ ラ ン ド ・ カ ナ リ ア 島 な ど 、 E U 指 令 に も か か わ ら ず 、 訪

問 販 売 の ク ー リ ン グ ・ オ フ の 権 利 な ど が 国 内 法 で 整 備 さ れ て い な い 地 域 に お け

る 、 商 品 の 購 入 や リ ゾ ー ト マ ン シ ョ ン 等 の 購 入 ト ラ ブ ル に つ い て 、 居 住 地 法 が

準 拠 法 と さ れ な い 場 合 の 自 国 の 強 行 規 定 の 適 用 に 関 し て 盛 ん に 検 討 さ れ た 時

期 が あ る 。 西 谷 裕 子 「 ド イ ツ 国 際 消 費 者 契 約 法 上 の 問 題 ― ― 『 強 行 法 規 の 特 別

連 結 』 に 関 す る 一 考 察 」 法 学 6 3 巻 5 号 （ 1 9 9 9 年 ） 4 - 5 頁 、 2 2 - 2 4 頁 参 照 。  
( 2 4 5 )  国 内 の 消 費 者 保 護 規 定 に よ る 国 内 消 費 者 を 保 護 す る た め に は 、準 拠 法 の 整 備

だ け で な く 、 海 外 事 業 者 と 国 内 消 費 者 間 の 合 意 に か か わ ら ず 、 国 内 消 費 者 保 護

の 強 行 規 定 の 適 用 を 行 う 必 要 が あ る 。わ が 国 の「 法 の 適 用 に 関 す る 通 則 法 」（ 平

成 1 8 年 6 月 2 1 日 法 律 第 7 8 号 ） に 関 し て 、 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取

引 と 割 賦 販 売 法 、 消 費 者 契 約 法 の 適 用 関 係 に つ い て は 、 吉 元 利 行 「 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 利 用 者 の 保 護 と そ の 限 界 ― ― 海 外 で の 利 用 や 関 係 当 事 者 の 増 加 に 着 目

し て ― ― 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 所 レ ポ ー ト 3 号 （ 2 0 1 4 年 ） 5 0 頁 参 照 。  
( 2 4 6 )  イ ギ リ ス に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の 会 員 と な っ て い る 者 が 当 該 ク レ

ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の 提 携 す る 海 外 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 （ ア ク ワ イ ア ラ ） と

提 携 し た 物 品 提 供 業 者 ま た は 役 務 提 供 事 業 者 の 提 供 す る 物 品 の 購 入 や 役 務 提

供 サ ー ビ ス の 契 約 を 締 結 し た 場 合 に 、 C C A  7 5 条 の 適 用 が あ る こ と を 前 提 に 処

理 が な さ れ て い た 。  
( 2 4 7 )  現 在 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 国 際 ブ ラ ン ド は 6 ブ ラ ン ド あ る が 、そ れ ら は ア メ

リ カ （ V I S A 、 M a s t e r C a r d 、 A M E X 、 D i n n e r s ） と ア ジ ア （ J C B 、 銀 聯 ） の も の

で あ り 、 イ ギ リ ス の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 、 海 外 で も 自 社 の ク レ ジ ッ ト カ ー

ド を 利 用 し て も ら う よ う に す る に は 、 上 記 外 国 の ブ ラ ン ド 会 社 の 規 約 を 承 認 し

た う え で 、そ の 規 約 に 従 っ た 対 応 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。し か も 、そ の 場 合 、

海 外 の 加 盟 店 と 直 接 加 盟 店 契 約 を 締 結 す る こ と は 禁 じ ら れ て い る 。 し た が っ て 、

加 盟 店 コ ン ト ロ ー ル を 行 お う と す れ ば 、 上 記 国 際 ブ ラ ン ド に 頼 る こ と な く 、 自

ら 海 外 の 加 盟 店 と 一 つ ず つ 加 盟 店 契 約 を 締 結 し て い く 必 要 が あ る 。  
( 2 4 8 )  ジ ャ ッ ク 卿 の 述 べ る よ う に 、 現 在 の V I S A 、 M a s t e r C a r d  の ネ ッ ト ワ ー ク の

利 用 か ら 、 直 接 的 な 契 約 関 係 に 切 り 替 え れ ば 、 カ ー ド 会 社 は 問 題 の あ る 業 者 を

排 除 す る こ と が で き 、 C C A  7 5 条 ( 1 ) の 規 定 の 下 で 発 生 す る 責 任 か ら 免 れ る こ と

が で き る 。 し か し 、 法 制 度 の 異 な る 全 世 界 の カ ー ド 会 社 が 協 力 す る こ と は 、 契

約 上 の 不 利 益 の 問 題 だ け で な く 、 コ ス ト 等 の 面 か ら も 期 待 で き な い よ う に 思 わ

れ る H A N S A R D ,  C o n s u m e r  C r e d i t  B i l l ,  H L  D e b  0 2  M a y  1 9 7 4  v o l .  3 5 1  c c  
1 9 9 - 4 8 . （ h t t p : / /  h a n s a r d . m i l l b a n k s y s t e m s . c o m / l o r d s / 1 9 7 4 / m a y / 0 2 / c o n s u m e
r - c r e d i t - b i l l - h l . 〔 終 閲 覧 ・ 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 2 3 日 〕）。  

( 2 4 9 )  V I S A も M a s t e r C a r d も 、 も と も と は 世 界 の 各 カ ー ド 会 社 を メ ン バ ー と す る

共 同 組 織 で あ り 、 個 別 の 契 約 関 係 は 存 在 せ ず 、 た だ 単 に 資 金 決 済 を 行 う 決 済 機

関 で あ っ た 。 そ し て 、 そ の 加 盟 員 た る カ ー ド 会 社 に つ い て は 、 国 際 ブ ラ ン ド の

ル ー ル の 適 用 が あ り 、 V I S A の 場 合 、 原 則 と し て そ の 国 内 営 業 地 域 を 越 え て の

自 社 ブ ラ ン ド 会 員 を 対 象 と す る 供 給 者 と の 加 盟 店 契 約 を 締 結 す る こ と が 禁 じ

ら れ て い る （ ク ロ ス ボ ー ダ ー ア ク ワ イ ア リ ン グ の 禁 止 。 た だ し イ ン タ ー ネ ッ ト

取 引 を 除 く ）。 一 方 、 M a s t e r C a r d  に は 、 明 文 で の 規 則 は な い が 、 V I S A と 同 様

の 方 針 が と ら れ て い る 。 山 本 正 行 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の ク ロ ス ボ ー ダ ー 取 引 は

止 め ら れ な い ? ― ― G o o g l e と P a y p a l の 参 入 で 変 革 す る カ ー ド ビ ジ ネ ス の 行 方 」

C a r d  W a v e  2 4 巻 5 号 （ 2 0 1 1 年 ） 2 0 頁 参 照 。  
( 2 5 0 )  国 際 ブ ラ ン ド の《 H o n e r  A l l  C a r d s  R u l e 》（V I S A の 場 合 ）に よ り 、 加 盟 店 は 、

国 際 ブ ラ ン ド マ ー ク が 付 い た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 、 デ ビ ッ ト カ ー ド 、 プ リ ペ イ

ド カ ー ド の い ず れ に 関 し て も 、 そ の カ ー ド を 提 示 し た 者 の 取 扱 い を 拒 絶 す る

こ と は で き な い と さ れ て い る 。  
( 2 5 1 )  1 9 5 7 年 締 結 の 欧 州 経 済 共 同 体 契 約 は 、 当 初 か ら 明 確 な 消 費 者 保 護 を 規 定 し

て い た わ け で は な い が 、 前 文 、 2 条 、 3 9 条 、 8 6 条 に 消 費 者 政 策 に 関 連 す る 規

定 が 認 め ら れ る 。そ の 後 、 1 9 7 5 年 に「 消 費 者 保 護 及 情 報 政 策 の た め の 欧 州 経 済

共 同 体 の 予 備 計 画 に 関 す る 1 9 7 5 年 4 月 1 4 日 の 理 事 会 決 議 」が 閣 僚 理 事 会 で 採

択 さ れ 、1 9 8 1 年 に 同 決 議 を 追 認 す る「 消 費 者 保 護 及 情 報 政 策 の た め の 欧 州 経 済

共 同 体 の 第 2 次 計 画 に 関 す る 1 9 8 1 年 5 月 1 9 日 の 理 事 会 決 議 」が 閣 僚 理 事 会 で

採 択 さ れ 、1 9 8 6 年 に は「 消 費 者 の 利 益 の 保 護 及 び 促 進 の た め の 欧 州 経 済 共 同 体

の 政 策 の 将 来 の 方 向 に 関 す る 1 9 8 6 年 6 月 2 3 日 の 理 事 会 決 議 」、1 9 8 9 年 に は「 消

費 者 保 護 政 策 の 再 開 の た め の 将 来 の 優 先 事 項 に 関 す る 1 9 8 9 年 1 1 月 ９ 日 の 理 事
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会 決 議 」 が 採 択 さ れ て い る 。  

一 方 、 消 費 者 信 用 に 関 し て は 、 1 9 8 7 年 に 消 費 者 信 用 に 関 す る 指 令 ( C o u n c i l  
D i r e c t i v e  8 7 / 1 0 2 / E E C ) が 発 出 さ れ 、 そ の 後 、 1 9 9 0 年 と 1 9 9 8 年 に 改 正 が 行 わ

れ た 。 そ の 後 は 、 2 0 0 2 年 に 新 た な 消 費 者 信 用 に 関 す る 指 令 の 改 正 案 が 提 出 さ

れ 、 2 0 0 4 年 の 修 正 案 提 出 の 後 、 2 0 0 8 年 に 消 費 者 の た め の 信 用 契 約 に 関 す る 指

令 ( D I R E C T I V E  2 0 0 8 / 4 8 / E C ) が 発 布 さ れ て い る （ h t t p : / / e u r o p a . e u / a b o u t -  e u /
e u - h i s t o r y / i n d e x _ e n . h t m 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 7 ( 2 0 1 5 ) 年 8 月 1 5 日 〕）。 ( h t t p : / /
e c . e u r o p a . e u / c o n s u m e r s / f i n a n c i a l _ s e r v i c e s / c o n s u m e r _ c r e d i t _  d i r e c t i v e / i n
d e x _ e n . h t m 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 7 ( 2 0 1 5 ) 年 8 月 1 5 日 〕）。  

な お 、 消 費 者 の 権 利 に 関 す る 指 令 終 案 ( C o m m i s s i o n  o f  t h e  E u r o p e a n  C o
m m u n i t i e s ,  P r o p o s a l  f o r  a  D i r e c t i v e  o f  t h e  E u r o p e a n  P a r l i a m e n t  a n d  o
f  t h e  C o u n c i l  o n  C o n s u m e r  R i g h t s ,  B r u s s e l s ,  8 .  1 0 .  2 0 0 8 ,  C O M , 2 0 0 8 で

は 、 営 業 所 以 外 で 交 渉 さ れ た 消 費 者 契 約 、 消 費 者 契 約 に お け る 不 公 正 約 款 、 遠

隔 地 契 約 ，消 費 財 の 売 買 及 び 保 証 契 約 に 関 す る 各 指 令 を 統 合 し 完 全 調 和 を 目 指

し て 検 討 が 続 け ら れ る な ど 、 統 一 の 取 り 組 み は 続 い て い る 。  
( 2 5 2 )  ブ リ ッ タ ・ ベ ア ー テ ・ シ ェ ー ン 「 ヨ ー ロ ッ パ 信 用 法 ― ― E U 委 員 会 の 新 消 費

者 信 用 指 令 の 提 案 を 中 心 と し て 」 同 志 社 大 学 ワ ー ル ド ワ イ ド ビ ジ ネ ス 研 究 セ ン

タ ー 報 告 （ 2 0 0 3 年 ） 4 7 - 5 4 頁 。 大 村 敦 志 「 ヨ ー ロ ッ パ 共 同 体 と 消 費 者 法 政 策 」

N B L 5 3 8  号 （ 1 9 9 4 年 ） 8  頁 以 下 、 5 4 0  号 2 8  頁 以 下 、 マ ン フ レ ー ド ・ A ・ ダ ウ

ゼ ス ・ 角 田 美 穂 子 訳 「 E U  域 内 市 場 に お け る 消 費 者 保 護 の 法 的 基 礎 」 亜 細 亜 法

学 3 5  巻 2  号 （ 2 0 0 0 年 ） 1 5 1  頁 以 下 、 角 田 光 隆 「 E U  司 法 の 展 開 」 北 大 法 学

論 集 5 5 巻 1  号 （ 2 0 0 4 年 ） 3 3 8  頁 以 下 、 2  号 3 9 4  頁 以 下 参 照 。  
( 2 5 3 ) 「 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 」 と は 、 ① 元 来 は 「 取 立 銀 行 が 顧 客 か ら 受 け 入 れ た 取 立

手 形 等 に つ き 預 金 勘 定 に 入 金 記 帳 し た 後 、 そ の 手 形 等 が 決 済 さ れ な か っ た 等 に

な さ れ る 入 金 取 消 し 」 ( 田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 5 2 ) 1 3 8 頁 ） の こ と を い う が 、 ② ク レ

ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て は 、 カ ー ド の 利 用 に つ き カ ー ド 会 員 か ら 取 引 の 不 存

在 、 金 額 の 相 違 、 詐 欺 な ど の 抗 弁 が な さ れ 、 こ れ が 正 当 と 認 め ら れ る 場 合 に 、

イ シ ュ ア か ら ア ク ワ イ ア ラ に 対 し 、 カ ー ド 売 上 代 金 の 請 求 を 取 り 消 す よ う 求 め

る こ と を い う 。 末 藤 ・ 前 掲 ( 2 1 7 ) 8 6 頁 参 照 。  
( 2 5 4 )  チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク に は 、 ① V I S A  W o r l d 、 M a s t e r C a r d  I n t e r n a t i o n a l の 国 際

ブ ラ ン ド に お け る チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 と 、 ② 国 内 の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 が

あ り 、い ず れ に 関 し て も 会 員 間 の 任 意 の 制 度 で あ る 。中 崎 ・ 前 掲 注 ( 1 0 ) 2 7 3 - 2 7 4
頁 。 な お 、 国 際 ル ー ル で は 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 ( c h a r g e  b a c k  r e a s o n ) ご と

に 、 書 面 証 拠 を も と に 行 わ れ る が 、 理 由 の 違 い に よ り 4 5 日 、 6 0 日 、 1 2 0 日 の

申 出 期 間 が 定 め ら れ て い る 。C f .  M a s t e r C a r d  W o r l d w i d e ,  C h a r g e b a c k  G u i d e - 2 4  
A p r i l    2 0 0 9 ,  M a s t e r C a r d ,  2 0 0 9 , 3 - 9 ,  3 - 1 5 ,  3 - 1 6 ．  

( 2 5 5 )  「 不 実 告 知 」 と 「 契 約 違 反 」 に 対 応 す る も の と し て 、 詐 欺 、 金 額 の 相 違 、 契

約 の 不 存 在 な ど の ほ か 、 サ ー ビ ス の 未 提 供 、 商 品 未 着 な ど が チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク

理 由 と さ れ る が 、 商 品 や サ ー ビ ス の 品 質 や 瑕 疵 に 係 る 契 約 違 反 は チ ャ ー ジ ・ バ

ッ ク 事 由 と は さ れ て い な い 。 M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 2 5 4 ) , a t  3 - 1 5 ,  3 - 1 6 ．  
( 2 5 6 )  チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク の 効 果 は 、イ シ ュ ア に よ る 支 払 済 み 金 銭 を ア ク ワ イ ア ラ か

ら 取 戻 す こ と で あ る 。  
( 2 5 7 )  こ の よ う に 、正 規 の 加 盟 店 と は 別 に 、同 種 の 供 給 者 、ま た は 異 な る 種 類 の 商

品 の 提 供 や サ ー ビ ス の 提 供 を 行 う 供 給 者 が 存 在 す る こ と を 、 わ が 国 で あ れ ば 、

ク レ ジ ッ ト 加 盟 店 の 口 座 貸 （ 加 盟 店 名 義 貸 し ） と 呼 び 、 禁 止 し て い る 。 な お 、

中 に は 、 デ パ ー ト や モ ー ル 事 業 者 な ど 、 も と も と テ ナ ン ト を 抱 え る 事 業 者 の 場

合 は 、 包 括 加 盟 店 と し て 、 そ の 責 任 で 供 給 者 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 取 り 扱 わ せ

る こ と を 許 し て い る 場 合 が あ る 。  
( 2 5 8 )  山 縣 昭 一 ＝ 吉 元 利 行 監 修 『 消 費 者 信 用 の 法 務 対 策 3 3 0 講 』（ き ん ざ い 、 2 0 0 0

年 ） 6 4 7 頁 。 具 体 的 事 例 と し て は 、 ( 株 ) 日 専 連 ニ ッ ク コ ー ポ レ ー シ ョ ン の 加 盟

店 規 約 1 1 条 3 項 の 規 定 を 参 照 。 ( h t t p : / / w w w . n i s s e n r e n - n i c c . c o . j p / i m a g e /  
k a m e i t e n . p d f 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 5 月 4 日 〕）  

( 2 5 9 )  ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 す る こ と の で き る 小 売 店 な ど と 加 盟 店 契 約 を 締 結

し 、 カ ー ド 会 員 が カ ー ド 加 盟 店 で ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 し た 後 の カ ー ド の 売

上 票 を 受 け 入 れ 、 カ ー ド 会 員 （ イ シ ュ ア ） に 代 わ っ て 代 金 を 支 払 う カ ー ド 会 社

の こ と 。 末 藤 ・ 前 掲 ( 2 1 7 ) 3 0 頁 。 通 常 カ ー ド 会 社 は ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 と

加 盟 店 契 約 の 双 方 を 行 っ て お り 、 自 社 の 会 員 以 外 の カ ー ド 会 員 が 利 用 し た と き

に ア ク ワ イ ア ラ と な る 。  
( 2 6 0 )  C f .  B r i t i s h  B a s i c  S l a g  v  R e g i s t r a r  o f  R e s t r i c t i v e  T r a d i n g  P r a c t i c e s ( C o u r t  

o f  A p p e a l )  [ 1 9 6 3 ]  2  A l l  E R  8 0 7 : [ 1 9 6 3 ]  1  W. L . R  7 2 7 : L R  4  R P  1 1 6 .
《 A r r a n g e m e n t 》は《 A g r e e m e n t 》よ り も 広 い 概 念 と さ れ て い る 。 C f .  B I S P I N G ,  
s u p r a  n o t e  ( 1 8 3 ) ,  a t  4 6 4 .  
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( 2 6 1 )  こ の 行 為 は 、わ が 国 で は 、カ ー ド 加 盟 店 と し て の 資 格 を 利 用 し た「 口 座 貸 し 」

で あ っ て 、 加 盟 店 契 約 の 禁 止 行 為 に 該 当 す る 。 一 方 、 こ の 行 為 を ア ク ワ イ ア ラ

が 承 認 し て い た と す れ ば 、「 包 括 代 理 店 」 と い う 下 部 に 個 別 の 販 売 店 を 抱 え る

代 表 加 盟 店 に 該 当 す る こ と に な ろ う 。  
( 2 6 2 )  わ が 国 で あ れ ば 、 支 払 停 止 の 抗 弁 の 申 し 出 が あ り 、 2 か 月 程 度 の 期 間 内 に 解

消 さ れ な い 場 合 に は 、 債 権 譲 渡 の 取 消 し 、 ま た は 買 戻 し 、 立 替 金 の 返 還 な ど の

規 定 が 定 め ら れ て い る こ と が 多 く 、 抗 弁 を 提 出 し な い ま ま 支 払 い を し な い 場 合

に は 、 不 正 な 取 引 の 場 合 に お け る 取 引 額 全 額 の 支 払 停 止 の 抗 弁 に 対 応 す る た め

の 事 前 求 償 権 に よ る 相 殺 が 可 能 な 建 付 け に し な い 限 り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社

の 債 務 不 履 行 と な る 可 能 性 が 高 い と 考 え ら れ る 。  
( 2 6 3 )  国 際 ブ ラ ン ド に よ り 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 可 能 な 理 由 は 異 な る 。 M a s t e r C a r d

の 場 合 、事 務 処 理 上 の 問 題 に 関 す る「 取 引 デ ー タ の 未 受 領 」「 不 鮮 明 な 情 報 」「 取

引 額 の 相 違 」「 二 重 処 理 」「 無 効 カ ー ド 」「 サ イ ン 漏 れ 」「 請 求 遅 延 」、 不 正 利 用

が 窺 わ れ る 「 承 認 な し 」「 詐 欺 的 取 引 」「 オ ー ソ リ の 不 取 得 と 詐 欺 的 取 引 」「 疑

わ し い 商 業 活 動 」、 契 約 違 反 に 関 す る 「 商 品 の 未 受 領 」「 サ ー ビ ス の 不 提 供 」「 電

話 取 引 で の カ ー ド 使 用 」「 カ ー ド 所 有 者 の 抗 弁 」 な ど 、 全 部 で 7 項 目 の 「 理 由

コ ー ド ( R e a s o n  C o d e  N u m b e r ) 」が 設 け ら れ て い る 。C f .  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  
( 2 5 4 ) ,  a t  1 - 4 ,  1 - 1 6 .   

( 2 6 4 )  イ シ ュ ア が 、チ ャ ー ジ・バ ッ ク の 申 立 て を ア ク ワ イ ア ラ か ら 拒 否 さ れ た た め 、

再 度 の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 行 う 場 合 に は 、 裁 定 （ A r b i t r a t i o n ） の 制 度 を 利 用 す

る こ と に な る 。 こ の 場 合 、 イ シ ュ ア は 、 国 際 ブ ラ ン ド に 提 訴 し 、 特 別 の 機 関 が

間 に 入 っ て 請 求 の 可 否 の 裁 定 を 行 う 。 C f .  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 2 5 4 ) ,  a t  
1 - 1 2 ．  

( 2 6 5 )  ア メ リ カ 連 邦 法 で あ る C o n s u m e r  C r e d i t  A c t  ( T r u t h  i n  L e n d i n g  A c t )  1 7 0
条  ( 1 5  U S C  § 1 6 6 6 i ) や 1 9 7 1 年 に 制 定 さ れ 、 ” S o n g - B e v e r l y  C r e d i t  C a r d  A c t  o f  
1 9 7 1 ” と し て 参 照 さ れ る カ リ フ ォ ル ニ ア 州 法 ( C a l .  C i v .  c o d e  § 1 7 4 7  ( 2 0 1 3 ) ) の
§ 1 7 4 7 - 9 0 な ど 規 定 に 基 づ く 。  

( 2 6 6 )  C f .  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 2 5 4 ) ,  a t  3 - 1 4 6 .  3 . 2 7 .  
 M e s s a g e  R e a s o n  C o d e は 、 4 8 5 4  -  C a r d h o l d e r  D i s p u t e  -  N o t  E l s e w h e r e  

C l a s s i f i e d  ( U . S . R e g i o n  O n l y ) と さ れ て い る 。 .  
( 2 6 7 )  チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク の 権 利 ( C r e d i t  C a r d  C h a r g e b a c k  R i g h t ) は 、 連 邦 法 で は

U n i t e d  S t a t e s  C o d e  § 1 6 6 6 ,  § 1 6 6 6 i ,  § 1 6 4 0 ( e ) 及 び C o d e  o f  F e d e r a l  R e g u l a t i o n  
§  2 2 6 .  1 2 ( c ) ,  § 2 2 6 .  1 3 に 規 定 さ れ て い る 。 州 法 で は 、 た と え ば カ リ フ ォ ル ニ ア

州 法 § 1 7 4 7 ,  § 1 7 4 8 .  9 5 に 規 定 さ れ て い る 。  
( 2 6 8 )  C f .  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 2 5 4 ) ,  a t  1 - 1 6 .  
( 2 6 9 )  C f .  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 2 5 4 ) ,  a t  3 - 8 ,  3 . 5 .  
( 2 7 0 )  山 本 正 行『 カ ー ド 決 済 業 務 の す べ て ― ― ペ イ メ ン ト サ ー ビ ス の 仕 組 み と ル ー

ル 』（ き ん ざ い 、 2 0 1 2 年 ） 3 3 - 3 5 頁 参 照 。  
( 2 7 1 )  わ が 国 で は 、 I C カ ー ド の 発 行 が 6 0 % 台 に と ど ま っ て お り 、 日 本 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 協 会 で は 2 0 2 0 年 ま で に 1 0 0 % 化 達 成 が 目 標 と さ れ て い る 。し か し 、わ が

国 で は 、百 貨 店 や 量 販 店 で 使 用 す る P O S 端 末 機 と カ ー ド 読 み 取 り 端 末 機 の 併 用

と な っ て お り 、 こ れ を 解 消 す る に は 高 額 な 費 用 が 掛 か る こ と か ら I C 対 応 端 末

の 整 備 は 現 在 の 課 題 と な っ て い る 。 2 0 1 4 年 7 月 に 経 済 産 業 省 が 発 表 し た 「 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 の 健 全 な 発 展 に 向 け た 研 究 会  中 間 報 告 書 」 参 照 。  
( 2 7 2 )  イ ギ リ ス で は 、デ ビ ッ ト カ ー ド 利 用 が こ の 1 0 年 あ ま り 前 か ら 急 増 し て お り 、

取 引 件 数 で 1 9 9 5 年 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 超 え て い た が 、取 引 金 額 に つ い て も 2
0 0 1 年 に 上 回 っ て お り 、 2 0 1 0 年 時 点 で は 、 取 引 件 数 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 約

3 倍 、 取 引 金 額 が 約 2 倍 と な っ て い る 。 な お 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 枚 数 は 、 2
0 0 6 年 に デ ビ ッ ト カ ー ド が 上 回 っ て 以 降 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 枚 数 が 減 少

し て お り 、 2 0 0 8 年 6 6 , 1 6 3 千 枚 が 2 0 1 0 年 に 5 5 , 6 0 1 千 万 枚 に 減 少 し 、 2 0 1 3 年

現 在 5 5 , 3 6 2 千 枚 と な っ て い る 。 一 方 、 デ ビ ッ ト カ ー ド は 、 2 0 0 8 年 7 6 , 2 7 1 千

枚 か ら 2 0 1 3 年 に は 、 9 6 , 6 8 9 千 枚 大 幅 に 増 加 し て い る 。ま た 、 2 0 1 4 年 第 2 四 半

期 （ 4 － 6 月 ） に お け る 取 扱 件 数 と 金 額 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 約 7 億 件 （ 対 前

年 比 8 . 6 ％ 増 ）、 4 1 2 億 ポ ン ド （ 約 7 . 6 兆 円 ： 鯛 前 年 比 5 . ０ ％ 増 ） に 対 し 、 デ ビ

ッ ト カ ー ド は 、 2 3 億 件 （ 前 年 比 9 . 4 ％ 増 ）、 9 9 3 億 ポ ン ド （ 1 8 . 3 兆 円 ： 対 前 年

比 8 . 2 ％ ） と 件 数 で 3 . 2 倍 、 金 額 で 2 . 4 倍 で あ り 、 前 年 比 上 り 津 も デ ビ ッ ト カ

ー ド の ほ う が 大 き い 。 カ ー ド ・ ウ エ ー ブ 編 「 電 子 決 済 総 論 2 0 1 5 － 2 0 1 6 」〔 カ ー

ド ウ エ ー ブ 、 2 0 1 5 年 〕 2 0 4 - 2 0 5 頁 、 和 田 ・ 前 掲 注 ( 1 1 4 ) 6 6 頁 参 照 。  
( 2 7 3 )  C f .  O F T ,  C o n n e c t e d  L e n d e r  L i a b i l i t y  , A  S e c o n d  R e p o r t  b y  t h e  D i r e c t o r  

G e n e r a l  o f  F a i r  T r a d i n g  o n  s e c t i o n  7 5  o f  t h e  C o n s u m e r  C r e d i t  A c t  1 9 7 4 , O F T  
m a y  1 9 9 5 , O F T , 1 9 9 6 ;  O F T  s u p r a  n o t e  ( 2 2 5 ) ,  5 - 6 . ,  鹿 野 ・ 前 掲 注 ( 1 4 1 )  9 0 4 ( 2 8 5 )
頁 参 照 。  
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( 2 7 4 ) 全 国 消 費 者 協 会 ( N a t i o n a l  C o n s u m e r  C o u n c i l :  N C C ) な ど は 、 消 費 者 保 護 を 弱

め る も の と し て 、 前 記 注 ( 2 7 3 ) O F T の 改 正 提 案 に 対 し て 反 対 を 表 明 し 、 ま た 、

四 者 間 取 引 ・ 海 外 取 引 の い ず れ に も C C A  7 5 条 の 適 用 さ れ る こ と は 明 白 で あ る

と 主 張 し た 。 C f .  N C C ,  s u p r a  n o t e  ( 2 3 5 ) ,  a t  5 - 1 2 ,  1 7 - 1 8 .  
( 2 7 5 )  C f .  C o u n c i l  D i r e c t i v e  8 7 / 1 0 2 / E E C .  
( 2 7 6 )  坂 東 俊 矢 「 欧 州 の 消 費 者 信 用 法 制 の 研 究 『 1 9 7 9 年 E C 消 費 者 信 用 指 令 案 と

英 国 の 反 応 』」 高 知 短 期 大 学 社 会 科 学 論 集 5 3 号 （ 1 9 8 7 年 ） 1 7 3 頁 以 下 参 照  
( 2 7 7 )  C f .  O F T  s u p r a  n o t e ( 2 7 3 ) ,  a t  4 - 5 .  鹿 野 ・ 前 掲 注 ( 1 4 1 ) 9 0 6 ( 2 8 6 ) 頁 参 照 。  
( 2 7 8 )  C f .  C o u n c i l  D i r e c t i v e  9 0 / 8 8 / E E C .  
( 2 7 9 )  C f .  D i r e c t i v e  9 8 / 7 / E C  o f  t h e  E u r o p e a n  P a r l i a m e n t  a n d  o f  t h e  C o u n c i l .  
( 2 8 0 )  1 9 8 3 年 に は 、 C C A  7 5 条 ( 3 ) ( b ) の 適 用 除 外 取 引 の 下 限 額 が 3 0 ポ ン ド か ら 1 0 0

ポ ン ド に 、上 限 額 が 1 0 , 0 0 0 ポ ン ド か ら 3 0 , 0 0 0 ポ ン ド に 引 上 げ ら れ る 見 直 し と

さ れ て い た 。 C o n s u m e r  C r e d i t  ( I n c r e a s e  o f  M o n e t a r y  L i m i t s )  O r d e r  
1 9 8 3 ,  S I  1 9 8 3 / 1 8 7 8 ,  A r t .  3 .  

( 2 8 1 )  2 0 0 6 年 の 改 正 法 で 、規 制 さ れ る 消 費 者 信 用 契 約 に つ い て の 2 5 , 0 0 0 ポ ン ド ま

で の 上 限 制 限 は 廃 止 さ れ た 。 な お 、 1 9 8 3 年 に 引 き 上 げ ら れ た C C A  7 5 条 の 適 用

取 引 と な る 現 金 価 格 に つ い て は 、 1 9 9 4 年 に 、 C C A  7 5 条 の 適 用 の 上 限 と 下 限 を

2 5 , 0 0 0 ポ ン ド と 1 5 0 ポ ン ド に 引 き 下 げ る べ き と の 提 案 が さ れ た が 、見 直 し は さ

れ て い な い 。 C f .  O F T,  s u p r a  n o t e  ( 2 2 5 ) ,  a t  7 .  そ の 一 方 で 、 高 額 資 産 保 有 者 を

保 護 対 象 外 と す る 改 正 も 行 わ れ て お り 、 新 設 の C C A  1 6 条 A の 委 任 を 受 け た 命

令 に よ り 、年 間 収 入 額 が 1 5 万 ポ ン ド ま た は 純 資 産 額 が 5 0 万 ポ ン ド 以 上 の 個 人

に つ い て は 、 C C A の 適 用 対 象 外 と さ れ る に 至 っ て い る 。 小 出 ・ 前 掲 注 ( 2 0 2 ) 1 4 1
頁 参 照 。  

( 2 8 2 )  D i r e c t i v e  2 0 0 8 / 4 8 / E C  o f  t h e  E u r o p e a n  P a r l i a m e n t  a n d  o f  t h e  c o u n c i l  o f  2 3  
A p r i l  2 0 0 8  o n  c r e d i t  a g r e e m e n t  f o r  c o n s u m e r s  a n d  r e p e a l i n g  C o u n c i l  
D i r e c t i v e  8 7 / 1 0 2 / E E C .  な お 、 指 令 の 訳 文 に つ い て は 、 谷 本 圭 子 「 2 0 0 8 年 ヨ ー

ロ ッ パ 消 費 者 信 用 指 令 ( 2 0 0 8 / 4 8 / E C ) に つ い て 」立 命 館 法 学 2 0 1 1 年 2 号  （ 2 0 1 1
年 ）  1 0 9 7 頁 を 参 照 し た 。  

( 2 8 3 )  対 象 と な る 関 連 信 用 契 約 は 、特 定 の 商 品 供 給 ま た は 特 定 の サ ー ビ ス の 供 給 で

あ っ て 、 債 権 者 が ク レ ジ ッ ト 契 約 書 の 用 意 や 作 成 に 関 連 し て 供 給 者 の サ ー ビ ス

を 利 用 す る か 、 ク レ ジ ッ ト 契 約 に お い て 明 示 的 に 記 入 さ れ た 特 定 の 商 品 、 ま た

は 特 定 商 品 の 供 給 に 、 限 定 し て 行 わ れ る 貸 付 と さ れ た 融 資 契 約 と 規 定 さ れ て い

る ( C C A 7 5 条  ( 5 ) ) 。  
( 2 8 4 )  C C A 7 5 A 条  ( 2 ) に よ り 、 債 権 者 に 対 す る 請 求 接 続 の 条 件 と し て 、 ① 債 務 者 が

供 給 者 を 突 き 止 め ら れ な い と き 、 ② 供 給 者 に 連 絡 を つ け て も 、 そ の 反 応 が な い

と き 、 ③ 供 給 者 に 資 力 が な い と き 、 ④ 債 務 者 が 供 給 者 に 対 し て 、 そ の 請 求 権 を

行 使 す る た め の 合 理 的 ス テ ッ プ （ 訴 訟 手 続 は 必 要 な い ） を 踏 ん だ が 、 十 分 な 満

足 を 得 ら れ な か っ た と き に 限 っ て 、 債 務 者 が 供 給 者 の 違 反 に つ き 債 権 者 に 責 任

を 追 及 で き る も の と さ れ た 。  
( 2 8 5 )  消 費 者 信 用 契 約 及 び 理 事 会 指 令 8 7 / 1 0 2 / E E C 廃 止 に 関 す る 2 0 0 8 年 4 月 2 3

日 ヨ ー ロ ッ パ 議 会 及 び 理 事 会 指 令 2 0 0 8 / 4 8 / E C  前 文 の 採 択 理 由 （ 4 ）（ 9 ） を 参

照 。  
( 2 8 6 )  こ の ほ か 、ス マ ー ト フ ォ ン 端 末 や タ ブ レ ッ ト 端 末 を 活 用 し た モ バ イ ル 決 済 と

し て 、 わ が 国 に お い て は 、 ス ク エ ア ( S q u a r e ) 、 コ イ ニ ー ( C o i n e y ) 、 ア ッ プ ル ペ

イ ( A p p l e  P a y ) な ど が あ る 。  
( 2 8 7 )  加 盟 店 契 約 の 対 象 か ら 排 除 さ れ て い る 風 俗 系 店 舗 で の 利 用 や 出 会 い 系 サ ー

ビ ス 、 連 鎖 販 売 取 引 の 決 済 に も 悪 用 さ れ る 可 能 性 が あ る 。 山 本 正 行 「 複 雑 化 す

る 『 出 会 い 系 』 の カ ー ド 決 済 問 題 ― ― 規 制 困 難 な 越 境 取 引 と 高 額 化 す る 被 害 」

C a r d  W a v e  2 5 巻 5 号 （ 2 0 1 2 §） 2 6 頁 参 照 。   
( 2 8 8 )  C f .  B I S P I N G ,  s u p r a  n o t e  ( 1 8 3 ) ,  a t  4 5 8 .  
( 2 8 9 )  C f .  B I S P I N G ,  s u p r a  n o t e  ( 1 8 3 ) ,  a t  4 6 5 .  イ ギ リ ス で は 、 1 9 8 9 年 独 占 合 併 委

員 会 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド ( 価 格 差 別 ) 令 C r e d i t  C a r d  ( P r i c e  D i s c r i m i n a t i o n )  
O r d e r  1 9 9 0 ,  S I  2 1 5 9 に よ り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 加 盟 店 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド

で 購 入 す る 客 に 対 し て 現 金 価 格 と 異 な る 価 格 を カ ー ド 会 員 に 請 求 す る こ と （ た

と え ば カ ー ド 加 盟 店 の 手 数 料 を 転 嫁 し て 請 求 す る こ と ( s u r c h a r g e ) を 認 め て い

た 。 し か し 、 こ の 処 理 は 、 t h e  C r e d i t  C a r d  ( P r i c e  D i s c r i m i n a t i o n )  O r d e r  1 9 9 0  
R e v o c a t i o n  O r d e r  2 0 1 2 に よ り 、2 0 1 2 年 1 月 1 2 日 付 で 廃 止 さ れ て い る 。な お 、

ア メ リ カ で は 、上 乗 せ を 認 め る 州 法 と 、上 乗 せ を 認 め な い 州 法 が 混 在 し て い る 。 
( 2 9 0 )  こ の 点 に 関 し て は 、 判 昭 和 6 3 年 4 月 2 1 日 民 集 4 2 巻 4 号 2 4 3 頁 以 降 、 割

合 的 認 定 を 行 う 判 決 が 定 着 し て い る 。  
( 2 9 1 )  ア メ リ カ に お い て 、薬 害 被 害 を 発 生 さ せ た 製 薬 会 社 の 特 定 が で き な い 場 合 に 、

そ の 薬 剤 を 製 造 し た 会 社 が 複 数 あ り 、 個 別 の 製 薬 会 社 に ど の よ う に 損 害 賠 償 請
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求 が で き る か と い う 問 題 に つ き 、 各 製 造 会 社 の 全 国 規 模 の 市 場 占 有 率 に 応 じ て 、

個 別 責 任 を 負 う も の と し 、個 別 の 会 社 の 免 責 を 認 め な か っ た 裁 判 例 が あ る 。C f .  
H y m o w i t z  v .  E l i  L i l l y  &  C o . 7 3  N . Y.  2 d  4 8 7 :  5 3 9  N .  E .  2 d  1 0 6 9 :  5 4 1  N . Y. S .  2 d  
9 4 1 . 大 塚 直 『 ア メ リ カ 法 判 例 百 選 』 ( 2 0 1 2 ) 1 7 1 頁 参 照 。  

( 2 9 2 )  複 数 の 原 因 が 競 合 し て 結 果 を 惹 起 さ せ た 場 合 に 、そ の 寄 与 度 に よ っ て 責 任 を

割 合 的 に 認 定 す る こ と が 考 え ら れ 、 こ れ に 被 害 者 の 有 す る 何 ら か の 素 因 が 関 係

し て い た 場 合 に 、 因 果 関 係 の 認 定 や 損 害 の 認 定 に つ き 、 被 害 者 の 素 因 を 考 慮 す

る と な る と 、 高 度 に 複 雑 な 問 題 と な り 、 さ ら に 、 一 部 の 関 係 当 事 者 が 破 産 ・ 清

算 し て い た 場 合 、 当 該 当 事 者 と 関 連 し て 貸 付 等 を 行 っ た 金 融 機 関 の 負 担 は 、 著

し く 重 く な る 可 能 性 が あ る 。  
( 2 9 3 )  C f .  N C C ,  s u p r a  n o t e  ( 2 3 5 ) ,  a t  1 4 .  
( 2 9 4 )  P a y m e n t s  U K の 統 計 資 料 に よ る と 2 0 1 4 年 に は 、 成 人 の 9 3 ％ が D e b i t c a r d

を 保 有 し 、 9 2 兆 回 利 用 さ れ 、 一 人 当 た り 、 年 間 1 7 2 回 に な る 。 一 方 、 ク レ ジ

ッ ト カ ー ド は 、 成 人 の 6 0 ％ が 保 有 し 2 3 兆 回 利 用 さ れ 、 一 人 当 た り は 、 年 間 4
1 回 の 利 用 に と ど ま っ て い る （ h t t p : / / w w w . p a y m e n t s u k . o r g . u k / s i t e s / d e f a u l t / f
i l e s / p u b l i c a t i o n - f r e e / P a y m e n t s % 2 0 U K _ C o n t e n t s _ U K % 2 0 P a y m e n t % 2 0 S t a t i s t
i c s . p d f 〔 終 閲 覧 平 成 2 7 〔 2 0 1 5 〕 年 1 0 月 1 7 日 〕）。  

( 2 9 5 )  R e  a  D e b t o r  ( N o  7 8  o f  2 0 0 0 )  [ C h a n c y  D i v i s i o n ]  h e a r i n g - d a t e ,  1 3  J U L Y  
2 0 0 1 . は 、チ ャ ー ジ カ ー ド に よ る 決 済 の 場 合 に C C A  7 5 条 の 適 用 が な い 旨 を 説 示

し て い る 。 ま た 、 A D R に お い て は 、 O m b u d s m a n  N e w s ,  i s s u e  6 2 .  J u n e / J u l y  
2 0 0 7 :  c a s e  s t u d i e s ,  6 2 / 2 は 、妻 が 夫 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 し た 場 合 に は 、

売 買 契 約 と ク レ ジ ッ ト 契 約 の 債 務 者 が 異 な る た め D - C - S 契 約 と は な ら な い こ

と を 理 由 に 、 C C A  7 5 条 の 適 用 が 否 定 さ れ て い る ( h t t p : / / w w w . f i n a n c i a l  
- o m b u d s m a n .  
o r g . u k / p u b l i c a t i o n s / o m b u d s m a n - n e w s / 6 2 / 6 2 - c o n s u m e r - c r e d i t . h t m # c s 2〔 終

閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 8 月 2 6 日 〕）。  
( 2 9 6 )  清 水 ・ 前 掲 注 ( 1 2 ) 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 法 的 構 造 ( 1 ) 」 1 7 4 頁 は 、「 た ま た ま

分 割 払 い を 認 め る か 否 か の み で 経 済 的 に は 同 種 の 取 引 の 法 的 取 扱 を 異 に す る

合 理 性 は な い 」 と す る 。 な お 、 日 本 弁 護 士 連 合 会 等 か ら は 、 マ ン ス リ ー ク リ ア

方 式 を 割 賦 販 売 法 の 規 制 対 象 に 加 え る べ き 旨 の 要 望 が あ る 。 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 4 )
「 第 二 章  売 主 法 域 に お け る 法 改 正 問 題 ― ― 割 賦 販 売 法 昭 和 5 9 年 改 正 の 考 察 」

1 2 6 頁 参 照 。  
( 2 9 7 )  D o C o M o の お サ イ フ ケ ー タ イ や ク レ ジ ッ ト カ ー ド に セ ッ ト し て 利 用 で き る 後

払 い 式 電 子 マ ネ ー の i D が あ る 。 こ れ ら に お い て は 、 利 用 し た 金 額 を 後 か ら 通

話 料 金 や ク レ ジ ッ ト 利 用 代 金 と 一 緒 に 支 払 う 。  
( 2 9 8 )  S u i c a （ ス イ カ ） な ど 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 登 録 す る こ と で 、 電 子 マ ネ

ー の オ ー ト チ ャ ー ジ が で き る 電 子 マ ネ ー 。 チ ャ ー ジ 代 金 を ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利

用 代 金 と と も に 後 払 い す る 。  
( 2 9 9 )  デ ビ ッ ト カ ー ド は 、預 金 口 座 か ら の 即 時 引 き 落 と し が 基 本 で あ る が 、総 合 口

座 な ど 貸 越 が 認 め ら れ て い る キ ャ ッ シ ュ カ ー ド の 場 合 に は 、 残 高 を 減 ら し て お

け ば 、 自 動 的 に 後 払 い と な る 。  
( 3 0 0 )  「 当 然 適 用 説 」 と し て 、 池 本 誠 司 「 割 賦 販 売 法 後 の 販 売 信 用 ・ 決 裁 に 関 す る

論 点 」 鹿 野 菜 穂 子 ＝ 中 田 邦 博 ＝ 松 本 克 美 編 『 消 費 者 法 と 民 法 （ 長 尾 治 助 先 生 追

悼 論 文 集 ）』（ 法 律 文 化 社 、 2 0 1 3 年 ） 8 8 頁 、 2 0 3 頁 、 番 井 菊 世 「 改 正 特 商 法 ・

割 販 法 5 」 月 報 司 法 書 士 2 0 1 0 年 8 月 号 5 4 頁 な ど 。 類 推 適 用 説 と し て 、 経 済 産

業 省 商 務 情 報 政 策 局 取 引 信 用 課 編 『 平 成 2 0 年 版 割 賦 販 売 法 の 解 説 』（ 日 本 ク レ

ジ ッ ト 産 業 協 会 、 2 0 0 9 年 ） 5 0 頁 、 中 崎 ・ 前 掲 注 ( 1 0 ) 1 8 4 - 1 8 6 頁 な ど 参 照 。  
( 3 0 1 )  個 別 ク レ ジ ッ ト を 利 用 し て 訪 問 販 売 ま た は 電 話 勧 誘 販 売 の 方 法 で 商 品 等 が

販 売 さ れ た 場 合 に 、 供 給 者 が 特 定 商 取 引 法 6 条 1 項 1 号 、 2 1 条 1 項 1 号 等 に

記 載 さ れ る べ き 重 要 事 項 、割 賦 販 売 法 3 5 条 の 3 の 1 3 第 1 項 1 号 か ら 4 号 に 規

定 す る 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん 受 領 契 約 （ 個 別 ク レ ジ ッ ト 契 約 ） お よ び 同 条 同 項

6 号 に 規 定 す る 重 要 事 項 に つ い て 不 実 告 知 ま た は 故 意 の 不 告 知 に 該 当 し た 場 合

に は 、 購 入 者 は 、 割 賦 販 売 法 3 5 条 の 3 の 1 3 第 1 項 に 基 づ き 、 売 買 契 約 と と も

に 、 個 別 ク レ ジ ッ ト 契 約 の 取 消 し が 可 能 で あ る 。 な お 、 特 定 連 鎖 販 売 個 人 契 約

（ 割 賦 販 売 法 3 5 条 の 3 の 1 4 ）、 継 続 的 役 務 提 供 契 約 （ 同 法 3 5 条 の 3 の 1 5 ）、

業 務 提 供 誘 引 販 売 個 人 契 約 （ 同 法 3 5 条 の 3 の 1 6 ） に つ い て も 同 様 の 規 定 が あ

る 。  
( 3 0 2 )  わ が 国 の リ ボ ル ビ ン グ 払 手 数 料 率 は 、 実 質 年 率 1 3 . 4 % ～ 1 5 . 5 % 程 度 で あ る の

に 対 し 、 イ ギ リ ス で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 紹 介 サ イ ト を 見 る と 1 7 . 9 ～ 2 3 . 9 %
と か な り 高 率 で あ る （ h t t p : / / w w w. m o n e y . c o . u k / c r e d i t - c a r d s / a b r o a d - c r e d i t -  
c a r d s . h t m〔 終 閲 覧：平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 8 月 2 5 日 〕）。ま た 、郵 便 局 の M a s t e r C a r d
に つ い て は 、 ク ラ ッ シ ッ ク カ ー ド と プ レ ミ ア ム カ ー ド の 年 会 費 は 無 料 で あ り 、
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リ ボ ル ビ ン グ 金 利 は ク ラ シ ッ ク カ ー ド が 2 2 . 9 % 。プ レ ミ ア ム カ ー ド が 1 7 . 8 % と 、

一 般 的 な カ ー ド よ り 低 料 率 と 低 い と い う も の の 、 わ が 国 に 比 較 す る と 決 し て 低

料 率 と は い え な い 。和 田 文 明「（ 海 外 事 情 ）カ ー ド ＆ N F C 旅 行 記 ― ― イ ギ リ ス ・

ロ ン ド ン 編 」 C a r d  W a v e  2 7 巻 4 号 （ 2 0 1 4 年 ） 5 4 頁 参 照 。  
( 3 0 3 )  わ が 国 で は 、現 金 販 売 価 格 と ク レ ジ ッ ト 取 扱 時 の 価 格 の 差 別 は 、ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 会 社 と 加 盟 店 と の 間 の 契 約 で 禁 止 さ れ て い る が 、 イ ギ リ ス で は 、 加 盟 店

手 数 料 の 負 担 を 顧 客 に 上 乗 せ 転 嫁 す る ( s u r c h a r g e ) な ど 、現 金 顧 客 と の 差 別 を 禁

じ る 契 約 は で き な い こ と が 、 命 令 で 認 め ら れ た こ と が あ る 。 一 方 、 ア メ リ カ で

は 、 s u r c h a r g e を 認 め る 州 と 禁 止 す る 州 も あ る 。 尾 島 茂 樹 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー

ド 使 用 手 数 料 の 上 乗 せ と 現 金 割 引 ― ― ア メ リ カ に お け る 立 法 を 参 考 と し て 」 金

沢 法 学 4 5 巻 2 号 （ 2 0 0 3 年 ） 1 8 1 頁 参 照 。  
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第 3 章 アメリカのクレジットカード取引における  

利用者保護の仕組み  
 

 

第 1 節  本章の課題  

 

本 章 で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 発 祥 の 地 で あ り 、 国 際 ブ ラ ン

ド を 生 み 出 し 、 今 日 の 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 基 本 的

ス キ ー ム を 構 築 し て 、 小 切 手 社 会 か ら キ ャ ッ シ ュ レ ス 化 社 会 へ と 牽

引 し て き た ア メ リ カ を 扱 う こ と に す る ( 1 )。  

ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 当 初 、 売 主 と 買 主 と い う 二 当 事 者 間 取 引 に

お け る 身 元 確 認 と 顧 客 の 購 買 履 歴 を と る 目 的 で 導 入 さ れ た ( 2 )。 そ の

頃 の カ ー ド 取 引 は 、 商 品 売 買 の た め の 取 引 方 法 の 一 方 式 に 過 ぎ ず 、

消 費 者 保 護 の 観 点 か ら 高 額 商 品 の 分 割 購 入 に つ い て の 割 賦 販 売 規 制

が 行 わ れ て い た 州 は あ っ て も 、 購 入 資 金 の 金 融 機 関 融 資 手 数 料 の

高 額 の 制 限 や 不 公 正 な 契 約 条 項 の 禁 止 等 の 規 制 に と ど ま っ て い る 場

合 が ほ と ん ど で あ り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 そ の も の に 対 す る 法 規

制 は 行 わ れ て い な か っ た ( 3 )。  

カ ー ド 利 用 者 保 護 の た め の 法 規 制 が 必 要 と さ れ 、 検 討 が 開 始 さ れ

る よ う に な る の は 、 三 当 事 者 型 の カ ー ド 取 引 ― ― 銀 行 （ ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 発 行 会 社 ） と 消 費 者 と の 間 の カ ー ド 会 員 契 約 、 カ ー ド 会 社 と

販 売 業 者 と の 間 の 加 盟 店 契 約 を 前 提 と す る 、 加 盟 店 た る 販 売 業 者 と

カ ー ド 会 員 た る 購 入 者 と の 間 の 商 品 販 売 ・ 役 務 提 供 契 約 の 三 面 契 約

( 4 )― ― を 行 う 銀 行 カ ー ド が 普 及 し て 以 降 の こ と で あ る ( 5 )。  

こ の 点 は 、 わ が 国 が 二 当 事 者 間 取 引 の 割 賦 販 売 と と も に 、 チ ケ ッ

ト ・ ク ー ポ ン に よ る 三 当 事 者 型 取 引 が 割 賦 販 売 法 制 定 当 初 か ら 適 用

対 象 と な り 、 分 割 払 い 式 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 へ と 移 行 し て い く 過

程 と は や や 異 な っ て い る ( 6 )。 ま た 、 当 初 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に

対 す る 法 規 制 に つ い て も 、 わ が 国 と は 異 な り ( 7 )、 銀 行 が 口 座 開 設 者

に 対 し て 一 方 的 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 送 付 し た た め に 生 じ た ① 他 人
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の 不 正 取 得 と 不 正 使 用 、 ② 多 数 の 銀 行 か ら 送 付 さ れ る 取 引 条 件 （ 利

率 、 長 期 間 な ど ） の 異 な る ク レ ジ ッ ト プ ラ ン に 対 す る 表 示 規 制 ・

情 報 開 示 の 適 正 化 の 問 題 で あ り 、 ③ 消 費 者 の カ ー ド 紛 失 ・ 盗 難 に よ

る 被 害 の 救 済 と い っ た 点 に 着 目 し た 規 制 で あ っ た 点 に 特 徴 が あ る ( 8 )。 

今 日 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 基 本 ス キ ー ム は 、 VISA 、

MasterCard、 American  Express、 Dinners と い っ た ア メ リ カ 発 祥

の 国 際 ブ ラ ン ド の 下 で 、 イ シ ュ ア の 相 違 や 利 用 地 域 の 区 別 な く 、 同

一 の オ ペ レ ー シ ョ ン で 運 営 さ れ る 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取

引 へ と 移 行 し て お り ( 9 )、 わ が 国 に お け る 法 規 制 の あ り 方 を 検 討 す る

際 に は 、 ア メ リ カ の 多 数 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 の ス キ ー ム に 対 す る 法

規 制 の 内 容 に つ い て 知 る こ と が 不 可 欠 と 考 え ら れ る 。  

 そ こ で 、 以 下 で は 、 今 日 の 全 世 界 的 に 主 流 と な っ て い る 国 際 ブ ラ

ン ド に よ る 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が 、 ア メ リ カ に お い

て ど の よ う な 経 緯 で 生 ま れ 、 発 展 し て き た の か 、 ま た 、 そ れ が ど の

よ う な 問 題 に 直 面 し 、 そ れ に 対 し て ど の よ う な 法 規 制 が 行 わ れ て き

た か を 探 る こ と を 通 じ て 、 わ が 国 の 現 在 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に

発 生 し て い る 諸 問 題 に 対 す る 取 り 組 み の 方 策 や 規 制 の あ り 方 を 探 る

こ と と し た い 。
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 第 2 節  アメリカにおけるクレジットカード取引の歴史  

 

1． ア メ リ カ に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 起 源  

 

（ 1）  二 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引  

ア メ リ カ で 初 の （ し た が っ て ま た 世 界 初 の ） ク レ ジ ッ ト カ ー

ド は 、 1910 年 頃 か ら 1915 年 頃 に 発 行 さ れ た と さ れ て い る 。 1914

年 頃 に は 、 石 油 会 社 が ガ ソ リ ン ス タ ン ド の 会 員 向 け に ガ ソ リ ン や 車

の ア ク セ サ リ ー を 購 入 す る た め の も の と し て 発 行 し 、 ま た 送 金 サ ー

ビ ス 会 社 で あ る Western  Union が 紙 の チ ャ ー ジ カ ー ド を 発 行 し た

こ と が 判 っ て い る ( 1 0 )。そ れ 以 前 に も 、少 数 の ホ テ ル 、百 貨 店 な ど に

お い て は 、 ク レ ジ ッ ト ・ コ イ ン ( c red i t  co in )な ど を 利 用 し た 信 用 販

売 が 行 わ れ て い た 。「 ク レ ジ ッ ト・コ イ ン 」と は 、小 さ な メ ダ ル（ 円

形 で は な い も の を 含 め て 「 ト ー ク ン 」 と 呼 ば れ て い た ） に 発 行 者 で

あ る 商 人 の 名 称 と 顧 客 の 取 引 口 座 番 号 を 記 載 し た も の で 、 顧 客 の 利

用 権 限 と 身 分 証 明 を 果 た す も の で あ っ た ( 1 1 )。ク レ ジ ッ ト・コ イ ン 等

の 発 行 目 的 は 、第 1 に 購 入 促 進 策 で あ り 、第 2 に は 、取 引 顧 客 の 素

早 い 確 認 で あ っ た が 、 ク レ ジ ッ ト ・ コ イ ン 等 は 、 詐 欺 的 な 使 用 を 防

止 す る た め の 信 用 の カ ギ と し て の 機 能 も 有 し て い た ( 1 2 )。  

し か し 、 こ う し た コ イ ン 類 に は 、 記 載 で き る 項 目 は 限 定 さ れ て お

り 、 顧 客 氏 名 や 有 効 期 限 な ど の 記 載 が で き か っ た た め 、 店 員 が 常 連

客 を 必 ず し も 識 別 で き る と は 限 ら な い 不 都 合 が 存 在 し た 。 そ こ で 、

掛 売 り 客 の 身 元 確 認 と 同 時 に 、 そ の 購 入 内 容 を 記 録 す る 目 的 を も っ

て 、 紙 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 が 始 ま っ た ( 1 3 )。  

1920 年 代 初 め に は 、石 油 会 社 が「 コ ー テ ー シ ー・カ ー ド ( cour tesy  

card )（ 優 待 カ ー ド ）」の 発 行 を 始 め た が ( 1 4 )、 こ れ は 、 ほ ぼ 現 在 の オ

イ ル 会 社 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド と 同 じ 機 能 を 備 え て い た ( 1 5 )。  

そ の 後 、 1928 年 に は 、 大 手 百 貨 店 が 「 チ ャ ー ガ ・ プ レ ー ト

( charga -p lates )（ 掛 買 い 許 可 証 ）」 と 呼 ば れ た 金 属 製 の ク レ ジ ッ ト

カ ー ド を 発 行 す る よ う に な る 。 そ の 仕 組 み は 、 販 売 員 が 刻 印 機 に こ
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の プ レ ー ト を 差 し 込 む と 、 売 上 伝 票 に 顧 客 の 名 前 な ど と コ ー ド 化 さ

れ た 情 報 を 記 載 す る も の で あ る ( 1 6 )。  

石 油 会 社 や ホ テ ル な ど で 発 行 さ れ た カ ー ド は 、 二 当 事 者 間 取 引

で 用 い ら れ 、 使 途 も 単 一 目 的 ( s ing le  purpose )の も の で あ っ た ( 1 7 )。

こ れ に 対 し て 、 デ パ ー ト な ど が 発 行 す る カ ー ド は 、 デ パ ー ト の あ ら

ゆ る 商 品 に 利 用 で き た 点 に お い て は 汎 用 的 で あ っ た が 、 こ れ も 二 当

事 者 型 で 、 そ も そ も 信 用 力 が 確 実 な 顧 客 に 対 し て の み 発 行 さ れ る 点

に お い て 使 途 は 限 定 的 で あ っ た ( 1 8 )。  

 

〔 図 表 1〕  二 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引  

 

        ク レ ジ ッ ト カ ー ド 等 の 交 付  

 

      カ ー ド を 提 示 し て の 商 品 購 入 （ 後 払 い ）  

 

 

（ 2）  二 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る 利 用 者 の 保 護  

二 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 の 時 代 に お い て は 、 カ ー ド （ ク レ ジ ッ ト ・

コ イ ン 等 ） は 身 分 証 明 と 売 掛 記 録 の た め の 手 段 で あ っ た か ら 、 カ ー

ド 利 用 者 保 護 の た め の 法 規 制 は 、 必 要 と さ れ て い な か っ た 。 そ れ ど

こ ろ か 、 売 主 の 利 益 保 護 の 観 点 か ら ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 不 正 な 取 得

に 刑 事 罰 を 設 け て い る 州 す ら あ っ た ( 1 9 )。  

ま た 、 ク レ ジ ッ ト ・ コ イ ン を 不 正 に 使 用 さ れ た 場 合 に お け る 保 有

者 の 責 任 に 関 し て は 、 保 有 者 の 管 理 責 任 を 理 由 に 支 払 い 義 務 を 認 め

る 見 解 と 、 ク レ ジ ッ ト ・ コ イ ン な ど は 単 な る 身 分 証 明 で あ る か ら 、

保 有 者 は 不 正 利 用 の 責 任 を 負 わ な い と す る 見 解 が 対 立 し て お り 、 あ

る い は ク レ ジ ッ ト ・ コ イ ン の 不 正 使 用 の 問 題 は 、 詐 欺 に 関 す る 既 存

の 法 律 で 処 理 す れ ば 足 り る と の 見 解 も あ っ た ( 2 0 )。  

な お 、 そ の 後 、 リ ボ ル ビ ン グ 支 払 が で き る カ ー ド が 出 現 す る が 、

そ の 手 数 料 に 関 す る 規 制 に つ い て は 、 利 子 賦 課 に 関 す る 州 法 で 対 処

百 貨 店 等  常 連 顧 客  
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す れ ば 十 分 と さ れ て い た ( 2 1 )。  

 

2． 三 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引  

 

（ 1）  三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 出 現  

1929 年 に 発 生 し た 大 恐 慌 に よ り ク レ ジ ッ ト カ ー ド・ビ ジ ネ ス は い

っ た ん 衰 退 し た 。そ の 後 、1936 年 に な っ て シ ア ト ル の リ テ ー ル・サ

ー ビ ス ・ ビ ュ ー ロ ー と い う 会 社 が 1 ,000 店 以 上 の 小 売 店 と 契 約 し て

消 費 者 へ の 掛 売 り の 仲 介 事 業 を 開 始 し た ( 2 2 )。こ れ は 、消 費 者 が 仲 介

事 業 者 の 発 行 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 保 有 す る 会 員 に な れ ば 、 仲 介

事 業 者 が 提 携 す る 小 売 店 に お い て 、 小 売 店 ご と の 専 用 の カ ー ド を 示

す こ と な く 、 仲 介 事 業 会 社 の カ ー ド を も っ て 利 用 が で き る と い う も

の で あ る 。  

こ の 方 式 で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 売 主 が 顧 客 の 顔 や 名 前 、 住

所 な ど を 知 ら な く て も 、 自 店 の 特 定 の 顧 客 と 同 じ よ う に 掛 売 り が で

き る こ と を 示 す 特 別 の 証 票 と い う 性 格 を 有 す る こ と と な っ た 。 こ の

新 し い 仲 介 事 業 者 介 在 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 提 携 先 に 限 る と い

う 、 利 用 可 能 な 範 囲 に は 限 定 が あ る も の の 、 購 入 目 的 に 応 じ て 会 員

は 、 売 主 を 選 択 で き る 、 汎 用 性 を も っ た カ ー ド へ の 一 歩 を 踏 み 出 す

こ と に な っ た 。こ の 方 式 は 、そ の 後 の 鉄 道 や 航 空 機 の 発 達 に よ っ て 、

利 用 範 囲 が 拡 大 し て い く ( 2 3 )。  
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〔 図 表 2〕  当 初 の 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引  

 

 

（ 2）  三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 発 展  

そ の 後 、 第 2 次 世 界 大 戦 中 は 、 ガ ソ リ ン が 配 給 制 に な っ た ほ か 、

消 費 者 信 用 の す べ て の 分 野 に つ き 、 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 の 信 用 統 制

令 と し て 1941 年 9 月 に Regulat ion  Z が 発 令 さ れ 、頭 金 の 額 、返 済

期 間 、 支 払 期 間 を 過 ぎ た 掛 売 金 勘 定 ( charge  account )の 勘 定 継 続 行

為 の 禁 止 な ど の 規 制 を 受 け た た め 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド も 、 ほ と ん ど

発 行 さ れ な く な っ て い た ( 2 4 )。  

し か し 、 戦 後 に な る と 、 汎 用 性 を 持 っ た カ ー ド 発 行 の チ ャ レ ン ジ

が 続 け ら れ る 中 で ( 2 5 )、1950 年 に ダ イ ナ ー ス・ク ラ ブ (Dinner ’s  C lub)

が 、 初 め て 全 国 的 な 規 模 で 利 用 で き る 汎 用 性 (a l l  purpose )を 有 す る

ク レ ジ ッ ト カ ー ド プ ラ ン の 提 供 を 開 始 し た 。 こ の カ ー ド は 、 Ｔ &E

カ ー ド (Trave l  &  Enter ta inment  Card )と 呼 ば れ た ( 2 6 )。 Dinner’ s  

C lub は 、旅 行 や 飲 食 そ の 他 の 販 売 店 を 加 盟 店 に 加 え る 一 方 で 、カ ー

ド 会 員 と し て 富 裕 層 を タ ー ゲ ッ ト に 据 え て 、 数 年 の 間 に 利 益 を あ げ

る こ と に 成 功 し た 。  

ダ イ ナ ー ス カ ー ド の 成 功 を 機 に 、 銀 行 も カ ー ド 業 務 に 参 入 す る よ

カ ー ド 会 員  

仲 介 事 業 者

販 売 店 A  

販 売 店 B  

販 売 店 C  

代 金 債 権 の 譲 渡  

カ ー ド を 提 示 し て  
商 品 を 購 入  

代 金 の 後 払 い  

ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 交 付  
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う に な り ( 2 7 )、ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 銀 行 数 は 1955 年 に は 100 行

を 超 え 、 1959 年 ま で に は 150 の 銀 行 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 す

る よ う に な っ た ( 2 8 )。 一 方 、 1958 年 に は 、 ト ラ ベ ラ ー ズ ・ チ ェ ッ ク

大 手 で あ る ア メ リ カ ン・エ ク ス プ レ ス (Amer i can  Express )が 1959

年 に は ヒ ル ト ン ホ テ ル の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 部 門 で あ る カ ル テ ・ ブ ラ

ン シ ェ (Carte  B lanche )が T&E カ ー ド 部 門 に 参 入 す る ( 2 9 )。  

だ が 、 そ の 後 の ア メ リ カ の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 発 展 の 担 い 手

は 、 銀 行 で あ っ た 。 す な わ ち 、 銀 行 の 発 行 す る 《 consumer  cred i t  

card》 が 、 多 目 的 に 利 用 で き る カ ー ド と し て 発 展 し ( 3 0 )、 そ れ が や

が て ア メ リ カ に お け る 三 当 事 者 型 の 汎 用 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引

(The  Tr ipar t i te  Cred i t  Card  Transact ion )へ と 展 開 し て ゆ く ( 3 1 )。  

 

（ 3）  三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 仕 組 み  

T&E カ ー ド な ら び に 当 初 の 銀 行 カ ー ド の 仕 組 み は 、ク レ ジ ッ ト カ

ー ド を 発 行 す る 銀 行 や T&E カ ー ド 会 社 が そ の 利 用 を 受 け 入 れ る 販

売 店 を 加 盟 店 と し て 募 集 し 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 扱 い に 関 す る 加 盟

店 契 約 を 締 結 す る 一 方 、 預 金 者 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 し て 会 員

化 し て 、 加 盟 店 で シ ョ ッ ピ ン グ 代 金 を カ ー ド で 決 済 さ せ 、 事 後 的 に

ま と め て 、 預 金 口 座 ま た は 小 切 手 で の 清 算 を 行 う と い う も の で あ っ

た 。 こ れ ら の 取 引 に お け る 各 当 事 者 と の 契 約 関 係 は 、 カ ー ド の 会 員

規 約 と 加 盟 店 規 約 に 定 め ら れ て い る ( 3 2 )。  

し か し 、同 じ 三 当 事 者 型 の 取 引 で も 、T&E カ ー ド と 銀 行 カ ー ド と

で は 、 そ の 内 容 な い し 収 益 構 造 が 大 き く 異 な る 。  

T&E カ ー ド に お い て 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド カ ー ド 会 員 は 、予 め 入 会

金 と 年 会 費 を 支 払 う こ と が 必 要 で あ る が 、 月 末 に 送 ら れ て く る 請 求

書 に 基 づ き 、 利 用 日 か ら 30 日 以 内 に そ の 全 額 を 支 払 い 、 手 数 料

( serv i ce  charge )を 支 払 う 必 要 が な い ( 3 3 )。 カ ー ド 会 員 に 商 品 を 販 売

し た 加 盟 店 に は 、 加 盟 店 契 約 に 基 づ い て 、 利 用 代 金 か ら 加 盟 店 手 数

料 を 控 除 し た 金 額 が 支 払 わ れ る 。こ の よ う に 、つ ま り 、T&E カ ー ド

に お い て は 、加 盟 店 か ら の 加 盟 店 手 数 料 収 入 と ( 3 4 )、カ ー ド 会 員 か ら
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の 入 会 金 ・ 年 会 費 が 主 な 収 益 源 で あ っ た ( 3 5 )。  

こ れ に 対 し て 、銀 行 の 発 行 す る カ ー ド は 、多 く の 銀 行 に お い て は 、

代 金 の 繰 り 延 べ 払 い を 認 め ず 、 T&E カ ー ド と 同 様 に 手 数 料 な し で

30 日 程 度 で カ ー ド 会 員 に 一 括 返 済 さ せ る が ( 3 6 )、 会 員 か ら 年 会 費 を

徴 収 し な か っ た 。加 盟 店 と の 関 係 は 、T&E カ ー ド と 同 様 に 加 盟 店 手

数 料 を 徴 収 し た 。  

銀 行 カ ー ド は 、 入 会 金 ・ 年 会 費 の 収 入 が な い う え 、 カ ー ド の 売 上

伝 票 の 集 計 等 に は コ ス ト が か か る の で 、 当 時 13,000 行 余 り あ る 全

銀 行 の ほ ん の 一 部 し か 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 事 業 に 成 功 し て い な か っ

た と い わ れ て い る ( 3 7 )。  

ま た 、 T&Eカ ー ド は 、徐 々 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 取 扱 い を 全 国 規

模 に 拡 大 し て い っ た が 、 当 時 の ア メ リ カ に お い て は 、 ｢1927年 マ ク

フ ァ ー デ ン 法 (Mc-Fadden  Act  o f  1927  )｣に よ り 、国 法 銀 行 (Nat iona l  

Bank)・ 州 法 銀 行 (State  Bank)と も 、 ほ と ん ど の 州 に お い て 、 本 店

の 所 在 す る 州 以 外 の 州 で の 支 店 設 置 が 制 限 さ れ て お り  ( 3 8 )、 ま た 、

商 業 銀 行 の 州 内 の 支 店 設 置 が 認 め ら れ て い な か っ た こ と か ら ( 3 9 )、銀

行 カ ー ド は 、 制 限 の な い ノ ン バ ン ク の カ ー ド 会 社 と 比 べ て 競 争 上 不

利 だ っ た ( 4 0 )。  

1960 年 時 点 の ア メ リ カ で は 、 全 銀 行 13,126 行 の 81 .8%を 占 め る

10,740 行 が 一 店 舗 の み で 営 業 す る 単 店 銀 行 (Uni t  Bank)で あ り 、 全

営 業 店 舗 の 45.3%が 単 店 銀 行 の 店 舗 で あ っ て ( 4 1 )、支 店 を 有 す る 銀 行

に あ っ て も 、 店 舗 総 数 は 5～ 6 店 規 模 で あ っ た 。 こ の よ う な 状 況 で

は 、 銀 行 が 多 数 の 加 盟 店 を 獲 得 し 、 多 数 の 顧 客 と の 頻 繁 な 取 引 に よ

り 利 益 を 生 む ク レ ジ ッ ト カ ー ド ・ ビ ジ ネ ス を 単 独 で 営 む に は 、 効 率

が 悪 す ぎ た と い え よ う 。  

一 方 、百 貨 店 業 界 で は 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 に よ る 返 済 方 法 に 、

一 括 返 済 の ほ か 、リ ボ ル ビ ン グ 返 済 、分 割 返 済 の 三 つ の ク レ ジ ッ ト・

プ ロ グ ラ ム を 採 用 し て お り 、 百 貨 店 の 発 行 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド ・

ビ ジ ネ ス で は 、 商 品 売 買 に よ る 利 益 の ほ か 、 リ ボ ル ビ ン グ 返 済 、 分

割 返 済 に よ る 会 員 か ら の 手 数 料 収 入 が 見 込 め る シ ス テ ム に な っ て い



216 

た ( 4 2 )。  

そ こ で 、 銀 行 は 、 銀 行 カ ー ド を 利 用 し た 場 合 の 毎 月 の 請 求 額 を 、

一 定 期 間 内（ 通 常 25 日 な い し 30 日 以 内 ）に 全 額 一 括 払 い で 支 払 う

か 、 あ る い は 繰 延 払 い を す る か に つ い て 選 択 権 を 設 け る 方 式 に 変 更

し た ( 4 3 )。カ ー ド 会 員 が 、繰 延 払 い を 選 択 し た 場 合 に は 、利 子 の 支 払

い の 猶 予 期 間 ( grace  per iod )を 経 過 し た 後 は リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 伴

う 利 子 手 数 料 を 受 領 で き る ( 4 4 )の で 、銀 行 は 、こ れ に よ り 、収 益 を 増

加 さ せ よ う と し た の で あ る ( 4 5 )。  

カ ー ド 会 員 が 、 利 用 額 の 一 部 の 支 払 い を 繰 延 払 い す る 支 払 方 法 を

選 択 し た と き の 金 利 手 数 料 と し て 、 銀 行 が 設 定 し た の は 、 残 額 に 対

し て 月 1～ 1 .5%の 手 数 料 率 で あ っ た ( 4 6 )。そ の 結 果 、銀 行 カ ー ド に お

け る 主 た る 収 入 源 は 、加 盟 店 に 対 す る 手 数 料 と ( 4 7 )、ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 会 員 か ら の リ ボ ル ビ ン グ 払 い に よ る 金 利 収 入 と な っ た ( 4 8 )。  

な お 、銀 行 カ ー ド は 、T&E カ ー ド の よ う に 、会 員 か ら の 年 会 費 の

徴 収 と い う 方 法 は 、 引 き 続 き 採 用 し な か っ た ( 4 9 )。  

と こ ろ で 、T&E カ ー ド の 場 合 は 、カ ー ド 会 員 が 加 盟 店 で 利 用 し た

代 金 を 、 そ の 債 権 の 譲 渡 を 受 け た T&E カ ー ド 会 社 に 月 末 な ど に 1

回 払 い で 支 払 う も の で あ る か ら 、 そ の 性 質 は 代 金 の 後 払 い に な る 。

こ れ に 対 し て 、 銀 行 カ ー ド に お い て 、 猶 予 期 間 経 過 後 の リ ボ ル ビ ン

グ 払 い を 選 択 し た 場 合 に は 、 利 用 代 金 の う ち 、 繰 り 延 べ 部 分 に つ い

て は 、 リ ボ ル ビ ン グ 返 済 を 約 し た 借 入 と み る こ と が で き る ( 5 0 )。  

こ の よ う に 、 同 じ 汎 用 性 の あ る 三 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取

引 で あ る が 、 終 的 な 決 済 の 方 法 の 違 い も 大 き い 。  
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〔 図 表 3〕  銀 行 の 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引  

（ 太 線 ＝ 金 の 流 れ 。 破 線 ＝ 情 報 ・ モ ノ の 流 れ ）  

 

①   カ ー ド 会 員 が 、 カ ー ド 券 面 の 提 示 ま た は カ ー ド 番 号 の 通 知 並 び に 署 名

ま た は 暗 証 番 号 の 入 力 に よ り 、 代 金 の カ ー ド 決 済 の 申 し 込 み を 行 う 。  

②  加 盟 店 は 、カ ー ド が 有 効 な カ ー ド か 、与 信 限 度 枠 内 か な ど 回 線 等 を 通 じ

て カ ー ド 会 社 に 確 認 す る 。  

③  加 盟 店 は 、カ ー ド 発 行 銀 行 の 承 認 に よ り 、商 品 の 引 渡 し 、役 務 の 提 供 を

行 う 。  

④  加 盟 店 は 、 掛 売 り し た 売 上 伝 票 や 売 上 デ ー タ を カ ー ド 発 行 銀 行 に 送 付

し 、 代 金 相 当 額 の 支 払 い を 請 求 す る 。  

⑤  加 盟 店 契 約 に 基 づ く 所 定 の 支 払 期 日 に 、代 金 相 当 額 か ら 加 盟 店 手 数 料 を

控 除 し た 金 額 が 、 加 盟 店 の 届 け 出 た 銀 行 預 金 口 座 に 支 払 わ れ る 。  

⑥  カ ー ド 発 行 銀 行 は 、カ ー ド 会 員 が 利 用 し た カ ー ド 利 用 の 明 細 書 を 月 一 回

作 成 し 、 支 払 請 求 す る 。 カ ー ド 会 員 の 指 定 す る 住 所 に 送 付 す る 。  

⑥  カ ー ド 会 員 は 、利 用 代 金 を 所 定 期 日 ま で に 全 額 、ま た は 支 払 う べ き 低

金 額 以 上 の 金 額 を 小 切 手 に 記 載 し て 支 払 銀 行 へ の 送 付 ま た は 口 座 振 替 の 方

法 に よ り 支 払 う ( 5 1 )。  

 

（ 4）  三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る 利 用 者 の 保 護  

二 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に お い て は 、 買 主 に 商 品 が 納 入 さ れ な い 、

商 品 に 瑕 疵 が あ っ て も 、 修 理 や 交 換 等 に 応 じ て も ら え な い 、 返 品 に

応 じ て も ら え な い と い っ た 問 題 が 生 じ た 場 合 、 カ ー ド 利 用 代 金 が 未

カ ー ド 会 員  

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 銀 行  

加 盟 店  

③ 商 品 ・ 役 務 の 提 供  

② カ ー ド 売 上

の 承 認 依 頼

① カ ー ド の 提 示  

④ 売 上 伝 票 の

送 付 ・ 請 求  

⑤ 売 上 金 額 の

入 金  
⑥ 請 求 書 の

送 付  

⑦ 代 金・利 息

の 入 金  
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払 い で あ れ ば 、 売 主 と 代 金 の 支 払 先 は 同 一 で あ る か ら 、 支 払 い を 留

保 し 、 完 全 な 納 品 や 交 換 等 を 受 け る ま で 支 払 わ な い 、 も し く は 、 契

約 を 解 除 す る こ と が で き る と し て 、問 題 の 解 決 に 臨 む こ と が で き る 。 

し か し 、 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に お い て は 、 商 品 の 購 入 や サ ー ビ

ス 取 引 の 当 事 者 は 、 カ ー ド 会 員 と 加 盟 店 で あ る 商 人 で あ っ て 、 カ ー

ド 会 員 は 、 商 人 と の 代 金 決 済 に 必 要 な 資 金 を 提 供 し た 銀 行 に 対 し て

返 済 義 務 を 負 う こ と に な り 、 二 当 事 者 型 と 同 じ 対 応 を 採 る こ と が 難

し い 。  

ま た 、 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 の 一 般 的 な 会 員 規 約 で は 、 カ ー ド 発

行 銀 行 か ら 承 認 さ れ た 購 入 代 金 の 支 払 い が 義 務 付 け ら れ て お り 、 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド の 利 用 代 金 の 請 求 が 銀 行 か ら 行 わ れ れ ば 、 カ ー ド 会

員 が そ の 返 済 を 拒 む こ と は 、許 さ れ て い な い ( 5 2 )。ま た 、カ ー ド を 紛

失 し た り 、盗 ま れ た り し て 、無 権 限 者 が カ ー ド を 利 用 し た 場 合 で も 、

紛 失 等 の 通 知 が カ ー ド 発 行 銀 行 に な さ れ る ま で は 、 会 員 に 支 払 義 務

の あ る こ と が 会 員 規 約 に 明 示 さ れ て お り 、 会 員 規 約 が 有 効 な 限 り 、

カ ー ド を 利 用 し た 責 任 は 、 カ ー ド 会 員 に あ る こ と が 明 確 に さ れ て い

た ( 5 3 )。  

な お 、 多 数 の 州 で は 、 小 売 店 ・ 金 融 会 社 ・ 月 賦 販 売 契 約 の 譲 受 人

に よ る 消 費 者 圧 迫 の 慣 行 を 規 制 す る 割 賦 販 売 法 を 制 定 し 、 特 定 の 販

売 店 か ら 特 定 商 品 購 入 を 行 い 、 そ の 代 金 決 済 に 関 連 す る 貸 付 を 利 用

し た 場 合 に 、 消 費 者 の 保 護 が 図 ら れ て お り ( 5 4 )、 判 例 で も 、 す で に

1940 年 頃 か ら 、販 売 店 と 信 用 供 与 機 関 で あ る 銀 行 と の 間 に 緊 密 な 商

事 的 関 連 性 が あ る 場 合 に は 、 信 用 販 売 債 権 の 譲 受 人 や 商 品 購 入 に 関

連 し た 貸 付 に 関 し て 、 コ モ ン ・ ロ ー 上 の 「 緊 密 関 連 性 の 法 理 〔 緊 密

関 係 法 理 〕( c lo se -connec tedness  doc tr ine )」 ( 5 5 )を 適 用 し て 、売 主 に

対 す る 抗 弁 の 接 続 を 認 め る よ う に な っ て い た ( 5 6 )。  

し か し 、 割 賦 販 売 法 の 保 護 の 対 象 と な っ て い る 特 定 の 商 品 を 金 融

会 社 や 銀 行 の 貸 付 を 利 用 し て 代 金 決 済 目 的 で 借 り 入 れ る 場 合 と 比 較

す る と 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は 、 カ ー ド 発 行 銀 行 が 商 品 の 内 容

や 価 格 等 に つ い て 予 め 関 与 す る こ と が な く 、 し か も 、 カ ー ド 会 員 の
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判 断 で 購 入 す る 商 品 を 自 由 に 選 択 す る こ と が で き る こ と か ら 、 ク レ

ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て は 、 購 入 契 約 と の 強 い 緊 密 関 係 性 が あ る

も の と は 、 認 識 さ れ て い な か っ た 。 し た が っ て 、 連 邦 法 で も 、 州 法

で も 、 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に 関 し て は 、 当 初 は 、 直 接 、 カ ー ド 会

員 を 保 護 す る よ う な 法 制 度 を 設 け る こ と は 行 わ れ て は い な か っ た

( 5 7 )。  

ま た 、 割 賦 販 売 法 や そ の 関 連 法 規 が 分 割 払 い を 認 め な い ク レ ジ ッ

ト カ ー ド に 適 用 さ れ な い の は 当 然 で あ る が 、 分 割 払 い を 認 め る 三 当

事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に つ い て も 、 適 用 は な い と さ れ て い

た ( 5 8 )。  

 

3． 四 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引  

 

（ 1）  四 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 誕 生  

様 々 な 経 緯 を 経 て 、 多 数 の 銀 行 が 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド に

取 り 組 む よ う に な っ た が 、1959 年 に は 、全 米 銀 行 1 位 の バ ン ク・オ

ブ ・ ア メ リ カ (Bank o f  Amer i ca ) ( 5 9 )が ア メ リ カ 西 海 岸 で 全 国 規 模 の

カ ー ド シ ス テ ム の 提 供 を 開 始 し ( 6 0 )、汎 用 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 分 野 に 本

格 的 に 参 入 し た ( 6 1 )。全 米 2 位 の チ ェ ー ス・マ ン ハ ッ タ ン 銀 行 (Chase  

Manhattan)も ア メ リ カ 北 東 部 で 全 米 の 一 般 消 費 者 を 対 象 と し て こ

れ に 追 随 し た が 、 チ ェ ー ス ・ マ ン ハ ッ タ ン 銀 行 は 、 新 規 事 業 に お け

る 営 業 上 の 困 難 さ や 、 貸 倒 れ 、 営 業 経 費 の 増 大 に よ り 、 事 業 か ら い

っ た ん 撤 退 す る ( 6 2 )。  

こ れ に 対 し て 、 バ ン ク ・ オ ブ ・ ア メ リ カ は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 事

業 を 採 算 に 乗 せ る こ と に 成 功 す る 。 こ れ は 、 同 銀 行 が 、 全 米 一 の 人

口 と 、 わ が 国 よ り 広 い 面 積 を 有 す る カ リ フ ォ ル ニ ア 州 に 、 合 併 等 に

よ り 当 時 す で に 大 支 店 網 を 展 開 し て い た 点 が 大 き い 。 す な わ ち 、

大 の 商 業 銀 行 の 規 模 を 活 か し て 、 全 州 の 小 売 店 な ど と 加 盟 店 契 約 を

結 ぶ 一 方 、 州 内 の 消 費 者 を 対 象 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 で き た こ

と が 、 同 銀 行 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド 事 業 の 成 功 を 収 め た 原 因 で あ っ た
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( 6 3 )。  

こ う し て 、 カ リ フ ォ ル ニ ア 州 に お い て ク レ ジ ッ ト カ ー ド 事 業 に 成

功 し た バ ン ク・オ ブ・ア メ リ カ は 、1966 年 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 事 業

で あ る バ ン カ メ リ カ ー ド (BankAmer icard )事 業 を 全 米 に ラ イ セ ン ス

販 売 す る こ と を 宣 言 し 、 州 を 越 え て 全 米 で ク レ ジ ッ ト カ ー ド 事 業 を

展 開 す る よ う に な る ( 6 4 )。こ の 方 法 で あ れ ば 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務

の み を 行 い 、 要 求 払 い 預 金 等 を 受 け 入 れ ず 、 単 一 の 事 務 所 し か 有 し

な い い わ ゆ る「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 銀 行 」と し て 、1956 年 銀 行 持 株 会

社 法 規 則 (12  U.  S .  Code  1841 条 (C ) (2 ) (F ) )に て 銀 行 の 定 義 か ら 除 外

さ れ て い る た め 、 McFadden Act に よ る 銀 行 の 州 際 業 務 禁 止 規 定 に

抵 触 し な い 。 よ っ て 、 自 行 に 口 座 を 持 つ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 員 は 、

他 州 に お い て も 、 同 銀 行 の サ ー ビ ス 業 務 と し て の ク レ ジ ッ ト カ ー ド

決 済 が 可 能 で あ っ た ( 6 5 )。な お 、こ の カ ー ド に よ る 決 済 サ ー ビ ス の 名

称 は 、1977 年 1 月 1 日 に バ ン ク ア メ リ カ ー ド か ら VISA に 変 更 さ れ

た ( 6 6 )。  

一 方 、 こ う し た バ ン ク ・ オ ブ ・ ア メ リ カ の 動 き に 対 し 、 カ リ フ ォ

ル ニ ア 州 内 の 他 の 銀 行 は 、 1967 年 7 月 《 Cal i forn ia  Bankcard  

Assoc ia t ion》 を 結 成 、《 Inter  charge  Card》 を 発 行 し て 対 抗 し 、 さ

ら に 、《 Cal i forn ia  Bankcard  Assoc ia t ion》 は 、 ニ ュ ー ヨ ー ク 州 の

11 の 銀 行 が 結 成 し た 《 Interbank  Card Assoc ia t ion》 と 統 合 し て 、

バ ン カ メ リ カ ー ド に 対 抗 す る 全 国 規 模 の ネ ッ ト ワ ー ク 《 Master  

Charge  System》が 構 築 さ れ た ( 6 7 )。現在の MasterCard International

の前身である ( 6 8 )。  

バ ン ク ・ オ ブ ・ ア メ リ カ と こ れ に 対 抗 す る 銀 行 グ ル ー プ に よ る 激

し い フ ラ ン チ ャ イ ズ 銀 行 獲 得 競 争 の 結 果 、 そ の 後 の ア メ リ カ に お い

て 、 1970 年 頃 に は 、 10 ,000 を 超 え る 銀 行 が 、 自 社 独 自 の プ ラ ン も

し く は BankAmer icard な い し Master  Charge  System と 提 携 し た

全 国 型 の プ ラ ン を 提 供 す る よ う に な っ た ( 6 9 )。ま た 、加 盟 銀 行 の 増 加

に 伴 っ て 加 盟 店 の 拡 大 が 進 み 、 カ ー ド 利 用 の 範 囲 も 全 米 50 州 と カ

ナ ダ の 一 部 ま で 及 ぶ こ と と な り ( 7 0 )、そ の 結 果 、銀 行 に ク レ ジ ッ ト カ
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ー ド の 口 座 を 開 設 し た カ ー ド 会 員 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド さ え 所 持 し

て い れ ば 、米 国 内 の ど の 場 所 で も カ ー ド が 利 用 で き る よ う に な っ た 。 

そ の 後 、 こ の 事 業 は 、 海 外 に も 展 開 し 、 ま ず イ ギ リ ス を 皮 切 り に

ヨ ー ロ ッ パ に 進 出 し た 後 、世 界 規 模 へ と 拡 大 し て い く ( 7 1 )。わ が 国 で

は 、 昭 和 43(1968)年 6 月 に 、 住 友 ク レ ジ ッ ト が Bank o f  Amer i ca

と 提 携 し て 営 業 を 開 始 す る 一 方 、 ダ イ ヤ モ ン ド ク レ ジ ッ ト が Inter  

Bank Card  Assoc ia t ion と 提 携 し た こ と で 、 わ が 国 で も VISA、

MasterCard ブ ラ ン ド の カ ー ド が 発 行 す る よ う に な っ た 経 緯 に つ い

て は 、 す で に 第 1 章 で 概 観 し た 通 り で あ る ( 7 2 )。  

 

（ 2）  四 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 仕 組 み  

四 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 、 遠 隔 地 や 海 外 で の 取 引 を 含

む た め 、 VISA、 MasterCard と い っ た 国 際 ブ ラ ン ド 抜 き で は 、語 る

こ と は で き な い 。 VISA、 MasterCard と い う 国 際 ブ ラ ン ド は 、自 ら

ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 し な い 。 国 際 ブ ラ ン ド は 、 世 界 中 の ク レ ジ

ッ ト カ ー ド を 発 行 す る 銀 行 そ の 他 の 機 関 （ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 ）

と 提 携 し て 、 法 人 や 個 人 を カ ー ド 会 員 と し て 獲 得 し カ ー ド を 発 行 す

る 業 務 を 行 う イ シ ュ ア ( I ssuer )及 び 販 売 店 と の 間 で 加 盟 店 契 約 を 結

び 、 会 員 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 し た と き に 利 用 代 金 を 支 払 う 業

務 を 行 う ア ク ワ イ ア ラ (Acquirer )の 間 に 立 っ て 、 代 金 関 係 の 清 算 業

務 を 行 う ( 7 3 )。  

具 体 的 に は 、 国 際 ブ ラ ン ド は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 利 用 に 関 連 す

る デ ー タ （ カ ー ド 会 員 情 報 や 取 引 金 額 そ の 他 の 取 引 情 報 ） を 、 ア ク

ワ イ ア ラ か ら イ シ ュ ア に 取 り 次 ぎ 、 イ シ ュ ア が 加 盟 店 か ら の 承 認 請

求 を 承 認 し た ら 、 ア ク ワ イ ア ラ に 代 金 相 当 額 を 交 付 す る 一 方 、 イ シ

ュ ア に 対 し て 代 金 相 当 額 を 請 求 し 、 こ れ を 受 領 す る こ と に よ っ て 、

終 的 に イ シ ュ ア が カ ー ド 会 員 に ア ク ワ イ ア ラ の 加 盟 店 で 利 用 し た

代 金 請 求 を す る こ と を 可 能 す る 清 算 機 能 を 果 た す 、 と い う も の で あ

る ( 7 4 )。国 際 ブ ラ ン ド は 、こ の 精 算 シ ス テ ム の 利 用 料 と し て 、加 盟 カ

ー ド 会 社 か ら ブ ラ ン ド ・ フ ィ ー と 取 引 に 伴 う フ ィ ー を 受 領 す る が 、
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個 別 の 取 引 に は 、 一 切 関 与 し て い な い 。  

こ の 国 際 ブ ラ ン ド の 提 供 す る シ ス テ ム に よ り 、 カ ー ド 会 員 は 、 カ

ー ド が ど こ の 国 で 発 行 さ れ た も の で あ っ て も 、 カ ー ド 券 面 上 と 同 じ

国 際 ブ ラ ン ド の マ ー ク を 掲 げ た 店 舗 で 、 買 い 物 や サ ー ビ ス が 受 け ら

れ る 状 態 に な っ て い る  ( 7 5 )。  

 

〔 図 表 4〕  一 般 的 な 四 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引  

（ 太 線 ＝ 金 の 流 れ 。 破 線 ＝ 情 報 ・ モ ノ の 流 れ ）  

 

 

①   カ ー ド 会 員 が カ ー ド 券 面 の 提 示 ま た は カ ー ド 番 号 の 通 知 並 び に 署 名 ま

た は 暗 証 番 号 の 入 力 に よ り 、 代 金 の カ ー ド 決 済 の 申 し 込 み を 行 う 。  

②  加 盟 店 は 、カ ー ド が 有 効 な カ ー ド か 、与 信 限 度 枠 内 か な ど 加 盟 店 管 理 銀

行 を 通 じ て 、カ ー ド 発 行 銀 行 に 確 認 し 、カ ー ド 発 行 銀 行 の 売 上 承 認 を 受 け

る 。  

③  承 認 結 果 に 基 づ き 、 商 品 の 引 渡 し 、 サ ー ビ ス の 提 供 を 行 う 。  

④  加 盟 店 は 、 掛 売 り し た 売 上 伝 票 や 売 上 デ ー タ を 加 盟 店 管 理 銀 行 に 送 付

し 、 代 金 相 当 額 の 支 払 い を 請 求 す る 。  

カ ー ド 会 員  加 盟 店  

① カ ー ド の 提 示  

③ 商 品 ・ 役 務 提 供

カ ー ド 発 行 銀 行  

⑨ 小 切 手  
入 金  

⑧ 請 求 書 の  
送 付  

加 盟 店 管 理 銀 行  

国 際 ブ ラ ン ド  

⑦ 支 払

②売上承認  
⑥請求データ  

送付  

⑤ 利 用 金 額

の 入 金  

② カード  
売上の  
承認依頼  

④ 売上伝票  
 の送付・  

請求  

ボリュムフィー等⑦ 支 払  

インターチェンジ・フィー

②承認依頼  
⑥請求データ  
 送付  
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⑤  加 盟 店 管 理 銀 行 は 、加 盟 契 約 に 基 づ く 所 定 の 支 払 期 日 に 、代 金 相 当 額 か

ら 加 盟 店 手 数 料 を 控 除 し た 金 額 を 加 盟 店 の 届 け 出 た 預 金 口 座 の あ る 銀 行

に 支 払 う 。  

⑥  ア ク ワ イ ア ラ は 、国 際 ブ ラ ン ド を 通 じ て 、カ ー ド 発 行 銀 行 に 代 金 を 請 求

す る 。  

⑦  カ ー ド 発 行 銀 行 は 、請 求 額 か ら イ ン タ ー ・チ ャ ー ジ 手 数 料 を 控 除 し た 金

額 を 国 際 ブ ラ ン ド 経 由 で 、加 盟 店 管 理 銀 行 に 、ブ ラ ン ド ・ フ ィ ー を 国 際 ブ

ラ ン ド に 支 払 う 。国 際 ブ ラ ン ド は 、ブ ラ ン ド ・ フ ィ ー を 加 盟 店 管 理 銀 行 か

ら 徴 収 す る 。  

⑧  カ ー ド 発 行 銀 行 は 、 カ ー ド 会 員 が 利 用 し た カ ー ド 利 用 の 明 細 書 を 毎 月 1

回 作 成 し 、 カ ー ド 会 員 の 指 定 す る 住 所 に 送 付 す る 。  

⑨  カ ー ド 会 員 は 、利 用 代 金 を 所 定 期 日 ま で に 全 額 、ま た は 支 払 う べ き 低

金 額 以 上 の 金 額 を 小 切 手 に 記 載 し て 支 払 銀 行 へ の 送 付 ま た は 口 座 振 替 の

方 法 に よ り 支 払 う 。  

 

（ 3）  四 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 特 徴  

銀 行 カ ー ド は 、当 初 は 、Dinner’s  Club や ア メ ッ ク ス カ ー ド と 同

様 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 す る と と も に 、 カ ー ド 会 員 に 利 用 代 金

を 請 求 す る 業 務（「 イ シ ュ ア リ ン グ 業 務 」と い う ）と 、カ ー ド で カ ー

ド 会 員 が 買 い 物 を す る 販 売 店 を 加 盟 店 と し て 獲 得 し 、 代 金 の 支 払 等

管 理 業 務（「 ア ク ワ イ ア リ ン グ 業 務 」と い う ）を 同 時 に 行 っ て い た ( 7 6 )。 

し か し 、そ の 後 、カ ー ド の 利 用 範 囲 が 、イ シ ュ ア の 営 業 地 域 外（ ア

メ リ カ 国 内 の 他 の 州 、 さ ら に は 海 外 ） ま で 広 が る よ う に な る と 、 イ

シ ュ ア は 、 営 業 地 域 か ら 離 れ た 地 域 の 加 盟 店 の ア ク ワ イ ア リ ン グ 業

務 が 困 難 に な る た め 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 新 た な 局 面 を 迎 え た 。

す な わ ち 、 州 外 ・ 海 外 の 販 売 店 と の 間 で 、 ア ク ワ イ ア リ ン グ 業 務 を

行 う 新 た な 当 事 者 が 必 要 と な っ た 。 そ し て 、 こ れ は 他 の イ シ ュ ア に

も 言 え る こ と で あ り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 は 、 カ ー ド 会 員 が 自 己

に 属 す る 会 員 の 場 合 は イ シ ュ ア と し て 、 自 己 に 属 す る 加 盟 店 の 場 合

は 、 ア ク ワ イ ア ラ と し て 、 機 能 す る よ う に な っ た 。  

四 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る ア ク ワ イ ア ラ は 、 カ ー

ド が ど こ の 銀 行 が 発 行 し た も の で あ ろ う が 、 加 盟 店 契 約 を 締 結 し て

い る 販 売 店 の 取 引 は す べ て 引 き 受 け 、 利 用 総 額 を 販 売 店 の 口 座 に 振

り 込 み 、 伝 票 を カ ー ド 発 行 銀 行 別 に 手 作 業 で 分 類 し 、 自 ら は 連 邦 準
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備 制 度 を 通 じ て 、 各 カ ー ド 発 行 銀 行 か ら 償 還 を 受 け る 、 と い う 一 連

の 作 業 を 行 う 。  

し か し 、 当 初 、 ア ク ワ イ ア ラ は 、 こ う し た 業 務 の 処 理 に は 膨 大 な

時 間 を 費 や し 、 集 計 ・ 請 求 作 業 が 停 滞 す る 一 方 、 偽 造 ・ 盗 難 カ ー ド

の 利 用 や 、小 売 店 の 不 正 請 求 に 悩 ま さ れ て い た ( 7 7 )。こ れ を 解 決 し た

の が 、 イ ン タ ー ・ チ ェ ン ジ ( in ter  change )（ デ ー タ と 資 金 の 交 換 ）

に 関 し て 、 カ ー ド の 規 格 等 を 統 一 し て 共 通 の コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ

ム で の 処 理 を 可 能 に し た う え 、 こ れ を ク リ ア リ ン グ ハ ウ ス （ 清 算 機

関 ）と し て 利 用 す る シ ス テ ム の 構 築・採 用 で あ っ た ( 7 8 )。こ れ は 、他

の 銀 行 に 口 座 を 持 つ 販 売 店 で カ ー ド 会 員 が 商 品 を 購 入 し た 際 に サ イ

ン し た 売 上 伝 票 ( sa les  s l ip )を 、あ た か も 会 員 が 販 売 店 に 宛 て て 振 り

出 し た 小 切 手 の ご と く 見 た て て ( 7 9 )、カ ー ド 会 員 の 決 済 口 座 を 保 有 す

る 銀 行 に 提 示 し 、 そ の 決 済 資 金 を 自 行 の 販 売 店 口 座 に 受 け 入 れ る も

の で あ る 。 す な わ ち 、 小 切 手 に お け る 手 形 交 換 所 と 同 様 の 、 銀 行 間

で 相 手 先 銀 行 へ の 支 払 い を 清 算 す る 仕 組 み を 、 統 一 規 格 の コ ン ピ ュ

ー タ 処 理 の 側 面 で 設 計 ・ 構 築 し た ( 8 0 )。  

こ う し た 清 算 シ ス テ ム は 、 終 的 に は VISA、MasterCard と い う

国 際 ブ ラ ン ド の 下 に 統 合 さ れ て い っ た が ( 8 1 )、そ の 統 合 の 過 程 に お い

て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の サ イ ズ は 統 一 さ れ 、 一 斉 に プ ラ ス チ ッ ク 化

さ れ ( 8 2 )、 さ ら に 、 銀 行 の ATM（ キ ャ ッ シ ュ ） カ ー ド も 、 ク レ ジ ッ

ト カ ー ド サ イ ズ に 揃 え ら れ る な ど の 副 次 的 効 果 を 及 ぼ し つ つ 、 地 理

的 な 制 約 や 銀 行 間 の 決 済 の 障 壁 を 取 り 払 っ た 、 同 じ 国 際 ブ ラ ン ド が

表 示 さ れ て い れ ば 、 世 界 中 ど こ で で も 利 用 が 可 能 な 、 現 在 の ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 取 引 へ と 発 展 し た の で あ っ た 。  

 

（ 4）  四 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る 利 用 者 の 保 護  

だ が 、 四 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 で は 、 従 来 の 三 当 事 者 型 と 異 な り 、

イ シ ュ ア は 、 カ ー ド 会 員 が 自 ら の 営 業 地 域 外 の 銀 行 と 加 盟 店 契 約 を

締 結 し て い る 販 売 業 者 か ら 商 品 を 購 入 し た 場 合 に は 、 そ の 契 約 内 容

を 知 る こ と が で き な い 。 そ の 一 方 で 、 イ シ ュ ア は 、 会 員 が 署 名 し た
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売 上 伝 票 が 他 の 銀 行 か ら 提 示 さ れ て 、 支 払 請 求 を 受 け た 場 合 に は 、

無 条 件 に 支 払 い に 応 じ な け れ ば な ら な い 。 す な わ ち 、 小 切 手 決 済 の

場 合 と 同 様 で あ っ た か ら 、 イ シ ュ ア は 、 カ ー ド 会 員 か ら 販 売 店 に 対

し て 有 す る 商 品 の 瑕 疵 等 に 基 づ く 抗 弁 を 主 張 さ れ て も 、 他 の 銀 行 と

の 決 済 完 了 後 は 、こ れ を 受 け 入 れ る こ と は し な か っ た ( 8 3 )。ま た 、会

員 か ら 商 品 に つ い て の 苦 情 等 の 申 立 て が あ っ て も 、 販 売 店 と の 間 に

直 接 の 契 約 関 係 が な い 場 合 に は 、 苦 情 内 容 の 調 査 が 困 難 で 、 か つ 遠

隔 地 の 場 合 は 費 用 や 時 間 も か か る か ら で あ る 。  

し た が っ て 、 三 当 事 者 型 取 引 に お い て 採 用 さ れ て い た 抗 弁 の 放 棄

条 項 は 、 四 当 事 者 型 で も そ の ま ま 継 続 し て 使 用 さ れ た が 、 こ の 抗 弁

の 切 断 効 は 、 四 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 の 決 済 の 仕 組 み が 小 切 手 を 模 倣

し て 構 築 さ れ た シ ス テ ム に 起 因 し て お り 、 必 要 な も の だ っ た と も い

え る 。 し か し 、 署 名 の 偽 造 や 販 売 店 に よ る 誤 っ た 請 求 な ど も 発 生 す

る 可 能 性 が あ り 、イ シ ュ ア と し て 、会 員 を 保 護 す べ き 課 題 も あ っ た 。  

そ こ で 、 四 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に お い て は 、 承 認 の な い 売 上 、 署

名 の 偽 造 、 間 違 っ た 請 求 な ど 一 定 の 事 由 が あ る 場 合 に は 、 銀 行 間 で

清 算 の や り 直 し （ チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク ） を 行 う 旨 の 取 り 決 め が 行 わ れ

る よ う に な る 。 こ れ に よ り 、 事 後 的 に 支 払 済 み の 金 銭 を 取 り 戻 す こ

と で 、 結 果 的 に 利 用 者 の 保 護 が 図 ら れ る 側 面 も 出 て き た 。  

そ の 一 方 で 、 立 法 に 関 し て も 、 抗 弁 の 接 続 （ 対 抗 ） の 規 定 を 設 置

す る 方 法 で の 消 費 者 保 護 が 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 領 域 に も や が

て 及 ん で く る こ と に な る 。  
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第 3 節  アメリカにおけるクレジットカード規制の歴史  

 

1． 州 法 と 連 邦 法  

 

次 に 、 上 記 の よ う な ア メ リ カ の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 発 展 に 対

し て 、 ど の よ う な 法 規 制 が 行 わ れ て き た か を 概 観 し よ う 。  

周 知 の よ う に 、ア メ リ カ に は 、州 法 (State  Law)と 連 邦 法 (Federa l  

Law)の 2 つ の 法 体 系 が あ る 。連 邦 成 立 前 は 、各 州 は 完 全 な 主 権 国 家

だ っ た こ と か ら 、 合 衆 国 憲 法 が 特 に 連 邦 政 府 に 委 任 し て い る 事 項 お

よ び 各 州 に 対 し て 禁 止 し て い る 事 項 以 外 に つ い て は 、 独 自 の 法 律 や

制 度 を 作 る こ と が 保 障 さ れ て お り （ 合 衆 国 憲 法 修 正 10 条 ） ( 8 4 )、 そ

の 結 果 、 ア メ リ カ で は 、 契 約 法 、 不 法 行 為 法 、 物 権 法 、 家 族 法 、 相

続 法 、 会 社 法 、 商 取 引 法 な ど に つ い て は 、 州 法 と し て 独 自 の 内 容 が

定 め ら れ て い る ( 8 5 )。一 方 、連 邦 法 に 委 ね ら れ て い る 事 項 は 、税 金 と

関 税 、 州 際 通 商 そ の 他 の 商 取 引 、 条 約 の 締 結 や 貨 幣 の 鋳 造 、 度 量 衡

の 決 定 、 知 的 財 産 権 の 管 理 に 関 す る も の な ど 17 分 野 と 、 こ れ に 付

随 し て 必 要 か つ 適 切 な 法 律 に 限 ら れ る ( 8 6 )。  

し た が っ て 、 割 賦 販 売 取 引 や ク レ ジ ッ ト 取 引 な ど の 消 費 者 信 用 取

引 分 野 は 、 本 来 的 に 各 州 に 法 律 の 制 定 権 が あ る 。 ま た 、 連 邦 法 に 委

ね ら れ て い る と こ ろ の 州 際 通 商 そ の 他 の 商 取 引 分 野 で あ っ て も 、 州

民 の 健 康 ・ 安 全 等 の 保 護 目 的 が あ る 場 合 に は 各 州 に 州 法 の 制 定 権 が

認 め ら れ る ( 8 7 )。こ の た め 、金 銭 の 貸 付 と 利 息 の 制 限 、割 賦 販 売 、貸

付 条 件 等 の 開 示 、取 立 て 行 為 規 制 な ど の 消 費 者 信 用 に 関 す る 規 制 は 、

伝 統 的 に 州 法 に お い て 行 わ れ て き た ( 8 8 )。  

 

2．  消 費 者 信 用 （ 販 売 信 用 ） に 関 す る 法 規 制 の 歴 史  

 

（ 1）  1950 年 以 前  

近 代 の 割 賦 販 売 取 引 は 、 18 世 紀 、 19 世 紀 の 産 業 革 命 と と も に 芽
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生 え て い た と い わ れ る が ( 8 9 )、 ア メ リ カ で は 、 19 世 紀 後 半 か ら ミ シ

ン や 高 額 書 籍 、ピ ア ノ 、家 具 の 割 賦 販 売 が 、20 世 紀 に 入 っ て か ら は

自 動 車 の 割 賦 販 売 が 積 極 的 に 行 わ れ る よ う に な っ た 。 ア メ リ カ の 割

賦 販 売 取 引 は 、 売 主 と 買 主 間 の 割 賦 販 売 だ け で な く 、 金 融 会 社 、 ク

レ ジ ッ ト ユ ニ オ ン 、 銀 行 な ど の 行 う 契 約 に 織 り 込 ま れ た 複 雑 な 金 融

協 定 へ と 発 展 し て ゆ く 。  

な お 、 ア メ リ カ の 割 賦 販 売 の 伝 統 的 な シ ス テ ム は 、 商 品 の 売 買 契

約 に 際 し て 、買 主（ 消 費 者 ）が 満 期 を 別 に す る 複 数 枚 の 流 通 証 券（ 手

形 ・ 小 切 手 ） を 売 主 （ 販 売 店 ） に 振 り 出 し 、 売 主 （ 販 売 店 ） は 、 こ

れ を 銀 行 に 裏 書 譲 渡 し て 、 銀 行 か ら 割 引 金 を 受 け 取 る こ と で 代 金 を

回 収 し 、 一 方 、 銀 行 は 、 後 日 手 形 金 の 支 払 い を 流 通 証 券 の 振 出 人 で

あ る 売 主 （ 消 費 者 ） に 請 求 し て 、 手 形 金 の 回 収 を 図 る 、 と い う も の

で あ っ た ( 9 0 )。  

一 方 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 、 売 上 伝 票 を 手 形 ・ 小 切 手 の よ う

に 取 り 扱 う こ と で 発 展 し た も の で 、 販 売 店 （ 加 盟 店 ） は 、 顧 客 （ カ

ー ド 会 員 ）が サ イ ン を し た ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 売 上 伝 票 ( invo i ce )を 、

あ た か も 小 切 手 の よ う に 銀 行 に 呈 示 し て 、支 払 を 受 け る も の で あ り 、

一 方 、 カ ー ド 会 員 は 、 銀 行 か ら の 請 求 に 対 し て 、 全 額 も し く は 低

支 払 金 額 を 記 載 し た 小 切 手 等 を 送 付 し て 、 決 済 を す る 仕 組 み に な っ

て い た 。  

し か も 、販 売 店 が 銀 行 に 対 し て 提 示 す る 売 上 伝 票 の 書 式・体 裁 は 、

手 形 ・ 小 切 手 決 済 の 伝 統 を 遺 し て お り 、 流 通 証 券 と 形 式 が 同 じ 様 式

が 用 い ら れ る こ と も あ っ た ( 9 1 )。そ の 結 果 、カ ー ド 取 引 の 法 律 構 成 も

ま た 、 カ ー ド 会 員 が 商 品 購 入 に 際 し て 、 そ の 証 書 に 引 受 の 署 名 を 行

っ て 支 払 人 と な り 、こ れ を 受 領 す る カ ー ド 発 行 銀 行 は 受 取 人 と な る 、

と い う 為 替 手 形 の 形 式 そ の も の と な り 、 証 券 の 移 転 に よ り 正 当 な 所

持 人 と な っ た 者 に 対 し 、 カ ー ド 会 員 の 物 的 抗 弁 以 外 の 請 求 お よ び 抗

弁 は 切 断 さ れ て い た ( 9 2 )。  
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（ 2）  1950 年 代 の 州 法  

一 方 、 ア メ リ カ に お け る 割 賦 販 売 取 引 に 対 す る 立 法 的 な 規 制 は 、

州 法 単 位 で は 、 す で に 1935 年 よ り 自 動 車 の 分 割 払 い に 関 し て 始 ま

っ て お り ( 9 3 )、第 2 次 世 界 大 戦 後 に は 、各 州 で 小 売 割 賦 販 売 法 が 立 法

さ れ た ( 9 4 )。 ま た 、 1950 年 代 に な る と 、 ほ と ん ど の 州 に お い て 、 自

動 車 の 割 賦 販 売 に 関 す る 規 制 法 も し く は そ の 他 の 商 品 を 含 め た 割 賦

販 売 を 規 制 す る 州 法 が 制 定 さ れ た ( 9 5 )。た だ し 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取

引 に 関 し て は 、1950 年 代 の 中 頃 か ら 銀 行 の 汎 用 カ ー ド が 発 行 さ れ は

じ め 、 全 国 展 開 が 始 ま る 途 上 に あ っ た た め か 、 当 時 は 、 取 引 規 制 の

対 象 に さ れ る に は 至 っ て い な か っ た 。  

し た が っ て 、 そ れ ま で 、 規 制 の 対 象 と し て 想 定 さ れ た の は 、 古 典

的 な 割 賦 販 売 で あ り 、 し か も 、 規 制 内 容 に 関 し て は 、 も っ ぱ ら 高 額

な 金 融 料 (F inance  Charge )の 抑 制 で あ っ た 。 そ こ で は 、 利 息 制 限 や

ロ ー ン ・ シ ャ ー ク 規 制 の 州 法 の 規 定 が 割 賦 販 売 に 適 用 が あ る か ど う

か が 問 題 の 中 心 で あ っ た ( 9 6 )。  

こ の 問 題 に 関 す る 伝 統 的 な 立 場 は 、 イ ギ リ ス の 判 例 の 立 場 を 受 け

継 ぎ 、「 現 金 価 格 と 時 間 的 対 価 の 法 理 ( cash  pr i ce - t ime  pr ice  

concept )」 を 適 用 し て 、 売 主 に よ る 信 用 供 与 は 、 金 銭 の 貸 付 で も 債

務 の 支 払 い 猶 予 で も な い と の 理 由 で 、 利 息 制 限 法 の 適 用 を 否 定 す る

も の で あ っ た ( 9 7 )。こ の 法 理 は 、売 主 が 現 金 価 格 と 信 用 取 引 の 価 格 を

別 々 に 設 定 す る の が 通 常 で あ り 、 そ し て 、 こ の 価 格 差 は 、 金 利 を 考

慮 し た も の で は な く 、 リ ス ク を 考 慮 し た も の で あ る と の 理 解 に 基 づ

く も の で あ る ( 9 8 )。  

と こ ろ が 、1950 年 頃 か ら 、テ キ サ ス 民 事 控 訴 院 の 判 決 の 中 に 、信

用 販 売 に 利 息 制 限 法 を 適 用 す る 判 例 が 現 れ 始 め た ( 9 9 )。 ま た 、 1952

年 お よ び 1957 年 に は 、 ア ー カ ン サ ス 州 の 裁 判 所 が 、 同 州 の 利 息 制

限 法 は 信 用 販 売 に も 適 用 さ れ る 旨 を 判 示 し た た め ( 1 0 0 )、 新 た に 割 賦

販 売 法 と 利 息 制 限 の 問 題 が 生 じ て き た 。  

し か し 、 こ の 問 題 に 関 し て は 、 結 局 、 利 息 制 限 法 の 適 用 を 否 定 す

る 方 向 で 立 法 的 解 決 が 図 ら れ る よ う に な り 、 終 的 に は 、1960 年 末
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ま で に は 、 ほ と ん ど の 州 が 、 特 別 法 か 普 通 法 で 、 上 記 「 現 金 価 格 と

時 間 的 対 価 の 法 理 」 に 立 脚 し て 、 金 融 料 に つ い て は 利 息 制 限 法 の 適

用 は な い 旨 の 明 文 の 規 定 を 設 け て 、 問 題 は 解 消 に 向 か っ た 。  

も っ と も 、 リ ボ ル ビ ン グ 信 用 勘 定 に つ い て は 、 時 間 的 対 価 の 法 理

が 当 然 に 適 用 さ れ る わ け で は な い と し て 、 実 質 的 価 値 判 断 に 基 づ い

て 利 息 制 限 法 の 適 用 が 肯 定 さ れ た 判 例 も 存 在 す る ( 1 0 1 )。 し か し 、 そ

の 場 合 に お い て も 、 高 上 限 利 率 を 定 め る 立 法 の 制 定 を 通 じ て 、 通

常 の 利 息 制 限 法 よ り 上 限 利 率 を 引 き 上 げ る な ど の 立 法 的 対 応 が な さ

れ た ( 1 0 2 )。  

 

（ 3）  1951 年 統 一 商 事 法 典 (U .C .C. )  

な お 、 州 の 内 部 に お け る 取 引 で あ っ て も 、 ア メ リ カ 合 衆 国 全 体 の

市 民 の 日 常 生 活 に 関 わ る 問 題 に つ い て は 、 特 に 制 約 が な い 限 り 連 邦

法 の 制 定 は 可 能 で あ る 。 消 費 者 取 引 ・ 消 費 者 保 護 に 関 し て も 、 連 邦

法 の 制 定 は 妨 げ ら れ な い と さ れ ( 1 0 3 )、 実 際 、 す で に 戦 前 か ら 、 連 邦

法 と し て の 割 賦 販 売 の 規 制 に 関 す る 種 々 の 提 案 が な さ れ て い た こ と

が あ る ( 1 0 4 )。  

し か し な が ら 、1950 年 代 に 制 定 さ れ た 消 費 者 取 引・消 費 者 保 護 に

関 す る 規 制 法 律 は 、 も っ ぱ ら 州 法 に と ど ま り 、 わ ず か に 州 際 間 の 自

動 車 金 融 に 関 し て 、1951 年 に 連 邦 取 引 委 員 会 が 、消 費 者 保 護 の 立 場

か ら 取 引 慣 行 規 則 (Trade  Pract i ce  Rules )を 定 め 、金 融 料 そ の 他 の 諸

費 用 の 項 目 別 明 細 の 開 示 義 務 と 白 地 署 名 付 き 契 約 書 の 取 得 を 禁 止 し

て い た 程 度 で あ っ た ( 1 0 5 )。  

 

1）  1951 年 統 一 商 事 法 典 (U .C.C . )の 適 用  

と こ ろ で 、 1951 年 制 定 の 統 一 商 事 法 典 (Uni form Commerc ia l  

Code :  U.C.C . )の 諸 規 定 の う ち ( 1 0 6 )  ( 1 0 7 )、 第 5 編 「 信 用 状 」、 第 9 編

「 担 保 付 取 引 、 売 掛 債 権 ・ 動 産 担 保 証 券 の 売 買 」 な ど の 規 定 は 、 消

費 者 取 引 に も 適 用 さ れ た 。 ま た 、 第 2 編「 売 買 」に お い て は 、 そ の

第 3 章 に 、権 限 の 保 証 お よ び 権 利 侵 害 に 関 す る 保 証 (U .C.C.  §2 -312)、



230 

確 認 、約 束 、説 明 、見 本 に よ る 明 示 的 保 証 (U .C.C.  §2 -313 )、商 品 性 ・

取 引 慣 例 に つ い て の 黙 示 的 保 証 、 特 定 目 的 の た め の 適 合 性 に つ い て

の 黙 示 的 保 証 (U .C.C.  §2 -315)な ど 、買 主 を 保 護 す る 規 定 が 盛 り 込 ま

れ て い た 。  

 

2）  1951 年 統 一 商 事 法 典 (U .C.C . )の 問 題 点  

1951 年 U.C.C.の 規 定 は 、 事 業 者 間 取 引 だ け で な く 、 消 費 者 取 引

に も 適 用 さ れ (U .C.C.  §2 -316 )、売 主 が 明 示 的 な 保 証 や 黙 示 的 な 保 証

に 売 主 が 違 反 す る と き は 、 売 主 に 対 し て 買 主 は 、 契 約 の 解 除 や 損 害

賠 償 の 請 求 が 可 能 と な っ て お り 、 購 入 し た 商 品 が 担 保 付 の よ う な と

き も 、 原 則 と し て 買 主 が 保 護 さ れ て い た ( 1 0 8 )。  

し か し 、 売 買 に お け る 買 主 保 護 の 規 定 は 、 現 状 有 姿 販 売 で 保 証 が

排 除 さ れ て い る こ と が 明 確 な 場 合 や 買 主 が 十 分 に 検 査 し た う え で 購

入 し た と き 、 あ え て 検 査 を し な か っ た と き な ど の 場 合 に 例 外 と な っ

て お り 、 事 業 者 に 対 し て は と も か く 、 消 費 者 へ の 適 用 面 で は 、 問 題

が あ っ た 。  

ま た 、 先 に 触 れ た よ う に 、 ア メ リ カ で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 用

い な い 二 当 事 者 間 の 割 賦 販 売 契 約 に お い て は 、 以 前 か ら 、 支 払 い の

た め に 約 束 手 形 が 用 い ら れ て い た が 、 三 当 事 者 型 の 割 賦 取 引 な い し

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 し て も 、 二 当 事 者 間 の 決 済 方 法 が そ の ま

ま 用 い ら れ て 、 融 資 金 融 機 関 は 、 買 主 に 対 し て 貸 付 を す る の で は な

く 、 顧 客 に そ の 署 名 を し た 手 形 を 交 付 さ せ る 方 法 が 行 わ れ て い た 。

し か し な が ら 、 古 典 的 な 商 事 取 引 を 念 頭 に 規 定 を 置 く U.C.C.で は 、

こ の よ う な ク レ ジ ッ ト 取 引 で 用 い ら れ る 手 形 で あ っ て も 、 人 的 な 抗

弁 の 接 続 を 認 め な か っ た ( 1 0 9 )。  

そ の 理 由 の 第 1 に 、割 賦 取 引 に 関 し て 流 通 証 券 が 用 い ら れ て い る

場 合 に 、 そ の 正 当 な 所 持 人 (ho lder  in  due  course )に つ い て は 抗 弁 を

主 張 で き な い と さ れ て い る か ら で あ り (U .C .C.  §3 .805 ,  §3 .305 )、 第

2 に 、 流 通 証 券 が 用 い ら れ て い な い 場 合 で あ っ て も 、 当 事 者 間 の 契

約 中 に 、 第 三 者 に 対 し て 有 す る 人 的 抗 弁 を 行 使 し な い 旨 の 特 約 （ 抗
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弁 放 棄 条 項 (waiver  o f  de fense  c lose )が 存 在 す る 場 合 に は 、こ れ を 有

効 と し て い た (U .C.C.  §9 .206  (1 ) ) ( 1 1 0 )か ら で あ る 。  

そ の 結 果 、 手 形 ・ 小 切 手 決 済 の 延 長 線 上 に 形 成 さ れ た ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 取 引 に お い て 、 決 済 方 法 と し て 為 替 手 形 や 消 費 者 手 形

( consumer  paper ) ( 1 1 1 )が 用 い ら れ た 場 合 は も と よ り 、 売 上 伝 票 の 交

付 も 流 通 手 形 と 同 一 視 さ れ 、 銀 行 は 、 商 業 手 形 の 「 正 当 所 持 人 」 と

し て 扱 い 、 流 通 手 形 の 振 出 の 原 因 行 為 で あ る 消 費 者 と 販 売 店 の 間 の

売 買 契 約 が 有 効 か ど う か と は 無 関 係 に 、 消 費 者 に 対 し て 手 形 金 の 支

払 い を 請 求 す る こ と が で き た ( 1 1 2 )。そ し て 、こ の U.C.C.の「 正 当 所

持 人 の 原 則 」 の 一 般 原 則 を そ の ま ま 消 費 者 契 約 に も 適 用 す る 取 扱 い

は 、 1971 年 に な っ て も 、 ア メ リ カ の 40 州 で 行 わ れ て い た ( 1 1 3 )。  

こ の よ う に 、 一 般 市 民 で あ る 消 費 者 の 信 用 売 買 に つ い て も 、 抗 弁

放 棄 条 項 の 有 効 性 が そ の ま ま 妥 当 す る と さ れ て い た た め ( 1 1 4 )、 こ の

時 期 、 銀 行 ・ 消 費 者 間 で 締 結 す る カ ー ド 利 用 契 約 中 に 、 抗 弁 権 喪 失

特 約 を 設 け 、 あ る い は 販 売 業 者 ・ 銀 行 間 の 受 取 勘 定 買 取 な い し 売 掛

債 権 譲 渡 の 契 約 書 中 に 、 抗 弁 遮 断 条 項 を 設 け る 方 法 は 一 般 的 で あ っ

た ( 1 1 5 )。  

し か し 、 こ れ に 対 し て 判 例 は 、 消 費 者 が 割 賦 購 入 目 的 で 振 り 出 し

た 手 形 に つ い て は 、 流 通 性 が な い （ 売 主 か ら 裏 書 譲 渡 を 受 け た 銀 行

が 、 満 期 ま で 保 有 す る こ と が 通 常 で あ り 、 商 人 ど う し の 取 引 と 異 な

り 、 手 形 が 転 々 譲 渡 す る こ と が な い ） こ と を 理 由 に 、 一 定 の 要 件 の

下 で 抗 弁 の 切 断 効 を 制 限 す る よ う に な っ て い く ( 1 1 6 )。   

ま た 、 学 説 に お い て も 、 抗 弁 権 喪 失 特 約 に つ き 、 社 会 公 共 政 策 的

見 地 か ら 無 効 と す る 立 場 や 、 資 金 供 与 者 は 販 売 店 と 緊 密 関 係 を 有 し

て い る の で 、 善 意 な 正 当 な 所 有 者 で あ っ て も 、 不 当 な 請 求 権 を 失 わ

せ る べ き と の 立 場 が あ っ た ( 1 1 7 )。こ う し た こ と を 背 景 に 、州 法 で も 、

手 形 の み が 別 個 に 譲 渡 さ れ 、 そ の 結 果 、 買 主 が 売 主 に 対 し て 有 す る

訴 権 な い し 、 抗 弁 権 が 第 三 者 に 対 す る 関 係 で 切 断 さ れ る 場 合 は 、 売

主 は 、買 主 に 対 し て 手 形 の 振 り 出 し を 要 求 し て は な ら な い と す る（ 買

主 に 対 す る 手 形 振 出 し 要 求 の 禁 止 ） な ど 、 消 費 者 保 護 の た め の 様 々
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な 種 類 の 禁 止 事 項 を 伴 っ た 割 賦 販 売 法 を 制 定 す る よ う に な っ た ( 1 1 8 )。

こ う し て 制 定 さ れ た 割 賦 販 売 法 の 中 に は 、 購 入 者 を 割 賦 販 売 債 権 の

譲 受 人 か ら 保 護 す る た め 、 抗 弁 放 棄 条 項 に 効 力 を 与 え な い 、 あ る い

は 無 効 に す る 旨 の 規 定 が 定 め て あ る こ と が 多 か っ た ( 1 1 9 )。 な お 、 こ

の よ う な 立 法 は 、 抗 弁 放 棄 条 項 が 反 公 共 政 策 性 、 反 良 俗 性 、 反 信 義

則 性 を 有 し て お り 不 当 だ と い う こ と か ら 行 わ れ た 1 2 0。  

 

（ 4）  1960 年 代 の 州 法  

ジ ョ ン ・ F・ ケ ネ デ ィ 大 統 領 が 、 後 の ア メ リ カ の 消 費 者 保 護 法 の

指 導 原 理 と な る「 消 費 者 の 4 つ の 権 利 」を 1962 年 に 宣 言 し て 以 降 、

消 費 者 信 用 取 引 に か か る 消 費 者 保 護 の 気 運 が 高 ま り ( 1 2 1 )、 消 費 者 保

護 あ る い は 消 費 者 信 用 に 関 す る 多 数 の 州 法 が 制 定 さ れ た ( 1 2 2 )。  

こ の う ち 、1967 年 制 定 の マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 州 法 は 、消 費 者 信 用 取

引 に お け る 利 率 の 画 一 的 な 方 法 に よ る 開 示 を 義 務 付 け る 立 法 を 行 い

( 1 2 3 )、そ の 後 、 1970 年 に は 、州 法・連 邦 法 を 通 じ て 初 め て 抗 弁 の 対

抗 を 認 め た 規 定 を 設 け て い る ( 1 2 4 )。 そ の 他 、 州 法 の 中 に は 、 消 費 者

信 用 売 買 に 関 し て 、 手 形 取 引 を 禁 止 す る こ と で 、 抗 弁 の 対 抗 を 認 め

る 立 法 も な さ れ た が 、 こ の 流 れ が U3C に 引 き 継 が れ 、 ま た 、 FTC

も ル ー ル 化 し 、 正 当 所 持 人 保 護 の ル ー ル を 排 除 し て い っ た ( 1 2 5 )。  

し か し 、一 方 、1960 年 代 以 降 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 、銀 行 カ

ー ド を 中 心 に 三 当 事 者 型 か ら 四 当 事 者 型 に 移 行 し 、 急 速 に 市 民 に 普

及 し て い く ( 1 2 6 )。 そ こ で 、 割 賦 販 売 と ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 と の 間

で 、 消 費 者 保 護 の レ ベ ル に 格 差 が あ る 点 が 、 問 題 点 と し て 顕 在 化 し

て く る 。   

た と え ば 、 カ リ フ ォ ル ニ ア 州 で は 、 真 空 掃 除 機 を 利 用 し た 詐 欺 的

商 法 事 件 に よ る 大 量 の 消 費 者 被 害 が 発 生 し た が 、 割 賦 販 売 の 利 用 者

に つ い て は 抗 弁 の 対 抗 が 認 め ら れ た の に 対 し て 、 カ ー ド 利 用 者 に は

抗 弁 の 対 抗 は 認 め ら れ な い と い う 不 都 合 が 生 じ た の で あ る ( 1 2 7 )。 こ

の 事 件 を 契 機 に 制 定 さ れ た の が 、 カ リ フ ォ ル ニ ア 州 1971 年

《 Song-Bever ly  Cred i t  Card  Act》 で あ り 、 同 州 法 は 、 ク レ ジ ッ ト
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カ ー ド 取 引 に 対 し て も 、 割 賦 販 売 と 同 様 に 抗 弁 放 棄 条 項 の 効 力 を 否

定 し 、 支 払 総 額 の 範 囲 内 で 抗 弁 ま た は 相 殺 を 認 め た ( 1 2 8 )。  

さ ら に 、 明 確 に 抗 弁 権 放 棄 条 項 の 無 効 を 定 め た 州 法 が な く と も 、

す で に 述 べ た よ う に 裁 判 所 は 、 コ モ ン ・ ロ ー 上 の 「 緊 密 関 係 法 理

(C lose -connectedness  Doctr ine )」を 用 い て 消 費 者 を 救 済 す る こ と を

行 う こ と が あ っ た が 、 判 例 の 大 半 は 、 売 主 を 経 由 し な い 取 引 に お い

て は 、 消 費 者 の 抗 弁 を 認 め る こ と は な か っ た 。  

 

（ 5）  1968 年 貸 付 真 実 法 (TILA)  

だ が 、 上 記 の よ う な カ ー ド 利 用 者 の 責 任 に つ い て の 州 法 の 整 備 状

況 差 が あ り 、 消 費 者 の 保 護 に 問 題 が あ る だ け で な く 、 州 際 取 引 を 行

う 信 用 供 与 者 に と っ て 、 法 律 対 応 に 過 大 な 費 用 が か か る な ど 、 種 々

の 問 題 を も た ら し た ( 1 2 9 )。 そ の た め 、 連 邦 政 府 は 、 適 正 な 表 示 に 関

す る 規 制 法 を 中 心 に 、 消 費 者 保 護 を 目 的 と す る 各 種 の 連 邦 法 を 制 定

し て い っ た ( 1 3 0 )。  

そ の よ う な 環 境 に あ っ て 、 消 費 者 信 用 取 引 に 関 す る 初 の 統 一 的

な 連 邦 法 と さ れ て い る の が 、 1968 年 貸 付 真 実 法 (Truth  in  Lending  

Act： TILA)で あ る 。同 法 の 制 定 以 前 に は 、消 費 者 信 用 取 引 を 扱 う 銀

行 、 少 額 金 融 会 社 、 割 賦 販 売 業 者 、 質 屋 な ど が そ れ ぞ れ 異 な っ た 規

制 を 受 け て お り 、 し ば し ば 実 体 合 わ な い 規 制 を 受 け る こ と が 多 く 、

実 質 的 に 同 じ 取 引 に つ い て は 、 同 一 の 規 制 に 服 さ せ る こ と が 適 切 と

考 え ら れ た か ら で あ る ( 1 3 1 ) 。 同 法 は 、 銀 行 や 金 融 会 社 ご と に 異 な っ

て い た 取 引 条 件 の 定 義 や 表 示 方 法 を 統 一 し 、 真 実 を 開 示 す る こ と を

目 的 と す る 法 律 と し て 、 1968 年 5 月 29 日 に 制 定 さ れ 、 1969 年 7

月 1 日 か ら 施 行 さ れ た 。  

TILA の 制 定 は 、 金 融 手 数 料 総 額 と 「 単 純 」 年 利 率 の 表 示 を 目 的

と し て 1960 年 に 提 出 さ れ た「 消 費 者 信 用 ラ ベ リ ン グ 法 案 」(S .  2755)

法 案 お よ び 翌 1961 年 に ポ ー ル・H・ダ グ ラ ス 上 院 議 員 を 中 心 に 再 提

出 さ れ た 「 貸 付 真 実 法 案 」 (S .  1740)に さ か の ぼ る 。 そ の 後 1967 年

に ウ イ リ ア ム ・ W・ プ ロ ク シ マ イ ヤ ー 上 院 議 員 に よ り 「 貸 付 真 実 法
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修 正 案 」 (S .  5 )が 提 出 さ れ 、 両 院 協 議 会 の 協 議 の う え 、 修 正 さ れ て

成 立 し た も の が 1968 年 TILA で あ る ( 1 3 2 )。 つ ま り 、 TILA は 、 そ の

制 定 当 初 に お い て は 、 貸 付 条 件 の 適 正 な 開 示 を 中 心 に 、 不 当 な 信 用

取 引 の 規 制 、 ク ー リ ン グ ・ オ フ 制 度 、 賃 金 差 押 え の 額 の 制 限 を 目 的

と し て い た ( 1 3 3 )。  

だ が 、そ の 後 、1970 年 改 正 に お い て 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド に 関 す る

規 制 が 初 め て 導 入 さ れ る こ と に な る 。 も っ と も 、 こ の と き の 規 制 内

容 は 、 申 込 み の な い ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 の 禁 止 (TILA 132 条 )、

ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 無 権 限 使 用 に つ い て ク レ ジ ッ ト カ ー ド 保 有 者 の

責 任 を 50 ド ル ま で に 限 定 し (TILA 133 条 )、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 詐

欺 的 使 用 を 禁 止 し た こ と と 刑 罰 の 導 入 (TILA 134 条 )に 限 ら れ て い

た 。  

そ の 2 年 後 の 1972 年 、 TILA は 、 他 の 関 係 法 と 統 合 さ れ て ( 1 3 4 )、

消 費 者 信 用 保 護 法 (Consumer  Cred i t  Protec t ion  Act： CCPA)の 第 1

編 に 組 み 込 ま れ た 。  

な お 、 TILA の 規 制 内 容 の 具 体 的 な 適 用 基 準 に 関 し て は 、 そ の 後

連 邦 準 備 制 度 理 事 会 が 定 め た 貸 付 真 実 規 則 Z(Regulat ion  Z :  Reg .  

Z ) (12  CFR 226)が あ る  ( 1 3 5 )。  

 

（ 6）  1968 年 統 一 消 費 者 信 用 法 典 (U3C)  

 こ の ほ か 、 各 州 法 の 規 制 内 容 の 統 一 化 に 関 し て は 、 TILA の 制 定

と 同 年 の 1968 年 に 成 立 し た 統 一 消 費 者 信 用 法 典 (Uni fo r m 

Consumer  Cred i t  Code  1968 :  U3C [1968] )が あ る ( 1 3 6 )。  

同 法 典 制 定 の 直 接 的 な き っ か け は 、 小 口 貸 付 、 割 賦 販 売 等 を め ぐ

っ て 生 じ て い た 様 々 な 問 題 ― ― 特 に 分 割 払 い や リ ボ ル ビ ン グ 払 い に

よ る 商 品 の 販 売 に 利 息 制 限 法 が 適 用 さ れ る か 、 ど う か の 問 題 に 対 処

す る こ と に あ っ た ( 1 3 7 )。ま た 、こ の 問 題 に 関 し て 、各 州 は 、 1960 年

頃 ま で に 割 賦 貸 付 法 ( Ins ta l lment  Loan  Act )を 制 定 し て 、 リ ボ ル ビ

ン グ 払 い に 関 す る 特 別 法 を 制 定 す る こ と で 利 息 問 題 に 対 応 し た が 、

州 に よ っ て 規 制 対 象 や 規 制 内 容 ・ 基 準 が ま ち ま ち で あ っ た た め 、 こ
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れ に 対 し て 統 一 的 な 規 制 を 望 む 声 も 多 か っ た ( 1 3 8 )。  

U3C[1968 ] の 制 定 作 業 は 、 統 一 州 法 委 員 会 全 国 会 議 (Nat ional  

Conference  o f  Commiss ioners  on  Uni form State  Law)が ( 1 3 9 )、 ア メ

リ カ 法 律 家 協 会 (Amer ican  Bar  Assoc ia t ion )の 協 力 を 得 て 、 1963 年

よ り 開 始 さ れ 、 1966 年 に 第 1 次 草 案 が 公 表 さ れ た 後 、 1968 年 に

終 案 が 作 成 さ れ た が 、そ の 際 に は 、同 時 期 に 制 定 さ れ た TILA の ル

ー ル と の 調 整 が 2 回 に わ た っ て 行 わ れ た ( 1 4 0 )。  

 な お 、 法 典 と い っ て も 、 U3C[1968 ]は 、 各 州 政 府 に 対 し 、 そ の 内

容 を 州 法 と し て 採 択 す る よ う 勧 告 す る も の で あ り ( 1 4 1 )、TILA が 消 費

者 信 用 取 引 に つ い て の 開 示 の 統 一 を 図 る 制 定 法 で あ る の に 対 し て 、

U3C[1968 ]は 、 取 引 に 係 る 条 件 の 実 質 的 な 規 制 に 係 る 統 一 を 図 る 州

法 の モ デ ル 法 と い う 位 置 づ け で あ っ た ( 1 4 2 )。  

 以 下 で は 、こ れ ら 1968 年 に 制 定 さ れ た 二 つ の 連 邦 法 ― ― TILA と

U3C[1968 ]― ― の 規 定 す る 規 制 の 具 体 的 内 容 を 、 節 を 改 め て 概 観 す

る 。  
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第 4 節  アメリカにおけるクレジットカード規制の現行法  

 

1． 貸 付 真 実 法 (TILA)  

 

（ 1）  規 制 内 容 の 概 要  

貸 付 真 実 法 (TILA)は 、 1968 年 の 制 定 時 に は 、 そ の 規 制 目 的 を 「 消

費 者 が 利 用 可 能 な 各 種 の 信 用 条 件 を よ り 容 易 に 比 較 で き 、 か つ 不 十

分 な 判 断 資 料 に 基 づ く 信 用 の 利 用 を 回 避 で き る よ う す る こ と 」 と し

て い た (TILA 102 条 (a ) ) ( 1 4 3 )。  

す な わ ち 、 TILA は 、そ の 制 定 当 初 に お い て は 、ク レ ジ ッ ト 条 件 の

開 示 を 求 め る 法 律 で あ っ た が ( 1 4 4 )、 そ の 後 、 1973 年 改 正 に お い て 、

「 不 正 確 及 び 不 公 正 な ク レ ジ ッ ト の 支 払 請 求 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 慣

行 か ら 消 費 者 を 保 護 す る こ と 」 の 目 的 が 追 加 さ れ た 結 果 、 世 界 で

初 の 消 費 者 信 用 の 分 野 に お け る 包 括 的 規 制 立 法 と な っ た ( 1 4 5 )。  

一 方 、 条 文 数 に 関 し て も 、 制 定 当 初 は 全 5 章 52 か 条 で あ っ た 条

文 は 、そ の 後 順 次 制 定 追 加 さ れ て 、1972 年 消 費 者 信 用 保 護 法 (CCPA)

第 1 編 に 組 み 込 ま れ た 後 の 現 行 規 定 は 、全 9 章 163 か 条 ま で 増 加 し

て い る ( 1 4 6 )。  

本 稿 の テ ー マ で あ る 消 費 者 の 抗 弁 権 に 関 連 し た 条 文 は 、 CCPA 第

1 編 の う ち 第 4 章 「 信 用 の 支 払 請 求 」 の 諸 条 に あ り 、 こ の 章 は 別 途

「 公 正 信 用 請 求 法 (Fa ir  Cred i t  B i l l ing  Ac t :  FCBA)」 と 呼 ば れ る 。

こ の 「 公 正 信 用 請 求 法 」 が 発 効 し た の は 1975 年 10 月 25 日 の こ と

で あ り 、 そ の 成 立 時 期 が 、 第 2 章 で 検 討 し た イ ギ リ ス の 1974 年 7

月 31 日 制 定 の 消 費 者 信 用 法 (Consumer  Cred i t  Act  1974 :  CCA 

1974)と 同 時 期 で あ る が ( 1 4 7 )、消 費 者 に 抗 弁 の 対 抗 の 内 容 が 大 き く 異

な る 法 律 構 成 が 採 用 さ れ た 点 が 、 非 常 に 興 味 深 い 。  

ま ず 、「 信 用 ( c red i t )」 の 定 義 に 関 し て 、 TILA は 「 債 務 の 支 払 の

猶 予 を 受 け 、 ま た は 債 務 を 負 い 、 か つ 、 そ の 支 払 の 猶 予 を 受 け る 権

利 で 債 権 者 が 債 務 者 に 与 え る も の 」 (Reg .  Z  226-2 (a ) (14 ) )と し 、 一
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方 、「 債 権 者 ( c red i tor )」 の 定 義 に 関 し て も 、 そ の 債 権 が 「 貸 付 、 財

産 、 も し く は サ ー ビ ス の 売 買 に 関 す る か ど う か を 問 わ ず 、 4 回 以 上

の 分 割 金 の 合 意 に よ る 消 費 者 信 用 、 ま た は 金 融 料 の 支 払 い を 要 件 と

す る も し く は 要 件 と さ れ う る 消 費 者 信 用 を 常 時 供 与 す る 人 (person)

で 、 か つ 債 務 証 書 の 券 面 上 、 ま た は 債 務 証 書 が 存 在 し な い 場 合 に は

合 意 に よ り 、 取 引 の 当 初 に お い て 、 消 費 者 信 用 取 引 か ら 生 じ る 債 務

の 支 払 い を 受 け る 人 (person)」と し て い る 。そ の 結 果 、TILA の 規 制

対 象 と な る 「 消 費 者 信 用 取 引 」 に は 、 証 書 貸 付 、 カ ー ド 貸 付 け 、 住

宅 譲 渡 抵 当 貸 付 な ど 様 々 な 方 式 に よ る 金 銭 の 貸 付 、 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド の 利 用 の 有 無 ・ 返 済 の 方 式 に か か わ ら ず 、 4 回 払 い 以 上 の 分 割 を

行 う 信 用 供 与 形 式 、 ま た は 金 融 料 の 徴 求 が で き る 信 用 供 与 形 式 の す

べ て が 含 ま れ る ( 1 4 8 )。  

ま た 、 TILA で は 、 ク ロ ー ズ ド ・ エ ン ド 方 式 の 個 別 的 な 割 賦 取 引

と 、 オ ー プ ン ・ エ ン ド 方 式 の リ ボ ル ビ ン グ 方 式 の 割 賦 取 引 や ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 取 引 の 両 方 が 規 制 対 象 と な っ て お り ( 1 4 9 )、 オ ー プ ン ・ エ

ン ド 方 式 の 信 用 プ ラ ン の 場 合 で あ れ ば 、 カ ー ド 発 行 者 、 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド の 利 用 を 認 め 、 金 融 料 の 割 引 を 与 え る 人 と し て 、 上 記 規 制 対

象 と な る「 債 権 者 」に 該 当 す る 。一 方 、「 勘 定 に 対 す る 金 融 料 の 算 定

の た め の 期 間 対 応 の 料 率 が 適 用 さ れ な い ク レ ジ ッ ト カ ー ド 」 ( 1 5 0 )で

あ る チ ャ ー ジ カ ー ド に つ い て も 、TILA127 条 に 定 め る オ ー プ ン・エ

ン ド 信 用 プ ラ ン に 関 し て 、貸 付 条 件 等 の 表 示 等 や 第 1 編 第 4 章 の カ

ー ド 会 員 の 保 護 に 関 す る 規 定 が 適 用 さ れ る 。  

以 上 か ら 判 る よ う に 、ア メ リ カ の 貸 付 真 実 法 (TILA)は 、イ ギ リ ス

の 消 費 者 信 用 法 (CCA)よ り も 広 範 囲 に 、 消 費 者 信 用 取 引 全 般 を 網 羅

的 に 取 り 込 ん で 規 制 し て い る 法 律 と い え よ う ( 1 5 1 )。  

 

（ 2）  貸 付 真 実 法 に お け る カ ー ド 保 有 者 保 護 の 対 象 と な る 取 引  

 

1）  保 護 の 対 象 者  

TILA の 定 義 に お い て 、「 人 (person)」 と は 、 自 然 人 ま た は 団 体
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(o rganizat ion )を い う ( 1 5 2 )。 し た が っ て 、 同 法 の 保 護 対 象 は 、 社 団 、

財 団 、組 合 、協 同 組 合 を 含 む が 、た だ し 、「 消 費 者 信 用 取 引 」に お け

る「 消 費 者 」は 自 然 人 (natura l  person)と さ れ ( 1 5 3 )、さ ら に「 カ ー ド

保 有 者 」 に つ い て も 、 カ ー ド 保 有 者 は 、 原 則 と し て 自 然 人 に 限 定 さ

れ て い る (Reg .  Z  226 .2 (a ) (8 ) )。 な お 、 TILA で は 、 消 費 者 の 定 義 の

中 に 、 取 引 目 的 で あ る 金 銭 商 品 ま た は サ ー ビ ス が 「 主 と し て 個 人 、

家 族 、 世 帯 目 的 」 で あ る こ と と さ れ て い る (TILA103 条 (h ) )。「 主 と

し て 」と は ど の よ う に 解 釈 さ れ て い る か は 、後 ほ ど 判 例 で 確 認 す る 。  

ま た 、 TILA な ら び に U3C [1974]で は 、 不 動 産 取 引 を 除 い て 、

25 ,000 ド ル を 超 え る 取 引 を 「 消 費 者 信 用 取 引 」 か ら 除 外 し て い る 。 

ア メ リ カ に お い て 、 こ の よ う な 取 引 上 限 額 が 設 け ら れ て い る 根 拠

は 、 高 額 な 取 引 を 行 う こ と の 多 い の は 富 裕 層 で あ る こ と 、 高 額 取 引

者 に は 事 業 者 と 同 様 の 損 失 負 担 能 力 が あ る こ と 、 取 引 に つ い て の 自

己 防 衛 力 が 備 わ っ て い る こ と な ど に 求 め ら れ て い る ( 1 5 4 )。  

 

2）  オ ー プ ン ・ エ ン ド 信 用 プ ラ ン  

一 方 、 信 用 取 引 の 種 類 に つ き 、 TILA は 、 消 費 者 と の あ ら ゆ る 信

用 取 引 を 網 羅 し て い る が 、 本 稿 の 検 討 対 象 と の 関 係 で は 、 と り わ け

「 オ ー プ ン・エ ン ド 信 用 プ ラ ン ( open  end cred i t  p lan)」に 対 す る 規

制 が 重 要 で あ る ( 1 5 5 )。  

「 オ ー プ ン ・ エ ン ド 信 用 プ ラ ン 」 と は 、 Reg .  Z  226-2 (a ) (20 )の 定

義 に よ れ ば 、 ( i )合 理 的 に み て 債 権 者 が 反 復 的 取 引 を 予 定 し て い る プ

ラ ン 、 ( i i )債 権 者 が 未 払 い 残 高 に 基 づ く 随 時 の 金 融 料 を 課 す プ ラ ン 、

( i i i )プ ラ ン の 期 間 に お い て 消 費 者 に 供 与 さ れ う る 与 信 金 額 が 、 一 般

的 に す べ て の 未 払 残 高 を 返 済 す る 範 囲 で 利 用 可 能 に 作 成 さ れ て い る

プ ラ ン の こ と を い う 。 つ ま り 、 合 理 的 に み て 債 権 者 が 反 復 し た 取 引

を 予 定 し て い る 信 用 取 引 で あ っ て 、 そ の よ う な 取 引 条 件 が 規 定 さ れ

て お り 、 か つ 、 未 払 残 高 に 基 づ い て 随 時 計 算 さ れ る 金 融 料 が 設 け ら

れ て い る 信 用 取 引 の こ と を い う 。  

し た が っ て 、「 オ ー プ ン ・ エ ン ド 信 用 プ ラ ン 」 は 、 一 般 的 な 銀 行
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カ ー ド 会 社 が 行 う 、 信 用 供 与 の 極 度 額 を 定 め 、 そ の 範 囲 内 で 繰 り 返

し 商 品 の 購 入 や サ ー ビ ス の 提 供 に つ き 、 継 続 的 な 支 払 い の 繰 り 延 べ

な ど の 信 用 供 与 を 受 け る も の 、 ま た は 、 貸 付 を 繰 り 返 し 受 け る も の

で あ り 、 一 定 期 日 に お け る 利 用 残 高 に 対 し 、 所 定 の 利 率 ま た は 手 数

料 率 を 乗 じ た 金 額 を 付 加 し て 、 事 前 に 約 束 し た 返 済 割 合 な ど に 応 じ

て 返 済 す る 方 式 の 取 引 を い う も の と 考 え ら れ 、 典 型 的 に は 、 リ ボ ル

ビ ン グ 方 式 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド に な ろ う 。  

 

3）  ク レ ジ ッ ト カ ー ド  

一 方 、TILA の 適 用 さ れ る「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド ( c red i t  card )」と は 、

「 信 用 ( c red i t )に よ り 金 銭 、又 は 商 品 、労 働 、サ ー ビ ス を 得 る こ と を

目 的 と す る す べ て の カ ー ド 、 プ レ ー ト 、 ク ー ポ ン 帳 、 そ の 他 の 信 用

証 票 を い う 」 と 定 義 付 け ら れ て い る 。  

TILA は 、「 信 用 ( c red i t )」の 定 義 に つ き 、「 債 務 の 支 払 い に つ い て 、

猶 予 を 受 け 、 ま た は 債 務 を 負 い か つ そ の 支 払 い に つ い て 猶 予 を 受 け

る 権 利 で 、 債 権 者 が 債 務 者 に 対 し て 与 え る も の 」 と し て い る の で 、

前 払 い 方 式 の プ リ ペ イ ド カ ー ド 、 即 時 払 い の デ ビ ッ ト カ ー ド は 、 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド に 含 ま れ な い こ と に な る 。  

た だ 、即 時 払 い で は な い 、後 払 い の デ ビ ッ ト カ ー ド (de layed deb i t ,  

check  card )が「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 」や 一 定 期 間 後 の 据 置 払 い で あ る

「 チ ャ ー ジ カ ー ド 」 に 含 ま れ る の か ど う か は 、 TILA に は 別 途 定 義

規 定 が 存 在 し て い る こ と か ら ( 1 5 6 )、 上 記 の 定 義 だ け で は 明 確 で は な

い 。  

 

4）  債 権 者 ・ カ ー ド 発 行 者 ・ 金 融 料  

先 に も 触 れ た よ う に 、 TILA は 「 債 権 者 ( c red i tor )」 を 、 4 回 以 上

の 分 割 払 い の 合 意 に よ る 消 費 者 信 用 、 ま た は 「 金 融 料 ( f inance  

charge )」の 支 払 い を 要 件 と す る 、も し く は 要 件 と さ れ う る 消 費 者 信

用 を 常 時 供 与 す る 者 で あ っ て 、 取 引 の 当 初 か ら 消 費 者 信 用 取 引 か ら

生 じ る 債 務 の 支 払 い を 受 け る 者 と 定 義 し て い る (TILA 103 条 ( f ) ) ( 1 5 7 )。
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こ れ に は 、 ク ロ ー ズ ド ・ エ ン ド 方 式 の 割 賦 取 引 に お け る 債 権 者 が 該

当 す る ほ か 、 条 件 に よ っ て は 、 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 の ク レ ジ ッ ト カ ー

ド の 債 権 者 も 該 当 す る と 考 え ら れ る 。  

だ が 、TILA103 条 ( f )は 、さ ら に 、第 1 編 第 4 章 の 規 定（ TILA 161

条 誤 請 求 の 訂 正 、 162 条 信 用 報 告 の 規 制 、 169 条 相 殺 の 禁 止 な ど ）

お よ び 127 条 の 規 定 の 一 部 に 関 し て は ( 1 5 8 )、 そ の 適 用 を 受 け る 「 債

権 者 」 の 中 に は 、「 弁 済 額 が 4 回 以 上 の 分 割 払 い の 合 意 に よ り 支 払

わ れ る か 、 ま た 金 融 料 の 支 払 い を 要 件 と す る も し く は 要 件 と さ れ う

る か 否 か を 問 わ ず 、『 カ ー ド 発 行 者 (Card  Issuer )』 を 含 む も の と す

る 」と 定 義 す る 。こ こ に い う「 カ ー ド 発 行 者 」と は 、「 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド を 発 行 す る す べ て の 人 、 ま た は ク レ ジ ッ ト カ ー ド に 関 す る 代 理

人 を い う 」 (TILA 103 条 (n ) )と さ れ て い る の で 、 リ ボ ル ビ ン グ 方 式

や そ の 他 の 方 式 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 者 は 、 す べ て 債 権 者 と し

て 本 法 の 規 制 の 対 象 と な る 。 さ ら に 、 チ ャ ー ジ カ ー ド に つ い て も 、

「 金 融 料 の 付 加 な し に 、 随 時 信 用 を 得 る た め に 使 用 す る こ と が で き

る カ ー ド 、プ レ ー ト 、そ の 他 単 数 の 信 用 証 票 」で あ り 、「 金 融 料 を 算

定 す る た め に 期 間 対 応 の 料 率 を 利 用 し な い ク レ ジ ッ ト カ ー ド 勘 定 」

と 定 義 さ れ て い る こ と か ら ( 1 5 9 )、 チ ャ ー ジ カ ー ド の 発 行 者 も 、 債 権

者 に 含 ま れ る 可 能 性 が あ る 。 し か し 、 金 融 料 が 課 さ れ て い な い ク ロ

ー ズ・エ ン ド の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に つ い て は 、Regulat ion  Z に

お い て 、 適 用 除 外 と す る 旨 が 定 め ら れ て い る ( 1 6 0 )こ と か ら 、 こ れ に

該 当 す れ ば 、 適 用 が な い こ と に な ろ う 。  

な お 、「 金 融 料 ( f inance  charge )」 に 関 し て は 、「 信 用 供 与 さ れ た

者 に よ っ て 直 接 ま た は 、 間 接 的 に 支 払 わ れ 、 か つ 信 用 供 与 に 付 随 し

て 債 権 者 か ら 直 接 ま た は 間 接 的 に 課 さ れ る す べ て の 料 金 総 額 」 と 定

義 さ れ て い る 。「 利 息 額 や 現 金 価 格 と ク レ ジ ッ ト 価 格 の 差 額 」（ 利 息 、

取 引 手 数 料 、信 用 保 険 料 な ど ）が 、そ の 典 型 で あ る が 、こ の ほ か に 、

種 々 の 間 接 費 用 、 た と え ば 、 運 送 料 、 調 査 手 数 料 、 信 用 生 命 保 険 、

補 償 保 険 や 損 害 担 保 保 険 な ど の 保 険 料 、 調 査 費 用 や 信 用 報 告 費 用 な

ど 広 範 囲 な 費 用 が 含 ま れ る こ と が あ る ( 1 6 1 )。  
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こ れ に 対 し て 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 入 会 金 、年 会 費 や 申 込 手 数 料 、

遅 延 損 害 金 な ど は 、 金 融 料 に 関 す る 規 制 か ら 除 外 さ れ て い る ( 1 6 2 )。  

 

（ 3）  「 誤 請 求 」 に 対 す る 保 護  

TILA の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 保 有 者 の 利 益 保 護 は 、2 つ の 制 度 か ら な

っ て い る 。  

第 1 は 、「 誤 請 求 」 に 対 す る 通 知 に よ る 支 払 停 止 制 度 で あ り 、 こ

の 制 度 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 全 般 に お い て 、 債 権 者 な い し カ ー

ド 発 行 者 に 対 し て 適 用 さ れ る (TILA 161 条 :  15  USC §1666)。  

第 2 は 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 客 の「 請 求 権 と 抗 弁 」に つ い て の

規 定 で あ り 、 こ の 規 定 は 、 オ ー プ ン ・ エ ン ド 信 用 プ ラ ン の カ ー ド 発

行 者 に 対 し て 適 用 さ れ る (TILA 170 条 :  15  USC §1666  i )。  

こ の う ち 、 ま ず 、 第 1 の 「 誤 請 求 」 の 場 合 の 保 護 手 続 に つ い て 、

そ の 内 容 を 確 認 す る 。  

 

1）  「 誤 請 求 」 の 種 類  

オ ー プ ン ・ エ ン ド 信 用 プ ラ ン の 場 合 、 債 権 者 な い し カ ー ド 発 行 者

は 、 債 務 者 （ 消 費 者 ） に 対 し 、 計 算 期 間 ご と に 所 定 の 事 項 を 記 載 し

た 書 面 を 交 付 し な け れ ば な ら な い (TILA 127 条 (b ) ,Reg .  Z  226-7 )。

債 務 者 に 交 付 し た 計 算 書 に つ き 、 以 下 の ① ～ ⑦ の い ず れ か に 該 当 す

る 「 誤 請 求 」 が あ る 場 合 に は 、 そ れ が 解 決 さ れ る ま で 債 務 者 は 支 払

い を 停 止 す る こ と が で き 、債 権 者 は そ の 間 の 回 収 行 為 が 禁 止 さ れ る 。

こ の 間 不 払 で も 、 債 務 者 は 催 告 を 受 け る こ と が な く 、 ま た 、 信 用 情

報 の 不 利 な 登 録 な ど の 不 利 益 を 免 れ る こ と が で き る (TILA 161 条 (b ) ,  

Reg .  Z  226 .  13 (a ) (1 )～ (7 ) ) ( 1 6 3 )。  

①  債 務 者 に 対 し て 行 わ れ て い な い 信 用 供 与 、 ま た は 信 用 供 与 さ

れ た が 、 当 該 明 細 書 の 合 計 に 反 映 さ れ る べ き で は な い 明 細 書

の 誤 り 。  

②  証 拠 文 書 を 要 求 す る な ど 追 加 的 な 解 明 を 債 務 者 が 要 求 し て い

る 信 用 供 与 に 関 す る 明 細 書 の 誤 り 。  



242 

③  債 務 者 ま た は そ の 取 引 の 際 に 合 意 に よ り 指 定 さ れ た 者 が 受 領

し て い な い 、 ま た は 提 供 さ れ て い な い 商 品 ・ 役 務 に つ い て の

明 細 書 の 誤 り 。  

④  債 務 者 に よ る 既 払 い 、 ま た は 債 務 者 へ の 貸 方 記 入 に 係 る 明 細

書 へ の 適 切 な 反 映 の 懈 怠 。  

⑤  計 算 書 に 関 す る 債 権 者 の 計 算 上 の 誤 り 、 ま た 会 計 上 の 同 種 の

誤 り 。  

⑥  そ の 住 所 が 明 細 書 の 要 求 さ れ る 請 求 サ イ ク ル の 末 20 日 以 降 に

提 供 さ れ て い た 場 合 を 除 き 、 本 法 127 条 (b )に 基 づ き 要 求 さ れ

る 債 務 者 が 債 権 者 に 開 示 し た 債 務 者 の 終 住 所 地 へ の 明 細 書

の 送 付 の 懈 怠 。  

⑦  理 事 会 規 則 に お い て 定 め ら れ た そ の 他 の 誤 り 。  

以 上 の 保 護 対 象 と な る 「 誤 請 求 」 の 内 容 を 、 わ が 国 の ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 取 引 に お け る 債 務 者 保 護 の 実 務 と 対 比 し な が ら み て み よ う 。  

ま ず ① の 前 半 部 分 の 誤 っ た 売 上 に よ る 請 求 、 ① の 後 半 部 分 は 、 二

重 請 求 や キ ャ ン セ ル の 未 処 理 に よ る 請 求 な ど が 該 当 す る か ら 、 調 査

す る 期 間 、 支 払 停 止 を す る こ と は 一 般 に 認 め ら れ よ う 。 ④ は 、 支 払

代 金 に つ い て の 入 金 処 理 ミ ス 、 充 当 ミ ス に 係 る 請 求 。 ⑤ の 請 求 額 の

金 額 の 間 違 い 、 利 息 の 計 算 な ど の 計 算 上 の 誤 り 、 そ の 他 会 計 上 の ミ

ス に 係 る 請 求 で あ る の で 、 上 記 と 同 様 で あ る 。  

次 に 、① の 前 半 の 紛 失・盗 難 カ ー ド の 不 正 使 用 に よ る 請 求 、② は 、

本 条 や 170 条 に 基 づ く 解 決 手 続 中 に も か か わ ら ず 、未 解 決 の 売 上 分

の 請 求 を 受 け た よ う な 場 合 が 該 当 す る 。 ③ は 、 商 品 の 未 納 や 役 務 が

未 提 供 な の に 請 求 が な さ れ て い る 場 合 で あ る が 、 こ れ ら は 、 割 賦 販

売 法 30 条 の 4 の 支 払 停 止 の 抗 弁 と し て 処 理 す べ き 問 題 と さ れ る よ

う 。  

⑥ の 支 払 期 日 前 の 一 定 期 間 ま で に 請 求 書 が 到 着 し な か っ た 場 合

に つ い て は 、 こ の よ う な 手 当 て が な さ れ て い る の は 、 適 切 な 時 期 に

請 求 書 が 届 か な い 場 合 、 債 務 者 は 、 支 払 準 備 が 間 に 合 わ ず 、 無 利 子

期 間 ( f ree  r ide  per iod )を 経 過 し て し ま う お そ れ が 生 ず る か ら で あ ろ
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う ( 1 6 4 )。  

な お 、 ⑦ に つ い て は 、 理 事 会 規 則 に お い て 、 会 計 上 の コ ン ピ ュ ー

タ 処 理 の 誤 り が 追 加 さ れ て い る ( 1 6 5 ）。  

 

2）  「 誤 請 求 」 に 対 す る 権 利 行 使 方 法  

 債 務 者 （ カ ー ド 保 有 者 ） は 、 債 権 者 （ カ ー ド 発 行 者 ） か ら 受 領 し

た 明 細 書 に 前 述 の 誤 り を 一 つ で も 見 つ け た と き は 、 こ れ ら の 誤 り の

あ る 初 の 請 求 書 を 受 け 取 っ た 日 か ら 60 日 以 内 に 、 カ ー ド 保 有 者

の 氏 名 、 ア カ ウ ン ト ナ ン バ ー 、 誤 り が 存 在 す る と い う 見 解 と そ の 理

由 、 誤 り の 種 類 、 日 時 、 誤 り の 額 を 書 面 に 記 入 し て 通 知 す る 必 要 が

あ る ( 1 6 6 )。  

一 方 、 債 権 者 （ カ ー ド 発 行 者 ） は 、 上 記 カ ー ド 保 有 者 か ら の 通 知

を 受 領 後 30 日 以 内 に 、 定 期 明 細 書 の 送 付 周 期 の 2 回 分 以 内 の 期 日

(w i th in  2  comple te  b i l l ing  cyc les )に ( 1 6 7 )、 誤 り を 認 め て 訂 正 す る か

(Reg .  Z  226 -13  (e ) )、 も し く は 、 合 理 的 な 調 査 を 行 っ た う え 、 カ ー

ド 保 有 者 の 誤 り と す る 申 出 が 不 正 確 で あ る 旨 の 債 権 者 と し て の 見 解

の 理 由 を 説 明 書 に 記 載 し て 送 付 す る と と も に 、 カ ー ド 保 有 者 の 要 求

が あ る と き は 、 カ ー ド の 売 上 票 な ど の 証 拠 の コ ピ ー を 送 付 し 、 別 の

誤 請 求 が 生 じ て い る と き は 、 可 能 な 限 り 係 争 額 と そ の 金 融 料 を 訂 正

し な け れ ば な ら な い (Reg .  Z  226-13 ( f ) )。な お 、商 品 が 配 送 さ れ て い

な い 旨 の 通 知 を 受 け た 場 合 に は 、 何 ら か の 形 で 配 送 さ れ た こ と 、 そ

の よ う に 判 断 し た こ と の 説 明 書 を 債 務 者 に 提 供 し な け れ ば 正 確 な 明

細 書 が 交 付 さ れ た と は い え な い 。  

ま た 、 カ ー ド 発 行 者 （ 債 権 者 ） が カ ー ド 保 有 者 （ 債 務 者 ） か ら の

誤 請 求 の 通 知 を 受 け て か ら 誤 請 求 の 原 因 が 解 決 さ れ る ま で の 間 は 、

カ ー ド 保 有 者 に は 、 係 争 額 の 支 払 い を 留 保 す る 権 利 が 認 め ら れ て い

る 。 し た が っ て 、 カ ー ド 保 有 者 と し て は 、 身 に 覚 え の な い 請 求 や ク

レ ジ ッ ト カ ー ド の 不 正 使 用 、 キ ャ ン セ ル 未 処 理 、 二 重 請 求 、 計 算 ミ

ス な ど を カ ー ド 発 行 者 に 対 し て 指 摘 す れ ば 、 こ れ に よ っ て 債 権 者 か

ら の 取 立 請 求 は 禁 止 さ れ 、 債 権 者 か ら の 期 間 内 の 回 答 を 待 ち さ え す
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れ ば よ い こ と に な る 。  

な お 、 カ ー ド 発 行 者 が 、 未 払 債 権 を カ ー ド 保 有 者 の 預 金 と 相 殺 す

る こ と は 、原 則 と し て 禁 止 さ れ て い る (TILA 169 条 (a ) ) ( 1 6 8 )。し た が

っ て 、 カ ー ド 発 行 者 は 、 預 金 口 座 か ら の 振 替 手 続 が 取 ら れ て い る 場

合 に 、誤 請 求 の 通 知 を 支 払 予 定 日 の 3 営 業 日 ま で に 受 け 取 っ た と き

は ､振 替 手 続 を 停 止 し 、以 降 の 支 払 い に つ い て も 、争 い が 解 決 す る ま

で 、 停 止 す る 必 要 が あ る ( 1 6 9 )。  

さ ら に 、 オ ー プ ン ・ エ ン ド 信 用 プ ラ ン に つ い て は 、 債 権 者 は 、 説

明 書 や 解 明 書 の 送 付 前 に 、 誤 請 求 を 通 知 し た 債 務 者 が 債 務 を 支 払 わ

な い こ と 理 由 と し て 、 当 該 ア カ ウ ン ト の 利 用 を 制 限 し た り 、 閉 鎖 し

た り す る こ と は で き な い (TILA 161 条 (d ) )。 ま た 、 債 権 者 は 、 こ の

間 の 債 務 者 の 支 払 拒 絶 を 理 由 と し て 、 債 務 者 の 信 用 度 ( c red i t  

ra t ing )や 信 用 状 態 ( c red i t  s tanding)に 関 す る 不 利 な 情 報 を 信 用 情

報 機 関 な ど に 提 供 す る 旨 通 知 す る な ど し て 、 債 務 者 を 直 接 、 間 接 に

脅 す こ と が 禁 じ ら れ て い る (TILA 162 条 (a ) .  Reg .  Z  226-13 (d ) (1 ) (2 ) )。 

こ れ ら の 規 定 に 債 権 者 が 違 反 す る と 、 誤 請 求 の 額 が 50 ド ル を 超

え な い 場 合 を 除 き 、 誤 請 求 額 と そ れ に 対 す る 金 融 料 に 関 す る 請 求 権

の 剥 奪 と い う ペ ナ ル テ ィ が 課 さ れ る (TILA 161 条 (e ) )。 な お 、 こ の

ペ ナ ル テ ィ に つ い て は 、ク ラ ス ア ク シ ョ ン の 対 象 と な っ て お り ( 1 7 0 )、

50 万 ド ル ま た は 、債 権 者 の 純 資 産 額 の 1％ 以 内 で 裁 判 所 の 定 め る 額

の 損 害 賠 償 お よ び 弁 護 士 費 用 の 支 払 い に 関 す る 責 任 を 負 う 。  

 

（ 4）  カ ー ド 保 有 者 の 「 請 求 と 抗 弁 」  

以 上 の 「 誤 請 求 」 と 並 ん で 、 TILA の 定 め る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 保

有 者 の 保 護 の 第 2 の 制 度 は 、「 請 求 と 抗 弁 ( c la im and  de fense )」 に

関 す る 規 定 で あ る 。  

 

1）  「 請 求 と 抗 弁 」 制 度 に よ る 保 護 の 内 容  

TILA 170 条 に お い て 、 カ ー ド 発 行 者 は オ ー プ ン ・ エ ン ド 信 用 プ

ラ ン の カ ー ド 保 有 者 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 支 払 ま た は 信 用 供 与 手 段
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と し て 使 用 さ れ る 取 引 か ら 生 じ る す べ て の 請 求 (a l l  c la ims)（ 不 法 行

為 請 求 を 除 く ）お よ び 抗 弁 (de fense )に 服 さ な け れ ば な ら な い 旨 を 規

定 し て い る 。  

170 条 は 、 同 じ 電 子 的 決 済 カ ー ド で あ っ て も 、 オ ー プ ン ・ エ ン ド

信 用 プ ラ ン 以 外 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 、 デ ビ ッ ト カ ー ド 、 小 切 手 保 証

カ ー ド に は 、 適 用 が な い 。  

ま た 、 TILA 170 条 の 請 求 権 な い し 抗 弁 権 の 行 使 の た め に は 、 以

下 の よ う な 要 件 と 制 限 が 存 在 す る 。 適 用 さ れ る 要 件 と し て は 、 第 1

に 、 予 め 、 債 務 者 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 使 用 を 認 め た 者 と の 間 の 取

引 に 関 し て 争 い や 問 題 に つ い て 満 足 の い く 解 決 を 得 る た め に 誠 実 な

取 り 組 み を し な け れ ば な ら な い 。 第 2 に 、 初 の 取 引 の 金 額 が 50

ド ル を 超 え て い る こ と が 必 要 で あ る 。第 3 に 、取 引 が 行 わ れ た 場 所

が 、 カ ー ド 保 有 者 か ら 事 前 に 届 け ら れ た 郵 送 先 住 所 （ 通 常 は 自 宅 ）

と 同 じ 州 内 に あ る か 、ま た は そ の 住 所 の 100 マ イ ル 以 内 の 場 所 に あ

る 場 合 に 限 ら れ る 。  

TILA に お い て 、 こ の よ う な ク レ ジ ッ ト カ ー ド 保 有 者 の 「 請 求 と

抗 弁 」 に 関 す る 規 定 が 設 置 さ れ た 背 景 に は 、 先 に 述 べ た コ モ ン ・ ロ

ー 上 の 緊 密 関 係 理 論 や 社 会 公 共 的 観 点 な ど か ら 、 抗 弁 の 接 続 を 肯 定

す る 判 例 の 影 響 が あ っ た と さ れ て い る ( 1 7 1 )。  

ま た 、TLA の「 請 求 と 抗 弁 」制 度 に お い て は 、権 利 行 使 金 額 の 制

限 が 設 け ら れ て お り 、 カ ー ド 保 有 者 が カ ー ド 発 行 者 ま た は カ ー ド 加

盟 店 に 対 し て 請 求 ま た は 抗 弁 に 関 し て 通 知 し た 時 点 に お け る 当 該 取

引 の 信 用 残 高 の 上 限 を 超 え て は な ら な い ( 1 7 2 )。  

 

2）  適 用 要 件 に 関 す る 距 離 的 制 限 の 例 外  

な お 、 オ ー プ ン ・ エ ン ド 信 用 プ ラ ン の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 保 有 者

に つ い て は 、 TILA 170 条 の 三 つ の 要 件 な い し 制 約 の う ち 、「 取 引 の

金 額 が 50 ド ル を 超 え て い る 」 こ と （ 請 求 下 限 額 制 限 ） お よ び 「 取

引 が 行 わ れ た 場 所 が カ ー ド 保 有 者 か ら 事 前 に 届 け ら れ た 郵 送 先 住 所

（ 通 常 は 自 宅 ）と 同 じ 州 内 に あ る か 、ま た は そ の 住 所 の 100 マ イ ル
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以 内 の 場 所 に あ る 」 こ と （ 距 離 的 制 限 ） に 関 し て は 、 以 下 の 場 合 に

該 当 す る と き に は 、 こ れ ら の 要 件 を 満 た さ な く て も 「 請 求 と 抗 弁 」

が 可 能 に な る (TILA 170 条 (a ) (3 ) (A) (B) (C) (D) (E)）。  

す な わ ち 、カ ー ド の 利 用 を 認 め た 者（ 販 売 者 ）が 、 (A )カ ー ド 発 行

者 と 同 じ 者 で あ る 場 合 、(B )カ ー ド 発 行 者 に よ り 支 配 さ れ て い る 場 合 、

(C )カ ー ド 発 行 者 と と も に 直 接 的 間 接 的 に 共 通 の 支 配 下 に 置 か れ て

い る 場 合 、 (D)カ ー ド 発 行 者 の 商 品 ま た は サ ー ビ ス の フ ラ ン チ ャ イ

ズ・デ ィ ラ ー で あ る 場 合 、(E )カ ー ド 保 有 者 に 対 し て 自 己 の 発 行 す る

ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 使 用 し て 取 引 を 締 結 す る よ う 勧 誘 し た カ ー ド 発

行 者 が 行 っ た 、 ま た は 参 加 し た 郵 便 勧 誘 を 通 じ て そ の 取 引 の 注 文 を

得 た 場 合 で あ る 。  

こ の う ち 、(A )の ケ ー ス は 、二 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の

場 合 で あ る 。 販 売 店 と 信 用 供 与 者 が 同 一 人 で あ る か ら 、 抗 弁 が 接 続

す る の は 、 当 然 と い え る 。  

一 方 、 (B ) (C)は 、 カ ー ド 発 行 者 と 販 売 店 が 親 子 会 社 関 係 、 も し く

は 、 共 通 の 親 会 社 の も と で 同 一 の 事 業 グ ル ー プ に 属 し て い る よ う な

ケ ー ス で あ り 、 形 式 的 に は 、 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 で あ る が 、 実 質

的 な 二 当 事 者 型 、 い わ ゆ る 「 自 家 発 行 型 」 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引

で あ る 。 こ の よ う な 場 合 は 、 カ ー ド 発 行 者 と 販 売 店 が 資 本 的 な 結 び

つ き の 下 、 緊 密 な 関 係 が あ る か ら 、 請 求 と 抗 弁 の 行 使 に 制 限 を 設 け

る こ と は 適 当 で な い と 考 え ら れ た の で あ ろ う 。  

な お 、 販 売 店 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 者 と 別 人 格 で あ る 場 合 や 企

業 グ ル ー プ 外 の 法 人 （ 完 全 な 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 ） で

あ る 場 合 で も 、販 売 代 理 の 関 係 や 商 品 等 の 販 売 委 託 し て い る (D)の ケ

ー ス 、 ま た は 販 売 店 か ら の 商 品 購 入 の 勧 誘 や 販 売 の 委 託 等 を 行 う よ

う な 関 係 に あ る (E )の ケ ー ス で も 、距 離 的 制 限 が 適 用 さ れ な い 。こ れ

ら の 取 引 は 、 い わ ゆ る フ ラ ン チ ャ イ ズ 契 約 や 販 売 委 託 契 約 、 共 同 勧

誘 ・ 販 売 に 関 す る 協 定 が 存 在 す る な ど 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 者 と

販 売 店 と の 間 に 緊 密 な 関 係 が あ る と 考 え ら れ 、 二 当 事 者 型 や 自 家 発

行 型 と 同 様 に 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 者 の 売 主 に 対 す る コ ン ト ロ ー
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ル が 可 能 で あ る と 考 え ら れ る こ と な ど が 、 距 離 的 制 限 を 設 け な い 理

由 だ ろ う 。  

 

3）  保 護 の 対 象 外 と な る 取 引  

オ ー プ ン・エ ン ド 信 用 プ ラ ン の 利 用 者 は 、原 則 と し て 、TILA 170

条 に よ り 、 売 主 に 対 す る 抗 弁 を も っ て ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 者 に 対

抗 し 得 る こ と が 判 っ た が 、 ど の よ う な 場 合 に 、 保 護 の 対 象 外 と な る

の だ ろ う か 。  

 典 型 的 に は 、 四 当 事 者 型 以 上 の 多 数 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド

取 引 で あ っ て 、 カ ー ド 保 有 者 が 利 用 し た 販 売 店 と イ シ ュ ア の 間 に 加

盟 店 契 約 が 存 在 し な い 場 合 で あ っ て 、 カ ー ド 会 員 が 登 録 し た 住 所 地

と 販 売 店 と の 距 離 が 離 れ て い る ケ ー ス で あ る 場 合 が 対 象 外 に な る 。

こ の 取 引 の 場 合 、 適 用 除 外 に 関 す る 距 離 的 制 限 が 働 く の で 、 販 売 店

が 同 一 州 内 に あ る か 、他 州 で も 100 マ イ ル 以 内 で な け れ ば 、正 当 な

抗 弁 が あ っ て も 、 こ れ を 発 行 者 に 対 し て 主 張 し 得 な い こ と に な る 。  

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 大 部 分 が カ ー ド 保 有 者 の 同 一 州 内 か 、 せ

い ぜ い 100 マ イ ル 以 内 の 地 域 で 利 用 さ れ て い る 場 合 は 問 題 な い と 考

え ら れ る が ( 1 7 3 )、 通 信 販 売 な ど 遠 隔 地 に 所 在 す る 販 売 業 者 と の 取 引

に つ い て は 、 実 際 に は ど の よ う な 判 断 が さ れ て い る の か 。 こ の 点 に

関 し て は 、 後 に 、 判 例 の 状 況 を 検 討 す る こ と に し た い 。  

 

4）  不 法 行 為 に 基 づ く 請 求 権 の 除 外  

ま た 、 TILA 170 条 は 、「 請 求 と 抗 弁 」 の 保 護 対 象 と な る 権 利 の 種

類 に つ き 、 売 主 の 不 法 行 為 に 基 づ く 請 求 権 を 除 外 し て い る ( 1 7 4 )。  

な お 、 TILA は 、 2010 年 ド ッ ト =フ ラ ン ク 法 に よ る 一 連 の 金 融 関

連 法 の 改 革 法 案 (Cred i t  Card  Accountab i l i ty  Respons ib i l i ty  and  

Disc losure  Act  o f  2009 or  Cred i t  CARD Act  o f  2009)の 中 で 一 部 改

正 が な さ れ て い る が 、「 誤 請 求 」な ら び に「 請 求 と 抗 弁 」の 制 度 に 関

し て は 、 改 正 は さ れ て い な い ( 1 7 5 )。  
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2． 統 一 消 費 者 信 用 法 典 (U3C)の 規 制 内 容  

 

（ 1）  1968 年 制 定 時 の 規 制 内 容  

次 に 、TILA と 同 年 に 制 定 さ れ た 連 邦 法 で あ る 1968 年 統 一 消 費 者

信 用 法 典 （ U3C [1968]） に つ い て 見 て み よ う 。  

U3C [1968]は 、消 費 者 信 用 を「 消 費 者 信 用 販 売 (Consumer  Cred i t  

Sa le )」と「 消 費 者 貸 付 (Consumer  Loan)」に 分 け て 規 定 を 設 置 し て

い る が 、規 制 対 象 と さ れ て い る 取 引 の 内 容 は 、TILA と 同 じ で あ る 。  

ま た 、 こ の う ち の 「 消 費 者 貸 付 」 で 用 い ら れ る カ ー ド は 、 す で に

触 れ た よ う に 「 貸 付 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド (Lender  Cred i t  Card)」 と

呼 ば れ て 、 「 消 費 者 信 用 販 売 」 で 用 い ら れ る 「 信 用 販 売 型 ク レ ジ ッ

ト カ ー ド (Se l ler  Credi t  Card)」と 区 別 さ れ る 形 で 、別 途 定 義 さ れ て

い る ( 1 7 6 )。貸 付 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、原 則 と し て 25,000 ド ル 以 下

の 消 費 者 信 用 取 引 に お け る 商 品 や サ ー ビ ス の 購 入 、 リ ー ス 、 借 入 に

適 用 さ れ 、 不 動 産 購 入 も 対 象 と さ れ る 。  

U3C [1968]は 、消 費 者 信 用 販 売 お よ び 消 費 者 リ ー ス に つ い て 、売

主 ま た は 貸 主 が 、 支 払 い の た め の 小 切 手 を 除 き 、 手 形 ・ 小 切 手 を 取

得 す る こ と 、 手 形 を 利 用 し た 代 金 回 収 行 為 を す る こ と を 禁 止 し た

(U3C §2 .403 )。 こ れ は 、 消 費 者 信 用 に お い て 、 手 形 な ど の 流 通 証 券

に よ る 支 払 を 認 め た 場 合 に は 、 証 券 の 売 主 か ら の 譲 受 人 に 対 し て 、

買 主 の 商 品 の 未 納 や 瑕 疵 な ど の 人 的 抗 弁 が 認 め ら れ な く な る か ら で

あ る 。  

し か し 、 従 前 よ り 問 題 と な っ て い た 抗 弁 放 棄 条 項 の 取 扱 い に 関 し

て は 、 U3C [1968]は 断 定 的 な 指 示 を 避 け 、州 法 に お い て 、① 消 費 者

信 用 販 売 か ら 生 じ る す べ て の 請 求 や 抗 弁 を 認 め る も の の 、 そ の 額 を

主 張 時 の 残 額 に 制 限 す る A 案 、② 消 費 者 信 用 販 売 か ら 生 じ る 請 求 ま

た は 抗 弁 に つ き 、 譲 受 人 が 当 該 売 買 と 無 関 係 で 、 売 主 の 契 約 を 善 意

か つ 有 償 で 取 得 し 、通 知 の 発 送 後 3 か 月 以 内 に 買 主 の 請 求 ま た は 抗

弁 の 事 由 と な る 事 実 に 関 し て 書 面 に よ る 通 知 を 受 け な か っ た と き に
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限 り 、抗 弁 放 棄 条 項 の 効 力 を 認 め る B 案 の 、い ず れ か を 選 択 す べ き

と の 提 案 を 行 う に と ど ま っ た (U3C [1968]  §2 .404 )。そ の 結 果 、前 記

流 通 証 券 受 領 禁 止 の 規 定 (U3C §2 .403 )を 州 法 で 採 用 し た 6 州 の う ち 、

3 州 は A 案 な い し B 案 を 採 用 し た が 、 2 州 は 抗 弁 放 棄 条 項 の 禁 止 を

立 法 し 、 1 州 は 立 法 化 を 行 わ な か っ た ( 1 7 7 )。  

ま た 、 U3C [1968]は 、① 消 費 者 信 用 販 売 に 関 し て は 、信 用 供 与 者

と 売 主 が 緊 密 な 関 係 に あ る と し て 、 買 主 の 人 的 抗 弁 の 接 続 を 認 め る

が ( 1 7 8 )、 ② 消 費 者 貸 付 に 関 し て は 、 信 用 供 与 者 は む し ろ 買 主 と 緊 密

な 関 係 に あ る こ と を 理 由 に 、 買 主 が 売 主 に 対 し て 有 す る 抗 弁 を 信 用

供 与 者 に 対 し て 主 張 す る こ と を 認 め な い (U3C [1968]  §2 .404 ) ( 1 7 9 )。

だ が 、 そ の 一 方 に お い て 、 ① 信 用 販 売 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド に よ る 購

入 は 現 金 売 買 と さ れ 、 カ ー ド 発 行 銀 行 と の 関 係 は 、 ② 貸 付 型 ク レ ジ

ッ ト カ ー ド と 同 様 に 売 買 価 格 相 当 額 の 貸 付 と さ れ て い た の で 、 ① 信

用 販 売 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド に お け る 抗 弁 放 棄 条 項 は 、 規 制 の 対 象 か

ら 除 外 さ れ た (U3C [1968]  §2 .403) ( 1 8 0 )。 そ の 結 果 、 ① 信 用 販 売 型 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て は 、 上 記 緊 密 関 係 法 理 に 基 づ く 抗 弁 の

接 続 に も か か わ ら ず 、 抗 弁 放 棄 条 項 の 有 効 性 承 認 に よ っ て 、 カ ー ド

保 有 者 は カ ー ド 発 行 銀 行 に 対 し て 、 売 主 に 対 す る 抗 弁 を も っ て 支 払

を 拒 絶 で き な い 結 果 と な っ た ( 1 8 1 )。 そ の た め 、 U3C [1968]の 制 定 後

も 、 銀 行 ・ 消 費 者 間 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 契 約 書 に 抗 弁 権 放 棄 条

項 を 盛 り 込 む 方 法 で 、 カ ー ド 利 用 者 の 抗 弁 権 を 切 断 す る 手 法 が と り

続 け ら れ た ( 1 8 2 )。  

 

（ 2）  1974 年 改 正 法 の 規 制 内 容  

そ の 後 U3C [1968]に つ い て 見 直 し 作 業 が 行 わ れ 、 1974 年 に 改 正

終 案 が 公 表 さ れ て い る 。  

1974 年 改 正 U3C(U3C [1974] )に お い て は 、 三 当 事 者 型 カ ー ド 取

引 と 、 四 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 の 違 い に 着 眼 し た 消 費 者 保 護 の あ り 方

が 検 討 さ れ 、U3C [1968]の 原 始 規 定 に お い て 欠 け て い た 、ク レ ジ ッ

ト カ ー ド を 利 用 し た 場 合 の 抗 弁 の 対 抗 に 関 す る 規 定 が 設 け ら れ ( 1 8 3 )、
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そ の 成 果 は 、 前 記 CCPA（ 第 1 編 TILA） の そ の 後 の 改 正 に 大 き な

影 響 を 与 え た ( 1 8 4 )。  

U3C [1974]の 大 の 特 徴 は 、 U3C [1968]原 始 規 定 §2 .404 の 抗 弁

放 棄 条 項 に 関 す る A 案・ B 案 の 選 択 提 言 を 改 め 、消 費 者 売 買 の 売 主

（ 消 費 者 賃 貸 の 場 合 の 物 品 の 貸 主 を 含 む ） と ロ ー ン 提 供 者 と の 間 に

一 定 の 関 係 が あ る 場 合 に は 、 消 費 者 が 売 主 に 対 し て 有 す る す べ て の

請 求 権 と 抗 弁 権 を 、 ロ ー ン 提 供 者 に 対 し て 行 使 で き る と し た 点 で あ

る (U3C [1974]  §3 -404) ( 1 8 5 )。  

改 正 法 に い う 抗 弁 が 認 め ら れ る 「 一 定 の 関 係 」 と は 、 ① 売 主 が 手

数 料 を 取 っ て ロ ー ン の あ っ せ ん を 行 い 、 そ の こ と を ロ ー ン 提 供 者 が

知 っ て い る 場 合 、 ② ロ ー ン 提 供 者 と 売 主 の 間 に 密 接 な (not  remote )

関 係 が 存 在 し て い る 場 合 、 ③ 売 主 が ロ ー ン 提 供 者 の リ ス ク を 保 証 し

て い る 場 合 、 ④ ロ ー ン 提 供 者 が 売 買 に お い て 用 い ら れ る 契 約 書 の 書

式 を 売 主 に 直 接 に 提 供 し 、 売 主 も ロ ー ン の 条 件 を 知 り 、 か つ ロ ー ン

契 約 書 の 作 成 に 関 与 し て い る 場 合 、 ⑤ ロ ー ン の 提 供 が 、 当 該 売 主 か

ら の 購 入 を 条 件 と し て 行 わ れ る 場 合 、 ⑥ ロ ー ン 提 供 者 が ロ ー ン を 提

供 す る 以 前 に 、 当 該 売 主 が 当 該 売 主 に お い て 他 の 買 主 と の 債 務 不 履

行 に つ き 適 切 な 措 置 を 取 っ て い な か っ た こ と を 知 っ て い る 場 合 で あ

る ( 1 8 6 )。  

こ れ は 、 抗 弁 権 放 棄 条 項 の 有 効 性 を 承 認 す る 1951 年 U.C.C.  

§9 .206(1 )の 下 に お い て 、そ の 不 当 性 か ら 買 主 を 保 護 す る た め に コ モ

ン ・ ロ ー 上 の 緊 密 関 係 法 理 (C lose  Connectedness  Doctr ine )を 援 用

し た 判 例 の 立 場 を 成 文 法 化 し た も の で あ り 、そ の 結 果 、上 記 の 6 つ

の 基 準 に 該 当 す る 場 合 は 、 消 費 者 へ の 直 接 貸 付 で あ っ て も 、 請 求 と

抗 弁 が 認 め る こ と に な っ た ( 1 8 7 )。  

そ し て 、 こ の 処 理 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 し て も 成 文 化 さ

れ 、 二 当 事 者 型 取 引 お よ び 自 家 発 行 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お

い て 、 カ ー ド 保 有 者 が す べ て の 請 求 と 抗 弁 を カ ー ド 発 行 者 に 対 し て

認 め る 規 定 が 新 設 さ れ た (U3C [1974]  §3 .403 (1 ) ) ( 1 8 8 )。  

ま た 、 そ れ ま で 保 護 の 対 象 外 に 置 か れ て い た 信 用 販 売 型 ク レ ジ ッ
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ト カ ー ド の 保 有 者 に つ い て も 、① 50 ド ル を 超 え る 利 用 金 額 で あ る こ

と （ 下 限 額 制 限 ） 、 ② カ ー ド 保 有 者 の 住 所 と 売 買 の 場 所 が 同 一 州 内

か 、 100 マ イ ル 以 内 で あ る こ と （ 距 離 的 制 限 ） 、 ③ 事 前 に 販 売 店 と

誠 実 に 交 渉 す る こ と 、 ④ 対 象 金 額 は そ の 時 点 の 債 務 額 に 限 ら れ る こ

と 、 の 四 つ の 制 約 は あ る も の の 、 カ ー ド 保 有 者 の 売 主 に 対 す る 請 求

と 抗 弁 を 認 め る 規 定 が 認 め ら れ た (U3C [1974]  §3 .403 (2 ) ) ( 1 8 9 )。  

た だ し 、T&E カ ー ド に 関 し て は 、手 数 料 を 徴 収 し な い 限 り 、信 用

販 売 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド に は な ら な い こ と か ら 、 上 記 規 定 は 適 用 さ

れ な い 。 一 方 、 貸 付 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 与 信 者 と 売 主 に 取 引 上

何 ら か の 関 係 が 認 め ら れ な い 限 り 、緊 密 関 係 法 理 の 基 礎 を 欠 く た め 、

上 記 条 文 の 適 用 は な い ( 1 9 0 )。  

 

3． ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 法 的 性 質 を め ぐ る 古 典 的 議 論  

 

 な お 、 過 去 の 時 代 に お い て は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 法 的 性 質

が 盛 ん に 論 じ ら れ て い た 。こ れ は 、TILA や U3C [1974]が 制 定 さ れ

る ま で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に つ き 、 抗 弁 の 切 断 （ 対 抗 ） に 関

す る 規 定 や 利 息 制 限 法 の 適 用 が あ る か が 争 わ れ て い た た め で あ り 、

そ れ ら の 規 定 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に も 基 本 的 に 適 用 さ れ る よ う

に な っ た 現 在 に お い て は 、 議 論 の 実 益 を 失 っ て い る 。  

し か し な が ら 、 そ の 主 張 内 容 の 相 違 は 、 上 記 ア メ リ カ 法 の 歴 史 的

な 発 展 経 緯 を 理 解 す る う え で 有 益 で あ る こ と か ら 、 以 下 で 各 説 に 関

す る 簡 単 な 紹 介 を 行 っ て お く 。こ れ に は 、古 い 順 番 に 、 (1 )商 業 信 用

状 取 引 説 、 (2 )受 取 勘 定 買 取 説 、 (3 )債 権 譲 渡 説 、 (4 )直 接 債 務 説 、 (5 )

直 接 貸 付 説 が あ る 。  

 

（ 1）  商 業 信 用 状 取 引 説  

商 業 信 用 状 取 引 説 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 、 信 用 状 ( l e t ter  o f  

c red i t )の 一 種 と 解 す る 見 解 で あ る ( 1 9 1 )。  

信 用 状 取 引 に お い て は 、 信 用 状 の 交 付 者 と 所 持 人 の 間 に は 、 信 用
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状 の 交 付 者 が 第 三 者 か ら 請 求 を 受 け て 支 払 っ た 金 員 に つ き 、 信 用 状

の 所 持 人 が 償 還 義 務 を 負 う 旨 の 契 約 が 存 在 し て い る が 、 同 説 は 、 こ

れ と 同 様 に 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 銀 行 と 、カ ー ド 会 員 の 間 に は 、

償 還 義 務 を 定 め た 特 別 の 約 定 が あ る と 解 す る 。  

そ の 結 果 、 こ の 見 解 に 立 っ た 場 合 に は 、 上 記 償 還 義 務 を 発 生 さ せ

る カ ー ド 発 行 銀 行 ・ カ ー ド 会 員 間 の 契 約 は 、 カ ー ド 会 員 ・ 販 売 店 間

の 商 品 購 入 契 約 と は ま っ た く 別 物 と 評 価 さ れ る こ と に な る か ら 、 カ

ー ド 会 員 は 、 販 売 店 に 対 し て 対 抗 で き る 請 求 や 抗 弁 が あ っ た と し て

も 、 こ れ を 理 由 に カ ー ド 発 行 銀 行 に 対 し て 対 抗 す る こ と は で き な い

筋 合 い に な る ( 1 9 2 )。  

だ が 、 こ の 見 解 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 を 規 制 す る 連 邦 法 が

1951 年 統 一 商 事 法 典 (U .C .C. )し か 存 在 し な か っ た 時 代 に 、 U.C.C.

第 5 編「 信 用 状 」の 規 定 に 依 拠 し て 唱 え ら れ た も の で あ り 、今 日 に

お い て は 、 も は や 支 持 さ れ て い な い ( 1 9 3 )。  

 

（ 2）  受 取 勘 定 買 取 説  

受 取 勘 定 買 取 説 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 商 事 代 理 人 ( fac tor )

の 法 理 を 類 推 適 用 し よ う と す る も の で あ る ( 1 9 4 )。  

す な わ ち 、 商 事 代 理 人 は 、 売 主 の 受 取 債 権 を 万 一 買 主 が 払 わ な い

場 合 で も 、 売 主 に 償 還 請 求 す る こ と な く 現 金 で 買 い 取 っ て そ の 回 収

リ ス ク を 負 担 し て 、 売 主 の 受 取 勘 定 簿 記 を 免 除 し 、 買 主 に 対 し て 売

主 か ら の 債 権 を 取 得 し た 旨 通 知 し て 、 代 金 を 買 主 か ら 直 接 取 り 立 て

る 業 務 を 行 う が 、 同 説 は 、 イ シ ュ ア が 、 こ れ と 同 様 の 業 務 を 行 っ て

い る と し て 、 商 事 代 理 人 の 法 理 を 適 用 な い し 類 推 適 用 し よ う と す る

も の で あ る 。  

こ の 見 解 に 立 っ た 場 合 に は 、 カ ー ド 会 員 の 支 払 義 務 は 、 債 権 が 加

盟 店 か ら イ シ ュ ア に 譲 渡 さ れ た こ と に よ っ て 発 生 す る こ と に な る の

で 、次 述 (3 )債 権 譲 渡 説 と 同 様 、人 的 抗 弁 の 対 抗 の 肯 否 、あ る い は 抗

弁 権 の 放 棄 ・ 喪 失 特 約 の 有 効 性 に 関 し て は 、 債 権 譲 渡 の 一 般 理 論 に

従 う こ と に な る 。  
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だ が 、こ の 説 も ま た 、上 記 (1 )商 業 信 用 状 取 引 説 と 同 様 、ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 取 引 を 規 制 す る 連 邦 法 が 1951 年 統 一 商 事 法 典 (U .C.C . )し

か 存 在 し な か っ た 時 代 に 唱 え ら れ た 見 解 で あ っ て 、 今 日 で は 支 持 さ

れ て い な い ( 1 9 5 )。  

 

（ 3）  債 権 譲 渡 説  

債 権 譲 渡 説 (ass ignment  theory )は 、 上 記 (2 )受 取 勘 定 買 取 説 と 同

様 に 、 カ ー ド 取 引 と フ ァ ク タ リ ン グ 取 引 の 類 似 性 か ら 類 推 さ れ た 見

解 で あ っ て 、 小 切 手 の 売 買 ま た は カ ー ド 会 員 が 作 成 し た 売 上 票

( sa les  s l ip )を 売 掛 債 権 の 証 拠 債 権 と し て 、こ れ を 割 り 引 い て 買 い 取

っ て い る 、 も し く は 会 員 の 債 務 を 譲 受 人 が 代 位 弁 済 し て い る と 解 す

る 見 解 で あ る ( 1 9 6 )。  

上 記 の よ う に 、 受 取 勘 定 買 取 説 な い し 債 権 譲 渡 説 に 見 解 に 立 っ た

場 に は 、 カ ー ド 会 員 に よ る 抗 弁 の 対 抗 が 認 め ら れ る か ど う か は 、 債

権 譲 渡 の 一 般 原 則 に 従 う こ と に な る の で 、 カ ー ド 会 員 は 、 加 盟 店 に

対 し て 有 す る 抗 弁 を 、 カ ー ド 発 行 銀 行 に 対 し て も 対 抗 で き る こ と に

な る ( 1 9 7 )。  

だ が 、 こ れ に 対 し て 、 カ ー ド 発 行 銀 行 ・ カ ー ド 会 員 間 の 契 約 書 中

の 抗 弁 放 棄 条 項 を 設 け て い る の が 通 常 で あ り 、そ の 効 力 に 関 し て は 、

こ れ を 有 効 と 解 す る 余 地 が 比 較 的 広 く 認 め ら れ て お り 、 抗 弁 の 対 抗

の 根 拠 と は な ら な か っ た 。 現 在 は 、 立 法 的 に 、 抗 弁 放 棄 条 項 の 無 効

化 に よ り 、 対 応 さ れ て い る 。  

 

（ 4）  直 接 債 務 説  

直 接 債 務 説 (d i rec t  ob l igat ion  theory )は 、 カ ー ド 発 行 銀 行 の 取 立

権 の 根 拠 を 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 員 契 約 に 基 づ く カ ー ド 発 行 銀 行 に

対 す る 支 払 約 束 に 求 め る 見 解 で あ り 、 従 来 の 判 例 は 、 こ の 立 場 を と

っ て い た と い わ れ る ( 1 9 8 )。  

同 説 に 立 っ た 場 合 に は 、 カ ー ド 会 員 は 、 カ ー ド 発 行 銀 行 に 対 し て

直 接 上 記 支 払 約 束 に 基 づ く 債 務 を 負 担 す る こ と に な る か ら 、 商 人 に
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対 す る 請 求 や 抗 弁 を 銀 行 に 対 し て は 行 使 す る こ と は で き な い こ と に

な る ( 1 9 9 )。 も っ と も 、 こ の 支 払 約 束 が 、 売 買 の 完 全 か つ 十 分 な 履 行

を 条 件 と す る 契 約 条 項 に な っ て い る 場 合 に は 、 カ ー ド 会 員 の 抗 弁 権

が 認 め ら れ る 余 地 も あ る と さ れ る ( 2 0 0 )。  

こ の 見 解 は 、 売 買 の 目 的 が 不 完 全 で あ っ た 場 合 に 、 カ ー ド 会 員 に

よ る 抗 弁 の 対 抗 が 認 め ら れ る 点 が 、 上 記 (2 )受 取 勘 定 買 取 説 な い し

(3 )債 権 譲 渡 説 と 異 な る 。  

 

（ 5）  直 接 貸 付 説  

直 接 貸 付 説 (d i rec t  loan  theory )は 、 カ ー ド 発 行 銀 行 か ら カ ー ド 会

員 に 対 す る 支 払 請 求 権 の 根 拠 を 、 商 品 の 売 主 か ら カ ー ド 発 行 銀 行 に

譲 渡 さ れ た 代 金 請 求 権 で は な く 、 カ ー ド 発 行 銀 行 と カ ー ド 会 員 と の

間 の 直 接 貸 付 に 基 づ く 貸 金 返 還 請 求 権 と 解 す る 見 解 で あ る ( 2 0 1 )。  

同 説 は 、 ア メ リ カ の 銀 行 カ ー ド 会 社 が 採 用 し て い る 立 場 で あ り 、

各 種 の 消 費 者 立 法 も こ の 立 場 を 採 り ( 2 0 2 ) 、 U3C [1968] 原 始 規 定

(§3 .301 )も 直 接 貸 付 で あ る 旨 の 規 定 を 設 置 し て い た ( 2 0 3 )。先 に 触 れ た

よ う に 、 ア メ リ カ の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 「 銀 行 カ ー ド 」 か ら 発

展 し て き た 歴 史 が あ り 、 こ の 歴 史 的 経 緯 が 、 同 説 の 採 用 に 影 響 し て

い る と 考 え ら れ る 。  

銀 行 と カ ー ド 保 有 者 間 の 直 接 の 貸 付 と い う こ と で あ れ ば 、 銀 行 は 、

カ ー ド 保 有 者・売 主 間 の 取 引 に 関 し て は ま っ た く の 第 三 者 で あ っ て 、

独 立 し た 貸 付 債 権 を 有 す る こ と に な る の で 、前 記 (1 )商 業 信 用 状 取 引

説 と 同 様 、 カ ー ド 保 有 者 か ら の 抗 弁 は 成 り 立 た な く な る ( 2 0 4 )。  

 そ の 一 方 で 、 同 説 に 立 っ た 場 合 に は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 購 入 し

た 商 品 の 分 割 払 い に つ い て は 、 当 然 に 利 息 制 限 法 が 適 用 さ れ る こ と

に な る ( 2 0 5 )。  

 

（ 6）  現 在 の 状 況  

か つ て U3C [1968]の 原 始 規 定 が 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に つ き カ

ー ド 発 行 銀 行 の カ ー ド 会 員 に 対 す る 直 接 貸 付 で あ る と す る 規 定 を 置
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き 、 カ ー ド 保 有 者 の 抗 弁 権 を 否 定 し て い た 。 し か し な が ら 、 1974

年 改 正 後 の U3C が 、三 当 事 者 の 信 用 販 売 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の

場 合 に も 、 抗 弁 の 接 続 を 肯 定 す る 明 文 の 規 定 を 設 置 し た こ と か ら 、

以 上 に 述 べ た よ う な 法 的 性 質 論 か ら 具 体 的 論 点 に お け る 結 論 を 演 繹

す る 議 論 は 、 も は や 意 味 を な さ な い と 考 え ら れ て い る 。  

 

4． 州 法 お よ び 連 邦 法 の 適 用 関 係  

 

州 法 と 連 邦 法 が 競 合 す る 場 合 に は 、 憲 法 6 条 2 項 の 規 定 に よ り 、

連 邦 法 が 州 法 に 優 先 す る と さ れ て い る 。 そ う す る と 、 連 邦 の 貸 付 真

実 法 (TILA)に 対 し て 、州 法 で 独 自 の 貸 付 真 実 法 を 定 め て い る 場 合 や 、

州 法 で 統 一 商 事 法 典 (U .C.C . )を 採 用 し て い る 場 合 に つ い て は 、 連 邦

法 と 競 合 ・ 抵 触 す る 州 法 の 規 定 部 分 の 効 力 は 否 定 さ れ る こ と に な る

の だ ろ う か ( 2 0 6 )。  

1972 年 消 費 者 信 用 保 護 法 (CCPA)に は 、 州 法 と の 調 整 規 定 が 存 在

し 、信 用 広 告 に 関 す る 第 1 編 第 3 章 の 規 定 に 関 し て は 、州 法 の 規 定

に か か わ ら ず 、 CCPA の 規 定 を 適 用 す べ き も の と し て 、 広 告 に 関 し

て 統 一 的 な 施 行 が 行 わ れ て い る 。  

こ れ に 対 し て 、第 1 編 第 4 章 の 規 定 に 関 し て は 、あ る 州 法 に 基 づ

い た 信 用 取 引 の 種 類 に 、第 1 編 第 4 章 と 実 質 的 に 同 様 の 要 件 を 課 し

て い る か 、 よ り 大 き な 保 護 を 消 費 者 に 与 え て お り 、 か つ そ れ を 執 行

す る た め の 適 切 な 措 置 を 設 け て い る と 認 め ら れ る と き は 、 理 事 会 規

則 に よ り 、 そ の 州 内 で の そ の 種 類 の 取 引 に つ い て は 、 CCPA 第 1 編

4 章 の 規 定 を 除 外 す る も の と さ れ て い る (TILA 171 条 (b ) )。第 1 編 第

2 章 、 第 5 章 に つ い て も 同 様 で あ る （ 第 2 章 に つ き TILA 123 条 、

第 5 章 に つ き TILA 186 条 (b )） ( 2 0 7 )。  

し た が っ て 、 CCPA(TILA)第 1 編 第 4 章 な ど の カ ー ド 保 有 者 の 権

利 を 保 護 す る 規 定 よ り も 、消 費 者 保 護 レ ベ ル の 高 い 州 法 に つ い て は 、

州 法 が 適 用 さ れ 、そ う で な い 場 合 は 、連 邦 法 で あ る CCPA の 規 定 が

適 用 さ れ こ と に な る 。 ま た 、 CCPA に は 特 に 規 定 さ れ て い な い 金 融



256 

料 の 額 や 率 の 制 限 、 そ の 他 取 引 内 容 に つ い て 消 費 者 を 保 護 す る 規 制

が 、 州 法 に お い て 規 定 さ れ て い る 場 合 に は 、 当 該 州 の 規 定 が そ の ま

ま 適 用 さ れ る こ と に な る 。  

な お 、 消 費 者 信 用 問 題 に 関 す る 裁 判 管 轄 は 、 連 邦 と 各 州 の 裁 判 所

の 双 方 に あ り 、 州 裁 判 所 は 、 連 邦 法 に 関 す る 訴 訟 と 州 法 に 関 す る 訴

訟 の 両 方 を 扱 う こ と が で き る ( 2 0 8 )。 ま た 、 当 事 者 は 、 連 邦 法 で あ る

CCPA に 基 づ く 訴 訟 を 行 う か 、 州 法 に 基 づ く 訴 訟 を 行 う か 、 あ る い

は そ の 双 方 に 基 づ く 訴 訟 を 提 起 す る か を 、 事 案 の 内 容 に 応 じ て 選 択

で き る こ と に な る 。  
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第 5 節  貸付真実法 (TILA)170 条に関する判例  

 

1． 問 題 の 所 在  

 

（ 1）  三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に お け る 利 用 者 保 護  

三 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て は 、 カ ー ド 発 行 者

（ イ シ ュ ア ） と 加 盟 店 管 理 者 （ ア ク ワ イ ア ラ ） が 同 一 人 で あ る こ と

か ら 、 カ ー ド 発 行 者 の 加 盟 店 （ 販 売 店 ） に 関 す る 管 理 が 現 実 に 機 能

し て い る 場 合 に は 、 加 盟 店 （ 販 売 店 ） に 対 す る 管 理 責 任 を 根 拠 に 、

カ ー ド 保 有 者 （ カ ー ド 会 員 ） は 、 加 盟 店 （ 販 売 店 ） と の 間 の 契 約 に

関 す る 人 的 抗 弁 を 、 カ ー ド 発 行 者 に 対 し て 対 抗 で き る と し て 差 し 支

え な い で あ ろ う 。 先 に 見 た 1968 年 貸 付 真 実 法 (TILA)  170 条 (a ) (3 )

の 距 離 的 制 限 と そ の 例 外 は 、 実 質 的 に は 、 カ ー ド 発 行 者 の 加 盟 店 に

対 す る 管 理 可 能 性 を 根 拠 に し て い る 。  

一 方 、 カ ー ド 保 有 者 （ カ ー ド 会 員 ） 保 護 の 法 律 構 成 に 関 し て は 、

① イ ギ リ ス 1974 年 消 費 者 信 用 法 (CCA)  75 条 の よ う に 、こ の 場 合 の

加 盟 店 （ 販 売 店 ） と カ ー ド 発 行 者 を 同 一 視 し て （ つ ま り 二 当 事 者 型

と 同 様 と 見 て ）、加 盟 店（ 販 売 店 ）に 対 す る 請 求 権 を 同 一 人 格 と 評 価

さ れ る と こ ろ の カ ー ド 発 行 者 に 対 し て も 請 求 で き る と す る （ 共 同 責

任 ） 構 成 と 、 ② ア メ リ カ 1968 年 貸 付 真 実 法 (TILA)・ 統 一 消 費 者 信

用 法 典 (U3C)の よ う に 、 カ ー ド 会 員 の 加 盟 店 （ 販 売 店 ） に 対 す る 請

求 権 に つ き 、 い わ ば 代 位 責 任 （ 監 督 者 責 任 ・ 使 用 者 責 任 ） 的 に カ ー

ド 発 行 者 に 責 任 を 負 わ せ 、あ る い は 人 的 抗 弁 を 拡 張 す る 構 成 が あ る 。 

 

（ 2）  四 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に お け る 利 用 者 保 護  

だ が 、 カ ー ド 発 行 者 （ イ シ ュ ア ） と 加 盟 店 管 理 者 （ ア ク ワ イ ア ）

が 別 人 と な る 四 当 事 者 以 上 の 多 数 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に お い て は 、

上 記 (1 )三 当 事 者 型 に 関 す る 論 理 は 成 り 立 た な い よ う に も 考 え ら れ

る 。 こ の 場 合 の カ ー ド 発 行 者 は 、 加 盟 店 （ 販 売 店 ） に 関 す る 管 理 ・
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監 督 権 を 有 し て お ら ず 、し た が っ て 、① そ の 地 位 を 加 盟 店（ 販 売 店 ）

と 同 一 視 し て 共 同 責 任 を 負 わ せ る こ と も で き ず 、 あ る い は ② 管 理 ・

監 督 責 任 を 問 う こ と も 難 し い よ う に 見 え る か ら で あ る ( 2 0 9 )。  

 

（ 3）  判 例 の 内 訳  

と こ ろ で 、前 節 で 見 た よ う に 、ア メ リ カ の 貸 付 真 実 法 (TILA)に お

け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 保 有 者 の 保 護 に は 、 ( i )「 誤 請 求 」の 場 合 の 支

払 停 止 の 制 度 (TILA 161 条 :  15  USC §1666）） と 、 ( i i )加 盟 店 （ 販 売

店 ） に 不 当 表 示 や 契 約 違 反 が あ っ た 場 合 の 「 請 求 と 抗 弁 」 の 制 度

（ TILA 170 条 :  15  USC §1666 i） が あ る 。  

判 例 に お い て は 、 ( i )「 誤 請 求 」の 認 定 に 関 す る 事 例 は 数 多 く み ら

れ る が 、こ れ に 対 し て 、 ( i i )「 請 求 と 抗 弁 」の 可 否 を 直 接 論 じ た 事 例

は 、 さ ほ ど 多 く な い ( 2 1 0 )。  

な お 、す で に 触 れ た よ う に 、① 連 邦 法 で あ る 貸 付 真 実 法 (TILA)は 、

い わ ば 低 限 の 基 準 で の 消 費 者 保 護 で あ っ て 、 ② 統 一 消 費 者 信 用 法

典 (U3C)に 準 拠 し た 州 法 を 制 定 し て い る 州 が 12 州 あ る ほ か 、③ U3C

よ り さ ら に 手 厚 く 消 費 者 を 保 護 す る 州 法 を 制 定 し て い る 州 も あ る

（ カ リ フ ォ ル ニ ア 州 な ど ）。そ れ ゆ え 、以 下 に 引 用 す る 判 例 に は 、①

TILA 161 条 に 関 す る 判 例 の ほ か 、 ② U3C（「 請 求 と 抗 弁 」 に 関 し て

は (U3C [1974]  §3 -404)に 準 拠 し た 州 法 に 関 す る 判 例 、③ TILA・U3C

よ り も 消 費 者 保 護 に 厚 い 州 法 に 関 す る 判 例 が 含 ま れ て く る 。  

 

2． 前 提 要 件  

 

 す で に 触 れ た よ う に 、 TILA 170 条 の 請 求 権 な い し 抗 弁 権 を 行 使

す る た め に は 、 ① カ ー ド 保 有 者 と の 間 で の 誠 実 交 渉 の 存 在 、 ② 契 約

金 額 が 50 ド ル を 超 え て い る こ と（ 下 限 額 制 限 ）、③ 取 引 場 所 が カ ー

ド 保 有 者 の 住 所 と 同 一 州 内 な い し 100 マ イ ル 以 内 で あ る こ と（ 距 離

的 制 限 ） の 三 つ を 充 た し て い る こ と が 必 要 で あ る 。  
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（ 1）  下 限 額 制 限  

 こ の う ち 、 ② 下 限 額 制 限 に 関 し て は 、 以 下 の 事 案 が 存 在 す る 。  

【 判 例 1】  Laurence  Dudz ik  e t  a l .  v .  K le in ' s  A l l  Spor ts ,  158  Misc .  

2d  72 :  600  N.Y.S .  2d  1013 :  1993  N.Y.  Misc .  

〔 事 案 の 概 要 〕  X（ 原 告 ） は 、 ス ポ ー ツ 品 店 Y か ら ク レ ジ ッ ト

カ ー ド を 利 用 し て 購 入 し た グ ラ ス フ ァ イ バ ー 製 バ ッ ト が 壊 れ た た め 、

新 し い バ ッ ト と 交 換 し て も ら っ た が 、そ の バ ッ ト も ま た 壊 れ た た め 、

さ ら な る 交 換 で は な く 、 現 金 で の 返 金 を 求 め た 。  

ニ ュ ー ヨ ー ク 州 の 商 法 218 条 の 定 め る「 返 金 方 針 ( re fund  po l i cy )」

に よ れ ば 、 商 品 に 欠 陥 が あ れ ば 、 商 品 の 交 換 、 他 の 商 品 が 購 入 で き

る ク ー ポ ン 等 の 支 給 、 返 金 等 を 請 求 で き る と し て い る が 、 し か し 、

本 件 ス ポ ー ツ 用 品 店 Y に 関 し て は 、 購 入 後 30 日 以 内 の 商 品 の 交 換

か 、 店 舗 内 の 信 用 供 与 の み を 認 め 、 現 金 で の 返 金 や ク レ ジ ッ ト カ ー

ド ア カ ウ ン ト へ の チ ャ ー ジ を 戻 す こ と は 認 め て い な か っ た 。  

一 方 、貸 付 真 実 法 (TILA)は 、信 用 供 与 を 受 け た 額 の 支 払 停 止 を す

る 権 利 を 認 め て い る が 、し か し な が ら 、本 件 は 、50 ド ル 以 下 の 少 額

訴 訟 で あ る た め 、 TILA 170 条 に 基 づ く 権 利 を 主 張 で き な い 。  

〔 判 旨 〕 判 旨 は 、1951 年 統 一 商 事 法 典 (U .C.C. )を 適 用 し て 購 入

者 を 保 護 し た 。 す な わ ち 、 本 件 に 関 し て は 、 州 の 商 法 お よ び TILA

の 適 用 は な い が 、 し か し 、 本 件 商 品 は U.C.C.  §2 -314 の 商 品 と し て

の 品 質 保 証 違 反 に 該 当 す る と し て 、 Y に 対 し て 、 X の 商 品 購 入 額 に

加 え 、 売 上 税 の 返 金 を 命 じ た 。  

 

（ 2）  距 離 的 制 限  

一 方 、 ③ 距 離 的 制 限 が 問 題 と な っ た 事 案 と し て は 、 以 下 の も の が

あ る 。  

【 判 例 2】  L inco ln  F irs t  Bank,  N.  A .  v.  Herbert  I .  F.  Car lson  

Mid land  Bank,  Supreme Court  o f  New York ,  

Chautauqua County,  103  Misc .  2d  467 :  426  N.Y.S .2d  

433 :  1980  N.Y.  Misc .  
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〔 事 案 の 概 要 〕  ニ ュ ー ヨ ー ク 州 に 住 む カ ー ド 会 員 Y（ 被 告 ） が

1978 年 6 月 6 日 に オ ハ イ オ 州 ク リ ー ブ ラ ン ド の 宝 石 店 A か ら 電 話

で 指 輪 を 購 入 し 、 VISA の オ ー プ ン ・ エ ン ド 信 用 プ ラ ン の チ ャ ー ジ

カ ー ド で 決 済 し た が 、 そ の 後 、 同 月 16 日 に は 購 入 契 約 を キ ャ ン セ

ル し 、21 日 に は 宝 石 店 か ら 取 消 し の ク レ ジ ッ ト 伝 票 を も ら っ た 。と

こ ろ が 、 そ の 処 理 に 関 し て は 、 カ ー ド 発 行 銀 行 X（ 原 告 ） の VISA

の 口 座 で な く 、第 三 者 銀 行 B の MasterCard の 口 座 で の 行 う と さ れ

て い た 。Y は 、7 月 26 日 に 初 の 請 求 書 を 受 け 取 っ た が 、こ れ を 放

置 し て い る う ち に 、宝 石 店 A が 破 産 し 、カ ー ド 発 行 銀 行 X が 、Y に

対 し て 訴 訟 を 提 起 す る に 至 っ た 。  

争 点 は 、 ① カ ー ド 保 有 者 Y が 60 日 の 有 効 期 限 内 に 適 切 な 「 誤 請

求 」に つ い て の 通 知 を カ ー ド 発 行 者 X に 送 付 し た か と い う 点 と 、②

100 マ イ ル よ り 遠 方 な 取 引 は 、 カ ー ド 会 員 の 「 誤 請 求 」 を 抗 弁 と し

て 主 張 で き る か 、ま た 、第 三 者 銀 行 B に 手 続 上 の 責 任 が あ る か 、の

2 点 で あ っ た 。  

〔 判 旨 〕  判 旨 は 、 争 点 ① に 関 し て は 、 Y の 通 知 が 期 間 内 に 適 切

に 行 わ れ た こ と を 認 定 し た 。 一 方 、 争 点 ② に 関 し て は 、 第 三 者 銀 行

B の 責 任 は 認 め ら れ な か っ た が 、し か し 、Y は 、X 銀 行 の 自 己 の VISA

の 口 座 で 処 理 を す る よ う 訂 正 請 求 で き る と さ れ た 。 TILA 170 条 の

距 離 的 制 限 と の 関 係 で は 、裁 判 所 意 見 は 、「 カ ー ド 会 員 の 住 所 地 か ら

100 マ イ ル 未 満 で 起 き た 取 引 な ら 、 カ ー ド 会 社 は 、 す べ て の 抗 弁 を

引 き 受 け る と い う こ と が 、100 マ イ ル 以 上 の 距 離 で 起 き た 取 引 に は 、

自 動 的 に カ ー ド 会 員 は す べ て 抗 弁 を 諦 め な け れ ば な ら な い 等 の 推 定

に は な ら な い 」 旨 を 説 示 し て い る 。 そ の 結 果 、 少 な く と も 本 件 の よ

う な 誤 請 求 に 対 す る 抗 弁 に 関 し て は 、 TILA 170 条 の 距 離 的 制 限 は

働 か な い こ と と な っ た 。  

 

【 判 例 3】 George  Izrae lewi tz  P la int i f f  v.  Manufac turers  Hanover  

Trust  Company,  C iv i l  Court  o f  the  C i ty  o f  New York ,  

Kings  County  120  Misc .  2d  125 :  465  N.Y.S .2d  486 :  
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1983  N.Y.  Misc .  

〔 事 案 の 概 要 〕  ニ ュ ー ヨ ー ク 州 に 住 む カ ー ド 保 有 者 X（ 原 告 ）

は 、 ハ ワ イ 州 に あ る 会 社 A か ら 通 信 販 売 で コ ン ピ ュ ー タ の 回 路 図

(E lec tron ic  d iagrams)を 購 入 し た が 、 X は 、 購 入 し た 回 路 図 の 仕 様

が 不 適 格 で あ る と し て 返 品 し 、 直 ち に カ ー ド 発 行 銀 行 Y（ 被 告 ） に

通 知 し て 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 手 続 を と っ て も ら っ た 。 し か し 、 販 売

会 社 A は 、商 品 の 特 殊 性 か ら「 返 品 不 可 」の ポ リ シ ー を X に 告 知 し

て お り 、 X は こ の こ と を 知 っ て い た と し て 、 返 品 に よ る 返 金 を 拒 絶

し た 。 Y 銀 行 が 再 度 チ ャ ー ジ・バ ッ ク を 試 み て も A 社 か ら は 同 様 の

返 答 し か 帰 っ て こ な か っ た た め 、 結 局 Y 銀 行 は X に 請 求 し た た め 、

X が 異 議 を 申 し 立 て て 本 件 訴 訟 を 提 起 し た 。  

〔 判 旨 〕  判 旨 は 、 距 離 的 制 限 の 制 度 趣 旨 に つ き 、「 商 人 の 行 動

を 監 視 す る こ と が 難 し い は る か 遠 隔 州 の 商 人 と の 取 引 を 通 し て 、 彼

ら を 無 限 責 任 に さ ら す こ と の で き る 消 費 者 か ら 銀 行 を 保 護 す る こ と

に 役 立 つ 」 と し つ つ 、 前 記 【 判 例 2】 と 同 様 に 「 カ ー ド 会 員 の 住 所

地 か ら 100 マ イ ル 未 満 で 起 き た 取 引 な ら 、カ ー ド 会 社 は 、す べ て の

抗 弁 を 引 き 受 け る と い う 文 言 は 、 100 マ イ ル 以 上 の 距 離 で 起 き た 取

引 に は 、 自 動 的 に カ ー ド 会 員 は す べ て 抗 弁 を 諦 め な け れ ば な ら な い

等 の 推 定 に は な ら な い 」 旨 を 説 示 し た 。  

し か し 、 判 旨 は 、 本 件 に お い て は 、 注 文 画 面 に 「 返 品 不 可 」 の 方

針 が 明 確 に 表 示 さ れ て お り 、 商 品 も そ れ に ふ さ わ し い も の で あ っ た

と し て 、 結 局 、 X の 返 品 の 抗 弁 は 認 め ら れ な い と し た 。  

 

【 判 例 4】  Jonathan  P lutchok  v .  European  Amer ican  Bank,  143  

Misc .  2d  149 :  540  N.Y.S .  2d  135 :  1989  N.Y.  Misc .  

〔 事 案 の 概 要 〕  以 上 に 対 し て 、【 判 例 4】 は 、 TILA 170 条 の 距

離 的 制 限 が 働 い た 事 案 で あ る 。  

カ ー ド 保 有 者 X（ 原 告 ）は 、マ イ ア ミ の 旅 行 会 社 Y 社（ 被 告 ）か

ら 、 マ イ ア ミ （ フ ロ リ ダ 州 ） の 豪 華 な ク ル ー ズ と ホ テ ル の 宿 泊 に 関

す る 優 待 会 員 に 選 ば れ た と の ハ ガ キ を 受 け 取 っ た 。 X は 、 Y 社 か ら
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経 営 状 況 、返 金 保 証 な ど の 詳 細 を 入 手 し た 後 、 1986 年 12 月 9 日 に

MasterCard の 番 号 を Y 社 に 伝 え 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド に よ っ て 249

ド ル を 支 払 っ た が 、 そ の 後 、 会 員 に な る の を 翻 意 し て 、 返 金 を 申 し

込 ん だ と こ ろ 、 A 社 か ら は 返 答 が な か っ た 。  

X は「 誤 請 求 」を 主 張 し た が 、こ れ に 対 し て 、 Y 社 は 、 X が 1987

年 1 月 3 日 に 本 件 購 入 に 係 る 請 求 書 を 受 け 取 っ た と 主 張 し た 。な お 、

X は 、 1987 年 4 月 25 日 ま で に 必 要 な「 誤 請 求 」の 通 知 を Y 社 に 対

し て 行 わ な か っ た こ と を 認 め て い る 。  

〔 判 旨 〕  本 件 で は 、 X が 「 誤 請 求 」 に つ い て 60 日 以 内 の 適 切

な 通 知 を 行 っ て い な い こ と を 理 由 に 、 X の 主 張 を 排 斥 す る 方 法 も あ

り 得 た で あ ろ う 。 し か し 、 判 旨 は 、 本 件 は ニ ュ ー ヨ ー ク 州 に 住 む X

が 100 マ イ ル 以 上 離 れ た マ イ ア ミ の 業 者 Y と 契 約 し た 事 案 で あ る か

ら 、 TILA 170 条 の 距 離 的 制 限 が 働 い て 「 請 求 と 抗 弁 」 の 保 護 は 受

け ら れ な い と し た 。 な お 、 ニ ュ ー ヨ ー ク 州 法 に は 、 電 話 で 契 約 し た

場 合 の 特 則 が あ る が 、 同 法 で は 、 契 約 の 承 諾 を 受 け た 場 所 が 契 約 地

と さ れ て い る と こ ろ ( 2 1 1 )、 本 件 事 案 は 、 Y 社 の 郵 便 に よ る 勧 誘 に 対

し て 、 X は 電 話 で ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 を 提 供 し て 承 諾 を し て い る

の で 、こ の 承 諾 を 受 領 し た Y 社 の あ る フ ロ リ ダ が 契 約 地 で あ る と さ

れ た 結 果 、 TILA 170 条 の 定 め る 100 マ イ ル の 距 離 的 制 限 に 触 れ た

も の で あ る 。  

 

【 判 例 5】 R i chard  Hyland and Shark  Broad Hyland,  v .  F i rs t  USA 

Bank,  1995  U.S .  Dis t .  LEXIS 14794  (E.D.  Pa .  1995)  .  

〔 事 案 の 概 要 〕 1994 年 5 月 に カ ー ド 保 有 者 X（ 原 告 ）は 休 暇 中

に ギ リ シ ャ に 旅 行 し た が 、ギ リ シ ャ の 骨 董 屋 A で 東 洋 の 絨 緞 を 購 入

し 、Y 銀 行（ 被 告 ）発 行 の VISA カ ー ド に よ っ て 2,070 .57 ド ル を 支

払 っ た 。 X は 骨 董 屋 A か ら 、こ の 絨 緞 に つ い て 、綿 反 り を 持 つ 純 粋

な 絹 で 織 ら れ 、 刺 し ゅ う さ れ 、 植 物 の 染 料 に よ り 着 色 さ れ た 、 お よ

そ 1930 年 ご ろ の 古 風 な キ リ ム で あ る 旨 を 明 示 で 保 証 さ れ て い た が 、

そ の 後 、 ア メ リ カ の カ ー ペ ッ ト 専 門 家 に よ る 検 査 に お い て 、 上 記 明
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示 保 証 は 間 違 い で あ る こ と が 判 明 し た 。 そ こ で 、 X は 、 Y 銀 行 と 骨

董 屋 A に 連 絡 し 、銀 行 の 指 示 に 従 っ て 、絨 緞 を 骨 董 屋 A に 返 送 し よ

う と し た 。 と こ ろ が 、 こ の 返 品 の 際 に 、 約 1 ,240 米 ド ル の 関 税 が か

か る こ と が 分 か っ て 、 X は 、 間 税 の 支 払 を 拒 絶 す る と と も に 、 Y 銀

行 に 責 任 が あ る 旨 を 通 知 し た 。 結 局 、 絨 緞 は 関 税 不 払 に よ り 没 収 さ

れ 、 一 方 、 Y 銀 行 は 、 絨 緞 の 損 失 に 関 す る 責 任 は な い と 主 張 し た 。

こ れ に 対 し て 、 X は 、 Y 銀 行 は 絨 緞 を X が 返 品 す れ ば 問 題 を 解 決 さ

せ る 旨 を 保 証 し た の で あ る か ら 、 ① TILA 170 条 の 距 離 的 制 限 に よ

る 保 護 を 放 棄 し た と 主 張 し た ほ か 、 ② Y 銀 行 に は 、 カ ー ド の 海 外 利

用 が 距 離 的 制 限 に 該 当 す る こ と を 適 切 に 知 ら せ な か っ た 点 に つ き

「 過 失 に よ る 不 実 表 示 」 の 損 害 賠 償 の 責 任 が あ る と 主 張 し た 。  

〔 判 旨 〕  し か し 、 判 旨 は 、 X の ① ・ ② の 主 張 と も 排 斥 し た 。  

 

【 判 例 6】 Rober t  S inger  and Duranne  Cra in  f /k /a  Duranne  S inger ,  

v .  Chase  Manhattan  Bank ,  111  Nev .  289 :  890  P .  2d  

1305 :  1995  Nev .  

〔 事 案 の 概 要 〕  ネ バ ダ 州 に 居 住 す る X（ 原 告 ・ 控 訴 人 ） は 、 Y

銀 行 （ 被 告 ・ 被 控 訴 人 ） の 発 行 し た VISA カ ー ド を 使 っ て 、 ハ ワ イ

の 店 A で 美 術 品 を 購 入 し た が 、美 術 品 が X の ネ バ ダ の 自 宅 に 配 達 さ

れ た 時 に 破 損 し て い る の を 発 見 し た た め 、直 ち に A に 返 品 し 、購 入

し た 美 術 品 を 受 領 す る に 至 っ て い な い か ら 、 取 引 に 基 づ く 債 務 を 負

っ て い な い と 主 張 し て 、 本 件 訴 訟 を 提 起 し た 。  

〔 判 旨 〕  第 1 審 裁 判 所 は 、 TILA 170 条 の 規 定 は 、 カ ー ド 会 員

の 住 む 州 か 、そ の 住 所 か ら 100 マ イ ル 以 内 の 取 引 に 適 用 さ れ る と し

て 、 X の 訴 え を 却 下 し 、 控 訴 裁 判 所 も 、 こ れ を 支 持 し て い る 。  
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（ 3）  検 討  

 1）  下 限 額 制 限  

 TILA 170 条 に 付 さ れ た 下 限 額 制 限 は 、 距 離 的 制 限 と と も に 、 同

条 の 適 用 を 妥 当 な 範 囲 に 収 め る た め の 政 策 的 措 置 と い わ れ る が 、 し

か し 、【 判 例 1】に 見 ら れ る よ う に 、カ ー ド 利 用 者 に は 、U.C.C.そ の

他 の 法 規 に よ る 救 済 の 余 地 が あ る 。  

 

 2）  距 離 的 制 限  

一 方 、距 離 的 制 限 に 関 す る 5 例 の 判 例 の う ち 、【 判 例 2】は 条 文 の

文 言 に 拘 泥 せ ず TILA 170 条 の 適 用 を 肯 定 し た が （ な お 、【 判 例 3】

も 、一 般 論 と し て は【 判 例 2】と 同 じ 理 由 で 適 用 肯 定 説 に 立 つ ）、そ

の 後 の【 判 例 4】【 判 例 5】【 判 例 6】は 、距 離 的 制 限 へ の 抵 触 を 理 由

に 適 用 を 否 定 し て い る 。 こ の よ う に 、 ア メ リ カ の 判 例 が 、 州 外 あ る

い は 海 外 で の 取 引 に 対 す る 保 護 に 対 し て 比 較 的 消 極 的 で あ る 点 は 、

イ ギ リ ス 消 費 者 信 用 法 (CCA)  75 条 に 関 す る 判 例 が 、海 外 利 用 の 場 合

に も CCA75 条 の 適 用 を 認 め て い る の と 、 顕 著 な 対 比 を 示 す 。  

も っ と も 、【 判 例 4】で は 、カ ー ド 保 有 者 の 住 所 地 と 相 手 方 取 引 業

者 の 所 在 地 と の 単 な る 距 離 的 関 係 で は な く 、 当 該 取 引 に 関 す る 州 法

そ の 他 の 特 別 法 に お け る 契 約 地 と カ ー ド 保 有 者 の 住 所 地 の 距 離 的 関

係 が 基 準 と さ れ て い る 。 こ の よ う な 形 で 管 轄 と 準 拠 法 が 決 定 さ れ た

結 果 、 準 拠 法 が カ ー ド 発 行 銀 行 の 所 在 す る 州 法 と さ れ た 場 合 に は 、 カ

ー ド 発 行 銀 行 は 、 州 法 に 基 づ く 販 売 店 へ の 訴 訟 が 可 能 と な る た め 、 必

ず し も 不 利 な 状 況 に は 陥 ら な い 。  

一 方 、【 判 例 2】【 判 例 3】 は 、 距 離 的 制 限 の 制 度 趣 旨 に 立 ち 返 っ

て 、 カ ー ド 発 行 者 が 販 売 店 の 行 動 を 監 視 で き る 状 況 で あ る か 否 か を

基 準 と し て 、 カ ー ド 発 行 者 に 対 す る 責 任 追 及 が 妥 当 か 否 か の 個 別 ・

具 体 的 な 処 理 ・ 運 用 を 図 ろ う と す る も の の よ う で あ る ( 2 1 2 )。  

す で に 触 れ た よ う に 、 距 離 的 制 限 は 、 カ ー ド 会 員 の 保 護 と イ シ ュ

ア 、 加 盟 店 の 利 益 の バ ラ ン ス を 図 っ た 妥 協 の 産 物 と 目 さ れ て い る 。

し か し 、TILA の 定 め る 2 種 類 の カ ー ド 会 員 保 護 の 制 度 の う ち 、161
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条 の 「 誤 請 求 」 の 場 合 の 訂 正 権 に つ い て は 距 離 的 制 限 が な い の に 、

170 条 の「 請 求 と 抗 弁 」に 関 し て 距 離 的 制 限 が 設 け ら れ て い る の は 、

い か な る 理 由 に 基 づ く の か 。  

こ の 点 に 関 し て は 、「 誤 請 求 」 制 度 に お い て は 、 TILA 161 条 (b )

に 限 定 列 挙 さ れ た 事 項 に 関 し て の み 、 支 払 の 留 保 を 主 張 で き る の に

対 し て 、「 請 求 と 抗 弁 」制 度 に 関 し て は 、下 限 額 制 限 と 、不 法 行 為 請

求 権 の 除 外 に 触 れ な け れ ば 、 基 本 的 に す べ て の 人 的 抗 弁 事 由 を カ ー

ド 発 行 者 に 対 抗 で き る 。す な わ ち 、「 請 求 と 抗 弁 」制 度 に お け る 距 離

的 制 限 は 、「 誤 請 求 」の 限 定 列 挙 に 相 応 す る 形 で 、当 事 者 間 の 利 害 調

整 を 図 っ た も の の よ う に も 見 受 け ら れ る 。  

す な わ ち 、 限 定 列 挙 さ れ た 「 誤 請 求 」 事 由 に 該 当 す る 場 合 、 カ ー

ド 保 有 者 の 申 し 出 や 書 面 等 の 証 拠 に よ り 、 カ ー ド 発 行 者 は 、 商 品 の

未 納 や サ ー ビ ス の 不 提 供 、 二 重 請 求 や キ ャ ン セ ル の 未 処 理 な ど を 容

易 に 判 断 で き 、 加 盟 店 管 理 銀 行 に も 明 ら か に す る こ と が で き る 。  

一 方 、「 請 求 と 抗 弁 」 制 度 が 、 人 的 抗 弁 の 種 類 を 問 わ ず 適 用 さ れ

る と し て も 、 三 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で あ れ ば 、 カ ー ド

発 行 銀 行 は 、 カ ー ド 保 有 者 ・ 加 盟 店 の 双 方 と も に 取 引 先 な の で 、 両

者 に 配 慮 し た 円 満 な 解 決 方 法 が 期 待 で き る 。 ま た 、 万 一 、 訴 訟 と な

っ て も 、 同 一 州 内 に お け る 紛 議 で あ れ ば 、 同 じ 州 法 の 下 で 、 カ ー ド

会 員 規 約 お よ び 加 盟 店 契 約 に 基 づ い て 問 題 の 解 決 を 図 る こ と は さ ほ

ど 難 し く な い 。仮 に 、銀 行 か ら 提 訴 さ れ て も 、1980 年 代 の 後 半 時 期

の 調 査 に よ る と 、 自 分 の 当 座 預 金 口 座 の あ る 銀 行 か ら 11 マ イ ル 以

内 に 居 住 も し く は 就 業 し て い る 家 計 の 割 合 は 、 75％ と さ れ て お り

( 2 1 3 )、 そ れ ぞ れ 出 廷 や 証 人 を 尋 問 す る 負 担 も さ ほ ど 大 き く な い と い

え る 。  

だ が 、 こ れ に 対 し て 、 四 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に 関 し て は 、 カ ー ド

会 員 は 、 旅 行 や 通 信 販 売 に よ っ て 、 遠 方 の 販 売 業 者 と 契 約 を 結 ぶ こ

と が 、 さ ほ ど 珍 し い こ と で は な く な る 。 こ う し た 状 況 に お い て 、 カ

ー ド 発 行 銀 行 が 、 カ ー ド 会 員 と 販 売 店 と の 間 に 商 品 の 機 能 や 品 質 に

関 す る 紛 議 、 購 入 目 的 と の 適 合 性 な ど の 問 題 が 生 じ た 場 合 、 カ ー ド
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発 行 銀 行 が 、 商 品 そ の も の を 確 認 し 、 あ る い は 購 入 に 至 る 具 体 的 経

過 等 に つ き 調 査 す る こ と は 、 き わ め て 過 大 な 負 担 と な っ て く る 。 ま

た 、 販 売 店 が 州 外 の 場 合 、 銀 行 の 支 店 設 置 規 制 の 関 係 か ら 、 販 売 店

と カ ー ド 発 行 銀 行 と の 間 に は 加 盟 店 契 約 が 存 在 せ ず 、 こ の 場 合 の カ

ー ド 取 引 は 、 必 然 的 に 、 VISA や MasterCard な ど 国 際 ブ ラ ン ド の

清 算 機 関 を 介 在 さ せ た 四 当 事 者 以 上 の 多 数 当 事 者 型 に な ら ざ る を 得

な い た め ( 2 1 4 )、 カ ー ド 発 行 銀 行 自 身 が 上 記 調 査 を 行 う こ と は 、 現 実

問 題 と し て 不 可 能 に 近 い 。 そ の 一 方 で 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 少

額 取 引 で あ る た め 、 訴 訟 を 提 起 す る コ ス ト と の 関 係 で 割 に 合 わ ず 、

仮 に 訴 訟 に な っ た と し て も 、 州 際 取 引 と し て 準 拠 法 と 法 令 の 適 用 関

係 に 関 す る 複 雑 な 問 題 が 生 ず る 。そ れ ゆ え 、「 請 求 と 抗 弁 」の 制 度 に

関 し て は 、 コ ス ト の 面 で 50 ド ル と い う 下 限 が 設 け ら れ 、 他 方 、 距

離 的 に は 、せ い ぜ い 隣 州 程 度 に と ど ま る 100 マ イ ル 以 内 に お け る 問

題 に つ い て は 、 カ ー ド 発 行 銀 行 の 負 担 と し て も 過 酷 で は な い と の 政

策 的 な 価 値 判 断 が 働 い た も の と 考 え ら れ る ( 2 1 5 )。 以 上 を 要 す る に 、

距 離 的 制 限 は 、 わ が 国 の 何 倍 に も 及 ぶ 広 大 な 国 土 と 州 別 の 様 々 な 取

引 法 や 消 費 者 保 護 法 の 存 在 が あ り 、銀 行 の 支 店 設 置 規 制 が あ る た め 、

遠 隔 州 に お け る 商 人 の 行 動 を モ ニ タ ー す る こ と が 困 難 で あ る こ と が

地 理 的 制 限 を 銀 行 に 認 め る 理 由 と 考 え ら れ る  ( 2 1 6 )。  

だ が 、 こ れ に 対 し て 、 カ ー ド 発 行 者 が 、 カ ー ド 保 有 者 に 対 し 、 加

盟 店 と そ の 販 売 商 品 に 関 す る 広 告 を 請 求 書 に 同 封 し 、 カ ー ド 保 有 者

が そ の 広 告 を 見 て 商 品 を 購 入 す る ケ ー ス に お い て は 、 下 限 額 お よ び

距 離 的 制 限 の 適 用 は な い 。そ の 理 由 は 、「 こ の よ う な 関 係 が あ る 場 合

に は 、 発 行 者 は 加 盟 店 に 対 し 相 当 程 度 コ ン ト ロ ー ル を 及 ぼ し う る 」

か ら で あ る ( 2 1 7 ）。  

だ が 、 こ の よ う に 、 カ ー ド 発 行 者 が 負 担 を 負 う 根 拠 が 、 加 盟 店 に

対 す る モ ニ タ ー あ る い は コ ン ト ロ ー ル の 有 無 に 求 め ら れ る と す る な

ら ば 、 こ の 点 を 直 視 し て 、 四 当 事 者 以 上 の 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 取 引 に お い て も 、 あ る い は 距 離 的 に 離 れ て い て も 、 カ ー ド 発

行 者 に よ る 加 盟 店 の モ ニ タ ー あ る い は コ ン ト ロ ー ル が で き て い る 場
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合 に は 、「 請 求 と 抗 弁 」を 認 め て よ い よ う に 思 わ れ る 。前 記【 判 例 2】

【 判 例 3】 の 説 示 も 、 こ の よ う な 実 質 的 価 値 判 断 に 立 脚 し て い る も

の と 解 さ れ る 。  

 

3． 抗 弁 事 由 の 正 当 性  

 

一 方 、 ① 誠 実 交 渉 ・ ② 下 限 額 制 限 ・ ③ 距 離 的 制 限 の 前 提 を 満 た し

て い る 事 案 に つ い て も 、 カ ー ド 利 用 者 が 勝 訴 し た の は 【 判 例 9】 の

1 例 の み で あ り 、 残 り 4 例 は 敗 訴 事 例 で あ る 。  

 た だ 、 否 定 例 の 事 案 は い ず れ も カ ー ド 利 用 者 に 要 保 護 性 が 認 め ら

れ な い 場 合 ば か り で あ り 、敗 訴 判 決 が 多 い こ と を も っ て 、TILA 170

条 の 「 請 求 と 抗 弁 」 が 認 め ら れ に く い と は い え な い で あ ろ う 。  

【 判 例 7】  Timothy  Moynihan v.  Prov id ian  F inanc ia l  Corp . ,  2003  

U.  S .  Dis t .  LEXIS 13732  (D .  Md.  2003) .  

〔 事 案 の 概 要 〕 カ ー ド 会 員 X は 、ネ ッ ト 販 売 店 A か ら 高 級 家 具

を イ ン タ ー ネ ッ ト 経 由 で 購 入 し 、 Y 銀 行 の 発 行 し た VISA の ク レ ジ

ッ ト カ ー ド で 決 済 し た が 、こ の 売 買 に 関 し て 、A 商 店 は 、12 週 間 後

の 2001 年 5 月 5 日 に 売 買 代 金 代 金 1,449 .83 ド ル 全 額 を 割 り 引 く 旨

を 、 ウ ェ ブ サ イ ト で 表 明 し て い た 。 だ が 、 同 日 に な っ て も 代 金 は 払

い 戻 さ れ ず 、 そ の 1 週 間 後 、 A 商 店 は 、 連 邦 法 11 章 の 破 産 手 続 に

入 っ た 。 2001 年 6 月 6 日 、 Y 銀 行 は 、 A 商 店 と X と の 間 の 上 記 紛

議 を 、 X か ら の 手 紙 を 受 け 取 っ て 知 っ た 。 Y 銀 行 は 、 X の 照 会 に つ

き 調 査 し て い る 旨 を 、 2001 年 6 月 20 日 に 通 知 し 、 2001 年 7 月 13

日 に 、 紛 議 の 終 的 な 解 決 ま で 、 1449.83 ド ル の 請 求 を 保 留 し た 。

だ が 、 そ の 後 、 Y 銀 行 は 、 2002 年 1 月 24 日 に 、 A 商 店 が 売 買 代 金

を 売 主 X に 返 す こ と を 認 め る VISA 規 則 が な い こ と 、課 金 経 由 で 割

引 を 得 る 取 引 は VISA 規 則 で 禁 じ ら れ て い る こ と な ど を 理 由 に 、 銀

行 は ク レ ジ ッ ト 請 求 を 復 活 で き る こ と 、 X は 、 A 商 店 の 破 産 手 続 に

お い て 自 己 の 請 求 権 を 行 使 す べ き で あ る こ と を 通 知 し た 。 し か し 、

X は 、 A 商 店 の 破 産 手 続 の 中 で 請 求 権 を 行 使 せ ず 、 Y 銀 行 に は 、 A
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商 店 に 対 し て X が 有 す る 請 求 権 に つ き 代 位 責 任 が あ る と 主 張 し て 、

TILA 170 条 :  15  USC 1666 i に 基 づ き Y 銀 行 に 対 す る 本 件 訴 訟 を 起

こ し た 。  

〔 判 旨 〕  判 旨 は 、 TILA 170 条 :  15  USC 1666  i は 、 カ ー ド 発 行

者 の 請 求 に 対 す る 抗 弁 と し て 機 能 す る も の で あ っ て 、 独 立 し た 請 求

権 を 付 与 す る も の で は な い こ と 、 X が 、 TILA 161 条 :  15  USC 1666

の 要 求 す る 適 切 な 手 続 に 基 づ い て「 誤 請 求 」を 主 張 し な か っ た こ と 、

A 商 店 に よ る 代 金 の 割 引 の 提 供 が な か っ た こ と は 「 誤 請 求 」 に 該 当

し な い こ と を 根 拠 に 、 X の 請 求 を 棄 却 し た 。  

 

【 判 例 8】  Bradley  D.  Wi lson  v .  Bank o f  Amer ica ,  N .  A ,  2004  U.S .  

Dis t .  LEXIS 16353  

〔 事 案 の 概 要 〕  X は 、 2002 年 12 月 に 、オ ン ラ イ ン 宝 石 商 A か

ら 婚 約 指 輪 を Y 銀 行 の 発 行 し た VISA カ ー ド で 購 入 し た 。 し か し 、

指 輪 は 、 X に も そ の 婚 約 者 の 許 に も 配 送 さ れ な か っ た 。 X は 、 Y 銀

行 か ら ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 請 求 書 を 受 け 取 っ た 後 に 、 誤 請 求 の 通 知

を 、 指 輪 が 配 達 さ れ な か っ た こ と を 説 明 し て Y 銀 行 に 送 付 し た 。 Y

銀 行 は X の 誤 請 求 に 基 づ く 訂 正 権 行 使 を 受 け 入 れ て 、 指 輪 の 代 金

13,359 ド ル に つ い て 、宝 石 商 A に チ ャ ー ジ・バ ッ ク を か け た と こ ろ 、

宝 石 商 A は 、指 輪 は 納 品 済 み で あ り 、ま た 返 還 さ れ て も い な い と し

て 争 っ た た め 、紛 議 は VISA の 仲 裁 委 員 会 に 持 ち 込 ま れ た 。2003 年

9 月 9 日 に 、VISA の 仲 裁 委 員 会 は 、Y 銀 行 の チ ャ ー ジ は 適 切 で あ っ

た と し て 、 宝 石 商 に 対 し て 支 払 を 命 じ た の で 、 Y 銀 行 は 、 2003 年

10 月 6 日 に 、VISA 仲 裁 委 員 会 の 結 果 を X に 通 知 し 、代 金 は X に 振

り 込 ま れ る の で 、 再 び 請 求 す る こ と に な る 旨 を 説 明 し た と こ ろ 、 X

は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 口 座 を 解 約 し た 。 そ の た め 、 Y 銀 行 は 、 債 務

不 履 行 者 と し て X の ア カ ウ ン ト を 信 用 情 報 機 関 に 報 告 し た が 、そ の

際 、 上 記 の よ う な 紛 争 の 経 緯 を 報 告 し な か っ た 。  

そ の 後 、 X は 、 2004 年 4 月 2 日 、 Y 銀 行 の 行 為 は 、 TILA、 公 正

信 用 報 告 法 、 カ リ フ ォ ル ニ ア の 不 正 競 争 法 お よ び 契 約 法 に 違 反 し た
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と 主 張 し て 、 本 件 訴 訟 を 提 起 し た 。 こ れ に 対 し て 、 Y 銀 行 も 反 訴 を

提 起 し 、 Y 銀 行 は X の 申 出 に 従 っ て 必 要 な 調 査 を し た こ と 、 X の 申

立 て に は 虚 偽 が あ っ た こ と な ど を 主 張 し た 。  

〔 判 旨 〕  本 件 訴 訟 に お い て 、 X は 有 効 な 立 証 が で き ず 、 そ の 結

果 、 判 決 で は 、 X の 主 張 は 排 斥 さ れ て 、 X の 請 求 は 棄 却 さ れ た 。  

 

【 判 例 9】  C i t ibank  (South  Dakota ) ,  N .  A .  v.  Mary  J .  Mincks ,  135  

S .  W.  3d  545 :  2004  Mo .  App .  

〔 事 案 の 概 要 〕 カ ー ド 会 員 の メ ア リ ー は 、1999 年 9 月 に シ テ ィ

バ ン ク に ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 申 し 込 ん だ が こ の カ ー ド は 、 特 に 個 人

用 ・ ビ ジ ネ ス 用 の 区 別 は な く 、 記 載 内 容 か ら し て 、 個 人 向 け の 典 型

的 な カ ー ド の よ う だ っ た 。 こ の カ ー ド を 夫 も 利 用 で き る よ う に し て

い た 。ま た 、低 料 率 で あ っ た の で 、彼 女 は 2 つ の ク レ ジ ッ ト カ ー ド

の 残 高 を こ の カ ー ド に 移 し た 。 翌 年 2 月 、 夫 は 、 3 か 月 前 に 始 め た

home bus iness の 顧 客 勧 誘 用 に 4,000 枚 の カ ラ ー の 郵 便 は が き を

7,600 ド ル で 商 店 か ら 購 入 し 、 こ の カ ー ド で 決 済 し た 。 し か し 予 定

日 に 納 品 さ れ ず 、 再 三 督 促 し た が 、 そ の う ち 、 当 該 商 品 が 販 売 中 止

に な っ て い る の を 知 っ た 。 そ こ で 、 商 店 に 同 種 の 別 の 製 品 を 納 品 す

る よ う に フ ァ ッ ク ス し た が 、 ま っ た く 反 応 が な か っ た 。 2000 年 8

月 に は 、は が き を 受 け 取 る の を あ き ら め 、商 店 に 返 金 を 要 求 し た が 、

2000 年 9 月 1 日 に は 商 店 が 事 業 を 停 止 し た こ と を 知 っ た 。そ こ で 、

夫 は 銀 行 に TILA と Reg.  Z の 規 定 に 基 づ き 、 2000 年 3 月 に 明 細 書

で 請 求 を 受 け た 7 ,600 ド ル を 口 座 に 戻 す よ う に シ テ ィ バ ン ク に 請 求

し た 。  

し か し 、シ テ ィ バ ン ク は 、明 細 書 は 、2000 年 3 月 に 送 付 さ れ て お

り 、60 日 以 内 の 誤 請 求 の 訂 正 通 知 の 送 付 と い う 要 件 を 満 た し て い な

い と し て 、こ れ に 応 え な か っ た 。そ の 後 も 、カ ー ド は 利 用 さ れ た が 、

当 該 利 用 分 の 残 高 が 残 っ た ま ま で 、2002 年 7 月 に 延 滞 料 等 が 加 え ら

れ 、 9,048 .49 ド ル の 勘 定 残 高 が 残 り 、 銀 行 は 、 さ ら に 25.99％ の 未

払 利 息 と 15％ の 弁 護 士 費 用 の 支 払 い を 求 め て 提 訴 し た 。  
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本 件 に お い て は 、 ① 本 件 は が き の 購 入 が 、 ビ ジ ネ ス 目 的 で あ る こ

と か ら 、「 消 費 者 信 用 」を 、主 に 個 人 、家 族 、世 帯 目 的 で 信 用 供 与 さ

れ る も の と 定 義 す る Reg .  Z  226-2  (a ) (12 )の 規 定 に 抵 触 す る 結 果 、貸

付 真 実 法 の 抗 弁 が 認 め ら れ な い の で は な い か 、 ま た 、 ② ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 明 細 書 に 代 金 が 表 示 さ れ た 後 に 、 彼 女 が 60 日 以 内 に シ テ ィ

バ ン ク に こ の 「 誤 請 求 」 の 通 知 を 与 え な か っ た こ と か ら 、 本 件 訴 訟

に お い て 抗 弁 と し て の 商 品 未 納 を 主 張 す る 能 力 を 失 っ た か ど う か が

争 点 と な っ た 。  

第 1 審 は 、 消 費 者 の 抗 弁 を 認 め た の で 、 銀 行 が 控 訴 。  

〔 判 旨 〕  争 点 ① に 関 し て 、 控 訴 審 は 、 本 件 が オ ー プ ン ・ エ ン ド

信 用 プ ラ ン で あ り 、「 口 座 が 主 と し て 、消 費 者 目 的 の た め に 開 か れ た

の で あ れ ば 、 カ ー ド 会 員 が 時 々 非 消 費 者 物 品 の た め に 使 っ て も 、 法

お よ び 規 則 の 枠 組 み に 当 て は ま る 」 と し て 、 ス モ ー ル ビ ジ ネ ス の た

め の 商 品 購 入 の 場 合 で あ っ て も 消 費 者 と し て 扱 わ れ る と し て 、 貸 付

真 実 法 の 適 用 を 認 め た 。ま た 、判 旨 は 、「 債 権 の 譲 受 人 は 、債 権 を 譲

渡 し た 時 に 譲 渡 人 が 有 し て い た 以 上 の 権 利 を 取 得 し な い 」 と す る ミ

ズ ー リ 州 の コ モ ン ・ ロ ー を 根 拠 と し て 、 銀 行 に 対 す る 抗 弁 を 認 め る

こ と も で き る と す る 。  

一 方 、 争 点 ② に 関 し て 、 判 旨 は 、 誤 請 求 に 関 す る 通 知 の 遅 れ に つ

い て は 、 商 品 未 納 の 権 利 の 主 張 に お い て 、 貸 付 真 実 法 の 誤 請 求 を 構

成 す る と も 考 え ら れ る が 、 貸 付 真 実 法 は 、 別 途 「 請 求 と 抗 弁 」 の ル

ー ル を 設 け て い る 。し た が っ て 、60 日 以 内 に 通 知 す る こ と に 失 敗 し

て も 、 請 求 と 抗 弁 の 主 張 は 妨 げ ら れ る こ と は な く 、 TILA 170 条 に

お け る 請 求 と 抗 弁 の 規 則 の 対 象 と し て 、誠 実 な 交 渉 の 実 施 、50 ド ル

を 超 え る 取 引 、同 じ 州 内 で の 取 引 と い う 3 要 件 を 満 た し て い る と 認

定 し て 、 彼 女 の 抗 弁 を 認 め た 。  

 

【 判 例 10】 Cit ibank  (South  Dakota ) ,  N .  A .  v.  John  C .  Kess ler,  

2004  Ohio  1899 ;  2004  Ohio  App ,  LEXIS 1656  

〔 事 案 の 概 要 〕  本 件 は 、 2003 年 1 月 14 日 に 、シ テ ィ バ ン ク が
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原 告 と な っ て 、カ ー ド 利 用 者 Y が ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 支 払 い を 拒 絶

し た と し て 、 履 行 請 求 を 求 め た 訴 訟 の 控 訴 審 判 決 で あ る 。  

Y は 、 Reg .  Z  226 -12 お よ び 226-13 に よ っ て 、 原 告 銀 行 に よ る 債

権 回 収 が 禁 止 さ れ て お り 、 ま た 、 Y が 有 し て い る 債 権 に つ い て は す

で に 債 権 回 収 業 者 ( co l le c t ion  agency )に 譲 渡 済 み で あ る と 反 論 し た 。

こ れ に 対 し て 、 原 告 銀 行 は 、 契 約 の 存 在 、 債 務 の 状 況 、 履 行 遅 滞 を

証 言 し 、 ま た 、 Y か ら 相 殺 や 有 効 な 積 極 的 抗 弁 を 受 け て い な い 旨 の

証 言 を し た 。  

第 1 審 は 、 原 告 銀 行 の 請 求 を 認 容 し て 、 Y に 対 し 、 カ ー ド 利 用 額

5,630 .88 ド ル に 利 息 と コ ス ト を 加 え た 額 を 支 払 う よ う 命 じ た 。  

〔 判 旨 〕  控 訴 審 は 、 次 の よ う に 判 断 し て 、 Y の 控 訴 を 棄 却 し て

い る 。  

TILA は 、 信 用 取 引 に お い て 消 費 者 を 保 護 す る こ と を 目 的 と し て

い る こ と か ら 、 同 法 の 規 定 は 、 消 費 者 に 有 利 に な る よ う に 解 釈 さ れ

な け れ ば な ら な い 。 し か し 、 本 件 Y は 、 TILA 170 条 の 前 提 要 件 を

満 た す か ど う か の 主 張 を 第 1 審 で 行 っ て い な い 。ま た 、仮 に 前 提 要

件 を 満 た し て い た と し て も 、 本 件 カ ー ド 利 用 が 販 売 店 に よ る 詐 欺 で

あ り 、 商 品 を 受 け 取 っ て い な い か ら 、 支 払 い を 強 制 さ れ る こ と は な

い と の Y の 主 張 は 、 不 法 行 為 に 関 す る 請 求 で あ っ て 、 TILA 170 条

の 請 求 と 抗 弁 か ら 排 除 さ れ て い る 。  

ま た 、 Y の 誤 請 求 の 主 張 に 対 し て も 、 Y は TILA 161 条 (a )に 従 っ

た 通 知 を 行 っ た と い う 証 拠 を 提 出 し て い な い と し て 、 こ れ を 退 け 、

さ ら に 、 債 権 譲 渡 の 主 張 に 関 し て も 証 拠 の 提 出 が な い こ と を 理 由 に

排 斥 し た 。  

 

【 判 例 11】 Carl  E .  Bacce l l i e r i  Jr.  and  Rebecca  B .  Bacce l l i er i ,  v.  

HDM Furni ture  Industr ies ,  Inc .  d /b /a  Drexe l  

Her i tage  Furn i ture ,  a  Corporat ion  o f  the  State  o f  

De laware ,  and  General  E lec t r i c  Capi ta l  Corporat ion  

d /b /a  GE Money  Bank  t /a  Drexe l  Her i tage  Furni ture  
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Cred i t  Card ,  a  Corporat ion  o f  the  State  o f  De laware ,  

2013  De l .  Super.74  A.3d  653(2013) .  

〔 事 案 の 概 要 〕  原 告 ら は 、 2008 年 1 月 4 日 に 小 売 店 〔 DHF〕

の 従 業 員 に 図 面 を 渡 し 、 オ ー ダ ー ・ メ イ ド の ソ フ ァ を 注 文 し た が 、

従 業 員 が 間 違 っ た 形 状 を 書 き 留 め た た め 、 2008 年 3 月 3 日 に 注 文

と は 違 っ た 製 品 が 届 い た 。そ の 間 に カ ー ド 発 行 者〔 GE〕か ら 7 ,058

ド ル の ソ フ ァ 代 金 が チ ャ ー ジ さ れ 、ま た 、原 告 は 小 売 店〔 DHF〕に

別 途 800.00 ド ル を 支 払 っ て い た 。  

原 告 の 注 文 品 相 違 の 申 出 に 対 し て 、 ソ フ ァ メ ー カ ー 〔 HDM〕 は 、

ソ フ ァ を 修 理 す る か 、 同 種 の 製 品 に 交 換 す る 旨 の 保 証 書 を 交 付 し 、

一 方 、原 告 は 小 売 店〔 DHF〕に 対 し て 、別 の 製 品 と の 交 換 か キ ャ ン

セ ル を 求 め た 。 小 売 店 〔 DHF〕 は 、 長 椅 子 と の 交 換 を 提 案 し た が 、

原 告 は こ れ を 断 っ た 。そ の 後 、原 告 は 、 2008 年 5 月 21 日 付 け の 書

面 で 、 カ ー ド 発 行 者 〔 GE〕 に 対 し 、 購 入 価 格 の 返 済 を 要 求 し た が 、

カ ー ド 発 行 者〔 GE〕は こ れ を 拒 絶 し 、そ の 後 、2009 年 8 月 19 日 に 、

カ ー ド 発 行 者 〔 GE〕 は 、 7 ,058 .00 ド ル を 原 告 の ア カ ウ ン ト か ら 差

し 引 い た 。一 方 、 2009 年 8 月 13 日 に 小 売 店〔 DHF〕は 破 産 を 申 請

し た 。 破 産 財 団 に は 財 産 が な か っ た た め 、 破 産 手 続 は 債 権 者 に 配 当

な し で 終 結 し 、 そ の 結 果 、 原 告 は 直 接 小 売 店 〔 DHF〕 に 支 払 っ た

800.00 ド ル を 回 収 で き な か っ た 。  

そ こ で 、原 告 は 、メ ー カ ー〔 HDM〕と イ シ ュ ア〔 GE〕に 対 し て 、

デ ラ ウ ェ ア 州 の 消 費 者 保 護 法 に 基 づ く 保 証 違 反 と 貸 付 真 実 法 の 違 反

を 根 拠 に 、本 件 訴 訟 を 提 起 し 、カ ー ド 発 行 者〔 GE〕は 小 売 店〔 DHF〕

と 同 じ 立 場 に あ る の で 、原 告 が メ ー カ ー〔 DHF〕に 対 し て 主 張 で き

る 原 因 で も っ て 請 求 で き る と 主 張 し た 。  

〔 判 旨 〕 判 旨 は 、以 下 の よ う に 述 べ て 、原 告 の 請 求 を 棄 却 し た 。  

メ ー カ ー 〔 HDM〕 と カ ー ド 発 行 者 〔 GE〕 の ど ち ら も 、 原 取 引 な

い し ソ フ ァ 購 入 の た め の 原 告 と 小 売 店〔 DHF〕の 間 の や り と り に 関

係 し て い な い 。 被 告 ら の 責 任 を 追 及 す る た め に は 、 小 売 店 〔 DHF〕

が 、 原 告 が オ ー ダ ー ・ メ イ ド の ソ フ ァ を 購 入 し た 時 に 、 メ ー カ ー
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〔 HDM〕 ま た は カ ー ド 発 行 者 〔 GE〕 の 代 理 人 と し て 行 動 し て い た

こ と が 証 明 さ れ な け れ ば な ら な い が 、 小 売 店 〔 DHF〕 と メ ー カ ー

〔 HDM〕 の 間 の 専 門 店 契 約 (Dedicated  Store  Reta i ler  Agreement )

で は 、小 売 店〔 DHF〕は メ ー カ ー〔 HDM〕の 代 理 人 と し て 行 動 す る

こ と が 明 示 的 に 禁 止 さ れ て お り 、 そ の 余 の 事 実 関 係 か ら も 代 理 関 係

は 認 定 で き な い 。ま た 、メ ー カ ー〔 HDM〕が 小 売 店〔 DHF〕の 過 誤

を 知 っ て い た 事 実 は な く 、さ ら に 、仮 に 代 理 関 係 が あ っ た と し て も 、

被 告 が デ ラ ウ ェ ア 州 消 費 者 詐 欺 法 ま た は 消 費 者 契 約 法 に 違 反 し た 旨

の 原 告 の 主 張 を 基 礎 づ け る 記 録 ・ 証 拠 ま た は 妥 当 な 推 定 を 見 出 す こ

と は で き な い 。 本 件 は 小 売 店 〔 DHF〕 の 過 失 に す べ て 責 任 が あ り 、

メ ー カ ー 〔 HDM〕 に 保 証 の 違 反 は 認 め ら れ な い 。  

一 方 、貸 付 真 実 法 に 関 し て 、イ シ ュ ア〔 GE〕は 、原 告 の 勘 定 に つ

け ら れ た ソ フ ァ の 額 を 損 失 と し て 7 ,058 ド ル を 差 し 引 い て お り 、 原

告 は 、TILA 170 条 に よ る 救 済 の た め の 基 礎 と な る 権 利 を 有 し な い 。  

 

（ 1）  オ ー プ ン ・ エ ン ド 信 用 プ ラ ン に お け る 非 消 費 性 物 品 の 購 入  

ま ず 、 カ ー ド 利 用 者 が 勝 訴 し た 唯 一 の 判 決 で あ る 【 判 例 9】 に 関

し て い え ば 、本 件 の よ う な オ ー プ ン・エ ン ド 信 用 プ ラ ン に お い て は 、

TILA 103(h )に い う「 消 費 者 ( consumer )」が 、主 と し て 個 人 、家 族 、

世 帯 目 的 で 購 入 し た 物 品 （「 消 費 性 物 品 ( consumer  goods )」） が 保 護

の 対 象 と な る と 設 計 さ れ て い る 。  

だ が 、【 判 例 9】で 問 題 と な っ た 、ス モ ー ル ビ ジ ネ ス 目 的 で 購 入 し

た カ ラ ー の 郵 便 は が き 4,000 枚 の 価 格 は 7,600 ド ル で あ っ て 、 こ れ

自 体 を 単 独 で 評 価 す れ ば「 非 」消 費 性 物 品 で あ る 。し か し 、判 旨 は 、

高 裁 判 所 判 例 に 依 拠 し つ つ ( 2 1 8 )、「 口 座（ 勘 定 ）が 主 と し て 消 費 者

目 的 の た め に 開 か れ た 場 合 に は 、 カ ー ド 保 有 者 が 時 々 非 消 費 性 購 入

品 の た め に カ ー ド を 使 っ て も 、 法 と 規 制 の 枠 組 に は あ て は ま る 」 旨

を 判 示 し て い る 。  

 

（ 2）  「 誤 請 求 」 に 対 す る 通 知 の 不 備  
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一 方 、「 誤 請 求 」 に つ い て は 、 債 権 者 か ら 明 細 書 を 受 領 し た 時 か

ら 60 日 以 内 に 所 定 の 方 法 に よ る 通 知 が 必 要 で あ る が 、【 判 例 9】 に

お い て は 、60 日 の 期 間 徒 過 に も か か わ ら ず 、カ ー ド 利 用 者 が 保 護 さ

れ て い る 。 し か し 、 他 の 判 例 に お い て は 、 こ の 点 に 関 す る 判 断 は 厳

格 で あ り 、 書 面 で は な く 口 頭 で の 通 知 で あ っ た り 、 書 面 の 到 達 に 関

す る 証 明 が 不 十 分 で あ っ た り 、 あ る い は 、 販 売 店 と の 折 衝 に 注 力 し

過 ぎ て 通 知 が 遅 れ て し ま っ た 事 案 に 関 し て 、 カ ー ド 利 用 者 を 敗 訴 さ

せ て い る 。  

そ の 中 に あ っ て 、【 判 例 9】 が カ ー ド 利 用 者 を 保 護 し た の も ま た 、

オ ー プ ン ・ エ ン ド 信 用 プ ラ ン の 事 案 だ っ た か ら で あ ろ う 。  

 

（ 3）  「 請 求 と 抗 弁 」 の 基 礎 と な る 請 求 権  

一 方 、 否 定 例 に お い て は 、 カ ー ド 保 有 者 が 、 TILA 170 条 の 「 請

求 と 抗 弁 」 の 基 礎 と な る 請 求 権 を 有 し て い る か （ あ る い は 証 明 で き

て い る か ） が 争 わ れ て い る 。  

こ の う ち「 請 求 ( c la im)」と い う の は 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 対

し て 損 害 賠 償 等 の 請 求 を 求 め る も の で は な い 。【 判 例 7】【 判 例 11】

は 、 こ の こ と を 理 由 に 、 カ ー ド 保 有 者 の 主 張 を 排 斥 し た も の と 見 受

け ら れ る 。  

一 方 、【 判 例 10】 の カ ー ド 保 有 者 が 主 張 し た 、 販 売 店 の 詐 欺 を 理

由 と す る 不 法 行 為 請 求 権 に つ い て は 、 TILA 170 条 が 明 文 で そ の 適

用 を 除 外 し て た め 、認 め ら れ て い な い 。販 売 店 の 詐 欺 は 、チ ャ ー ジ ・

バ ッ ク 事 由 に 該 当 す る の で 、【 判 例 10】の 案 件 に 関 し て は 、早 期 に 、

チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 試 み る べ き だ っ た ろ う ( 2 1 9 )。  

 

（ 4）  消 費 者 有 利 の 解 釈  

な お 、判 例 に お い て は 、カ ー ド 保 有 者 の 勝 訴 事 例 で あ る【 判 例 9】

の ほ か 、敗 訴 事 例 で あ る【 判 例 10】に お い て も 、事 案 を 消 費 者 の た

め に 有 利 に 分 析 さ れ な け れ ば な ら な い 、 と の 原 則 に 基 づ く 判 断 が な

さ れ て い る 点 が 目 を 引 く （ 2 2 0 ）。特 に 勝 訴 事 例 で あ る【 判 例 9】に お
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い て は 、 上 述 し た よ う に 、 オ ー プ ン ・ エ ン ド 信 用 プ ラ ン で あ る こ と

を 考 慮 し て 、 非 消 費 性 物 品 の 購 入 や 、 誤 請 求 の 期 間 徒 過 の 論 点 に 関

し て 、 消 費 者 に 有 利 な 解 釈 が 行 わ れ て い る 。  
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第 6 節  小括――カード取引発祥の地からの示唆  

 

1． 距 離 的 制 限 の 撤 廃 の 断 念  

 

連 邦 取 引 委 員 会 (FTC)の 1971 年 1 月 21 日 「 消 費 者 割 賦 販 売 に お

い て 買 主 の 請 求 権 と 抗 弁 を 維 持 す る た め の 取 引 規 制 案 (Propose d  

Trade  Regulat ion  Rules  to  Preserve  Buyers ’ C la ims  and  Defenses  

in  Consumer  Ins ta l lment  Sa les )」 ( 2 2 1 )を 発 表 し 、 そ の 後 1973 年 1

月 5 日 に「 消 費 者 の 請 求 権 と 抗 弁 権 の 維 持 に 関 す る 取 引 規 制 規 則 案

(Proposed  Trade  Regulat ion  ru le  on  Preservat ion  o f  Consumer  

Cla ims  and de fenses )」( 2 2 2 )を 取 り ま と め た 。こ の 規 則 案 で は 、TILA

と U3C の「 請 求 と 抗 弁 」の 規 定 に 付 さ れ た 制 限 を 撤 廃 し 、州 外 や 海

外 の カ ー ド 利 用 に 関 し て 「 請 求 と 抗 弁 」 を 広 く 認 め 、 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 利 用 者 の 保 護 を 図 る こ と を 意 図 し て い た 。 ま た 、 こ れ ら の 規 則

案 に お い て は 、 抗 弁 放 棄 特 約 や 、 抗 弁 権 の 行 使 期 間 を 代 金 の 支 払 期

間 よ り 短 期 に 設 定 す る 特 約 を 禁 止 す る 旨 が 盛 り 込 ま れ て い た ( 2 2 3 )。  

だ が 、 こ の 規 則 案 に 対 し て 、 銀 行 側 は 、 ① 抗 弁 放 棄 条 項 は 、 濫 用

さ れ て い な い こ と 、 ② 銀 行 カ ー ド は 、 独 特 の 通 貨 的 側 面 を 有 し て い

る こ と 、 ③ カ ー ド 発 行 銀 行 は 、 販 売 店 の 取 引 の 仕 方 に つ い て コ ン ト

ロ ー ル で き る 立 場 に な い こ と 、 ④ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に つ い て 、

一 般 の 信 用 取 引 と 同 様 の 規 制 を す べ き で な い こ と な ど を 理 由 に 挙 げ

て 、 強 く 反 対 し た ( 2 2 4 )。  

以 上 の 反 対 理 由 の う ち 、 ② ～ ④ は 、 当 時 、 ア メ リ カ の 銀 行 ク レ ジ

ッ ト カ ー ド が 三 当 事 者 型 取 引 か ら 四 当 事 者 型 取 引 へ と 移 行 し つ つ あ

る 時 期 だ っ た こ と と 関 係 し て い る 。 三 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド

に 関 し て は 、 カ ー ド 発 行 銀 行 は 、 カ ー ド 会 員 と 加 盟 店 の 双 方 と の 間

に 直 接 の 契 約 関 係 が あ る か ら 、 こ の よ う な 反 対 理 由 は 妥 当 し な い 。

② ～ ④ の 反 対 理 由 は 、 四 当 事 者 以 上 の 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 取 引 を 阻 害 す る と の 主 張 に ほ か な ら な い 。  
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こ う し た 銀 行 側 の 強 い 抵 抗 に 押 し 切 ら れ て 、 結 局 、 連 邦 取 引 委 員

会 (FTC)は 、 こ の 時 点 で の 規 則 の 制 定 を 断 念 し た 。  

 

2． 多 数 当 事 者 型 取 引 に お け る 加 盟 店 コ ン ト ロ ー ル の 手 法  

 

（ 1）  チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度  

 竹 内 昭 夫 教 授 は 、 連 邦 取 引 委 員 会 が 四 当 事 者 間 の ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 利 用 に 対 し て 「 抗 弁 と 請 求 」 を 認 め る こ と を 断 念 し た 大 の 理 由

を 、 ① 連 邦 法 に よ る 一 応 の 規 制 が あ る こ と に 求 め 、 こ の ほ か 、 ② 現

実 の 被 害 例 が 少 な い こ と 、 ③ 実 際 に は カ ー ド 発 行 銀 行 が 販 売 店 と 会

員 の 紛 議 に 介 入 し て そ の 解 決 を 図 っ て い る こ と な ど も 影 響 し た と さ

れ て い る ( 2 2 5 )。  

な お 、 私 見 は 、 こ の う ち の ② 被 害 例 の 少 な さ と 、 ③ カ ー ド 発 行 銀

行 に よ る 紛 議 解 決 の た め の 介 入 の 背 景 に は 、 国 際 ブ ラ ン ド に よ る チ

ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 の 運 営 が 奏 功 し た の で は な い か と 考 え る 。  

チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 は 、 カ ー ド 発 行 銀 行 と 加 盟 店 管 理 銀 行 間 の

請 求 調 整 措 置 と し て 存 在 す る 国 際 ブ ラ ン ド の 定 め る 手 続 で あ る 。 三

当 事 者 型 の 取 引 に お い て は 、 加 盟 店 の 請 求 に 誤 り が あ り 、 ま た は 商

品 未 納 等 の 問 題 が あ れ ば 、 顧 客 の ク レ ー ム に よ り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 会 社 は そ の 真 偽 や 内 容 を 直 接 確 認 で き た 。 し か し 、 四 当 事 者 が 関

与 す る 距 離 的 制 限 の な い 州 外 ・ 海 外 取 引 に な る と 、 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 会 員 の 所 属 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の 加 盟 店 で ク レ ジ ッ ト カ ー

ド を 利 用 す る と は 限 ら な い 。 そ こ で 、 四 当 事 者 以 上 の 当 事 者 が 関 係

す る ク レ ジ ッ ト 取 引 に お い て は 、 カ ー ド 発 行 銀 行 が カ ー ド 会 員 の 申

し 出 を 受 け て 、 加 盟 店 管 理 銀 行 経 由 で 販 売 店 か ら の 請 求 に 対 し て 、

請 求 を 取 り 消 す た め に 考 案 さ れ た の が 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク の 制 度 で

あ る 。  

こ の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 を 利 用 し て 、 苦 情 や 抗 弁 の 申 し 立 て に

よ り 、 解 決 す る こ と が で き る も の は 、 国 際 ブ ラ ン ド が 設 け て い る チ

ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 (Chargeback  Reason)に 該 当 す る も の だ け で あ
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る 。 し か し 、 TILA 161 条 の 誤 請 求 に 該 当 す る よ う な 「 取 引 額 の 相

違 」「 二 重 処 理 」「 無 効 カ ー ド 」「 請 求 遅 延 」な ど の チ ャ ー ジ・バ ッ ク

事 由 が 設 け ら れ て お り 、 誤 請 求 が 加 盟 店 管 理 銀 行 や そ の 加 盟 店 に 起

因 し て い る 場 合 は 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を も っ て 解 決 が 可 能 で あ る 。

ま た 、 TILA 170 条 の 抗 弁 に 該 当 す る よ う な 「 承 認 な し 」「 詐 欺 的 取

引 」「 オ ー ソ リ の 不 取 得 と 詐 欺 的 取 引 」「 疑 わ し い 商 業 活 動 」、「 商 品

の 未 受 領 」「 サ ー ビ ス の 不 提 供 」な ど も チ ャ ー ジ・バ ッ ク 事 由 と さ れ

て い る ( 2 2 6 )。 し か も 、 ア メ リ カ 合 衆 国 内 の ロ ー カ ル ル ー ル と し て 、

「 カ ー ド 所 有 者 の 抗 弁 」が TILA 170 条 に 基 づ く 事 由 コ ー ド ( reason  

code  number )と し て 設 け ら れ て い る ( 2 2 7 )。し た が っ て 、イ シ ュ ア は 、

TILA 161 条 の 誤 請 求 や TILA 170 条 の 請 求 と 抗 弁 の 主 張 を 受 け た 場

合 に 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 に 該 当 す れ ば 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 利

用 す る こ と で 、 カ ー ド 会 員 の 販 売 店 と の 紛 議 を 解 決 す る こ と が で き

る ( 2 2 8 )。  

こ の よ う に 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 保 有 者 の 「 請 求 と 抗 弁 」 が 、 国 際

ブ ラ ン ド の 内 部 ル ー ル に 連 動 し て お り 、 こ の 制 度 を 活 用 し て 大 部 分

の 問 題 が 解 決 さ れ 、 実 質 的 な 救 済 機 能 と し て 機 能 し て い る た め 、 新

た な 規 制 の 導 入 は 見 送 ら れ 、 そ の 後 も 問 題 が 起 き て い な い も の と 考

え ら れ る 。  

 

（ 2）  貸 付 真 実 法 に お け る 加 盟 店 コ ン ト ロ ー ル 規 定  

一 方 、貸 付 真 実 法 (TILA)に は 、カ ー ド の 発 行 者 に 対 す る「 請 求 と

抗 弁 」 の よ う な 規 定 の ほ か に 、 カ ー ド の 発 行 者 で は な い 売 主 （ つ ま

り 販 売 店 で あ る 加 盟 店 ） に 関 す る 規 定 も 設 置 さ れ て い る 。  

た と え ば 「 誤 請 求 」 の 訂 正 の 手 続 に 関 連 し て 、 売 主 が ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 会 員 に 販 売 し た 後 に 商 品 の 返 品 を 認 め る な ど 、 提 供 し た 役 務

に つ い て の 支 払 い を 免 除 し た 場 合 に は 、 販 売 店 は 、 直 ち に 信 用 計 算

書 を カ ー ド 発 行 銀 行 に 対 し て 送 付 し な け れ ば な ら ず 、 カ ー ド 発 行 銀

行 は そ の 取 引 金 額 を 直 ち に カ ー ド 会 員 の ア カ ウ ン ト に 貸 方 記 入 し な

け れ ば な ら な い ( 2 2 9 )。 こ れ は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 後 の 返 品 や 解
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約 等 に よ り 、 カ ー ド 会 員 へ の 請 求 を 行 わ な い 場 合 に 、 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 伝 票 ま た は 売 上 処 理 の 「 マ イ ナ ス 売 上 処 理 」 を 行 う こ と を 加 盟

店 に 義 務 付 け た も の で あ り 、 Reg .  Z  226 -12  (e )に よ り 、 7 営 業 日 以

内 に 、 カ ー ド 発 行 銀 行 に 送 付 す べ き と さ れ る 。  

そ れ ゆ え 、 カ ー ド 会 員 が カ ー ド 発 行 銀 行 に 対 し て 異 議 を 述 べ る こ

と が で き る「 誤 請 求 」の 6 項 目 の う ち 、① 誤 っ た 売 上 、二 重 請 求 や

キ ャ ン セ ル の 未 処 理 に よ る 請 求 と 、 ③ 商 品 の 未 納 や 役 務 の 未 提 供 な

の に 請 求 が な さ れ て い る 場 合 に 関 し て は 、 こ れ を 「 マ イ ナ ス 売 上 処

理 」 と し て 通 知 す る よ う 、 カ ー ド 発 行 銀 行 は 加 盟 店 に 対 し て 要 求 す

る こ と が 可 能 で あ る 。  

ま た 、TILA168 条 は 、カ ー ド 発 行 銀 行 の 販 売 店 に 対 す る 抱 き 合 わ

せ サ ー ビ ス の 禁 止 を 規 定 し て い る が 、そ の 一 方 で 、TILA 167 条 は 、

カ ー ド 取 引 の 際 に 、 現 金 割 引 の 申 し 出 を 行 う こ と を 販 売 店 に 認 め て

い る ( 2 3 0 )。 わ が 国 で は 、 ク レ ジ ッ ト 取 引 に お い て 加 盟 店 手 数 料 を カ

ー ド 利 用 代 金 に 上 乗 せ し て 請 求 す る こ と（ 売 上 伝 票 を 作 成 す る こ と ）

を 禁 止 し て い る の が 通 常 で あ る が 、 こ れ に 対 し て 、 ア メ リ カ で は 、

― ― か つ て は 手 数 料 の 上 乗 せ ( s i r - charge )が 禁 止 さ れ て い た 時 期 も

あ る が ( 2 3 1 )― ― 、現 在 で は 、TILA そ の 他 の 連 邦 法 に こ の 様 な 禁 止 規

定 は 見 当 た ら な い 。 そ の 結 果 、 加 盟 店 契 約 に 現 金 割 引 を 禁 止 す る 条

項 が 存 在 す る 例 や 、 州 法 で 手 数 料 の 上 乗 せ を 禁 止 し て い る 例 が 存 在

す る 一 方 で 、 現 金 割 引 禁 止 の 加 盟 店 契 約 を 認 め て い る 州 や 、 手 数 料

の 上 乗 せ を 認 め て い る 州 が あ る な ど 、 対 応 は さ ま ざ ま で あ る ( 2 3 2 )。  

こ れ ら の TILA の 規 定 や 州 法 の 規 定 は 、わ が 国 の 割 賦 販 売 法 で は 、

ま っ た く 規 定 さ れ て い な い 。  

こ う し た 規 律 は 、 一 般 的 に は 、 カ ー ド 加 盟 店 契 約 に お い て 定 め ら

れ る べ き 事 項 で あ る 。 し か し 、 連 邦 法 や 州 法 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド 加

盟 店 と し て の 義 務 や 禁 止 事 項 が 定 め ら れ て い る の は 、 四 当 事 者 取 引

が 普 及 し 、 加 盟 店 契 約 の 存 在 し な い ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 と の 取 引

が あ る か ら こ そ と 捉 え る こ と は で き な い だ ろ う か 。 つ ま り 、 ア メ リ

カ に お い て は 、 多 数 当 事 者 間 取 引 に お い て は 、 加 盟 店 契 約 が カ ー ド
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発 行 銀 行 と の 間 に 締 結 さ れ て な く て も 、 TILA や 州 法 に よ っ て 、 カ

ー ド 発 行 銀 行 と 加 盟 店 契 約 の な い 販 売 業 者 と の 間 を 結 び つ け る 低

限 の ル ー ル が 規 定 さ れ て お り 、 こ れ に よ り 、 四 当 事 者 型 カ ー ド 取 引

に 関 し て も 、 カ ー ド 発 行 銀 行 の 販 売 店 に 対 す る 一 定 の コ ン ト ロ ー ル

が 可 能 と な っ て い る と 指 摘 で き よ う 。  

 

3． わ が 国 へ の 示 唆  

 

わ が 国 に お い て 、 国 際 ブ ラ ン ド の マ ー ク が 搭 載 さ れ た ク レ ジ ッ ト

カ ー ド の 利 用 は 、 海 外 取 引 を 中 心 に 始 ま っ た も の で あ る が 、 契 約 関

係 の 明 確 な 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 も 、 提 携 カ ー ド な ど を 中 心 に 依 然

と し て 存 在 し て い る 。 そ れ ゆ え 、 こ う し た 日 本 の 実 情 は 、 従 来 の 三

当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 と 変 わ る と こ ろ は な く 、 し た が っ

て 、消 費 者 に 対 す る 要 保 護 性 に 何 ら の 変 化 は な い と 見 る 向 き も あ る 。 

し か し な が ら 、 毎 年 拡 大 を 続 け る カ ー ド 取 引 、 今 後 の キ ャ ッ シ ュ

レ ス 化 社 会 の 実 現 を 見 据 え る な ら ば 、 国 際 ブ ラ ン ド の 介 在 す る 四 当

事 者 以 上 の 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 を 念 頭 に ( 2 3 3 )、 問 題

を 検 討 す る こ と が 必 要 と 考 え る 。 と な れ ば 、 検 討 の 際 に 大 い に 参 考

に な る の は 、 四 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 し て 先 行 す る 、

ア メ リ カ の 法 制 度 や 実 務 上 の 運 用 で あ ろ う 。  

本 章 で 見 て き た よ う に 、 ア メ リ カ の 四 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 取 引 で は 、 TILA お よ び U3C の 規 定 す る 、カ ー ド 保 有 者 に 対 す る

「 誤 請 求 」 の 訂 正 と 、 カ ー ド 保 有 者 の 「 請 求 と 抗 弁 」 の 存 在 を 前 提

と し て 、 連 邦 法 や 州 法 に お い て 、 カ ー ド 利 用 者 の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク

の 権 利 (Cred i t  Card  Chargeback  Right )が 制 定 さ れ て お り ( 2 3 4 )、 ま

た 、 カ ー ド 発 行 銀 行 は 、 加 盟 店 契 約 が な く と も 、 国 際 ブ ラ ン ド の チ

ャ ー ジ・バ ッ ク 制 度 な ら び に TILA の 販 売 店 の 義 務 規 定 を 活 用 し て 、

販 売 店 に 対 す る コ ン ト ロ ー ル が あ る 程 度 可 能 に な っ て い る 。 わ が 国

の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 対 す る 今 後 の 規 制 の あ り 方 に 関 し て も 、

こ う し た ア メ リ カ の 手 法 が 参 考 に さ れ る べ き と 思 わ れ る 。  
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具 体 的 に は 、 TILA 170 条 と 同 様 の 「 請 求 と 抗 弁 」 を 認 め て 、 消

費 者 保 護 を 図 り つ つ 、 し か し 、 こ の 制 度 が 、 イ シ ュ ア が 販 売 店 を コ

ン ト ロ ー ル で き な い 場 合 ま で は 機 能 し な い こ と を 認 識 し 、 チ ャ ー

ジ ・ バ ッ ク の 権 利 や 、 契 約 関 係 の 存 在 し な い 販 売 店 の 報 告 や ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 手 続 き に 関 す る 遵 守 義 務 を 課 す こ と に よ り 、 直 接 の 契 約

関 係 に は な い カ ー ド 利 用 者 と カ ー ド ア ク ワ イ ア ラ 、 イ シ ュ ア と 販 売

業 者 、 そ し て イ シ ュ ア と カ ー ド 管 理 会 社 の 間 の 、 適 切 な 利 益 調 整 を

図 る こ と を 検 討 す べ き で は な い か と 考 え る 。  
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規 制 は 、 ほ と ん ど 入 っ て い な か っ た 。  
( 4 )  C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 3 .  
( 5 )  C f .  R o b e r t  H .  C O L E ,  C O N S U M E R  A N D  C O M M E R C I A L  C R E D I T  M A N A G E M E N T  ( T h e  

I r w i n  S e r i e s  i n  M a r k e t i n g ) ,  R i c h a r d  D  I r w i n ,  6 t h  e d . , 1 9 8 0 , 4 7 - 4 8… … 〔 第 8
版 の 邦 訳 〕 矢 島 保 男 監 訳 =日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 訳 『 米 国 の ク レ ジ ッ ト ・ マ ネ

ジ メ ン ト（ 上 ）― ― コ ン シ ュ マ ー・ク レ ジ ッ ト 』（ 文 眞 堂 、1 9 9 1 年 ）1 5 8 頁 参 照 。

ア メ リ カ に お け る 消 費 者 信 用 に つ い て の 連 邦 の 規 制 は 、 連 邦 法 に 係 る 各 種 立 法

が 施 さ れ る ま で 4 つ の 時 期 が あ っ た と さ れ る 。① 第 2 次 世 界 大 戦 中 と そ の 直 後 、

② イ ン フ レ の 脅 威 の あ っ た 1 9 4 8 年 9 月 か ら 1 9 4 9 年 6 月 、 ③ 朝 鮮 戦 争 に か か わ

る 危 機 の 時 代 、 ④ 1 9 6 0 年 代 末 期 か ら 1 9 8 0 年 代 。 こ の う ち ① -③ の 時 期 に お い て

は 、 レ ギ ュ レ ー シ ョ ン W に よ る 頭 金 と 返 済 期 間 の 長 さ な ど に よ り 消 費 者 信 用 が

規 制 さ れ た 。 一 方 、 ④ の 時 期 は 、 信 用 統 制 法 ( C r e d i t  C o n t r o l  A c t )と 貸 付 真 実 法

( Tr u t h  i n  L e n d i n g  A c t )に よ り 貸 付 条 件 が 当 初 政 府 に よ っ て コ ン ト ロ ー ル さ れ て

い た 。  
( 6 )  わ が 国 初 期 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 仕 組 み ・ 構 造 及 び 消 費 者 保 護 の 法 的 課 題

等 に つ い て 論 じ た 論 稿 と し て は 、 吉 原 省 三 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 現 状 と 法

律 関 係 」 ジ ュ リ 4 2 8 号 （ 1 9 6 9 年 ） 1 1 1 頁 、 竹 内 昭 夫 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド と 消 費

者 保 護 」 ジ ュ リ 4 7 5 号 （ 1 9 7 1 年 ） 5 5 頁 、 清 水 巌 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 取 引 の 法

構 造 ( 1 ) - ( 6 )」法 時 4 5 巻 1 4 号（ 1 9 7 3 年 ） 1 7 7 頁 、 4 6 巻 6 号（ 1 9 7 4 年 ） 3 0 4 頁 、

4 8 巻 2 号 （ 1 9 7 6 年 ） 1 8 8 頁 、 4 8 巻 3 号 1 9 4 頁 、 4 9 巻 1 号 （ 1 9 7 7 年 ） 1 6 0 頁 、

4 9 巻 2 号 1 2 4 頁 、椎 名 誠『 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 実 務 知 識 』（日 本 実 業 出 版 、1 9 7 9
年 ） 、 磯 貝 英 男 ＝ 武 山 信 良 ほ か 連 載 座 談 会 「 カ ー ド 利 用 代 金 の 法 的 性 質 ( 1 )債 権

譲 渡 説 、 立 替 払 説 を 検 討 す る 」 消 費 者 信 用 第 1 巻 2 号 （ 1 9 8 3 年 ）  8 0 頁 、 小 坂
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信 隆 ほ か「（ 特 集 ・ ク レ ジ ッ ト 取 引 の 法 的 課 題 4）ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 一 問 一

答 」 金 法 3 1 巻 1 1 号 （ 1 9 8 3 年 ）  5 0 頁 な ど が あ る 。  
( 7 )  わ が 国 に お い て ア メ リ カ の ク レ ジ ッ ト シ ス テ ム 及 び ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 を 紹

介 し た 文 献 で 、 わ が 国 の 昭 和 5 9 年 割 賦 販 売 法 以 前 の も の と し て 、 市 場 調 査 研 究

会 ・ 割 賦 販 売 調 査 委 員 会 報 告 書 「 ア メ リ カ に お け る 販 売 金 融 会 社 の 実 態 」（ 日 本

機 械 工 業 連 合 会 ・ 機 械 工 業 基 礎 調 査 報 告 書 昭 和 3 6 年 度 3 6 - N 11 4）（ 1 9 6 3 年 ） 、

人 見・前 掲 注 ( 3 )  6 1 頁 、 土 屋 栄 一 郎「 ア メ リ カ に お け る 消 費 者 信 用 の 発 展 と ク レ

ジ ッ ト ・ カ ー ド 」富 士 銀 行 調 査 時 報 1 8 0 号（ 1 9 6 7 年 ） 3 8 頁 、「 発 展 す る 米 国 の

ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 制 度 」経 済 月 報 2 1 4 号（ 1 9 6 7 年 ） 4 5 頁 、「 米 国 商 業 銀 行 の

ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 業 務 に つ い て 」三 菱 銀 行 調 査 1 6 0 号（ 1 9 6 8 年 ）2 2 頁 、 上 田

昭 三 「 米 国 に お け る バ ン ク ・ ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド ( 1 )（ 2・ 完 ）」 関 西 大 学 経 済 論

集 1 8 巻 1 号 （ 1 9 6 8 年 ）  4 7 頁 、 2 号 4 5 頁 、 加 藤 良 三 『 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド ―

― 基 本 問 題 と そ の 法 理 論（ 増 補 版 ）』（千 倉 書 房 、 1 9 7 7 年 ）4 1 - 1 2 5 頁 、 堤 克 彦「 ア

メ リ カ 銀 行 系 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド の 諸 問 題 」西 南 学 院 大 学 法 学 論 集 1 0 巻 2・ 3・

4 合 併 号 （ 1 9 7 8 年 ） 5 9 頁 、 「 波 紋 呼 ぶ シ テ ィ バ ン ク の ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 作 戦

（ 海 外 駐 在 員 報 告 ・ ニ ュ ー ヨ ー ク ）」 三 菱 銀 行 調 査 2 8 1 号 （ 1 9 7 8 年 ） 2 7 頁 、 通

商 産 業 省 産 業 政 策 局 消 費 経 済 課 監 修『 消 費 者 信 用 統 計 ’ 7 8』（日 本 割 賦 協 会 、1 9 7 8
年 ） 2 4 5 頁 な ど が あ る 。  

( 8 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 5 6 .  1 9 6 8 年 に 制 定 さ れ た 初 の 貸 付 真 実 法 に は 、

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 規 制 は 含 ま れ て い な か っ た 。1 9 7 0 年 1 0 月 2 3 年 の B a n k  R e c o r d
法 の 改 正 時 に 、 貸 付 真 実 法 1 3 2 条 に カ ー ド の 発 行 の 請 求 又 は 申 込 み を し て い な

い 者 へ の カ ー ド 発 行 を 禁 じ る 規 制 が 導 入 さ れ る こ と に な る が 、 そ の 他 の 利 用 者

保 護 に 関 す る 業 務 規 制 や 民 事 ル ー ル は 、 1 9 7 4 年 以 降 の 改 正 に よ る 。 当 時 の ア メ

リ カ に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 す る 消 費 者 問 題 を 取 り 扱 っ た も の に 、

尾 島 茂 樹 「《 資 料 》 ア メ リ カ に お け る ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド の 他 人 使 用 と ホ ル ダ ー

の 責 任 ・ 前 史 ― ― 貸 付 真 実 法 改 正 ま で の 判 例 法 の 展 開 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 ２ ９ 号

（ 2 0 0 3 年 ）1 6 5 頁 、上 田 ( 1 )・前 掲 注 ( 7 ) 5 0 頁 、堤・前 掲 注 ( 7 ) 7 7 頁 、沢 野 直 樹「 ク

レ ジ ッ ト ・ カ ー ド と ア メ リ カ 法 の 展 開 （ 下 ） 」 金 法 3 1 巻 3 号 （ 1 9 8 3 年 ） 2 1 頁

な ど が あ る 。  
( 9 )   V I S A と M a s t e r C a r d は 、 利 用 後 一 定 期 間 経 過 後 は 、 リ ボ ル ビ ン グ 返 済 の で き

る ク レ ジ ッ ト カ ー ド （ バ ン ク カ ー ド ） を 取 り 扱 い 、 し か も み ず か ら は 、 ク レ ジ

ッ ト カ ー ド を 発 行 し な い が 、 A m e r i c a n  E x p r e s s、 D i n n e r s は 、 原 則 一 定 期 間 内

の 一 括 払 い の ク レ ジ ッ ト カ ー ド （ チ ャ ー ジ カ ー ド ） を 取 り 扱 い 、 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド も 自 ら 発 行 す る と い う 違 い が あ る 。 し か し 、 わ が 国 で は 、 当 初 銀 行 系 カ ー

ド 会 社 に は 、 分 割 払 式 の カ ー ド 発 行 が 認 め ら れ て い な か っ た た め 、 ど ち ら も 、

わ が 国 に お い て は 、 チ ャ ー ジ カ ー ド し か 取 り 扱 っ て い な か っ た 。 し か も 、 加 盟

店 の 相 互 開 放 が 行 わ れ 、 国 際 ブ ラ ン ド を 扱 う 銀 行 系 カ ー ド 会 員 が 他 の カ ー ド 会

社 の 同 一 国 際 ブ ラ ン ド 加 盟 店 で 利 用 で き る よ う に な る の が 平 成 元 ( 1 9 8 9 )年 で あ

り 、 銀 行 系 カ ー ド 会 社 が リ ボ ル ビ ン グ 払 い を 利 用 で き る よ う に な る の が 平 成

4 ( 1 9 9 2 )年 9 月 、分 割 払 い が 利 用 で き る よ う に な っ た の が 平 成 1 3 ( 2 0 0 1 )年 6 月 の

こ と で あ る 。 第 1 章 第 3 節 参 照 。  
( 1 0 )  C f .  Wi l l i a m  B .  D AV E N P O R T,  B a n k  C r e d i t  C a r d s  a n d  U n i f o r m  C o m m e r c i a l  

C o d e ,  1  Va l ,  U .  L .  R e v. ( 1 9 6 7 ) 2 1 8； J o h n  C .  W E I S T A R T,  C o n s u m e r  P r o t e c t i o n  i n  
t h e  C r e d i t  C a r d  I n d u s t r y :  F e d e r a l  L e g i s l a t i v e  C o n t r o l s , ”  7 0  M i c h .  L .  
R e v.  , 1 9 7 1 ,  1 4 7 6 ;  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 0 ;  L e n d o l  C A L D E R ,  
E D I T E D  B Y  T h o m a s  A .  D U R K I N ,  M i c h a e l  E .  S T A T E N ,  T h e  E v o l u t i o n  o f  C o n s u m e r  
C r e d i t :  T h e  I m p a c t  o f  P u b l i c  P o l i c y  o n  C o n s u m e r  C r e d i t ,  S p r i n g e r  U S ,  
2 0 0 2 , 2 4 .櫻 井 澄 夫 「（ 叢 談 カ ー ド の 歴 史 ・ 第 1 回 ） 世 界 で 初 の ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 」 消 費 者 信 用 2 2 巻 5 号 ( 2 0 0 4 年 )  6 9 頁 、 櫻 井 ・ 同 「（ 第 2 回 ・ 第 3 回 ） 初 期

の ク レ ジ ッ ト カ ー ド『 フ ラ ン ク 』の 歴 史（ 上 ）（ 下 ）」 2 2 巻 6 号 ( 2 0 0 4 年 )  8 2 頁 、

2 2 巻 7 号 7 6 頁 。櫻 井・同「（ 第 2 2 回 ）  1 9 1 8 年 の『 C R E D I T  C A R D』― ― 再 論 ・

券 面 に 記 さ れ た「 英 語 」が 語 る 起 源 」2 4 巻 4 号 6 6 - 6 7 頁 参 照 。な お 、We s t e r n  U n i o n
は 、 現 在 も 国 際 通 信 サ ー ビ ス を 世 界 2 0 0 以 上 の 国 と 地 域 で 実 施 し て い る 。  

( 1 1 )  C f .  D AV E N P O R T,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  2 1 8 ;  B E R G S T E N ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  4 8 5 ;  
W E I S T A R T,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  1 4 7 6  n o t e  1 ;   M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  
( 2 ) ,  a t  4 6 0  n o t e  6 ;  N o t e ,  “ I m p l i e d  C o n t r a c t  -  C r e d i t  C o i n s  a n d  C a r d s  -  
N e g o t i a b i l i t y , ”  2  U .  P i r r.  L .  R e v . , 1 9 3 6 , 11 7 .   

な お 、ク レ ジ ッ ト・コ イ ン 以 外 に も 、シ ョ ッ ピ ン グ コ イ ン 、チ ャ ー ジ コ イ ン 、

ク レ ジ ッ ト・ト ー ク ン ( t o k e n )、シ ョ ッ ピ ン グ タ ッ グ ( t a g )な ど と 呼 ば れ た も の が

あ り 、 こ れ ら は 、 銅 、 白 銅 、 鉛 、 ア ル ミ な ど 耐 久 性 が 高 く 、 偽 造 さ れ に く い も

の で で き て お り 、携 帯 し や す い 形 状 に な っ て い た 。櫻 井 澄 夫「（ 叢 談 カ ー ド の 歴
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史 ・ 第 3 6 回 ）ク レ ジ ッ ト ・ コ イ ン ― ― そ の 生 成 と 背 景（ 上 ）四 角 く な る 前 の ク

レ ジ ッ ト カ ー ド の 話 」 消 費 者 信 用 2 5 巻 7 号 （ 2 0 0 7 年 ） 7 3 - 7 4 頁 参 照 。  
( 1 2 )  C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 0  n o t e  8 .  
( 1 3 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 :  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  1 5 4． マ ン デ ル （ 根

本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 ) 2 7 3 頁 。 前 田 真 一 郎 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 出 現 と 消 費 者

信 用 の 変 化 ――戦 後 ア メ リ カ の 消 費 者 信 用 」名 城 論 叢 第 1 0 巻 1 号（ 2 0 0 9 年 ）6 6 - 6 7
頁 。 な お 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 財 布 サ イ ズ の プ ラ ス チ ッ ク 製 も し く は 曲 が り

に く い（ 厚 ）紙 で で き て お り 、所 有 者 の 名 前 と 住 所 が 印 刷 さ れ て い た 。C f .  M A F F LY  

&  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 0  N o t e  6 .  
( 1 4 )  C f .  R U T T E R ,  C o n s u m e r  C r e d i t  H e a d s  f o r  a  P e a k ,  N .  Y.  T i m e s ,  M a y  1 0 . 1 9 5 9 .  §  

3 ,  p . 1 ,  c o l . 8 ;   B E R G S T E N ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  4 8 5 ;  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  
n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 0 .  人 見 ・ 前 掲 注 ( 3 ) 5 6 頁 参 照 。  

( 1 5 )  C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 0 - 4 6 1 .  オ イ ル カ ー ド は 、 1 9 5 0
年 代 顧 客 を 自 社 系 列 に 組 織 付 け る 目 的 で 発 行 さ れ 、 そ の 後 エ リ ア が 異 な る 地 域

で は 他 社 カ ー ド の 受 け 入 れ も 行 わ れ た も の の 、 銀 行 カ ー ド を 排 除 し て い た 。 し

か し 、 や が て そ の 後 い く つ か の 石 油 会 社 は 顧 客 利 便 性 の た め に V I S A や

M a s t e r C a r d を 受 け 入 れ る よ う に な っ た 。 C f .  D O R G A N  &  S U L L I VA N ,  H o w  A b o u t  
O n e  C r e d i t  C a r d  f o r  t h e  W h o l e  O i l  I n d u s t r y ?  N a t i o n a l  p e t r o l e u m  N e w s ,  A u g .  
1 9 5 9 ,  p . 1 6 8 ;  ” H o w  E f f e c t i v e  a r e  U n i v e r s a l  C r e d i t  C a r d s  ? , ”  N a t i o n a l  
p e t r o l e u m  N e w s  ,  O c t .  1 9 5 9 ,  p . 11 7 ;  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  6 .  こ の オ イ ル カ ー

ド は 、リ ボ ル ビ ン グ の 機 能 が な い こ と 、紙 製 で あ り 、 3 か 月 か ら 6 カ 月 で 再 発 行

さ れ て い た こ と を 除 き 、 現 在 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド と 同 じ で あ っ た 。 M A N D E L L ,  
s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  1 9 ,  マ ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 ) 5 6 - 5 7 頁 、 加 藤 良

三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 4 8 - 4 9 頁 、 堤 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 6 0 - 6 1 頁 参 照 。  
( 1 6 )  当 時 は 、 磁 気 カ ー ド が ま だ 存 在 せ ず 、「 サ イ ズ は 、 横 1 2 . 5 イ ン チ 、 縦 1 . 2 5 イ

ン チ 。 周 囲 を プ レ ス 加 工 さ れ 、 縁 取 り さ れ た 金 属 板 に 氏 名 、 住 所 、 カ ー ド 番 号

な ど が エ ン ボ ス さ れ 、 裏 側 に は サ イ ン 用 の 紙 が 貼 ら れ て い る 」 チ ャ ー ガ ・ プ レ

ー ト が 使 用 さ れ て い た 。 こ れ を ケ ー ス に 入 れ て 持 ち 運 べ る よ う に し て い た 。 カ

ー ド プ レ ー ト の 凸 面 を 刻 印 器 （ イ ン プ リ ン タ ー ） で 4 枚 の 伝 票 に 刻 印 し て 印 字

し て 請 求 処 理 に 回 し た 。 C f .  D E E  H O C K ,  B i r t h  o f  t h e  C h a o r d i c  A g e ,  
B e r r e t t - K o e h l e r  P u b . , 1 9 9 9 , 9 8． … …〔 邦 訳 〕デ ィ ー ・ ホ ッ ク 著 ＝ 村 上 彩 訳『 世

界 有 数 の カ ー ド 会 社・V I S A カ ー ド の 組 織 改 革 ― ― 混 沌 と 秩 序 』（た ち ば な 出 版 、

2 0 0 0 年 ） 1 4 7 - 1 4 8 頁 、 櫻 井 ・ 前 掲 注 ( 1 0 )「（ 第 5 8 回 ） チ ヤ ー ガ ・ プ レ ー ト と は

何 か 。 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 『 祖 先 』 の 実 像 」 2 7 巻 7 号 （ 2 0 0 9 年 ） 7 9 - 8 0、 8 2 頁 、

櫻 井 ・ 前 掲 注 ( 1 0 )「（ 第 9 回 ） イ ン プ リ ン タ ー が カ ー ド 世 界 を 変 え た （ 上 ） チ ャ

ー ガ ・ プ レ ー ト の 登 場 」 7 6 頁 。  
( 1 7 )  C f .  D AV E N P O R T,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  2 1 8 ;  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  v i i ;  

M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 5 9  n o t e  4 .  加 藤 良 三 著 『 ク レ ジ ッ ト ・

カ ー ド 法 の 研 究 』（ 千 倉 書 房 、 1 9 8 9 )  4 9 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 4 9 頁 、 マ ン デ

ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 ) 3 頁 参 照 。  
( 1 8 ) C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 5 9 .  加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 4 9 頁 、

加 藤 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 4 9 頁 参 照 。  
な お 、 わ が 国 で は 、 二 当 事 者 間 に お い て 多 目 的 に 使 用 で き る ク レ ジ ッ ト カ ー

ド を 「 ハ ウ ス カ ー ド 」 と 呼 び 、 汎 用 性 の あ る 三 当 事 者 間 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド と

区 別 し て い る 。 山 本 正 行 『 カ ー ド 決 済 業 務 の す べ て ― ― ペ イ メ ン ト サ ー ビ ス の

仕 組 み と ル ー ル 』（ き ん ざ い 、 2 0 1 2 年 ） 4 頁 参 照 。  
( 1 9 )  ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 得 る 目 的 で 、申 込 書 に 虚 偽 の 報 告 を 行 い 、発 行 者 が そ の 表

示 を 信 じ て カ ー ド を 発 行 し た 場 合 は 詐 欺 罪 に 該 当 す る な ど の 制 定 法 を 定 め た 州

が 当 時 7 州 あ っ た 。 人 見 ・ 前 掲 注 ( 3 )  6 3 頁 参 照 。  
( 2 0 )  C f .  J o n  A .  K E R R ,  C r e d i t  C a r d s :  t h e  L i a b i l i t y  o f  t h e  C a r d  H o l d e r  f o r  

U n a u t h o r i z e d  P u r c h a s e s ,  2 3  Wa s h .  &  L e e  L .  R e v.  , 1 9 6 6 ,  1 2 6 - 1 2 7 ;  G r e g o r y  E .  
M A G G S ,  N e w  P a y m e n t  D e v i c e s  a n d  G e n e r a l  P r i n c i p l e  o f  P a y m e n t  L a w ,  7 2  

N o t r e  D a m e  L AW  R e v.  , 1 9 9 7 , 7 7 7 ;  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 0  
n o t e  8 ;  B E R G S T E N ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  4 8 8 - 4 8 9 ;  W E I S T A R T,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  
1 4 7 6  n o t e  1 .   
ク レ ジ ッ ト・コ イ ン の 法 的 性 質 が 争 わ れ た 事 案 と し て 、① Wa n a m a k e r  v  M e g a r y,  

2 4  P a .  D i s t .  7 7 8  ( 1 9 1 5 ) .② L i t  B r o s .  v  H a i n e s ,  9 8  N . J . L .  6 5 8  : 1 2 1  A t l .  1 3 1  
( 1 9 2 3 ) .が あ る 。① 事 件 で は 、ク レ ジ ッ ト ・ コ イ ン は 持 参 人 払 い の 小 切 手 ・ 為 替 手

形 ・ 流 通 証 券 と 同 様 で あ る と さ れ た 。 ② 事 件 で は 、 ク レ ジ ッ ト ・ コ イ ン は 、 単 に

身 分 証 明 の 目 的 の た め に 発 行 さ れ て 、ク レ ジ ッ ト ・ コ イ ン に よ り な さ れ た 不 正 な

チ ャ ー ジ に 対 す る な ん ら の 明 示 の 条 件 は 無 く 、保 有 者 は 不 正 な 使 用 の 責 任 は な い
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と 判 示 さ れ ① 事 件 を 否 定 し 、そ の 後 定 着 し て い る 。人 見・前 掲 注 ( 3 ) 5 6 頁 、尾 島 ・

前 掲 注 ( 8 ) 1 6 7 - 1 6 8 頁 参 照 。  
( 2 1 )  C f .   M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  5 3 .  マ ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 )  

1 0 8 頁 参 照 。  
( 2 2 )  C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  1 8 .  マ ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 ) 5 6

頁 参 照 。 そ の 後 同 様 な 仲 介 業 者 に よ る 掛 売 り プ ラ ン が い く つ か の 都 市 で 行 わ れ

た が 、 後 の ダ イ ナ ー ス の カ ー ド 発 行 ま で は 、 地 域 限 定 の サ ー ビ ス で あ っ た よ う

で あ る 。  
( 2 3 )  C f .  C L O N T Z ,  B a n k  C r e d i t  C a r d s  u n d e r  t h e  U n i f o r m  C o m m e r c i a l  C o d e ,  8 7  

B a n k i n g ,  L .  J .  , 1 9 7 0 , 8 8 8 - 8 9 1 ;  B E R G S T E N ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  4 8 5 - 4 8 6 ;  
D AV E N P O R T,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  2 1 8 - 2 2 0 .   

( 2 4 )  C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  2 2 ;  C O L E ,  s u p r a  n o t e  ( 5 ) ,  a t  4 7 .  マ ン デ ル（ 根

本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 )  6 2 頁 、矢 島 監 訳 ＝ 研 究 所 訳 ・ 前 掲 注 ( 5 )  1 5 9 - 1 6 0 頁 、山

下 徹 監 修 『 新 版 ・ 世 界 の ペ イ メ ン ト カ ー ド 』（ シ ー メ デ ィ ア 、 2 0 0 9 年 ） 1 5 頁 、

竹 内 昭 夫『 消 費 者 信 用 法 の 理 論（ 総 論・ 各 論 ）』（ 有 斐 閣 、1 9 9 5 年 ）1 0 4 頁 参 照 。  
石 油 会 社 各 社 は 、第 二 次 世 界 大 戦 の 初 期 に 1 0 0 万 人 以 上 の オ イ ル カ ー ド 所 有 者

を 有 し て い た が 、石 油 の 配 給 制 に よ り 、そ れ を 失 っ た 。C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  
( 2 ) ,  a t  2 3 .  マ ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 )  6 2 頁 参 照 。 1 9 4 1 年 8 月 に 発 令

の 大 統 領 命 令 に お い て 、連 邦 準 備 制 度 理 事 会 に 割 賦 信 用 を 統 制 す る 権 限 を 与 え ら

れ 、R e g u l a t i o n  W に よ り 1 9 4 9 年 6 月 ま で 耐 久 消 費 財 の 頭 金 規 制 、割 賦 機 関 の 規

制 が 行 わ れ た 。 F． R． オ リ バ ー 著 ・ 小 峯 勝 美 訳 『 割 賦 信 用 論 』（ 世 界 書 院 、 1 9 6 1
年 ） 2 1 6 - 2 2 1 頁 参 照 。 な お 、 現 在 行 わ れ て い る 金 融 機 関 と 関 連 会 社 間 の 金 融 取 引

を 規 制 す る R e g u l a t i o n  W と は 関 係 が な い 。  
( 2 5 )  前 掲 注 ( 2 2 )記 載 の 通 り 、い く つ か の 都 市 で 仲 介 業 者 に よ る 汎 用 性 を 持 た せ る ク

レ ジ ッ ト カ ー ド プ ラ ン が 実 施 さ れ た が 、 ニ ュ ー ヨ ー ク 州 の 銀 行 家 ジ ョ ン ・ C・ ビ

ギ ン ズ が 1 9 4 7 年 に 汎 用 カ ー ド プ ラ ン を 試 験 的 に 実 施 し 、 1 9 5 0 年 に は 、 ニ ュ ー

ジ ャ ー ジ ー 州 の パ タ ー ソ ン ・ セ ー ビ ン グ ・ ア ン ド ・ ト ラ ス ト カ ン パ ニ ー に 採 用

さ れ る な ど 、 汎 用 カ ー ド の 先 駆 者 的 役 割 を 果 た し て い る 。 C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  
n o t e  ( 2 ) ,  a t  2 6 .  マ ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 ) 6 7 頁 参 照 。  

( 2 6 )  C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 1  n o t e  1 2 ;  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  
a t  3 ;  C o m m e n t ,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  3 7 3 ;  D AV E N P O R T,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  
2 1 8 - 2 1 9 . T & E カ ー ド と 呼 ば れ る の は 、 食 事 、 旅 行 や 娯 楽 で の 決 済 を 目 的 に レ ス

ト ラ ン や ホ テ ル を 中 心 に 加 盟 店 募 集 を 行 っ た か ら で あ る 。 ダ イ ナ ー ス カ ー ド は 、

ニ ュ ー ヨ ー ク 州 か ら 加 盟 店 獲 得 を 開 始 し た が す さ ま じ い 勢 い で 全 国 に 、 そ し て

海 外 で 加 盟 店 を 獲 得 し て い き 、 初 の ユ ニ バ ー サ ル カ ー ド と な っ た 。 C f .  
M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  2 6 .  マ ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 ) 6 7 頁 。

江 夏 健 一 監 修 ＝ 小 林 真 理 編 著『 消 費 者 信 用 ビ ジ ネ ス と 消 費 者 保 護 ―グ ロ ー バ リ ゼ

ー シ ョ ン へ の 対 応 』（ 敬 文 堂 、 1 9 9 6 年 ） 4 頁 参 照 。  
( 2 7 )  C f .  R O B I N S O N ,  N e w  D e v e l o p m e n t s  i n  R e t a i l  F i n a n c i n g ,  8  K a n .  L .  

R e v. , 1 9 6 0 , 5 6 7 ;  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  3 ;  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  2 9 ;  
D AV E N P O R T,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  2 1 9  n o t e  3 ;  W E I S T A R T,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  
1 4 7 7 .  初 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務 に 参 入 し た の は 、 1 9 5 1 年 の ロ ン グ ・ ア イ ラ

ン ド の フ ラ ン ク リ ン ・ ナ シ ョ ナ ル 銀 行 ( F r a n k l i n  N a t i o n a l  B a n k  o f  N e w  Yo r k )
と さ れ る 。 C f .  W E I S T A R T,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  1 4 7 7  n o t e  4 .   
な お こ れ 以 前 か ら 、い く つ か の 銀 行 で は 、大 手 百 貨 店 の 進 出 に 悩 ま さ れ て い た

地 元 小 売 店 か ら の 要 請 に よ り 、地 元 小 売 店 を 加 盟 店 と し た カ ー ド 発 行 を 行 い 、銀

行 の 預 金 者 に 利 用 さ せ る こ と は 行 わ れ て い た よ う で あ る 。矢 島 保 男『 消 費 者 信 用

― ― ク レ ジ ッ ト 社 会 の 進 展 と 新 し い 対 応 』（ ダ イ ヤ モ ン ド 社 、 1 9 8 3 年 ） 4 8 頁 。江

夏 監 ＝ 小 林 編 著 ・ 前 掲 注 ( 2 6 )  5 頁 ほ か 参 照 。   
( 2 8 )  C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  9 ;  C O L E ,  s u p r a  n o t e  ( 5 ) ,  a t  8 0． 消 費 経 済 課 ・

前 掲 注 ( 7 )  2 4 7 頁 。マ ン デ ル（ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 )  7 2 頁 、矢 島 監 訳 ＝ 研 究

所 訳 ・ 前 掲 注 ( 5 )  7 0 頁 、 江 夏 監 ＝ 小 林 編 著 ・ 前 掲 注 ( 2 6 )  5 頁 参 照 。  
( 2 9 )  C f .  A l .  G L I F F I N ,  T h e  C r e d i t  J u n g l e ,  H .  R e g n e r y  C o m p a n y,  1 9 7 1 , 4 - 1 9 ;  

M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  i n t r o d u c t i o n  xⅵ ;  B e r g s t e n ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  
4 8 5 ;  W E I S T A R T,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  1 4 7 6 .  矢 島・前 掲 注 ( 2 7 )  4 6 頁 、マ ン デ ル（ 根

本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 ) 11 頁 参 照 。  
( 3 0 )  加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 3 頁 。 消 費 経 済 課 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 2 4 8 頁 参 照 。  
( 3 1 )  C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 3 .  1 9 6 4 年 に は 、 消 費 者 向 け ク

レ ジ ッ ト カ ー ド プ ラ ン は わ ず か 7 0 あ ま り だ っ た が 、 1 9 6 6 年 に は 、 少 な く と も

1 , 0 0 0 を 超 え て い る 。C f .  B E R G S T E N ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  4 8 6 ;  Wa l l  S t r e e t  J o u r n a l  
( M i d w e s t  E d i t i o n ) ,  J a n .  1 7 ,  1 9 6 7 ,  p . 1 ,  c o l . 8 .  
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( 3 2 )  C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 3 - 4 6 5 ;  C o m m e n t ,  s u p r a  n o t e  

( 1 )  ,  a t  3 7 4  
( 3 3 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  7 .  加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 5 2 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注

( 1 7 ) 5 2 頁 。  
( 3 4 )  ダ イ ナ ー ス カ ー ド の 当 初 の 加 盟 店 手 数 料 は 、 7 %で あ っ た が 、 数 十 年 間 に わ た

り 、 加 盟 店 手 数 料 の 基 準 と さ れ て い た 。 C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  8 .  マ
ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 ) 3 0 頁 参 照 。  

( 3 5 )   C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 3 .  T  &  E カ ー ド の 場 合 5 - 6 0 0
ド ル の 年 会 費 を 会 員 か ら 徴 収 し て い た  

( 3 6 )  T h i r t y - d a y  c h a r g e  s y s t e m  ( r e g u l a r  c h a r g e )。 毎 月 の 返 済 日 か ら 3 0 日 以 内 に

一 括 支 払 い が 原 則 の シ ス テ ム で 、 3 0 日 以 内 に 返 済 す れ ば 金 利 は 不 要 で あ る 。 消

費 経 済 課 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 2 6 4 頁 参 照 。  
( 3 7 )  C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 5 9 ;  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  

2 9 ;  C O L E ,  s u p r a  n o t e  ( 5 ) ,  a t  8 0 .  矢 島 監 訳 ＝ 研 究 所 訳 ・ 前 掲 注 ( 5 )  6 9 頁 。 マ ン

デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 ) 7 2 - 7 4 頁 。 江 夏 監 ＝ 小 林 編 著 ・ 前 掲 注 ( 2 6 ) 5 頁

参 照 。   
( 3 8 )  C f .  K e i t h  R .  F I S H E R ,  To w a r d  a  B a s a l  Te n t h  A m e n d m e n t :  a  R i p o s t e  t o  

N a t i o n a l  B a n k  P r e e m p t i o n  o f  S t a t e  C o n s u m e r  P r o t e c t i o n  L a w s ,  H a r v.  J .  L .  &  
P u b ,  2 0 0 6 , 1 0 0 9 ;  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 3 6 .  

 M c F a d d e n  A c t  o f  1 9 2 7 ( P . L .  6 9 - 6 3 9 ,  4 4  S T A T .  1 2 2 4 )に よ り 、 国 法 銀 行 ・ 州 法

銀 行 い ず れ の 場 合 に お い て も 本 拠 地 の あ る 州 の 銀 行 監 督 当 局 に よ り 監 督 さ れ る

こ と に な っ て お り 、 ほ と ん ど の 州 が 州 際 銀 行 業 務 を 規 制 し て い た の で 、 州 境 を

越 え る ロ ー ン は 禁 止 さ れ て い た 。こ の 法 律 は 、 1 9 9 4 年 に リ ー グ ル ＝ ニ ー ル 州 際

銀 行 業 務 及 び 支 店 設 置 効 率 化 法 ( R i e g l e - N e a l  I n t e r s t a t e  B a n k i n g  a n d  
B r a n c h i n g  E f f i c i e n c y  A c t )に よ り 規 制 が 緩 和 さ れ た が 、 1 9 9 7 年 6 月 の 完 全 自 由

化 ま で そ の 規 制 は 残 っ て い た 。松 尾 直 彦『 Q & A ア メ リ カ 金 融 改 革 法 ――ド ッ ト ＝

フ ラ ン ク 法 の す べ て 』（ き ん ざ い 、 2 0 1 0 年 ）  1 8 頁 、 3 6 頁 、 樋 口 修 「 米 国 に お

け る 金 融 ・ 資 本 市 場 改 革 の 展 開 」 レ フ ァ レ ン ス 6 3 5 号 （ 5 3 巻 1 2 号 、 2 0 1 3 年 ）

4 8 - 4 9 頁 参 照 。  
( 3 9 )  C f .  W E I S T A R T  ,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  1 4 7 9 .  
( 4 0 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 3 7 .  全 米 で ト ラ ベ ラ ー ズ ・ チ ェ ッ ク と ク レ ジ ッ ト

カ ー ド を 自 由 に 発 行 で き る A m e r i c a n  E x p r e s s に 対 し 、 州 内 、 し か も 支 店 網 が

限 ら れ た 銀 行 で は 、 カ ー ド 会 員 の 利 用 範 囲 の 面 で 非 常 に 不 利 で あ っ た と さ れ る 。

消 費 経 済 課 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 2 4 7 - 2 4 8 頁 。   
( 4 1 )  1 8 6 4 年 に 連 邦 銀 行 法 が 制 定 さ れ た が 、 国 法 銀 行 に は 、 支 店 設 置 に 関 す る 規 定

が な か っ た た め 、 そ れ 以 降 は 、 単 店 舗 銀 行 が 原 則 と さ れ て い た 。 高 木 仁 『 ア メ

リ カ の 金 融 制 度 ――比 較 社 会 文 化 に よ る 問 題 接 近 を 目 指 し て （ 改 訂 版 ）』（ 東 京 経

済 新 報 社 、 2 0 0 6 年 ） 2 2 7 頁 参 照 。  
( 4 2 )  C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  2 4 .  マ ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 )  

6 3 - 6 5 頁 参 照 。 1 9 3 0 年 代 の 後 半 フ ィ ラ デ ル フ ィ ア の ワ ナ メ ー カ ー ズ 百 貨 店 が

初 と さ れ る 。  
( 4 3 )  C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 4 .  加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 5 2 頁 。

加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 5 2 頁 参 照 。  
( 4 4 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  3 6 .  通 常 2 5 日 程 度 の 無 利 子 期 間 が あ り 、 そ の 日 ま

で に 全 額 返 済 す れ ば 、 金 融 料 は 不 要 と な る 。 金 融 料 は 、 購 入 日 、 ま た は デ ー タ

デ ー タ 記 録 日 か ら 計 算 す る 。  
( 4 5 )  C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  2 5 .  マ ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 ) 6 5

頁 、 江 夏 監 ＝ 小 林 編 著 ・ 前 掲 注 ( 2 6 ) 3 - 4 頁 。 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 は 、 二 当 事 者 間 の

ク レ ジ ッ ト カ ー ド で あ る デ パ ー ト の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て 1 9 3 0 年 代 か

ら 定 着 し て い た が 、 銀 行 カ ー ド が 採 用 し た の は 1 9 5 0 年 代 に な っ て か ら で あ る 。 
( 4 6 ) C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 4 .  な お 、 初 に ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 事 業 を 開 始 し た フ ラ ン ク リ ン・ナ シ ョ ナ ル 銀 行 の 利 子 率 は 、1 . 5 %で あ っ た 。

矢 島 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 4 8 頁 。 消 費 経 済 課 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 2 6 5 頁 参 照 。 一 方 、 チ ェ ー ス ・

マ ン ハ ッ タ ン 銀 行 は 、 1％ で あ る 。 な お 、 先 述 し た よ う に 、 R e v o l v i n g  c r e d i t の

金 利 は 、 月 平 均 1 . 5 %で あ っ た 。 消 費 経 済 課 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 2 6 5 頁 参 照 。  
と こ ろ で 、 カ ー ド の 利 子 率 に つ い て は 、 1 9 7 0 年 代 末 に は 、 5 0 州 の う ち 3 7 州

に ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 利 子 に 上 限 を 設 け て あ り 、 設 け て い な い 州 は 3 州 に 過 ぎ

な か っ た が 、「 カ ー タ ー ・ イ ン フ レ ー シ ョ ン 」に よ り 、金 利 コ ス ト が 1 0 %を 超 え

る 事 態 に な っ た た め 、1 9 8 8 年 に な っ て 、多 く の 州 で 規 制 利 息 の 上 限 を 引 き 上 げ

た ほ か 、1 7 州 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 利 子 や 手 数 料 の 制 限 を 撤 廃 す る に 至 っ て い

る 。 C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  7 1 .  マ ン デ ル（ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 )  



286 

                                                                                                                                        
1 3 7 頁 参 照 。  

( 4 7 )  C f .  C O L E ,  s u p r a  n o t e  ( 5 ) ,  a t  8 2 .  銀 行 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 加 盟 店 手 数 料 率 は

2 - 6％ で あ っ た 。  
 銀 行 カ ー ド は 、 小 売 商 に 加 盟 店 手 数 料 を 支 払 わ せ る の に 大 変 苦 労 し て お り 、

V I S A を 創 設 し た デ ィ ー・ホ ッ ク は 、消 費 者 が 現 金 よ り 、プ ラ ス チ ッ ク の カ ー ド

を 利 用 す る 方 が 、 通 常 3 0 %余 計 に お 金 を 使 う こ と を 証 明 し て 小 売 商 を 納 得 さ せ

た と す る 。ジ ェ ー ム ズ・ D・ス カ ー ロ ッ ク 著 ＝ 中 谷 和 夫 訳『 借 り ま く る 人 々 ― ―

ク レ ジ ッ ト 依 存 社 会 の 真 実 』 (原 題 J a m e s  D .  S C U R L O C K  , M a x e d  o u t )（ 朝 日 新

聞 社 、 2 0 0 7 年 ） 6 6 頁 。  
( 4 8 )  C f .  C o m m e n t ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  3 7 4 - 3 7 5 ;  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  

( 2 ) ,  a t  4 6 3 .  
( 4 9 )  銀 行 系 カ ー ド 会 社 が 現 在 の よ う に 年 会 費 を 徴 収 す る こ と に な っ た 契 機 は 、

1 9 8 0 年 3 月 1 4 日 ジ ミ ー ・ カ ー タ ー 大 統 領 が イ ン フ レ 抑 制 の た め に 無 担 保 信 用

残 高（ 自 動 車 そ の 他 耐 久 消 費 財 に 関 す る 貸 付 は 除 外 ）に 対 し 、 1 5 %の 割 合 に よ る

準 備 預 金 積 み 立 て を 求 め る 政 策 を 実 施 し た こ と が 要 因 に な っ て い る 。 ク レ ジ ッ

ト カ ー ド を 発 行 す る 銀 行 は 、 無 担 保 信 用 の 利 子 率 に 制 限 の あ る 州 が 多 い 中 、 収

益 確 保 の 目 的 で シ テ ィ バ ン ク な ど が 毎 月 5 0 セ ン ト 程 度 の 低 額 の 手 数 料 を 徴 求 し

よ う と 試 み た が 、 議 会 の 反 対 や 裁 判 所 の 判 決 な ど で 違 法 と さ れ 、 徴 収 が 困 難 で

あ っ た 。 し か し 、 カ ー タ ー の 信 用 調 整 策 に お け る 準 備 預 金 積 み 立 て は 無 利 子 で

あ っ た た め 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド に 関 し て は 、 信 用 残 高 増 加 の イ ン セ ン テ ィ ブ が

な く な り 、 他 行 に 顧 客 を 奪 わ れ る 心 配 な く 、 年 会 費 の 徴 求 に 踏 み 切 る こ と が で

き た 。 こ れ に よ り ほ と ん ど の 銀 行 が 、 1 2～ 2 0 ド ル の 年 会 費 を 徴 求 す る よ う に な

っ た 。 C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  7 6 .  マ ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注

( 2 ) 1 4 4 - 1 4 7 頁 参 照 。  

( 5 0 )  C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 3  n o t e  2 1 ;  J E D H C A ,  A  
R e v o l v i n g  C r e d i t  P l a n  f o r  B a n k ,  C r e d i t  Wo r l d ,  J u n e ,  1 9 5 9 ,   1 8  ,  N .  Y.  T i m e s  
p . 4 0 ,  C o l . 6 .   

( 5 1 )  C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 3  n o t e  2 1 .  
( 5 2 )  C f .  C o m m e n t ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  3 8 2 ;  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  

4 8 1 .  
( 5 3 )  C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 8 2 .  
( 5 4 )  C f .  W i l l i a m  D .  WA R R E N ,  R e g u l a t i o n  o f  F i n a n c e  C h a r g e s  i n  R e t a i l  I n s t -

a l l m e n t  S a l e s ,  6 8  Ya l e  L .  J . , 1 9 5 9 , 8 5 1 .  人 見 ・ 前 掲 注 ( 3 ) 6 0 頁 。 加 藤 良 三 ・ 前

掲 注 ( 7 ) 9 8 頁 。 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 9 8 頁 参 照 。  
( 5 5 )  竹 内 ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 2 9 8 頁 、 望 月 礼 二 郎「 諸 外 国 の 消 費 者 信 用 法 ( 1 )ア メ リ カ 」加

藤 一 郎 ＝ 竹 内 昭 夫 編『 消 費 者 法 講 座 5  消 費 者 信 用 』（ 日 本 評 論 社 、 1 9 8 5 年 ） 2 9 8
頁 、 沢 野 直 樹 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 」 加 藤 一 郎 =竹 内 昭 夫 編 『 消 費 者 法 講 座 （ 第 5
巻 ・ 消 費 者 信 用 ）』（ 日 本 評 論 社 、 1 9 8 5 年 ） 11 0 頁 、 花 渕 茂 樹 「 英 国 消 費 者 信 用

法 に お け る 抗 弁 権 接 続 の 法 理 ( 1 ) ( 2 )」法 学 6 1 巻 6 号 1 2 2 - 1 2 3 頁 、6 3 巻 5 号（ 1 9 9 7
年 ） 8 3 - 8 4 頁 、桶 舎 典 哲 ①「 第 三 者 与 信 型 消 費 者 信 用 取 引 に お け る 抗 弁 権 の 対 抗

( 1 )」 志 林 9 0 巻 1 号 （ 1 9 9 2 年 ） 1 2 5 - 1 3 3 頁 、 桶 舎 典 哲 ② 「 ア メ リ カ 統 一 商 事 法

典 ( U n i f o r m  C o n s u m e r  C r e d i t  C o d e )の 目 的 と 規 制 の 構 造 」ク レ ジ ッ ト 研 究 2 3 号

（ 2 0 0 3 年 ） 11 6 頁 参 照 。  
( 5 6 )  C o m m e r c i a l  C r e d i t  C o .  v.  C h i l d s ,  1 3 7  N . W,  2 d  2 6 0  ( A r k .  S u p .  C t .  1 9 4 0 ) ;  

D a v i s  v.  C o m m e r c i a l  C r e d i t  C o r p . ,  9 4  N .  E .  2 d  7 1 0  ( O h i o  C t .  A p p .  1 9 5 0 ) ,  
U n i c o ,  A P a r t n e r s h i p  o f  N e w  J e r s e y  v.  J a m e s  F.  O w e n .  5 0  N . J .  1 0 1 ;  2 3 2  A .  2 d  
4 0 5 ,  1 9 6 7  N . J . : 4  U . C . C .  R e p .  S e r v.  ( C a l l a g h a n )  5 4 2 ;  I n d u s t r i a l  C r e d i t  
C o m p a n y  v.  M i k e  B r a d f o r d  &  C o . ,  1 7 7  S o .  2 d  8 7 8  ( D . C .  A p p .  F l a .  1 9 6 5 ) ;  
I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  C o r p o r a t i o n  v.  R i e g e r ,  2 7 2  M i n n .  1 9 2 ,  1 3 7  N . W. 2 d  1 7 2  
[ 1 9 6 5 ] ;  L o c a l  A c c e p t a n c e  C o m p a n y  v.  K i n k a d e ,  3 6 1  S . W. 2 d  8 3 0  ( S u p .  C t .  M o .  
1 9 6 2 ) .  

( 5 7 )  制 定 時 の 統 一 消 費 者 信 用 法 典 ( U 3 C :  U n i f o r m  C o n s u m e r  C r e d i t  C o d e  [ 1 9 6 8 ]  §  
3 . 1 0 6 ( 6 ) )に お い て 、「 貸 付 」 に は 、 三 者 間 銀 行 カ ー ド 、 旅 行 及 び 娯 楽 用 カ ー ド の

利 用 が 含 ま れ 、二 当 事 者 型 と 異 な り 、割 賦 販 売 法 な ど の 規 制 の 対 象 外 で あ っ た 。  
( 5 8 )  カ リ フ ォ ル ニ ア 州 ( C a l  C i v.  C o d e  § 1 8 0 1 - 1 2 . 9 ) 、 ニ ュ ー ヨ ー ク 州 ( N . Y.  P e r s .  

P r o p .  L a w  § 4 0 1 - 1 9 )で は 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド に 関 す る 独 自 立 法 が あ り 、買 主 の 売

主 に 対 す る 抗 弁 を 消 滅 さ せ る よ う な 、 証 券 に つ い て の 執 行 ・ 協 議 な ど が 禁 止 な

ど の 規 定 が 設 け ら れ て い た が 、 三 者 型 ク レ ジ ッ ト 契 約 で は 、 買 主 と 発 行 者 間 の

契 約 に な る の で 適 用 が な い と さ れ て い た 。 人 見 ・ 前 掲 注 ( 3 ) 6 1 - 6 2 頁 。  
( 5 9 )  1 9 0 4 年 に A .  P.  ジ ア ニ ー ニ に よ っ て 、 イ タ リ ア 移 民 の た め の 銀 行 と し て 、 バ

ン ク・オ ブ・イ タ リ ー と し て 創 設 さ れ 、本 店 を サ ン フ ラ ン シ ス コ に お い た 。1 9 2 9
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年 に バ ン ク ・ オ ブ ・ ア メ リ カ ・ カ リ フ ォ ル ニ ア を 買 収 し 、 翌 年 、 バ ン ク ・ オ ブ ・

ア メ リ カ と 改 称 し た 。 1 9 2 4 年 割 賦 信 用 ( T i m e  P l a n )を 、 個 人 貸 付 を 主 に 開 始 し 、

1 9 3 6 年 に は 連 邦 住 宅 局 の 保 証 に よ ら な い 住 宅 貸 付 を 開 始 し た 。 消 費 経 済 課 ・ 前

掲 注 ( 7 ) 2 7 4 頁 参 照 。  
( 6 0 )  C f .  D AV E N P O R T,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  2 1 9 ;  W E I S T A R T,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  1 4 7 7 ;  

M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 2 .  
( 6 1 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  3 ;  G L I F F I N ,  s u p r a  n o t e  ( 2 9 ) ,  a t  3 8 - 3 9 ;  W E I S T A R T,  

s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  1 4 7 7 ;  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 2 .   
バ ン ク ・ オ ブ ・ ア メ リ カ は 1 9 5 5 年 か ら カ リ フ ォ ル ニ ア 州 内 の 各 地 で 順 次 カ ー

ド 発 行 の 実 験 を 行 っ て い た 。 同 行 は 、 国 法 銀 行 ( N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n )で あ り 、

持 株 会 社 を 通 じ て 州 外 へ の 銀 行 や 保 険 の 営 業 網 （ グ ル ー プ ・ バ ン キ ン グ ） を 築

き 事 業 展 開 し て い た が 、1 9 5 6 年 銀 行 持 株 会 社 法 ( B a n k  H o l d i n g  C o m p a n y  A c t  o f  
1 9 5 6 )が 銀 行 業 と そ れ 以 外 の 兼 業 を 禁 じ 、他 州 の 銀 行 持 株 会 社 が 本 拠 地 州 以 外 の

州 で 他 の 銀 行 を 買 収 ま た は 新 設 す る 活 動 は 、 進 出 す る 州 の 州 法 が 認 め な い 限 り

禁 止 さ れ る こ と と な っ た 。 そ こ で 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務 に つ い て は 、 他 の 銀

行 と 提 携 す る こ と に よ り 、 自 行 の カ ー ド 会 員 を 州 外 の 加 盟 店 に 利 用 さ せ る こ と

で 、 全 米 で 他 の 銀 行 と 提 携 し 、 新 た な 事 業 展 開 を 行 う こ と に よ り 、 商 業 銀 行 と

し て ク レ ジ ッ ト カ ー ド 事 業 に 初 め て 成 功 し た 。 C f .  C O L E ,  s u p r a  n o t e  ( 5 ) ,  a t  8 0 .
消 費 経 済 課 ・ 前 掲 注 ( 7 )  2 7 4 頁 、 矢 島 監 訳 ＝ 研 究 所 訳 ・ 前 掲 注 ( 5 ) 7 0 頁 、 江 夏 監

＝ 小 林 編 著 ・ 前 掲 注 ( 2 6 ) 5 頁 、 矢 島 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 4 9 頁 。  
こ の 動 き に 対 し て 、1 9 6 6 年 カ リ フ ォ ル ニ ア の 5 つ の 銀 行 が 共 同 で マ ス タ ー チ ャ

ー ジ カ ー ド を 始 め た ほ か 、 銀 行 界 だ け で な く 、 い ろ い ろ な 分 野 か ら カ ー ド 事 業

に 参 入 が な さ れ た 。 C f .  H O C K ,  s u p r a  n o t e  ( 1 6 ) ,  a t  9 7 - 9 8 .  ホ ッ ク （ 村 上 訳 ）・

前 掲 注 ( 1 6 )  1 4 6 - 1 4 7 頁 な ど 参 照 。  
( 6 2 )  c f .  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  x i v.  マ ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 ) 6 - 7

頁 参 照 。  
( 6 3 )  山 下 監 ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 1 8 頁 参 照 。な お 、成 功 の も う 一 つ の 理 由 と し て 、バ ン ク ・

オ ブ ・ ア メ リ カ は 、 資 金 調 達 や 広 告 の 経 費 を ク レ ジ ッ ト カ ー ド 事 業 以 外 の 経 費

と し て 処 理 す る こ と で 、 収 益 事 業 と 見 せ て い た こ と も 挙 げ ら れ る と い う 。 C f .  
M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  3 0 .  マ ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 ) 7 4 - 7 5
頁 参 照 。  

( 6 4 )  C f .  W E I S T A R T,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  a t  1 4 8 0 .   
( 6 5 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  3 .   
( 6 6 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  1 2 .  事 業 の 州 外 へ の 拡 大 に 伴 い 、 B a n k A m e r i c a r d

事 業 は バ ン ク ・ オ ブ ・ ア メ リ カ の 単 独 運 営 か ら 、 ナ シ ョ ナ ル ・ バ ン ク ア メ リ カ

ー ド ・ イ ン コ ー ポ レ ー テ ッ ド ( N B I )に よ る メ ン バ ー シ ッ プ に よ る 共 同 運 営 に な り 、

そ の 後 に 、 V I S A と な る 。 C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  3 1 ;  C O L E ,  s u p r a  n o t e  
( 5 ) ,  a t  8 0 ;  H O C K ,  s u p r a  n o t e  ( 1 6 ) ,  a t  1 5 0 - 1 6 4 .マ ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲

注 ( 2 ) 7 5 頁 、 矢 島 監 訳 ＝ 研 究 所 訳 ・ 前 掲 注 ( 5 ) 7 0 頁 、 矢 島 ・ 前 掲 注 ( 2 7 )  5 0 頁 。 消

費 経 済 課 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 2 4 8 頁 。 岩 田 ・ 前 掲 注 ( 6 5 ) 3 7 頁 、  ホ ッ ク （ 村 上 訳 ）・ 前 掲

注 ( 1 6 ) 2 0 6 - 2 2 0 参 照 。  
( 6 7 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  3 - 4 ;  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  3 1 ;  C O L E ,  s u p r a  

n o t e  ( 5 ) ,  a t  8 0、 マ ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 ) 7 5 頁 、 矢 島 監 訳 ＝ 研 究 所

訳 ・ 前 掲 注 ( 5 ) 7 0 頁 参 照 。 こ の 当 時 は 、 M a s t e r  C h a r g e  S y s t e m で あ っ た 。 C f .  
C o m m e n t ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  3 7 3 .  

( 6 8 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  1 2 .  カ リ フ ォ ル ニ ア 州 の 他 の 銀 行 を 中 心 に 、 カ リ

フ ォ ル ニ ア ・ バ ン ク 協 会 を 設 立 し て 対 抗 し 、 東 海 岸 に お い て カ ー ド 協 会 も 同 様

な 組 織 を 作 っ て い き 、 こ れ ら が 、 イ ン タ ー バ ン ク ・ カ ー ド ・ ア ソ シ エ ー シ ョ ン

と い う 組 織 と し て 統 合 さ れ 、 や が て M a s t e r C a r d と な る 。 C f .  M A N D E L L ,  s u p r a  
n o t e  ( 2 ) ,  a t  3 1 ;  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  3 .  マ ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注

( 2 ) 7 5 頁 、 矢 島 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 5 0 頁 。 消 費 経 済 課 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 2 4 8 頁 参 照 。  
( 6 9 )  C f .  C o m m e n t ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  3 7 3 - 3 7 4 ;  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  4 .  
( 7 0 )  C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 3 .  
( 7 1 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  11  ;  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  i n t r o d u c t i o n  x v i i .

バ ー ク レ ー 銀 行 が イ ギ リ ス 初 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド（ の ち に V I S A カ ー ド と な る

バ ン ク ・ オ ブ ・ ア メ リ カ の 提 携 カ ー ド ） を 1 9 6 6 年 に 発 行 し た 。 な お 、 イ ギ リ ス

で は 、チ ャ ー ジ カ ー ド と し て 、1 9 6 3 年 に A m e r i c a n  E x p r e s s カ ー ド が 進 出 し て

き て い る 。 和 田 文 明 「 海 外 事 情 ― ― イ ギ リ ス の ペ イ メ ン ト カ ー ド 」 カ ー ド ・ ウ

ェ ー ブ 2 0 巻 4 号 （ 2 0 0 7 年 ） 6 6 頁 、 マ ン デ ル （ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・ 前 掲 注 ( 2 ) 1 2 頁

参 照 。  
( 7 2 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  11 .   



288 

                                                                                                                                        
( 7 3 )  国 際 ブ ラ ン ド と 加 盟 す る 金 融 機 関 は 、ラ イ セ ン ス 契 約 を 締 結 し 、商 標 等 国 際 ブ

ラ ン ド の 知 的 財 産 権 の 使 用 、 国 際 ブ ラ ン ド ル ー ル の 遵 守 、 国 際 ブ ラ ン ド の ネ ッ

ト ワ ー ク の 接 続 に 関 し て 定 め て い る 。 山 本 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 8 5 - 9 5 頁 参 照 。  
( 7 4 )  な お 、 V I S A や M a s t e r C a r d は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 、 加 盟 店 管 理 業 務 、 ロ

ー ン 業 務 等 の 一 般 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 行 う 業 務 を 行 っ て お ら ず 、 カ ー ド

代 金 清 算 の み を 行 っ て い る 。こ れ に 対 し て 、 J C B、 A m e r i c a n  E x p r e s s、 D i n n e r s
の 場 合 は 、 自 ら i s s u e r、 a c q u i r e r 業 務 も 行 っ て い る 点 が 大 き く 異 な っ て い る 。

山 本 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 6 0 - 6 1 頁 参 照 。  
( 7 5 )  現 在 で は 、 他 に 、 ア メ ッ ク ス 、 ダ イ ナ ー ス 、 J C B 、 銀 聯 の 国 際 ブ ラ ン ド が 存

在 す る 。 し か し 、 V I S A、 M a s t e r C a r d の 両 国 際 ブ ラ ン ド は 、 中 国 の 銀 聯 と と も

に 、 自 ら ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 し て い な い が 国 際 ブ ラ ン ド を 提 供 し 、 決 済 イ

ン フ ラ を 提 供 す る 清 算 専 門 機 関 と い え る 。  
( 7 6 )  イ シ ュ イ ン グ 業 務 と し て 、「 入 会 ・ カ ー ド 発 行 」「 途 上 与 信 」「 不 正 使 用 対 策 」

が あ り 、 ア ク ワ イ ア リ ン グ 業 務 と し て は 「 加 盟 店 開 拓 」「 加 盟 店 審 査 」「 加 盟 店

管 理 」「 加 盟 店 債 権 の 管 理 」 が あ る と す る 。 山 本 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 1 5 - 5 6 頁 参 照 。 な

お 、末 藤 高 義『 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 用 語 辞 典（ 第 3 版 ）』（ 民 事 法 研 究 会 、 2 0 11 年 ） 
1 3 9 頁 で は 、 イ シ ュ ア 業 務 と し て 、 勧 誘 、 入 会 審 査 、 カ ー ド 発 行 、 顧 客 管 理 、 オ

ー ソ リ 、会 員 追 跡 調 査 、途 上 与 信 管 理 、自 動 振 替 請 求 業 務 、請 求 書 作 成 ・ 送 付 、

決 済 ・ 入 金 管 理 、 管 理 ・ 回 収 な ど が あ り 、 ア ク ワ イ ア ラ 業 務 と し て 、 加 盟 店 開

拓 、 審 査 、 加 盟 店 契 約 締 結 、 加 盟 店 教 育 ・ 管 理 ・ 維 持 ・ 運 営 、 加 盟 店 開 放 、 売

上 伝 票 処 理 、 信 用 照 会 の 回 答 、 無 効 通 知 な ど を 挙 げ る 。  
( 7 7 )  C f .  H O C K ,  s u p r a  n o t e  ( 1 6 ) ,  a t  1 0 0 .  ホ ッ ク （ 村 上 訳 ）・ 前 掲 注 ( 1 6 ) 1 4 9 - 1 5 0 頁

参 照 。  
( 7 8 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  4 ,  1 0 - 11 ;  H o c k ,  s u p r a  n o t e  ( 1 6 ) ,  a t  6 1 - 6 2 .  ホ ッ

ク （ 村 上 訳 ）・ 前 掲 注 ( 1 6 ) 1 2 1 頁 、 山 本 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 8 5 頁 参 照 。 な お 、 イ ン タ ー

チ ェ ン ジ （ デ ー タ 交 換 ） 自 体 は 、 オ イ ル カ ー ド 団 体 に お い て 、 1 9 5 7 年 に 汎 用 カ

ー ド を 排 除 し 、 各 社 の オ イ ル カ ー ド を 取 り 扱 う 協 定 を 結 ん で 、 銀 行 を 排 除 し て

実 施 さ れ て い た 。 C f .  H O C K ,  s u p r a  n o t e  ( 1 6 ) ,  a t  2 7 .  ホ ッ ク （ 村 上 訳 ）・ 前 掲 注

( 1 6 ) 6 9 頁 参 照 。  
( 7 9 )  初 期 の 頃 は 、カ ー ド 売 上 票 は 、小 切 手 と 同 様 に「 p a i d」の 印 が 押 さ れ 、カ ー ド

所 有 者 宛 の 請 求 書 に 同 封 さ れ て 返 却 さ れ て お り 、「 支 払 指 図 書 」 の 役 割 を 持 っ て

い た と さ れ る 。 山 下 監 ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 5 7 頁 参 照 。  
( 8 0 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 3 ;  M A N D E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  6 1 .  前 田 真 一 郎

「 消 費 金 融 業 の イ ノ ベ ー シ ョ ン 」川 波 洋 一 ＝ 前 田 真 一 郎 編『 消 費 金 融 論 研 究 』（ク

レ ス 、2 0 11 年 ）1 7 5 - 1 7 6 頁 、前 田・前 掲 注 ( 1 3 ) 7 1 頁 、マ ン デ ル（ 根 本 ＝ 荒 川 訳 ）・

前 掲 注 ( 2 ) 1 2 1 頁 参 照 。  
( 8 1 )  前 田 ・ 前 掲 注 ( 8 0 ) 1 7 6 頁 参 照 。  
( 8 2 )  イ ン プ リ ン タ ー で カ ー ド 番 号 を 正 確 に 記 録 し 、ミ ス を な く す こ と が 必 要 で あ り 、

そ の た め に は 、 紙 の カ ー ド や ラ ミ ネ ー ト 製 で は 対 応 で き ず 、 エ ン ボ ス さ れ た 現

在 の よ う な プ ラ ス チ ッ ク カ ー ド に 統 一 さ れ た 。 な お 、 バ ン カ ア メ リ カ ー ド は 、

1 9 5 9 年 の 発 行 当 初 か ら プ ラ ス チ ッ ク 製 で あ っ た 。 ま た 、 ア メ リ カ で 、 銀 行 の キ

ャ ッ シ ュ カ ー ド な ど が 統 一 化 さ れ た の は 、 C D な ど を 利 用 す る よ う に な っ て 、 磁

気 カ ー ド を 使 用 す る と き に 、 そ れ ま で 普 及 し て い た ク レ ジ ッ ト カ ー ド の サ イ ズ

に 統 一 さ れ た 。 櫻 井 澄 夫 「（ 叢 談 カ ー ド の 歴 史 ・ 第 3 2 回 ） プ ラ ス チ ッ ク カ ー ド

『 日 本 発 祥 伝 説 』 の 謎 （ 中 ）」 消 費 者 信 用 2 5 巻 3 号 （ 2 0 0 7 年 ） 8 4 頁 。 櫻 井 澄 夫

「（ 叢 談 カ ー ド の 歴 史 ・ 第 5 7 回 ）『 ク レ ジ ッ ト カ ー ド サ イ ズ 』 考 ― ― カ ー ド の 大

き さ が 社 会 に あ ふ れ る ま で 」 消 費 者 信 用 2 7 巻 6 号 （ 2 0 0 9 年 ） 6 5 - 6 6 頁 参 照 。  
( 8 3 )  詳 し く は 次 節 で 述 べ る が 、当 初 の 割 賦 販 売 が 手 形 や 小 切 手 を 活 用 し た 制 度 と し

て 行 わ れ て い る こ と が 影 響 し て い る と 考 え ら れ る 。  
( 8 4 )  伊 藤 正 巳 ＝ 木 下 毅 『 ア メ リ カ 法 入 門 （ 第 5 版 ）』（ 日 本 評 論 社 、 2 0 1 2 年 ） 3 6 頁

参 照 。  
( 8 5 )  伊 藤 ＝ 木 下 ・ 前 掲 注 ( 8 4 ) 3 8 - 3 9 頁 参 照 。  
( 8 6 )  ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 第 1 条 8 節 第 1 項 第 1 8 項 に 規 定 さ れ て い る 。田 中 英 夫『 英

米 法 総 論 （ 下 ）』（ 東 大 出 版 会 、 2 0 0 7 年 ） 5 8 9 - 5 9 5 頁 。 丸 山 英 二 『 入 門 ア メ リ カ

法（ 第 2 版 ）』（弘 文 堂 、2 0 0 9 年 ）11 頁 、4 2 - 4 4 頁 、伊 藤 ＝ 木 下・前 掲 注 ( 8 4 ) 1 8 7 - 1 8 8
頁 参 照 。  

( 8 7 )  望 月 ・前 掲 注 ( 5 5 ) 2 7 0 頁 、伊 藤 ＝ 木 下・ 前 掲 注 ( 8 4 ) 1 8 6 頁 、丸 山・ 前 掲 注 ( 8 6 ) 5 1
頁 、 田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 8 6 ) 5 9 3 - 5 9 4 頁 参 照 。  

( 8 8 )  各 州 の 消 費 者 信 用 法 と し て 、 当 時 に お い て は 、 利 息 制 限 法 ( U s u r y  L a w s )、 少

額 貸 付 法 ( S m a l l  L o a n s  A c t )、 賦 払 貸 付 法 ( I n s t a l l m e n t  L o a n  L a w s )、 小 売 割 賦 販
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売 法 ( R e t a i l  I n s t a l l m e n t  S a l e s  A c t s )な ど の 制 定 法 が あ っ た 。 竹 内 ・ 前 掲 注 ( 2 4 )  
1 0 6 頁 、 2 7 0 頁 、 田 中 英 夫 『 英 米 法 辞 典 』（ 東 大 出 版 会 、 2 0 1 0 年 ） 1 9 0 頁 参 照 。

ま た 、 カ リ フ ォ ル ニ ア な ど 州 の 民 事 法 で 消 費 者 信 用 に 関 す る 開 示 や 消 費 者 保 護

規 定 を 置 く も の も あ り 、 別 途 公 正 債 務 取 立 法 ( F a i r  D e b t  C o l l e c t i o n  A c t )な ど も

州 法 と し て 制 定 さ れ て い た 。  
( 8 9 )  C f .  J o s e p h  P .  J O R D A N  &  J a m e s  H .  Y A G L A ,  C o m m e n t s ,  R e t a i l  I n s t a l l m e n t  

S a l e s :  H i s t o r y  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  R e g u l a t i o n ,  4 5  M a r q .  L .  R e v .  ( 1 9 6 2 ) 5 5 5 ,  
( h t t p : / / s c h o l a r s h i p . l a w . m a r q u e t t e . e d u / c g i / v i e w c o n t e n t . c g i ? a r t i c l e = 2 7 6 2 & c o n t
e x t = m u l r〔 終 閲 覧 ： 2 0 1 4 年 9 月 1 9 日 〕 ) .   

( 9 0 )  矢 島 保 男『 日 経 産 業 シ リ ー ズ  ク レ ジ ッ ト 』（日 本 経 済 新 聞 社 、1 9 8 6 年 ）5 6 - 5 7
頁 参 照 。  

( 9 1 )  C f .  L .  H a y d e n  T H O M P S O N  J R . ,  C o m m e n t ,  T h e  A p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  L a w  o f  
L e t t e r s  o f  C r e d i t  t o  M o d e r n  B a n k  C a r d  S y s t e m s ,  1 8  U .  K a n .  L .  R e v .  , 1 9 7 0 ,  
8 7 1 - 8 9 0 .  人 見 ・ 前 掲 注 ( 3 ) 6 0 頁 参 照 。 カ ー ド 取 引 の 適 用 法 規 と し て 統 一 商 事 法

典 ( U . C . C . )第 5 編 の 信 用 状 の 規 定 を 適 用 す る と の 意 見 も 見 ら れ た 。 沢 野 直 樹「 ク

レ ジ ッ ト ・ カ ー ド と ア メ リ カ 法 の 展 開（ 上 ）」金 法 3 1 巻 2 号（ 1 9 8 3 年 ）4 5 頁 。  
( 9 2 )  信 用 状 と し て 特 定 の 形 式 が 定 め ら れ て い な い ( U . C . C . 5 - 1 0 4 ) ほ か 、「 信 用 状

( l e t t e r  o f  c r e d i t )」 の 定 義 ( U . C . C . 5 - 1 0 2 ( a ) ( 1 0 ) )が 「 申 請 人 の 請 求 に よ り 、 も し

く は 申 請 人 の 勘 定 で 、 受 益 者 に 対 し て 、 又 は 金 融 機 関 の 場 合 は 自 己 に 対 し て か

も し く は 自 分 自 身 の 口 座 の た め に 、 価 額 の あ る 債 務 品 目 を 支 払 う ま た は 引 き 渡

す こ と に よ っ て 、 証 書 の 提 示 に 対 し 、 発 行 人 が 受 益 者 に 支 払 い を す る と い う 、

5 - 1 0 4 条 の 要 件 を 満 た す 明 確 な 約 束 を 意 味 す る 」た め 。田 島 裕 訳『 U C C  2 0 0 1― ―

ア メ リ カ 統 一 商 事 法 典 の 全 訳 』（ 商 事 法 務 、 2 0 0 2 年 ） 2 7 6 頁 参 照 。  
な お 、 ク レ ジ ッ ト ・ コ イ ン に 関 す る も の で あ る が 、 判 例 と し て L i t  B r o s .  v.  

H a i n e s ,  9 8  N . J . L .  6 5 8 , 1 2 1  A t l .  1 3 1 ( 1 9 2 3 ) ;  Wa n a m a k e r  v.  M e g a r y,  2 4  P a .  D i s t .  
7 7 8  ( P h i l a .  M u n i c  C t .  1 9 1 5 )が あ る 。 こ の ケ ー ス で は 、 ク レ ジ ッ ト ・ コ イ ン は 、

小 切 手 、 為 替 手 形 な ど 証 券 の 所 持 人 に 対 し て 支 払 わ れ る 流 通 証 券 ( N e g o t i a b l e  
I n s t r u m e n t )と 同 様 な も の と 認 定 さ れ て い る 。  C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  
n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 0  n o t e  7 ;  J o h n  R .  M A R T Z E L L ,  C r e d i t  - C r e d i t  C a r d -  C i v i l  a n d  
C r i m i n a l  L i a b i l i t y  f o r  U n a u t h o r i z e d  o r  F r a u d u l e n t  U s e ,  3 5  N o t r e  D a m e  L .  
R e v.  , 1 9 6 0 ,  2 3 0 .一 方 、 ク レ ジ ッ ト ・ コ イ ン な い し 、 チ ャ ー ジ ・ プ レ ー ト に 関 す

る 判 例 に お い て 、 流 通 証 券 の 性 質 を 否 認 し た 判 例 と し て G u l f  R e f i n i n g  C o .  v.  
P l o t n i c k ,  2 4  P a ,  D .  &  C .  1 4 7  ( 1 9 3 4 )が あ る 。 C f .  K E R R ,  s u p r a  n o t e  ( 2 0 ) ,  n o t e  4 .  
尾 島 ・ 前 掲 注 ( 8 ) 1 6 7 - 1 6 9 頁 、 人 見 ・ 前 掲 注 ( 3 ) 5 6 頁 参 照 。  

( 9 3 )  C f .  J O R D A N  &  Y A G L A ,  s u p r a  n o t e  ( 8 9 ) ,  a t  5 5 5 .  1 9 3 5 年 に イ ン デ ィ ア ナ 州 で 割

賦 販 売 金 融 全 般 を 規 定 す る 割 賦 販 売 法 が 、 ウ ィ ス コ ン シ ン 州 で は 自 動 車 の 割 賦

販 売 金 融 に つ い て の 規 制 法 が 制 定 さ れ て い る 。 加 藤 良 三 『 消 費 者 信 用 法 の 研 究

― ― 消 費 者 保 護 の 法 理 論 』（ 千 倉 書 房 、 1 9 9 3 年 ）  2 0 8 頁 注 ( 1 )参 照 。 な お 、 割 賦

販 売 法 の 制 定 の 原 因 の 一 つ と し て 、 購 入 に 慣 れ て い な い 人 か ら 、 少 し の 賦 払 金

の 遅 延 を 理 由 に 財 貨 を 引 き 上 げ て し ま う 悪 質 な 業 者 の 存 在 や 割 賦 購 入 を よ そ っ

た 詐 欺 の 横 行 が あ り 、 割 賦 信 用 の 作 用 を 規 制 す る 目 的 で 作 ら れ た と さ れ て い る 。

オ リ バ ー （ 小 峯 訳 ） ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 1 2 1 頁 参 照 。  
( 9 4 )  C f .   J O R D A N  &  Y A G L A ,  s u p r a  n o t e  ( 8 9 ) ,  a t  5 6 6 . 1 9 5 9 年 当 時 は 、 3 1 州 が 小 売

割 賦 販 売 法 を 制 定 し て い た 。  

( 9 5 )  1 9 6 3 年 ま で に 自 動 車 の 割 賦 販 売 金 融 に つ い て の み の 割 賦 販 売 法 が 制 定 さ れ て

い る 州 が 1 3 州 、 自 動 車 以 外 の 全 て の 割 賦 販 売 を 規 制 す る 州 が 2 州 、 自 動 車 お よ

び す べ て の 商 品 の 割 賦 販 売 を 規 制 す る 州 が 1 5 州 あ る と 紹 介 さ れ て い る 。 加 藤 良

三 ・ 前 掲 注 ( 9 3 ) 2 1 4 頁 注 ( 4 3 )参 照 。  
( 9 6 )  C f .   J O R D A N  &  Y A G L A ,  s u p r a  n o t e  ( 8 9 ) ,  a t  5 5 9 .  川 波 洋 一 「 消 費 金 融 業 の 生

成 と 展 開 」 川 波 ＝ 前 田 ・ 前 掲 注 ( 8 0 ) 3 5 頁 参 照 。  
( 9 7 )  e . g . ,  H o g g  v.  R u f f n e r,  6 6  U . S .  11 5 , 1 7  L .  E d .  3 8 ( 1 8 6 1 ) .  C f .  J O R D A N  &  Y A G L A  ,  

s u p r a  n o t e  ( 8 9 ) ,  a t  5 6 0 ;  C O L E ,  s u p r a  n o t e  ( 5 ) ,  a t  6 1 .  加 藤 良 三 ・ 前 掲 注

( 9 3 ) 1 9 1 頁 、 桶 舎 典 哲「 ア メ リ カ 合 衆 国 に お け る 消 費 者 信 用 取 引 に 対 す る 金 利 規

制 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 3 1 号 ( 2 0 0 3 年 ) 1 3 8 頁 、 矢 島 監 訳 ＝ 研 究 所 訳 ・ 前 掲 注 ( 5 ) 1 7 9
頁 参 照 。  

( 9 8 )  C f .  WA R R E N ,  s u p r a  n o t e  ( 5 4 ) ,  a t  8 4 1 .  桶 舎 ・ 前 掲 注 ( 9 7 ) 1 3 7 - 1 3 8 頁 参 照 。  
ま た 、 オ リ バ ー （ 小 峯 訳 ） ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 1 2 1 頁 に は 利 子 率 の 上 限 を 設 定 す る 高

利 規 制 法 ( U s u r y  L a w )が い く つ か の 州 で 制 定 さ れ た が 、 割 賦 販 売 に は 適 用 さ れ

て い な か っ た と の 記 述 あ る 。 し か し 、 J O R D A N  &  Y A G L A ,  s u p r a  n o t e  ( 8 9 ) ,  a t  
5 6 1 - 5 6 2 .に よ れ ば 、 少 数 判 決 で は あ る が 、 後 述 す る よ う に 高 利 規 制 法 の 適 用 を

認 め る も の も 見 ら れ た 。  
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( 9 9 )  e . g . ,  A s s o c i a t e s  I n v.  C o .  v.  T h o m a s ,  2 1 0  S .  W.  2 d  4 1 3 ,  Te x .  C i r.  A p p . [ 1 9 4 8 ] ;  

A s s o c i a t e s  I n v.  C o .  v.  L i n g t o n ,  2 0 9  S .  W.  2 d  2 1 8 ,  Te x .  C i v.  A i v.  A p p [ 1 9 4 8 ] ;  
A s s o c i a t e s  I n v.  C o .  v.  H i l l ,  2 2 1  S .  W.  2 d  3 6 5 ,  Te x .  C i v. [ 1 9 4 9 ] ;  A s s o c i a t e s  I n v.  
C o .  v.  B a k e r  2 2 1  S .  W.  2 d  3 6 3 ,  Te x .  C i v.  A p p . [ 1 9 4 8 ] ;  G .  F.  C .  C o r p .  v.  Wi l l i a m s ,  
2 3 1  S .  W.  2 d  , 5 6 5  Te x .  C i v. [ 1 9 5 0 ] ;  G i f f o r d  v.  S t a t e  2 2 9  S . W. 2 d  9 4 9 ,  Te x .  C i r.  
A p p [ 1 9 5 0 ] .   

( 1 0 0 )  e . g . ,  H a r e  v.  G e n e r a l  C o n t r a c t  P u r c h a s e  C o r p ,  A r k .  6 0 1 ,  2 4 9  S . W.  2 d   9 7 3  
[ 1 9 5 2 ] .こ の 判 例 で は 、 時 間 的 対 価 の 法 理 ( T i m e - P r i c e  D o c t r i n e )が 否 認 さ れ 、 利

息 制 限 法 が 適 用 さ れ る こ と の 警 告 が な さ れ た 。 実 際 に 利 息 制 限 法 が 適 用 さ れ た

判 例 と し て 、 S l o a n  v.  S e a r s  R o e b u c k  &  C o . ,  2 2 8  A r k . 4 6 4 ,  3 0 8  S .  W.  2 d  8 0 2  
( 1 9 5 7 ) ;  L l o y e d  v.  G u t g s e l l ,  1 2 4  N .  W.  2 d  1 9 8 ( 1 9 6 3 ) .  

( 1 0 1 )  e . g . ,  S t a t e  v.  J .  C .  P e n n y  C o . ,  4 8  Wi s .  2 d  1 2 5 ,  1 7 9  N . W. 2 d  6 4 1 ,  4 1  A . L . R . 3 d  
6 6 0 [ 1 9 7 0 ] .  

( 1 0 2 )  C f .  C O L E ,  s u p r a  n o t e  ( 5 ) ,  a t  6 1 .  矢 島 監 訳 ＝ 研 究 所 訳 ・ 前 掲 注 ( 5 ) 1 7 9 - 1 8 0 頁

参 照 。  
( 1 0 3 )  伊 藤 ＝ 木 下 ・ 前 掲 注 ( 8 4 ) 1 8 6 - 1 8 7 頁 参 照 。 州 際 通 商 の 一 環 と し て 、「 取 引 行 為

が 2 以 上 の 州 に 跨 っ て 行 わ れ る 可 能 性 の あ る 商 品 に つ い て は 、 そ の 生 産 か ら 消

費 ま で の す べ て の 段 階 に つ い て 、 連 邦 議 会 が 立 法 で 規 律 す る こ と が で き る 」。 田

中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 8 6 )  5 9 2 頁 参 照 。  
( 1 0 4 )  1 9 4 0 年 に T h e  R u s s e l l  S a g e  F o u n d a t i o n が 統 一 小 額 貸 付 法 と し て 、「 割 賦 販

売 を 規 制 す る 統 一 法 の 予 備 草 案 」 ( P r e l i m i n a r y  D r a f t  o f  a  U n i f o r m  L a w  t o  
R e g u l a t e  I n s t a l l m e n t  S e l l i n g )を 提 案 し 、 1 9 4 8 年 に は 、 A C o m m i t t e e  o f  t h e  
N a t i o n a l  F o u n d a t i o n  o f  S m a l l  L o a n  S u p e r v i s i o n  が 自 動 車 に 関 す る 割 賦 販 売 法

( A n  I n s t a l l m e n t  S a l e s  A c t  R e l a t i n g  t o  M o t o r  Ve h i c l e s )を 提 案 し て 、 1 9 5 3 年 に

は 、 全 て の 割 賦 販 売 を 規 制 す る 同 様 の 提 案 を 行 う な ど モ デ ル 法 の 制 定 の 動 き が

あ っ た 実 際 の 立 法 に は つ な が ら な か っ た 。  C f .  J O R D A N  &  Y A G L A ,  s u p r a  n o t e  
( 8 9 ) ,  a t  5 6 6 - 5 6 7 .  

( 1 0 5 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 5 3 .  
( 1 0 6 )  今 ま で の 商 事 法 に 関 す る ば ら ば ら な 規 制 を 統 合 し 、 動 産 売 買 、 動 産 賃 貸 借 、

流 通 証 券 、 銀 行 の 預 金 ・ 取 立 て 、 資 金 移 動 、 信 用 状 、 倉 庫 証 券 ・ 倉 荷 証 券 な ど

の 権 限 証 券 、 投 資 証 券 、 動 産 担 保 権 な ど 商 事 取 引 に か か わ る す べ て の 側 面 に つ

い て の 統 一 州 法 と し て 策 定 さ れ た も の 。 丸 山 ・ 前 掲 注 ( 8 6 ) 6 4 頁 、 田 中 英 夫 ・ 前

掲 注 ( 8 6 ) 8 7 6 頁 、 樋 口 範 雄 『 ア メ リ カ 契 約 法 （ 第 2 版 ）』（ 弘 文 堂 、 2 0 0 8 年 ） 2 9
頁 な ど 参 照 。  

( 1 0 7 )  な お 、 同 法 典 は 、 そ の 後 、 1 9 5 2 年 、 1 9 5 8 年 、 1 9 6 2 年 、 1 9 6 6 年 に 改 正 さ れ

た 。 一 方 、 ル イ ジ ア ナ 州 に 関 し て は 、 同 法 典 の う ち 第 2 編 、 第 6 編 、 第 9 編 が

採 用 さ れ て い な い が 、 残 り の す べ て の 州 で は 、 全 規 定 採 用 さ れ て い る 。 田 中 英

夫 ・ 前 掲 注 ( 8 8 ) 8 7 6 頁 、 丸 山 ・ 前 掲 注 ( 8 6 ) 6 4 頁 、 桶 舎 ② ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 11 5 頁 お よ

び 1 2 4 頁 の 注 ( 5 )参 照 。  
( 1 0 8 )  購 入 し た 消 費 者 物 品 が 担 保 付 で あ っ て も そ の 旨 を 記 載 し た 貸 付 証 書 の 登 録 が

さ れ て い た 場 合 を 除 き 、 購 入 者 は 対 抗 で き る し 、 そ の 担 保 権 が P u r c h a s e  
S e c u r i t y  I n t e r e s t（ 売 買 代 金 担 保 権 ） で あ る と き は 、 担 保 権 者 の 占 有 取 得 も な

く 、 F i n a n c i n g  S t a t e m e n t（ 貸 付 証 書 ）の 登 録 も な さ れ て い な い と き で も 、 対 抗

力 を 有 す る と い う 例 外 が 認 め ら れ て ( U . C . C . [ 1 9 5 2 ]  § 9 . 3 0 2 , 9 . 3 0 7 )、 購 入 者 保 護

が 図 ら れ て い る 。 田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 8 6 ) 1 9 0 頁 参 照 。  
( 1 0 9 )  C f .  E i k e  Vo n  H I P P E L ,  Ve r b r a u c h e r s c h u t z ,  M o h r  S i e b e c k ,   1 9 8 0 ,  2 0 2 .… …

〔 邦 訳 〕 好 美 清 光 ＝ 円 谷 峻 訳 『 消 費 者 の 保 護 ――各 国 の 事 例 に み る 現 状 と 対 策 』

（ 東 洋 経 済 新 報 社 、 1 9 8 6 年 ）  1 9 0 頁 、 沢 野 ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 11 0 頁 な ど 参 照 。  
( 1 1 0 )  望 月 ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 2 9 7 頁 参 照 。 当 時 の 条 文 に よ る 。  
( 1 1 1 )  C f . N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  O F  C O M M I S S I O N E R S  O N  U N I F O R M  S T A T E  L A W S

 [ h e r e i n a f t e r  N C C U S L ] ,  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  C o m m i s s i o n e r s  o n  U n i f
o r m  S t a t e  L a w s ,  1 3 8 ,  A n n u a l  C o n f e r e n c e  M e e t i n g  i n  i t s  E i g h t y - T h i r d  Y
e a r  o n  M a u i ,  H a w a i i  A u g u s t  1 - 9 ,  1 9 7 4 , 1 9 7 4 , 7 .  わ が 国 に お い て も 、 消 費 者

手 形 が 用 い ら れ て い た こ と が あ り 、 自 動 車 の 割 賦 販 売 に お け る マ ル 専 手 形 が 有

名 で あ る 。 消 費 者 手 形 の 実 態 と 問 題 点 に つ い て は 、 清 水 巌「 消 費 者 手 形 」私 法 3
7 号 （ 1 9 7 5 年 ）  2 2 9 頁 以 下 参 照 。  

( 1 1 2 )  C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 7 5 - 4 7 6 . ; C O L E ,  s u p r a  n o t e  ( 5 ) ,  
a t  1 3 5 .花 渕 ( 1 )・ 前 掲 注 ( 5 5 )  11 9 - 1 2 0 頁 。 桶 舎 ① ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 1 2 1 頁 、 矢 島 監 訳

＝ 研 究 所 訳 ・ 前 掲 注 ( 5 ) 9 5 頁 参 照 。  
( 1 1 3 )  C f .  C O L E ,  s u p r a  n o t e  ( 5 ) ,  a t  1 3 5 .  矢 島 監 訳 ＝ 研 究 所 訳 ・ 前 掲 注 ( 5 ) 9 5 - 9 6 頁 参

照 。  
( 1 1 4 )  C f .  G r a n t  G I L M O R E ,  F o r m a l i s m  a n d  L a w  o f  N e g o t i a b l e  I n s t r u m e n t ,  1 3  
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G r e i g h t o n  L .  R e v. , 1 9 7 9 , 4 4 6 - 4 5 0 . ,  加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 8 3 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲

注 ( 1 7 ) 8 3 頁 、 堤 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 7 1 頁 、 沢 野 直 紀「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド と ア メ リ カ 法

の 展 開 ――ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド と 抗 弁 の 切 断 （ 上 ）」 消 費 者 信 用 1 巻 5 号 （ 1 9 8 3
年 ） 1 0 0 頁 、 沢 野 ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 11 0 頁 、 桶 舎 ① ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 1 5 0 頁 参 照 。  

( 1 1 5 )  C f .  H I P P E L ,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 9 ) ,  a t  2 0 2 .ヒ ッ ペ ル (好 美 =円 谷 訳 ） ・ 前 掲 注 ( 1 0 9 )  
1 9 0 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 1 1 5 頁 、 望 月 ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 2 9 7 頁 、 沢 野 ・ 前 掲 注

（ 9 1 )  1 0 1 頁 参 照 。  
( 1 1 6 )  花 渕 ( 1 )・前 掲 注 ( 5 5 ) 1 2 0 頁 、清 水 巌「 消 費 者 手 形 と 流 通 性 の 排 除 ( 1 ) ( 2 )彦 根 論

叢 1 6 0 号 ( 1 9 7 3 ) 1 3 6 頁 、 1 6 1 号 6 5 頁 、 佐 藤 一 雄 『 新 講 ・ 現 代 消 費 者 法 』 （ 商 事

法 務 、1 9 9 6 年 ）3 0 9 頁 、竹 内・前 掲 注 ( 2 4 ) 2 8 9 - 2 9 2 頁 、桶 舎 ②・前 掲 注 ( 5 5 ) 11 6 - 11 7
頁 参 照 。な お 、 終 的 に は 、 1 9 7 5 年 11 月 に 連 邦 取 引 委 員 会 は 、消 費 者 が ク レ ジ

ッ ト で 購 入 し 、 金 融 機 関 に 債 務 を 負 う 時 、 販 売 者 に 対 す る 消 費 者 の 権 利 を 目 的

と し た 取 引 規 制 通 則 を 採 用 し て 、 消 費 者 が 振 り 出 す 手 形 に つ い て 正 当 所 持 人 の

原 則 を 大 幅 に 制 限 し た 。 も っ と も 既 に 、 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 銀 行

に つ い て は 、貸 付 真 実 法 (公 正 信 用 請 求 法 )の 規 定 に よ り 規 制 も 行 わ れ て い た 。C f .  
A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 5 3 ;  C O L E ,  s u p r a  n o t e  ( 5 ) ,  a t  1 3 6 .、 矢 島 監 訳 ＝ 研 究

所 訳 ・ 前 掲 注 ( 5 ) 9 6 頁 参 照 。  
( 1 1 7 )  C f .  J o h n  A .  S PA N O G L E  e t  a l ,  C o n s u m e r  L a w ( A m e r i c a n  C a s e b o o k  S e r i e s )  

C a s e  a n d  M a t e r i a l s ,  We s t  P u b .  2 d  e d . ,  1 9 9 1 , 4 1 2 .  
( 1 1 8 )  加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 9 3 )  2 0 3 頁 参 照 。 採 用 し て い る 州 は 、 一 般 の 商 品 に つ い

て 、 カ リ フ ォ ル ニ ア 州 、 デ ラ ウ ェ ア 州 、 ニ ュ ー ヨ ー ク 州 で あ っ た 。  
( 1 1 9 )  C f .  J O R D A N  &  Y A G L A ,  s u p r a  n o t e  ( 8 9 ) ,  a t  5 6 8 ,  5 7 0 . 1 9 6 2 年 当 時 す で に 1 2 州

に お い て Wa i v e r  C l o s e の 無 効 を 規 定 し て い た 。 州 法 に お け る 規 定 は 、

C a l i f o r n i a 州 法 § 1 8 0 1 . 1 ,  C o n n e c t i c u t 州 法 § 4 8 - 9 8 ( k ) ,  F l o r i d a 州 法 § 5 2 0 . 4 0 ,  
H a w a i i 州 法 § 2 0 1 . 2 1 ,  I l l i n o i s 州 法 § 2 3 6 - 2 3 9 , 2 4 4 ,  I n d i a n a 州 法 § 5 8 - 9 2 8 ,  K a n s a s
州 法 § 1 6 - 3 0 7 ( n ) ,  § 1 6 - 5 1 3 ,  M a r y l a n d 州 法 § 8 3 - 1 4 8 ,  M o n t a n a 州 法 § 7 4 - 6 1 2 ,  N e w  
J e r s e y 州 法 S e c . 3 8 ,  N o r t h  D a k o t a 州 法 § 4 5 1 - 1 3 0 2 ( 1 5 )  § 5 1 - 1 3 0 2 ( 1 8 )  § 5 1 - 1 3 0 8 .  
O h a i o 州 法 § 1 3 1 7 . 1 0 .   

( 1 2 0 )  加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 9 3 ) 1 4 1 頁 参 照 。  
( 1 2 1 )  「 安 全 を 求 め る 権 利 」 、 「 情 報 を 得 る 権 利 」 、 「 選 ぶ 権 利 」 、 「 意 見 を 聞 い

て も ら う 権 利 」と い う 消 費 者 の 4 つ の 基 本 的 権 利 で あ る が 、 そ の 後 ジ ェ ラ ル ド ・

R・ フ ォ ー ド に よ っ て 1 9 7 5 年 に 「 消 費 者 教 育 を 受 け る 権 利 」 が 加 え ら れ て 5 つ

の 権 利 に な っ た 。 4 つ の 権 利 は 、 そ の 後 の 消 費 者 保 護 法 の 指 導 原 理 と し て 、 製

品 の 安 全 、 適 正 な 表 示 な ど の 法 律 が 整 備 さ れ る こ と に な り 、 C C PA や U 3 C も そ

の 流 れ で 制 定 で き た と さ れ る 。 田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 8 8 ) 1 9 1 頁 参 照 。  
( 1 2 2 )  1 9 6 0 年 に は 2 3 州 に 消 費 者 金 融 の た め の 賦 払 返 済 付 貸 付 に 対 す る 規 制 を 行 っ

て お り 、割 賦 販 売 法 を 有 す る 州 は 2 3 州 で あ っ た 。う ち 1 7 州 は 自 動 車 の 割 賦 販 売

に つ い て の 規 制 で あ り 、 そ の 他 の 商 品 に つ い て ま で 規 制 の 対 象 と し て い る の は 6
州 に 過 ぎ な か っ た 。C f .  A R I Z .  R E V.  S T A T.  A N N .  §  4 4 - 1 4 5  A ;  C C H ,  C o n s u m e r  C r e d i t  
G u i d e .  G e n .  L a w s  o f  M a s s .  C h .  2 2 5 ,  §  1 2  F ;  C C H ,  o p .  c i t e .  ;  WA R R E N ,  s u p r a  n o t e  
( 5 4 ) ,  a t  8 5 1 .加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 9 5 頁 、 9 8 頁 、 竹 内 ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 1 2 3 頁 参 照 。  

( 1 2 3 )  望 月 ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 2 8 6 - 2 8 7 頁 参 照 。  
( 1 2 4 )  沢 野 ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 111 頁 参 照 。  
( 1 2 5 )  C f .  H I P P E L ,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 9 ) ,  a t  2 0 2 ; N C C U S L .  s u p r a  n o t e  ( 1 1 1 ) ,  a t  8  ; A B A ,  

s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 5 3 .望 月 ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 2 9 8 頁 、 ヒ ッ ペ ル (好 美 =円 谷 訳 ） ・ 前

掲 注 ( 1 0 9 ) 1 9 0 - 1 9 1 頁 参 照 。  
( 1 2 6 )  1 9 7 5 年 末 に お い て 、 V I S A カ ー ド は 、 す で に 1 1 6 か 国 、 5 1 , 4 5 4 の 銀 行 営 業 所

で 4 3 2 5 万 人 に 発 行 さ れ 、 う ち 、 ア メ リ カ 国 内 で 1 7 , 9 3 5 の 銀 行 営 業 所 、 3 , 1 1 8
万 人 の カ ー ド 会 員 、 4 3 億 9 1 4 4 億 ド ル の 残 高 が あ り 、 四 当 事 者 型 の 国 際 カ ー ド

が か な り の 割 合 を 占 め て い た こ と が 判 る 。 消 費 経 済 課 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 2 7 5 頁 、 2 7 7
頁 。  

( 1 2 7 )  C f .  N o t e , P r e s e r v i n g  C o n s u m e r  D e f e n s e s  i n  C r e d i t  C a r d  Tr a n s a c t i o n s . 8 1  
Ya l e  L .  J .  , 1 9 7 1 , 2 9 0 . ,  沢 野 ・ 前 掲 注 ( 9 1 ) 4 8 頁 参 照 。  

( 1 2 8 )  こ れ は 、 後 述  1 9 6 8 年 貸 付 真 実 法 ( T I L A )  1 7 0 ( a ) ( b )と 、 ほ ぼ 同 様 の 規 定 で あ

る 。 こ の 州 法 は 、 5 0 ド ル 以 上 の 購 買 で あ っ て 、 カ リ フ ォ ル ニ ア 州 内 で な さ れ た

も の で あ る こ と 、 加 盟 店 に 対 し て 書 面 に よ る 要 求 を し 、 加 盟 店 か ら 合 理 的 な 履

行 を 得 る た め に 誠 実 な 試 み を し た こ と 、 カ ー ド 会 社 に 所 定 の 書 面 に よ る 通 知 を

し た こ と が 要 件 と な っ て お り 、 未 払 額 と 遅 延 料 及 び 金 融 料 の 額 を 超 え な い 範 囲

で 、 請 求 に 対 す る 抗 弁 又 は 相 殺 と し て の み 、 権 利 行 使 す る こ と が で き た 。 な お 、

カ ー ド 会 社 が 加 盟 店 の 故 意 に よ る 行 為 、 も し く は 反 復 的 な 違 法 行 為 を 知 っ て い

る か 、 知 る べ き 理 由 を 有 し て い た と き は 、 カ ー ド 保 有 者 の 権 利 行 使 は 、 こ の 規
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定 に 限 定 さ れ ず に 、 法 律 に 基 づ く 他 の 救 済 が 認 め ら れ て い た 。 現 在 の 条 文 で は 、

2 0 1 3 年 カ リ フ ォ ル ニ ア 民 事 法 典 ( C a l .  C i v.  C o d e  2 0 1 3  § 1 7 4 7 - 9 0。 な お 、 同 条 ( c )
項 に は 、 「 本 条 で は 、 当 座 貸 越 信 用 プ ラ ン に 関 連 し て 、 チ ェ ッ ク 保 証 カ ー ド や

デ ビ ッ ト カ ー ド の 使 用 、 ま た は 現 金 の 事 前 チ ェ ッ ク に 関 連 し て 使 用 さ れ る チ ェ

ッ ク ギ ャ ラ ン テ ィ ー カ ー ド に は 適 用 さ れ な い 」 と の 規 定 が あ る が 、 ほ ぼ 同 様 な

内 容 は R e g u l a t i o n  Z  § 2 2 6 - 1 2 ( c ) の 注 釈 2 4 に 認 め ら れ る 。 竹 内 ・ 前 掲 注

( 2 4 ) 2 9 7 - 2 9 9 頁 、 堤 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 7 5 - 7 6 頁 。 沢 野 ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 111 頁 参 照 。  
( 1 2 9 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 5 4 .   

具 体 例 の 一 つ と し て 、 1 9 6 1 年 1 月 1 日 施 行 の ニ ュ ー ヨ ー ク 州 一 般 ビ ジ ネ ス 法

5 1 2 条 に 定 め ら れ て い る 紛 失 ・ 盗 難 後 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 使 用 に つ い て 、 8 ポ イ

ン ト 以 上 の 文 字 で 印 刷 さ れ た 書 面 に 、カ ー ド 保 有 者 に 責 任 を 課 す 場 合 は 、カ ー ド

ホ ル ダ ー か ら の 書 面 に よ る 紛 失・盗 難 の 通 知 が 発 行 者 に 届 く 前 ま で 効 力 を 有 す る

書 か れ て い る 規 定 が 、カ ー ド ホ ル ダ ー に 過 失 が な い と き の 責 任 に つ い て も 適 用 さ

れ る か な ど 問 題 が あ っ た こ と が 判 例 で 指 摘 さ れ て い る 。ほ か に 、イ リ ノ イ 州 、ウ

ィ ス コ ン シ ン 州 に も 同 様 の 州 法 が あ る 。 尾 島 ・ 前 掲 注 ( 8 )  1 8 2 - 1 8 3 頁 、 望 月 ・ 前

掲 注 ( 5 5 )  2 7 0 - 2 7 1 頁 、 1 8 9 頁 参 照 。  
( 1 3 0 )  貸 付 真 実 法 を は じ め 、 公 正 包 装 表 示 法 ( F a i r  L a b e l i n g  P a c k a g i n g  A c t )、 可 燃

性 繊 維 法 ( F l a m m a b l e  F a b r i c s  A c t ) 、 毒 物 防 止 包 装 法 ( P o i s o n  P r e v e n t i o n  
P a c k a g i n g  A c t )、危 険 物 資 法 ( H a z a r d o u s  S u b s t a n c e s  A c t )が 、当 時 消 費 者 運 動 を

リ ー ド し て い た ネ ー ダ ー の 功 績 と 評 価 す る も の も あ る 。 リ チ ャ ー ド ． L . D .モ ー

ス 編 、 小 野 信 夸 訳 『 ア メ リ カ 消 費 者 運 動 の 5 0 年 ― ― コ ル ス ト ン ・ E． ウ ォ ー ン

博 士 の 講 義 』（ 批 評 社 、 1 9 9 6 年 ） 2 3 5 頁 参 照 。  
( 1 3 1 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  3 0 .   
( 1 3 2 )  C f .  C O L E ,  s u p r a  n o t e  ( 5 ) ,  a t  4 9 .  箕 輪 靖 博 「 貸 付 真 実 法 か ら み た ア メ リ カ 消

費 者 信 用 法 制 に つ い て ― ― わ が 国 消 費 者 信 用 法 制 の 在 り 方 を 考 え る 手 が か り と

し て 」ク レ ジ ッ ト 研 究 3 1 号（ 2 0 0 3 年 ） 2 5 頁 。竹 内 ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 2 8 - 2 9 頁 、矢 島

監 訳 ＝ 研 究 所 訳 ・ 前 掲 注 ( 5 )  1 6 2 頁 参 照 。  
( 1 3 3 )  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 5 6 .  な お 留 学 中 で あ っ た 田 島 は 、「 そ の 理 論 に 多 く

の 人 が 驚 い た 。 こ の 法 律 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 、 学 生 ロ ー ン 、 住 宅 ロ ー

ン の 導 入 の 基 礎 と な っ た 法 律 で あ り 、 し か も こ の 法 律 違 反 に 対 し て 罰 則 が 科 せ

ら れ る こ と に な っ て い た 。 実 施 日 に 多 数 の 訴 訟 が 提 起 さ れ た が 、 裁 判 所 は 、 い

ず れ も こ の 法 律 は 合 憲 で あ る と 判 決 し た 」 旨 紹 介 し て い る 。 田 島 裕 『 ア メ リ カ

契 約 法 』（信 山 社 、2 0 1 3 年 ）1 7 1 頁 。ま た 、T I L A と R e g u l a t i o n  Z に 対 し て 1 , 0 0 0
件 の 訴 訟 が 提 起 さ れ た 旨 の 記 載 が あ る 。 C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 5 6 .  

( 1 3 4 )  1 9 7 0 年 に 公 正 信 用 報 告 法 ( F a i r  C r e d i t  R e p o r t i n g  A c t :  F C R A )（ ＝ C C PA 第

6 編 ）が 制 定 さ れ 、 1 9 7 2 年 に 消 費 者 の 安 全 性 に 関 す る 法 律 ( C o n s u m e r  P r o d u c t  
S a f e t y  A c t )が 制 定 さ れ 、消 費 者 信 用 保 護 法 に 改 名 さ れ て い る 。そ の 後 、 1 9 7 4 年

に 公 正 信 用 請 求 法 ( F a i r  C r e d i t  B i l l i n g  A c t )（ ＝ C C PA 第 4 章 ）と こ れ に 基 づ く

R e g u l a t i o n  Z が 制 定 さ れ 、 請 求 法 1 9 7 6 年 に 公 平 信 用 機 会 法 ( E q u a l  C r e d i t  O p
p o r t u n i t y  A c t )（ ＝ C C PA 第 7 編 ）、  1 9 7 7 年 に 公 正 債 務 取 立 慣 行 法 ( F a i r  D e b t  
C o l l e c t i o n  A c t )（ ＝ C C PA 第 8 編 ）、  1 9 7 8 年 に 電 子 的 資 金 移 転 法 ( E l e c t r o n i c  F
u n d  Tr a n s f e r  A c t )（ ＝ C C PA 第 9 編 ）、 消 費 者 リ ー ス 法 ( C o n s u m e r  L e a s i n g  A c
t  1 9 7 6 )（ ＝ C C PA 第 1 編 第 5 章 ） が 組 入 れ ら れ て い っ た 。 C f .  F D I C  c o m p l i a n c
e  m a n u a l  -  M a r c h  2 0 1 4 , p .ⅴ - 1 . 1 .（ h t t p s : / /  w w w. f d i c . g o v / r e g u l a t i o n s / c o m p l i
a n c e / m a n u a l / p d f / V- 1 . 1 . p d f〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 )年 11 月 3 日 〕）。  

近 で は 、貸 付 真 実 集 団 訴 訟 救 済 法 ( Tr u t h - i n -  l e n d i n g  C l a s s  A c t i o n  R e l i e f  
A c t  1 9 9 5 )と ク レ ジ ッ ト カ ー ド 法 ( C r e d i t  C a r d  A c c o u n t a b i l i t y  R e s p o n s i b i l i t y  
a n d  D i s c l o s e r  A c t  o f  2 0 0 9 :  C r e d i t  C a r d  A c t  2 0 0 9 ,  1 5  U . S . C . 1 6 9 3 )に よ る 修

正 が さ れ て い る 。 C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  3 1 ,  2 4 8 - 2 4 9 .  田 島 ・ 前 掲 注 ( 1 3
3 ) 1 7 1 - 1 7 2 頁 参 照 。  

( 1 3 5 )  R e g u l a t i o n  Z は 、 そ の 後 も 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 に よ り 順 次 改 訂 さ れ て い る 。

本 稿 の 目 的 と の 関 係 で は 、 1 9 8 2 年 の 貸 付 真 実 簡 素 化 改 正 法 に よ り 、 誠 実 を 持 っ

て 行 っ た 計 算 、 記 帳 に つ い て の 誤 り 、 及 び 印 刷 に つ い て の 誤 り を 含 む 「 善 意 の

( b o n a  f i d e )」 誤 り の 抗 弁 が 設 け ら れ て い る 点 が 特 筆 さ れ る 。 ま た 、 誤 請 求 に 関

し て 訂 正 ル ー ル に 従 わ な い 場 合 は 、 現 実 の 損 害 額 に 金 融 料 の 2 倍 を 合 わ せ た 額

を 請 求 で き る こ と や 勝 訴 し た 場 合 に 裁 判 費 用 や 弁 護 士 費 用 を 請 求 す る こ と が で

き る こ と な ど が 定 め ら れ て い る 。 ま た 、 誤 請 求 等 に よ る 損 害 に 対 す る ク ラ ス ア

ク シ ョ ン に 関 す る 規 定 が 定 め ら れ て い る 。 C f . A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 5 6 :  F D I C ,  
s u p r a   n o t e  ( 1 3 4 ) ,  a t  v. 1 - 2 8 .  

( 1 3 6 )  1 9 6 9 年 に 公 表 さ れ た が 、 表 記 は 1 9 6 8 年 と な っ て い る 。 当 初 6 州 が 採 用 し た

が 、 現 在 で は 、 C o l o r a d o ,  I d a h o ,  I n d i a n a ,  I o w a ,  K a n s a s ,  M a i n e ,  O k l a h o m a ,



293 

                                                                                                                                        
 S o u t h  C a r o l i n a ,  U t a h ,  Wi s c o n s i n ,  Wy o m i n g の 1 2 州 が 採 用 し て い る ( h t t p : / /
 u n i f o r m l a w s . o r g / L e g i s l a t i v e F a c t S h e e t . a s p x ? t i t l e = C o n s u m e r  C r e d i t  C o d e
〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 )年 3 月 2 1 日 〕 )。  な お 、 望 月 ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 2 7 2 頁 、

佐 藤 一 雄・ 前 掲 注 ( 11 6 ) 3 0 3 頁 、日 本 割 賦 協 会『 日 本 の 消 費 者 信 用 統 計‘ 8 3 年 版 』

（ 割 賦 協 会 、 1 9 8 3） 4 9 4 頁 に よ れ ば 、 1 9 8 5 年 当 時 、 U 3 C の 採 用 は 7 州 に と ど ま

り 、 改 正 時 点 で 9 州 、 独 自 の 包 括 的 な 法 を 制 定 し た 州 が L u i s i a n a ,  A l a b a m a ,  
We s t  Vi r g i n i a な ど で あ っ た 。佐 藤 一 雄 ・ 前 掲 注 ( 11 6 ) 3 0 3 頁 、桶 舎 ② ・ 前 掲 注 ( 5
5 ) 11 4 頁 参 照 。  

( 1 3 7 )  C f .  N C C U S L .  s u p r a  n o t e  ( 1 1 1 ) ,  a t  5 - 6 .  そ れ ま で は 、 売 主 に よ る 信 用 供 与 は 、

金 銭 の 貸 付 で も 、 債 務 の 支 払 い 猶 予 で も な い と す る 「 時 間 的 対 価 の 法 理

( T i m e - P r i c e  D o c t r i n e )」 の 適 用 が あ り 、 利 息 制 限 法 の 適 用 は な い イ ギ リ ス の 判

例 法 理 を 受 け て 判 例 は 、 時 価 理 論 の も と で 、 二 当 事 者 間 の 信 用 売 買 に つ い て 、

売 買 で あ る と い う 理 由 で 利 息 制 限 法 の 適 用 除 外 を 認 め て い た が 、 金 融 会 社

（ F i n a n c e  C o m p a n y） に よ る 借 主 へ の 直 接 貸 付 に ま で 適 用 さ れ な い と 解 釈 が 拡

大 さ れ て い た 。 個 別 に は こ れ を 否 定 す る 判 決 も 見 ら れ た が 、 少 数 判 決 で あ り 、

1 9 5 7 年 か ら 1 9 6 0 年 に か け て 、 割 賦 貸 付 法 ( I n s t a l l m e n t  L o a n  A c t )が 各 州 で

次 々 に 制 定 さ れ る な ど し て 、 対 応 が な さ れ て い た 。 し か し 、 適 用 分 野 が 自 動 車

販 売 に 偏 っ て い た り 、 信 用 料 ( C r e d i t  C h a r g e ) 、 貸 付 額 、 期 間 な ど の 定 義 が 相

違 し て い た り す る な ど の 問 題 点 も あ り 、 統 一 的 な 立 法 が 望 ま れ て い た 。 加 藤 良

三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 9 3 - 9 5 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 9 3 - 9 5 頁 。 桶 舎 ② ・ 前 掲 注

( 5 5 ) 11 5 - 11 6 頁 。 な お 、 州 法 の 利 息 制 限 法 が 信 用 販 売 に も 適 用 さ れ る 旨 を 初

に 明 確 に 判 示 し た の は 、 1 9 5 7 年 の ア ー カ ン サ ス 州 の S l o a n  v.  S e a r s  R o e b u c k  &  
C o . ,  3 0 8  S .  W.  2 d .  8 0 2 事 件 で あ る 。 な お 、 そ も そ も は 、 1 9 4 0 年 代 の 末 ご ろ 、

当 時 検 討 中 で あ っ た 統 一 商 事 法 典 ( U . C . C . )の 中 に 消 費 者 物 品 上 の 担 保 権 設 定 に

つ い て 、 開 示 規 定 を 設 け よ う と い う こ と で 、 検 討 が は じ ま っ た と の こ と で あ る 。

竹 内 ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 7 8 頁 参 照 。  
( 1 3 8 )  先 に 挙 げ た よ う に 、 割 賦 販 売 に 対 し て 利 息 制 限 法 の 適 用 が 認 め ら れ て い な か

っ た こ と の ほ か 、 例 え ば カ リ フ ォ ル ニ ア 州 は 、 商 業 信 用 状 説 や 受 取 勘 定 買 取 説 、

債 権 譲 渡 説 に 対 処 し て 、 商 人 か ら a c c o u n t の 譲 受 人 は 、 郡 の 記 録 書 に 登 録 す る

こ と を 、 譲 渡 の 第 三 者 対 抗 要 件 と し て 定 め て お り 、 通 常 こ の よ う な 登 録 を 行 わ

な い 売 主 で あ る 商 人 に 抗 弁 を 有 す る 消 費 者 を 信 用 供 与 機 関 か ら 保 護 す る 独 自 の

施 策 を と っ て い た 。 た だ し 、 為 替 手 形 な ど 流 通 証 券 の 形 を と っ て こ の 州 法 を 潜

脱 し て い た 。 人 見 ・ 前 掲 注 ( 3 ) 6 1 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 9 5 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前

掲 注 ( 1 7 ) 9 5 頁 参 照 。  
( 1 3 9 )  あ ら ゆ る 法 域 か ら 選 出 さ れ た 委 員 （ 弁 護 士 、 裁 判 官 、 州 議 会 議 員 ・ 職 員 、 法

学 者 な ど 総 勢 3 0 0 名 余 り 。 す べ て 法 曹 関 係 者 ） に よ っ て 構 成 さ れ て い る 。 基 礎

的 調 査 は 、 ア メ リ カ 法 曹 協 会 の ベ テ ラ ン 弁 護 士 が 行 っ た 。 丸 山 ・ 前 掲 注 ( 8 6 ) 6 3
頁 、 竹 内 ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 7 8 頁 参 照 。  

( 1 4 0 )  ア メ リ カ 憲 法 で は 、 連 邦 法 が 州 法 に 優 先 す る が 、 消 費 者 信 用 保 護 法 に お い て

は 、 州 法 と の 関 係 が 整 理 さ れ て お り 、 州 法 に 同 法 及 び 連 邦 規 則 と 実 質 的 に 同 様

な 要 件 で 、 同 法 の 強 制 に つ き 適 切 な 規 定 が あ る と 連 邦 準 備 理 事 会 が 認 め れ ば 、

連 邦 法 で は な く 、 州 法 が 適 用 さ れ る と し て い る 。 そ こ で 、 消 費 者 信 用 に 関 す る

表 示 に つ い て 、 州 法 で も 実 質 的 に 連 邦 法 と 同 様 な 規 制 を し よ う と す る 動 き が 出

て き て 、 同 法 と 同 様 な 規 定 を U 3 C に 設 け る 必 要 が あ る と し て 1 9 6 9 年 の 終 案

公 表 ま で に 調 整 さ れ て い る 。 竹 内 ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 1 0 7 頁 。 そ の 後 の 貸 付 真 実 法 の

1 9 7 4 年 の 改 正 に 合 わ せ 、 同 年 に も 改 正 が 行 わ れ て い る 。 田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 8 8 )   
8 7 7 頁 、 桶 舎 ② ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 11 4 頁 、 竹 内 ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 7 8 頁 。  

( 1 4 1 )  田 中 英 夫 ・ 前 掲 注 ( 8 8 )   8 7 頁 、 佐 藤 ・ 前 掲 注 ( 11 6 ) 3 0 3 頁 、 桶 舎 ② ・ 前 掲 注

( 5 5 ) 11 5 頁 な ど 参 照 。  
( 1 4 2 )  以 前 に は 、 高 利 貸 か ら の 救 済 の た め 、 大 衆 が 真 に 必 要 と す る 金 を 適 正 な 利 息

で 借 り ら れ る よ う に す る 目 的 で 、 統 一 小 口 貸 付 法 ( U n i f o r m  S m a l l  L o a n  L a w )が
制 定 さ れ て い る 。 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 9 2 - 9 3 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 9 2 - 9 3
頁 参 照 。  

( 1 4 3 )  貸 付 真 実 法 に お い て 、 公 正 信 用 請 求 法 と し て 引 用 し た T I L A 1 6 1 条 は 、 合 衆

国 法 典 で あ る 1 5  U . S . C  1 6 6 6 と 表 示 さ れ 、 T I L A 1 7 0 条 も 1 5  U . S . C  1 6 6 6  i と 表

示 さ れ る が 、 本 稿 で は 、 合 衆 国 法 典 と し て の 表 示 は 判 例 引 用 文 を 除 き 省 略 す る

こ と と し た い 。  
( 1 4 4 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 5 6 :  C O L E ,  s u p r a  n o t e  ( 5 ) ,  a t  11 4 . ,  矢 島 監 訳 ＝

研 究 所 訳 ・ 前 掲 注 ( 5 ) 5 2 頁 参 照 。  
( 1 4 5 )  貸 付 真 実 法 の 「 不 正 確 及 び 不 公 正 な ク レ ジ ッ ト の 支 払 請 求 、 ク レ ジ ッ ト カ ー
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ド 慣 行 か ら 消 費 者 を 保 護 す る 」 目 的 は 、 そ の 施 行 規 則 で あ る R e g u l a t i o n  Z に お

い て 、 よ り 明 確 で あ り 、 ① 消 費 者 に 、 一 定 の 信 用 取 引 の 取 消 し の 権 利 ( t h e  
R i g h t  t o  C a n c e l )を 与 え る こ と ② 一 定 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 慣 行 を 規 制 す る こ と ③

ク レ ジ ッ ト 支 払 請 求 の 紛 争 の 公 正 か つ 適 時 な 解 決 の た め の 手 段 を 提 供 す る も の

で あ る こ と が R e g u l a t i o n  Z  2 2 6 - 1  ( b )に 明 記 さ れ て い る 。  
( 1 4 6 )  1 9 6 8 年 貸 付 真 実 法 の 成 立 時 に は 、 第 1 編 消 費 者 信 用 コ ス ト の 開 示 の う ち 、 第

1 章 総 則 、 第 2 章 信 用 取 引 、 第 2 章 信 用 広 告 、 第 2 編 強 要 的 信 用 取 引 、 第 3 篇 差

押 え の 制 限 、 第 4 編 信 用 修 復 機 関 、 第 5 編 総 則 が 定 め ら れ て い た が 、 1 9 7 0 年 改

正 で 第 1 篇 第 2 章 1 3 2 条 - 1 3 3 条 及 び 第 6 編 の 消 費 者 信 用 報 告 が 追 加 さ れ た 。

1 9 7 4 年 改 正 で 第 1 編 第 1 章 1 0 3 条 、 1 2 7 条 が 改 正 さ れ 、 第 4 章 信 用 の 支 払 請 求

が 設 け ら れ 1 6 1 条 - 1 7 1 条 の 規 定 が 新 設 さ れ た 。 そ の 後 1 9 7 6 年 に な っ て 第 5 章

消 費 者 賃 貸 借 の 各 条 文 が 追 加 さ れ て い る 。 1 9 7 6 年 に 第 7 編 信 用 機 会 均 等 が 追 加

さ れ 、 1 9 7 7 年 に 第 8 編 債 務 取 立 慣 行 が 、 1 9 7 8 年 に 第 9 編 電 子 的 資 金 移 動 が 追 加

さ れ て い る 。 な お 、 1 9 8 0 年 の Tr u t h  i n  L e n d i n g  S i m p l i f i c a t i o n  a n d  R e f o r m  A c t
に よ り 、 一 部 緩 和 さ れ 、 終 的 に 2 0 0 8 年 の 改 正 を へ て 現 行 条 文 と な っ て い る 。  

( 1 4 7 )  1 9 7 4 年 に 制 定 さ れ た イ ギ リ ス の 統 一 的 な 消 費 者 信 用 保 護 法 で あ る 消 費 者 信 用

法 ( C o n s u m e r  C r e d i t  A c t  1 9 7 4 )の 検 討 が 開 始 さ れ た の は 、 1 9 6 8 年 9 月 2 5 日

に ク ロ ー ザ ー 卿 ( L o r d  C r o w t h e r ) を 委 員 長 と す る 委 員 会 ( C o m m i t t e e  o n  
C o n s u m e r  C r e d i t )が 設 置 さ れ て 以 降 で あ り 、 貸 付 真 実 法 に 関 す る 提 案 は 、 1 9 6 1
年 ポ ー ル ・ ダ グ ラ ス 上 院 議 員 か ら 連 邦 融 資 開 示 法 案 が 提 出 さ れ た の が 初 と さ

れ て い る の で （ 箕 輪 ・ 前 掲 注 ( 1 3 2 ) 2 5 頁 ） 、 法 案 の 着 手 時 期 は 、 T I L A の ほ う が

早 い 。 し か し 、 信 用 供 与 者 に 対 す る 買 主 の 請 求 権 を 認 め る 立 法 に つ い て は 、 成

立 し た C C A と ほ ぼ 同 じ 内 容 の 法 案 が 1 9 7 2 年 に は 国 会 提 出 が な さ れ 、 貸 付 真 実

法 の 改 正 に よ る 追 加 は 1 9 7 3 年 に 行 わ れ て お り 、 提 案 は イ ギ リ ス C C A、 成 立 ・

施 行 T I L A の ほ う が や や 早 い が 、 ほ ぼ 同 時 期 と み て よ い の で は な い か 。 竹 内 ・

前 掲 注 ( 2 4 ) 2 8 - 3 0 頁 参 照 。  
( 1 4 8 )  C f .  T I L A 1 0 3 条 ( f ) ( g ) , R e g u l a t i o n  Z  2 2 6 - 2  ( a ) ( 1 7 ) .  
( 1 4 9 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 5 6 :  C O L E ,  s u p r a  n o t e  ( 5 ) ,  a t  11 4 .  矢 島 監 訳 ＝

研 究 所 訳 ・ 前 掲 注 ( 5 ) 5 2 頁 参 照 。  
( 1 5 0 )  C f .  R e g u l a t i o n  Z  2 2 6 - 2  ( a ) ( 1 5 )。  
( 1 5 1 )  買 取 選 択 権 付 賃 貸 借 （ ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス ） は 、 T I L A に お い て は 、 第 1 編

第 5 章 に 消 費 者 リ ー ス と し て 、 規 制 の 対 象 と さ れ て い る 点 が C C A と 同 じ で あ る

が 、 チ ャ ー ジ カ ー ド は C C A で は 規 制 の 対 象 か ら 除 か れ て い る が 、 T I L A で は 、

取 引 条 件 の 開 示 義 務 に 加 え 、 誤 請 求 な ど の 民 事 ル ー ル に 一 部 適 用 が あ る 点 で 適

用 取 引 が 広 く な る 。   
( 1 5 2 )  《 p e r s o n》 の 意 義 に つ き 、 T I L A 1 0 3 条 ( e )。 《 o r g a n i z a t i o n》 の 意 義 に つ い

て は 、 T I L A 1 0 3 条 ( d )。   
( 1 5 3 )  C f .  T I L A 1 0 3 条 ( i ) .  
( 1 5 4 )  箕 輪 ・ 前 掲 注 ( 1 3 2 ) 3 4 頁 参 照 。 物 的 財 産 に 担 保 権 が 設 定 さ れ る 信 用 取 引 の 場

合 は 、 2 万 5 千 ド ル を 超 え る 取 引 に も 適 用 さ れ る が 、 そ れ は 消 費 者 が 住 宅 を 購 入

す る 際 に ロ ー ン を 利 用 す る の で 、 こ の ケ ー ス を 保 護 の 対 象 と す る た め で あ る 。

長 尾 治 助 「 諸 外 国 の 消 費 者 信 用 法 ( 2 )― ― イ ギ リ ス 」 加 藤 一 郎 ＝ 竹 内 昭 夫 編 『 消

費 者 法 講 座（ 第 5 巻 ・ 消 費 者 信 用 ）』2 8 7 - 2 8 8 頁（ 日 本 評 論 社 、 1 9 8 5 年 ）参 照 。  
( 1 5 5 )  C f .  T I L A 1 0 3 条 ( j ) , R e g u l a t i o n  Z  2 2 6 - 2 ( a ) ( 2 0 ) .こ れ に は 、 利 用 時 な ど に 、 随

時 信 用 情 報 が 照 会 さ れ る も の が 含 ま れ 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド な ど の 証 票 が 利 用 さ

れ る も の に 限 定 さ れ て い な い の で 、 住 宅 譲 渡 抵 当 方 式 で 継 続 的 に 資 金 が 貸 付 け

ら れ る い わ ゆ る ホ ー ム エ ク イ テ ィ ロ ー ン ( H o m e  E q u i t y  L o a n )、 リ バ ー ス モ ゲ ー

ジ ( R e v e r s e  M o r t g a g e )な ど 、 極 度 額 が 設 け て あ っ て 、 利 用 残 高 に 応 じ て 金 融 料

が 課 さ れ る 取 引 が 含 ま れ て い る 。  
( 1 5 6 )  チ ャ ー ジ カ ー ド ( C h a r g e  C a r d )に つ い て は 、 T I L A 1 2 7 ( c ) ( 4 ) ( E )が 、 「 金 融 料

の 付 加 な し に 、 随 時 信 用 を 得 る た め に 使 用 す る こ と が で き る カ ー ド 、 プ レ ー ト 、

そ の 他 単 数 の 信 用 証 票 を い う 」と 定 義 し て い る 。 な お 、 U 3 C  [ 1 9 7 4 ]  §  3 .  3 0 1 ( 1 7 )
で は 、 デ ビ ッ ト カ ー ド の ほ か 、 預 金 口 座 か ら の 電 子 的 な 資 金 移 動 な ど を 除 外 し

て い る 。  
( 1 5 7 )  T I L A 1 0 3 条 ( f ) .は 、 カ ー ド 発 行 銀 行 の み な ら ず 、 オ ー プ ン ・ エ ン ド 信 用 プ ラ

ン の 場 合 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 利 用 を 認 め 金 融 料 の 割 引 を 与 え る 人 も 債 権 者

に 当 た る と す る 。 金 融 料 の 割 引 を 与 え る 人 と は 、 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 で は 、

カ ー ド 発 行 銀 行 と 同 じ に な る が 、 多 数 当 事 者 型 で あ れ ば 、 ア ク ワ イ ア ラ や 決 済

代 行 会 社 が 該 当 す る の で は な い か と 思 わ れ る 。 カ ー ド 保 有 者 に 直 接 請 求 を 行 う

こ と が な い の で 、 T I L A の 規 定 が ど の よ う な 効 果 を 生 む の か 、 今 後 の 研 究 課 題 で
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あ る 。  

( 1 5 8 )  T I L A 1 0 3 条 ( f )に よ り 、 オ ー プ ン ・ エ ン ド 信 用 プ ラ ン を 採 用 し て い る 場 合 に

は 、 金 融 料 の 支 払 い を 予 定 し な い 、 ま た は 4 回 未 満 の 支 払 と な る 場 合 で も 、 取

引 条 件 の 開 示 に 関 す る 1 2 7 条 ( a ) ( 5 ) ,  1 2 7 条 ( a ) ( 6 ) ,  1 2 7 条 ( b ) ( 1 ) ,  1 2 7 条 ( b ) ( 2 ) ,  1 2 7
条 ( b ) ( 3 ) ,  1 2 7 条 ( b ) ( 8 ) ,  1 2 7 条 ( b ) ( 1 0 )の 規 定 が 適 用 さ れ る 。  

( 1 5 9 )  C f .  R e g u l a t i o n  Z  2 2 6 - 2 ( a )  9 ( 1 5 ) .  
( 1 6 0 )  C f .  F D I C ,  s u p r a   n o t e  ( 1 3 4 ) ,  a tⅴ - 1 . 5 .  
( 1 6 1 )  T I L A 1 0 6 ,  R e g u l a t i o n  Z  2 2 6 - 4 ( b ) .  

な お 、 善 意 、 か つ 合 理 的 で あ れ ば 、 公 証 人 費 用 、 信 用 レ ポ ー ト 費 用 、 財 産 調 査

等 の 費 用 は 金 融 費 用 か ら 除 か れ る 。 C f .  F D I C ,  s u p r a   n o t e  ( 1 3 4 ) ,  a t  v - 1 . 7 - 1 . 8 .  
し か し 、 開 示 の 対 象 に は な っ て い る 。 C f .  F D I C ,  s u p r a   n o t e  ( 1 3 4 ) ,  a t  
v - 1 . 6 5 - 1 . 6 7 .  

( 1 6 2 )  R e g u l a t i o n  Z  2 2 6 - 4 ( c ) .  C f .  F D I C ,  s u p r a   n o t e  ( 1 3 4 ) ,  a t  v. 1－ 8 .  
( 1 6 3 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 5 7 - 2 5 8 .  

な お 翻 訳 に つ い て は 、 箕 輪 靖 博 「 ア メ リ カ 連 邦 消 費 者 信 用 保 護 法 の 試 訳 」 ク レ

ジ ッ ト 研 究 3 1 号 （ 2 0 0 3 年 ） 2 2 9 頁 以 下 の 訳 文 を 参 考 に し た 。  
( 1 6 4 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 5 8 .  
( 1 6 5 )  消 費 者 保 護 局 の ホ ー ム ペ ー ジ で は 、 単 に 不 正 な 請 求 、 間 違 っ た 日 付 や 金 額 の

請 求 、 受 け 取 ら な か っ た り 、 配 送 さ れ な か っ た り し た 商 品 や サ ー ビ ス に 対 す る

チ ャ ー ジ 、 演 算 の 誤 り 、 返 品 の よ う な 支 払 や 他 の ク レ ジ ッ ト の 転 記 の 失 敗 、

新 住 所 へ の 請 求 書 の 送 付 の 失 敗 な ど 、 簡 潔 な 記 載 が み ら れ る ( h t t p : / / w w w.  c o n s
u m e r. f t c . g o v /  a r t i c l e s / 0 2 1 9 - f a i r - c r e d i t - b i l l i n g  # b i l l i n g〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 4 ( 2
0 1 2 )年 1 2 月 8 日 〕 )。  

( 1 6 6 )  C f .  T I L A 1 6 1 条 ( a ) ,  R e g u l a t i o n  Z  2 2 6 - 1 3 ( b ) .  
( 1 6 7 )  毎 月 定 期 的 に 送 ら れ る と す る と 2 月 以 内 と な る 。 な お 、 9 0 日 を 超 え る こ と は

で き な い と さ れ て い る 。 C f .  R e g u l a t i o n  Z  2 2 6 - 1 3 ( c ) ( 2 ) .  
( 1 6 8 )  C f .  T I L A 1 6 9 条 ( a ) ,  R e g u l a t i o n  Z  2 2 6 - 1 2 ( d ) ( 3 ) .  
( 1 6 9 )  C f .  R e g u l a t i o n  Z  2 2 6 - 1 3 ( e ) ( 1 ) .  な お 、 わ が 国 で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 利 用

者 が 預 金 口 座 振 替 制 度 を 利 用 し て ク レ ジ ッ ト カ ー ド 代 金 を 支 払 う こ と が 一 般 的

で あ る 。 こ の た め 、 カ ー ド 会 社 が 利 用 者 か ら 支 払 停 止 の 抗 弁 の 申 し 出 を 受 け た

と き に は 、 口 座 引 落 停 止 の 手 続 き を 取 る 必 要 が あ る 。 し か し 、 そ の 手 続 き や

終 期 限 に 関 す る 規 定 は 割 賦 販 売 法 等 に 設 け ら れ て い な い た め 、 口 座 振 替 日 直 前

の 申 し 出 で あ る 場 合 は 、 銀 行 へ の 引 落 停 止 依 頼 が 引 落 に 間 に 合 わ な い ケ ー ス が

存 在 し 、 さ ら な る ト ラ ブ ル の 原 因 と な り か ね な い 問 題 が あ る 。 預 金 銀 行 の 口 座

引 落 業 務 の 実 務 を 勘 案 し た う え 、 引 落 日 の 何 日 前 ま で は 確 実 に 停 止 す べ し と 規

定 す る こ と は 、 預 金 銀 行 と ク レ ジ ッ ト 会 社 の 過 大 な 負 担 を 避 け る 点 で も わ が 国

で も 検 討 さ れ て も よ い の で は な い か 。  
( 1 7 0 )  e . g . ,  C a r m a c k  v.  C h a s e  M a n h a t t a n  B a n k  ( U S A )  ,  5 2 1  F.  S u p p .  2 d  1 0 1 7  ( N . D .  

C A L  2 0 0 7 ) ;  M c G a r v e y  v.  C i t i b a n k  ( S . D . )  N . A . ,  N o .  9 5  C  1 2 3 ,  1 9 9 5  W L  4 0 4 8 6 6  
( N . D . I l l .  J u l y  5 ,  1 9 9 5 ) .  

( 1 7 1 )  社 会 公 共 政 策 的 見 地 か ら 無 効 と す る 典 型 的 な 判 例 と し て 、 F a i r f i e l d  C r e d i t  
C o r p o r a t i o n  v.  D o n n e l l y,  1 5 8  C o n n .  5 4 3  2 6 4  A .  2 d  5 4 7  [ 1 9 6 9 ]が あ る 。  
ま た 、 資 金 供 与 者 が 売 主 と 密 接 な 関 連 性 を 有 し て い る の で 、 善 意 な 正 当 な 所 有

者 に 対 し て あ ら ゆ る 請 求 権 を 失 わ す べ き と の 見 解（「 緊 密 関 係 理 論 」と 呼 ば れ る ）

の 典 型 的 判 例 と し て 、 U n i c o  v.  O w e n , 5 0  N . J .  1 0 1  2 3 2  A . 2 d  4 0 5  ( 1 9 6 7 )が あ る 。

C f .  S PA N O G L E  ,  s u p r a  n o t e  ( 11 7 ) ,  a t  4 1 2 .  
( 1 7 2 )  C f .  T I L A 1 7 0 条 ( b ) .  
( 1 7 3 )  沢 野 ・ 前 掲 注 ( 8 ) 1 0 3 頁 に よ れ ば 、 こ の 点 も 理 由 の 一 つ と さ れ て い る 。  
( 1 7 4 )  C f .  T I L A 1 7 0 条 ( a ) .  
( 1 7 5 )  C f .  F D I C ,  s u p r a   n o t e  ( 1 3 4 ) ,  a t  v - 1 . 1  -  1 . 2 .  
( 1 7 6 )  現 在 は 、 U n i f o r m  C o n s u m e r  C r e d i t  C o d e  [ 1 9 7 4 ]  § 1 . 3 0 1 ( 2 4 ) .に 規 定 さ れ て い

る 。  
( 1 7 7 )  C f .  N C C U S L ,  s u p r a  n o t e  ( 111 ) ,  a t  8 .  
( 1 7 8 )  C f .  N C C U S L ,  s u p r a  n o t e  ( 1 1 1 ) ,  a t  8 .  
( 1 7 9 )  桶 舎 ② ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 11 6 頁 参 照 。  
( 1 8 0 )  現 在 は 、 U n i f o r m  C o n s u m e r  C r e d i t  C o d e  [ 1 9 7 4 ]  §  1 . 3 0 1 ( 3 9 ) .  
( 1 8 1 )  T & E カ ー ド は 、 カ ー ド 所 持 人 に 対 す る 貸 付 と し て 扱 わ れ 、 銀 行 系 カ ー ド も 買

主 が 小 切 手 信 用 に よ っ て 商 品 購 入 す る 場 合 と 同 様 で あ る と 考 え ら れ た 。 加 藤 良

三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 1 0 8 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 1 0 8 頁 参 照 。  
( 1 8 2 )  堤 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 7 1 頁 、 花 渕 ( 1 )・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 8 4 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 9 3 ) 1 3 2

頁 、 沢 野 ・ 前 掲 注 （ 9 1 ) 4 8 頁 、 沢 野 ・ 前 掲 注 ( 11 4 ) 1 0 2 頁 参 照 。  
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( 1 8 3 )  N C C U S L ,  s u p r a  n o t e  ( 1 1 1 ) ,  a t  3 - 4． 沢 野 ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 11 0 頁 参 照 。  
( 1 8 4 )  U 3 C  [ 1 9 7 4 ]の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 保 有 者 の 権 利 に 関 す る 終 改 正 案 は 、 1 9 7 4

年 初 め に 公 表 さ れ 、 貸 付 真 実 法 を 改 正 す る 法 律 案 （ 第 1 編 5 章 の 公 正 信 用 請 求

法 ） は 、 1 9 7 4 年 1 0 月 に 成 立 し 、 1 9 7 5 年 1 0 月 か ら 施 行 さ れ て い る 。 そ の 内 容

は 、 1 9 7 4 年 U 3 C の 内 容 が ほ と ん ど 取 り 入 れ ら れ て い る 。 沢 野 ・ 前 掲 注 ( 11 4 )  
1 0 3 頁 参 照 。  

( 1 8 5 )  沢 野 ・ 前 掲 注 ( 11 4 ) 1 0 2 頁 参 照 。 売 手 が 抗 弁 を 切 断 し た 消 費 者 手 形 を 受 取 る こ

と を 禁 止 す る こ と で 、 二 当 事 者 間 割 賦 販 売 取 引 お よ び 典 型 的 な 三 者 間 契 約 に お

け る 抗 弁 の 遮 断 を 封 じ る こ と が で き た が 、 こ の よ う な 保 護 が 強 ま る と 、 貸 手 は

直 接 ロ ー ン ( d i r e c t  l o a n ) を 提 供 す る な ど 規 制 逃 れ を 生 じ た の で 、 抗 弁 が 接 続 さ

れ る 直 接 ロ ー ン を 規 定 し 、 抗 弁 の 接 続 規 定 が 置 か れ て い る 。  
( 1 8 6 )  C f .  U 3 C  [ 1 9 7 4 ]  § 3 - 4 0 5 .  な お 、 貸 手 が 自 動 車 ロ ー ン を 供 与 し 自 動 車 を 担 保 に

と っ て い る ケ ー ス 、 ロ ー ン に 条 件 が 付 い て い な い ケ ー ス 、 手 数 料 が 付 加 さ れ て

い な い ケ ー ス な ど は 、 抗 弁 は 接 続 さ れ な い 。  
( 1 8 7 )  C f .  N C C U S L .  s u p r a  n o t e  ( 1 1 1 ) ,  a t  1 3 8 .  
( 1 8 8 )  ク レ ジ ッ ト カ ー ド 保 有 者 の 抗 弁 の 接 続 を 認 め る 規 定 に 加 え て 、 U 3 C  [ 1 9 7 4 ]  §  

1 . 4 0 5 に 消 費 者 が 財 や サ ー ビ ス を 購 入 ま た は 賃 貸 を 受 け る 場 合 に 、 銀 行 か ら 資

金 を 借 り 入 れ た と き に 、 l e n d e r  c r e d i t  c a r d を 利 用 す る と き を 除 き 、 売 主 や 貸 主

に 対 し て 有 す る 請 求 と 抗 弁 の 規 定 の 規 定 も 設 け ら れ て い る 。 す べ て の 抗 弁 が 認

め ら れ る の は 、 ① 加 盟 店 が 発 行 者 の 支 配 を 受 け て い る 場 合 、 ② 加 盟 店 が 発 行 者

の 商 品 の 販 売 権 を 与 え て い る 場 合 、 ③ カ ー ド 発 行 銀 行 が 参 加 し た 郵 便 に よ る 勧

誘 に よ っ て カ ー ド 保 有 者 が 購 入 し た 場 合 で あ る 。 こ れ ら の 場 合 に は 、 完 全 な 二

当 事 者 間 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 加 え 、 グ ル ー プ 企 業 な ど 支 配 関 係 が あ る 者

が 含 ま れ て お り 、 ま た 、 前 払 式 支 払 手 段 な ど に い う 「 自 家 型 」 発 行 者 に 近 い 範

囲 で の 取 引 に 関 し 、 発 行 者 へ の 請 求 と 抗 弁 が 金 額 や 地 理 的 制 限 に 関 係 な く 認 め

ら れ て い る 。  
( 1 8 9 )  C f .  N C C U S L ,  s u p r a  n o t e  ( 1 1 1 ) ,  a t  1 3 6 .  
( 1 9 0 )  加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 1 7 )  11 6 頁 参 照 。 な お 、 桶 舎 ① ・ 前 掲 注 ( 5 5 )  11 6 頁 は 、

L e n d e r  C r e d i t  C a r d も 一 定 の 制 限 が あ る も の が 含 ま れ る と す る が 、 S e l l e r  
C r e d i t  C a r d に 直 接 債 務 説 が 適 用 さ れ て も 、 定 義 で 区 分 さ れ て い る 以 上 、 除 外

さ れ て い る も の と 考 え る 。 桶 舎 教 授 は 、 消 費 者 貸 付 の 場 合 は 、 消 費 者 信 用 販 売

に 比 べ て 、 与 信 者 は む し ろ 買 主 に 近 く 位 置 す る と い う こ と で 、 抗 弁 の 対 抗 を 受

け な い と す る が 、 こ の 観 点 は 、 s e l l e r  c r e d i t  c a r d  と l e n d e r  c r e d i t  c a r d、 三 当

事 者 間 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド と 四 当 事 者 間 以 上 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド に お け る 抗 弁

の 対 抗 問 題 に お け る 一 つ の 視 点 を 与 え て い る と 考 え る 。  
( 1 9 1 )  C f .  M A R T Z E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 9 2 ) , a t  2 2 6 - 2 2 8 ;  B E R G S T E N ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  

5 0 2 - 5 0 3 ;  H AY D E N  , s u p r a  n o t e ( 9 1 ) ,  a t  8 7 1  ;  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  
( 2 ) ,  a t  4 6 5 - 4 6 8 :  K a t e  M .  L A N D E Y,  C o n s u m e r - C a r d h o l d e r  D e f e n s e s  i n  
Tr i p a r t i t e  C r e d i t  C a r d  A r r a n g e m e n t s :  A B a t t l e g r o u n d  f o r  t h e  B e l e a g u e r e d  
B a n k ,  8 8  C o m m e r c i a l  L .  J .  , 1 9 8 3 , 9 3 ;  J o h n  R .  F O N S E C A ,  1  H a n d l i n g  
C o n s u m e r  C r e d i t  C a s e  ( C o m m e r c i a l  L a w  L i b r a r y ) , L a w y e r s  C o - o p e r a t i v e  
P u b l i s h i n g  C o m p a n y,  3 d  e d . , 1 9 8 7 , 4 0 1 . ,  加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 7 0 - 7 1 頁 、11 5 - 11 6
頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 7 0 - 7 1 頁 、 堤 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 6 6 頁 、 沢 野 ・ 前 掲 注 ( 11 4 ) 9 9
頁 、 桶 舎 ① ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 1 4 2 頁 。 笠 井 修「 ア メ リ カ 法 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド

取 引 の 法 的 構 成 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 所 レ ポ ー ト 3 号 （ 2 0 1 4 年 ） 9 4 頁 参 照 。  
( 1 9 2 )  商 業 信 用 状 取 引 説 に 関 す る 判 例 と し て U n i t e d  S t a t e s  v.  G o l d e n ,  1 6 6  F.  S u p p .  

7 9 9  ( S . D . N . Y.  1 9 5 8 )  が あ る 。 人 見 ・ 前 掲 注 ( 3 )  5 9 頁 。 こ れ に 対 し て 、 商 人 か ら

譲 り 受 け た 権 利 を 行 使 で き る に す ぎ な い と 考 え る 判 例 と し て 、 U n i o n  O i l  
C o m p a n y  o f  C a l i f o r n i a  v.  L u l l ,  2 2 0  O r.  4 1 2 ,  3 4 9  P.  2 d  2 4 3  [ 1 9 6 0 ]が あ る 。 人

見 ・ 前 掲 注 ( 3 ) 5 9 頁 、 尾 島 ・ 前 掲 注 ( 8 ) 1 7 2 - 1 7 4 頁 参 照 。  
( 1 9 3 )  C f .  L A N D E Y,  s u p r a  n o t e  ( 1 9 1 ) ,  a t  9 3 ;  B a r k l e y  C L A R K ,  T h e  L a w  o f  B a n k  

D e p o s i t s ,  C o l l e c t i o n s  a n d  C r e d i t  C a r d s ,  L e x i s N e x i s  A . S .  P r a t t ,  3 d  e d . ,  1 9 9 0 ,  
§ 11 . 0 2  [ 5 ] ;  F O N S E C A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 9 1 ) ,  a t  4 0 1 - 4 0 2 ;  M a r y  E .  M A T T H E W S ,  C r e d i t  
C a r d s  - A u t h o r i z e d  a n d  U n a u t h o r i z e d  U s e ,  1 3  A N N .  R e v.  B a n k i n g   
L . , 1 9 9 4 , 2 4 2 ;  S t e p h e n  L .  S E P I N U C K ,  C l a s s i f y i n g  C r e d i t  C a r d  R e c e i v a b l e s  
U n d e r  t h e  U . C . C .  :  P l a y i n g  w i t h  I n s t r u m e n t ? ,  3 2  A R I Z .  L .  R e v. ,  1 9 9 0 , 8 1 3 ;  
M A F F LY  &  M C D O N A L D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 5 - 4 6 8 ;  D AV E N P O R T,  s u p r a  n o t e  ( 1 0 ) ,  
a t  9 6 8 - 9 6 9 .  

な お 、M a n u f a c t u r e s  a n d  Tr a d e r s  Tr u s t  C o m p a n y  v.  C l a i r e  E .  L i n d a u e r  e t  a l .  
1 3 5  M i s c .  2 d  1 3 2 :  5 1 3  N .  Y.  S .  2 d  6 2 9 :  1 9 8 7  N .  Y.   M i s c .事 件 で は 、 信 用 状 が

そ の 使 用 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド と と て も 相 似 の 法 律 の 手 段 で あ る と し て 6
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点 の 類 似 点 を 認 め る も の の 、 信 用 状 は 、 特 定 の 金 融 取 引 の た め に 一 般 に 使 用 さ

れ る よ う で あ る の に 対 し て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 複 数 の 金 融 取 引 に お い て 使 用

さ れ る こ と な ど 、 微 妙 な 違 い が あ る と す る 。 C f .  M A R T Z E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 9 2 ) ,  
a t  2 2 6 - 2 2 7 .  一 方 、 人 見 ・ 前 掲 注 ( 3 ) 5 8 頁 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 場 合 は 、 発

行 者 が 売 買 に 関 係 な く 支 払 う こ と が 明 確 で な い こ と 、 カ ー ド 所 持 人 が 、 発 行 者

の 行 っ た 正 当 な 支 払 い を す べ て 弁 済 す る 約 束 を し て い な い 点 を 挙 げ て 、 商 業 信

用 状 と 対 比 し て 疑 問 を 呈 す 。 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 7 2 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注

( 1 7 ) 7 2 頁 、 桶 舎 ① ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 1 4 4 頁 、 堤 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 6 8 頁 参 照 。  
( 1 9 4 )  C f .  M A F F LY  &  M C D O N A L D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 6 8 - 4 6 9 .  加 藤 良 三 ・ 前 掲 注

( 7 ) 7 3 頁 、 11 6 - 11 7 頁 。 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 7 3 頁 、 堤 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 6 7 頁 参 照 。

な お 、 桶 舎 ① ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 1 4 4 頁 は 、 売 掛 債 権 買 取 と し て お り 、 債 権 譲 渡 説 と

し て 整 理 す る 。 笠 井 ・ 前 掲 注 ( 1 9 1 )  9 5 頁 も 同 様 で あ る 。 な お 、 笠 井 ・ 前 掲 注

( 1 9 1 ) 9 6 頁 は 、 フ ァ ク タ リ ン グ 取 引 で は 、 U . C . C .第 9 編 に よ れ ば 、 譲 渡 さ れ た 債

権 の 登 録 を 要 す る ほ か 、 フ ァ ク タ リ ン グ の 場 合 と 異 な り 、 会 員 と カ ー ド 会 社 の

間 に 初 か ら 契 約 が あ る な ど 、 フ ァ ク タ リ ン グ 取 引 と の 相 違 点 を 挙 げ 、 疑 問 を

呈 す る 。 C f .  F O N S E C A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 9 1 ) ,  a t  4 0 2 .  
( 1 9 5 )  例 え ば 、 f a c t o r は 、 商 人 の 全 て の 取 引 に 関 与 す る が 、 カ ー ド 発 行 銀 行 は 、 商

人 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に し か 関 与 し な い こ と 、 f a c t o r と 買 主 の 間 に 契 約 関

係 は な い が 、 カ ー ド 発 行 銀 行 と カ ー ド 会 員 の 間 に は 契 約 関 係 が あ る な ど 、 相 違

点 が あ る と す る 。 人 見 ・ 前 掲 注 ( 3 ) 5 8 頁 参 照 。  
( 1 9 6 )  C f .  U n i o n  O i l  C o .  o f  C a l f  v.  L u l l , 2 2 0  O r.  4 1 2  ( 1 9 6 0 ) ; M A R T Z E L L ,  s u p r a  n o t e  

( 9 2 ) ,  a t  2 2 8 - 2 2 9 ;  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 7 3 . ,  加 藤 良 三 ・ 前

掲 注 ( 1 7 ) 8 8 - 8 9 頁 、 桶 舎 ① ・ 前 掲 注 ( 5 5 )  4 8 頁 、 人 見 ・ 前 掲 注 ( 3 ) 5 8 頁 参 照 。 な お 、

J e r r y  G .  S O U T H ,  “ C r e d i t  C a r d :  A p r i m e r , ”  2 3  T h e  B u s i n e s s  L a w y e r  , 1 9 6 8 , 3 3 0 .
で は 、 f a c t o r に よ る 受 取 勘 定 の 買 取 の 類 推 で は な く 、 通 常 の 債 権 譲 渡 で あ る と

す る 。 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 8 8 - 8 9 頁 参 照 。  
( 1 9 7 )  C f .  M A R T Z E L L ,  s u p r a  n o t e  ( 9 2 ) ,  a t  2 2 9 .は 、 結 局 、 受 取 勘 定 買 取 説 と 同 じ 結

果 に な る と す る 。 そ の 他 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 8 9 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 8 9
頁 参 照 。  

( 1 9 8 )  e . g . ,  U n i t e d  S t a t e s  v.  G o l d e n ,  1 6 6  F.  S u p p ,  7 9 9  [ 1 9 5 8 ] .   
C f .  M A F F LY  &  M C D O N A I D ,  s u p r a  n o t e  ( 2 ) ,  a t  4 7 2 .  人 見 ・ 前 掲 注 ( 3 ) 5 9 頁 、 加 藤

良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 8 8 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 8 8 頁 参 照 。  
( 1 9 9 )  加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 )  8 0 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 8 0 頁 、 沢 野 ・ 前 掲 注

( 9 1 ) 4 5 頁 参 照 。 な お 、 人 見 ・ 前 掲 注 ( 3 ) 5 9 頁 、 桶 舎 ① ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 1 4 6 頁 で は 、

商 業 信 用 状 説 よ り 派 生 し た も の と し て 整 理 す る 。 笠 井 ・ 前 掲 注 ( 1 9 1 ) 9 6 頁 も 同

様 で あ る 。  
( 2 0 0 )  人 見 ・ 前 掲 注 ( 3 ) 5 9 頁 参 照 。  
( 2 0 1 )  堤 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 6 7 頁 、 沢 野 ・ 前 掲 注 ( 11 4 ) 9 9 頁 ,  沢 野 ・ 前 掲 注 ( 9 1 ) 4 5 頁 、 加 藤

良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 1 2 4 - 1 2 5 頁 、 笠 井 ・ 前 掲 注 ( 1 9 1 ) 9 6 - 9 7 頁 参 照 。  

( 2 0 2 )  沢 野 ・ 前 掲 注 ( 11 4 ) 9 9 頁 、 沢 野 ・ 前 掲 注 ( 9 1 ) 4 5 頁 、 堤 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 6 7 頁 、 加

藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 1 2 4 - 1 2 5 頁 、 笠 井 ・ 前 掲 注 ( 1 9 1 ) 9 6 - 9 7 頁 参 照 。  
( 2 0 3 )  加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 9 3 ) 1 3 2 頁 、 伊 藤 進 「 カ ー ド 社 会 の 今 後 の 法 的 課 題 」 法 律

の ひ ろ ば 3 7 巻 3 号 ( 1 9 8 4 ) 4 1 頁 参 照 。   
( 2 0 4 )  沢 野 ・ 前 掲 注 （ 9 1 ) 1 0 1 頁 参 照 。  

な お 、 直 接 貸 付 説 に 立 っ た 判 例 と し て 、 F r e d  N a z a r i a n  v.  L i n c o l n  F i n a n c e  
C o r p o r a t i o n  e t  a l . ,  7 7  R . I .  4 9 7 , 7 8  A .  2 d  7 , 1 9 5 1  R . I .  ;  J a c k s o n  v.  C o m m e r c i a l  
C r e d i t  C o r p o r a t i o n ,  9 0  G a .  A p p .  3 5 2 ,  8 3  S .  E .  2 d  7 6 , 7 9  G a .  C t .  A p p .  1 9 5 4 が

あ る 。 桶 舎 ① ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 1 7 1 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 8 8 頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲

注 ( 1 7 ) 8 8 頁 、 竹 内 ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 2 9 5 頁 、 堤 ・ 前 掲 注 ( 7 )  7 2 頁 、 沢 野 ・ 前 掲 注

( 5 5 ) 11 0 頁 参 照 。  
( 2 0 5 ) 前 掲 注 ( 1 0 0 ) 及 び 前 掲 注 ( 1 3 7 ) に 掲 載 し た 判 例 及 び 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 8 7 - 8 8

頁 、 加 藤 良 三 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 8 7 - 8 8 頁 、 桶 舎 ① ・ 前 掲 注 ( 5 5 ) 1 5 2 頁 、 笠 井 ・ 前 掲 注

( 1 9 1 ) 9 7 頁 参 照 。  
( 2 0 6 )  連 邦 法 に 基 づ き 、 州 法 が 規 制 し 得 な い 分 野 の 立 法 は 、 無 効 と な る 恐 れ が あ る

が 、 連 邦 と 州 が 競 合 し て 権 限 を 持 つ 分 野 も 存 在 し う る と さ れ る 。 伊 藤 ＝ 木 下 ・

前 掲 注 ( 8 4 ) 1 8 7 - 1 8 8 頁 参 照 。  
( 2 0 7 )  C f .  F D I C ,  s u p r a   n o t e  ( 1 3 4 ) ,  a t  v. 1 . 2 9 .  
( 2 0 8 )  溜 箭 将 之「 州 法 に 対 す る 連 邦 法 の 優 越 」『 ア メ リ カ 法 判 例 百 選 』別 ジ ュ リ 2 1 3

号 ( 2 0 1 2 ) 9 頁 、 伊 藤 ＝ 木 下 ・ 前 掲 注 ( 8 4 ) 1 9 1 - 1 9 4 頁 参 照 。  
( 2 0 9 )  四 当 事 者 が 関 与 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で も 、 カ ー ド 発 行 銀 行 の 提 携 す る

加 盟 店 の そ の 下 に 国 内 外 の 売 主 が 紐 付 い て お り 、 そ の 加 盟 店 を 通 じ て カ ー ド 発
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行 銀 行 と の 間 で 代 金 を 清 算 す る ケ ー ス （「 包 括 代 理 店 」 と 呼 ば れ る ） も あ る 。 こ

の 場 合 は 、 カ ー ド 発 行 銀 行 は 、 自 社 の 加 盟 店 と の 間 で そ の 取 引 に つ い て 、 加 盟

店 契 約 に 基 づ き 、 実 際 の 売 主 に 対 し て ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の コ ン ト ロ ー ル を

行 う こ と が 可 能 と 考 え ら れ る の で 、 検 討 の 対 象 外 と す る 。  
( 2 1 0 )  L e x i s n e x i s で 、 ア メ リ カ の f e d e r a l  &  s t a t e  c a s e s に お け る《 1 5  U . S . C  §  1 6 6 6》

《 §  1 6 6 6 i》《 b i l l i n g  e r r o r》《 c l a i m  a n d  d e f e n s e》《 c r e d i t  c a r d》 を キ ー ワ ー ド

と し て 検 索 し た も の を 対 象 と し た 。 ク ラ ス ア ク シ ョ ン 、 弁 護 士 費 用 確 定 に 係 る

訴 訟 等 を 一 部 除 外 し た 。 実 施 日 2 0 1 3 年 4 月 。  
   な お 、 L e x i s n e x i s の み の 出 典 で あ る 場 合 、 L e x i s n e x i s の サ イ テ ー シ ョ ン を 使 用

し た 。  
( 2 1 1 )  e .  g . ,  G r e e n b e r g  v .  R .  S .  P .  R e a l t y  C o r p . ,  2 2  A D 2 d  6 9 0  [ 2 d  D e p t  1 9 6 4 ] .  
( 2 1 2 )  カ ー ド 発 行 銀 行 が カ ー ド 保 有 者 の 取 引 を 行 っ た 販 売 店 を コ ン ト ロ ー ル で き な

い 一 方 、 カ ー ド 保 有 者 は 、 そ の 取 引 の 当 事 者 で あ り 、 コ ン ト ロ ー ル が 可 能 と い

う こ と が 背 景 に あ る の で あ ろ う か 。 ま た 、 遠 距 離 で あ っ て も 、 請 求 と 抗 弁 の 対

象 と な る 場 合 、 カ ー ド 発 行 銀 行 は 、 カ ー ド 保 有 者 の 申 し 出 を 聴 い て 、 遠 方 の 販

売 店 に チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を か け る イ ン セ ン テ ィ ブ が か か る の で 、 チ ャ ー ジ ・ バ

ッ ク を 受 け た 遠 隔 地 の 加 盟 店 は 、 遠 隔 地 に い る カ ー ド 保 有 者 と 交 渉 し な け れ ば

な ら な く な る か ら 、 遠 隔 地 の 銀 行 の 発 行 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 受 け 入 れ な く

な る と い う こ と が 懸 念 さ れ た 結 果 と い う 考 え 方 も あ る 。 沢 野 ・ 前 掲 注 ( 8 ) 1 0 3 頁

参 照 。  
( 2 1 3 )  C f .  G i u s e p p e  B E R T O L A  =  R i c h a r d  D I S N E Y = C h a r l e s  G R A N T,  T h e  E c o n o m i c  

C o n s u m e r  C r e d i t ,  T h e  M I T  P r e s s ,  2 0 0 6 , 4 8… … 〔 邦 訳 〕 江 夏 健 一 ＝ 坂 野 友 昭 監

訳 『 消 費 者 信 用 の 経 済 学 』（ 東 洋 経 済 新 報 社 、 2 0 0 8 年 ） 6 2 頁 参 照 。  
( 2 1 4 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 1 ) ,  a t  2 3 .  
( 2 1 5 )  沢 野 ・ 前 掲 注 ( 8 ) 1 0 3 頁 参 照 。 な お 、 竹 内 昭 夫 教 授 は 、 距 離 的 制 限 の 制 度 趣 旨

に 関 し て 、 ① 購 入 商 品 に 欠 陥 が あ っ た 場 合 で も カ ー ド 発 行 者 に 支 払 い を 義 務 付

け る こ と は 、 遠 方 の 売 主 に 対 す る 訴 訟 と な っ て そ の 保 護 に 欠 け る こ と 、 ② カ ー

ド 発 行 者 側 と し て は 、 抗 弁 の 対 抗 を 認 め る と 売 主 に 支 払 い を し な い か 、 加 盟 店

契 約 に 基 づ く 求 償 権 を 行 使 し な け れ ば な ら な い の で 、 加 盟 店 が カ ー ド に よ る 商

品 購 入 に 応 じ な く な り 、 カ ー ド 機 能 を 阻 害 す る こ と か ら 、 カ ー ド 利 用 者 と カ ー

ド 発 行 者 の 利 害 の 妥 協 的 調 整 を 試 み た も の と す る 。 竹 内 ・ 前 掲 注 ( 2 4 )  3 0 1 - 3 0 2
頁 。  

( 2 1 6 )  C f .  S PA N O G L E ,  s u p r a  n o t e  ( 11 7 ) ,  a t  4 3 2 . ,沢 野 ・ 前 掲 注 ( 8 ) 1 0 3 頁 も 、 「 同 一

国 内 に 時 差 が 存 在 す る と い う ア メ リ カ の 広 大 な 国 土 と 四 当 事 者 が 存 在 す る 銀 行

カ ー ド の 複 雑 な 仕 組 み か ら 出 て き た 制 限 で あ る 」 と み る 。  
( 2 1 7 )  竹 内 ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 3 0 4 頁 参 照 。  
( 2 1 8 )  C f .  A m e r i c a n  E x p r e s s  C o m p a n y  v.  K o e r n e r,  4 5 2  U . S .  2 3 3 ,  6 8  L .  E d .  2 d  8 0 3 ,  

1 0 1  S .  C t .  2 2 8 1  [ 1 9 8 1 ] .  
( 2 1 9 )  V I S A、 M a s t e r C a r d い ず れ も 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 の 一 つ に f r a u d が 定 め

ら れ て い る 。 し た が っ て 、 カ ー ド 会 員 と 契 約 し て い る カ ー ド 発 行 銀 行 が 、 ブ ラ

ン ド 内 手 続 に 基 づ き 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 手 続 を 実 行 す れ ば 、 自 動 的 に 加 盟 店 管

理 銀 行 か ら 支 払 済 み の 代 金 を 取 戻 す こ と が 可 能 と な り 、 販 売 店 に 異 議 が な け れ

ば 、 確 定 す る の で 、 会 員 は 、 カ ー ド 発 行 銀 行 か ら 請 求 を 受 け る こ と は な く な る 。

C f . M a s t e r C a r d  w o r l d w i d e ,  C h a r g e b a c k  G u i d e :  2 4  A p r i l  2 0 0 9 , ( M a s t e r C a r d  ,  
2 0 0 9 ,  1 - 1 5 .  

( 2 2 0 )  e . g . ,  S t e i n  v.  J P  M o r g a n  C h a s e  B a n k ,  2 7 9  F.  S u p p .  2 d  2 8 6 ,  2 9 1  ( S . D . N . Y.  
2 0 0 3 ) ;  I n  r e  D e r i e n z o ,  2 5 4  B . R .  3 3 4 ,  3 4 0  ( M . D .  P e n n .  2 0 0 0 ) ;  D i l l a r d  
D e p a r t m e n t  S t o r e s ,  I n c .  v.  O w e n s ,  9 5 1  S . W. 2 d  9 1 5 ,  9 1 7  ( Te x .  A p p .  1 9 9 7 ) ;  
S u p e r  C h i e f  C r e d i t  U n i o n  v.  G i l c h r i s t ,  2 3 2  K a n .  4 0 ,  6 5 3  P. 2 d  11 7 ,  1 2 2  ( K a n .  
1 9 8 2 ) ;  P e a r s o n  v.  E a s y  L i v i n g ,  I n c . ,  5 3 4  F.  S u p p .  8 8 4 ,  8 9 0  ( S . D .  O h i o  1 9 8 1 ) ;  
P f e n n i g  v.  H o u s e h o l d  C r e d i t  S e r v s . ,  I n c .  ( C . A . 6 ,  2 0 0 2 )  2 9 5  F.  3 d  5 2 2 ,  5 2 6 .  

( 2 2 1 )  C f .  F T C  N e w s  R e l e a s e  o f  J a n .  2 1 , 1 9 7 1 .   
( 2 2 2 )  C f .  F T C ,  S t a t e m e n t  o f  B a s i s  a n d  P u r p o s e ,  3 8  F. R . 8 9 2 ( J a n .  4 , 1 9 7 3 )  
( 2 2 3 )  竹 内 ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 3 0 6 - 3 0 7 頁 参 照 。  
( 2 2 4 )  竹 内 ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 3 0 7 頁 及 び 堤 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 7 5 頁 参 照 。 ほ か に 、 連 邦 取 引 委 員

会 は 、 銀 行 の 発 行 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド に つ い て は 管 轄 権 が な い こ と 、 こ の よ

う な 規 制 を す れ ば 、 カ ー ド 会 社 の 業 務 の 継 続 は 不 可 能 に な り 、 銀 行 業 務 の コ ン

ピ ュ ー タ 化 が 阻 害 さ れ る こ と な ど の 反 対 理 由 が あ っ た 。  
( 2 2 5 )  竹 内 ・ 前 掲 注 ( 2 4 ) 3 0 8 頁 、 堤 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 7 5 頁 参 照 。  
( 2 2 6 )  本 文 に あ げ た の は 、 M a s t e r C a r d の 例 で あ る が 、 V I S A で は 、 商 品 未 着 、 サ ー

ビ ス 未 提 供 、 取 引 の キ ャ ン セ ル 、 返 品 、 承 認 な し の 複 数 取 引 、 偽 造 取 引 、 有 効
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な 署 名 ( P I N ) な し 、 有 効 な カ ー ド 番 号 が 取 得 さ れ て い な い 取 引 、 オ ー ソ リ 拒 否 、

所 定 期 限 後 の 処 理 、 正 し く な い 通 貨 コ ー ド の 使 用 、 金 額 の 間 違 い 、 他 の 手 段 で

の 支 払 な ど 2 3 類 型 の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 が あ る 。 な お 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事

由 に つ い て は 、 第 4 章 に て 取 り 上 げ る 。  
( 2 2 7 )  「 カ ー ド 所 有 者 の 抗 弁 」 は 、 ア メ リ カ の 1 9 7 3 年 貸 付 真 実 法 1 7 0 条 に 基 づ い

て 、 既 に カ ー ド 受 領 者 （ 販 売 店 ） と の 折 衝 が 失 敗 し て お り 、 ア メ リ カ 国 内 に イ

シ ュ ア と ア ク ワ イ ア ラ が 所 在 す る 場 合 で あ っ て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 が 5 0 ド

ル 以 上 か つ 、 利 用 者 と 同 一 州 内 取 引 （ ま た は 自 宅 か ら 1 0 0 マ イ ル 内 に あ る 商 人

と の 取 引 ） の 範 囲 内 で 認 め ら れ る 抗 弁 の こ と で あ り 、 ア メ リ カ 合 衆 国 内 の ロ ー

カ ル ル ー ル で あ っ て 他 の 国 へ の 適 用 は な い 。 C f .  M a s t e r C a r d  ,  s u p r a  n o t e  ( 2 1 9 ) ,  

a t  3 - 1 4 6 .  ( m e s s a g e  r e a s o n  c o d e＝ 4 8 5 4 ) .   
( 2 2 8 )  な お 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 実 施 し て も 、 先 方 加 盟 店 銀 行 が 販 売 店 の 言 い 分 を

確 認 し て 、 再 度 チ ャ ー ジ を か け る こ と は で き る の で 、 1 0 0 %解 決 に は な ら な い 。

先 方 の 拒 絶 が あ る と 、 カ ー ド 発 行 銀 行 は 、 再 度 カ ー ド 保 有 者 に 請 求 し な け れ ば

な ら な く な る 。 双 方 の 納 得 が な い 場 合 は 、 【 判 例 3】 や 【 判 例 8】 の よ う に 裁 定

委 員 会 の 判 断 に 持 ち 込 ま れ て も 、 解 決 し な い こ と が あ る 。  
( 2 2 9 )  C f .  T I L A 1 6 6 条 .  
( 2 3 0 )  わ が 国 で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 加 盟 店 契 約 で 現 金 販 売 の 場 合 と カ ー ド 取 引 の

場 合 の 価 格 の 差 別 的 取 り 扱 い を 禁 じ て い る 。 こ れ に 違 反 し な い で 現 金 支 払 い に

誘 導 す る た め 、 家 電 量 販 店 な ど の ポ イ ン ト 付 与 は 、 現 金 販 売 の 場 合 と カ ー ド 販

売 の 場 合 に 加 盟 店 手 数 料 負 担 以 上 の 差 を 設 け て い る と い わ れ て い る 。  
( 2 3 1 )  尾 島 茂 樹 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 使 用 手 数 料 の 上 乗 せ と 現 金 割 引 ― ― ア メ リ カ

に お け る 立 法 を 参 考 と し て 」 金 沢 法 学 4 5 巻 2 号 （ 2 0 0 3 年 ） 1 8 4 頁 参 照 。  
( 2 3 2 )  1 9 7 6 年 改 正 で  T I L A 1 6 7 条 の ( a )を ( a 1 )と し 、 新 た に ( a 2 )と し て 「 売 買 取 引 に

置 く い か な る 売 主 も 、 現 金 、 小 切 手 ま た は そ れ に 類 す る 手 段 の 代 わ り に ク レ ジ

ッ ト カ ー ド の 使 用 を 選 択 し た カ ー ド 保 有 者 に 対 し て 、 特 別 手 数 料 を 課 し て は な

ら な い 」旨 の 条 項 が 追 加 さ れ た が 、 1 9 8 4 年 に 削 除 さ れ て い る 。 箕 輪 靖 博「『 市 場

の 保 護 』 と ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 法 ― ― ア メ リ カ の 加 盟 店 契 約 規 制 を 参 考 と し

て 」 九 州 産 業 大 学 商 経 論 叢 第 4 2 巻 第 4 号 （ 2 0 0 2 年 ）  9 4 - 9 8 頁 参 照 。 な お 、 上

乗 せ を 禁 じ る 州 法 に つ い て は 、 尾 島 ・ 前 掲 注 ( 2 3 1 ) 1 8 4 - 1 8 5 頁 参 照 。  
( 2 3 3 )  国 際 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 す る た め 、 国 内 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 と 加 盟 店

契 約 を 締 結 で き な い よ う な 販 売 業 者 （ 悪 質 業 者 ） と も 取 引 で き 、 国 内 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 会 員 が 被 害 に あ う 例 が 見 受 け ら れ る 。 田 中 雅 代 「 割 賦 販 売 法 改 正 そ の 後 ―

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 の 問 題 点 」消 費 者 法 ニ ュ ー ス 7 5 号（ 2 0 0 8 年 ）  1 4 3 頁 、福

崎 博 孝 =永 岡 亜 也 子「 ”出 会 え な い 系 サ イ ト “国 際 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 に 潜 む 問 題

点 」消 費 者 法 ニ ュ ー ス 8 5 号（ 2 0 1 0 年 ）  1 4 4 頁 、小 田 典 靖「 悪 質 業 者 に 利 用 さ れ

る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 等 の 責 任 に つ い て （ ク レ ジ ッ ト ・ リ ー ス （ 割 販 法 ・ 特 商

法 ） 被 害 ）」 消 費 者 法 ニ ュ ー ス 9 3 号 （ 2 0 1 2 年 ） 1 7 2 - 1 7 3 頁 、 沢 田 登 志 子 「 ク ロ ス

ボ ー ダ ー 化 す る 消 費 者 取 引 」消 費 者 法 ニ ュ ー ス 9 3 号（ 2 0 1 2 年 ）1 9 2 頁 な ど 参 照 。  
( 2 3 4 )  連 邦 法 で は 、 C r e d i t  C a r d  C h a r g e b a c k  R i g h t の 定 め る U n i t e d  S t a t e s  C o d e  

1 6 6 6 条 ・ 1 6 6 6  i 条 ・ 1 6 4 0 条 ( e )と C o d e  o f  F e d e r a l  R e g u l a t i o n  § 2 2 6 - 1 2 ( c )  ,  
§ 2 2 6 - 1 3 に 規 定 さ れ て い る 。 た と え ば 、 カ リ フ ォ ル ニ ア 州 法 で は 、 C a l .  C i v.  
§ 1 7 4 7・ 1 7 4 8 - 9 5 に 規 定 さ れ て い る 。  
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第 4 章  

多数当事者型クレジットカード取引の問題点と課題  

― ― 当 事 者 間 の 新 た な 責 任 配 分 に つ い て の 一 考 察  

 

第 1 節  本 章 の 課 題  

 

１ ． 各 国 法 規 制 の 不 統 一  

 

第 2 章 に お い て イ ギ リ ス の 消 費 者 信 用 法 7 5 条 に よ る ク レ ジ

ッ ト カ ー ド の 利 用 者 保 護 の 仕 組 み と 運 用 の 状 況 を 確 認 し 、 第 3

章 に お い て は 、ア メ リ カ の 連 邦 法 で あ る 貸 付 真 実 法 1 6 1 条 の「 誤

請 求 」 と 1 7 0 条 の 「 請 求 と 抗 弁 」 の 規 定 に よ る 利 用 者 保 護 の 仕

組 み と 運 用 の 実 態 を 見 て き た 。  

イ ギ リ ス で は 、「 取 決 め ( A r r a n g e m e n t )」が 存 在 す る「 債 務 者

－ 債 権 者 － 供 給 者 契 約 ( D e b t o r - C r e d i t o r - S u p p l i e r  

A g r e e m e n t )」 に つ い て 、 7 5 条 （ 1） に お い て 、 供 給 者 と 同 様 の

共 同 責 任 を イ シ ュ ア に 負 わ せ て 利 用 者 を 保 護 し て い る 。 現 在 の

主 流 で あ る 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で あ っ て も 、 イ

シ ュ ア と イ ギ リ ス 外 の 供 給 者 （ 販 売 業 者 ） と の 間 に も 、 同 法 の

定 め る 「 取 決 め 」 が 存 在 す る と し て 消 費 者 信 用 法 7 5 条 の 適 用

を 認 め 、 イ ギ リ ス 国 外 で の 利 用 で あ っ て も 、 イ シ ュ ア の 共 同 責

任 を 認 め て い る ( 1 ) 。 ま た 、 イ シ ュ ア の 責 任 は 、 供 給 者 が 債 務 者

に 負 担 す べ き あ ら ゆ る 損 害 に 及 び 、 供 給 者 が 受 領 し た 頭 金 の 返

金 や 逸 失 利 益 、 迷 惑 料 な ど 精 神 的 損 害 が 含 ま れ て い る こ と が 判

例 と 裁 定 を 確 認 す る な か で 判 っ た 。  

そ の 保 護 レ ベ ル は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 す る 限 り 、 他

の E U 諸 国 に お け る 消 費 者 信 用 に 関 す る 利 用 者 保 護 法 制 の 中 で

も 十 分 に 高 く 、E U の 1 9 8 6 年 消 費 者 信 用 指 令 に 合 わ せ て 、イ ギ

リ ス 国 内 で 共 同 責 任 を 二 次 責 任 に 緩 和 す べ き だ と の 主 張 が 規 制
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緩 和 特 別 委 員 会 か ら な さ れ て い た こ と も 紹 介 し た ( 2 ) 。  

一 方 、 ア メ リ カ で は 、 銀 行 が 州 内 に し か 店 舗 を 設 け ら れ ず 、

フ ラ ン チ ャ イ ズ 化 に よ り 、 全 米 に カ ー ド 事 業 を 拡 大 し て い っ た

こ と 、 及 び そ れ が 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 原 型 で あ る

と い う 歴 史 的 な 経 過 を 紹 介 し た 。 ま た 、 二 当 事 者 型 や 三 当 事 者

型 の 割 賦 販 売 で は 、 そ の 支 払 い に 消 費 者 手 形 が 用 い ら れ た こ と

か ら 、商 品 等 に 問 題 が あ っ て も 、抗 弁 が 当 然 に 切 断 さ れ 、U . C . C .

も こ れ を 認 め て い た が 、コ モ ン・ロ ー の 緊 密 性 の 理 論 を も と に 、

抗 弁 の 接 続 を 認 め る 判 例 が 出 さ れ る よ う に な り 、 立 法 的 な 解 決

に よ り 抗 弁 の 接 続 を 認 め た こ と も 判 っ た 。 だ が 、 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 取 引 は 、 三 当 事 者 型 取 引 型 か ら 、 四 当 事 者 型 に 拡 張 し て い

っ た た め 、 緊 密 性 の 理 論 の 適 用 が 難 し く 、 貸 付 真 実 法 と 統 一 商

事 法 典 を 制 定 し た 時 に は 抗 弁 の 接 続 は 認 め ら れ て い な か っ た 。  

し か し 、 そ の 後 1 9 7 4 年 の 公 正 信 用 請 求 法 の 制 定 に よ り 、 貸

付 真 実 法 1 6 1 条 に お い て ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の 「 誤 請 求 」 に

対 す る 抗 弁 を 認 め て 、 不 適 切 な 請 求 か ら 利 用 者 を 保 護 す る と と

も に 、 1 7 0 条 で は 、「 オ ー プ ン ・ エ ン ド 信 用 プ ラ ン ( o p e n  e n d  

c r e d i t  p l a n ) 」 に つ い て 、 そ の 権 利 行 使 に は 距 離 的 な 制 限 が 設

け ら れ た も の の 、 供 給 者 と の 契 約 の 不 履 行 な ど に 対 す る 「 請 求

と 抗 弁 ( c l a i m  a n d  d e f e n s e )」 の 規 定 を 創 設 し て イ シ ュ ア へ の 対

抗 を 認 め た ( 3 ) 。  

こ の 両 国 の 消 費 者 信 用 法 制 を 比 較 す る と 、 海 外 の 供 給 者 と の

取 引 も 保 護 す る イ ギ リ ス に 対 し て 、 遠 隔 地 の 供 給 者 に 対 す る 抗

弁 を 制 限 す る ア メ リ カ 、 請 求 権 に つ い て 上 限 の な い イ ギ リ ス と

与 信 額 の 範 囲 内 に 制 限 す る ア メ リ カ い う 対 照 的 な 姿 が 浮 か び 上

が っ て き た 。  

同 じ V I S A、M a s t e r C a r d と い っ た 国 際 ブ ラ ン ド の 提 供 す る 決

済 シ ス テ ム を 使 用 し た 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で あ

る に も か か わ ら ず 、 こ の よ う な 差 が 生 じ て い る の は 、 ク レ ジ ッ
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ト カ ー ド 取 引 の 歴 史 的 発 展 経 緯 が 異 な っ て お り 、 先 に 法 規 制 の

対 象 と な っ た 割 賦 販 売 や 三 当 事 者 型 の 特 定 商 品 の ク レ ジ ッ ト に

対 す る 規 制 の 議 論 の 影 響 を 受 け て い る と と も に ( 4 ) 、 初 期 の ク レ

ジ ッ ト カ ー ド 取 引 規 制 が 三 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が

中 心 で あ っ た 時 期 に 行 わ れ て お り 、 四 当 事 者 型 以 上 の ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 取 引 を ど れ だ け 法 規 制 の 射 程 に 含 ん で い た か の 違 い で

は な い か と 考 え ら れ る （ 5 ) 。  

し か し 、 個 人 の 取 引 で も グ ロ ー バ ル 化 し て い る 現 在 で は 、 利

用 者 の 保 護 レ ベ ル が 異 な る と い う こ と は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会

員 だ け で な く 、 販 売 事 業 者 や ク レ ジ ッ ト カ ー ド 事 業 者 に と っ て

も 、 悩 ま し い 問 題 で あ る 。  

つ ま り 、 多 数 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に お い て は 、 純 粋 に 「 国 内

取 引 」だ け で は な く 、「 海 外 で の 取 引 」、「 海 外 か ら の 取 引 」が 一

般 的 に な っ て い る 現 在 、 可 能 な 限 り 、 平 準 化 し た 制 度 が 望 ま し

い も の と 考 え る 。 そ う で な け れ ば 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 関 係

当 事 者 の 責 任 や 負 担 が 、 取 引 の 相 手 方 や 相 手 国 な ど に よ っ て 、

偏 る こ と に な っ て し ま い か ね な い ( 6 ) 。  
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２ ． わ が 国 に お け る 問 題 の 所 在  

 

わ が 国 で は 、昭 和 5 9 ( 1 9 8 4 )年 の 割 賦 販 売 法 の 改 正 論 議 に お い

て 想 定 さ れ て い た 「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 」 に お け る 規 制 対 象 取 引

は 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 と そ の 会 員（ 利 用 者 ）、販 売 店（ ク レ

ジ ッ ト の 加 盟 店 ） と い う 、 直 接 契 約 関 係 の あ る 類 型 （ 三 当 事 者

型 ） で あ っ て 、 今 日 一 般 化 し て い る 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 取 引 は 、 ま っ た く 想 定 さ れ て い な か っ た ( 7 ) 。 ま た 、 わ が 国

の 割 賦 販 売 法 で は 、 海 外 に い る 購 入 者 等 が 商 品 等 の 送 付 先 を 、

わ が 国 の 住 所 と す る よ う な 取 引 や 海 外 で の 割 賦 販 売 は 、 一 般 の

商 慣 行 に ま か せ る べ き と し て 、 適 用 除 外 取 引 と さ れ た ま ま で あ

る ( 8 ) 。  

し か し 、 今 日 に お い て は 、 国 際 カ ー ド を 利 用 し た イ ン タ ー ネ

ッ ト 取 引 を 中 心 に 海 外 事 業 者 と の 取 引 が 増 加 し て い る う え 、 国

内 取 引 を 装 っ た 海 外 事 業 者 の 取 引 や 、 国 内 取 引 で あ る に も か か

わ ら ず 、 海 外 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 を 経 由 す る 取 引 も 散 見 さ

れ る 。 し か し な が ら 、 こ れ ら の 取 引 に お け る 代 金 決 済 に ク レ ジ

ッ ト カ ー ド を 利 用 し た 場 合 に お い て 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 が あ る

か ど う か は 、 必 ず し も 明 確 で は な い ( 9 ) 。  

古 典 的 な 三 当 事 者 型 の 取 引 の 場 合 は 、 購 入 者 の ク レ ー ム を 受

け て 加 盟 店 と 交 渉 し て そ の ト ラ ブ ル を 解 決 す る こ と が 比 較 的 容

易 で あ り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の コ ン ト ロ ー ル の 下 で 再 発 防

止 の 対 策 を と る こ と が 可 能 で あ っ た 。 し か し 、 現 在 の 国 際 カ ー

ド を 利 用 す る 四 当 事 者 以 上 の 多 数 当 事 者 が 関 与 す る 取 引 に お い

て は 、 カ ー ド 会 員 の 抗 弁 を ど の 範 囲 で 認 め る べ き か 、 ま た 認 め

ら れ な い 場 合 と し て ど の よ う な ケ ー ス が 該 当 す る の か 明 ら か で

は な い 。 し た が っ て 、 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が 中

心 の 現 在 、 ど の よ う に 購 入 者 保 護 と 取 引 秩 序 の 安 定 を 図 れ ば よ



304 

い の か に つ き 、 改 め て 検 討 す る 必 要 が あ る 。  

そ こ で 、 本 章 で は 、 今 後 さ ら な る キ ャ ッ シ ュ レ ス 、 電 子 化 社

会 に 向 か う と 考 え ら れ る わ が 国 に お い て ( 1 0 ) 、今 や 主 流 と な っ て

い る 「 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 」 に 焦 点 を 当 て て 、

従 来 の 三 当 事 者 型 を 念 頭 に 置 く 購 入 者 保 護 の 民 事 ル ー ル を そ の

ま ま 適 用 す る こ と の 問 題 点 を 明 ら か に す る と と も に 、 多 数 当 事

者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る カ ー ド 会 員 と カ ー ド 発 行 会

社 、 加 盟 店 管 理 会 社 お よ び 関 連 当 事 者 の 責 任 の 分 担 の 在 り 方 に

関 し て 、 私 見 を ま と め る こ と と し た い 。  
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第 2 節  三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 法 的 性 質  

 

1． 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん と の 違 い  

 

（ 1）  わ が 国 に お け る ク レ ジ ッ ト 取 引 の 歴 史  

わ が 国 の ク レ ジ ッ ト 取 引 は 、 洋 服 の 月 賦 販 売 と し て 明 治 初 期

に 発 生 し 、 明 治 中 期 か ら 3 0 年 頃 に は 、 頼 母 子 講 方 式 月 賦 販 売

か ら 、 無 尽 方 式 な ど 積 立 て 式 の 月 賦 販 売 が 行 わ れ 、 明 治 4 0 年

代 に な っ て 、 ミ シ ン な ど を メ ー カ ー 、 ま た は そ の 販 売 会 社 が 割

賦 に よ る 信 用 販 売 を 行 う よ う に な っ て 発 展 し て き た ( 1 1 ) 。  

し か し 、 月 賦 販 売 で は 、 売 上 げ が 拡 大 し て も 、 売 掛 金 は す ぐ

に は 全 額 を 回 収 で き な い の で 、 運 転 資 金 が 不 足 す る リ ス ク が 生

ず る ( 1 2 ) 。そ の た め 、月 賦 の 対 象 商 品 が 拡 大 し 、利 用 者 が 拡 大 す

る に つ れ て 、 メ ー カ ー の 豊 富 な 資 金 量 を 背 景 に す る 系 列 方 式 割

賦 販 売 が 伸 び て い っ た ( 1 3 ) 。  

昭 和 7～ 8 ( 1 9 3 2 ~ 3 3 )年 頃 に は 、 株 式 会 社 百 貨 サ ー ビ ス と い う

会 社 が 、 東 京 で 初 め て チ ケ ッ ト 販 売 を 採 用 し 、 自 社 の 系 列 小 売

店 に お い て 月 払 い で 衣 料 品 を 販 売 し は じ め た ( 1 4 ) 。こ れ が 好 評 で

あ っ た た め 、 以 後 、 こ の 方 式 を 採 用 す る 店 舗 が 増 加 し 、 チ ケ ッ

ト 制 は 非 常 な 勢 い で 普 及 し て 行 く ( 1 5 ) 。  

そ の 後 チ ケ ッ ト 制 は 、 戦 争 の た め い っ た ん は 廃 止 さ れ た も の

の 、 戦 後 復 興 期 に は 、 相 互 百 貨 サ ー ビ ス 、 名 古 屋 E P な ど の チ

ケ ッ ト 団 体 や 、昭 和 2 5 ( 1 9 5 0 )年 に 再 結 成 さ れ た 日 本 専 門 店 会 連

盟 、同 2 8 ( 1 9 5 3 )年 発 足 の 日 本 商 店 連 盟 傘 下 の 団 体 な ど が チ ケ ッ

ト ・ ク ー ポ ン を 発 行 し 、日 本 信 販 も 同 2 6 ( 1 9 5 1 )年 に チ ケ ッ ト 代

行 業 務 を 開 始 し た ( 1 6 ) 。  
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（ 2）  わ が 国 に お け る 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト 取 引  

わ が 国 に お け る ク レ ジ ッ ト 取 引 は 、 以 上 の よ う な 経 緯 を 辿 っ

て 生 成 ・ 発 展 し て き た も の で あ り 、 そ の 結 果 と し て 、 昭 和 3 0

年 代 の 三 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト 取 引 に は 、 以 下 の よ う な 多 種 多

様 な 方 式 が 存 在 し た 。  

○ メ ー カ ー 主 導 型  

・ メ ー カ ー 月 販 会 社   メ ー カ ー の 月 賦 販 売 を メ ー カ ー 設 立 の 金 融

会 社 が 代 行 （ 系 列 方 式 ）  

○ 販 売 業 者 主 導 型  

・ 月 賦 販 売 会 社     家 電 販 売 店 の 割 賦 販 売 （ 自 己 月 販 ： 独 立 方

式 ） の 債 権 買 取  
・ 日 専 連 ・ 日 商 連    加 盟 店 の チ ケ ッ ト ・ ク ー ポ ン 販 売 債 権 の 買

取 業 務  

○ 独 立 機 関 主 導 型  

・ 信 用 販 売 会 社     百 貨 店 や 地 域 商 店 街 か ら の 共 通 チ ケ ッ ト ・

ク ー ポ ン の 買 取 業 務  

○ 金 融 機 関 主 導 型  

・ 電 化 ロ ー ン      月 販 会 社 と 銀 行 の 提 携 に よ る 貸 付 式 割 賦 販

売  
・ 文 化 預 金 式 割 賦 販 売  日 本 勧 業 銀 行 と 日 立 製 作 所 の 提 携 に よ る 積

立 預 金 担 保 の 割 賦 金 貸 付  
・ 手 形 式 割 賦 販 売    自 動 車 デ ィ ー ラ ー の 保 証 に 基 づ く 消 費 者 手

形 （ マ ル 専 手 形 ） の 買 取  

＊  日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 「 わ が 国 ク レ ジ ッ ト の 半 世 紀 」

（ 1 9 9 2 年 ） ほ か よ り 作 成 。  

昭 和 3 0 年 代 半 ば 以 降 、 銀 行 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 を 関

連 会 社 と し て 設 立 し 、 次 々 に 三 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド を

発 行 す る よ う に な る 。 し か し 、 銀 行 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の

発 行 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 欧 米 で い う と こ ろ の チ ャ ー ジ カ

ー ド で あ っ て 、 当 時 の 割 賦 購 入 あ っ せ ん に い う 証 票 等 に 該 当 せ

ず 、 規 制 の 対 象 外 で あ っ た ( 1 7 ) 。  

そ の 後 、昭 和 4 7 ( 1 9 7 2 )年 に な っ て 、割 賦 販 売 法 の 改 正 に よ り 、

割 賦 購 入 あ っ せ ん に お け る チ ケ ッ ト ・ ク ー ポ ン と い っ た 証 票 類

に 「 カ ー ド 」 が 追 加 さ れ た も の の 、 銀 行 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会

社 は 、依 然 と し て カ ー ド に 割 賦 機 能 を 付 与 す る こ と が 許 さ れ ず 、
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平 成 1 3 ( 2 0 0 1 )年 6 月 に 総 合 割 賦 購 入 あ っ せ ん が 解 禁 に な る ま で 、

マ ン ス リ ー ク リ ア 方 式 の 分 割 が で き な い カ ー ド し か 発 行 で き な

か っ た 。  

そ の 結 果 と し て 、 1 9 6 0 年 代 か ら 1 9 8 0 年 代 （ 昭 和 3 0 年 代 半

ば ～ 5 0 年 代 半 ば ）に お け る 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド を め ぐ る 議 論 に

お い て は 、 分 割 払 い に 係 る 問 題 に つ い て の 言 及 は な く 、 ク レ ジ

ッ ト カ ー ド の 法 的 性 質 の 分 析 に お い て 、 割 賦 機 能 の な い 銀 行 系

ク レ ジ ッ ト カ ー ド に 関 す る も の ば か り で あ っ た ( 1 8 ) 。一 方 、消 費

者 問 題 と の 関 係 で は 、 ― ― ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 導 入 期 が コ ン ピ

ュ ー タ の 導 入 初 期 で あ っ た こ と も あ り ― ― 、 販 売 で の 無 効 カ ー

ド の 照 合 の 有 効 性 、 紛 失 ・ 盗 難 に よ る 不 正 使 用 の 問 題 が 注 目 さ

れ 、 ま た 、 ネ ッ ト ワ ー ク も 整 備 さ れ て い な い た め 、 発 行 者 と 保

有 者 の 不 正 使 用 時 に お け る 責 任 負 担 に 関 す る 論 考 を 中 心 と す る

カ ー ド の 利 用 の 安 全 性 に つ い て の 議 論 が 中 心 で あ っ た ( 1 9 ) 。  

ま た 、昭 和 5 9 ( 1 9 8 4 )年 割 賦 販 売 法 の 改 正 前 に お い て は 、チ ケ

ッ ト・ク ー ポ ン を 利 用 し な い「 購 入 あ っ せ ん 契 約 」（ 個 品 割 賦 購

入 あ っ せ ん 取 引 ） に 問 題 が あ り 、 こ れ を ど う 規 制 す べ き か が 検

討 さ れ て い た が 、 当 時 の 議 論 に お い て は 、 三 当 事 者 間 の カ ー ド

等 を 利 用 し な い ク レ ジ ッ ト 取 引 の 仕 組 み を 分 析 し 、 契 約 構 成 、

お よ び 法 的 性 質 が 議 論 さ れ る の が 主 で あ り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド

取 引 の 独 自 性 の 分 析 が な さ れ な い ま ま 、 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん

取 引 と 本 質 的 な 差 は な い と す る 意 見 が 多 数 を 占 め て い た ( 2 0 ) 。  

 

（ 3）  分 析 の 基 本 的 視 点  

し か し な が ら 、 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん 取 引 と 、 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 取 引 と を 比 較 し た 場 合 、 両 者 の 間 に は 、 次 の 諸 点 が 見 落 と

さ れ て い た の で は な い か 。  

①  第 1 に 、与 信 面 に 関 し て い え ば 、個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん は 、

購 入 者 に 対 す る 与 信 判 断 が 1 回 限 り で あ る が 、ク レ ジ ッ ト
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カ ー ド 取 引 に お い て は 、カ ー ド 発 行 前 の 与 信 判 断 に 加 え て 、

カ ー ド 利 用 時 に チ ェ ッ ク を 行 い 、利 用 残 高 や 返 済 状 況 等 を

モ ニ タ ー す る こ と で 、与 信 判 断 が 変 化 す る ほ か 、カ ー ド の

更 新 時 に も 与 信 枠 や 与 信 停 止 な ど の 審 査 が な さ れ る な ど

の 点 で 違 い が あ る 。  

②  第 2 に 、利 用 時 の 審 査 に 関 し て い え ば 、個 品 割 賦 購 入 あ っ

せ ん で は 、購 入 者 に 対 す る 信 用 調 査 に 加 え て 購 入 す る 商 品

の 内 容 、数 量 、必 要 性 、購 入 時 点 で の 加 盟 店 の 勧 誘 方 法 や

内 容 な ど を 審 査 す る の に 対 し 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お

い て は 、 カ ー ド の 有 効 期 限 、 盗 難 ・ 紛 失 カ ー ド 、 カ ー ド 会

員 の 信 用 供 与 枠 、利 用 状 況 、返 済 状 況 等 を チ ェ ッ ク す る だ

け で 、商 品 、そ の 数 量 、返 済 方 法 お よ び 加 盟 店 の 勧 誘 や 販

売 方 法 に 関 す る 審 査 が 行 わ れ な い と い う 点 で 大 き な 違 い

が あ る ( 2 1 ) 。  

③  第 3 に 、個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん は 、契 約 関 係 が 必 要 な た め

原 則 と し て 国 内 の 特 定 販 売 業 者 等 に 限 定 さ れ た 、か つ 、一

定 の 支 払 期 間 の み の 限 定 さ れ た（ ク ロ ー ズ ・ エ ン ド ）信 用

取 引 で あ る の に 対 し て 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て は 、

販 売 店 が 国 内 に 限 定 さ れ ず 、あ ら ゆ る 商 品 、サ ー ビ ス を 対

象 と し た 継 続 的 な（ オ ー プ ン ・ エ ン ド ）信 用 取 引 で あ る 点

が 大 き く 異 な っ て い る 。  

双 方 の 取 引 と も 、 販 売 業 者 と 購 入 者 と の 売 買 契 約 ま た は 役 務

提 供 事 業 者 と 利 用 者 の 役 務 提 供 契 約 （ 以 下 、 購 入 者 と 利 用 者 を

ま と め て 「 購 入 者 等 」 と い い 、 売 買 契 約 と 役 務 提 供 契 約 を ま と

め て 「 売 買 契 約 等 」 と い う ） に 先 立 っ て 、 販 売 業 者 等 と の 間 に

加 盟 店 契 約 が 存 在 す る 点 は 共 通 す る 。 し か し 、 個 品 割 賦 購 入 あ

っ せ ん 取 引 で は 、 販 売 業 者 等 が 、 そ の 提 携 す る 個 品 割 賦 購 入 あ

っ せ ん 業 者 の 中 か ら 一 つ を 指 定 し て 購 入 者 の 個 品 割 賦 購 入 あ っ

せ ん 契 約 の 申 込 み を 取 り 次 ぎ 、 そ の 審 査 お よ び 承 認 手 続 を 経 て
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初 め て 決 済 が 可 能 と な る が 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て は 、

カ ー ド 会 員 は 、 す で に 信 用 供 与 を 受 け て い る 特 定 の ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 会 社 か ら 貸 与 を 受 け た ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 、 自 己 が 利 用

す る こ と を 決 定 し た 販 売 業 者 等 に 提 示 す る こ と で 決 済 が で き 、

販 売 業 者 は 、 支 払 い を 受 け る 割 賦 購 入 あ っ せ ん 業 者 を 選 択 す る

こ と は で き な い 。 こ こ に 、 販 売 業 者 等 が ク レ ジ ッ ト 決 済 に 関 与

す る 度 合 い が 大 き く 異 な っ て い る 。  

し た が っ て 、 こ の よ う に 、 取 引 シ ス テ ム に お け る 与 信 の 方 式

や 加 盟 店 の 果 た す 役 割 が 大 き く 異 な っ て い る 点 に 着 目 し て 分 析

す べ き で は な い か 。  

次 に 、 わ が 国 の 三 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 沿 革 的

な 面 か ら み て み る と 、 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん 取 引 を ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 取 引 と 同 一 と み る 根 底 に は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が チ

ケ ッ ト ・ ク ー ポ ン 取 引 を 起 源 と す る こ と に 在 る の で は な い か と

考 え ら れ る 。 す な わ ち 、 チ ケ ッ ト ・ ク ー ポ ン の 利 用 が 小 売 業 者

に 大 き な 影 響 を 与 え る こ と を 理 由 に 、 チ ケ ッ ト ・ ク ー ポ ン の 発

行 に 地 理 的 制 限 が 設 け ら れ た こ と か ら ( 2 2 ) 、チ ケ ッ ト・ク ー ポ ン

を 使 用 し な い 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん が 生 み 出 さ れ 、 こ れ が 発 展

し て き た か ら で あ る 。  

し か し な が ら 、 現 在 の わ が 国 の 主 流 で あ る 多 数 当 事 者 型 の ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 、 第 3 章 で 見 た よ う に 、 ア メ リ カ に お い

て 誕 生 し 、 二 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド か ら 、 三 当 事 者 型 を 経

て 、 銀 行 が 取 り 扱 う こ と で 小 切 手 に 代 わ り 世 界 的 に 発 展 し た も

の で あ る ( 2 3 ) 。わ が 国 で は 、チ ケ ッ ト ・ ク ー ポ ン と は 全 く 別 に 銀

行 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 採 用 し た ア メ リ カ 型 の 三 当 事 者 型

ク レ ジ ッ ト カ ー ド が そ の 原 型 で あ る 。  

チ ケ ッ ト ・ ク ー ポ ン は 、 こ れ を 使 用 す る 者 が 所 属 す る 企 業 ・

団 体 と の 合 意 に 基 づ い て 発 行 さ れ て お り 、 そ の 返 済 は 、 当 該 企

業 ・ 団 体 に 依 頼 し て 個 人 の 給 与 か ら 天 引 き の 方 法 で 支 払 わ れ て
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い た の で 、 純 粋 に 個 人 の 信 用 に 依 拠 し た 取 引 と は 言 い 難 い 面 が

存 在 す る ( 2 4 ) 。一 方 の 銀 行 系 カ ー ド は 、個 人 の 銀 行 に お け る 信 用

を 基 準 に 発 行 さ れ 、 当 初 か ら 個 人 の 預 金 口 座 か ら の 引 き 落 と し

や 小 切 手 で 支 払 う 方 式 の ア メ リ カ 型 で あ り ( 2 5 ) 、チ ケ ッ ト・ク ー

ポ ン か ら 派 生 し た 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん 取 引 を 基 礎 と し て 、 現

在 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 を 分 析 す る の は 誤 り で は な い か と 指

摘 す る こ と が で き る 。  

し た が っ て 、 取 引 シ ス テ ム の 内 容 の 相 違 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド

の 沿 革 の 違 い か ら 、 現 在 の わ が 国 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関

し て は 、 わ が 国 固 有 の 沿 革 を 有 す る 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん の 法

的 性 質 論 と は ま っ た く 切 り 離 し た 上 で 、論 じ る べ き と 考 え る ( 2 6 ) 。

す な わ ち 、 こ こ で は 個 品 割 賦 （ 個 別 信 用 ） 購 入 あ っ せ ん 取 引 の

分 析 か ら 離 れ 、 現 在 の 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 機 能 を も

と に 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 主 流 が 三 当 事 者 型 か ら 多 数 当 事

者 型 へ と 移 行 し た 現 在 に お い て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 仕 組

み と 法 的 性 質 を 明 ら か に し た う え で 、 多 数 の 当 事 者 の 関 与 す る

「 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 」 が ど の よ う な 法 的 性 質

を 有 し て い る の か を 分 析 す べ き も の と 考 え る 。  

 

2． 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 法 的 な 性 質  

 

（ 1）  三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 仕 組 み  

三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て は 、 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 会 社（ 以 下「 カ ー ド 会 社 」と い う ）と 販 売 業 者 等（ 以 下「 加

盟 店 」 と い う こ と が あ る ） と の 間 の 関 係 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド

の 受 入 ・ 承 認 手 続 と そ の 代 金 の 支 払 等 に 関 す る 契 約 （ 以 下 「 加

盟 店 契 約 」 と い う ） に よ っ て 規 律 さ れ 、 一 方 、 カ ー ド 会 社 と カ

ー ド 会 員 と の 間 の 関 係 は 、 カ ー ド の 貸 与 と 利 用 代 金 の 支 払 等 に

関 す る カ ー ド 会 員 規 約 （ 以 下 「 会 員 規 約 」 と い う ） に よ っ て 規
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律 さ れ る 。 他 方 、 加 盟 店 と カ ー ド 会 員 と の 間 に は 、 取 引 の 原 因

取 引 と い え る 売 買 契 約 等 が 存 在 す る（〔 図 表 1〕〔図 表 2〕） ( 2 7 ) 。  

 

〔 図 表 1〕  三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 流 れ  

 

①  カ ー ド の 提 示 ・ 支 払 方 法 の 指 定  
カ ー ド 会 員 は 、 カ ー ド 券 面 の 提 示 ま た は カ ー ド 番 号 の 通 知 並 び

に 署 名 ま た は P I N （ P e r s o n a l  I n f o r m a t i o n  N u m b e r ： 暗 証 番 号 ）

の 入 力 に よ り 、 代 金 の カ ー ド 決 済 の 申 込 み を 行 う 。  
申 込 み の 際 に 、 支 払 方 法 と し て 、 1 回 払 い 、 2 回 払 い 、 ボ ー ナ

ス 払 い 、 分 割 （ 回 数 指 定 ） 払 い 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い の い ず れ か 一

つ を 指 定 す る 。（ こ の 点 が 1 回 払 い し か な い 多 数 当 事 者 型 取 引 の 場

合 と 大 き く 異 な る 。）  
②  商 品 ・ サ ー ビ ス の 提 供  

加 盟 店 は 、カ ー ド が 有 効 か 、与 信 限 度 枠 内 か 、な ど C A F I S 回 線

等 を 通 じ て カ ー ド 会 社 か ら オ ー ソ リ ゼ ー シ ョ ン （ 販 売 承 認 ） を 受

け た の ち 、 商 品 の 引 渡 し 、 ま た は サ ー ビ ス の 提 供 を 行 う 。  
③  売 上 伝 票 の 送 付 ・ 請 求  

加 盟 店 は 、 カ ー ド 販 売 し た 売 上 伝 票 （ 売 上 デ ー タ ） を カ ー ド 会

社 に 送 付 （ 送 信 ） し 、 代 金 相 当 額 の 支 払 を 請 求 す る 。  
④  立 替 金 支 払  

カ ー ド 会 社 か ら 加 盟 店 契 約 に 基 づ く 所 定 の 支 払 期 日 に 、 代 金 相

会   員  加  盟  店  

ク  レ  ジ  ッ  ト  カ  ー  ド  会  社  

②

売

 

上

 

承

 

認 

①  カ ー ド の 提 示  

支 払 方 法 の 指 定  

② 商 品 ・ サ ー ビ ス の 提 供  

③

売

上

伝

票

の

送

付

・

請

求 

④ 立 替 金 の 入 金  

金  融  機  関  

④ 立 替 金 の 支 払  

金  融  機  関  

⑦ 口 座 引 落  

 銀 行 振 込  
⑤ 代 金 の 請 求  

⑥ 入 金  
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当 額 か ら 加 盟 店 手 数 料 を 控 除 し た 金 額 が 金 融 機 関 を 通 じ て 、 加 盟

店 の 届 け 出 た 預 金 口 座 の あ る 金 融 機 関 に 送 金 さ れ て 支 払 わ れ る 。

⑤  代 金 の 請 求  
 カ ー ド 会 社 は 、 会 員 が 利 用 し た カ ー ド 利 用 の 明 細 書 を 作 成 し 、

カ ー ド 会 員 が 選 択 し た 支 払 方 法 毎 に 取 り ま と め て 請 求 書 を 作 成

し 、 支 払 を 請 求 す る 。 ま た 、 カ ー ド 会 員 の 預 金 口 座 の あ る 銀 行 に

口 座 振 替 の 請 求 デ ー タ を 送 付 し 、 代 金 引 き 落 と し を 依 頼 す る 。  
⑤   入 金  
  カ ー ド 会 員 は 、 返 済 を 行 う 自 己 の 銀 行 口 座 、 ま た は カ ー ド 会 社 の

銀 行 口 座 に 返 済 資 金 を 入 金 す る 。  
⑦  口 座 引 落 ・ 銀 行 振 込  

カ ー ド 会 員 は 、カ ー ド を 提 示 し た 時 点 で 選 択 し た 支 払 方 法 に 従 い 、

支 払 う べ き 代 金 を 口 座 振 替 、 ま た は 銀 行 送 金 な ど の 方 法 に よ り カ

ー ド 会 社 に 支 払 う 。  

 

〔 図 表 2〕  三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 の 契 約 関 係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  カ ー ド 会 員 と カ ー ド 会 社 の 関 係  

カ ー ド 会 社 と カ ー ド 会 員 と の 間 で は 、 会 員 規 約 に 基 づ く 契 約 関

係 が あ る 。 会 員 規 約 は 、 継 続 的 な 取 引 を 前 提 と す る 基 本 的 契 約 で

あ り 、 通 常 、 会 員 契 約 の み で は 、 カ ー ド 会 員 に 金 銭 的 な 支 払 義 務

は 生 じ な い （ た だ し 、 年 会 費 を 除 く ）。  
会 員 規 約 に は 、 カ ー ド 会 社 か ら ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 貸 与 を 受 け

る こ と 、 カ ー ド の 利 用 方 法 、 利 用 限 度 額 と 支 払 方 法 、 会 員 と し て

の 資 格 と そ の 停 止 ・ 取 消 し 、 カ ー ド の 譲 渡 ・ 質 入 れ の 禁 止 な ど の

取 引 の 基 本 的 事 項 が 定 め て あ る 。 カ ー ド 会 員 は 、 シ ョ ッ ピ ン グ 利

用 時 に 、 カ ー ド 等 を 提 示 し 、 サ イ ン や 暗 証 番 号 の 入 力 に よ っ て 、

カ ー ド 会 社 か ら 代 金 が 加 盟 店 に 支 払 わ れ 、 結 果 と し て 、 カ ー ド 会

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社  

カ ー ド 会 員  販 売 事 業 者 （ 加 盟 店 ）  

（ カ ー ド 貸 与 ）

① 会 員 契 約  
（ 利 用 代 金 支 払 ）

 
② 加 盟 店 契 約  （ 代 金 支 払 ）  

③  

売 買 契 約  

役 務 提 供 契 約  

 

（ カ ー ド を 提 示 し

て 、 代 金 決 済 と 商

品 の 提 供 ・ 役 務 の

提 供 ）  
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社 に 対 す る 代 金 相 当 額 の 支 払 債 務 が 発 生 し 、 原 則 と し て 利 用 時 に

指 定 し た 支 払 方 法 に 応 じ た 会 員 手 数 料 を 付 加 し て 、 分 割 ま た は 一

括 払 い で 返 済 す る こ と に な る 。  

②   カ ー ド 会 社 と 加 盟 店 の 関 係  

カ ー ド 会 社 と 加 盟 店 と の 間 に は 、加 盟 店 契 約 が 締 結 さ れ て い る 。

加 盟 店 契 約 は 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 し た 信 用 販 売 の ル ー ル（ 取

扱 対 象 カ ー ド 、 取 引 条 件 、 取 扱 方 法 、 販 売 承 認 の 方 法 、 限 度 額 、

取 扱 時 の 注 意 義 務 な ど ）、現 金 販 売 と の 差 別 待 遇 の 禁 止 、売 上 票 の

送 付 と 精 算 方 法 、 代 金 の 支 払 時 期 と 支 払 方 法 、 加 盟 店 手 数 料 、 契

約 違 反 に 関 す る 取 決 め 等 が 継 続 的 取 引 を 前 提 に 定 め ら れ て い る 。

カ ー ド 会 社 の 指 定 す る カ ー ド 会 員 が カ ー ド の 提 示 に よ り 売 買 代

金 等 の 決 済 を 申 込 み 、 カ ー ド 会 社 が 承 認 し た と き に 、 加 盟 店 は カ

ー ド 会 社 に 対 す る 代 金 請 求 権 を 取 得 し 、 会 員 の 選 択 し た 支 払 方 法

に 応 じ た 手 数 料 率 に 基 づ く 加 盟 店 手 数 料 を （ 控 除 さ れ て ） 負 担 す

る 。 カ ー ド 会 社 は 、 カ ー ド 会 員 に 代 わ っ て 加 盟 店 に 代 金 相 当 額 を

支 払 う こ と で 、 カ ー ド 会 員 に 対 す る 代 金 請 求 権 を 取 得 す る 。  

③  カ ー ド 会 員 と 加 盟 店 の 関 係  

カ ー ド 会 員 と 加 盟 店 と の 間 で は 、 あ ら か じ め 契 約 関 係 は な く 、

個 別 の 売 買 や 役 務 提 供 契 約 な ど の 個 別 的 な 取 引 の 都 度 、 関 係 が 生

じ る 。 売 買 代 金 等 の 決 済 は 、 会 員 が カ ー ド を 提 示 し 、 そ の カ ー ド

情 報 と 代 金 等 の 情 報 お よ び 返 済 回 数 情 報 が 所 定 の 通 信 手 段 を 通 じ

て カ ー ド 会 社 に 伝 達 さ れ 、 信 用 販 売 の 承 認 を 受 け る こ と で 、 完 了

す る 。  
な お 、 携 帯 電 話 や 固 定 電 話 の 通 信 料 、 電 気 ・ ガ ス な ど の 公 共 料

金 な ど の よ う な 継 続 的 サ ー ビ ス や 定 期 的 な 商 品 供 給 契 約 の 場 合 に

は 、 一 回 の カ ー ド 番 号 の 通 知 と そ の 支 払 手 続 で 、 以 降 所 定 期 日 に

反 復 継 続 し て 支 払 義 務 の 発 生 す る 取 引 が あ る が 、 こ の よ う な 取 引

の 場 合 は 、 代 金 発 生 の 都 度 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 提 示 す る 手 続 の 省

略 が 三 当 事 者 間 で 合 意 さ れ 、 与 信 枠 の 個 別 の 承 認 手 続 の 省 略 が 認

め ら れ て い る 。  

こ の よ う に 、 カ ー ド 会 社 ・ カ ー ド 会 員 ・ 加 盟 店 の 三 当 事 者 の

そ れ ぞ れ の 間 に 存 す る 三 つ の 別 個 独 立 の 契 約 か ら 成 り 立 っ て い

る の が 、 従 来 型 の 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 の 基 本 的 な 枠 組 み で あ

る 。  

 

（ 2）  カ ー ド 会 社 と カ ー ド 会 員 の 間 の 法 律 関 係  

カ ー ド 会 社 と カ ー ド 会 員 の 間 に は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 利 用

に つ き 、「 加 盟 店 に カ ー ド を 提 示 し て 所 定 の 売 上 票 に 署 名 す る こ

と に よ り 、 当 該 取 引 に よ っ て 会 員 が 負 担 し た 債 務 の 決 済 手 段 と

す る こ と が で き ま す 」 ( 2 8 ) 、 「加 盟 店 で カ ー ド を 提 示 し 、所 定 の 売

上 票 に カ ー ド と 同 一 の 自 己 の 署 名 を 行 う こ と に よ り 、 カ ー ド シ

ョ ッ ピ ン グ が で き ま す 」 ( 2 9 ) 、「 当 社 の 指 定 す る 店 舗 ・ 施 設 ・ 売
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場 等 で 、カ ー ド を 提 示 し 、伝 票 等 に 署 名 す る こ と に よ り 、商 品 ・

権 利 の 購 入 ま た は サ ー ビ ス の 提 供 を 受 け る こ と が で き ま す 」  

( 3 0 ) と い っ た 規 定 が 、 会 員 規 約 中 に 設 け ら れ て い る 。  

な お 、 そ の 代 金 を カ ー ド 会 員 に 請 求 す る 根 拠 と し て 、 カ ー ド

会 社 各 社 の 会 員 規 約 に お い て 、 立 替 払 と す る も の 、 債 権 譲 渡 と

す る も の が 一 般 的 で あ る 。 し か し 、 現 在 で は 、 そ の 両 方 を 併 用

す る も の 、 そ し て 特 に 根 拠 を 示 さ な い も の ま で 、 規 定 の 仕 方 は

さ ま ざ ま で あ る ( 3 1 ) 。  

従 来 の 分 析 に お い て は 、 債 権 譲 渡 型 と 立 替 払 型 の 規 定 の あ る

会 員 規 約 お よ び 取 引 の 実 態 や 当 事 者 の 意 思 を 推 定 し た う え で 、

「 債 権 譲 渡 型 」「 立 替 払 型 」「 無 名 型 」 に 分 類 し 、 債 権 譲 渡 型 で

は 債 権 譲 渡 構 成 、 立 替 払 型 で は 準 委 任 構 成 ・ 履 行 引 受 構 成 ・ 債

務 引 受 構 成 ・ 保 証 構 成 が あ る と さ れ て き た ( 3 2 ) 。  

な お 、 か つ て 百 貨 店 に は 、 共 通 チ ケ ッ ト に よ る 割 賦 販 売 自 粛

の 規 制 が あ っ た た め 、 百 貨 店 の 発 行 す る 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド で は 、 百 貨 店 子 会 社 等 と カ ー ド 会 員 と の 間 の 金 銭 消 費 貸

借 と 信 販 会 社 等 が そ の 債 務 を 保 証 す る と い う「 金 銭 消 費 貸 借 型 」

形 式 が 見 ら れ た 。 し か し 、 通 商 産 業 大 臣 に よ る 3 4 年 通 達 が 平

成 4 年 6 月 1 9 日 に 廃 止 さ れ て お り ( 3 3 ) 、 金 銭 消 費 貸 借 型 に は 、

割 賦 販 売 法 に 加 え て 、 貸 金 業 規 制 法 に よ る 規 制 が あ り 、 き わ め

て 煩 雑 な 手 続 と な る こ と か ら 、 現 在 で は ほ ぼ 姿 を 消 し た （ 保 証

委 託 型 に つ い て も 同 様 で あ る ） ( 3 4 ) 。  

 

1）  債 権 譲 渡 型 の 会 員 規 約  

ま ず 、 債 権 譲 渡 型 の 会 員 規 約 か ら 検 討 す る 。 そ の 法 的 構 成 の

考 察 に 際 し て 、 三 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 内 容 を 確

認 し て お く と 、 以 下 の よ う に な る 。  

債 権 譲 渡 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は 、 カ ー ド 会 員 が ク レ

ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 し て 加 盟 店 で 商 品 等 を 購 入 す る と 、 加 盟 店
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は 、 カ ー ド 会 員 に 対 す る 代 金 債 権 （ 指 名 債 権 ） を カ ー ド 会 社 に

債 権 譲 渡 し 、 カ ー ド 会 社 は 譲 り 受 け た 債 権 か ら 加 盟 店 手 数 料 を

控 除 し た 残 金 を 譲 受 債 権 の 対 価 と し て 加 盟 店 に 交 付 し 、 カ ー ド

会 社 は 譲 り 受 け た 売 買 代 金 の 債 権 者 と し て 、 そ の 支 払 を 受 け る

こ と に な る ( 3 5 ) 。  

こ の よ う な 債 権 譲 渡 構 成 は 、 法 律 構 成 の 面 で も 明 確 で あ り 、

と く に ア メ リ カ に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド シ ス テ ム を そ の ま ま

利 用 し て い る 銀 行 系 カ ー ド に つ い て は 説 明 し や す い と さ れ て い

る ( 3 6 ) 。す な わ ち 、債 権 譲 渡 構 成 に よ れ ば 、販 売 店 は 、カ ー ド 会

員 が 販 売 店 で カ ー ド を 提 示 し 、 所 定 の 売 上 票 に 署 名 す る こ と で

商 品 等 を 購 入 し た こ と に よ る 売 上 代 金 債 権 を 加 盟 店 契 約 に 基 づ

き カ ー ド 会 社 に 譲 渡 し 、 カ ー ド 会 社 は 加 盟 店 契 約 に 基 づ く 手 数

料 を 控 除 し て 、 譲 渡 代 金 を 支 払 う こ と に な る 。  

カ ー ド 会 社 は 、 譲 り 受 け た 代 金 債 権 に 基 づ き 、 カ ー ド 会 員 に

代 金 債 権 を 請 求 す る こ と に な る 。 個 別 の 商 品 等 購 入 の た び に 債

権 譲 渡 が 行 わ れ る こ と に な る が 、 カ ー ド 会 社 と の 会 員 契 約 に お

い て 包 括 的 に 債 権 譲 渡 を 「 予 め 承 諾 す る 」 し て 、 個 別 の 通 知 や

承 諾 の 請 求 を 省 略 し て い る 。 し か し 、 カ ー ド の 売 上 伝 票 （ ジ ャ

ー ナ ル ） に は 、 三 当 事 者 型 で あ れ ば 、 原 則 と し て 譲 渡 人 で あ る

販 売 店 名 と 譲 受 人 で あ る カ ー ド 会 社 名 が 表 示 さ れ 、 譲 渡 金 額 が

確 認 で き る の で 、カ ー ド 会 員 が 売 上 伝 票 に 署 名 す る こ と に よ り 、

債 務 者 で あ る 会 員 の 承 諾 が 明 示 的 に な さ れ 、 異 議 を と ど め な い

承 諾 で あ る の で 、 会 員 は 、 加 盟 店 に 対 抗 す る 事 由 を も っ て 、 カ

ー ド 発 行 会 社 に は 対 抗 し 得 な く な る ( 3 7 ) 。  

だ が 、 こ の よ う な 債 権 譲 渡 構 成 に 立 っ た 場 合 に は 、 チ ケ ッ ト

や ク ー ポ ン を 回 収 し て 買 取 代 金 を 販 売 店 に 支 払 う 一 方 で 、 分 割

返 済 の 期 間 の 金 利 に 相 当 す る 手 数 料 を 受 領 す る こ と 、す な わ ち 、

購 入 者 の 信 用 調 査 費 用 、請 求・回 収 コ ス ト 、貸 倒 引 当 金 な ど 様 々

な 手 数 料 を 含 め た 分 割 払 手 数 料 を 代 金 債 権 に 加 え て 徴 収 す る 契
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約 内 容 と な っ て お り 、 単 な る （ 割 賦 販 売 ） 代 金 債 権 の 買 取 に 関

し て 説 明 が で き な い 点 が 問 題 点 と し て 指 摘 さ れ て い る ( 3 8 ) 。ま た 、

債 権 譲 渡 に つ い て 包 括 的 な 事 前 承 諾 を す る こ と が で き る か ( 3 9 ) 、

異 議 を と ど め な い 承 諾 の 効 果 が 指 図 債 権 に お け る 人 的 抗 弁 の 切

断 と 同 様 の 効 果 を 持 ち う る か ( 4 0 ) 、第 三 者 対 抗 要 件 の 具 備 を し な

く て よ い の か ( 4 1 ) 、ま た 、か つ て は 、短 期 消 滅 時 効 が 適 用 さ れ る

等 の 問 題 点 が あ る こ と な ど も 指 摘 さ れ て い た ( 4 2 ) 。  

こ れ ら の う ち 第 １ 点 目 の 譲 渡 代 金 に 分 割 払 手 数 料 が 付 加 さ れ

る 点 に つ い て は 、 現 在 で は 、 銀 行 系 カ ー ド 会 社 に つ い て も 、 分

割 払 制 度 が 利 用 で き る よ う に な り 、現 在 の カ ー ド 会 員 規 約 で は 、

あ ら か じ め 支 払 回 数 な ど 支 払 方 法 に 応 じ た 会 員 手 数 料 を 別 途 支

払 う こ と の 合 意 が な さ れ て お り 、 カ ー ド 会 社 が 販 売 店 か ら 債 権

譲 渡 を 受 け る 代 金 債 権 は 、 カ ー ド 会 社 が 譲 受 人 に な っ た 場 合 に

は 、 カ ー ド 会 員 が 利 用 時 に 指 定 し た 分 割 払 等 の 支 払 方 法 に 変 更

さ れ 、 分 割 払 期 間 に 応 じ た 金 利 等 を 含 む 手 数 料 を 加 算 し て 支 払

う 支 払 方 法 に 変 更 さ れ る 旨 の 特 約 が 付 帯 さ れ て い る と 考 え る こ

と で 問 題 は ク リ ア で き る 。  

第 2 点 目 の 包 括 的 な 事 前 承 諾 の 有 効 性 に つ い て は 、 そ れ が 問

題 と な る の は 、 債 務 者 が 債 権 者 に 対 し て 負 っ て い る 支 払 債 務 が

個 別 に 承 認 を し な い ま ま 債 権 譲 渡 さ れ る こ と に な る た め 、い つ 、

だ れ か ら 、 ど の よ う な 形 で 請 求 を 受 け る か が 予 測 で き ず 、 債 務

者 が 不 安 定 な 立 場 に な る か ら で あ る ( 4 3 ) 。し か し な が ら 、ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 取 引 で は 、 提 示 し た ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 会 社 が

終 的 な 譲 受 債 権 者 に な っ て 、 当 該 カ ー ド 会 社 と の 会 員 規 約 に

基 づ き あ ら か じ め 定 め ら れ た 時 期 に 請 求 を 受 け 、 あ ら か じ め 定

め た 時 期 に 、 所 定 の 方 法 で 支 払 う こ と が 明 確 に 定 め ら れ て い る

の で あ る か ら 、 事 前 の 包 括 承 認 で あ る か ら と い っ て 、 債 務 者 保

護 の 観 点 で は 問 題 に な ら な い の で は な い か と 考 え る ( 4 4 ) 。  

ま た 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は 、 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん と
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異 な り 、 商 品 や サ ー ビ ス の 内 容 や 取 引 す る 販 売 店 に つ い て 事 前

に チ ェ ッ ク が で き ず 、 割 賦 販 売 法 が 適 用 さ れ る 取 引 を 除 き 、 抗

弁 の 対 抗 を 受 け る こ と が 予 定 さ れ て い な い た め 、 こ の 債 権 譲 渡

に つ い て は 、単 な る 債 権 譲 渡 の 承 諾 で は な く 、「異 議 を と ど め な

い 承 諾 」を 得 る 必 要 が あ る ( 4 5 ) 。そ の 手 段 と し て 、会 員 規 約 に 基

づ く 事 前 の 包 括 的 な 債 権 譲 渡 と 異 議 を と ど め な い 承 諾 を 得 て お

き 、 会 員 が カ ー ド を 利 用 し 、 売 上 票 に 署 名 し た 時 に 、 債 権 譲 渡

の 承 諾 と と も に 、 異 議 を と ど め な い 承 諾 を 取 得 し て い る と 考 え

る こ と が で き よ う ( 4 6 ) 。  

一 方 、 第 3 点 目 の 対 抗 要 件 の 問 題 に つ い て は 、 分 割 払 制 度 が

な い 銀 行 系 カ ー ド で あ れ ば 、 譲 受 代 金 は 、 1 か 月 程 度 で 弁 済 さ

れ て し ま う の で 、 対 抗 要 件 を 具 備 し て い な く て も 、 リ ス ク の あ

る 期 間 は 短 期 間 で あ り 、 対 抗 要 件 を 毎 回 具 備 す る コ ス ト を 考 え

る と 、許 容 範 囲 内 と 考 え ら れ て い た ( 4 7 ) 。し か し 、分 割 払 で き る

カ ー ド に つ い て は 、 大 2 年 程 度 の 返 済 期 間 が 設 定 さ れ て お り 、

そ の 間 に 二 重 譲 渡 さ れ た り 、 差 押 え を 受 け た り す る リ ス ク が カ

ー ド 会 社 に 生 じ る 点 が 問 題 と し て 考 え ら れ る ( 4 8 ) 。  

な お 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 売 上 の 承 認 に 際 し て 、 販 売 店 か ら

カ ー ド 会 社 に 伝 達 さ れ る 情 報 は 、「カ ー ド 情 報 、金 額 、売 上 日 時 」

の み で あ り 、 売 買 契 約 の 特 定 に 必 要 な 商 品 名 等 が 分 か ら な い の

が 通 常 で あ る ( 4 9 ) 。そ う す る と 、債 権 譲 渡 構 成 で は 、争 い に な っ

た 時 に は 、 債 権 譲 渡 の 対 象 債 権 の 成 立 お よ び そ の 譲 渡 を 証 明 し

な け れ ば な ら な い し 、 そ の 成 立 自 体 の 争 い の 場 合 に つ い て は 、

成 立 要 件 た る 事 実 の 立 証 が 必 要 で あ る た め 、 カ ー ド 取 引 情 報 を

詳 細 に 把 握 す る こ と が 事 実 上 で き な い 状 態 に あ り 、 カ ー ド 会 社

は 、不 利 な 立 場 に 置 か れ る こ と が 考 え ら れ る ( 5 0 ) 。し か し な が ら 、

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る 債 権 譲 渡 の 有 効 性 は 、 現 行 の 取

引 情 報 で 特 定 さ れ て い る と し て 、 裁 判 実 務 的 に は 解 決 し て い る

と い え る し ( 5 1 ) 、販 売 店 に と っ て 、カ ー ド 売 上 債 権 は 、常 連 顧 客
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や 配 送 が 必 要 な 顧 客 で も な い 限 り 、 手 元 に 残 る 記 録 に は 、 会 員

の （ ア ル フ ァ ベ ッ ト ） 氏 名 し か 残 さ れ ず 、 債 務 者 の 特 定 が 困 難

で あ る た め 、 個 別 の 売 上 債 権 を カ ー ド 会 社 以 外 に 債 権 譲 渡 す る

こ と は 、 実 質 的 に 困 難 と 考 え ら れ 、 二 重 譲 渡 を 巡 る 争 い の 可 能

性 は 少 な い 。 な お 、 理 論 的 に は 売 掛 金 以 外 に カ ー ド 会 社 に 対 す

る 立 替 金 返 還 請 求 権 を 加 盟 店 が 譲 渡 す る こ と が 考 え ら れ る が 、

加 盟 店 契 約 で そ の 譲 渡 が 禁 止 さ れ て い る こ と か ら 、 実 務 的 に は

大 き な 問 題 に は な っ て い な い ( 5 2 ) 。  

な お 、 債 権 譲 渡 構 成 に 立 っ た 場 合 に は 、 異 議 を と ど め な い 承

諾 が あ る と き に は 、 販 売 店 に 対 し て そ の 売 買 契 約 等 の 成 立 や 履

行 等 に 関 し て 抗 弁 が あ っ て も 抗 弁 で き な い が 、 割 賦 販 売 法 の 適

用 の あ る 取 引 の 場 合 に は 、 そ の 承 諾 は 無 効 と な り 、 抗 弁 が 接 続

さ れ る こ と に な る 。  

 

2）  立 替 払 型 の 会 員 規 約  

一 方 、 立 替 払 型 の 会 員 規 約 は 、 カ ー ド 会 社 が カ ー ド 会 員 の 代

金 債 務 を カ ー ド 会 員 に 代 わ っ て 販 売 店 に 支 払 い 、 カ ー ド 会 員 に

対 し 、 立 替 金 を 求 償 す る も の で あ る が 、 そ の 法 的 構 成 に 関 し て

は 、 ① 代 位 弁 済 構 成 、 ② 準 委 任 構 成 、 ③ 履 行 引 受 構 成 、 ④ 債 務

引 受 構 成 、 ⑤ 保 証 構 成 、 ⑥ 契 約 引 受 構 成 、 ⑦ 金 銭 消 費 貸 借 構 成

な ど が 主 張 さ れ て い る 。  

①   代 位 弁 済 構 成  

こ の う ち 、 代 位 弁 済 構 成 は 、 立 替 払 型 の カ ー ド 取 引 を 、 カ ー

ド 会 社 の カ ー ド 会 員 の 販 売 店 に 対 す る 債 務 の「 代 位 弁 済 」（ 民 法

4 7 4 条 ） と 構 成 す る 見 解 で あ る ( 5 3 ) 。 そ の 結 果 、 カ ー ド 会 社 は 、

販 売 店 の カ ー ド 会 員 に 対 す る 売 買 代 金 債 権 を 販 売 店 に 代 位 し て

カ ー ド 会 員 に 対 し て 行 使 す る こ と に な る（ 民 法 4 9 9 条 、5 0 0 条 ）。 

し か し 、 売 買 代 金 債 権 に 加 算 し て 請 求 さ れ る 分 割 払 手 数 料 に

つ い て は 、 代 位 弁 済 で は 説 明 が で き な い の で 、 こ の 点 に 関 し て
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は 、 代 位 に よ り 取 得 し た 求 償 債 権 に つ き ク レ ジ ッ ト 契 約 に お い

て 支 払 方 法 に つ い て の 特 約 が あ り 、 手 数 料 を 付 し た 分 割 で 返 済

を 受 け る と い う 契 約 で あ る と の 説 明 が な さ れ て い る ( 5 4 ) 。  

な お 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 は 、 有 効 な 弁 済 を な す に つ い て

「 正 当 な 利 益 を 有 す る 第 三 者 」に 当 た ら な い か ら 民 法 5 0 0 条 の

法 定 代 位 で き な い と す る 見 解 も あ る ( 5 5 ) 。し か し な が ら 、カ ー ド

取 引 に お い て は 、 債 務 者 で あ る カ ー ド 会 員 に 、 代 位 弁 済 に つ い

て の 同 意 や 承 認 を 求 め る 規 約 上 の 文 言 は 見 当 た ら ず 、 む し ろ 、

加 盟 店 契 約 を 債 権 者 で あ る 販 売 店 と 締 結 し て い る の で 、 弁 済 を

な さ な い と 、加 盟 店 契 約 上 の 債 務 不 履 行 責 任 を 負 う こ と に な り 、

「 正 当 な 利 益 を 有 す る 」 と 説 明 で き な く は な い 。 ま た 少 な く と

も 、 加 盟 店 契 約 に よ り 債 権 者 の 同 意 を 得 て い る の で 、 民 法 4 9 9

条 の 任 意 代 位 で き る と の 解 釈 も 考 え ら れ る 。  

も っ と も 、 代 位 弁 済 構 成 に 立 っ た 場 合 に は 、 加 盟 店 契 約 を 含

め た 説 明 が 必 要 と な り 、 ま た 、 販 売 店 が カ ー ド 会 員 に 対 し て 代

金 請 求 を 行 わ な い こ と か ら 、 カ ー ド 会 社 に 代 位 弁 済 を 求 め う る

こ と の 根 拠 を 問 題 視 す る 見 解 も あ る ( 5 6 ) 。  

こ の ほ か 、 か つ て の 議 論 に お い て は 、 代 位 弁 済 構 成 に 立 っ た

場 合 に は 、 抗 弁 権 切 断 の 特 約 （ カ ー ド 会 員 が 弁 済 の 時 に 販 売 店

に 対 し て 有 し た 一 切 の 抗 弁 を も っ て カ ー ド 会 社 に 対 抗 す る こ と

が で き な い 旨 の 特 約 ） の 効 力 も 問 題 に な っ た が 、 こ の 点 に 関 し

て は 、 割 賦 販 売 法 の 改 正 に よ り 、 現 在 で は 解 決 さ れ て い る 。  

②  準 委 任 構 成  

そ も そ も 「 立 替 払 い 」 と い う 用 語 は 、 法 的 に 明 確 な 概 念 で は

な く 、こ れ を 準 委 任 と 解 す る 立 場 が 有 力 で あ り ( 5 7 ) 、裁 判 所 や 行

政 も 、こ の 立 場 に 立 っ て い る と い わ れ て い る ( 5 8 ) 。こ の 構 成 に 立

っ た 場 合 、 立 替 払 委 託 型 に お い て 、 カ ー ド 会 社 は 、 カ ー ド 会 員

の 委 託 を 受 け て 販 売 店 に 弁 済 し た も の で あ る か ら 、 カ ー ド 会 員

に 対 し て 民 法 6 5 6 条 （ 準 委 任 ） に 基 づ き 、 求 償 権 を 取 得 す る こ
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と に な る 。 ま た 、 カ ー ド 会 社 は 、 委 任 事 務 処 理 費 用 の 償 還 請 求

権 （ 民 法 6 5 0 条 ） を 取 得 し 、 分 割 払 手 数 料 と し て 償 還 請 求 権 に

係 る 利 息（ 民 法 6 5 0 条 1 項 ）と 報 酬（ 民 法 6 4 8 条 1 項 ）を 兼 ね

た も の 、 も し く は 委 任 事 務 に 係 る 報 酬 を 、 特 約 に 基 づ き 請 求 で

き る こ と に な る ( 5 9 ) 。  

な お 、 代 位 に 基 づ く 売 買 代 金 請 求 権 と 立 替 払 に 基 づ く 求 償 権

は 、請 求 権 競 合 の 関 係 に 立 つ と 考 え ら れ る ( 6 0 ) 。カ ー ド 会 社 が 代

位 に 基 づ く 売 買 代 金 請 求 権 を 行 使 す る 場 合 の メ リ ッ ト は 、 売 買

契 約 に 付 帯 す る 担 保 権 を 取 得 す る こ と に あ る（ 民 法 5 0 1 条 本 文 ）。 

し か し な が ら 、 立 替 払 い の 求 償 権 の 行 使 に よ る 場 合 で あ っ て

も 、 購 入 商 品 に は 、 会 員 契 約 に お い て 特 約 で 所 有 権 留 保 条 項 が

特 約 さ れ て い る た め 、 ど ち ら の 債 権 を 行 使 し て も 、 実 質 的 に 差

は な い と 考 え ら れ る 。 逆 に 、 準 委 任 に よ る 求 償 権 を 行 使 す る 場

合 は 、 カ ー ド 会 員 に 売 買 契 約 上 の 抗 弁 事 由 が あ っ た と し て も 、

売 買 代 金 債 権 と は 別 の 債 権 で あ る こ と か ら 、 カ ー ド 会 社 に 対 し

て 当 然 に 対 抗 で き な い こ と に な り 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 の な い 取

引 で あ れ ば 抗 弁 権 切 断 特 約 が 有 効 と な る 。  

③  履 行 引 受 構 成  

履 行 の 引 受 は 、 本 来 は 支 払 義 務 の な い 引 受 人 が 債 権 者 に 債 務

引 受 の 意 思 表 示 を 行 い 、 債 務 者 の 意 思 に 反 し な い 範 囲 で 債 権 者

に 対 し て 、 第 三 者 と し て 弁 済 を 行 う （ 民 法 4 7 4 条 2 項 ） も の で

あ る が 、 履 行 引 受 説 は 、 カ ー ド 会 員 と の 間 の 履 行 引 受 契 約 に よ

り 債 権 者 で あ る 加 盟 店 に 弁 済 す る 義 務 を 負 い 、 カ ー ド 会 社 は 、

原 債 務 者 で あ る カ ー ド 会 員 に 委 託 の あ る 保 証 人 （ 民 法 4 5 9 条 ）

に 準 じ て 求 償 請 求 し て い る と み る ( 6 1 ) 。  

し か し 、 履 行 の 引 受 で は 、 立 替 払 い は 、 引 受 人 で あ る カ ー ド

会 社 と 債 権 者 が 合 意 す る こ と に よ っ て 有 効 に な る と さ れ る の で

あ る が 、 実 際 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は 、 債 権 者 で あ る 販 売

店 か ら 支 払 義 務 の な い は ず の 債 務 引 受 人 で あ る カ ー ド 会 社 に 直
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接 に 立 替 金 の 請 求 を 行 っ て お り 、 こ の 点 が 解 釈 上 問 題 と な る 。

こ の 点 に 関 し て は 、 債 権 者 と 履 行 の 引 受 人 に は 、 債 務 者 の 利 用

代 金 に つ い て の 加 盟 店 契 約 が 存 在 す る の で 、 こ こ に 請 求 権 の 根

拠 が あ る と す る 見 解 が あ る ( 6 2 ) 。  

履 行 引 受 構 成 は 、 加 盟 店 契 約 が カ ー ド 発 行 会 社 と 締 結 さ れ て

い る 三 当 事 者 関 係 に 関 し て は 有 力 説 で あ る が 、 カ ー ド 発 行 会 社

と 加 盟 店 契 約 が な い 四 当 事 者 型 以 上 の 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 取 引 に お い て は 、 販 売 店 が 売 買 代 金 の 支 払 を 直 接 的 に 請

求 で き る 相 手 方 （ 履 行 の 引 受 人 ） は 、 加 盟 店 管 理 会 社 で あ り 、

加 盟 店 管 理 会 社 と カ ー ド 発 行 会 社 で は 、直 接 の 契 約 関 係 も な く 、

国 際 ブ ラ ン ド と の 間 で の 清 算 に な る た め 、 更 に 、 説 明 が 困 難 に

な っ て し ま う 難 点 が あ る 。  

④   債 務 引 受 構 成  

こ れ に 対 し て 、 立 替 払 の 委 託 は 、 債 務 の 「 履 行 」 の 引 受 に 止

ま ら ず 、「 債 務 」そ の も の の 引 受 を カ ー ド 発 行 会 社 に 委 託 す る も

の で あ る と す る 見 解 が あ る 。 こ の 債 務 引 受 説 は 、 カ ー ド 発 行 会

社 が カ ー ド 会 員 と の 契 約 に 基 づ き そ の 債 務 を 債 務 引 受 し 、 そ の

個 別 的 債 務 引 受 の 履 行 と し て 加 盟 店 契 約 書 に よ っ て 販 売 業 者 等

に 代 金 を 支 払 う こ と で 、 カ ー ド 会 員 に 対 し て 求 償 権 を 行 使 す る

と い う も の で あ る ( 6 3 ) 。  

債 務 引 受 は 、民 法 に 明 文 の 規 定 が な い が 、判 例・学 説 に よ り 、

認 め ら れ て お り 、実 務 上 も 大 変 利 用 さ れ て お り ( 6 4 ) 、こ の 説 で あ

れ ば 、 債 務 引 受 人 で あ る カ ー ド 会 社 と 債 権 者 で あ る 販 売 店 の 間

は 、 加 盟 店 契 約 に お け る 合 意 に よ っ て 、 債 務 引 受 の 効 果 が 発 生

す る の で 、 実 態 に も 合 致 す る も の と い え る 。  

な お 、 債 務 引 受 説 は 、 さ ら に 「 併 存 的 債 務 引 受 説 」 と 「 免 責

的 債 務 引 受 説 」 に 分 か れ る 。  

免 責 的 債 務 引 受 の 場 合 は 、 販 売 業 者 が カ ー ド 会 員 に 対 す る 債

務 を 免 責 す る と い う 明 示 の 意 思 表 示 が 必 要 で あ る が 、 加 盟 店 契
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約 に も 、 カ ー ド 会 員 の 売 上 票 署 名 時 に も 、 販 売 店 が 免 責 の 意 思

表 示 を 行 っ て い な い 点 が 難 点 と さ れ る も の の 、 こ の 点 を 除 け ば

法 律 構 成 と し て 無 理 が な い と 考 え ら れ る ( 6 5 ) 。ク レ ジ ッ ト カ ー ド

取 引 で は 、 販 売 店 が カ ー ド 会 員 に 対 し て 代 金 を 請 求 す る と い う

事 態 は 予 定 さ れ て い な い と し て 、 立 替 払 を 採 用 す る カ ー ド 会 社

の 顧 問 で あ る 山 下 俊 六 弁 護 士 な ど が 、 免 責 的 債 務 引 受 説 に 立 つ

( 6 6 ) 。  

こ れ に 対 し て 、 カ ー ド 会 員 が 販 売 業 者 等 に 対 し て 負 担 す る 債

務 を カ ー ド 会 社 が 併 せ て 負 担 す る と い う 併 存 的 （ 重 畳 的 ） 債 務

引 受 説 ( 6 7 ) も 有 力 で あ り 、吉 原 省 三 弁 護 士 は 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド

取 引 に お い て 、「加 盟 店 は カ ー ド 会 社 に 対 し 支 払 を 請 求 す る 権 利

が あ る こ と 、 加 盟 店 は 先 ず カ ー ド 会 社 に 対 し て 請 求 す る こ と か

ら み て 」 ( 6 8 ) 、 ま た 、「 カ ー ド 会 社 が 加 盟 店 に 支 払 う 前 に 倒 産 し

た 場 合 や 加 盟 店 が 履 行 請 求 期 間 内 に 売 上 票 を カ ー ド 会 社 に 送 付

し な か っ た 場 合 を 考 え る と 、 カ ー ド 会 社 か ら の 支 払 が な い う ち

は 、 加 盟 店 の 会 員 に 対 す る 代 金 債 権 は 請 求 し な い と 考 え る の が

妥 当 で あ 」り 、実 務 的 に も 整 合 す る と す る ( 6 9 ) 。さ ら に 、千 葉 恵

美 子 教 授 は 、 加 盟 店 契 約 に は 、 販 売 店 か ら 代 金 債 権 の 直 接 請 求

を 求 め る 規 定 が あ る こ と を 根 拠 に 、併 存 的 債 務 引 受 説 を と る ( 7 0 ) 。 

併 存 的 債 務 引 受 に お い て は 、 原 債 務 者 で あ る カ ー ド 会 員 と 債

務 引 受 人 で あ る カ ー ド 発 行 会 社 と の 間 に 連 帯 債 務 関 係 が 生 じ る

こ と か ら 、 販 売 店 は 、 必 ず し も カ ー ド 会 社 に 先 に 請 求 す る こ と

を 拘 束 さ れ て い な い 点 が 取 引 実 務 に 反 す る と い う 問 題 点 も 指 摘

さ れ て い る ( 7 1 ) 。ま た 、連 帯 債 務 関 係 に あ る と 内 容 の 変 更 が あ っ

た と き に 、 代 金 支 払 関 係 が 複 雑 と な り 混 乱 が 生 じ る ほ か 、 カ ー

ド 発 行 会 社 が 支 払 を 拒 絶 し た 場 合 に カ ー ド 会 員 が 二 重 払 い の 危

険 を 負 う こ と に な る な ど の 問 題 が 指 摘 さ れ て い る ( 7 2 ) 。  

し か し 、 商 品 の 配 送 や 納 品 な ど で 別 途 注 文 書 等 を 取 得 す る と

き の よ う な 例 外 的 な 場 合 を 除 き 、 通 常 の カ ー ド 取 引 で は 、 販 売
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店 は 、 カ ー ド 会 員 に つ い て カ ー ド 売 上 伝 票 に 記 載 さ れ た 会 員 名

の （ ア ル フ ァ ベ ッ ト ） の 表 示 と サ イ ン し か 把 握 で き ず 、 原 債 務

者 で あ る 会 員 に 請 求 を 行 お う に も 、 住 所 地 等 の 把 握 も で き な い

の で 、 カ ー ド 発 行 会 社 か ら の 情 報 な し に 現 実 に 支 払 の 請 求 を 行

う こ と は で き な い 。 し た が っ て 、 カ ー ド 発 行 会 社 に 代 金 を 請 求

す る 方 法 し か 代 金 を 回 収 す る 方 法 は 残 さ れ て い な い か ら 、 併 存

的 債 務 引 受 で あ っ て も 、 実 際 に は 複 雑 な 処 理 と な る 懸 念 は な い

と 考 え ら れ る 。  

ま た 、 実 務 で は 、 売 上 伝 票 の 提 出 期 限 に 遅 延 し た こ と 、 期 限

切 れ や 無 効 カ ー ド に よ る 売 り 上 げ で あ る こ と 、 取 扱 い 禁 止 商 品

に 関 す る 売 上 で あ る こ と な ど を 理 由 に 、 販 売 店 が 代 金 の 支 払 を

拒 否 す る こ と が 生 じ る が 、 こ の 場 合 に は 、 加 盟 店 契 約 に 基 づ い

て カ ー ド 会 社 が い っ た ん 引 受 け た 債 務 の 買 戻 し 請 求 を 受 け る こ

と に な る 。 こ の と き 販 売 店 は 、 利 用 者 に 対 し 商 品 の 引 渡 し や サ

ー ビ ス の 提 供 を 実 施 し て い る と き は 、 利 用 者 に 対 す る 代 金 請 求

を 行 う 必 要 が あ る が 、 免 責 的 債 務 引 受 で あ る と す る と 、 会 社 の

承 認 時 点 で 行 っ た 利 用 者 に 対 す る 代 金 請 求 の 免 責 を 取 り 消 す こ

と が で き る か と い う 問 題 が 生 じ て し ま う の で 、 併 存 的 債 務 引 受

説 の ほ う が 実 務 に 合 致 す る も の と 考 え ら れ る ( 7 3 ) 。  

し か し な が ら 、 四 当 事 者 型 以 上 の 取 引 で は 、 債 権 者 と 債 務 引

受 に 関 す る 加 盟 店 契 約 が 存 在 す る の は 加 盟 店 管 理 会 社 で あ る の

で 、 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 の よ う に 引 受 人 と 債 権 者 間 に 合 意 が

必 要 な 債 務 引 受 と 構 成 す る に は 難 が あ る 。 こ の 点 に つ い て は 、

債 権 者 と カ ー ド 発 行 会 社 間 に 加 盟 店 契 約 が な く て も 、 債 権 者 で

あ る 販 売 店 に 第 1 の 債 務 引 受 人 で あ る 加 盟 店 管 理 会 社 に 債 務 を

引 き 受 け さ せ 、 加 盟 店 管 理 会 社 へ の あ ら か じ め の 承 認 に よ り 、

更 に カ ー ド 発 行 会 社 が 履 行 引 受 を 行 う と い う 「 第 三 者 の た め に

す る 契 約 」 を 付 帯 さ せ て 、 債 権 者 で あ る 販 売 店 に 終 的 な 債 務

引 受 人 で あ る カ ー ド 発 行 会 社 に 対 す る 請 求 権 を 与 え て い る と 構
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成 と す る こ と で 債 務 引 受 が あ る と 考 え る こ と も 不 可 能 で は な い 。

し か し 、 こ れ は 、 あ ま り に 技 巧 的 で あ る し 、 ア メ リ カ の よ う に

カ ー ド 会 員 が 直 接 債 務 を 負 う 方 式 で の 加 盟 店 契 約 の 下 で は ( 7 4 ) 、

前 記 の 第 三 者 の た め に す る 契 約 に 対 し て 第 三 者 が カ ー ド 発 行 会

社 に 受 益 の 意 思 表 示 を 示 し て い る と い え る か 疑 問 が あ る な ど 、

こ れ を 取 り 入 れ る こ と は で き な い と 考 え る 。  

⑤   保 証 構 成  

こ の ほ か 、 立 替 払 い を 、 カ ー ド 会 員 か ら 保 証 の 委 託 を 受 け た

カ ー ド 会 社 が 保 証 債 務 の 履 行 と し て 、 販 売 店 に 支 払 う も の と 解

す る 見 解 も あ る ( 7 5 ) 。し か し 、こ の 見 解 に 立 っ た 場 合 に は 、保 証

人 で あ る カ ー ド 会 社 が 第 1 次 的 に 履 行 責 任 を 負 う 点 の 説 明 が つ

か な い こ と な ど か ら 、 支 持 さ れ て い な い ( 7 6 ) 。  

な お 、 多 数 当 事 者 型 取 引 に お い て 、 加 盟 店 管 理 会 社 が 代 金 を

支 払 う の で あ っ て 、 カ ー ド 発 行 会 社 が 現 実 に 支 払 う こ と は な い

の で 、 こ の 法 律 構 成 は 、 多 数 当 事 者 型 に 対 し て は 、 ま っ た く 成

り 立 た な い 。  

⑥   契 約 上 の 地 位 の 移 転 （ 契 約 引 受 ） 構 成  

以 上 の ほ か 、 学 説 の 中 に は 、 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん 契 約 を 念

頭 に 置 い て 、 契 約 上 の 地 位 の 移 転 （ 契 約 引 受 ） 構 成 を 説 く 見 解

も あ る ( 7 7 ) 。 こ れ は 、 複 合 契 約 で あ る ク レ ジ ッ ト 契 約 に お い て 、

売 買 契 約 に お け る 販 売 店 の 売 主 と し て の 地 位 が そ の ま ま 信 販 会

社 に 移 転 す る こ と で 、 信 販 会 社 は 代 金 債 権 を 取 得 し た う え に 、

売 主 で あ る 販 売 店 が 購 入 者 に 対 し て 負 担 す る 売 買 契 約 に お け る

民 法 上 の あ ら ゆ る 義 務 を も 引 き 受 け る と 構 成 す る こ と で 、 買 主

を 保 護 し よ う と す る 意 図 か ら の も の で あ る ( 7 8 ) 。す な わ ち 、立 替

払 構 成 の 場 合 に カ ー ド 会 社 が 取 得 す る の は 、権 利 だ け で は な く 、

義 務 も 承 継 し て い る と み る こ と か ら ( 7 9 ) 、カ ー ド 会 員 は 販 売 店 に

対 し て 主 張 で き る あ ら ゆ る 抗 弁 を 、 売 主 の 立 場 を 承 継 し た カ ー

ド 会 社 に 対 し て 主 張 で き る だ け で な く 、 共 同 責 任 を 認 め る の に
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も 便 宜 で あ る 、 と い う の で あ る ( 8 0 ) 。  

し か し 、 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん で は 売 主 が 与 信 業 者 で あ る ク

レ ジ ッ ト 会 社 を 紹 介 し て 、三 当 事 者 で 契 約 を 締 結 す る の に 対 し 、

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は 、 カ ー ド 会 員 が 代 金 の 決 済 に つ い て

必 要 な 決 済 手 段 の 一 つ と し て ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 選 択 す る 。 会

員 は 、 カ ー ド 発 行 会 社 の ブ ラ ン ド マ ー ク を い く つ も 掲 示 す る 売

主 に 対 し て 、 自 発 的 に そ の う ち の 一 つ の カ ー ド ブ ラ ン ド を 冠 す

る カ ー ド を 決 済 手 段 と し て 用 い る の で あ る 。 ま し て や 、 四 当 事

者 型 カ ー ド 取 引 ・ 多 数 当 事 者 型 取 引 で は 、 販 売 店 と の 間 に 、 地

位 の 移 転 に 関 す る 何 ら の 取 決 め が な さ れ る こ と は な く 、 売 主 の

地 位 を 譲 り 受 け る 意 思 も 、 必 然 性 も 存 在 し な い 。 万 一 、 引 き 受

け る の で あ る と す る と 、 た と え ば 、 旅 行 の 実 施 、 飲 食 や 宿 泊 の

提 供 、 薬 剤 の 購 入 な ど の 場 合 に は 、 そ の 義 務 の 履 行 に は 免 許 や

登 録 な ど が 必 要 と な る ほ か 、 カ ー ド 会 社 は あ ら ゆ る 種 類 の 商 品

や サ ー ビ ス の 販 売 ・ 提 供 の た め の 資 格 を 取 得 し 、 商 品 の 瑕 疵 や

サ ー ビ ス 提 供 に 伴 う さ ま ざ ま な リ ス ク を 負 担 し な け れ ば な ら な

く な り 、 そ の 対 処 に 伴 う 対 価 が 必 要 と な る な ど 、 実 態 と 大 き く

乖 離 し て し ま う の で 、 現 実 的 で は な い ( 8 1 ) 。  

⑦  金 銭 消 費 貸 借 構 成  

こ の ほ か 、 立 替 払 い の 法 的 性 質 を 、 金 銭 消 費 貸 借 と 考 え る 見

解 も あ る ( 8 2 ) 。こ れ は 、カ ー ド 会 社 が 、消 費 者 た る カ ー ド 会 員 が

支 払 う べ き 代 金 債 務 の 支 払 に 必 要 な 金 銭 を 貸 付 け て い る と 解 す

る も の で あ る 。  

し か し な が ら 、 金 銭 の 貸 付 の 場 合 、 貸 金 業 法 に よ る 登 録 を は

じ め 、 貸 付 条 件 の 表 示 、 契 約 締 結 前 後 の 説 明 義 務 や 書 面 交 付 義

務 、 な ど 貸 金 業 法 と 監 督 指 針 等 に よ る 様 々 な 業 務 規 制 が 厳 格 に

規 定 さ れ て い る 。 カ ー ド 取 引 で は 、 取 引 の 現 場 で あ る 販 売 店 に

お け る 商 取 引 と 同 時 に 、こ れ ら の 義 務 を 課 す こ と は 困 難 で あ り 、

ま た 、 実 態 に ま っ た く そ ぐ わ な い 。  
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3）  無 名 契 約 型 の 会 員 規 約  

清 水 巌 教 授 は 、 会 員 が 加 盟 店 で 物 品 を 購 入 す る と 、 会 員 は 、

会 員 規 約 の 約 款 に し た が っ て カ ー ド 発 行 者 に 対 し 支 払 義 務 を 負

い 、 カ ー ド 発 行 者 は 加 盟 店 契 約 の 規 約 の 約 款 に し た が っ て 加 盟

店 に 支 払 義 務 を 負 う 」 と い う よ う な 契 約 を 「 無 名 型 」 と し て 取

り 上 げ て い る ( 8 3 ) 。  

こ の 「 無 名 型 」 の 契 約 に 関 し て は 、 債 権 譲 渡 構 成 で は 、 会 員

手 数 料 の 説 明 が 困 難 な こ と に 対 し 、 単 に 信 用 供 与 の 対 価 で は な

く 、「カ ー ド 取 引 に お け る 諸 機 能 の 担 い 手 に 対 す る 報 酬 を 含 む 複

雑 な 独 自 の 性 質 を も っ た も の 」( 8 4 ) と し て 加 盟 店 手 数 料 と 会 員 手

数 料 を と ら え る こ と が で き る と 考 え ら れ る 。  

実 務 で は 、 そ れ が 新 た な 契 約 類 型 で あ る こ と 自 体 に つ い て は

異 論 な い も の の ( 8 5 ) 、 し か し な が ら 、 こ れ を 端 的 に 「 無 名 契 約 」

と 捉 え る こ と に 対 し て は 見 解 が 分 か れ 、 学 説 に は 、 カ ー ド 会 員

規 約 を 締 結 し た う え で 、 カ ー ド 会 員 が 加 盟 店 で 買 い 物 等 を し た

と き に 、 直 ち に カ ー ド 会 社 に 対 す る カ ー ド 代 金 支 払 債 務 が 発 生

し 、 カ ー ド 会 社 は 加 盟 店 契 約 に 基 づ き 加 盟 店 に 対 す る 代 金 支 払

義 務 が 発 生 す る と い う と い う 無 名 契 約 と し て 理 解 す べ き と の 積

極 的 な 見 解 も あ る ( 8 6 ) 。し か し 、こ の 理 解 に 対 し て は 、カ ー ド 会

員 、 カ ー ド 会 社 、 販 売 店 の 三 者 間 の 契 約 が 締 結 さ れ て い な け れ

ば と り え な い と の 批 判 が あ り ( 8 7 ) 、ま た 、あ え て「 無 名 契 約 」と

せ ず と も 、 民 法 の 概 念 で あ る 債 権 譲 渡 も し く は 債 務 引 受 と し て

説 明 で き る こ と を 理 由 に 反 対 す る 意 見 も あ る ( 8 8 ) 。  

 

3．  小 括  

 

上 記 の よ う に 、 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 法 律 構 成

に 関 し て は 、種 々 の 見 解 が 存 す る の で あ る が 、結 論 的 に い え ば 、
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債 権 譲 渡 型 に 関 し て は 債 権 譲 渡 構 成 、 立 替 払 型 に 関 し て は 債 務

引 受 説 が 、 実 務 で は 多 数 説 を 占 め て い る 。  

 し か し な が ら 、 問 題 は 、 今 日 の わ が 国 に お い て 主 流 と な っ て

い る 国 際 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 し た 四 当 事 者 以 上 の 多 数 当

事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 法 律 構 成 の 場 合 で あ る 。 多 数 当

事 者 型 に お い て 、 販 売 業 者 が 締 結 し た 加 盟 店 契 約 の 相 手 方 は 、

カ ー ド 会 員 の 所 属 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 と は 限 ら な い 。 た

と え ば 、カ ー ド 会 員 Aの カ ー ド 発 行 会 社（ イ シ ュ ア ）は B社 で あ

る が 、 上 記 三 当 事 者 型 に 関 す る 法 律 構 成 は 、 販 売 業 者 Cが 加 盟

店 契 約 を 結 ん だ 加 盟 店 管 理 会 社 （ ア ク ワ イ ア ラ ） は D社 で あ っ

た 場 合 、カ ー ド 発 行 会 社 Bの 加 盟 店 管 理 会 社 Dに 対 す る 支 払 の 結

果 、カ ー ド 会 員 Aが 販 売 業 者 Cに 対 す る 支 払 を 免 れ る こ と に つ い

て 、 ど の よ う に 説 明 で き る だ ろ う か 。  

そ こ で 、 以 下 で は 、 ま ず 、 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の

仕 組 み 、 会 員 規 約 、 取 引 実 態 な ど を 、 三 当 事 者 型 と 比 較 し な が

ら 詳 し く 見 た う え で 、 上 記 三 当 事 者 型 に 関 す る 種 々 の 法 律 構 成

が 、 多 数 当 事 者 型 に つ い て 妥 当 す る の か 否 か を 検 討 す る こ と に

し た い 。  
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第 3 節  多 数 当 事 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 法 的 性 質  

 

1． 多 数 当 事 者 が 関 与 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 仕 組 み  

 

（ 1）  多 数 当 事 者 型 カ ー ド シ ス テ ム の 種 類  

ま ず 、 多 数 当 事 者 が 関 与 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 典 型 と

し て 、 近 の 国 際 ブ ラ ン ド が 介 在 し た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に

つ い て 、 そ の 内 容 を 概 観 し て お く ( 8 9 ) 。  

現 在 わ が 国 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 大 部 分 は 、 国 際 ブ ラ ン ド を

冠 し た ク レ ジ ッ ト カ ー ド （ 国 際 カ ー ド ） に な っ て お り 、 そ の 取

引 内 容 に は 、 以 下 の 4種 類 が あ る 。  

①  国 内 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 同 士 が 直 接 提 携 し て 、 お 互 い

の 加 盟 店 で 自 社 の カ ー ド 会 員 が 他 の カ ー ド 会 社 が 提 携 す る 国

内 加 盟 店 で 利 用 で き る よ う に し て い る ケ ー ス … … 【 四 当 事

者 ・ 提 携 型 】（ 下 記 〔 図 表 3〕）  

②  同 じ 国 際 ブ ラ ン ド ( V I S A、M a s t e r C a r d、J C B )に 加 盟 す る 国

内 の カ ー ド 会 社 同 士 で 各 社 の 加 盟 店 が 相 互 に 開 放 さ れ て お り 、

同 じ ブ ラ ン ド マ ー ク を 掲 げ る 他 社 の 国 内 加 盟 店 で 国 際 カ ー ド

会 員 が 利 用 で き る よ う に し て い る ケ ー ス … … 【 四 当 事 者 ・ 加

盟 店 開 放 型 】（ 下 記 〔 図 表 4〕）  

③  同 じ 国 際 ブ ラ ン ド （ V I S A、 M a s t e r C a r d） に 加 盟 す る 外 国

の カ ー ド （ 加 盟 店 管 理 ） 会 社 の 提 携 す る 加 盟 店 で 国 内 カ ー ド

会 社 の 国 際 カ ー ド 会 員 が 利 用 す る ケ ー ス … … 【 四 当 事 者 ・ 国

際 カ ー ド 型 】（ 下 記 〔 図 表 5〕）  

④  同 じ 国 際 ブ ラ ン ド ( V I S A 、 M a s t e r C a r d ) に 加 盟 す る 外 国 の

カ ー ド （ 加 盟 店 管 理 ） 会 社 と 提 携 す る 決 済 代 行 会 社 の 傘 下 の

販 売 業 者 等 で 国 内 カ ー ド 会 社 の 国 際 カ ー ド 会 員 が 利 用 で き る

ケ ー ス … … 【 多 数 当 事 者 型 】（ 下 記 〔 図 表 6〕）  
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〔 図 表 3〕  【 四 当 事 者 ・ 提 携 型 】  

 

 

 

〔 図 表 4〕  【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】  

 

 

 

カ ー ド 発 行（ イ シ ュ ア ）

会 社  
加 盟 店 管 理 （ 獲 得 ）  

（ ア ク ワ イ ア ラ ） 会 社

イ シ ュ ア ブ ラ ン ド  
カ ー ド 会 員  販 売 業 者 等  

会 員 契 約  

提 携 関 係  

加 盟 店 契 約

売 買 契 約  
役 務 提 供 契 約

国 際 ブ ラ ン ド に よ る 国 内 決 済 シ ス テ ム

（ V I S A ,  M a s t e r C a r d ,  J C B ）  

カ ー ド 発 行  
（ イ シ ュ ア ） 会 社  

加 盟 店 管 理 （ 獲 得 ）  
（ ア ク ワ イ ア ラ ） 会 社  

イ シ ュ ア ブ ラ ン ド  
カ ー ド 会 員  販 売 業 者 等  

会 員 契 約  

提 携 関 係  

加 盟 店 契 約

売 買 契 約  
役 務 提 供 契 約
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〔 図 表 5〕  【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】  

 

 

〔 図 表 6〕  【 多 数 当 事 者 取 引 型 】  

 

 

 

カ ー ド 発 行（ イ シ ュ ア ）

会 社  
加 盟 店 管 理 （ 獲 得 ）  

（ ア ク ワ イ ア ラ ） 会 社

国 際 ブ ラ ン ド  
カ ー ド 会 員  

販 売 業 者 等  
（ 店 子 加 盟 店 ）  

提 携 契 約  

会 員 契 約

売 買 契 約 ・ 役 務 提 供 契 約

国 際 ブ ラ ン ド  
（ V I S A ,  M a s t e r C a r d ）

二 次 カ ー ド 会 社  

決 済 代 行 会 社  

国 際 ブ ラ ン ド 協 定  国 際 ブ ラ ン ド 協 定

会 員 契 約  

（ 国 内 ） （ 海 外 ）

決 済 代 行 会 社  国 内 法 人  

カ ー ド 発 行（ イ シ ュ ア ）

会 社  
加 盟 店 管 理 （ 獲 得 ）  

（ ア ク ワ イ ア ラ ） 会 社

イ シ ュ ア ブ ラ ン ド  
カ ー ド 会 員  販 売 業 者 等  

提 携 契 約  

会 員 契 約

加 盟 店 契 約

売 買 契 約 ・ 役 務 提 供 契 約

国 際 ブ ラ ン ド  
（ V I S A ,  M a s t e r C a r d ）

二 次 カ ー ド 会 社  包 括 加 盟 店  

加 盟 店 （ 提 携 ） 契 約

国 際 ブ ラ ン ド 協 定  国 際 ブ ラ ン ド 協 定
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な お 、 こ こ に い う 加 盟 店 に は 、 い わ ゆ る 「 包 括 加 盟 店 」（ 大

型 商 業 施 設 な ど 条 件 の 良 い 加 盟 店 管 理 会 社 を 募 集 し て 自 ら の

施 設 に 入 居 す る 店 舗 と の 包 括 的 加 盟 店 契 約 を 行 う も の ） が 含 ま

れ る 。 包 括 加 盟 店 は 、 商 店 街 に お い て は 組 合 組 織 が 包 括 的 に カ

ー ド 決 済 を 利 用 で き る よ う 加 盟 契 約 を 取 り ま と め る 役 割 も 持

っ て い る ( 9 0 ) 。  

さ ら に 、 こ の 包 括 加 盟 店 契 約 の 制 度 を 利 用 し て 、 「 決 済 代 行

会 社 （ 決 済 代 行 業 者 ） 」 と 呼 ば れ る 事 業 者 が 、 加 盟 店 契 約 を 締

結 し に く い 小 規 模 の 販 売 店 や イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 を 行 う 個 人

事 業 者 な ど を 取 り ま と め て 、 加 盟 店 管 理 会 社 と の 間 で 包 括 加 盟

店 契 約 を 締 結 す る こ と が 増 加 し て お り ( 9 1 ) 、 近 で は 、 E Cサ イ

ト 業 者 が 「 包 括 加 盟 店 」「 決 済 代 行 会 社 」 を 兼 ね て い る 例 も 散

見 さ れ る ( 9 2 ) 。  

な お 、 こ の 「 決 済 代 行 会 社 」 に は 、 国 内 法 人 と 海 外 法 人 と が

あ り 、 国 内 の 決 済 代 行 業 者 は 、 国 内 販 売 業 者 と 直 接 決 済 代 行 に

係 る 契 約 を し て い る が 、 海 外 の 決 済 代 行 会 社 に つ い て は 、 形 式

上 の 国 内 法 人 を わ が 国 に 置 き 、 そ の 国 内 法 人 を 通 じ て 国 内 販 売

業 者 等 と 契 約 し て い る 場 合 と 、 直 接 国 内 販 売 業 者 等 と 契 約 し て

い る 場 合 と が あ る ( 9 3 ) 。  

こ の う ち 、 海 外 の 決 済 代 行 会 社 が 、 わ が 国 の カ ー ド 会 員 と の

取 引 に お い て も 関 与 で き る の は 、 カ ー ド 会 員 が 国 際 カ ー ド を 利

用 す る 場 合 に 限 ら れ る 。 こ れ に 対 し て 、 国 内 専 用 の カ ー ド 発 行

会 社 独 自 の ブ ラ ン ド が 冠 さ れ た 国 内 専 用 カ ー ド の 場 合 は 、 原 則

と し て 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に お い て し か 利 用 す る こ と は で

き な い の で 、 以 下 の 検 討 は 、 カ ー ド 会 員 が 国 際 カ ー ド を 利 用 す

る 場 合 に 限 っ て 行 う も の と す る 。  

 

（ 2）  国 際 カ ー ド を 利 用 し た 取 引 と 決 済 の 流 れ  

 一 方 、 上 記 4種 類 の 国 際 ブ ラ ン ド カ ー ド を 使 っ た 決 済 の 流 れ
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を 確 認 し て お く と 、 以 下 の よ う に な る ( 9 4 ) 。  

 

1）  【 四 当 事 者 型 ・ 提 携 型 】  

ま ず 、 第 1類 型 【 四 当 事 者 型 ・ 提 携 型 】 （ 〔 図 表 3〕 ） に つ い

て い え ば 、 カ ー ド 会 員 は 、 【 三 当 事 者 型 】 と 同 様 、 カ ー ド を 提

示 し て 商 品 等 を 購 入 し 、 そ の 支 払 方 法 を 指 定 す る 。 加 盟 店 か ら

通 知 を 受 け た 加 盟 店 管 理 会 社 は 、 提 携 す る カ ー ド 発 行 会 社 に 売

上 承 認 を 求 め 、 承 認 が 出 た と き に 、 販 売 店 に 承 認 番 号 を 連 絡 す

る 。こ の 一 連 の 手 続 を オ ー ソ リ（ a u t h o r i z a t i o n： 販 売 承 認 ）と

呼 ん で い る 。  

販 売 業 者 等 か ら カ ー ド 利 用 代 金 の 請 求 を 受 け た 加 盟 店 管 理

会 社 は 、 販 売 業 者 等 に 加 盟 店 手 数 料 を 控 除 し た 残 額 を 支 払 う と

と も に 、 提 携 す る カ ー ド 発 行 会 社 に 対 し て 、 カ ー ド 利 用 代 金 の

支 払 を 請 求 す る 。  

カ ー ド 発 行 会 社 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 に 提 携 契 約 で 定 め た 手 数

料 を 控 除 し た 残 額 を 支 払 い 、 カ ー ド 会 員 に 対 し て 、 カ ー ド 利 用

代 金 と 会 員 の 支 払 方 法 に 応 じ た 会 員 手 数 料 を 請 求 す る 。  

 

2）  【 四 当 事 者 型 ・ 加 盟 店 開 放 型 】  

こ れ に 対 し て 、第 2 類 型【 四 当 事 者 型・加 盟 店 開 放 型 】（〔 図

表 4〕 ） の 場 合 に は 、 カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店 管 理 会 社 と の 間

に 直 接 の 提 携 契 約 が 存 在 し な い た め 、【 三 当 事 者 型 】や【 四 当 事

者 ・ 提 携 型 】 と 異 な り 、 商 品 等 の 購 入 時 に 支 払 方 法 の 指 定 は 原

則 と し て で き な い 。 し た が っ て 、 こ の 類 型 に お け る 決 済 は 、 原

則 と し て １ 回 払 い の 扱 い と な る 。  

 販 売 承 認 さ れ た カ ー ド 利 用 代 金 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 が 取 り ま

と め て 、 国 際 ブ ラ ン ド を 経 由 せ ず 、 同 一 ブ ラ ン ド ご と に メ ン バ

ー カ ー ド 会 社 の 参 加 す る 国 内 の 情 報 処 理 セ ン タ ー を 経 由 し て 決

済 情 報 お よ び 売 上 デ ー タ を 交 換 し 、 清 算 す る ( 9 5 ) 。  
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3）  【 四 当 事 者 型 ・ 国 際 カ ー ド 型 】【 多 数 当 事 者 型 】  

こ れ に 対 し て 、第 3 類 型【 四 当 事 者 型・国 際 カ ー ド 型 】（〔 図

表 5〕 ） お よ び 第 4 類 型 【 多 数 当 事 者 型 】 （ 〔 図 表 6〕 ） に お

い て は 、 決 済 代 行 会 社 も し く は 包 括 加 盟 店 が 介 在 す る の で 、 オ

ー ソ リ 手 続 は 販 売 業 者 （ 店 子 加 盟 店 ） か ら 、 決 済 代 行 会 社 も し

く は 包 括 加 盟 店 を 経 由 し て 、 加 盟 店 管 理 会 社 、 国 際 ブ ラ ン ド か

ら カ ー ド 発 行 会 社 に 対 し 、 カ ー ド の 有 効 性 の 確 認 と 同 時 に 、 カ

ー ド 会 員 情 報 、 利 用 内 容 に 関 す る 情 報 が 伝 達 さ れ る （〔 図 表 7〕

① ⇒ ④ 参 照 ）。  

 

〔 図 表 7〕  【 四 当 事 者 型 ・ 国 際 カ ー ド 型 】【 多 数 当 事 者 型 】 の

決 済 の 流 れ （ 実 践 は お 金 の 流 れ 、 破 線 は 情 報 の 流 れ ）  

 

こ れ を 受 け て 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 、 カ ー ド の 有 効 性 、 利 用 限

度 額 の 範 囲 内 か な ど の 確 認 を 行 い 、 承 認 情 報 を 反 対 の 経 路 を 経

カ ー ド 発 行  
（ イ シ ュ ア ） 会 社  加 盟 店 管 理 （ 獲 得 ）  

（ ア ク ワ イ ア ラ ） 会 社

イ シ ュ ア ブ ラ ン ド  
カ ー ド 会 員  

販 売 業 者 等  
（ 店 子 加 盟 店 ）  

⑧  

国 際 ブ ラ ン ド  
（ V I S A ,  M a s t e r C a r d ）

代 行 決 済 業 者  
（ 包 括 加 盟 店 ）  

立 替 金 納 付

カ ー ド 提 示

⑯
⑮  

⑥  ④  
⑭

③

⑪ ⑦

7

⑰  ⑯  

請 求 書 の 送 付

⑫

②  

①   

⑤  

⑬

⑩

⑨
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て 、決 済 代 行 会 社 経 由 で 販 売 業 者 等 に 通 知 す る（〔 図 表 7〕⑤ ⇒

⑧ 参 照 ）。  

決 済 代 行 会 社 は 、 通 常 の 加 盟 店 管 理 会 社 と の シ ス テ ム 外 で 販

売 業 者 等 （ 店 子 加 盟 店 ） と の 間 で オ ー ソ リ 手 続 に 必 要 な 情 報 を

や り 取 り す る シ ス テ ム を 構 築 し て お り 、 こ の シ ス テ ム を 使 っ て

カ ー ド 発 行 会 社 か ら の 販 売 承 認 を 取 り 次 ぐ ( 9 6 ) 。カ ー ド 会 員 の 支

払 方 法 は 、 一 回 払 い の み で あ る 。  

そ し て 、 販 売 業 者 等 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 に （ 決 済 代 行 会 社 を

経 由 し て ） 販 売 代 金 の 請 求 を 行 い 、 加 盟 店 手 数 料 を 控 除 し た 額

の 支 払 を 受 け 、 こ の 金 額 か ら 決 済 代 行 関 係 の 手 数 料 を 控 除 し た

残 額 を 店 子 加 盟 店 に 支 払 う （〔 図 表 7〕 ⑨ ⇒ ⑫ 参 照 ）。  

加 盟 店 管 理 会 社 は 、 支 払 っ た カ ー ド 会 員 の 利 用 代 金 相 当 額 の

決 済 を 国 際 ブ ラ ン ド に 請 求 し 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 、 加 盟 店 管 理

会 社 か ら の デ ー タ を も と に イ ン タ ー チ ェ ン ジ 払 戻 費 用 を 控 除 し

た 金 額 を 国 際 ブ ラ ン ド に 決 済 し 、精 算 を 完 了 す る（〔 図 表 7〕⑬

⇒ ⑯ 参 照 ）。  

国 際 ブ ラ ン ド は 、 こ の 決 済 に 際 し て 、 双 方 の カ ー ド 会 社 か ら

ボ リ ュ ー ム ・ フ ィ ー と し て 決 済 額 に 対 す る 一 定 比 率 の 費 用 を 、

ま た 、 ス イ ッ チ ン グ ・ フ ィ ー と し て 1 件 当 た り の 固 定 費 用 を 徴

求 す る ( 9 7 ) 。  

 そ の 後 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 、 カ ー ド を 利 用 し た 会 員 に 請 求 書

を 送 り 、利 用 代 金 相 当 額 の 弁 済 を 受 け る（〔 図 表 7〕⑯ ⑰ 参 照 ）。  

 

4）  四 当 事 者 以 上 の 多 数 当 事 者 型 に 共 通 の 特 徴  

以 上 の よ う な 四 当 事 者 以 上 の 当 事 者 の 参 加 す る ク レ ジ ッ ト カ

ー ド の 取 引 に お い て は 、 二 種 類 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 登 場

す る 。  

第 一 に 、 国 際 ブ ラ ン ド の 会 員 と な り 、 販 売 業 者 等 か ら 商 品 等

を 購 入 す る 購 入 者 が 所 属 す る カ ー ド 会 社 と し て カ ー ド の 発 券 、
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代 金 の 回 収 等 の イ シ ュ ア リ ン グ 業 務 を 行 う 「 カ ー ド 発 行 会 社 」

（ イ シ ュ ア ： I s s u e r） で あ る 。  

第 2 に 、 カ ー ド 会 員 が 商 品 等 を 購 入 す る 販 売 業 者 等 と 加 盟 店

契 約 を 締 結 し 、 利 用 代 金 の 立 替 払 い 等 の ア ク ワ イ ア リ ン グ 業 務

を 行 う「 加 盟 店 管 理 会 社 」（ ア ク ワ イ ア ラ ： A c q u i r e r）で あ る 。   

こ の 二 つ の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 取 引 に お い て 同 一 と な る

場 合 を 「 オ ン ア ス 取 引 」 と い い 、 異 な る 場 合 を 「 ノ ン ・ オ ン ア

ス 取 引 」ま た は「 オ フ ア ス 取 引 」と 呼 ん で い る ( 9 8 ) 。オ ン ア ス 取

引 の 場 合 は 、 三 当 事 者 型 と 同 様 に C A F I S や C A R D N E T と い っ

た 国 内 の 加 盟 店 と カ ー ド 会 社 を 接 続 す る 国 内 決 済 処 理 ネ ッ ト ワ

ー ク を 使 用 し て 、 自 社 だ け で 取 引 が 完 了 す る の で 、 国 際 ブ ラ ン

ド を 経 由 し た 決 済 に は な ら な い ( 9 9 ) 。し た が っ て 、オ ン ア ス 取 引

以 外 は 原 則 国 際 ブ ラ ン ド を 経 由 し た 取 引 で あ り 、 そ こ に は 2 種

類 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 介 在 す る 。  

な お 、 こ れ ら の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 参 加 す る に は 、 四 当

事 者 ・ 提 携 型 を 除 き 、 国 際 ブ ラ ン ド カ ー ド を 発 行 す る 必 要 が あ

る が 、三 当 事 者 型 専 門 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 会 社 の な か に は 、

国 際 ブ ラ ン ド カ ー ド の 発 行 権 が な く 、 そ の 発 行 権 を 有 す る 会 社

（ プ リ ン シ パ ル メ ン バ ー：一 次 カ ー ド 会 社 ）と 業 務 提 携 を 行 い 、

国 際 カ ー ド を 発 行 す る 会 社（ こ れ を「 二 次 カ ー ド 会 社 」と い う ）

が あ り 、 国 際 ブ ラ ン ド と の 提 携 が な く と も 、 国 際 カ ー ド を 発 行

す る こ と で 、 実 質 的 に 国 際 ブ ラ ン ド の 決 済 シ ス テ ム を 利 用 す る

こ と が で き る ( 1 0 0 ) 。  

こ の よ う に 、そ れ ぞ れ 独 立 し た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が ①「 カ

ー ド 発 行 」、②「 カ ー ド 代 金 の 回 収 」、③「 加 盟 店 の 獲 得 」、④「 利

用 代 金 の 加 盟 店 へ の 支 払 」 と い っ た ク レ ジ ッ ト カ ー ド シ ス テ ム

の 一 部 を 分 担 し て お り 、 多 数 当 事 者 型 に お い て は 、 こ れ ら の 機

能 を 分 担 し た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 複 数 登 場 す る 点 が 共 通 す

る 特 徴 で あ る 。  
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（ 3）  多 数 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 の 諸 類 型  

 

1）  【 四 当 事 者 ・ 提 携 型 】  

以 上 の よ う に 、 国 際 カ ー ド を 使 用 す る 多 数 当 事 者 型 取 引 に お

い て は 、 国 際 ブ ラ ン ド と カ ー ド 発 行 会 社 や 加 盟 店 管 理 会 社 と の

提 携 の 程 度 、 カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店 管 理 会 社 間 の 契 約 の 有 無 、

国 際 ブ ラ ン ド の カ ー ド 発 行 の 有 無 に よ り 、 様 々 な 形 態 が あ る 。

た だ し 、 第 1類 型 【 四 当 事 者 ・ 提 携 型 】 に つ い て は 、 カ ー ド 会

社 ど う し に 提 携 関 係 が あ り 、 互 い の 加 盟 店 に 関 す る 情 報 の 把 握

を 行 う こ と 、 も し く は 提 携 す る 他 の カ ー ド 会 社 を 通 じ た 監 督 が

可 能 と 考 え ら れ 、 し た が っ て 、 実 質 的 に は 【 三 当 事 者 型 】 と 同

様 と 解 さ れ る 。  

 

2）  J C B ,  A m e r i c a n  E x p r e s s ,  D i n n e r ’ s  C l u b  

J C Bは 、国 際 ブ ラ ン ド で は あ る け れ ど も 、V I S Aや M a s t e r C a r d

と 異 な り 、 自 ら 国 内 で カ ー ド 発 行 業 務 を 行 っ て い る 。 ま た 、 加

盟 店 と の 契 約 に お い て も 、 提 携 す る カ ー ド 会 社 だ け で な く 、 自

ら も 加 盟 店 契 約 を 締 結 し て い る ( 1 0 1 ) 。  

ま た 、 A m e r i c a n  E x p r e s sや D i n n e r ’ s  C l u bは 、 原 則 と し て マ

ン ス リ ー ク リ ア 式 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 し て い る 。 し か し 、

A m e r i c a n  E x p r e s sや D i n n e r ’ s  C l u b  の 発 行 す る カ ー ド は 、国 際

的 に は チ ャ ー ジ カ ー ド と 呼 ば れ て お り 、 諸 外 国 の 消 費 者 信 用 法

制 や わ が 国 の 割 賦 販 売 法 の 規 制 の 対 象 に は な っ て い な い 。 こ れ

ら の 会 社 と 提 携 し て 国 際 カ ー ド を 発 行 す る 国 内 カ ー ド 発 行 会

社 は 、 自 社 ま た は そ の 国 際 ブ ラ ン ド と 提 携 す る 加 盟 店 で し か 利

用 が で き な い 。  

こ の よ う に 、 J C B、 A m e r i c a n  E x p r e s sや D i n n e r ’ s  C l u bは 、

国 際 ブ ラ ン ド カ ー ド 会 社 で あ る も の の 、「 加 盟 店 お よ び 消 費 者



337 

の 両 者 と 直 結 し 、 仲 介 を 必 要 と し な い 、 ク ロ ー ズ ド ・ ル ー プ の

決 済 シ ス テ ム を 運 営 」 し て お り ( 1 0 2 ) 、 こ れ ら の カ ー ド 会 社 、 も

し く は こ れ ら の 国 際 カ ー ド 会 社 と 提 携 す る カ ー ド 会 社 が 発 行

す る カ ー ド の カ ー ド 会 員 に つ い て は 、上 記【 四 当 事 者・提 携 型 】

と 同 様 、 決 済 代 行 会 社 が 介 在 す る 場 合 を 除 き 、 関 係 す る す べ て

の 当 事 者 と の 間 に 契 約 関 係 が あ り 、 し た が っ て 、 そ の 法 律 関 係

に つ い て は 、 や は り 【 三 当 事 者 型 】 の 延 長 と し て 捉 え る こ と が

可 能 で あ る 。  

 

3）  V I S A、 M a s t e r C a r d  

こ れ に 対 し て 、 V I S Aは 、「 複 数 の 組 織 が 参 加 す る シ ス テ ム で

あ る オ ー プ ン ・ ル ー プ 決 済 ネ ッ ト ワ ー ク を 運 営 」 し 、 カ ー ド 発

行 会 社 と 加 盟 店 管 理 会 社 を つ な ぎ 、「 こ れ ら の 間 の 情 報 お よ び

価 値 の 交 換 を 運 営 す る 」、「 当 社 は 、 消 費 者 に 対 し て カ ー ド の 発

行 、 信 用 供 与 ま た は 手 数 料 や 利 子 の 徴 収 、 査 定 も し く は 設 定 を

行 う こ と は な い 」 と す る ( 1 0 3 ) 。  

ま た 、 V I S Aに 対 抗 し て 存 在 す る 国 際 ブ ラ ン ド の M a s t e r C a r d

も V I S Aと 同 様 な 仕 組 み で あ る ( 1 0 4 ) 。  

こ の 二 つ の 国 際 ブ ラ ン ド は 、 自 ら ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 も 、

加 盟 店 の 獲 得 も 行 わ ず 、 カ ー ド 利 用 者 か ら も 、 カ ー ド 加 盟 店 か

ら も 、 自 社 ブ ラ ン ド を 冠 し た カ ー ド 利 用 に 伴 う 費 用 を 一 切 徴 収

し て い な い 。  

こ の 二 大 国 際 ブ ラ ン ド は 、 金 融 機 関 （ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社

を 含 む ） と ラ イ セ ン ス 契 約 を 締 結 し 、 国 際 ブ ラ ン ド の 有 す る 商

標 や 名 称 な ど の 知 的 財 産 権 の 使 用 を 認 め 、 金 融 機 関 等 に 対 し て

は 、国 際 ブ ラ ン ド の 定 め る 規 則 の 遵 守 を 求 め 、所 定 の B I N ( B a n k  

I d e n t i f y  N u m b e r )を 使 用 し た 決 済 ネ ッ ト ワ ー ク の 利 用 を 可 能 に

し 、 同 一 ブ ラ ン ド 間 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 の 利 便 性 を

増 加 さ せ る 一 方 、 き わ め て 多 数 の 金 融 機 関 ・ カ ー ド 関 係 当 事 者
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の 決 済 シ ス テ ム 利 用 を 可 能 と し て い る ( 1 0 5 ) 。  

し か も 、国 際 カ ー ド の 取 引 に お い て 、V I S Aお よ び M a s t e r C a r d

の 取 引 は 、 会 員 数 ・ 利 用 額 と も に 全 世 界 で 7 割 を 超 え る シ ェ ア

を 占 め て い る ( 1 0 6 ) 。  

そ れ ゆ え 、 今 日 の 多 数 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 の 法 的 性 質 ・ 法 的

構 成 を 考 え る 際 に は 、 V I S Aお よ び M a s t e r C a r dが 関 係 ・ 関 与 す

る 【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】【 多

数 当 事 者 型 】 の 取 引 類 型 を 念 頭 に 置 い て 検 討 す る こ と と し た い 。 

 

2． 関 係 当 事 者 間 の 相 互 の 契 約 関 係  

 

（ 1）  カ ー ド 会 員 と 関 係 当 事 者 の 関 係  

V I S A、 M a s t e r C a r d と い う 国 際 ブ ラ ン ド の オ ー プ ン ・ ル ー プ

決 済 シ ス テ ム を 利 用 す る 多 数 当 事 者 型 取 引 に お け る 当 事 者 の 関

係 は 、 カ ー ド 会 員 の 側 面 か ら 見 る と 、 以 下 の よ う に な る 。  

 

1）  カ ー ド 会 員 と カ ー ド 発 行 会 社 と の 関 係  

カ ー ド 会 員 と カ ー ド 発 行 会 社 と の 関 係 の 関 係 は 、 会 員 規 約 で

そ の 内 容 が 定 ま っ て い る 。 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 場 合

と 比 較 す る と 、 利 用 で き る 販 売 店 の 範 囲 と 返 済 方 法 に 関 し て 違

い が あ る 以 外 は 、 基 本 的 に 同 じ で あ る 。  

こ の う ち 、【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】で は 、国 内 決 済 処 理 ネ

ッ ト ワ ー ク を 主 に 使 用 し て い る 場 合 は 、 カ ー ド 利 用 代 金 の 支 払

方 法 が 所 属 加 盟 店 管 理 会 社 と の 契 約 に 応 じ て 選 択 で き る が 、 そ

う で な い 場 合 は 、 1 回 払 い し か 利 用 で き な い 。  

こ れ に 対 し て 、【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】【 多 数 当 事 者 型 】

で は 、 1 回 払 い の み の 利 用 し か で き な い 。 な お 、 会 員 規 約 の 法

的 性 質 が 、 利 用 す る 加 盟 店 と そ の 加 盟 店 管 理 会 社 と の 加 盟 店 契

約 の 規 定 に 応 じ て 、 変 わ る 場 合 が あ る 。  
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2）  カ ー ド 会 員 と 販 売 業 者 等 （ 店 子 加 盟 店 ） の 関 係  

カ ー ド 会 員 と 販 売 業 者 等 （ 店 子 加 盟 店 ） は 、 商 品 の 売 買 ま た

は サ ー ビ ス の 有 償 提 供 に 係 る 役 務 提 供 契 約 を 締 結 す る 直 接 の 当

事 者 で あ る 。  

販 売 業 者 等 （ 店 子 加 盟 店 ） は 、 カ ー ド 会 員 が 所 属 す る 国 際 カ

ー ド ブ ラ ン ド を 表 示 し て 、 カ ー ド 会 員 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド に よ

る 決 済 が 可 能 な こ と を 掲 示 し て い る が 、 実 際 に は 、 カ ー ド 会 員

の 所 属 す る カ ー ド 発 行 会 社 の 加 盟 店 で は な い こ と が 多 い 。 販 売

店 お よ び 加 盟 店 管 理 会 社 と カ ー ド 発 行 会 社 と そ の 会 員 が 異 な る

国 に 属 し て い る 取 引 ( c r o s s  b o r d e r  t r a n s a c t i o n )も 認 め ら れ て い

る ( 1 0 7 ) 。  

店 子 加 盟 店 は 、カ ー ド 利 用 代 金 を「 包 括 加 盟 店 」「決 済 代 行 会

社 」の 加 盟 す る 加 盟 店 管 理 会 社 か ら「 包 括 加 盟 店 」「決 済 代 行 会

社 」 を 経 由 し て 受 け 取 る の で 、 カ ー ド 会 員 に 渡 さ れ る カ ー ド の

売 上 伝 票 （ C AT ジ ャ ー ナ ル 等 ） に は 、「 包 括 加 盟 店 」「 決 済 代 行

会 社 」 名 が 加 盟 店 と し て 表 示 さ れ 、 実 際 の 取 引 の 相 手 方 で あ る

店 子 加 盟 店 は 、 原 則 と し て 表 示 さ れ な い ( 1 0 8 ) 。  

店 子 加 盟 店 が 大 規 模 商 業 施 設 内 に 所 在 す る 場 合 や 、 ネ ッ ト モ

ー ル の 店 子 で あ る 場 合 は 、 カ ー ド 会 員 に は 違 和 感 は な い と 考 え

ら れ る が 、 一 般 の イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 の 場 合 は 、 カ ー ド 会 員 に

は 、 店 子 加 盟 店 の 存 在 が 不 明 確 で 、「 包 括 加 盟 店 」「 決 済 代 行 会

社 」 と の 関 係 が 不 明 と な る と 考 え ら れ る 。 カ ー ド 会 員 は 、 1 回

払 い の み の 支 払 方 法 と な る 。  

 

3）  カ ー ド 会 員 と 包 括 加 盟 店 等 と の 関 係  

取 引 相 手 の 店 子 加 盟 店 が 、 包 括 加 盟 店 で あ る 大 規 模 商 業 施 設

や イ ン タ ー ネ ッ ト モ ー ル の 出 店 業 者 で あ る 場 合 、 カ ー ド 会 員 は

包 括 加 盟 店 に つ い て の 認 識 は 可 能 で あ る も の の 、 カ ー ド 会 員 と
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包 括 加 盟 店 は 、 売 買 契 約 ・ 役 務 提 供 契 約 の 直 接 当 事 者 の 関 係 に

は 立 た な い 。  

た だ し 、 包 括 加 盟 店 が 「 場 所 貸 し 」 等 を 行 い 、 大 規 模 就 業 施

設 ま た は ネ ッ ト モ ー ル と し て 一 体 的 な 運 営 を 行 う こ と で 店 子 加

盟 店 の 営 業 が 可 能 と な っ て い る ケ ー ス に お い て は 、 包 括 加 盟 店

が 営 業 者 と し て カ ー ド 会 員 と 直 接 取 引 を 行 っ て い る と 構 成 す る

こ と は 可 能 で あ り 、 商 法 2 3 条 の 名 板 貸 の 責 任 を 追 及 で き る 場

合 も 考 え ら れ る ( 1 0 9 ) 。  

こ れ に 対 し て 、 決 済 代 行 会 社 に 関 し て は 、 通 常 そ の 存 在 は カ

ー ド 利 用 時 に は 明 ら か で は な い こ と が ほ と ん ど あ り ( 1 1 0 ) 、 カ ー

ド の 売 上 伝 票 、 ま た は カ ー ド の 利 用 明 細 書 に 加 盟 店 と し て 記 載

さ れ る こ と で 、 初 め て カ ー ド 会 員 に 認 識 さ れ る こ と に な る 。  

 

4）  カ ー ド 会 員 と 加 盟 店 管 理 会 社 と の 関 係  

加 盟 店 管 理 会 社 が 国 際 ブ ラ ン ド と 提 携 し て い る こ と で 、 カ ー

ド 会 員 は 、 カ ー ド 発 行 会 社 の 提 携 す る 国 際 ブ ラ ン ド マ ー ク を 掲

げ た 店 子 加 盟 店 で の 決 済 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 で き る 環 境

に あ る 。 し か し 、 カ ー ド 会 員 と 加 盟 店 管 理 会 社 に は 直 接 何 も 関

係 が な い 。  

加 盟 店 管 理 会 社 は 、 カ ー ド 会 員 の カ ー ド 情 報 と 利 用 情 報 を 包

括 加 盟 店 ま た は 決 済 代 行 会 社 に 設 置 す る カ ー ド 情 報 を 読 み 取 る

決 済 端 末 を 通 じ て 取 得 し 、 国 際 ブ ラ ン ド 経 由 で カ ー ド 発 行 会 社

に 通 知 し 、 そ の 販 売 承 認 の 連 絡 を 受 け る 。 承 認 に よ り 、 カ ー ド

会 員 の カ ー ド 利 用 代 金 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 か ら 包 括 加 盟 店 等 に

支 払 わ れ る こ と が 確 定 す る 。 こ の 支 払 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 と 国

際 ブ ラ ン ド 、 国 際 ブ ラ ン ド と カ ー ド 発 行 会 社 間 の 清 算 の 時 期 と

は 別 に 、 加 盟 店 管 理 会 社 と 包 括 加 盟 店 等 と の 直 接 の 契 約 に 基 づ

き 支 払 わ れ る 。  
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5）  カ ー ド 会 員 と 国 際 ブ ラ ン ド と の 関 係  

V I S A、 M a s t e r C a r d は 、 カ ー ド 発 行 業 務 を 行 っ て い な い 。 し

た が っ て 、 カ ー ド 会 員 と は 何 ら の 契 約 関 係 、 債 権 債 務 関 係 が な

い 。 ま た 、 こ れ ら の 国 際 ブ ラ ン ド は 、 カ ー ド 会 員 の ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 取 引 の 内 容 に も 関 与 し な い 。 そ の た め 、 こ れ ら の 国 際 ブ

ラ ン ド に 関 し て は 、 カ ー ド 会 員 が 利 用 し た 代 金 の 清 算 ・ 決 済 に

つ き 、 何 ら の 法 律 的 な 構 成 も 提 示 さ れ て は い な い 。  

 

（ 2）  カ ー ド 会 社 と 関 係 当 事 者 の 関 係  

 

1）  カ ー ド 会 社 と 国 際 ブ ラ ン ド と の 関 係  

V I S A、 M a s t e r C a r d と い っ た 国 際 ブ ラ ン ド は 、 提 携 契 約 を 締

結 し た カ ー ド 会 社（「 プ リ ン シ パ ル メ ン バ ー 」「一 次 カ ー ド 会 社 」

と 呼 ば れ る ） に 対 し て 、 国 際 ブ ラ ン ド マ ー ク を 使 用 す る ラ イ セ

ン ス な ら び に 決 済 処 理 シ ス テ ム に ア ク セ ス す る ラ イ セ ン ス を 与

え て い る ( 1 1 1 ) 。 一 方 、 ラ イ セ ン ス の 付 与 に 伴 い 、 カ ー ド 会 社 に

は 、 国 際 ブ ラ ン ド の ル ー ル や レ ギ ュ レ ー シ ョ ン を 遵 守 す べ き 義

務 が 発 生 し ( 1 1 2 ) 、ブ ラ ン ド の 定 め る レ ギ ュ レ ー シ ョ ン に 基 づ き 、

カ ー ド 会 社 と し て 、 決 済 シ ス テ ム の 利 用 に 係 る 手 数 料 と し て 、

ボ リ ュ ー ム ・ フ ィ ー 、 ス イ ッ チ ン グ ・ フ ィ ー を 負 担 す る こ と に

な る 。  

こ れ ら の 点 に 関 し て は 、 当 該 加 盟 店 を 管 理 す る 加 盟 店 管 理 会

社 か ら 受 け 取 る イ ン タ ー チ ェ ン ジ ・ フ ィ ー に 関 す る 規 定 、 利 用

代 金 の 清 算 や 通 貨 交 換 （ 為 替 ） に つ い て の ル ー ル 、 加 盟 店 管 理

会 社 と し て 加 盟 店 に 国 際 ブ ラ ン ド マ ー ク の あ る ク レ ジ ッ ト カ ー

ド の 受 入 義 務 、 請 求 金 額 の 相 違 等 の 場 合 の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク に

関 す る 規 定 、 カ ー ド 会 社 間 の 代 金 精 算 に 関 す る 相 違 の あ る 場 合

の ア ー ビ ト レ ー シ ョ ン （ 裁 定 手 続 ） に 関 す る 膨 大 な 規 定 （ ブ ラ

ン ド レ ギ ュ レ ー シ ョ ン ） が 定 め ら れ て い る ( 1 1 3 ) 。  
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こ れ に 対 し て 、 国 際 ブ ラ ン ド と の ラ イ セ ン ス 契 約 が な く 、 国

際 ブ ラ ン ド マ ー ク を 冠 し た ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行 を 認 め ら れ

て い な い カ ー ド 会 社 （ 二 次 カ ー ド 会 社 ） も 存 在 す る 。  

二 次 カ ー ド 会 社 は 、 カ ー ド 発 行 権 の あ る メ ン バ ー シ ッ プ カ ー

ド 会 社 と 提 携 し て 、 国 際 ブ ラ ン ド マ ー ク を 冠 し た ク レ ジ ッ ト カ

ー ド を 発 行 す る も の で あ り 、 一 次 カ ー ド 会 社 で あ る カ ー ド 発 行

会 社 と 国 際 ブ ラ ン ド の 提 携 関 係 に 依 拠 し て い る だ け で あ っ て 、

国 際 ブ ラ ン ド や 、 他 の 一 次 カ ー ド 会 社 、 加 盟 店 管 理 会 社 と は 、

間 接 的 に も 関 係 が 希 薄 で あ る 。 な お 、 二 次 カ ー ド 会 社 は 、 加 盟

店 管 理 会 社 に は な れ な い 。  

こ う し た 二 次 カ ー ド 会 社 は 、 有 力 一 次 カ ー ド 会 社 の ブ ラ ザ ー

カ ン パ ニ ー や フ ラ ン チ ャ イ ズ と し て 、国 内 だ け で 1 5 0 社 を 超 え

て お り ( 1 1 4 ) 、 こ の 場 合 の 取 引 も 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド

取 引 の 一 類 型 を な し て い る と み る こ と が で き る 。  

 

2）  カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店 管 理 会 社 の 関 係  

そ も そ も 国 際 ブ ラ ン ド は 、 歴 史 的 に は 、 当 初 は 非 営 利 団 体 で

あ っ て 、 こ の 決 済 シ ス テ ム に 参 加 す る カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店

管 理 会 社 の 中 か ら 、 プ リ ン シ パ ル メ ン バ ー を 選 任 し 、 地 域 ご と

に 設 定 さ れ た 理 事 会 の 構 成 員 と し て 、 手 数 料 体 系 の 決 定 な ど の

運 営 を ま か さ れ て い た ( 1 1 5 ) 。  

し か し 、 そ の 後 、 国 際 ブ ラ ン ド は 、 訴 訟 リ ス ク の 回 避 や 資 金

調 達 等 を 目 的 に 株 式 会 社 化 さ れ 、 M a s t e r C a r d は 2 0 0 6 年 に 、

V I S A は 2 0 0 8 年 に 、そ れ ぞ れ ニ ュ ー ヨ ー ク 証 券 取 引 所 に 上 場 し

て い る ( 1 1 6 ) 。 し た が っ て 、 現 在 は 、 世 界 の カ ー ド 会 社 は 、 国 際

ブ ラ ン ド の 決 済 ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 す る 顧 客 同 士 と い う 関 係 に

あ る 。  

カ ー ド 発 行 と 加 盟 店 獲 得 で き る カ ー ド 会 社 は 、 国 際 ブ ラ ン ド

の 提 供 す る 決 済 ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 で き る ラ イ セ ン ス 契 約 の 下
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で 、 ブ ラ ン ド の 定 め た ル ー ル や レ ギ ュ レ ー シ ョ ン の 下 で 、 互 い

の 国 際 ブ ラ ン ド の カ ー ド 会 員 の カ ー ド 利 用 と 加 盟 店 の 売 上 代 金

の 計 算 に 基 づ き 、 こ れ を 清 算 す る 決 済 手 続 を そ の 決 済 ネ ッ ト ワ

ー ク を 利 用 し て 行 う ( 1 1 7 ) 。 な お 、 ラ イ セ ン ス を 受 け た 金 融 機 関

の 中 に は 、 カ ー ド 発 行 業 務 の み を 行 う 金 融 機 関 、 逆 に 加 盟 店 獲

得 の み を 行 う 金 融 機 関 等 が 含 ま れ て い る 。  

精 算 に 関 す る 規 定 は 、 V I S A で は 、 加 盟 店 管 理 会 社 の 情 報 に

基 づ き 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 承 認 し た カ ー ド 会 員 の 利 用 代 金 を 国

際 ブ ラ ン ド に 支 払 う こ と に な る が 、 こ れ に 伴 っ て 加 盟 店 管 理 会

社 は 、 ネ ッ ト ワ ー ク に 参 加 す る 金 融 機 関 間 の 売 上 交 換 手 数 料 と

し て の イ ン タ ー チ ェ ン ジ 払 戻 手 数 料 ( I R F :  I n t e r c h a n g e  

R e i m b u r s e m e n t  F e e ) を カ ー ド 発 行 会 社 に 支 払 う こ と と さ れ て

い る ( 1 1 8 ) 。 な お 、 こ の 場 合 、 加 盟 店 が 、 イ ン タ ー チ ェ ン ジ 払 戻

手 数 料 を カ ー ド 発 行 会 社 に 直 接 支 払 う こ と は な い 。 加 盟 店 は 、

加 盟 店 管 理 会 社 と 合 意 し た「 加 盟 店 割 引 」ま た は 、「加 盟 店 割 引

率 」 を 加 盟 店 管 理 会 社 に 支 払 う も の と さ れ 、 そ の 額 や 率 の 決 定

と 受 領 に つ き V I S A や M a s t e r C a r d が 関 与 す る こ と は な い ( 1 1 9 ) 。

I R F は 、 国 際 ブ ラ ン ド を 経 由 し て 、 カ ー ド 発 行 会 社 に 支 払 わ れ

る が 、 ブ ラ ン ド に 支 払 う そ の 他 費 用 （ 他 の 電 子 決 済 分 を 含 む ）

と と も に 、 カ ー ド 発 行 会 社 の 代 金 支 払 と の 相 殺 に よ り 清 算 さ れ

る ( 1 2 0 ) 。  

な お 、 請 求 額 や 利 用 状 況 等 に つ い て 会 員 か ら 疑 義 の 申 し 出 が

あ る と 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 、 伝 票 請 求 に よ り 内 容 を 確 認 す る 。

誤 っ た 請 求 や 商 品 未 納 な ど の 会 員 請 求 が 困 難 な 売 上 デ ー タ が あ

れ ば チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク （ 売 上 取 消 ） に よ り 、 支 払 済 み の 代 金 を

取 り 戻 す こ と が 可 能 で あ る 。 こ れ に 、 加 盟 店 管 理 会 社 が 応 じ な

い と き に は 、 ア ー ビ ト レ ー シ ョ ン （ 裁 定 手 続 ） に よ り 、 国 際 ブ

ラ ン ド の 審 判 を 受 け て 解 決 で き る 手 続 を 利 用 で き る ( 1 2 1 ) 。  
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3）  カ ー ド 発 行 会 社 と 包 括 加 盟 店 ・ 決 済 代 行 業 者 と の 関 係  

カ ー ド 発 行 会 社 と 包 括 加 盟 店 ・ 決 済 代 行 業 者 と の 間 に は 直 接

の 契 約 関 係 が な い た め 、 カ ー ド 会 員 の カ ー ド 利 用 に 伴 う 承 認 手

続 と 加 盟 店 管 理 会 社 か ら 国 際 ブ ラ ン ド を 経 由 し た 立 替 金 等 の 請

求 に 伴 い 、 包 括 加 盟 店 ・ 決 済 代 行 業 者 の 名 称 、 取 引 金 額 、 取 引

年 月 日 、 加 盟 店 の 業 種 区 分 な ど の 情 報 を 得 る こ と が で き る が 、

そ の 所 在 地 、 代 表 者 等 の 情 報 、 営 業 内 容 、 電 話 番 号 等 の 情 報 を

取 引 時 に 知 る こ と は で き な い ( 1 2 2 ) 。 ま た 、 包 括 加 盟 店 ・ 決 済 代

行 業 者 の 傘 下 の 店 子 加 盟 店 は 、正 式 な 加 盟 店 で は な く 、【 四 当 事

者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】【 多 数 当 事 者 型 】に お い て は 、カ ー ド 発 行 会

社 は 、デ ー タ の や り と り を 、包 括 加 盟 店 と の 間 で 行 う の で 、個 々

の 店 子 加 盟 店 の 存 在 の 有 無 自 体 が 、 カ ー ド 発 行 会 社 に は 不 明 で

あ る 。  

 

4）  加 盟 店 管 理 会 社 と 包 括 加 盟 店 等 の 関 係  

加 盟 店 管 理 会 社 と 販 売 店 と の 間 に お い て は 、 国 際 ブ ラ ン ド の

定 め る 取 扱 規 則 に 則 っ た 加 盟 店 契 約 が 締 結 さ れ 、 加 盟 店 は 、 国

際 ブ ラ ン ド が 表 示 さ れ た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 、 デ ビ ッ ト カ ー ド 、

プ リ ペ イ ド カ ー ド を 受 け 入 れ る 義 務 を 負 う 代 わ り に 、 加 盟 店 管

理 会 社 か ら 、 会 員 の 利 用 額 の 支 払 を 受 け 取 る と と と も に 、 加 盟

店 割 引 料 （ 加 盟 店 手 数 料 ） を 支 払 う こ と に な る 。 こ の 加 盟 店 契

約 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 の 営 業 す る 国 や 地 域 に 存 在 す る 販 売 店 に

限 定 さ れ て い る 。  

し か し 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 の 場 合 は 、 自 国 内 の ほ か 、 海 外

の 事 業 者 と の 提 携 が 可 能 と さ れ て い る の で 、 海 外 の 加 盟 店 管 理

会 社 が わ が 国 内 の 包 括 加 盟 店 ・ 決 済 代 行 会 社 と 契 約 す る こ と が

で き る 。 国 内 に 店 子 加 盟 店 の リ ア ル 店 舗 が あ る 場 合 は 、 原 則 と

し て 、 加 盟 店 管 理 会 社 は 国 内 会 社 で 包 括 加 盟 店 ・ 決 裁 代 行 会 社

も 国 内 事 業 者 で あ る の が 国 際 ブ ラ ン ド の ル ー ル で あ る 。  
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も っ と も 、 加 盟 店 管 理 会 社 、 包 括 加 盟 店 ・ 決 済 代 行 会 社 が い

ず れ も 海 外 事 業 者 の 場 合 に お い て も 、 国 内 法 人 を 設 立 し て エ ス

テ テ ィ ッ ク サ ロ ン な ど と 提 携 し て い る 例 が あ る と い う ( 1 2 3 ) 。 加

盟 店 管 理 会 社 と 包 括 加 盟 店 と の 間 に は 、 加 盟 店 契 約 が 存 在 し 、

ケ ー ス に よ っ て は 、 加 盟 店 管 理 会 社 と の 関 係 で は 包 括 加 盟 店 が

店 子 加 盟 店 の 立 替 金 等 の 受 領 権 限 の 委 任 を 受 け て い る こ と も あ

る （「 代 理 方 式 」 な ど と 呼 ば れ る ）。  

包 括 加 盟 店 は 、 店 子 加 盟 店 の 売 上 伝 票 を 作 成 す る と デ ー タ 送

信 等 に よ り 、 加 盟 店 管 理 会 社 に 送 り 、 立 替 金 を 請 求 す る 。 加 盟

店 管 理 会 社 は 、 こ れ ら の デ ー タ を オ ン ア ス 取 引 、 ノ ン ・ オ ン ア

ス 取 引 に 分 け 、 更 に ノ ン ・ オ ン ア ス 取 引 は 、 国 内 分 と 海 外 分 に

分 け ら れ 、 カ ー ド 発 行 会 社 に 送 ら れ 、 立 替 金 が 回 収 さ れ る 。  

こ の 場 合 、 包 括 加 盟 店 等 へ の 立 替 金 か ら 控 除 さ れ る 加 盟 店 手

数 料 は 、 自 社 加 盟 店 に お け る 自 社 カ ー ド 会 員 の 利 用 で あ る オ ン

ア ス 取 引 の 場 合 は 、 す べ て 加 盟 店 管 理 会 社 が 受 領 す る が 、 他 社

発 行 カ ー ド の 会 員 の 利 用 分 で あ る ノ ン ・ オ ン ア ス 取 引 の 場 合 、

V I S A ブ ラ ン ド の と き は 、 そ の う ち 一 定 割 合 を イ シ ュ ア に イ ン

タ ー チ ェ ン ジ 手 数 料 と し て 支 払 う 。 M a s t e r C a r d ブ ラ ン ド の と

き は 、 売 上 金 に 対 す る 固 定 料 率 を 支 払 う ( 1 2 4 ) 。 し た が っ て 、

M a s t e r C a r d の 場 合 は 、 加 盟 店 手 数 料 率 が 固 定 料 率 よ り 低 い 場

合 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 の 加 盟 店 手 数 料 収 支 は 赤 字 に な る こ と が

あ る 。  

 

（ 3）  そ の 他 の 当 事 者 関 係  

 

1）  国 際 ブ ラ ン ド と 加 盟 店 の 関 係  

 国 際 ブ ラ ン ド は 、 イ シ ュ ア と 加 盟 店 管 理 会 社 の 間 に 決 済 ・ 精

算 の シ ス テ ム を 利 用 し て い る が 、 国 際 ブ ラ ン ド を 冠 し た ス テ ッ

カ ー な ど を 表 示 し て 商 品 の 販 売 ・ 役 務 の 提 供 を 行 っ て い る 個 々
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の 加 盟 店 と の 間 に 、 直 接 の 法 律 関 係 は 存 在 し な い 。 国 際 ブ ラ ン

ド は 、 個 々 の 加 盟 店 に 対 し て 、 加 盟 店 管 理 会 社 か ら の 代 金 の 決

済 を 直 接 保 証 し て い る わ け で も な い ( 1 2 5 ) 。 し か し 、 国 際 ブ ラ ン

ド の 側 で は 、 こ の よ う な リ ス ク が 小 化 す る よ う に 、 提 携 先 カ

ー ド 会 社 の 財 務 の 健 全 性 、 経 済 的 ・ 政 治 的 環 境 要 因 や 基 準 の 遵

守 状 況 な ど を モ ニ タ リ ン グ し て い る ( 1 2 6 ) 。  

 

2）  包 括 加 盟 店 ・ 決 済 代 行 会 社 と 店 子 加 盟 店 の 関 係  

包 括 加 盟 店 が 大 規 模 商 業 施 設 運 営 会 社 や イ ン タ ー ネ ッ ト モ ー

ル 運 営 者 の 場 合 は 、 そ の 出 店 契 約 ・ 加 盟 店 契 約 等 の 契 約 関 係 が

あ り 、 そ の 契 約 を 背 景 に 加 盟 店 管 理 会 社 と の 包 括 加 盟 店 契 約 が

あ り 、 ケ ー ス に よ っ て は 、 加 盟 店 管 理 会 社 と の 関 係 で は 包 括 加

盟 店 が 店 子 加 盟 店 の 立 替 金 等 の 受 領 権 限 の 委 任 を 受 け て い る こ

と も あ る 。 こ の よ う な 場 合 は 、 店 子 の 販 売 に 包 括 加 盟 店 が 共 同

責 任 を 負 っ て い る 場 合 が 多 い と さ れ る ( 1 2 7 ) 。  

な お 、 決 済 代 行 会 社 が 加 盟 店 管 理 会 社 と 加 盟 店 契 約 し て い る

場 合 は 、 店 子 加 盟 店 と の 間 に 、 ク レ ジ ッ ト ・ シ ス テ ム を 利 用 さ

せ る 旨 の 契 約 が あ る と 考 え ら れ る 。 こ の 契 約 に お い て は 、 カ ー

ド 会 員 の 利 用 代 金 に つ い て 、 加 盟 店 管 理 会 社 か ら 立 替 金 等 を 受

け 、 そ こ か ら 手 数 料 を 差 し 引 い て 店 子 加 盟 店 に 引 き 渡 す ほ か 、

初 期 加 盟 料 、 シ ス テ ム 構 築 料 、 一 定 の 月 会 費 、 一 決 済 毎 の ト ラ

ン ザ ク シ ョ ン 手 数 料 な ど を 得 る こ と で 、 利 益 を 得 て い る よ う で

あ る ( 1 2 8 ) 。  

な お 、【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】で は 、包 括 加 盟 店 ・ 決 済 代

行 会 社 も 国 内 事 業 者 で あ る が 、【四 当 事 者・国 際 カ ー ド 型 】で は 、

包 括 加 盟 店 ・ 決 済 代 行 会 社 が 海 外 事 業 者 、 店 子 加 盟 店 が 海 外 事

業 者 の 場 合 と 国 内 事 業 者 の 場 合 が あ る 。【 多 数 当 事 者 型 】 で は 、

包 括 加 盟 店 ・ 決 済 代 行 会 社 は 海 外 事 業 者 ま た は 国 内 事 業 者 で 、

店 子 加 盟 店 が 国 内 事 業 者 の 場 合 が 一 般 的 で あ ろ う 。  
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い ず れ の 形 態 で も 店 子 加 盟 店 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 と の 直 接 契

約 は な い が 、 包 括 加 盟 店 ・ 決 済 代 行 業 者 の 仲 介 に よ り 、 ク レ ジ

ッ ト 取 扱 い に 関 す る 加 盟 店 の 義 務 を 二 次 的 に 遵 守 す る こ と が 求

め ら れ て い る 。  

万 一 、 店 子 加 盟 店 が 売 買 契 約 上 の 義 務 を 履 行 し な い 等 の 問 題

が 生 じ た 場 合 に 、 加 盟 店 管 理 会 社 か ら 、 加 盟 店 契 約 違 反 、 立 替

金 等 の 返 還 請 求 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 請 求 を 受 け る 相 手 方 は 、 包

括 加 盟 店 ・ 決 済 代 行 会 社 と な る ( 1 2 9 ) 。  

 

3）  二 次 カ ー ド 会 社 と 他 の 当 事 者 と の 関 係  

二 次 カ ー ド 会 社 は 、 国 際 ブ ラ ン ド の 正 規 メ ン バ ー （ プ リ ン シ

パ ル メ ン バ ー ） と の 契 約 に 基 づ き 、 国 際 決 済 シ ス テ ム に 参 加 し

て お り 、 国 際 ブ ラ ン ド 、 加 盟 店 管 理 会 社 、 決 済 代 行 会 社 か ら み

る と 、 二 次 カ ー ド 会 社 の 発 行 す る カ ー ド は 、 正 規 メ ン バ ー の 発

行 す る カ ー ド と し て 扱 わ れ る 。 そ の 結 果 、 各 当 事 者 の 関 係 は 、

イ シ ュ ア に 準 じ て 、 終 的 に は 、 イ シ ュ ア と 二 次 カ ー ド 会 社 の

内 部 の 契 約 関 係 で 処 理 さ れ る こ と に な る 。  

 

3． 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 特 徴 と そ の 性 質  

 

（ 1）  三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 と の 相 違 点  

三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 し て は 、 こ の 取 引 形 態

が 、 相 対 関 係 で あ る 二 当 事 者 型 の 取 引 に 、 独 立 の 信 用 供 与 機 関

が 介 入 し た こ と に よ り 、 販 売 店 側 の 事 情 で 販 売 機 能 と 信 用 機 能

を 分 化 さ せ て い る に す ぎ な い と 理 解 し て 、 売 買 契 約 の 不 成 立 ・

取 消 し ・ 解 除 ・ 商 品 の 瑕 疵 ・ 債 務 不 履 行 な ど 、 二 当 事 者 間 で は

当 然 抗 弁 を も っ て 対 抗 で き る 事 由 に つ い て 、 三 当 事 者 型 カ ー ド

取 引 に も 同 様 に 成 り 立 つ と 考 え て き た 。  

し か し な が ら 、 そ こ で 念 頭 に 置 か れ て い た の は 、 販 売 業 者 と
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の 関 係 が よ り 緊 密 な 個 別 与 信 型 の ク レ ジ ッ ト 取 引 で あ っ た 。 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 す る 従 来 の 判 例 分 析 に お い て も 、 検 討

の 対 象 と な っ て い た の は 、 個 別 与 信 型 の 前 身 と も い え る 旧 来 の

チ ケ ッ ト 取 引 の 事 案 で あ り 、 そ の た め 、 現 在 の 取 引 の 実 態 に 関

し て も 、 旧 来 の 個 別 与 信 型 と 同 様 と 説 明 す る も の が 散 見 さ れ る

( 1 3 0 ) 。  

一 方 、 割 賦 販 売 法 に お け る 抗 弁 権 創 設 の 根 拠 の 解 説 に お い て

も 、 規 制 の 対 象 と な る 総 合 割 賦 購 入 あ っ せ ん に つ い て は 、 当 然

の ご と く 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 を 前 提 と し て 説 明 が な さ れ て お

り ( 1 3 1 ) 、 日 本 の ク レ ジ ッ ト 取 引 の 歴 史 的 な 流 れ と は 断 絶 し た 形

で 、 新 た に ア メ リ カ か ら 移 入 さ れ た 今 日 の 四 当 事 者 型 の ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 取 引 を 念 頭 に 置 く も の で は な か っ た ( 1 3 2 ) 。  

だ が 、 前 節 の 【 図 表 3 ~ 6】 で 見 た よ う に 、 四 当 事 者 以 上 の 多

数 当 事 者 が 関 与 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て は 、 カ ー ド

会 員 が 利 用 す る 販 売 店 と カ ー ド 発 行 会 社 と の 間 に は 、 加 盟 店 契

約 そ の 他 の 直 接 的 な 契 約 関 係 が な く 、【 図 表 5 ~ 6】で は 、加 盟 店

管 理 会 社 と の 提 携 契 約 も 存 在 し な い 。 カ ー ド 利 用 代 金 の 販 売 店

へ の 支 払 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 の 締 結 す る 加 盟 店 契 約 に 基 づ い て

行 わ れ て い る だ け で あ っ て 、 国 際 ブ ラ ン ド は 、 加 盟 店 に 対 し て

そ の 支 払 に 責 任 を 負 っ て い る わ け で も な い 。 国 際 ブ ラ ン ド が カ

ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店 管 理 会 社 間 の 清 算 に 決 済 シ ス テ ム を 利 用

さ せ て い る だ け で あ る 。 ま た 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 、 国 際 ブ ラ ン

ド を 経 由 し て カ ー ド 会 員 に 対 す る 請 求 権 を 獲 得 す る が 、 こ れ に

よ り 、 国 際 ブ ラ ン ド に 対 す る 支 払 義 務 を 負 う だ け で あ っ て 、 加

盟 店 管 理 会 社 に 直 接 の 債 務 を 負 担 す る わ け で は な い 。 加 盟 店 管

理 会 社 は 、 カ ー ド 会 員 会 社 に 直 接 の 請 求 権 を 獲 得 す る の で は な

く 、 国 際 ブ ラ ン ド に 対 す る 請 求 権 を 有 す る だ け で あ る 。  

ま た 、 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 で は 、 加 盟 店 と 契 約 し こ れ を 管

理 す る 機 能 と 会 員 と 契 約 し 代 金 を 請 求 す る 機 能 は 一 つ の カ ー ド
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会 社 が 保 有 し て い た が 、 こ れ に 対 し て 、 多 数 当 事 者 型 の ノ ン ・

オ ン ア ス 取 引 で は 、 関 与 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が そ れ ぞ れ

の 片 方 の 機 能 し か 使 用 し な い 取 引 と な っ て い る 。ま た 、中 に は 、

加 盟 店 獲 得 の み を 行 う 専 門 業 者 、 ま た は カ ー ド 発 行 の み し か 行

わ な い カ ー ド 発 行 会 社 が 存 在 し て い る 現 状 に あ り ( 1 3 3 ) 、も は や 、

カ ー ド 発 行 会 社 に と っ て は 、 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 と 同 じ 取 引

と は い え な い 状 況 に あ る 。  

さ ら に 、 国 際 ブ ラ ン ド 決 済 シ ス テ ム を 利 用 す る 多 数 当 事 者 型

の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に つ い て は 、 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 と

違 い 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド に よ る 決 済 方 法 が 1 回 払 い し か 用 意 さ

れ て お ら ず 、 後 に 詳 し く 述 べ る が 、 こ の 決 済 シ ス テ ム は 、 国 際

ブ ラ ン ド マ ー ク の 付 与 さ れ た ブ ラ ン ド デ ビ ッ ト カ ー ド 利 用 に よ

る 即 時 決 済 や ブ ラ ン ド プ リ ペ イ ド カ ー ド に よ る 前 払 式 支 払 手 段

と し て の 決 済 と 同 様 に 機 能 し て お り ( 1 3 4 ) 、 カ ー ド 発 行 会 社 と カ

ー ド 会 員 間 の 決 済 方 法 に は 無 関 係 と い う 点 が 、 三 当 事 者 型 カ ー

ド 取 引 と の 決 定 的 な 違 い と も い え る 。  

要 す る に 、 今 日 主 流 の 四 当 事 者 以 上 の 多 数 当 事 者 型 カ ー ド 取

引 は 、こ れ ま で の 分 析 対 象 で あ っ た 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 と は 、

大 き く 異 な っ て い る 。に も か か わ ら ず 、こ れ ま で の 分 析 手 法 は 、

従 来 の 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 を 類 推 ・ 拡 張 す る 方 法 で 、 多 数 当

事 者 型 カ ー ド 取 引 の 法 構 造 を 理 解 し よ う と す る も の で あ っ て 、

三 当 事 者 型 と は ま っ た く 異 な る 歴 史 的 経 緯 を 有 す る 多 数 当 事 者

型 カ ー ド 取 引 の 独 自 性 に 着 眼 し た 分 析 が 十 分 に な さ れ て い る と

は 言 い 難 い ( 1 3 5 ) 。  

 

（ 2）  多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る 取 引 内 容

の 変 化  

以 下 、 四 当 事 者 間 以 上 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 法 的 性 質 を

分 析 す る 前 提 と し て 、 近 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 を め ぐ る 新
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た な 取 引 の 実 情 に つ い て 見 て お こ う 。 こ れ は 、 四 当 事 者 型 と な

っ た た め だ け で は な く 、 ク レ ジ ッ ト 利 用 の 局 面 が 大 幅 に 拡 大 し

た こ と に 起 因 し 、 従 前 な ら 予 想 で き な か っ た 分 野 で 、 ク レ ジ ッ

ト カ ー ド が 利 用 で き る よ う に な っ た た め に 生 じ た 問 題 で あ る 。  

ま ず 、 第 1 に 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が 売 買 契 約 や 役 務 提 供

契 約 に お け る 代 金 や 対 価 の 決 済 な ど 私 債 権 分 野 の 決 済 に と ど ま

ら ず 、 公 金 決 済 に 利 用 が 拡 大 し て い る こ と が 挙 げ ら れ る 。  

現 在 、 固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税 、 市 町 村 ・ 県 民 税 、 自 動 車 税

な ど の 地 方 税 、 国 民 年 金 保 険 料 、 健 康 保 険 料 、 介 護 保 険 料 等 の

保 険 料 、 保 育 園 保 育 料 、 霊 園 管 理 料 、 水 道 料 な ど 地 方 公 共 団 体

や 地 方 公 営 企 業 法 の 適 用 団 体 の 利 用 料 ・ 手 数 料 の 支 払 な ど 公 金

決 済 に 使 用 さ れ 、 生 命 保 険 料 や 共 済 掛 金 の 支 払 な ど 、 多 種 多 様

な 資 金 決 済 に 利 用 さ れ て い る 。 ま た 、 政 治 家 へ の 寄 付 金 、 社 会

福 祉 法 人 や 公 益 財 団 法 人 へ の 募 金 、 ふ る さ と 納 税 の た め の 寄 付

や 事 業 特 定 寄 付 な ど 、 カ ー ド 利 用 者 の 債 務 に 該 当 し な い 決 済 に

利 用 さ れ て い る 。 ま た 、 ラ ス ベ ガ ス 、 マ カ オ 、 韓 国 な ど の カ ジ

ノ で は 、 シ ョ ッ ピ ン グ 枠 で チ ッ プ が 購 入 で き る な ど 、 立 替 払 や

債 権 譲 渡 の 対 象 と な る の か 疑 問 が あ る も の ま で も 決 済 の 対 象 と

な っ て い る 。  

第 2 に 、 加 盟 店 相 互 開 放 が 進 む と と も に 、 国 際 ブ ラ ン ド の 介

在 に よ り 、 立 替 払 構 成 を と る カ ー ド 会 社 の 加 盟 店 で 、 債 権 譲 渡

構 成 を と る カ ー ド 会 員 が カ ー ド を 利 用 す る こ と が 生 じ 、 ま た そ

の 逆 も 生 じ る こ と が 通 常 と な っ て い る 。 つ ま り 、 カ ー ド 発 行 会

社 と 会 員 と の 間 で は 、 加 盟 店 か ら 債 権 譲 渡 を 受 け る こ と を 会 員

か ら 承 諾 を 受 け て い る に も か か わ ら ず 、 実 際 に 利 用 す る 販 売 店

と そ の 加 盟 店 管 理 会 社 間 の 加 盟 店 契 約 で は 立 替 払 構 成 と な っ て

い る こ と が あ り 、 こ の 場 合 は 、 当 該 加 盟 店 に は カ ー ド 売 上 代 金

を 債 権 譲 渡 す る 意 思 を 有 し な い こ と に な る 。 ま た 、 海 外 の 販 売

店 に 関 し て は 、 ど の よ う な 法 形 式 で 海 外 の 加 盟 店 管 理 会 社 が 加
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盟 店 契 約 を 締 結 し て い る の か が 、 カ ー ド 発 行 会 社 と し て は 、 把

握 で き な い と い う 問 題 点 が あ る 。 ま た 、 公 債 権 に お け る 利 用 に

関 し て は 、 そ の 加 盟 店 契 約 や 委 託 契 約 に お い て 、 収 納 （ 代 行 ）

業 務 、 徴 収 代 行 業 務 と 位 置 づ け ら れ る な ど 、 カ ー ド 決 裁 の 実 務

で は 、 様 々 な 法 律 構 成 が 混 在 し て い る 状 況 に あ る ( 1 3 6 ) 。  

第 3 に 、 シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 の 一 つ の 形 態 と し て 、 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド に 紐 付 け ら れ た カ ー ド 発 行 会 社 以 外 の 者 が 発 行 す る 国 内

の 前 払 式 支 払 手 段 で あ る プ リ ペ イ ド カ ー ド の 資 金 充 当 の た め に

利 用 さ れ 、 本 来 想 定 さ れ る 代 金 決 済 前 に 資 金 が 移 動 し て い る 実

態 が あ る 。  

ま た 、 オ ー プ ン ・ ル ー フ 決 済 シ ス テ ム の 下 で 、 現 金 に よ る 資

金 充 当 、 す な わ ち 、 即 時 払 い の デ ビ ッ ト カ ー ド ( D e b i t  C a r d )、

請 求 処 理 後 に 口 座 か ら 引 き 落 と す デ ィ レ イ ド ・ デ ビ ッ ト

( D e l a y e d  D e b i t )（ チ ェ ッ ク ・ カ ー ド ）、 前 払 方 式 の V I S A プ リ

ペ イ ド の 決 済 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 と 同 じ 決 済 シ ス テ ム の な

か で 利 用 さ れ て お り 、 現 在 で は 、 一 枚 の カ ー ド で ク レ ジ ッ ト カ

ー ド と デ ビ ッ ト カ ー ド 、 ま た は プ リ ペ イ ド カ ー ド と し て 利 用 さ

れ て い る 状 況 に あ り ( 1 3 7 ) 、 そ の 区 分 は 、 カ ー ド 発 行 企 業 と カ ー

ド 会 員 と の 契 約 内 容 に よ る だ け で あ り 、 加 盟 店 管 理 会 社 や 販 売

業 者 な ど の 他 当 事 者 は 、 終 的 な 決 済 方 法 を 知 る こ と な く 、 ま

た 、 区 分 す る こ と な く 、 取 り 扱 っ て い る 状 況 に あ る ( 1 3 8 ) 。  

つ ま り 、 従 来 型 の 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に お い て は 、 厳 密 に

有 因 取 引 と し て 取 り 扱 わ れ 、 そ れ 故 に 、 密 接 な 関 連 性 を 有 す る

原 因 取 引 に お け る 抗 弁 を 保 護 す る 方 向 で 、 法 規 制 が 行 わ れ て い

た が 、 現 状 の 多 数 当 事 者 型 取 引 に お い て は 、 有 因 取 引 の 他 に 、

様 々 な 無 因 取 引 が 取 り 扱 わ れ 、 何 ら 区 別 す る こ と な く 、 同 じ ス

キ ー ム の 中 で 扱 わ れ て い る 状 態 に あ る と い え る 。  
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（ 3）  カ ー ド 会 員 規 約 等 の 変 化  

上 記 の よ う な 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド に お け る 取 引 内

容 の 拡 大 と 変 化 は 、 会 員 規 約 に も 大 き な 影 響 を 与 え て い る 。  

た と え ば 、 債 権 譲 渡 構 成 を 採 っ て い た カ ー ド 発 行 会 社 の 会 員

規 約  ( 1 3 9 ) で は 、 以 下 の よ う に 複 雑 化 し て い る 。  

会 員 は 、 カ ー ド 利 用 に よ る 取 引 の 結 果 生 じ た 加 盟 店 の 会 員 に 対 す る

債 権 に つ い て 、 以 下 の 各 号 に 予 め 異 議 な く 承 諾 す る も の と し ま す 。  

( 1 )  当 社 と 加 盟 店 と の 契 約 に 従 い 、 当 該 加 盟 店 か ら 当 社 に 債 権 譲 渡 す

る こ と 、 ま た は 、 当 社 が 当 該 加 盟 店 に 立 替 払 い す る こ と 。 こ の 場

合 、 当 社 が 適 当 と 認 め た 第 三 者 （ 本 号 で は 提 携 カ ー ド 会 社 お よ び

海 外 カ ー ド 会 社 を 除 く ） を 経 由 す る 場 合 が あ り ま す 。  

( 2 )  提 携 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 と 加 盟 店 と の 契 約 に 従 い 、 当 該 加 盟 店

か ら 提 携 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 債 権 譲 渡 し ま た は 提 携 ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 会 社 が 当 該 加 盟 店 に 立 替 払 い し （ こ れ ら の 場 合 、 当 社

が 適 当 と 認 め た 第 三 者 を 経 由 す る 場 合 が あ り ま す ）、 当 社 が 当 該

提 携 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 立 替 払 い す る こ と  

( 3 )  海 外 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 と 加 盟 店 と の 契 約 に 従 い 、 当 該 加 盟 店

か ら 海 外 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 債 権 譲 渡 し 、ま た は 海 外 ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 会 社 が 当 該 加 盟 店 に 立 替 払 い し （ こ れ ら の 場 合 、 当 社

が 適 当 と 認 め た 第 三 者 を 経 由 す る 場 合 が あ り ま す ）、 当 社 が 当 該

海 外 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 立 替 払 い す る こ と  

本 規 定 で は 、 債 権 譲 渡 取 引 に 立 替 払 取 引 が 混 在 し 、 第 三 者 で

あ る 国 際 ブ ラ ン ド の 決 済 機 構 や 包 括 加 盟 店 、 決 済 代 行 会 社 を 経

由 し た 決 済 が 行 わ れ る こ と が 明 示 さ れ る な ど 、 加 盟 店 と の 代 金

支 払 に 複 雑 な 資 金 の 流 れ が あ る こ と が 明 記 さ れ て い る 。  

そ こ で 近 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 各 社 の 会 員 規 約 を 整 理 し て み

る と 、  

①  原 則 立 替 払 方 式 。 一 部 指 定 す る 加 盟 店 に つ い て は 債 権 譲 渡 方 式

( 1 4 0 )  

②  立 替 払 と 債 権 譲 渡 の 併 用 方 式 ( 1 4 1 )  

③  立 替 払 方 式 の み ( 1 4 2 )  

④  債 権 譲 渡 方 式 の み ( 1 4 3 )  

⑤ 包 括 的 に 権 利 取 得 す る も の ( 1 4 4 )  

の 5 種 類 に 分 類 す る こ と が で き る 。  
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つ ま り 、 近 で は 、 単 純 に 債 権 譲 渡 方 式 、 立 替 払 方 式 と 呼 べ

な い 会 員 規 約 に な っ て い る の で あ る 。 ⑤ の よ う に 、 債 権 譲 渡 や

立 替 払 い だ け で な く 、 そ の 他 の 手 段 方 法 を 用 い て 、 終 的 に カ

ー ド 発 行 会 社 が 会 員 に 対 す る 請 求 権 を 取 得 す る こ と を 前 提 と し

て 、 特 定 の 法 形 式 に 限 定 せ ず に 、 関 係 当 事 者 間 の 決 済 に よ り 行

う と し て い る 例 も あ る ( 1 4 5 ) 。  

 

 （ 4）  法 的 性 質 論 の 再 検 討  

し た が っ て 、 従 来 の 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 を 念 頭 に 置 い た 法

律 構 成 は 、 以 上 に 述 べ た よ う な 、 今 日 の 日 本 に お け る 多 数 当 事

者 型 カ ー ド 取 引 に 対 し て は 、 必 ず し も 適 合 的 で は な い 。  

 

1）  債 権 譲 渡 型 の 会 員 規 約  

ま ず 、 債 権 譲 渡 型 の 規 約 に 関 し て い え ば 、 現 在 で は 、 以 下 の

よ う な 問 題 点 が 生 じ て い る 。  

今 日 で は 、 税 金 な ど 公 金 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 の た め に 、

地 方 公 共 団 体 と の 間 で 、 提 携 契 約 そ の 他 の 加 盟 店 契 約 が 締 結 さ

れ る が 、 そ の 契 約 内 容 は 、 議 会 に よ る 承 認 が 必 要 な 場 合 が ほ と

ん ど で あ り 、 既 に 提 携 交 渉 し た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 と の 間 の

契 約 形 態 に つ き 、 立 替 払 方 式 に よ る 旨 の 議 会 の 承 認 が 得 ら れ て

い る 場 合 に は 、 後 発 の カ ー ド 会 社 が 債 権 譲 渡 方 式 で 加 盟 店 契 約

を 締 結 す る こ と は 、 困 難 に な っ て い る  ( 1 4 6 ) 。  

ま た 、 カ ー ド 会 員 が 他 社 の 加 盟 店 を 利 用 し た 場 合 に 、 当 該 加

盟 店 が 立 替 払 方 式 で 加 盟 店 管 理 会 社 と 加 盟 店 契 約 を 締 結 し て い

た 場 合 に は 、 原 債 権 者 が 債 権 譲 渡 の 意 思 を 有 し て い る と は い え

な い こ と に な る か ら 、 債 権 譲 渡 構 成 を 採 る こ と は 困 難 に な る 。  

し た が っ て 、 直 近 の 会 員 規 約 で は 、 債 権 譲 渡 構 成 を 採 用 し て

い た 銀 行 系 カ ー ド 会 社 で も 、 加 盟 店 と の 関 係 で は 、 債 権 譲 渡 構

成 を 維 持 し な が ら も 、 立 替 払 方 式 を 採 用 し て い る 他 社 加 盟 店 と
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の 取 引 に 備 え て 、 立 替 払 構 成 の 加 盟 店 と の 提 携 カ ー ド 会 社 や 国

際 ブ ラ ン ド を 経 由 し た 取 引 に 関 し て は 、 立 替 払 方 式 で 対 応 で き

る よ う に 提 携 カ ー ド 会 社 と の 関 係 で は 債 権 譲 渡 と 立 替 払 い を 併

用 し て い る と こ ろ が 多 い ( 1 4 7 ) 。  

な お 、【 四 当 事 者 ・ 提 携 型 】の よ う に 、加 盟 店 管 理 会 社 と 提 携

関 係 の あ る 場 合 に は 、 債 権 譲 渡 構 成 を そ の ま ま 維 持 で き る が 、

こ れ に 対 し て 、【 四 当 事 者 ・ 海 外 型 】お よ び【 多 数 当 事 者 型 】の

場 合 に お い て は 、 加 盟 店 管 理 会 社 と 店 子 加 盟 店 ・ 決 済 代 行 業 者

と の 法 律 関 係 が 不 明 で あ る こ と へ の 不 安 が 生 じ る ( 1 4 8 ) 。 ま た 、

プ リ ペ イ ド カ ー ド へ の 前 払 い と し て の バ リ ュ ー の 補 充 に ク レ ジ

ッ ト カ ー ド が 使 用 さ れ る 場 面 に お い て は 、 加 盟 店 で あ る プ リ ペ

イ ド カ ー ド 事 業 者 は 利 用 者 の 希 望 す る 任 意 の 時 期 よ り 先 に 前 払

い を 受 け る 立 場 で あ る こ と か ら 、 カ ー ド 利 用 者 に チ ャ ー ジ 相 当

額 の 直 接 請 求 権 を 有 し て い る と は い え ず 、 カ ー ド 会 社 が 代 わ り

に 前 払 い し て い る と 構 成 す る の か が 問 題 と な る ( 1 4 9 ) 。も っ と も 、

プ リ ペ イ ド カ ー ド 事 業 者 は 、 カ ー ド 利 用 者 が ク レ ジ ッ ト 利 用 す

る 場 合 に 限 っ て 、 本 来 利 用 者 が 入 金 す べ き 現 金 を 利 用 者 に 代 わ

っ て 立 替 払 い し て お り 、 そ の 立 替 金 請 求 権 を カ ー ド 会 社 に 対 し

て 譲 渡 す る と い う 構 成 な ら 、 債 権 譲 渡 構 成 も 成 立 す る と 考 え ら

れ る 。  

ま た 、 多 数 当 事 者 型 で は 、 カ ー ド 発 行 会 社 が 会 員 に 対 す る 債

権 の 譲 受 け を 申 込 み す る 意 思 表 示 と し て 、 国 際 ブ ラ ン ド を 経 由

し て カ ー ド 利 用 時 の 販 売 承 認 の 通 知 を し て い る と み れ ば 、 加 盟

店 契 約 が な い 場 合 で も 、 加 盟 店 管 理 会 社 が カ ー ド 会 員 に 対 す る

代 金 債 権 を 店 子 加 盟 店 か ら 決 済 代 行 会 社 を 経 由 し て 何 ら か の 手

段 で 債 権 を 取 得 し て い る わ け で あ る か ら 、 国 際 ブ ラ ン ド 決 済 シ

ス テ ム を 利 用 し て 、 こ れ に 応 じ て カ ー ド 発 行 会 社 に 債 権 譲 渡 し

て い る と す る こ と は 、 対 抗 要 件 の 具 備 の 問 題 点 を 除 き 、 債 権 譲

渡 構 成 は 成 り 立 っ て い る と い え る 。  
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と こ ろ で 、 多 数 当 事 者 型 の 場 合 、 包 括 加 盟 店 や 決 済 代 行 会 社

は 、 通 常 加 盟 店 管 理 会 社 か ら 譲 渡 債 権 の 代 金 相 当 額 の 支 払 を 受

け た 後 に 、 店 子 加 盟 店 に 支 払 う こ と に な る が 、 店 子 加 盟 店 は 、

カ ー ド 会 員 に 対 す る 請 求 権 を 、 カ ー ド 発 行 会 社 か ら の 承 認 連 絡

を 決 済 代 行 会 社 等 か ら 受 け て 免 責 し た こ と に な る の か 、 そ れ と

も 決 済 代 行 会 社 等 が 支 払 う ま で 併 存 的 に 保 持 し て い る か が 問 題

に な る 。  

ま た 、 決 済 代 行 会 社 等 が 倒 産 し て 、 債 権 譲 渡 代 金 相 当 額 の 支

払 を 店 子 加 盟 店 が 受 け ら れ な か っ た と き で も 、 カ ー ド 発 行 会 社

は 、 実 際 に は 加 盟 店 管 理 会 社 と の 清 算 は 終 了 し て い る の で 、 カ

ー ド 会 員 に 対 す る 請 求 権 を 加 盟 店 管 理 会 社 か ら 債 権 譲 渡 を 受 け

て い る と し て 、 そ の ま ま カ ー ド 会 員 に 請 求 す る こ と に な る 。 一

方 、 店 子 加 盟 店 で も 、 通 信 販 売 や 利 用 者 登 録 を 伴 う 取 引 等 カ ー

ド 会 員 の 情 報 が 把 握 可 能 な 取 引 形 態 で あ る と き は 、 実 際 に 代 金

受 領 を し て い な い 場 合 に は 、 債 権 譲 渡 を 取 り 消 し て 、 カ ー ド 会

員 に 請 求 す る こ と が 考 え ら れ る か ら 、 カ ー ド 会 員 は 二 重 請 求 を

受 け る こ と に な る 事 態 も 考 え ら れ る ( 1 5 0 ) 。  

 以 上 に 述 べ た よ う な 問 題 が 、 国 際 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 の ほ

ん の 一 部 の 現 象 で あ れ ば 、 こ れ を 例 外 的 な 現 象 と 捉 え て 、 法 的

性 質 に 関 し て は 債 権 譲 渡 構 成 を 維 持 す る こ と も で き る か も し れ

な い 。 し か し な が ら 、 加 盟 店 相 互 交 流 で 、 信 販 系 を 中 心 に 数 百

万 店 の 加 盟 店 が 立 替 払 方 式 で あ る こ と ( 1 5 1 ) 、 公 金 分 野 お よ び 電

子 マ ネ ー に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 利 用 は 、 現 在 急 速 に 進 展

し て お り 、 将 来 さ ら に 拡 大 す る こ と が 予 想 さ れ て い る こ と な ど

を 考 慮 に 入 れ る と 、 国 際 ク レ ジ ッ ト カ ー ド に 関 し て 、 従 来 型 の

債 権 譲 渡 構 成 を そ の ま ま 単 独 で 維 持 す る こ と は 、 も は や 困 難 に

な っ て き て お り 、 立 替 払 型 と の 併 存 を せ ざ る を 得 な い 状 況 に あ

る と い え よ う ( 1 5 2 ) 。  
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2）  立 替 払 型 の 会 員 規 約  

一 方 、 立 替 払 方 式 を と る カ ー ド 発 行 会 社 で は 、 上 記 と は 反 対

に 、 債 権 譲 渡 方 式 で 締 結 さ れ た 加 盟 店 契 約 が 存 在 す る か ら 、 カ

ー ド 会 員 の 利 用 し た 加 盟 店 は 、 カ ー ド 発 行 会 社 か ら 債 権 譲 渡 代

金 を 受 領 す る 意 思 が あ る の に 、 立 替 払 い に な る と い う 問 題 点 が

あ る 。  

も っ と も 、【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】の 場 合 に は 、加 盟 店 契

約 が 債 権 譲 渡 構 成 の 加 盟 店 で の ク レ ジ ッ ト 利 用 の 場 合 で あ っ た

と し て も 、 カ ー ド 会 員 の 利 用 し た 販 売 店 に 対 す る 債 権 譲 受 の 対

価 は 、 カ ー ド 会 員 の 所 属 す る カ ー ド 発 行 会 社 で は な く 、 そ の 販

売 店 と 加 盟 店 契 約 を 締 結 し て い る 別 の カ ー ド 会 社 が 立 替 払 い に

よ り 弁 済 す る の で 、 特 に 問 題 が な い 。  

同 様 に 、 多 数 当 事 者 型 に お い て も 、 販 売 店 と 加 盟 店 管 理 カ ー

ド 会 社 の 契 約 が ど の 様 な 法 律 構 成 に よ る か に 無 関 係 に 、 国 際 ブ

ラ ン ド が 加 盟 店 管 理 会 社 に 支 払 っ た 代 金 相 当 額 は 、 本 来 会 員 が

支 払 う べ き 債 務 に 他 な ら な い こ と か ら 、 そ の 債 務 を 国 際 ブ ラ ン

ド に 立 替 支 払 し た と い う 構 成 は 、 可 能 で あ る 。 し た が っ て 、 立

替 払 構 成 を 採 る 場 合 も 、 国 内 の 債 権 譲 渡 構 成 を 採 る 加 盟 店 契 約

に 対 応 す る た め 、 債 権 譲 渡 と の 併 用 と な る こ と は 避 け ら れ な い

が 、 債 権 譲 渡 方 式 よ り 問 題 は 少 な い 。 し か し 、 カ ジ ノ で の チ ッ

プ の 購 入 や 現 金 と の 交 換 、 寄 付 金 ・ 募 金 に 関 し て は 、 債 権 譲 渡

説 同 様 、 債 務 と 捉 え ら れ な い 以 上 、 履 行 の 引 受 、 債 務 引 受 と も

説 明 は 困 難 で あ る 。  

 

3）  無 名 契 約 型 の 会 員 規 約  

国 際 ブ ラ ン ド の 介 在 す る 多 数 当 事 者 間 取 引 で は 、 国 際 ブ ラ ン

ド が オ ー プ ン ・ ル ー フ 決 済 シ ス テ ム ( V I S A N e t・ B a n k n e t )に 参

加 す る カ ー ド 発 行 会 社 の カ ー ド 会 員 の 取 引 を 認 証 し た う え で 、

承 認 さ れ た 会 員 の 終 的 な 取 引 デ ー タ を 加 盟 店 管 理 会 社 か ら カ



357 

ー ド 発 行 会 社 に 送 信 し 、 カ ー ド 会 員 の 口 座 に 記 録 し 、 手 数 料 を

計 算 し 、 決 済 通 貨 に 換 算 し て 、 総 収 益 の 計 算 、 確 定 、 報 告 、 移

動 を 行 う （ 決 済 ） 手 続 を す る こ と を 、 ル ー ル と し て 定 め て い る

だ け で あ る ( 1 5 3 ) 。  

こ れ を 「 国 際 ブ ラ ン ド 決 済 」 と 呼 ん で い る だ け で 、 国 際 ブ ラ

ン ド に お け る ク リ ア リ ン グ と 決 済 手 続 の 法 的 性 質 は 明 確 で は な

い け れ ど も 、 国 際 ブ ラ ン ド が 加 盟 店 管 理 会 社 に 対 し 決 済 金 額 を

振 り 込 み 、 カ ー ド 発 行 会 社 の 口 座 か ら 決 済 金 額 と 手 数 料 の 引 落

し が 同 時 的 に 行 わ れ て お り 、 ま た 、 メ ン バ ー 会 社 は 両 方 を 兼 ね

て い る 場 合 が 多 く 、 支 払 清 算 分 と 売 上 精 算 分 を 通 算 し て 差 額 を

決 済 し て い る こ と か ら ( 1 5 4 ) 、 そ の 法 律 構 成 に 関 し て は 、 国 際 ブ

ラ ン ド に よ る 債 務 引 受 （ 免 責 的 債 務 引 受 ） と 理 解 す る の が 妥 当

と 考 え る 。  

な お 、 V I S A N e t や B a n k n e t を 使 用 し な い で 、 各 地 域 や 国 で

構 築 さ れ た 独 自 の ロ ー カ ル 決 済 ネ ッ ト ワ ー ク が 使 用 さ れ て い る

こ と も あ る ( 1 5 5 ) 。わ が 国 で は 、【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】に つ

い て は 、 国 内 決 済 ネ ッ ト ワ ー ク と し て N T T デ ー タ の 運 営 す る

C A F I S や C A R D N E T、 G P ネ ッ ト な ど を 利 用 し て お り ( 1 5 6 ) 、 ク

リ ア リ ン グ 業 務 に 関 し て は 、O p e r a t i o n  C e n t e r  A s i a  P a c i f i c  や

M a s t e r C a r d  J a p a n を ク リ ア リ ン グ セ ン タ ー と し て デ ー タ 交 換

を 行 っ て い る の が 、こ れ に 該 当 す る ( 1 5 7 ) 。な お 、V I S A の 場 合 に

は 、国 内 取 引 で も O p e r a t i o n  C e n t e r  A s i a  P a c i f i c か ら V I S A N e t  

に 接 続 さ れ て お り 、 さ ら に 複 雑 に な っ て い る ( 1 5 8 ) 。  

こ の よ う な 実 態 を 踏 ま え 、 現 在 の 銀 行 系 カ ー ド 会 員 規 約 の 中

に は 、三 井 住 友 カ ー ド の よ う に 、「 商 品 の 購 入 そ の 他 の 取 引 を 行

う に 際 し 、 加 盟 店 に カ ー ド を 提 示 し て 所 定 の 売 上 票 に 署 名 す る

こ と に よ り 、 当 該 取 引 に よ っ て 会 員 が 負 担 し た 債 務 の 決 済 手 段

と す る こ と が で き ま す 。」と 記 載 す る も の が あ る ( 1 5 9 ) 。そ し て 、

法 的 根 拠 に つ い て は 、 ① 債 権 譲 渡 を 受 け る 、 ② 立 替 払 い す る 、
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③ 提 携 先 カ ー ド 会 社 が 債 権 譲 渡 を 受 け た も の に 対 し 立 替 払 い す

る 、 ④ 提 携 先 カ ー ド 会 社 が 立 替 払 い し た も の に 対 し 、 立 替 払 い

す る 、 ⑤ 提 携 先 カ ー ド 会 社 が 第 三 者 経 由 で 債 権 譲 渡 を 受 け た も

の に 対 し 立 替 払 い す る 、 ⑥ 提 携 先 カ ー ド 会 社 が 第 三 者 を 経 由 し

て 立 替 払 い し た も の に 対 し 、 立 替 払 い す る 、 ⑦ 提 携 先 カ ー ド 会

社 が 債 権 譲 渡 を 受 け た も の に 対 し 第 三 者 を 経 由 し て 立 替 払 い す

る 、 ⑧ 提 携 先 カ ー ド 会 社 が 立 替 払 い し た も の に 対 し 、 第 三 者 を

経 由 し て 立 替 払 い す る 、 ⑨ 提 携 先 カ ー ド 会 社 が 第 三 者 を 経 由 し

て 債 権 譲 渡 を 受 け た も の に 対 し 第 三 者 を 経 由 し て 立 替 払 い す る 、

⑩ 提 携 先 カ ー ド 会 社 が 第 三 者 を 経 由 し て 立 替 払 い し た も の に 対

し 、 第 三 者 を 経 由 し て 立 替 払 い す る 、 と い う 1 0 通 り も の 組 み

合 わ せ を 規 定 し て い る 。  

ま た 、 オ リ コ カ ー ド で は 、 「 会 員 は 、 カ ー ド を 提 示 す る 方 法

や 、 カ ー ド 番 号 そ の 他 の 所 定 の カ ー ド 情 報 を 加 盟 店 に 通 知 す る

方 法 で 、 加 盟 店 か ら 商 品 を 購 入 し た り 、 サ ー ビ ス の 提 供 を 受 け

る こ と が で き ま す 。 」 と し た う え で 、 法 的 根 拠 を 明 確 に 区 分 し

な い ま ま 、 立 替 払 い や 直 接 ま た は 間 接 の 債 権 譲 渡 の 方 法 で 会 員

に 対 す る 請 求 権 を 取 得 す る と し て い る 。  

会 員 は 、 国 内 外 の 様 々 な 加 盟 店 に お い て 利 用 す る か ら 、 そ の

支 払 を 法 的 に 明 確 に し て 請 求 す る と な る と 、 一 つ 一 つ の 取 引 は

多 種 多 様 で あ り 、 そ の 結 果 、 ど の よ う な 法 律 構 成 の 下 で カ ー ド

会 社 に 請 求 権 が 発 生 し た か を 訴 状 等 に 逐 一 明 記 し な け れ ば な ら

な い こ と に な る が 、 膨 大 で 複 雑 な 取 引 が 行 わ れ る 国 際 カ ー ド 取

引 で は 、 そ れ ら を 正 確 に 記 載 す る こ と は 困 難 で あ る 。  

し た が っ て 、 前 記 の よ う に 、 あ ら ゆ る 組 み 合 わ せ を 記 載 す る

か 、 あ る 程 度 包 括 的 、 概 略 的 に 記 載 す る か で 対 応 せ ざ る を 得 な

い と 考 え ら れ る 。  

そ の た め 、 学 説 の 中 に は 、 統 一 的 な 一 個 の 新 た な 契 約 類 型 と

し て 、 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 」 と い う 「 新 し い 独 自 の 契 約 」
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類 型 （ ＝ 無 名 契 約 ） と 考 え る 見 解 も あ る ( 1 6 0 ) 。  

 

 

4）  小 括  

な お 、 こ う し た 無 名 契 約 構 成 に 対 し て は 、 か つ て 清 水 教 授 よ

り 、 加 盟 店 契 約 に お け る 会 員 、 加 盟 店 、 カ ー ド 会 社 の 権 利 ・ 義

務 関 係 の 規 定 が 不 十 分 で あ る と い う 批 判 が な さ れ て い た ( 1 6 1 ) 。  

し か し な が ら 、 こ れ は 、 加 盟 店 契 約 が 現 在 の よ う に 整 備 さ れ

て お ら ず 、 カ ー ド 会 員 規 定 の 内 容 も 雑 多 な 状 況 に あ っ た 当 時 で

の 批 判 で し か な い と 考 え ら れ る 。 現 在 の 国 際 カ ー ド 取 引 に お い

て は 、 個 別 の 加 盟 店 管 理 会 社 の 加 盟 店 契 約 に お い て は 、 債 権 の

発 生 、 効 力 、 免 責 、 解 除 や 無 効 、 終 了 と い っ た 詳 細 な 規 定 が 国

際 ブ ラ ン ド の ル ー ル ブ ッ ク の 記 載 内 容 を 反 映 し た も の と な っ て

い る 。 販 売 店 と の 直 接 の 加 盟 店 契 約 が な く と も 共 通 の シ ス テ ム

イ ン フ ラ の 下 で 、 国 際 ブ ラ ン ド の 規 定 に よ り 、 加 盟 店 管 理 会 社

が 信 用 販 売 の 方 法 、加 盟 店 地 位 の 譲 渡 禁 止 、商 品 等 の 引 渡 義 務 、

割 引 料 の 支 払 、 信 用 販 売 の 取 消 と 加 盟 店 に よ る 買 戻 し 、 信 用 販

売 の 停 止 な ど の 規 定 が 明 確 に さ れ て い る 。 ま た 、 加 盟 店 の 相 互

開 放 の 定 着 に よ り 、 国 際 カ ー ド の 取 扱 い ル ー ル は 、 各 ブ ラ ン ド

傘 下 の 加 盟 店 管 理 会 社 に よ る 加 盟 店 契 約 に お い て 各 加 盟 店 管 理

会 社 に よ っ て 実 質 的 な 差 が な い 状 況 に な っ て い る ( 1 6 2 ) 。  

ま た 、カ ー ド 会 社 と カ ー ド 会 員 の 国 際 カ ー ド に 関 す る 規 約 は 、

① カ ー ド 会 員 （ ま た は そ の 代 理 人 ） が カ ー ド 会 社 お よ び 国 際 ブ

ラ ン ド の 認 め る 販 売 店 に 対 し カ ー ド を 提 示 し 、 売 上 票 に 署 名 も

し く は 、 暗 証 番 号 を 入 力 す る こ と に よ っ て 、 当 該 販 売 店 に 対 す

る 代 金 の 支 払 義 務 を 免 れ る 代 わ り に 、 カ ー ド 発 行 会 社 に 免 除 額

相 当 額 の 支 払 義 務 が 発 生 す る 取 引 で あ っ て 、 ② カ ー ド 会 社 は 、

国 際 ブ ラ ン ド の 定 め る 規 定 に し た が っ て 、 カ ー ド 会 員 が 利 用 し

た 販 売 店 に 国 際 ブ ラ ン ド 決 済 シ ス テ ム を 利 用 し て 精 算 す る こ と
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に よ り 、 カ ー ド 会 員 に 対 す る 請 求 権 を 取 得 す る 。 ③ カ ー ド 会 員

は 、指 定 日 に カ ー ド 利 用 代 金 を 返 済 し 、④ 返 済 を 怠 ら な い 限 り 、

利 用 限 度 額 の 範 囲 内 で 繰 り 返 し 利 用 で き る 。 ⑤ 購 入 商 品 に つ い

て は 、 代 金 支 払 ま で カ ー ド 会 社 が 所 有 権 留 保 し 、 ⑥ 盗 難 、 紛 失

に よ る 無 権 限 者 の カ ー ド 利 用 、 見 本 ・ カ タ ロ グ 等 と の 相 違 な ど

一 定 の 場 合 に 、 カ ー ド 会 員 は 支 払 義 務 を 免 れ 、 ⑦ 返 済 の 遅 延 や

破 産 等 の 信 用 棄 損 行 為 等 に よ っ て 基 本 と な る 会 員 規 約 が 終 了 す

る 、 と い う も の で あ る 。  

こ の よ う に 、 国 際 ブ ラ ン ド マ ー ク が 搭 載 さ れ た 国 際 カ ー ド で

は 、 国 際 カ ー ド 取 引 の 基 本 と な る 加 盟 店 契 約 及 び 会 員 規 約 が 基

本 的 な 契 約 と し て 機 能 し て お り 、 ブ ラ ン ド ご と の 共 通 精 算 シ ス

テ ム を 用 い て 取 引 さ れ 、 V I S A も M a s t e r C a r d も 基 本 的 な 仕 組

み は 変 わ ら な い と す れ ば 、 現 在 で は 、 そ の 批 判 は 当 ら な い と 考

え ら れ る ( 1 6 3 ) 。  

国 際 ブ ラ ン ド の 提 供 す る 国 際 決 済 シ ス テ ム の ネ ッ ト ワ ー ク を

使 え ば 、 ど こ で も 、 通 貨 の 種 類 に 無 関 係 に 決 済 で き る の で あ り

( 1 6 4 ) 、 カ ー ド 会 員 の 利 用 デ ー タ に し た が っ て 、 そ の 代 金 を 決 済

し 、 一 方 で 利 用 し た 加 盟 店 に 代 金 が 支 払 わ れ 、 カ ー ド 会 員 か ら

事 前 の 約 定 に 基 づ き 返 済 を 受 け る と い う 無 名 契 約（「 国 際 ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 契 約 」）で あ る と の 説 明 は 、既 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決

済 が 社 会 的 に も 、 経 済 的 に も 定 着 し 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 契 約 自

体 が 、 既 に 一 つ の 法 概 念 化 、 契 約 類 型 化 し て い る よ う な 現 況 に

あ っ て は ( 1 6 5 ) 、 も 適 し て い る と 考 え る 。  

な お 、 ア メ リ カ で は 、 銀 行 が ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 し て い

る た め 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 法 的 性 質 に 論 争 が あ り 、 終

的 に は 、 統 一 消 費 者 信 用 法 典 ( U n i f o r m  C o n s u m e r  C r e d i t  C o d e :  

U 3 C )で 、利 息 制 限 法 等 の 適 用 も あ る「 直 接 貸 付 説 」が 採 用 さ れ

た 。 こ の 無 名 契 約 説 は 、 ア メ リ カ で 「 直 接 貸 付 説 」 と な ら ん で

有 力 な 説 で あ っ た「 直 接 債 務 説 」の ほ う に 近 い よ う に 思 わ れ る 。  
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「 直 接 債 務 説 」 は 、「『 一 定 の 金 額 を 自 分 の 口 座 か ら 、 商 品 の

購 入 ま た は サ ー ビ ス の 提 供 を 受 け た 加 盟 店 の 口 座 に 移 転 さ せ

る 』旨 の 意 思 通 知 ( O r d e r )を 、支 払 銀 行 ま た は カ ー ド 発 行 会 社 に

な し 、 そ の 通 知 は 、 電 子 振 込 シ ス テ ム を 通 じ て 、 加 盟 店 の 口 座

銀 行 に 到 達 し 、 そ れ と 同 時 に 加 盟 店 に 対 し て 支 払 が 行 わ れ 、 一

方 カ ー ド 所 持 人 の 口 座 か ら も 引 き 落 と さ れ る 」 と い う 現 在 の

E l e c t r o n i c  Tr a n s f e r  S y s t e m  に 適 合 す る と さ れ る 説 と さ れ る

が ( 1 6 6 ) 、 国 際 ブ ラ ン ド と い う 世 界 的 に 共 通 す る シ ス テ ム イ ン フ

ラ を 利 用 し た 一 つ の 決 済 シ ス テ ム と い う 観 点 か ら 、 改 め て 新 契

約 類 型 と し て の 無 名 契 約 説 を 評 価 す る こ と が で き る の で は な い

か と 考 え る ( 1 6 7 ) 。  
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第 4 節  多 数 当 事 者 型 取 引 に お け る 抗 弁 接 続 の 問 題  

 

1． 現 在 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 と 割 賦 販 売 法  

 

前 節 で 見 た よ う に 、 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に つ

い て は 、 伝 統 的 な 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に 基 づ く 法 律 構 成 で は

説 明 が 困 難 な 部 分 が 数 多 く 存 在 す る 。  

三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 で は 、 販 売 機 能 と 信 用 供 与 機 能 が 分 離

し 、 販 売 業 者 に 対 し て ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 は 、 ① 「 会 員 の あ

っ せ ん 機 能 」、 ② 「 販 売 業 者 へ の 代 金 保 証 機 能 」、 ③ 「 代 金 支 払

代 行 機 能 」、④「 代 金 取 立 代 行 機 能 」の 四 つ の 機 能 を 持 つ と さ れ

る が ( 1 6 8 ) 、 多 数 当 事 者 型 に な る に つ れ 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社

の 四 つ の 機 能 が バ ラ バ ラ に 他 の 当 事 者 に 分 属 す る こ と と な っ た

こ と に 大 き な 原 因 が あ る と 考 え ら れ る 。  

す な わ ち 、 ① 「 会 員 の あ っ せ ん 機 能 」 ② 「 販 売 業 者 へ の 代 金

保 証 機 能 」 ( 1 6 9 ) と ③ 「 代 金 支 払 代 行 機 能 」 は 、 原 則 と し て 加 盟

店 管 理 会 社 に 帰 属 し 、①「 会 員 の あ っ せ ん 機 能 」の 一 部 と ④「 代

金 取 立 代 行 機 能 」 は 、 原 則 と し て カ ー ド 発 行 会 社 に 帰 属 し て い

る（ 四 当 事 者 型 の 基 本 ）。し か し 、多 数 当 事 者 型 で は 、こ れ ら の

カ ー ド 会 社 か ら 販 売 店 へ の 支 払 を 代 行 す る 決 済 代 行 会 社 に ②

「 販 売 業 者 へ の 代 金 保 証 機 能 」 と ③ 「 代 金 支 払 代 行 機 能 」 が 移

転 し 、 二 次 カ ー ド 会 社 に ④ 「 代 金 取 立 代 行 機 能 」 に 移 転 す る な

ど 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の 機 能 が 更 に 細 分 化 さ れ て い る 。 ま

た 、 ① 「 会 員 の あ っ せ ん 機 能 」 は 、 実 質 的 に 国 際 ブ ラ ン ド が 担

っ て い る と も 考 え ら れ る 。 こ の よ う に 、 現 実 の 一 つ 一 つ の カ ー

ド 取 引 に よ っ て 、 国 際 ク レ ジ ッ ト カ ー ド シ ス テ ム に 関 与 す る 各

当 事 者 の 関 与 度 合 い が そ れ ぞ れ 異 な っ て い る た め 、 関 係 各 当 事

者 間 に お け る 債 権 の 移 転 の 法 律 構 成 を 一 律 に 説 明 す る こ と が 難
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し く な っ て い る の で あ る 。  

し た が っ て 、 国 際 カ ー ド に よ る 多 数 当 事 者 型 取 引 で は 、 販 売

業 者 と カ ー ド 発 行 会 社 と の 関 係 を 国 際 ブ ラ ン ド 決 済 シ ス テ ム の

利 用 が 必 須 な 点 と 、 会 員 規 約 に 規 定 す る カ ー ド 会 員 と の 間 の 権

利 ・ 義 務 、 免 責 等 に 関 す る 約 定 が 国 際 ブ ラ ン ド を 発 行 す る 国 内

カ ー ド 会 社 で は ほ ぼ 同 様 な 点 に 着 目 し 、「 国 際 ク レ ジ ッ ト カ ー ド

取 引 」 と い う 新 し い 契 約 概 念 と し て 説 明 す る こ と が よ り 適 切 で

は な い か と 考 え る 。  

と こ ろ で 、 現 在 の わ が 国 の 割 賦 販 売 法 は 、 そ も そ も 上 記 四 つ

の 機 能 を す べ て 備 え た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 し か 存 在 し な い 時

代 に 、こ れ を「（ 総 合 ）割 賦 購 入 あ っ せ ん 」業 者 と し て 定 義 さ れ

た も の で あ る 。 と こ ろ が 、 す で に 機 能 分 化 が 進 ん だ 時 代 の 改 正

法 で あ る に も か か わ ら ず 、平 成 2 0 ( 2 0 0 8 )年 改 正 で は 、信 用 供 与

期 間 を 見 直 し 、 非 割 賦 払 い も 含 め て 「 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 」

と 再 定 義 し 、 実 質 的 に 上 記 ③ 「 代 金 取 立 代 行 機 能 」 つ ま り 信 用

供 与 機 能 を 持 っ た カ ー ド 発 行 会 社 の み に 、 特 別 の 規 定 を 課 し た

ま ま と な っ て い る 。 か ろ う じ て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等 の 安

全 管 理 を 目 的 に 、 上 記 ① 「 会 員 の あ っ せ ん 機 能 」 や ③ 「 代 金 取

立 代 行 機 能 」を 有 し て い な い 加 盟 店 管 理 会 社 に つ い て 、「立 替 払

取 次 業 者 」 と 定 義 し 、 マ ン ス リ ー ク リ ア 方 式 の カ ー ド を 発 行 す

る 二 月 払 購 入 あ っ せ ん 業 者 と 共 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等 の 安

全 管 理 義 務 を 課 し た に す ぎ な い（ 割 賦 販 売 法 3 5 条 の 1 6 ）。わ が

国 で は 、 ア ク ワ イ ア リ ン グ 業 務 の み を 行 う ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会

社 は 存 在 し な い こ と か ら 、 こ の よ う な 改 正 で も 当 時 は 問 題 な い

と 考 え ら れ た と 思 わ れ る が 、 海 外 の ア ク ワ イ ア リ ン グ 業 者 と 提

携 し て 実 質 的 な ア ク ワ イ ア リ ン グ 業 務 、 も し く は こ れ に 類 似 す

る 業 務 を 行 う 決 済 代 行 会 社 等 が す で に 存 在 し て お り ( 1 7 0 ) 、 ク レ

ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の 機 能 が 細 分 化 し て い る 現 状 に 法 律 が 必 要 な

対 応 を し て い な い と い う 点 で 問 題 が あ る ( 1 7 1 ) 。  
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と こ ろ で 、 現 在 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 、 そ の ほ と ん ど が

【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】【 多 数 当 事 者 型 】で あ り 、カ ー ド 発

行 会 社 と し て は 、②「 販 売 業 者 へ の 代 金 保 証 機 能 」、③「 代 金 支

払 代 行 機 能 」 の ほ か 、 十 分 な ① 「 会 員 あ っ せ ん 機 能 」 を 有 し な

い ま ま に 取 引 に 参 加 し て い る ケ ー ス の 比 重 が 増 加 し て い る だ け

で な く 、 二 次 カ ー ド 会 社 の 一 部 の よ う に 、 ア ク ワ イ ア リ ン グ 業

務 を 行 わ ず 、 初 か ら ③ 「 代 金 取 立 機 能 」 の み し か 有 さ な い 会

社 も 存 在 し 、 今 後 も そ の 増 加 が 見 込 ま れ て い る ( 1 7 2 ) 。  

今 ま で 、 国 際 カ ー ド の 利 用 に 関 し て は 、 国 際 ブ ラ ン ド の 決 済

ネ ッ ト ワ ー ク を 経 由 す る た め 、 国 内 の 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 の

よ う に 、割 賦 販 売 法 の 適 用 の あ る 支 払 方 法 を 採 る こ と が で き ず 、

1 回 払 い 専 用 で あ る た め 、 そ も そ も 割 賦 販 売 法 の 適 用 が な く 、

実 際 上 も 問 題 は 生 じ て い な か っ た 。 し か し 、 近 で は 、 リ ボ 専

用 カ ー ド や 「 あ と リ ボ 」 を 利 用 し て 事 後 的 に リ ボ ル ビ ン グ 方 式

に 切 り 替 わ る 事 例 が 増 加 し て い る 。 同 様 に 、 国 際 カ ー ド の 利 用

代 金 に つ い て も 、 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 ( 1 7 3 ) や 通 常 分 割 へ の 切 り 替

え が 可 能 で あ る こ と か ら 、 事 後 的 に 割 賦 販 売 法 の 適 用 対 象 の 支

払 方 法 に 切 り 替 え た 場 合 に 、 割 賦 販 売 法 が 適 用 さ れ る か 否 か が

問 題 と な る 。  

そ れ ゆ え 、 今 日 に お い て は 、【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】【 多

数 当 事 者 型 】 取 引 で あ る 「 国 際 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 」 に お い

て 、 割 賦 販 売 法 の 規 定 す る 支 払 停 止 の 抗 弁 の 適 用 が あ る か ど う

か を 、 改 め て 検 討 す る 必 要 が 生 じ て い る ( 1 7 4 ) 。  

 

2． 抗 弁 の 接 続 を め ぐ る 学 説 の 再 検 討  

 

（ 1）  問 題 の 所 在  

三 当 事 者 間 の ク レ ジ ッ ト 取 引 全 般 に 関 し て 、 学 説 は 、 購 入 者

の 販 売 業 者 に 対 し て 有 す る 抗 弁 を ク レ ジ ッ ト 会 社 に 対 し て も 主
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張 で き る か を 論 ず る 際 に 、 ク レ ジ ッ ト 取 引 の 法 的 性 質 ・ 法 律 構

成 を 論 じ て き た 。  

包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 取 引 に お い て 、 別 個 の 独 立 し た 契 約 で

あ る 売 買 契 約 な ど の 契 約 に 基 づ く 販 売 業 者 に 対 す る 抗 弁 を 、 ク

レ ジ ッ ト 会 社 に 対 し て も 主 張 で き る 根 底 に は 、「契 約 の 相 対 性 の

原 則 」 の 変 更 が 是 認 さ れ る 程 度 の 、 割 賦 購 入 あ っ せ ん 業 者 と 販

売 業 者 と の 間 に 強 い 牽 連 関 係 が あ り 、 購 入 者 保 護 の 必 要 性 が あ

っ た か ら だ と さ れ て い る ( 1 7 5 ) 。 つ ま り 、 ク レ ジ ッ ト ・ シ ス テ ム

で は 、 販 売 機 能 と 信 用 供 与 機 能 が あ り 、 通 常 そ の 結 び つ き で 利

益 を 得 て い る の に 、 ひ と た び 販 売 機 能 に お け る 売 買 契 約 上 の 問

題 が 発 生 す る と 、一 転 し て 両 者 の 結 び つ き を 否 定 し 、「 代 金 取 立

機 能 」 を 切 り 離 し て 、 他 の 機 能 と の 関 係 を 否 定 す る こ と は 、 ク

レ ジ ッ ト ・ シ ス テ ム の 「 好 い と こ 取 り 」 で あ り 、 信 義 則 に 反 す

る 、 と い う の で あ る ( 1 7 6 ) 。 し た が っ て 、 割 賦 購 入 あ っ せ ん と し

て 誘 引 性 が 強 い 、 二 月 以 上 、 か つ 3 回 払 い 以 上 の 割 賦 払 い （ 信

用 購 入 あ っ せ ん に つ い て は 2 月 を 超 え る 信 用 供 与 ） を 対 象 と し

て 、 割 賦 販 売 法 に お い て 、 二 当 事 者 間 取 引 と ほ ぼ 同 様 の 支 払 停

止 の 抗 弁 を 認 め る 創 設 的 な 規 定 が 設 け ら れ た わ け で あ る 。  

こ こ で 、 問 題 は 、 こ の よ う な 三 当 事 者 型 に 関 す る 従 来 の 学 説

の 論 理 が 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る 四 当 事 者 以 上 の 多 数

当 事 者 型 取 引 に お い て も 妥 当 す る か 、 と い う 点 で あ る 。  

な お 、平 成 2 1 ( 2 0 0 9 )年 の 法 務 大 臣 諮 問 に よ り 検 討 が 開 始 さ れ

た 法 務 省 法 制 審 議 会 の 民 法 （ 債 権 関 係 ） 部 会 で は 、 債 権 法 関 係

規 定 の 見 直 し の 一 項 目 と し て 、 複 数 契 約 の う ち 一 つ の 契 約 の 不

履 行 に 基 づ く 複 数 契 約 全 体 の 解 除 や 無 効 に 関 す る 規 定 を 設 け る

べ き か が 検 討 さ れ ( 1 7 7 ) 、 ま た 、 消 費 者 が 物 品 等 購 入 契 約 を 締 結

す る 際 に 、 消 費 貸 借 契 約 を 締 結 し て 信 用 供 与 を 受 け る 場 合 に 、

一 定 の 要 件 の 下 で 借 主 で あ る 消 費 者 が 供 給 者 に 対 し て 生 じ た 事

由 を も っ て 貸 主 で あ る 事 業 者 に 対 抗 で き る こ と を 新 設 す べ き か



366 

ど う か も 検 討 さ れ ( 1 7 8 ) 、 そ の 成 果 は 、 平 成 2 1 ( 2 0 0 9 )年 3 月 3 1

日 に 民 法 （ 債 権 法 ） 改 正 検 討 委 員 会 が 公 表 し た 「 債 権 法 改 正 の

基 本 方 針 」に お い て 、「複 数 の 法 律 行 為 の 間 に 密 接 な 関 連 性 が あ

る 場 合 に お い て 、 一 の 法 律 行 為 が 無 効 と な り 、 当 該 法 律 行 為 が

無 効 で あ る と す れ ば 、 当 事 者 が こ れ と 密 接 に 関 連 す る 他 の 法 律

行 為 を し な か っ た で あ ろ う と 合 理 的 に 考 え ら れ る と き は 、 他 の

法 律 行 為 も 無 効 で あ る 」 と の 原 則 を 導 入 す る と の 提 案 ( 1 7 9 ) 、 お

よ び 、 第 三 者 型 信 用 供 与 契 約 を 締 結 し た 場 合 に 、 供 給 契 約 と 消

費 貸 借 契 約 が （ 経 済 的 に ） 一 体 の も の と し て な さ れ 、 あ ら か じ

め 供 給 者 と 貸 主 の 間 で 一 体 と し て な す こ と の 同 意 が あ る 場 合 に

抗 弁 の 対 抗 を 認 め よ う と の 提 案 に 結 実 し た 。  

さ ら に 、 こ れ ら の 提 案 を 含 め 多 数 の 提 案 が 、 法 制 審 議 会 民 法

（ 債 権 関 係 ） 部 会 に お け る 7 0 回 に わ た る 審 議 を 経 て 、「 中 間 試

案 」の 形 に 取 り ま と め ら れ た 。し か し 、「 複 数 契 約 の 無 効 と 解 除 」

に 関 し て は 、同 一 当 事 者 間 に お け る 複 数 契 約 の 解 除 に つ い て は 、

「 そ れ ら の 契 約 の 内 容 が 相 互 に 密 接 に 関 連 付 け ら れ て い る 場 合

に お い て 、 そ の う ち の 一 つ の 債 務 の 不 履 行 に よ る 解 除 の 原 因 が

あ り 、 こ れ に よ っ て 複 数 の 契 約 を し た 目 的 が 全 体 と し て 達 成 で

き な い と き は 、 相 手 方 は 当 該 複 数 契 約 の す べ て の 契 約 を 解 除 で

き る 」 と の 規 律 の 提 案 が さ れ た も の の 、 異 な る 当 事 者 間 の 複 数

の 契 約 に 関 し て 同 様 な 規 律 を 設 け る こ と は 見 送 ら れ ( 1 8 0 ) 、 終

的 に は 、 民 法 改 正 の 提 案 は な さ れ な か っ た 。 ま た 、 消 費 貸 借 契

約 に つ い て の 抗 弁 の 接 続 を 認 め る 案 に 関 し て は 、 中 間 試 案 に お

い て 取 り 上 げ ら れ な か っ た 。  

し か し 、 こ の 提 案 は 、 多 数 当 事 者 の 関 与 す る 国 際 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 取 引 に 大 き な 影 響 を 与 え か ね な い も の で あ っ た 。そ こ で 、

以 下 で は 、割 賦 販 売 法 昭 和 5 9 ( 1 9 8 4 )年 改 正 前 に 抗 弁 権 の 主 張 を

正 当 化 す る 抗 弁 対 抗 理 論 、 な ら び に 割 賦 販 売 法 改 正 後 の 牽 連 関

係 の 判 定 基 準 が 、 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る
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カ ー ド 発 行 会 社 と 販 売 業 者 に つ い て も 等 し く 成 り 立 つ か を 改 め

て 検 討 す る ( 1 8 1 ) 。  

 

（ 2）  各 説 の 検 討  

以 下 で は 、 売 買 契 約 等 に お け る 売 主 に 対 す る 抗 弁 を ク レ ジ ッ ト

契 約 に お け る 債 権 者 に 対 応 で き る と す る 学 説 に つ い て 、 ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 取 引 、 と り わ け 多 数 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 へ の 適 用 に

つ い て 検 討 を 行 う 。  

 

 1）  法 的 一 体 説  

抗 弁 の 接 続 に 関 す る 法 的 一 体 説 は 、 既 に 見 た よ う に 、 百 貨 店

が 発 行 す る チ ケ ッ ト や ク ー ポ ン に よ る 商 品 販 売 に 信 販 会 社 が 代

行 業 務 で 参 入 し た 歴 史 的 経 緯 に 照 ら し 、 購 入 者 サ イ ド か ら す れ

ば 、 ク レ ジ ッ ト 取 引 の 販 売 業 者 と 信 用 供 与 者 と が 、 一 体 ・ 不 可

分 に 見 え る 点 を 強 調 す る こ と に よ り 、 信 用 供 与 者 へ の 抗 弁 の 接

続 を 認 め る べ き と す る 説 で あ る 。 同 説 は 、 ① 売 買 契 約 と 立 替 払

契 約 の 一 体 性 ・ 不 可 分 性 に も か か わ ら ず 、 売 買 契 約 の 取 消 し 等

の 事 由 が あ る 場 合 に 立 替 払 契 約 を 請 求 す る こ と は 信 義 則 に 反 す

る と の 理 由 で 、 抗 弁 権 の 接 続 を 正 当 化 す る 見 解 （ 契 約 一 体 説 ）

と 、 ② 売 主 と 信 用 供 与 す る 販 会 社 の 法 律 上 の 地 位 の 一 体 性 を 問

題 と す る 見 解 （ 地 位 一 体 説 ） に 分 か れ る ( 1 8 2 ) 。 こ れ ら の 見 解 に

よ れ ば 、 信 販 会 社 は 売 買 契 約 上 の 売 主 に 対 す る 抗 弁 の 対 抗 が 常

に 認 め ら れ る ( 1 8 3 ) 。  

し か し な が ら 、 契 約 関 係 に つ い て 経 済 的 な 一 体 性 ・ 不 可 分 性

が 認 め ら れ る 者 に つ い て 、 直 ち に 法 的 一 体 性 を 承 認 し た 場 合 に

は 、 履 行 拒 絶 権 の み を 認 め る 割 賦 販 売 法 の 規 定 以 上 の 責 任 を 信

用 供 与 者 負 担 さ せ る こ と に な り 、 法 の 趣 旨 か ら す る と 過 大 な も

の と な る ( 1 8 4 ) 。 こ の ほ か 、 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん の 場 合 と 異 な

り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は 、 カ ー ド は あ ら か じ め カ ー ド 会



368 

員 に 交 付 さ れ 、 販 売 業 者 と カ ー ド 発 行 会 社 が 一 体 と 誤 認 さ れ る

こ と は な い と す る 批 判 や  ( 1 8 5 ) 、「 経 済 的 一 体 性 の 」 外 観 が 薄 れ

る こ と は 否 め な い と す る 批 判 も あ る ( 1 8 6 ) 。 ま し て や 、【 四 当 事

者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】【 多 数 当 事 者 型 】

で は 、 売 買 契 約 を 締 結 す る 販 売 業 者 は 、 カ ー ド 発 行 会 社 の 直 接

の 加 盟 店 で も な い こ と は カ ー ド 会 員 に と っ て 明 白 で あ り 、 個 品

割 賦 購 入 あ っ せ ん と 違 い 、 そ の 前 提 を 欠 き 、 両 契 約 の 経 済 的 一

体 性 を 導 く こ と は 、 困 難 と 考 え る 。  

 

 2）  善 管 注 意 義 務 説  

善 管 注 意 義 務 説 は 、 立 替 払 契 約 に よ っ て 、 購 入 者 か ら 売 買 代

金 等 の 支 払 を 委 託 さ れ た 信 用 供 与 者 が 、 委 託 事 務 の 依 頼 が 信 用

供 与 契 約 の 主 要 な 内 容 と な っ て い る こ と か ら 、 商 品 等 の 引 渡 し

を 確 認 し て 立 替 払 い す べ き 、 善 良 な る 管 理 者 の 注 意 義 務 （ 民 法

6 5 6 条 、 6 4 4 条 ） を 負 っ て い る と 解 す る 見 解 で あ る  ( 1 8 7 ) 。 す な

わ ち 、 信 用 供 与 者 に は 、 目 的 物 の 引 渡 し の 確 認 義 務 や 、 商 品 の

問 題 性 の 有 無 な ど を 確 認 す べ き 注 意 義 務 が あ る こ と か ら 、 問 題

商 法 で あ る こ と を 知 り 得 た 場 合 に つ い て は 、 同 義 務 違 反 の 効 果

と し て 抗 弁 権 を 認 め ( 1 8 8 ) 、 あ る い は 信 義 則 違 反 と し て 抗 弁 の 接

続 を 認 め る 、 と い う も の で あ る ( 1 8 9 ) 。  

な お 、 こ の 善 管 注 意 義 務 の 程 度 は 、 信 販 会 社 に 商 品 に 対 す る

専 門 的 知 識 が あ る 場 合 を 除 き 、 通 常 顧 客 の 払 う 注 意 義 務 と 同 程

度 の レ ベ ル と さ れ て い る ( 1 9 0 ) 。 し た が っ て 、 信 用 供 与 者 が 商 品

に 瑕 疵 が あ る こ と や 販 売 店 の サ ー ビ ス の 提 供 に 問 題 が あ る こ と

な ど を 事 前 に 知 っ て い た 場 合 、 そ の 他 購 入 者 に 不 都 合 が 生 じ る

こ と が 予 見 で き た よ う な 場 合 に は 、 立 替 払 い を 停 止 す る な ど の

義 務 が あ る 。 し か し 、 加 盟 店 契 約 時 に あ ら か じ め 知 り 得 る こ と

を 除 き 、 ま た 、 個 別 の 契 約 の 確 認 時 に 知 る こ と が で き る こ と を

除 き 、 一 般 に 信 販 会 社 が 物 の 引 渡 し に タ ッ チ す る こ と が な い 実
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情 か ら み る と 、 一 人 一 人 の 契 約 に お け る 同 義 務 の 内 容 は き わ め

て 限 定 さ れ る こ と に な り 、 ま た 、 隠 れ た 瑕 疵 な ど の 確 認 義 務 は

な い と さ れ て い る の で ( 1 9 1 ) 、 必 ず し も 抗 弁 の 対 抗 が 認 め ら れ る

と は 限 ら な い と 考 え ら れ る 。  

な お 、 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん 取 引 で は 、 加 盟 店 契 約 時 に は 、

取 り 扱 う 商 品 の 内 容 、 販 売 方 法 、 商 品 の 納 入 体 制 、 営 業 の 状 況

等 を 調 査 す る こ と が で き 、 割 賦 販 売 法 で も 加 盟 店 契 約 時 、 個 別

信 用 購 入 あ っ せ ん の 契 約 締 結 時 、 苦 情 発 生 時 に 調 査 義 務 が 課 せ

ら れ て い る ( 1 9 2 ) 。 し か し 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 、 カ ー ド 発

行 会 社 に お て 、 カ ー ド 会 員 が 利 用 す る 都 度 に 、 加 盟 店 の 取 扱 商

品 な ど を 把 握 す る こ と の で き る 仕 組 み に は な っ て い な い 。 購 入

し た 商 品 名 な ど の 情 報 は 、カ ー ド 取 引 情 報 に は 含 ま れ な い た め 、

事 後 的 に も 知 る こ と は で き な い 。こ れ が 、【四 当 事 者・加 盟 店 開

放 型 】【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】【 多 数 当 事 者 型 】 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 取 引 に な る と 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 、 技 術 的 に 取 引 時 に 加

盟 店 名 称 を 知 る こ と は 可 能 で あ る が 、取 引 情 報 が 限 ら れ る た め 、

し か も 瞬 時 の こ と で あ り 、 現 実 的 に は 、 ど の よ う な 種 類 の 取 引

を カ ー ド 会 員 が 行 お う と し て い る の か 、 把 握 で き な い 。 カ ー ド

発 行 会 社 と は 加 盟 店 契 約 が 存 在 し な い 販 売 店 が 会 員 に よ っ て 任

意 に 利 用 さ れ る だ け で あ り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 時 に 調 査 す

る 権 限 も 時 間 も な い 。  

そ れ ゆ え 、 カ ー ド の 利 用 時 点 に お い て 、 問 題 の な い 商 品 が 取

り 扱 わ れ て い る か 、 販 売 方 法 や 商 品 の 仕 入 れ や 納 品 に 問 題 な い

か の 調 査 を 行 う こ と は 、 契 約 上 、 実 務 上 、 実 態 上 も 困 難 で あ る

こ と か ら 、 善 管 注 意 義 務 説 の 論 者 に お い て も 、 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 取 引 に 関 し て は 、 個 別 の 売 買 契 約 等 に お け る 商 品 の 瑕 疵 、 契

約 の 不 成 立 、無 効 、取 消 し 、解 除 が な い こ と の 確 認 義 務 ま で は 、

カ ー ド 発 行 会 社 は 負 担 し な い と 考 え ら れ て い る ( 1 9 3 ) 。  
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 3）  付 随 義 務 説  

付 随 義 務 説 は 、 消 費 者 信 用 取 引 に お け る 信 用 供 与 者 の 付 随 的

義 務 と し て 、 売 買 契 約 上 の 義 務 の 履 行 の 確 保 （ ま た は 保 証 ） に

関 す る 信 義 則 上 の 義 務 が あ る と す る 見 解 で あ る ( 1 9 4 ) 。 同 説 は 、

販 売 業 者 と 信 用 供 与 者 の 経 済 的 一 体 性 や 目 的 の 同 一 性 な ど を 理

由 に 、 信 用 供 与 者 に 販 売 業 者 と 共 通 の 責 任 を 負 わ せ る べ き 根 拠

に つ き 、 上 記 法 的 一 体 説 に い う 不 可 分 ・ 一 体 性 に 加 え て ( 1 9 5 ) 、

加 盟 店 で 利 用 で き る カ ー ド を 交 付 す る こ と は 、 信 用 供 与 者 に と

っ て 、 販 売 す る 事 業 者 の 売 買 契 約 上 の 義 務 履 行 を 確 実 に 行 う こ

と に つ き 、 加 盟 店 の 負 担 す る 義 務 を い わ ば 保 証 す る と い う 関 係

と み な す こ と が で き る こ と を 根 拠 に 、抗 弁 の 接 続 を 正 当 化 す る 。 

三 当 事 者 型 の 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん で は 、 販 売 業 者 と 与 信 供

与 者 の 間 に 提 携 関 係 が あ り 、 販 売 店 の 取 り 扱 う 商 品 の 販 売 促 進

目 的 で 、 提 携 カ ー ド が 発 行 さ れ る よ う な 場 合 が あ る ( 1 9 6 ) 。 こ の

よ う な 場 合 に 、 販 売 業 者 が 小 規 模 で あ る と か 、 有 名 で な い よ う

な 場 合 に は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 会 社 を 信 頼 し て 、 当 該 販 売

業 者 の 商 品 を 購 入 す る と い う 事 案 が 生 ず る 蓋 然 性 が あ る 。  

し か し 、【 三 当 事 者 型 】 と は 異 な り 、【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放

型 】【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】【 多 数 当 事 者 型 】 で は 、 販 売 業

者 と 信 用 供 与 者 間 に 提 携 契 約 や 加 盟 店 契 約 等 の 契 約 関 係 が 存 在

し て お ら ず 、カ ー ド 発 行 会 社 は 、自 社 の カ ー ド 加 盟 店 の ほ か に 、

他 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の カ ー ド 加 盟 店 で も 、 自 社 の ク レ ジ ッ

ト カ ー ド を 利 用 で き る よ う に 、 国 際 ブ ラ ン ド と 提 携 を し て い る

に す ぎ な い 。 国 際 ブ ラ ン ド の ロ ゴ マ ー ク は 、 当 該 事 業 者 が 売 買

契 約 の 義 務 を 履 行 す る こ と を 保 証 す る マ ー ク で は な く 、 国 際 ブ

ラ ン ド の 付 与 さ れ た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 一 般 の 決 済 の 確 実 性 を 保

証 す る も の で あ る 。 し か も 、 そ れ は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 の

み な ら ず 、 信 用 供 与 を 伴 わ な い 国 際 ブ ラ ン ド デ ビ ッ ト カ ー ド 、

国 際 ブ ラ ン ド プ リ ペ イ ド カ ー ド に も 共 通 す る 制 度 で あ る 。  
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こ の 制 度 の 下 で は 、 カ ー ド 発 行 会 社 の 権 利 は 、 国 際 ブ ラ ン ド

傘 下 の 加 盟 店 管 理 会 社 か ら 販 売 業 者 に 別 途 支 払 わ れ 、 国 際 ブ ラ

ン ド 経 由 で 、 加 盟 店 管 理 会 社 か ら の 請 求 に 応 じ て 精 算 す る こ と

に よ っ て カ ー ド 会 員 へ の 請 求 権 を 取 得 す る こ と に 過 ぎ ず 、 カ ー

ド 会 員 の 利 用 す る 販 売 事 業 者 に つ い て 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 自 ら

の ブ ラ ン ド マ ー ク を 付 与 し て カ ー ド 事 業 を 行 っ て い る わ け で も

な い 。 し た が っ て 、 そ の 場 合 に 、 カ ー ド 発 行 会 社 が 当 該 販 売 業

者 に 対 し て 保 証 類 似 の 責 任 を 負 担 し て い る と は 、 考 え る こ と は

難 し い の で は な い か 。  

ま た 、【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】

【 多 数 当 事 者 型 】に お い て は 、取 引 の 実 態 、契 約 関 係 の 不 存 在 、

距 離 的 制 約 の 存 在 、 情 報 の 不 足 等 の 問 題 が あ る 。 さ ら に 、 三 当

事 者 型 カ ー ド 取 引 の 場 合 に 関 し て も 、 双 務 契 約 上 の 対 価 関 係 に

あ る と は い い 難 い 債 務 に つ き 、 同 時 履 行 の 関 係 を 承 認 し て 、 履

行 拒 絶 権 を 持 ち う る の か 、 と い う 批 判 が あ り ( 1 9 7 ) 、 こ の 点 は 、

【 四 当 事 者 型 ・ 多 数 当 事 者 型 】 の 取 引 に お い て は 、 抗 弁 の 接 続

を 認 め る に は 、 さ ら に 大 き な 難 点 と な る 。  

な お 、 国 際 カ ー ド に よ る ノ ン ・ オ ン ア ス 取 引 を 、 加 盟 店 管 理

会 社 に よ る カ ー ド 発 行 会 社 の カ ー ド 会 員 と 加 盟 店 と の 取 引 に 伴

う カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 代 金 の 支 払 は 委 託 者 で あ る カ ー ド 発 行 会

社 の 計 算 で 行 い 、そ の 損 益 は 、カ ー ド 会 社 に 帰 属 す る「 準 問 屋 」

（ 商 法 5 5 8 条 ） と 構 成 す る こ と が で き る な ら ば ( 1 9 8 ) 、 加 盟 店 管

理 会 社 が 自 己 の 名 で 行 っ た 加 盟 店 契 約 に 基 づ く 取 次 に 、 信 義 則

上 の 義 務 が 付 随 し て お り 、 カ ー ド 発 行 会 社 に 同 義 務 が 帰 属 す る

と 考 え る こ と も で き る 、 と の 見 解 も あ る ( 1 9 9 ) 。 同 説 に 立 っ た 場

合 に は 、準 問 屋（ 加 盟 店 管 理 会 社 ）と 委 託 者（ カ ー ド 発 行 会 社 ）

と の 間 に は 、 委 任 ま た は 代 理 の 規 定 が 適 用 さ れ （ 商 法 5 5 2 条 2

項 ）、 報 酬 請 求 権 が 発 生 す る こ と に な る 。  

し か し な が ら 、 国 際 カ ー ド 取 引 で は 、 加 盟 店 管 理 会 社 は 、 カ
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ー ド 発 行 会 社 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 取 り 扱 い を 行 う に つ き 、 カ

ー ド 発 行 会 社 に 対 す る 報 酬 請 求 を 行 っ て い な い ど こ ろ か 、逆 に 、

カ ー ド 発 行 会 社 に 対 し て イ ン タ ー チ ェ ン ジ ・ フ ィ ー の 支 払 が 義

務 づ け ら れ て い る  ( 2 0 0 ) 。  

つ ま り 、 加 盟 店 管 理 会 社 は 、 カ ー ド 会 員 の 取 引 に よ り 、 加 盟

店 か ら 直 接 収 益 を 得 て お り 、 カ ー ド 発 行 会 社 か ら は 、 取 次 に 係

る い か な る 報 酬 も 得 て い な い こ と か ら 、 準 問 屋 に あ た る と は 言

い 難 い 。ま た 、準 問 屋 で あ れ ば 、委 任 の 規 定 が 適 用 さ れ る の で 、

加 盟 店 管 理 会 社 の 取 引 に 委 任 の 趣 旨 に 反 し て い る 場 合 、 直 接 、

善 管 注 意 義 務 違 反 を 問 え る こ と に な る が 、 国 際 ブ ラ ン ド の シ ス

テ ム の 下 で は 、 そ の よ う な 権 利 行 使 が 認 め ら れ て い る と は い え

ず 、 し た が っ て 、 準 問 屋 を 根 拠 に 付 随 義 務 を 検 討 す る に は 難 が

あ る と 考 え る 。  

 

 4）  契 約 結 合 説  

契 約 総 合 説 は 、 ク レ ジ ッ ト 取 引 が 購 入 者 、 売 主 、 信 用 供 与 者

と い う 三 当 事 者 が 統 合 し た シ ス テ ム を 提 供 し て い る と い う 観 点

か ら 、 売 買 契 約 と 立 替 払 契 約 と い う 二 つ の 契 約 の 結 び つ き 自 体

に 法 的 意 義 を 認 め 、 両 契 約 間 の 発 生 上 、 履 行 上 、 存 続 上 の 牽 連

関 係 を 導 き 、 牽 連 関 係 の 存 在 を 根 拠 に 購 入 者 の 履 行 拒 絶 権 を 基

礎 づ け 、 こ れ を 抗 弁 権 接 続 の 根 拠 と す る 見 解 で あ る ( 2 0 1 ) 。  

こ の 説 に は 、 ① 売 買 契 約 を 主 契 約 、 立 替 払 契 約 を 従 契 約 と し

て 、 立 替 払 契 約 を 売 買 契 約 に お け る 商 品 の 所 有 権 移 転 と 対 価 関

係 に あ る 代 金 債 務 履 行 に 関 す る 特 約 と 解 し 、 こ の 点 か ら 立 替 払

契 約 と 売 買 契 約 の 発 生 、履 行 、存 続 上 の 結 合 関 係 を 導 く 見 解 ( 2 0 2 ) 、

② 結 合 関 係 を 基 礎 づ け る も の と し て 、 資 金 の 拘 束 性 に 着 目 し て

売 買 契 約 と ク レ ジ ッ ト 契 約 の 有 機 的 な 結 合 が あ る と す る 見 解

( 2 0 3 ) 、 ③ 売 買 契 約 と ク レ ジ ッ ト 契 約 の 相 互 依 存 関 係 、 相 互 関 連

性 に 着 目 し て 契 約 結 合 を 観 念 す る 見 解 ( 2 0 4 ) な ど が あ る 。  



373 

個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん 契 約 書 に は 、 売 買 契 約 が 立 替 払 契 約 の

成 立 に よ り 、 効 力 が 発 生 し 、 立 替 払 契 約 が 不 成 立 の 時 は 、 売 買

契 約 も 解 除 す る と の 規 定 が あ る こ と 、 販 売 業 者 と 購 入 者 は 、 売

買 代 金 請 求 を 信 販 会 社 に 対 し て 行 い 、 か つ 、 そ の 金 銭 の 交 付 が

売 買 代 金 債 務 の 履 行 と な る こ と ま で を 含 ん だ 売 買 契 約 を 締 結 し 、

か た や ク レ ジ ッ ト 会 社 と 購 入 者 は 、 購 入 し た 商 品 の 代 金 の 弁 済

と し て 金 銭 を 販 売 業 者 に 交 付 す る と い う 立 替 払 契 約 を 締 結 し た

と し て 、 二 つ の 契 約 を あ た か も 双 務 契 約 に お け る 二 つ の 債 務 の

よ う に 扱 う こ と で 、 そ の 対 価 的 関 係 か ら 発 生 、 履 行 、 存 続 上 の

牽 連 性 が 認 め ら れ る の と 同 様 に 、 売 買 契 約 と 立 替 払 契 約 と の 間

に 、 発 生 、 履 行 、 存 続 上 の 結 合 関 係 が 認 め ら れ る 、 と す る 。 こ

れ に よ り 、 購 入 者 は 、 売 買 契 約 が 不 成 立 ・ 無 効 ・ 取 消 し に な っ

た と き は 、 発 生 上 の 結 合 関 係 を 理 由 に 立 替 払 契 約 の 効 力 を 失 わ

せ 、 更 に 既 払 い 金 が あ っ た 場 合 も 、 そ れ を 取 り 戻 す こ と が で き

る 。 ま た 、 売 買 契 約 に 商 品 未 納 や 瑕 疵 あ る 商 品 の 提 供 な ど の 問

題 が あ る と き は 、 履 行 上 の 結 合 関 係 を 理 由 に 、 立 替 払 い の 履 行

拒 絶 権 を 有 す る こ と に な る ( 2 0 5 ) 。  

だ が 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 場 合 に も 、 個 別 信 用 購 入 の 場

合 と 同 様 な 牽 連 関 係 、 相 互 依 存 関 係 、 資 金 の 目 的 拘 束 依 存 関 係

が 認 め ら れ て 、 結 合 関 係 に あ る と い え る で あ ろ う か 。  

ま ず 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 会 員 規 約 に は 、 売 買 契 約 が 立 替 払

契 約 の 成 立 に よ り 、効 力 が 発 生 し 、立 替 払 契 約 が 不 成 立 の 時 は 、

売 買 契 約 も 解 除 す る と の 規 定 は 存 在 し な い 。 ク レ ジ ッ ト カ ー ド

取 引 の 場 合 は 、 売 買 契 約 が 確 定 的 に 成 立 し た 後 に 、 そ の 代 金 決

済 と し て 用 い ら れ る か ら で あ る 。  

ま た 、【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】

【 多 数 当 事 者 型 】 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は 、 原 則 と し て 立

替 払 契 約 を 結 ん で い る カ ー ド 発 行 会 社 と 、 売 買 契 約 に 伴 い 立 替

払 を 行 う 加 盟 店 管 理 会 社 と は 、 異 な る 当 事 者 で あ り 、 全 体 と し
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て は 二 つ の 契 約 の 成 立 を 前 提 と し た 取 引 で は あ る も の の 、 カ ー

ド 取 扱 に 関 す る 基 本 契 約 で あ る 会 員 規 約 は 、 あ ら か じ め カ ー ド

会 員 が 売 買 契 約 を 締 結 す る 販 売 店 と の 契 約 時 期 と は 無 関 係 に 締

結 し て あ る 。 し た が っ て 、 売 買 代 金 を 決 済 す る の は 、 ど の カ ー

ド で も （ あ る い は 現 金 で も ） 自 由 で あ り 、 売 買 契 約 と の 成 立 上

の 牽 連 関 係 は 乏 し い と 考 え ら れ る 。 ま た 、 カ ー ド 会 員 が 販 売 業

者 と 締 結 す る 売 買 契 約 に 関 す る 情 報 は 、 利 用 金 額 と 会 員 の ほ ん

の 一 部 の 情 報 が 販 売 業 者 に 伝 わ る だ け で あ り 、 加 盟 店 管 理 会 社

と カ ー ド 会 員 の 関 係 の 接 点 は 、承 認 番 号 を 伝 達 す る の み で あ る 。

一 方 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 と 国 際 ブ ラ ン ド 決 済

シ ス テ ム で 接 続 さ れ て お り 、 あ ら か じ め 定 め た 信 用 供 与 額 の 範

囲 内 で あ れ ば 、 ほ ぼ 自 動 的 に 承 認 を し て い る た め 、 カ ー ド 発 行

会 社 と の 依 存 関 係 は 乏 し く 、 加 盟 店 管 理 会 社 と の や り と り に 依

存 し て い る と 考 え ら れ る 。 し た が っ て 、 二 つ の 契 約 に 、 個 品 割

賦 購 入 あ っ せ ん 取 引 の よ う に 強 い 結 合 関 係 が あ る と い え る か に

つ き 疑 問 が あ り ( 2 0 6 ) 、 契 約 結 合 説 の 前 提 を 欠 く 。  

 

 5）  給 付 関 連 説  

給 付 関 連 説 は 、 以 下 の 理 由 で 、 売 買 代 金 債 務 と 対 価 関 係 が 認

め ら れ る 目 的 物 引 渡 債 務 等 と 、 立 替 金 債 務 と の 間 に も 、 発 生 ・

履 行 ・ 存 続 上 の 牽 連 関 係 が あ る と し て 、 購 入 者 の 履 行 拒 絶 権 を

認 め る 見 解 で あ る 。 す な わ ち 、 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん で は 、 売

買 契 約 の 購 入 者 に は 、 信 販 会 社 を し て 売 買 代 金 を 支 払 わ せ よ う

と す る 意 思 が あ り 、 販 売 業 者 も 、 加 盟 店 契 約 の 存 在 を 前 提 に 、

そ の 売 買 代 金 債 権 を 信 販 会 社 に 請 求 す べ き 義 務 を 負 担 し て い る

も の と 考 え ら れ 、 信 販 会 社 の 立 替 払 契 約 の 承 諾 の 意 思 表 示 に よ

り 、 販 売 業 者 と 購 入 者 間 の 売 買 契 約 は 、 立 替 払 契 約 に 自 ら を 関

連 づ け る 要 素 を 契 約 内 容 と し て い る 一 方 、立 替 払 契 約 に 基 づ き 、

売 買 代 金 を 販 売 業 者 に 交 付 す る こ と で 、 顧 客 に 対 し て 立 替 金 請
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求 権 が 発 生 す る こ と を 約 し て い る の で 、 立 替 払 契 約 は 、 売 買 契

約 に 自 ら を 関 連 付 け る 要 素 を 契 約 内 容 と し て い る と 考 え ら れ る

の で 、 売 買 代 金 債 務 の 消 滅 と 立 替 払 債 務 の 発 生 の 間 に は 、 一 方

が な け れ ば 、 片 方 も な い と い う 密 接 な 関 係 が あ る こ と に な る 、

と い う の で あ る ( 2 0 7 ) 。  

こ の 説 は 、 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん に お い て 、 売 買 契 約 が 購 入

者 と 販 売 業 者 間 で 成 立 し て も 、 そ の 効 力 は 、 購 入 者 と 信 販 会 社

間 の 立 替 払 契 約 の 成 立 を 停 止 条 件 と し て い る こ と 、 立 替 払 契 約

に お い て は 、 売 買 契 約 に も か か わ ら ず 、 商 品 の 所 有 権 が 販 売 業

者 か ら 信 販 会 社 に 移 転 し 、 立 替 払 契 約 の 完 済 ま で 所 有 権 が 信 販

会 社 に 留 保 さ れ て い る こ と な ど 、 相 互 に 関 連 す る 事 項 が 立 替 払

契 約 や こ れ を 補 完 す る と い え る 加 盟 店 契 約 に も 契 約 内 容 と し て

定 め て あ る 実 務 を 反 映 し た 説 と 考 え ら れ る 。  

【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】【 多

数 当 事 者 型 】 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は 、 売 買 契 約 に 無 関 係

に 国 際 カ ー ド を 発 行 す る 立 替 払 契 約 が あ ら か じ め 成 立 し て お り 、

個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん の 場 合 と 異 な る も の の 、 立 替 払 契 約 が 存

在 す る の で 、カ ー ド 会 員 は 、販 売 業 者 へ の カ ー ド の 提 示 に よ り 、

カ ー ド 発 行 会 社 を し て 代 金 を 販 売 業 者 に 支 払 わ せ る と い う 関 係

に 立 つ 。 し か し 、 カ ー ド 発 行 会 社 と 販 売 業 者 と の 間 に 加 盟 店 契

約 は 存 在 し な い の で 、 販 売 業 者 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 に 代 金 を 請

求 す る 意 志 し か 持 ち え ず 、 双 方 の 意 思 は 噛 み 合 っ て い な い 。 加

盟 店 管 理 会 社 は 、 カ ー ド 発 行 会 社 の 代 理 人 や 代 理 商 、 準 問 屋 と

い う こ と は で き な い か ら 、 被 請 求 権 は 、 カ ー ド 発 行 会 社 に 帰 属

す る こ と は な い 。 加 盟 店 管 理 会 社 の カ ー ド 会 員 に 対 し て 有 す る

債 権 は 、 精 算 シ ス テ ム を 経 由 す る た め 、 カ ー ド 発 行 会 社 に は 、

「 利 用 日 、 利 用 額 、 利 用 店 名 ま た は 業 種 区 分 」 と い う 小 限 の

デ ー タ の み が 国 際 ブ ラ ン ド を 経 由 し て 加 盟 店 管 理 会 社 か ら も た

ら さ れ る だ け で あ り 、 売 買 契 約 の 目 的 物 に つ い て の 情 報 や 販 売
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店 の 情 報 に つ い て も 提 供 さ れ な い た め 、 立 替 払 契 約 に お い て 、

売 買 契 約 を 自 ら に 関 連 さ せ る 要 素 を 契 約 内 容 と し て い る と は 、

言 い 難 い と 考 え ら れ る ( 2 0 8 ) 。  

ま た 、 そ も そ も 、 販 売 業 者 は 、 カ ー ド 会 員 の 債 務 を 終 的 に

弁 済 す る カ ー ド 会 社 を 認 識 す る 必 要 が な く 、 国 際 ブ ラ ン ド と 提

携 す る 加 盟 店 管 理 会 社 か ら 支 払 さ え し て も ら え ば 、 カ ー ド 会 員

に 対 す る 支 払 請 求 を 考 慮 す る こ と は な い 。 ま た 、 会 員 の 提 示 す

る カ ー ド が 、 後 払 い の ク レ ジ ッ ト カ ー ド な の か 、 即 時 払 い の デ

ビ ッ ト カ ー ド や 前 払 い の プ リ ペ イ ド カ ー ド な の か に つ い て の 関

心 も な い の で あ る か ら 、 販 売 業 者 の カ ー ド 発 行 会 社 に 対 し て の

請 求 の 意 思 が カ ー ド 発 行 業 者 と カ ー ド 会 員 と の 会 員 規 約 の 内 容

に ま で 要 素 と し て 反 映 さ れ て い る と い え な い と 考 え ら れ る 。  

一 方 、 カ ー ド 会 員 に つ い て も 、 販 売 業 者 は 、 個 品 割 賦 購 入 あ

っ せ ん の よ う に 特 定 の 信 用 供 与 者 を 指 定 し て 売 買 代 金 の 決 済 を

求 め て い る わ け で は な く 、 ま た 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 支 払 に 限 定

し て 取 り 扱 う わ け で も な い た め 、 一 方 が な け れ ば 、 他 方 も な い

と い う 関 係 が 生 じ て い る と は い え ず 、 成 立 上 ・ 存 続 上 の 牽 連 関

係 を 認 め る こ と は で き な い の で は な い か と 考 え る 。  

 

 6）  シ ス テ ム 設 計 者 責 任 説  

シ ス テ ム 設 計 者 責 任 説 と は 、 次 の よ う な 見 解 で あ る 。 ま ず 、

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 を 、 信 用 供 与 者 と 販 売 業 者 が 提 携 契 約 を

締 結 し て 顧 客 へ の 信 用 供 与 の 目 的 を 提 携 す る 販 売 業 者 と の 一 定

範 囲 内 の 代 金 支 払 に 限 定 し て 、 顧 客 が 信 用 供 与 さ れ た 金 銭 を 自

由 に 処 分 で き な い よ う 、 信 用 供 与 者 か ら 直 接 販 売 業 者 に 引 き 渡

さ れ る よ う 構 築 さ れ た シ ス テ ム で あ る と す る 。 そ し て 、 こ の シ

ス テ ム が 正 常 に 機 能 し て い る と き に は 、 有 効 な 売 買 契 約 の 成 立

を 前 提 と し 、「共 同 の 利 益 」を 得 て い る の に も か か わ ら ず 、売 買

契 約 等 が 不 成 立 等 で 効 力 が な く な る と 、 双 方 の 契 約 の 別 個 性 を
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否 定 し て 立 替 払 契 約 の 有 効 性 の み を 主 張 す る の は 信 義 に 反 し 、

認 め ら れ な い と す る ( 2 0 9 ) 。  

同 説 の 論 者 の う ち 、 執 行 秀 行 教 授 は 、 提 携 契 約 に よ り 、 供 給

者 に 対 し て リ ス ク を 負 担 さ せ る こ と 、 信 用 チ ェ ッ ク や 担 保 取 得

が 容 易 で あ る こ と を 指 摘 し 、 ク レ ジ ッ ト 契 約 関 係 を 提 携 契 約 に

よ る 関 係 当 事 者 の 行 為 の シ ス テ ム 化 と 捉 え た う え 、 シ ス テ ム を

支 配 し 利 益 を 得 て い る 者 が 一 定 限 度 の 共 同 責 任 を 負 う べ き と 主

張 す る 。  

ま た 、 松 本 恒 雄 教 授 は 、 電 子 取 引 シ ス テ ム の 提 供 の 場 合 と 同

様 に 、 こ の よ う な 便 利 な ク レ ジ ッ ト ・ シ ス テ ム を 設 計 し た 信 販

会 社 も 「 ソ フ ト の レ ベ ル の シ ス テ ム 責 任 」 が 応 用 可 能 と し て 、

シ ス テ ム を 設 計 し た 信 販 会 社 が シ ス テ ム 提 供 者 と し て 、 支 払 停

止 の 抗 弁 を 受 け る だ け で な く 、 積 極 的 な 損 害 賠 償 責 任 を 負 担 す

べ き で あ る と す る ( 2 1 0 ) 。  

確 か に 、 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん 取 引 や 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引

の 場 合 は 、 そ の 仕 組 み （ シ ス テ ム ） を 構 築 し 、 実 際 に 運 営 し て

い る の は 、 唯 一 の 信 用 供 与 者 で あ る 信 販 会 社 や ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 会 社 で あ る 。 し た が っ て 、 当 該 決 済 シ ス テ ム を 社 会 に 提 供 し

て い る 以 上 、 一 種 の 企 業 の 社 会 的 責 任 が あ り 、 そ こ に 何 が し か

の 善 管 注 意 義 務 責 任 が 生 じ て い る 面 は 否 め な い ( 2 1 1 ) 。 し か し 、

本 稿 で 検 討 の 対 象 と す る【 四 当 事 者・加 盟 店 開 放 型 】【 四 当 事 者・

国 際 カ ー ド 型 】【 多 数 当 事 者 型 】取 引 で も 同 じ こ と が 言 え る の で

あ ろ う か 。  

こ れ に 対 し て 、 マ ン ス リ ー ク リ ア カ ー ド 取 引 に つ い て も 、 契

約 結 合 説 、 給 付 関 連 説 、 シ ス テ ム 設 計 者 責 任 説 で は 、 い ず れ も

信 用 取 引 で あ る こ と に は 変 わ り が な い の で 、 基 本 構 造 は 変 わ ら

な い と の 見 解 が あ る ( 2 1 2 ) 。   

し か し 、 こ れ は 、 三 当 事 者 型 の ク ロ ー ズ ド な ネ ッ ト ワ ー ク シ

ス テ ム に お け る 決 済 を 念 頭 に お い た 議 論 に 限 定 さ れ る べ き で は



378 

な い だ ろ う か 。  

三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 で は 、 信 用 供 与 者 た る カ ー ド 会 社 は 、

カ ー ド 会 員 の 信 用 チ ェ ッ ク と と も に 、 販 売 店 の 信 用 チ ェ ッ ク を

行 い 、 自 ら 作 り 上 げ た 決 済 シ ス テ ム で ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 を

行 っ て い る 。 し か し 、 多 数 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 で は 、 カ ー ド 発

行 会 社 は 、 販 売 店 の 信 用 を チ ェ ッ ク で き ず 、 販 売 店 と の 代 金 の

決 済 を 直 接 行 っ て い る わ け で は な い 。 し か も 、 国 際 カ ー ド に よ

る 汎 用 的 な カ ー ド 決 済 が 可 能 と な る た め に は 、 清 算 業 務 を 運 営

し て い る 国 際 ブ ラ ン ド と 加 盟 店 管 理 会 社 の 存 在 が 欠 か せ な い 。

つ ま り 、 こ の よ う な ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が 可 能 と な っ て い る

の は 、国 際 ブ ラ ン ド の オ ー プ ン・ル ー プ 決 済 シ ス テ ム が 存 在 し 、

カ ー ド 発 行 会 社 も そ の メ ン バ ー の 一 員 で あ る か ら だ 。  

つ ま り 、 信 用 供 与 者 （ カ ー ド 発 行 会 社 ） は 、 シ ス テ ム の 参 加

者 ・ 利 用 者 で あ っ て も 、 設 計 ・ 運 営 者 で は な い 。 そ う す る と 、

国 際 ブ ラ ン ド が 決 済 ネ ッ ト ワ ー ク の 設 計 ・ 運 営 者 で あ る こ と を

理 由 に 責 任 を 求 め る こ と が で き る の で あ ろ う か 。  

し か し 、 国 際 ブ ラ ン ド は 、 個 別 の 会 員 に 同 シ ス テ ム で 利 用 で

き る カ ー ド を 一 切 発 行 し て お ら ず 、 ま た 、 運 営 す る カ ー ド 代 金

の 決 済 シ ス テ ム は 、 国 際 ブ ラ ン ド を 冠 し た デ ビ ッ ト カ ー ド 、 プ

リ ペ イ ド カ ー ド の シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 に 伴 う 決 済 や 銀 行 AT M を

利 用 し た 金 銭 の 引 き 出 し に も 使 用 さ れ て い る ( 2 1 3 ) 。し た が っ て 、

同 シ ス テ ム 及 び 国 際 ブ ラ ン ド は 、 信 用 供 与 と そ れ に 伴 う 収 益 を

目 的 と し て 、 個 別 の 利 用 者 に 責 任 を 負 う 主 体 と は 言 え な い 。 信

用 取 引 と は 無 縁 な シ ス テ ム 運 営 者 に 、 シ ス テ ム 利 用 者 で あ る 加

盟 店 管 理 会 社 の 、 し か も 提 携 先 の 販 売 店 に 起 因 す る 責 任 を 負 わ

せ る 根 拠 を 見 出 す こ と は 、 き わ め て 困 難 で あ ろ う 。  

な お 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が 信 用 取 引 で あ る こ と の 特 殊 性

を 根 拠 に し た 場 合 、 デ ビ ッ ト カ ー ド で あ っ て も 、 残 高 不 足 時 に

当 座 貸 越 さ れ 、事 後 に リ ボ ル ビ ン グ 返 済 さ れ る こ と が あ る こ と 、
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事 前 チ ャ ー ジ 制 の プ リ ペ イ ド カ ー ド に お い て ク レ ジ ッ ト カ ー ド

決 済 に よ る チ ャ ー ジ が な さ れ た と き な ど 、 実 質 的 な 信 用 供 与 が

な さ れ て い る こ と を 考 慮 す る と 、 信 用 取 引 を 国 際 カ ー ド の み に

限 定 し て 考 察 す る こ と は 困 難 と 思 わ れ る ( 2 1 4 ) 。  

ま た 、 国 際 ブ ラ ン ド 決 済 シ ス テ ム に 参 加 す る も の は 、 カ ー ド

発 行 会 社 だ け で は な い 。 し か も 、 問 題 を 起 こ し た 販 売 店 と 提 携

関 係 に あ る の は 、 加 盟 店 管 理 会 社 で あ っ て カ ー ド 発 行 会 社 で は

な い の に 、 仮 に 根 源 的 な 責 任 が あ る 加 盟 店 が 問 題 を 解 決 で き な

い 場 合 に 、 二 次 的 責 任 を 有 す る 加 盟 店 管 理 会 社 を 飛 び 越 え て カ

ー ド 発 行 会 社 が 責 任 を 負 い 、 あ る い は 、 シ ス テ ム 運 営 者 の 国 際

ブ ラ ン ド が 介 在 し て い る の に 、 カ ー ド 発 行 会 社 が そ の 責 任 を 負

う こ と に な る 点 に つ い て の 説 明 に 難 が あ る 。  

責 任 負 担 の 根 拠 と さ れ て い る ク レ ジ ッ ト カ ー ド シ ス テ ム に お

け る 「 共 同 の 利 益 」 は 、 カ ー ド 発 行 会 社 が 単 独 で 享 受 し て い る

わ け で は な く 、 関 係 当 事 者 で 分 け 合 っ て い る も の で あ る 。 そ う

で あ れ ば 、 取 引 を 可 能 に し て い る 決 済 シ ス テ ム の 運 営 者 や 加 盟

店 管 理 会 社 等 の 関 係 者 に も 一 部 の 利 益 が 帰 属 し て い る と し て 責

任 割 合 の 適 切 な 分 担 が 必 要 と い う こ と に な る の で あ っ て 、 む し

ろ 、 信 用 取 引 規 制 、 後 払 い 規 制 と い う 観 点 か ら 離 れ て 、 こ の よ

う に 共 通 す る 決 済 手 段 が 運 営 さ れ て い る 現 在 、 関 係 者 の 役 割 に

応 じ た 責 任 を 整 理 し 、 ど の よ う に 管 理 し て い く か を 検 討 し て い

く べ き 時 期 に あ る と 考 え る 。  

 

 7）  信 義 則 説  

信 義 則 説 は 、 端 的 に 、 特 段 な 事 情 が 認 め ら れ る 場 合 に 、 信 義

則 を 根 拠 に 抗 弁 権 の 主 張 を 認 め る 見 解 で あ る ( 2 1 5 ) 。 高 裁 平 成

2 年 2 月 2 0 日 判 決 ( 2 1 6 ) は 、抗 弁 の 接 続 を 認 め る べ き 特 別 な 合 意

が 存 在 す る 場 合 あ る い は 販 売 業 者 の 不 履 行 の 結 果 を 信 販 会 社 に

帰 し め る の を 信 義 則 上 相 当 と す る 特 段 の 事 情 が あ る 場 合 に し か 、
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抗 弁 の 接 続 を 認 め る こ と が で き な い と 判 示 し て い る が 、 こ の 判

例 の 立 場 に 基 づ く 見 解 で あ る ( 2 1 7 ) 。  

ク レ ジ ッ ト 契 約 で は 、特 別 な 合 意 は 通 常 認 め ら れ な い か ら 、「あ

っ せ ん 業 者 に お い て 販 売 業 者 の 右 不 履 行 に 至 る べ き 事 情 を 知 り

若 し く は 知 り 得 べ き で あ り な が ら 立 替 払 を 実 行 し た な ど 右 不 履

行 の 結 果 を あ っ せ ん 業 者 に 帰 せ し め る の を 信 義 則 上 相 当 と す る

特 段 の 事 情 が あ る と き 」 に 該 当 す る か ど う か が 判 断 の ポ イ ン ト

で あ る 。  

多 数 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 で は 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 、 販 売 店 の

勧 誘 行 為 、 販 売 行 為 に 一 切 関 与 し て は お ら ず 、 現 在 の ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 取 引 シ ス テ ム を 駆 使 し て も 、 契 約 関 係 に な い 販 売 店 の

勧 誘 ・ 販 売 行 為 の 内 容 を 事 前 に 検 知 し て 対 応 す る こ と は 到 底 で

き な い の で 、「販 売 業 者 の 不 履 行 の 結 果 を 信 販 会 社 に 帰 し め る の

を 信 義 則 上 相 当 と す る 特 段 の 事 情 が あ る 」 こ と を 知 る こ と は な

い と 考 え ら れ る 。 ま た 、 加 盟 店 管 理 会 社 で あ れ ば 、 顧 客 の 苦 情

の 申 し 出 が あ る と き 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク が 発 生 す る と き に は 、

加 盟 店 と な っ て い る 販 売 業 者 の 勧 誘 行 為 の 内 容 や そ の 問 題 点 、

契 約 の 履 行 能 力 な ど の 調 査 が 可 能 で あ り 、 今 後 の 取 引 を 回 避 す

る 判 断 も 可 能 で あ る が 、 そ の 調 査 中 、 も し く は 調 査 後 加 盟 店 管

理 会 社 か ら 契 約 を 解 除 ま た は 、 終 了 さ れ る ま で の 間 に 、 カ ー ド

発 行 会 社 が そ の 事 実 を 知 る こ と が で き な い た め 、 取 引 を 拒 否 す

る こ と は シ ス テ ム 上 難 し い 。 し た が っ て 、 信 義 則 上 の 責 任 が 非

オ ン ア ス 取 引 で あ る 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で 認 め

ら れ る ケ ー ス は 、 実 際 に は 稀 で あ る と 考 え ら れ る ( 2 1 8 ) 。  

 

3． 各 説 に 共 通 す る 問 題 点  

 

（ 1）  牽 連 関 係 の 希 薄 化  

三 当 事 者 型 の 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん 取 引 に お い て は 、 複 数 の
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契 約 関 係 に つ い て 、 そ の 契 約 関 係 の 法 的 性 質 、 お よ び 取 引 に お

け る 各 当 事 者 の 関 与 や 利 益 の 状 況 、 ト ラ ブ ル の 解 決 の 観 点 か ら

学 説 は 、信 用 供 与 契 約 と 売 買 契 約 と の 成 立 や 存 続 上 の 牽 連 関 係 、

履 行 上 ま た は 消 滅 上 の 牽 連 関 係 を 見 出 す な ど 、 販 売 業 者 が ク レ

ジ ッ ト 会 社 と の 間 に 介 在 し 、 立 替 払 契 約 の 締 結 の 媒 介 を し て い

る と い う 実 態 面 が 、 契 約 の 相 対 性 の 例 外 と し て 、 売 買 契 約 上 の

抗 弁 を 信 用 供 与 契 約 に お い て 接 続 す る こ と を 可 能 と し て き た 。  

し か し 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 、 特 に 四 当 事 者 以 上 の 当 事 者

が 関 与 す る 国 際 ブ ラ ン ド 決 済 シ ス テ ム を 経 由 す る 取 引 で は 、 カ

ー ド 発 行 会 社 と 販 売 業 者 の 間 は 、 直 接 の 提 携 関 係 が 存 在 せ ず 、

い ず れ の 当 事 者 と も 法 人 格 が 異 な り 、 場 合 に よ っ て は 法 域 も 異

な る 加 盟 店 管 理 会 社 が 介 在 し て お り 、加 盟 店 管 理 会 社 と の 間 は 、

相 互 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド カ ー ド 会 社 の 国 際 ブ ラ ン ド と の 片 道 の

提 携 と い う 緩 や か な 連 携 関 係 の 中 で つ な が っ て い る と い う 関 係

に あ る 。  

国 際 ブ ラ ン ド 組 織 が 協 同 組 織 で あ っ た 過 去 の 時 代 で あ れ ば 、

各 参 加 カ ー ド 会 社 は 、 そ の 構 成 員 と し て 共 同 の 利 益 を 有 し 、 共

同 の 義 務 を 負 う 組 織 で の 一 体 性 を 見 出 す こ と に よ り 、 組 織 内 に

お け る 分 業 が 行 わ れ て い る に す ぎ ず 、 カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店

管 理 会 社 を 不 可 分 、 一 体 と 考 え て 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 と 何 ら

変 わ ら な い 、 単 に 分 割 払 か 1 回 払 い か と い う 支 払 方 法 の 違 い で

あ る と し て 同 様 に 論 ず る こ と も 可 能 だ っ た か も し れ な い ( 2 1 9 ) 。  

し か し 、 今 日 、 国 際 ブ ラ ン ド は 株 式 会 社 化 さ れ 、 ニ ュ ー ヨ ー

ク 証 券 取 引 所 に 上 場 し 、 各 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 は 、 国 際 ブ ラ

ン ド の 商 品 決 済 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム を 利 用 し て 、 顧 客 に 対 し て ク

レ ジ ッ ト 、 デ ビ ッ ト 、 プ リ ペ イ ド 、 キ ャ ッ シ ュ ・ ア ク セ ス ・ プ

ロ グ ラ ム お よ び e コ マ ー ス の た め の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム を 開 発 、

提 供 で き る よ う な サ ー ビ ス の 提 供 を 受 け て い る 一 顧 客 に 過 ぎ な

く な っ て い る ( 2 2 0 ) 。 ま た 、 国 際 カ ー ド の プ リ ン シ パ ル メ ン バ ー
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で は な い が 、 カ ー ド 発 行 会 社 と 提 携 す る 二 次 カ ー ド 発 行 会 社 が

存 在 し 、 会 員 に プ リ ン シ パ ル メ ン バ ー の 発 行 す る 国 際 カ ー ド と

同 じ 機 能 を 持 つ カ ー ド を 発 行 し 、 加 盟 店 管 理 会 社 と 提 携 す る 決

済 代 行 会 社 は 、国 際 カ ー ド で 決 済 で き る 販 売 店 を 組 織 し て い る 。

こ れ ら 関 係 当 事 者 を 含 め た 関 係 を み る と 、 当 事 者 同 士 に は 、 契

約 関 係 は あ る が 、 シ ス テ ム 全 体 と し て の 強 い 牽 連 性 は 、 認 め る

こ と が で き な い よ う に 考 え ら れ る 【 図 表 8】。  

 

〔 図 表 8〕  国 際 ブ ラ ン ド の カ ー ド 取 引 の 提 携 関 係  

 

す な わ ち 、 国 際 ブ ラ ン ド の 提 供 す る 複 数 の 決 済 ネ ッ ト ワ ー ク

シ ス テ ム に お け る 様 々 な 機 能 を 必 要 と す る 様 々 な 事 業 者 は 、 独

立 し た 対 等 な 事 業 者 と し て 独 自 の 方 針 と 判 断 に 基 づ き 、 取 引 の

種 類 、 決 済 手 段 の 採 用 と 選 択 を 行 っ て い る の で あ っ て 、 そ れ ら

の 事 業 者 が 継 続 的 な 取 引 関 係 に あ り 、 そ れ ゆ え 、 特 定 の 商 品 等
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の 決 済 目 的 で シ ス テ ム が 共 同 利 用 さ れ て い る と い う 理 由 だ け で 、

カ ー ド 会 員 の 任 意 の 選 択 に よ り 取 引 が 開 始 さ れ る 販 売 店 と カ ー

ド 発 行 者 に 密 接 な 牽 連 関 係 の 存 在 を 導 く こ と は 困 難 に な っ て い

る の で は な い だ ろ う か 。  

三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に お い て は 、 そ も そ も 個 別 方 式 の 第 三

者 与 信 型 取 引 を 典 型 と し て 、 与 信 者 と 購 入 者 と の 契 約 関 係 、 与

信 者 と 販 売 者 の 加 盟 店 契 約 を 典 型 に こ の 密 接 な 牽 連 関 係 か ら 、

こ の 関 係 を い わ ば 内 部 関 係 と み て （ す な わ ち 、 一 つ の 会 社 に お

け る 販 売 部 門 と 融 資 部 門 ）、与 信 者 が 別 会 社 で あ る 場 合 に も 、購

入 者 サ イ ド か ら は 同 様 に 見 ら れ る こ と を 基 礎 と し て 、 売 買 契 約

や 役 務 提 供 契 約 の 不 履 行 や 商 品 等 の 瑕 疵 に つ い て は 、 契 約 の 相

対 性 の 原 則 を 前 提 に し つ つ も 、抗 弁 を 認 め て き た ( 2 2 1 ) 。同 様 に 、

国 際 カ ー ド 取 引 で も 、 国 際 ブ ラ ン ド を 経 由 す る こ と に よ り 、

終 的 に カ ー ド 発 行 会 社 は 、 カ ー ド 会 員 が 販 売 店 で 利 用 し た 代 金

相 当 額 を 請 求 す る こ と が 可 能 と な っ て お り 、 そ れ は 、 カ ー ド 発

行 会 社 に よ る 販 売 店 以 外 の 者 を 経 由 し た 資 金 の 交 付 が で き て い

る こ と を 意 味 す る と の 指 摘 が あ る ( 2 2 2 ) 。 そ う で あ れ ば 、 そ の 国

際 カ ー ド 取 引 が 割 賦 販 売 法 の 信 用 購 入 あ っ せ ん に 該 当 す る 場 合

は 、 抗 弁 が 認 め ら れ る ( 2 2 3 ) 。  

確 か に 、 多 数 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 で は 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 、

加 盟 店 管 理 会 社 と は 国 際 ブ ラ ン ド を 経 由 し た 決 済 シ ス テ ム の 参

加 者 同 士 と い う 関 係 は あ る が 、 自 ら の カ ー ド 会 員 が 、 国 内 、 あ

る い は 国 外 の 販 売 者 の う ち 、 ど の 販 売 業 者 を 取 引 先 と し て 選 ぶ

か に つ い て は 、 ま っ た く 関 与 す る こ と は で き な い 。 特 に 海 外 や

イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 で は 、 販 売 店 の 所 在 ・ 取 扱 商 品 等 だ け で な

く 、 販 売 方 法 や 勧 誘 内 容 、 そ の 他 の 契 約 内 容 を 知 る こ と で き な

い 場 合 も 、 シ ス テ ム を 通 じ た 資 金 交 付 が で き る 点 の み を も っ て

牽 連 関 係 が 認 め ら れ る べ き か 、 慎 重 な 検 討 が 必 要 と 思 わ れ る 。  

 



384 

（ 2）  事 業 者 間 の 牽 連 関 係 に 関 す る 判 例 類 型  

で は 、 判 例 は 、 事 業 者 間 の 牽 連 関 係 の 有 無 に 関 し て 、 ど の よ

う な 判 断 を 行 っ て い る か 。 経 済 産 業 省 商 務 情 報 政 策 局 取 引 信 用

課 『 割 賦 販 売 法 の 解 説 （ 平 成 1 6 年 版 ）』 で は 、 こ れ を ① 「 両 手

続 の 一 体 性 」、 ②  「 両 事 業 者 間 の 反 復 継 続 的 な 取 引 関 係 、 相 互

依 存 関 係 」、③ 信 用 供 与 者 に お け る 販 売 事 業 者 の 信 用 状 況 把 握 可

能 性 」、 ④ 「 両 事 業 者 間 の 経 済 的 利 益 の 共 有 」、 ⑤ 「 両 契 約 の 内

容 の 一 体 性 」 の 五 つ の 類 型 に 分 類 し て い る ( 2 2 4 ) 。  

 

1）  両 手 続 の 一 体 性  

上 記 の う ち 、 第 1 の 「 両 手 続 の 一 体 性 」 に 着 目 す る 判 例 は 、

さ ら に 、 ( a )支 払 方 法 が 購 入 者 に と っ て 選 択 の 余 地 が な い こ と 、

購 入 者 が 所 定 の 契 約 用 紙 を 利 用 す る こ と 、( b )販 売 業 者 が 信 用 供

与 契 約 の 申 し 込 み を 代 行 し て い る こ と 、( c )販 売 業 者 が 信 用 供 与

契 約 の 申 込 書 の 記 載 、受 領 に 関 与 し て い る こ と 、 ( d )両 契 約 が 同

一 機 会 に 一 体 的 に 行 わ れ て い る こ と が 根 拠 と さ れ て い る 。  

し か し な が ら 、 こ れ ら は 個 別 取 引 に お い て 典 型 的 な 類 型 で あ

り 、 四 当 事 者 型 ・ 多 数 当 事 者 型 国 際 カ ー ド の 取 引 に は ま っ た く

該 当 し な い 。  

 

2）  両 事 業 者 間 の 反 復 継 続 的 な 取 引 関 係 、 相 互 依 存 関 係  

一 方 、 第 2 の 「 両 事 業 者 間 の 反 復 継 続 的 な 取 引 関 係 、 相 互 依

存 関 係 」に 着 目 す る 判 例 に お い て は 、 ( a )信 用 供 与 者 が 販 売 店 の

売 掛 代 金 を 取 り 立 て る 関 係 に あ っ た こ と 、( b )信 用 供 与 者 と 販 売

業 者 の 間 で 円 滑 運 営 の 相 互 協 力 義 務 を 契 約 し て い る こ と 、 ( c )

信 用 供 与 者 と 販 売 業 者 と の 間 に 人 的 な 交 流 関 係 が 見 ら れ る こ と 、

( d ) 信 用 供 与 者 が 与 信 を 認 め る 顧 客 に し か 商 品 販 売 し な い 取 引

関 係 に あ る こ と 、( e )資 金 支 援 関 係 に あ る こ と が 根 拠 と さ れ て い

る 。  
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し か な が ら 、 こ れ ら の 点 も ま た 、（ d） を 除 き 、 四 当 事 者 型 ・

多 数 当 事 者 型 国 際 カ ー ド の 取 引 に は ま っ た く 該 当 し な い 。（ d）

に つ い て も 、 加 盟 店 管 理 会 社 を 経 由 し て い る こ と 、 内 容 も 与 信

枠 の 範 囲 内 か ど う か の 確 認 を し て い る だ け で あ り 、 依 存 関 係 は

薄 い 。  

 

3）  信 用 供 与 者 に お け る 販 売 事 業 者 の 信 用 状 況 把 握 可 能 性  

第 3 の 「 信 用 供 与 者 に お け る 販 売 事 業 者 の 信 用 状 況 把 握 可 能

性 」に 着 目 す る 判 例 の 具 体 的 内 容 は 、 ( a )信 用 供 与 者 が 販 売 業 者

と 代 理 店 契 約 を 結 ん で い た こ と 、( b )信 用 供 与 者 が 販 売 業 者 の 資

金 力 や 適 格 性 の 情 報 を 得 や す い 業 者 の 資 金 力 、 立 場 に あ っ た こ

と 、( c )信 用 供 与 者 が 販 売 業 者 の 信 用 調 査 を す る 機 会 が 十 分 に あ

っ た こ と 、( d )信 用 供 与 者 が 販 売 契 約 の 内 容 や 商 品 の 引 渡 し な ど

に つ い て 情 報 を 得 や す い 立 場 に あ っ た こ と が 根 拠 と さ れ て い る 。 

し か し な が ら 、 こ れ ら の 点 も ま た 、 四 当 事 者 型 ・ 多 数 当 事 者

型 取 引 で は 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 、 ま っ た く 販 売 業 者 と の 接 点 が

な い た め 、 該 当 す る 余 地 が な い 。  

 

4）  両 事 業 者 間 の 経 済 的 利 益 の 共 有  

第 4 の 「 両 事 業 者 間 の 経 済 的 利 益 の 共 有 」 に 着 目 す る 判 例 で

は 、( a )信 用 供 与 者 と 販 売 業 者 の 間 で 経 済 的 利 益 を 共 有 し て い る

こ と 、 ( b )信 用 供 与 者 と 販 売 業 者 が 継 続 的 な 取 引 関 係 に あ り 、信

用 契 約 の 媒 介 に よ っ て 利 益 を 得 て い る こ と 、( c )信 用 供 与 者 が 販

売 業 者 の 販 売 拡 大 に よ り 利 益 を 得 て い る と い う 共 働 関 係 が あ る

こ と 、 ( d )手 数 料 収 入 を 得 て い る こ と 、 と さ れ て い る 。  

こ の う ち ( a )経 済 的 利 益 の 共 有 に つ い て は 、会 員 と 販 売 業 者 の

取 引 を き っ か け に カ ー ド 会 員 と カ ー ド 発 行 会 社 の 取 引 が 開 始 さ

れ る こ と な ど 、 カ ー ド 取 引 に も 該 当 す る 。 し か し 、 こ れ は 、 加

盟 店 管 理 会 社 と の 提 携 に よ る 間 接 的 な も の で あ り 、 同 じ シ ス テ
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ム で 利 用 さ れ る デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 や プ リ ペ イ ド カ ー ド 取 引 に

も 該 当 す る こ と で あ り 、 信 用 供 与 の 場 合 に 限 る 理 由 は 乏 し い 。

な お 、 ( b ) ( c ) ( d )の 考 慮 要 素 は 、 四 当 事 者 型 ・ 多 数 当 事 者 型 取 引

で は 、 該 当 し な い 。  

 

5）  両 契 約 の 内 容 の 一 体 性  

後 に 、 第 5 の 「 両 契 約 の 内 容 の 一 体 性 」 に 着 目 す る 判 例 で

は 、( a )商 品 販 売 契 約 と 信 用 供 与 契 約 と が 三 者 一 体 の 契 約 で あ る

こ と 、 ( b )両 契 約 が と も に 存 在 す る か し な い か の み で あ っ て 、片

方 の み で は 存 在 し 得 な い も の で あ る こ と 、( c )購 入 商 品 の 所 有 権

を 信 用 供 与 者 が 保 有 な い し 留 保 し て い る こ と 、( d )商 品 購 入 代 金

の 支 払 の み に し か 利 用 さ れ な い 信 用 供 与 契 約 で あ る こ と が 根 拠

と さ れ て い る 。  

四 当 事 者 型 ・ 多 数 当 事 者 型 国 際 カ ー ド の 取 引 は 、 ( a )に は 該 当

し な い こ と は 明 ら か で あ る 。 ( b )に つ い て も 、代 金 債 務 発 生 後 に

カ ー ド 決 済 さ れ る 取 引 で あ る か ら 、該 当 し な い 。し か し 、 ( c ) ( d )

に は 形 式 的 に 該 当 す る 。  

し か し 、 判 例 は 、 第 5 の 要 素 ( c )ま た は ( d )の み で 密 接 牽 連 関

係 を 認 定 し て い る の で は な く 、 い ず れ も 、 第 1～ 第 4 の 諸 要 素

と 合 わ せ て 着 目 し た 総 合 的 な 判 断 を 行 っ て い る 。  

た と え ば 、第 5 の 要 素 ( c )所 有 権 留 保 を 問 題 と す る 判 例 に お い

て は 、第 2 の 要 素 ( a )信 用 供 与 者 が 販 売 店 の 売 掛 代 金 を 取 り 立 て

る 関 係 に あ っ た こ と 、第 5 の 要 素 ( a )商 品 販 売 契 約 と 信 用 供 与 契

約 と が 三 者 一 体 の 契 約 で あ る こ と 、第 4 の 要 素 ( d )手 数 料 を 得 て

い る こ と を あ わ せ て 問 題 と し て い る 。 し か し な が ら 、 す で に 見

た よ う に 、 四 当 事 者 型 ・ 多 数 当 事 者 型 取 引 に お い て は 、 第 1～

第 4 の 判 例 類 型 が 問 題 と す る 要 素 は 、 い ず れ も 該 当 し な い 。 と

な れ ば 、 第 5 ( c )所 有 権 留 保 を 問 題 と す る 判 例 は 、 単 独 で 四 当 事

者 型 ・ 多 数 当 事 者 型 取 引 に お い て 密 接 関 連 性 が 認 め ら れ る と は
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い え な い の で は な い か 。  

ま た 、第 5 の 要 素 ( d )商 品 購 入 代 金 の み に し か 利 用 さ れ な い 信

用 供 与 契 約 に 関 す る 判 例 の 判 断 は 、第 1 の 要 素 ( a )支 払 方 法 が 購

入 者 に と っ て 選 択 の 余 地 が な い こ と 、( b )販 売 業 者 が 信 用 供 与 契

約 の 申 し 込 み を 代 行 し て い る こ と 、( d )両 契 約 が 同 一 機 会 に 一 体

的 に 行 わ れ て い る こ と 、第 2 の 要 素 ( e )資 金 支 援 関 係 に あ る こ と

な ど 、 両 者 の 手 続 の 一 体 性 、 相 互 依 存 関 係 が 見 ら れ る よ う な 基

礎 が あ っ た う え で の 認 定 で あ り 、 こ れ も 四 当 事 者 型 ・ 多 数 当 事

者 型 取 引 で は ま っ た く 該 当 せ ず 、 利 用 目 的 の 拘 束 性 も 、 同 じ シ

ス テ ム で 利 用 さ れ る デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 や プ リ ペ イ ド カ ー ド 取

引 と 同 じ で あ る た め 、 や は り 、 こ の 事 由 の み で 密 接 関 連 性 を 認

定 す る こ と は で き な い と 考 え る 。  

 

6）  検 討  

し か し な が ら 、 学 説 に お い て は 、 四 当 事 者 型 ・ 多 数 当 事 者 取

引 の 問 題 で あ る に も か か わ ら ず 、 三 当 事 者 型 と 実 質 は 変 わ り な

い と し 、 売 買 取 引 等 と ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 と の 間 の 牽 連 関 係

が あ る こ と を 理 由 と し て 、 マ ン ス リ ー ク リ ア カ ー ド で あ っ て も

当 然 に 総 合 割 賦 購 入 あ っ せ ん 取 引 に お い て 支 払 停 止 の 抗 弁 権 を

肯 定 す る 見 解 も み ら れ る ( 2 2 5 ) ( 2 2 6 ) 。  

四 当 事 者 型 の オ ン ア ス 取 引 の 場 合 は 、 カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟

店 管 理 会 社 は 同 一 で あ る か ら 、 三 当 事 者 型 に 類 似 す る 牽 連 関 係

は 認 め ら れ る 。 し か し な が ら 、 ノ ン オ ン ア ス 取 引 と な る 【 四 当

事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】【 多 数 当 事 者

型 】 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は 、 一 体 性 や 密 接 不 可 分 な 関 係

は も ち ろ ん 、 そ の 他 牽 連 関 係 の 存 在 を う ま く 説 明 で き な い 点 に

お い て 、 上 記 諸 見 解 は 弱 点 を 有 す る と い え よ う ( 2 2 7 ) 。  

こ れ に 対 し て 、 シ ス テ ム 提 供 者 責 任 説 の よ う に 、 国 際 ブ ラ ン

ド と と も に 、 カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店 管 理 会 社 と が シ ス テ ム 全
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体 を 構 成 し て お り 、 販 売 店 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 と 契 約 関 係 に あ

る こ と を も っ て 、 カ ー ド 発 行 会 社 と 販 売 店 と に 牽 連 関 係 を 見 出

す 見 解 も 考 え ら れ る 。 し か し 、 そ れ で は 、 同 じ シ ス テ ム の 構 成

員 の 中 で 、 他 の 構 成 員 が そ の 役 割 を 果 た し て カ ー ド 会 員 に 利 便

性 を 提 供 し 、 そ れ ぞ れ 利 益 を 得 て い る の に 、 カ ー ド 発 行 会 社 の

み が 販 売 店 に 対 す る 抗 弁 の 接 続 を 受 け る の か 、 な ぜ 直 接 契 約 関

係 が あ る 加 盟 店 管 理 会 社 は 、責 任 を 免 れ る の か が 明 確 で は な い 。

む し ろ 、 シ ス テ ム 提 供 者 責 任 を 問 う な ら 、 抗 弁 を 主 張 さ れ て い

る 販 売 店 と 契 約 し た 加 盟 店 管 理 会 社 に 対 し て で あ る と 考 え ら れ

る が 、 ど の よ う な 形 で 、 加 盟 店 管 理 会 社 が 責 任 を 負 担 す べ き か

の 問 題 は 、 今 後 検 討 す べ き 課 題 と い え よ う 。  

 

（ 3）  他 の 電 子 決 済 手 段 と の 区 別 の 困 難 性  

 販 売 業 者 の 都 合 で 三 当 事 者 型 の 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん 契 約 を

締 結 さ せ ら れ た 購 入 者 に は 、 何 ら 利 益 を 得 な い ば か り か 、 分 断

か ら 生 じ る リ ス ク ま で 負 わ せ る こ と は で き な い か ら 、 二 当 事 者

型 の 割 賦 販 売 と 同 じ 保 護 が 与 え ら れ る べ き で あ る と し て 、 抗 弁

の 接 続 を 認 め る べ き と す る 学 説 や 判 例 に 基 づ き 、昭 和 5 9（ 1 9 8 4）

年 の 割 賦 販 売 法 に お い て 割 賦 購 入 あ っ せ ん に 支 払 停 止 の 抗 弁 の

規 定 が 創 設 さ れ た ( 2 2 8 ) 。   

直 接 の 契 機 は 、 カ ー ド を 使 用 し な い 割 賦 購 入 あ っ せ ん の 問 題

に 対 処 し た も の で あ る が 、そ の 頃 の 銀 行 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、

マ ン ス リ ー ク リ ア 方 式 で 分 割 払 い は で き ず 、 分 割 払 い が で き る

信 販 会 社 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 そ の 前 身 で あ る チ ケ ッ ト や ク

ー ポ ン 取 引 が 割 賦 購 入 あ っ せ ん で あ っ た か ら 、 両 方 に 適 用 さ れ

た 。 信 販 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は 、 通 信 手 段 や 設 備 も 十 分

で な か っ た こ と か ら 、 販 売 業 者 が カ ー ド の 有 効 ・ 無 効 を カ ー ド

会 社 か ら 配 布 さ れ た 「 無 効 通 知 」 で 1 件 ず つ 確 認 し 、 一 定 金 額

以 上 の カ ー ド 利 用 に つ い て は 、 カ ー ド 会 社 に 電 話 連 絡 し て そ の
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承 認 を 受 け 、 売 上 票 に 承 認 番 号 を 記 入 し た う え で 、 会 員 の 署 名

を 得 る と い う 手 続 き を 経 て お り 、 カ ー ド の 利 用 状 況 を 券 面 上 に

記 載 し て 与 信 枠 管 理 を 行 う の に も 、 加 盟 店 で あ る 販 売 業 者 の 協

力 を 得 て い た な ど 、 現 在 よ り 加 盟 店 の 関 与 と カ ー ド 会 社 と の 協

働 と い う 側 面 が 強 か っ た た め 、 問 題 な く 受 け 入 れ ら れ た の で あ

ろ う 。  

し か し 現 在 は 、 カ ー ド の 有 効 期 限 、 限 度 額 の チ ェ ッ ク 、 承 認

番 号 の 取 得 に つ い て は 、 専 用 端 末 を 使 用 し 、 通 信 回 線 を 介 し て

自 動 的 に 行 わ れ 、 通 信 販 売 や イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 に お い て は 、

カ ー ド 会 員 は 、 自 分 で ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 や 有 効 期 限 、 セ キ

ュ リ テ ィ ナ ン バ ー な ど を 入 力 し 、 サ イ ン を 省 略 し て 行 わ れ て い

る 。 販 売 店 が カ ー ド 取 引 に 関 与 す る こ と は 、 利 用 代 金 に 関 す る

も の に 限 定 さ れ て い る 。  

ま た 、【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】

【 多 数 当 事 者 型 】 で は 、 購 入 者 で あ る カ ー ド 会 員 は 、 1 回 払 い

し か 利 用 で き な い こ と を 会 員 規 約 で 告 知 さ れ て お り 、 現 実 に 、

分 割 払 い や リ ボ ル ビ ン グ 払 い を 申 し 出 て も 、 利 用 が で き な い 仕

組 み に な っ て い る ( 2 2 9 ) 。 さ ら に 、 販 売 業 者 で あ る 加 盟 店 は 、 店

子 加 盟 店 も 含 め 加 盟 店 契 約 に よ り 、 現 金 販 売 の 場 合 と 同 一 の 条

件 で 販 売 す る 義 務 が 課 せ ら れ て お り 、 決 済 に 際 し て 現 金 販 売 の

場 合 と 区 別 し た 取 引 に は な っ て い な い 。 ま た 、 ど の よ う な 取 引

の 決 済 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 す る の か 、 決 済 に 使 用 す る ク

レ ジ ッ ト カ ー ド と し て ど の カ ー ド を 使 用 す る の か の 選 択 は 、 会

員 自 身 が 行 っ て い る 。  

現 在 の 国 際 ブ ラ ン ド の 提 供 す る こ の 決 済 シ ス テ ム で は 、 ク レ

ジ ッ ト カ ー ド 以 外 に 、 銀 行 の 発 行 す る デ ビ ッ ト カ ー ド （ 預 金 か

ら の 即 時 決 済 ）、銀 行 以 外 の 金 融 機 関 が 発 行 す る プ リ ペ イ ド カ ー

ド （ デ ポ ジ ッ ト か ら の 即 時 決 済 ） に も 利 用 さ れ て い る ( 2 3 0 ) 。 た

と え ば 、 銀 行 が 発 行 す る 国 際 ブ ラ ン ド の デ ビ ッ ト カ ー ド で は 、
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原 則 オ ン ラ イ ン 取 引 で P I N（ 暗 証 番 号 ） 入 力 に よ り 、 預 金 残 高

か ら の 引 き 落 と し で あ り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 と は 、 即 時 決

済 で は な い 点 で 異 な る が 、自 動 貸 越 の 契 約 を セ ッ ト し て お け ば 、

残 高 不 足 の 場 合 で も 後 払 い に す る こ と が で き る し ( 2 3 1 ) 、 オ フ ラ

イ ン 取 引 で は 、 デ ビ ッ ト カ ー ド で あ っ て も 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド

売 上 と 同 様 に 売 上 票 に サ イ ン を し て 、 数 日 後 ま た は 月 末 な ど に

預 金 口 座 か ら 引 き 落 と す d e l a y e d  d e b i t  c a r d や c h e c k  c a r d が

利 用 さ れ て お り ( 2 3 2 ) 、 国 際 ブ ラ ン ド に よ る 決 済 の シ ス テ ム は 1

回 払 い の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 と 経 済 的 に は 同 じ 取 引 と い っ て

よ い だ ろ う 。  

〔 図 表 9〕  国 際 ブ ラ ン ド に よ る プ リ ペ イ ド カ ー ド 決 済 シ ス テ

ム  

 

ま た 、 国 際 ブ ラ ン ド の プ リ ペ イ ド カ ー ド は 、 原 則 オ ン ラ イ ン

取 引 で P I N（ 暗 証 番 号 ） 入 力 に よ り 、 前 払 残 高 か ら の 引 き 落 と

し で あ る が 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 と 同 様 に 、 売 上 票 に サ イ ン
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す る 方 式 も あ り 、 国 際 ブ ラ ン ド カ ー ド を 扱 う 販 売 店 の オ ペ レ ー

シ ョ ン 上 は 、 両 者 に 何 ら 区 別 は な い ( 2 3 3 ) 。 販 売 店 に と っ て は 、

決 済 時 点 で プ リ ペ イ ド カ ー ド 取 引 か 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 か

の 区 別 は 、 注 意 深 く カ ー ド 番 号 や 券 面 の 表 示 を 確 認 す る し か な

い 。 な お 、 国 際 ブ ラ ン ド の プ リ ペ イ ド カ ー ド へ の 前 払 金 の 支 払

は 、 現 金 に よ る チ ャ ー ジ の ほ か 、 預 金 口 座 か ら の 振 り 込 み 、 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 に よ る 決 済 が 一 般 的 で あ る が 、 携 帯 電 話 の

利 用 料 金 と の 合 算 請 求 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 に よ る 実 質 後 払

い が 可 能 と な っ て い る ( 2 3 4 ) 。 こ の よ う に 、 国 際 ブ ラ ン ド を 冠 し

た 他 の 電 子 的 決 済 手 段 で も 、 当 座 貸 越 や ク レ ジ ッ ト カ ー ド で の

チ ャ ー ジ を 利 用 す れ ば 後 払 い が 可 能 で あ り 、 実 質 的 に は 、 信 用

供 与 を 受 け る こ と も で き る 。   

し た が っ て 、 1 回 払 い 決 済 で あ る 国 際 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引

に 割 賦 販 売 と 同 様 の 保 護 を 与 え る 場 合 に は 、 現 金 販 売 や 他 の 電

子 的 決 済 手 段 に 比 較 す る と 、 カ ー ド 会 員 は 、 何 の 対 価 を 負 担 す

る わ け で は な い の に 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 し た ほ う が 断 然

有 利 に な っ て し ま う こ と に な る ( 2 3 5 ) 。 同 じ 決 済 イ ン フ ラ を 使 用

し て い る の に 、 電 子 的 決 済 に つ い て は 短 期 間 の 与 信 を 含 め て 、

現 金 決 済 と し て 扱 っ て い る 諸 外 国 と の 法 制 度 と の 乖 離 が 生 じ る

と 、 新 た な 決 済 リ ス ク と し て 、 わ が 国 が 不 利 な 立 場 に 立 た さ れ

る 可 能 性 が あ る 。  

し た が っ て 、 信 義 則 説 の よ う に 、 抗 弁 の 接 続 を 認 め る べ き 特

別 な 合 意 が 存 在 す る 場 合 、 あ る い は 販 売 業 者 の 不 履 行 の 結 果 を

カ ー ド 発 行 会 社 に 帰 し め る の を 信 義 則 上 相 当 と す る 特 段 の 事 情

が あ る よ う な 場 合 を 除 き 、 会 員 規 約 に あ る 通 り 、 抗 弁 の 接 続 を

認 め る 必 要 は な い と 考 え る 。  

 

（ 4）  リ ス ク 負 担 の 公 平 性  

三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 で は 、 与 信 契 約 が 成 立 す れ ば 、 販 売 業
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者 は 直 ち に 代 金 を 取 得 す る こ と が で き る の で 、二 当 事 者 型 よ り 、

債 務 不 履 行 や 不 当 勧 誘 が 起 こ り や す く 、 そ れ だ け 購 入 者 の リ ス

ク が 増 大 す る が 、 そ の 原 因 は シ ス テ ム を 運 営 す る 与 信 業 者 に 原

因 が あ り 、 購 入 者 は そ の リ ス ク を 防 止 し 得 な い の で あ る か ら 、

保 護 す る こ と が 求 め ら れ る と 考 え ら れ て き た ( 2 3 6 ) 。  

し か し 、 こ れ ら の 議 論 が 念 頭 に 置 い て い た の は 、 与 信 契 約 が

成 立 し て か ら 、 売 買 契 約 等 の 効 力 が 発 生 し 、 義 務 履 行 が 後 か ら

な さ れ る 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん 取 引 で あ り 、 供 給 契 約 の 締 結 後

の 決 済 手 段 と し て 利 用 さ れ 、 商 品 の 引 渡 し や サ ー ビ ス の 提 供 が

そ の 場 で な さ れ る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に は 、 必 ず し も 適 切 な

指 摘 と は い え な い ( 2 3 7 ) 。  

【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】【 多

数 当 事 者 型 】 で は 、 カ ー ド 会 員 は 、 商 品 購 入 時 点 で は 、 割 賦 販

売 と 同 種 の 取 引 を 行 お う と い う 意 思 を 販 売 業 者 に 示 す こ と な く 、

現 金 で の 決 済 か 、 カ ー ド 決 済 、 も し く は 、 そ の 他 の 電 子 決 済 手

段 を 利 用 し て 決 済 す る か の 判 断 を 、 カ ー ド 会 員 自 身 で 行 っ て お

り 、 与 信 業 者 も 販 売 業 者 も 、 こ の 選 択 に ま っ た く 関 与 ・ 介 入 す

る こ と は な い 点 で 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん 取 引 の 場 合 と 決 定 的 に

異 な る 。し た が っ て 、カ ー ド 会 員 自 身 が 当 事 者 と し て 契 約 内 容・

取 引 の 種 類 や 必 要 性 に つ い て 知 る こ と の で き る 状 況 に あ り 、 逆

に カ ー ド 会 社 が 取 引 内 容 を 知 る こ と や そ の リ ス ク の 存 在 を 確 認

す る こ と が 不 可 能 で あ る 。 カ ー ド 発 行 会 社 が 他 の 加 盟 店 管 理 会

社 と 契 約 す る 世 界 中 の 販 売 店 取 引 を 事 前 制 御 で き な い の で あ れ

ば 、 現 金 取 引 や 他 の 電 子 決 済 に お け る 場 合 と 同 様 に 、 そ の 取 引

に お け る 自 ら の 注 意 義 務 、 リ ス ク の 負 担 は 、 そ の リ ス ク を も っ

と も よ く コ ン ト ロ ー ル で き る 者 が 、 そ の リ ス ク を 引 き 受 け る べ

き で は な い だ ろ う か ( 2 3 8 ) 。  

ま た 、 国 際 カ ー ド 取 引 で は 、 国 際 ブ ラ ン ド 決 済 シ ス テ ム の 関

係 で 1 回 払 い に 限 定 さ れ て い る が 、 短 期 間 と は い え 支 払 を 一 定
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期 間 繰 り 延 べ す る 利 益 を 受 け て い る も の の 、 会 員 は 、 対 価 と し

て の 手 数 料 な ど の 費 用 を 一 切 支 払 っ て い な い 。  

抗 弁 の 接 続 を ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 求 め う る 場 合 は 、 2 カ

月 を 超 え る 与 信 期 間 と な り 、 カ ー ド 会 員 か ら は 取 引 に 伴 う 手 数

料 を 原 則 と し て 受 け 取 っ て お り 、 こ れ が 「 カ ー ド 会 員 の 不 払 リ

ス ク 」 と 「 加 盟 店 の 債 務 不 履 行 リ ス ク 」 と い っ た 取 引 に 伴 う リ

ス ク に 適 切 に 対 応 す る も の と 考 え ら れ る 。 そ う で あ れ ば 、 多 数

当 事 者 型 の 国 際 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は 、 自 己 の 判 断 で 取 引

を 選 択 し て い る 以 上 、 現 金 払 い と 同 様 に 、 そ の 選 択 に 起 因 す る

リ ス ク は 、 購 入 者 自 身 が 負 担 す べ き も の と 考 え る 。  
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第 5 節  変 則 リ ボ ル ビ ン グ 取 引 と 割 賦 販 売 法 の 適 用  

 

1． リ ボ ル ビ ン グ 専 用 カ ー ド と 割 賦 販 売 法  

 

（ 1）  支 払 方 法 の 変 更 が で き る カ ー ド  

既 に 述 べ た よ う に 、【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】【 四 当 事 者 ・

国 際 カ ー ド 型 】【 多 数 当 事 者 型 】で は 、国 際 ブ ラ ン ド 決 済 シ ス テ

ム を 利 用 す る 方 式 で あ る た め 、 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の

よ う に 支 払 方 法 を 指 定 す る こ と が で き ず 、 常 に 翌 月 の 一 括 払 い

と な っ て 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 の あ る 取 引 と は な ら な い 。  

と こ ろ が 、 国 内 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 は 、 国 際 ブ ラ ン ド マ ー

ク 付 き の リ ボ ル ビ ン グ 専 用 ク レ ジ ッ ト カ ー ド （ 以 下 「 リ ボ 専 用

カ ー ド 」 と い う ） を 発 行 し て い る 。 こ の リ ボ 専 用 カ ー ド を 利 用

し た 場 合 は 、 1 回 払 い と 指 定 し て も 、 し な く と も 、 リ ボ ル ビ ン

グ 払 い と し て 設 定 し た 支 払 方 法 に 自 動 的 に 切 り 替 わ る た め ( 2 3 9 ) 、

割 賦 販 売 法 の 適 用 を 受 け る か が 問 題 に な る 。  

な お 、 リ ボ 専 用 カ ー ド は 、 オ ン ア ス 取 引 の 場 合 、 2 回 払 い 、

ボ ー ナ ス 一 回 払 い と 指 定 す れ ば 、 原 則 そ の 支 払 方 法 に な る 場 合

も あ る ( 2 4 0 ) 。 ま た 、 通 常 の 国 際 カ ー ド で あ っ て も 、 カ ー ド 発 行

会 社 に お い て 、 1 回 払 い で 決 済 す べ き 代 金 に つ い て 、 支 払 金 額

と 時 期 を 変 更 で き る サ ー ビ ス を 運 用 し て い る こ と が あ る 。  

し た が っ て 、 国 際 ブ ラ ン ド を 経 由 し な い 国 内 決 済 ネ ッ ト ワ ー

ク に お い て 、 多 数 当 事 者 間 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 場 合 や 国 際

カ ー ド を 利 用 し た 場 合 で も 、 支 払 方 法 の 変 更 サ ー ビ ス を 利 用 し

た 場 合 に 、 割 賦 販 売 法 が 適 用 さ れ る か ど う か の 問 題 が 生 じ る こ

と に な る 。  

以 下 で は 、 こ れ ら の 変 則 的 な 支 払 方 法 と 割 賦 販 売 法 の 適 用 関

係 に つ い て 検 討 す る 。  
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（ 2）  リ ボ 専 用 カ ー ド と 割 賦 販 売 法  

リ ボ ル ビ ン グ 払 い ク レ ジ ッ ト カ ー ド と は 、 割 賦 販 売 法 2 条 3

項 2 号 に 規 定 す る 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 取 引 で あ り 、「 カ ー ド

等 を 利 用 者 に 交 付 し 、 利 用 者 が そ の カ ー ド 等 を 提 示 等 し て 、 特

定 の 販 売 業 者 等 か ら 商 品 等 を 購 入 し 、 販 売 業 者 等 に 商 品 等 の 代

金 等 に 相 当 す る 額 の 交 付 を す る と と も に 、 利 用 者 か ら あ ら か じ

め 定 め ら れ た 時 期 ご と に 商 品 等 の 代 金 等 の 合 計 額 を 基 礎 と し て

あ ら か じ め 定 め ら れ た 方 法 に よ り 算 定 し て 得 た 金 額 を 受 領 す

る 」（ 一 部 略 ）取 引 に 該 当 す る 。し た が っ て 、リ ボ 専 用 カ ー ド を

利 用 し た 場 合 に は 、 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド で は 、 す べ て

の 取 引 が 割 賦 販 売 法 の 適 用 取 引 と な る 支 払 方 法 と な る 。  

で は 、 国 際 ブ ラ ン ド の 介 在 す る 多 数 当 事 者 取 引 で 、 ノ ン ・ オ

ン ア ス 取 引 の 場 合 は ど う で あ ろ う か 。  

初 に 、「 リ ボ 専 用 カ ー ド 」の 利 用 場 面 に 会 員 規 約 が な ん ら の

利 用 制 限 を 設 け て い な い 場 合 は ( 2 4 1 ) 、 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 取 引 で も 自 動 的 に リ ボ ル ビ ン グ 払 い と な る 。そ う す る と 、

多 数 当 事 者 型 取 引 に お い て 、 オ ン ア ス 取 引 な ど 特 定 の 販 売 業 者

等 と の 牽 連 関 係 の あ る 取 引 で あ れ ば 、 割 賦 販 売 法 が 適 用 さ れ る

こ と に な る 。 ノ ン ・ オ ン ア ス 取 引 の 場 合 で あ っ て も 、 カ ー ド 発

行 会 社 と 国 際 ブ ラ ン ド 間 の 決 済 が 「 当 該 販 売 業 者 ま た は 当 該 役

務 提 供 事 業 者 以 外 の 者 を 通 じ た 当 該 販 売 業 者 ま た は 当 該 役 務 提

供 事 業 者 へ の 交 付 」 と 認 め ら れ る の で あ れ ば 、 割 賦 販 売 法 の 包

括 信 用 購 入 あ っ せ ん に 該 当 し 、 割 賦 販 売 法 が 適 用 さ れ る こ と に

な る と 考 え ら れ る 。  

次 に 、「リ ボ 専 用 カ ー ド 」の 利 用 場 面 に 制 限 が あ る 場 合 と し て 、

リ ボ 専 用 カ ー ド で あ っ て も 、 海 外 に お け る 利 用 が 1 回 払 い に 限

定 さ れ て い る 場 合 が あ る 。 こ の 場 合 は 、 す で に 述 べ た よ う に 、

海 外 に お け る 利 用 の 場 合 は 割 賦 販 売 法 の 規 制 対 象 外 と な る う え 、
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1 回 払 い の ま ま で あ る か ら 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 は な く 、 し た が

っ て 、 抗 弁 の 接 続 は 認 め ら れ な い こ と に な る 。  

後 に 、 海 外 旅 行 前 に 、 海 外 利 用 分 を リ ボ ル ビ ン グ 払 い に す

る 申 請 を 行 っ た 場 合 に は 、 海 外 利 用 に つ い て の 1 回 払 い の 限 定

に も 拘 ら ず 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い に す る こ と が で き る こ と が あ る

( 2 4 2 ) 。 こ の 場 合 は 、 国 内 利 用 で あ れ ば 、 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん

と な っ て 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 を 受 け る 。 し か し 、 海 外 に お け る

利 用 は 割 賦 販 売 法 の 保 護 の 対 象 外 と な る こ と か ら 、 海 外 利 用 に

つ い て は 、 支 払 停 止 の 抗 弁 の 対 象 外 と さ れ て い る 会 員 規 約 が 多

い と 考 え ら れ る が ( 2 4 3 ) 、 妥 当 で あ ろ う 。  

な お 、 海 外 利 用 分 が す べ て リ ボ ル ビ ン グ 払 い に な る 場 合 に つ

い て も 、 原 則 同 様 と 考 え て よ い 。  

 

（ 3）  一 定 額 を 超 え る 額 の リ ボ 化 と 割 賦 販 売 法  

な お 、 毎 月 の 支 払 額 が 、 あ ら か じ め 登 録 し た 一 定 額 を 超 え る

場 合 に 、 そ の 額 を 超 過 し た 支 払 分 を リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 で

き る サ ー ビ ス が あ る ( 2 4 4 ) 。 こ れ も 、 リ ボ 専 用 カ ー ド の 一 変 形 形

態 と 見 る こ と が で き る 。  

こ の サ ー ビ ス で は 、 リ ボ 専 用 カ ー ド と 異 な り 、 1 回 払 い に リ

ボ ル ビ ン グ 払 い の 予 約 が な さ れ て い る と 考 え ら れ る 。 し か し 、

こ れ を も っ て リ ボ 専 用 カ ー ド と 同 様 に 、国 内 で の 利 用 で あ れ ば 、

割 賦 販 売 法 の 適 用 の あ る 取 引 だ と は 言 い 難 い 。 ま た 、 割 賦 販 売

法 の 対 象 と な る に し て も 、 こ の 方 式 で は 、 1 回 払 い の 上 限 額 ま

で は 、 １ 回 払 い 部 分 と し て 割 賦 販 売 法 の 適 用 除 外 と し て 、 こ の

金 額 を 超 え る 部 分 を リ ボ 払 い と す る 場 合 に 、「 金 額 」を も と に 支

払 方 法 を 区 別 す る た め 、 対 象 期 間 の 利 用 の う ち 、 ど の 利 用 分 を

リ ボ ル ビ ン グ 払 い の 対 象 に な る か の ル ー ル が 明 確 で な い か ら で

あ る 。  

利 用 日 順 に 合 計 額 を 積 み 上 げ る に し て も 、 ぴ っ た り 上 限 額 で
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個 別 利 用 を 区 分 す る こ と は 稀 で あ る か ら 、 1 回 払 い と リ ボ ル ビ

ン グ 払 い に 跨 る 個 別 の 利 用 分 を ど う 扱 う べ き か 、 会 員 が 設 定 す

る 切 り 替 え の 金 額 水 準 を 切 り 上 げ た 場 合 に 先 月 ま で リ ボ ル ビ ン

グ 払 い と し て い た 利 用 分 を ど う 扱 う か 悩 ま し い 問 題 が あ る 。 そ

の た め 、 個 別 の 利 用 分 に は こ だ わ ら ず 、 実 質 的 に 準 消 費 貸 借 契

約 と し て 扱 う こ と が 考 え ら れ る が 、 そ う す る と 、 毎 月 の 支 払 額

に 占 め る リ ボ ル ビ ン グ 払 い の 対 象 取 引 が 特 定 さ れ な く な り 、 所

有 権 留 保 さ れ て い る 商 品 に つ い て 、 支 払 い が 完 了 し た か ど う か

が 、 会 員 に 不 明 確 に な っ て し ま う お そ れ が あ る ( 2 4 5 ) 。 ま た 、 リ

ボ 払 い 金 額 の う ち 、 ど の 部 分 が ど の 商 品 の 支 払 に 充 て ら れ て い

る か は 、 カ ー ド 会 社 の 入 金 充 当 の シ ス テ ム に よ り 、 差 が 出 る こ

と が 考 え ら れ る 。  

割 賦 販 売 法 の 支 払 停 止 の 抗 弁 が 適 用 さ れ る 場 合 に は 、 割 賦 販

売 法 3 0 条 の 5 に 基 づ く 充 当 計 算 を す る こ と が 定 め ら れ て は い

る が 、 こ の 規 定 で も 、 同 じ 商 品 に つ い て 、 高 額 な た め に 1 回 払

い と リ ボ ル ビ ン グ 払 い の 双 方 に 分 か れ て し ま っ た 場 合 、 ま た 、

複 数 の リ ボ ル ビ ン グ 払 い が あ る 場 合 な ど 、 十 分 に 対 応 で き な い

問 題 が あ る ( 2 4 6 ) 。  

こ の 一 部 リ ボ ル ビ ン グ 払 い に お け る 1 回 払 い と の 分 離 の 取 扱

い は 、 後 に 述 べ る 「 あ と リ ボ 」 に お い て も 、 共 通 す る 問 題 で あ

り 、 個 別 債 権 を 基 礎 に 充 当 処 理 を 考 え る の か 、 切 り 替 え 金 額 を

基 準 に 、 上 限 を 超 え た 額 に つ い て は 準 消 費 貸 借 の 予 約 と 同 様 に

考 え て 対 応 す る の か 、 会 員 規 約 で 問 題 点 に つ い て の 対 応 を 図 る

必 要 が あ る 。  
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2．「 あ と リ ボ 」 払 い と 抗 弁 の 接 続 問 題  

 

（ 1）  問 題 の 所 在  

通 常 の 国 際 カ ー ド に お い て 「 1 回 払 い 」 で 決 済 し て い て も 、

カ ー ド 発 行 会 社 の 定 め る 利 用 代 金 の 支 払 時 期 が 到 来 す る 前 ま で

の 一 定 期 間 内 に お い て 、 返 済 方 法 を リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 す

る 旨 を 申 し 出 て 、 会 社 が こ れ を 承 認 し た 場 合 に 、 リ ボ ル ビ ン グ

払 い な ど に 変 更 で き る 制 度 が あ る ( 2 4 7 ) 。 こ の う ち 、 1 回 払 い を

後 か ら リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 し た も の を 「 あ と リ ボ 」 と 呼 ん

で い る 例 が 多 い ( 2 4 8 ) 。 こ の 「 あ と リ ボ 」 払 い に は 、 会 社 に よ り

様 々 な 取 扱 い が あ り 、 ① 毎 月 の 決 済 前 に 、 個 別 利 用 ご と に 指 定

す る も の 、 ② 当 月 分 を ま と め て 変 更 す る も の 、 ③ 利 用 の 都 度 申

請 す る も の 、 ④ 一 度 の 利 用 で 以 降 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 に 自 動 的 に

変 更 さ れ る も の 、 な ど が あ る ( 2 4 9 ) 。  

こ の 「 あ と リ ボ 」 と 割 賦 販 売 法 の 適 用 関 係 に つ い て は 、 国 際

カ ー ド の 利 用 時 点 で は 「 1 回 払 い 」 で あ る か ら 、 割 賦 販 売 法 の

包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん に 該 当 し な い が 、「 あ と リ ボ 」へ の 変 更 の

承 認 を 受 け た 以 降 は 、 割 賦 販 売 法 の 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん に 該

当 す る と し て 、 支 払 停 止 の 抗 弁 権 を 主 張 す る こ と が 可 能 に な る

の だ ろ う か 。  

そ れ と も 、 そ も そ も 、 割 賦 販 売 法 自 体 が 適 用 さ れ な い 取 引 を

行 っ た 後 に 、 事 後 的 に 支 払 方 法 の み を 「 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 」 に

変 更 し て 支 払 う 旨 の 新 た な 合 意 を 行 っ た だ け で あ り 、 遡 っ て 割

賦 販 売 法 が 適 用 さ れ る こ と は な い 取 引 と い っ て よ い の で あ ろ う

か 。  

ま た 、 海 外 で の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 利 用 の 場 合 で あ れ ば 、 そ

も そ も 割 賦 販 売 法 の 適 用 を 受 け な い 取 引 で あ り 、 日 本 に 帰 国 し

て か ら 「 あ と リ ボ 」 払 い の 承 認 を 受 け た 場 合 に 、 国 内 で の 取 引
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条 件 の 変 更 で あ り 、 変 更 時 点 以 降 は 国 内 取 引 と し て 割 賦 販 売 法

の 適 用 が あ る と 考 え ら れ る の か 、 そ れ と も 、 割 賦 販 売 法 と 特 約

に よ り 、 海 外 利 用 に つ い て は 、 支 払 停 止 の 抗 弁 を 認 め て い な い

以 上 、 認 め ら れ な い の か 、 な ど の 問 題 が あ る 。  

 

（ 2）  「 あ と リ ボ 」 の 法 的 性 質 と 抗 弁 の 可 否  

「 あ と リ ボ 」制 度 を 使 っ た リ ボ ル ビ ン グ 払 い ( 2 5 0 ) へ の 変 更 が 、

ど の よ う な 性 質 を 有 し て い る か に つ い て の 見 解 を 見 て み よ う 。

こ の 違 い が 、 抗 弁 の 可 否 の 論 点 に 影 響 を 与 え る 。  

こ の 問 題 に 関 す る 研 究 は 少 な い が 、 主 に 3 つ の 見 解 が 見 ら れ

る 。 す な わ ち 、 ① 「 あ と リ ボ 」 へ の 変 更 の 合 意 は 、 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 利 用 代 金 の 決 済 時 に さ か の ぼ っ て 、販 売 店・カ ー ド 会 員・

カ ー ド 会 社 の 三 者 間 で リ ボ ル ビ ン グ 払 い 契 約 に 変 更 が な さ れ た

と す る 見 解 （ 適 用 遡 及 説 （ 2 5 1 ）、 な い し 当 然 適 用 説 ）。 ② 「 あ と

リ ボ 」 の 申 込 み を カ ー ド 会 社 が 承 諾 し た と き に 、 指 定 さ れ た 売

買 代 金 等 の 残 債 務 が 一 括 し て 準 消 費 貸 借 と す る 旨 が 合 意 さ れ た

と す る 見 解（ 準 消 費 貸 借 説 ） ( 2 5 2 ) 。③ 個 別 の 取 引 に お け る 債 権 ・

債 務 関 係 は そ の ま ま に 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 代 金 の 支 払 時 期 と 支

払 方 法 に つ い て 合 意 を 得 て 変 更 し た と す る 見 解 （ 支 払 時 期 変 更

説 ） で あ る ( 2 5 3 ) 。  

 

1）  遡 及 適 用 説 な い し 当 然 適 用 説  

割 賦 販 売 法 適 用 ＝ 抗 弁 権 肯 定 説 は 、「あ と リ ボ 」の 法 的 性 質 に

関 す る ① 遡 及 適 用 説 ・ 当 然 適 用 説 と 親 和 性 が あ る 。  

遡 及 適 用 説 は 、 国 際 カ ー ド の 利 用 時 点 で は 、 割 賦 販 売 法 の 包

括 信 用 購 入 あ っ せ ん に 該 当 し な い「 1 回 払 い 」の 利 用 で あ る が 、

「 あ と リ ボ 」機 能 を 利 用 す る 旨 申 告 し 、そ の 承 認 を 得 た 以 降 は 、

割 賦 販 売 法 の 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん に 該 当 す る と し 、 リ ボ ル ビ

ン グ 支 払 に 変 更 す る と 、 支 払 回 数 や 手 数 料 の 額 な ど 取 引 条 件 が
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カ ー ド 会 員 に と っ て は 明 確 で な い た め 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変

更 し た 時 点 で 、 割 賦 販 売 法 に 準 じ た 書 面 交 付 、 そ の 他 の 義 務 を

履 行 す べ き と す る ( 2 5 4 ) 。 な お 、 類 似 の 説 と し て 、 利 用 時 に 1 回

払 い を 選 択 し た と し て も 、 一 枚 の カ ー ド で 、 マ ン ス リ ー ク リ ア

方 式 、 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 、 分 割 払 方 式 を 選 択 で き る カ ー ド （ 以

下 「 支 払 方 法 併 用 カ ー ド 」 と い う ） を 用 意 し て い る 以 上 、 マ ン

ス リ ー ク リ ア 方 式 か ら 、 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 に 変 更 し た 場 合 、 変

更 の 経 緯 に 拘 わ ら ず 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 取 引 と し て 支 払 停 止 の

抗 弁 権 は 当 然 に 認 め ら れ る と す る 「 当 然 適 用 説 」 が あ る ( 2 5 5 ) 。  

遡 及 適 用 説 は 、 各 カ ー ド 会 社 の 会 員 規 約 で は 、 あ と リ ボ を 承

認 後 は 、 利 用 時 に さ か の ぼ っ て リ ボ ル ビ ン グ 払 い を 指 定 し た も

の と し て 手 数 料 の 計 算 を 行 う も の と す る と の 規 定 が 、 そ の 根 拠

と な っ て い る 。 こ れ は 、 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 で は 、 通 常 の 分 割 払

い と 異 な り 、 カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 が 何 件 に な ろ う が 、 全 体

利 用 を 一 つ の 利 用 分 と し て 、 所 定 の 額 ま た は 率 に 基 づ く 返 済 を

行 う こ と に な る が 、 毎 月 の 返 済 額 は 理 解 で き て も 手 数 料 等 の 内

訳 や 終 弁 済 期 限 等 は 、 複 雑 な 計 算 と な る 。 計 算 書 や 明 細 書 等

が 交 付 さ れ な け れ ば 、 カ ー ド 利 用 者 に と っ て 残 高 管 理 、 支 払 管

理 等 が 困 難 に な る か ら 設 け ら れ た 実 務 的 な 規 定 で あ る と 考 え ら

れ る が 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 を 認 め る 根 拠 と な る の だ ろ う か 。  

額 面 通 り 、 契 約 時 に さ か の ぼ っ て リ ボ 払 い に 変 更 さ れ た と 考

え る な ら ば 、 販 売 店 は 、 割 賦 販 売 法 3 0 条 の 2 の 3 第 4 項 に 定

め る 書 面 の 交 付 義 務 を 「 あ と リ ボ 」 申 出 以 降 速 や か に 履 行 す る

必 要 が あ る 。 と こ ろ が 、 国 際 カ ー ド 取 引 で は 、 国 内 取 引 で あ っ

て も 、 販 売 店 は 、 現 実 に 変 更 申 出 を 知 る こ と は で き ず 、 ま た 、

仮 に 通 知 を 受 け て 知 っ た と し て も 、 既 に 取 引 を 終 了 し た 購 入 者

に 対 し 、 事 後 的 に 書 面 交 付 を 行 う こ と は 実 質 的 に 困 難 で あ る 。

そ う な る と 、 販 売 店 は 常 に 割 賦 販 売 法 に お け る 書 面 交 付 義 務 違

反 と な る 問 題 が 生 じ て し ま う ( 2 5 6 ) 。  
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ま た 、 1 回 払 い に 関 し て は 割 賦 販 売 法 の 適 用 外 な の で 、 カ ー

ド 発 行 会 社 の 割 賦 販 売 法 の 3 0 条 の 2 の 支 払 可 能 見 込 額 調 査 義

務 の 対 象 外 と な る 取 引 で あ る 。 し か し 、 こ れ が 遡 っ て 適 用 さ れ

る と な る と 、 個 人 信 用 情 報 機 関 に 対 し て 基 礎 特 定 信 用 情 報 を 登

録 し 、 又 は 変 更 す る 必 要 が 生 じ ( 2 5 7 ) 、 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 務 を

行 う 他 社 に お け る 同 調 査 の 「 年 間 の 支 払 額 」 に 影 響 を 与 え る な

ど 、実 務 上 の 混 乱 が 生 じ る こ と に な り か ね な い 問 題 が あ る ( 2 5 8 ) 。 

ま た 、 国 際 カ ー ド 取 引 で は 、 1 回 払 い 専 用 の た め 加 盟 店 手 数

料 は 一 種 類 し か な い が 、 三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 や 国 内 加 盟 店 で

あ れ ば 、 1 回 払 い と リ ボ ル ビ ン グ 払 い や 分 割 払 い の 場 合 は 、 加

盟 店 手 数 料 率 が 異 な る の が 通 常 で あ る 。 こ の 相 違 は 、 1 回 払 い

に は 会 員 手 数 料 が 付 加 さ れ な い か ら で あ り 、 カ ー ド 会 社 の 収 益

は 、 加 盟 店 手 数 料 に の み に か か っ て い る 。 し か し 、 リ ボ ル ビ ン

グ 払 い は 、 長 期 に わ た り 、 会 員 （ リ ボ ） 手 数 料 を 収 受 し う る た

め 、 分 割 払 い と と も に 、 加 盟 店 手 数 料 は 、 1 回 払 い よ り も 安 く

な る 傾 向 に あ る ( 2 5 9 ) 。 そ う す る と 、 オ ン ア ス 取 引 の 場 合 、 当 初

に さ か の ぼ っ て 、 リ ボ ル ビ ン グ 支 払 に 変 更 さ れ た と す る と 、 変

更 に 対 応 し て 加 盟 店 手 数 料 も 見 直 さ な け れ ば な ら ず 、 国 内 加 盟

店 に お い て は 加 盟 店 手 数 料 の 差 額 の 清 算 が 必 要 に な る が 、 こ の

こ と は 、 実 務 と 大 き く 乖 離 し て い る と い え る ( 2 6 0 ) 。  

適 用 遡 及 説 に 従 え ば 、 初 か ら リ ボ ル ビ ン グ 払 い で あ っ た 場

合 と し て 、 抗 弁 の 接 続 の 接 続 が 認 め ら れ る こ と に な る 。  

し か し 、 こ の 結 論 は 、 加 盟 店 の 提 供 す る 取 引 の 内 容 や 種 類 に

よ っ て は 、 あ え て 分 割 払 い 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い を 認 め て い な い

加 盟 店 が あ る 場 合 に と っ て 酷 な 結 果 を 生 む 可 能 性 が あ る 。 オ ン

ア ス 取 引 で は 、自 社 の 加 盟 店 で も あ る の で 、「 あ と リ ボ 」申 請 の

際 に 調 査 す る こ と で 、 対 処 は 可 能 と 考 え ら れ る が 、 ノ ン ・ オ ン

ア ス 取 引 で は 、 加 盟 店 の 実 態 が 把 握 で き て い な い た め 、 オ ン ア

ス 取 引 で は 、 認 め な い 種 類 の 取 引 に つ い て 、 会 員 の 一 方 的 意 思
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表 示 に よ り リ ボ 払 い に 変 更 さ れ 、 結 果 的 に 割 賦 販 売 法 の 適 用 を

排 除 で き な く な る な ど 、 取 引 の 安 定 性 を 欠 く 結 果 を 招 来 さ せ る

な ど 問 題 点 が あ る ( 2 6 1 ) 。  

な お 、 割 賦 販 売 法 の 直 接 適 用 が な い も の の 、 支 払 停 止 の 抗 弁

に つ い て は 、 類 推 適 用 さ れ る と の 見 解 も あ る ( 2 6 2 ) 。  

い ず れ に し て も 、 遡 及 適 用 説 ・ 当 然 適 用 説 は 、 取 引 の 実 態 、

実 務 か ら 乖 離 し て い る 難 点 が あ る 。  

 

2）  準 消 費 貸 借 説  

次 に 、 ② リ ボ ル ビ ン グ 方 式 へ の 変 更 を 準 消 費 貸 借 契 約 の 合 意

と み る 見 解（ 準 消 費 貸 借 契 約 説 ）に 立 っ た 場 合 に は ど う な る か 。  

準 消 費 貸 借 契 約 が 成 立 す る と 、 元 の カ ー ド 利 用 に よ る 個 別 債

務 は 消 滅 す る が 、 新 た に 発 生 し た 債 務 に 割 賦 販 売 法 の 適 用 が あ

る か が 問 題 で あ る 。判 例・通 説 で は 、新 た な 準 消 費 貸 借 契 約 は 、

準 消 費 貸 借 の 目 的 と な っ た 旧 の 契 約 と は 同 一 性 を 保 ち 、 抗 弁 権

も 消 滅 し な い と 考 え ら れ る が  ( 2 6 3 ) 、切 り 替 え 後 を ど う 扱 え ば よ

い だ ろ う か 。  

ク レ ジ ッ ト 取 引 の 原 因 と な っ た 取 引 に 何 ら か の 問 題 が あ っ て

売 主 等 に 抗 弁 権 を 主 張 で き る 場 合 で あ っ て も 、 そ の 決 済 を ク レ

ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で 行 っ た 場 合 に は 、 も と の 1 回 払 い の ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 利 用 に は そ も そ も 割 賦 販 売 法 の 適 用 が な く 、 支 払 停

止 の 抗 弁 権 は 認 め ら れ て い な い 。 そ の 状 況 で 、 カ ー ド 代 金 支 払

債 務 を 準 消 費 貸 借 に 切 り 替 え て も 、 新 た に 抗 弁 権 が 認 め ら れ る

こ と は な い と 考 え て よ い の で は な い か 。 な ぜ な ら 、 抗 弁 を 有 す

る 原 因 取 引 に 基 づ く 債 務 を 準 消 費 貸 借 契 約 に 切 り 替 え た の で は

な く 、 抗 弁 権 が 認 め ら れ て い な い カ ー ド 代 金 支 払 債 務 を 準 消 費

貸 借 に 切 り 替 え た の で あ る か ら 、 無 か ら は 何 も 生 ま れ な い か ら

で あ る 。  

と こ ろ で 、「あ と リ ボ 」に 似 た 方 式 と し て 銀 行 系 カ ー ド が マ ン
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ス リ ー ク リ ア 方 式 し か 認 め ら れ て い な か っ た 時 期 に 、 地 方 銀 行

が 共 同 で 「 バ ン ク カ ー ド 」 を 発 行 し ( 2 6 4 ) 、 マ ン ス リ ー ク リ ア 方

式 で 信 用 供 与 を 行 い 、 そ の 決 済 に あ た っ て リ ボ ル ビ ン グ 方 式 で

返 済 が で き る ロ ー ン が 地 方 銀 行 等 を 中 心 に 金 融 機 関 で セ ッ ト さ

れ て い た こ と が あ る ( 2 6 5 ) 。ま た 、「 バ ン ク カ ー ド 」で は 、総 合 口

座 と 組 み 合 わ せ た う え 、 ク レ ジ ッ ト 代 金 の 決 済 資 金 が 不 足 す る

と き に 、 不 足 分 を 自 動 貸 越 に よ り 貸 付 け 、 任 意 の 時 期 に 返 済 す

る こ と 、 リ ボ ル ビ ン グ 返 済 す る こ と が 選 択 で き た 。  

こ の 準 消 費 貸 借 契 約 説 は 、 こ の 銀 行 系 カ ー ド 会 社 が 行 っ て い

た マ ン ス リ ー ク リ ア 代 金 相 当 額 の 自 動 貸 付 や 当 座 貸 越 と 同 様 の

性 質 を も つ も の と 考 え ら れ る が 、 カ ー ド 会 社 の 販 売 店 に 対 す る

資 金 交 付 後 に 新 た に 行 わ れ る 返 済 資 金 の 貸 付 で あ り 、 割 賦 販 売

法 の 適 用 外 と の 見 解 が 存 在 し て お り ( 2 6 6 ) 、 現 実 に 割 賦 販 売 法 違

反 と し て 所 管 庁 が 対 応 し た こ と も な か っ た 。こ の 見 解 に よ れ ば 、

こ の 一 連 の 取 引 に 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 は な い こ と か ら 、 リ ボ ル

ビ ン グ ロ ー ン の 借 入 に 関 し て 、 マ ン ス リ ー ク リ ア 方 式 で 決 済 し

た 商 品 等 に 起 因 す る 抗 弁 権 は 認 め ら れ な い こ と に な ろ う 。  

 

3）  個 別 債 権 関 係 残 存 説 に 基 づ く 支 払 時 期 変 更 説  

後 に 、③ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 員 契 約 の 事 後 的 な 支 払 条 件（ 内

容 ） の 変 更 の 合 意 が あ っ た と す る 見 解 （ 個 別 債 権 関 係 残 存 説 に

基 づ く 支 払 時 期 変 更 説 ） に 立 っ た 場 合 は ど う な る か 。  

当 事 者 間 に す で に 成 立 し て い る カ ー ド 利 用 基 本 契 約 に 基 づ き

個 別 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 し た こ と で 発 生 し た 代 金 債 権 に

付 さ れ て い た 当 初 の 支 払 条 件 を 事 後 的 に 双 方 合 意 の 上 で 、 カ ー

ド 会 社 の 指 定 す る 支 払 時 期 ・ 支 払 方 法 に 変 更 し た と 考 え る も の

で あ る 。 で は 、 い っ た ん 合 意 し た 1 回 払 い で の 支 払 方 法 と 支 払

時 期 に 関 す る 特 約 に つ い て 、 再 度 リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 す る

と い う 合 意 を ど う 解 釈 す れ ば よ い だ ろ う か 。  
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も 重 要 な 点 は 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 し た こ と で 、 事 後

的 に 割 賦 販 売 法 を 適 用 す る と の 合 意 も 含 ま れ て い る か ど う か で

あ る 。 こ れ は 、 1 回 払 い で 購 入 し 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 し

た 場 合 で あ っ て 、 カ ー ド 利 用 に 伴 う 個 別 契 約 は 、 そ の ま ま 存 続

す る か ら 、当 該 個 別 契 約 に 係 る 商 品 等 に 瑕 疵 が あ る 場 合 な ど に 、

抗 弁 の 接 続 に 関 し 、 大 き く 影 響 す る 。  

J C B会 員 規 約 で は 、2 9条 2項 に お い て「 本 会 員 は 、シ ョ ッ ピ ン

グ リ ボ 払 い 、 シ ョ ッ ピ ン グ 分 割 払 い 、 シ ョ ッ ピ ン グ 2  回 払 い ま

た は ボ ー ナ ス 1  回 払 い を 指 定 し て 購 入 し た 商 品 も し く は 割 賦

販 売 法 に 定 め る 指 定 権 利 、 ま た は 提 供 を 受 け た 役 務 （ 以 下 併 せ

て 「 商 品 等 」 と い う 。 ） に つ い て 次 の 事 由 が 存 す る と き は 、 そ

の 事 由 が 解 消 さ れ る ま で の 間 、 当 該 事 由 の 存 す る 商 品 等 に つ い

て 、 当 社 へ の 支 払 を 停 止 す る こ と が で き る も の と し ま す 」 （ 下

線 は 引 用 者 ） と し 、 支 払 停 止 が 可 能 な 支 払 方 法 か ら 、 1回 払 い

を 除 外 し て い る 。 ま た 、 三 井 住 友 カ ー ド で は 、 「 会 員 は 、 リ ボ

ル ビ ン グ 払 い 、 分 割 払 い 、 2回 払 い お よ び ボ ー ナ ス 一 括 払 い に

よ り 購 入 し た 商 品 等 に つ い て 次 の 事 由 が 存 す る と き は 、 当 該 事

由 が 解 消 さ れ る ま で の 間 、 当 社 に 対 し 当 該 事 由 に 係 る 商 品 等 に

つ い て 支 払 を 停 止 す る こ と が で き ま す 。 但 し 、 割 賦 販 売 法 の 規

定 の 適 用 が な い か そ の 適 用 が 除 外 さ れ る 取 引 、 商 品 ・ 権 利 ・ 役

務 に つ い て は こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。」（ 下 線 は 引 用 者 ）と し 、

1回 払 い 取 引 を 除 く ほ か 、 割 賦 販 売 法 の 規 定 の 適 用 が な い か 、

適 用 が 除 外 さ れ る 取 引 を 除 外 す る 旨 を 明 示 し て い る 。  

こ れ ら の 規 定 に よ れ ば 、 海 外 利 用 の よ う に 割 賦 販 売 法 の 適 用

が 除 外 さ れ て い る 取 引 、1 回 払 い を 指 定 し て 購 入 し た 商 品 に は 、

割 賦 販 売 法 の 適 用 が な い た め 、 支 払 停 止 の 対 象 で は な い こ と を

意 図 し て い る よ う に 思 わ れ る 。  

こ の よ う に 、 抗 弁 の 接 続 が 認 め ら れ な い 1 回 払 い を 変 更 す る

と い う こ と は 、 カ ー ド 会 社 の 請 求 、 債 権 管 理 に 重 大 な 影 響 を 与
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え る こ と に な る が 、 当 初 の 取 引 に 割 賦 販 売 法 の 適 用 が な い 取 引

に つ い て は 、支 払 停 止 の 抗 弁 は 認 め ら れ な い 旨 表 示 を し て お り 、

「 あ と リ ボ 」 払 い に 変 更 後 に 支 払 停 止 の 抗 弁 を 認 め る と の 明 示

的 な 約 束 や 広 告・勧 誘 行 為 な ど を 行 っ て い る わ け で も な い 限 り 、

「 あ と リ ボ 」は 、一 旦 成 立 し た 支 払 条 件 の 変 更 に 過 ぎ な い た め 、

当 初 の 支 払 方 法 が 1 回 払 い で あ る 以 上 、 支 払 停 止 の 抗 弁 は 認 め

る 意 思 を 含 め た 合 意 で は な い と 考 え ら れ る ( 2 6 7 ) 。  

な お 、 支 払 条 件 の 変 更 に よ り 、 民 法 5 1 3 条 の 更 改 が な さ れ た

と す る こ と も 考 え ら れ る 。 更 改 と 考 え れ ば 、 カ ー ド 利 用 代 金 に

関 す る 債 務 は 一 旦 消 滅 し 、 新 た な リ ボ ル ビ ン グ 返 済 特 約 付 き の

債 権 債 務 関 係 が 発 生 し た こ と に な る 。 ま た 、 旧 債 務 は 消 滅 し 、

所 有 権 留 保 も 原 則 消 滅 し 、 旧 債 務 に 係 る 抗 弁 権 も 伴 わ な い こ と

に な る ( 2 6 8 ) 。  

し か し な が ら 、 更 改 と 解 す る こ と は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引

の 実 態 面 に も そ ぐ わ な い ば か り か 、 そ も そ も 、 支 払 条 件 の リ ボ

ル ビ ン グ 払 い へ の 変 更 が 「 債 務 の 要 素 を 変 更 す る 契 約 」 と ま で

と い え る か 疑 問 が あ る ( 2 6 9 ) 。  

 

4）  「 あ と リ ボ 」 の 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん の 該 当 性  

こ こ で 、「 あ と リ ボ 」が 、抗 弁 の 接 続 の 認 め ら れ る 包 括 信 用 購

入 あ っ せ ん に 該 当 す る か 検 討 し て み よ う 。  

リ ボ ル ビ ン グ 方 式 の 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん の 定 義 は 、「カ ー ド

等 を 利 用 者 に 交 付 し ま た は 付 与 し 、 当 該 利 用 者 が そ の カ ー ド 等

を 提 示 」 等 し て 「 特 定 の 販 売 業 者 か ら 商 品 」 を 購 入 す る 「 と き

は 、当 該 販 売 業 者 」「 の 代 金 」「 に 相 当 す る 額 の 交 付 」「 を す る と

と も に 、 当 該 利 用 者 か ら あ ら か じ め 定 め ら れ た 時 期 ご と に 当 該

商 品 」「の 対 価 の 合 計 額 を 基 礎 と し て あ ら か じ め 定 め ら れ た 方 法

に よ り 算 定 し て 得 た 金 額 を 受 領 す る こ と 」（ 割 賦 販 売 法 2 条 3

項 2 号 ） と さ れ て い る 。  
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し か し 、「 あ と リ ボ 」 の 場 合 は 、 当 初 は 、「 あ ら か じ め 定 め ら

れ た 期 日 」 に 支 払 い 、 包 括 購 入 あ っ せ ん に 該 当 し な い こ と と し

て 成 立 し た 個 別 の 利 用 契 約 を 「 事 後 的 に 」 か つ 「 あ ら た な 合 意

に よ っ て 」 支 払 の 条 件 （ 支 払 額 、 手 数 料 の 計 算 方 法 ） の み を 変

更 し て い る だ け で あ り 、 改 め て 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い す る こ と を

約 し て 特 定 販 売 業 者 等 に 購 入 商 品 等 の 代 金 の 支 払 を 依 頼 し て い

る わ け で は な い の で 、 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 の 定 義 に は 該 当 し な い

の で は な い か と 考 え ら れ る 。  

ま た 、 国 際 カ ー ド 取 引 は 、 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん の 定 義 に お

い て 明 確 に 除 外 さ れ た 取 引 で あ る だ け で な く 、 利 用 時 点 で は 、

あ と か ら リ ボ ル ビ ン グ 払 い で 商 品 等 を 購 入 す る と い う 意 思 は 、

カ ー ド 発 行 会 社 に も 、 加 盟 店 管 理 会 社 、 販 売 業 者 に も ま っ た く

示 さ れ て お ら ず 、 カ ー ド 会 社 は 、 マ ン ス リ ー ク リ ア で の 利 用 で

あ る こ と を 前 提 に 、 販 売 承 認 を 出 し て い る の で あ る 。 し た が っ

て 、 国 際 カ ー ド を 提 示 し 、 販 売 承 認 を 得 た 時 点 で は リ ボ ル ビ ン

グ 払 い の 合 意 は な く 、そ の 時 点 で 割 賦 販 売 法 2 条 3 項 2 号 の 定

義 を 満 た し て い る と は い え な い 。  

こ の よ う に 、 国 際 カ ー ド の 利 用 は 、 原 則 と し て 、 1 回 払 い で

あ り 、包 括 購 入 あ っ せ ん と な る 要 件 を 満 た し て い な い う え ( 2 7 0 ) 、

後 日 の リ ボ ル ビ ン グ 支 払 の 合 意 が 成 立 し た 時 点 で は 、 既 に 必 要

資 金 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 か ら 交 付 済 み で あ り 、 カ ー ド 発 行 会 社

も 国 際 ブ ラ ン ド と の 決 済 も 完 了 し て お り 、「 あ と リ ボ 」の 申 込 み

と 承 諾 に よ っ て 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 対 応 す る 新 た な 資 金 の 交

付 等 の 手 続 が な さ れ る わ け で も 、 取 引 内 容 が 修 正 さ れ る わ け で

も な い 。 し た が っ て 、 リ ボ ル ビ ン グ 式 カ ー ド の 割 賦 販 売 法 の 定

義 を 満 さ な い の で 、要 件 を 欠 く こ と は 明 ら か で あ る と い え よ う 。 

 

（ 3）  「 あ と リ ボ 」 と 抗 弁 接 続 に 関 す る 私 見  

私 見 は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 し て 代 金 を 決 済 し た 時 点 で
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は 、 1 回 払 い と い う 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん に 該 当 し な い 取 引 を

選 択 し た 以 上 、事 後 的 に リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 し た と し て も 、

割 賦 販 売 法 の 適 用 の あ る 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん と は な り 得 ず 、

し た が っ て 、 抗 弁 権 を 認 め る こ と は で き な い と 解 す る 。  

「 あ と リ ボ 」 払 い へ の 変 更 は 、 1 回 払 い の 返 済 か ら 、 支 払 時

期 の 到 来 前 に 「 利 用 者 か ら あ ら か じ め 定 め ら れ た 時 期 ご と に 商

品 等 の 代 金 等 の 合 計 額 を 基 礎 と し て あ ら か じ め 定 め ら れ た 方 法

に よ り 算 定 し て 得 た 金 額 を 受 領 す る こ と 」 に 変 更 さ れ る の で 、

割 賦 販 売 法 の 適 用 が あ る よ う に 見 え る 。  

し か し 、「 あ と リ ボ 」機 能 に つ い て は 、リ ボ 専 用 カ ー ド の よ う

に 、 す べ て の カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ が 自 動 的 に リ ボ ル ビ ン グ 支 払

に 変 更 す る と い う 合 意 が あ ら か じ め 存 在 し て い る わ け で な い 。

し か も 、「 あ と リ ボ 」払 い と す る 対 象 取 引 を 個 別 の 利 用 単 位 で 特

定 す べ き と さ れ て い る こ と ( 2 7 1 ) 、 当 該 カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 利 用

代 金 の 当 初 支 払 約 定 日 よ り 一 定 期 間 以 前 に 申 出 る こ と と さ れ て

い る こ と ( 2 7 2 ) 、「 あ と リ ボ 」の 利 用 に は 、会 社 の 承 認 を 得 る こ と

が 条 件 と な っ て い る こ と ( 2 7 3 ) 、包 括 支 払 可 能 見 込 額 の 関 係 で「 あ

と リ ボ 」 へ の 変 更 が 認 め ら れ な い 場 合 が あ る こ と な ど ( 2 7 4 ) 、 各

社 の 会 員 規 約 に お い て 「 あ と リ ボ 」 を 認 め る 要 件 や 一 定 の 制 約

が 示 さ れ て お り 、 一 定 の 条 件 の も と 顧 客 利 便 性 の 提 供 、 債 権 の

良 質 化 、 手 数 料 収 益 の 拡 大 な ど を 目 的 に し た カ ー ド 代 金 の 支 払

期 間 ・ 支 払 金 額 の 事 後 的 な 変 更 に 過 ぎ な い と 考 え ら れ る 。  

こ の 点 に 関 し て は 、 先 に あ げ た 当 座 貸 越 制 度 や リ ボ ル ビ ン グ

ロ ー ン の 提 供 に よ る マ ン ス リ ー ク リ ア の 代 金 の 実 質 的 な リ ボ ル

ビ ン グ 払 い が 、 割 賦 販 売 法 の リ ボ ル ビ ン グ 払 い （ 包 括 信 用 購 入

あ っ せ ん ） に 該 当 し な い の と ま っ た く 同 じ と 考 え て よ い の で は

な い か 。 す な わ ち 、 い っ た ん 完 結 し た カ ー ド 取 引 の 支 払 時 期 と

支 払 方 法 を 変 更 す る 新 た な 契 約 行 為 と み る こ と が で き る の で あ

り 、 し か も 、 そ れ は 、 カ ー ド 会 員 の 自 由 意 思 に よ り 行 わ れ る の
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で あ っ て 、カ ー ド 会 社 に は 、1 回 払 い の 時 の 与 信 審 査 と は 別 に 、

リ ボ ル ビ ン グ 払 い の 新 た な 審 査 を 行 っ て い る こ と が 会 員 規 約 か

ら う か が え る の で 、 同 じ 事 業 者 で あ っ て も 、 別 個 の 合 意 と 認 識

す る の が 妥 当 で あ る と 考 え る 。  

ま た 、「 あ と リ ボ 」に つ い て 、割 賦 販 売 法 の 適 用 を 肯 定 し た 場

合 に は 、 先 に 述 べ た 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 関 係 販 売 業 者 に お け

る 義 務 違 反 の 懸 念 が あ る ほ か 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 を 予 定 し て い

な い 海 外 の 販 売 店 と の 取 引 、 も し く は 支 払 停 止 の 抗 弁 以 外 の 適

用 を 含 め 割 賦 販 売 法 の 適 用 を 回 避 す る 目 的 で 、 1 回 払 い し か 取

り 扱 わ な い 契 約 を 行 っ た 販 売 店 と の 取 引 で あ っ て も 、 カ ー ド 会

員 が 「 あ と リ ボ 」 を 選 択 し た 途 端 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 を 受 け 、

当 初 会 員 規 約 等 に お い て 当 該 取 引 で 負 担 し な い こ と を 明 確 に し

て い る リ ス ク を 負 担 さ せ ら れ る こ と に な り か ね な い 。 当 事 者 の

意 思 に 反 し て 予 測 し な い 結 果 を 強 い る こ と は 、 取 引 の 安 全 性 を

害 し 、ま た 不 合 理 な 結 果 を も た ら す の で 、許 さ れ な い と 考 え る 。  

 

（ 4）  小 括  

以 上 の よ う に 、「 あ と リ ボ 」払 い に つ い て 、割 賦 販 売 法 の 適 用

を 肯 定 し た 場 合 に は 、 カ ー ド 会 社 の 意 思 に 反 す る ほ か 、 実 際 問

題 と し て 、 割 賦 販 売 法 の 遵 守 が で き な い 点 に 難 が あ る 。  

し た が っ て 、「 あ と リ ボ 」払 い の 法 的 性 質 に 関 し て は 、割 賦 販

売 法 3 0 条 の 5 が 前 提 に す る 個 別 債 権 関 係 残 存 説 に 従 っ て 、 支

払 時 期 ・ 方 法 の 変 更 と み る の が 妥 当 と 解 す る 。  

な お 、「 あ と リ ボ 」利 用 の カ ー ド 会 員 の 個 別 申 請 と そ れ に 対 す

る 承 認 が 形 式 的 で あ り 、 リ ボ 専 用 カ ー ド と 同 様 に 、 自 動 的 に す

べ て の 利 用 代 金 が 「 あ と リ ボ 」 に 組 み 替 え ら れ て い る と 判 断 さ

れ る よ う な 場 合 も 考 え ら れ る 。 こ の よ う な 場 合 で は 、 予 約 完 結

権 ・ 選 択 権 の 行 使 に よ り 、「 あ と リ ボ 」払 い は 、国 内 利 用 に 関 し

て は 割 賦 販 売 法 の リ ボ ル ビ ン グ 方 式 に 該 当 す る と し て 、 割 賦 販
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売 法 の 適 用 の 下 、 支 払 停 止 の 抗 弁 等 の 民 事 ル ー ル が 適 用 さ れ る

こ と も 考 え ら れ る 。  

こ の よ う に 、「 あ と リ ボ 」に 関 し て は 、個 別 の カ ー ド 発 行 会 社

に よ っ て 様 々 な 方 式 が 工 夫 さ れ て お り 、 一 概 に 割 賦 販 売 法 の 民

事 規 定 を 排 除 で き る と い う こ と ま で は い え な い 。 そ れ ゆ え 、 個

別 の 「 あ と リ ボ 」 機 能 の 内 容 、 利 用 の 実 態 に 応 じ て 、 割 賦 販 売

法 の 民 事 規 定 の 適 用 や 類 推 適 用 の 当 否 を 判 断 す べ き で は な い か

と 考 え る 。  
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第 6 節  多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る  

抗 弁 の 対 抗 問 題  

 

1． 問 題 の 所 在  

 

前 節 ま で の 検 討 を 通 じ て 、【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】【 四 当

事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】【 多 数 当 事 者 型 】取 引 に お い て は 、リ ボ ル

ビ ン グ 払 い 専 用 カ ー ド を 利 用 し た 場 合 は 、 原 則 と し て 抗 弁 の 接

続 が 認 め ら れ る も の の 、 そ も そ も 割 賦 販 売 法 の 適 用 を 排 除 し た

取 引 を 利 用 し て い た 場 合 は 、 事 後 的 に リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更

し て も 、 割 賦 販 売 法 に よ る 支 払 停 止 の 抗 弁 な ど の 民 事 ル ー ル に

よ り 、 救 済 さ れ な い ケ ー ス が 生 じ う る こ と が 明 ら か に な っ た 。  

そ こ で 、 国 際 カ ー ド の 利 用 者 で あ る 消 費 者 が 販 売 業 者 等 に 対

す る 抗 弁 を 有 し て い る 場 合 に お い て 、 ど の よ う な 抗 弁 が 保 護 さ

れ て 、 ま た 保 護 さ れ な い か 、 そ の 結 果 は カ ー ド 発 行 会 社 と カ ー

ド 会 員 の リ ス ク 配 分 に お い て 不 当 と い え る 事 態 を 引 き 起 こ さ な

い の か 確 認 し て お く 必 要 が あ ろ う 。 通 常 は 、 契 約 に 習 熟 し て い

な い 、 損 失 負 担 能 力 が 低 い 等 、 割 賦 購 入 あ っ せ ん 業 者 に 比 し て

不 利 な 立 場 に お か れ る 消 費 者 を 保 護 す べ き 状 況 が 生 じ る の で あ

れ ば 、 こ の 結 論 を 新 た な 観 点 で 再 検 討 す る こ と が 必 要 だ と 考 え

ら れ る か ら で あ る 。  

こ の 問 題 を 検 討 す る 手 順 と し て 、 ま ず 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取

引 に お け る 割 賦 販 売 法 に よ る 現 状 の 保 護 内 容 を 確 認 す る 。  

次 に 、 国 際 カ ー ド 取 引 に お け る ブ ラ ン ド 内 の 諸 制 度 を 利 用 し

た 救 済 方 法 を 確 認 し 、 後 に こ れ ら の 比 較 ・ 検 討 を 行 う こ と と

す る 。  
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2． 抗 弁 権 が 認 め ら れ る 範 囲  

 

割 賦 販 売 法 で は 、 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 関 係 販 売 事 業 者 ・ 役

務 提 供 事 業 者 に 対 し て 生 じ て い る 事 由 と し て 、 抗 弁 事 由 と な る

も の は 、 法 律 上 明 文 で 、 そ の 範 囲 を 定 め た り 、 制 限 し た り し て

い る わ け で は な く 、 ま た 、 所 管 庁 の 解 説 書 に よ れ ば 、 必 ず し も

抗 弁 権 で な く と も 認 め ら れ る と す る ( 2 7 5 ) 。 し か し 、 与 信 業 者 に

対 す る 請 求 権 は 抗 弁 権 に は 含 れ ず 、 し た が っ て 、 与 信 業 者 に 対

し 販 売 業 者 等 か ら 納 入 さ れ な い 商 品 の 引 渡 し を 請 求 す る こ と 、

代 物 の 交 付 請 求 を す る こ と な ど は 、 認 め ら れ ず 、 ま た 、 修 補 の

請 求 や 損 害 賠 償 の 請 求 を 行 う こ と は で き な い ( 2 7 6 ) 。  

で は 、 実 際 に 、 ど の よ う な も の が 売 買 契 約 お よ び 役 務 提 供 契

約 （ 両 者 を 原 因 契 約 と 総 称 す る ） の 抗 弁 事 由 と な る か 。 ク レ ジ

ッ ト 取 引 を 念 頭 に 類 型 化 す れ ば 、 以 下 の 3 種 類 (① ・ ② ・ ③ )に

大 別 さ れ よ う ( 2 7 7 ) 。  

①  契 約 意 思 形 成 過 程 の 瑕 疵 の 抗 弁  
・ 錯 誤 に よ る 無 効  
・ 詐 欺 に よ る 取 消 し  
・ そ の 他 契 約 が 不 成 立 ・ 取 消 し  な ど  

②  契 約 の 履 行 関 係 に お け る 抗 弁  
・ 本 旨 に 従 っ た 履 行 が な い  
・ 商 品 の 未 納  
・ サ ー ビ ス の 不 提 供  
・ 見 本 ・ カ タ ロ グ と 異 な る も の の 引 渡 し  
・ 特 定 の 引 渡 し 日 に お け る 不 履 行  
・ 商 品 に 明 ら か な 瑕 疵 が あ る  
・ 隠 れ た 瑕 疵 が あ っ た   な ど  

③  債 権 債 務 関 係 の 消 滅 に よ る 抗 弁  
・（ 合 意 ） 解 除 し た  
・ 返 品 特 約 に よ る 返 品 を し た         

・ ク ー リ ン グ ・ オ フ し た  

こ こ に 掲 げ た 抗 弁 事 由 は 、 第 1 次 的 に は 、 当 該 契 約 の 相 手 方

当 事 者 で あ る 販 売 店 と の 契 約 の 締 結 過 程 、 履 行 過 程 な ど に 問 題

に 起 因 し て い る の で 、当 事 者 間 で の 解 決 が 求 め ら れ る 。し か し 、
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そ れ が 解 決 で き な い ま ま 、 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 か ら の 立

替 払 契 約 等 に 基 づ く 請 求 が 行 わ れ た と き に 、 購 入 者 等 が 請 求 を

正 当 に 拒 め る 権 利 と し て 、割 賦 販 売 法 に お い て 認 め ら れ て い る 。

そ う す る と 、 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 は 、 こ の 抗 弁 が 解 消 さ

れ な い 限 り 支 払 請 求 を 行 う こ と が で き な い の で 、 当 該 販 売 店 等

に 対 し 、 加 盟 店 契 約 に 基 づ き 解 決 を 促 進 す る こ と で 、 購 入 者 等

の 保 護 を 図 る 仕 組 み と な っ て い る 。  

し か し 、 国 際 カ ー ド 取 引 に お け る オ ン ・ オ ン ア ス 取 引 で は 、

カ ー ド 会 員 か ら 抗 弁 を 申 し 立 て ら れ て も 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 、

加 盟 店 と 直 接 加 盟 店 契 約 が な い た め 、 直 接 的 に 折 衝 す る こ と が

で き ず 、 ま た 決 済 代 行 会 社 を 経 由 し て い る 場 合 は 、 そ の 販 売 店

を 知 る こ と も で き な い た め 、 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引

の よ う に は 、 問 題 の 解 決 が で き な い 。 そ う す る と 、 割 賦 販 売 法

の 適 用 が あ る 取 引 で あ れ ば 、 カ ー ド 発 行 会 社 に と っ て 問 題 が 解

決 で き な い 以 上 、 カ ー ド 会 員 に は 請 求 が で き な い と い う 事 態 が

生 じ 、 割 賦 販 売 法 が 適 用 さ れ な い 取 引 な ら ば 、 カ ー ド 会 員 に と

っ て は 抗 弁 事 由 が あ る が 、 抗 弁 事 由 の 未 解 決 を 理 由 と し て 、 支

払 を 拒 む こ と が で き な い こ と に な り 、 い ず れ か が 不 利 益 を 被 る

こ と に な る 。  

 

3． チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク の 活 用 に よ る 解 決  

 

（ 1）  チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度  

チ ャ ー ジ・バ ッ ク と は 、「代 金 請 求 の 差 戻 し 」の 意 味 で あ る が

( 2 7 8 ) 、国 際 カ ー ド 取 引 に お け る「 チ ャ ー ジ・バ ッ ク 制 度 」と は 、

カ ー ド 発 行 会 社 が 加 盟 店 管 理 会 社 か ら 取 引 デ ー タ の 提 供 を 受 け

た 後 に 、 誤 り や 不 正 ま た は 瑕 疵 が 疑 わ れ る 場 合 に 、 異 議 を 申 し

立 て て 、 売 上 請 求 分 の 支 払 拒 否 、 ま た は 既 に 支 払 っ た 代 金 を 加

盟 店 管 理 会 社 か ら 取 り 戻 す 手 続 と し て 、 国 際 ブ ラ ン ド が 定 め る
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制 度 で あ る ( 2 7 9 ) 。  

こ れ は 、 決 済 シ ス テ ム を 利 用 す る 四 当 事 者 型 な い し 多 数 当 事

者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 設 け ら れ た 国 際 ブ ラ ン ド 決 済 シ

ス テ ム の 独 自 の 当 事 者 間 の 利 害 調 整 制 度 で あ る ( 2 8 0 ) 。  

【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】【 多

数 当 事 者 型 】 取 引 で は 、 カ ー ド 会 員 の 所 属 す る カ ー ド 会 社 の 加

盟 店 で ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 す る と は 限 ら な い 。そ う す る と 、

前 項 で み た よ う に 、 カ ー ド 発 行 会 社 が カ ー ド 会 員 の 抗 弁 を う け

て も 、 独 力 で 解 決 で き な い と い う 問 題 に 直 面 す る 。 そ こ で 、 国

際 カ ー ド 取 引 に お い て は 、 カ ー ド 発 行 会 社 が カ ー ド 会 員 の 申 し

出 を 受 け 、 そ の 申 出 事 由 が 適 切 で あ れ ば 、 ル ー ル に 則 り 、 加 盟

店 管 理 会 社 に 対 し て 販 売 店 か ら の 請 求 を 取 消 す 制 度 が 設 け ら れ

て い る 。 こ れ に よ り 加 盟 店 管 理 会 社 は 、 加 盟 店 契 約 に 基 づ い て

カ ー ド 会 員 が 取 引 し た 販 売 店 と 折 衝 す る こ と が 期 待 で き る の で 、

カ ー ド 会 員 に よ る 抗 弁 の 内 容 の 解 決 が 期 待 で き る こ と に な り 、

解 決 で き な い 場 合 で も 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 、 支 払 っ た 金 額 を 取

り 戻 す こ と も 可 能 に な り 、 前 項 で 指 摘 し た 問 題 点 を あ る 程 度 回

収 す る こ と が で き る と 考 え ら れ る 。  

 

（ 2）  チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由  

し か し 、「 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 」は 、国 際 ブ ラ ン ド 決 済 シ ス

テ ム を 利 用 す る カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店 管 理 会 社 間 の 調 整 を 目

的 に し て お り 、 カ ー ド 会 員 の 抗 弁 解 消 の 制 度 で は な い 。 し た が

っ て チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 を 活 用 し て 、 カ ー ド 会 員 の 苦 情 や 抗

弁 の 申 し 立 て を 解 決 す る こ と が で き る も の は 、 国 際 ブ ラ ン ド が

定 め る 「 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 ( C h a r g e b a c k  R e a s o n )」 に 該 当

す る 事 由 だ け で あ る 。  

チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 は 、 国 際 ブ ラ ン ド に よ り 若 干 異 な り 、

ま た 、 ア メ リ カ な ど 地 域 に よ り 特 別 な L o c a l  R e a s o n が 設 け ら
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れ る な ど 、 国 や 地 域 に よ っ て 、 対 象 事 由 が 異 な っ て い る こ と が

あ る ( 2 8 1 ) 。  

M a s t e r C a r d の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 に は 、 加 盟 店 の 金 額 入

力 ミ ス ・ 通 貨 単 位 の ミ ス ・ 二 重 処 理 ・ 請 求 の 遅 延 な ど 事 務 的 ・

手 続 上 の ミ ス ・ オ ー ソ ラ イ ズ を 受 け て い な い カ ー ド 番 号 や 架 空

の カ ー ド 番 号 で の 請 求 な ど が 認 め ら れ る ( 2 8 2 ) 。 請 求 す べ き 金 額

や 通 貨 単 位 の ミ ス な ど に つ い て は 、 顧 客 の 利 益 を 損 な う 場 合 が

あ る の で 、 こ の よ う な 誤 請 求 か ら 会 員 を 保 護 す る た め 、 チ ャ ー

ジ ・ バ ッ ク の 制 度 を 利 用 す る こ と が 可 能 で あ る 。  

ま た 、 カ ー ド を 利 用 し た 覚 え が な い と の 会 員 か ら の 申 し 出 が

あ っ た よ う な と き に は 、利 用 状 況 を 確 認 し た う え で 、「 詐 欺 的 取

引 」「 オ ー ソ リ の 不 取 得 と 詐 欺 的 取 引 」「 疑 わ し い 商 業 活 動 」 な

ど を 理 由 に 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 行 う こ と も 考 え ら れ る 。  

さ ら に 、会 員 か ら 、「 商 品 の 未 受 領 」「サ ー ビ ス の 不 提 供 」、「商

品 が 壊 れ て い た 」「商 品 が 注 文 品 と 異 な る 」な ど の 理 由 が あ る と

き も 、 期 間 内 で あ れ ば 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク の 利 用 は 可 能 と 考 え

ら れ る ( 2 8 3 ) 。  

 

〔 図 表 1 0〕  M a s t e r C a r d の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 ( 2 8 4 )  

分 類  チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由  期 間  

取 引 デ ー タ の 請 求  

R e q u e s t e d  T r a n s a c t i o n  D a t a  N o t  
R e c e i v e d  

6 0 日  

R e q u e s t e d / R e q u i r e d  I n f o r m a t i o n  
I l l e g i b l e  o r  M i s s i n g  

6 0 日  

オ ー ソ リ 処 理 の 問

題  

Wa r n i n g  B u l l e t i n  F i l e  4 5 日  

R e q u e s t e d / R e q u i r e d  A u t h o r i z a t i o n  N o t  
O b t a i n e d  

4 5 日  

C a r d  N o t  Va l i d  o r  E x p i r e d  1 2 0 日  

N o  C a r d h o l d e r  A u t h o r i z a t i o n  1 2 0 日  

デ ー タ プ ロ セ シ ン A c c o u n t  N u m b e r  N o t  o n  F i l e  4 5 日  
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グ 上 の 問 題  T r a n s a c t i o n  A m o u n t  D i f f e r s  1 2 0 日  

D u p l i c a t e  P r o c e s s i n g  1 2 0 日  

L a t e  P r e s e n t m e n t  1 2 0 日  

C o r r e c t  T r a n s a c t i o n  C u r r e n c y  C o d e  
N o t  P r o v i d e d  

1 2 0 日  

C r e d i t  P o s t e d  a s  P u r c h a s e  1 2 0 日  

C r e d i t  N o t  P r o c e s s e d  1 2 0 日  

C a r d - A c t i v a t e d  Te l e p h o n e  T r a n s a c t i o n  1 2 0 日  

取 引 の キ ャ ン セ ル  C a n c e l e d  R e c u r r i n g  T r a n s a c t i o n  1 2 0 日  

商 品 未 受 領 ・ サ ー

ビ ス 未 提 供 な ど  

N o n - R e c e i p t  o f  M e r c h a n d i s e  1 2 0 日  

S e r v i c e s  N o t  R e n d e r e d  1 2 0 日  

C a r d h o l d e r  D i s p u t e  ―D e f e c t i v e / N o t  A s  
D e s c r i b e d  

1 2 0 日  

不 正 使 用  

F r a u d u l e n t  P r o c e s s i n g  o f  T r a n s a c t i o n  1 2 0 日  

R e q u e s t e d / R e q u i r e d  A u t h o r i z a t i o n  N o t  
O b t a i n e d  a n d  F r a u d u l e n t  T r a n s a c t i o n  

1 2 0 日  

Q u e s t i o n a b l e  M e r c h a n t  A c t i v i t y  1 2 0 日  

C o u n t e r f e i t  T r a n s a c t i o n  M a g n e t i c  
S t r i p e  P O S  F r a u d  

1 2 0 日  

C a r d h o l d e r  D o e s  N o t  R e c o g n i z e  -  
P o t e n t i a l  F r a u d                

1 2 0 日  

一 方 、 V I S A の 場 合 は 、 以 下 の よ う な チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由

が 設 け ら れ て い る ( 2 8 5 ) 。  

〔 図 表 11〕  V I S A の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由  

分 類  チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由  

商 品 未 受 領 ・ サ ー

ビ ス の 不 提 供  

S e r v i c e s  N o t  P r o v i d e d  o r  M e r c h a n d i s e  n o t  
R e c e i v e d  

N o n - R e c e i p t  o f  C A S H  o r  L o a d  T r a n s a c t i o n  Va l u e
a t  A T M  o r  L o a d  D e v i c e  

取 引 の キ ャ ン セ ル  C a n c e l l e d  R e c u r r i n g  T r a n s a c t i o n  

破 損 品 等 の 返 品  N o t  A s  D e s c r i b e d  o r  D e f e c t i v e  M e r c h a n d i s e  

取 引 デ ー タ の 請 求  I l l e g i b l e  F u l f i l l m e n t  
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T r a n s a c t i o n  N o t  R e c o g n i z e d  

不 正 使 用  

F r a u d u l e n t  M u l t i p l e  T r a n s a c t i o n s  

C o u n t e r f e i t  T r a n s a c t i o n  

F r a u d u l e n t  T r a n s a c t i o n  -  C a r d  -  P r e s e n t  
E n v i r o n m e n t  

F r a u d u l e n t  T r a n s a c t i o n  -  C a r d  A b s e n t  
E n v i r o n m e n t  

M e r c h a n t  F r a u d  P e r f o r m a n c e  

オ ー ソ リ 処 理 の 問

題  

C a r d  r e c o v e r y  B u l l e t i n  o r  E x c e p t i o n  F i l e  

D e c l i n e d  A u t h o r i z a t i o n  

N o  A u t h o r i z a t i o n  

E x p i r e d  C a r d  

S e r v i c e  C o d e  V i o l a t i o n  

デ ー タ プ ロ セ シ ン

グ 上 の 問 題  

L a t e  P r e s e n t m e n t  

I n c o r r e c t  C u r r e n c y  o r  T r a n s a c t i o n  C o d e  o r  
D o m e s t i c  T r a n s a c t i o n  P r o c e s s i n g  V i o l a t i o n  

N o n - m a t c h i n g  A c c o u n t  N u m b e r  

I n c o r r e c t  T r a n s a c t i o n  A m o u n t  o r  A c c o u n t  
N u m b e r   

D u p l i c a t e  P r o c e s s i n g  

P a i d  b y  O t h e r  M e a n s  

 

事 務 的 な ミ ス や 手 続 上 の 問 題 に つ い て は 、「 伝 票 写 し の 返 送 が

な い 、 ま た は 判 読 不 能 」「 所 定 期 間 内 に 未 処 理 」「 正 し く な い 取

引 コ ー ド ・ 通 貨 コ ー ド 」「 承 認 な く 、 不 一 致 カ ー ド 番 号 処 理 」、

「 取 引 金 額 の 間 違 い 」「二 重 処 理 」、「別 の 手 段 で の 支 払 」な ど が

事 由 と し て 定 め て あ る 。  

オ ー ソ リ （ 販 売 承 認 ） 処 理 の 問 題 と し て 「 オ ー ソ リ 未 取 得 」

「 オ ー ソ リ 拒 否 」「期 限 切 れ カ ー ド 」「ア カ ウ ン ト ナ ン バ ー 相 違 」

な ど が あ る 。 通 販 な ど の 取 引 に 用 い ら れ る 事 由 で は 、「 商 品 未

着・サ ー ビ ス 未 提 供 」、「 カ タ ロ グ と 商 品 の 品 質 相 違 」「 取 引 の キ

ャ ン セ ル 」、「（ 破 損・欠 陥 に よ る ）返 品 」な ど が 定 め ら れ て い る 。

ま た 、 不 正 な 請 求 と し て は 、「 会 員 に カ ー ド 取 引 の 認 識 が な い 」

「 詐 欺 的 な 二 重 請 求 」「 加 盟 店 に よ る 偽 造 の 取 引 」「 架 空 の 番 号

で の 請 求 」「 対 面 取 引 で サ イ ン な し 」「 非 対 面 取 引 で の 会 員 認 証
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な し 」 な ど が 事 由 と し て 設 定 さ れ て い る 。  

 以 上 、 広 範 囲 に 事 由 が 設 定 さ れ て い る も の の 、 偽 造 カ ー ド 、

盗 難 ・ 紛 失 カ ー ド に よ る 被 害 に つ い て は 、 カ ー ド 発 行 銀 行 が 販

売 承 認 し て い る 場 合 は 、 原 則 と し て カ ー ド 発 行 銀 行 と 会 員 と の

間 で 解 決 さ れ る こ と に な る 。 こ の よ う な 扱 い で あ っ て も 、 偽 造

カ ー ド に 関 し て は 、 会 員 に 故 意 又 は 、 重 大 な 過 失 の な い 限 り 、

会 員 に 責 任 は な く 、 し た が っ て 請 求 が な さ れ な い し 、 盗 難 ・ 紛

失 カ ー ド の 利 用 に つ い て も 、 そ の 届 出 が カ ー ド 発 行 銀 行 に な さ

れ て い れ ば 、 本 人 の カ ー ド の 管 理 義 務 違 反 の な い 限 り 、 カ ー ド

保 険 で 補 償 さ れ る た め 、 問 題 は 生 じ な い 。  

た だ 、 カ ー ド 会 員 の 重 大 な 過 失 で 白 地 の 売 上 伝 票 に 署 名 し た

場 合 や 複 数 加 盟 店 間 の 伝 票 流 用 （ 同 じ 加 盟 店 で の 伝 票 流 用 や 二

重 請 求 は 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 対 象 ） な ど 不 正 な 手 続 は 対 象 外 と

さ れ て い る ( 2 8 6 ) 。  

 

（ 3）  実 質 的 な 救 済 制 度  

チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 は 、 不 確 か な 請 求 、 身 に 覚 え の な い 請

求 が あ る 場 合 に 、 カ ー ド 会 員 か ら の ク レ ー ム を も と に 、 加 盟 店

管 理 会 社 に 不 適 切 な 取 引 や 不 良 な 加 盟 店 を 認 識 さ せ る 手 段 で も

あ る 。  

一 方 、 カ ー ド 会 員 の 側 か ら す れ ば 、「 請 求 金 額 の 相 違 」「 金 額

の 変 更 」「伝 票 処 理 ミ ス 」「二 重 請 求 」「サ ー ビ ス が 提 供 さ れ な い 」

「 商 品 未 着 」「 詐 欺 的 取 引 」「 会 員 に カ ー ド 取 引 の 認 識 が な い 」

「 詐 欺 的 な 二 重 請 求 」 な ど の 事 由 が あ れ ば 、 カ ー ド 発 行 会 社 に

申 し 出 る こ と で 、解 決 で き る 可 能 性 が き わ め て 高 い と 考 え ら れ 、

カ ー ド 会 員 の 救 済 手 段 と し て も 活 用 す る こ と が で き る 。  

た と え ば 、 カ ー ド 会 員 は 、 利 用 し た 覚 え の な い 、 ま た は 、 請

求 金 額 等 が 間 違 い で あ る 場 合 に は 、 そ の 裏 付 け と な る 売 上 票 そ

の 他 の 書 面 を カ ー ド 発 行 会 社 に 提 出 す る こ と で 、 カ ー ド 発 行 会
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社 は 、加 盟 店 管 理 会 社 の 売 上 請 求 デ ー タ に 対 す る 支 払 を 拒 否 し 、

支 払 っ た 額 を 取 り 戻 す こ と が で き る 。 海 外 で 不 良 加 盟 店 に 二 重

に 請 求 さ れ る 、 パ ソ コ ン を 持 っ て い な い の に イ ン タ ー ネ ッ ト 関

連 の 請 求 を 受 け る よ う な 場 合 に も 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 利 用 し

て 、 問 題 を 解 決 で き る こ と に な る 。  

カ タ ロ グ 通 販 な ど で は 、 商 品 の 一 部 未 納 、 数 量 の 不 足 、 到 着

商 品 の 破 損 な ど が 発 生 し う る が 、 商 品 の 未 着 と し て チ ャ ー ジ ・

バ ッ ク が で き 、 旅 行 ・ 宿 泊 、 レ ン タ カ ー な ど で は 、 サ ー ビ ス 内

容 の 相 違 、 キ ャ ン セ ル 未 処 理 な ど は 、 サ ー ビ ス の 未 提 供 と し て

争 う こ と も 可 能 と 考 え ら れ る ( 2 8 7 ) 。  

こ の よ う に 見 て く る と 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク は 、 カ ー ド 会 員 に

と っ て 売 主 の 債 務 不 履 行 や 不 完 全 履 行 に 対 す る 対 抗 手 段 と し て 、

間 接 的 な カ ー ド 会 員 の 保 護 制 度 と み る こ と も で き る 。  

 

（ 4）  両 制 度 の 救 済 内 容 の 比 較  

そ こ で 支 払 停 止 の 抗 弁 が と し て 考 え ら れ る 各 事 由 に つ き 、 一

般 的 な 国 際 チ ャ ー ジ・バ ッ ク 事 由 を も と に 、ど こ ま で チ ャ ー ジ・

バ ッ ク で カ ー ド 会 員 の 抗 弁 が カ バ ー さ れ て い る の か を 種 類 ご と

に ま と め る と 、 以 下 の よ う に な る 。  

１ )抗 弁 事 由 と チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 の 比 較  

〔 図 表 1 2〕  抗 弁 事 由 と チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 の 対 比 ( 2 8 8 )  

 抗 弁 の 種 類  抗 弁 事 由 の 例 示  チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由

成

立

上

の

抗

弁

関

係  

・ 原 因 契 約 の 不 成 立  
契 約 不 成 立 、 名 義 冒 用 、

申 込 み の 撤 回 、 契 約 の

不 知 ・ 否 認  

・ 会 員 の 未 承 認 、 別 途

支 払 済 み  
・ 無 権 原 使 用 、 取 引 キ

ャ ン セ ル  
・ 覚 え の な い 取 引  
・ キ ャ ン セ ル 頻 発 取 引  

・ そ の 他 原 因 契 約 の 成

立 に つ い て の 抗 弁  

合 意 内 容 の 相 違 、 請 求

額 の 誤 り  
・ 契 約 内 容 の 変 更  

・ 二 重 請 求 、 取 引 額 相

違 、  
・ 覚 え の な い 取 引  
・ 取 引 通 貨 コ ー ド の 誤

り  

・ 原 因 契 約 の 無 効  
・ 錯 誤 、 虚 偽 表 示 、 公

序 良 俗 違 反  

・ 詐 欺 的 取 引  
・ 会 員 未 承 認 （ 詐 欺 の

可 能 性 ）  
・ 疑 わ し い 商 業 活 動  
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・ 原 因 契 約 の 取 消 に よ

る 消 滅  

詐 欺 、 強 迫 、 消 費 者 契

約 法 ・ 特 商 法 に よ る 取

消 し  

・ 詐 欺 的 取 引 、 無 権 限

使 用 、  
・ キ ャ ン セ ル 頻 発 取 引  

履

行

上

の

抗

弁

関

係  

・ 売 買 契 約 の 不 履 行 に

対 す る 抗 弁  

商 品 未 納 、 数 量 不 足 、

異 な る 商 品 の 納 入 、 破

損  

・ 商 品 の 未 受 領  
・ 欠 陥 品 ・ 説 明 と の 相

違 の 抗 弁  

・ 役 務 提 供 契 約 の 不 履

行 に 対 す る 抗 弁  

サ ー ビ ス の 未 提 供 、 契

約 と 異 な る サ ー ビ ス の

提 供  
・ サ ー ビ ス の 不 提 供  

・ 商 品 ま た は 指 定 権 利

の 販 売 の 条 件 と な っ

て い る 役 務 に つ い て

の 抗 弁  

付 帯 役 務 の 不 履 行 に 伴

う （ 一 部 ） 解 除 ・ 債 務

免 除  
・ サ ー ビ ス の 不 提 供  

・ 指 定 権 利 ま た は 、 役

務 の 提 供 の 条 件 と な

っ て い る 商 品 に つ い

て の 抗 弁  

付 帯 商 品 ・ 関 連 商 品 の

未 納 等 に 伴 う （ 一 部 ）

解 除 ・ 債 務 免 除  
・ 商 品 の 未 受 領  

・ 商 品 ま た は 役 務 の 条

件 と な っ て い る 権 利

に つ い て の 抗 弁  

付 帯 権 利 の 未 提 供 ・ 権

利 移 転 の 不 履 行 に 伴 う

一 部 解 除 、 一 部 の 債 務

免 除  

・ 商 品 の 未 受 領  
・ サ ー ビ ス の 不 提 供  

消

滅

上

の

抗

弁

関

係  

・ 原 因 契 約 の 解 除 に よ

る 消 滅  

合 意 解 除 、 債 務 不 履 行

に よ る 解 除 、 瑕 疵 担 保

責 任 に 基 づ く 解 除 、 ク

ー リ ン グ ・ オ フ  

・ 商 品 の 未 受 領  
・ サ ー ビ ス の 不 提 供  
・ 取 引 の キ ャ ン セ ル  
・ 欠 陥 品 ・ 説 明 と の 相

違 の 抗 弁  

・ そ の 他 理 由 に よ る 原

因 契 約 に つ い て 請 求

権 の 消 滅  

代 金 支 払 済 み 、 代 金 の

支 払 免 除  

・ 二 重 請 求  
・ 売 上 の 取 消 し の 誤 っ

た 処 理  
・ 別 途 支 払 済 み  

・ 原 因 契 約 の 請 求 権 の

一 部 消 滅  
代 金 の 一 部 支 払 済 み 、

代 金 の 一 部 支 払 免 除  

・ 取 引 額 相 違  
・ 売 上 の 取 消 し の 誤 っ

た 処 理  

そ

の

他

の

抗

弁

関

係  

・ 売 買 契 約 の 商 品 の 瑕

疵 等 に よ る 損 害 に つ

い て の 相 殺 等 の 抗 弁  

商 品 の 破 損 に よ る 人

的 ・ 財 産 的 損 害 の 発 生

（ 製 造 物 責 任 と そ れ 以

外 ）  

 

・ 役 務 提 供 契 約 の 提 供

に 伴 う 損 害 に つ い て

の 相 殺 等 の 抗 弁  

役 務 提 供 中 の 不 法 行 為

等 に 伴 う 損 害 賠 償 請 求

権 の 発 生 等 。  
 

・ 指 定 権 利 売 買 契 約 の

瑕 疵 等 に よ る 損 害 に

つ い て の 相 殺 等 の 抗

弁  

権 利 移 転 の 不 履 行 に 伴

う 差 損 金 の 発 生 等 、 機

会 損 失  
 

・ 不 安 の 抗 弁 に よ る 対

抗  
先 履 行 義 務 の 留 保   

・ そ の 他 特 約 に 関 す る

抗 弁  特 約 の 不 履 行 等 ( 2 8 9 )  
・ 商 品 未 受 領  
・ サ ー ビ ス の 不 提 供  

 

上 記〔 図 表 1 2〕か ら 知 ら れ る よ う に 、通 常 売 買 取 引 や 役 務 提

供 取 引 に お い て 契 約 の 不 成 立 、 解 消 等 の 抗 弁 、 商 品 や サ ー ビ ス

お よ び こ れ ら に 付 随 す る 取 引 に 関 し て 認 め ら れ る 抗 弁 事 由 に 関

し て 、 ほ ぼ 原 則 的 に チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 が 対 応 し て 存 在 し て
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い る こ と が 分 か る 。  

と こ ろ で 、 割 賦 販 売 法 で 認 め ら れ る 抗 弁 理 由 で あ っ て も 、 こ

れ に 対 応 す る チ ャ ー ジ・バ ッ ク 事 由 が 設 け ら れ て い な い の が「 取

引 に 派 生 し て 生 じ る そ の 他 の 抗 弁 」で あ る 。こ の 種 の 抗 弁 で は 、

売 主 ・ 供 給 者 に 対 す る 商 品 の 破 損 等 に よ る 人 的 ・ 財 産 的 損 害 請

求 権 、 債 務 不 履 行 に 基 づ く 損 害 賠 償 の 請 求 権 、 不 法 行 為 に 基 づ

く 損 害 賠 償 請 求 権 が 考 え ら れ る 。  

ま た 、 わ が 国 で は 、 ケ ー ス バ イ ケ ー ス で 認 め ら れ る こ と も 考

え ら れ る 「 不 安 の 抗 弁 」 や ( 2 9 0 ) 、 通 常 の 契 約 に は 付 帯 し な い 特

別 な 約 束 に 関 す る 抗 弁 な ど に つ い て も 、 対 応 す る チ ャ ー ジ ・ バ

ッ ク 事 由 は 見 当 た ら な い 。 こ の こ と は 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度

が カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店 管 理 会 社 間 の 清 算 手 続 で あ る こ と を

考 え れ ば 、 該 当 す る カ ー ド 会 員 に 発 生 す る 損 害 等 に 関 す る 事 由

が 設 け ら れ て い な い の は 当 然 で あ ろ う 。  

し か し 、 こ れ ら の 抗 弁 に 対 応 す る チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 が な

く て も 、 損 害 賠 償 請 求 権 の 場 合 、 請 求 権 発 生 以 前 に 、 商 品 の 瑕

疵 、 未 着 等 、 サ ー ビ ス 提 供 の 内 容 や 品 質 に 問 題 が あ る な ど 、 事

前 に 問 題 が 発 生 し て い る こ と が 考 え ら れ 、 そ れ ら の 問 題 に 基 づ

き 、 発 覚 時 点 で チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク が 可 能 と な っ て い る の で 、 こ

の よ う な 抗 弁 に 対 応 す る チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 が な く と も 、 支

払 停 止 の 抗 弁 の 問 題 は 、 対 応 で き て い る と 考 え ら れ る 。  

不 安 の 抗 弁 権 に つ い て は 、 現 在 の 法 律 に 基 づ く 有 効 な 抗 弁 と

い え る か 否 か に つ き 疑 問 が あ り ( 2 9 1 ) 、 そ も そ も カ ー ド 発 行 者 に

対 し て ど こ ま で 認 め ら れ る か と い う 解 決 さ れ て い な い 問 題 が あ

る こ と か ら 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 が 必 要 と は 考 え ら れ な い 。  

そ の 他 の 特 約 に 関 し て は 、 納 品 後 の サ ー ビ ス な ど の 特 約 に 対

価 性 が あ る の か 、 付 帯 契 約 な の か 、 お ま け な の か 、 な ど 内 容 は

様 々 で あ り 、 こ れ に 対 し て 抗 弁 が 認 め ら れ る か ど う か は 、 一 概

に 言 え な い 。 な お 、 商 品 未 納 や サ ー ビ ス の 不 提 供 な ど を 理 由 に
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チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 行 使 す る こ と も 考 え ら れ る 。  

し た が っ て 、 こ の よ う な 問 題 に 対 し て 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事

由 が 認 め ら れ て い な い こ と が 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 の あ る 取 引 の

場 合 に 比 べ て 、 著 し く カ ー ド 会 員 に 不 利 で あ る と ま で は い え な

い と 考 え ら れ る 。  

こ の よ う に 、 多 数 当 事 者 取 引 に お い て は 、 割 賦 販 売 法 の 適 用

が な い 取 引 で あ っ て も 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 手 続 に よ り 、 通 常 問

題 と な る 売 主 と の ト ラ ブ ル か ら の 救 済 手 段 と し て ほ ぼ カ バ ー さ

れ て い る と い え よ う 。  

 

2） 行 使 期 間 の 比 較  

チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク は 、 カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店 管 理 会 社 の カ

ー ド 会 員 が 行 っ た 加 盟 店 と の 取 引 に お け る 危 険 負 担 を 定 め て い

る も の で あ り 、 カ ー ド 発 行 会 社 の 権 利 行 使 期 間 に 一 定 の 制 限 が

設 け て あ る ( 2 9 2 ) 。 し た が っ て 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 、 カ ー ド 会 員

の 申 し 出 な ど を 受 け 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク す る と 決 定 し た ら 、 速

や か に 手 続 き を 行 う 必 要 が あ る 。  

そ の 行 使 期 間 は 、覚 え の な い 取 引 、請 求 額 の 誤 り 、二 重 請 求 、

キ ャ ン セ ル 未 処 理 、 強 迫 行 為 、 サ ー ビ ス の 未 提 供 、 商 品 未 納 な

ど の 事 由 で あ れ ば 、 カ ー ド 発 行 会 社 が 請 求 デ ー タ を 受 領 し て か

ら 1 2 0 日 営 業 日 と も 長 い 。 一 般 的 に 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 加 盟

店 管 理 会 社 か ら 受 領 し た デ ー タ に 基 づ き 、 受 領 日 か ら 遅 く と も

6 0 日 以 内 に は 、カ ー ド 会 員 に 代 金 請 求 を 行 う こ と か ら 、カ ー ド

会 員 は 、 利 用 日 か ら 2 か 月 以 上 の 余 裕 を も っ て 対 応 す る こ と が

可 能 と 考 え ら れ 、 請 求 書 を 受 領 後 し た 時 点 で は 、 取 引 に 問 題 が

あ れ ば 、 気 づ く こ と は 可 能 と 考 え ら れ る 。 し た が っ て 、 す ぐ に

カ ー ド 発 行 会 社 に 申 し 出 す れ ば 、ほ と ん ど の 抗 弁 事 由 に つ い て 、

チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク に よ り 解 決 が 可 能 な 状 態 で あ る と い え る で あ

ろ う 。  
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ま た 、 詐 欺 的 行 為 、 商 品 の 延 着 、 不 足 、 瑕 疵 、 継 続 的 サ ー ビ

ス の 一 部 不 提 供 な ど 履 行 上 の 抗 弁 に つ い て も 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ

ク 期 間 は 1 2 0 日 営 業 日 ま で の 期 間 内 に 制 限 さ れ て い る が 、加 盟

店 の 商 品 配 送 や サ ー ビ ス 提 供 の 遅 れ が あ る と き は 、 納 品 ・ 提 供

期 間 か ら 起 算 し て 1 2 0 日 と さ れ て お り ( 2 9 3 ) 、 納 品 ま た は サ ー ビ

ス 提 供 後 に 、約 4 か 月 間 の 余 裕 が あ る こ と か ら 、商 品 納 入 後 に 、

ま た は サ ー ビ ス 提 供 開 始 に 伴 い 、 商 品 の 内 容 な 品 質 、 サ ー ビ ス

内 容 や 品 質 を チ ェ ッ ク す る こ と で 、 対 応 が 十 分 可 能 と 考 え ら れ

る 。  

一 方 、 支 払 停 止 の 抗 弁 に つ い て は 、 申 出 の 時 期 に つ い て の 制

限 は 、 特 に 設 け ら れ て い な い 。 し た が っ て 、 い つ で も 申 出 は 可

能 で あ る 。 し か し 、 支 払 停 止 の 抗 弁 は 、 未 払 の 請 求 額 を 拒 む こ

と の で き る 権 利 な の で 、 抗 弁 の 発 生 す る 取 引 に つ い て 、 相 当 す

る 代 金 を 支 払 っ た 後 は 、 も は や 行 使 で き な い 。 こ の た め 、 実 質

的 に 代 金 支 払 い 時 期 ま で と い う 制 限 が あ る と 考 え ら れ る 。  

し か し な が ら 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 は 、 代 金 未 払 の 時 も 、

代 金 支 払 い 済 の 場 合 で も 、 認 め ら れ て い る の で ( 2 9 4 ) 、 短 期 与 信

に お い て は 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク の ほ う が 、 長 期 与 信 の 場 合 は 、

支 払 停 止 の 抗 弁 の ほ う が カ ー ド 会 員 に と っ て 有 利 と い え よ う 。  

 

３ ） 適 用 範 囲 の 比 較  

適 用 範 囲 に つ い て 両 者 を 比 較 し て み る と 、 以 下 の よ う に な る

( 2 9 5 ) 。  

 

〔 図 表 1 3〕  支 払 停 止 の 抗 弁 と チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク の 適 用 範 囲  

 支 払 停 止 の 抗 弁  チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク  

支 払 方 法  

・ 手 段  

1 回 払 い （ マ ン ス リ ー ク リ ア ）

を 除 く  

除 外 な し 。  

デ ビ ッ ト カ ー ド 、 プ リ ペ イ

ド カ ー ド 取 引 を 含 む  

対 象 商 品 ・  割 賦 販 売 法 で 適 用 除 外 さ れ 全 て の 取 引 を 対 象 と す る 。  
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サ ー ビ ス 等  た 商 品 ・ サ ー ビ ス 及 び 指 定

権 利 以 外 の 権 利 を 除 く  

適 用 下 限  

支 払 総 額 4 0 , 0 0 0 円 。  

（ リ ボ の 場 合 は 、 価 格 3 8 , 0 0 0

円 ）  

制 限 な し  

（ T & E カ ー ド に つ い て は 、 2 0

ド ル 相 当 額 ）  

適 用 対 象  

支 払 額  
未 払 部 分 に 限 る  

限 定 な し  

（ 支 払 い 済 み 、未 払 い 分 と も に

対 象 ）  

 

チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク の 場 合 、 全 て の 商 品 ・ サ ー ビ ス 取 引 で 、 あ

ら ゆ る 支 払 方 法 や 支 払 手 段 を 対 象 と し て 、原 則 適 用 下 限 が な く 、

し か も 、 支 払 い 済 み で あ っ て も 適 用 さ れ る の で 、 全 て の 項 目 で

支 払 い 停 止 の 抗 弁 よ り チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 が 優 っ て い る 。  

し た が っ て 、 国 際 カ ー ド 取 引 で は 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 が な い

取 引 で あ っ て も 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 を 活 用 す れ ば 、 法 的 に

購 入 者 の 抗 弁 権 が 認 め ら れ る 適 用 対 象 取 引 で な く て も 、 救 済 さ

れ る ケ ー ス が 増 え る と 考 え ら れ る ( 2 9 6 ) 。 そ う で あ れ ば 、 国 際 カ

ー ド 取 引 に 割 賦 販 売 法 の 適 用 が な い と し て も 、 カ ー ド 会 員 が 、

割 賦 販 売 法 が 適 用 さ れ る 場 合 に 比 べ て 、 著 し く 不 利 な 立 場 に 置

か れ る と い う 問 題 が 発 生 す る と は 、 必 ず し も い え な い と 考 え ら

れ る ( 2 9 7 ) 。  

 

（ 5）  チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 の 限 界  

と こ ろ で 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク は 、 カ ー ド 会 員 が 行 使 す る 権 利

で は な く 、カ ー ド 発 行 会 社 に 認 め ら れ た も の で あ る 。チ ャ ー ジ・

バ ッ ク は 、 カ ー ド 会 社 同 士 の 内 部 手 続 で あ る た め 、 カ ー ド 会 員

は 、 直 接 、 加 盟 店 管 理 会 社 や 販 売 店 に チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク を 請 求

す る 権 利 は な く ( 2 9 8 ) 、 ま た 交 渉 に も 参 加 で き な い 。 し か し 、 自

ら の 主 張 の 正 確 さ を 裏 付 け る た め に 、 カ ー ド 利 用 時 の 控 え 、 そ

の 他 関 係 資 料 の 提 出 な ど カ ー ド 発 行 会 社 に 協 力 す る こ と で 、 チ

ャ ー ジ ・ バ ッ ク 手 続 に よ っ て 結 果 的 に 救 済 を 受 け る こ と が で き
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る ( 2 9 9 ) 。  

た だ し 、 こ の 手 続 は 、 カ ー ド 発 行 会 社 が 請 求 を 受 け た と き か

ら 事 由 ご と に 短 ７ 日 長 1 2 0 日 と い う 申 し 出 期 限（ 各 ブ ラ ン

ド 、 事 由 別 に 異 な る ） が 定 め ら れ て い る 。 し た が っ て 、 カ ー ド

会 員 が 支 払 の 請 求 を 受 け て 以 降 、抗 弁 事 由 が 解 消 さ れ な い 限 り 、

返 済 を 要 し な い と い う 支 払 停 止 の 抗 弁 と は 異 な る 。  

わ が 国 の 国 内 カ ー ド 会 社 間 の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 は 、 詳 細

が 正 式 に は 公 開 さ れ て お ら ず 、 一 般 に 周 知 さ れ て い な い た め 、

あ ま り 活 用 さ れ て い な い と い わ れ て い る が ( 3 0 0 ) 、 多 数 当 事 者 型

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て は 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 が な い ケ

ー ス が 存 在 す る こ と か ら 、 今 後 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク の ル ー ル と 事

由 を 明 確 に し 、 適 用 範 囲 を 明 確 に し た 上 で 、 周 知 す る こ と を 通

じ て 、ト ラ ブ ル 解 決 方 法 の 一 つ に 加 え て ゆ く こ と が 期 待 さ れ る 。 

 

4． カ ー ド 利 用 者 保 護 に 残 さ れ た 問 題 点  

 

（ 1）  加 盟 店 調 査 義 務 の 導 入  

三 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に お い て は 、 カ ー ド 発 行 会 社 は 自 社 の

カ ー ド 会 員 か ら 、 ク レ ー ム 等 を 受 け た 場 合 、 加 盟 店 契 約 に 基 づ

き 、 自 社 の 加 盟 店 に 対 し て 、 直 接 状 況 を 把 握 し 、 直 接 調 査 を 行

っ て 、 問 題 を 解 決 す る こ と が 求 め ら れ て い る 。 こ の 点 に 関 し て

は 、平 成 2 0 ( 2 0 0 8 )年 の 割 賦 販 売 法 の 改 正 に よ り 、包 括 信 用 購 入

あ っ せ ん 業 者 に お い て 、 利 用 者 等 か ら の 「 苦 情 の 適 切 か つ 迅 速

な 処 理 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 」（ 同 法 3 0

条 の 5 の 2） と さ れ ( 3 0 1 ) 、 ま た 、 経 済 産 業 大 臣 の 認 定 す る 割 賦

販 売 協 会 の 定 め る 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん に 係 る 自 主 規 制 規 則

（ 以 下 「 包 括 自 主 規 制 規 則 」 と い う ） 5 9 条 に は 、「 会 員 は 、 利

用 者 ま た は 購 入 者 等 か ら 申 出 の あ っ た 苦 情 に 対 し 、 誠 実 な 対 応

を も っ て 適 切 か つ 迅 速 な 処 理 に 努 め る こ と と す る 。」と 定 め ら れ
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て い る 。  

一 方 、 平 成 2 0 ( 2 0 0 8 )年 改 正 割 賦 販 売 法 で は 、【 四 当 事 者 ・ 加

盟 店 開 放 型 】 を 念 頭 に 、 加 盟 店 管 理 会 社 を 「 包 括 信 用 購 入 あ っ

せ ん 関 係 立 替 払 取 次 業 者 」 と 定 義 し て 、 加 盟 店 管 理 会 社 と 包 括

信 用 購 入 あ っ せ ん 関 係 立 替 払 取 次 ぎ に 係 る 契 約 を 締 結 し た 販 売

業 者 や 役 務 提 供 業 者 に 関 す る 苦 情 の 対 応 に つ い て も 、 同 法 施 行

規 則 6 0 条 3 号 の 規 定 が 設 け ら れ 、 こ れ を 受 け た 自 主 規 制 機 関

で あ る 一 般 社 団 法 人 日 本 ク レ ジ ッ ト 協 会 の 包 括 自 主 規 制 規 則 で

は 、 加 盟 店 管 理 会 社 と 提 携 す る 販 売 業 者 お よ び 役 務 提 供 事 業 者

を 「 他 社 加 盟 店 」 と し て 以 下 の 規 定 を 置 い て い る ( 3 0 2 ) 。  

（ 他 社 加 盟 店 に 係 る 苦 情 に 基 づ く 調 査 等 ）  

第 6 5 条  会 員 は 、 第 6 0 条 の 規 定 に よ る 原 因 の 究 明 に よ り 知 っ た 事 項

か ら み て 、他 社 加 盟 店 に 係 る 苦 情 で あ る 場 合 で あ っ て 当 該 苦 情 の

発 生 状 況 か ら み て 利 用 者 ま た は 購 入 者 等 の 利 益 の 保 護 に 欠 け る

行 為 に 該 当 す る と 判 断 し た と き は 、 当 該 苦 情 の 内 容 に 応 じ 、 そ の

処 理 の た め の 必 要 な 事 項 を 調 査 し な け れ ば な ら な い 。  

2   会 員 は 、前 項 の 判 断 の 基 準 に つ い て 、あ ら か じ め 社 内 規 則 等 に

お い て 定 め て お く こ と と す る 。  

3   会 員 は 、第 1 項 の 調 査 の 実 施 お よ び そ の 調 査 結 果 の 報 告 に つ い

て 、当 該 他 社 加 盟 店 と 契 約 し て い る 立 替 払 取 次 業 者 に 依 頼 す る こ

と と す る 。  

4   会 員 は 、前 項 に よ り 立 替 払 取 次 業 者 か ら 報 告 を 受 け た 調 査 結 果

よ り 、当 該 他 社 加 盟 店 に お い て 苦 情 の 再 発 防 止 の た め 改 善 が 必 要

と 認 め る 場 合 に は 、そ の 状 況 に 応 じ て 当 該 他 社 加 盟 店 に 対 す る 所

要 の 措 置 を 講 ず る よ う 当 該 立 替 払 取 次 業 者 に 依 頼 す る こ と と す

る 。  

だ が 、 今 日 で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が 【 四 当 事 者 ・ 加 盟

店 開 放 型 】【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】か ら【 多 数 当 事 者 型 】に

移 行 し て い る こ と か ら 、 割 賦 販 売 法 を 通 じ て 上 記 の よ う な 規 律
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を 導 入 し て も 、 海 外 に あ る 加 盟 店 管 理 会 社 と 決 済 代 行 会 社 に つ

い て は 、 問 題 を 解 決 で き な い 事 態 が 増 加 し て い る 。  

苦 情 等 を 受 け た カ ー ド 発 行 会 社 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 に 対 し て

行 う べ き こ と は 、「調 査 の 実 施 お よ び そ の 調 査 結 果 の 報 告 に つ い

て 、 当 該 他 社 加 盟 店 と 契 約 し て い る 立 替 払 取 次 業 者 に 依 頼 す る

こ と 」 と 「 立 替 払 取 次 業 者 か ら 報 告 を 受 け た 調 査 結 果 よ り 、 当

該 他 社 加 盟 店 に お い て 苦 情 の 再 発 防 止 の た め 改 善 が 必 要 と 認 め

る 場 合 に は 、 そ の 状 況 に 応 じ て 当 該 他 社 加 盟 店 に 対 す る 所 要 の

措 置 を 講 ず る よ う 当 該 立 替 払 取 次 業 者 に 依 頼 す る こ と 」 で あ っ

て 、 あ く ま で 立 替 払 取 次 業 者 へ の 依 頼 が 求 め ら れ て い る に す ぎ

な い 。 立 替 払 取 次 業 者 と さ れ て い る 加 盟 店 管 理 会 社 が す べ て 、

わ が 国 の 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 登 録 を 受 け て い る 事 業 者 を 兼 ね

て い る 現 状 で あ れ ば 、 割 賦 販 売 法 に 基 づ く 登 録 制 度 の 下 で 経 済

産 業 省 の 監 督 下 に あ る こ と か ら 大 き な 効 果 が 期 待 で き る 。  

し か し 、近 年 は 、加 盟 店 管 理 業 務 の み を 行 う 事 業 者 が 存 在 し 、

割 賦 販 売 法 の 適 用 が 及 ば な い 決 済 代 行 会 社 や 海 外 の 加 盟 店 管 理

会 社 に 対 し て は 、 調 査 義 務 は 課 さ れ る こ と は な い 。  

し た が っ て 、 多 数 当 事 者 型 取 引 の 1 回 払 い の 場 合 は 、 チ ャ ー

ジ ・ バ ッ ク 事 由 に 該 当 し な い 限 り 、 そ し て 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク

が 終 的 に 受 け 入 れ ら れ な い 限 り 、 カ ー ド 会 員 を 保 護 す る こ と

は で き な い 状 況 に あ る 。  

 

（ 2）  現 行 法 に よ る 対 応 の 限 界  

従 来 は 、 カ ー ド 発 行 も 、 加 盟 店 管 理 も 同 じ カ ー ド 会 社 が 行 う

と い う 前 提 で 法 制 度 が 整 備 さ れ て き た 。 し か し 、 既 に 、 わ が 国

に は 、 カ ー ド 発 行 し か 行 わ な い ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 多 数 出

現 し て お り 、 加 盟 店 を 獲 得 し 、 加 盟 店 業 務 を 代 行 す る 収 納 代 行

業 者 の 数 は 把 握 で き て い な い ( 3 0 3 ) 。 こ の こ と は 、 割 賦 販 売 法 に

お い て 、 カ ー ド 取 引 に お け る ト ラ ブ ル に つ い て は 、 す べ て カ ー
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ド 発 行 会 社 に そ の 責 任 （ 損 失 ） を 負 担 さ せ る と い う 、 今 ま で の

カ ー ド 発 行 会 社 規 制 の 仕 組 み で は も は や 十 分 に 、 対 応 で き な い

と い う 限 界 を 示 し て い る 。  

近 特 に 問 題 に な り つ つ あ る の が 、平 成 2 0 ( 2 0 0 8 )年 改 正 の マ

イ ナ ス の 影 響 で あ る 。  

各 ク レ ジ ッ ト 会 社 お よ び カ ー ド 会 社 は 、 消 費 者 に 被 害 を 与 え

る よ う な 加 盟 店 を 認 定 割 賦 協 会 に 登 録 し 、 消 費 者 信 用 取 引 よ り

排 除 し 、 健 全 な 事 業 者 と 提 携 を 行 お う と 努 力 し て お り 、 そ の 成

果 は 、着 々 と 上 が っ て い る ( 3 0 4 ) 。し か し 、一 方 で 、「 出 会 い 系 サ

イ ト 」 利 用 代 金 の 決 済 な ど で 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の ク レ ー

ム が 増 加 し て い る こ と が 指 摘 さ れ て い る ( 3 0 5 ) 。  

こ の よ う な 種 類 の ク レ ー ム が 増 加 す る 根 本 的 な 原 因 は 、 多 数

当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 一 部 に 加 盟 店 契 約 を 取 り 消 し

た 公 序 良 俗 や 法 律 の 規 定 に 反 す る 国 内 販 売 店 と の 取 引 、 国 外 の

詐 欺 な ど 悪 質 な 商 法 を 行 う サ イ ト と の 取 引 な ど が 混 入 し て い る

こ と に あ る 。 ま た 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 だ け で な く 、 コ ン ビ

ニ 決 済 や プ リ ペ イ ド カ ー ド 決 済 を 含 め て 、 悪 質 加 盟 店 取 引 先 と

の 取 引 を 覚 知 し て 、 排 除 で き る 決 め 手 が な い こ と に あ る 。  

こ の 問 題 の 背 景 に は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 に お け る ボ ー ダ ー

レ ス な 取 引 の 増 加 が 大 い に 関 係 し て い る 。 す な わ ち 、 従 来 は 、

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 加 盟 店 を 獲 得 す る 加 盟 店 管 理 会 社 は 、 自 国 内

の 販 売 店 し か 加 盟 店 と す る こ と は で き な か っ た が 、 経 済 の グ ロ

ー バ ル 化 と イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 の 進 展 に よ り 、 イ ン タ ー ネ ッ ト

取 引 に 関 し て は 、 加 盟 店 管 理 会 社 の 所 在 国 外 の 海 外 加 盟 店 と の

提 携 も 許 さ れ て い る か ら で あ る ( 3 0 6 ) 。  

ま た 、 近 で は 、 P a y p a l  H e r e、 S q u a r e、 C o i n e y、 楽 天 ス マ

ー ト ペ イ な ど と い っ た ス マ ー ト フ ォ ン に カ ー ド 情 報 の 読 み 取 り

装 置 を セ ッ ト し て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 の 端 末 機 代 わ り に 利

用 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 サ ー ビ ス （ 以 下 「 モ バ イ ル 決 済 」
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と い う ） が 盛 ん に な っ た こ と に 関 連 し て 、 個 人 対 個 人 の ト ラ ブ

ル が 新 し い 問 題 と し て 発 生 し て い る ( 3 0 7 ) 。  

モ バ イ ル 決 済 は 、 初 期 コ ス ト 、 運 用 コ ス ト が き わ め て 低 い こ

と か ら 、 利 用 者 は 、 少 額 決 済 を 中 心 と す る 法 人 、 取 引 規 模 が 小

さ な 零 細 法 人 や 個 人 事 業 主 が 中 心 で あ る 。 フ リ ー マ ー ケ ッ ト に

た ま に 出 品 す る 個 人 、 趣 味 の 作 品 を 販 売 す る 個 人 な ど 、 個 人 事

業 主 と い え る か 微 妙 で 、 実 績 に 乏 し い 場 合 で あ っ て も ( 3 0 8 ) 、 簡

単 な 審 査 で 加 盟 店 契 約 が 行 わ れ て い る よ う で あ る 。  

規 模 の 様 々 な 事 業 者 が 混 在 す る イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 で は 、 非

対 面 取 引 で あ る た め 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 裁 が 必 要 不 可 欠 で あ

り 、 出 店 す る 業 者 に は 、 特 定 商 取 引 法 の 通 信 販 売 に お け る 表 示

が 必 須 と さ れ 、「 返 品・払 戻 し ポ リ シ ー 」を 定 め る 必 要 が あ る が 、

大 手 事 業 者 が 返 品 特 約 制 度 を 設 け 、 8 日 間 程 度 の 返 品 期 間 を 設

け る 一 方 、「 ノ ー ク レ ー ム ・ ノ ー リ タ ー ン 」と し て 、現 状 有 姿 で

の 販 売 、 ク レ ー ム が あ っ て も 返 品 や 返 金 に 応 じ な い と す る 中 小

事 業 者 や 個 人 事 業 者 が 多 数 存 在 す る 。  

返 品 等 を 受 け つ け な い 場 合 で あ っ て も 、 た と え ば 、 商 品 と し

て の 機 能 を 持 た な い 商 品（ 初 か ら 壊 れ て い る な ど ）で あ れ ば 、

事 業 者 か ら 購 入 し た と き は 、 消 費 者 は 消 費 者 契 約 法 1 0 条 に 基

づ き 、「ノ ー ク レ ー ム・ノ ー リ タ ー ン 」の 特 約 が 民 法 の 任 意 規 定

に 比 較 し て 一 方 的 に 不 利 な 条 項 で あ り 、 無 効 で あ る と し て 返

品 ・ 交 換 、 契 約 の 取 消 等 を 行 え る 。 そ し て 、 販 売 業 者 が こ れ に

応 じ な い 場 合 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 を 通 じ て 、 キ ャ ン セ ル 処 理 を

求 め る こ と で き る 。  

し か し 、 販 売 す る 側 が 個 人 事 業 主 と い え る か ど う か 不 明 な 個

人 の 場 合 は 、 特 定 商 取 引 法 や 消 費 者 契 約 法 の 適 用 が な い と 主 張

さ れ る と 、 こ の 特 約 を 無 効 と し て 、 返 品 等 に よ る 解 決 が で き な

い ケ ー ス が 発 生 し 、 紛 議 の 解 決 が 長 期 化 す る こ と が 考 え ら れ る

( 3 0 9 ) 。  
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こ の よ う に 、 個 人 事 業 主 と も 言 い 難 い よ う な 個 人 が ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 取 引 の 加 盟 店 に な る こ と が で き る 環 境 に な っ た こ と で 、

新 た な 問 題 が 出 現 し た と い え る 。 そ し て 、 悪 質 業 者 が そ の よ う

な 個 人 を 装 っ て 特 定 商 取 引 法 や 消 費 者 契 約 法 の 適 用 を 逃 れ よ う

と し た り 、 初 か ら 架 空 の 住 所 や 連 絡 先 を 表 示 し た り し て い る

た め 、 返 品 等 の ク レ ー ム 折 衝 す ら 困 難 な 実 態 も 発 生 し て い る 。  

こ の よ う な 悪 質 事 業 者 の 排 除 、 零 細 ・ 個 人 事 業 者 へ の 対 応 な

ど の 問 題 を 解 決 す る に は 、 こ れ ら の 業 者 と 何 ら か の 提 携 ・ 契 約

関 係 の あ る 加 盟 店 管 理 会 社 、 特 に 決 済 代 行 会 社 の 協 力 が 必 要 で

あ る 。 し か し 、 加 盟 店 管 理 会 社 、 決 済 代 行 会 社 が 海 外 法 人 の 場

合 や 潜 脱 的 に ダ ミ ー 会 社 を 利 用 す る 場 合 で あ れ ば 、 国 内 法 の 効

力 が 及 ば な い だ け に 、 協 力 も 期 待 で き な い と い う 問 題 が あ る 。  

 

5． 多 数 当 事 者 型 カ ー ド 取 引 に お け る 問 題 解 決 の 糸 口  

 

（ 1）  現 在 の 問 題 の 根 本 的 原 因  

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 が 三 当 事 者 型 か ら 変 化 し た こ と に よ り 、

三 当 事 者 型 カ ー ド 会 社 が 有 し て い た 「 販 売 業 者 へ の 代 金 保 証 機

能 」、「 代 金 支 払 代 行 機 能 」、「 信 用 供 与 機 能 」、「 代 金 取 立 代 行 機

能 」 の 4 つ の 機 能 が ク レ ジ ッ ト ・ シ ス テ ム の 関 係 当 事 者 に 分 散

し て し ま っ て い る 。 そ し て 、 現 在 で は 、 ① カ ー ド 会 員 の 獲 得 と

信 用 供 与 に 特 化 し 、代 金 取 立 て 業 務 を 外 部 委 託 し て 、「販 売 業 者

へ の 代 金 保 証 機 能 」「代 金 支 払 代 行 機 能 」を ま っ た く 有 し な い ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 、 ② ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 し な い で 「 販

売 業 者 へ の 代 金 保 証 機 能 」「代 金 支 払 代 行 機 能 」だ け を 持 つ 包 括

加 盟 店 ・ 決 済 代 行 会 社 が 出 現 す る に 至 っ て い る 。  

特 に 、 後 者 （ ② ） は 、 販 売 業 者 に 支 払 う 代 金 は 、 加 盟 店 管 理

会 社 か ら 受 け 取 る 資 金 を も と に 行 っ て お り 、 信 用 供 与 を 行 っ て

い な い た め 、販 売 業 者 の 販 売 す る 商 品 や サ ー ビ ス の 種 類 や 内 容 、
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勧 誘 ・ 広 告 の 活 動 内 容 、 契 約 締 結 の 方 法 、 利 用 し た 会 員 の 代 金

決 済 ぶ り な ど に 、 注 目 す る イ ン セ ン テ ィ ブ に 乏 し い 。 カ ー ド 発

行 会 社 と し て は 、 信 用 供 与 し た 会 員 の 支 払 の 遅 延 、 拒 絶 が 、 そ

の 信 用 面 の 問 題 で は な く 、 販 売 す る 商 品 や サ ー ビ ス に 起 因 す る

も の で あ る と す れ ば 、そ の 原 因 を 解 消 す る こ と が 必 要 で あ る が 、

根 本 問 題 で あ る 販 売 店 を チ ェ ッ ク す る こ と は 、 直 接 的 な 契 約 関

係 が な い こ と 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 小 口 多 数 取 引 で あ り 、

調 査 コ ス ト に 見 合 わ な い た め 、 実 質 的 に 困 難 な 状 況 に あ る 。  

 

（ 2）  チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 の 活 用 と 救 済  

そ こ で 、 カ ー ド 発 行 会 社 に と っ て は 、 加 盟 店 の 取 引 状 況 を 継

続 的 に 監 督 す る よ り は コ ス ト が か か ら な い 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク

制 度 を 利 用 し て 解 決 す る こ と が 検 討 さ れ る べ き で あ ろ う 。  

チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 は 、 す で に 述 べ た よ う に 、 カ ー ド 発 行

会 社 の 責 任 を 原 則 と し つ つ も 、 加 盟 店 管 理 会 社 に も 不 良 加 盟 店

の 不 正 行 為 や 加 盟 店 の 債 務 不 履 行 に つ い て 、 応 分 の 責 任 を 負 わ

せ る 制 度 で あ る 。 取 引 の グ ロ ー バ ル 化 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 の

進 展 に よ り 、 カ ー ド 発 行 会 社 の コ ン ト ロ ー ル で き な い 取 引 や 事

象 が 生 じ て い る 中 で 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 も 加 盟 店 管 理 会 社

の 責 任 を 強 化 す る 方 向 で 見 直 さ れ て い る ( 3 1 0 ) 。 と な れ ば 、 割 賦

販 売 法 に 関 し て も 、「 カ ー ド 発 行 者 責 任 」一 辺 倒 の 見 直 し が 必 要

な 時 期 に 来 て い る の で あ る 。  

そ こ で 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド シ ス テ ム に 存 在 す る ブ ラ ン ド の チ

ャ ー ジ ・ バ ッ ク 手 続 を 活 用 し て 、 悪 質 加 盟 店 排 除 の 仕 組 み を 整

備 す る こ と が 考 え ら れ る 。 そ の 一 つ の 方 法 と し て 、 チ ャ ー ジ ・

バ ッ ク ・ ル ー ル に 加 盟 店 情 報 セ ン タ ー （ C M D セ ン タ ー ） ( 3 1 1 )

に 登 録 さ れ て い る 事 業 者 で あ っ て 、 一 般 に 加 盟 店 契 約 に 不 適 切

な 事 業 者 の 取 扱 い に 係 る 購 入 者 の 紛 議 の 場 合 な ど に 、 取 消 事 由

を 追 加 す る こ と が 考 え ら れ る 。  
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C M D セ ン タ ー に 悪 質 加 盟 店 を 登 録 し た カ ー ド 発 行 会 社 は 、あ

ら ゆ る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 か ら こ の 悪 質 加 盟 店 を 排 除 す る 意

思 を 有 し て い る と 思 わ れ る 。 し か し 、 こ れ を 他 の 加 盟 店 管 理 会

社 が 加 盟 店 契 約 を 締 結 し 続 け て い る と 、 自 社 カ ー ド 会 員 が こ の

悪 質 加 盟 店 と 取 引 す る 可 能 性 が あ る 。 ノ ン ・ オ ン ア ス 取 引 に お

い て は 、 自 社 カ ー ド 会 員 が 取 引 す る 販 売 店 を オ ー ソ リ 手 続 に よ

っ て 確 認 し て 排 除 す る こ と は で き な い の で 、 取 引 禁 止 対 象 業 者

と 知 ら ず に 、 販 売 承 認 を 出 し て し ま う こ と に な る 。  

し か し 、 す べ て の 加 盟 店 管 理 会 社 や 決 済 代 行 会 社 が C M D セ

ン タ ー に 加 盟 し て お け ば 、 登 録 さ れ て い る 不 適 格 な 販 売 店 を 把

握 で き る の で あ る か ら 、 そ れ で も 、 加 盟 店 と し て 扱 っ た 不 利 益

を 受 け 入 れ ざ る を 得 な い よ う に 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 を 整 理

す る こ と で 、 解 決 を 図 る こ と が 考 え ら れ る 。  

こ の よ う な チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク ・ ル ー ル を 新 設 し 、 国 内 事 業 者

と 提 携 す る 海 外 加 盟 店 管 理 会 社 な ど【 四 当 事 者・国 際 カ ー ド 型 】

【 多 数 当 事 者 型 】 取 引 に も 適 用 す る た め に は 、 現 行 の 割 賦 販 売

法 に 、 カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店 管 理 会 社 、 及 び 決 済 代 行 会 社 、

カ ー ド 加 盟 店 と い う 規 制 対 象 を 加 え 、 ア メ リ カ 貸 付 真 実 法 1 7 0

条 や 統 一 消 費 者 信 用 法 の よ う に 国 内 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク ・ ル ー ル

及 び 加 盟 店 契 約 に お け る 解 除 や 返 金 等 に 関 す る 基 本 的 な 規 定 を

割 賦 販 売 法 に 組 み 込 む こ と が 考 え ら れ る 。  

 

（ 3）  欧 米 に お け る 対 応 の 現 状  

カ ー ド 発 行 会 社 が 多 数 当 事 者 型 取 引 を 行 っ た 購 入 者 の 保 護 を

図 れ な い と い う 構 造 的 な 問 題 は 、 カ ー ド 会 社 が 管 理 し 得 な い 販

売 店 で も カ ー ド を 利 用 で き る こ と 、 特 定 の 加 盟 店 で の 利 用 を カ

ー ド 発 行 会 社 で は 予 め 排 除 で き な い こ と に あ る 。 こ の よ う な 構

造 の 下 で 、 カ ー ド 発 行 者 は ど こ ま で そ の 責 任 を 負 う べ き な の だ

ろ う か 。  
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こ の 点 に 関 し て は 、 欧 米 の カ ー ド 発 行 に 関 す る カ ー ド 発 行 者

の 責 任 に つ い て の 法 規 制 が 参 考 に な ろ う 。  

 

 1）  ド イ ツ  

ド イ ツ 民 法 典 で は 、 売 買 契 約 の 代 金 決 済 の た め に 信 用 供 与 が

行 わ れ る 場 合 で あ っ て 、 売 買 契 約 と 信 用 供 与 が 経 済 的 に 一 体 と

認 め ら れ る 場 合 を 「 結 合 契 約 」 と し て 、 売 買 契 約 に お け る 抗 弁

を 信 用 供 与 契 約 に も 認 め る 。 そ し て 、 信 用 供 与 者 が 信 用 供 与 契

約 の 準 備 ま た は 締 結 に 際 し て 売 主 の 協 力 を 利 用 す る 場 合 は 、 特

に 経 済 的 一 体 性 を 有 す る と さ れ て い る ( 3 1 2 ) 。 わ が 国 の 三 当 事 者

型 を 中 心 と す る 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん は 、 こ の 「 結 合 契 約 」 に

相 当 す る と 考 え ら れ る 。  

し か し 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に つ い て は 、 明 示 的 に B G B

の 抗 弁 の 貫 徹 の 規 定 が 適 用 さ れ て お ら ず 、 ユ ニ バ ー サ ル カ ー ド

と 呼 ば れ る 国 際 ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 対 象 と な る か ど う か は 明 確

で は な い ( 3 1 3 ) 。 そ の 対 象 と な る 信 用 供 与 契 約 は 、 3 か 月 を 超 え

な い 支 払 猶 予 の あ る も の と さ れ て お り 、 少 な く と も 3 か 月 以 内

の 支 払 猶 予 の あ る 国 際 カ ー ド は 、 B G B 4 9 5 条 、 4 9 9 条 の 対 象 に

は な ら ず 、 利 用 者 は 、 抗 弁 権 の 行 使 が 認 め ら れ て い な い 。  

 

 2）  フ ラ ン ス  

後 藤 巻 則 教 授 ら に よ れ ば 、 フ ラ ン ス で は 、 金 融 取 引 に 使 わ れ

る カ ー ド と し て 、機 能 に 着 目 し て 法 律 的 に 分 類 す る と 、「 引 出 カ

ー ド ( C a r t e  d e  R e t r a i t )」、「 支 払 カ ー ド ( C a r t e  d e  P a i e m e n t )」、

「 信 用 カ ー ド ( C a r t e  d e  C r e d i t )」、「 支 払 担 保 カ ー ド ( C a r t e  d e  

G a r a n t i e )」 の ４ 種 類 に 分 類 さ れ る と す る ( 3 1 4 ) 。  

ま た 、白 石 大 准 教 授 は 、そ の 後 の 利 用 状 況 か ら 、機 能 面 で は 、

「 引 出 カ ー ド ( C a r t e  d e  R e t r a i t ) 」、「 支 払 カ ー ド ( C a r t e  d e  

P a i e m e n t )」、「 与 信 カ ー ド ( C a r t e  d e  C r e d i t )」、 の 3 種 類  ( 3 1 5 )
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に 分 け 、 発 行 者 の 属 性 に 着 目 し た カ ー ド の 分 類 で あ る 銀 行 カ ー

ド ( C a r t e  B a n c a i r e )、 ア グ レ デ ィ テ ィ ブ （ 信 用 ） カ ー ド ( C a r t e  

A c c r e d i t i v e )、 専 用 カ ー ド ( C a r t e  P r i v a t i v e )の 3 種 類 と 組 合 せ

で 整 理 し て い る ( 3 1 6 ) 。  

白 石 教 授 の 分 類 に よ れ ば 、「 与 信 カ ー ド ( c a r t e  d e  c r e d i t )」 は

専 用 カ ー ド を 取 り 扱 う 百 貨 店 (ま た は そ の 金 融 子 会 社 )が 取 り 扱

い 、 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 と い う こ と で あ る か ら ( 3 1 7 ) 、 わ が 国 の 割

賦 販 売 法 の 適 用 の あ る リ ボ ル ビ ン グ 式 ク レ ジ ッ ト カ ー ド に 該 当

す る と い え よ う 。 な お 、 こ の 「 与 信 カ ー ド 」 の 機 能 は 近 で は

銀 行 カ ー ド に も 備 え ら れ て い る と い う 事 で あ る 。  

な お 、「 支 払 カ ー ド ( c a r t e  d e  P a i e m e n t )」 は 、 引 出 カ ー ド の

機 能 を 兼 ね 備 え 、 カ ー ド 会 員 の カ ー ド 利 用 に つ き 、 即 時 、 又 は

月 末 に 同 額 が 銀 行 口 座 か ら 引 き 落 と さ れ る も の で あ り 、 わ が 国

の マ ン ス リ ー ク リ ア 方 式 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド や デ ビ ッ ト カ ー ド

に 該 当 す る ( 3 1 8 ) 。 月 末 ま で 支 払 い が 猶 予 さ れ る 「 支 払 カ ー ド 」

場 合 は 、 短 期 の 与 信 が 行 わ れ て い る と み る こ と は で き る が 、 フ

ラ ン ス で は 、「 与 信 カ ー ド 」 と 区 別 さ れ 、 消 費 法 典 L 3 11－ 3 条

1 0 ⁰に お い て 、 引 落 の 猶 予 が 4 0 日 を 超 え ず 、 利 息 を 生 じ な い カ

ー ド 取 引 は 明 文 で 適 用 除 外 と さ れ て い る ( 3 1 9 ) 。  

リ ボ ル ビ ン グ 方 式 の「 与 信 カ ー ド 」は 、 2 0 1 0 年 の「 消 費 者 信

用 の 改 革 に 関 す る 2 0 1 0 年 7 月 1 日 法 」（ 通 称 「 ラ ガ ル ド 法 」）

制 定 に よ り 、 規 制 の 対 象 に 含 ま れ る よ う に な り 、 広 告 や 勧 誘 、

表 示 の 義 務 や 与 信 期 間 の 制 限 な ど が 設 け ら れ た ( 3 2 0 ) 。 ま た 、 リ

ボ ル ビ ン グ ・ ロ ー ン に つ い て は 、 商 品 ・ サ ー ビ ス の 提 供 に 関 す

る 契 約 （ 主 契 約 ） に 関 連 し て 代 金 決 済 の た め の 与 信 契 約 が 行 わ

れ 、 二 つ の 契 約 が 一 つ の 商 取 引 と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 こ の 与

信 契 約 は 「 関 連 貸 付 ( C r e d i t  l i é  o u  C r é d i t  A f f e c t é )」（ 消 費 法 典

L 3 11 - 1 条 9 0 ） と さ れ 、 主 契 約 の 履 行 が な け れ ば 、 与 信 契 約 の

支 払 義 務 が 生 じ ず （ 消 費 法 典 L 3 11 - 3 1 条 ）、 主 契 約 が 解 除 ・ 無
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効 に な れ ば 、 与 信 契 約 も 無 効 と な る （ 同 L 3 11 - 3 2 条 ） と さ れ 、

主 た る 契 約 が ク ー リ ン グ ・ オ フ さ れ れ ば 、 与 信 契 約 も 自 動 的 に

解 約 さ れ る （ 同 L 3 11 - 3 8 条 ） ( 3 2 1 ) 。  

し か し 、 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 こ の 「 関

連 貸 付 」 に 該 当 し な い と さ れ る の で 、 支 払 カ ー ド と 同 様 与 信 カ

ー ド に つ い て も 、 抗 弁 の 接 続 は さ れ な い ( 3 2 2 ) 。  

こ の よ う に 、 ド イ ツ 、 フ ラ ン ス で は 、 短 期 の 支 払 猶 予 で あ る

デ ビ ッ ト カ ー ド や チ ャ ー ジ カ ー ド だ け で な く 、 リ ボ ル ビ ン グ 方

式 の ロ ー ン や ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 は 、 そ の 決 済 の 目 的 で あ る

売 買 契 約 等 の 契 約 と は 、「 結 合 し た 取 引 」や「 関 連 貸 付 」と は み

な さ れ ず 、 抗 弁 の 対 抗 は 認 め ら れ て い な い と い う 特 徴 が あ る 。  

 

 3）  イ ギ リ ス ・ ア メ リ カ  

一 方 、 第 2 章 で 触 れ た よ う に 、 イ ギ リ ス 消 費 者 信 用 法 に お い

て は 、 同 7 5 条 の 共 同 責 任 の 対 象 と な る D e b t o r  -  C r e d i t o r  -  

S u p p l i e r  A g r e e m e n t に は 、チ ャ ー ジ カ ー ド を 除 く リ ボ ル ビ ン グ

方 式 な ど の ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 含 ま れ 、 多 数 当 事 者 型 で あ っ て

も 、 海 外 の 供 給 者 と の 契 約 で あ っ て も 、 規 制 の 対 象 に は な る 点

で 他 国 に は な い 特 徴 が あ っ た 。  

な お 、 ヨ ー ロ ッ パ 全 体 に お い て は 、 E U の 消 費 者 信 用 指 令 に

よ る 各 国 規 制 の 平 準 化 の 観 点 か ら 信 用 供 与 期 間 が 4 か 月 を 超 え

な い も の 、 も し く は 、 年 会 費 な ど わ ず か な 費 用 以 外 に は 、 金 融

料 を 支 払 わ な い も の は 適 用 除 外 と さ れ て お り 、 当 初 か ら リ ボ ル

ビ ン グ 払 い と な る カ ー ド 以 外 に は 、 適 用 の 影 響 が な い 点 で は 共

通 し て い る 。  

ま た 、 第 3 章 で 見 た よ う に 、 ア メ リ カ で も 、 貸 付 真 実 法 お よ

び 統 一 消 費 者 信 用 法 に お い て 、 チ ャ ー ジ カ ー ド を 含 め て 適 用 対

象 と は さ れ て い る も の の 、「抗 弁 と 請 求 」に 関 し て は 適 用 除 外 と

さ れ 、 多 数 当 事 者 型 を 含 め た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に の み 適 用
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が あ る ( 3 2 3 ) 。  

こ の よ う に 欧 米 で は 、 抗 弁 権 の 接 続 に よ り 救 済 さ れ る ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 取 引 の 支 払 方 法 の 範 囲 は 、 原 則 と し て 与 信 期 間 が 3

か 月 ま た は 4 か 月 を 超 え る も の と さ れ 、 イ ギ リ ス を 除 い て 、 二

当 事 者 型 や 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は な い 国 際 カ ー

ド に つ い て は 適 用 が な い 、 も し く は 適 用 が 一 部 制 限 さ れ て い る

状 態 に あ る 。  

各 国 に 共 通 す る の は 、 短 期 の 支 払 猶 予 、 か つ 、 金 融 料 が 不 要

な 信 用 供 与 契 約 は 、 現 金 取 引 と 同 様 に 扱 っ て 、 利 用 者 を 特 別 に

法 的 な 保 護 を 与 え て は い な い と い う 点 で あ る 。 そ う で あ れ ば 、

本 稿 に お い て 取 り 上 げ た 多 数 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引

は 、 特 定 の 商 品 等 の 代 金 決 済 に 利 用 す る 信 用 供 与 で あ る 「 販 売

信 用 」 と い う よ り 1 回 払 い が 原 則 で あ り 、 自 己 が 希 望 す る あ ら

ゆ る 決 済 目 的 で 現 金 と 同 様 に ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 代 金 決 済 が で

き る こ と か ら 、「現 金 信 用 」も し く は そ れ と 同 視 も の と 考 え て よ

い の で は な い だ ろ う か ( 3 2 4 ) 。  

 

第 7 節  小 括  

 

上 田 昭 三 教 授 は 、「か つ て ク レ ジ ッ ト は 、高 額 な 耐 久 性 商 品 の

分 割 で の 購 入 に 用 い ら れ て い た 。 こ の 時 点 で は 、 特 定 の 商 品 を

特 定 の 販 売 店 か ら 購 入 す る た め の 信 用 供 与 で あ り 、販 売 信 用（ 小

売 信 用 ） で あ っ た 。 し か し 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 高 額 な 耐 久

商 品 の 購 入 に は む し ろ 不 向 き で 、 非 耐 久 消 費 財 、 サ ー ビ ス の 代

金 支 払 に 利 用 さ れ 、 利 用 の 単 価 は 、 ど ん ど ん 下 が り 、 現 在 1 回

あ た り の 利 用 の 下 限 は 1 0 円 単 位 ま で 下 が り 、 あ ら ゆ る 決 済 に

利 用 が で き る よ う に な り 、 現 金 と 同 様 の 汎 用 性 を 持 つ に 至 っ て

い る 」と 4 0 数 年 前 に 述 べ て い た ( 3 2 5 ) 。ま た 、B R A N D E L  &  L E O N A R D

は 、「 カ ー ド 所 有 人 の 地 位 は 、 現 金 よ り も 有 利 で は い け な い し 、
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不 利 で も い け な い 」 と 述 べ て い る （ 3 2 6 ）。  

二 人 に 共 通 す る の は 、 短 期 間 の 支 払 猶 予 で あ っ て 、 会 員 が 年

会 費 以 外 に 手 数 料 を 負 担 し な い ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に つ い て

は 、 現 金 取 引 に 近 い も の で あ っ て 、 現 金 と ほ ぼ 同 様 に 扱 う べ き

で あ る と い う 事 で は な い か 。 そ う で あ れ ば 、 1 回 払 い の よ う な

極 め て 短 期 間 な 信 用 販 売 は 、 賦 販 売 法 に お け る こ れ 以 上 の 手 当

て を 不 要 と し て も よ い の で は な い 。 多 数 当 事 者 型 で は 、 チ ャ ー

ジ ・ バ ッ ク 制 度 の 運 用 が あ り 、 三 当 事 者 型 な ど オ ン ア ス 取 引 で

あ れ ば 、 カ ー ド 会 社 の 加 盟 店 契 約 に よ り 、 十 分 に 現 金 取 引 よ り

も 有 利 で あ る の だ か ら ( 3 2 7 ) 。  

欧 州 議 会 の 2 0 0 8 年 消 費 者 信 用 契 約 お よ び 8 7 / 1 0 2 / E E C  廃 止

に 関 す る 2 0 0 8 年 4 月 2 3 日 付 け 欧 州 議 会 な ら び に 理 事 会 指 令

( D i r e c t i v e  2 0 0 8 / 4 8 / E C  o f  t h e  E u r o p e a n  P a r l i a m e n t  a n d  o f  t h e  

C o u n c i l  o f  2 3  A p r i l  2 0 0 8  o n  c r e d i t  a g r e e m e n t s  f o r  c o n s u m e r s  

a n d  r e p e a l i n g  C o u n c i l  D i r e c t i v e  8 7 / 1 0 2 / E E C )を 見 る と 、 供 給

契 約 と 与 信 契 約 の 経 済 的 一 体 性 に 着 目 し た 「 結 合 し た 契 約

( L i n k e d  C r e d i t  A g r e e m e n t )」に お い て 信 用 契 約 を 締 結 し た 消 費

者 に 撤 回 権 と 物 品 等 が 提 供 さ れ な い 場 合 の 法 的 救 済 を 求 め る 権

利 の 規 定 の 創 設 を 域 内 国 に 要 請 し て い る ( 3 2 8 ) 。  

し か し な が ら 、 こ こ で も 、 原 則 と し て ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引

に は 経 済 的 な 一 体 性 を 認 め て お ら ず 、 特 定 物 品 等 が 信 用 契 約 で

明 白 に 特 定 し て い る 場 合 や 信 用 契 約 の 締 結 ま た は 、 準 備 に 関 連

し て 供 給 者 の 協 力 を 利 用 す る 場 合 な ど に 限 ら れ て い る 。  

こ う し た 、 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に つ い

て 、 消 費 者 信 用 法 制 の 適 用 が な い 諸 外 国 と 比 較 し た 場 合 に も 、

国 内 に お け る 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に つ い て 「 あ

と リ ボ 」 に 変 更 し た 場 合 に 、 割 賦 販 売 法 を 適 用 さ せ る 必 要 が な

い と の 結 論 は 妥 当 と さ れ よ う 。  

そ れ で も 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 を 認 め る 場 合 に は 、 カ ー ド 発 行
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会 社 に 相 応 の 負 担 が 生 じ る こ と に な る か ら 、 そ の し わ 寄 せ は 他

の 会 員 、 特 に 分 割 払 い や リ ボ ル ビ ン グ 払 い を 利 用 す る カ ー ド 会

員 に 手 数 料 率 の 引 き 上 げ と い う 形 で 及 ん で く る ほ か 、 販 売 業 者

へ の 加 盟 店 手 数 料 の 引 き 上 げ と い う 形 で 関 係 当 事 者 に 影 響 が 生

じ る こ と に な ろ う ( 3 2 9 ) 。  

ま た 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 に 該 当 し な い 抗 弁 に つ い て は 、

カ ー ド 発 行 会 社 の 負 担 と な る こ と か ら 、 一 般 の 国 際 カ ー ド よ り

高 額 な 年 会 費 を 徴 求 す る チ ャ ー ジ カ ー ド と 同 様 の 水 準 ま で 、 年

会 費 や こ れ に 代 わ る 手 数 料 の 引 き 上 げ が 必 要 に な る こ と が 考 え

ら れ る ( 3 3 0 ) 。 も し く は 、 今 ま で の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 範 囲 の

拡 大 を 見 直 し 、 優 良 な 販 売 業 者 の み を 選 別 す る 方 向 に 大 き く 舵

を 切 ら な け れ ば な ら な く な る 可 能 性 も 考 え ら れ る 。  

多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 と い う グ ロ ー バ ル 化 し た

取 引 に お い て 、 限 ら れ た 局 面 で の 消 費 者 保 護 の 検 討 に あ た っ て

は 、 当 該 対 象 消 費 者 の 利 益 だ け で は な く 、 他 の ク ラ ス の 消 費 者

へ の 影 響 、 シ ス テ ム に 関 与 す る 多 数 の 関 係 事 業 者 の コ ス ト の 増

加 や 不 利 益 、 世 界 的 な 標 準 の 在 り 方 を 含 め た 総 合 的 な 利 益 衡 量

が 求 め ら れ る の で は な い だ ろ う か 。  

 

 

                                                  
( 1 ) O f f i c e  o f  F a i r  T r a d i n g  v .  L l o y d s  T S B  B a n k  p l c .  a n d  o t h e r s ,  [ H o u s e  o f  

L o r d s ]  [ 2 0 0 7 ]  U K H L  4 8 ,  [ 2 0 0 8 ]  A C  3 1 6 .  
( 2 )  第 2 章 第 4 節 、 第 5 節 6 節 1 及 び 坂 東 俊 矢 「 欧 州 の 消 費 者 信 用 法 制 の 研

究 『 1 9 7 9 年 E C 消 費 者 信 用 指 令 案 と 英 国 の 反 応 』」 高 知 短 期 大 学 社 会 科 学

論 集 5 3 号 （ 1 9 8 7 年 ） 1 7 3 頁 以 下 参 照 。  
( 3 )  第 3 章 第 3 節 ( 5 ) ( 6 ) 、 第 4 節 1 . 参 照 。  
( 4 )  消 費 者 信 用 取 引 は 、 売 買 取 引 か ら 派 生 し た 二 当 事 者 間 の 「 信 用 販 売 」 や

「 条 件 付 販 売 」 か ら 始 ま っ て 、 や が て 割 賦 販 売 法 が 制 定 さ れ て い る 。 こ

の 割 賦 販 売 法 は 、 ミ シ ン や オ ー ト バ イ や 自 動 車 と い っ た 特 定 商 品 を 分 割

で 購 入 す る 取 引 の 条 件 の 開 示 ・ 表 示 の 統 一 が 目 的 で あ っ た 。 そ の 後 三 当

事 者 型 の 割 賦 販 売 が 増 加 し 、 購 入 者 の 金 融 会 社 の 請 求 か ら の 保 護 と い う

側 面 が 強 く な り 、 イ ギ リ ス で は ハ イ ヤ ー パ ー チ ェ ス （ 買 取 選 択 権 付 賃 貸

借 ） と い う 形 態 を 生 ん だ が 、 三 当 事 者 型 で あ っ て 、 形 式 上 は 貸 主 で あ っ

て も 、 金 融 会 社 を 売 主 と み な し て 、 購 入 者 を 保 護 し て き た 。  
( 5 )  V I S A 、 M a s t e r C a r d と い っ た 国 際 ブ ラ ン ド が 本 格 的 に ア メ リ カ 、 イ ギ リ

ス 、 日 本 に お い て 現 在 の よ う な ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 決 済 シ ス テ ム を

構 築 し た の は 、 イ ギ リ ス の 1 9 7 4 年 消 費 者 契 約 法 、 1 9 7 4 年 改 正 の 貸 付 真

実 法 、 1 9 8 4 年 改 正 の 割 賦 販 売 法 が 成 立 し て 以 降 の こ と で あ る 。  
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( 6 ) 各 国 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 加 盟 店 で あ る 供 給 者 に つ い て 、 当 該 国 で ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 取 引 に お け る 責 任 と し て ど の よ う な レ ベ ル が 要 求 さ れ る か に よ り 、

カ ー ド 利 用 者 の 請 求 と 抗 弁 が 認 め ら れ る か が 異 な っ て い る 現 状 に あ る 。 カ

ー ド 利 用 者 は 、自 国 ル ー ル を 他 国 供 給 者 に 期 待 す る で あ ろ う し 、供 給 者 は 、

自 国 ル ー ル 以 上 の 対 応 を 他 国 の カ ー ド 利 用 者 や 他 国 の イ シ ュ ア か ら 要 求 さ

れ て も 、 こ れ を 拒 絶 す る に 違 い な い 。 ま た 、 国 際 ブ ラ ン ド の 共 通 ル ー ル で

あ る チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 に は な い 損 害 賠 償 請 求 が 絡 む 場 合 、 カ ー ド 取 引

に は 請 求 す る に し ろ 、 請 求 放 棄 す る に し ろ 、 カ ー ド 事 業 者 に と っ て の 負 担

は 大 き い と 考 え ら れ る 。  
( 7 )   割 賦 販 売 法 の 新 の 解 説 書 で あ る 経 済 産 業 省 商 務 情 報 政 策 局 取 引 信 用

課 編 『 平 成 2 0 年 版 割 賦 販 売 法 の 解 説 』（ 日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 、 2 0 0 9
年 ）3 9 頁 以 下 参 照 。こ こ で は 、包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん の 契 約 形 態 と し て 、

① 債 務 引 受 （ 立 替 払 ） 型 、 ② 債 権 譲 渡 型 、 ③ 保 証 委 託 型 等 が 存 在 す る と

し て 解 説 す る 。 し か し 、 多 数 当 事 者 が 主 要 取 引 形 態 と な っ て い る 現 在 で

も 、 信 販 会 社 等 、 販 売 業 者 等 、 購 入 者 等 の 三 当 事 者 の み の 関 与 す る 形 態

で し か 表 示 ・ 解 説 し て お ら ず 、 国 際 カ ー ド な ど 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 取 引 に 関 す る 言 及 は 苦 情 の 処 理 と 苦 情 処 理 体 制 の 構 築 の 関 係 で 触

れ ら れ て い る だ け で で あ る 。  
( 8 )   取 引 信 用 課 編 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 8 4 頁 参 照 。 割 賦 販 売 法 が 制 定 さ れ た 昭 和

3 6 ( 1 9 6 1 ) 年 か ら 、 こ の 規 定 は 存 在 す る 。  
( 9 )   こ の 問 題 に 関 し て 、 消 費 者 委 員 会 は 、 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 8 月 2 6 日 付 け で

「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 す る 消 費 者 問 題 に つ い て の 建 議 」 を 行 い 、

海 外 取 引 や 多 数 当 事 者 型 取 引 に お け る 消 費 者 の 保 護 の 在 り 方 を 検 討 し 、

平 成 2 7 ( 2 0 1 5 ) 年 2 月 ま で に 実 施 状 況 の 報 告 を 求 め て い る 。こ れ を 受 け て 、

割 賦 販 売 法 の 所 管 庁 で あ る 経 済 産 業 省 商 務 流 通 情 報 局 商 取 引 監 督 課 で は 、

平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 9 月 2 6 日 に 第 1 回 産 業 構 造 審 議 会 商 務 流 通 情 報 分 科 会 割

賦 販 売 小 委 員 会 を 開 催 し 、 法 改 正 等 の 検 討 を 開 始 し た 。  （ h t t p : / / w w w . m
e t i . g o . j p /  c o m m i t t e e /  s a n k o u s h i n  s h o j o / k a p p u h a n b a i / p d f / 0 0 1 _ 0 4 _ 0 0 .
p d f 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 1 1 月 1 日 〕）。  

割 賦 販 売 小 委 員 会 の 第 2 回 会 議 で は 、現 在 の ト ラ ブ ル を 分 類・分 析 し て 、

原 因 や 課 題 等 を 整 理 し 、 他 の 電 子 決 済 手 段 と の 性 質 等 の 違 い 、 諸 外 国 の 法

制 を 調 査 し た 上 で 、 割 賦 販 売 法 上 措 置 す べ き 事 項 、 他 法 令 の 検 討 を 求 め る

べ き 事 項 、 法 令 以 外 の 手 法 で 確 保 す べ き 事 項 に 整 理 し 、 法 改 正 等 に 対 す る

対 応 を 明 確 に す る と さ れ て い る 。 同 第 2 回 事 務 局 資 料 4 の 2 頁 （ h t t p :  / /
w w w . m e t i . g o . j p / c o m m i t t e e / s a n k o u s h i n /  s h o j o / k a p p u h a n b a i / 0 0 2 _ h a i f u .
h t m l 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 1 1 月 2 4 日 〕）。  

  な お 一 部 新 聞 に お い て は 、 決 済 代 行 業 者 対 応 を 重 視 す る 議 論 と し て い る

も の も あ る 。 通 販 新 聞 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 1 0 月 2 日 電 子 版 （ h t t p : / / w w w .  
t s u h a n s h i n b u n . c o m / a r c h i v e / 2 0 1 4 / 1 0 / p o s t - 1 9 7 7 . h t m l 〔 終 閲 覧 ： 平 成

2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 1 0 月 1 1 日 〕）。  
( 1 0 )  政 府 は 、平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 6 月 1 4 日 に 発 表 し た「『 日 本 再 興 戦 略 』改 訂 2

0 1 4 年 ― ― 未 来 へ の 挑 戦 」 に お い て 、「 キ ャ ッ シ ュ レ ス 化 に 向 け た 対 応 」

と 題 し て 平 成 3 2 ( 2 0 2 0 ) 年 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク の 開 催 へ 向

け て 、 キ ャ ッ シ ュ レ ス 化 に か か わ る 官 庁 に 対 し 、 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 度 末 ま

で に そ の 対 応 を ま と め る と い う 方 針 を 打 ち 出 し て お り 、 キ ャ ッ シ ュ レ ス

化 の 流 れ は さ ら に 加 速 す る も の と 考 え ら れ る （ h t t p : / / w w w . k a n t e i . g o .  j p
/ j p / s i n g i / k e i z a i s a i s e i / p d f / h o n b u n 2 J P. p d f〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 1
0 月 1 1 日 〕）。  

( 1 1 )  鳥 羽 欽 一 郎 ＝ 田 中 政 治『 伊 予 商 人 と ク レ ジ ッ ト 』 ( 東 洋 経 済 新 報 社 、1 9 8 1
年 ）  7 1 - 8 0 頁 参 照 。  

( 1 2 )  鳥 羽 ＝ 田 中 ・ 前 掲 注 ( 1 1 ) 2 4 7 頁 参 照 。 積 立 式 で は 、 販 売 業 者 は 、 代 金 の

全 額 の 支 払 と 交 換 に 商 品 を 引 渡 す の で 前 も っ て 資 金 負 担 が な い が 、 た と

え ば 1 2 回 の 月 賦 で 販 売 し た と き に は 、 販 売 時 に 初 回 お よ び 2 回 目 の 月 賦

金 を 回 収 す る の と 引 き 換 え に 商 品 を 引 渡 す の で 、 翌 月 以 降 に 販 売 す る 商

品 の 仕 入 れ 代 金 に は 不 足 す る こ と に な り 、 別 途 資 金 調 達 が 不 可 欠 で あ る 。 
( 1 3 )  矢 島 保 男 『 消 費 者 信 用 ― ― ク レ ジ ッ ト 社 会 の 進 展 と 新 し い 対 応 』（ ダ イ

ヤ モ ン ド 、 1 9 8 3 年 ） 6 8 - 6 9 頁 参 照 。  
( 1 4 )  鳥 羽 ＝ 田 中 ・ 前 掲 注 ( 1 1 ) 2 4 8 - 2 4 9 頁 参 照 。  
( 1 5 )  加 藤 一 郎 ほ か「（ 座 談 会 ）割 賦 販 売 の 現 状 と そ の 規 制 」ジ ュ リ 1 9 1 号（ 1 9 5 9

年 ） 3 8 頁 （ 三 浦 正 義 発 言 ） 参 照 。 昭 和 1 2 ( 1 9 3 7 ) 年 ご ろ に は 都 内 の 一 流 百
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貨 店 の 総 売 上 に 匹 敵 す る チ ケ ッ ト の 売 上 が あ っ た ほ ど の 発 展 を 見 せ た 。  

( 1 6 )  鳥 羽 ＝ 田 中 ・ 前 掲 注 ( 1 1 ) 2 4 9 頁 参 照 。 チ ケ ッ ト 販 売 に つ い て は 、 人 見 康

子 「 チ ケ ッ ト 販 売 」『 契 約 法 体 系 ( 2 ) 』（ 有 斐 閣 、 1 9 6 2 年 ） 3 0 5 頁 以 下 を 参

照 。 な お 、 チ ケ ッ ト ・ ク ー ポ ン 制 度 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 詳 し い 発

展 経 緯 に 関 し て は 、 第 1 章 第 3 節 を 参 照 の こ と 。  
( 1 7 )  銀 行 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 は 、中 小 事 業 者 保 護 の 観 点 か ら 、割 賦 購 入

あ っ せ ん 登 録 は 認 め ら れ な か っ た た め 、 第 1 章 第 3 節 1 ( c ) ボ ー ナ ス 払 い

な ど 支 払 回 数 3 回 未 満 で 支 払 猶 予 2 か 月 を 超 え る 方 式 と ( d ) 2 か 月 以 内 に

支 払 う 1 回 払 い 方 式 の み し か 、 認 め ら れ て い な か っ た 。 こ れ は 、 当 時 の

割 賦 販 売 法 の 2 月 以 上 か つ 、3 回 払 以 上 の 分 割 で 支 払 う と い う 割 賦 要 件 を

満 た し て い な か っ た の で 、 割 賦 販 売 法 の 規 制 を 受 け て い な か っ た 。 沢 野

直 紀 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 」 加 藤 一 郎 ＝ 竹 内 昭 夫 編 『 消 費 者 法 講 座 （ 第 5
巻 ・ 消 費 者 信 用 ）』（ 日 本 評 論 社 、 1 9 8 5 年 ） 1 0 3 頁 。  

( 1 8 )  吉 原 省 三「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 現 状 と 法 律 関 係 」ジ ュ リ 4 2 8 号（ 1 9 6 9
年 ） 1 1 2 - 1 1 3 頁 参 照 。 カ ー ド を ク レ ジ ッ ト カ ー ド と チ ェ ッ ク ギ ャ ラ ン テ ィ

カ ー ド に 区 分 し 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 単 一 目 的 カ ー ド と 多 目 的 カ ー ド に

分 類 す る 。 こ の 多 目 的 カ ー ド は 、 銀 行 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド と T & E カ ー ド

で あ る 非 銀 行 系 カ ー ド に 分 類 さ れ て い る 。 当 時 唯 一 利 用 代 金 の 月 賦 払 い

が で き た 日 本 信 販 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 非 銀 行 系 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド

と 分 類 さ れ て い る が 、 分 類 表 に は 記 載 さ れ て い な い 。 し た が っ て 、 法 的

性 質 の 分 析 に あ た っ て 、 月 賦 方 式 の 日 本 信 販 の 会 員 規 約 等 は ま っ た く 参

照 さ れ て い な か っ た と い っ て よ い だ ろ う 。  
( 1 9 )  竹 内 昭 夫「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド と 消 費 者 保 護 ― ― 信 用 取 引 に お け る 消 費

者 問 題 の 一 側 面 」 ジ ュ リ 4 7 5 号 （ 1 9 7 1 年 ） 5 5 - 6 0 頁 参 照 。 信 用 供 与 条 件

の 明 示 の 問 題 と と も に 、 安 全 性 が な お ざ り に さ れ 、 責 任 条 項 に 問 題 が あ

る 中 で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、「 あ た か も 金 額 白 地 の 手 形 ・ 小 切 手 に 記

名 捺 印 し て 持 ち 歩 く に 等 し い の で は な い か 」 と そ の 危 険 性 を 指 摘 し て い

る 。  
ほ か に 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 紛 失 ・ 盗 難 、 そ の 他 不 正 使 用 問 題 を 扱 っ

た 当 時 の 文 献 と し て 以 下 の も の が あ る 。 加 藤 良 三 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド

制 度 に お け る 損 失 分 担 の 法 理 ― ― 発 行 者 責 任 主 義 の 法 的 根 拠 に つ い て 」

ア カ デ ミ ア 1 9 6 9 年 9 月 号 （ 1 9 6 9 年 ） 5 9 - 7 5 頁 、 清 水 巌 ① 「 ク レ ジ ッ ト ・

カ ー ド 取 引 の 法 構 造 1 」法 時 4 5 巻 1 1 号  （ 1 9 7 3 年 ）1 6 7 頁 、兼 元 俊 徳「 ク

レ ジ ッ ト・カ ー ド を め ぐ る 法 律 問 題 」警 察 研 究 4 6 巻 3 号（ 1 9 7 5 年 ）6 1 - 6 5
頁 、 吉 原 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 1 1 7 頁 、 清 水 巌 ② 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 販 売 の 実 態

と 問 題 点 ― ― 消 費 者 保 護 の 側 面 か ら 」ジ ュ リ 6 4 5 号（ 1 9 7 7 年 ）5 5 - 6 0 頁 、

西 本 昭 男 ＝ 内 田 和 久 「 マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ を 利 用 し た ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 照 合 機 」 電 子 技 術 総 合 研 究 所 彙 報  4 3 巻 6 号 （ 1 9 7 9 年 ） 3 9 5 - 3 9 7 頁 な

ど 参 照 。  
( 2 0 )  伊 藤 進 「 信 販 契 約 を 巡 る 法 律 上 の 問 題 点 」 ひ ろ ば 3 7 巻 9 号 （ 1 9 8 4 年 ）

2 7 頁 。 宮 本 健 蔵 「 ク レ ジ ッ ト 契 約 と 民 法 理 論 ― ― い わ ゆ る 抗 弁 の 接 続 を

中 心 と し て 」明 学 6 5 号（ 中 川 高 男 教 授 退 職 記 念 号 、 1 9 9 8 年 ） 8 7 頁 参 照 。

ま た 、 長 尾 治 助 教 授 は 、 与 信 の 性 質 は 、 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん も 総 合 割

賦 購 入 あ っ せ ん も 基 本 的 に 同 一 と 捉 え て い る 。 長 尾 治 助 「 ク レ ジ ッ ト カ

ー ド の 性 格 と 消 費 者 保 護 の 緊 張 関 係 ― ― 購 入 あ っ せ ん の 抗 弁 対 抗 規 定 を

中 心 と し て 」 N B L 3 1 3 号  （ 1 9 8 4 年 ） 9 頁 参 照 。 こ の ほ か 、 個 品 割 賦 購 入

あ っ せ ん と 割 賦 方 式 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド だ け で な く 、 マ ン ス リ ー ・ ク リ

ア ・ ク レ ジ ッ ト カ ー ド に つ い て も 、 同 様 と 考 え る 見 解 も あ る 。 山 口 康 夫

『 カ ー ド 利 用 関 係 法 の 解 説 （ 4 訂 版 ）』（ 一 橋 出 版 、 2 0 0 5 年 ） 8 6 - 8 7 頁 。  
( 2 1 )  ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 場 合 は 、信 用 供 与 の 是 非 を カ ー ド 会 社 に 問 い 合

わ せ 、 そ の 承 認 を 受 け る こ と が 義 務 付 け ら れ て い る 。 こ れ を 「 オ ー ソ リ 」

（ a u t h o r i z a t i o n ： 販 売 承 認 ） と い う 。 末 藤 高 義 『 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 用 語

辞 典 （ 第 3 版 ）』（ 民 事 法 研 究 会 、 2 0 1 1 年 ） 1 3 頁 。 オ ー ソ リ 時 の カ ー ド 発

行 会 社 の チ ェ ッ ク 項 目 に つ い て は 、 山 本 正 行 『 カ ー ド 決 済 業 務 の す べ て

― ― ペ イ メ ン ト サ ー ビ ス の 仕 組 み と ル ー ル 』（ 金 融 財 政 事 情 、 2 0 1 2 年 ） 8 9
頁 参 照 。  

( 2 2 )  当 時 、チ ケ ッ ト や ク ー ポ ン は 、各 地 域 の 商 店 街 な ど 小 売 商 が 組 織 す る 協

同 組 合 組 織 （「 チ ケ ッ ト 団 体 」 と い わ れ る ） が 発 行 す る ほ か 、 小 売 商 の 組

織 し た 者 で も 株 式 会 社 の 形 態 を と り 、 若 干 の 協 同 組 合 形 態 の 者 が 合 同 し

て 信 販 会 社 に 至 っ た も の （ い わ ゆ る 「 地 方 信 販 会 社 」）、 百 貨 店 を 有 力
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の 加 盟 店 と す る 信 販 会 社 （ ㈱ 日 本 信 販 を 指 す ） と が あ っ た 。 こ の う ち 、

百 貨 店 が 信 販 会 社 に 加 盟 し て 行 う 「 間 接 割 賦 方 式 」 は 、 信 販 会 社 の 強 力

な 集 金 シ ス テ ム 、 百 貨 店 の 強 大 な 資 本 信 用 力 を 背 景 に 、 消 費 者 に と っ て

ク ー ポ ン 券 が あ れ ば 現 金 の 場 合 と 同 一 の 価 格 で 買 う こ と が で き 、 少 額 な

商 品 で も 、1 カ 月 間 に 購 入 し た も の の 合 計 額 を 3 か 月 月 賦 で 支 払 え ば よ い

と い う 利 便 性 が あ っ て 、ク ー ポ ン 使 用 地 域 が 東 京 一 円 は も ち ろ ん 、横 浜 、

川 崎 を は じ め 静 岡 、 そ の 他 遠 隔 の 都 市 で 可 能 で あ り 、 会 員 に と っ て 、 チ

ケ ッ ト 団 体 に 比 較 す る と 大 き な 利 便 性 が あ っ て 、 チ ケ ッ ト 団 体 等 の 会 員

が 奪 わ れ る の で は な い か の 危 機 感 か ら 、 一 般 小 売 商 と 大 き な 摩 擦 を 起 こ

す こ と に な っ た 。 白 柳 夏 男 「 わ が 国 に お け る 割 賦 販 売 の 現 状 と 問 題 点 」

月 刊 中 小 企 業 1 0 巻 1 0 号 （ 1 9 5 8 年 ） 3 頁 、 今 井 祐 之 介 「 百 貨 店 の 割 賦 販

売 と 小 売 商 へ の 影 響 」 月 刊 中 小 企 業 1 0 巻 1 0 号 （ 1 9 5 8 年 ） 7 頁 、 林 久 吉

「 代 行 割 賦 販 売 制 度 の 研 究 」 明 大 商 学 論 叢 4 0 巻 1 0 号 （ 1 9 5 7 年 ） 2 4 - 2 5
頁 参 照  

( 2 3 )  C f .  L e w i s  M a n d e l l ,  T h e  C r e d i t  C a r d  I n d u s t r y :  A  H i s t o r y , ( T w a y n e ' s  
E v o l u t i o n  o f  M o d e r n  B u s i n e s s  S e r i e s ) ,  T w a y n e  p u b .  1 9 9 0 , 3 0 - 3 2 . … …

〔 邦 訳 〕 根 本 忠 明 ＝ 荒 川 隆 訳 『 ア メ リ カ ク レ ジ ッ ト 産 業 の 歴 史 』（ 日 本 経

済 評 論 社 、 2 0 0 0 年 年 ） 7 4 - 7 6 頁 参 照 。  
( 2 4 )  日 本 信 販 の ク ー ポ ン は 、 特 定 の 団 体 ・ 企 業 の 職 員 ・ 社 員 （ 営 業 当 初 は 、

日 本 セ メ ダ イ ン 、 通 商 産 業 省 、 大 蔵 省 、 日 本 銀 行 、 東 京 瓦 斯 、 N H K 等 の

勤 務 者 が 対 象 ） 向 け に 入 会 金 1 0 0 円 で 会 員 証 と 「 物 品 購 入 ク ー ポ ン 券 」

( 5 0 0 円 券 と 1 0 0 円 券 の つ づ り ) を 配 布 し た 。 会 員 は 、 会 員 証 と 印 鑑 を も っ

て 買 い 物 に 行 き 、 ク ー ポ ン 券 に 印 鑑 を 押 し て 渡 す 。 本 人 確 認 は 、 会 員 証

と 押 印 さ れ た 印 影 で あ る 。 ま た 、 ク ー ポ ン の 有 効 期 限 は 1 カ 月 間 で 、 限

度 額 3 , 0 0 0 円 、 3 回 ( 3 か 月 月 賦 ) 払 い と い う シ ス テ ム で あ っ た 。 ク ー ポ ン

は 、 ク ー ポ ン 会 社 の 社 員 が 加 盟 店 か ら 回 収 し 、 会 員 ご と に 請 求 書 を 作 成

し て 当 該 会 員 の 所 属 す る 団 体 ・ 企 業 に 持 ち 込 み 、 厚 生 課 や 総 務 課 に 委 託

し て 給 与 か ら 請 求 額 が 天 引 き さ れ て 、 信 販 会 社 に 支 払 わ れ る と い う 方 式

で 代 金 が 回 収 さ れ て い た 。 風 間 眞 一 「 日 本 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 足 跡 を

た ど る 第 1 回 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の さ き が け 」消 費 者 信 用 2 5 巻 6 号（ 2 0 0 7
年 ） 4 6 - 4 8 頁 。  

( 2 5 )  J C B は 、 預 金 者 を 対 象 に カ ー ド を 発 行 し 、 昭 和 3 6 ( 1 9 6 1 ) 年 の 創 業 当 初

か ら 個 人 の 銀 行 預 金 口 座 か ら の 自 動 引 落 と し を 行 っ て い た 。 ま た 、 ダ イ

ナ ー ス ク ラ ブ は 、 当 初 ア メ リ カ と 同 様 小 切 手 に よ る 決 済 を 志 向 し て い た

が 、途 中 で 銀 行 口 座 か ら の 引 き 落 と し に 変 更 さ れ て い る 点 で 、発 行 機 関 、

発 行 形 態 、 代 金 の 回 収 の 仕 組 み が ク ー ポ ン と ク レ ジ ッ ト カ ー ド で 当 初 は 、

大 き く 異 な っ て い た こ と が 判 る 。 風 間 眞 一 「 日 本 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の

足 跡 を た ど る 第 2 回 カ ー ド 会 社 が 相 次 い で 誕 生 し た 黎 明 期 」 消 費 者 信 用

2 5 巻 7 号 （ 2 0 0 7 年 ） 5 7 頁 参 照 。  
( 2 6 )  大 阪 市 市 場 局 = 京 都 大 学 比 較 法 セ ン タ ー 「 消 費 者 相 談 基 準 表 」 ( 1 9 8 0 年 ） 

6 2 頁 以 下 参 照 。 ク レ ジ ッ ト 販 売 は 、「 割 賦 販 売 法 と の 関 係 で は 、 チ ケ ッ ト

販 売 や ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 す る 『 割 賦 購 入 あ っ せ ん 』（ 同 法 旧 2 条

5 項 … … 筆 者 注 ） と 同 種 の 取 引 で あ る 。 だ が 、 こ れ は チ ケ ッ ト や カ ー ド を

利 用 し た 不 特 定 の 商 品 や サ ー ビ ス を 対 象 と し て い る の で 、 つ ね に 特 定 商

品 や サ ー ビ ス を 対 象 に し 、 チ ケ ッ ト や カ ー ド を 介 し な い ク レ ジ ッ ト 販 売

と 割 賦 販 売 法 上 同 視 す る こ と は 当 然 に は で き な い 」 と す る 。 な お 、 同 文

献 に つ き 執 筆 者 の 明 示 は な い が 、 北 川 善 太 郎 京 大 教 授 の 執 筆 と さ れ る 。

浜 上 則 雄 「 い わ ゆ る ク レ ジ ッ ト 販 売 と 消 費 者 保 護 ( 1 ) 」 N B L 2 3 8 号 （ 1 9 8 1
年 ） 1 2 頁 、 植 木 哲 「 消 費 者 信 用 法 の 基 本 問 題 」 遠 藤 浩 ＝ 林 良 平 ＝ 水 本 浩

監 修 『 現 代 契 約 法 体 系 （ 第 5 巻 ・ 金 融 取 引 契 約 ）』（ 有 斐 閣 、 1 9 8 8 年 ） 2 4 3
頁 。 こ の ほ か 、 来 栖 三 郎 『 契 約 法 』（ 有 斐 閣 、 1 9 7 4 年 ） 6 4 頁 。 ま た 、 岡

部 真 純 ほ か 「 特 別 座 談 会 ・ 消 費 者 信 用 取 引 に お け る 抗 弁 対 抗 の 法 律 構 成

と 射 程 距 離 」 金 法 3 1 巻 2 9 号 （ 1 0 4 1 号 、 1 9 8 3 年 ） 4 6 - 4 7 頁 〔 山 岸 憲 司 発

言 〕、 6 9 頁 〔 植 木 哲 発 言 〕 は 、 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん と ま っ た く 同 様 に 取

り 扱 う こ と に は 議 論 の 余 地 が あ る こ と を 認 め て い る よ う で あ る 。  
( 2 7 )  ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 仕 組 み に つ い て 記 載 し た 文 献 は 数 多 い が 、三 当

事 者 型 と と も に 、 四 当 事 者 型 以 上 の 取 引 を 含 め て 扱 う 文 献 は 、 昭 和

5 9 ( 1 9 8 4 ) 年 の 割 賦 販 売 法 改 正 ま で は 、 ほ と ん ど 見 ら れ ず 、 古 く は 、 人 見

絹 子 「 三 者 間 の 契 約 （ ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド に よ る 売 買 ） の 法 的 性 質 に つ

い て 」 法 学 研 究 第 3 6 巻 8 号 （ 1 9 6 3 年 ） 6 6 頁 に お い て 、 ア メ リ カ に お い
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て 「 四 者 構 成 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 案 」 が あ り 、 イ シ ュ ア の 役 割 を 分 担

す る こ と と な る こ と の 紹 介 が あ る 程 度 で あ る 。 本 格 的 に 四 当 事 者 型 も 含

め た 記 載 が み ら れ る の は 、 加 盟 店 相 互 開 放 に よ り 、 四 当 事 者 型 ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 取 引 が 開 始 さ れ た 平 成 元 ( 1 9 8 9 ) 年 頃 以 降 で あ り （ 第 1 章 第 3 節

参 照 ）、 主 な 文 献 を 挙 げ れ ば 、 以 下 の も の が あ る 。 清 水 和 彦 『 現 代 の ク レ

ジ ッ ト カ ー ド ビ ジ ネ ス 〔 成 熟 期 を 迎 え る ク レ ジ ッ ト 市 場 〕 』 （ 近 代 セ ー

ル ス 社 、 1 9 9 0 年 ）  6 0 頁 、 国 民 生 活 セ ン タ ー 「 選 ぶ ， 使 う 『 国 際 ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 』 」 （ 1 9 9 9 年 ） 8 頁 、 青 島 幹 郎  『 改 訂 版 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の

実 務 と 業 務 知 識 ― ― ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 業 務 が こ れ 一 冊 で す べ て わ か

る 』（ シ ー メ デ ィ ア 、 2 0 0 6 年 ） 2 2 頁 、 田 中 雅 代 「 割 賦 販 売 法 改 正 そ の 後

― ― ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 の 問 題 点 」 消 費 者 法 ニ ュ ー ス 7 5 号 （ 2 0 0 8 年 ）

1 4 2 - 1 4 3 頁 、 田 中 雅 代 「（ ミ ニ 特 集 ） 現 在 の ク レ ジ ッ ト ・ そ の 抱 え る 問 題

― ― ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 す る 新 た な 消 費 者 被 害 」 消 費 者 法 ニ ュ ー ス

7 8 号 （ 2 0 0 9 年 ） 1 1 2 - 1 1 4 頁 、 武 田 真 由 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 仕 組 み 」 消

費 者 法 ニ ュ ー ス 7 8 号 （ 2 0 0 9 年 ） 1 1 6 - 1 1 7 頁 、 中 崎 隆 『 詳 説 改 正 割 賦 販 売

法 』 （ き ん ざ い 、 2 0 1 0 年 ） 1 7 4 - 1 7 5 頁 、 後 藤 巻 則 ＝ 池 本 誠 司 『 ク レ サ ラ

叢 書 解 説 編 割 賦 販 売 法 』 （ 勁 草 書 房 、 2 0 1 1 年 ） 7 4 頁 、 岡 山 正 雄 「 地 域 銀

行 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務 の 変 遷 ― ― 一 体 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発

行 を め ぐ る 動 向 に つ い て （ 地 域 金 融 の 現 状 と 方 向 性 ）」 農 林 金 融 6 4 巻 5
号 （ 2 0 1 1 年 ） 2 7 7 頁 、 山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 4 頁 、 8 6 頁 、 9 1 頁 な ど 、 本 田 元

『 新 技 術 で 決 済 が 変 わ る ! 図 解 カ ー ド ビ ジ ネ ス の 仕 組 み 』（ 中 央 経 済 社 、

2 0 1 3 年 ） 2 7 頁 、 1 2 7 頁 、 1 4 3 頁 、 寺 川 永 「 消 費 者 法 の 前 線 ( 1 5 ) 消 費 者

紛 争 の 個 別 類 型 と 消 費 者 法 （ 6 ） 複 合 契 約 と 消 費 者 」 法 セ 6 9 6 号 （ 5 8 巻 1
号 、 2 0 1 3 年 ） 9 5 頁 、 日 本 弁 護 士 連 合 会 編 『 消 費 者 法 講 義 （ 第 4 版 ）』（ 日

本 評 論 社 、 2 0 1 3 年 ） 1 7 4 - 1 8 3 頁 、 中 村 肇 「 日 本 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 契 約 の 法 的 性 質 論 ― ― 多 数 当 事 者 間 取 引 の 一 例 と し て 」 ク レ ジ ッ ト 研

究 所 レ ポ ー ト 3 号 （ 2 0 1 4 年 ） 1 3 0 頁 、 吉 元 利 行 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用

者 の 保 護 と そ の 限 界 ― ― 海 外 で の 利 用 や 関 係 当 事 者 の 増 加 に 着 目 し て 」

ク レ ジ ッ ト 研 究 所 レ ポ ー ト 3 号 （ 2 0 1 4 年 ） 5 0 頁 、 「 キ ャ ッ シ ュ レ ス 革 命

2 0 2 0 」 研 究 会 （ キ ャ ッ シ ュ 研 ） 編 著 『 キ ャ ッ シ ュ レ ス 革 命 2 0 2 0  電 子 決

済 が 作 り 出 す 新 し い 社 会 』（ 日 経 B P 社 、 2 0 1 4 年 ） 4 6 頁 等 が あ る 。  
( 2 8 )  三 井 住 友 V I S A カ ー ド ＆ 三 井 住 友 マ ス タ ー カ ー ド 規 約 （ 個 人 会 員 用 ） 2 8

条 2（ h t t p s : / / w w w . s m b c - c a r d . c o m / m e m / k i y a k u / p o p / k i y a k u _ k o j i n . j s p〔
終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 1 日 〕）。  

( 2 9 )  三 菱 U F J ニ コ ス カ ー ド 会 員 規 約 2 3 条 ( 1 ) （ h t t p : / / w w w . c r . m u f g . j p /  m e
m b e r / r u l e / n i c o s /  a g r e e m e n t . h t m l〔 終 閲 覧：平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 1 日 〕）。 

( 3 0 )  セ ゾ ン カ ー ド 会 員 規 約 第 5 条 ( 1 )（ h t t p : / / w w w . s a i s o n c a r d . c o . j p / g u i d e /  
g u 0 1 0 . h t m l # a r t i c l e 5 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 1 日 〕） 参 照 。  

( 3 1 )  ほ か に 、現 在 は ほ ぼ 見 ら れ な い が 、割 賦 方 式 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行

で き な い 百 貨 店 系 の カ ー ド 会 社 が 従 来 行 っ て い た 購 入 代 金 相 当 額 の 金 銭

の 貸 付 を 行 う 方 式 や カ ー ド 会 社 が 購 入 者 等 と の 保 証 委 託 契 約 に 基 づ き 、

購 入 者 等 の 保 証 人 と し て 加 盟 店 に 対 し 商 品 代 金 等 を 代 位 弁 済 し て 、 購 入

者 等 は 、 カ ー ド 会 社 等 に 代 位 弁 済 金 と 保 証 料 を 分 割 で 返 済 す る 保 証 委 託

方 式 が あ る 。 取 引 信 用 課 編 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 4 0 頁 。 な お 、 そ の 詳 細 な 区 分 等 に

つ い て は 、 多 数 当 事 者 に お け る 法 律 関 係 の 分 析 の 項 で 詳 細 に 紹 介 す る 。  
( 3 2 )  清 水 巌 「 ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 取 引 の 法 構 造 2 」 法 時 4 6 巻 6 号  （ 1 9 7 4

年 ）  3 0 3 - 3 0 2 頁 、 吉 原 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 1 1 5 頁 、 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 頁 、 梶 村

太 市 ＝ 深 澤 利 一 ＝ 石 田 賢 一 編 『 全 訂 版 割 賦 販 売 法 』（ 青 林 書 院 、 2 0 0 4 年 ）

1 0 - 1 3 頁 〔 石 田 賢 一 〕、 中 村 肇 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 1 1 7 頁 参 照 。  
( 3 3 )  取 引 信 用 課 編 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 2 3 0 - 2 3 1 頁 参 照 。  
( 3 4 )  消 費 貸 借 説 と し て は 、 長 尾 治 助 『 消 費 者 信 用 法 の 形 成 と 課 題 』（ 商 事 法

務 、 1 9 8 4 年 ） 1 6 2 - 1 6 3 頁 、 1 6 5 - 1 6 6 頁 が あ る 。 な お 、 準 委 任 契 約 の 内 容

と し て 、 契 約 書 の 条 項 解 釈 と し て 商 品 の 引 渡 義 務 を 保 証 し て い る と 解 す

る 裁 判 例 も あ る（ 東 京 地 判 昭 和 5 7 年 2 月 5 日 判 時 1 0 5 3 号 1 3 8 頁 ）。し か

し 、 消 費 貸 借 説 は 、 貸 金 業 法 の 規 制 対 象 取 引 と な り 得 る が 、 行 政 規 制 で

は こ の よ う に 解 さ れ て い な い こ と 、 保 証 説 に つ い て は 、 一 般 的 に は こ の

よ う な 条 項 は 信 販 会 社 で は 使 用 さ れ て い な い こ と 、 お よ び 契 約 の 意 思 解

釈 と し て は 難 し い 面 が あ る と の 指 摘 も あ り （ 北 川 善 太 郎 「 立 替 払 契 約 に

つ い て 」 国 民 生 活 1 3 巻 4 号 （ 1 9 8 3 年 ） 1 5 頁 ）、 い ず れ も 取 り 上 げ な か っ

た 。 な お 、 地 銀 バ ン ク カ ー ド が 貸 付 型 で あ り 、 金 銭 消 費 貸 借 と な っ て い
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る が 、 マ ン ス リ ー ク リ ア 方 式 な の で 、 除 外 し た 。  

( 3 5 )  吉 原 省 三 ほ か 「 座 談 会 ・ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 実 務 ・ カ ー ド 利 用 代 金

の 法 的 性 質 ( 1 ) 債 権 譲 渡 説 、 立 替 払 説 を 検 討 す る 」 消 費 者 信 用 1 巻 2 号

（ 1 9 8 3 年 ） 8 1 頁 - 8 3 頁 、 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 - 1 0 頁 、 吉 原 省 三 ・ 塩 崎 勉 編

『 裁 判 実 務 体 系 2 2 金 融 信 用 供 与 取 引 訴 訟 法 』  ( 青 林 書 院 、 1 9 9 3 年 ） 4 1 7
頁 。 植 木 哲 「 （ 特 集 ・ 消 費 者 信 用 取 引 と 抗 弁 の 対 抗 ） 特 集 ① 消 費 者 信 用

取 引 を 巡 る 抗 弁 権 対 抗 の 理 論 」 金 法 3 1 巻 2 9 号 （ 1 0 4 1 号 、 1 9 8 3 年 ） 1 3
頁 、 吉 原 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 1 1 4 - 1 1 5 頁 、 清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 3 0 2 頁 。 宮 本 ・ 前

掲 注 ( 2 0 ) 8 9 - 9 0 頁 、 沢 野 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 1 0 6 頁 、 長 谷 川 成 海 「 三 者 間 ク レ ジ

ッ ト カ ー ド 取 引 ― ― 銀 行 系 カ ー ド の 法 的 問 題 」 早 法 6 4 巻 3 号 （ 1 9 8 9 年 ）

3 3 頁 、 中 村 肇 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 1 1 7 頁 参 照 。  
( 3 6 )  吉 原 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 1 1 6 頁 、 長 谷 川 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 3 3 頁 な ど 参 照 。  
( 3 7 )  吉 原 ・ 塩 崎 編 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 4 1 6 頁 は 、 売 上 票 に 債 権 譲 渡 承 諾 文 言 を 記 載

す る な ど し て 、 債 務 者 対 抗 要 件 は 具 備 で き る が 、 第 三 者 対 抗 要 件 は 具 備

で き ず 、 ま た 、 承 諾 は 、 異 議 を と ど め な い 承 諾 を 得 な い 承 諾 に し て お か

な い と す べ て の 抗 弁 の 対 抗 を 受 け る と す る 。  
( 3 8 )  船 越 隆 司「 ク レ ジ ッ ト 会 社 と 加 盟 店 の 法 律 関 係 」吉 原 省 三 ＝ 岡 部 真 純 編

『 判 例 リ ー ス・ク レ ジ ッ ト 取 引 法 』( き ん ざ い 、1 9 8 6 年 ）4 9 9 - 5 0 0 頁 参 照 。  
( 3 9 )  吉 原 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 1 1 6 頁 は 、 未 発 生 未 確 定 の 債 権 譲 渡 が 有 効 か ど う か 、

ま た 、 あ ら か じ め 包 括 的 に 承 認 を 受 け る こ と で 対 抗 要 件 を 具 備 し た こ と

に な る が 疑 問 が あ る こ と を 指 摘 す る 。 な お 、 通 説 は 事 前 の 包 括 的 同 意 を

有 効 と す る が ( 西 村 信 雄 編 『 注 釈 民 法 1 1 』（ 有 斐 閣 、 1 9 6 7 年 ） 3 7 0 頁 、 3 7 6
頁 〔 明 石 三 郎 〕 参 照 ）、 判 例 は か つ て 無 効 説 に 立 っ て い た た め （ 大 判 大 正

1 0 年 2 月 9 日 民 録 2 7 輯 2 4 4 頁 。な お 、清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 3 0 1 頁 参 照 ）、

訴 訟 で は 、 釈 明 を 求 め ら れ る こ と も あ っ た よ う で あ る 。 吉 原 ほ か ・ 前 掲

注 ( 3 5 )   「 座 談 会 ( 1 ) 」 8 1 頁 〔 西 垣 内 発 言 〕。 し か し 、 現 在 の 判 例 は 、 対 抗

要 件 を 具 備 し た う え で 、 譲 渡 す べ き 債 権 の 特 定 性 を 満 た し て い る 場 合 に

は 有 効 な 将 来 債 権 の 包 括 的 な 譲 渡 を な す こ と が で き る と し て い る （ 判

平 成 1 2 年 4 月 2 1 日 民 集 5 3 巻 1 号 5 1 頁 ）。  
( 4 0 )  吉 原 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 1 1 6 頁 参 照 。 な お 、 植 木 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 1 3 頁 は 、 こ の 承

諾 は 、 一 般 論 と し て は 、 契 約 自 由 の 原 則 の 下 に 是 認 さ れ る が 、 立 替 払 契

約 に お い て は 、 契 約 の 相 対 性 の 下 で 生 じ る 代 金 支 払 義 務 と は 法 律 上 ま っ

た く 別 個 の 立 替 金 支 払 義 務 を 負 う こ と か ら 、 異 議 を と ど め な い 承 諾 の 効

果 と し て 、 指 図 債 権 の 譲 渡 の 場 合 と 同 一 の 効 果 が 認 め ら れ る か 疑 問 と し

て い る 。 ま た 、 清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 3 0 1 頁 も 、 こ の 承 諾 が 民 法 4 6 8 条 1 項

の 異 議 を と ど め な い 承 諾 と は い え な い と す る 。 長 谷 川 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 3 3 - 3 4
頁 も 同 様 に 解 し 、 抗 弁 切 断 条 項 に つ い て は 、 沢 野 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 1 0 6 頁 と 同

様 、 債 務 者 の 権 利 を 制 限 す る 特 約 で あ る と し て い る 。  
( 4 1 )  吉 原 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 1 1 6 頁 参 照 。 特 に 分 割 払 債 権 で は 、 回 収 期 間 が 長 期 化

す る の で 、 そ の 間 の 差 押 え リ ス ク の 指 摘 が あ り 、 対 抗 要 件 を 具 備 し て い

な い 点 に 懸 念 が 示 さ れ て い る （ 吉 原 ほ か ・ 前 掲 注 ( 3 5 )   「 座 談 会 ( 1 ) 」  8 3
頁 〔 山 下 発 言 〕）。 ま た 、 吉 原 ・ 塩 崎 編 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 4 1 6 頁 は 、 第 三 者 対 抗

要 件 は 備 え よ う が な い と す る 。 清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 3 0 1 頁 も 同 旨 。 な お 、

宮 本 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 0 頁 参 照 。  
( 4 2 )  消 滅 時 効 に つ き 、 吉 原 ほ か ・ 前 掲 注 ( 3 5 )  「 座 談 会 ( 1 ) 」 8 2 頁 〔 西 垣 内 発

言 〕 は 、 代 金 譲 受 債 権 の 行 使 期 間 は 2 年 間 （ 民 法 1 7 3 条 ）、 飲 食 代 金 の 場

合 は 1 年 （ 民 法 1 7 4 条 ） の 特 別 短 期 消 滅 時 効 に か か る 懸 念 を 指 摘 す る 。

吉 原 ・ 塩 崎 編 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 4 1 6 頁 、 清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 9 6 頁 、 宮 本 ・ 前

掲 注 ( 2 0 ) 9 0 頁 、 長 谷 川 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 3 3 頁 も 同 様 。  
( 4 3 )  債 務 者 が 二 重 弁 済 を 強 い ら れ る な ど を 理 由 と す る 。 大 判 大 正 1 0 年 2 月

9 日 民 録 2 7 輯 4 巻 2 4 4 頁 、 大 判 大 正 1 0 年 3 月 1 2 日 民 録 2 7 輯 9 巻 5 3 2
頁 。 吉 原 ほ か ・ 前 掲 注 ( 3 5 )   「 座 談 会 ( 1 ) 」 8 3 頁 〔 山 下 俊 六 発 言 〕 も 、 対

抗 要 件 具 備 が 必 要 と す る 。 な お 、 我 妻 栄 ＝ 有 泉 亨 ほ か 著 『 我 妻 ＝ 有 泉 コ

ン メ ン タ ー ル 民 法 ― ― 総 則 ・ 物 権 ・ 債 権 』（ 日 本 評 論 社 、 2 0 1 3 年 ） 8 6 4 頁

は 、 譲 受 人 を 特 定 し な い 事 前 の 承 諾 も 、 債 務 者 が そ れ で よ い と し た の で

あ れ ば 、 そ の 効 力 を 否 定 す る 理 由 は な い が 、 し か し 、 第 三 者 と の 対 抗 関

係 に 問 題 が な い と は 言 え な い と す る 。  
( 4 4 )  清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 3 0 1 頁 も 、 三 者 間 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は 、 債 権

譲 渡 範 囲 が 明 確 で 、 か つ 定 型 的 に カ ー ド 加 盟 店 か ら カ ー ド 会 社 に 譲 渡 さ

れ る か ら 、 事 前 か つ 包 括 的 承 諾 で あ っ て も 債 務 者 に 著 し い 不 利 益 は な い
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か ら 特 約 は 有 効 と す る 。 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 3 4 ) 3 7 2 頁 も 、 具 体 的 な 譲 渡 の 際 改

め て 通 知 ・ 承 諾 せ ず と も 、債 権 譲 渡 に つ き 債 務 者 に は 対 抗 で き る と す る 。  
( 4 5 )  今 般 の 民 法 （ 債 権 関 係 ） の 改 正 で は 、 異 議 な き 承 諾 の 制 度 は 廃 止 さ れ る

こ と に な っ て お り 、 今 後 は 、 債 権 譲 渡 方 式 の ま ま で は 、 会 員 か ら 抗 弁 の

放 棄 に つ い て 書 面 等 で 明 確 に 申 し 出 を 受 け な い 限 り 、 カ ー ド 発 行 会 社 に

加 盟 店 に 対 抗 し う る 事 由 を も っ て 対 抗 す る こ と が で き る よ う に な る 。 し

た が っ て 、 今 後 、 債 権 譲 渡 方 式 は 見 直 さ れ る 可 能 性 が あ る 。  
( 4 6 )  債 務 引 受 説 お よ び 無 名 契 約 説 も 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 時 点 で 債 務 の 引

受 の 効 果 が 生 じ る と み て い る 。 吉 原 省 三 ほ か 「 座 談 会 ・ ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 取 引 の 実 務・カ ー ド 利 用 代 金 の 法 的 性 質 ( 2 ) 」消 費 者 信 用 1 巻 3 号（ 1 9 8 3
年 ） 8 1 頁 〔 吉 原 発 言 ・ 山 下 発 言 〕。 ま た 、 吉 原 ・ 塩 崎 編 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 4 1 6
頁 は 、 売 上 票 に 債 権 譲 渡 承 諾 文 言 を 記 載 す る な ど し て 、 債 務 者 対 抗 要 件

は 具 備 で き る と す る 。  
( 4 7 )  吉 原 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 1 1 6 頁 は 、 第 三 者 対 抗 要 件 の 問 題 に つ い て 、 実 際 上 は

ほ と ん ど 考 慮 す る 必 要 は な い と 述 べ て お ら れ る が 、 こ れ は 、 当 時 の 銀 行

系 ク レ ジ ッ ト が す べ て 1 回 払 い で あ り 、 カ ー ド 会 社 が 加 盟 店 か ら 債 権 を

譲 り 受 け て か ら 口 座 振 替 に よ る 支 払 が 短 期 間（ 2 5 日 か ら 5 5 日 程 度 ）で 完

了 す る た め と 思 わ れ る 。  
( 4 8 )  吉 原 ・ 塩 崎 編 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 4 1 6 頁 は 、 第 三 者 対 抗 要 件 は 備 え よ う が な い

と す る 。 こ れ は 、 当 初 か ら 分 割 払 い 制 度 を 採 用 し て い た 信 販 系 カ ー ド 会

社 が 、 す で に 先 行 し て 債 権 譲 渡 構 成 を 採 用 し て い た 銀 行 系 カ ー ド 会 社 に

追 随 せ ず 、立 替 払 構 成 を 採 用 し て い る の は 、短 期 消 滅 時 効 の 問 題 に 加 え 、

第 三 者 対 抗 要 件 の 問 題 が あ っ た こ と を 考 慮 要 素 の 一 つ と し た も の と 思 わ

れ る 。 な お 、 吉 原 ・ 塩 崎 編 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 4 1 7 - 4 1 8 頁 は 、 個 々 の 代 金 債 権 の

特 定 の 問 題 、 家 族 会 員 の 利 用 の 場 合 な ど 、 債 権 譲 渡 構 成 を 採 っ た 場 合 の

問 題 点 が 、 立 替 払 構 成 （ 準 委 任 等 ） を 採 る と ほ と ん ど 解 消 す る と 主 張 す

る 。  
( 4 9 )  C f .  A m e r i c a n  B A N K E R S  A S S O C I A T I O N  [ h e r e i n a f t e r  A B A ] ,  B a n k  C a r d s ,   

A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  B a n k i n g ,  1 9 8 3 , 9 8 .   カ ー ド 会 員 の ア カ ウ ン ト ナ

ン バ ー （ 会 員 番 号 ）、 加 盟 店 の ア カ ウ ン ト ナ ン バ ー （ 加 盟 店 番 号 ）、 取 引

の 種 別 コ ー ド 、 販 売 日 、 取 引 金 額 、 承 認 番 号 、 検 索 照 会 番 号 し か 、 デ ー

タ と し て の 送 信 と 保 存 が 行 わ れ て い な い 。  
( 5 0 )  吉 原 ほ か ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 「 座 談 会 ( 1 ) 」 8 2 - 8 3 頁 〔 西 垣 内 発 言 ・ 吉 原 発 言 〕

参 照 。 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 売 上 伝 票 を 作 成 し て い た 時 期 に お い て は 、 売

上 伝 票 に 購 入 し た 商 品 名 や サ ー ビ ス 名 を 記 入 す る と 物 品 の 売 買 に 係 る 契

約 書 、 ま た は 請 負 に 係 る 契 約 書 に 該 当 す る 場 合 が あ り 、 印 紙 税 の 対 象 に

な る 恐 れ が あ っ た 。 そ の た め 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て は 、 商 品

名 を 記 入 し な い 実 態 が あ っ た の で 、 カ ー ド 会 社 に は 、 会 員 が 購 入 し た 商

品 は わ か ら な い 。ま た 、一 度 に 多 数 の 日 用 品 を 購 入 し た よ う な と き に は 、

個 別 の 物 品 と そ の 対 価 は 、 店 舗 が 交 付 し た レ シ ー ト な ど で し か わ か ら な

い 。 ま た 、 C A T に よ る 売 上 票 の 自 動 作 成 に お い て は 、 商 品 名 を 入 力 す る

こ と を 初 か ら 省 略 し て お り 、 カ ー ド 発 行 会 社 に そ の 情 報 は 伝 達 さ れ な

い 。 一 方 、 割 賦 販 売 法 に お い て は 、 書 面 交 付 は 、 複 数 の 書 面 に 分 け て 交

付 す る こ と が 認 め ら れ て い る た め 、 カ ー ド 会 員 に は 、 レ シ ー ト や 注 文 請

書 な ど の 書 面 が 加 盟 店 か ら 交 付 さ れ る 結 果 、 問 題 は 生 じ な い 。 現 実 の 買

い 物 で は 、 一 品 だ け の 購 入 以 外 に 、 多 数 の 商 品 を 購 入 し て ま と め て ク レ

ジ ッ ト カ ー ド で 支 払 う 場 合 も 多 く 、 現 実 的 に 細 か い 商 品 の 品 目 、 価 格 の

デ ー タ を 受 け 取 る こ と も あ る か ら 、 実 際 に デ ー タ を 送 信 し よ う と し て も 、

デ ー タ 処 理 や 処 理 時 間 等 の 関 係 で P O S レ ジ な ど 別 途 シ ス テ ム 化 を 構 築 し

て お か な い 限 り 、難 し い 。こ の 点 は 、P O S レ ジ と 承 認 用 端 末 で あ る C A T 、

C C T が 連 動 し て い な い 点 で も 困 難 と い え る 。  
( 5 1 )  裁 判 実 務 で は 、 カ ー ド 利 用 代 金 の 請 求 訴 訟 に あ た っ て 、 利 用 日 、 利 用 加

盟 店 、 利 用 金 額 の 特 定 で 十 分 で あ り 、 商 品 ま で は 必 要 と さ れ て い な い と

す る 。 吉 原 ほ か ・ 前 掲 注 ( 3 5 )   「 座 談 会 ( 1 ) 」 8 5 頁 〔 和 田 発 言 〕。 ま た 、

高 裁 判 所 事 務 総 局 編 『 消 費 者 信 用 関 係 事 件 に 関 す る 執 務 資 料 （ そ の 二 ）』

（ 法 曹 会 、 1 9 8 7 年 ） 7 0 頁 は 、 総 合 割 賦 購 入 あ っ せ ん の 訴 状 の 様 式 （ 様 式

四 ） に お い て は 、 個 別 の 取 引 内 容 が 重 要 で あ り 、 そ の 内 容 を 別 紙 一 覧 表

の 形 で 明 ら か に す る と し て い る が 、 し か し 、「 購 入 商 品 等 に つ い て は 信 販

会 社 に お い て 把 握 が 困 難 な 場 合 も 考 え ら れ る が 、 こ の よ う な 場 合 は 、 可

能 な 範 囲 で 個 々 の 取 引 内 容 を 特 定 さ せ る こ と に な ろ う 」 と し て 商 品 名 の
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記 載 を 絶 対 的 記 載 事 項 と は し て い な い 。判 例 で は 、無 名 契 約 説 に 立 っ て 、

購 入 物 品 の 個 々 の 特 定 し な い 取 扱 い に 十 分 な 合 理 性 を 認 め る も の が あ る

が（ 東 京 地 判 昭 和 6 3 年 8 月 2 9 日 判 タ 6 9 1 号 1 9 1 頁 ）、立 替 払 委 託 契 約 に

つ き 準 委 任 説 に 立 つ 名 古 屋 地 判 平 成 2 5 年 7 月 1 6 日（ 平 成 2 3 年 ( ワ ) 3 8 5 9
号 損 害 賠 償 等 請 求 事 件 ・ 判 例 集 未 搭 載 ） に お い て も 、 販 売 店 名 ・ 商 品 名

の 記 載 ま で は 求 め ら れ て い な い 。  
( 5 2 )  加 盟 店 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 対 す る カ ー ド 利 用 代 金 請 求 権 は 、債 権

譲 渡 禁 止 と さ れ て お り 、 加 盟 店 は 、 顧 客 に 対 す る 売 掛 金 債 権 を 加 盟 店 契

約 の あ る カ ー ド 会 社 に 譲 渡 す る 途 し か 残 さ れ て い な い 。 加 盟 店 の 債 権 者

か ら の 加 盟 店 管 理 会 社 に 対 す る 債 権 譲 渡 に 伴 う 請 求 権 に つ い て の 債 権 差

押 え が 、 懸 念 さ れ る だ け で あ る 。 も し 他 の 者 に 、 債 権 を 譲 渡 し よ う と し

て も 、 残 さ れ た 個 別 利 用 顧 客 の 個 人 情 報 は 、 カ ー ド 券 面 に エ ン ボ ス さ れ

た 氏 名 の ア ル フ ァ ベ ッ ト 表 示 の 売 上 伝 票 し か な く 、 こ れ だ け で 債 務 者 に

債 権 譲 渡 通 知 を 行 う の は 、 困 難 で あ る 。 譲 渡 代 金 請 求 権 に 対 す る 債 権 差

押 え に 対 し て は 、 キ ャ ン セ ル な ど 加 盟 店 か ら 返 還 を 受 け る べ き も の と の

相 殺 規 定 が 存 在 す る た め 、 無 制 限 説 の 下 で は 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が

損 失 を 被 る 可 能 性 は 少 な い 。  
( 5 3 )  長 尾 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 頁 、 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 3 4 ) 1 6 1 頁 、 石 田 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 1 0

頁 、植 木・前 掲 注 ( 3 5 ) 1 3 頁 、宮 本・前 掲 注 ( 2 0 ) 9 1 頁 、長 谷 川・前 掲 注 ( 3 5 ) 3 4
頁 参 照 。  

( 5 4 )  北 川 ・ 前 掲 注 ( 3 4 ) 1 2 頁 、 来 栖 ・ 前 掲 注 ( 2 6 ) 1 7 5 頁 参 照 。  
( 5 5 )  浜 上 ・ 前 掲 注 ( 2 6 ) 1 0 頁 は 、 立 替 払 い に 利 用 者 の 同 意 を 求 め る こ と を 理

由 に 、 正 当 な 利 益 を 有 す る 第 三 者 な ら 、 承 認 ・ 同 意 が 不 要 で あ る こ と を

根 拠 と す る 。 長 谷 川 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 3 7 頁 。 宮 本 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 1 頁 も 参 照 。  
( 5 6 )  清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 3 0 0 頁 、 宮 本 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 2 頁 な ど 参 照 。  
( 5 7 )  太 田 幸 夫 「 立 替 払 契 約 を め ぐ る 若 干 の 問 題 」 判 タ 4 5 7 号 （ 1 9 8 2 年 ） 2 6

頁 、 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 頁 、 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 3 4 ) 1 6 1 - 1 6 2 頁 、 木 村 晋 介 「 ク

レ ジ ッ ト 販 売 を め ぐ る 法 的 諸 問 題 」 金 法 3 1 巻 1 1 号 （ 1 9 8 3 年 ） 1 1 6 頁 、

来 栖 ・ 前 掲 注 ( 2 6 ) 1 7 5 頁 、 取 引 信 用 課 編 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 4 0 頁 、 植 木 ・ 前 掲 注

( 3 5 ) 1 4 頁 、 島 田 禮 介 「 購 入 商 品 の 瑕 疵 と ク レ ジ ッ ト 会 社 に 対 す る 買 主 の

抗 弁 権 」 判 タ 5 1 3 号  （ 1 9 8 4 年 ）  7 2 頁 、 宮 本 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 2 頁 、 長 谷

川 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 3 5 頁 な ど 参 照 。  
( 5 8 )  個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん 契 約 で は 、 昭 和 5 9 ( 1 9 8 4 ) 年 1 1 月 2 6 日 通 商 産 業

省 産 業 政 策 局 消 費 経 済 課 長 発 の 「 昭 和 5 9 年 改 正 割 賦 販 売 法 に 基 づ く 標 準

約 款 お よ び モ デ ル 書 面 に つ い て 」 と 題 す る 通 達 が 、 商 品 代 金 残 金 を 「 会

社 が 購 入 者 に 代 わ っ て 販 売 店 に 立 替 払 い す る こ と を 委 託 し 、 会 社 は こ れ

を 受 託 し ま す 」 と 明 記 し て い る こ と か ら （（ 通 商 産 業 省 産 業 政 策 局 取 引 信

用 課 監 修 『 ク レ ジ ッ ト 関 連 通 達 集 』（ 日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 、 1 9 9 4 年 ）

1 0 5 頁 ）、 通 商 産 業 省 も 準 委 任 説 に 立 っ て い る と い わ れ て い る 。 石 田 ・ 前

掲 注 ( 3 2 )  1 0 頁 。  
( 5 9 )  岡 部 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 「 座 談 会 」 5 7 頁 〔 岡 部 発 言 ・ 山 下 発 言 〕、 太 田 ・

前 掲 注 ( 5 7 ) 2 4 頁 、 植 木 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 1 4 頁 、 吉 原 ・ 塩 崎 編 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 4 1 7
頁 。 な お 、 宮 本 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 2 頁 は 、 委 託 （ 準 委 任 ） を 受 け た 弁 済 の 場

合 で も 、 ク レ ジ ッ ト 会 社 は 、「 正 当 の 利 益 を 有 す る 第 三 者 」 に は 該 当 し な

い と す る が 、 委 託 を 受 け て い る 以 上 、 弁 済 し な い と き は 、 購 入 者 に 対 し

て 債 務 不 履 行 責 任 が 生 じ る ほ か 、 三 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お

い て は 、 加 盟 店 契 約 が 存 在 す る こ と か ら 、 販 売 業 者 に 対 し て も 責 任 を 負

っ て い る の で 、「 正 当 の 利 益 を 有 す る 第 三 者 」 と な り 得 る の で は な い か と

考 え る 。 し か し 、 四 当 事 者 型 以 上 の 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引

で あ れ ば 、 指 摘 の と お り で あ る と 考 え る 。  
( 6 0 )  柚 木 馨 「 保 証 人 の 求 償 権 を 巡 る 諸 問 題 （ 下 ）」 金 法 2 6 3 号 （ 1 9 6 1 年 ） 1 3

頁 参 照 。 福 永 有 利 ＝ 千 葉 恵 美 子 「 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん と 倒 産 法 （ 上 ）」

判 タ 5 2 2 号 （ 1 9 8 4 年 ） 2 4 頁 。 島 田 禮 介 ・ 前 掲 注 ( 5 7 )  7 2 頁 、 宮 本 ・ 前 掲

注 ( 2 0 ) 9 2 頁 参 照 。  
( 6 1 )  清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 3 0 0 頁 、 吉 原 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 1 1 6 頁 、 宮 本 ・ 前 掲 注

( 2 0 ) 9 3 頁 参 照 。  
( 6 2 )  清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 9 9 - 3 0 0 頁 参 照 。 な お 、 履 行 の 引 受 と 第 三 者 の た め

に す る 契 約 を 結 び つ け て 、 債 権 者 に 履 行 引 受 人 に 対 す る 請 求 権 を 与 え る

こ と も で き な い わ け で は な い か ら 、 加 盟 店 契 約 が な い こ と は 決 定 的 な 難

点 と は い え な い と す る 。  
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( 6 3 )  清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 9 9 頁 、 吉 原 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 1 1 6 頁 、 長 谷 川 ・ 前 掲 注

( 3 5 ) 3 5 - 3 6 参 照 。  
( 6 4 )  判 例 は 有 効 説 に 立 つ 。 大 判 大 正 1 0 年 5 月 9 日 民 録 2 7 輯 8 9 9 頁 。 篠 塚

昭 次 = 前 田 達 明『 新・判 例 法 コ ン メ ン タ ー ル 民 法 6 債 権 総 則 ( 2 ) 契 約 ( 1 ) 』（三

省 堂 、 1 9 9 2 年 ） 3 1 - 3 5 頁 。「 民 法 （ 債 権 関 係 ） の 改 正 に 関 す る 要 綱 案 仮 案 」

に お い て 、 債 務 引 受 は 、 免 責 的 債 務 引 受 、 重 畳 的 債 務 引 受 と も 、 民 法 典

に 組 み 込 ま れ る 予 定 の 案 が 示 さ れ 、 改 正 法 案 4 7 0 条 か ら 4 7 2 条 の 3 に 組

み 入 れ ら れ て い る 。 商 事 法 務 編 『 民 法 （ 債 権 関 係 ） の 改 正 に 関 す る 中 間

試 案 の 補 足 説 明 』（ 商 事 法 務 、 2 0 1 3 年 ） 2 6 6 頁 な ど 。  
( 6 5 )  清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 9 9 頁 参 照 。  
( 6 6 )  吉 原 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 1 1 6 頁 、 清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 9 9 頁 、 山 下 俊 六 「 連 載

シ ョ ッ ピ ン グ ・ ク レ ジ ッ ト の 法 理 論 ( 2 ) 立 替 払 型 ク レ ジ ッ ト の 法 理 論 」 消

費 者 信 用 1 巻 3 号 （ 1 9 8 3 年 ） 7 7 頁 、 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 1 0 頁 、 宮 本 ・ 前 掲

注 ( 2 0 ) 9 3 頁 、 長 谷 川 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 3 8 頁 参 照 。 な お 、 判 例 と し て 、 東 京 高

判 昭 和 3 6 年 1 0 月 1 0 日 下 民 集 3 2 巻 1 ～ 4 号 1 2 1 頁 が あ る 。  
( 6 7 )  清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 9 9 頁 、 長 谷 川 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 3 6 頁 参 照 。  
( 6 8 )  吉 原 ・ 前 掲 注 ( 1 8 ) 1 1 6 頁 参 照 。  
( 6 9 )  吉 原 ・ 塩 崎 編 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 4 1 7 頁 、 宮 本 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 3 頁 参 照 。  
( 7 0 )  千 葉 恵 美 子 ＝ 福 永 有 利 編 著『 新 種 ・ 特 殊 契 約 と 倒 産 法 』（ 商 事 法 務 、1 9 8 8

年 ）4 7 頁 。福 永 有 利 ＝ 千 葉 恵 美 子「 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん と 倒 産 法（ 下 ）」

判 タ 5 2 9 号 （ 1 9 8 4 年 ） 4 9 - 5 0 頁 、 宮 本 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 3 頁 参 照 。 重 畳 的 債

務 引 受 説 に 立 つ の は 、 吉 原 の ほ か 、 船 越 隆 司 「 ク レ ジ ッ ト 契 約 の 法 的 性

質 」 吉 原 省 三 ＝ 岡 部 眞 純 編 『 判 例 リ ー ス ク レ ジ ッ ト 取 引 法 』（ 金 融 財 政 事

情 、 1 9 8 6 年 ） 5 0 1 頁 。 宮 本 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 3 頁 。  
( 7 1 )  清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 9 9 頁 参 照 。  
( 7 2 )  清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 9 8 頁 参 照 。  
( 7 3 )  併 存 的 債 務 引 受 で あ れ ば 、カ ー ド 会 員 に 対 す る 請 求 権 は 残 さ れ て い る か

ら 、 債 権 の 行 使 に 必 要 な 範 囲 で 債 務 者 に 関 す る 情 報 の 開 示 を カ ー ド 会 社

か ら 受 け て 、 カ ー ド 会 員 に 請 求 す る こ と が 可 能 で あ ろ う 。  
( 7 4 )  第 3 章 第 4 節 2 ( 2 ) 参 照 。  
( 7 5 ) 清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 9 8 頁 、吉 原 ・ 塩 崎 編 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 4 1 7 頁 、吉 原 ほ か ・

前 掲 注 ( 3 5 )   「 座 談 会 ( 1 ) 」 8 5 頁 参 照 。 な お 、 保 証 構 成 を 採 っ た 裁 判 例 と

し て 、 神 戸 地 社 支 判 昭 和 5 1 年 9 月 8 日 判 時 8 4 9 号 1 1 3 頁 が あ る 。  
( 7 6 )  清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 9 8 頁 、 吉 原 ・ 塩 崎 編 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 4 1 7 頁 参 照 。  
( 7 7 )  植 木 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 1 3 頁 、 島 川 勝 ＝ 金 子 武 嗣 「 立 替 払 契 約 と 抗 弁 権 の 切

断 （ 下 ）」 N B L 2 7 4 号 （ 1 9 8 2 年 ) 4 1 頁 、 宮 本 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 0 頁 な ど 参 照 。 
( 7 8 ) 島 川 ＝ 金 子 ・ 前 掲 注 ( 7 7 ) 4 1 頁 参 照 。  
( 7 9 )  北 川 善 太 郎 教 授 の 発 言 と し て 片 岡 成 弘 ・ 平 野 鷹 子「 ク レ ジ ッ ト 取 引 の 現

状 と 課 題 （ 近 畿 弁 護 士 連 合 会 シ ン ポ ジ ウ ム レ ポ ー ト ）」 N B L 2 7 8 号 （ 1 9 8 3
年 ） 8 頁 に 紹 介 さ れ て い る 。 来 栖 ・ 前 掲 注 ( 2 6 ) 1 7 5 頁 、 植 木 ・ 遠 藤 ほ か 監

修 ・ 前 掲 注 ( 2 6 ) 2 4 1 頁 、 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 3 4 ) 1 6 0 頁 。 大 阪 簡 判 昭 和 5 5 年 1 1
月 2 7 日 下 民 集 3 2 巻 1 号 3 0 9 頁 … … 〔 本 件 評 釈 〕 島 川 勝 「 立 替 払 契 約 に

同 時 履 行 の 抗 弁 権 を 認 め た 事 例 」 法 時 5 4 巻 8 号 （ 1 9 8 2 年 ） 1 5 8 頁 。  
( 8 0 )  植 木 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 1 3 頁 参 照 。  
( 8 1 )  植 木 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 1 3 頁 、 宮 本 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 0 頁 参 照 。  
( 8 2 )  長 尾 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 1 0 頁 、 植 木 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 1 3 頁 、 浜 上 ・ 前 掲 注 ( 2 6 ) 1 1

頁 、長 尾 治 助「 消 費 者 信 用 に お け る 与 信 者 の 義 務 」立 命 館 法 学 1 6 1 号（ 1 9 8 2
年 ） 1 3 頁 、 島 田 禮 介 ・ 前 掲 注 ( 5 7 ) 7 2 頁 。  

( 8 3 )  清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 9 7 頁 。  
( 8 4 )  清 水 巌 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 法 的 構 造 ( 3 ) 」 法 時 4 8 巻 2 号 （ 1 9 7 6 年 ）

1 8 6 頁 参 照 。  
( 8 5 )  吉 原 ほ か ・ 前 掲 注 ( 4 6 )  「 座 談 会 ( 2 ) 」8 0 - 8 3 頁 。8 3 頁〔 武 山 発 言 〕で は 、

「 信 用 を 媒 介 と し た 新 し い 特 殊 な 契 約 」 と す る 。 ま た 、 吉 原 ほ か ・ 前 掲

注 ( 3 5 )  「 座 談 会 ( 1 ) 」 8 2 頁 、 8 4 頁 〔 山 下 発 言 〕 は 、 実 際 の 訴 訟 も 「 立 替

金 請 求 事 件 」 で は な く 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 代 金 請 求 事 件 」 と し て い

る と い う 。  
( 8 6 )  吉 原 ほ か ・ 前 掲 注 ( 3 5 )   「 座 談 会 ( 1 ) 」 8 1 頁 〔 武 山 発 言 〕。 判 例 で は 、 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 契 約 と い う 無 名 契 約 で あ る と す る も の も あ る （ 東 京

地 判 昭 和 6 3 年 8 月 2 9 日 判 タ 6 9 1 号 1 9 1 頁 ）。  
( 8 7 ) 和 田 正 隆 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 」 吉 原 省 三 監 修 『 判 例 ・ 信 用 供 与 取 引
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法 』（ 経 済 法 令 研 究 会 、 1 9 8 4 年 ） 2 6 5 頁 参 照 。  

( 8 8 )  清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 9 7 頁 、 和 田 ・ 前 掲 注 ( 8 7 ) 2 6 5 頁 参 照 。  
( 8 9 )  青 島 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 2 9 - 3 0 頁 、 山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 4 - 5 頁 、 8 6 - 8 7 頁 、 野 村 総

合 研 究 所 「 平 成 2 2 年 度 商 取 引 適 正 化 ・ 製 品 安 全 に 係 る 事 業 （ 諸 外 国 の ク

レ ジ ッ ト カ ー ド の 決 済 状 況 に 関 す る 実 態 調 査 ）報 告 書（ 2 0 1 1 年 ） 1 - 3 頁 、

日 弁 連 編 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 1 7 3 頁 、 田 中 雅 代 ・ 前 掲 注 ( 2 7 )「 7 5 号 」 1 4 3 頁 、「 7 8
号 」 1 1 2 - 1 1 3 頁 参 照 。  

( 9 0 )  「 包 括 代 理 加 盟 店 契 約 」 の 場 合 も あ る 。 ま た 、「 店 子 方 式 」 と も 呼 ば れ

る 。 山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 4 3 頁 、 野 村 総 研 ・ 前 掲 注 ( 8 9 ) 1 頁 、 5 頁 参 照 。  
( 9 1 )  決 済 代 行 会 社 の 役 割 は 、ア ク ワ イ ア ラ と 店 子 加 盟 店 の 間 に 複 数 の 決 済 代

行 会 社 が 介 在 す る 場 合 も あ り 、 ま た 個 別 の 決 済 代 行 会 社 に よ っ て 提 供 さ

れ る 機 能 が 異 な る 。 野 村 総 研 ・ 前 掲 注 ( 8 9 ) 9 - 1 0 頁 。  
( 9 2 )  山 本 正 行 「 特 集 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 知 っ て お き た い 基 礎 知 識 （ 特 集 1 ・ ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 の 仕 組 み ）」 国 民 生 活 2 0 1 2 年 1 2 月 号 （ 2 0 1 2 年 ） 3
頁 （ h t t p : / / w w w . k o k u s e n . g o . j p / w k o / p d f / w k o - 2 0 1 2 1 1 _ 0 1 . p d f〔 終 閲 覧 ：

平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 2 2 日 〕） 参 照 。  
( 9 3 )  田 中 雅 代 ・ 前 掲 注 ( 2 7 )「 7 5 号 」 1 4 3 頁 、「 7 8 号 」 1 1 4 - 1 1 5 頁 、 野 村 総 研 ・

前 掲 注 ( 8 9 ) 1 8 - 2 1 頁 な ど 参 照 。  
( 9 4 )  末 藤 高 義 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 入 門 ( 1 0 ) ( 1 1 ) ( 2 6 ) 」 消 費 者 信 用 1 8 巻 2 号  

（ 2 0 0 0 年 ）  7 0 頁 、 1 8 巻 3 号 8 0 頁 、 1 9 巻 7 号 （ 2 0 0 1 年 ） 8 4 頁 、 山 本 ・

前 掲 注 ( 2 1 ) 4 頁 参 照 。  
( 9 5 )  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 1 4 - 1 7 頁 参 照 。 C A F I S 、 C A R D N E T 、 V I S A N E T と い

っ た 事 務 処 理 セ ン タ ー と 各 運 営 会 社 が あ る 。   
( 9 6 )  オ ー ソ リ ゼ ー シ ョ ン や 決 済 内 容 を 店 子 か ら 収 集 し て 加 盟 店 管 理 会 社（ ア

ク ワ イ ア ラ ） に 転 送 す る シ ス テ ム を 提 供 す る の が 一 般 的 で あ る 。 野 村 総

研 ・ 前 掲 注 ( 8 9 ) 9 頁 。  
( 9 7 )  C f .  M A S T E R C A R D ,  A c h i e v i n g  O u r  V i s i o n  a  W o r l d  B e y o n d  C a s h :  

M a s t e r C a r d  A n n u a l  R e p o r t  2 0 1 3 ,  M a s t e r C a r d  , 2 0 1 3 , 1 1 . ,  山 本 ・ 前 掲 注

( 2 1 ) 1 0 2 - 1 0 5 頁 、1 0 7 - 1 0 8 頁 参 照 。な お 、キ ャ ッ シ ュ 研 編・前 掲 注 ( 2 7 ) 4 9 - 5 0
頁 で は 、 ブ ラ ン ド 使 用 料 、 デ ー タ 処 理 サ ー ビ ス 利 用 料 、 国 際 取 引 サ ー ビ

ス 料 が ブ ラ ン ド の 主 な 収 入 と 整 理 さ れ て い る 。  
( 9 8 )  C f .  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 9 7 ) ,  a t  6 .  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 4 2 頁 、 9 4 頁 、

1 0 7 頁 、 1 2 4 頁 、 1 2 5 頁 、 末 藤 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 1 8 - 1 1 9 頁 、 織 田 典 靖 「 悪 質

業 者 に 利 用 さ れ る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 等 の 責 任 に つ い て 」 消 費 者 法 ニ

ュ ー ス 9 3 号 （ 2 0 1 2 年 ） 1 7 1 頁 参 照 。 な お 、 ノ ン ・ オ ン ア ス 取 引 を 「 非 オ

ン ア ス 」取 引 と 呼 ぶ こ と が あ る 。ま た 、キ ャ ッ シ ュ 研 編 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 4 7 - 4 8
頁 で は 、ノ ン ・ オ ン ア ス で は な く 、オ フ ･ア ス ( O f f  U s ) 取 引 と 呼 ん で い る 。  

( 9 9 )  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 2 4 - 1 2 5 頁 参 照 。  
( 1 0 0 )  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 6 4 - 6 5 頁 参 照 。 な お 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に は 、

こ れ ら の 会 社 以 外 に も 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の 業 務 を 一 部 受 託 す る

様 々 な 種 類 の ｢エ ン ハ ン ス メ ン ト サ ー ビ ス 」 会 社 が 関 与 し て い る 。 そ の 業

務 と し て 、 入 会 審 査 、 エ ン ボ ス や エ ン コ ー ド に 関 す る カ ー ド へ の 処 理 、

加 盟 店 管 理 、 カ ー ド 売 上 処 理 、 カ ー ド の オ ー ソ リ ゼ ー シ ョ ン 、 そ の 他 の

事 務 の 代 行 処 理 、 カ ー ド の 発 行 と こ れ に 関 す る シ ス テ ム 部 分 の 受 託 な ど

が あ り 、 ” c r e d i t  c a r d  m a n a g e m e n t " に は 3 4 種 類 の エ ン ハ ン ス メ ン ト サ ー

ビ ス 会 社 が 挙 げ ら れ て い る と い う 。 わ が 国 で 決 済 代 行 会 社 と 呼 ぶ の は 、

カ ー ド 売 上 処 理 、 カ ー ド の オ ー ソ リ ゼ ー シ ョ ン 、 代 金 の 支 払 業 務 を 行 う

会 社 で あ る 。  
( 1 0 1 )  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 6 1 頁 参 照 。  
( 1 0 2 )  ビ ザ ・ イ ン ク ( V I S A  I n c . ) ( e 1 5 6 9 2 ) 有 価 証 券 報 告 書 2 0 1 3 年 3 月 2 8 日 付

4 6 頁 （ h t t p : / / t o u s h i . k a n k e i . m e / d o c s / t e x t / S 0 0 0 A 5 0 Z 〔 終 閲 覧 ： 平 成

2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 1 1 月 1 0 日 〕）。  
( 1 0 3 ) V I S A ・ 前 掲 注 ( 1 0 2 ) 2 4 頁 参 照 。  
( 1 0 4 )  C f .  M A S T E R C A R D ,  s u p r a  n o t e  ( 9 7 ) ,  a t  4 .  
( 1 0 5 )  V I S A の 場 合 、公 表 さ れ て い る 企 業 概 要 に よ る と 、世 界 2 0 0 以 上 の 国 と

地 域 に お い て 、 1 6 , 6 0 0 の 金 融 機 関 と 提 携 し て 、 1 9 億 枚 （ 2 0 1 1 年 6 月 現

在 ） を 超 え る カ ー ド 発 行 が 発 行 さ れ て お り 、 年 間 7 6 0 億 件 の 取 引 件 数 、

3 , 7 兆 米 ド ル の シ ョ ッ ピ ン グ 取 扱 が 行 わ れ て い る 。  
( 1 0 6 )  T H E  N I L S O N  R E P O R T  2 0 1 2 に よ れ ば 、 2 0 1 1 年 度 の 発 行 枚 数 に お け る シ

ェ ア は 、 V I S A が 4 2 . 6 ％ 、 M a s t e r C a r d  3 4 . 6 ％ 、 銀 聯 1 4 . 0 ％ 、 ア メ ッ ク ス
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4 . 8 ％ 、 J C B  3 . 8 ％ 、 ダ イ ナ ー ス ク ラ ブ 0 . 3 ％ で あ り 、 カ ー ド 利 用 額 シ ェ ア

は 、 V I S A が 4 3 . 6 ％ 、 M a s t e r C a r d が 2 9 . 6 ％ 、 ア メ ッ ク ス 1 3 . 3 ％ 、 銀 聯 が

1 0 . 5 ％ 、 J C B が 2 . 6 ％ 、 ダ イ ナ ー ス ク ラ ブ 0 . 5 ％ で あ る 。  
( 1 0 7 )  C f .  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 9 7 ) ,  a t  7 .  
( 1 0 8 )  カ ー ド 情 報 を 読 み 取 る 端 末 機 （ C A T 、 C C T な ど ） は 、 加 盟 店 契 約 に 基

づ き 、 設 置 場 所 と 電 話 番 号 と と も に 、 販 売 店 名 が 登 録 さ れ る 。 加 盟 店 管

理 会 社 が 包 括 加 盟 店 に 設 置 す る 場 合 は 、 そ の 店 子 加 盟 店 を 把 握 し て い る

こ と が あ る の で 、 店 子 加 盟 店 の 表 示 が な さ れ る こ と が あ る が 、 決 済 代 行

会 社 の 場 合 は 、 決 済 代 行 会 社 と の 契 約 で あ る た め 、 決 済 代 行 会 社 が 設 置

場 所 に よ っ て 、 記 号 を 振 り 分 け る な ど し て い る 例 が 見 ら れ る も の の 、 店

子 加 盟 店 の 表 示 が な さ れ る こ と は 通 常 あ ま り な い 。  
( 1 0 9 )  ス ー パ ー の 屋 上 で 営 業 し て い た ペ ッ ト を 購 入 し た 顧 客 に 対 し て ス ー パ

ー の 商 法 2 3 条 の 名 板 貸 に よ る 損 害 賠 償 責 任 が 認 め ら れ た 事 例 に 該 当 す れ

ば 、 そ の 責 任 が 認 め ら れ る 可 能 性 が あ る 。 判 平 成 ７ 年 1 1 月 3 0 日 民 集

4 9 巻 9 号 2 9 7 2 頁 。  
( 1 1 0 )  現 在 は 、 消 費 者 庁 に 任 意 の 登 録 制 度 が 設 け ら れ 、 販 売 業 者 の 決 済 条 件

等 を 示 す ペ ー ジ に 決 済 代 行 業 者 が 介 在 し て い る こ と 、 登 録 簿 に 登 録 さ れ 、

そ の 登 録 簿 に 記 載 さ れ て い る 内 容 を 明 記 す る よ う な 指 導 が な さ れ て い る 。

平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 1 1 月 1 3 日 、 初 に 閲 覧 し た と き は 、 2 9 社 の 登 録 が あ っ

た が 、 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 9 月 2 7 日 の 時 点 で 3 4 社 と な っ て い た （ h t t p : / /  
w w w . c a a . g o . j p / k e s s a i d a i k o u / r e g i s t e r . h t m l  [ 終 閲 覧 : 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 9
月 2 7 日 ] ）。 な お 本 サ イ ト は 、 割 賦 販 売 法 に お い て 決 済 代 行 会 社 の 登 録 制

度 の 検 討 が な さ れ て い る こ と を 理 由 と し て 、 平 成 2 7 年 6 月 3 0 日 を も

っ て 閉 鎖 さ れ て い る 。  

( 1 1 1 )  C f .  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 9 7 ) ,  a t  6 .  V I S A の 場 合 は 、C l i e n t  S e r v i c e  
a n d  T r a d e m a r k  L i c e n s e  A g r e e m e n t に 基 づ き V I S A  I n c . の ア ジ ア 太 平 洋 地

区 を 統 括 す る 子 会 社 で あ る V I S A  W o r l d w i d e  P T E  l t d . か ら L i c e n s e が 与 え

ら れ る 。  
( 1 1 2 )  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 6 8 - 7 7 頁 に 各 種 義 務 や ル ー ル の 記 載 が あ る 。 V I S A の

場 合 、 V I S A  R u l e と し て C o r e  R u l e の ほ か P r o d u c t  a n d  S e r v i c e  R u l e s ,  
B I N  l i c e n s i n g  A g r e e m e n t ,  D o m e s t i c  s e t t l e m e n t  A g r e e m e n t ,  V I S A  
W o r l d w i d e  S u p p l e m e n t a r y  O p e r a t i n g  R e g u l a t i o n s な ど が あ る 。  

   C o r e  R u l e と P r o d u c t  a n d  S e r v i c e  R u l e s に は 、L i c e n s i n g ,  U s e  o f  M a r k ,  
I s s u a n c e ,  A c c e p t a n c e ,  A T M ,  T r a n s a c t i o n  P r o c e s s i n g ,  P r o c e s s i n g  
P r o d u c t ,  I n t e r c h a r g e ,  R i s k ,  D i s p u t e  R e s o l u t i o n ,  F e e  a n d  N o n  -  
C o m p l i a n c e な ど の 項 目 が あ る 。 C h a r g e  b a c k に つ い て は 、 D i s p u t e  
R e s o l u t i o n に 規 定 さ れ て い る 。  

( 1 1 3 )  末 藤 高 義 「 チ ャ ー ジ バ ッ ク を 考 え る ( 1 ) ～ （ 1 1・ 完 ）」 消 費 者 信 用 1 5 巻

1 2 号 （ 1 9 9 7 年 ） 7 0 頁 、 1 6 巻 1 号 （ 1 9 9 8 年 ） 8 2 頁 、 2 号 7 8 頁 、 3 号 6 6
頁 、 4 号 7 2 頁 、 5 号 7 4 頁 、 7 号 9 4 頁 、 8 号 7 4 頁 、 1 0 号 6 6 頁 、 1 1 号 6 8
頁 、 1 2 号 6 0 頁 、 山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 6 1 頁 、 6 4 頁 、 6 8 - 1 1 1 頁 な ど 参 照 。  

( 1 1 4 )  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 6 5 頁 、 山 本 ・ 前 掲 注 ( 9 2 ) 2 頁 参 照 。  
( 1 1 5 )  統 括 組 織 と し て 本 部 ・ 本 社（ フ ラ ン チ ャ イ ジ ー ）を 置 き 、各 国 の 銀 行 ・

カ ー ド 会 社 を メ ン バ ー （ フ ラ ン チ ャ イ ザ ー ） と し た シ ス テ ム を と っ て い

る 。 本 部 は 共 通 ル ー ル の も と 各 メ ン バ ー が ブ ラ ン ド マ ー ク を 使 用 す る こ

と や 加 盟 店 を 開 拓 す る こ と を 認 め て い る 。 両 社 と も 必 要 な 経 費 の み を メ

ン バ ー か ら 徴 収 す る 非 営 利 団 体 で あ っ た 。 末 藤 高 義 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド

入 門 ( 3 ) 消 費 者 信 用 1 7 巻 5 号 （ 1 9 9 9 年 ） 7 6 頁 参 照 。  
( 1 1 6 )  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 6 6 頁 参 照 。な お 、 V I S A は 、 2 0 0 5 年 以 降 M a s t e r C a r d

や 他 の 金 融 機 関 と 共 に 、 反 ト ラ ス ト 法 に 関 し て 5 5 件 に 及 ぶ 集 団 代 表 訴 訟

や 個 別 訴 訟 を 抱 え て い る こ と が 開 示 さ れ て い る 。  V I S A ・ 前 掲 注 ( 1 0 2 ) 4 3
頁 、 1 6 7 頁 参 照 。  

( 1 1 7 )  た と え ば 、 V I S A の メ ン バ ー と 認 め ら れ れ ば 、 V I S A  C o r e  R u l e s の も と

で 、 V I S A の 商 標 利 用 、 V I S A N e t と 名 付 け ら れ た 決 済 ネ ッ ト ワ ー ク の 利 用

が 認 め ら れ る 。 M a s t e r C a r d メ ン バ ー に つ い て は 、 B a n k n e t と い う 決 済 シ

ス テ ム で あ る 。 山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 9 1 頁 参 照 。  
( 1 1 8 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 4 9 ) ,  a t  1 0 3 - 1 0 4 ． V I S A ・ 前 掲 注 ( 1 0 2 ) 3 4 頁 、 山

本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 0 3 頁 参 照 。  
( 1 1 9 )  C f .  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 9 7 ) ,  a t  6 ,  V I S A ・ 前 掲 注 ( 1 0 2 ) 3 4 頁 、 キ

ャ ッ シ ュ 研 編 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 4 9 頁 参 照 。  
( 1 2 0 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 4 9 ) ,  a t 1 1 3 .  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 0 3 - 1 0 5 頁 参 照 。  
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( 1 2 1 )  C f .  M A S T E R C A R D  W O R L D W I D E ,  C h a r g e b a c k  G u i d e - 2 4  A p r i l  2 0 0 9 ,   

M a s t e r C a r d ,  2 0 0 9 ,  4 - i - 4 - 1 3 ,  c h a p t e r  4  a r b i t r a t i o n  p r o c e d u r e s .  山 本 ・

前 掲 注 ( 2 1 ) 1 0 8 - 1 1 1 頁 参 照 。  
( 1 2 2 )  キ ャ ッ シ ュ 研 編 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 4 6 頁 参 照 。  
( 1 2 3 )  田 中 雅 代 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 「 7 8 号 」 1 1 4 頁 参 照 。  
( 1 2 4 )  そ の 一 定 割 合 の 計 算 方 法 は 、 両 社 と も ほ と ん ど 差 は な く 、 ① イ シ ュ ア

の 会 員 か ら の 回 収 ま で の 金 融 コ ス ト 、 ② イ シ ュ ア の リ ス ク コ ス ト （ セ キ

ュ リ テ ィ 対 策 費 用 、 実 際 に 発 生 し た 被 害 額 の 負 担 分 な ど ）、 ③ イ シ ュ ア の

デ ー タ 処 理 コ ス ト な ど を 基 準 に 定 め ら れ て お り 、 V I S A の 場 合 は 、 加 盟 店

公 開 料 方 式 、 M a s t e r C a r d は 、 イ シ ュ ア 固 定 料 率 方 式 と 呼 ば れ て い る 。 末

藤 高 義「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 入 門 ( 2 ) ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の 収 入 源 ( 1 )・ ( 2 ) 」
消 費 者 信 用 1 7 巻 3 号 （ 1 9 9 9 年 ） 7 0 頁 、 1 8 巻 3 号 （ 2 0 0 0 年 ） 8 1 - 8 2 頁 参

照 。 な お 、 キ ャ ッ シ ュ 研 編 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 4 8 - 4 9 頁 に も 、 近 の 加 盟 店 手 数

料 に 関 す る 取 り 決 め の 参 考 例 が 記 載 さ れ て い る 。  
( 1 2 5 )  C f .  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 9 7 ) ,  a t  7 .  
( 1 2 6 )  C f .  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 9 7 ) ,  a t  7 .  
( 1 2 7 )  野 村 総 研 ・ 前 掲 注 ( 8 9 ) 1 4 頁 参 照 。  
( 1 2 8 )  福 崎 博 隆 ＝ 永 岡 亜 也 子 「 “ 出 会 え な い 系 サ イ ト ” 国 際 ク レ ジ ッ ト カ ー ド

決 済 に 潜 む 問 題 点 」 消 費 者 法 ニ ュ ー ス 8 5 号 （ 2 0 1 0 年 ） 1 5 0 頁 参 照 。  
( 1 2 9 )  本 来 は 、 加 盟 店 管 理 会 社 の 責 任 で あ る が 、 終 的 に は 、 加 盟 店 間 契 約

を 締 結 し た 決 済 代 行 会 社 の 責 任 に な る 。 株 式 会 社 T I プ ラ ン ニ ン グ 編 ・ ペ

イ メ ン ト ナ ビ 編 集 部 『 カ ー ド 決 済 の す べ て 』（ T I プ ラ ン ニ ン グ 、 2 0 1 3 年 ）

1 7 0 頁 参 照 。  
( 1 3 0 )  沢 野 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 1 1 5 - 1 6 頁 参 照 。 ま た 、 後 に 述 べ る 販 売 業 者 と の 牽 連

関 係 に 関 す る 分 析 で も 同 様 の 傾 向 が み ら れ る 。 た と え ば 、 加 盟 店 の 個 品

割 賦 購 入 あ っ せ ん と の 関 係 に つ い て 、 代 理 権 を 認 め る 点 で あ る が 、 総 合

割 賦 購 入 あ っ せ ん ・ マ ン ス リ ー ク リ ア カ ー ド に つ い て も 、 基 本 的 に 同 様

と み る 見 解 が あ り 、 与 信 契 約 と 供 給 契 約 と の 成 立 上 ・ 存 続 上 の 牽 連 関 係

に つ い て も 、 総 合 割 賦 購 入 あ っ せ ん ・ マ ン ス リ ー ク リ ア カ ー ド が 、 個 品

割 賦 購 入 あ っ せ ん と 同 様 に 肯 定 し て い る 例 が あ る （ 執 行 秀 行 「 第 三 者 与

信 型 消 費 者 信 用 取 引 に お け る 提 携 契 約 関 係 の 法 的 意 義 （ 上 ）」 ジ ュ リ 8 7 8
号 （ 1 9 8 7 年 ） 9 7 頁 、 9 9 頁 参 照 ）。  

な お 、 石 川 正 美 「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 等 に 関 す る 裁 判 例 の 検 討 ( 1 ) ～ ( 7 ) 」
N B L  2 9 0  号（ 1 9 8 3 年 ）6  頁 、2 9 1  号 3 4  頁 、2 9 4  号 3 4  頁 、2 9 6  号（ 1 9 8 4
年 ） 4 0  頁 、 2 9 7  号 3 7  頁 、 2 9 8  号 3 7  頁 、 3 0 1  号 3 6  頁 に お い て 多 数 の

判 例 が 取 り 上 げ ら れ て い る が 、 チ ケ ッ ト に 関 し て は 、 自 動 車 購 入 の ケ ー

ス が 紹 介 さ れ て い る の み で あ っ て 、 こ れ は 、 実 質 は 個 別 信 用 購 入 あ っ せ

ん で の 問 題 で あ り 、 チ ケ ッ ト 特 有 の も の で は な い 。 ま た 、 消 費 者 苦 情 相

談 窓 口 に 寄 せ ら れ る カ ー ド 取 引 に 関 す る 相 談 の 件 数 は そ れ ほ ど 多 く な く 、

そ の ほ と ん ど が 紛 失 ・ 盗 難 に よ る 不 正 使 用 に 係 る も の と の 指 摘 が あ る 。

石 川 正 美「 六  ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 」N B L 2 4 1 号（ 1 9 8 1 年 ）4 1 頁 参 照 。  
( 1 3 1 )  た と え ば 石 田 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 8 - 9 頁 、 山 口 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 1 8 頁 、 沢 野 ・ 前

掲 注 ( 1 7 ) 1 0 9 , 1 1 4 頁 な ど 参 照 。 ま た 、 取 引 信 用 課 編 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 3 9 頁 以 下

の 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん の 解 説 に お い て も 、 す べ て 三 当 事 者 型 が 用 い ら

れ て お り 、 特 に 四 当 事 者 型 の 取 引 に 言 及 し た 記 述 は 認 め ら れ な い 。  
( 1 3 2 )  清 水 巌 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 法 的 構 造 ( 5 ) 」 法 時 4 9 巻 1 号 （ 1 9 7 7 年 ）

1 4 9 - 1 5 7 頁 で は 、国 際 カ ー ド が 四 者 ま た は 五 者 間 の 取 引 と な る こ と が 多 い

と し な が ら 、 経 済 的 機 能 は 三 当 事 者 間 カ ー ド が 一 般 的 に 果 た し て い る も

の と 同 一 と し て 分 析 し て い る 。 国 際 取 引 に お け る 代 金 支 払 手 段 機 能 を 持

ち 、 外 国 為 替 の 一 手 段 と し て の 特 徴 を 扱 っ て い る 。 当 時 国 内 で 利 用 が で

き な か っ た 点 が 反 映 し た 結 果 こ の よ う な 分 析 と な っ て い る と 考 え ら れ る 。

ま た 清 水 巌 ① ・ 前 掲 注 ( 1 9 ) 1 7 4 頁 な ど に は 、 ガ ソ リ ン ス タ ン ド の 発 行 す る

石 油 カ ー ド が 四 者 間 型 と し て 紹 介 さ れ て い る 。 な お 、 加 藤 良 三 『 ク レ ジ

ッ ト ・ カ ー ド ― ― 基 本 問 題 と そ の 法 理 論 』 ( 千 倉 書 房 、 1 9 7 5 年 ）  5 6 - 5 7
頁 は 、 銀 行 を 加 え た 一 見 四 当 事 者 カ ー ド と 見 え る 関 係 に つ い て 触 れ て い

る が 、 い ず れ も 本 稿 の 扱 う 四 当 事 者 型 と は 、 ま っ た く 性 格 を 異 に す る 別

の 取 引 で あ る 。  
( 1 3 3 )  加 盟 店 を 獲 得 す る だ け の 会 社 と し て 決 済 代 行 業 者 や 包 括 加 盟 店 、 そ の

他 の ア ク ワ イ ア リ ン グ 専 門 業 者 が 国 内 外 に 存 在 し 、 カ ー ド 発 行 業 務 を 中

心 に 行 う 二 次 カ ー ド 会 社 が あ る 。 山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 6 4 - 6 5 頁 。  
( 1 3 4 )  キ ャ ッ シ ュ 研 編 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 6 2 - 6 5 頁 。  
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( 1 3 5 )  四 当 事 者 型 以 上 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に 関 し て 、 そ の 法 的 性 質 の 分

析 に 取 り 組 ん だ 文 献 と し て 、以 下 の も の が あ る 。中 崎・前 掲 注 ( 2 7 ) 1 7 3 - 1 7 6
頁 、 寺 川 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 9 5 頁 、 池 本 誠 司 「 割 賦 販 売 法 改 正 後 の 販 売 信 用 ・

決 済 に 関 す る 論 点 」 鹿 野 菜 穂 子 ＝ 中 田 邦 弘 ＝ 松 本 克 己 編 『 長 尾 治 助 先 生

追 悼 論 文 集 消 費 者 と 民 法 』（ 法 律 文 化 社 、 2 0 1 3 年 ） 1 9 7 - 2 0 0 頁 、 中 村 肇 ・

前 掲 注 ( 2 7 ) 1 2 2 - 1 3 3 頁 参 照 。  
( 1 3 6 )  上 田 裕 之 「 公 共 サ ー ビ ス 改 革 法 に つ い て ― ― 法 施 行 後 3 年 を 振 り 返 っ

て 」 季 刊 サ ー ビ サ ー 1 8 号 （ 全 国 サ ー ビ サ ー 協 会 、 2 0 0 9 年 ） 1 8 頁 で は 、

市 場 化 テ ス ト の 実 施 状 況 と し て ク レ ジ ッ ト カ ー ド に よ る 国 民 年 金 保 険 料

の 収 納 事 業 の 紹 介 が あ る 。  
( 1 3 7 )  C f .  G R E G O R Y  E .  M A G G S ,  N e w  P a y m e n t  D e v i c e s  a n d  G e n e r a l  P r i n c i p l e  

o f  P a y m e n t  L a w ,  7 2  N o t r e  D a m e  L a w  R e v. ,  1 9 9 7 , 7 8 0 .  
( 1 3 8 )  T I プ ラ ン ニ ン グ 編 ・ 前 掲 注 ( 1 2 9 ) 1 3 7 頁 参 照 。 な お 、 d e l a y e d  d e b i t と

は 、 チ ェ ッ ク （ 小 切 手 ） の よ う に 、 加 盟 店 か ら 請 求 書 が 銀 行 に 回 っ て か

ら 、 初 め て 預 金 口 座 か ら 引 き 落 と し の 処 理 を 行 い 、 そ の 後 加 盟 店 口 座 に

資 金 を 移 動 す る も の で 、 通 常 の デ ビ ッ ト カ ー ド の よ う に 即 日 口 座 引 き 落

と し で は な く 、 数 日 後 に 引 落 が な さ れ る も の で あ る 。 そ こ で 、 チ ェ ッ ク

を プ ラ ス チ ッ ク に 模 し た よ う な も の で あ る と し て 、 ア メ リ カ や イ ギ リ ス

で は 、 チ ェ ッ ク ・ カ ー ド と 呼 ば れ る こ と も あ る 。 山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 7 9 - 8 1
頁 参 照 。  

( 1 3 9 )  三 井 住 友 規 約 ・ 前 掲 注 ( 2 8 ) 2 9 条 参 照 。  
( 1 4 0 )  ク レ デ ィ セ ゾ ン の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 員 規 約 5 条 ( 2 ) で は 、会 社 が 指 定

す る 一 部 店 舗 で は 、 立 替 払 い で は な く 、 債 権 譲 渡 を 債 権 譲 渡 方 式 に よ る

支 払 を 承 諾 し て も ら う 形 に な っ て い る （ h t t p : / / w w w . s a i s o n c a r d .  c o . j p /  
g u i d e / g u 0 1 0 . h t m l # a r t i c l e 2 4 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 2 1 日 〕）。

イ オ ン 銀 行 の リ ボ ル ビ ン グ 専 用 カ ー ド 会 員 規 約 2 4 条 ( 3 ) も 同 様 で あ る （ h
t t p : / / w w w . a e o n . c o . j p / s p _ a e o n c a r d / c a r d k i y a k u / i f r a m e /  s m a r t p a y _ i f r a
m e . h t m l 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 1 0 月 1 3 日 〕） 参 照 。  

( 1 4 1 )  J C B ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 員 規 約 2 3 条 で は 、 加 盟 店 と の 契 約 方 式 が 債

権 譲 渡 方 式 の 場 合 と 立 替 払 方 式 の 場 合 で 書 き 分 け 、 債 権 譲 渡 方 式 の 場 合

に は 、 J C B が 債 権 譲 渡 を 受 け た 後 、 カ ー ド 会 社 が さ ら に 立 替 払 い す る こ

と を 定 め て あ る が 、 立 替 方 式 の 場 合 は 、 さ ら に 立 替 払 い さ れ る こ と が あ

る が 債 権 譲 渡 に は な ら な い（ h t t p : / / w w w . j c b . c o . j p / k i y a k u /  p d f / k o j i n . p d f
〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 2 1 日 〕）。 な お 、 前 掲 注 ( 1 3 9 ) の 三 井 住

友 カ ー ド の 場 合 も こ の タ イ プ と な る 。 ア メ ッ ク ス 会 員 規 約 （ 1 2 条 6 項 ）

も 同 様 で あ る （ h t t p s : / / w w w . a m e r i c a n e x p r e s s . c o m / j a p a n /  i n c l u d e / m a i n
c o n t e n t /  t e r m /  R C P _ g r e e n _ t e r m s . p d f 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月

2 1 日 〕）。ダ イ ナ ー ス ク ラ ブ カ ー ド 会 員 規 約（ 2 7 条 1 項 ）も 同 様 で あ る（ h
t t p : / / w w w . c i t i b a n k . c o . j p / c c s i / j a / t c / p d f / d c _ k _  k i y a k u 0 7 0 1 .  p d f〔 終 閲

覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 2 1 日 〕） 参 照 。  
( 1 4 2 )  ニ コ ス カ ー ド 会 員 規 約 2 3 条 ( 2 )（ h t t p : / / w w w . c r . m u f g . j p / m e m b e r / r u l e

/  n i c o s / a g r e e m e n t . h t m l 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 2 1 日 〕）、 D C
カ ー ド 個 人 会 員 規 約 2 5 条 7 （ h t t p : / / w w w . c r . m u f g . j p / m e m b e r / r u l e / d c /  a
g r e e m e n t . h t m l〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 2 1 日 〕）、 京 王 パ ス ポ ー

ト ク ラ ブ 個 人 会 員 規 約 2 4 条 1 項 （ h t t p : / / w w w . k e i o - p a s s p o r t .  c o . j p / c o m
p a n y / a g r e e m e n t / c r e d i t _ c a r d . h t m l 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 2 1
日 〕） 参 照 。  

( 1 4 3 )  U C カ ー ド 会 員 規 約 2 2 条 （ h t t p s : / / w w w 2 . u c c a r d . c o . j p / a g r e e m e n t /  
i n d e x . h t m l # a 0 2 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 1 日 〕） 参 照 。  

( 1 4 4 )  オ リ コ カ ー ド 一 般 会 員 規 約 の 別 表 は 、 直 接 加 盟 店 契 約 が あ る 場 合 は 、

立 替 払 契 約 、 J C B の 提 携 加 盟 店 の 場 合 は 債 権 譲 渡 と し て い る が 、 国 際 ブ

ラ ン ド と 提 携 す る カ ー ド 会 社 の 場 合 は 、「 提 携 カ ー ド 会 社 が 加 盟 店 か ら カ

ー ド シ ョ ッ ピ ン グ の 利 用 債 権 を 譲 り 受 け る 等 の 方 法 で 加 盟 店 に 対 し 代 金

を 決 済 し 、 ① 提 携 カ ー ド 会 社 が 決 済 会 社 に 直 接 ま た は 間 接 に 債 権 を 譲 渡

し 、 オ リ コ が 当 該 債 権 を 更 に 譲 り 受 け る 方 法 で 決 済 、 ② オ リ コ が 決 済 会

社 に 対 し 立 替 払 い の 方 法 で 決 済 、 ③ オ リ コ が 決 済 会 社 を 通 し て 提 携 カ ー

ド 会 社 に 対 し 、 立 替 払 い も し く は 債 権 譲 渡 の 方 法 で 決 済 」 と し て い る 。

こ れ は 、 法 的 性 質 と し て 複 数 あ る こ と を 前 提 に 、 終 的 に 加 盟 店 ‐ 提 携

カ ー ド 会 社 ‐ 決 済 会 社 ‐ オ リ コ の 間 で 決 済 す る も の で あ る 。 な お 、 こ の

場 合 の 決 済 会 社 は 、M a s t e r C a r d・V I S A・J C B を 指 す（ h t t p s : / / w w w . o r i c o . c o .  
j p / t e r m s / c a r d /  p d f / i n d e x - o r i c o . p d f 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 2 1
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日 〕） 参 照 。  

( 1 4 5 )  オ リ コ 規 約 ・ 前 掲 注 ( 1 4 4 ) で は 、 国 際 カ ー ド に つ い て は 、「 提 携 カ ー ド

会 社 が 加 盟 店 か ら カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ の 利 用 債 権 を 譲 り 受 け る 等 の 方 法

で 加 盟 店 に 対 し 代 金 を 決 済 し 、 ① 提 携 カ ー ド 会 社 が 決 済 会 社 に 直 接 ま た

は 間 接 に 債 権 を 譲 渡 し 、 オ リ コ が 当 該 債 権 を 更 に 譲 り 受 け る 方 法 で 決 済 、

② オ リ コ が 決 済 会 社 に 対 し 立 替 払 い の 方 法 で 決 済 、 ③ オ リ コ が 決 済 会 社

を 通 し て 提 携 カ ー ド 会 社 に 対 し 、 立 替 払 い も し く は 債 権 譲 渡 の 方 法 で 決

済 」 と 規 定 し て お り 、 加 盟 店 管 理 会 社 が 加 盟 店 か ら 利 用 代 金 債 権 を 取 得

す る 方 法 と そ の 法 的 性 質 、 加 盟 店 管 理 会 社 か ら 国 際 ブ ラ ン ド に 移 転 す る

法 形 式 に つ い て 、 特 定 す る こ と な く 、 更 に 提 携 会 社 と の 決 済 に も 債 権 譲

渡 と 立 替 払 い を 併 存 的 に 扱 う な ど 、 ど の よ う な 法 的 構 成 も 可 能 と す る 規

定 と な っ て い る 。  
( 1 4 6 )  こ の よ う な 立 替 払 方 式 と 債 権 譲 渡 方 式 の ね じ れ の 発 生 は 、 昭 和

5 9 ( 1 9 8 4 ) 年 の 「 日 本 信 販 ・ 郵 便 貯 金 ジ ョ イ ン ト カ ー ド 」 の 発 行 （ 認 定 第 1
号 ） が 初 と 考 え ら れ る 。 日 本 信 販 が 立 替 払 方 式 に よ る 提 携 契 約 で 監 督

官 庁 の 承 認 を 得 た た め 、 債 権 譲 渡 方 式 を 採 用 し て い る 銀 行 系 カ ー ド 各 社

は 、 こ れ に 従 わ ざ る を 得 な く な っ た 。  
( 1 4 7 )  前 掲 注 ( 1 4 1 ) J C B 会 員 規 約 2 3 条 は 、― ― J C B は 国 際 ブ ラ ン ド で も あ り 、

わ か り に く い が ― ― 、 J C B と 直 接 の 加 盟 店 の 場 合 は 、 債 権 譲 渡 を 維 持 し

て い る が 、カ ー ド 発 行 会 社 か ら は 、立 替 払 い を 受 け る こ と と な っ て お り 、

J C B と 提 携 す る カ ー ド 会 社 の 加 盟 店 と の 関 係 が 債 権 譲 渡 、 立 替 払 い い ず

れ で も 可 能 で あ る が 、 い ず れ も カ ー ド 発 行 会 社 は ブ ラ ン ド 会 社 の J C B に

立 替 払 い す る こ と に な っ て い る 。  
( 1 4 8 )  こ の 点 に つ い て は 、 包 括 加 盟 店 契 約 に つ い て 、 店 子 加 盟 店 を 受 益 者 、

包 括 加 盟 店 を 要 約 者 、 加 盟 店 管 理 会 社 を 諾 約 者 と す る 「 第 三 者 （ 店 子 加

盟 店 ） の た め に す る 契 約 」 と 構 成 し 、 売 買 代 金 相 当 額 を 債 権 譲 渡 代 金 又

は 立 替 金 と し て 支 払 う 契 約 と 捉 え る こ と で 解 決 す る 考 え 方 が 示 さ れ て い

る 。 伊 藤 亜 紀 「 代 表 加 盟 店 （ 包 括 加 盟 店 ） の 法 律 関 係 」 ク レ ジ ッ ト 研 究

所 レ ポ ー ト 5 号 （ 2 0 1 5 年 ） 1 8 - 1 9 頁 参 照 。  
( 1 4 9 )  J R 東 日 本 の 発 行 す る S u i c a の 場 合 は 、会 員 規 約 に お い て ク レ ジ ッ ト カ

ー ド に よ る オ ー ト チ ャ ー ジ に つ い て は 、「 本 カ ー ド の ク レ ジ ッ ト 機 能 に よ

り 、 あ ら か じ め 設 定 し た 金 額 （ 以 下 「 入 金 実 行 金 額 」 と い い ま す 。） が 自

動 的 に チ ャ ー ジ さ れ る こ と を い い  」 と 規 定 し 、「 本 サ ー ビ ス の お 支 払 い

は 、 本 カ ー ド の ク レ ジ ッ ト 機 能 に よ る カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ の 1 回 払 い と

し ま す 」（ 同 4 条 3 ） と 規 定 す る だ け で 、 そ の 性 質 に 関 し て は 何 ら 言 及 せ

ず 、 カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 扱 い し て い る ( h t t p : / / w w w . j r e a s t . c o . j p /  m o b i l e s
u i c a / k i y a k u / v i e w c a r d . h t m l #  a n c h o r - 1 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 1 1
月 2 3 日 〕 参 照 。  
 こ の 点 は 、 イ オ ン 株 式 会 社 の 発 行 す る W A O N の 場 合 も 同 様 で あ り 、 オ

ー ト チ ャ ー ジ に つ い て 特 約 条 項 に お い て 「 W A O N 一 体 型 カ ー ド ま た は W
A O N カ ー ド プ ラ ス の 親 カ ー ド の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 機 能 に よ り 、 あ ら か じ

め 会 員 が 設 定 し た 金 額 （ 以 下 「 入 金 実 行 額 」 と い い ま す ） が 自 動 的 に チ

ャ ー ジ さ れ る こ と 」と 説 明 し 、「 オ ー ト チ ャ ー ジ 実 施 時 に お け る 売 上 票 へ

の 署 名 は 省 略 」 し ( 3 条 3 ) 、 本 サ ー ビ ス の お 支 払 い 方 法 は 、 W A O N 一 体 型

カ ー ド お よ び W A O N カ ー ド プ ラ ス の 親 カ ー ド の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 機 能 に

よ る シ ョ ッ ピ ン グ の 1 回 払 い と し ま す 」 と し て い る ( 4 条 2 ) 。（ h t t p : / / w w
w .  a e o n . c o . j p / s p _ a e o n c a r d / c a r d k i y a k u / w a o n p l u s . h t m l 〔 終 閲 覧 ： 平

成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 1 1 月 2 3 日 〕） 参 照 。  
( 1 5 0 )  加 盟 店 管 理 カ ー ド 会 社 と 決 済 代 行 会 社 と 提 携 す る 店 子 加 盟 店 は 、 会 員

の 情 報 と し て そ の 所 属 カ ー ド 会 社 名 と 会 員 番 号 お よ び 氏 名 の ア ル フ ァ ベ

ッ ト 表 示 し か 知 る こ と が で き ず 、 本 人 特 定 す ら で き な い た め 、 通 常 の 取

引 で は 現 実 に 請 求 す る こ と は で き な い 。 し か し 、 取 引 の 過 程 で カ ー ド 会

員 の 氏 名 や メ ー ル ア ド レ ス 、 場 合 に よ っ て は 住 所 や 電 話 番 号 等 を 把 握 し

て い る こ と が 考 え ら れ る た め 、 現 実 に 起 こ り う る 可 能 性 は 否 定 で き な い 。

こ の 場 合 、 決 済 代 行 会 社 と カ ー ド 会 社 と の 間 の 債 権 譲 渡 に は 対 抗 要 件 が

具 備 さ れ て い な い 点 が 問 題 に な ろ う 。 現 実 に 、 決 済 代 行 会 社 の 倒 産 の 事

例 も あ り 、 今 後 大 き な 問 題 と な る 可 能 性 も あ る 。 通 販 新 聞 平 成 2 2 ( 2 0 1 0 )
年 2 月 1 8 日 版 は 、 決 済 代 行 会 社 サ イ バ ー ク レ ジ ッ ト が 倒 産 し た こ と を 報

じ 、 同 社 の 収 納 代 行 サ ー ビ ス を 利 用 し た 商 店 の 被 害 の 模 様 を 伝 え て い る

（ h t t p :  / / w w w . t s u h a n s h i n b u n . c o m / a r c h i v e / 2 0 1 0 / 0 2 / p o s t - 1 6 3 . h t m l 〔
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終 閲 覧 ： 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 1 1 月 2 4 日 〕） 参 照 。  

( 1 5 1 )  各 国 際 ブ ラ ン ド の 世 界 お よ び 日 本 （ J C B 除 く ） の 加 盟 店 数 は 、 非 公 表

で あ る 。「 2 0 1 4 年 版 ク レ ジ ッ ト 産 業 白 書 」消 費 者 信 用 3 2 巻 9 号（ 3 7 8 号 、

2 0 1 4 年 ） 2 3 頁 。 し か し 、 公 表 さ れ て い る オ リ コ 、 ト ヨ タ フ ァ イ ナ ン ス 、

ジ ャ ッ ク ス 、 ア プ ラ ス 、 日 専 連 の 5 社 の 加 盟 店 数 を 合 計 す る と 1 , 9 4 6 千

店 舗 に な る 。 な お 、 銀 行 系 で 唯 一 J C B グ ル ー プ が 国 内 加 盟 店 数 を 公 表 し

て お り 、 2 6 , 8 7 2 千 店 舗 と な っ て い る 。 消 費 者 信 用 同 号 1 1 頁 参 照 。 ま た 、

資 料 が 古 い が 、 信 販 会 社 4 2 社 の 加 盟 店 数 は 、 平 成 2 0 年 度 2 , 5 7 0 , 3 6 1 店

と の 記 載 も 見 ら れ る 。 末 藤 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 4 5 頁 参 照 。  
( 1 5 2 )  こ れ ら の 事 由 に 加 え 、 平 成 2 7 年 の 第 1 8 9 国 会 に 民 法 改 正 法 案 が 提 出

さ れ て お り 、現 民 法 4 6 8 条 第 2 項 の「 異 議 を と ど め な い 承 諾 」に よ る「 抗

弁 切 断 」 の 制 度 が 廃 止 さ れ る 予 定 で あ り 、 見 直 し が 必 要 と な っ て い る 。  
( 1 5 3 )  V I S A ・ 前 掲 注 ( 1 0 2 ) 2 7 頁 参 照 。  
( 1 5 4 )  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 3 2 頁 参 照 。  
( 1 5 5 )  必 ず し も 国 際 ブ ラ ン ド の オ ー プ ン ・ ル ー プ の 決 済 シ ス テ ム を 使 う わ け

で は な く 、 国 内 で の 取 引 で は 、 独 自 の ロ ー カ ル ネ ッ ト ワ ー ク （ 日 本 の 場

合 は N T T デ ー タ の 運 営 す る C A F I S な ど ） で 決 済 さ れ て い る 。 山 本 ・ 前 掲

注 ( 2 1 ) 9 1 頁 参 照 。  
( 1 5 6 )  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 1 4 頁 参 照 。 ほ か に C S K ネ ッ ト 、 C - H A S 、 C O C な ど

が あ る 。  
( 1 5 7 )  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 3 0 頁 参 照 。  
( 1 5 8 )  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 3 0 頁 参 照 。  
( 1 5 9 )  三 井 住 友 規 約 ・ 前 掲 注 ( 2 8 ) 2 8 条 （ カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ ） 2 項 。 な お 、

決 済 と 明 確 に す る こ と な く 、「 会 員 は 、 加 盟 店 に カ ー ド を 提 示 し 、 所 定 の

売 上 票 に カ ー ド 裏 面 の 署 名 と 同 じ 署 名 を 行 う こ と に よ り 、 商 品 の 購 入 ま

た は サ ー ビ ス の 提 供 を 受 け る こ と が で き ま す 。 」 と 定 め る ダ イ ナ ー ス ク

ラ ブ カ ー ド ・ シ テ ィ カ ー ド 会 員 規 約 2 6 条 1 項 の よ う な 例 も あ る 。  
( 1 6 0 )  清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 8 4 ) 1 9 7 頁 参 照 。  
( 1 6 1 )  清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 3 2 ) 2 9 7 頁 参 照 。  
( 1 6 2 )  J C B 加 盟 店 規 約 で は 、 加 盟 店 の 信 用 販 売 の 方 法 ( 第 3 条 、 第 8 条 、 第

1 0 条 ) 、加 盟 店 地 位 の 譲 渡 禁 止 ( 第 6 条 ) 、業 務 の 無 断 委 託 の 禁 止 ( 第 7 条 ) 、
商 品 等 の 引 渡 し 義 務 ( 第 1 2 条 ) 、 割 引 料 の 支 払 （ 第 1 6 条 ）、 信 用 販 売 の 取

消 と 加 盟 店 に よ る 買 戻 し （ 第 1 8 条 、 第 2 1 条 ）、 信 用 販 売 の 停 止 （ 2 9 条 ）

な ど 、 カ ー ド 会 社 と 加 盟 店 、 会 員 と の 紛 議 の あ っ た 場 合 の 買 戻 し 特 約 な

ど 、 契 約 内 容 が 共 通 項 目 と し て 明 確 に な っ て い る （ h t t p : / / w w w . j c b . c o . j p /  
k i y a k u / p d f / k a m e i t e n 0 7 0 5 _ 0 2 . p d f 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 1 1 月 1 0
日 〕）。 他 の 国 内 カ ー ド 会 社 の 規 約 内 容 も 大 差 が な い と い え る 。 な お 、 公

表 さ れ て い な い が 、 V I S A 、 M a s t e r C a r d に お い て も 、加 盟 店 契 約 の 主 要 項

目 に つ い て の 共 通 条 件 が 守 ら れ る と こ と と な っ て い る の で 、 カ ー ド 発 行

会 社 が 国 際 ブ ラ ン ド や J C B ブ ラ ン ド を 並 行 し て 発 行 し て い る 以 上 、 そ の

加 盟 店 契 約 は 、 ほ ぼ 同 じ 内 容 で あ る こ と に な ろ う 。  
( 1 6 3 ) 中 村 肇 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 1 3 1 頁 参 照 。  
( 1 6 4 )  海 外 に お け る 利 用 で あ り 、 外 国 通 貨 表 示 の 取 引 で あ っ て も 、 選 択 に よ

り 現 地 通 貨 で は な く 、 当 該 日 の 為 替 相 場 に 対 応 し た 円 貨 で 支 払 額 を 確 定

す る こ と も で き る 。 ま た 、 二 通 貨 決 済 機 能 付 き ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発 行

も さ れ て い る 。 ま た 、 円 決 済 と ド ル 決 済 の 両 方 が で き る ク レ ジ ッ ト カ ー

ド も あ る （ h t t p : / / m o n e y k i t . n e t / f r o m / t o p i c s / t o p i c s 3 9 0 _ 0 1 . h t m l 〔 終 閲

覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 2 2 日 〕） 参 照 。  
( 1 6 5 )  清 水 巌 ・ 前 掲 注 ( 8 4 ) 1 7 9 頁 。 寺 川 永 「 複 合 的 契 約 関 係 の 判 断 構 造 に 関

す る 一 考 察 ― ― 『 契 約 関 係 の 継 続 性 』 と 『 契 約 関 係 の 多 数 当 事 者 性 』 に

着 目 し て 」 大 阪 府 立 大 学 経 済 研 究 叢 書 第 9 8 冊 （ 大 阪 府 立 大 学 経 済 学 部 、

2 0 0 6 年 ） 6 頁 参 照 。  
( 1 6 6 )  堤 克 彦 「 ア メ リ カ 銀 行 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 諸 問 題 」 西 南 学 院 法 学 1 0

巻 2 ・ 3 ・ 4 合 併 号 （ 1 9 7 8 年 ） 6 9 頁 参 照 。  
( 1 6 7 )  円 貨 や 外 貨 も 利 用 で き る 売 買 代 金 等 の 決 済 シ ス テ ム と い う 観 点 で は 、

四 当 事 者 間 取 引 は 、 一 種 の 為 替 取 引 と い う こ と も で き る が 、 の ち に 述 べ

る 国 際 ブ ラ ン ド 取 引 に お け る 大 取 引 後 1 2 0 日 後 の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク が

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 間 で 認 め ら れ て い る （ カ ー ド 会 員 と 販 売 店 間 の 売

買 契 約 等 の 原 因 契 約 に 付 随 す る 資 金 決 済 の 取 消 し が 一 方 的 に 認 め ら れ

る ） な ど 、 国 際 的 な 為 替 取 引 の ル ー ル と は 異 な る の で 、 妥 当 で は な い と
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考 え る 。  

( 1 6 8 )  清 水 巌 ① ・ 前 掲 注 ( 1 9 ) 1 7 2 頁 参 照 。  
( 1 6 9 )  国 際 ブ ラ ン ド を 冠 し た カ ー ド は 、 そ の ブ ラ ン ド マ ー ク を 掲 げ た 店 舗 は

す べ て 受 け 入 れ る こ と が 加 盟 店 契 約 に 明 示 さ れ 、 義 務 付 け ら れ て い る の

で 、 国 際 ブ ラ ン ド の 示 す 加 盟 店 契 約 の 要 件 に 適 合 す る 加 盟 店 契 約 を 結 ぶ

ク レ ジ ッ ト 会 社 を 通 じ て 、支 払 が 保 証 さ れ て い る 。渡 辺 壮 一 = 曽 宮 健 一「 ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る 国 際 ブ ラ ン ド V I S A の 役 割 と ル ー ル に つ い

て 」ク レ ジ ッ ト 研 究 所 レ ポ ー ト 5 号（ 2 0 1 5 年 ）5 9 頁 、山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 6 8
頁 参 照 。  

( 1 7 0 )  海 外 で ア ク ワ イ ア ラ と 加 盟 店 契 約 を 結 ん だ 上 で 、 ア ク ワ イ ア ラ と は 直

接 加 盟 店 契 約 を 持 た な い 販 売 事 業 者 に 対 し て ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 を 仲

介 す る 包 括 加 盟 店 型 の 決 済 代 行 業 者 の 存 在 が 指 摘 さ れ て い る 。  三 菱 U F J
リ サ ー チ ＆ コ ン サ ル テ ィ ン グ 「 平 成 2 5 年 度 商 取 引 適 正 化 ･製 品 安 全 に 係

る 事 業 （ ク レ ジ ッ ト 産 業 の 健 全 な 発 展 お よ び 安 全 利 用 等 に 向 け た 調 査 研

究 ） 報 告 書 」 （ 2 0 1 3 年 ） 5 4 頁 参 照 。  
( 1 7 1 )  平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 9 月 2 6 日 に 第 1 回 が 開 催 さ れ た 産 業 構 造 審 議 会 商 務

流 通 情 報 分 科 会 割 賦 販 売 小 委 員 会 は 、 結 局 、 本 問 題 が 積 み 残 さ れ て い た

た め 、 そ の 対 策 を 検 討 す る た め に 開 催 さ れ た と 考 え て よ い だ ろ う 。  
( 1 7 2 )  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 3 3 頁 参 照 。  
( 1 7 3 )  リ ボ ル ビ ン グ 方 式 の 法 的 な 性 質 に 関 し て は 、以 下 の よ う な 文 献 が あ る 。

上 田 昭 三『 個 人 ロ ー ン の 実 態 と 展 望 』（ 東 洋 経 済 新 報 社 、1 9 8 1 年 ）1 6 2 - 1 6 3
頁 、 小 田 部 胤 明 「 貸 金 業 法 4 3 条 の 要 件 と 立 証 」 判 時 1 0 8 1 号 （ 1 9 8 3 年 ）

1 1 - 1 6 頁 、 高 裁 判 所 事 務 総 局 編 『 信 販 関 係 事 件 に 関 す る 執 務 資 料 （ そ の

二 ）』（ 法 曹 会 、 1 9 8 5 年 ） 2 9 - 3 1 頁 、 田 中 秀 明 「 割 賦 販 売 法 改 正 と 抗 弁 権

の 接 続 」 金 法 3 3 巻 6 号 （ 1 0 8 3 号 、 1 9 8 5 年 ） 2 0 - 2 3 頁 、 高 裁 判 所 事 務

総 局 編 『 信 販 関 係 事 件 に 関 す る 執 務 資 料 （ そ の 二 ） ― ― 割 賦 販 売 法 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 の 概 要 』（ 法 曹 会 、 1 9 8 5 年 ） 2 9 - 3 1 頁 、 中 原 清 二 「 リ ボ

ル ビ ン グ カ ー ド の 本 質 は 何 か ― ― 割 販 法 の 『 リ ボ ・ カ ー ド 規 定 』 を 巡 っ

て 」 消 費 者 信 用 3 巻 4 号 （ 1 9 8 5 年 ） 8 2 - 8 4 頁 、 土 居 利 徳 「 リ ボ ル ビ ン グ

契 約 の 法 的 性 質 を 巡 る 諸 問 題 」金 法 3 5 巻 1 3 号（ 1 1 5 5 号 、1 9 8 7 年 ）1 8 - 2 1
頁 、 小 田 部 胤 明 「 貸 金 業 規 制 法 と 利 息 制 限 法 」 ジ ュ リ 8 0 7 号 （ 1 9 8 4 年 ）

6 - 1 3 頁 、 千 葉 恵 美 子 「 リ ボ ル ビ ン グ 式 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 法 律 上 の 問 題 」

ジ ュ リ 8 9 3 号 （ 1 9 8 7 年 ） 1 8 - 2 9 頁 、 吉 原 ・ 塩 崎 編 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 4 3 6 - 4 3 7
頁 、 西 山 昇 一 「 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 の 新 設 」 梶 村 太 市 ほ か 編 『 改 正 割 賦 販

売 法 （ 現 代 実 務 法 律 講 座 ）』（ 青 林 書 院 、 1 9 9 0 年 ） 3 2 - 3 7 頁 、 佐 藤 歳 二 「 割

賦 購 入 あ っ せ ん と 抗 弁 の 対 抗 」 佐 藤 歳 二 編 『 現 代 民 事 裁 判 の 課 題 ④ 〔 動

産 取 引 〕 』 （ 新 日 本 法 規 、 1 9 9 0 年 ） 6 2 0 - 6 2 1 頁 、 森 泉 章 『 貸 金 業 規 制 法

（ 第 4 版 ）』（ 一 粒 社 、 1 9 9 3 年 ） 1 1 0 頁 、 2 8 1 頁 、 宮 崎 隆 「（ 特 集 ・ リ ボ 導

入 1 年 後 の 決 算 ） リ ボ ル ビ ン グ ク レ ジ ッ ト の 本 質 と 将 来 展 望 ― ― ク レ ジ

ッ ト ・ シ ス テ ム の 中 で の 明 確 な 位 置 づ け が 必 要 」 消 費 者 信 用 1 1 巻 1 1 号

（ 1 9 9 3 年 ） 3 2 - 3 6 頁 、 根 本 真 一 「 リ ボ ル ビ ン グ 取 引 の 再 検 討 ・ あ る 問 題

提 起 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 2 1 号 （ 1 9 9 9 年 ） 1 9 8 - 2 0 6 頁 、 梶 原 太 市 ＝ 深 澤 利 一

＝ 石 田 賢 一 編 『 全 訂 版 割 賦 販 売 法 』（ 青 林 書 院 、 2 0 0 4 年 ） 4 5 - 4 7 頁 〔 西 山

昇 一 〕、 国 民 生 活 セ ン タ ー 相 談 部 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の リ ボ ル ビ ン グ 払 い

に 関 す る 相 談 の 概 要 」 消 費 者 信 用 2 8 巻 2 号 （ 2 0 1 0 年 ） 4 0 - 4 5 頁 。  
( 1 7 4 )  日 弁 連 編 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 1 7 2 頁 で は 、 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取

引 で あ る 「 国 際 提 携 カ ー ド 」 で は 、「 他 の 加 盟 店 提 携 会 社 」（ 本 稿 に お け

る 加 盟 店 管 理 会 社 に 相 当 す る ） を 通 じ た 販 売 業 者 に 対 し て 立 替 払 い を 行

う 場 合 （ ノ ン オ ン ア ス 方 式 ） に つ い て も 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん の 定 義 に

当 然 に 該 当 す る と し て い る 。 し か し 、 そ も そ も 決 済 代 行 会 社 や 加 盟 店 提

携 会 社 、 国 際 ブ ラ ン ド の 3 社 が 介 在 し 、 カ ー ド 発 行 会 社 と 販 売 会 社 に は

間 接 的 な 関 係 し か な く 、 ま た カ ー ド 会 員 の 支 払 方 法 は 1 回 払 い が 原 則 で

あ り 、 こ れ を 事 後 的 に リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 し た と き に も 割 賦 販 売 法

の 適 用 が あ る の か 、 説 明 や 根 拠 は 示 さ れ て い な い 。  
( 1 7 5 )  長 尾 治 助 「 与 信 契 約 者 の 義 務 違 反 と 債 権 関 係 ― ― 購 入 あ っ せ ん を 中 心

と し て 」 判 タ 6 7 0 号 （ 1 9 8 8 年 ） 2 9 頁 。 日 弁 連 編 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 1 8 3 頁 。 宮

本 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 8 4 - 8 5 頁 な ど 参 照 。  
( 1 7 6 )  千 葉 恵 美 子 「 割 賦 販 売 法 上 の 抗 弁 接 続 規 定 と 民 法 」 民 商 法 雑 誌 創 刊 5 0

周 年 記 念 論 集 Ⅱ 『 特 別 法 か ら み た 民 法 』 第 9 3 巻 臨 時 増 刊 号 ( 2 ) （ 有 斐 閣 、

1 9 8 6 年 ） 2 8 7 頁 参 照 。  
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( 1 7 7 )  民 事 法 研 究 会 編 集 部 『 民 法 ( 債 権 関 係 ) の 改 正 に 関 す る 検 討 事 項 』（ 民 事

法 研 究 会 、 2 0 1 1 年 ）  5 5 頁 。 部 会 資 料 5 - 2 検 討 事 項 ( 1 ) 第 3「 契 約 の 解 除 」

6「 複 数 契 約 の 解 除 」、 同 3 7 9 頁 。 部 会 資 料 1 3 - 2 検 討 事 項 ( 8 ) 第 2「 無 効 お

よ び 取 消 し 」 ( 2 ) 「 複 数 の 法 律 行 為 の 無 効 」 参 照 。 複 数 の 契 約 の う ち 一 つ

の 契 約 に お け る 解 除 、 複 数 の 法 律 行 為 に お け る 一 つ の 法 律 行 為 が 無 効 の

時 に 、 同 一 当 事 者 間 の 他 の 契 約 の 解 除 、 ま た は 法 律 行 為 の 無 効 を 双 方 の

契 約 、法 律 行 為 に 密 接 な 関 連 性 が あ る 場 合 に 認 め る べ き か 、と い う 問 題 。

同 一 当 事 者 間 だ け で な く 、 異 な る 当 事 者 間 で も 同 様 の 提 案 が な さ れ た 。  
( 1 7 8 )  民 法 ( 債 権 法 ) 改 正 検 討 委 員 会 編 『 詳 解 ・ 債 権 法 改 正 の 基 本 方 針 I V ― ―

各 種 の 契 約 ( 1 ) 』（ 商 事 法 務 、 2 0 1 0 年 ） 4 0 6 頁 以 下 参 照 。  
( 1 7 9 )  「 複 数 契 約 の 無 効 」 に つ き 、「 総 特 集 債 権 法 改 正 の 基 本 方 針 」 N B L 9 0 4

号 （ 2 0 0 9 年 ） 7 0 頁 、「 抗 弁 の 対 抗 」 に つ き 同 3 4 4 頁 参 照 。  
( 1 8 0 )  「 複 数 契 約 の 無 効 と 解 除 」 に 関 し て は 、 同 一 当 事 者 間 だ け で な く 、 異

な る 当 事 者 間 に お け る 複 数 契 約 に つ い て 、「 そ れ ら の 契 約 の 内 容 が 相 互 に

密 接 に 関 連 付 け ら れ て い る 場 合 に お い て 、 そ の う ち の 一 つ の 債 務 の 不 履

行 に よ る 解 除 の 原 因 が あ り 、 こ れ に よ っ て 複 数 の 契 約 を し た 目 的 が 全 体

と し て 達 成 で き な い と き は 、 相 手 方 は 当 該 複 数 契 約 の 全 て の 契 約 を 解 除

で き る 」 と の 規 律 の 提 案 が 当 初 行 わ れ て い た 。 し か し 、 同 一 当 事 者 間 に

限 ら な い ケ ー ス で は 、 い ま だ 学 説 の 議 論 が 成 熟 し て い な い こ と 、 判 例 が

少 な く 、 具 体 的 な 立 法 提 案 が 見 当 た ら な い こ と を 理 由 に 、 中 間 試 案 で は

取 り 上 げ ら れ て い な い 。 商 事 法 務 編 『 民 法 （ 債 権 関 係 ） の 改 正 に 関 す る

中 間 試 案 の 補 足 説 明 』（ 商 事 法 務 、 2 0 1 3 年 ） 1 3 7 頁 参 照 。  
( 1 8 1 )  検 討 に あ た っ て は 、 千 葉 ・ 前 掲 注 ( 1 7 6 ) 2 8 8 頁 以 下 の ほ か 、 宮 本 ・ 前

掲 注 ( 2 0 ) 、 梶 村 太 市 ＝ 深 澤 利 一 ＝ 石 田 賢 一 編 『 改 正 割 賦 販 売 法 』（ 青 林 書

院 、 1 9 9 0 年 ）「 1 1 抗 弁 の 接 続 」 6 7 頁 （ 千 葉 恵 美 子 〕 等 を 参 照 し た 。  
( 1 8 2 )  浜 上 則 雄 「 い わ ゆ る ク レ ジ ッ ト 販 売 と 消 費 者 保 護 （ 3 ・ 完 ）」 N B L 2 4 3

号（ 1 9 8 1 年 ）1 5 頁 、岡 部 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 1 )「 座 談 会 」5 1 頁〔 植 木 哲 発 言 〕、

5 3 頁 〔 木 村 晋 介 発 言 〕、 執 行 ・ 前 掲 注 ( 1 3 0 ) 9 8 頁 、 清 水 誠 「 割 賦 販 売 」『 消

費 者 法 講 座 （ 第 5 巻 ・ 消 費 者 信 用 ）』（ 日 本 評 論 社 、 1 9 8 5 年 ） 7 0 頁 参 照 。

判 例 と し て 、千 葉 地 判 昭 和 5 6 年 4 月 2 8 日 判 時 1 0 1 8 号 1 1 4 頁 ・ 金 商 6 4 4
号 4 6 頁 、大 阪 簡 判 昭 和 5 5 年 1 1 月 2 7 日 下 民 集 3 2 巻 1 - 4 号 3 0 9 頁 、高 松

高 判 昭 和 5 7 年 9 月 1 3 日 下 民 集 3 2 巻 1 - 4 号 3 7 4 頁 ・ 判 タ 4 8 0 号 6 7 頁 な

ど が あ る 。 山 口 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 6 4 頁 、 島 田 禮 介 ・ 前 掲 注 ( 5 7 ) 7 2 頁 、 長 谷 川 ・

前 掲 注 ( 3 5 ) 5 0 - 5 1 頁 参 照 。  
( 1 8 3 )  岡 部 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 「 座 談 会 」 4 6 - 4 7 頁 〔 木 村 発 言 〕、 島 川 ＝ 金 子 ・

前 掲 注 ( 7 7 ) 4 1 頁 、 長 尾 ・ 前 掲 注 ( 3 4 ) 1 6 0 頁 、 長 谷 川 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 5 0 頁 、

島 田 禮 介 ・ 前 掲 注 ( 5 7 ) 7 3 頁 参 照 。 判 例 と し て 、 仙 台 高 判 昭 和 4 7 年 8 月

3 0 日 判 時 6 8 9 号 7 9 頁 。  
( 1 8 4 )  岡 部 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 「 座 談 会 」 5 3 頁 〔 山 下 発 言 〕 は 、 当 事 者 の 意 思

も 関 係 な し に 一 体 と し て 扱 う べ き と す る の は 行 き 過 ぎ で あ る と す る 。  
( 1 8 5 )  千 葉 ・ 前 掲 注 ( 1 7 6 ) 2 8 7 頁 参 照 。  
( 1 8 6 )  長 谷 川 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 5 1 頁 参 照 。  
( 1 8 7 )  岡 部 ほ か・前 掲 注 ( 2 1 )「 座 談 会 」5 6 頁〔 山 下 発 言 〕、千 葉・前 掲 注 ( 1 7 6 ) 2 8 7

頁 、 島 田 禮 介 ・ 前 掲 注 ( 5 7 ) 7 3 頁 参 照 。  
( 1 8 7 )  岡 部 ほ か・前 掲 注 ( 2 1 )「 座 談 会 」5 6 頁（ 山 下 発 言 ）、千 葉・前 掲 注 ( 1 7 6 ) 2 8 7

頁 7 3 頁 参 照 。  
( 1 8 8 )  岡 部 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 「 座 談 会 」 5 5 頁 〔 山 岸 発 言 〕 参 照 。 な お 、 物 に

隠 れ た 瑕 疵 に つ い て ま で 、 善 管 注 意 義 務 上 の 責 任 は 生 じ な い と す る 。 島

田 禮 介 ・ 前 掲 注 ( 5 7 ) 7 3 頁 参 照 。  
( 1 8 9 )  岡 部 ほ か・前 掲 注 ( 2 1 )「 座 談 会 」5 6 頁〔 山 下 発 言 〕。山 下・前 掲 注 ( 6 6 ) 7 6 - 7 7

頁 参 照 。 な お 岡 部 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 「 座 談 会 」 5 8 頁 〔 山 下 発 言 〕 で は 、

物 の 瑕 疵 に 伴 う 解 除 に 伴 う 損 害 賠 償 請 求 権 、 代 金 減 額 請 求 権 と の 相 殺 も

考 え ら れ る と の 考 え が 示 さ れ て い る 。 こ の 点 に 関 し て は 、 千 葉 ・ 前 掲 注

( 1 7 6 ) 2 8 9 頁 、 長 谷 川 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 4 8 頁 参 照 。  
( 1 9 0 )  岡 部 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 6 0 頁 〔 山 岸 発 言 〕 参 照 。 要 す る に 、 消 費 者 の 代

払 い と い う 点 に 立 ち 、 原 則 は 、 消 費 者 の 立 場 に 立 っ た 注 意 義 務 で あ り 、

何 ら か の 専 門 知 識 が 信 販 会 社 に あ っ た 場 合 は 注 意 義 務 が 加 重 さ れ る と い

う 見 解 で あ る 。  
( 1 9 1 )  長 谷 川 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 4 7 頁 。 岡 部 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 1 )「 座 談 会 」 5 6 頁 〔 山

下 発 言 〕、 5 5 頁 ・ 6 0 - 6 1 頁 〔 山 岸 発 言 〕、 福 永 ＝ 千 葉 ・ 前 掲 注 ( 6 0 ) 2 6 - 2 7 頁
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参 照 。  

( 1 9 2 )  ① 加 盟 店 契 約 を 締 結 し よ う と す る 場 合 の 調 査 義 務 、 ② 個 別 の 与 信 契 約

を 締 結 し よ う と す る と き の 調 査 義 務 、 ③ 消 費 者 等 か ら 苦 情 が 発 生 し た 場

合 で あ っ て 一 定 の 要 件 を 充 た し た と き の 調 査 義 務 の 3 つ が 義 務 化 さ れ て

い る （ 割 賦 販 売 法 3 5 条 の 3 の 5 、 3 の 6 ， 3 の 7 、 3 5 条 の 3 の 2 0 、 同 施

行 規 則 9 3 条 、 9 4 条 。  
( 1 9 3 )  千 葉 ・ 前 掲 注 ( 1 7 6 ) 2 8 9 頁 参 照 。  
( 1 9 4 )  長 尾 ・ 前 掲 注 ( 8 2 ) 1 7 頁 、 長 尾 治 助 『 ク レ ジ ッ ト 社 会 と 法 ― ― 消 費 者 信

用 時 代 の 法 律 問 題 』（法 律 文 化 社 、1 9 8 8 年 ）1 0 0 - 1 0 1 頁 、長 尾・前 掲 注 ( 2 0 ) 1 1
頁 参 照 。 こ の よ う に 、 長 尾 教 授 は 、 信 用 供 与 を 与 え る こ と は 、 与 信 業 者

に お い て 加 盟 店 、 供 給 業 者 が 顧 客 と の 間 で 負 担 し た 義 務 の 履 行 を 保 証 し

て い る と み て い る 。  
( 1 9 5 )  長 尾 ・ 前 掲 注 ( 3 4 ) 1 4 9 頁 、1 7 0 - 1 7 7 頁 参 照 。な お 、岡 部 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 1 )

「 座 談 会 」5 1 - 5 2 頁〔 木 村 発 言 〕も 、東 京 地 判 昭 和 5 7 年 2 月 5 日 判 時 1 9 5 3
号 1 3 0 頁 の よ う に 、 約 款 か ら 履 行 保 証 責 任 に 言 及 す る の で は な く 、 売 買

契 約 と 立 替 払 い の 一 体 性 か ら 履 行 保 証 責 任 を 考 え ず に そ の 責 任 を 求 め て

い る 。  
( 1 9 6 )  カ ー ド 発 行 会 社 と 百 貨 店 、 大 手 流 通 業 者 、 大 手 家 電 専 門 店 や 衣 料 品 店

な ど と 提 携 し て 発 行 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 総 称 。 こ れ ら の 小 売 業 者 は 、

自 社 顧 客 の 囲 い 込 み を 目 的 に 二 当 事 者 型 の い わ ゆ る ハ ウ ス カ ー ド を 発 行

し て い る ケ ー ス が あ る 。 こ の カ ー ド の 利 用 状 況 を 分 析 し た り 、 顧 客 へ の

マ ー ケ テ ィ ン グ に 利 活 用 し た り で き る な ど の 利 点 が あ る 。 し か し 、 純 粋

な ハ ウ ス カ ー ド の 場 合 、 自 社 店 舗 、 せ い ぜ い 系 列 店 の 店 舗 し か 利 用 で き

ず 、海 外 旅 行 等 に も 利 用 で き な い 点 で 利 便 性 に 欠 け る 。こ れ を 補 う た め 、

ハ ウ ス カ ー ド の 利 点 を 補 い な が ら 、 海 外 や 国 内 で 他 社 店 舗 が 利 用 で き る

よ う な タ イ プ の 三 当 事 者 型 を 追 加 し た も の と い え る 。  
( 1 9 7 )  千 葉 ・ 前 掲 注 ( 1 7 6 ) 2 9 0 頁 に お け る 指 摘 事 項 で あ る が 、 こ れ は 、 三 当 事

者 型 に 対 す る 疑 問 と 思 わ れ る 。  
( 1 9 8 )  ク レ ジ ッ ト 研 究 所 「 契 約 研 究 会 」 に お け る 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 1 1 月 8 日

の 研 究 報 告 後 の 意 見 交 換 に お け る 検 討 項 目 の 一 つ で あ る 。  
( 1 9 9 )  商 法 5 5 8 条 に よ り 準 用 さ れ る 5 5 3 条 に よ り 、 準 問 屋 （ 本 件 で は 、 加 盟

店 管 理 会 社 ） は 委 託 者 （ 本 件 で は 、 カ ー ド 発 行 会 社 ） の 委 託 に よ り な し

た 取 次 に 関 し て 、 相 手 方 （ 本 件 で は 、 加 盟 店 ） が 義 務 の 履 行 を し な い と

き に は 、 自 ら 履 行 す べ き 義 務 が あ る こ と に な り 、 準 問 屋 の 行 為 に よ っ て

取 得 し た 債 権 を カ ー ド 会 員 に 行 使 す る と き に 、 そ の 義 務 が 付 随 す る こ と

に な る と 考 え ら れ る 。  
( 2 0 0 )  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 0 3 頁 の イ ン タ ー チ ェ ン ジ に 関 す る 手 数 料 の 種 類 の

図 参 照 。  
( 2 0 1 )  千 葉 ・ 前 掲 注 ( 1 7 6 ) 2 9 0 - 2 9 1 頁 参 照 。 執 行 ・ 前 掲 注 ( 1 3 0 ) 9 8 頁 、 宮 本 ・

前 掲 注 ( 2 0 ) 1 0 1 頁 参 照 。  
( 2 0 2 )  北 川 ・ 前 掲 注 ( 3 4 ) 1 2 頁 、北 川 善 太 郎「 約 款 と 契 約 法 」N B L 2 4 2 号（ 1 9 8 1

年 ）8 3 頁 。片 岡 ＝ 平 野・前 掲 注 ( 7 9 ) 1 1 頁〔 北 川 発 言 〕、千 葉・前 掲 注 ( 1 7 6 ) 2 9 1
頁 、 島 田 禮 介 ・ 前 掲 注 ( 5 7 ) 7 3 頁 、 長 谷 川 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 5 1 - 5 2 頁 参 照 。  

( 2 0 3 )  植 木 哲 教 授 の 見 解 。 岡 部 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 1 )「 座 談 会 」 5 1 頁 ・ 5 4 頁 〔 植

木 発 言 〕 参 照 。  
( 2 0 4 )  北 川 ・ 前 掲 注 ( 2 0 2 ) 8 3 - 8 4 頁 参 照 。  
( 2 0 5 )  半 田 吉 信 「 ロ ー ン 提 携 販 売 と 抗 弁 権 の 切 断 条 項 」 判 タ 7 2 4 号 （ 1 9 9 0

年 ） 4 8 頁 、 7 2 5 号 1 5 頁 も 、 法 的 一 体 説 よ り は 、 こ の 契 約 結 合 説 に 近 い 見

解 と 考 え ら れ る 。  
( 2 0 6 )  千 葉 ・ 前 掲 注 ( 1 7 6 ) 2 9 1 頁 で は 、 個 品 割 賦 購 入 あ っ せ ん で あ っ て も 、 別

個 の 契 約 が 締 結 さ れ て い る 中 で 、 商 品 所 有 権 の 移 転 と 売 買 代 金 の 支 払 が

対 価 関 係 に あ る と い う だ け で は 十 分 な 説 得 性 が な い と 問 題 点 を 指 摘 す る 。

ま た 、 福 永 ＝ 千 葉 ・ 前 掲 注 ( 6 0 ) 2 7 頁 で は 、 契 約 結 合 で は 、 商 品 の 未 納 、

瑕 疵 が あ る が 売 買 契 約 が 有 効 に 存 続 し て い る 場 合 に 、 抗 弁 の 対 抗 の 根 拠

の 説 明 に 疑 問 が 呈 さ れ て い る 。  
( 2 0 7 )  千 葉 ・ 前 掲 注 ( 1 7 6 ) 2 9 2 - 2 9 3 頁 、 執 行 ・ 前 掲 注 ( 1 3 0 ) 9 8 頁 、 宮 本 ・ 前 掲

注 ( 2 0 ) 1 0 3 頁 な ど 参 照 。 な お 、 千 葉 教 授 は 、 信 販 会 社 と 販 売 業 者 間 の 加 盟

店 契 約 の 存 在 を 前 提 に 、 購 入 者 と 販 売 業 者 間 の 売 買 契 約 上 の 債 務 を 信 販

会 社 が 併 存 的 債 務 引 受 し た と し て 、 割 賦 購 入 あ っ せ ん に お い て は 、 販 売

業 者 に 対 す る 購 入 者 の 目 的 物 引 渡 請 求 権 と 原 債 務 者 た る 購 入 者 お よ び 債
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務 引 受 人 た る 信 販 会 社 に 対 す る 販 売 業 者 の 売 買 代 金 請 求 権 と の 間 に 双 務

契 約 に お け る 履 行 上 の 牽 連 関 係 が あ り 、 販 売 業 者 が 破 産 し 信 販 会 社 が す

で に 売 買 代 金 を 弁 済 し て い た と き は 、 片 方 の 債 務 は 履 行 済 み で あ る か ら 、

破 産 法 5 9 条 の 適 用 の 余 地 が な い こ と を 明 ら か に し て い る 。 福 永 ＝ 千 葉 ・

前 掲 注 ( 6 0 ) 5 0 頁 。 そ の う え で 、 千 葉 ・ 前 掲 注 ( 1 7 6 ) 2 9 5 - 3 0 1 頁 は 、 同 時 履

行 の 抗 弁 権 と 割 賦 購 入 あ っ せ ん に お け る 履 行 拒 絶 権 に つ い て は 、 当 事 者

の 衡 平 を 図 る と い う 根 拠 や 機 能 面 で 類 似 す る が 、 異 な る 契 約 上 の 債 務 間 、

給 付 間 の 関 連 性 か ら 基 礎 づ け ら れ 、 購 入 者 と い う 契 約 の 一 方 当 事 者 の み

に 認 め ら れ る 特 殊 な 抗 弁 権 と し て い る 。  
( 2 0 8 )  売 買 契 約 の 取 消 、 キ ャ ン セ ル 、 無 効 、 請 求 金 額 相 違 、 二 重 請 求 等 で 加

盟 店 管 理 銀 行 と の 間 で チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク が 可 能 で あ り 、 売 買 契 約 と 立 替

払 契 約 の 発 生 上 、 消 滅 上 の 牽 連 関 係 が あ る よ う に 見 え る が 、 チ ャ ー ジ ・

バ ッ ク 制 度 は 、 加 盟 店 と の 代 金 の 清 算 や カ ー ド 会 員 と の 代 金 請 求 の 有 無

と は 無 関 係 に 、 カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店 管 理 会 社 間 の 代 金 精 算 ル ー ル で

あ り 、 売 買 契 約 の 状 態 を 反 映 す る も の で は な い 。  
( 2 0 9 )  執 行 ・ 前 掲 ( 1 3 0 ) 9 7 頁 参 照 。 な お 、 長 谷 川 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 5 3 頁 は 、 提 携

契 約 説 で あ る と し 、 宮 本 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 1 0 1 - 1 0 2 頁 は 、 シ ス テ ム 形 成 者 責 任

と す る 。  
( 2 1 0 )  松 本 恒 雄 「 電 子 商 取 引 シ ス テ ム の 事 故 と シ ス テ ム 責 任 論 の 展 開 」

N B L 3 8 5 号 （ 1 9 8 7 年 ） 1 2 頁 参 照 。 な お 、 シ ス テ ム 設 計 者 責 任 説 を 採 る も

の に 、 大 村 敦 志 『 消 費 者 法 （ 第 4 版 ）』（ 有 斐 閣 、 2 0 1 1 ） 2 2 1 頁 が あ る 。  
( 2 1 1 )  岡 部 ほ か ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 「 座 談 会 」 6 2 頁 〔 山 岸 発 言 〕 参 照 。  
( 2 1 2 )  長 谷 川 ・ 前 掲 注 ( 3 5 ) 5 5 頁 参 照 。  
( 2 1 3 )  V I S A の 場 合 、 決 済 ネ ッ ト ワ ー ク は 、 V I S A ブ ラ ン ド の ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 決 済 、 V I S A ブ ラ ン ド の デ ビ ッ ト カ ー ド に よ る 決 済 、 お よ び V I S A プ リ

ペ イ ド カ ー ド （ ギ フ ト プ リ ペ イ ド カ ー ド を 含 む ） 共 通 の 決 済 ネ ッ ト ワ ー

ク で あ る 。こ れ ら は 、各 カ ー ド の 初 の 6 ケ タ の B I N ( B a n k  I d e n t i f i c a t i o n  
N u m b e r ) に よ り 識 別 さ れ て 処 理 さ れ て い る 。山 本・前 掲 注 ( 2 1 ) 1 2 0 頁 参 照 。

デ ビ ッ ト カ ー ド や プ リ ペ イ ド カ ー ド で の 処 理 は 、 電 子 化 さ れ た マ ネ ー と

い う 点 で 現 金 と ほ と ん ど 変 わ り な い が 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 支 払 猶 予

期 間 が あ る 点 で は 異 な る も の の 、 そ の 取 扱 い は 実 質 電 子 化 さ れ た マ ネ ー

と 変 わ り が な い 点 に 注 目 し 、 個 別 与 信 型 信 用 取 引 と は 大 き く 異 な る 点 に

留 意 す べ き で あ ろ う 。  
( 2 1 4 ) 後 藤 巻 則・中 田 邦 博 ＝ 鹿 野 菜 穂 子 編『 基 本 講 義 消 費 者 法 』（日 本 評 論 社 、

2 0 1 3 年 ） 1 6 0 頁 、 後 藤 巻 則 「 現 代 消 費 者 法 の 前 線 ( 8 ) 消 費 者 信 用 取 引 ( 1 )
総 論 ・ 割 賦 販 売 法 」 法 セ 6 8 9 号 （ 5 7 巻 6 号 、 2 0 1 2 年 ） 9 2 頁 も 、 デ ビ ッ

ト カ ー ド 方 式 、 プ リ ペ イ ド カ ー ド 方 式 な ど 電 子 的 決 済 シ ス テ ム 多 様 化 の

中 で 、 代 金 後 払 い と い う 販 売 信 用 の 特 徴 を ど う 位 置 付 け る か と い う 問 題

で あ り 、 今 後 の 重 要 な 検 討 課 題 で あ る 旨 を 指 摘 す る 。  
( 2 1 5 )  島 田 禮 介 ・ 前 掲 注 ( 5 7 ) 7 4 頁 、 宮 本 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 9 8 頁 参 照 参 照 。  
( 2 1 6 )  裁 判 集 民 事 1 5 9 号 1 5 1 頁 、判 時 1 3 5 4 号 ( 1 9 9 0 年 ) 7 6 頁 、判 タ 7 3 1 号 ( 1 9 9 0

年 ) 9 1 頁 、金 法 3 8 巻 2 2 号 ( 1 9 9 0 年 ) 2 7 頁 、金 判 8 4 9 号 ( 1 9 9 0 年 ) 3 頁 参 照 。  
( 2 1 7 )  こ れ に 対 し て 、 松 本 教 授 は 、 当 初 か ら 、 売 買 契 約 が 不 成 立 、 無 効 、 取

消 し に な る ケ ー ス は 当 然 に 、 有 効 に 成 立 し て い る 場 合 で も 、 債 務 不 履 行

に よ り 消 費 者 に 損 害 を 与 え る ケ ー ス で は 、 そ の よ う な 消 費 者 に 害 を 与 え

る よ う な 加 盟 店 と 契 約 し た こ と に つ い て 、 消 費 者 と の ク レ ジ ッ ト 契 約 に

お け る 付 随 義 務 と し て の 違 反 （ 加 盟 店 調 査 義 務 違 反 ） が あ る こ と を 理 由

に 、 ク レ ジ ッ ト 会 社 は 信 義 則 上 代 金 の 請 求 が で き な い と す る 。 松 本 恒 雄

「 ク レ ジ ッ ト 契 約 と 消 費 者 保 護 」 ジ ュ リ 9 7 9 号 （ 1 9 9 1 年 ） 2 0 頁 、 松 本 恒

雄 「 ク レ ジ ッ ト 取 引 と 抗 弁 の 対 抗 」 法 セ 4 6 6 号 （ 1 9 9 3 年 ） 9 0 頁 参 照 。  
( 2 1 8 )  商 品 の 未 納 な ど の 債 務 不 履 行 が 明 ら か で あ り 、 公 序 良 俗 違 反 な ど 加 盟

店 契 約 違 反 等 を 理 由 に 加 盟 店 契 約 を 解 除 し た 販 売 業 者 と の 契 約 で あ る こ

と の 情 報 が 、 売 上 承 認 時 に 既 に カ ー ド 発 行 会 社 に 判 明 し て お り 、 売 上 承

認 を し た 場 合 に 、 カ ー ド 会 員 に 不 利 益 を 与 え る こ と を 知 り 得 た 場 合 な ど

に 限 定 さ れ よ う 。  
( 2 1 9 )  山 口 ・ 前 掲 注 ( 2 0 ) 8 6 頁 参 照 。  
( 2 2 0 )  V I S A ・ 前 掲 注 ( 1 0 2 ) 2 3 頁 参 照 。  
( 2 2 1 )  我 妻 ほ か ・ 前 掲 注 ( 4 3 ) 1 0 9 9 頁 参 照 。  
( 2 2 2 )  後 藤 ＝ 池 本 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 7 8 頁 、 村 千 鶴 子 『（ 誌 上 法 学 講 座 ） 割 賦 販 売

法 を 学 ぶ 』（ 国 民 生 活 セ ン タ ー 、 2 0 1 2 年 ） 5 1 頁 。  
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( 2 2 3 )  法 律 上 、 四 当 事 者 型 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で あ っ て も 、 現 行 の 定 義

で は 、 商 品 代 金 等 が 販 売 店 に 直 接 支 払 わ れ な く と も 、「 当 該 販 売 業 者 ま た

は 当 該 役 務 提 供 事 業 者 以 外 の 者 を 通 じ た 当 該 販 売 業 者 ま た は 当 該 役 務 提

供 事 業 者 へ の 交 付 を 含 む 」 と さ れ 、 国 際 ブ ラ ン ド を 経 由 し た 支 払 い が こ

れ に 該 当 す る と し て も 、1 回 払 い の 場 合 で は 割 賦 販 売 法 の 適 用 を 受 け な い 。 
( 2 2 4 )  経 済 産 業 省 商 務 情 報 政 策 局 取 引 信 用 課 編 『 割 賦 販 売 法 の 解 説 （ 平 成 1 6

年 版 参 照 』（ ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 、 2 0 0 5 年 ） 1 8 4 - 1 8 5 頁 、 金 法 5 7 巻 2 8
号 （ 2 0 0 9 年 ） 2 8 頁 の 図 表 参 照 。    

( 2 2 5 )  執 行 ・ 前 掲 注 ( 1 3 0 ) 9 9 頁 、日 弁 連 編 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 1 7 2 頁 参 照 。な お 、村 ・

前 掲 注 ( 2 2 2 ) 5 1 頁 で は 、 割 賦 販 売 法 が 決 済 代 行 業 者 を 「 包 括 加 盟 店 」 と 捉

え 、 決 済 代 行 業 者 と 契 約 し て い る 販 売 店 は 、 個 別 ク レ ジ ッ ト （ 個 別 信 用

購 入 あ っ せ ん ） に お い て 通 達 で 禁 止 さ れ て い た 「 枝 番 ・ 子 番 」 に 該 当 す

る も の と し て と ら え 、 直 接 の 加 盟 店 契 約 が な く て も 、 支 払 停 止 の 抗 弁 が

認 め ら れ て い る と し て い る 。  
( 2 2 6 )  イ シ ュ ア の 信 義 則 上 の 義 務 を 根 拠 に イ シ ュ ア の 責 任 を 認 め る べ き と す

る 見 解 （ 織 田 ・ 前 掲 注 ( 9 8 ) 1 7 5 頁 ） や イ シ ュ ア が 加 盟 店 契 約 を 締 結 し て い

な い 以 上 、 加 盟 店 管 理 責 任 を 問 う こ と は で き な い と し な が ら 、 国 際 カ ー

ド シ ス テ ム の 中 で 利 益 を 上 げ て い る 以 上 、 販 売 店 も ア ク ワ イ ア ラ も イ シ

ュ ア も 一 心 同 体 で あ り 、 イ シ ュ ア も 相 応 の 責 任 を 分 担 す べ き で あ る （ 田

中 雅 代 「 割 賦 販 売 法 改 正 そ の 後 ― ― ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 の 問 題 点 」 消

費 者 法 ニ ュ ー ス 7 5 号 ( 2 0 0 8 ) 1 4 2 - 1 4 3 頁 ） と す る 見 解 も 見 ら れ る 。 理 論 的

に は 、 フ ラ ン ス 法 に お け る 「 契 約 の 対 抗 」 理 論 等 が 考 え ら れ よ う 。 荻 野

奈 緒 「 契 約 不 履 行 と 第 三 者 ― ― フ ラ ン ス に お け る 『 契 約 対 抗 』 の 理 論 の

意 義 」 私 法 7 6 号 （ 2 0 1 4 年 ） 2 0 8 頁 以 下 参 照 。  
( 2 2 7 )  ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 場 合 、 特 に 加 盟 店 と 加 盟 店 契 約 を 締 結 し て い

な い イ シ ュ ア の 場 合 に 、 そ の 結 び つ き が 更 に 弱 い こ と を 指 摘 す る も の が

あ る 。 三 崎 高 治 「 購 入 者 と 販 売 業 者 間 の 売 買 契 約 が 無 効 で あ る 場 合 と ク

レ ジ ッ ト 契 約 の 効 力 」 学 習 院 法 務 研 究 6 号 （ 2 0 1 2 年 ） 1 3 8 頁 参 照 。  
ま た 、 紛 失 ・ 盗 難 カ ー ド の 取 扱 い と そ の 後 の カ ー ド 無 効 通 知 （ 無 効 カ ー

ド リ ス ト ） 後 の 不 正 な 第 三 者 利 用 が あ っ た 場 合 に 、 会 員 の 保 護 の 観 点 で

イ シ ュ ア が 加 盟 店 と 会 員 と 直 接 契 約 関 係 が あ る 三 当 事 者 型 の 場 合 と 加 盟

店 と 直 接 契 約 関 係 が な い 四 当 事 者 型 に お け る イ シ ュ ア の リ ス ク 等 の 違 い

に 関 す る 指 摘 が あ る 。 C f .  J o h n  R .  M A R T Z E L L ,  C r e d i t  - C r e d i t  C a r d -  C i v i l  
a n d  C r i m i n a l  L i a b i l i t y  f o r  U n a u t h o r i z e d  o r  F r a u d u l e n t  U s e ,  3 5  N o t r e  
D a m e  L .  R e v. ,  1 9 6 0 ,  2 3 1 - 2 3 5 .  

( 2 2 8 )  川 地 宏 行「 第 三 者 与 信 型 販 売 と 多 角 的 法 律 関 係 」椿 寿 夫 ＝ 中 舎 寛 樹『 多

角 的 法 律 関 係 の 研 究 』（ 日 本 評 論 社 、 2 0 1 2 年 ） 3 6 1 頁 参 照 。  
( 2 2 9 )  【 四 当 事 者 ・ 提 携 型 】 に お い て 、 加 盟 店 契 約 に お い て 分 割 払 い 、 リ ボ

ル ビ ン グ 払 い の 取 引 条 件 の 設 定 が あ る 場 合 、【 四 当 事 者 型 ・ 加 盟 店 開 放 型 】

で オ ン ア ス 取 引 の 場 合 を 除 い て 、 1 回 払 い の み の 利 用 と な る 。  
( 2 3 0 )  ク レ ジ ッ ト 、 デ ビ ッ ト 、 プ リ ペ イ ド ( ギ フ ト カ ー ド 、 リ ワ ー ド カ ー ド を

含 む ) と も 、 同 じ 国 際 ブ ラ ン ド を 冠 し た 決 済 カ ー ド は 、 同 じ 決 済 ス キ ー ム

を 利 用 し て 、 イ シ ュ ア ・ ア ク ワ イ ア ラ 間 の 決 済 が 行 わ れ て い る 。 本 田 ・

前 掲 注 ( 2 7 ) 1 6 8 頁 参 照 。  
( 2 3 1 )  た と え ば 、 ス ル ガ 銀 行 の V I S A デ ビ ッ ト 機 能 付 き d - l a b o キ ャ ッ シ ュ カ

ー ド に 自 動 貸 越 サ ー ビ ス を 付 加 す る と 、 デ ビ ッ ト カ ー ド 使 用 時 に 利 用 額

に 見 合 う 口 座 残 高 が な く て も 、 不 足 額 を 自 動 で 貸 付 す る こ と で 決 済 が 可

能 に な る （ h t t p : / / w w w . d - l a b o w e b . j p / c a m p a i g n / c a m p a i g n _ 1 4 . h t m l〔 終

閲 覧 ： 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 9 月 2 3 日 〕） 参 照 。  
( 2 3 2 )  デ ィ レ イ ド ・ デ ビ ッ ト カ ー ド は 、 即 時 決 済 で は な く 、 小 切 手 決 済 の よ

う に 、 受 取 人 が 銀 行 に 持 ち 込 み 、 取 立 て に 回 さ れ た 後 に 口 座 か ら 引 き 落

と さ れ る 。こ の 間 タ イ ム ラ グ が 生 じ る の で 、わ が 国 の マ ン ス リ ー ク リ ア 、

す な わ ち 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 一 回 払 い に 相 当 す る と も い え る 。 本 田 ・

前 掲 注 ( 2 7 ) 3 9 頁 。 わ が 国 で は 、 国 際 ブ ラ ン ド の デ ビ ッ ト カ ー ド の 場 合 、

オ フ ラ イ ン 加 盟 店 と の 取 引 や 取 引 端 末 の 使 用 不 能 の 場 合 、 加 盟 店 か ら カ

ー ド 会 社 へ の デ ー タ 送 信 の 遅 延 等 の 理 由 に よ り 、 ダ イ レ ク ト に 口 座 か ら

の 引 き 落 と し が 行 わ れ ず に 、 ま た は 口 座 の 残 不 足 に も か か わ ら ず 取 り 扱

わ れ た り す る こ と で 、 発 生 す る こ と が あ る 。  
( 2 3 3 )  磁 気 カ ー ド や I C カ ー ド に つ い て は 、そ の 番 号 表 示 に つ い て 、国 際 規 格

で あ る I S O / I E C  7 8 1 2 に て 大 1 9 ケ タ ま で の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 番 号 体
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系 が 制 定 さ れ て い る 。 国 際 ブ ラ ン ド は 、 そ の 基 準 に 従 っ た 、 独 自 の 番 号

体 系 を 採 用 し て い る 。 初 の 1 桁 は 、 主 要 産 業 識 別 子 で 、 3・ 4・ 5 が 金 融

機 関 に 割 り 当 て ら れ て お り 、 初 の 1 桁 が 、 ア メ ッ ク ス 、 ダ イ ナ ー ス 、

J C B は 3 、 V I S A が 4 、 M a s t e r C a r d が 5 と 決 ま っ て い る 。 番 号 の 桁 数 は 、

ダ イ ナ ー ス が 1 4 ケ タ 、 ア メ ッ ク ス が 1 5 ケ タ で あ る が 、 他 の カ ー ド 会 社

は す べ て 1 6 ケ タ に 統 一 さ れ て い る 。 な お 、 初 の 一 桁 を 含 む 6 ケ タ が 発

行 者 識 別 子 で あ り 、 個 別 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 発 行 銀 行 を 表 す ( B a n k  
I d e n t i f i c a t i o n  N u m b e r :  B I N ) の で 、 こ の 番 号 に よ り 、 カ ー ド を 利 用 し た

時 の 情 報 は 当 該 カ ー ド 会 社 に 直 ち に 送 信 さ れ る 。 な お 、 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド で は 、 カ ー ド 発 行 会 社 に よ る 与 信 枠 や 無 効 チ ェ ッ ク が 行 わ れ 、 承 認 番

号 を 連 絡 し て カ ー ド 利 用 が な さ れ た 後 、 改 め て 売 上 情 報 （ 請 求 情 報 ） が

カ ー ド 発 行 会 社 に 伝 え ら れ る 二 重 の 通 信 が 行 わ れ る が 、 国 際 ブ ラ ン ド の

デ ビ ッ ト カ ー ド や プ リ ペ イ ド カ ー ド で は 、 初 の 通 信 で 売 上 金 額 相 当 額

が 銀 行 口 座 や プ リ ペ イ ド の 残 高 か ら 引 き 落 と さ れ る の で 、 一 回 の 通 信 だ

け に な っ て い る 。 こ れ ら の 区 分 処 理 を 行 う た め 、 発 行 者 識 別 子 は 、 同 一

銀 行 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 で ク レ ジ ッ ト カ ー ド 口 座 と デ ビ ッ ト 口 座 、

ま た は プ リ ペ イ ド 口 座 ご と に 異 な る が 、 販 売 店 は 、 カ ー ド を 端 末 機 で 読

み 取 ら せ る だ け で あ る か ら 、 仮 に 番 号 を 見 た と し て も 、 そ の 区 分 を 認 識

す る こ と は 難 し い と 考 え ら れ る 。 も ち ろ ん カ ー ド 表 面 等 に は 、 カ ー ド の

種 類 の 表 示 や ア ク セ プ タ ン ス マ ー ク が 表 示 さ れ て い る が 、 複 数 の 機 能 を

持 つ カ ー ド も 少 な く な く 、 終 的 に は 情 報 を 読 み 取 る 端 末 と イ シ ュ ア に

よ っ て 処 理 さ れ る こ と に な る 。 山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 2 0 頁 参 照 。  
( 2 3 4 )  た と え ば 、 a u  WA L L E T の 場 合 は 、 a u シ ョ ッ プ の 店 頭 で の チ ャ ー ジ 、

じ ぶ ん 銀 行 の 預 金 口 座 か ら の チ ャ ー ジ が で き る 他 、 a u 携 帯 電 話 の 通 信 料

金 と の 合 算 を 選 択 す る こ と に よ り 後 払 い 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 を 利 用

し た チ ャ ー ジ で 後 払 い が で き る （ h t t p s : / / w a l l e t . a u o n e . j p / c o n t e n t s / p c / g
u i d e /  c h a r g e . h t m l 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 9 月 2 3 日 〕） 参 照 。  

( 2 3 5 )  年 会 費 等 の 負 担 に よ り 、 購 入 商 品 の 故 障 や 滅 失 、 棄 損 等 の 損 害 に つ い

て 、 保 険 等 を 使 っ て 保 証 す る 制 度 が あ る が 、 こ の 場 合 は 年 会 費 や 一 定 金

額 以 上 の シ ョ ッ ピ ン グ 、 航 空 券 等 の 購 入 が 条 件 と な っ て お り 、 対 価 関 係

に あ る 。 国 際 カ ー ド で 1 回 払 い の 場 合 は 、 手 数 料 が 課 せ ら れ な い の で 、

利 用 に 対 す る 対 価 な し に 支 払 停 止 の 抗 弁 を 認 め る こ と に な る と 、 現 金 の

場 合 と 著 し い 救 済 制 度 の 差 が 生 じ る こ と に な る 。 ま た 、 同 じ 電 子 決 済 で

も 、 た と え ば デ ビ ッ ト カ ー ド 、 特 に デ ィ レ イ ド ・ デ ビ ッ ト カ ー ド は 、 決

済 ま で 数 日 か か る こ と と な り 、 実 質 的 に 1 回 払 い と 同 じ で あ り 、 同 じ 国

際 ブ ラ ン ド の 決 済 ス キ ー ム で 稼 働 す る こ と か ら も そ の 対 象 と な っ て し ま

う 可 能 性 が あ る 。  
( 2 3 6 )  川 地 ・ 前 掲 注 ( 2 2 8 ) 3 6 1 頁 参 照 。  
( 2 3 7 )  サ ー ビ ス 提 供 契 約 の う ち 、 英 会 話 教 室 や エ ス テ テ ィ ッ ク サ ロ ン な ど 特

定 商 取 引 法 に 規 定 さ れ る 特 定 継 続 的 役 務 な ど 、 役 務 提 供 期 間 が 数 か 月 以

上 に 及 ぶ 場 合 は 、 同 様 な 問 題 が 発 生 す る こ と が 考 え ら れ る 。  
( 2 3 8 )  英 米 法 の 伝 統 的 法 理 。 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で も 、 た と え ば S e a r s ,  

R o e b u c k  a n d  C o ,  v .  D u k e ,  4 4 1  S .  W.  2 d  5 2 1  ( Te x . 1 9 6 8 ) で は 、 無 署 名 の

カ ー ド を 持 ち 歩 き 、 盗 難 に あ っ た 場 合 に お い て 、 カ ー ド を 届 け る ま で は

発 行 者 の 責 任 、 受 領 後 に お い て は カ ー ド 会 員 の 保 管 責 任 を 問 う て い る 。

尾 島 茂 樹 「 ア メ リ カ に お け る ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド の 他 人 使 用 と ホ ル ダ ー

の 責 任 ・ 前 史 ― ― 貸 付 真 実 法 改 正 ま で の 判 例 法 の 展 開 」 ク レ ジ ッ ト 研 究

2 9 号 ( 2 0 0 3 ) 1 8 5 頁 参 照 。 現 在 も P F ( P r i v a t e  F i n a n c e  I n i t i a t i v e ) な ど で 、

こ の 原 則 が 活 用 さ れ て い る 。 宮 本 和 明 = 北 詰 恵 一 「（ 調 査 報 告 4 - 3 ） 英 国

D B F O  道 路 事 業 に お け る リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 」 武 蔵 工 業 大 学 環 境 情 報 学

部 紀 要 8 号  （ 2 0 0 6 年 ）  2 0 7 頁 参 照 。  
( 2 3 9 )  リ ボ ル ビ ン グ 専 用 カ ー ド で な く て も 、 た と え ば 先 に あ げ た セ ゾ ン 規

約 ・ 前 掲 注 ( 3 0 ) 7 条 ( 2 ) 7 に は 、「 お 支 払 い 方 法 の 自 動 変 更 サ ー ビ ス ― ― 当

社 の 定 め る 方 法 で お 申 し 出 い た だ く こ と に よ り 、 全 て の 商 品 購 入 代 金 の

お 支 払 い 方 法 を リ ボ ル ビ ン グ 方 式 へ 変 更 で き ま す 」 と し て 、 会 社 の 承 認

な く 自 動 的 に リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 で き る と し て い る 。な お 、 1 回 払 い

分 、 ボ ー ナ ス 一 括 払 い 分 お よ び 2 回 払 い 分 を リ ボ ル ビ ン グ 方 式 に 変 更 す

る の に 、 会 社 の 承 認 が 必 要 な い わ ゆ る 「 あ と リ ボ 」 と は 異 な る 。  
( 2 4 0 )  （ h t t p : / / w w w . c r . m u f g . j p / m e m b e r / s u p p o r t / b r a n d / d c / r e v o .  h t m l〔 終

閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 1 5 日 〕） 参 照 。  
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( 2 4 1 )  銀 行 系 カ ー ド の 一 部 、 流 通 系 カ ー ド の 一 部 な ど が リ ボ ル ビ ン グ 専 用 カ

ー ド を 発 行 し て い る が 、 こ の 場 合 海 外 利 用 に 特 に 制 約 が な い よ う で あ る 。

た と え ば 、 前 掲 イ オ ン 銀 行 会 員 規 約 第 8 条 1 ) で は 、 シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 を

国 内 に 限 っ て い な い 。  
( 2 4 2 )  リ ボ ル ビ ン グ 専 用 カ ー ド で は 、全 て の 利 用 が リ ボ ル ビ ン グ 支 払 に な る 。

「 あ と リ ボ 」 は 、 利 用 後 に 、 特 定 の 売 上 を 選 択 的 に リ ボ ル ビ ン グ 払 い に

で き る 。 こ れ に 対 し て こ の サ ー ビ ス は 、 利 用 前 に あ ら か じ め 一 定 の 額 を

設 定 し て お き 、 そ の 範 囲 内 で は 、 支 払 時 に 指 定 し た 支 払 方 法 で 支 払 い 、

こ れ を 超 え た 支 払 額 と な る 場 合 は 、 そ の 超 え た 額 を リ ボ ル ビ ン グ 払 い と

す る も の で あ る 。  
( 2 4 3 )  た と え ば 、 三 井 住 友 規 約 ・ 前 掲 注 ( 2 8 ) 3 6 条 5 ( 4 ) な ど が あ る 。  
( 2 4 4 )  J C B 、 セ ブ ン ・ カ ー ド ・ サ ー ビ ス は 、「 支 払 い 名 人 」、 N T T ド コ モ は 、

「 こ え た ら リ ボ 」 な ど 様 々 な サ ー ビ ス 名 称 が 付 与 さ れ て い る 。 矢 野 経 済

研 究 所 編『 2 0 0 9 年 版 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 市 場 の 実 態 と 展 望 』（矢 野 経 済 、2 0 0 9
年 ） 参 照 。  

( 2 4 5 )  佐 藤 歳 二 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 ) 6 1 9 - 6 2 0 頁 参 照 。  
( 2 4 6 )  請 求 書 に お い て 、 残 債 の 表 示 が 割 賦 販 売 法 3 0 条 の 5 に お け る 充 当 計

算 に 基 づ い て 行 わ れ 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い 対 象 売 上 項 目 が 明 確 に 表 示 さ れ

な い と 、カ ー ド 会 員 に と っ て 、ど の 程 度 の 未 払 い 額 、当 月 の 支 払 額 か は 、

認 識 で き な い と 考 え ら れ る 。 し か も 、 こ れ は 、 必 ず し も 割 賦 販 売 法 3 0 条

の 5 に 基 づ く 充 当 計 算 で は な い た め 、 抗 弁 主 張 の 時 に 、 行 使 で き る 範 囲

は 、 紛 議 に な り や す い 。  
( 2 4 7 )  た と え ば 、 三 井 住 友 規 約 ・ 前 掲 注 ( 2 8 ) 3 2 条 ( 4 ) に お い て 、 1 回 払 い 、 2

回 払 い 、 ボ ー ナ ス 一 括 払 い に お い て 、 所 定 の 期 日 ま で 申 出 が あ り 、 会 社

が 適 当 と 認 め た 場 合 に リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 が で き 、 利 用 時 に リ ボ ル

ビ ン グ 払 い の 申 し 出 が あ っ た と し て 、 支 払 額 を 変 更 す る も の と し て い る 。

ま た 、 前 掲 J C B 会 員 規 約 第 2 4 条 ( 2 ) で は 、 特 定 の シ ョ ッ ピ ン グ 1 回 払 い

を 所 定 の 期 日 ま で に 申 し 出 る こ と に よ っ て 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い だ け で な

く 、 分 割 払 い に 変 更 で き る と し て い る 。   
( 2 4 8 )  利 用 後 リ ボ 払 い に 変 更 で き る サ ー ビ ス に つ い て は 、一 般 に「 あ と リ ボ 」

と 呼 ぶ が 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 各 社 に よ り そ の 呼 称 は 異 な る 。「 あ と リ ボ 」

と 呼 ぶ の は 、 オ リ エ ン ト コ ー ポ レ ー シ ョ ン 、 イ ズ ミ ヤ カ ー ド 、 ト ヨ タ フ

ァ イ ナ ン ス 、楽 天 K C で あ る 。ほ か に 、「あ と か ら リ ボ 」が 、ラ イ フ 、U C S 、

J E R カ ー ド 、 N T T ド コ モ 、「 あ と か ら リ ボ 払 い 」 が 出 光 ク レ ジ ッ ト 、 ア イ

ワ イ ・ カ ー ド ・ サ ー ビ ス 、「 リ ボ 変 更 サ ー ビ ス 」 と 呼 ぶ の が ジ ャ ッ ク ス 、

ク レ デ ィ セ ゾ ン 、 イ オ ン ク レ ジ ッ ト 、 日 産 フ ィ ナ ン シ ャ ル サ ー ビ ス で あ

る 。 そ の 他 の 会 社 は 、「 リ ボ 」 を 一 部 に 取 り 入 れ た 、 特 徴 の あ る サ ー ビ ス

名 称 を 付 与 し て い る 。 な お 、 リ ボ 専 用 カ ー ド に も 、 独 自 の 名 称 が 付 与 さ

れ て い る 。 矢 野 経 済 ・ 前 掲 注 ( 2 4 4 ) 9 3 頁 ほ か 参 照 。  
( 2 4 9 )  た と え ば 、 オ リ コ カ ー ド の 会 員 規 約 で は 、 ① リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 利 用

明 細 毎 に リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 指 定 す る ② 当 月 分 を ま と め て リ ボ ル ビ ン グ

払 い に 変 更 す る 、 ③ 翌 月 以 降 の 利 用 分 を リ ボ ル ビ ン グ 方 式 に 自 動 的 に 変

更 す る 3 通 り が 用 意 さ れ て い る 。（ h t t p : / / w w w. o r i c o . c o . j p / c r e d i t c a r d /  s e
r v i c e / a t o r e v o / 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 9 月 2 7 日 〕）。 ま た 、 三 井 住

友 カ ー ド は 、 ① 利 用 明 細 毎 に 、 一 部 の 支 払 を リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 す

る ② 全 部 の 利 用 を リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 す る 、 ③ ボ ー ナ ス 一 括 払 い だ

け を リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 す る 3 通 り を 用 意 し て い る（ h t t p s : / /  w w w .  
s m b c - c a r d . c o m / m e m / r e v o / r e v o a t o . j s p 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 9 月

2 7 日 〕）。 な お 、 三 井 住 友 カ ー ド は 、 毎 月 の 支 払 金 額 の 上 限 を あ ら か じ め

決 め て お く 「 安 心 オ プ シ ョ ン 」 サ ー ビ ス と し て 、 上 限 を 超 え た 利 用 分 は

自 動 的 に リ ボ ル ビ ン グ 払 い と な る サ ー ビ ス を 実 施 し て い た が 、 平 成 2 0 ( 2
0 0 8 ) 年 4 月 1 日 で 停 止 し て い る 。 セ ブ ン ・ カ ー ド ・ サ ー ビ ス は 、 あ と か

ら リ ボ ル ビ ン グ 払 い 、 分 割 払 い に 変 更 で き る ほ か 、 毎 月 の 支 払 金 額 の 上

限 設 定 金 額 ま で 1 回 払 い で 支 払 い 、 そ の 額 を 超 え た 金 額 は 翌 月 に 繰 り 払

い が で き る サ ー ビ ス を 事 前 登 録 に よ り 受 け 付 け て い る （ h t t p s : / / w w w . 7 c a
r d .  c o . j p / s e r v i c e / c r e d i t / s i h a r a i m e i j i n . h t m l 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 )
年 9 月 2 7 日 〕）。  

( 2 5 0 )  リ ボ ル ビ ン グ 式 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 法 的 性 質 に つ い て は 、 以 下 の 四 つ

の 考 え 方 が あ る 。  
①  個 別 債 権 関 係 残 存 説 … … 個 々 の 取 引 契 約 に 基 づ く 個 別 の 債 権 関 係 は 存
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続 し た ま ま 、 債 務 の 支 払 方 法 に 関 す る 合 意 で あ る と い う 説 （ 高 裁 ・

前 掲 注 ( 1 7 3 ) 『 信 販 関 係 事 件 に 関 す る 執 務 資 料 （ そ の 二 ）』 3 1 頁 、 田 中

秀 明 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 ) 2 2 頁 、 佐 藤 歳 二 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 ) 6 2 0 頁 、 西 山 ＝ 梶 村

＝ 深 澤 ＝ 石 田 編 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 ) 4 7 頁 、 取 引 信 用 課 編 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 4 1 頁 、

千 葉 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 ) 1 9 - 2 0 頁 参 照 ）。  
②  準 消 費 貸 借 説 … … 締 切 日 に お い て 、 個 々 の 売 買 代 金 等 の 残 債 務 が 一 括

し て 準 消 費 貸 借 と す る 旨 の 合 意 と す る 説 （ 高 裁 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 ) 2 9 頁 、

田 中 秀 明 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 ) 2 2 - 2 3 頁 、 佐 藤 歳 二 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 ) 6 2 0 頁 、 西 山

＝ 梶 村 ＝ 深 澤 ＝ 石 田 編・前 掲 注 ( 1 7 3 )  4 6 頁 、取 引 信 用 課 編・前 掲 注 ( 7 ) 4 1
頁 、 千 葉 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 ) 1 9 - 2 0 頁 参 照 ）。  

③  消 費 貸 借 予 約 説 … … カ ー ド の 会 員 契 約 は 与 信 限 度 内 で の 包 括 的 な 消 費

貸 借 の 予 約 で あ り 、 会 員 は 、 カ ー ド 会 社 か ら の 貸 付 を 受 け て 代 金 を 支

払 い 、 販 売 店 に 対 し て 商 品 の 交 付 請 求 権 を 取 得 す る と い う 説 （ 土 居 ・

前 掲 注 ( 1 7 3 ) 1 9 頁 、 千 葉 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 ) 1 9 - 2 0 頁 参 照 ）。  
④  継 続 的 商 品 供 給 契 約 説 ま た は 無 名 契 約 説 … … リ ボ ル ビ ン グ 式 ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 契 約 を 1 個 の 基 本 契 約 と し 、 個 々 の 取 引 は 、 発 注 と 供 給 と い

う 基 本 契 約 の 履 行 と 捉 え る 説 （ 高 裁 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 ) 3 0 頁 、 田 中 秀 明 ・

前 掲 注 ( 1 7 3 ) 2 3 頁 、 西 山 ＝ 梶 村 ＝ 深 澤 ＝ 石 田 編 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 )  4 6 頁 、

取 引 信 用 課 編 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 4 1 頁 、 千 葉 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 ) 1 9 - 2 0 頁 参 照 ）。  
な お 、 監 督 官 庁 は 、 リ ボ ル ビ ン グ 取 引 の 法 的 性 質 に つ い て は 、 立 法 意 図 お

よ び 当 事 者 の 合 理 的 意 思 解 釈 か ら す れ ば 、個 別 債 権 関 係 残 存 説 が 妥 当 と す

る 。 取 引 信 用 課 編 ・ 前 掲 書 4 1 頁 、 佐 藤 二 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 )  6 2 1 頁 、 根 本 ・ 前

掲 注 ( 1 7 3 )  2 0 2 頁 、 千 葉 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 ) 2 0 頁 参 照 。  
( 2 5 1 )  番 井 菊 世「 改 正 特 商 法 ・ 割 販 法 ５ 」司 法 書 士 2 0 1 0 年 8 月 号 ( 2 0 1 0 年 ) 5 5

頁 、 福 崎 ＝ 永 岡 ・ 前 掲 注 ( 1 2 8 ) 1 4 5 頁 参 照 。  
( 2 5 2 )  根 本 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 ) 2 0 4 頁 参 照 。  
( 2 5 3 )  個 々 の 取 引 契 約 に 基 づ く 個 別 の 債 権 関 係 は 存 続 し た ま ま 、 債 務 の 支 払

方 法 に 関 す る 1 回 払 い の 債 務 の 支 払 方 法 の み を 予 約 完 結 権 、 も し く は 、

選 択 権 を 使 っ て 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 し た こ と に よ っ て 、 リ ボ ル ビ

ン グ 払 い を 初 に 指 定 し た の と 同 じ で 遡 及 適 用 説 と な る よ う に 思 え る が 、

後 に 詳 し く 述 べ る よ う に 、 カ ー ド 会 員 規 約 で は 、 カ ー ド 会 社 の 審 査 と 同

意 が 必 要 で あ り 、 カ ー ド 会 員 に 予 約 完 結 権 や 選 択 権 は 与 え ら れ て い な い

と 考 え ら れ 、 ま た そ れ を 認 め る と 遡 及 適 用 説 に 立 っ た 書 面 交 付 、 包 括 支

払 可 能 見 込 額 調 査 義 務 が 発 生 し て し ま う こ と と な る の で 、 こ の 見 解 は 除

い た 。  
( 2 5 4 )  中 崎 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 1 8 4 頁 参 照 。 登 録 義 務 、 包 括 支 払 可 能 見 込 額 の 調 査

義 務 、 業 務 の 運 営 に 関 す る 措 置 等 の 対 応 が 必 要 で あ り 、 取 引 条 件 や 書 面

交 付 に 関 す る 義 務 も 履 行 す べ き で あ る と す る 。  
( 2 5 5 )  後 藤 ＝ 池 本・前 掲 注 ( 2 7 )  8 8 頁 参 照 。ま た 、番 井・前 掲 注 ( 2 5 1 )  5 4 頁 は 、

マ ン ス リ ー ク リ ア か ら 「 後 か ら リ ボ 」 に 支 払 方 法 を 変 更 し た 場 合 は 、 当

然 に 割 賦 販 売 法 の 適 用 を 受 け る と す る 。 さ ら に 池 本 ・ 前 掲 注 ( 1 3 5 ) 1 9 6 頁

で は 、 消 費 者 の 一 方 的 意 思 表 示 に よ り 後 か ら リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 可

能 な 特 約 が 付 与 さ れ て い る ク レ ジ ッ ト カ ー ド で は 、 変 更 後 は 包 括 信 用 購

入 あ っ せ ん に 該 当 す る の で 、 抗 弁 の 対 抗 が で き る と す る 。  
( 2 5 6 )  購 入 時 に 1 回 払 い と し て い た の で あ れ ば 割 賦 販 売 法 は 適 用 さ れ な い が 、

リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 合 意 に よ り 変 更 さ れ た の で あ れ ば 、 非 対 面 に よ る カ

ー ド 操 作 に よ る 取 引 な ど に よ っ て 即 時 に 納 品 さ れ る 取 引 や 即 時 に 役 務 が

提 供 さ れ る 取 引 に 該 当 し な い 限 り （ 割 賦 販 売 法 施 行 規 則 5 4 条 第 2 項 ）、 1
万 円 以 下 の 商 品 な ど を 除 き 、割 賦 販 売 法 3 0 条 の 2 の 3 第 4 項 に 定 め る 現

金 販 売 価 格 、 商 品 の 引 渡 し 時 期 等 、 契 約 の 解 除 に 関 す る 事 項 、 そ の 他 施

行 規 則 5 4 条 1 項 に 規 定 す る 販 売 業 者 の 名 称 、 住 所 、 電 話 番 号 、 契 約 年 月

日 、 商 品 名 、 商 品 の 商 標 ま た は メ ー カ ー 名 、 機 種 ま た は 型 式 、 役 務 ・ 権

利 の 場 合 に は 、 そ の 種 類 、 商 品 の 数 量 、 問 い 合 わ せ で き る 期 間 の 名 称 、

住 所 、 電 話 番 号 、 商 品 等 の 販 売 が 役 務 等 の 提 供 の 条 件 に な っ て い る と き

は 商 品 の 内 容 、 引 渡 し の 時 期 等 、 瑕 疵 担 保 責 任 に つ い て の 定 め が あ る と

き は そ の 内 容 、 そ の 他 特 約 が あ れ ば そ の 内 容 を 書 面 に 記 載 し て 交 付 し な

け れ ば な ら な い 。現 金 販 売 価 格 、商 品 の 引 渡 し 時 期 等 、販 売 業 者 の 名 称 、

住 所 、 電 話 番 号 、 契 約 年 月 日 、 商 品 名 、 商 品 の 商 標 ま た は メ ー カ ー 名 、

機 種 ま た は 型 式 、 商 品 の 数 量 な ど は 、 カ ー ド 決 済 時 に 売 上 伝 票 や レ シ ー

ト ・ 注 文 請 書 な ど で 交 付 す る と 考 え ら れ る が 、 そ の 他 の 記 載 事 項 を 完 全
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に 記 載 し て 交 付 す る こ と は 、 実 質 的 に 困 難 で あ る 。 だ が 、 現 行 は 1 回 払

い が ほ と ん ど で あ る た め 、 問 題 と な っ て い な い 。 し か し 、 リ ボ 専 用 カ ー

ド や 「 あ と リ ボ 」 の 場 合 に 交 付 が 必 要 と な っ て も 、 実 質 的 に 交 付 は 困 難

と な り 、 混 乱 が 生 じ る 。 な お 、 交 付 義 務 に 違 反 し た 者 は 、 割 賦 販 売 法 5 3
条 3 項 に 該 当 し 、 5 0 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 せ ら れ る 。  

( 2 5 7 )  割 賦 協 会 「 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん に 係 る 自 主 規 制 細 則 」 6 8 条 3 項 。  
( 2 5 8 )  た と え ば 、 包 括 支 払 可 能 見 込 額 を 調 査 の う え 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 与

信 枠 を 5 0 万 円 に 設 定 し て い た と こ ろ 、利 用 残 高 2 0 万 円 の と こ ろ 、1 回 払

い で 3 0 万 円 の 新 た な 利 用 が あ っ た 後 で 、「 あ と リ ボ 」の 申 請 が な い 間 に 、

同 一 人 が リ フ ォ ー ム ロ ー ン な ど で 2 0 0 万 円 の 申 込 み を し た と こ ろ 、1 回 払

い は 個 別 支 払 可 能 見 込 額 の 計 算 対 象 外 な の で 1 回 払 い の 未 払 い 額 を 加 え

ず に 個 別 支 払 可 能 見 込 額 の 範 囲 内 と し て 、 リ フ ォ ー ム ロ ー ン の 申 し 込 み

を 承 諾 し て い た と こ ろ 、 そ の 後 リ ボ 払 い に 変 更 さ れ た こ と で 、 工 事 が 完

了 し ロ ー ン 契 約 を 集 計 す る 時 点 で は 個 別 支 払 可 能 見 込 額 を 超 過 し た 契 約

と な る ケ ー ス が 生 じ る な ど 、 支 払 可 能 見 込 額 調 査 義 務 を 巡 っ て 、 ク レ ジ

ッ ト 会 社 の 審 査 に 大 き な 影 響 が 考 え ら れ る 。  
( 2 5 9 )  英 米 に お い て 一 般 的 な リ ボ ル ビ ン グ 方 式 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 場 合 、

カ ー ド 発 行 会 社 に お い て 期 間 内 の 利 用 額 を 請 求 書 と し て カ ー ド 会 員 に 送

付 さ れ た の ち 、 会 員 は 、 一 定 の 猶 予 期 間 ( g r a c e  p e r i o d ) 内 に 全 額 支 払 え ば

金 融 料 ( f i n a n c e  f e e ) が 不 要 だ が 、 全 額 を 支 払 わ ず 、 低 支 払 額 ( m i n i m u m  
p a y m e n t ) 以 上 の 金 額 を 支 払 っ た 場 合 は 、 残 債 額 に 対 し て 金 融 料 が チ ャ ー

ジ さ れ 、 自 動 的 に リ ボ ル ビ ン グ 返 済 に な る 仕 組 み で あ る ( 加 藤 良 三 『 ク レ

ジ ッ ト ・ カ ー ド 法 の 研 究 』（ 千 倉 書 房 、 1 9 8 9 年 ） 5 1 - 5 2 頁 。 こ の よ う に 、

ア メ リ カ や イ ギ リ ス の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 で は 利 用 時 に 支 払 方 法 を 決

定 す る 必 要 が な く 、 そ の た め 加 盟 店 手 数 料 に 区 別 は 設 け ら れ る こ と が な

い 点 で わ が 国 の シ ス テ ム と は 、 大 き く 異 な る 。  
( 2 6 0 )  ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 は 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い や 分 割 払 い の 場 合 、 加 盟

店 手 数 料 と 共 に 会 員 手 数 料 の 収 入 が あ る た め 、 加 盟 店 手 数 料 は 1 回 払 い

の 場 合 に 比 べ て 、 低 率 と な っ て い る 。 し た が っ て 、 あ と か ら リ ボ ル ビ ン

グ 払 い が 初 か ら リ ボ ル ビ ン グ 払 い と 扱 わ れ る と 、 書 面 交 付 の 負 担 が 増

え る う え 、 加 盟 店 手 数 料 の 過 大 徴 収 と し て 不 満 が 表 明 さ れ 、 加 盟 店 手 数

料 の 調 整 を 要 求 さ れ る 可 能 性 が あ る 。 な お 、 ノ ン ・ オ ン ア ス 取 引 で は 、

カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店 管 理 会 社 が 異 な る た め 、 こ の よ う な 問 題 は 生 じ

な い 。  
( 2 6 1 )  平 成 2 0 ( 2 0 0 8 ) 年 の 割 賦 販 売 法 の 改 正 で 、 指 定 商 品 制 と 指 定 役 務 制 が 撤

廃 さ れ た こ と に よ り 、 適 用 除 外 取 引 以 外 の あ ら ゆ る 商 品 ・ サ ー ビ ス の カ

ー ド 決 済 に 割 賦 販 売 法 が 適 用 さ れ 、 支 払 停 止 の 抗 弁 を 受 け る こ と と な っ

た 。 そ こ で 、 カ ー ド 会 社 が リ ス ク 管 理 で き な い 種 類 の 一 部 役 務 に つ い て

は 、 支 払 方 法 を 1 回 払 い に 限 定 し て リ ス ク 管 理 し て い る 。 た と え ば 、 特

定 商 取 引 法 で は 適 用 除 外 と さ れ る 旅 行 業 法 に 基 づ く 旅 行 業 者 の 提 供 す る

「 運 送 ・ 宿 泊 サ ー ビ ス 」（ 特 定 商 取 引 法 2 6 条 1 項 8 号 ハ ）が そ う で あ る 。

し か し 、「 あ と リ ボ 」 を 認 め た 場 合 に は 、 列 車 ・ 航 空 機 の 延 着 、 運 休 、 予

約 の オ ー バ ー ブ ッ キ ン グ な ど を 旅 行 約 款 等 で 認 め ら れ な い 抗 弁 事 由 で 、

支 払 停 止 の 抗 弁 を 主 張 さ れ る な ど 、 リ ス ク 管 理 が で き な く な る 難 が あ る 。 
( 2 6 2 ) 取 引 信 用 課 編 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 5 0 頁 は 、 3 0 条 の 4 、 3 0 条 の 5 の 規 定 が 適 用

ま た は 類 推 適 用 さ れ る と し て い る 。 ま た 、 中 崎 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 1 8 4 頁 も 、 抗

弁 の 接 続 に つ い て は 適 用 な い し 類 推 適 用 可 能 と す る 。  
( 2 6 3 )  判 昭 和 6 2 年 2 月 1 3 日 判 時 1 2 2 8 号 8 4 頁 は 、売 買 代 金 債 務 に つ い て

存 在 す る 同 時 履 行 の 抗 弁 権 は 、 準 消 費 貸 借 で あ っ て も 失 わ れ ず 、 判 昭

和 5 0 年 7 月 1 7 日 民 集 2 9 巻 6 号 1 1 1 9 頁 で は 、 旧 債 務 に 認 め ら れ る 債 権

者 取 消 権 も 認 め ら れ る と し て い る 。  
( 2 6 4 )  銀 行 系 ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 、 大 蔵 省 が 銀 行 本 体 に よ る ク レ ジ ッ ト カ ー

ド の 発 行 を 認 め な か っ た た め に 、 関 連 会 社 に よ る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務

へ の 進 出 に な っ た が（ 長 尾 晃「 ク レ ジ ッ ト と は 何 か ? ク レ ジ ッ ト 随 想 録 ( 第
1 話 ) 」 消 費 者 信 用 1 7 巻 1 1 号 （ 1 9 9 9 年 ） 2 2 - 2 4 頁 ）、 銀 行 の 関 連 業 務 に ク

レ ジ ッ ト カ ー ド 業 務 が 認 め ら れ て 以 降 は 、 マ ン ス リ ー ク リ ア 方 式 の ク レ

ジ ッ ト カ ー ド な ら 銀 行 本 体 も 発 行 す る こ と が で き る よ う に な っ た 。 と こ

ろ が 、 分 割 払 い 方 式 、 リ ボ ル ビ ン グ 方 式 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 発 行 す る

に は 、 通 産 省 へ の 登 録 が 必 要 で あ っ た た め 、 バ ン ク カ ー ド は 、 マ ン ス リ

ー ク リ ア 方 式 で 地 方 銀 行 が 株 式 会 社 バ ン ク カ ー ド サ ー ビ ス に 委 託 し て 業
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務 を 行 う 方 式 に な っ て い る 。  

( 2 6 5 )  た と え ば 地 銀 の 発 行 す る バ ン ク カ ー ド が マ ン ス リ ー ク リ ア 方 式 の ク レ

ジ ッ ト カ ー ド に 口 座 貸 越 の ロ ー ン を セ ッ ト し て お き 、 残 高 不 足 の 場 合 に

銀 行 が 自 動 的 に ロ ー ン を 実 行 し 、 ク レ ジ ッ ト 代 金 を 清 算 し た 後 、 リ ボ ル

ビ ン グ 方 式 の ロ ー ン 契 約 に 基 づ く リ ボ ル ビ ン グ 返 済 を 可 能 と し て い る 。

同 様 な 仕 組 み は 、 三 和 銀 行 が 1 9 8 3 年 か ら 導 入 し て い た 。 ま た 、 住 友 ク レ

ジ ッ ト も 、 毎 月 の 請 求 決 済 額 が あ る 上 限 を 超 え る と 、 自 動 的 に そ の 増 加

分 を 消 費 者 ロ ー ン と し て 貸 し 出 す 仕 組 み を 1 9 8 3 年 か ら 実 施 し て い た 。い

ず れ も 中 原 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 )  8 3 頁 参 照 。 参 考 ： バ ン ク カ ー ド の 発 行 銀 行 の

一 つ で あ る 横 浜 銀 行 の 自 動 支 払 サ ー ビ ス （ h t t p : / / w w w . b o y. c o . j p / k o j i n / s e
r v i c e /  s h i h a r a i . h t m l 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 9 月 2 7 日 〕）。  

( 2 6 6 )  金 銭 消 費 貸 借 方 式 に 割 賦 販 売 法 の 適 用 が あ る か ど う か が 不 明 確 で あ る

時 代 の も の で あ り 、 販 売 店 以 外 の 者 を 通 じ た 交 付 に つ い て も 適 用 が な さ

れ る 前 の 時 期 の も の で あ る 。 中 原 ・ 前 掲 注 ( 1 7 3 )  8 3 頁 参 照 。 な お 、 割 賦

販 売 法 は 、 そ の 後 改 正 さ れ 、 販 売 店 に 直 接 代 金 相 当 額 の 支 払 が さ れ る 場

合 に 加 え 、 販 売 店 以 外 の 者 か ら 交 付 さ れ る 金 銭 消 費 貸 借 方 式 も 対 象 に な

る 。 し か し 、 こ の 場 合 で あ っ て も 、 金 銭 の 交 付 は す で に 事 前 に な さ れ て

お り 、 カ ー ド 会 員 に 事 後 的 に 貸 付 が 行 わ れ 、 か つ 、 実 際 は カ ー ド 代 金 の

決 済 に 充 当 さ れ て い る の で 、 新 た な 会 員 に 対 す る 貸 付 で あ り 、 改 正 後 で

あ っ て も 、 こ の 見 解 に 矛 盾 は な い と 考 え ら れ る 。  
( 2 6 7 )  な お 、商 品 の 瑕 疵 な ど 何 か 問 題 が 生 じ た 以 降 に 、そ の 事 実 を 隠 し て「 あ

と リ ボ 」 の 申 請 を し 、 承 認 を 得 て 変 更 後 に 支 払 停 止 の 抗 弁 を 主 張 す る な

ど 権 利 の 濫 用 的 な 申 請 が 行 わ れ た 場 合 に は 、 そ の 承 認 を 事 後 的 に 取 り 消

す こ と が 考 え ら れ る し 、 抗 弁 権 の 接 続 の 主 張 に つ い て 、 権 利 の 濫 用 も し

く は 信 義 則 違 反 を 理 由 に 排 除 す る と い う こ と も 可 能 で は な い か と 考 え ら

れ る 。  
( 2 6 8 )  大 判 大 正 1 0 年 6 月 2 日 民 録 2 7 輯 1 0 4 8 頁 。  
( 2 6 9 )  我 妻 ほ か ・ 前 掲 注 ( 4 3 ) 9 4 8 頁 参 照 。  
( 2 7 0 )  後 藤 ＝ 池 本 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 7 8 頁 で は 、 国 際 ブ ラ ン ド が 介 在 す る 四 者 型 契

約 ま た は そ れ 以 上 の 多 数 当 事 者 型 で あ っ て も 包 括 ク レ ジ ッ ト に 該 当 す る

と 述 べ る が 、 国 際 カ ー ド の 国 内 利 用 に お い て は 、 1 回 払 い の ほ か 、 分 割 払

い 、 ボ ー ナ ス ２ 回 払 い の 指 定 が で き る （ 渡 辺 ＝ 曽 宮 ・ 前 掲 注 ( 1 6 9 ) 5 8 頁 ）

が 、 利 用 の ほ と ん ど は 1 回 払 い が 占 め て お り 、 こ の 場 合 に は 包 括 信 用 購

入 あ っ せ ん に は 該 当 し な い 。  
( 2 7 1 )  す べ て を 後 リ ボ に す る こ と も 可 能 で あ る が 、 1 回 払 い の 一 部 の み 、 ボ

ー ナ ス 一 括 だ け を リ ボ 払 い に す る こ と も で き る 。 三 井 住 友 カ ー ド で は 、

イ ン タ ー ネ ッ ト で 個 別 に 申 請 で き る よ う に な っ て い る （ h t t p s : / / w w w .  s m
b c - c a r d . c o m / m e m / r e v o / r e v o a t o . j s p 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 1 0 月 1
3 日 〕） 参 照 。  

( 2 7 2 )  1 回 払 い の 支 払 期 日 前 で あ っ て 、 支 払 方 法 の シ ス テ ム 的 変 更 が 可 能 な

期 間 と し て 以 降 可 能 期 間 が 定 め ら れ て い る 場 合 が ほ と ん ど で あ る 。 な お 、

一 部 の カ ー ド 会 社 で は 、 2 回 払 い に つ き 、 2 回 目 の 返 済 分 に つ い て も 同 様

に 後 リ ボ が 利 用 可 能 と す る カ ー ド 会 社 も あ る 。  
( 2 7 3 )  「 あ と リ ボ 」 へ の 変 更 に つ い て 、 会 社 の 承 認 が 必 要 で あ る 。 三 井 住 友

カ ー ド 会 員 規 約 の あ と リ ボ へ の 変 更 と 手 続 き に 関 す る 注 ( 2 4 9 ) ( 2 7 1 ) 参 照 。 
( 2 7 4 )  1 回 払 い の 場 合 は 、 割 賦 販 売 法 の 規 制 対 象 取 引 で は な い の で 、 与 信 額

に 制 限 は な い が 、 あ と か ら リ ボ ル ビ ン グ 払 い に な る と 包 括 支 払 可 能 見 込

額 の 範 囲 内 で の 与 信 に と ど め な い と 、割 賦 販 売 法 3 0 条 の 2 の 2 の 潜 脱 行

為 と み な さ れ る 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ て い る よ う で あ る 。  
( 2 7 5 )  取 引 信 用 課 編 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 1 4 3 頁 参 照 。  
( 2 7 6 )  清 水 巌 「 ク レ ジ ッ ト 契 約 と 消 費 者 の 抗 弁 権 」 遠 藤 浩 ＝ 林 良 平 ＝ 水 本 浩

監 修 『 現 代 契 約 法 体 系 （ 第 4 巻 ・ 商 品 売 買 ・ 消 費 者 契 約 ・ 区 分 所 有 建 物 ）』

（ 有 斐 閣 、 1 9 8 5 年 ） 2 7 7 - 2 7 8 頁 参 照 。  
( 2 7 7 )  取 引 信 用 課 編 ・ 前 掲 注 ( 7 ) 1 4 3 頁 、 篠 塚 昭 次 ＝ 前 田 達 明 『 新 ・ 判 例 コ ン

メ ン タ ー ル 民 法 7 契 約 ( 2 ) 』（ 三 省 堂 、 1 9 9 2 年 ） 1 4 0 - 1 5 5 頁 参 照 。  
( 2 7 8 ) 「 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 」 と は 、「 取 立 銀 行 が 顧 客 か ら 受 け 入 れ た 取 立 手 形

等 に つ き 預 金 勘 定 に 入 金 記 帳 し た 後 、 そ の 手 形 等 が 決 済 さ れ な か っ た 等

に な さ れ る 入 金 取 消 し 」 の こ と を 指 す 。 田 中 英 夫 『 英 米 法 辞 典 』（ 東 京 大

学 出 版 会 、 2 0 1 0 年 ） 1 3 8 頁 参 照 。  
( 2 7 9 )  渡 辺 ＝ 曽 宮 ・ 前 掲 注 ( 1 6 9 ) 6 0 頁 、 6 2 - 6 3 頁 。 末 藤 高 義 『 ク レ ジ ッ ト カ ー
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ド 辞 典 （ 第 3 版 ）』（ 民 事 法 研 究 会 、 2 0 1 1 年 ） 8 6 頁 参 照 。  

( 2 8 0 )  山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 0 8 頁 参 照 。  
( 2 8 1 )  た と え ば 、「 カ ー ド 所 有 者 の 抗 弁 」 は 、 わ が 国 割 賦 販 売 法 に 基 づ く 支 払

停 止 の 抗 弁 権 の こ と で は な く 、ア メ リ カ の 1 9 7 3 年 貸 付 真 実 法 の 1 7 0 条 に

基 づ い て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 が 5 0 ド ル 以 上 、 か つ 、 利 用 者 と 同 一 州

内 取 引 （ ま た は 自 宅 か ら 1 0 0 マ イ ル 内 に あ る 商 人 と の 取 引 ） の 範 囲 内 で

認 め ら れ る 抗 弁 の こ と で あ り 、 ア メ リ カ 合 衆 国 内 の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク の

ロ ー カ ル ・ ル ー ル で あ る 。 C f .  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 1 2 1 ) ,  a t  1 - 1 5 .  
( 2 8 2 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 4 9 ) ,  a t  1 0 6 - 1 0 7 .  
( 2 8 3 )  C f .  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 1 2 1 ) ,  a t  1 5 .  な お 開 示 資 料 に 基 づ く も の

と し て 、 山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 0 9 頁 に 1 0 件 の r e a s o n  c o d e が 例 示 さ れ て い

る 。 な お 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 に 関 す る 文 献 は 少 な く 、 M a s t e r C a r d ,  
s u p r a  n o t e  ( 1 2 1 ) に つ い て も 、 公 開 さ れ て い な い 。 公 開 さ れ て い る 文 献 と

し て 、 末 藤 ・ 前 掲 注 ( 1 1 3 ) の ほ か 、 末 藤 高 義 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 入 門 ( 2 3 )
～ ( 2 5 )  チ ャ ー ジ バ ッ ク（ そ の 1 ）～（ そ の 3 ）」消 費 者 信 用 1 9 巻 4 号（ 2 0 0 1
年 ） 9 7 4 頁 、 1 9 巻 5 号 7 8 頁 、 1 9 巻 6 号 6 6 頁 、 山 本 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 5 4 頁 、

7 6 頁 、 8 9 頁 、 1 0 8 頁 、 1 1 0 - 1 1 1 頁 、 1 2 7 頁 、 1 2 9 頁 、 末 藤 ・ 前 掲 注 ( 2 1 ) 1 4 4
頁 な ど が あ る 。  

( 2 8 4 )  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 1 2 1 ) ,  a t  1 - 1 5 記 載 の R e a s o n  C o d e で は 、

r e a s o n  c o d e  が 4 8 0 1 か ら 4 8 7 0 ま で 2 5 項 目 記 載 さ れ て い る が 、 C h i p  
L i a b i l i t y  S h i f t （ I C カ ー ド 使 用 に 関 す る 責 任 分 担 ル ー ル ） は 除 い た 。 な

お 、 p .  3 - 1 5 - 1 7 に 記 載 し て あ る チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 行 使 期 間 を C o d e の 後 に

表 示 し た 。  
( 2 8 5 )  渡 辺 ＝ 曽 宮 ・ 前 掲 注 ( 1 6 9 ) 6 0 - 6 1 頁 参 照 。 な お 、 r e a s o n  c o d e  な ど を 除

外 し た 。  
( 2 8 6 )  末 藤 ・ 前 掲 注 ( 2 8 3 )「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 入 門 ( 2 3 ) 」 7 5 頁 、 末 藤 ・ 前 掲 注

( 2 8 3 ) 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 入 門 ( 2 5 ) 」 6 8 頁 参 照 。  
( 2 8 7 )  渡 辺 ＝ 曽 宮 ・ 前 掲 注 ( 1 6 9 ) 6 2 頁 参 照 。  
( 2 8 8 )  C f .  A B A ,  s u p r a  n o t e  ( 4 9 ) ,  a t  7 0 ,  9 8 ,  1 0 6 - 1 0 7 . チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由

に つ き 、 末 藤 ・ 前 掲 注 ( 1 1 3 ) 、 末 藤 ・ 前 掲 注 ( 2 8 3 ) に 掲 げ る 末 藤 高 義 の 各 文

献 、 M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 1 2 1 )  を 参 照 し た た め 、 V I S A 、 M a s t e r C a r d
の リ ー ズ ン が 混 在 し て い る 。  

( 2 8 9 )  宝 石 の 買 戻 付 特 約 が 付 い た 宝 石 の 売 買 契 約 に お い て 、 買 戻 し 契 約 を 履

行 し な い ま ま 破 産 手 続 を 開 始 し た 宝 石 販 売 会 社 に 対 し て 、 割 賦 購 入 あ っ

せ ん 利 用 に よ る 購 入 者 が 破 産 債 権 の 届 け 出 を 行 い 、 破 産 配 当 を 受 け る こ

と と な る 場 合 に 、 配 当 を 受 け な い 残 余 部 分 が あ る こ と を 理 由 に 支 払 停 止

の 抗 弁 を 主 張 で き る か に つ い て 、 雨 宮 眞 也 「 コ コ 山 岡 破 産 に 伴 う 信 販 会

社 の 責 任 を 巡 る 法 律 上 の 問 題 点 」消 費 者 信 用 1 6 巻 3 号（ 1 9 9 8 年 ）3 4 頁 、

雨 宮 眞 也 「 割 賦 購 入 あ っ せ ん 取 引 に お い て 加 盟 店 が 破 産 宣 告 を 受 け た 場

合 の ク レ ジ ッ ト 会 社 の 消 費 者 に 対 す る 法 律 上 の 責 任 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 2 2
号 （ 1 9 9 9 年 ） 3 9 - 4 9 頁 が あ る 。  

( 2 9 0 )  双 務 契 約 に お い て 、 双 方 の 債 務 が 常 に 同 時 履 行 と な る と は 限 ら ず 、 賃

貸 借 や 委 任 、 請 負 、 寄 託 等 の 契 約 に お い て は 異 時 給 付 関 係 に あ り 、 対 価

た る 金 銭 支 払 債 務 の 後 履 行 と な っ て い る 。 こ の 場 合 、 反 対 債 務 の 履 行 を

受 け ら れ な い 恐 れ が 生 じ た と き に 、 先 履 行 義 務 者 は 履 行 を 免 れ な い か と

い う 問 題 に お い て 、 履 行 上 の 牽 連 性 の 原 則 に 戻 っ て 同 時 履 行 の 抗 弁 も し

く は 履 行 拒 絶 権 を 認 め る べ き と す る の が 不 安 の 抗 弁 権 に 関 す る 議 論 で あ

る 。 し か し 、 ク レ ジ ッ ト 取 引 の 場 合 は 、 本 来 後 履 行 の 賃 料 や 報 酬 な ど の

金 銭 債 務 の 履 行 が 立 替 払 い に よ り 先 に 発 生 し て お り 、 双 務 契 約 の 相 手 方

の 財 産 状 況 や 履 行 体 制 の 不 安 を ク レ ジ ッ ト 債 権 者 に 主 張 で き る か ど う か

議 論 が あ る 。 不 安 の 抗 弁 権 に つ い て 扱 う 文 献 と し て 、 神 﨑 克 郎 「 信 用 売

買 に お け る 不 安 の 抗 弁 権 」 神 戸 法 學 雜 誌  1 6 巻 1 - 2 号 （ 1 9 6 6 年 ） 4 3 9 - 4 7 0
頁 、 橋 本 恭 宏 「 継 続 的 商 品 取 引 と 『 不 安 の 抗 弁 』 ― ― 『 不 安 の 抗 弁 』 の

現 代 的 課 題 」明 治 大 学 短 期 大 学 紀 要 3 3 号（ 1 9 8 3 年 ） 1 - 3 8 頁 、伊 藤 真「 継

続 的 供 給 契 約 と 倒 産 処 理 ― ― 不 安 の 抗 弁 権 の 再 構 成 」判 時 1 0 7 4 号（ 1 9 8 3
年 ） 3 - 1 1 頁 、 山 崎 敏 彦 判 批 「 契 約 ― ― 消 滅 時 効 の 援 用 と 信 義 則 ・ 権 利 濫

用 、 不 安 の 抗 弁 権 」 判 タ 3 5 巻 5 号 （ 1 9 8 4 年 ） 1 4 6 - 1 5 7 頁 、 内 田 勝 一 「 継

続 的 取 引 関 係 と 不 安 の 抗 弁 権 」 ジ ュ リ 8 1 2 号 （ 1 9 8 4 年 ） 1 2 2 - 1 2 5 頁 、 石

川 明「 不 安 の 抗 弁 に つ い て 」法 学 研 究  6 1 巻 1 0 号（ 1 9 8 8 年 ）1 1 5 - 1 2 4 頁 、

須 永 知 彦 「 履 行 期 前 に お け る 反 対 給 付 請 求 権 の 危 殆 化 ― ― い わ ゆ る 不 安
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の 抗 弁 権 を 中 心 に ( 1 ) ～（ 2・ 完 ）」民 商 1 1 1 巻 3 号（ 1 9 9 4 年 ）3 9 5 - 4 2 6 頁 、

4 ・ 5 号 （ 1 9 9 5 年 ） 7 0 7 - 7 4 0 頁 、 松 井 和 彦 「「 契 約 危 殆 」 状 態 に お け る 履

行 確 保 ― ― 不 安 の 抗 弁 権 か ら 履 行 停 止 権 へ の 展 開 ( 1 ) ～ （ 2 ・ 完 ）」 修 道 法

学  2 0 巻 1 号（ 1 9 9 8 年 ） 3 7 - 1 1 7 頁 、2 0 巻 2 号 1 9 3 - 2 8 8 頁 、松 井 和 彦「『 契

約 危 殆 』 状 態 に お け る 履 行 確 保 : 不 安 の 抗 弁 権 か ら 履 行 停 止 権 へ の 展 開 」

私 法 6 1 号 （ 1 9 9 9 年 ） 2 0 6 - 2 1 2 頁 、 藤 井 俊 二 ＝ 湯 川 益 英 翻 訳 「『 不 安 の 抗

弁 』 に 関 す る ド イ ツ 債 務 法 改 正 委 員 会 の 終 報 告 」 山 梨 学 院 大 学 法 学 論

集 4 1 号 （ 1 9 9 9 年 ） 3 5 7 - 3 7 2 頁 、 平 野 英 則 ＝ 田 口 奉 童 「 信 用 状 取 引 に お け

る 不 安 の 抗 弁 権 」 国 際 商 取 引 学 会 年 報  4 号 （ 2 0 0 2 年 ） 1 4 1 - 1 5 9 頁 、 松 井

和 彦 「 契 約 の 危 殆 化 と ド イ ツ 新 債 務 法 に お け る 『 不 安 の 抗 弁 権 』 規 定 」

修 道 法 学  2 8 巻 2 号 （ 2 0 0 6 年 ） 4 9 - 7 6 頁 、 山 川 一 陽 「 山 川 教 授 の 民 法 講

義 ノ ー ト ( 1 1 8 ) 同 時 履 行 の 抗 弁 権 と 不 安 の 抗 弁 」月 刊 警 察 ヴ ァ リ ア ン ト 2 5
巻 4 号 （ 2 0 0 7 年 ） 4 1 - 4 3 号 、 岡 伸 浩 「 説 明 の 技 法 ( 2 ) 不 安 の 抗 弁 」 ビ ジ ネ

ス ロ ー ・ ジ ャ ー ナ ル 1 巻 2 号 （ 2 0 0 8 年 ） 1 1 2 - 1 1 5 頁 、 稲 田 和 也 「（ 取 引 法

研 究 会 レ ポ ー ト ） 不 安 の 抗 弁 権 の 条 文 化 に 関 す る 若 干 の 検 討 ― ― 中 国 契

約 法 に お け る 不 安 の 抗 弁 権 規 定 を 参 考 と し て 」 法 時 8 1 巻 8 号 （ 2 0 0 9 年 ）

1 2 3 - 1 2 8 頁 な ど が あ る 。  
( 2 9 1 )  不 安 の 抗 弁 権 に つ い て は 、 法 制 審 議 会 （ 債 権 関 係 ） 部 会 の 「 中 間 試 案 」

に お い て 、「 検 討 事 項 第 3 3 」 と し て 、 双 務 契 約 に お い て 、 先 履 行 義 務 を 負

う 者 が 、 契 約 締 結 時 に 予 見 で き な か っ た 事 象 が 発 生 し た こ と で 、 反 対 給

付 が 受 け ら れ な い お そ れ が あ る こ と を 事 由 に 先 履 行 を 拒 む こ と が で き る

も の と し て 、新 た に 規 律 の 導 入 の 可 否 が 検 討 さ れ て い る 。商 事 法 務 編『 民

法 （ 債 権 関 係 ） の 改 正 に 関 す る 中 間 試 案 の 補 足 説 明 』（ 商 事 法 務 、 2 0 1 3
年 ） 3 8 8 頁 以 下 。 こ の ほ か 、 債 権 法 改 正 に お け る 不 安 の 抗 弁 を 扱 う 文 献 と

し て 、稲 生 隆 浩 ＝ 坂 東 直 朗「 事 例 で わ か る 民 法 改 正  債 権 回 収 編（ 終 回 ）

不 安 の 抗 弁 権・無 催 告 解 除  」ビ ジ ネ ス 法 務  1 3 巻 1 0 号（ 2 0 1 3 年 ）1 1 7 - 1 2 2
頁 、 藤 野 忠 「 付 随 義 務 お よ び 保 護 義 務 、 契 約 交 渉 段 階 、 事 情 変 更 の 法 理 、

不 安 の 抗 弁 権 （ 特 集 ・ 民 法 （ 債 権 関 係 ） 改 正 の 新 動 向 と 主 要 論 点 （ 第 3
回 ））」 N i b e n  F r o n t i e r  1 2 9 号 （ 2 0 1 3 年 ） 2 3 - 2 7 頁 、 足 立 格 = 児 島 幸 良 「 民

法 （ 債 権 関 係 ） の 改 正 と 信 用 金 庫 へ の 影 響 （ 第 4 回 ） 消 費 寄 託 契 約 、 不

安 の 抗 弁 権 」 信 用 金 庫 6 8 巻 2 号 （ 2 0 1 4 年 ） 4 4 - 4 6 頁 、 松 尾 弘 「 セ ミ ナ ー

民 法 改 正 前 線 （ 第 1 5 回 ） 債 権 法 の 焦 点 ( 1 5 ) 継 続 的 契 約 の 終 了 , 事 情 変 更

の 法 理 , 不 安 の 抗 弁 権 」税 理 5 7 巻 7 号（ 2 0 1 4 年 ）1 1 3 - 1 2 0 頁 な ど が あ る 。

な お 、平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年 8 月 2 6 日 に 決 定 さ れ た 要 綱 仮 案 に お い て は 、不 安

の 抗 弁 権 に つ い て の 規 律 が 取 り 上 げ ら れ ず 、 終 的 に 今 回 の 民 法 改 正 で

は 見 送 ら れ た 。  
( 2 9 2 )  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 1 2 1 ) ,  a t  1 - 1 1 - 1 3 . で は 、 A c q u i r e r が 電 子 的

記 録 の 取 引 記 録 の 場 合 は 、 7 営 業 日 、 そ の 他 は 3 0 営 業 日 内 に 売 上 デ ー タ

ま た は 売 上 伝 票 を I s s u e r に 提 示 し 、 初 の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク は コ ー ド 別

に 4 5 、6 0 日 、1 2 0 日 、5 4 0 日 営 業 日 内 に 行 う べ き と さ れ て い る 。C f .  A B A ,  
s u p r a  n o t e  ( 4 9 ) ,  a t  9 7 - 9 8 .  な お 、 記 録 は マ イ ク ロ フ ィ ル ム 化 し て 7 年 間

の 保 持 が 求 め ら れ て い る 。  
( 2 9 3 )  M a s t e r C a r d ,  s u p r a  n o t e  ( 1 2 1 ) ,  a t  1 - 1 1 で は 、 商 品 配 送 や サ ー ビ ス 提

供 の 遅 れ に 起 因 す る 紛 議 に つ い て は 、 商 品 配 送 日 や サ ー ビ ス 提 供 日 か ら

起 算 し て 1 2 0 営 業 日 と さ れ て い る 。  
( 2 9 4 )  渡 辺 ＝ 曽 宮 ・ 前 掲 注 ( 1 6 9 ) 6 4 頁 参 照 。  
( 2 9 5 )  渡 辺 ＝ 曽 宮 ・ 前 掲 注 ( 1 6 9 ) 6 4 頁 参 照 。  
( 2 9 6 )  も ち ろ ん 事 務 コ ス ト の 面 で 下 限 を 下 げ 過 ぎ る こ と も 問 題 で あ る 。 国 内

の ル ー ル で は 、 1 9 9 8 年 当 時 は 下 限 と し て は 5 , 0 0 0 円 を 目 途 に 、 平 成

1 3 ( 2 0 0 1 ) 年 当 時 で は 、1 0 , 0 0 0 円 と 、弾 力 的 に 運 用 さ れ て い た よ う で あ る 。

末 藤 ・ 前 掲 注 ( 2 8 3 )「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 入 門 ( 2 5 ) 」6 8 頁 、末 藤 ・ 前 掲 注 ( 1 1 3 )
「 チ ャ ー ジ バ ッ ク を 考 え る ( 3 ) 」 8 0 頁 参 照 。  

( 2 9 7 )  キ ャ ッ シ ュ 研 編 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 2 1 0 - 2 1 8 頁 参 照 。 こ こ で は 、 考 え ら れ る

ほ と ん ど の カ ー ド 取 引 で の ト ラ ブ ル が 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク に よ り 解 決 で

き る 可 能 性 を 示 し 、現 金 決 済 よ り も 有 利 で あ る 点 が 示 さ れ て い る 。な お 、

解 決 で き な い 問 題 点 と し て 、 加 盟 店 の 管 理 の 問 題 が 挙 げ ら れ て い る 。  
( 2 9 8 )  ア メ リ カ の 州 法 で は 、 カ ー ド 会 員 の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク の 権 利 を 認 め る

も の が あ る 。 し か し 、 国 際 ブ ラ ン ド ル ー ル 上 は 、 カ ー ド 会 員 は 当 事 者 外

な の で 、 イ シ ュ ア が カ ー ド 会 員 の 申 し 出 を 受 け て 対 応 す る 義 務 を 有 す る

と い う 関 係 に な ろ う 。 し た が っ て 、 カ ー ド 発 行 会 社 が 会 員 の 請 求 に 正 当
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な 理 由 な く 応 じ な い 場 合 に 、 義 務 違 反 に な る と 考 え ら れ る 。 な お 、 わ が

国 に お い て も 、 イ シ ュ ア に 会 員 保 護 の た め に 適 正 に チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 請

求 す る 義 務 ( カ ー ド 会 員 契 約 の 付 随 的 義 務 ) が あ る と 考 え る も の が あ る 。名

波 大 樹「 ク レ ジ ッ ト チ ャ ー ジ・バ ッ ク と は 」消 費 者 法 ニ ュ ー ス 7 8 号（ 2 0 0 9
年 ） 1 2 4 頁 参 照 。  

( 2 9 9 )  末 藤 ・ 前 掲 注 ( 1 1 3 ) 「 チ ャ ー ジ バ ッ ク を 考 え る ( 7 ) 」 9 4 頁 、 末 藤 ・ 前 掲

注 ( 1 1 3 ) 「 チ ャ ー ジ バ ッ ク を 考 え る ( 8 ) 」 7 4 頁 参 照 。  
( 3 0 0 )  末 藤 ・ 前 掲 注 ( 1 1 3 ) 「 チ ャ ー ジ バ ッ ク を 考 え る ( 1 ) 」 7 1 頁 、 名 波 ・ 前 掲

注 ( 2 9 8 ) 1 2 2 頁 。 末 藤 ・ 前 掲 注 ( 2 8 3 )「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 入 門 ( 2 5 ) 」 6 7 頁 参

照 。  
( 3 0 1 )  施 行 規 則 6 0 条 に お い て 、 以 下 の 基 準 が 示 さ れ て い る 。  

一  利 用 者 ま た は 購 入 者 等 か ら の 苦 情 を 受 け 付 け た と き は 、 遅 滞 な く 、

当 該 苦 情 に 係 る 事 項 の 原 因 を 究 明 す る こ と 。  
二  前 号 の 規 定 に よ る 原 因 究 明 に よ り 知 っ た 事 項 か ら み て 、 同 号 の 苦 情

に 係 る 事 項 の 原 因 が 次 の い ず れ か に 係 る も の で あ る と 認 め る と き は 、

当 該 苦 情 の 内 容 に 応 じ 、 当 該 苦 情 の 処 理 の た め に 必 要 な 事 項 を 調 査 す

る こ と 。  
イ  包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 関 係 販 売 業 者 ま た は 包 括 信 用 購 入 あ っ せ

ん 関 係 役 務 提 供 事 業 者 が 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 関 係 販 売 等 契 約 の

申 込 み ま た は 締 結 の 勧 誘 を す る に 際 し 、 法 3 5 条 の 3 の 7  （ 個 別 ク

レ ジ ッ ト の 申 込 み の 承 諾 等 の 禁 止 ） 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為

を し た こ と 。  
ロ  包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 が 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん に 係 る 業 務

に 関 し 利 用 者 ま た は 購 入 者 等 の 利 益 の 保 護 に 欠 け る 行 為 を し た こ

と 。  
（ 以 下 略 ）  

( 3 0 2 )  認 定 割 賦 販 売 協 会 で あ る 一 般 社 団 法 人 日 本 ク レ ジ ッ ト 協 会 の 定 め る

「 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん に 係 る 自 主 規 制 規 則 」（ h t t p : / / w w w . j - c r e d i t . o r .  
j p / a s s o c i a t i o n / d o w n l o a d / s e l f _ i m 0 3 . p d f 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 1 0
月 1 3 日 〕）。  

( 3 0 3 )  消 費 者 庁 の 登 録 制 度 に 登 録 を 行 っ た 決 済 代 行 会 社 は 、 平 成 2 6 ( 2 0 1 4 ) 年
9 月 2 7 日 の 時 点 で 3 4 社 で あ っ た 。広 義 の 決 済 代 行 会 社 に は 、ネ ッ ト オ ー

ク シ ョ ン 会 社 な ど の 包 括 加 盟 店 も あ り 、 こ れ を 含 め る と か な り の 数 に な

る と 思 わ れ る 。 し か し 、 現 在 は こ の 登 録 制 度 は 廃 止 さ れ て お り 、 何 社 存

在 す る か 正 確 に は わ か ら な い 。 詳 細 は 、 注 ( 1 1 0 ) 参 照 。  
( 3 0 4 )  田 中 雅 代 ・ 前 掲 注 ( 2 7 ) 「 7 8 号 」 1 1 1 頁 参 照 。  
( 3 0 5 )  国 民 生 活 セ ン タ ー の P I O - N E T に よ る と 、平 成 2 1 ( 2 0 0 9 ) 年 度 3 , 3 8 6 件 、

平 成 2 2 ( 2 0 1 0 ) 年 度 5 , 8 5 8 件 、 平 成 2 3 ( 2 0 1 1 ) 年 度 6 , 5 8 3 件 、 平 成 2 4 ( 2 0 1 2 )
年 度 5 , 1 7 2 件 と 推 移 し て い る 。 野 口 達 也 ＝ 藤 田 彰 夫 「 経 済 記 者 か ら み た

信 用 収 縮 ― ― 資 金 需 要 者 に 、何 が 起 き て い る の か ？ 」 C R E D I T  A G E 2 0 1 3
年 9 - 1 0 号 （ 3 9 0 号 、 日 本 消 費 者 金 融 協 会 、 2 0 1 3 年 ）。 な お 、 決 済 代 行 業

者 の 実 態 や ト ラ ブ ル の 状 況 に つ い て は 、 福 崎 ＝ 永 岡 ・ 前 掲 注 ( 1 2 8 ) 1 4 4 頁

ほ か 高 橋 映 次 「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 決 済 代 行 者 に つ い て ― ― 現 状 と 課 題 」

消 費 者 法 ニ ュ ー ス 7 8 号 （ 2 0 0 9 年 ） 1 1 8 頁 、 松 尾 善 紀 「 イ ン タ ー ネ ッ ト 取

引 被 害 と ク レ ジ ッ ト 決 済 代 行 業 者 に 対 す る 規 制 に つ い て （ 上 ） 消 費 者 法

ニ ュ ー ス 8 5 号 （ 2 0 1 0 年 ） 1 4 7 頁 、 木 全 恭 代 「 決 済 代 行 業 の 法 規 制 を 望 ん

で （ 2 0 1 0 年 版 ） ― ― 決 済 事 業 者 の 開 業 規 制 を 中 心 に 」 消 費 者 法 ニ ュ ー ス

9 4 号 ( 2 0 1 3 年 ) 9 0 頁 参 照 。  
( 3 0 6 )  国 際 ブ ラ ン ド の 規 定 で は 、 ア ク ワ イ ア ラ の 所 在 国 、 ま た は 地 域 内 に 限

り 加 盟 店 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る も の と し て お り 、 加 盟 店 の 支 店 ・

営 業 所 が あ る 場 合 を 除 い て 地 域 外 の 加 盟 店 と の 取 引 、 越 境 取 引

( C r o s s - b o r d e r  T r a n s a c t i o n ) を 禁 じ て い る 。 し か し 、 販 売 業 者 が 海 外 法 人

を 作 り 、 海 外 の ア ク ワ イ ア ラ と 加 盟 店 契 約 を 結 ぶ 方 法 、 決 済 代 行 会 社 が

海 外 法 人 を 作 り 、 海 外 ア ク ワ イ ア ラ と 加 盟 店 契 約 を し た う え で 国 内 販 売

業 者 と 契 約 す る 方 法 な ど 、 潜 脱 的 な 方 式 で 実 質 的 な 越 境 取 引 が 行 わ れ て

い る 。 野 村 総 研 ・ 前 掲 注 ( 8 9 ) 1 9 - 2 1 頁 参 照 。  
( 3 0 7 )  野 口 ＝ 藤 田 ・ 前 掲 注 ( 3 0 5 ) 3 1 頁 、 C a r d  W a v e  2 6 巻 5 号 （ 2 0 1 3 年 ） 1 1

頁 参 照  
( 3 0 8 )  経 済 産 業 省 の 「 電 子 商 取 引 お よ び 情 報 財 取 引 等 に 関 す る 準 則 」（ 平 成 2

4 ( 2 0 1 2 ) 年 1 1 月 改 訂 版 ） 8 4 - 8 5 頁 に は 、イ ン タ ー ネ ッ ト オ ー ク シ ョ ン の 例
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で あ る が 、 個 人 で あ っ て も 特 定 商 取 引 法 の 適 用 の あ る 事 業 者 と み る 基 準

と し て 以 下 の 例 を 挙 げ て い る 。 あ ら ゆ る カ テ ゴ リ ー に 共 通 な 基 準 と し て 、

① 過 去 1 か 月 に 2 0 0 点 以 上 ま た は 一 時 点 に お い て 1 0 0 点 以 上 の 商 品 を 新

規 出 品 し て い る 場 合 、 ② 落 札 額 の 合 計 が 過 去 1 か 月 に 1 0 0 万 円 以 上 で あ

る 場 合 、③ 落 札 額 の 合 計 が 過 去 1 年 間 に 1 , 0 0 0 万 円 以 上 で あ る 場 合 と し 、

ま た 、 特 定 の カ テ ゴ リ ー ・ 商 品 に つ い て は 、 ① （ 家 電 製 品 等 ） に つ い て 、

同 一 の 商 品 を 一 時 点 に お い て 5 点 以 上 出 品 し て い る 場 合 、 ② （ 自 動 車 ・

二 輪 車 の 部 品 等 ） に つ い て 、 同 一 の 商 品 を 一 時 点 に お い て 3 点 以 上 出 品

し て い る 場 合 、 ③ （ C D ・ D V D ・ パ ソ コ ン 用 ソ フ ト ） に つ い て 、 同 一 の 商

品 を 一 時 点 に お い て 3 点 以 上 出 品 し て い る 場 合 、 ④ （ い わ ゆ る ブ ラ ン ド

品 ）に 該 当 す る 商 品 を 一 時 点 に お い て 2 0 点 以 上 出 品 し て い る 場 合 、⑤（ イ

ン ク カ ー ト リ ッ ジ ） に 該 当 す る 商 品 を 一 時 点 に お い て 2 0 点 以 上 出 品 し て

い る 場 合 、 ⑥ （ 健 康 食 品 ） に 該 当 す る 商 品 を 一 時 点 に お い て 2 0 点 以 上 出

品 し て い る 場 合 、 ⑦ （ チ ケ ッ ト 等 ） に 該 当 す る 商 品 を 一 時 点 に お い て 2 0
点 以 上 出 品 し て い る 場 合 と し て い る （ h t t p : / / w w w . m e t i . g o . j p /  p o l i c y / i t _
p o l i c y / e c /  1 2 1 1 2 0 j y u n s o k u . p d f〔 終 閲 覧：平 成 2 5 ( 2 0 1 3 ) 年 9 月 2 9 日 〕）。

し た が っ て 、 こ の 基 準 以 下 に と ど ま る 出 品 者 の 場 合 は 、 個 人 事 業 主 と 扱

わ れ ず 、 消 費 者 契 約 法 が 適 用 さ れ な い 可 能 性 が 高 い と い え よ う 。  
( 3 0 9 )  経 産 省 電 子 商 取 引 準 則 ・ 前 掲 注 ( 3 0 8 ) 8 2 頁 参 照 。  
( 3 1 0 )  末 藤 ・ 前 掲 注 ( 1 1 3 ) 「 チ ャ ー ジ バ ッ ク を 考 え る ( 1 0 ) 」 6 9 頁 参 照 。  
( 3 1 1 )  ク レ ジ ッ ト 会 社 や ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が お 互 い の 持 つ 消 費 者 ト ラ ブ

ル な ど 消 費 者 保 護 に 問 題 の あ る 加 盟 店 に 関 す る 情 報 を 交 換 す る こ と に よ

っ て 、 加 盟 店 が さ ら に 不 正 販 売 を 行 う こ と を 予 防 し た り 、 早 期 に 発 見 で

き る よ う に す る 情 報 交 換 の 制 度 の こ と で 、 割 賦 販 売 法 の 認 定 割 賦 販 売 協

会 で あ る 一 般 社 団 法 人 日 本 ク レ ジ ッ ト 協 会 が 運 営 し て い る 。平 成 4 ( 1 9 9 2 )
年 5 月 2 6 日 付 通 産 省 の 「 加 盟 店 情 報 交 換 制 度 に つ い て 」 の 通 達 に よ り 創

設 さ れ た が 、 平 成 2 0 ( 2 0 0 8 ) 年 の 改 正 割 賦 販 売 法 に お け る 信 用 購 入 あ っ せ

ん の 加 盟 店 調 査 義 務 の 創 設 に 対 応 し て 改 組 さ れ て い る 。 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 取 引 に お い て は 、 個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん に お け る 加 盟 店 調 査 義 務 の よ

う に 厳 格 な 調 査 義 務 が 課 せ ら れ て い な い が 、 C M D セ ン タ ー 情 報 の 利 用 と

登 録 が 必 要 と さ れ て い る 。  
( 3 1 2 )  消 費 者 信 用 法 9 条 ( 1 ) 。  
( 3 1 3 )  丸 山 絵 美 子 「 ド イ ツ 消 費 者 信 用 契 約 に お け る 撤 回 ・ 返 品 制 度 」 ク レ ジ

ッ ト 研 究 3 0 号 ( 2 0 0 3 ) 8 7 頁 に よ れ ば 、ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 さ れ る 契 約 と

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 契 約 に つ い て 、 結 合 契 約 と す る 規 定 は な く 、 結 合 さ れ

た 契 約 と な る か ど う か 見 解 は 分 か れ て い る と さ れ る 。 な お 、 い わ ゆ る ク

レ ジ ッ ト カ ー ド の う ち 、 二 当 事 者 型 の 顧 客 ク レ ジ ッ ト カ ー ド は 結 合 契 約

と さ れ る 。 マ ン ス リ ー ク リ ア カ ー ド は ク レ ジ ッ ト カ ー ド で は な い 。 ユ ニ

バ ー サ ル カ ー ド と 呼 ば れ る 3 か 月 を 超 え る 国 際 カ ー ド は 、理 論 上 B G B 4 9 5
条 、 4 9 9 条 の 対 象 に な り 得 る と さ れ る 。  

( 3 1 4 )  後 藤 巻 則 ＝ 野 澤 正 充 ＝ 町 村 泰 貴 ＝ 柴 崎 暁 「 特 集 フ ラ ン ス の 消 費 者 信 用

法 制 」 ク レ ジ ッ ト 研 究 2 8 号 （ 2 0 0 2 年 ） 3 7 - 3 8 頁 。  
( 3 1 5 ) 「 支 払 担 保 カ ー ド ( c a r t e  d e  g a r a n t i e ) 」 は 、 後 藤 ほ か ・ 前 掲 注 （ 3 1 4 ）

3 8 頁 に お い て 今 日 ほ と ん ど 利 用 さ れ て い な い と の 記 述 が あ り 、 実 際 は 、

分 析 か ら 除 か れ て い る 。  
( 3 1 6 ) 白 石 大「 フ ラ ン ス 法 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 諸 問 題 」ク レ ジ ッ

ト 研 究 所 レ ポ ー ト 3 号 ( 2 0 1 4 年 ) 1 3 8 - 1 3 9 頁 。  
( 3 1 7 ) 白 石 ・ 前 掲 注 ( 3 1 6 ) 1 3 9 頁 。  
( 3 1 8 ) 白 石 ・ 前 掲 注 ( 3 1 6 ) 1 3 9 頁 。  
( 3 1 9 ) 白 石 ・ 前 掲 注 ( 3 1 6 ) 1 4 7 頁 。 規 制 の 対 象 と な る 取 引 は 、 カ ー ド 発 行 者 が

消 費 者 で あ る 借 主 に 対 し て 、 支 払 の 猶 予 な い し 貸 付 と い う 形 で 与 信 を 供

与 す る 取 引 で あ る （ 消 費 者 信 用 法 典 L 3 1 1 - 1 条 ４ ⁰、 L 3 1 1 - 2 条 １ 項 ）。  
( 3 2 0 ) 白 石 ・ 前 掲 注 ( 3 1 6 ) 1 5 0 - 1 5 2 頁 。  
( 3 2 1 )  都 築 満 雄 『 複 合 取 引 の 法 的 構 造 』（ 成 文 堂 、 2 0 0 7 年 ） 1 9 7 頁 以 下 、 白

石 ・ 前 掲 注 ( 3 1 6 ) 1 4 7 頁 参 照 。 な お 、白 石 准 教 授 は 、「 紐 付 き 与 信 」と 訳 す 。  
( 3 2 2 )  白 石 ・ 前 掲 注 ( 3 1 6 ) 1 4 7 - 1 4 8 頁 参 照 。  
( 3 2 3 )  イ ギ リ ス で は 2 0 0 6 年 消 費 者 信 用 法 （ C o n s u m e r  C r e d i t  A c t  2 0 0 6 ） 1 6

条 の e x e m p t  a g r e e m e n t お よ び 政 令 o r d e r で 、 4 回 未 満 の 支 払 回 数 、 総 金

融 料 が 政 令 で 定 め る レ ー ト 以 下 の 場 合 な ど が 適 用 除 外 と さ れ て い る 。 一

方 、 ア メ リ カ で は 、 貸 付 真 実 法 （ T r u t h  i n  L e n d i n g  A c t ） § 1 0 2 6 . 3  E x e m p t  
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T r a n s a c t i o n に お い て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド に 金 融 料 （ f i n a n c e  c h a r g e ） が

課 せ ら れ な い も の 、 4 回 払 い 以 上 で 支 払 わ れ な い も の 、 ビ ジ ネ ス 目 的 で 使

わ れ る も の が 適 用 除 外 と さ れ て い る 。 な お 、 統 一 消 費 者 信 用 法 （ U n i f o r m  
C o n s u m e r  C r e d i t  C o d e ） に も 同 様 の 規 定 が あ る 。  

( 3 2 4 )  植 木 ・ 遠 藤 ほ か 監 修 ・ 前 掲 注 ( 2 6 ) 2 4 7 頁 参 照 。  
( 3 2 5 )  上 田 昭 三 「 米 国 に お け る バ ン ク ・ ク レ ジ ッ ト カ ー ド （ 1 ）」 関 西 大 学 経

済 論 集 1 8 巻 第 1 号 （ 1 9 6 8 年 ） 6 3 頁 参 照 。  

( 3 2 6 )  C f .  B R A N D E L  &  L E O N A R D ,  B a n k  C h a r g e  c a r d :  N e w  C a s h  o r  N e w  
C r e d i t , 6 9  M i c h i g a n  L a w  R e v. ,  1 9 7 1 , 1 0 3 5 .   

( 3 2 7 )  沢 野 ・ 前 掲 注 ( 1 7 ) 1 0 9 頁 は 、「 ク レ ジ ッ ト で 商 品 を 購 入 す る 消 費 者 は 、

信 用 料 （ 利 息 ） が 課 さ れ る こ と が あ る 半 面 、 現 金 買 い の 買 主 よ り も 有 利

な 法 的 地 位 に 立 つ 」 と し 、 二 当 事 者 間 に 当 て は ま る 支 払 拒 否 と い う 対 抗

手 段 が 、 カ ー ド 会 社 の 介 在 す る 三 当 事 者 型 に お い て は 、 当 然 に 該 当 し な

い 点 を 個 品 割 賦 と 同 様 に 問 題 と す る が 、 カ ー ド 決 済 は 個 品 型 と 異 な り 、

売 主 と の 関 係 で は 、 商 品 の 引 渡 し は 、 通 常 、 現 金 と 同 様 に 先 渡 し で 受 け

る 場 合 が 多 い 。 仮 に 先 渡 し で な か っ た と し て も 、 代 金 は 、 カ ー ド 会 社 へ

の 後 払 い で あ る の で 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 な ど が 整 備 さ れ た 多 数 当 事

者 型 カ ー ド 決 済 の ほ う が 後 か ら 有 効 な 取 消 が で き る の で 、 や は り 現 金 の

場 合 よ り 有 利 な 地 位 に あ る 。 し か も 、 1 回 払 い の 場 合 は 、 利 息 ・ 手 数 料 の

類 は 不 要 で あ り 、 無 償 な の で あ る 。  
( 3 2 8 )  2 0 0 8 年 消 費 者 信 用 指 令 3 条 1 項 、 2 項 。 な お 、 訳 文 に つ い て は 、 谷 本

圭 子 「 2 0 0 8 年 ヨ ー ロ ッ パ 消 費 者 信 用 指 令 ( 2 0 0 8 / 4 8 / E C ) に つ い て 」 立 命 館

法 学 2 0 1 1 年 2 号 （ 2 0 1 1 年 ） 1 0 9 7 （ 4 5 7 ） 頁 以 下 の 訳 文 を 参 照 し た 。  
( 3 2 9 )  マ ン ス リ ー ク リ ア 方 式 で は 、 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん と 異 な り 、 利 用 す

る 会 員 に 手 数 料 と の 負 担 を 負 わ せ て い な い 。 し か し な が ら 、 包 括 信 用 購

入 あ っ せ ん と 同 様 の 消 費 者 保 護 の 規 定 が 導 入 さ れ 、 加 盟 店 調 査 義 務 を 課

す と な る と 、 新 た な 対 応 の 負 荷 や 調 査 の た め の 負 荷 が 増 加 し 、 現 状 の ポ

イ ン ト サ ー ビ ス な ど の 運 営 に 支 障 が 出 る な ど の 懸 念 が 表 明 さ れ て い る 。

割 賦 販 売 法 の 見 直 し を 検 討 し た 、 産 業 構 造 審 議 会 消 費 経 済 分 科 会 割 賦 販

売 小 委 員 会 の 平 成 2 7 年 7 月 付 け 報 告 書 に も こ の 懸 念 が 盛 り 込 ま れ て い る

（ h t t p : / / w w w . m e t i . g o . j p / c o m m i t t e e / s a n k o u s h i n / s h o j o / k a p p u h a n b a i / p d
f / r e p o r t _ 0 2 _ 0 1 . p d f 〔 終 閲 覧 ： 平 成 2 7 ( 2 0 1 5 ) 年 9 月 2 9 日 〕）。  

( 3 3 0 )  マ ン ス リ ー ク リ ア 方 式 に お け る 割 賦 販 売 法 の 適 用 の 問 題 に 関 し て の も

の で あ る が 、 購 入 者 保 護 に 関 し て は 、 カ ー ド 発 行 会 社 に の み 負 担 を さ せ

る と 、 結 局 購 入 者 保 護 に つ な が ら な い と の 指 摘 は 、 規 制 論 者 に も 見 ら れ

る 。 た と え ば 、 松 苗 弘 幸 「 特 集 割 賦 販 売 法 の 見 直 し の 争 点  イ ン タ ビ ュ

ー  マ ン ス リ ー ク リ ア に 抗 弁 の 接 続 を 認 め 、 ア ク ワ イ ア ラ 等 に 加 盟 店 調

査 義 務 を  決 済 代 行 事 業 者 の 登 録 制 を 導 入 し 、 国 内 ア ク ワ イ ア ラ と の 契

約 を 登 録 要 件 に 」 消 費 者 信 用 3 2 巻 1 0 号 （ 2 0 1 4 年 ） 2 1 頁 。  
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終  章  

 

 
1． 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引  

 

本 論 文 に お け る 筆 者 の 問 題 意 識 は 、 今 日 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引

に お い て は 、 多 数 当 事 者 型 取 引 が 主 流 で あ る に も か か わ ら ず 、 わ が

国 の 利 用 者 保 護 法 制 が 、 こ れ に 対 応 し て い な い 点 に あ っ た 。  

多 数 当 事 者 型 取 引 は 、 国 内 の カ ー ド 会 社 相 互 の 提 携 の 時 代 か ら 、

今 や 、 国 際 ブ ラ ン ド を 介 在 し た 海 外 の ア ク ワ イ ア ラ （ 海 外 で 加 盟 店

管 理 を 行 う 銀 行 や カ ー ド 会 社 ） な ら び に 決 済 代 行 会 社 と の 提 携 の 時

代 と な っ て お り 、 こ れ に よ り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 利 便 性 は 飛 躍 的

に 向 上 し た 。  

し か し 、そ の 一 方 で 、利 用 場 面 の 拡 大 に 伴 い 、決 済 や 商 品 ･サ ー ビ

ス に 絡 む 問 題 に つ い て 、 現 行 法 制 の 不 備 ・ 立 ち 後 れ が 顕 在 化 す る こ

と と な っ た 。 そ の 典 型 は 、 国 際 カ ー ド を 海 外 利 用 に は 割 賦 販 売 法 の

適 用 が な い 点 で あ り 、 そ の 結 果 、 カ ー ド 利 用 者 の 決 済 方 法 は 、 ほ と

ん ど が 1 回 払 い に な ら ざ る を 得 な い 。 こ の こ と か ら 、 消 費 者 委 員 会

は 、 消 費 者 の 保 護 の 見 地 か ら 、 割 賦 販 売 法 の 適 用 範 囲 を 1 回 払 い に

ま で 広 げ る べ き 、 と の 提 言 を 行 っ て い る 。 ま た 、 1 回 払 い を カ ー ド

会 社 の 提 供 す る 「 あ と リ ボ 払 い 」 に 変 更 し た 場 合 に つ き 、 割 賦 販 売

法 が 適 用 さ れ る か 否 か に 関 し て も 、 同 法 に は 明 確 な 規 定 が な い 。  

だ が 、 た と え 割 賦 販 売 法 の 適 用 領 域 を 拡 張 し た と し て も 、 同 法 の

定 め る 利 用 者 保 護 手 段 ― ― 支 払 停 止 の 抗 弁 （ 3 0 条 の 4、 3 0 条 の 5、

3 0 条 の 6） ― ― で は 対 処 で き な い 問 題 が 、 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド 取 引 に お い て は 存 在 す る 。 支 払 停 止 の 抗 弁 は 、 二 当 事 者 型 取

引 の 延 長 と し て の 三 当 事 者 型 取 引 を 念 頭 に 置 く ス キ ー ム で あ る 。 し

か し な が ら 、 多 数 当 事 者 型 取 引 に お い て は 、 三 当 事 者 型 取 引 と 異 な

り 、 イ シ ュ ア （ カ ー ド 発 行 会 社 ） が 販 売 店 を 管 理 し て い な い 。 例 え

ば 、 国 内 ア ク ワ イ ア ラ を 兼 ね る イ シ ュ ア が 悪 質 な 販 売 店 を 加 盟 店 取
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引 か ら 排 除 し て も 、 こ の 販 売 店 が 、 他 の ア ク ワ イ ア ラ と 提 携 し た 取

引 や 、 決 済 代 行 業 者 を 経 由 し た 取 引 を 行 っ た 場 合 、 当 該 イ シ ュ ア は

そ の 内 容 を 認 知 す る こ と が で き ず 、 取 引 を 承 認 せ ざ る を 得 な い 。 そ

の よ う な ケ ー ス に 対 し て 、 三 当 事 者 型 取 引 を 念 頭 に 置 く 現 行 割 賦 販

売 法 の 支 払 停 止 の 抗 弁 を 拡 張 適 用 す る の は 適 切 で は な い よ う に 思 わ

れ る 。  

 

2． 比 較 法 的 検 討  

 

そ こ で 、 ヨ ー ロ ッ パ で 最 も ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 利 用 す る 国 で あ る

イ ギ リ ス と 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 及 び 国 際 ブ ラ ン ド の 発 祥 地 で あ る ア

メ リ カ が 、 多 数 当 事 者 型 取 引 に つ き 、 ど の よ う な 方 法 で カ ー ド 利 用

者 保 護 を 図 っ て い る か を 概 観 し た と こ ろ 、 次 の よ う な 知 見 が 得 ら れ

た 。  

第 1 に 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る 保 護 の 「 対 象 者 」 に 関 し

て 、 ア メ リ カ の 1 9 6 8 年 貸 付 真 実 法 ( T I L A )は 、 自 然 人 を 念 頭 に 置 い

て い る 。 こ の 点 は 、 わ が 国 と 同 様 で あ る 。 こ れ に 対 し て 、 イ ギ リ ス

1 9 7 4 年 消 費 者 信 用 法 ( C C A )の 規 定 す る 《 p e r s o n  ( i n d i v i d u a l )》 の 文

言 は 、 自 然 人 の 他 に 少 人 数 の 組 合 や パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 含 む の で 、

保 護 対 象 者 は 、 ア メ リ カ や 日 本 よ り 若 干 広 く な る 。  

第 2 に 、 保 護 対 象 と な る 「 取 引 の 種 類 」 に 関 し て 、 わ が 国 で は 、

購 入 者 が 個 人 で あ っ て も 、「営 業 の た め 、営 業 と し て 行 う 契 約 」を 行

う 場 合 は 保 護 の 対 象 か ら 除 か れ る が（ 割 賦 販 売 法 3 5 条 の 3 の 6 0 第

1 項 第 1 号 ）、 こ れ に 対 し て 、 ア メ リ カ で は 、 T I L A 1 0 3 条 ( i )消 費 者

の 定 義 の 中 に 、 取 引 対 象 で あ る 金 銭 商 品 ま た は サ ー ビ ス が 「 主 と し

て 個 人 、 家 族 、 世 帯 目 的 」 で あ る こ と と さ れ て い る の で ( T I L A 1 0 3

条 ( h ) )、「 主 と し て 」 の 文 言 の 解 釈 次 第 で は 、 商 事 性 を 帯 び た 取 引 に

お け る 個 人 の 保 護 範 囲 が わ が 国 よ り 広 く な る ( 1 ) 。  

第 3 に 、「 取 引 額 」に よ る 制 限 に 関 し て 、ア メ リ カ の 1 9 6 8 年 T I L A

な ら び に 1 9 7 4 年 統 一 消 費 者 信 用 法 典 ( U 3 C  [ 1 9 7 4 ] )は 、 不 動 産 取 引
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を 除 い て 、 2 5 , 0 0 0 ド ル を 超 え る 取 引 を「 消 費 者 信 用 取 引 」か ら 除 外

し て い る 。 ま た 、 T I L A 1 7 0 条 の 定 め る 「 請 求 と 抗 弁 」 制 度 は 、 取

引 額 が 5 0 ド ル 以 下 の 場 合 に は 適 用 さ れ な い 。同 様 に 、イ ギ リ ス C C A

も 、 同 法 の 適 用 に 関 し て 、 取 引 額 の 上 限 と 下 限 を 設 け て い る ( 2 ) 。 こ

れ に 対 し て 、 わ が 国 で は 、 支 払 い 停 止 の 抗 弁 に つ い て 、 現 金 販 売 価

格 3 8 , 0 0 0 円 、 ま た は 支 払 総 額 4 0 , 0 0 0 円 の 下 限 が あ る ほ か は 、 割 賦

販 売 法 の 適 用 に 上 限 も 下 限 も 設 け て い な い し 、 お よ そ 個 人 に 対 す る

取 引 保 護 の 諸 制 度 に お い て 、上 限 額 を 設 け た 例 は な い と 思 わ れ る ( 3 ) 。

消 費 者 信 用 に つ い て の 現 行 の 取 引 類 型 別 の 規 制 を 改 め 、 英 米 に な ら

っ て 包 括 的 な 統 一 消 費 者 信 用 法 に 取 り 込 む と す る な ら ば 、 上 限 規 制

を 盛 り 込 む べ き か ど う か の 点 も 、 検 討 す べ き ポ イ ン ト の 一 つ に な る

で あ ろ う 。  

第 4 に 、「 金 融 料 」「 手 数 料 」 規 制 の 面 で は 、 イ ギ リ ス C C A に お

い て も 、 ア メ リ カ T I L A に お い て も 、 年 会 費 以 外 の 費 用 を 念 頭 に 、

金 融 料 等 が 課 せ ら れ る 場 合 を ク レ ジ ッ ト カ ー ド 規 制 の 対 象 と し 、 金

融 料 が 課 せ ら れ な い カ ー ド 取 引 （ お も に チ ャ ー ジ カ ー ド ） を 規 制 の

対 象 外 と し て い る 。 こ の 点 、 信 用 供 与 期 間 の 長 さ に 着 目 し て 規 制 対

象 と し て い る わ が 国 と は 発 想 に 大 き な 違 い が あ る 。  

第 5 に 、「 誤 請 求 」 に 対 す る 対 抗 と い う 手 段 を 認 め て い る 点 が 、

ア メ リ カ の T I L A の 大 き な 特 徴 の 一 つ で あ る 。 し か も 、 請 求 書 が あ

ら か じ め 届 け 出 た 住 所 に 届 か な い と き で も 誤 請 求 と し て 扱 う 点 は 、

イ ギ リ ス 法 に も 、 日 本 法 に も 規 定 の な い 特 徴 と い え る 。  

第 6 に 、 取 引 の 「 場 所 」 的 制 限 に 関 し て 、 ア メ リ カ の T I L A は 、

原 則 と し て 取 引 さ れ た 場 所 が 、 カ ー ド 保 有 者 の 住 む 州 内 か 、 自 宅 か

ら 1 0 0 マ イ ル 以 内 で あ る こ と が 適 用 の 条 件 と な っ て い る 。こ れ に 対

し て 、イ ギ リ ス の C C A の 規 定 は 、海 外 に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利

用 に も 適 用 さ れ る 。 一 方 、 わ が 国 の 割 賦 販 売 法 は 、 海 外 で の 取 引 に

は 適 用 さ れ な い 。  

第 7 に 、カ ー ド 利 用 者 の「 権 利 行 使 要 件 」に 関 し て 、ア メ リ カ T I L A 

1 7 0 条 ( a ) ( 1 )は 、「 請 求 と 抗 弁 」 の 規 定 を 行 使 す る 際 に 、 誠 実 な 取 り
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組 み を す べ き 旨 を 求 め 、 事 前 の 交 渉 が 必 要 と さ れ て い る 。 一 方 、 わ

が 国 の 割 賦 販 売 法 で は 、「 抗 弁 の 接 続 」の 要 件 な い し 前 提 と し て 、カ

ー ド 保 有 者 側 に は 、 販 売 店 と 交 渉 す べ き 努 力 義 務 が 、 ま た 、 カ ー ド

発 行 者 に は 、 抗 弁 の 内 容 や 販 売 店 と の 交 渉 内 容 等 に つ い て 記 載 し た

書 面 を 提 出 す べ き 努 力 義 務 が 設 け ら れ て い る（ 割 賦 販 売 法 3 0 条 の 4）。

こ の 点 に お い て 、 ア メ リ カ 法 と 日 本 法 は 、 よ く 似 て お り 、 権 利 行 使

の 要 件 と し て 、 こ う し た 事 前 の 誠 実 交 渉 を 要 求 し て い な い イ ギ リ ス

C C A 7 5 条 ( 1 )と 大 き く 異 な る ( 4 ) 。  

第 8 に 、 ア メ リ カ の T I L A 1 7 0 条 は 、「 請 求 と 抗 弁 」 の 権 利 行 使 額

を 、 与 信 額 の 範 囲 内 に 制 限 し て い る 。 こ の 点 は 、 わ が 国 の 割 賦 販 売

法 と 同 様 で あ る 。こ れ に 対 し て 、イ ギ リ ス C C A は 、権 利 行 使 額 に 制

限 が な く 、 実 際 の 裁 判 例 に お い て も 、 与 信 額 を 大 き く 上 回 る 請 求 が

認 め ら れ て い る 。  

第 9 に 、 ア メ リ カ の T I L A 1 7 0 条 は 、「 請 求 と 抗 弁 」 制 度 の 保 護 対

象 か ら 、 不 法 行 為 に 基 づ く 権 利 を 除 外 し て い る 。 わ が 国 の 割 賦 販 売

法 3 0 条 の 4 は 、 販 売 店 に 対 抗 で き る 事 由 に つ き 、 特 に 明 文 で 特 定

の 請 求 権 を 規 定 す る こ と も 、 除 外 す る こ と も し て い な い が 、 こ の 点

に 関 し て は 、 販 売 店 に 対 す る あ ら ゆ る 事 由 に 基 づ き 、 抗 弁 が 主 張 で

き 、 そ の 事 由 は 必 ず し も 抗 弁 権 で あ る 必 要 は な い と し て 、 購 入 者 の

行 為 が 関 与 し て 供 給 契 約 上 に 抗 弁 事 由 が 生 じ る 場 合 な ど 、 購 入 者 の

抗 弁 の 主 張 が 信 義 に 反 す る 場 合 を 除 い て 、 認 め ら れ る と 解 さ れ て い

る ( 5 ) 。 し た が っ て 、 わ が 国 で は 、 供 給 契 約 の 履 行 に 際 し て 、 供 給 者

の 不 法 行 為 に よ り 損 害 が 生 じ た 場 合 に も 、 抗 弁 が 認 め ら れ る 点 に お

い て 、ア メ リ カ よ り 保 護 範 囲 が 広 い こ と に な る 。一 方 、イ ギ リ ス 1 9 7 4

年 C C A 7 5 条 で も 、 売 主 に 対 す る 不 法 行 為 に 基 づ く 請 求 権 が 明 示 的

に 除 か れ て い な い た め 、 不 法 行 為 に 基 づ く 請 求 権 に 関 し て も 共 同 責

任 を 問 う こ と が 可 能 で あ る と 考 え ら れ る 。 こ の 請 求 が 可 能 で あ る こ

と を 示 唆 し た 裁 判 例 が 存 在 す る ( 6 ) 。  

第 1 0 に 、ア メ リ カ の T I L A で は 、返 品 処 理 を し た と き な ど 、カ ー

ド 発 行 銀 行 へ の 取 消 通 知 の 義 務 や 加 盟 店 手 数 料 に 関 す る 規 定 が 存 在
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す る 。 す な わ ち 、 わ が 国 に お い て は 、 加 盟 店 契 約 に 盛 り 込 ま れ て い

る 内 容 が 、 法 律 で 規 定 さ れ て い る の で あ る 。 こ の ほ か 、 チ ャ ー ジ ・

バ ッ ク に 関 す る 規 定 も 州 法 に 盛 り 込 ま れ 、 さ ら に 、 カ ー ド 会 員 が チ

ャ ー ジ・バ ッ ク 請 求 権 を 有 す る 旨 が 州 法 で 規 定 さ れ て い る 例 も あ る 。 

以 上 1 0 項 目 に わ た っ て 各 国 の 消 費 者 信 用 法 制 を 比 較 し て み る と 、

イ ギ リ ス と ア メ リ カ で は 、保 護 の 対 象 者（ 上 記 第 1）、保 護 対 象 と な

る 取 引 額 （ 上 記 第 3）、 金 融 料 ・ 手 数 料 （ 上 記 第 4） と い っ た 点 で は

共 通 し て い る も の の 、 し か し 、 イ ギ リ ス C C A 7 5 条 の 共 同 責 任 の 規

定 は 、権 利 行 使 の 際 の 事 前 交 渉 が 要 求 さ れ て お ら ず（ 上 記 第 7）、請

求 額 に 関 し て 与 信 額 に よ る 制 限 が な く（ 上 記 第 8）、請 求 で き る 権 利

の 種 類 も 不 法 行 為 を 含 め た 供 給 者 に 対 す る あ ら ゆ る 請 求 権 で あ る 点

に お い て（ 上 記 第 9）、カ ー ド 会 社 に 過 酷 な 規 制 で あ り 、そ の た め か 、

イ ギ リ ス に お い て は 、 最 近 で は 、 同 じ 国 際 ブ ラ ン ド の マ ー ク を 付 し

た 即 時 口 座 決 済 を 行 う ブ ラ ン ド ･で ビ ッ ト ･カ ー ド の 普 及 が 目 覚 し く 、

取 扱 金 額 、 利 用 件 数 と も ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 凌 駕 し て い る 現 状 に あ

る 。 こ れ に 対 し て 、 ア メ リ カ で は 、 T I L A の カ ー ド 利 用 者 保 護 規 定

に 加 え て 、国 際 ブ ラ ン ド の 定 め る チ ャ ー ジ・バ ッ ク 制 度（ 上 記 第 1 0）

が 、 有 効 に 機 能 し て い る よ う に 見 受 け ら れ た 。  

 

3． ア メ リ カ に お け る カ ー ド 利 用 者 保 護  

 

（ 1）  貸 付 真 実 法 1 6 1 条 ・ 1 7 0 条  

そ こ で 、 改 め て ア メ リ カ に お け る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 者 保 護 制

度 の 内 容 を 確 認 し て お く と 、 ま ず 、 貸 付 真 実 法 ( T I L A )に お け る カ ー

ド 利 用 者 保 護 規 定 は 、「 請 求 の 誤 り 」に つ い て の「 通 知 制 度 」を 定 め

た 1 6 1 条 ( 1 5  U S C  §  1 6 6 6 )と 、「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 利 用 客 の 請 求 権 と

抗 弁 」 を 定 め た 1 7 0 条 ( 1 5  U S C  §  1 6 6 6 i )で あ っ た 。  

こ の う ち 、 T I L A 1 6 1 条 は 、 ① 誤 っ た 売 上 、 紛 失 ・ 盗 難 カ ー ド の 不

正 使 用 に よ る 請 求 、 二 重 請 求 や キ ャ ン セ ル の 未 処 理 に よ る 請 求 、 ②

1 6 1 条 や 1 7 0 条 に 基 づ く 解 決 手 続 中 に も か か わ ら ず 、 該 当 分 の 請 求
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を 受 け た 場 合 、 ③ 商 品 の 未 納 や 役 務 の 未 提 供 な の に 請 求 が な さ れ た

場 合 、 ④ 支 払 代 金 の 入 金 処 理 ミ ス 、 充 当 ミ ス に 係 る 請 求 、 ⑤ 請 求 額

の 金 額 の 間 違 い 、 利 息 の 計 算 な ど の 計 算 上 の 誤 り 、 そ の 他 会 計 上 の

ミ ス に 係 る 請 求 、 会 計 上 の コ ン ピ ュ ー タ 処 理 の 誤 り 、 ⑥ 所 定 期 間 ま

で に 請 求 書 が 到 着 し な か っ た 場 合 に つ き 、 全 米 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド

加 盟 店 に 共 通 の 処 理 を 規 定 す る 。  

一 方 、 T I L A 1 7 0 条 は 、 わ が 国 の 割 賦 販 売 法 3 0 条 の 4 と 類 似 の 規

定 で あ っ て 、カ ー ド 発 行 機 関 が 、「オ ー プ ン エ ン ド 消 費 者 信 用 プ ラ ン

( O p e n - e n d  C r e d i t  P l a n )」 に よ る カ ー ド 保 有 者 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド

が 、 支 払 ま た は 信 用 供 与 手 段 と し て 使 用 さ れ る 取 引 か ら 生 じ る す べ

て の 請 求 ( a l l  c l a i m s )（ 不 法 行 為 請 求 を 除 く ） お よ び 抗 弁 ( d e f e n s e )

に 服 す べ き 旨 を 規 定 し て い る 。  

 

（ 2）  チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク  

な お 、上 記 貸 付 真 実 法 の 利 用 者 保 護 規 定 の う ち 、 T I L A 1 6 1 条 の 規

定 す る 事 由 は 、 ⑥ を 除 く と 、 い ず れ も 国 際 ブ ラ ン ド の 定 め る チ ャ ー

ジ ・ バ ッ ク 事 由 に 重 な っ て い る 。 こ れ は 、 売 主 と カ ー ド 発 行 者 と の

間 に 加 盟 店 契 約 が 存 在 し な い 【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】 取 引 が 、

貸 付 真 実 法 改 正 時 の 1 9 7 4 年 当 時 す で に ア メ リ カ で は 一 般 的 で あ っ

た た め 、 加 盟 店 契 約 に 代 わ る 共 通 ル ー ル と し て 均 一 な 利 用 者 保 護 を

図 る 目 的 が あ っ た こ と に 由 来 す る と 考 え ら れ る 。  

わ が 国 の 支 払 停 止 の 抗 弁 事 由 と 比 較 し た 場 合 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク

事 由 は 限 定 的 で あ り 、か つ 、行 使 可 能 期 間 も 短 期 に 制 限 さ れ て い る 。

し か し な が ら 、 支 払 停 止 の 抗 弁 が 原 則 と し て 1 回 払 い に は 適 用 さ れ

な い の に 対 し て 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク は 、 支 払 方 法 等 に 無 関 係 に 行 使

す る こ と が で き 、 多 数 当 事 者 型 取 引 に お け る 関 係 当 事 者 の 適 切 な 責

任 分 担 を 導 く 有 効 な 方 法 と し て 機 能 し て い る 。  

さ ら に 、 チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 の 存 在 を 前 提 に 、 カ リ フ ォ ル ニ ア

州 ( 7 ) な ど 一 部 の 州 法 や 連 邦 法 ( 8 ) で カ ー ド 利 用 者 の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク

の 権 利 ( C r e d i t  C a r d  C h a r g e b a c k  R i g h t )が 認 め ら れ て い る 。そ し て 、
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こ の 法 域 に お い て M a s t e r C a r d は 、 カ ー ド 発 行 会 社 と 加 盟 店 管 理 会

社 が 米 国 内 に 存 在 す る と き に 限 っ て 、連 邦 法 と 州 法 に 定 め る 条 件 で 、

一 般 的 な チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由 に 該 当 し な い 紛 議 に よ る チ ャ ー ジ ・

バ ッ ク ・ リ ー ズ ン を 定 め て い る ( 9 ) 。 こ れ は 、 実 質 的 に は 、 加 盟 店 契

約 に 基 づ く 処 理 と 同 等 の 効 果 を も た ら す も の で あ る 。  

一 方 、 T I L A に は 、 商 品 の 返 品 を 認 め た り 、 提 供 し た 役 務 に つ い

て の 支 払 を 免 除 し た り し た 場 合 に は 、 売 主 は 、 7 営 業 日 ま で に 信 用

計 算 書 を カ ー ド 発 行 者 に 対 し て 送 付 し な け れ ば な ら ず 、 カ ー ド 発 行

者 は そ の 取 引 金 額 を 直 ち に カ ー ド 保 有 者 の ア カ ウ ン ト に 貸 方 記 入 し

な け れ ば な ら な い 旨 の 規 定 も 設 置 さ れ て い る ( T I L A 1 6 6 条 、 R e g . Z  

2 2 6 . 1 2  ( e ) )。 す な わ ち 、 わ が 国 に お い て は 加 盟 店 契 約 に 記 載 さ れ て

い る 事 項 が 、 制 定 法 の 規 定 や 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 の 策 定 す る 規 則 と

し て 明 記 さ れ て い る の で あ る 。  

 

4． 日 本 法 へ の 示 唆  

 

わ が 国 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 界 に お い て も 、 国 際 ブ ラ ン ド に 加 盟

し 、【 四 当 事 者 ・ 加 盟 店 開 放 型 】【 四 当 事 者 ・ 国 際 カ ー ド 型 】【 多 数 当

事 者 型 】取 引 を 行 う カ ー ド 会 社 は 、ア メ リ カ の カ ー ド 会 社 と 同 様 に 、

国 際 ブ ラ ン ド の チ ャ ー ジ・バ ッ ク シ ス テ ム を 利 用 す る こ と が で き る 。

一 方 、 国 内 の 加 盟 店 で あ れ ば 、 一 部 の 包 括 加 盟 店 傘 下 の 加 盟 店 、 決

済 代 行 会 社 の 加 盟 店 を 除 き 、 い ず れ か の カ ー ド 会 社 と の 契 約 関 係 が

存 在 す る 。 そ の 中 で 売 り 上 げ に 係 る 承 認 手 続 、 承 認 後 の 清 算 手 続 、

キ ャ ン セ ル 時 に は 、 売 上 の マ イ ナ ス 処 理 の 取 決 め が な さ れ 、 加 盟 店

管 理 会 社 の い か ん に 拘 わ ら ず 、 ほ ぼ 共 通 手 続 と し て 運 営 が な さ れ て

い る 。  

だ が 、 今 日 の わ が 国 に お い て は 、 加 盟 店 管 理 会 社 に 直 接 所 属 し な

い 例 外 的 な 加 盟 店 が 、急 速 に 増 加 し つ つ あ る ( 1 0 ) 。こ の よ う な 加 盟 店

は 、 必 ず し も ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 加 盟 店 契 約 を 締 結 し な い た め 、 カ

ー ド 会 員 の 利 益 を 損 な う 取 引 行 為 や 行 為 な ど を 排 除 す る こ と が 難 し
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い 事 態 が 、 今 後 さ ら に 増 加 す る 可 能 性 が あ る 。  

こ う し た 近 時 の 傾 向 に 対 処 す る た め に は 、 ア メ リ カ 貸 付 真 実 法 に

お い て 明 文 で 規 定 さ れ て い る の と 同 様 に 、 割 賦 販 売 法 で 、 ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 取 扱 の ル ー ル 化 を 図 り 、 契 約 関 係 が な く て も 、 国 際 ブ ラ ン

ド 間 で の 差 が 生 じ な い よ う に 、 手 続 の 統 一 に よ る カ ー ド 会 員 の 保 護

を 図 る こ と を 考 え る べ き で あ ろ う ( 1 1 ) 。つ ま り 、国 際 ブ ラ ン ド に お け

る 決 済 シ ス テ ム 内 に お い て 当 事 者 間 が 遵 守 す べ き ル ー ル の 内 容 を 実

質 的 に 法 律 に お い て 追 加 的 に ル ー ル 化 し て い く の で あ る 。 こ の よ う

な 手 法 は 、 わ が 国 に お け る 、 多 数 当 事 者 型 取 引 の 増 加 に 伴 う 各 種 ト

ラ ブ ル に 関 し て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 に お け る 共 通 ル ー ル の 法 制

化 と い う 、 今 後 の 消 費 者 信 用 法 整 備 に お け る 一 つ の 方 向 性 を 示 唆 す

る も の で あ る 。  

そ の た め に は 、 明 確 で な い と さ れ る 国 内 の チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 事 由

を 見 直 し 、 現 行 の 加 盟 店 管 理 責 任 に 見 合 う 範 囲 で チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク

事 由 を 追 加 す る 等 の 措 置 を 行 う と と も に 、 各 事 由 に つ い て 、 チ ャ ー

ジ・バ ッ ク が 認 め ら れ る 基 準 を 明 確 に 規 定 す る な ど 、国 内 チ ャ ー ジ・

バ ッ ク 制 度 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、 販 売 店 に つ い て は 、 ク レ

ジ ッ ト 売 上 の キ ャ ン セ ル 、 返 品 手 続 、 苦 情 等 に つ い て の カ ー ド 会 社

へ の 通 知 義 務 、 カ ー ド 会 社 経 由 の 苦 情 に 対 す る 調 査 義 務 な ど を 定 め

る こ と も 検 討 に 値 す る 。  

な お 、 こ れ ら の ル ー ル 整 備 に 関 し て は 、 日 本 地 域 の 販 売 店 ・ 供 給

者 を 加 盟 店 と す る 加 盟 店 管 理 会 社 だ け で な く 、 国 際 ブ ラ ン ド の 協 力

が 不 可 欠 で あ る 。 さ ら に 、 事 務 手 続 の 円 滑 化 と 早 期 解 決 の た め に 、

チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 手 続 を 日 本 語 で 対 応 で き る よ う に す る こ と も 、 必

要 で あ ろ う 。  

こ う し た 対 応 を 図 る こ と で 、 日 本 法 が 直 接 及 ば な い 海 外 の カ ー ド

加 盟 店 管 理 会 社 と 提 携 す る 日 本 国 内 の 販 売 店 も 含 め 、 国 内 法 の 及 ぶ

販 売 店 ・ 供 給 者 に 対 し て 有 す る 主 要 な 抗 弁 を カ バ ー し て 購 入 者 の 保

護 を 図 る こ と が で き る よ う に な る こ と か ら 、 法 整 備 の 基 本 的 方 向 性

と し て は 、 こ の よ う な 自 主 的 な 取 り 組 み を 促 す 形 で 行 わ れ る の が 望
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ま し い も の と 思 わ れ る 。  

電 子 決 済 が 国 際 的 に も 国 内 的 に も 推 進 さ れ て い る 現 在 、 ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 取 引 が 今 後 縮 小 の 方 向 に 進 む こ と は 考 え ら れ な い 。 ま た 、

利 用 者 に と っ て も 、 デ ビ ッ ト カ ー ド そ の 他 の 電 子 的 決 済 手 段 だ け で

な く 、 ポ イ ン ト 付 与 や 支 払 の 平 準 化 な ど の 利 便 性 の 大 き い ク レ ジ ッ

ト カ ー ド な し の 決 済 は も は や 考 え ら れ な い 。 一 方 、 ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 取 引 は 、 ま す ま す 小 口 取 引 が 増 加 し て お り 、 加 盟 店 管 理 や 利 用 者

の 法 的 な 救 済 に 多 額 の コ ス ト を か け る こ と は 、 カ ー ド 発 行 会 社 に と

っ て 採 算 的 に 難 し い も の と 考 え ら れ 、 特 に わ が 国 で は 、 金 融 料 の 徴

収 の 有 無 に 関 係 な く 、利 用 者 保 護 を 図 っ て い る と い う 特 殊 性 が あ り 、

利 用 者 保 護 を 拡 大 し よ う と す れ ば 、 利 用 者 に 応 分 の 負 担 を 求 め る の

が 適 切 で あ る よ う に 思 わ れ る 。  

こ の 問 題 に 関 し て は 、 多 数 当 事 者 型 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 取 引 の 先 進

国 ア メ リ カ に お け る 「 加 盟 店 コ ン ト ロ ー ル の 可 否 」 と い う 視 点 に 立

っ て 、 世 界 中 で 同 じ シ ス テ ム 上 で 共 通 し て 利 用 さ れ る 国 際 ク レ ジ ッ

ト カ ー ド に 対 す る 規 制 を 考 え る こ と が 必 要 で あ る 。 具 体 的 に は 、 チ

ャ ー ジ・バ ッ ク 制 度 な ど 共 通 の イ ン フ ラ の 更 な る 活 用 を 考 え る こ と 、

保 護 さ れ る 取 引 ・ 抗 弁 の 認 め ら れ る 範 囲 を 明 確 化 し 、 適 用 除 外 取 引

に 関 し て は 、 少 な く と も 世 界 的 に 共 通 化 す る こ と 、 支 払 猶 予 の 期 間

お よ び 対 価 と 主 張 で き る 抗 弁 権 の バ ラ ン ス を 図 る こ と 、 国 際 的 ル ー

ル に 整 合 的 な 国 内 ル ー ル の 導 入 を 検 討 す る こ と 等 が 必 要 と な っ て こ

よ う ( 1 2 ) 。  

 

 

                                                  
( 1 )   第 3 章 に お い て 取 り 上 げ た C i t i b a n k  ( S o u t h  D a k o t a )  N .  A .  v .  M a r y  J .  M i n c k s

判 決 【 判 例 9 】 で は 、 ス モ ー ル ビ ジ ネ ス に よ る 業 務 用 は が き の 印 刷 に つ い て 、

通 常 消 費 性 商 品 の 決 済 に 利 用 さ れ 、 た ま に 非 消 費 用 に 使 用 さ れ て い て も 、 定

義 に 反 さ な い と さ れ て い る 。  
( 2 )   1 9 7 4 年 制 定 時 の 対 象 与 信 額 の 上 限 は 5 , 0 0 0 ポ ン ド で あ っ た が そ の 後 2 5 , 0 0 0

ポ ン ド に 引 き 上 げ ら れ 、 2 0 0 6 年 に は 法 律 自 体 の 適 用 除 外 上 限 は 廃 止 さ れ た 。

し か し 、 関 連 貸 主 の 供 給 者 と の 共 同 責 任 に つ い て は 、 当 初 現 金 価 格 1 0 , 0 0 0 ポ

ン ド ま で と さ れ て い た が 、 現 在 は 3 0 , 0 0 0 ポ ン ド ま で 引 き 上 げ ら れ て い る 。 し

か も 、 現 金 価 格 が 3 0 , 0 0 0 ポ ン ド を 超 え て い て も 、 現 金 価 格 が 3 万 ポ ン ド を 超

え る 場 合 で あ っ て も 、 与 信 額 が 6 9 , 2 6 0 ポ ン ド 以 内 で あ れ ば 、 債 務 者 が 供 給 者

の 違 反 に つ い て 債 権 者 の 責 任 を 請 求 で き る 規 定 が 新 た に 設 け ら れ て い る ( C C A  
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[ 2 0 0 8 ]  7 5 A ) 。  

( 3 )   預 金 金 融 機 関 倒 産 時 に お い て 決 済 性 預 金 な ど を 除 く 預 金 債 権 に つ い て 1 , 0 0 0
万 円 ま で を 保 護 対 象 と す る 規 定 が 存 在 す る が 、 法 人 も 対 象 で あ る し 、 ペ イ オ

フ 時 の 預 金 債 権 に 関 す る 規 定 な の で 、 一 般 的 な 消 費 者 保 護 に 対 す る 上 限 規 制

と は い え な い 。  
( 4 )   日 米 の 制 度 が カ ー ド 発 行 銀 行 に 対 す る 抗 弁 に 留 ま る の に 対 し て イ ギ リ ス

C C A 7 5 条 に お い て は 共 同 責 任 と さ れ て お り 、 供 給 者 に 先 立 っ て カ ー ド 発 行 銀

行 へ の 請 求 が 可 能 と な っ て い る 。  
( 5 )   経 済 産 業 省 商 務 情 報 政 策 局 取 引 信 用 課 編『 平 成 2 0 年 版 割 賦 販 売 法 の 解 説 』（日

本 ク レ ジ ッ ト 協 会 、 2 0 0 9 年 ） 1 4 3 頁 参 照 。  
( 6 )   C f .  B o n d  a n d  O t h e r s  v  L i v i n g s t o n e  a n d  C o .  [ Q u e e n ’ s  B e n c h  D i v i s i o n ]   2 7  

M a r c h  2 0 0 1 .  P N L R  3 0 ,  Q B D .  医 療 ク リ ニ ッ ク に お け る 植 毛 失 敗 の 損 害 賠 償 請

求 を 当 該 医 療 ク リ ニ ッ ク と そ の 上 部 機 関 に 求 め て い る う ち に 、 人 体 侵 害 に 関

す る 請 求 権 が 3 年 間 の 消 滅 時 効 に か か り 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 へ の 共 同 責 任

追 及 が で き な か っ た 事 案 。  
( 7 )  C f .  C a l .  C i v .  § 1 7 4 7 - 1 7 4 8 . 9 5 .  
( 8 )  C f .  U n i t e d  S t a t e s  C o d e  § 1 6 6 6 ,  §  1 6 6 6 i ,  1 6 4 0 ( e ) ;  C o d e  o f  F e d e r a l  R e g u l a t i o n  

§ 2 2 6 .  1 2 ( c ) ,  § 2 2 6 . 1 3 .  
( 9 )  C f .  M a s t e r C a r d  W O R L D W I D E ,  C h a r g e b a c k  G u i d e - 2 4  A p r i l  2 0 0 9 ,  M a s t e r  C a r d ,  

2 0 0 9 , 3 - 1 4 6 .  3 . 2 7 M e s s a g e  R e a s o n  C o d e  4 8 5 4 - C a r d h o l d e r  D i s p u t e - N o t  
E l s e w h e r e  C l a s s i f i e d  ( U .  S .  R e g i o n  O n l y ) .  

( 1 0 )   イ ン タ ー ネ ッ ト モ ー ル に 出 店 す る 小 規 模 法 人 や 個 人 事 業 主 が 、モ ー ル 主 催 者

の  下 で ク レ ジ ッ ト カ ー ド を 取 り 扱 う ほ か 、 最 近 で は ス マ ー ト フ ォ ン を 使 っ た

簡 易 な 携 帯 型 決 済 シ ス テ ム が P a y p a l  h e r e  等 の 主 導 で 展 開 さ れ て お り 、小 規 模

事 業 者 を 中 心 に 利 用 者 の 増 加 が 見 込 ま れ る 。  
( 1 1 )   O E C D は 、 1 9 9 4 年 6 月 に 開 催 さ れ た 「 消 費 者 の た め の 世 界 市 場 会 議 」 に お

い て チ ャ ー ジ・バ ッ ク 制 度 の 世 界 的 な 統 一 に 乗 り 出 し 、消 費 者 政 策 委 員 会 ( C C P )
が チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク の 実 態 等 を 調 査 し た 結 果 を 「 世 界 市 場 に お け る 消 費 者 の 救

済 … … チ ャ ー ジ・バ ッ ク 」と 題 す る レ ポ ー ト と し て 1 9 9 6 年 秋 に ま と め て い る 。

一 方 、 わ が 国 で も 、 当 時 の 日 本 ク レ ジ ッ ト 産 業 協 会 の イ ン フ ラ 整 備 委 員 会 が 、

チ ャ ー ジ・バ ッ ク 制 度 の 検 討 し て い た 。末 藤 高 義「 チ ャ ー ジ バ ッ ク を 考 え る ( 1 ) 」
消 費 者 信 用 1 5 巻 1 2 号（ 1 9 9 7 年 ） 7 1 頁 、末 藤 高 義「 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 入 門 ( 2 5 )
チ ャ ー ジ バ ッ ク （ そ の 3 ）」 消 費 者 信 用 1 9 巻 4 号 （ 2 0 0 1 年 ） 6 7 頁 。  

( 1 2 )   本 稿 脱 稿 直 前 に 、産 業 構 造 審 議 会 消 費 経 済 分 科 会 割 賦 販 売 小 委 員 会 に お い て

平 成 2 7 ( 2 0 1 5 ) 年 7 月 付 け 報 告 書 が 取 り ま と め ら れ た 。多 数 当 事 者 型 取 引（ 報 告

書 に お い て は 、 オ フ ア ス 取 引 ） に お け る 抗 弁 権 の 付 与 な ど イ シ ュ ア 規 制 は 見 送

ら れ 、 ト ラ ブ ル の 原 因 で あ る 販 売 店 を 加 盟 店 に す る ア ク ワ イ ア ラ と 決 済 代 行 業

者 に よ る 加 盟 店 調 査 義 務 の 導 入 と 登 録 制 の 採 用 に よ る 実 効 性 の 確 保 の 方 向 で 、

今 後 法 整 備 が 進 む も の と 考 え ら れ る 。 今 回 、 国 際 ブ ラ ン ド に 関 し て も 、 特 段 の

法 整 備 へ の 組 み 込 み は 行 わ れ て お ら ず 、 任 意 の 協 力 を 得 る 方 向 と な っ て お り 、

チ ャ ー ジ ・ バ ッ ク 制 度 に 関 し て は 、 最 終 的 に な ん ら 触 れ ら れ て い な い 。 こ の 報

告 書 に 基 づ く 法 整 備 が 来 年 度 行 わ れ る 予 定 で あ り 、 決 済 代 行 業 者 の 登 録 と 法 律

の 遵 守 と と も に 、 消 費 者 へ の イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 に 関 す る 啓 蒙 が 進 み 、 多 数 当

事 者 型 取 引 に お け る 販 売 店 の 不 適 切 な 販 売 等 に 関 す る ト ラ ブ ル が 減 少 す る な

ら ば 問 題 は 解 決 に 向 か う 。 し か し 、 ト ラ ブ ル の 大 部 分 が ボ ー ダ ー レ ス 取 引 に お

い て 発 生 し て い る 点 を 鑑 み れ ば 、 海 外 ア ク ワ イ ア ラ と 提 携 す る 決 済 代 行 業 者 の

一 部 が 登 録 し な い 場 合 は 、 引 き 続 き 問 題 は 解 消 し な い こ と が 懸 念 さ れ る 。  




